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今
日
の
 
神
戶
を
 
理
解
し
て
 
遣
憾
 
な
か
ら
 

む
 
こ
と
 
を
 
欲
せ
 

は
 
宜
し
く
 

兵
 
庫
 
開
港
 
以
前
に
 
遡
り
て
 
其
 
史
事
を
 
究
め
さ
る
 

へ
 
か
ら
す
 
蓋
し
 
こ
れ
 

市
史
 
の
本
體
 
と
す
る
 
所
に
 
あ
ら
す
 
と
雖
而
 
か
も
 
之
を
忽
 
諸
に
 
附
し
難
 

き
も
の
 
な
り
 
因
り
て
 
文
學
 
博
士
 
喜
 
田
 
貞
吉
氏
 

に
 
「
古
 
代
 
の
 
兵
 
庫
 
及
び
 
附
 

近
 
の
 
沿
革
 
-
文
 
學
 
博
士
 
三
 
浦
 
周
 
行
 
氏
に
 
「
中
世
 
の
 
兵
 
庫
 
港
」
 
の
 
編
 
述
を
囑
 

し
 

編
纂
 
員
 
文
學
士
 
古
田
 
良
 

一
 
を
し
 

て
 
「
近
 
世
の
 
兵
庳
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
 
革
」
 を
 

修
め
し
 
め
附
 
す
る
 

に
 
編
纂
 
室
 
屬
員
中
 
井
伊
 
與
 
太
の
 
手
に
 
成
れ
 

る
 
「
近
 
世
 

人
物
 
列
 
傳
」
 を
 
以
て
し
 
此
四
 
編
を
收
 
め
て
 
以
て
 
別
錄
第
 

一
 
卷
 
と
な
す
 

大
正
 

十
 

一
 

年
 

三
月
 

神
 
til 市

史
 
編
纂
 
監
修
 
文
學
 
博
士
 
 
1
^
 
 
^
 
 
^
 

縿
 
言
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神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一
 

. 
目
 

次
 

古
代
の
 
兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 

第
 

一
 
章
 

上
代
の
 
武
庫
 
地
方
 
 

1
 

、 
緖
 

言
 

1
1
 

武
 

庫
の
 

範
 

園
と
 

其
の
 

名
義
 

：
…
 
 

武
庫
の
 
泊
と
 
神
 

市
。
 
武
庫
 
地
方
の
 
範
圍
。
 
武
庫
の
 
名
義
に
 
關
 

す
る
 
舊
說
 

一
。
 
武
庫
と
 
六
 
甲
、
 六
 
甲
の
 
名
義
に
 
關
 
す
る
 
舊
說
。
 

武
 

庫
の
 
名
義
に
 
關
 
す
る
 
舊
說
、
 
二
。
 
武
庫
の
 
津
は
難
 
波
の
 
向
 
ひ
津
。
 

武
庫
 
郡
 
武
庫
 
鄕
。
 

二
、
 

武
庫
 

水
門
の
 

所
在
 
 

武
庫
と
 

兵
 

庫
。
 

武
庫
の
 

津
門
。
 

武
庫
の
 

行
宮
。
 

神
 

功
 

皇
后
と
 

武
 

目
 
次
 
 

1 

七 



庫
。
 
蒐
原
住
 
吉
と
難
 
波
 
住
吉
。
 

難
 
波
と
 
武
庫
。
 

武
庳
と
 
m
 
名
 
部
。
 

津
 
守
鄕
。
 

三
、
 
菀
锇
 
野
と
 
夢
 
野
、
 附
、
 鹿
の
 
說

話

 

 

蒐
饿
 
野
の
 
祈
 
狩
。
 
菟
锇
 
野
の
 
鹿
の
 
故
事
。
 

菟
锇
 
野
と
 
都
賀
。
 

八
 

部
と
 
菟
锇
 

野
。
 
菀
饿
 
野
と
 
夢
 
野
と
の
 
混
同
。
 

夢
 
野
の
 
鹿
の
 
故
事
。
 

夢
 
野
の
 
氷
室
の
 
說
 
に
っ
き
て
。
 

章
 

武
庫
 
地
方
 
諸
 
神
の
 
鎭
座
 
 

1
 、 

武
庫
 
地
方
の
 
三
 
大
社
 
拉
び
 
に
住
吉
 
神
の
 
鎮
座
 
 

武
庫
 
諸
神
鎭
 
座
の
 
傳
說
。
 

廣
田
 
神
。
 

生
 
田
 
神
。
 

長
 
田
 
神
。
 

住
士
ロ
 

神
。
 
武
庫
の
 
諸
神
鎭
 
座
の
 
理
由
。
 

二
、
 

西
 

ノ
宮
の
 

夷
 
神
 
 

神
 
功
 
皇
后
 
征
韓
 
と
大
國
 
主
神
。
 
大
國
主
 
西
 
神
社
。
 

夷
 
神
 
は
 
武
神
。
 

夷
三
郞
 

殿
。
 

夷
 
神
と
 
三
郞
 
殿
の
 
信
仰
の
 
隆
盛
。
 

离
三
郞
 
と
大
學
 

夷
。
 
夷
 
神
と
 
福
 
神
。
 
百
大
 
夫
。
 



草
 

武
庫
 
地
方
 
上
代
の
 
遣
 
物
遣
蹟
 
 

1
 、 
石
器
時
代
の
 
遺
物
 
遺
蹟
と
 
古
代
 
民
族
 
 

武
庫
 
地
方
 
石
器
時
代
 
遺
蹟
の
 
分
布
。
 
彌
生
式
 
遺
蹟
。
 

ア
イ
ヌ
 
式
 

遺
蹟
。
 

二
、
 

古
墳
 

墓
の
 

一
、
 

—
—
 

蒐
 

原
の
 

處
女
塚
 
 

武
庫
 
地
方
 
古
墳
 
墓
の
 
種
類
。
 

蒐
 
原
の
 
處
女
！
 
T
 
蒐
原
處
 
女
の
 
古
 

事
。
 

處
 
女
の
 
故
事
と
 
所
謂
 
處
女
 
塚
。
 

生
 
田
 
河
畔
の
 
壯
夫
 
塚
。
 

生
.
 

田
 

河
，
 

畔
の
求
 

塚

。

 

 

- 
. 

三、 古墳 墓の 二、 一 - 各地の 荒墳  

古
墳
 
墓
の
 
除
去
。
 

塚
穴
 
式
 
古
墳
。
 

攝
津
志
 
所
載
 
武
庫
 
地
方
の
 
古
 

墳
墓
。
 

武
庫
 
地
方
の
 
著
名
な
る
 
古
墳
 
墓
。
 

一
 、
舊
 
武
庫
 
郡
の
 
部
。
 

二
、
 舊
蒐
原
 
郡
の
 
部
。
 

三
、
 神
 

市
の
 
部
。
 

四
、
 

銅
鐸
の
 

發

見

 

 武
庫
 
地
方
 
發
 
見
の
 
銅
鐸
。
 

銅
鐸
と
 
は
何
ぞ
 

や
。
 

銅
 
鋒
と
 
秦
人
。
 



五
，
 

a
 

物
 

遗
蹟
ょ
 

b
r
a
-
 

た
る
 

武
庫
 

地
方
の
 

古
代
 

住
民
 
 

武
庫
 
地
方
の
 
佐
 
伯
 
部
。
 
彌
生
式
 
民
族
。
 

諸
蕃
。
 

四
 

章
 

大
輪
 

田
 
泊
 
 

1
、
 

五
 

泊
の
 

一
 

と
し
て
 

の
大
.
 

輪
 

田
 
泊
 
 

大
輪
 

田
の
 

濱
。
 

大
輪
 

田
の
 

泊
。
 

五
 

泊
 

制
定
の
 

年
代
。
 

河
 

尻
の
 

一
 

ノ
 

洲
。
 

行
 

基
と
 

津
泊
。
 
 

， 

二
、
 

大
輪
 

田
の
 

名
義
と
 

其
の
 

所
在
 
 

大
輪
 

田
と
 

曲
浦
。
 

大
輪
 

田
の
 

名
義
"
 

大
輪
 

田
の
 

地
の
 

變
遷
。
 

三
、
 

大
輪
 

田
 

泊
の
 
修
築
 
 

大
輪
 
田
 
泊
と
 
防
 
波
 
設
備
。
 

大
輪
 
田
 
修
築
 
年
次
。
 

船
 
瀬
と
 
石
椋
。
 

四
，
 

經
ケ
 

島
の
 

築
造
 

…
^
 
 

平
淸
 
盛
と
 
大
輪
 
田
 
泊
。
 

經
ケ
"
 
築
 
造
の
 
年
 
時
。
 

經
ケ
 島
の
 
規
模
。
 

人
 

柱
の
 

俗
傳
。
 

經
ケ
 

島
の
 

所
在
。
 

重
 

源
の
 

大
輪
 

田
 

修
築
。
 



五
 

章
 

武
庫
 

地
方
 

郡
鄕
の
 

研
究
 
 

一
、
 
舊
 
武
庫
 
郡
の
 
境
界
と
 
其
の
 
八
鄕
 
 
，
 
 

舊
 
武
庫
 
郡
の
 
境
域
。
 

賀
 
美
鄕
。
 

a
 
屋
鄕
。
 

武
庫
 
鄕
。
 

廣
 
田
鄕
。
 

津
 
門
鄕
。
 

曾
 
禰
鄉
。
 

石
 
井
鄕
。
 

雄
 苗
鄕
。
 

二
、
 

舊
蒐
原
 

郡
の
 

境
界
と
 

其
の
 

八
鄕
 
 

舊
蒐
原
 
郡
の
 
境
域
。
 

賀
；
 美
鄕
。
 
葦
屋
 
鄕
。
 

佐
 
才
鄉
。
 

住
 
吉
鄕
。
 

天
 城
鄕
。
 
津
 守
鄕
。
 
布
 敷
鄕
。
 
覺
 美
鄕
。
 

三
、
 

舊
八
部
 

郡
の
 

境
界
と
 

其
の
 

五
鄕
 
 

舊
八
部
 
郡の 境域。 生 田鄕。 宇治

 鄕。 神 1^ 鄕。 長 田鄕。 

八
 

部
鄕
。
 

鄕
 

里
の
 

制
と
 

村
落
。
 

古
代
 

武
庫
 

地
方
の
 

II
； 

口
 

六
 

章
 

武
庫
 

地
方
の
 

交
通
 
 

山
陽
 

街
道
の
 

變
遷
。
 

驛
路
"
 

水
路
の
 

交
通
。
 

沿
海
 

航
路
。
 

須
磨
 

の
 
關
。
 



目
次
 
 

六
 

第
 
七
 
章
 

福
 
原
 
遷
都
 
 

1
0
 三
 

1、 平
淸
 盛と
 福 原 別

業

 

 

10 三 

淸
 
盛
の
 
榮
達
。
 

淸
盛
福
 
原
の
 
別
業
。
 

淸
盛
 
別
業
 
造
 
營
の
年
 

時
。
 

淸
 
盛
と
 
鲳
 
原
の
 
因
緣
。
 

二
、
 

福
 

原
 

遷
都
 

の
 
事
情
 
 

1
0
 

七
 

急
激
な
る
 
福
 
原
 
遷
都
。
 

遷
都
の
 
行
幸
。
 

都
 
城
の
 
點
定
。
 

淸
盛
遷
 

都
の
 
決
心
。
 

三、
 

福
 

原
 

京
の
 

廢

止

 

 

1 
1 三 

遷
都
に
 
對
 
す
る
 
不
平
。
 

淸
 
盛
の
 
悔
恨
。
 

第
 
A
 
章
 

神
 
戶
兵
庫
 
地
方
の
 
條
 
 

1 
1 七

 

1
、
 

條
 
里
概
說
 
 

•
 
 

二
 

七
 

條
里
制
 
槪
說
。
 

條
里
 
制
の
 
實
際
。
 

二
、
 

神
 

兵
 

庫
 

地
方
 

條
里
 

の
實
際
 
 

二
 

1
0
 



神
 

兵
 
庫
 
地
方
 
條
 
里
の
 
遺
影
"
 

條
 
里
に
 
基
づ
け
 

る
 
地
名
。
 

祌
 

In- 

兵
 
庫
 
地
方
 
條
 
里
の
 
方
向
。
 

條
 
里
制
實
 
施
の
 
範
圍
。
 

三
、
 

祌
 

兵
 

庫
 

地
方
 

古
條
 

里
鑭
 

の
硏
究
 
 

古
條
 
里
圜
。
 
宇
治
川
の
 
舊
河
 
道
と
 
條
里
 

■ 
車
 
里
の
 
條
里
。
 

古
條
 

里
 
躪
に
諸
 
地
方
 
條
 
里
の
 
繼
ぎ
 
合
せ
 
圖
 
な
り
。
 

條
 
の
起
點
 

第
 
九
 
章
 

福
 
原
 
京
 
 

1
 、 

福
 
原
 
京
の
 
位
置
に
 
關
 
す
る
 
諸
 
說
 
 

1
 願 
原
 
京
の
 
所
在
.
 

位
置
に
 
關
 
す
る
 
舊
說
、
 
r
 
位
置
に
 
關
 
す
る
 
舊
 

說
、
 
i
r
 
位
置
に
 
關
 
す
る
 
舊
說
、
 
三
。
 

二
、
 

福
 

原
 

京
 

設
計
 

當
 

時
の
 
地
理
 
 

古
今
 
地
理
の
 
變
遷
，
 

M
 
 
(
于
奈
 
五
岳
の
 
所
在
 
 

宇
奈
 
五
岳
に
 
關
 
す
る
 
諸
說
の
 

解
-
 _ 

宇
奈
 
五
岳
に
 
今
の
，
！
^
 
下
山
 

• 

二
 
本
 
松
 

田
 
山
 

一
 
蒂
の
 
丘
陵
：
 

目
次
 
 

七
 



目
.
 
f

t

v

 

 

ス
 

^
 

湊
 

川
流
路
 

の
變
遷
 
 

一
四
 

1 

湊
川
流
 

路
變
遷
 

の
 

年
代
。
 

條
里
區
 

畫
の
遗
 

影
と
 

和
 

田
の
 

地
方
。
.
 

和
 

田
 

方
面
 

平
地
の
 

成
 

生
と
 

湊
川
。
 

湊
川
 

流
路
の
 

移
動
 

は
 

源
平
 

時
 

代
 

以
後
。
 

攝
 

播
兩
國
 

境
界
の
 

變
遷
。
 

最
初
の
 

湊
川
。
 

西
 

攝
大
觀
 

の
 
所
說
。
 

M
 

海
岸
線
の
 

變
遷
 
 

一
四
 

九
 

往
時
の
 

海
岸
線
。
 

和
 

田
 

岬
に
 

和
 

田
 

松
原
の
 

生
成
。
 

三
、
 

福
 

原
 

京
の
 
設
計
 
 

l
>
i
 

福
 

原
 

京
 

は
 

和
 

田
の
 

地
。
 

地
域
の
 

狭
小
。
 

京
 

城
豫
定
 

地
の
 

範
圍
。
 

差
 
方
 
塚
の
 
辯
。
 

四
、
 

福
 

原
と
 

和
 

田
と
 

兵
 

庫
と
の
 

別
 
 

一 
五
 

ス
 

福
 

原
庄
。
 

和
 

田
の
 

地
域
。
 

兵
 

庫
の
 

名
の
 

初
見
)
 

兵
 

庫
三
 

筒
の
 

庄
 

の
 

位
置
。
 

輪
 

田
と
 

兵
 

庫
。
 

兵
 

庫
 

島
。
 

兵
 

庫
の
 

名
義
。
 

福
 

原
.
 

和
 

田
-
 

兵
 
庫
 
は
も
と
 
各
 
別
 
地
。
 

, 
五
、
 

福
 

內
裏
 

及
び
 

卒
氏
 

別
業
の
 

位
 

ff
i,
 
…
 
 

1 
六
 

七
 



本
內
 
裏
の
 
位
置
。
 

新
內
 
裏
の
 
所
在
。
 

雪
の
 
御
所
。
 

賴
 
盛
の
 
邸
。
 

其
の
 
他
の
 
卿
相
の
 
邸
宅
。
 

淸
 
盛
の
 
諸
 
別
業
。
 

淸
 
盛
の
 
墓
地
。
 

寺
 

山
の
 

傳
說
 
地
。
 
 

， 

第
 
十
 
章
 

一
の
 
谷
の
 
合
 
戰
 
 

一
七
 七
 

一
、
 

一
 

の
 

谷
合
戰
 

以
前
の
 

經
過
 
 

1 
七
 

七
 

. 
平
家
の
 
都
 
落
。
 

平
家
 
逆
襲
の
 
形
勢
。
 

二
、
 

一
の
 

谷
 

合
戦
の
 

槪
況
 
 

• …
…
 

一
七
 

A
 

所
謂
 

一
 
の
 
谷
 
合
戦
。
 

• 

三
、
 

一
 

の
 

谷
 

合
戦
に
 

於
け
 

る
兩
 

軍
の
 

兵
數
 

推
測
 
 

1 
ス
 

1 

諸
 
書
の
 
傳
 
ふ
る
 
兩
 
軍
の
 
兵
 
數
。
 

源
 
軍
。
 

鵜
 
越
 
逆
落
し
の
 
兵
數
。
 

平
 軍
。
 
兩
 
軍
の
 
實
數
。
 

四
、
 

一
 

の
 

谷
 

合
戦
に
 

關
 

す
る
 

地
理
 

上
の
 

疑
問
 
 

1
A
 

五
 

一
 
の
 
谷
 
合
戦
 
史
料
の
 
價
値
。
 

所
謂
 

一
 
の
 
谷
の
 
城
郭
。
 

宗
盛
屋
 
島
 

よ
り
の
 
返
狀
。
 

平
家
 
行
動
の
 

日
時
。
 

源
氏
の
 
進
發
の
 
日
時
。
 

所
 

目
 
次
 
 

：
*
 



謂
 一
の
 谷
 城
の
 地
域
。
 
所
謂
 一
の
 谷
 城
 は
 福
 原. 和
 田
 ー
帶
の
 地。 

城
郭
の
 

意
義
。
 

一
の
 

谷
と
 

鎌
 

倉
の
 

比
較
。
 

山
の
手
 

陷
落
。
 

鵪
 

越
 

の
 

所
在
。
 

義
經
の
 

經
路
。
 

i
l
 

越
の
 

嶮
蛆
。
 

一
の
 

谷
の
 

戰
及
福
 

原
 

攻。 

中
世
の
 

兵
 

庫
 

港
 

重
 

源
の
 
修
築
 
 

重
 

源
の
 

奏
請
。
 

奏
請
の
 

趣
意
。
 

重
 

源
の
 

修
築
 

を
計
畫
 

せ
し
 

理
由
。
 

修
築
の
 
功
 
程
。
 

兵
 

庫
の
 
殷
賑
 
 

兵
 

庫
 

島
と
 

莊
。
 

出
入
 

船
舶
。
 

租
 

米
の
 

集
散
。
 

入
港
 

船
舶
の
 

多
少
 

と
 
兵
 
庫
の
 
盛
衰
。
 

僭
 
侶
の
 
布
敎
。
 

遊
女
。
 



石
 

別
 

升
 

米
の
 

寄
附
.
 

東
大
寺
と
 

兵
 

庫
關
。
 

二
種
の
 

關
税
。
 

石
 

別
 

升
 

米
。
 

置
 

石
。
 

升
 

米
.
 

寄
附
の
 

目
的
。
 

升
 

米
の
 

除
外
例
。
 

商
船
 

目
錢
 

の
 

寄
^
 

商
船
 

目
 

餞
の
 

一
 

時
 

的
 

寄
附
。
 

寄
附
 

年
限
の
 

延
長
。
 

東
大
寺
に
 

對
 

す
る
 

寄
附
の
 

殆
ど
 

恆
久
 

的
と
 

な
 

b
 

し
こ
と
。
 

務
の
停
 
發
と
復
 

一 

正
 

和
 

四
 

年
の
 

停
止
。
 

停
止
に
 

關
 

す
る
 

六
 

波
 

羅
の
處
 

分
。
 

六
波
羅
 

使
節
の
 

措
置
。
 

關
務
の
 

不
規
律
。
 

元
德
ニ
 

年
の
 

停
止
。
 

建
武
元
 

年
の
 

停
廢
と
 

東
大
寺
の
 

對
抗
 

運
動
。
 

兵
 

庫
 

南
北
 

兩
關
の
 

分
立
 
 

目
 

次
 

1 
1 

-六
 

一 
0
 

二  二
 

A 



二
 
1
 

興
 
福
 
寺
の
 
目
 
餞
 
管
領
-
 

兵
 
庫
 
島
の
 
關
稅
の
 
種
類
。
 

西
大
 
寺
の
 
目
 

餞
 
管
理
。
 

礼
 
狩
 

北
 
關
と
南
 

關
-
 

免
稅
 
及
び
 
脫
稅
 
 

脫
稅
 
船
。
 
石
淸
水
 
八
幡
宮
 
大
山
 
崎
 
神
人
の
 
荏
胡
麻
に
 
對
 
す
る
 
免
 

税
。
 
同
不
當
 
徵
税
。
 

兩
關
 
な
る
 
文
字
の
 
初
見
。
 

過
 
書
と
 
其
 
停
止
。
 

過
 
書
 
舟
の
 
商
船
と
の
 
混
同
に
 
依
る
 
特
權
剝
 

奪
。
 

船
 
落
 
船
.
 漏
 
船
。
 

過
書
國
 
料
の
 
廢
止
。
 

關
務
の
 
狀
況
 
 

關
所
 
役
人
。
 

東
大
、
 
興
福
兩
 
寺
の
 
銜
突
"
 

相
 
國
寺
等
 
持
 
寺
の
 
國
料
 

月
俸
。
 

東
大
、
 
典
福
兩
 
寺
の
 
屈
服
。
 

東
大
、
 
興
福
兩
 
寺
と
 
相
國
、
 
等
 
持
 

兩
 
寺
と
の
 

爭
。
 

外
國
 
貿
易
と
 
兵
 
庫
 
 



足
 
利
義
滿
 

の
.
 對
明
 
外
交
。
 

義
 
持
の
 
撤
廢
と
 
義
敎
の
 
復
舊
。
 

明
賀
 
I
 

易
と
 
兵
 
庫
。
 

明
 
使
の
 
貿
易
 

朝
鮮
 
貿
易
と
 
兵
 
庫
。
 

の
 
興
隆
と
 

兵
 
庫
の
 
衰
微
。
 
 

：
 

0
^
 
 

^
 
 

^
 
 ̂
 
 
 

，一
 

雜
 
掌
の
 
請
負
制
度
"
 

雜
 
掌
の
 
請
 
文
。
 
關
務
 
代
官
 
職
と
 
其
 
請
 
文
。
 

代
官
 
職
と
 
雜
 
掌
と
の
 
相
違
 
點
。
 

,
 
 

一 

近
世
の
 
兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一 

第
 

一
 
章
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
所
領
 
關
係
 
 

一 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
石
高
。
 

領
主
の
 
變
遷
"
 

明
 
和
 
六
 
年
の
 
上
ケ
 知
。
 

： 

上
ケ
知
 
後
の
 
支
配
 
關
係
 

尼
 
崎
 
藩
 
銀
 
札
の
 
通
用
。
 

兵
 
庫
 
奉
行
。
 

複
ー
 

雜
 
な
る
 
听
領
關
 

係
。
 

山
 
論
、
 水
 
論
。
 
引
用
 
書
 
目
。
 



章
 

兵
 
庫
の
 
市
街
 
及
び
 
政
 
 

市
街
の
 
成
立
。
 

位
置
 
及
び
 
廣
袤
。
 

溝
渠
」
 

堤
防
。
 
市
外
へ
の
 
通
 

路
。
 

勤
番
 

所
 

及
び
 

高
 

礼
 

場
。
 

三
方
。
 

11
^ 

口
。
 

尼
崎
領
 

時
代
の
 

市
 

政
。
 
幕
府
 
直
轄
 
後
の
 
市
政
。
 
名
主
 

• 年
寄
.
 
庄
屋
。
 
市
民
の
 
負
擔
。
 

引
用
 
書
目
 
 

* . 

章
 

交
通
 

附
兵
庳
 

と
 

西
國
諸
 

藩
と
の
 

關
係
 
 

陸
運
。
 

港
灣
。
 

浦
 

役
。
 

中
世
 

末
期
の
 

狀
況
。
 

西
國
 

と
の
 

海
運
 

關
 

係
。
 

北
國
 

及
び
 

東
北
と
の
 

關
係
 

J 
下
 

關
迂
囘
 

航
路
。
 

海
陸
 

兩
路
 

の
 

比
較
。
 

北
國
 

船
の
 

入
津
。
 

同
 

貨
物
の
 

责
捌
。
 

蝦
夷
と
の
 

關
係
。
 

江
 

と
の
 

關
係
 

市
民
 

所
有
の
 

船
舶
-
 

祌
 

ニ
ッ
 

茶
屋
 

二
 

村
の
 

船
舶
。
 

出
入
 

船
舶
の
 

增
加
。
 

本
陣
。
 

濱
 

本
陣
と
 

藩
と
の
 

關
 

係
の
 

因
由
。
 

大
名
の
 

宿
泊
と
 

市
民
の
 

迷
惑
。
 

朝
鮮
 

信
 

使
の
 

接
待
。
 

引
 

船
。
 

尼
 

崎
 

領
外
諸
 

村
の
 

不
満
。
 

引
用
 

書
目
 

^ 



第
 
四
 
章
 

商
 
業
 
 

株
 
仲
間
。
 

三
 
仲
間
。
 

諸
 
問
屋
 
業
 

t 
諸
 
問
屋
 
仲
間
の
 
成
立
。
 

成
立
 

當
 
初
の
 
商
況
 
不
振
。
 

組
織
。
 

諸
 
問
屋
 
仲
間
 
株
の
 
繼
承
 
及
び
 
讓
渡
。
 

諸
 
問
屋
 
仲
間
の
 
規
約
。
 

貨
物
の
 
水
 
揚_』 

兵
 
庫
の
 
濱
。
 
穀
物
 
仲
買
 

仲
間
。
 

穀
物
 
仲
買
 
仲
間
の
 
組
織
 
及
び
 
規
約
。
 

佐
 
比
 
江
 
帳
 
合
 
商
內
。
 

干
 
鰯
 
仲
買
 
仲
間
。
 

干
繊
 
仲
買
 
仲
間
の
 
組
織
 
及
び
 
規
約
。
 

三
 
仲
間
 

相
互
の
 
關
係
。
 

天
 ■ 保
の
 
改
革
。
 

嘉
 
永
の
 
再
興
。
 

箱
 
館
 
產
物
會
 
所
 

出
張
所
。
 

同
 
永
績
仕
 
法
の
 
制
定
。
 

會
 
所
の
 
設
け
な
 

き
 
港
に
 
て
の
 

賣
買
。
 

大
阪
 
と
の
 
商
業
 
關
係
。
 

天
 
保
 
四
.
 五
雨
 
年
の
 
窮
民
 
救
恤
。
 

天
 
保
 
七
.
 八
兩
 
年
。
 
萬
延
 
元
年
 
及
び
 
慶
應
ニ
 

年
。
 
引
用
 
書
目
。
 

第
五
 
章
 

學
藝
附
 
楠
 
氏
 
遣
 
蹟
顯
揚
 
 

植
田
下
 

省
。
 
往
來
 
の
學
者
 
文
人
。
 

俳
諧
。
 

蕪
 
村
の
 
影
響
。
 

著
名
 

の
 
俳
人
。
 

漢
學
。
 

廣
瀨
 
»
 
莊
の
 
影
響
。
 

一
 
般
巿
 
民
の
 
敎
養
。
 

靑
 

目
次
 
 

5
 

九 五 
七 



目
次
 
 

1 六
 

山
 
幸
 
利
の
 
楠
 
氏
 
遺
蹟
 
顯
揚
。
 

貝
 
原
 
益
 
軒
の
 
企
圖
。
 

德
川
 
光
園
の
 

建
碑
。
 

光
-
園
 
以
後
の
 
顯
揚
 
事
業
。
 

現
世
 
利
益
 
神
と
 
し
て
の
 
楠
 
公
 

崇
拜
。
 

幕
末
の
 
楠
 
公
 
$
A
 
拜
。
 
引
用
 
書
目
。
 

第
 
六
 
章
 

風
 

俗
 

遊
里
。
 

飯
 
盛
 
女
。
 

芝
居
。
 

風
呂
。
 

• 
兵
 
庫
 
s
i
。
 

兵
 
庫
 
踊
。
 

兵
 
庫
 
樽
 

J 

ffl 諺
。
 
引
用
 
書
目
。
 

第
 
七
 
章
 

神
戶
、
 
ニ
ッ
 
茶
 
屋
、
 走
 
水
、
 其
 
他
の
 
諸
 
村
 
 

神 芦、 ニッ
 

茶屋
、 

走 水 三 村。
 

富 商と
 

文事
。 

脇濱
 

村。
 

駒ケ
林 

村
。
 

海
に
 

瀕
せ
ざ
る
 

諸
 

村
。
 

著
名
の
 

神
社
。
 

神
官
と
 

文
事
。
 

ul
- 

n
a
 
人
芦
增
 
減
の
 
原
因
。
 
引
用
 
書
目
。
 

第
 
A
 
章
 

結
 
論
 
 

本
邦
 
經
濟
 
事
情
の
 
變
遷
と
 
兵
 
庫
 
附
近
の
 
繁
榮
。
 

大
阪
 
と
の
 
關
係
。
 

1 
〇
 

九
 

一 
1 九

 

1 
三
 

1 



幕
末
の
 
開
港
。
 

近
世
 

人
物
 

列
傳
 

正
直
 
屋
壽
閑
 
 

- 

鷹
 

見
 

右
近
 
右
衞
門
 
 

二
 

南
條
新
 

右
衞
門
 
 

五
 

北
風
 

彥
太
郞
 

…
 
 

•
 
 

七
 

北
風
 

七
兵
衞
 

…
：
 
 

八
 

靑
山
幸
 

利
 
 

九
 

靑
 

山
 

幸
 
督
 
 

一 
〇
 

高
濱
伊
 

左
衞
門
 
 

二
 

千
 
橐
宗
般
 
 

一
二
 

#
 
 

M
 
 
 

ニ
ニ
 

植
田
下
 

省
 
 

1 
四
 

目
 
次
 
 

1 
七
 



井
上
 
仙
 
右
衞
門
 

. 

北
風
 
六
 
右
衛
門
 

- 

俵
 
屋
孫
三
 

郞
.
 

俵
屋
久
 
左
衞
門
 

• 

ェ
樂
松
 
右
衞
門
 

. 

常
 

見
 

肅
.
 

高
田
屋
 
嘉
兵
衞
 

. 

室
 

田
 
霞
亭
.
 

桃
 

木
 
吳
來
.
 

一
 
 

草
 

• 

岡
 
田
 
米
 
山
人
 

• 

間
 
人
 
市
 
郞
左
衞
 
門
 

藤
 

田
 

百
 

城
.
 



撟
本
藤
 
左
衞
門
 

覺
巖
實
 

明
 

汕
屋
伊
 

三
 
郞
 

眞
島
順
 

道
 

增
田
三
 
太
夫
 

綱
 
屋
 
^
 
兵
 
衞
 

加
 
納
次
郞
 

作
 

生
 
島
 
四
郞
 
太
夫
 

專
崎
彌
 

五
平
 

营
野
 

介
 

折
 
田
年
秀
 

北
風
 

正
 

造
 

藤
 

田
 

積
 

中
 

神
 

S
 

兵
 

右
衞
門
 

ジ
ョ
ン
 • マ ダ シ

ャ
〃
 



目
 
次
 
 

二
 〇
 

ヘ
ル
マ
ン
 

• ト
ロ
 

チ
 
"
ヒ
 
 

六
 五
 

領
主
 
及
び
 
支
配
者
 
 

丄
ハ
ネ
 



武
庫
の
 

泊
-
 

神
戶
市
 

武
庫
 

地
方
の
 

^
^
園
 

；
 
W
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一
 

古
代
の
 
兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 

第
一
章
 

上
代
の
 
武
庫
 
地
方
 

一
、
 
緖
言
：
 
武
庫
の
 
範
圍
と
 
其
の
 
名
義
 

♦ 

神
 

II； 
市
 
は
も
と
 
兵
 
庫
 
港
に
 
起
因
す
。
 

兵
 
庫
 
港
 
は
 
卽
ち
巾
 
古
の
 
大
輪
 
田
 
泊
に
 

し
 
て
、
 實
 
に
 
武
 

庫
 
泊
よ
 

b
 
沿
革
し
 
來
れ
る
 
も
の
な
，
 

9。 
よ
っ
て
 
本
 
編
に
 
於
て
 
は
先
づ
 
上
代
の
 
武
庫
 
地
方
の
 

狀
 
態
を
觀
 
察
 
し
、
 延
 
い
て
 
其
の
 
兵
 
庫
 
港
 
を
 
な
す
に
 

至
.
^
 
し
變
遷
 
の
蹟
を
 
略
叙
す
 
る
の
 
要
 
あ
る
 

を
 
認
 
む
。
 上
代
に
 
所
謂
 
武
庫
 
地
方
と
 

は
、
 大
阪
灣
 

の
 
北
方
 
沿
海
 

一
 
帶
の
 
地
方
の
 
總
稱
 
に
し
て
、
 
大
約
今
 

む 
二 

う 
はら 

や
た
.
 へ 

の
 神
 tl^ 市

 及
び
 
武
庫
 
郡
の
 
境
域
に
 
當
れ
る
 
も
の
 

、 如
し
。
 
後
に
 
武
庫
.
 蒐
原
 入
部
の
 
三
 郡
に
 

分
る
。
 

明
治
 

二
十
 

九
 

年
 

四
月
 

蒐
原
.
 

八
 

部
の
 

二
 

郡
の
 

稱
を
廢
 

し
、
 

武
庫
の
 

一
 

郡
に
 

統
轄
 

せ
ら
る
 

第
 

一 
窣
 

上
代
の
 

武
庫
 

地
方
 
 

，
 
 

.1
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

1 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一. 1 

る
に
 
至
り
し
 

は
、
 蓋
 
し
古
名
に
復
舊
せ
る
も
の
と
謂
ふ
べ
き
な
^
^
。
 

武
庫
の
 

名
義
 

武
庫
 

或
 

は
 

「
務
 

古
」
 

又
 

は
 

「
牟
 

古
」
 

と
も
 

古
書
に
 

見
 

ゆ
。
 

本
朝
 

祌
社
考
 

引
攝
、
 

ま
 

風
土
記
と
 

稱
 

す
る
 

に
 

闢
 

す
る
舊
 

說
、
 

1
 
 

も
の
に
、
 

人
皇
 
十
四
 
代
仲
哀
 
天
皇
 
將
.
 攻
，
，
 1
 1 一
 韓
：
 到
 „
筑
 
紫
，
 而
崩
。
 

今
 
氣
比
大
 
明
 
神
 
者
此
帝
 

也
。
 

其
 
后
 
神
 

功
 

者
 

開
化
 

天
皇
 

五
世
 

孫
 

息
 

長
 

宿
 

編
 

女
 

也
。
 

於
.
 

是
發
.
 

軍
 

伐
，
，
 

11
 

1
 

韓
；
 

時
 

當
 

_
,
于
 

產
 

月
；
 

取
，
 

石
 

挿
-
其
 

腰
 
裳
；
 欲
.
 不
^
 
也
。
 

遂
 
入
-
新
 
羅
；
 高
 
麗
.
 百
 
濟
 
皆
悉
臣
 

服
、
^
^
 
到
-
 筑
 
紫
，
 產
 i
 
子
；
 
是
譽
田
 
天
皇
 
也
。
 

皇
 

后
 

到，
， 

攝
 

津
 

國
海
濱
 

北
岸
 

廣
田
 

鄕
；
 

今
 

號，
， 

廣
 

田
 

明
 

祌
，
 

是
 

也
。
 

故
 

號
，
，
 

其
 

海
 

邊
，
 

曰
-
御
 

前
 

濱
；
 

曰_
, 

御
前
 
澳
；
 

又
 
埋
，
，
 其
 
兵
器
，
 
處
號
 

曰，， 武
庫
；
 
|
§
 一
-
其
 
譽
田
 
天
皇
 
者
 
今
 
八
幡
 
大
神
也
 

U 

と
 
解
す
。
 

蓋
し
 
「
武
庫
」
 
の
 
文
字
に
 
因
め
 
る
附
 
會
の
說
 
明
に
 
し
て
、
 
な
ほ
 
武
藏
の
 
名
義
 
を
 
解
す
 

る
 

に
、
 日
本
 
武
尊
 
東
征
の
 
歸
途
 
武
器
 
を
秩
 
父
の
 
山
中
に
 
藏
め
 
た
る
よ
 

b
 
稱
 
す
と
 
解
す
 

る
 
も
の
と
 

其
の
 
揆
を
 

一
 
に
す
 

る
 
地
名
 
傳
說
 
な
る
 

ベ
 
し
。
 

此
の
 
風
土
記
と
 
稱
 
す
る
 
も
の
 
固
よ
り
 
奈
良
朝
 

の
 
古
書
に
 
あ
ら
ざ
る
 

ベ
 
く
、
 隨
 
つ
て
 
此
の
 
說
の
 
起
れ
 

る
 
時
代
 
を
 
明
か
に
 
な
し
 
難
き
 

も
、
 す
 
で
 
に
 

鎌
倉
時
代
 

末
の
 

元
 

亭
釋
書
 

如
意
 

尼
 
傅
に
、
 
 

， 

攝
州
 
有
-
 寶
山
；
 
號
„
 如
意
 
輪
 
摩
 
尼
 
峰
；
 

昔
 
神
 
功
 
皇
后
 

征
，
，
 新
羅
；
 
而
還
埋
 
如
意
 
寶
珠
及
 

<551 甲
 
弓
箭
 

寶
劎
 

衣
服
 

等
；
 

故
 

亦
！
 

p
 

武
庫
；
 



と
 

あ
る
 

を
 

見
れ
 

ば
，
 

其
 

の
說
 

の
由
來
 

す
る
 

所
 

頗
る
 

古
き
 

を
 

知
る
べ
し
。
 

石
淸
水
 

八
幡
宮
の
 

宮
 

寺
 
緣
事
抄
 
裏
書
に
 

も
，
 

武
庫
 

山
 

者
祌
功
 

皇
后
 

打，
， 

新
羅
，
 

之
 

時
、
 

三
 

萬
 

八
 

千
 

人
 

武
士
 

物
 

具
 

置
，
 

之
 

也
。
 

倂
 

武
士
 
 

"
 

成
，
 

神
、
 

在，
， 

西
 ノ
宮
-
 云
々
。
 と 
云
 
ひ
、
 又
、
 

攝
津
國
 

武
庫
 

山
ハ
 

神
 

功
 

皇
后
 

異
國
ヲ
 

討
 

給
 

時
、
 

三
 

萬
 

A
 

千
 

荒
神
 

ノ
 

武
兵
ヲ
 

釐
給
山
 

也
。
 

仍
 

併
，
 

武
庫
 

山
；
 

其
 

三
 

萬
 

八
 

千
 

荒
神
 

、ノ
 

御，
， 

西
 

ノ
宮
；
 

是
則
 

殿
下
 

上
 

北
面
 

神
 

紙
 

伯
 

所
 

，
_
談
 

申
，
 

也
。
 

と
も
 

見
え
た
 

hN
。 

前
者
 

は
 

武
士
と
 

武
具
と
 

を
 

置
き
た
り
 

と
 

云
 

ひ
、
 

後
 

者
 

は
 

單
に
武
 

兵
 

を
 

置
き
 

た
，
.
 

> 
 

と
 

あ
り
 

て
、
 

其
 

の
說
 

多
少
の
 

相
違
 

あ
 

り
、
 

又
 

前
說
の
 

兵
器
 

を
 

埋
め
た
 

る
が
 

故
に
 

武
庫
と
 

號
 

す
と
 

い
 

ふ
と
 

は
 

趣
 

を
 

異
に
す
る
 

あ
れ
 

ど
 

も
、
 

之
 

を
 

神
 

功
 

皇
后
に
 

附
會
 

し
た
る
 

點
に
 

於
て
 

は
 

一
 

な
り
。
 

蓋
し
 

此
の
 

皇
后
の
 

御
 

事
蹟
 

は
 

武
庫
の
 

地
方
に
 

關
 

し
て
 

最
も
 

古
く
 

傳
 

へ
ら
 

れ
、
 

且
 

最
 

も
 

著
名
な
る
 

も
の
な
.
 

0 
し
か
 

ば
、
 

諸
 

說
 

孰
れ
 

も
 

說
明
を
 

こ
 

, 
に
 

求
め
し
 

も
の
な
る
 

べ
し
。
 

而
し
 

て
 

其
の
 

特
に
 

緣
事
杪
 

裏
書
の
 

說
に
於
 

て
、
 

武
士
 

或
は
 

武
兵
を
 

謂
 

ふ
 

も
の
 

は
、
 

中
世
 

武
士
 

を
 

ェ
 

ビ
 

ス
と
稱
 

す
る
 

こ
と
 

一
 

般
に
行
 

は
れ
た
.
 

0 
し
か
 

ば
、
 

西
 

乂
呂
の
 

夷
 

神
が
 

神
 

功
 

皇
后
 

征
韓
の
 

際
の
 

武
 

士
に
 

て
ま
せ
 

し
こ
と
 

を
 

謂
 

は
ん
が
 

爲
の
所
 

說
と
解
 

せ
ら
る
。
 

西
.
，
 

宫
の
 

夷
 

神
 

は
 

後
に
 

も
詳
說
 

第
 

I 
章
 

上
代
の
 

武
庫
 
地
方
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祌
 
戶
市
史
 

刖
錄
ー
 

古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 

沿
 

す
る
 
如
 
く
、
 後
 
世
に
 
は
 
主
と
し
て
 

福
 
神
と
 
し
て
 
祭
祀
 

の
祌
 
と
し
て
 

$
w
 
敬
 
せ
ら
る
 

、 
に
 
至
り
し
 

も
、
 宵
 
て
 
は
 

朝
以
來
 
毘
沙
門
天
 
王
と
 
し
て
 
信
せ
ら
れ
、
 
並
 
祀
の
三
 

り
し
 
程
な
 

b
 
し
か
 

ば
、
 自
 
然
と
 
斯
 
く
の
 
如
き
の
 
說
 

時
代
 
明
な
ら
 

す
、
 所
謂
 
殿
下
の
 
上
 
北
面
の
 
神
祇
 
伯
 

け
 
れ
 
ど
 
も
，
 亦
 
以
て
 

ム 
コ 

の
 
名
 
を
 
解
す
 
る
に
 
武
庫
 

た
，
 0 

し
 
を
 
見
る
 

に
 
足
る
 

べ
し
。
 

「
武
 
庫
」
 或
 
は
 「
六
 
甲
」
 と
 
も
 
書
 
き
、
 山
 
に
 
名
 
づ
け
て
 

口 

は
 
解
し
 
て
 
「
神
 
功
 
皇
后
 
廳
坂
王
 
以
下
 
五
 
入
の
 
族
臣
 

以
て
 
六
 
甲
.
 山
と
 
稱
す
」
 
な
ど
 

い
 
ふ
 
は
、
 牽
强
 
最
も
 
甚
 

武
士
 
を
 
置
き
た
 

る
 
が
 
爲
 
に
.
 或
 
は
 
六
 
甲
 
士
の
首
 

を
 

頃
に
 
武
庫
 
又
は
 
六
 
甲
の
 
名
 
を
 
生
じ
た
り
 
と
の
 
事
 

の
 
文
字
 
を
 
も
 
古
く
 
は
 
「
務
 
古
」
 又
 
は
 「
牟
 
古
」
 と
 
書
き
た
 

字
が
 
單
に
 
其
の
 
昔
 
を
 
あ
ら
 
は
す
 
爲
の
假
 
字
な
る
 

武
 庵
の
 
名
義
 

世
 
之
 
を
 
「
向
」
 の
 
義
に
解
 
せ
ん
と
す
 
る
の
 
說
出
 
で
た
 

武
庫
と
 
六
 甲
 J 

六
 

甲
の
 

名
義
 

一 

LL 關
 す
る
 
舊
ー
 

說 

も 力 

i  二 

の 

革 

せ
 
ら
 

武
神
 

郞殿 

出
で
 

何
人
 

二
字
 力

 
フ 

誅
し
 

き
 

も
 

め
 

こ 

承
認
 

し
 

事
 

と
 
は
 

れ
，
 

若
 

く
 

は
 

と
し
て
 

仰
 

は
 

不
動
 

明
 

し
 

な
 

る
 

ベ
 

な
る
べ
き
 

を
 
以
て
す
 

と
 
昔
 
讀
す
 

て
 
山
 
頭
に
 

の
と
す
 

る
が
 
爲
 
に
-
 

し
，
 
 

き
 
 

は
 

に
よ
り
て
 

明
な
る
 

ベ
 

力 

し- 

力 埋 

四 

海
 

漁
業
 

れ
、
 

其
の
 

として 

. 
此
 

の
 

も
 
之
 
を
 

說
の
 

一
 

例
と
 
な
 

む
、
 

其
 

の
 

く
 
武
器
 

古 

賀
茂
眞
 
淵
の
 
冠
辭
考
 

ふ
 
ま
 
で
 

を
觀
る
 

を
 
守
り
 
給
 
ふ
 

本
 
地
 
も
：
 牛
 
安
 

認
め
ら
れ
た
 

裏
書
 
記
入
の
 

知
る
 

に
 

由
な
 

ま
 

二 
1 了
よ
 

L 

る
。
 

後
世
 

或
 

甲
 
首
 
六
 
頭
 
を
 

を
藏
 
め、 又
 は
 

神
 
功
 
皇
后
の
 

も
な
 

く
 
又
 
其
 

も
、
 

「
武
庫
」
 

の
 

一 
一
 

に
 
於
て
 

か
 
後
 



•」
 

闢
 

す
る
 

舊
 
 

古
書
な
 

ど
に
 

務
 

古
と
 

も
牟
 

古
と
 

說、
 

二 

い
ふ
 
は
 
俗
の
 
業
な
.
.
 
>。 

椋
の
樹
 

國
 
な
ど
 
古
へ
 
多
く
 
云
へ
.
 

>。 
此
 

故
に
 
向
と
 
云
 
ふ
歟
。
 

と
 

解
し
た
 

る
 

も
の
 

蓋
し
 

其
の
 

初
見
 

武
庫
の
 

津
は
 

之
 

を
 

「
句
-
に
 

解
 

せ
ん
と
す
 

る
 

も
の
 

は
-
 

難
 波
の
 
向
 ひ
 

津
 
 

し
て
 

頗
る
 

據
る
所
 

あ
り
と
 

謂
 

ふ
べ
 

ベ
 

く
、
 

萬
 

葉
 

集
 

卷
三
高
 

市
 

連
黑
人
 

の
 

住
の
 
江
の
 
複
津
に
 
立
ち
て
 
見
渡
 

♦ 
と
 

云
 

ひ
、
 

又
 

風
雅
 

集
 

在
 

原
 

行
年
の
 

歌
 

漕
ぎ
出
で
 

、 
武
庫
の
 
浦
よ
.
^
 
見
 

な
ど
 
あ
る
に
 

よ
 

て
 
も
、
 武
 
車
と
 
難
 

も
 
書
き
 
た
れ
 

ば
、
 武
 
庫
の
 
假
 
字
な
る
 

を
、
 字
 
に
 
就
き
て
 
說
を
 

あ
る
 
地
 
な
れ
ば
 
椋
山
 
な
ど
い
 
ひ
し
 

か
。
 

又
 
向
つ
 

峰
.
 向
 
つ
 

地
 
海
 
頭
の
 
さ
し
 
出
で
 
た
る
 
地
に
 

て
、
 難
 
波
よ
り
 
向
 
は
る
 

、 

か
。
 
椋
の
樹
 
あ
る
に
 
基
づ
く
 
と
の
 
考
案
 
は
從
ひ
 
難
き
 

も
.
 

前
說
の
 
武
器
 
を
 
埋
め
た
 
る
に
 
起
因
す
 

と
 
言
 
ふ
 
も
の
に
 
比
 

し
。
 

蓋
し
 

武
庫
 

は
 

往
古
に
 

於
て
 

難
 

波
の
 

外
港
と
 

も
 

謂
 

ふ
 

K
 
 ：、 

せ
 
ば
、
 六
 
兒
の
泊
 
ゅ
出
づ
 

る
 
船
人
。
 

渡
 
せ
 
ば
、
 波
 
間
に
 
浮
ぶ
 
住
吉
の
 

松
。
 

波
と
 

相
 

望
 

み
、
 

武
 

庫
 

は
 

難
 

波
 

人
が
 

常
に
 

其
の
 

對
岸
卽
 

ち
 

「
向
」
 

ひ
に
 
傍
見
す
 
る
に
 
慣
れ
た
る
 
地
な
る
 

は
 
明
な
る
 

べ
し
。
 

斯
 
く
の
 
如
き
の
 
地
 
に
 
「
向
」
 の
 
名
 
を
 
生
 

の
 
地
名
 
あ
る
 
こ
と
に
よ
 
リ
て
も
 
類
推
す
 

ベ
 
く
、
 武
 
庫
の
 
浦
 

り。 武
庫
の
 地に
 鎭 座
し
 給 ふ 廣
田
大
 神 を、 日 本

紀
に
 

むか
ひ 

や 
む 

-ノ 
ふ 

す
 

る
 

は
、
 

諸
 

所
に
 

向
 

山
.
 

向
 

が
 

岡
な
 

ど
 

は
 
實
に
難
 
波
の
 
向
つ
 
浦
な
 

し
な
 

第
 

一 
箄
 

上
代
の
 

武
庫
 

地
方
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 
兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

.K 

ひ か
ひ
つ
 
ひめの 

み
と
こ
 
 
む
か
ひ
つ
 

を 
きき 

ぞ 
お ほ 

ふ 
い
つ
の
み
 
たチ 

はやさ^, *1 り 乃み 
二
と
 
 

む か
ひ
つ
 
 
む
か
ひ
つ
 

向
津
媛
 

命
，
 

又
 

は
 

向
 

匮
男
聞
 

襲
 

大
歷
五
 

御
 

魂
 

速
狹
騰
 

命
と
 

も
 

あ
り
。
 

此
の
 

「
向
 

津
」
 

又
 

は
 

「
向
 

匱
」
 

の
 

1 1
 字
 
は
、
 正
 
に
 
之
を
說
 
明
せ
 

る
 
も
の
な
 
り
と
 
謂
 
ふ
 
べ
き
に
 
似
た
り
。
 

武
庫
 

郡
 

武
庫
 

武
庫
の
 

名
 

は
 

後
に
 

武
庫
 

郡
 

武
庫
 

鄕
 

と
し
て
 

和
名
 

抄
 

に
あ
ら
 

は
る
。
 

吾
妻
 

鏡
建
久
 

三
年
 

條
 

に
 

武
庫
 

御
 

廚
の
稱
 

あ
り
、
 

同
 

元
年
に
 

武
扉
庄
 

の
 

名
 

見
 

ゆ
。
 

今
 

武
庫
 

川
の
 

東
な
る
 

武
庫
 

村
に
 

大
 

字
 

武
庫
 

庄
 

あ
り
。
 

武
庫
 

庄
は
 

蓋
し
 

是
 

よ
り
 

西
方
 

東
武
 

is
:.
 

西
 

武
庫
の
 

地
に
 

涉
.
^
 

し
も
の
 

な
る
 

ベ
 

し
。
 

然
れ
 

ど
も
 

此
の
 

武
庫
の
 

地
 

は
、
 

恐
ら
く
 

古
 

へ
 

の
 

武
庫
 

郡
衙
の
 

地
に
 

其
の
 

名
の
 

遺
.
.
^
 

た
 

る
 

も
の
な
る
 

ベ
 

く
、
 

古
 

へ
の
 

所
謂
 

武
庫
の
 

地
が
 

此
の
 

一
 

小
 

地
域
に
 

限
ら
れ
た
 

る
に
 

あ
ら
 

ざ
り
 

し
こ
と
 

は
 

謂
 

ふ
ま
で
 

も
な
か
る
べ
し
。
 

武
庫
 

川
 

あ
り
 

此
の
 

地
 

を
 

過
ぎ
て
 

南
 

流
す
。
 

其
の
 

下
 

流
 

地
方
 

土
砂
 

堆
積
し
て
 

陸
地
 

夥
し
く
 

增
 

加
し
、
 

古
今
 

頗
る
 

其
の
 

形
勢
 

を
 

異
に
す
と
 

雖
、
 

而
 

も
 

此
 

の
 

武
庫
 

庄
の
 

地
方
が
 

歷
史
 

時
代
に
 

於
て
 

な
ほ
 

海
に
 

瀕
し
、
 

古
へ
 

の
 

所
謂
 

武
庫
 

水
門
が
 

此
 

く
の
 

如
 

き
內
 

地
に
 

あ
り
き
 

と
 

は
考
へ
 

難
し
"
 

蓋
し
 

武
庫
の
 

名
は
當
 

時
の
 

海
岸
な
る
 

津
 

泊
の
 

地
に
 

起
 

り
、
 

後
 

に
 

そ
れ
が
 

廣
く
內
 

地
 

を
 

も
 

籠
め
 

た
る
 

行
政
 

區
 

劃
の
 

名
と
 

な
り
 

て
、
 

其
 

の
 

政
治
の
 

中
心
 

が
 

こ
.
 

-
に
 

置
か
れ
た
 

し
も
の
 

な
ら
ん
。
 

か
く
て
 

武
庫
 

山
.
 

武
 

庫
 

川
 

等
の
 

名
 

も
 

生
 

じ
、
 

神
 

功
 

皇
 

后
に
 

關
 

す
る
 

俗
 

M
 

も
 

起
る
 

に
 

至
.
.
 

し
も
の
 

な
る
 

ベ
 

し
。
 



I
、
 

武
庫
 

水
門
の
 

所
在
 

武
庫
と
 
兵
 庫
 

古
 
へ
 
に
 
所
謂
 
武
庫
 
水
門
 
(
或
は
 
武
庫
 
泊
)
 が
 
何
 

べ
き
 
も
の
な
 

し
。
 
中
古
 
大
輪
 
田
 
泊
の
 
名
著
 
は
 

ら
る
 

， 
が
 
故
に
、
 
古
 
へ
 
の
 
武
庫
 
水
門
 

も
 
亦
 
此
の
 

說
 
な
き
に
 
あ
ら
す
。
 

前
記
 
本
朝
 
神
社
 
考
引
攝
 

兵
 
庫
，
」
 と
 
註
 
し
 
た
 

h^。 
而
 
し
て
 
其
の
 
兵
 
庫
？
'
 

^
と
し
て
、
 
古
 
へ
 
武
庫
と
 
呼
び
し
 
も
の
 

を
、
 後
 
に
 

し
も
の
 
な
ら
ん
 
と
の
 
推
測
 
說
 
は
、
 此
 
の
 
推
定
に
 

と
す
。
 

若
し
 
ム
コ
の
 
名
が
 
果
し
て
 
難
 
波
の
 
對
 

も
 
亦
當
然
 
武
庫
の
 

一
 
部
た
り
 
し
な
る
 

ベ
 
く
、
 其
 

泊
の
 
名
 
を
 
得
て
 
然
る
べ
き
に
 
似
た
り
。
 

さ
れ
 

は
ん
こ
 

と
、
 其
 
の
 
理
由
な
 
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 

が
 
如
 

古
名
 
を
つ
 
ぐ
の
 
例
 
は
 
亦
 
古
今
 
少
き
 
に
あ
ら
 

す
-
 

處
 
な
，
.
^
 
し
か
に
 

れ
而
 

し
て
 

其
の
 

大
輪
 
田
 
卽
ち
兵
 

津
 
風
土
記
と
 

い
 

名
の
 
如
き
 

も
、
 亦
 

其
の
 
同
意
義
の
 取

り
て
 

有
力
な
 

岸
の
 
義
 
な
 
ら
 
ん
 

の
 
武
庫
の
 
沿
岸
 

ば
 

兵
 

庫
 

を
 

以
て
 

き
 

も
 

、
而
 

も
 

I
g
 

地
 

. 
彼
の
 

近
江
滋
 

方
な
る
 
今
の
 
大
津
 
市
に
 
移
れ
る
 
如
き
 
其
の
 
著
し
き
 
も
の
な
，
.
^
 

就きて 
は、 未 だ 定說と 

泊
が
 
後
に
 
兵
 
庫
 
港
と
 
し
 

庫
の
 
地
な
 
ら
ん
 

と
 
推
測
 

ふ ものに も、 武庫 の 下 

も
と
 
武
庫
と
 
同
意
義
の
 

兵
 
庫
に
 
呼
び
 
換
 
ふ
る
に
 

る
 
援
助
 
を
 
供
す
 

る
 
も
の
 

に
 

は
、
 

此
 

の
 

兵
 

庫
の
 

地
の
 

な
 
る
 
碇
泊
 
地
 
は
、
 す
 
ベ
 
て
 

古
へ
の
 
武
庫
 
水
門
な
 

り
 

が
 
他
に
 
移
り
て
、
 
新
地
に
 

賀
 
里
の
 
大
津
の
 
名
 
が
、
 其
 

。 
さ
れ
ば
 

兵
 

庫
の
 

名
が
 

0
 

1
 

て
 
知
 

す
 
る
 

に
 

「
今
 

-ぷ 

至
 
り
 

な
 
り
 

如
 
き
 

^
 
庫
 

と
 

田 E 

J
 
 

一一 一一 p 

な
 
ほ
 

の
 
南
 

第
 

一 章
 

上
代
の
 
武
庫
 
地
方
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祌
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

八
 

に
 

武
庫
の
 

轉
 

訛
な
 

b
 

と
す
る
 

も
、
 

此
 

の
 

理
由
 

を
 

以
て
 

未
だ
 

水
門
な
 

b
 
と
 
は
 
謂
 
ふ
べ
 
か
ら
ざ
る
 

が
 
如
し
。
 

蓋
し
 
古
史
 

沿
岸
の
 

錨
地
 

を
 

指
示
す
 

る
が
 

如
き
、
 

さ
る
 

漠
然
た
る
 

稱
呼
 

た
る
 

地
域
な
 

b
 

し
こ
と
 

は
 

疑
 

を
容
れ
 

す
。
 

而
 

し
て
 

其
の
 

に
擬
定
 

す
べ
き
に
 

は
 

あ
ら
ざ
る
 

か
。
 

此
の
 

地
 

今
 

は
 

海
岸
 

と
 

雖
、
 

そ
 

は
爾
來
 

海
岸
線
の
 

南
進
に
 

よ
れ
る
 

結
果
に
 

し
 

て
-
 

b
 

込
み
し
 

時
代
 

あ
り
し
 

な
る
 

ベ
 

く
、
 

而
 

し
て
 

そ
こ
に
 

武
庫
 

和
名
 

抄
に
 

武
庫
 

郡
 

津
門
鄕
 

あ
り
。
 

蓋
し
 

要
津
 

た
る
 

水
門
 

の
 
南
進
と
 
共
に
 
其
の
 
碇
泊
 
地
た
 
る
の
 
地
位
 
を
 
失
 
ひ
、
 其
の
 

地
と
 

な
す
に
 

至
る
。
 

今
津
は
 

古
津
に
 

對
 

す
る
 

現
在
の
 

津
 

今
津
 

な
る
 

ベ
く
、
 

其
の
 

名
稱
の
 

起
り
 

し
 

時
代
に
 

は
、
 

北
 

方
 

な
 

、
も
 

は
や
 

武
庫
の
 

津
 

と
し
て
 

は
 

其
の
 

用
 

を
 

失
 

ひ
し
 

も
の
 

津
 
門
の
 
名
が
 
武
庫
の
 
津
門
 
な
り
き
と
 
云
 
ふ
こ
と
 

は
、
 此
 

前
記
の
 

如
く
 

向
 

律
 

緩
 

命
と
 

稱
 

す
る
 

こ
と
に
よ
.
.
：
 

"
て
 

も
 

知
 

に
 

lw
> 
 

一 W 

に
 
は
 
あ
 

地
 

は
 

今
 

を
 

距
 

る
 

宵
て
 

は
 

つ 
と 

の
：
 

St
  

BI
 

の
義
な
 

南
方
な
 

の
義
に
 

る
 

門
 

な
り
し
 

の
 
地
に
 

ら
る
、
 

ッ
 

に
 

し
て
 

、
『
武
庫
 

津
」
 

の
義
な
 

る
べ
 

け
れ
ば
 

な
り
。
 

難
 

波
住
吉
 

よ
 

兵
 

庫
 

港
卽
ち
 

古
へ
の
 

武
庫
 

武庫
 

水門
と 

は， 廣く
 

武庫
 

ら
 

や
し
て
：
 

一 
の
 

限
定
さ
れ
 

の
 

西
ノ
 

ざ
の
 

附
近
な
 

る
津
門
 

約
 

二
十
 

町
の
 

內
地
 

に
あ
り
 此
の
 

邊
ま
 

で
も
 

海
水
の
 

入
 

は
 
存
在
せ
 
し
も
の
 
な
ら
ん
。
 

り
。
 

然
る
に
 

後
に
 

海
岸
線
 

る
 

今
 

律
 

を
 

以
て
 

武
 

の
 

錨
 

し
て
、
 

是
れ
 

直
ち
に
 

武
庫
の
 

の
 
地
旣
に
 
海
岸
に
 
遠
ざ
か
 

を
 
知
 
る
。
 

ま
り
ま
す
 
廣
田
大
 
神
 
を
、
 

な
り
。
 

蓋
し
 

向
津
 

は
ム
コ
 

津
 
門
ま
で
 
直
 
距
離
 
約
 
四
 
里
、
 



其
の
 
出
入
 

ち 

て、
 

武
庫
 

る
 
直
 

Iitsj 離
 

庫
 
郡
の
 
地
 

稱
 
へ
ら
れ
 

武
庫
の
 
行
宮
 

給
 
ふ
や
、
 
途
 

こ
に
 
字
 
御
 

き
 
や
 
否
や
 

の
 
地
方
な
 

幸
の
 
御
 
通
 

こ
、
 
に
武
 

地
方
に
 

し
 

津
門
鄕
 

の
 

し。 

神
 功
 皇
后
と
 
 
武
庫
の
 

の
 
船
 
は
よ
 

く
 
之
 
を
 
望
見
し
 
得
べ
 

し
。
 

こ
、
 

に
 
於
て
 
か
 
前
 
引
 
住
の
 
江
 

の
 
泊
 
を
 
出
づ
る
 
船
人
 
を
 
見
渡
す
 

の
 
詠
 
も
 
あ
る
な
 

り
。
 
然
る
に
 
兵
 
庫
 

八
 
里
餘
に
 

と
な
れ
 

る
 

た
る
に
 
於
 

に
 
武
庫
の
 

所
の
 
前
と
 

を
詳
 
に
せ
 

ら
ん
と
 

も
 

路
が
、
 

武
庫
 

庫
の
 
行
宮
 

て
、
 

武
庫
の
 

名
 

ま、
 

實
に
 

し
 

て
、
 

右
 

の
 

歌
に
 

は
か
な
 

も
の
が
 
此
の
 
武
庫
 
川
の
 

て
 
を
 
や
。
 
孝
德
天
 
皇
 
難
 

行
宮
に
 
御
す
"
 
宮
址
或
 

い
 
ふ
 
地
 
あ
る
よ
り
 
 

一一 一一 口 
ひ
 

す
。
 

行
 

宫
址
は
 

亦
 

恐
 

ら
 

思
 
は
れ
ざ
る
 
に
あ
ら
 

ね
 

川
に
 
沿
へ
 

る
 
地
方
な
 

b. 

の
 
名
 
は
 
あ
.
^
 
し
な
.
^
。
 

水
門
が
 

其
の
 

海
岸
に
 

あ
 

I 

ひ
，
 
き
の
 
感
 
な
き
に
 
あ
ら
す
。
 

流
域
に
 
限
ら
れ
、
 
武
庫
の
 
名
が
 
古
 

波
長
 
柄
 
豐
椅
宮
 

に
 
ま
し
て
、
 
有
 
馬
 

は
 
武
庫
 
河
畔
 
伊
孑
志
の
 
地
と
 
稱
 

出
せ
る
 
も
の
、
 

如
し
。
 

其
の
 
果
 

く
 
後
の
 
武
庫
 
庄
 
附
近
、
 
卽
ち
 
往
時
 

ど
、
 

其
 

の
 

孰
れ
に
 

し
て
も
 

天
皇
の
 

し
こ
と
 

は
 
疑
 
を
容
れ
 

す
。
 
而
し
 

所
謂
 
武
庫
の
 
地
が
 
主
と
し
て
 

武
 

し
 
は
 
疑
 
を
容
れ
 
ざ
る
 

ベ
 
く
、
 其
 

其
の
 
津
 
門
の
 
舊
地
を
 
指
示
せ
 

る
 
も
の
な
，
.
^
 

と
 
解
す
 

ベ
 
き
 の
 
複
津
に
 
立
 

は
 
住
 
吉
を
距
 

殊
に
 
後
に
 
武
 

く
 
此
の
 
地
に
 

溫
 
湯
に
 
幸
し
 

す
。
 

蓋
し
 

こ
 

し
て
 

據
 

る
べ
 

の
 
武
庫
 
邵
衙
 

有
 
馬
 
温
湯
 
行
 

て
大
 
化
の
 
際
 

庫
 
川
の
 
流
域
 

處
に
存
 
す
る
 

も
の
な
る
 

ベ
 

名
の
 
始
め
て
 
古
 
書
，
 に
 
あ
ら
 
は
る
、
 

は
、
 神
 
功
 
皇
后
 
征
韓
 
凱
旋
の
 
際
に
 
於
け
 

る
 
日
本
 

第
 

一 窣
 

上
代
の
 
武
庫
 
地
方
 
 

九
 



神
 
戶
市
史
 

^
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

1
0
 

紀
の
 
記
事
な
 

b
 
と
す
。
 

曰
く
、
 

皇后
 

g 神 領，， 群 卿 及 百 寮： 移 手 穴 門 豐 浦宮；
 

卽 收，， 天 皇 之 喪； 從，， 海 路， 以 向. 京。 時 靡 

坂
 
王
.
 忍
 
熊
 
王
、
 聞，， 天

 
皇
 
崩
、
 亦
 
皇
后
 
西
 
征
、
 幷
 
皇
子
 
新
生
；
 
而
 
密
謀
 
之
 
曰
、
 今
 
皇
 
后
 
有
，
 子
、
 羣
 
臣
皆
從
 

焉
。
 

必
 

共
 

謀
 

之
 

立
-
幼
 

主
；
 

吾
等
 

何
 

以
.
 

兄
 

從
.
 

弟
 

乎
。
 

乃
 

佯
，
 

爲
-
天
 

皇
，
 

作
.
 

陵
 

詣
-
播
 

磨
，
 

興
.
 

山
 

陵
 

於
 

赤
 
石
；
 仍
 
編
，
 船
 
輯
-
于
 
淡
 
路
 
島
；
 P
 
其
 
島
 
石
，
 而
 
造
乏
。
 

則
 
每
人
 
令
 
f
e
.
 兵
 
而
 
待
-
 皇
 
后
；
 

於
 

犬
 
上
 

君
 

祖
倉
見
 

別
、
 

與
，
，
 

吉
 

師
祖
 

五
十
 

狹
茅
宿
 

漏
；
 

共
 

隸
，
，
 

于
 

靡
 

坂
 

王
；
 

因
以
 

爲，
， 

將
 

軍
，
 

令
.
 

興
-
東
 

國
 

兵
；
 

時
 
麇
坂
王
 
忍
 
熊
 
王
 
共
 
出，， 冤

^
 
野
-
 而
祈
狩
 
之
 
曰
、
 
涵
 
§
 
 1
 
1
 
于
若
 
有
.
 成
.
 事
必
獲
 
k
 
獸
-
 也
。
 

二
 

王
 
各
 
居，， 假

 
胲
；
 

赤
 
猪
 
忽
出
之
 
登
 
，
假
 
窮
 
昨，， 廢

 
坂
 
王
，
 而
 
殺
焉
。
 

軍
士
 
悉
傈
 
也
。
 

忍
 
熊
 
王
 
謂.， 倉

 

見
 

別
，
 

曰
、
 

是
 

事
大
 

依
 

也
。
 

於
 

&
不
.
 

可
 

敵
。
 

則
 

引
.
 

軍
更
返
 

屯，
， 

於
 

住
吉
；
 

時
 

皇
后
 

聞
 

„ 忍
 

熊
 

王
 

起
.
 師
 
以
 
待
 A
T
 命
，
，
 武
 
內
 
宿
 
興
懷
，
 
_
皇
 
チ
橫
 

出，， 南
 
海
；
 泊，， 于

 
紀
伊
 
水
門
；
 

皇
后
 
之
 
船
 
直
 
指
 難
 
波
；
 

于
 ，
時
 
皇
后
 
之
 
船
 
S
„
 於
 
海
中
，
 
以
 
不
.
 能
 J
T
 
更
 
還
-
 務
 
古
水
 
門
，
 而
 
卜
.
 之
。
 
於
薑
 
天
照
大
神
 
誨
之
 

曰
、
 

我
 
之
 
荒
 
魂
 
不
 

近
，
，
 皇
 
后
；
 當
，
 居
-
御
 
心
廣
 
田
國
；
 

卽
 
以，， 山

 
背
 
根
子
 
之
 
女
 
葉
 
山
 
媛
，
 4
-
.
 祭
。
 

亦
 
稚
 

日
 
女
尊
 
誨
之
 

曰
、
 吾
 
欲
.
 居
，
，
 活
 
田
 
長
 
峽
國
；
 

因
 
以，， 海

 
上
 
五
十
 
狹
 
茅
，
 令
.
 祭
。
 

， 
亦
 
事
 
代
 
主
 
尊
誨
之
 

曰
、
 祠
，
，
 吾
 
于
御
心
 
長
 
田
國
；
 

則
 
以，， 葉

 
山
 
媛
 
之
 
弟
 
長
 
嫂
，
 令
.
 祭
。
 

亦
 
表
 
筒
 
男
.
 中
 
筒
 
男
.
 底
 
筒
 
男
 
三
 

神
誨
之
 

曰、
 

吾 和 魂 宾 居-
犬 

津
淳
中
 

倉 之 長峽
； 

便 因 看 k
 

來 船；
 

於.
 

是 隨-
 

神 敎，
 

以 鎮 座 焉。
 



則
 
平
 
得
 

海
。
 

笼
原
 
住
吉
と
 

と
。
 

論
者
 
或
は
 
忍
 
熊
 
王
の
 
退
い
て
 
屯
せ
 
し
 
此
の
 
住
吉
を
 
以
て
 
蒐
 
原
の
 
住
 
吉
な
 
り
と
 

し
，
 忍
 
熊
 

難
 

波
住
吉
 

王
の
 
軍
 
其
の
 
住
吉
 
に
あ
る
 

が
 
故
 
に
、
 難
 
波
に
 
向
 
ひ
 
給
へ
 

る
 
皇
后
 
退
い
て
 
務
古
 
水
門
に
 
到
り
 
給
 

ひ
き
と
 
す
れ
 

ば
、
 所
 
謂
務
 
古
水
 
門
 
は
 
其
の
 
住
吉
 
よ
り
も
 
西
方
な
ら
 
ざ
る
 

ベ
 
か
ら
す
と
の
 
理
由
 

を
 
以
 
て
、
 之
 
を
 
大
輪
 
田
 
泊
卽
ち
 
後
の
 
兵
 
庫
 
港
に
 
擬
 
せ
ん
と
す
 

る
 
も
の
な
 
き
に
 
あ
ら
す
。
 

然
れ
 

すみ 
え 

ど
 

も
、
 

こ
 

^ 
に
住
士
 

口
 

と
は
蒐
 

原
の
 

住
吉
 

に
あ
ら
 

す
し
 

て
、
 

實
 

は
 

難
 

波
の
 

墨
の
 

江
の
 

津
な
 

る
住
吉
 

な
ら
ざ
る
 
ベ
か
ら
 

す
。
 
論
者
 
或
は
 
此
の
 
難
 
波
の
 
住
 
吉
は
蒐
 
原
よ
り
 

住
士
 
 a
 
三
 
神
 
を
 
移
し
 
祀
り
 

て
 

後
に
 

生
じ
た
 

る
 

名
に
 

し
 

て
、
 

神
 

功
 

皇
后
の
 

當
時
 

此
の
 

地
に
 

此
の
 

稱
 

あ
る
 

ベ
か
ら
 

す
と
 

言
 

は
 

ん
。
 

而
も
 

此
の
 

意
味
よ
 

言
 

は
、
 

y 
當
時
蒐
 

原
に
 

も
 

未
だ
 

此
の
 

社
な
 

く
、
 

隨
 

つ
て
 

亦
 

此
の
 

地
名
 

な
か
，
 

0 
き
と
 

謂
 

は
ざ
る
 

ベ
か
ら
 

す
。
 

古
書
の
 

用
例
 

後
の
 

地
名
 

を
 

前
に
 

廻
ら
し
て
 

記
す
 

る
 

場
 

合
少
 

か
ら
す
。
 

殊
に
 

日
本
 

紀
に
見
 

ゆ
る
 

他
の
 

住
吉
は
 

悉
く
 

難
 

波
の
 

住
吉
 

に
し
て
、
 

蒐
 

原
の
 

住
 

吉
を
 

指
せ
る
 

も
の
 

一
 

も
 

あ
る
な
 

く
、
 

其
 

の
蒐
 

原
に
 

住
 

吉
の
神
 

を
 

祭
れ
る
 

こ
と
 

を
 

記
す
 

る
條
に
 

も
、
 

單
 

に
 

表
 

筒
 

男
.
 

中
 

筒
 

男
.
 

底
 

筒
 

男
の
 

三
 

神
の
 

名
 

を
の
み
 

列
ね
 

て
、
 

住
 

吉
の
 

神
の
 

語
 

を
 

も
 

用
 

ひ
ざ
 

v 
み 

力.
 

kQ
 

なか
つ 

る
な
，
 

9。
 

仁
德
 

天
皇
の
 

皇
子
に
 

住
 

士
ロ
仲
 

皇
子
 

あ
 

..
^、
 

亦
 

難
 

波
の
 

住
吉
に
 

ま
し
き
。
 

蓋
し
 

住
 

吉
 

卽
ち
 

墨
の
 

江
と
 

は
も
と
 

今
の
 

大
阪
市
 

南
の
 

住
吉
の
 

名
に
 

し
 

て
、
 

筒
 

男
の
 

三
 

神
 

こ
 
 

>
 
 

に
 

祀
ら
れ
 

第
 

一 
章
 

上
代
の
 

武
庫
 
地
方
 
 

1 
1 



4I« お
と
 
ik 庫

 

神
 
戶
市
史
 

別
錄
ー
 

古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一
二
 

て
よ
，
 
0 
住
吉
の
 
神
の
 
名
 
を
 
得
、
 か
 
く
て
 
其
の
 
名
が
 
他
の
 
间
じ
神
 
を
 
祭
れ
る
 
地
に
 

の
な
 

ら
ん
 

か
。
 

と
も
か
く
 

本
書
の
 

記
す
 

る
住
吉
 

の
 

地
 

が
、
 

難
 

波
の
 

住
吉
 

な
 

る
 

- 
】 

れ
 

ざ
る
な
.
 

-。
 

殊
に
 

右
の
 

傳
說
の
 

示
せ
る
 

地
理
 

を
 

案
 

や
る
 

に
、
 

皇
后
 

は
 

海
路
 

湖
 

し
て
 

直
ち
に
 

難
 

波
に
 

赴
き
 

給
 

は
ん
と
 

し
、
 

麋
 

坂
 

王
.
 

忍
 

熊
 

王
 

は
 

明
 

石
 

海
 

を
 

要
撃
 

せ
ん
と
し
 

給
 

ひ
き
と
 

傳
 

へ
ら
る
、
 

な
.
.
 

而
も
 

菟
餓
 

野
の
 

い
て
 

住
吉
に
 

屯
す
 

と
い
 

ふ
。
 

難
 

波
の
 

住
吉
 

に
あ
 

て
こ
 

ュ、
 

屯
 

兵
の
 

れ
。
 

途
中
の
 

海
岸
な
る
 

蒐
原
住
 

吉
に
屯
 

L
 

て
、
 

何
ぞ
 

皇
后
の
 

船
の
 

難
 

ん
ゃ
。
 

難
 

波
に
 

向
 

ふ
 

皇
后
の
 

船
 

海
中
に
 

廻
っ
て
 

進
ま
す
 

と
い
 

ふ
 

は
 

兵
の
 
あ
る
 
を
吿
 
ぐ
る
の
 
神
の
 
暗
示
な
 

と
 
解
す
べ
し
。
 

さ
れ
ば
 

こ
 

水
門
に
 

到
 

、
こ
 

， 
に
 

卜
に
 

よ
り
て
 

武
庫
の
 

三
 

神
 

及
び
 

住
吉
の
 

神
 

を
 

る
、
 
な
れ
。
 

こ
、
 

に
 
所
謂
 
務
古
 
水
門
が
 
兵
 
庫
に
 
あ
ら
す
 

し
 
て
、
 所
 
謂
 

を
 
祀
れ
る
 
武
庫
 
川
下
 
流
 
地
方
の
 
要
津
 
な
る
 
こ
と
 
疑
 
を
容
る
 

ベ
 
か
ら
す
。
 

應
神
 

天
皇
の
 

御
代
に
 

は 
三
韓
 

旣
に
 

我
に
 

服
し
て
、
 

彼
此
の
 

交
通
 

も 
漸
く
 

繁
 

重要の 
度 を 加 へ て、 天皇 は こ、 に大隅 

離宮 を 設け 給 ふに 至る。 隨 

は
 
難
 
波
に
 
向
 
ふ
 
前
日
 
程
の
 
泊
地
と
 

し
 
て
.
 重
 
要
の
 
港
た
 

し
 
を
 
疑
 
は
す
。
 

後
 

峽
に
船
 

う げ ひ" かり
 

ふさ
 

祈
 
狩
 
良
 

意
味
 
始
 

波
に
 

入
 、
此
の
 

難
 

そ
 
皇
 
IL 口 

by
 

向
津
^
 

め な 

も
 
及
び
し
 

も
 

と
 
は
 
疑
 
を
 
容
 

戶
內
 
海
を
柬
 

を
 
架
し
て
 
之
 

す
、
 

忍
 

熊
 

王
 

返
 

て
 
通
 
や
べ
 

け
 

を
 

防
ぐ
 

と
せ
 

の
 
住
 
吉
に
敵
 

退
い
て
 

務
古
 

きと fai? へら 

る
 

廣
田
大
 

神
 

、
難
 

波
の
 

耍
津
 

て 武
庫
 水
門
 

五
 
泊
の
 
定
め
 



ら
 
る
 

, 
や
、
 川
 
尻
 
を
起
點
 
と
し
て
 
大
輪
 
田
 
泊
ま
で
 

を
 
一
日
 
程
と
 
す
。
 

：
 
 >
 
 に
 
川
尻
と
 

は
、
 今
 
の
 

尼
 
崎
 
附
近
な
る
 
三
國
 
川
尻
、
 
卽
ち
 
後
に
 
所
謂
 
川
尻
の
 

一
 
洲
の
地
 

動
^
 

/
，
法
 

に
 

し
て
、
 
こ
れ
 
を
起
點
 
と
し
て
 
大
輪
 
田
 
卽
ち
兵
 
庫
ま
で
 

を
 

一
 
日
程
と
 
す
れ
 

ば
、
 そ
 
れ
 
よ
り
も
 
遙
に
 

遠
き
 
古
代
の
 
海
運
に
 
於
 
て
、
 川
 
尻
よ
り
も
 
更
に
 
東
南
な
る
 

當
 
時
の
 
難
 
波
と
 
大
輪
 
田
と
の
 

間
 
は
、
 

1
 
日
程
と
 
し
て
 
稍
 
遠
き
 
に
 
過
ぐ
 
る
感
 
な
き
に
 
し
も
 
あ
ら
す
。
 

此
の
 
意
味
に
 
於
て
 
亦
 
西
"
 
宮
の
 

津
門
を
 
以
て
 
武
庫
 
水
門
と
 
な
さ
ん
 

こ
 
と
、
 最
 
も
 
適
當
な
 

と
 
謂
ぶ
べ
し
。
 

斯
く
て
 

こ
.
 
-
に
海
 

路
を
 
守
る
 
西
 
ノ
宮
夷
 
社
の
 
鎭
座
ぁ
 

る
、
 其
 
故
な
 
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 

な
り
。
 

當
 
時
に
 
於
け
 

る
 
武
庫
 
水
 

門
 
は
 
實
に
難
 
波
の
 
外
港
と
 
し
て
、
 
最
も
 
重
要
な
る
 
も
の
な
-
 

9 
き
。
 
諸
國
の
 
船
舶
 

こ
 

に
輻
湊
 

し
.
 
三
 
韓
の
貢
 
船
の
 
如
き
 
も
こ
 

、
に
 
碇
泊
し
て
、
 
其
の
 
客
 
館
の
 
設
も
 
あ
り
し
 
も
の
 

如
し
。
 

U
 

本
 
紀
應
神
 
天
皇
 
條
に
 
曰
く
、
 

三
十
 

一
 
年
 
秋
 
八
月
 

詔，， 群
 
卿
，
 曰
、
 官
船
名
 
枯
野
者
 
伊
豆
 
國
所
：
 
貢
 
之
 
船
 
也
。
 

是
 
朽
之
不
 

用
。
 

然
 
久
 
爲
，
，
 官
 
用
，
 功
 
不
.
 可
.
 忘
。
 

何
 
其
 
船
 
名
 
勿
 f
e
 
而
 
得
 fet, 後

 
葉
，
 焉
。
 

群
 
卿
 
便
 
被
^
 
以
 
令
，
，
 有
 
司
；
 取
，
，
 

其
 
船
 
材
；
 爲
験
.
 
而
 
燒
 
l
l
f
 

於
.
 是
 
得，， 五

 
百
 
籠
 
鰻
；
 則
 
施
乏
 
周
 
賜
，
，
 諸
 
國
；
 因
 
令
.
 造
.
 船
。
 

是
 
以
諸
國
 

一
 

時
 
貢
 1
 
五
 
百
 
船
，
 悉
 
集
，
，
 於
 
武
庫
 
水
 
門
；
 

當，， 是
 
，
新
 
羅
調
使
 
共
 
宿
，
，
 武
 
庫
；
 

愛
 
於，， 新

 
羅
 
停
，
 忽
 
f
 

火
、
 卽
 
引
 
之
 
及，， 于

 
聚
 
船
，
 而
 
多
 
船
 
a
.
 焚
。
 

由
 
f
e
-
 責，， 新

 
羅
人
；
 

新
羅
 
王
 
聞
.
 之
 
聾
 
然
 
大
 
驚
、
 乃
 
貢
-
能
 

第
 

一 
章
 

上
代
の
 

武
庫
 
地
方
 
 

ニ
ニ
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

1 四
 

匠
 
者
；
 
是
猪
名
 
部
 
等
 
之
 
始
祖
 
也
。
 

(
I
)
 

四
十
 

一
年
 

春
 

二
月
 

甲
 

午
朔
。
 

(
"
是
 

月
 

阿
知
 

使
 

主
 

等
 

自
；
！
 

J
K
 

至
 

_
-
筑
 

紫
；
 

(
I
)
 

旣
而
 

率
-
其
 

三
 

婦
女
-
 

以
 
至
 _
,
津
 國
；
 

及，， 于
 
武
庫
，
 
而
 
天
皇
 
崩
 
之
 
不
.
 及
。
 

卽
 
獻
，
，
 于
 
大
 
體
憩
 
尊
；
 

是
 
女
人
 
等
 
之
 
後
、
 今
 
吳
 

衣
 
縫
.
 蚊
屋
 
衣
縫
是
 

也
。
 

と
。
 

事
情
 

以
て
 

見
る
べ
し
。
 

其
の
 

新
羅
が
 

賠
償
の
 

意
味
 

を
 

以
て
 

貢
せ
 

し
 

造
船
 

ェ
を
猪
 

名
 

部
 

武
庫
と
 

猪
 

名
 

と
い
 

ふ
。
 

猪
 

名
 

部
 

は
 

今
 

も
 

猪
 

名
 

川
に
 

其
の
 

名
を
留
 

む
る
 

が
 

如
く
、
 

河
 

邊
郡
爲
 

奈
鄕
の
 

地
に
 

土
 

部 

著
せ
し
 

も
の
な
る
 

ベ
 

く
、
 

而
 

し
て
 

こ
 

， 
に
武
庫
の
水
門
の
造
船
ェ
ぁ
.
.
^
き
と
謂
ふ
こ
と
 

は
、
 

亦
 

武
庫
が
 

兵
 

庫
の
 

如
き
 

遠
隔
の
 

地
な
ら
 

ざ
る
 

一
 

傍
證
 

と
す
べ
き
 

に
 

似
た
.
.
 

>。
 

同
 

天
皇
の
 

四
十
 

一
年
 

條
に
 

も
、
 

吳
 

よ.
..
' 

歸
れ
る
 

使
の
 

吳
の
 

縫
工
 

を
 

率
ゐ
て
 

武
庫
に
 

つ
け
る
 

事
 

を
 

記
せ
り
。
 

而
 

し
て
 

其
の
 

遺
蹟
 

は
 

後
世
 

亦
 

猪
 

名
 

川
 

方
面
に
 

傳
 

へ
ら
る
、
 

な
り
。
 

其
の
 

言
 

ふ
と
こ
ろ
 

果
し
て
 

信
す
 

ベ
 

き
か
 

否
か
 

は
 

別
問
題
と
 

し
 

て
.
 

古
 

く
 

此
の
 

地
方
に
 

其
の
 

說
ぁ
 

し
こ
と
 

は
 

疑
 

を
容
れ
 

ざ
る
な
.
 

9
。
 

天
平
 

三
年
 

住
吉
 

神
主
 

津
守
 

宿
綱
鹇
 

麿
の
 

解
 

文
と
 

稱
 

す
る
 

住
吉
 

神
代
 

記
に
、
 

河
邊
郡
 
爲
奈
山
 
別
名
 
阪
根
山
 

限
東
爲
 

奈
川
拉
 

公
田
 

限
 

南
 

公
田
 

0
 

き
 

限
 

西
 

御
子
 

代
 

國
堺
山
 

限
 

北
 

公
田
 

竝
羽
 

束
國
堺
 

と
 

あ
る
 

御
子
 

代
國
に
 

註
し
て
 

、
「
今
 

謂
，
 

一
武
 

庫
 

國
ー
 

訛
」
 

と
 

あ
う
。
 

此
の
 

書
 

天
平
の
 

解
 

文
と
 

い
ふ
 

事
 

疑
 



津 
守 
鄉 

あ
り
。
 

武
庫
の
 
名
義
 
を
 
解
し
て
 
御
子
 
代
と
 
な
す
こ
と
 
固
よ
り
 
從
 
ふ
べ
き
 
に
あ
ら
 

ね
 
ど
、
 
さ
 

り
 

と
て
 
む
げ
に
 
後
世
の
 
も
の
に
 

は
 
あ
ら
す
。
 

而
 
し
て
 
所
領
 
爲
奈
 
i
s
 

に
 
山
の
 
西
 
限
 
を
 
武
庫
な
 

.9 
と
い
 

ふ
。
 

古
へ
 
武
庫
と
 
呼
ば
れ
た
 

b
 
し
 
地
が
 
武
庫
 
川
の
 
流
域
な
，
 

0 
し
こ
と
 

は
、
 是
 
に
 
由
り
 

て
 
も
 
察
す
べ
 

し
。
 

武
庫
 
水
門
の
 
名
是
 

よ
.
.
^
 
後
 
多
く
 
物
に
 
見
 
ゆ
る
な
 

く
、
 僅
 
に
 
歌
詞
に
 
繰
り
返
さ
る
 

の
み
.
 
と
 

な
る
。
 

蓋
し
 

武
庫
 

川
下
 

流
 

地
方
 

土
砂
の
 

堆
積
よ
 

b
 

生
す
 

る
 

海
岸
線
の
 

南
進
に
 

よ
り
 

て
、
 

漸
 

次
 

良
港
た
 

る
 

の
 

性
質
 

を
 

失
 

ひ
、
 

錨
地
 

は
 

南
方
 

今
津
に
 

移
.
.
'
 

て
、
 

こ
 
 

>
 
 

に
 

武
庫
の
 

餘
 

波
を
存
 

す
と
 

雖
、
 

み
ね
め
 

お 
ほ 

わ 
だ 

內
海
 
航
行
の
 
要
津
は
 
漸
次
 
西
に
 
移
り
て
、
 
敏
賣
.
 
大
輪
 
田
に
 
及
び
し
 
も
の
 

如
し
。
 

こ
 
は
 
後
に
 

五
 

泊
の
 

條
 

下
に
 

述
 

ぶ
べ
 

し
。
 

和
名
 

抄
に
蒐
 

原
 

郡
 

津
守
鄕
 

あ
 

b,
 

、
蓋
し
 

津
を
 

守
れ
 

る
 

氏
族
の
 

居
 

地
な
 

り
し
な
る
 

ベ
 

く
、
 

甞
 

て
 

は
 

此
の
 

地
が
 

亦
要
津
 

た
，
 

0 
し
 

時
代
の
 

あ
 

.9
 

し
こ
と
 

を
 

示
せ
る
 

に
 

似
た
り
。
 

難
 

波
の
 

住
吉
の
 

祠
官
に
 

津
守
氏
 

あ
 

，0
/ 

も
と
 

蒐
 

原
の
 

住
吉
に
 

仕
へ
、
 

此
の
 

神
 

難
 

波
に
 

祀
ら
 

る
/
 

T 
に
 

及
び
て
 

こ
/
 

T 
に
 

移
り
し
 

も
の
な
る
 

べ
し
。
 

而
 

し
て
 

之
を
津
 

守
と
 

い
ふ
 

は
、
 

兼
 

ね
 

て
 

此
の
 

要
 

津
の
津
 

守
た
り
 

し
が
 

爲
 

な
る
べ
し
。
 

津
守
鄕
 

は
 

古
へ
の
 

菟
餓
 

野
卽
ち
 

今
の
 

都
賀
 

川
 

附
近
の
 

地
よ
 

り
、
 

敏
賣
 

の
濱
に
 

涉
れ
る
 

地
方
な
.
^
 

し
も
の
、
 

如
し
。
 

今
 

岩
屋
に
 

敏
賣
 

神
社
 

あ
り
。
 

蓋
し
 

古
へ
の
 

敏
賣
 

崎
の
 

地
 

か
。
 

敏
賣
が
 

一
 

時
要
津
 

と
し
て
 

有
名
な
 

b
 

し
こ
と
 

は
、
 

萬
 

第
 

1 
窣
 

上
代
の
 

武
庫
 
地
方
 
 

1 
五
 



祌
 
戶
市
史
 

^
t
s
M
 

古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

U
 ナ
 

葉
 
集
卷
六
 
田
邊
福
 
體
 
の
 
歌
に
 

ま
 
そ
か
 

ノ
 
み
 
敏
賣
の
 
浦
 
は
 

船
の
 
過
 
ぎ
 
て
 
行
 
く
 

ベ
 
き
 
濱
 
な
 
ら
 
な
 
く
 

に
。
 

と
 
あ
る
に
 

よ
.
 
9 
て
 
知
ら
る
 

、 
な
り
。
 

敏
資
の
 
地
に
 
就
き
て
 
は
實
 
は
な
 
ほ
 
疑
義
な
 
き
に
 
あ
ら
 

す
。
 
延
喜
 
式
に
 
敏
 
S
 
神
社
 
を
 
八
 
部
 
郡
に
 
列
す
-
 

或
は
 
郡
界
に
 
移
動
 
あ
り
し
 
も
の
 

か
。
 
敏
賣
 

は
釋
 
日
本
 
紀
引
 
攝
津
 
風
土
記
に
、
 

をき 
な. 3- たら. しひ 

め 
美
奴
賣
 
松
原
。
 

今
稱
，
 
M
 
奴
 
H
,
 者
 
神
 
名
。
 

其
 
神
 
本
 
居，， 能

 
勢
邵
，
 
奴
お
 
山
；
 
昔
息
長
足
比
，
3
^
 

天
 
皇
 
幸
 手
 
筑
 
紫
 
國
，
 時
，
 集
 t
e
 
神
 
祇
 
於
-
川
 
邊
郡
內
 
神
前
 
松
 

以
 
求，， 禮

 
福
；
 

于
.
 時
此
神
 
亦
同
來
 

集
 

曰
、
 

吾
 

亦
 

護
 

治
。
 

仍
諭
^
曰
、
吾
所
.
住
之
山
^
^
,
,
須
義
乃
木
：
谷
宜
.
材
。
 

採
爲
.
 

吾
 

造
.
 

船
。
 

則
乘
 

此
 
船
，
 而
 
可，， 行

 
幸
；
 當
，
 有，， 幸

 
福
；
 
天
皇
 
乃
 
隨
.
，
 神
 
敎
，
 遣
-
命
 
作
，
 船
。
 

此
 
神
船
遂
 

征
_
,
 新
 
羅
；
：
 ̂
 
 g
 
 1
^
 
 •
 

響
 

如
 

_ 一 
 

牛
 

吼
-
自
 

然
 

從
ニ
對
 

馬
 

海
-
還
 

到
 

_|
此 

虚
-
不
レ
3
-
:
«
^
|
 
 

ケー
 

fe
^ 
 

17
5.
，^
^:
  

4?
 

中
 

1^
  

iO
T:
  

4«
=。
 

半
智
ル
 

S 
 

Jt
^ 

获
。
 

得
レ
乘
 

仍
 
卜
占
 

之
：
 
IT 

神
 
靈
听
，
 
砍
乃
留
 

^
 
 ̂
 
 ̂
 
 

.i^ 
が
 
方
 
其
？
^
,
 

あ
 
化
，
 

お
 
0
 

亦
 
名
，
 _
此
 
地
，
 曰，， 美

 
奴
賣
；
 

と
 
あ
り
。
 

所
謂
 
武
庫
の
 
三
 
神
 
及
び
 
蒐
 

住
 
吉
の
祌
 

と
 
共
通
の
 
傳
說
を
 
有
す
る
 
も
の
な
 

り
。
 

今
の
 
社
 
地
 
或
は
 
後
に
 

こ
 

， 
に
 
移
れ
る
 
も
の
な
 
り
と
の
 
說
ぁ
、
 
り。 

其
の
 
據
る
 
所
を
詳
 
に
せ
す
。
 

萬
 
葉
 
集
に
 
敏
責
を
 
詠
す
 

る
 
の
 
歌
詞
 
少
 
か
ら
ざ
る
 

も
、
 未
 
だ
 
そ
れ
に
よ
.
^
 

て
 
正
確
に
 
其
の
 
地
點
 

を
 
指
示
し
；
^
 
べ
き
 
も
の
な
 

し
。
 
暫
く
 
津
守
鄕
 

の
 
名
に
 
よ
り
 

て
、
 今
 
の
 
W
 
社
の
 
あ
る
 
地
方
 
を
 
そ
 



栗
餓
 
野
の
 
祈
 

狩 

菟
娥
 
野
の
 
鹿
 

の
 

故
事
 

れ
 
と
擬
定
 
せ
ん
の
 

み
。
 
か
く
て
つ
 

ひ
に
 
大
輪
 
田
 
泊
が
 
五
 
泊
の
 

一
 
と
し
て
 
指
定
 
せ
ら
る
 

、 
に
 

及
 
び
、
 武
 
庫
，
 
と
敏
賣
 
と
共
に
 
其
の
 
名
 
現
 
は
れ
ざ
る
 

に
 
至
れ
り
。
 

而
 
し
て
 
其
の
 
要
津
の
 
西
遷
の
 

事
 
情
 
は
、
 仁
 
德
 
天
皇
の
 
離
宮
が
 
早
く
 
旣
 
に
菟
餓
 
野
の
 
附
近
に
 
設
け
ら
れ
し
 
頃
よ
 

^
、
其
 
の
萌
ぁ
 

^
と
 
謂
 
ふ
べ
き
 
も
の
 
 
>
 
 如
し
。
 

三
、
 
^
：
^
餓
野
と
夢
野
 

附
、
 鹿
の
 
説
話
 

と 
ジ 

力 

冤
饿
野
 
の
 
名
 
は
 
前
 
引
 
日
本
 
紀
神
功
 
皇
后
 
條
に
 
初
見
す
。
 

赤
 
石
 
(
I
)
 に
 
て
 
皇
后
の
 
歸
途
を
 
要
 

•_.-
+: 

ひが
り 

撃
 
せ
ん
と
せ
 

し
 
廢
坂
忍
 
熊
の
 
二
王
 

は
、
 此
 
の
 
野
に
 
祈
 
狩
し
て
 
«
 
坂
 
王
 
赤
 
猪
の
 
爲
に
 
殺
さ
 

れ
、
 忍
 

熊
 
王
 
返
い
て
 
住
士
 
tl に

 
屯
す
 

と
 
あ
る
 
も
の
 
是
 
な
り
。
 

此
の
 
記
事
に
 

よ
 
る
 

に
、
 冤
 
餓
野
は
 
明
 
石
 
を
 

距
る
 
遠
か
ら
 
ざ
る
 
地
點
 
に
あ
る
 
も
の
 

如
く
、
 
其
の
 
返
い
て
 
住
吉
に
 
屯
す
 
と
い
 
ふ
に
 
よ
れ
ば
、
 

明
 
石
よ
 

b
 
は
 
東
に
 
當
れ
る
 
地
な
 
り
き
，
.
 

-J 
察
せ
ら
 
る
、
 
な
り
。
 

次
に
 
间
書
 
仁
德
 
天
皇
の
 
條
に
 

冤
餓
 
野
の
 
鹿
の
 
說
話
 
あ
り
。
 

三
十
 
八
 
年
 
*
 
正
月
 
癸
 
酉
朔
戊
 

寅
、
 立
 
入
 
田
 
皇
 
女
，
 爲，， 皇

 
后
；
 

秋
 
七
月
 
天
皇
 

與
，
，
 皇
 
后
，
 居-, 高

 
臺
，
 而
 

時
 
每
 
夜
 
自，， 鬼

 
餓
 
野
-
有
 
ま
，
 
鹿
 
鳴
；
 
其
聲
寥
 
亮
 
而
 
悲
 
之
。
 

共
 
起
-
可
 
憐
之
 
情
；
 

及
-
月
 
ま
 

以
鹿
鳴
 
不
^
。
 

愛
 
天
皇
 

語，， 皇
 
后
，
 
曰
、
 當，， 是

 
夕
，
 而
 
鹿
 
不
 
鳴
、
 其
 
何
 
由
焉
。
 

明
 
曰
 
猪
 
名
 
縣
佐
伯
 
部
 

第
 

一 
章
 

上
代
の
 

武
庫
 
地
方
 
 

1
 

七
 



神
 
戸
市
 
史
刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

1
A
 

獻
 _
_
苞
 

天
 
皇
 
令
，
，
 膳
 
夫
，
 以
 
問
 
曰
，
 其
 
苞
苴
 
何
物
 
也
。
 

對
曰
、
 
牡
鹿
 
也
。
 

問
 
之
、
 何
 
處
鹿
 
也
。
 

曰
，
 

兎
锇
 

野
。
 

時
 

天
皇
 

以
 

爲
、
 

是
 

苞
苴
者
 

必
其
鳴
 

鹿
 

也
。
 

因
 

謂
，
，
 

皇
 

后
 

，
曰
、
 

朕
 

比
 

お
，
 

懷
 

抱
，
 

聞，
， 

鹿
 

而
 

慰
 

之
。
 

今
 

推
、
 

佐
 

伯
 

部
 

獲
 

之
 

曰
 

夜
 

及
，
，
 

山
 

野
：
 

卽
 

當
，
，
 

鳴
 

鹿
；
 

其
 

人
 

雖
，
 

不
.
 

知
，
，
 

朕
 

之
 

愛
；
 

以
 

適
 

逢
，
 

獮
 

獲
，
 

®
 

不
^
?
&
1
:
1
 

而
 

恨
。
 

故
 

佐
 

伯
 

部
不
.
 

欲
，
 

近
，
，
 

於
 

皇
居
；
 

乃
 

令
 

％
 

司
，
 

移
 

「
鄉
于
 

安
藝
 

&
 

田
；
 

此
 

今
 
濘
田
佐
 
伯
 
部
之
祖
 

也
。
 

是
は
 

安
藝
の
 

佐
 

伯
 

部
の
 

起
原
 

を
說
 

明
す
べ
く
 

語
り
 

傳
 

へ
ら
れ
た
 

る
傳
說
 

に
し
て
、
 

其
の
 

佐
 

伯
 

部
 

は
も
と
 

攝
津
の
 

猪
 

名
の
 

縣
に
 

居
た
 

る
 

も
の
な
.
，
^
 

き
と
い
 

ふ
な
，
 

o
。
 

猪
 

名
の
 

縣
は
 

前
記
 

應
 

神
 
天
皇
の
 
御
代
に
 
新
羅
よ
り
 
貢
せ
 
し
 
造
船
 
ェ
猪
名
 
部
の
 
居
處
 
に
し
 

て
，
 河
 
邊
郡
 
に
あ
り
。
 

所
 

謂
 

猪
 

名
 

野
の
 

地
な
 

り
。
 

而
 

し
て
 

其
の
 

猪
 

名
の
 

佐
 

伯
 

部
が
 

殺
せ
し
 

鹿
の
 

居
處
 

な
る
 

菟
餓
野
 

は
，
 

必
す
 
此
の
 
猪
 
名
 
野
 
を
 
距
る
甚
 
し
く
 
遠
か
ら
 
ざ
る
 
地
な
 
り
し
な
る
 

べ
し
。
 

今
 
神
 
芦
 
市
の
 
東
方
 

に
 

都
賀
村
 

あ
り
、
 

都
賀
 

川
の
 

流
域
に
 

あ
 

，0
 

て
、
 

明
 

石
と
 

猪
 

名
と
の
 

間
に
 

當
る
。
 

蓋
し
 

古
へ
の
 

菟
 

锇
 
野
な
る
 

べ
し
。
 

野
と
 

都
 

都
賀
の
 

名
屢
.
 

^
平
安
朝
 

末
期
の
 

書
類
に
 

散
見
す
。
 

中
山
忠
 

親
の
 

日
記
 

山
 

槐
記
治
 

承
 

四
 

年
 

十
 

賀 

月
 
二
十
四
日
 
條
に
 

今
 
曉
 
出，， 福

 
原
，
 向，， 舊

 
都
；
 

於
，
，
 都
 
賀
，
 天
 
明
。
 



と
 
云
 
ひ
、
 高
 
倉
 
院
嚴
 
島
 
御
幸
 

S
i
j
 に
、
 

かち 

雨
 
の
 

は
 
風
 
定
 
ま
 
ら
 
す
 
i
 
て
、
 徒
 
よ
 
b
 
御
幸
な
る
。
 

(
^
未
 
の
 
時
に
 
と
が
 

給
 
ふ
。
 

(
I
)
 申
 
の
く
 
だ
り
 

に
 
福
 
原
に
 
著
 
か
せ
 
給
 
ふ
。
 

と
い
 

ふ
 

も
の
 

是
に
當
 

る
。
 

然
 

ら
ば
 

其
の
 

地
 

福
 

原
よ
り
 

東
 

徒
 

步
約
ニ
 

時
間
 

卽
ち
 

今
の
 

都
賀
 

に
し
て
、
 

中
世
 

都 賀
莊
の
 

地
な
る
 

を 
知る
。 

然
る
に
 

世 或 

坐
し
て
 
其
の
 
野
に
 
於
け
 

る
 
鹿
の
 
聲
を
 
聞
き
 
給
 
ひ
し
と
 

い
 
ふ
よ
り
 

し
 
て
、
 之
 

附
近
に
 

求
 

め
、
 

今
 

の
 

大
阪
市
 

天
満
の
 

地
方
に
 

擬
 

せ
ん
と
す
 

る
 

も
の
な
 

き
に
 

延
喜
 
式
に
 
見
 
ゆ
る
 
座
 
摩
 
神
社
.
 
の
 
祭
事
に
 
關
 
か
る
 
都
下
 
國
 
造
の
 
地
 
卽
ち
是
 

然
れ
ど
 

も
、
 

天
 

皇
の
鹿
 

を
 

聽
き
給
 

ひ
し
 

高
臺
必
 

す
し
 

も
 

高
 

津
宮
と
 

限
る
 

ベ
 

七
月
 
皇
后
 
八
 
田
 
皇
女
と
 
共
に
 
暑
 
を
 
高
臺
に
 
避
け
 
給
 
ひ
き
と
い
 

ふ
。
 
蓋
し
 

近
に
 

あ
り
し
 

も
の
な
 

ら
ん
。
 

八
 

田
 

皇
后
 

皇
子
 

ま
し
 

ま
さ
す
。
 

よ
 

て
 

御
 

部
 

を
 

定
め
 

給
 

ひ
し
 

こ
と
 

古
事
記
に
 

見
 

ゆ
。
 

後
の
 

八
 

部
 

郡
 

蓋
し
 

其
の
 

名
 

を
 

ベ
 

く
、
 

其
 

の
 

「
八
 

部
」
 

は
 

郡
鄕
名
 

二
字
の
 

制
に
 

よ
，
 

0 
て
 

「
八
 

田
 

部
」
 

を
 

修
 

し
た
る
 

も
 

を
ャ
タ
 

ベ
と
 

訓
 

す
る
な
.
.
.
.
。
 

然
 

ら
ば
 

天
皇
が
 

八
 

田
 

皇
后
と
 

共
に
 

暑
 

を
 

避
 

此
の
 
皇
后
 
御
子
 
代
の
 
地
に
 

あ
，
.
^
 
し
も
の
 
な
る
 

ベ
 
く
，
 其
 
の
 
所
在
 
固
よ
，
.
^
 
考
 

, 
M
A
 

障
 

i.
 

丄
 

の
 

武
庫
 

地
 

方
.
 

,.
|,
 

H
 

I
 

[
I
I
 
 

I
I
 

卜
 
 

の
 

山
 

坂
に
 

著
 

か
 

せ
 

程
の
と
 
こ
ろ
な
 

り
。
 

は
 

天
皇
が
 

高
臺
に
 

を
 

難
 

波
 

高
 

津
 

宮
 

の
 

あ
ら
す
。
 

而
 

し
て
 

な
り
と
 
言
 
ふ
な
 

ひ
。
 

か
ら
す
。
 

天
皇
 

は
 

別
 

宮
の
菟
 

餓
野
附
 

子
 

代
と
 

し
て
 

八
 

田
 

博
 

ふ
る
も
の
 

〈
"
る
 

の に して、 依然
 之 

け
 
給
 
ひ
し
 
高
臺
 

は
、
 

ふ
 
べ
き
 
も
の
 

〈；^ 
し
 

1 
九
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
 
ひ
 
附
近
の
！
 
S
 革
 

二
 

〇
 

蒂
娥
 

野
と
 

夢
 

一 

野
と
の
；
^
 

同
 

夢
 

野
の
 

鹿
の
 

故
事
 

i
 

雖
、
 

或
 

は
 

宇
治
山
 

毎
夜
 

菟
餓
 

野
の
 

鹿
 必
ゃ
 

し
も
.
 

E
 

當
ら
 

然
る
に
 

舊
說
多
 

談
之
を
 
唱
道
し
.
 
寶
 

ち
 

今
の
 

會
 

下
山
 

北
 

緣
起
流
 
記
 
資
財
 
帳
 

雄
 

伴
 

郡
 

宇
治
 

鄕
 

と
 

あ
る
 

伊
 

米
 

野
 

の
 

諱
 

「
大
 

伴
」
 

を
 

避
 

け
 

此
の
 
夢
 
野
に
 

つ
 

の
 

一
 
書
に
、
 

俗
 

曰
。
 

昔
 

有
 

=
ー
 

夢
 

之
、
 

白
 

霜
 

多
 

降
 

白
鹽
，
 

塗
-
其
 

身
，
 

如
 

若
し
く
は
 
會
 
下
山
な
 
ど
を
擬
 
す
べ
き
 

か
。
 

然
 
ら
ば
 
其
の
 
高
臺
に
 
ま
し
 

\. 

し 

の
 
鳴
く
 
 
K
 
を
 
聽
き
給
 
ひ
き
と
い
 
ふ
傳
說
 

も
、
 此
 
の
 
都
贺
の
 
地
と
 
し
て
 
距
離
 

ざ
る
に
 
あ
ら
や
。
 

く
 
此
の
 
菟
锇
野
 

を
 
以
て
 
夢
 
野
と
 
同
地
な
 

と
す
。
 

元
祿
 
年
間
の
 
攝
陽
群
 

永
の
 
兵
 
庫
 
名
所
 
記
、
 享
 
保
の
 
攝
津
志
 
以
下
 
皆
 
此
の
 
說
を
襲
 

ふ
。
 

夢
 
野
は
卽
 

の
 
夢
 
野
に
 

し
 
て
、
 古
今
 
其
の
 
名
 
を
變
せ
 

や
。
 

天
平
 
十
九
 
年
の
 
法
隆
寺
 
伽
藍
 

- 二
 や
 
，
 

バ
ぉ
 
き
 
也
 

お
 
限
ニ
彌
 

^
 
力
 
川
 
S
 

限- 
须
.
 g
 
多
 
池
"
 

ま
 

^
3
 

岳
壹
 

W
 

西
 

限，
， 

凡
 

河
內
寺
 

山
；
 

北
 

限，
， 

伊
 

米
 

野
？
 

ち
是
 
な
り
。
 

こ
、
 

に
 
雄
 
伴
 
邵
と
は
 
後
の
 
八
 
部
邵
に
 
し
て
、
 
yli し

淳
和
 
天
皇
 

、八 田 皇后 御子 代の 舊 名に 改めた る ものなる ベ し。 

き
て
 

亦
 

鹿
の
 

說
話
 

あ
り
，
 

日
本
 

紀
菟
饿
 

野
の
 

鹿
の
 

說
 

話
の
 

條
下
 

引
く
 

所
 

人
，
 往
，
，
 菟
 
锇
，
 宿
 手
，
，
 野
 
中
，
 時
、
 
1 1

 鹿
 
臥
，
 傍
。
 

將
 k
_
 鷄
 
鳴
；
 吐
 
鹿
 
謂
-
 牝
 
鹿
-
曰
、
 
吾
 
今
 
夜
 

之
 
覆，， 吾

 
身
：
 是
 
何
 
祥
焉
"
 
牝
鹿
答
 

曰
、
 汝
 
之
 
出
行
必
 
爲
，
 人
 
見
.
 射
 
而
死
。
 

卽
 
以，， 

_ 霜
 

紊
，
 

之
 

應
 

也
。
 

時
 

宿
 

人
 

心
 

裏
 

異
乏
。
 

未
.
 

及，
， 

味
 

爽
；
 

有，
， 

獵
 

人
，
 

以
 

射
，
，
 

牡
 

鹿
，
 

而
 

殺
 



是以 時人 諺 曰 、 鳴 牡鹿 矣 隨，， 相 夢- 也。 

と
 
あ
り
。
 

是
れ
 
鹿
の
 
夢
 
合
せ
の
 
諺
 
を
 
語
れ
る
 

一
の
 
俗
傳
 
に
し
て
、
 
兎
餓
に
 
於
け
 
る
出
來
 
事
な
 

と
傳
 

へ
、
 固
よ
 

b
 
夢
 
野
の
 
地
と
 
園
せ
 

や
、
 日
 
本
紀
の
 
編
者
 
は
た
 

、>  菟
餓
 
野
の
 
鹿
の
 
說
 
話
の
 
因
 

み
に
 
之
 
を
 
引
用
せ
 
る
に
 
過
ぎ
 
ざ
れ
 
ど
 
も
、
 此
 
の
 
話
が
 
稍
，
 
形
 
を
變
へ
 
て
攝
津
 
風
土
記
に
 
收
 
め
ら
 

る
、
 

に
 
及
び
 

て
、
 夢
 
野
と
の
 
關
係
 
あ
る
 
を
 
見
る
な
 

り
。
 

釋
 
日
本
 
紀
引
 
風
土
記
 
雄
 
伴
 
郡
 
M
l
 
^
 

夢
 
野
の
 
條
に
 
曰
く
、
 

父
老
 
相
傳
 
云
。
 

刀
 
我
 
野
 
有，， 牡

 
鹿
；
 其
 
嫡
牝
鹿
 
居
 =
此
 
野
；
 其
 
妾
牝
鹿
 

居
-
 -
淡
 
路
國
野
 

島
；
 

彼
 
牡
鹿
 

屢
 
住
-
野
 
島
，
 與
.
 妾
 
相
 
愛
 
無
.
 比
。
 

. 
旣
而
 
牡
鹿
 
來
 
宿
-
 嫡
 
所
；
 
明
旦
牡
 
鹿
 
語
-
其
 
嫡
-
 云
、
 今
 
夜
 
夢
 
吾
 
背
 

か
 

雪
 

零
 

^
請
 

見
 

支
。
 

又
 

5
 
 

g
 

須
草
 

生
^
 

利
 

見
 

支
。
 

此
夢
 

何
祥
。
 

其
 

嫡
惡
，
 

-
夫
復
 

向
.
 

妾
 

可
き
、
 

乃
 
詐
相
之
 

曰
、
 背
 
上
 
生
.
 草
 
者
 
矢
 
射
-
背
 
上
-
之
 
祥
、
 又
 
雪
 
零
 
者
白
鹽
 

塗
.
 宍
 
之
祥
。
 

汝
 
渡
-
淡
 
路
野
 
島
，
 

者
、
 必
 
遇，， 船

人
 
射
，
 死，， 海

水
；
 

謹
 
勿
，
，
 復
往
；
 

其
 
牡
鹿
 
不
.
 勝
-
 感
戀
；
 
復
 
渡
-
野
 
島
；
 
海
中
 
遇
途
行
 

船
；
 

終
爲
.
 
射
 
死
。
 

故
 
名，， 此

 
野
-
曰
，
，
 夢
 
野
；
 
俗
說
 
云
、
 刀
 
我
 
野
 
か
 
立
留
眞
 
牡
鹿
 
母
 
夢
 
相
 
§
 
應
。
 爾
 

と
。
 

こ
 
は
 
前
者
と
 
同
一
 
起
原
の
 
說
 
話
な
る
 

も
，
 更
 
に
 
夢
 
合
せ
の
 
事
と
 
夢
 
野
の
 
名
と
 

に
 
園
 
は
り
 

て
、
 其
 
の
 
名
を
說
 
明
す
 

ベ
 
き
 
地
名
 
傳
說
の
 
性
質
 
を
帶
 
ぶ
る
 

に
 
至
れ
る
 
も
の
に
し
て
、
 
爲
に
刀
 
我
 

野
と
 
夢
 
野
と
 
を
泯
 
同
す
 
る
の
 
說
も
 
起
り
 
し
も
の
 

、 
如
し
。
 

然
れ
 
ど
も
 

こ
 

、 
に
 
刀
 
我
 
野
と
 
は
 

第
 

一 
窣
 

上
代
の
 

武
庫
 
地
方
 
 

一
二
 



祌
 

戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 
 

ニ
ニ
 

疑
 

も
な
 

く
 

右
の
 

％
餓
 

野
に
 

し
て
、
 

牡
鹿
 

こ
 

、 
に
 

居
 

り
、
 

其
 

の
 

妻
の
 

牝
鹿
は
 

夢
 

野
に
 

あ
 

り
、
 

妾
 

の
 

牝
 

鹿
 

は
淡
路
 

に
あ
.
 

- 
と
い
 

ふ
に
 

よ
れ
ば
、
 

冤
锇
 

野
と
 

夢
 

野
と
 

同
地
に
 

あ
ら
ざ
る
 

は
 

明
な
 

と
す
。
 

の
 

水
 

室
 

一
 

說
夢
 

野
に
 

氷
室
の
 

故
事
 

を
傳
 

ふ
。
 

蓋
し
 

日
本
 

紀
仁
德
 

天
皇
 

六
十
 

二
 

年
の
 

條
こ
、
 

^-
a 

1 
ン.
 

i.^
  
一
 
 

^ 

て
 
 

額
 

田
 

大
中
彥
 

皇
子
 

s
¥
 

鬬
雞
；
 

時
 

皇
子
 

自
，
 

山
 

上
，
 

望
 

之
、
 

瞬
 

野
 

中
：
^
 

物
 

其
 

形
 

如
 

k
。
 

仍
 

遣，
， 

使
 

者
-
 

<
K
 

視
。
 

還
來
之
 

曰
、
 

窟
也
。
 

因
 

喚
，
 

-
鬬
 

鶴
稻
置
 

大
山
 

主
，
 

問
 

之
 

曰
、
 

在，
， 

其
 

野
中
-
者
 

何
 

審
矣
。
 

啓
 

之
 

曰
、
 

氷
室
 

也
。
 

皇
子
 

曰
.
 

其
藏
 

如
何
。
 

亦
奚
 

用
焉
。
 

曰
、
 

掘
 

i
 

丈
餘
、
 

以
章
蓋
 

„ お
 

上
；
 

敦
 

敷，
， 

i 矛
获
；
 

キ 
ェ 

取
.
 

永
 

、
4
 

置
-
其
 

上
；
 

旣
 

經
，
，
 

H
 

月
-
 

而
 

不
，
 

浮
。
 

其
 

用
 

之
、
 

S
 

當，
， 

熱
 

月
-
 

漬
，
 

水
 

酒
，
 

以
 

用
 

也
。
 

皇
 

子
 

則
將
,
 

來
 

其
 

氷
；
 

獻
¥
 

御
所
；
 

天
皇
 

歡
之
。
 

自
.
 

是
 

以
 

後
 

毎
，
 

當
，
 

-
季
 

冬
；
 

必
 

藏
，
 

氷
 

、至
，，
 

春
 

分
 

始
：
 

散
.
 

氷
 

也
"
 

と
 

あ
る
に
 

基
づ
け
 

る
 

も
の
に
し
 

て
、
 

其
 

の
鬮
鹬
 

を
免
餓
 

野
と
 

解
し
，
 

之
 

を
；
 

史
に
夢
 

野
と
 

同
 

一
 

視
 

し
た
る
 

の
 

誤
解
よ
 

b
 

起
れ
 

る
 

も
の
に
 

似
た
.
 

o
。
 

然
れ
 

ど
も
 

こ
、
 

に
 

鷄
と
 

よ
、
 

疑
 

も
 

よ
 

く
 

允
 

恭
天
 

皇
紀
に
 

見
え
た
 

る
 

鬬
鷄
國
 

造
の
 

所
領
に
 

し
て
，
 

大
和
 

山
邊
 

郡
ず
 

村
の
 

地
な
る
 

ベ
ぐ
.
 

一 ス
 

明
 

天
皇
の
 

時
に
 

都
祁
の
 

山
道
 

を
 

開
き
て
 

東
海
道
に
 

通
す
 

と
 

あ
る
 

も
の
 

是
 

な
ら
ん
。
 

£
 

一
喜
 

式
に
 

大
和
 

山
邊
 

郡
都
祁
 

氷
室
 

一
 

所
 

あ
り
、
 

以
て
 

參
照
 

す
べ
 

く
、
 

蓋
し
 

武
庫
 

の
冤
锇
 

野
に
 

あ
ら
す
 

• 

勿
論
 

夢
 

野
の
 

地
の
 

故
事
に
 

は
 

あ
 
 

ら
 

さ
る
な
 

り
。
 



第
二
 
章
 

武
庫
 
地
方
 
諸
 
祌
の
鎭
 
座
 

I
、
 

武
庫
 

地
方
の
 

三
 

大
社
 

1
^
 

び
に
 

住
吉
 

神
の
 

鎭
座
 

武
庫
 
諸
神
鏺
 

武
庫
 
地
方
の
 
三
 
大
社
と
 
し
て
 
知
ら
れ
た
 

る
 
廣
田
.
 
生
 
田
.
 長
 
田
の
 
三
 
神
、
 拉
 
び
に
 
蒐
 
原
な
る
 
住
 

吉
の
神
 

は
、
 孰
 
れ
も
神
 
功
 
皇
后
の
 
征
 
韓
に
關
 
し
て
 
現
 
は
れ
 
給
へ
 

る
 
も
の
と
 
し
て
 
傳
 
へ
ら
 
れ
、
 其
 

の
 
武
庫
 
海
濱
の
 
地
に
 
鎭
 
座
し
 
給
 
ひ
し
 
故
事
 

は
、
 第
 

一
 
章
 
所
 
引
 
日
本
 
紀
の
 
文
に
 
詳
 
な
り
。
 

是
等
 

の
 
諸
 
神
が
 
征
韓
の
 
際
に
 
現
 
は
れ
 
給
 
ひ
き
と
の
 
事
 
は
、
 日
本
 
紀
神
功
 
皇
后
 
條
に
、
 

三
月
 

§
 
 

，
 

お
 

天
 

壬
 

申
 

朔
、
 

皇
 

后
 

選
-
 

吉
 

日
-
入
-
 

齊
 

宮
ぃ
親
 

爲
-
 

神
 

主
ハ
 

則
 

命
-
 

武
 

內
 

宿
 

漏
-
令
 

J
S
1
。
 

喚
-
 

中
臣
鳥
 
賊
津
使
 

主
，
 爲：， 審

 
神
 
者
；
 

因
 
以，， 千

 
繒
 
高
 
®
,
 置
-
琴
 
頭
 
尾
；
 而
 
請
 
曰
、
 先
 
曰
 
敎，， 天

 
皇
，
 者
 
誰
 
神
 

ヮ 
タラ
 

ヒ 
ノア
 

ガタ
 

サ 
ク
ス
ズ
 

ィ
 
 

ス 
V 

也
、
 願
 
欲
.
 知
，
，
 其
 
名
；
 

逮
，
，
 于
 
七
日
 
七
夜
；
 
乃
 
答
 
曰
、
 神
風
 
伊
勢
 
國
之
百
 
傳
度
逢
 
縣
之
拆
 
鈴
 
五
十
鈴
 

宮
所
.
 
居
 
神
、
 名
 
擂
賢
木
 
嚴
之
御
 
魂
 
天
 
疎
 
向
津
媛
 
命
焉
。
 

亦
 
問
 
之
，
 除，， 是

神
，
 
有
.
 神
 
乎
。
 

答
 
曰
、
 幡
 

ス * キホ 
ニイ デシ ァレ 

ャ
 
 

テ
タ
 

ノ
ア
 

タ
フ
 
シ
ァ
 
ハ
ノ
 
 

ァ
メ
ニ
 
 

n ト
シ
 

I 

萩
 
穗
出
吾
 

也
"
 

於
，
，
 尾
 
田
 
吾
田
 
節
 
之
 
淡
 
郡
，
 所
 

之
 
神
 
有
 
也
。
 

問
 
亦
 
有
耶
。
 

答
 
曰
、
 於
，
 天
 
事
 
代
 

於
 .
虛
 
事
 
代
 
玉
 
籤
 
入
 
彥
嚴
之
 
事
 
代
 
神
 
有
 
之
 
也
。
 

問
 
亦
 
有
耶
。
 

答
 
曰
、
 有
無
 
之
不
，
 
知
焉
。
 

於
，
 是
 

第
二
 

窣
 

武
庫
 

地
方
 

諸
 

神
の
 
鎭
座
 
 

二
三
 



神
 
戸
市
 
史
刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

二
 四
 

ヰ 
テ 

ミナ
 

ハモ
 

ワカ
 

審
神
者
 

曰
、
 

今
不
.
 

答
 

而
更
後
 

有
 

J
n
 

乎
。
 

則
對
曰
 

、於
，，
 

曰
 

向
 

國
橘
小
 

門
 

之
 

水
底
；
 

所
底
而
 

水
葉
稚
 

之 出 居 神、 名 表 筒 男. 中 筒 男. 底 筒 男 神 之 有 也。 問 亦 耶。 答 曰、 お 無 之 不. 知 焉。 

遂
 
不
 Jn_, 且

 
S
 
矣
。
 
時
 
得
-
神
 
語
，
 隨
ま
 
而
祭
。
 

廣
田
神
 
 

と
 

あ
る
に
 

よ
り
て
 

知
ら
る
 

、 
な
.
 

o
。
 

こ
 

、 
に
 

五
十
鈴
 

宮
に
 

居
る
 

向
 

律
 

嫂
 

命
と
 

は
、
 

卽
 

ち
 

天
 

照
 

大
 

神
の
 

荒
 

魂
に
 

し
 

て
、
 

廣
 

田
大
祌
 

に
ま
す
。
 

同
書
 

引
 

一
書
に
 

は
、
 

之
 

を
 

向
 

K
 

男
 

聞
 

襲
 

大
歷
五
 

御
 

た i 
は
や
さ
の
 

1^ りの み
こ
-
こ
 
 
む
か
つ
 
 

むか 
ひつ 

魂
 
速
狹
騰
 
尊
と
 

も
 
あ
る
な
 

り
。
 

「
向
 
津
」
 又
 
は
 「
向
 
f
 

は
、
 此
 
の
祌
 
武
庫
の
 
地
に
 
鎮
座
し
 
給
 
ひ
し
 

よ
 
b
 
得
し
 
名
 
を
 
前
に
 
上
せ
て
 
語
り
 
傳
へ
 
し
も
の
 
な
る
べ
し
。
 

古
事
記
に
 

は
 
之
 
を
 
明
か
に
 
天
 

生
 田
 神
 

照
大
 
神
と
 
記
せ
り
。
 

次
に
 
尾
 
田
 
吾
田
 
節
 
之
 
淡
 
郡
に
 
居
る
 
神
と
 

は
、
 此
の
 
條
，
 の
 
記
事
の
 
み
に
 

て
 

は
 

其
の
 

何
 

神
に
 

て
ま
す
 

か
 

明
か
 

な
ら
ね
 

ど
 

も
、
 

今
 

一
 

神
な
る
 

事
 

代
 

主
神
が
 

長
 

田
 

社
に
 

ま
す
 

事
 

長
 田
 神
 

よ
り
 
考
へ
 

て
、
 生
 
田
な
る
 
稚
日
 
女
尊
に
 
ま
す
 
事
 
は
 
明
な
 
り
と
 

す
。
 

其
の
 
長
 
田
の
神
が
 
事
 
代
 
主
 

に
て
 

ま
す
こ
と
 

は
、
 

神
 

名
 

事
 

代
に
 

よ
.
 

0 
て
 

明
な
 

り
と
 

す
。
 

か
く
て
 

此
の
 

三
 

社
 

は
 

共
に
 

延
喜
式
 

內
に
 

列
し
て
 

名
 

神
 

大
社
と
 

仰
が
れ
、
 

中
に
 

も
 

廣
田
社
 

は
 

難
 

波
の
 

住
士
ロ
 

社
と
 

共
に
 

中
世
 

二
十
 

二
 

住
吉
神
 

社
の
 

選
に
 

入
 

6
 

て
、
 

特
別
の
 

尊
崇
 

を
 

受
け
 

給
へ
 

る
な
 

6
。
 

又
 

表
 

筒
 

男
.
 

中
 

筒
 

男
.
 

底
 

筒
 

男
の
 

三
 

神
 

に
ま
す
 住
 吉
の
神
 は、 海
路
 を
 守
り
 給
 ふ 神
と
 し
て
、
 皇
后
の
 親
征
 に
も
 從
ひ
給
 ひ、 凱
旋
の
 後
 

旣
に
早
く
長
門
國
に
祀
ら
れ
給
へ
h
^
。
 

日
本
 
紀
に
 



-ー 
ギ 

9^ 
タ 

ャ 

旣
而
神
 
有
 J
t
 
曰
、
 和
 
魂
 
服
，
 主
 
身
，
 而
 
守
-
 *
 
命
；
 荒
 
魂
 
爲
-
先
 
鋒
-
 而
 
導
-
 師
 
船
；
 

卽
 
得
-
神
 
敎
-
而
 
拜
 1
 
之
；
 

ョサ
 

ミノ
 

ア
ビ
 

コ
ヲ
々
 

リ
ミ
 
 

/
T
t
,
 
 
 

テ 
ギ 

ナ 

因
 
以，， 依

 
羅
吾
 
彥
男
垂
 

見
，
 爲
.
 祭
 
祌
 
主
；
 
©
旣
 
而
 
則
 
撝_- 荒

 
魂
，
 爲
-
軍
 
先
 
鋒
；
 請-, 和

 
魂
，
 爲
-
船
 
鎮
；
 

と
 
あ
る
 

は
、
 皇
 
師
海
を
 
渡
ら
ん
 
と
す
る
 
時
の
 
事
に
 

し
 
て
-
其
 
の
こ
、
 

に
 
「
神
」
 と
 
あ
 
る
 
は
、
 左
 
の
 
日
本
 

紀
 
凱
旋
の
 
際
の
 
文
に
 
よ
り
 

て
、
 住
 
吉
 
神
な
る
 
こ
と
 
を
 
知
る
 

な
 
り
。
 

於
 
是
 
從
^
 
神
 
表
 
筒
 
男
.
 中
 
筒
 
男
.
 底
 
筒
 
男
 
三
 
神
、
 誨
 ，_皇 后

，
 
曰
，
 我
 
荒
 
魂
 
令
 1
 
 チ
於
 
穴
 
門
 
山
 
田
 
邑
，
 也
。
 

時
 
穴
 
門
 
直
 
之
祖
踐
 

立
、
 津
 
守
 
連
 
之
 
祖
田
裳
 
見
 
宿
 
禰
、
 啓
，
，
 于
 
皇
 
后
，
 
曰
、
 神
 
欲
 fee 

之
 
地
、
 必
 
宜
 &
.
.
 定
"
 

則
 
以，， 踐

 
立
，
 爲
，
 祭
，
，
 荒
 
魂
-
之
 
神
 
主
；
 仍
 
祠
 
立
-
於
 
穴
 
門
 
山
 
田
 
邑
；
 

此
の
 
社
 
は
 
延
喜
式
 
內
名
神
 
大
社
 
長
 
門
 
國
豐
浦
 
郡
 
住
 
吉
坐
荒
 
魂
 
神
社
 
三
 
座
と
 
あ
る
 
も
の
 
是
な
 

り
。
 

而
 
し
て
 
此
の
 
神
 
更
に
 
往
來
の
 
船
 
を
 
看
 
給
 
ふ
べ
 

く
 
武
庫
に
 
現
 
は
れ
 
給
 
ひ
て
、
 
蒐
 
原
の
 
地
に
 

祭
 
ら
 
れ
、
 長
 
門
國
鎭
 
座
の
 
際
に
 
事
に
 
預
.
^
 
し
 
津
守
氏
 
こ
れ
が
 
祭
祀
 
を
 
掌
り
 
し
も
の
 

， 
如
し
。
 

和
名
 
抄
に
蒐
 
原
 
郡
 
津
守
鄉
 
あ
 
b
 
 、
蒐
原
 
住
吉
の
 
西
方
に
 
當
る
。
 

津
守
氏
 
蓋
し
 
此
の
 
地
に
 
居
て
 

津
泊
を
 
守
り
た
 
る
よ
り
 
其
の
 
名
 
を
 
得
た
 
る
な
 

り
。
 

後
に
 
此
の
 
神
 
難
 
波
の
 
南
な
る
 
墨
の
 
江
に
 

祭
ら
れ
て
、
 

津
守
氏
 

亦
 

之
に
 

從
ふ
。
 

蓋
 

じ
仁
德
 

天
皇
が
 

墨
の
 

江
の
 

津
を
 

定
め
 

給
 

ひ
し
 

以
來
の
 

すみ 
S え 

事
な
.
 

o
。
 

斯
く
て
 

住
 

吉
の
神
 

名
 

は
 

此
の
 

墨
の
 

江
の
 

地
に
 

起
 

h
y
0
 

波
の
 

隆
盛
と
 

共
に
 

其
の
 

社
 

特に 上下の 尊崇 を 受けて、 延喜 式に も名祌 大社に 列 せらる ， 程と な h^、前 記の 如 

第
二
 

章
 

武
庫
 

地
方
 

諸
 

神
の
 
鎮
座
 
 

二
 

五
 



神
 
戶
市
史
 

刖
 

古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

二
 六
 

く
 
其
の
 
住
吉
の
 
社
名
 

は
、
 逆
に
 
長
 
門
 
及
び
 
此
の
 
蒐
 
原
の
 
社
に
 

も
 
及
び
し
 
も
の
 

， 
如
く
、
 
而
 
し
て
 

蒐
 
原
住
士
 
 
口
 祌
は
 
漸
く
 
現
 
は
れ
す
 

し
 
て
.
 延
 

"25: 式
內
官
 
社
に
 

も
 
列
せ
ら
れ
 
す
な
れ
 

り
。
 

武
庫
の
 
諸
 神
 

廣
 
田
の
神
に
 
ま
す
 
天
照
大
神
の
 

御
 
事
 
は
 
申
す
 
ま
で
 
も
な
 

し
。
 
天
津
神
の
 
中
に
 

も
 
最
も
 
貴
 

鎮
座
の
 
理
由
 

き
祌
 

と
し
て
，
 

皇
軍
 

を
 

守
 

b
 

給
 

ひ
し
な
 

り
。
 

生
 

田
の
神
に
 

ま
す
 

稚
日
 

女
尊
 

は
、
 

日
 

本
紀
の
 

一
書
 

に
齋
服
 
殿
に
 
坐
し
て
 
神
の
 
御
 
服
 
を
 
織
.
.
^
 
給
 
ふ
と
 
あ
る
 
神
に
 

し
 
て
，
 御
 
名
 
に
 
「
尊
」
 の
 
字
 
を
 
用
 
ふ
。
 

本
書
の
 
用
例
 
至
 
貴
 
を
 
尊
と
 
爲
 
す
と
 
あ
る
に
 
よ
れ
 

ば
、
 此
 
の
 
祌
亦
至
 
貴
の
 
神
に
 
て
ま
し
 

， 
な
り
。
 

舊
事
 
本
紀
の
 
本
文
に
 

は
 
之
 
を
 
天
照
大
神
の
 

御
 
妹
 
神
と
 
な
す
。
 

此
の
 
神
が
 
特
に
 
征
韓
の
 
際
に
 

現
 
は
れ
 
給
 
ひ
し
 

こ
 
と
、
 其
 
の
 
理
由
 
明
か
な
ら
 
ざ
れ
 
ど
も
、
 
播
磨
 
風
土
記
に
、
 

息 長 帶曰女 
命 功 欲 新羅 國， 下 坐 之 時、 ま_ 於 衆 神； 爾時國 

堅 大神之 
子 k 保 

都
 比
 貴
 命
、
 著，， 國

 造
 石
 坂
 比
 貴
 命
，
 敎
 
曰
、
 好
 治
蜘
 
我
 前
，
 者
、
 我
 爾
 出， き

 
驗
，
 而
 比
 
比
 良
 木
 
八
尋
粹
 

ネ 
フ n 

ッ 
カ
ス
 
 

チ ト
メ
ノ
 
マ
ョ
ヒ
 
キノ 

タマ 
クシ ゲカ 

ザ 
ャ
ク
 
 

「モ； 
クラ 

タカ 
ラ アル 

タク 
ブス 

マシ ラギノ 

根
底
 

不
附
國
 

、
越
賣
 

眉
 

引
國
、
 

玉
 

匣
賀
賀
 

益
國
、
 

苦
 

尻
、
 

有
 

寶
白
衾
 

新
羅
 

國
矣
、
 

以_
, 

丹
浪
，
 

而
 

將
，
，
 

平
伏
，
 

賜
"
 

如
&
 

敎
 

賜
、
 

於
 

出
 

「
賜
 

赤
 

土
；
 

其
 

土
 

塗
，
 

天
 

之
 

逆
 

粹
；
 

建
.
：
 

神
 

舟
 

之
 

艫
舳
；
 

又
 

染，
， 

御
 

舟
 

裳
 

及
 

御
 

軍
 

之
 

著
 

衣
；
 

又
 

攪
 

i
 

海
水
，
 

渡
 

賜
 

之
 

時
、
 

底
 

潛
魚
及
 

高
 

飛
鳥
 

等
 

不
 

_
,
往
 

來
，
 

不
^
.
 

前
"
 

如
.
 

是
 

而
 

平
 

_1
 

伏
 

新
 

羅
；
 

已
訖
還
 

上
、
 

乃
鎭
 

*
 

其
 

神
 

於
 

紀
伊
國
 

管
 

川
 

藤
 

代
 

之
 

峰
；
 

と ある
 

爾保
都 

比
賣
命
 

は、
 

延
喜
式
 

內
名
祌
 

大社
 

紀
伊
國
 

伊都
 

郡 丹 生 都 比 女神
 

社に
 

して
、 



社
傳
 

に
是
れ
 

や
が
て
 

稚
曰
.
 

女
尊
に
 

ま
す
と
の
 

說
 

あ
り
。
 

果
し
て
 

然
 

ら
ば
 

此
の
 

神
が
 

再
び
 

武
 

庫
の
 

地
方
に
 

現
 

は
れ
 

て
、
 

生
 

田
に
 

祭
ら
れ
 

給
へ
 

る
 

も
 

故
な
 

き
に
 

あ
ら
す
。
 

長
 

田
の
神
に
 

ま
す
 

事
 

代
 

主
神
 

は
 

父
 

神
に
 

て
ま
す
 

大
國
 

主
神
と
 

共
 

に
、
 

國
 

津
 

神
の
 

代
表
と
 

も
ま
す
 

ベ
 

き
 

神
に
 

し
て
、
 

す
め
み
 
まの 

みこと 

武
勇
 

勝
れ
 

給
 

ひ
、
 

皇
孫
 

尊
の
 

近
き
 

護
り
 

と
 

大
和
の
 

祌
奈
 

備
に
 

鎭
ま
り
 

給
へ
 

る
 

神
に
 

て
ま
せ
 

ば
、
 

征
韓
に
 

際
し
て
 

皇
軍
 

を
 

守
り
 

給
 

は
ん
が
 

爲
に
現
 

は
れ
 

給
へ
 

る
 

こ
と
 

亦
 

ま
さ
に
 

然
る
 

ベ
 

し
。
 

住
 

吉
の
神
 

は
 

海
神
と
 

し
て
 

是
れ
亦
 

海
路
 

遙
に
 

遠
征
す
 

る
の
 

軍
に
 

從
ひ
 

給
へ
 

る
、
 

其
 

の
理
 

あ
、
 

り 

と
い
 

ふ
べ
 

し
。
 

要
す
る
に
 

天
津
神
の
 

主
た
る
 

天
照
大
神
 

及
び
 

其
の
 

妹
 

神
と
 

ま
す
 

稚
日
 

女
尊
、
 

國
律
 

神
の
 

代
表
者
た
 

る
 

事
 

代
 

主
 

神
、
！
 

a
 

び
に
 

海
 

を
 

守
り
 

給
 

ふ
 

神
た
 

る
 

住
吉
の
 

神
.
 

相
 

共
に
 

皇
后
 

の
 遠
征
 を
 守
り
 給
 ひ、 凯
旋
の
 後
に
 此
の
 武
庫
の
 地
方
に
 祭
ら
れ
 給
 へ
る
な
 り。 
中
世
 新
羅
 

の
 

客
 

入
朝
に
 

際
 

し
、
 

大
 

和
 

國
片
岡
 

社
 

及
び
 

此
の
 

廣
 

田
.
 

生
 

田
.
 

長
 

田
 

の
 

三
 

社
、
 

合
 

せ
て
 

四
 

社
よ
り
 

各
 

五
 

十
 

束
、
 

合
 

せ
て
 

二
百
 

束
の
 

稻
を
生
 

田
 

社
に
 

送
.
.
 

M
 

し 
酒
を
釀
 

し
、
 

敏
 

賣
ノ
 

崎
に
 

於
て
 

之
に
 

給
す
 

る
 

の
 

例
た
 

b
 

し
こ
 

と
、
 

延
 

喜
玄
蕃
 

式
に
 

見
え
た
り
。
 

片
岡
 

社
の
 

之
に
 

加
れ
 

る
 

こ
と
 

理
由
 

詳
 

な
ら
 

ざ
 

る
 

も
、
 

此
 

の
 

三
 

社
が
 

事
に
 

關
 

す
る
 

は
、
 

遠
 

く
 

征
韓
の
 

故
事
に
 

因
め
 

る
 

も
の
 

な
る
 

ベ
 

し
。
 

二
、
 

西
 

ノ
宫
の
 

夷
 

神
 

第
二
 

窣
 

武
庫
 

地
方
 

諸
 

神
の
 
鎭
座
 
 

二
 

七
 



神
 功
 皇
后
 
征
 

韓
と
 

大
國
主
 

大
國
主
 

西
 

神
 

社 

神
 

戶
市
史
 

錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
及
ぴ
 

附
近
の
 

沿
苹
 

前
記
 

四
大
 

神
の
 

外
に
 

も
，
 

此
の
 

征
韓
に
 

際
し
て
 

現
 

は
れ
 

給
 

ひ
き
 

す
。
 

前
 

引
攝
津
 

風
土
記
に
 

見
 

ゆ
る
 

美
 

奴
 

K
 

神
の
 

如
き
 

其
の
 

一
 

な
 

の
 

外
に
 

も
、
 

御
船
の
 

前
に
 

伊
太
 

氏
 

之
 

神
 

舶
^
 

I
S
J
^
 

ま
の
 

現
 

は
れ
 

又
 

西
 

ノ
宫
に
 

は
 

皇
后
の
 

征
韓
 

役
に
 

從
 

ひ
し
 

軍
士
 

三
 

萬
 

八
 

千
の
 

荒
祌
 

引
け
.
 

-。
 

此
の
 

西
 

ノ
ぎ
神
 

社
 

は
 

延
喜
式
 

內
轰
原
 

邵
大
國
 

主
 

西
 

神
社
 

は
大
國
 

主
神
に
 

て
ま
す
べ
き
 

な
り
。
 

此
の
 

神
が
 

亦
 

夙
に
 

征
韓
の
 

は、 日本 紀に、
 

秋
 

九
 

庚
 

午
朔
巳
 

卯
 

、
タ
諸
 

國
，
 

集
-
船
 

舶
，
 

練
，
，
 

兵
 

甲
；
 

W
 

軍
卒
 

難
.
 

集
 

立
-
犬
 
三
輪
 
社
，
 以
 
奉
，
，
 刀
 
矛
，
 矣
。
 
軍
衆
自
 

聚
。
 

と
 

あ
る
に
 

よ
.
 

0 
て
 

知
ら
る
、
 

な
.
 

o。
 

大
 

三
輪
 

神
 

は
卽
ち
 

大
國
主
 

と 傳
 
へ
 

給
 
ひ
 

ま と 

す と 

あ
 
る
 

に 現 

二
八
 

ら
 

る
 

磨
 

風
 る
 

- 
一 

の 傳 

神
社
 

よ
 

I
 

， 
神
少
 

か
ら
 

土
 

記
に
 

は
此
 

と
 
を
 
載
す
 

は
 

旣
に
之
 

を
 

に
し
て
 

祭
神
 

給 ひし こと 

皇后 曰、 必神 心焉。 則 

國
 

1
^
-
 

須
郡
於
 

保
 

奈
牟
智
 

神
社
と
 

あ
る
 

是
 

な
る
べ
し
。
 

大
巳
 

«
 

神
 

つ 
と 

喜 て 

神
 

を
 

西
 

乂
呂
に
 

於
 

稱
す
。
 

ュ
 

ビ
ス
と
 

は
 

武
士
の
 

義
か
。
 

或
は
 

異
 

族
の
 

稱
か
。
 

中
世
 

武
士
 

を
 

ュ
 

ビ
ス
と
 

稱
 

せ
し
 

斯
く
て
 

此
の
 

神
 

又
 

武
庫
の
 

津
 

門
に
 

祭
ら
れ
，
 

大
國
主
 

西
 

神
社
と
 

し
 

ま
 

神
 

は
 

其
の
：
，
 

I
 

事
 

代
 

主
神
と
 

共
に
 

國
津
神
 

中
の
 

首
渠
 

者
と
 

も
 

あ
 

夷
 

神
 

は
 

武
神
 

を
 

平
 

げ
、
 

國
 

土
 

を
 

平
定
し
て
 

之
 

を
 

天
孫
に
 

讓
 

b
 

奉
る
。
 

中
世
 

此
の
 

よ て な
 
り
 

知
ら
 

て、
 

武
 

" 
延
 

主
神
 

る
 

， 

を
 
以
 

式
 
內
筑
前
 

一
名
な
 

り
。
 

大
國
 

あら 
ぶる 

かみ 
たち 

荒
 

振
 

神
 

達
 

え 
ァ 

す 

て
 

夷
 

神
と
 



こ
と
 
其
の
 
例
證
 
多
し
。
 

而
 
し
て
 
西
 
ノ
宮
に
 
征
 
韓
役
從
 
軍
の
 
三
 
萬
 
八
 
千
の
 
武
士
 
あ
り
と
の
 
古
 
傅
 

は
、
 少
 
く
と
 

も
 
此
の
 
夷
 
神
の
 
名
 
を
 
武
士
と
 
解
し
た
 
る
證
 
と
す
べ
き
 

に
 
似
た
り
。
 

本
 
地
 
垂
迹
 
說
 

に
 
於
て
 
は
 
之
 
を
 
護
國
の
 
神
た
 

る
 
毘
沙
門
天
に
 

配
す
。
 

蓋
し
 
其
の
 
故
な
 
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 

な，...。 

き
 
l
i
 殿
 

西
 
ノ
宮
は
 
中
世
 
廣
田
 
神
社
の
 
攝
社
 
と
な
 

b
 
、
夷
 
神
の
 
外
に
 
三
郞
 
殿
と
 
い
ふ
 
神
 
拉
び
存
 

す
。
 

或
 

は
 

夷
三
郞
 

殿
と
 

も
稱
 

す
。
 

蓋
し
 

古
事
記
 

記
載
の
 

順
序
に
 

於
て
 

大
國
 

主
神
の
 

第
三
 

子
に
 

ま
す
 

事
 

代
 

主
神
 

を
 

祭
れ
る
な
，
.
^
。
 

卒
安
朝
 

末
期
の
 

書
な
る
 

侨
呂
波
 

字
 

類
 

杪
に
廣
 

田
 

社
の
 

攝
社
を
 

列
記
せ
 

る
 
中
に
、
 「
夷
 
^
 ゅ
ポ
」
 
「
三
郞
 
殿
 
不
動
明
王
と
 
あ
り
。
 
不
動
明
王
 
亦
 
勇
猛
の
 
神
に
 
し
て
.
 

之
 

を
三
郞
 

殿
に
 

配
す
 

る
 

も
 

の
.
 

以
 

て
 

其
の
 

武
神
た
 

る
に
 

よ
る
 

を
 

知
る
。
 

此
の
 

外
に
 

も
攝
 

社
.
 

末
 

社
 

多
 

け
れ
ど
 

も
、
 

中
 

に
も
 

三
郞
殿
 

最
も
 

著
 

は
 

れ
、
 

西
 

ノ
宮
の
 

信
仰
の
 

盛
な
る
 

と
 

共
 

に
、
 

普
通
に
 

夷
 

神
 

と
三
郞
 
殿
と
、
 
相
竝
 
び
て
、
 
各
地
に
 
移
し
 
祭
ら
る
 

、 
に
 
至
れ
り
。
 

夷
 神
と
 
三
耶
 

西
，
^
 宫
の
 
神
津
頭
 
に
 
ま
し
て
、
 
武
神
と
 
し
 
て
、
 武
家
の
 
崇
敬
 
を
 
得
た
 

る
 
の
 
外
、
 特
 
に
 
漁
業
 
者
 
航
海
 

隆
盛
 
 
者
の
 
祭
る
 
所
と
 
な
る
。
 

源
平
 
盛
衰
 
記
に
 
よ
れ
 

ば
.
 旣
 
に
 
平
安
朝
の
 
末
期
に
 
於
 
て
、
 彼
 
の
 
俊
寬
僧
 

都
が
 
鬼
界
 
島
に
 
流
さ
れ
し
 
時
に
 
當
 
り
、
 此
 
の
 
島
に
 
ま
で
 
夷
 
三
 
郞
の
祠
 
あ
り
き
 

と
 
見
え
た
り
。
 

山
城
の
 

石
淸
水
 

八
幡
 

宮
、
 

近
 

江
の
 

日
吉
神
 

社
、
 

大
 

和
の
 

M
 

田
 

神
 

社
、
 

相
 

模
の
鶴
 

岡
 

八
幡
宮
 

を
 

初
と
 

し
 

て
、
 

各
 

地
に
 

其
の
 

二
 

神
の
 

®
 

べ
祀
ら
 

る
、
 

も
の
 

頗
る
 

多
し
。
 

其
の
 

神
 

像
 

は
 

共
に
 

俗
形
に
 

し
 

第
二
 

萆
 

武
庫
 

地
方
 

諸
 

神
の
 
鎭
座
 
 

二
 

九
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

三
 〇
 

て
、
 

石
 

淸
水
社
 

祭
る
 

所
に
 

よ
れ
 

ば
、
 

三
 

郞
 

殿
の
 

像
 

は
 

普
通
の
 

夷
の
 

如
く
、
 

而
も
 

魚
 

を
 

持
て
 

と
 

あ
 

れ
 

ば
、
 

後
 

世
に
 

所
謂
 

夷
の
 

像
 

は
、
 

食
 

に
 

中
世
の
 

三
郞
 

殿
の
 

像
な
.
.
'
 

し
な
.
.
^
。
 

其
の
 

魚
 

を
 

持
て
る
 

の
 

事
 

は
、
 

事
 

代
 

主
神
が
 

三
穗
之
 

硫
 

に
 

於
て
 

釣
魚
 

を
 

以
て
 

樂
 

と
な
す
 

と
 

あ
る
 

故
事
に
 

基
づ
け
 

る
 

も
の
な
 

ら
ん
。
 

而
 

し
て
 

之
に
 

對
 

し
て
 

夷
 

祌
の
像
 

は
、
 

恐
 

ら
く
 

負
 

袋
 

者
と
 

し
て
の
 

大
國
 

主
神
の
 

故
事
に
 

よ
，
.
^
 

て
、
 

袋
 

を
 

背
負
 

ひ
し
 

俗
體
の
 

も
の
な
 

b
 

し
な
ら
ん
 

か
。
 

然
る
に
 

一
方
に
 

は
佛
徒
 

夷
 

l
i
 

と
大
 

の
 

間
に
 

大
國
 

主
神
 

を
 

以
て
 

印
度
の
 

大
黒
天
 

神
に
 

配
す
 

る
の
 

說
ぁ
.
 

>。
 

此
の
 

說
 

次
第
に
 

勢
力
 

を
 

得
る
 

に
 

及
び
て
、
 

夷
 

神
た
 

る
大
國
 

主
神
 

は
い
 

つ
し
 

か
 

此
の
 

大
黑
 

天
神
と
 

混
同
 

せ
ら
 

れ
、
 

其
 

の
 

本
來
神
 

王
の
 

狀
を
 

な
し
て
 

金
囊
を
 

手
に
 

し
、
 

小
 

床
に
 

踞
 

し
て
 

一
 

脚
 

地
に
 

垂
る
 

、 
の
大
黑
 

天
神
 

像
 

は
、
 

狩
 

衣
 

を
 

著
し
て
 

袋
 

を
 

負
へ
 

る
大
國
 

i
 

神
の
 

立
像
と
 

な
 

り
、
 

夷
 

神
 

は
 

終
に
 

大
黑
 

と
な
り
て
、
 

從
來
夷
 

神
.
 

三
郞
 

殿
の
 

相
 

拉
 

ベ
 

る
 

各
地
の
 

神
祠
 

は
、
 

相
 

率
ゐ
て
 

大
黑
.
 

夷
 

二
 

神
 

を
 

祭
る
 

の
 

祠
と
變
 

じ
た
り
。
 

此
の
際
に
 

於
け
 

る
 

大
黑
神
 

は
も
と
の
 

夷
 

神
に
 

し
 

て
、
 

夷
 

神
 

は
 

も
と
の
 

三
郞
 

殿
な
 

り
 

し
 

な
 

り
。
 

然
る
に
 

西
.
.
 

宫
に
 

あ
 

b
 

て
 

は
、
 

後
 

世
 

祭
神
 

を
 

夷
 

三
郞
の
 

一
 

座
と
 

し
、
 

輕
 

子
 

神
な
 

り
と
 

な
 

せ
る
 

も
の
.
 

- 
如
し
。
 

之
 

を
 

娃
子
 

神
と
 

い
ふ
の
 

說
は
旣
 

に
 

鎌
倉
時
代
に
 

存
す
。
 

其
の
 

由
 

*
 

を
 

知
ら
す
。
 

夷
と
 

三
郞
と
 

本
來
別
 

神
な
る
 

以
上
、
 

之
 

を
 

夷
 

三
郞
の
 

一
座
と
 

す
る
 

こ
と
の
 

然
る
べ
 

か
ら
ざ
る
 

は
 

言
 

ふ
ま
で
 

も
な
 

し
。
 

隨
 

つ
て
 

之
 

を
 

蛭
 

子
 

神
 

一
 

神
に
 

配
 

せ
ん
と
す
 

る
の
 

不
可
な
 



る
 
は
 
明
な
，
 
9 
と
す
。
 

夷
 神
と
 
福
 神
 

夷
 
神
と
 
三
郞
 
殿
と
 
は
も
と
 
共
に
 
武
神
 

て
 
漁
業
 
航
海
 
者
の
 
祭
る
 
所
と
 
な
り
て
よ
 

業
が
 

i
 

と
し
て
 

是
等
 

航
海
 

者
に
 

よ
り
て
 

神
と
 
し
て
 
信
 
せ
ら
る
、
 

に
 
至
れ
り
。
 

而
 

庫
 
地
方
に
 
祭
ら
れ
た
 

る
 
諸
 
神
の
 
列
に
 
あ
 

百
大
夫
 
 
西
 
ノ
ざ
 
の
攝
 
社
に
 
百
大
夫
 

f
t
 
あ
.
.
^
。
 

傀
 

傀
儡
 

子
 

記
 

に
、
 

彼
 

等
は
定
 

居
な
 

く
當
 

家
な
 

こ
と
 
を
 
云
 
ひ
、
 夜
 
は
 
則
ち
 
百
 
神
 
を
 
祭
 

h^. 鼓
 

女
 
は
卽
ち
 
傀
儡
 
子
の
 
族
な
.
^
。
 

而
 
し
て
 

を
 
祈
る
 
こ
と
 
を
 
云
 
ひ
、
 「
殊
に
 
百
大
 
夫
に
 
事
 

に
 
及
 
ぶ
」
 と
 
あ....。 

こ
.
 -
に
 
所
謂
 
百
大
夫
 

と
 

は
 

人
別
 

之
 

を
 

刻
 

期
し
て
 

其
の
 

數
の
多
 

の 

と
し
て
 

發
 
達
せ
 

も
 

其
の
 り
 

と
 

の
 

儡
 

子
の
 

く
、
 

穹
廬
 

舞
 

喧
嘩
 

同
じ
 

人
 

ふ
、
 

道
祖
 

は
、
 

卽
ち
 

き
を
い
 

名
と
 

す
。
 

蓋
し
 

愧
儡
 

子
の
 

徒
の
 

祭
れ
る
 

福
 

も
と
 

愧
儡
 

子
の
 

族
に
 

し
 

て
、
 

百
 

大
 

夫
を
祖
 

神
と
 

仰
 

第
二
 

章
 

武
庫
 

地
方
 

諸
 

神
の
 

鏺
座
 

崇
敬
 
せ
ら
 

守
る
 

の
 

神
 

し
 
よ
 
.o、ft 

當
初
 
は
、
 亦
 

傳
說
を
 
有
 

祖
神
 
と
し
 

氈
帳
、
 

水
草
 

し
て
 

以
て
 

の 遊女 記 

ォ と fir し を 

神
の
 

前
記
の
 

百
 

ふ
 

も
の
な
 

神
な
 

り
。
 

ぎ
、
 

夷
 

#
 

の
 

名
な
 

し
 

も、
 

津
 

し
 
て
 
^一 n 

刺
ま
す
 

功
 

皇
后
 

た
.
^
 
し
 

祭
る
 

所
 

逐
 

う
て
 助
 

を
 

祈
 

遊
女
 

等
 

，
人
別
 

神
な
る
 

も
 

る
 
ベ
 
し
。
 

西
 

ノ
宮
の
 

附
 

木
 

偶
 

を
 

舞
 

頭
に
 
ま
し
て
、
 
主
と
 
し
 

せ
 

ら
 

れ
、
 

特
 

に
 

我
が
 

商
 

商
業
 
を
 
守
り
 

の
征
韓
 

ひふ 
.hyo 

移徙す 

る こと
 

が
住
士
 

11< 

之
 

を
 

湖
 

の
 
な
 
る
 

而
 

し
て
 

近
產
所
 

は
し
て
 

三
 

1 

大
江
 

る
 

の
 

を
說
 

廣
田
 

期
し
"
 

ベ
 
く. 

し
て
 

武
 

g
 

房
の
 

民
な
る
 

く
。
 

遊
 

に
 
福
助
 ，

數
、
 

百
 

千
 

，
百
大
 

夫
 

之
 

を
 

道
祖
神
 

g
 

散
の
 

民
 

は
 

四
方
に
 
歴
遊
 



祌
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

三
 
二
 

す
。
 
所
謂
 
I
T
 お
に
し
て
、
 
後
世
の
 
人
形
 
遣
 
ひ
の
 
祖
 
た
る
 
も
の
な
 

り
。
 

此
の
.
 
百
 
大
夫
亦
 
谷
地
 

夷
 
神
.
 三
 
郞
 
殿
と
 
a
 
ベ
 
祭
ら
る
。
 



第
三
 
章
 

武
庫
 
地
方
 
上
代
の
 
遺
物
 
遺
蹟
 

、 
石
器
時
代
の
 

遣
 

物
 

遺
蹟
と
 

古
代
 

民
族
 

武
庫
 

地
方
 

石
 

器
 時
代
 
遺
蹟
 

の
 

分
布
 

武
庫
 
地
方
に
 

は
 
未
だ
 
金
屬
の
 

其
の
 
遺
蹟
の
 
現
に
 
存
 
す
る
 
も
の
 

諸
 
町
村
に
 
於
け
 

る
 
山
麓
 
丘
陵
の
 

る
ま
で
、
 

多
少
の
 

石
器
 

を
發
 

見
せ
 

ら
れ
 

た
る
 

も
の
 

は
 

輝
石
 

安
山
 

石
 

彌
生
 
式
遺
鎮
 

者
の
 
所
謂
 
彌
生
 
式
に
 
屬
 
す
る
 
物
 

九
州
 
等
の
 
石
器
時
代
 
遺
蹟
に
 
於
 

族
 
は
 
所
謂
 
國
津
 
神
の
 
系
統
に
 
馬
 

り
 
と
 
解
 
せ
ら
る
。
 

而
 
し
て
 
未
だ
 

あ
る
 
を
 
聞
か
ざ
る
 

な
-
.
^
。
 

然
れ
 

ア
イ
ヌ
 
式
 遺
 

蹟 

知
ら
 
ざ
，
 0 

し
 
時
代
よ
 

、り、 旣
 
に
 
谷
地
 

す
。
 

東
 

は
 

甲
 

山
 

附
近
 

良
 

元
 

申
 

東
.
 

大
 

初
と
 
し
 て
、
 西
 
は
 神
 to- 市

 夢
 野
.
 須、 磨
 

地
 
殆
ど
 
こ
れ
な
 
き
が
 
如
し
。
 

今
日
 

製
の
 
石
 
維
 
最
も
 
多
く
、
 
之
に
 
伴
 
へ
 
る
 

る
が
 
如
し
。
 

是
 
等
の
 
石
器
 
土
器
 

は
、
 

に
發
 
見
せ
ら
 

る
 

、 
も
の
に
し
て
.
 
之
 

日
本
 
民
族
 
構
成
の
 
重
な
る
 
要
素
 
を
 

ア
イ
 

ヌ
 
系
統
の
 
石
器
時
代
 
遺
蹟
の
 
發
見
 
せ
ら
れ
た
 

る
 
も
の
 

ど
 

も
、
 

旣
 

に
 

日
本
 

紀
 

に
も
 

猪
 

名
の
 

縣
の
佐
 

伯
 

部
が
 

冤
餓
 

野
に
 

使
用
 

を
 

少
 
か
ら
 

地
方
 
を
 

さ
る
の
 

〇
 
サ
ヌ
 

カ
イ
ト
 

の
み
な
 

て
 
普
通
 

し
、
 

後
の
 

に
 
住
民
 
あ
り
て
、
 

社
.
 西
ノ
 ざ
.
 精
 道
 
の
 

等
の
 
地
方
に
 

至
 

ま
で
に
 
發
 
見
せ
 

土
器
 

は 
考
古
學
 

近
畿
.
 
中
 
國
.
 四
國
.
 

を
 
使
用
せ
 

し
 
民
 

な
せ
る
 

も
の
な
 

第
三
 
窣
 

武
庫
 
地
方
 
上
代
の
 
遺
物
 
遺
 
蹟
 

三
 

三
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
ー
 

古
代
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

三
 四
 

於
て
 

鹿
 

を
 

獲
し
 

傳
說
 

あ
る
に
 

よ
れ
 

ば
.
 

古
 

く
 

佐
 

伯
の
 

K
 

亦
 

此
の
 

地
方
に
 

住
せ
し
 

こ
と
 

あ
り
し
 

を
 

疑
 

は
す
。
 

佐
 

伯
 

部
と
 

は
 

瑕
 

夷
卽
ち
 

ア
イ
ヌ
族
 

を
 

呼
び
し
 

稱
な
，
 

9。
 

而
 

し
て
 

奈
良
朝
 

初
期
 

の
現
實
 
に
な
 
ほ
 
安
藝
の
 

S
i
 
田
に
 
住
せ
し
 
佐
 
伯
 
部
 
は
、
 實
に
 
此
の
 
猪
 
名
の
 
縣
ょ
，
 
9 
移
さ
れ
た
 

る
 

も
の
な
，
 

り
と
 

信
せ
ら
れ
 

た
り
し
 

な
，
 

り。
 

之
 

を
 

武
庫
の
 

柬
西
 

地
方
な
 

る
 

大
 

和
.
 

河
 

內
.
 

備
 

0
.
0
 

屮
 

等
に
 
往
々
 
ア
イ
 
ヌ
式
 
遺
蹟
 
を
 
存
じ
.
 
特
に
 
河
內
 
及
び
 
備
 
中
の
 
或
る
 
遺
蹟
に
 

は
、
 彌
生
式
 
土
器
 
を
 

出
 
だ
す
 
遺
蹟
の
 
下
方
よ
 

b
 
 、
時
 
に
 
ア
イ
 
ス
式
 
土
器
 
を
 
出
す
 
も
の
 
あ
る
に
 
徵
 
す
る
 

に
，
 此
 
の
 
地
方
 

に
も
 亦
必
す
 こ
れ
 あ
る
 ベ く、 た  >  未だ

 發
見
 せ
ら
る
 、 に 至

ら
ざ
る
 もの
な
 ら
ん
の
 み。 

二
、
 

古
墳
 

墓
の
 
 

一
、
 

I
-
 

菟
 

原
の
 

處
女
煤
 

武
庫
 

地
方
 

古
 

石
器
時
代
の
 

遺
蹟
が
 

武
庫
 

地
方
の
 

諸
 

所
に
 

存
す
 

る
が
 

如
く
に
、
 

古
墳
 

墓
 

も
 

亦
 

多
く
 

各
地
に
 

墳
墓
の
 
種
類
 

存
在
し
 

て
.
 

上
 

古
に
 

於
け
 

る
 

此
の
 

地
方
の
 

有
力
者
の
 

蹟
を
 

©
 

ば
 

し
む
る
 

も
の
 

あ
り
。
 

是
 

等
の
 

古
墳
 

墓
 

は
 

拓
殖
の
 

進
步
 

と
共
に
 

次
第
に
 

失
 

は
れ
て
、
 

今
存
 

す
る
 

も
の
 

も
往
 

世
の
 

十
が
 

一
 

に
も
 

及
ば
ざ
る
 

ベ
 

け
れ
ど
 

も
、
 

而
 

も
な
 

ほ
 

其
の
 

數
は
百
 

を
 

以
て
 

ふ
 

る
に
 

足
る
 

も
の
 

あ
 

，り
。 

是
 

等
 

の
 

古
墳
 

墓
 

は
 

大
和
.
 

河
內
 

等
の
 

地
方
に
 

多
く
 

見
る
 

古
代
の
 

帝
王
 

陵
の
 

如
く
、
 

前
方
 

後
圓
墳
 

或
は
 

圓
墳
 

を
な
 

し
て
 

埴
輪
 

を
 

有
す
る
 

も
の
 

よ
 

普
 

通
に
 

塚
穴
と
 

稱
 

せ
ら
る
 

、 
橫
ロ
 

式
暖
を
 

有
す
 



宽
 原
の
 
處
女
 

塚 

る
 
も
の
 
ま
 
で
、
 各
 
種
の
 
も
の
 
存
在
 

し
、
 中
 
に
 
は
 
極
め
て
 
類
 

に
 
乏
し
き
 
小
石
 
棺
を
 
有
す
る
 
も
の
 

も
 
あ
 

h>。 
年
代
 
は
 
他
 
地
方
の
 
普
通
の
 
古
 
填
 
墓
と
 
同
じ
 

く
，
 
大
 
抵
千
七
 
八
 
Ki: 年

 
前
よ
り
 
千
 
二
，
 三
 

百
年
 
前
に
 
及
べ
る
 
も
の
な
る
 

ベ
 
く
、
 武
 
庫
の
 
名
が
 
初
め
て
 
史
籍
に
 
現
 
は
れ
し
 
神
 
功
 
皇
后
の
 
頃
 

に
 
於
 
て
、
 旣
 
に
少
 
か
ら
ざ
る
 
有
力
者
の
 
住
居
せ
 
し
こ
と
 

を
 
察
す
る
 

に
 
足
る
 
も
の
 
あ
り
。
 

是
 
等
の
 
古
墳
 
墓
の
 
中
に
 
於
て
、
 
年
代
 

も
 
比
較
的
 
古
く
、
 
構
造
 
亦
 
最
も
 
偉
大
に
 
し
て
、
 
甚
 
し
く
 
人
 

口
に
 
喰
 
炙
す
 

る
 
も
の
 
を
蒐
 
原
な
る
 
三
 
箇
の
處
 
女
 
塚
と
 
な
す
。
 

孰
れ
 

も
 
ほ
、
 y 
同
形
 
同
大
の
 
前
 

方
 
後
圓
墳
 
に
し
て
、
 
一
 
は
 
御
影
 
町
の
 
東
北
 
郊
外
、
 
住
 
吉
村
吳
 

田
な
る
 
阪
神
 
電
鐡
 
線
路
の
 
北
に
 
あ
り
て
 
西
 
面
し
、
 

一
 
は
 
前
 

者
 
を
 
西
に
 
距
る
約
 
十
五
 
町
、
 御
影
 
町
 
束
 
明
 
民
家
の
 
北
方
，
 
同
 

線
路
の
 

南
に
 

接
し
て
 

南
面
 

し
、
 

最
 

後
の
 

一
 

は
 

更
に
 

其
の
 

西
 

約
 

二
 

十
 

町
、
 

西
 

灘
村
味
 

泥
の
 

民
家
の
 

北
、
 

同
 

線
路
の
 

南
に
 

あ
 

,0
 

て
 

東
面
.
 

す
。
 

其
の
 

狀
 

恰
も
 

東
西
の
 

兩
墳
が
 

中
央
の
 

一
 

墳
を
夾
 
み
て
 
之
に
 
向
 
ひ
、
 中
央
の
 

一
 
墳
は
 
其
の
 
孰
れ
に
 

も
 

偏
せ
 
ざ
る
が
 
如
き
 
態
を
呈
 

す
。
 
其
の
 
柬
 
西
の
 

二
 
墳
を
世
 

に
 
求
 
女
 
塚
と
 
云
 
ひ
，
 中
央
の
 

一
 
墳
を
處
 
女
 
塚
と
 
稱
す
。
 

求
 

束 景 

第
三
 

窣
 

武
庫
 

地
方
 

上
代
の
 

遣
 

物
 

遺
 

蹟
 

三
 

五
 



祌
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

三
 六
 

女
 
塚
 
は
 
蓋
し
 
亦
處
女
 
塚
の
 
訛
な
、
 
り
。
 

而
も
 
其
の
 

u.?^  , り 
来
れ
る
，
 
と
旣
に
 
古
く
 
太
平
 
記
に
 

あ
，
 
え
 

謠
曲
 
に
も
 
亦
 
求
 
塚
と
 
出
で
 
た
り
。
 

斯
く
て
 
此
の
 
三
 
塚
と
 

も
、
 通
じ
て
 
求
 
女
 
塚
 
又
は
 
處
女
 
塚
と
 

呼
ぶ
 
こ
と
、
 
な
り
し
 

も
、
 古
 
傳
 
說
の
吿
 
ぐ
る
 
所
に
 
從
 
へ
 
ば
、
 柬
 
西
の
 
二
者
 
は
壯
士
 
塚
に
 
し
 
て
、
 中
 

央
の
 

一
 
の
み
 
處
女
 
塚
な
ら
 
ざ
る
べ
 
か
ら
す
。
 

其
の
 
東
墳
は
 
明
治
 
三
十
 
七
 
年
中
、
 
電
鐵
 
線
路
 
ェ
 

事
 
の
 
際
、
 大
 
半
 
を
 
壌
ち
 
て
 
前
方
 
部
 
を
 
失
 
ふ
。
 
此
の
 
塚
よ
、
 
り 
嘗
て
 
漢
式
 
鏡
.
 車
 
輪
 
石
.
 曲
 
玉
 
等
を
發
 

掘
す
。
 

其
の
 
鏡
 
は
 
三
角
 
緣
祌
獸
 
鏡
 
を
 
主
と
し
て
，
 
形
式
 
魏
晋
 
頃
の
 
鏡
に
 
類
す
。
 

以
て
 
ほ
 

..， 
塚
 

の
 
年
代
 
を
 
推
測
す
 
る
に
 
足
る
 

べ
し
。
 
中
墳
亦
 
線
路
の
 
爲
に
後
 
面
部
の
 

一
 
部
 
を
 
削
ら
る
 

、 
も
-
 

な
 
 ほ
 
 比
較
的
に
 
 
原
形
 
 
を
存
 
 
す
。
 
 
西
墳
は
 
夙
に
 
私
人
の
 
有
に
 
歸
 
し
 
て
、
 上
 
に
 
洋
風
の
 
別
莊
 
建
築
 

せ
ら
る
。
 

是
 
等
の
 
塚
 
は
 
孰
れ
 

も
 
往
古
に
 
於
け
 

る
 
地
方
 
有
力
者
の
 
墳
墓
な
る
 

ベ
 
く
、
 
殊
に
 
萬
 
葉
 

集
以
來
 
有
名
な
る
 
蒐
原
處
 
女
の
 
塚
と
 
し
て
 
世
に
 
傳
稱
 
せ
ら
れ
た
 

る. 
も
の
な
，
 

0 
し
 
に
、
 其
 
の
 
荒
 

廢
に
 
委
し
て
 
顧
ら
 
れ
 
ざ
る
 
は
 
惜
 
む
べ
 

し
。
 

冤
原
處
 
女
の
 

さ
て
 
此
の
 
處
女
 
塚
の
 
由
來
に
 
就
い
て
は
 
萬
 
葉
 
集
卷
九
 
高
橋
蟲
 
麿
の
 
歌
に
，
 

$
 
 

な
び
 

を-
こ 

力
 
 

や 
とせ
 

；
-
ー
 
 

お
 
 

を 
は
な
 

葦
の
 
屋
の
、
 
菟
 
名
負
處
 
女
が
、
 
八
年
兒
 

の
、
 片
生
 
ひ
の
 
時
 
ゆ
、
 小
 
放
、
 り
に
、
 
髮
 
た
く
ま
で
 

に
、
 並
 
び
 
居
 

る
、
 家
 
に
も
 
見
え
 

す
、
 虛
 
木
綿
の
 
、
籠
り
て
 
居
れ
 

ば
、
 見
 
て
し
 
が
 
と
.
 悒
 
愤
 
せ
ん
 
時
の
.
 
垣
 
ほ
な
 
す
、
 人
 

ち 
ね 

をと 
こ 

う 
な 

び 
を とこ 

ふせ 
や
た
 
 

き ほ 

の
訪
ふ
 

時
、
 珍
 
努
 
男
、
 蒐
 
原
 
男
の
、
 
伏
屋
 
僚
 
き
、
 す
 
す
し
 
競
 
ひ
 
て
.
 相
 
よ
 
ば
 
ひ
、
 し
 
け
る
 
時
 
は
、
 燒
 
太
 
刀
 



た
が
み
 

の
、
 

劎
柄
 

押
し
ね
 

わ
ぎ
ち
 

二 

る 
時
に
、
 

吾
妹
 

子
 

と も、 逢 ふ， 乂く 

妹
が
 
去
 
ぬ
れ
ば
 

少き
 

り
、
 

白
 

眞
 

弓
、
 

靱
 

取
，
.
^
 

負
 

ひ
 

て
.
 

水
 

に
ス
 

、
し
づ
 

た
ま
き
 

し
、
 母
 
に
 
S
S
 ら
 
く
、
 倭
 
文
 
手
 
纏
、
 賤
 
し
 
き
 
我
 

あ
 
れ
 
や
、
 し
 

， 
釧
、
 黃
 
泉
に
 
待
た
ん
 

と
.
 籠
 

をと
 

こ 

男
 

も、
 

い
 

仰
ぎ
て
 

か
 
 

は 

じ
 

と
 

き
 

戴
き
 

集
 
ひ
 
て
、
 永
 
き
 世
 

二 
なた 

あ 
なた 

塚
，
 

此
方
 

彼
方
 

，
珍
努
 

男
，
 

其
の
 

夜
 

夢
 

、
叫
び
 

お
ら
 

び
、
 

足
 

や
 

の
、
 

小
 

太
刀
 

取
、
 

り 
佩
 

しるし 

に.
 

標
 

に
せ
ん
 

と，
 

遠
 

，
造
，
 

置
け
 

る
、
 

故
 

よ
 

葦
の
 
屋
 
の
、
 う
 

塚
の
 
上
の
、
 
木
 と

 
あ
 

b
。
 

以
て
 

奈
 

一 一 
ま
，
 

を
の
 
こ
 
 

ほ 

. 
古
 
へ
 
の
、
 ま
す
ら
 
壯
 
夫
の
、
 
相
 
競
 
ひ
、
 妻
 
S
i
 

立
ち
見
れ
 

ば
.
 永
 
き
 
世
 
の
、
 語
 
り
に
 
し
つ
 

第
三
 
章
 

武
庫
 
地
方
 
上
代
の
 
遺
物
 
遺
 
蹟
 

に
 
見
、
 取
 

>o 
つ
 

,，, 
き
-
 

おく  つき 

な
び
 
處
 
女
が
 
奧
槨
 

の
 
枝
な
 
び
け
 

り
 
聞
 

良
 

朝
 

頃
に
 

語
.
.
^
 

傳
 

き 

を、 

き が 

し
、
 

牙
 

嚙
 

み
た
け
 

，
と
こ
ろ
 

づ
 

ら
、
 

求
 

せ
：
、
 

ifj
  

口
り
!
^
:
^
 

{ 
一一 I
P
 
 
？?^  ̂

 

聞 き て、 知ら ぬ 

火
に
 
も
 
人
ら
ん
 
と
、
 立
 
ち
 
向
 

往
き
來
 

と
 
見
れ
 

が
 

ご
 

と
、
 

珍
 

努
 

男
 

た
り
し
 

所
 

を
 

見
 

ひし
け 

ん、 葦 の 

、
後
人
の
 

、
摁
び
 

力 

-
追
 

- し
 

る 

故
、
 

丈
夫
の
、
 

爭
ふ
 

見
れ
 

沼
 

の
、
 

下
 

ば
へ
 

置
き
 

ゲ
 

ひ
 
行
き
 
け
れ
 

ば
、
 後
 
れ
 

を 

て
、
 

も
こ
ろ
 

男
に
、
 

負
け
 

往
き
 
け
れ
 

ば
，
 親
 
族
 
ど
 

と 

、
處
 

女
 

！
 

M
 

、
中
 

に
 

造
 

，
打
 

こ 

V7
 

置 

ひ
、
 

競
 

へ
 

- 生
け
 

b
 

ち
寞
 

き
.
 

る
、
 

蒐
原
 

は 
あ
ら
 

-
ぃ
 

寄
り
 

な
と
 

二 

き
、
 

壯
士
 

も
.
 

新
 

裳
の
 

如
 

も
.
 

音
 

泣
き
つ
 

る
か
 

音
の
 
み
し
 
泣
か
 

ゆ
。
 

し
 
寄
る
 

ベ
 
け
ら
し
 

も
。
 

べ
し
。
 

又
 

同
 

卷
田
邊
 

福
 

麿
の
 

歌
 

の、 蒐原
處 

女の
， 

奥つ
 

きを
、 

我が
 

せ
ん
と
、
 
玉
 
梓
の
、
 
道
の
 
邊
 
近
く
、
 磐
 

三
 

七
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

三
 八
 

構
 

へ
、
 造
れ
る
 
塚
 
を
、
 天
 
雲
 
の
、
 そ
 
き
へ
の
 
限
 
b
 
 、
此
 
の
 
道
 
を
、
 行
 
く
入
每
 

に
、
 行
 
き
ょ
，
^
 

て
，
 
い
 
立
ち
 

嘆
 
か
 
ひ
、
 わ
 
び
 
人
 
は
、
 昔
 
に
も
 
泣
き
つ
、
 
語
り
つ
 

ぎ
、
 ©
 
び
つ
 
ぎ
來
 

し
、
 處
 
女
 
等
 
；
 

つ
き
 
ど
こ
 

ろ
、
 我
 
が
さ
へ
 

に
、
 見
 
れ
ば
 
悲
し
 

も
、
 昔
 
思
 
へ
 
ば
。
 

さ
さ
 

だ 

古
 
へ
 
の
、
 小
 
竹
 
田
 
を
の
 
こ
の
 
妻
 
問
 
ひ
 
し
、
 蒐
 
な
び
 
處
 
女
の
 
奥
つ
 
き
ぞ
 
此
れ
。
 

55?  ,9 
つ
 
ぐ
、
 
か
 
ら
 
に
も
：
 

， 
ら
戀
 
し
き
 

を
、
 た
 

目
に
 
見
 
け
ん
 
古
 
へ
 
の
 
男
の
 

こ
。
 

更
に
 
同
書
 
大
伴
家
 
持
の
 
歌
に
 

は
、
 

く
す
 
 

うつ 
せみ 

古
 
へ
 
に
、
 あ
 
b
 
け
る
 
業
 
の
、
 奇
 
は
 
し
 
き
、
 事
 
と
 
言
 
ひ
 
つ
 
ぐ
、
 珍
 
努
 
男
.
 蒐
 
な
び
 
男
 
の
、
 {<H 蟬

 
の
、
 名
 
を
 
爭
 

ふ
 
と
、
 玉
 
き
 
は
 
る
、
 命
 
も
 
捨
て
 

、 
¥
 
ひ
 
に
、
 妻
 
問
 
ひ
し
け
 

る
、
 處
 
女
 
等
 
が
、
 聞
 
け
ば
 
悲
し
 

さ
、
 春
 
花
 
の
-
 

匂
へ
 
榮
ぇ
 

て
.
 秋
 
の
 
葉
 
の
、
 句
 
ひ
に
 
照
れ
る
、
 
あ
た
 

ら
 
身
の
、
 
盛
 
b
 
を
 
す
ら
 

に
 
、
丈
夫
の
？
 

- 
と
い
と
 

ほ
 
し
 
み
、
 父
 
母
 
に
、
 申
 
し
 
別
れ
 

て
、
 家
 
離
 

、
海
 
邊
に
 
出
で
立
 

ち
、
 朝
 
よ
 
ひ
 
に
、
 滿
 
ち
來
る
 
潮
の
、
 
八
重
 

波
 
に
、
 靡
 
く
 
玉
藻
 

の
、
 節
 
の
 
間
 
も
.
 惜
 
し
き
 
命
 
を
、
 露
 
霜
 
の
、
 過
 
ぎ
 
ま
し
に
 

け
 
れ
、
 奧
 
つ
 
き
 
を
、
 此
 
處
 
と
 

定
 
め
 
て
、
 後
 
の
 
世
 
の
、
 聞
 
き
つ
ぐ
 
人
 
も
，
 
い
や
 
遠
 
に
、
 ©
 
び
に
 
せ
よ
 

と
、
 黄
 
^
 
小
 
櫛
、
 し
 
が
さ
し
 

け
 
ら
 

し、 生 ひて 靡け， 9。 

處
女
等
 

が
、
 後
 
の
し
る
 
し
と
 
黄
楊
 
小
 
櫛
、
 生
 
ひ
か
 
は
 
b
 
生
 
ひ
 
て
、
 靡
 
き
け
 
ら
し
 

も
。
 

斯
く
 
幾
多
 
奈
良
朝
 
歌
人
の
 
感
興
 
を
 
引
き
た
 

b
 
し
 
情
話
 

は
、
 更
 
に
 
大
和
 
物
語
に
 
詳
 
か
に
 
記
さ
れ
 



其
の
 
大
要
 

は
、
 

む
か
し
 
津
の
國
 
葦
屋
の
 
里
に
 
住
む
 
女
 
あ
 
り
、
 
う
 
な
び
 
乙
女
と
 

い
ふ
。
 

そ
れ
 
を
よ
 
ば
 
ふ
 
男
 
二
 

に
 
有
り
。
 

一
 
人
 
は
 
同
國
の
 

人
、
 姓
 
は
蒐
 
原
、
 今
 

一
 
人
 
は
 
和
 
泉
の
 

人
、
 姓
 
は
 
珍
努
。
 

そ
の
 
男
 
ど
も
 

• 

年
 
比
、
 顏
 
形
、
 心
 
ざ
ま
ま
で
 
同
じ
 
樣
な
，
 
o。 

女
 
い
づ
れ
 
に
從
 
は
ん
 
檨
 
な
く
 
思
 
ひ
わ
 
づ
ら
 
ひ
た
 

る
 
卞
 
に
、
 生
 
田
の
 

に
 
ひ
ら
ば
、
.
 
>  を

 
打
 
ち
，
 そ
 
の
よ
 
ば
 
ふ
 
二
人
の
 
男
 
を
よ
 
び
 
て
、
 親
 
の
 
云
 
ふ
や
 

う
、
；
^
 
の
 

に
 
浮
け
 

る
 
水
鳥
 
を
 
射
て
 
あ
て
 
給
 
は
ん
か
た
 

へ
 
娘
 
を
 
奉
ら
ん
 

と
。
 

男
 
ど
も
 
そ
れ
 

を
 
聞
き
，
 
い
と
よ
き
 
事
と
 
て
 
射
る
 

に
、
 
一
 
人
 
は
 
鳥
の
 
頭
の
 
か
た
 
を
 
射
、
 今
 

一
 
人
 
は
 
尾
の
 
か
た
 
を
 

射
た
り
。
 

か
く
て
 

勝
，
 0 
劣
り
 
も
な
か
り
 
け
れ
ば
、
 
女
つ
 
ひ
に
 
お
も
 
ひ
き
り
 

て
、
 

住
 

び
ぬ
 
我
 
身
 
な
げ
て
 

ん
.
 津
 
の
 
國
 
の
，
 生
 
田
の
 
川
 
は
 
名
の
み
 

な
-
.
^
 
け
り
。
 

. 
と
讀
み
 

て
，
 此
 
の
 
川
へ
 
身
 
を
な
 
げ
た
り
。
 

二
人
の
 
男
 
も
つ
、
 
>
 
 き
て
 
同
じ
 
所
へ
 
身
 
を
 
な
げ
、
 

一
 

人
 
は
 
女
の
手
に
 
二
 
人
 
は
 
女
の
 
足
に
 
取
り
つ
 

き
て
.
 
死
に
た
，
.
.
^
。
 

親
い
 
み
 
じ
く
 
悲
 
み
て
、
 
取
り
 

あ
げ
 
葬
、
 り
ぬ
 

男
の
 
親
 
共
 
も
こ
れ
 

を
 
聞
き
 
傳
へ
 
て
來
 

り
，
 此
 
の
 
女
の
 
尿
の
 
か
た
は
ら
 

に
、
 塚
 

を
 
作
、
 り
て
 
葬
れ
り
。
 

此
の
と
 

き
、
 津
 
の
國
の
 
男
の
 

薪
、
 同
 
じ
 
國
を
ニ
 

そ
 
同
じ
 
所
に
 
塚
 
を
せ
 

よ- 

他
の
 
國
の
 
入
は
爭
 
で
か
 
此
の
所
の
 

土
 
を
 
犯
す
べ
き
 
や
と
 
妨
げ
 
た
れ
 

ば
、
 和
 
泉
 
の
 
親
、
 や
 
が
 
て
 

和
^
1
1
^
ょ
，
9
船
に
て
上
を
は
こ
 

び
、
 終
 
に
 
塚
 
を
 
築
き
た
.
^
 

と
 
云
 
云
。
 

第
三
 
草
 

武
庫
 
地
方
 
上
代
の
 
遺
物
 
遺
蹟
 
 

三
 九
 



神
 

戶
市
史
 

^
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 
 

g
i
o
 

處
 

女
の
 

故
事
 

と
 

力
り
，
 

其
の
 

傳
 

ふ
る
 

所
 

稍
 

萬
 

葉
 

集
の
 

歌
に
 

見
 

ゆ
る
 

所
と
 

異
に
し
 

て
、
 

其
 

の
 

身
を
投
じ
 

た
る
 

と 所
謂
 
處
女
 

塚
 
 

を
 

生
 

田
 

川
な
 

b
 

と
す
る
な
 

り
。
 

今
是
 

等
の
 

歌
詞
 

及
び
 

記
述
に
 

よ
る
 

に
、
 

是
 

等
の
 

男
女
 

は
必
 

す
 

し
も
 

地
方
 

有
力
の
 

人
物
な
 

り
き
と
 

も
 

見
え
 

す
、
 

無
 

論
 

後
世
 

所
謂
 

處
 

女
坂
の
 

如
き
 

偉
大
な
る
 

墳
 

墓
 

を
 

築
造
す
べ
き
 

程
度
の
 

も
の
に
 

あ
ら
す
。
 

殊
に
 

右
の
 

情
話
に
 

相
當
 

す
る
 

も
の
と
 

し
て
 

は
、
 

是
 

等
の
 

«
 

相
互
の
 

距
離
の
 

あ
ま
り
に
 

遠
き
 

に
 

過
ぐ
 

る
 

嫌
 

あ
り
。
 

大
和
 

物
語
に
 

は
.
 

「
男
 

ど
 

も
 

の
 

親
も
來
 

に
け
 

り
、
 

此
 

の
 

女
の
 

塚
の
 

傍
に
 

又
 

塚
 

ど
も
 

作
り
て
 

ほ
り
 

埋
 

む
」
 

と
 

云
 

ひ
、
 

又
、
 

「
女
の
 

を
 

ば
 

中
 

に
 

て
、
 

左
 

右
に
 

な
ん
 

男
の
 

塚
 

ど
も
 

今
 

も
 

あ
な
 

る
」
。
 

と
 

あ
 

り
"
 

然
 

ら
ば
 

此
の
 

物
 

語
 

を
 

書
 

き
.
 

し
 

頃
 

に
 

は
、
 

三
 

«
 

近
く
 

相
 

S
 

び
 

て
、
 

處
 

女
 

塚
と
 

呼
ば
れ
た
 

る
 

も
の
 

存
 

し
き
と
 

見
え
た
，
 

o.
。 

又
 

田
邊
福
 

麿
の
 

歌
に
 

よ
れ
 

ば
-
道
 

の
邊
 

近
く
 

磐
 

構
へ
 

造
れ
る
 

塚
な
 

，9
 

と
 

あ
れ
 

ど
、
 

此
 

等
の
 

塚
 

は
 

磐
 

構
へ
 

と
 

い
ふ
べ
き
 

構
造
の
 

も
の
に
 

も
 

あ
ら
す
。
 

磐
 

構
へ
の
 

塚
と
 

は
 

大
石
を
 

以
て
 

石
室
 

を
 

築
き
上
げ
、
 

橫
に
隨
 

道
 

を
 

設
け
て
 

外
部
に
 

通
す
 

る
、
 

所
 

謂
 

塚
穴
 

式
の
 

も
の
な
る
 

ベ
く
 

考
 

へ
ら
る
 

、 
に
、
 

此
 

等
 

の
 

塚
 

は
 

孰
れ
 

も
後
圓
 

部
の
 

頂
上
に
 

棺
榔
を
 

安
す
 

る
 

構
造
の
 

も
の
 

な
れ
 

ば
、
 

右
 

の
 

歌
詞
に
 

も
當
 

ら
 

ざ
る
が
 

如
し
。
 

蓋
し
 

萬
 

葉
 

集
の
 

歌
人
 

等
の
 

目
撃
し
て
 

詠
 

じ
た
る
 

處
女
塚
 

及
 

壯
夫
塚
 

は
 

他
 

に
 

ぁ
 

て
、
 

後
 

世
 

所
謂
 

處
女
 

塚
に
 

は
 

あ
ら
 

ざ
，
 

0 
し
も
の
 

な
ら
ん
。
 

然
る
に
 

禺
 
 

<
是
 

等
 

同
形
 

同
大
 

の
 

前
方
 

後
 

圓
墳
が
 

左
右
に
 

相
對
 

し
、
 

ほ
 

，>
  

相
似
た
 

る
 

距
離
 

を
 

以
て
 

中
央
の
 

一
 

赏
を
夾
 

む
の
 

杉
 



生
 田
 河
畔
の
 

壯
夫
塚
 

生
 

田
 

河
畔
の
 求
 

塚
 

勢
に
 
あ
る
よ
 

b
 
し
 
て
、
 後
 
世
 
こ
れ
に
 
擬
す
 
る
に
 
至
 

h- 
た
る
 

も
 

を
擬
 
す
る
 

に
 
至
 
b
 
し
 
年
代
 

は
、
 恐
 
ら
く
 
南
北
朝
 
以
後
に
 
あ
ら
 

ぶ
 
b
」
 
に
、
 

程
な
く
 
生
 
田
 
川
に
 
つ
き
ぬ
。
 

此
の
 
川
の
 
鳥
 
射
し
 
ま
す
ら
 

立
ち
た
 

る
 
松
 
15^ 遙

に
 
音
信
し
 

て
、
 聞
 
き
 
過
ぐ
 

し
 
難
 
か
り
き
 

と
 
あ
、
 
り。 

此
の
 
文
に
 
よ
れ
 

ば
、
 了
 
俊
 
西
 
下
の
 
南
北
朝
の
 
頃
に
 

を
橫
 
ぎ
れ
 

る
 
附
近
に
 
其
の
 
塚
と
 
呼
ば
れ
た
 

る
 
も
の
 

あ
，
 
り
て
 

と
い
 
ふ
說
 
の
な
か
，
 

9 
し
 
を
 
知
る
。
 

大
和
 
物
語
に
 
も
是
 
等
の
 

り
と
 
あ
れ
 

ば
、
 古
 
く
 
は
 
生
 
田
 
河
畔
の
 
塚
に
 
就
き
て
 

か
 

， 
る
傳
 

ら
ば
 
今
 
の
 
所
謂
 
處
女
塚
 

は
、
 所
謂
 
蒐
原
處
 
女
 
等
と
 
は
 
何
等
 
關
 

に
 
し
 
て
、
 其
 
の
 
之
 
を
 
蒐
原
處
 
女
 
等
の
 
墓
に
 
擬
す
 
る
に
 
至
 
、
り
た
 

誤
解
に
 
よ
り
て
 
生
せ
 
し
こ
と
 
疑
な
 
き
も
の
 
 
>
 
 如
し
。
 

太
平
 

げ
る
 
こ
と
 
を
 
載
す
。
 

其
の
 
文
 
に
、
 生
 
田
の
 
森
の
 
東
よ
，
 
り 
丹
 
波
 

の
 
軍
勢
 
を
 
落
ち
延
び
 
さ
せ
ん
が
 
爲
に
、
 
後
陣
に
 
引
き
 
下
り
て
 

高
 
家
に
 
委
せ
 

て
、
 自
 
己
 
は
 
丹
 
波
路
 
を
經
て
 
上
洛
す
 

と
 
あ
る
に
 

第
三
 
草
 

武
庫
 
地
方
 
上
代
の
 
遺
物
 
遺
蹟
 

の
な
 
ら
ん
 

か
。
 

而
 
し
て
 
其
の
 
之
 

ん
 

か
。
 

今
 

川
 

了
 

俊
の
 

紀
行
 

「
道
行
 

を
の
 
塚
と
 

て
、
 道
の
 
邊
近
 
く
む
ら
 

0 

は
、
 

な
ほ
 

山
陽
 

街
道
の
 

舊
生
田
 

川
 

，
未
だ
 

今
の
所
 

謂
 

處
女
塚
 

を
 

そ
れ
 

男
女
が
 
生
 
田
 
川
に
 
身
 
を
 
投
げ
た
 

說
 
あ
り
し
 
も
の
な
る
 

べ
し
。
 

然
 

係
な
 

き
 
古
代
の
 
有
力
者
の
 
墳
墓
 

る こと は、 南北朝
時代 

以後の
 

記
に
 
新
田
 
義
貞
求
 
塚
に
 
敵
 
を
 
防
 

路
を
 
差
し
て
 
落
ち
行
け
 

る
 
*
 
方
 

戰
 
ひ
し
 
由
 
を
 
云
 
ひ
、
 後
 
を
 
小
山
 
田
 

よ
 
れ
 
ば
、
 此
 
の
 所
謂
 
求
 塚
 
も
 亦
 生
 

四
 
1 



神
 
戶
市
史
 

錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

四
 
二
 

田
に
 
近
き
 
塚
に
 
し
 
て
、
 今
 
の
 
所
謂
 
求
 
女
 
塚
に
 
は
 
あ
ら
 
ざ
り
 
し
も
の
 

、
如
し
。
 

更
に
 
謠
曲
求
 
塚
 

に
、
 西
 
國
 
よ
り
 
上
れ
る
 
旅
人
が
 
生
 
田
 
川
 
を
 
渡
り
て
 
其
の
 
塚
を
尋
 

ね
、
 塚
 
の
靈
 
現
れ
て
 
是
 
と
 
語
り
 

合
 ひ
し
 こ
と
 を
錄
 す
る
 に
よ
れ
 ば、 此 の 頃

に
 於
て
も
 な
ほ
 生
 田
 河
畔
に
 其
の
 塚
 あ
り
と
 信
 

せ
ら
れ
た
 

，
り
し
 
を
 
知
る
。
 

但
 
其
の
 
文
 
に
、
 旅
 
人
が
 
里
の
 
女
に
 
向
 
ひ
 
て
、
 「
赏
に
 
も
 
生
 
田
の
 
名
に
 
し
 

お
 
へ
 
る
、
 求
 
塚
と
 
は
 
何
處
ぞ
 

や
」
 と
 
問
へ
 
る
に
 
對
し
 

て
、
 里
 
の
 
女
 
の
 「
求
 
塚
と
 

は
 
名
に
 
は
 
聞
け
 
ど
も
-
 

誠
 
は
 
何
 
處
の
程
 
や
ら
 

ん
、
 妾
 
も
 
更
に
 
知
ら
ぬ
な
 

、り」 と
 
あ
 
る
 
は
、
 當
 
時
旣
に
 
其
れ
と
 
指
す
 
塚
 
を
 
忘
 

れ
 
た
り
し
 

と
 
見
え
た
，
 

0,。 
攝
津
志
 

に
、
 住
 
吉
の
求
 
女
 
塚
 
一
に
 
鬼
 
塚
と
 
呼
ぶ
 

と
 
あ
り
。
 

然
 
ら
ば
 

是
 
等
の
 

M
 
 、
古
 
く
 
は
 
蒐
原
處
 
女
の
 
情
話
に
 
は
關
 
係
な
 

く
、
 
別
 
に
傳
 
ふ
る
 
所
 
あ
り
し
 
な
る
 

ベ
 
く
、
 
了
 

俊
 
謂
 
ふ
 
所
 
の
.
 鳥
 
射
し
 
壯
 
夫
の
 
塚
な
る
 
も
の
 

は
、
 當
 
時
 
生
 
田
 
河
畔
に
 
別
に
 

せ
し
 
も
の
な
る
 

ベ
 

し
。
 

西
 

攝
大
觀
 

に
 

は
 

脇
ノ
：
 

a
 

街
 

道
の
 

南
側
に
 

古
來
 

乙
女
 

塚
と
 

稱
 

す
る
 

古
墳
 

あ
り
 

て
、
 

其
 

の
 

由
緒
 

詳
 

な
ら
 

ざ
れ
 

ど
も
 

古
地
 

圖
 

に
も
 

見
 

ゆ
と
 

あ
，
 

9
。
 

こ
れ
 

或
は
 

蒐
原
處
 

女
の
 

傳
說
に
 

就
き
て
 

然
 

か
 

呼
ば
れ
た
，
.
^
 

し
も
の
 

か
。
 

而
も
 

其
の
 

位
置
 

了
 

俊
が
 

生
 

田
 

河
畔
の
 

道
の
 

邊
 

に
て
 

見
た
り
 

と
 

い
ふ
 

も
の
と
 

は
 

稍
 

< 
距
離
 

あ
る
が
 

如
し
。
 

大
和
 

物
語
に
 

も
 

旅
人
が
 

塚
の
 

ほ
と
，
 

り
に
 

宿
り
 

て
、
 

夢
 

に
 

男
子
 

二
人
の
 

爭
ふ
を
 

見
た
，
 

り
と
 

あ
る
に
 

よ
れ
 

ば
、
 

之
 

を
 

記
し
た
.
 

9 
し
 

頃
に
 

は
 

生
 

田
 

河
畔
 

街
 

道
筋
に
 

近
く
、
 

了
 

俊
が
 

見
き
 

と
い
 

ふ
 

丈
夫
の
 

塚
と
 

共
 

に
、
 

處
 

女
の
 

塚
 

も
 

近
く
 

存
 

せ
し
 

も
の
な
る
 



べ
し
。
 

今
の
 
新
生
 
田
 
川
 
は
 
明
治
 
四
 
年
に
 
水
路
 
を
變
 
じ
た
る
 
も
の
に
 

て
、
 も
 
と
の
 
生
 
田
 
川
 
は
 
今
 

の
 
加
 
納
町
を
 
南
 
流
し
て
、
 
小
 
野
濱
に
 
注
ぎ
し
 
も
の
な
，
.
^
 

き
。
 

而
も
 
更
に
 
其
の
 
前
に
 
遡
れ
ば
、
 
此
 

の
 
川
 
或
は
 
砂
山
の
 
南
よ
，
.
^
 
東
 
流
し
 

て
、
 脇
；
 ま
の
 
邊
に
 
注
ぎ
し
 
も
の
に
 

て
 
は
 
あ
ら
 
ざ
り
 
し
か
。
 

此
の
 
川
の
 
流
路
 
の
變
遷
 
に
っ
き
て
 

は
、
 郡
 
界
の
 
移
動
と
 
共
に
 
倂
せ
考
 

ふ
 
ベ
 
き
も
の
な
る
 

べ
し
。
 

暫
く
 
記
し
て
 
後
 
考
を
俟
 

つ
。
 

三
、
 

古
墳
 

墓
の
 
 

一
 

一
、
 

I
 

各
地
の
 

荒
墳
 

古
墳
 

墓
の
 

除
 

吳
 

田
.
 

東
 

明
 

.
來
 

泥
な
る
 

去 

代
の
 
有
力
者
の
 
荒
墳
に
 

數
 
多
の
 
小
 
古
墳
 
あ
 
り
し
 

の
 

普
及
と
 

共
に
 

漸
次
 

削
 

傳
說
 
に
附
會
 
せ
ら
る
 

、 

存
 
す
る
 
古
代
の
 
帝
王
 
陵
 

式
に
 

屬
し
、
 

封
土
の
 

犬
な
 

み
て
 
墳
丘
の
 
上
部
に
 
石
 

第
 

三
 

章
 

武
庫
 

地
方
 

き
 

時
 ら
 

く
 

開
墾
 

女の 

多
く
 

の
 
形
 

を
 

W
 

棺
槨
 

三
 
箇
の
處
 
女
 
塚
 
若
く
 
は
 
求
 
女
 
塚
 
は
、
 其
の
 
實
 
孰
れ
 

も
 
比
較
的
 
古
 

し
 て
、
 之
.
 を
 他
 地
方
の
 
例
に
 
徵
 す
れ
 
ば
、
 其
 
の
 附
近
に
 
は
も
と
 
恐
 

な
 
ら
 
ん
 
も
、
 其
 
の
 
位
置
 
海
岸
に
 
近
き
 
卒
 
地
に
 
あ
る
が
 
故
に
、
 
後
世
 

り 去られ て、 其 の主墳 のみ 幸に 取り 遺さ れ、 爲 に蒐 原處 

に
 

至
，
 

0 
し
も
の
 

な
ら
ん
。
 

之
を
大
 

和
.
 

河
 

內
.
 

和
 

泉
 

等
の
 

地
方
に
 

に
 

就
い
て
 

見
る
 

に
、
 

欽
 

明
天
皇
頃
ょ
-
^
^
-
以
前
の
陵
墓
は
多
く
此
 

る
 
割
合
に
 
墓
壙
は
 
極
め
て
 
簡
單
 
に
し
 

て
、
 そ
 
れ
も
 
多
く
 
は
 
小
石
 

室
 
を
 
作
る
 

に
 
止
ま
 

り
、
 或
 
は
 
石
室
な
 
く
し
て
 
單
に
石
 
製
 
木
製
の
 

上
代
の
 

遺
物
 
遺
蹟
 
 

a
 

三
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

四
 四
 

を
 
封
土
 
中
に
 
埋
む
 
る
に
 
止
ま
る
 

も
 
あ
り
 

て
、
 之
 
を
 
削
除
す
 

る
 
こ
と
 
容
易
な
.
 
る
が
 
上
 
に
、
 其
 
の
 
位
 

置
 
も
 
多
く
 
平
地
 
部
に
 
あ
れ
 

ば
、
 開
 
墾
 
其
の
 
他
の
 
工
事
に
 
際
し
 

て
、
 除
 
去
の
 
厄
に
 
遇
 
ふ
の
 
機
會
多
 

か
り
し
 

を
 
疑
 
は
す
。
 

さ
れ
ば
 
武
庫
 
地
方
に
 
於
て
 

は
、
 此
 
の
 
外
に
 
も
も
と
 
手
 
地
 
部
に
 
古
 
坊
少
か
 

嫁
 穴
 式
 古
墳
 

ら
ざ
 
り
し
 
を
 
想
像
す
 

る
 
も
、
 後
 
世
存
 
す
る
 
も
の
 
は
 
多
か
ら
 
ざ
る
な
，
 

り。 
然
る
に
 
塚
穴
 
卽
ち
橫
 

口
 
式
壙
を
 
有
す
る
 
型
式
の
 
も
の
 

は
、
 封
 
土
の
 
割
合
に
 
石
室
 
大
 
に
し
 

て
、
 而
 
も
 
之
 
を
 
築
く
 

に
 
は
 
巨
 

大
 
な
る
 
石
材
 
を
 
用
 
ひ
 
て
、
 除
 
去
 
容
易
な
ら
 
ざ
る
が
 
上
 
に
、
 其
 
の
 
位
 
置
 
も
 
多
く
 
は
 
山
腹
 
丘
陵
 
等
に
 

あ
れ
ば
、
 
た
と
 
ひ
發
 
掘
の
 
難
に
 
遇
 
ふ
と
 

も
、
 爲
 
に
 
全
然
 
其
の
 
痕
 
*
|
 
を
 
も
 
失
 
ふ
に
 
至
る
 
場
合
 
は
 
比
 

較
的
少
 

く
、
 
現
今
 
武
庫
 
地
方
 

に
 
保
存
 
せ
ら
る
 

， 
も
の
 

は
、
 此
 
の
 
式
に
 
属
す
る
 
も
の
 
多
き
 

に
 
居
る
 

が
 
如
し
。
 

精
 
道
 
村
よ
り
 
大
社
 
村
の
 
境
 
上
に
 
涉
 
b
 
て
 
岩
ケ
平
 
附
近
に
 
存
 
す
る
 
群
集
 
墳
、
 甲
 
東
 
村
 
上
 

ケ
原
 
新
田
の
 
北
方
に
 
存
 
す
る
 
群
集
 
墳
等
 

は
、
 蓋
 
し
 
其
の
 
著
し
き
 
も
の
、
 

如
し
。
 

然
れ
ど
 

も
、
 封
 

土
完
 
存
じ
て
 
未
だ
 
其
の
 
壙
を
 
露
出
せ
 
ざ
る
 
も
の
に
 
あ
り
て
 

は
、
 外
 
觀
上
其
 

の
 
型
式
の
 
孰
れ
に
 

攝
津
志
 
所
載
 

屬
す
 
る
か
 
を
 
明
に
 

し
 
難
き
 
も
の
 
多
し
。
 

今
先
づ
 
其
の
 
享
保
 
年
間
 
攝
津
志
 
著
者
の
 
注
意
に
 
上
 

武
庫
 

地
方
の
 古

墳
 
墓
 

ら
た
，
 
9 
し
も
の
 

を
 
左
に
 
抄
錄
 
せ
ん
。
 

舊
 

武
庫
 

郡
の
 

部
 

n
 
墳
五
。
 

三
 
は
 
鳴
 
尾
 
村
に
 
あ
 
b
 
、
二
 
は
廣
田
 
山
中
に
 
あ
り
。
 



大
 

三
。
 

一
 
は
 
上
 

林
 
村
に
 
あ
、
 
り、 

一
 
は
 
下
大
市
 
村
に
 
あ
り
、
 

一
 
は
 
鹿
 
S
 
村
に
 
あ
り
。
 

此
の
 

外
、
 武
庫
 
庄
 
村
に
 
淺
堀
 
塚
.
 井
堀
 
塚
、
 越
 
木
 
岩
 
村
に
 
平
 
塚
、
 律
 
門
 
村
に
 
權
現
 
塚
、
 西
大
島
 
村
に
 
天
童
 

塚
、
 上
 
原
 
新
田
 
村
に
 
車
 
塚
、
 小
 
林
 
村
に
 
穴
 
塚
、
 鹿
 
鹽
 
村
に
 
薦
 
塚
、
 西
 
富
 
松
 
村
に
 
新
 
林
 
塚
 
あ
り
。
 

舊
蒐
原
 
郡
の
 
部
 

三
 
陵
。
 

住
 
吉
村
求
 
女
 
塚
、
 俗
に
 
鬼
 
5
^
 
と
い
 

ふ
，
 

東
 
明
村
處
 

女
！
 T
 
 
*
 
泥
 
村
 
求
 
女
 
塚
。
 

阿
保
 

親
王
 

墓
。
 

打
 

出
 

村
に
 

あ
，
 

り。
 

四
 

畔
に
塚
 

六
 

あ
り
。
 

， 

131 保
 
曾
 
墓
。
 

岡
 
本
 
村
に
 
あ
 

^
、
墓
 
畔
に
小
 

5
^
 
 二
十
 
あ
り
。
 

俚
謠
 
に
い
 

ふ
、
 岡
 
本
の
 
を
 
さ
は
に
 

立
て
 

る
 
扁
保
曾
 

塚
、
 布
 
織
る
 
人
 
は
 
岡
 
本
に
 

あ
，
 り
と
。
 

未
だ
 
其
の
 
由
を
詳
 
に
せ
す
。
 

或
は
 

い
ふ
 
在
 
原
 
業
 
平
の
 
墓
な
 
り
と
。
 

石
窟
 

二
。
 

一
 
は
 
岡
 
本
 
村
に
 
あ
 
り
 
、
上
/
御
前
 
と
稱
 
す
。
 

一
は
 
野
 
寄
 
村
に
 
あ
 
り
、
 下
"
 
御
前
 
と
 
稱
す
"
 

倶
 
に
每
歲
 
正
月
 
三
日
 
野
 
寄
 
村
の
 
民
 
こ
れ
に
 
就
い
て
 
祭
る
。
 

其
の
 
故
を
考
 
ふ
る
な
 

し
。
 

此
 
の
 
外
、
 脇
 ュ
核
 村
 
に
 
天
 
王
 
墓
.
 和
理
 
墓
.
 畔
 
塚
、
 住
 
吉
 
村
に
 
卒
 
塚
.
 坊
 
塚
、
 熊
 
內
 
村
に
 
福
 
井
塚
.
 旗
 
塚
 
あ
 

,9。 
旗
 
塚
は
傳
 

へ
 
て
 
源
 
範
賴
.
 
義
經
旗
 
を
樹
っ
 
る
の
 
所
と
 

い
 
ふ
"
 

叉
 
平
野
 
村
に
 
伊
賀
 
塚
、
 葦
 

屋
 
村
に
 
鶴
 
塚
、
 條
原
 
村
に
 
鬼
 
塚
、
 三
條
 
村
に
 
岩
窟
 
塚
 
あ
、
 
り 

， 
岩
窟
 
塚
窟
中
 
丈
餘
，
 

又
 
打
 
出
 
村
 

の
 
西
岩
卒
 
山
中
に
 
數
塚
ぁ
 

、り、 呼
 
ん
で
 
八
十
 
塚
と
 
い
ふ
。
 

叉
 
御
影
 
村
に
 
荒
 
壤
ニ
、
 
生
 
田
 
村
.
 東
 

第
三
 

章
 

武
庫
 

地
方
 

上
代
の
 

遺
物
 

遺
 
蹟
 
 

四
 

五
 



神
 

戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 
 

四
 

六
 

明
 
村
に
 
各
 

一
 
あ
り
-
 

舊
八
部
 

郡
の
 

部
 

船
 

塚
.
 

女
 

郞
 

塚
.
 

耳
 

0
 

塚
、
 

共
 

に
 

宿
 

村
に
 

あ
.
^
。
 

御
 

塚
。
 

夢
 

野
 

村
に
 

あ
，
 

o。
 

塚
 

上
に
 

小
祠
ぁ
 

盗
人
 

塚
。
 

野
 

田
 

村
に
 

あ
，
 

-。
 

名
 

倉
 

塚
。
 

東
須
磨
 

村
に
 

あ
り
。
 

塚
 

上
に
 

祠
ぁ
.
 

り。
 

右
攝
津
 

志
收
む
 

る
 

所
、
 

岩
ケ
 

平
の
 

八
十
 

塚
な
る
 

群
集
 

墳
 

以
外
に
 

は
、
 

大
小
 

通
じ
て
 

僅
々
 

六
十
 

A
 

箇
 

を
數
 

ふ
る
に
 

過
ぎ
す
。
 

固
よ
り
 

其
の
 

當
時
 

存
在
せ
 

し
も
の
、
 

一
 

小
 

部
分
に
 

過
ぎ
ざ
る
 

べ
き
 

も
、
 

亦
 

以
て
 

享
 

保
の
 

頃
に
 

於
て
 

世
人
の
 

注
意
に
 

上
り
し
 

所
 

を
 

知
る
 

に
 

足
ら
ん
 

か
。
 

其
の
 

中
に
 

於
て
 

其
の
後
 

破
壤
 

削
除
の
 

難
に
 

あ
 

へ
る
 

も
の
 

亦
少
 

か
ら
す
 

、
而
 

し
て
 

其
の
 

以
外
 

他
の
 

諸
 

書
記
 

武
庫
 

地
方
の
 

す
る
 

も
 

の
、
 

現
 

に
 

存
在
す
 

る
 

も
 

の
、
 

亦
 

近
く
 

除
去
 

を
 

W
 

ふ
る
も
の
 

等
尙
 

多
し
。
 

今
 

是
等
を
 

一
括
 

著
名
な
る
 

古
 

墳
墓
 
 

し
て
 

其
の
 

重
な
る
 

も
の
 

を
觀
 

察
せ
ん
 

か
。
 

1 
、 

舊
 

武
庫
 

舊
 

武
庫
 

郡
の
 

部
 

郡
の
 
部
 

(
 

二
人
 

塚
。
 

武
庫
 

郡
の
 

西
に
 

あ
り
。
 

井
 

堀
 

.
淺
 

堀
と
 

云
 

ふ
 

二
人
の
 

古
墳
な
 

b
 

と
傳
 

ふ
と
 

攝
陽
 

群
談
 

に
あ
り
。
 

攝
津
 

志
に
 

所
謂
 

淺
堀
 

塚
.
 

井
堀
 

塚
な
る
 

も
 

の
、
 

今
 

所
在
 

を
 

失
 

す
。
 



香
 
攄
園
內
 
王
子
 ケ
塚
。
 
明
治
 
四
十
 
二
 
年
 
五
 

、
 
 

9  0 

*.CN 
と
、
 
<  ふ

 

東
 
高
 
塚
.
 中
 
高
 

西
 
高
 
塚
。
 
同
じ
く
 
香
攄
園
 

も
、
 

多
く
 

は
 

開
拓
の
 

際
 

破
壤
さ
 

れ
た
 

り
と
 

森
 
具
 
村
 
字
 
久
出
上
 
高
 
塚
。
 
石
窟
 
破
壊
。
 

岩
 

ケ
平
附
 

近
の
 

古
墳
 

は
 

今
 

多
く
 

破
壤
 

さ
れ
 

き
も
の
 
約
 
四
十
 
箇
に
 
及
ぶ
。
 

蓋
し
 
八
十
 

郡
 

大
社
 

村
の
 

部
に
 

屬
 

す
る
 

も
の
 

約
十
箇
 

甲
 

東
 

村
 

上
ケ
原
 

新
田
の
 

北
方
、
 

仁
.
 

川
の
 

南
畔
 

數
箇
存
 

す
。
 

此
の
 
外
 
大
社
 
村
廣
田
 
神
社
の
 
東
方
 
新
 
池
 

東
方
、
 

今
 

津
村
津
 

門
の
 

北
方
 

等
、
 

平
地
 

部
に
 

年
破
壤
 
さ
れ
て
 
其
の
 
蹟
は
 
池
と
 
な
 

. ̂
、
大
 

月
發
 
掘
。
 

金
 
環
.
 曲
 
玉
.
 土
 
器
.
 攀
人
 
骨
 
等
 
を
 
出
し
 

クし 

て 塚 

二
、
 

舊
冤
原
 

二
 

舊
蒐
原
 

郡
の
 

部
 

處
女
塚
 
三
 
基
。
 
前
旣
に
 
述
べ
た
り
。
 

萬
 

第
三
 

章
 

武
庫
 

地
方
 

上
代
の
 

遣
 

物
 

遺
蹟
 

內 石 

よ
 

KV の 塚 

に
あ
 

b
(
 

ふ。 

窟
を
 

露
出
 

名
 
《41 し

か
 

の
 
外
苦
樂
 

山
の
手
に
 

近
、
 

良
 

元
 

村
 

基
存
 
す
。
 

の
 
名
を
留
 

此
の
 
外
に
 

も
 
小
 
古
墳
 
點
在
 
せ
し
 

ら 力 中 

U 
現
 

さ
 

る
 

溫泉 

け
 

て
 

山
 
地
-
 

- 
- 

も
 

に
 

其
の
 

存
在
 

を
 

見
る
 

ベ
 

な
，
 

o。
 

其
の
 

中
舊
 

武
庫
 

附
近
に
 

も
 
數
箇
存
 

す
。
 

群
集
 
墳
 
あ
，
.
^
、
 今
尙
 
三
十
 

- 及
び
 

甲
 

東
 

村
下
大
 

市
の
 

津
 
門
の
 
鬼
 
塚
 
は
、
 明
治
 
五
 

め
、
 附
近
の
 
稻
荷
山
 
塚
 
僅
に
 
存
 
す
。
 

葉
集
以
 
來
傳
稱
 
す
る
 
所
の
 
蒐
原
處
 
女
に
 
關
 
す
る
 

四
 七
 



鋭 作 然孝陳 掘 發出打 

神
 
戸
市
 
史
^
 

錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

四
 
八
 
 

• 

も
の
 
に
あ
ら
ざ
る
 

な
 
り
。
 

阿
保
 
親
王
 
墓
。
 
前
に
 
出
づ
。
 

圆
墳
に
 

て
、
 環
 
*
 
の
跡
存
 

す
。
 
攝
津
 
志
に
 
「
四
 
蚱
有
冢
 
六
 
1
 

あ
れ
 
ど
 
も
、
 今
 
五
 
基
を
存
 

す
。
 

眷
て
 
此
の
 
塚
よ
 

b
 
古
 
鏡
 
十
 
面
 
を
 
出
し
た
 

る
 
事
 
あ
，
.
^
"
 

其
 

の
 
中
に
 

f 陳
孝
然
 
作
 
竟
」
 の
 
銘
文
 
あ
る
 
三
角
 
緣
の
 
神
獸
錢
 
あ
り
。
 

附
近
の
 
親
王
 
寺
 
亦
 
四
面
 

を
藏
 
す
。
 
共
に
 
所
謂
 
漢
式
 
鏡
に
 
し
て
、
 
蓋
し
 
支
那
 
魏
晋
 
時
代
の
 
も
の
と
 
推
定
 
せ
ら
る
。
 

而
も
 
之
 
を
 
阿
保
 
親
王
 
墓
に
 
擬
 
す
る
 
こ
と
 
由
 
來
颇
る
 
久
し
 

く
、
 旣
 
に
 
元
 
祿
 
の
攝
 
陽
群
談
 

に
-
 

「
仁
 
和
 
三
年
 
在
 
原
 
行
 
平
 
朝
臣
 
須
 
磨
に
 
配
流
の
 

時
、
 此
 
廟
を
遷
 
し
た
る
 
の
所
傳
 
た
り
」
 
と
 
あ
，
 9_ 

黃
金
 
家
。
 

精
 
道
 
村
 
打
 
出
 
村
落
の
 
畔
 
に
あ
り
。
 

朝
日
 
さ
し
 
夕
日
 
か
，
 V 
や
く
 
此
の
 
下
 
に
、
 黄
 
金
 

千
 
枚
 
S
 
萬
 
枚
の
 
例
の
 
俚
謠
 
あ
る
よ
 

b
 
此
の
 

俗
稱
 
あ
る
か
。
 

傳
 
へ
て
 
阿
保
 
親
王
の
 
黄
金
 

を
 
埋
め
 
給
 
ひ
し
 
も
の
な
，
 

9 
と
い
 

ふ
。
 
其
の
 

西
北
 
約
 
三
 
町
 
亦
圓
墳
 

あ
，
 9
。
 

岩
プ
平
 
古
墳
 
群
。
 
前
に
 
出
づ
。
 

其
の
 
大
部
分
 

は
 

ひ 
ざ C 

づか 

舊
蒐
原
 
郡
 
精
 
道
 
村
に
 
屬
す
。
 

俗
に
 
火
 
雨
 
塚
 

と
 
呼
び
、
 
或
は
 
往
古
 
穴
居
の
 
址
と
稱
 

す
。
 

近
 



時
 
庭
石
 
或
は
 
石
垣
 
用
の
 
石
材
と
 

し
 
て
、
 壙
 
を
 
崩
し
て
 
他
に
 
運
搬
す
 

る
 
も
の
 
多
き
 
が
 
如
し
。
 

此
の
 
西
 
南
、
 東
 
魔
屋
 
村
落
の
 
上
方
 
山
中
に
 

も
 
笠
が
 
塚
等
數
 
基
の
 
古
墳
 
あ
り
-
 

亦
 
多
く
 
發
 

掘
の
 
難
に
 
か
、
 

る
。
 

此
の
 
外
 
東
 
蘆
屋
.
 
山
 
蘆
 
屋
の
邊
 

に
 
も
 
古
墳
 
多
し
。
 

攝
津
 
志
に
 
所
謂
 
鶴
 
塚
亦
此
 
等
の
 
中
に
 

あ
る
か
。
 

鳥
 
塚
と
 
い
ふ
 

も
 
あ
り
。
 

扁
 
保
 
曾
 
塚
-
 
前
方
 
後
圓
墳
 
な
り
。
 

本
山
 
村
 
岡
 
本
 
梅
林
の
 
下
方
 
田
圃
の
 
間
に
 
あ
り
。
 

此
の
 

塚
 
嘗
て
 
發
掘
 
せ
ら
 

れ
、
 夔
 
鳳
 
鏡
 
外
 
五
 
面
の
 
古
 
鏡
 
及
び
 
曲
 
玉
.
 管
 
玉
.
 狭
 
璃
 
玉
.
 石
 
釧
等
 
を
發
見
 

す
。
 

今
 
東
京
 
帝
室
 
博
物
館
に
 

あ
り
。
 

附
近
に
 
小
墳
 
も
と
 
二
十
 
あ
り
き
 
と
い
 

ふ
。
 
蓋
し
 

所
謂
 
處
女
 
塚
な
 
ど
と
 
同
型
 
式
に
 
屬
 
す
る
 
も
の
。
 

其
の
 
或
る
 
物
よ
，
 
9 
嘗
て
 
內
法
 
長
さ
 
三
 

尺
 
五
 
分
、
 幅
 
一
尺
 
七
寸
七
 

分
、
 深
 
七
寸
の
 
小
刳
拔
 
石
棺
 
を
 
出
せ
し
 
事
 
あ
り
。
 

後
記
 
夢
 
野
の
 

小
 
石
棺
に
 
比
す
べ
き
 
も
の
と
 

す
。
 

上
の
 
御
前
"
 

同
村
 
岡
 
本
 
梅
林
の
 
西
方
に
 
あ
り
。
 

塚
穴
 
を
 
露
出
す
"
 

下
の
 
御
前
。
 

同
村
 
野
 
寄
に
 
あ
り
。
 

亦
 
塚
穴
 
を
 
暴
露
す
。
 

是
 
等
の
 
地
方
 
亦
 
小
墳
多
 
か
り
し
 

由
な
る
 

も
、
 多
 
く
 
は
 
除
去
 
せ
ら
る
。
 

岡
 
本
 
梅
林
 
中
の
 

一
 
古
墳
が
 
先
年
 
除
去
せ
ら
れ
 
た
る
 

時
に
 
發
 
見
さ
れ
 

て
 
他
に
 
移
さ
れ
た
 

る
 
小
 
石
棺
 

は
、
 內
法
 
長
さ
 
三
尺
 
五
分
、
 
幅
 

一
 
尺
 
七
寸
七
 

第
三
 
韋
 

武
庫
 
地
方
 
上
代
の
 
遺
物
 
遺
蹟
 
 

四
 九
 



神
 
戸
市
 
史
^
 

錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

五
 〇
 

分
、
 深
 
さ
 
七
寸
に
 
過
ぎ
す
。
 

中
に
 
人
 
骨
片
 
あ
り
-
 

武
具
 
等
も
發
 
見
さ
れ
 
た
り
と
 

い
ふ
。
 

蓋
し
 
後
に
 
記
す
 

る
 
神
 
芦
 
市
 
夢
 
野
の
 
小
 
石
棺
と
 
併
せ
 
考
ふ
 

ベ
 
き
も
の
な
 
り
と
 
す
 

• 

此
の
 
外
 
六
 
s- 
村
 
平
野
の
 
伊
賀
 
塚
、
 同
村
 
條
 
原
の
 
鬼
 
塚
 
幼
 
减
槪
赠
 
き
,
 
5
^
，
.
-
 
て
を
始
 
と
し
 

て
、
 

同
村
 

高
 

羽
入
幡
 

等
、
 

其
の
 

他
 

ー
帶
の
 

山
麓
^
 

«
少
 

か
ら
す
。
 

鬼
 

塚
 

は
 

四
方
よ
，
 

- 
削
り
取
 

ら
れ
 
た
る
 
爲
か
、
 今
 
は
 方
 墳
の
狀
 
を
な
 
し、 頂
上
に
 
石
室
の
 
天
井
 
石
 露
出
す
。
 
住
 吉
處
女
 
塚
 

の
 
東
 
及
び
 
柬
明
 
に
も
 
鬼
 
塚
と
 

い
 
ふ
 
あ
，
.
 > 。- 

舊
蒐
原
 
郡
の
 
西
部
 
は
 
今
祌
芦
 
市
に
 
入
る
。
 

項
 
を
 
改
め
て
 
記
述
す
べ
し
。
 

一一
 

一、
 

神
 

戸
市
 

3
 

神
 

市
 

內
の
部
 

の
 部
 
 

(
 

神
 

市
の
 
地
 
も
と
 
蒐
原
 
入
部
 

二
 
郡
に
 
涉
 
り
、
 其
 
の
 

た
，
 

o-
 

け
ん
こ
と
 

は
、
 

傍
 

近
 

他
の
 

地
方
と
 

異
な
る
 

と
こ
 

共
に
 

或
は
 

破
壤
 

せ
ら
れ
、
 

或
は
 

全
く
 

除
去
 

せ
ら
れ
て
 

世
に
 

知
ら
れ
 

て
、
 

其
 

の
 

痕
跡
 

を
 

止
 

め
、
 

若
 

く
 

は
 

槪
形
を
 

在
を
傳
 

ふ
る
も
の
に
 

至
，
 

0 
て
 

は
 

屈
指
に
 

暇
 

あ
ら
 

ざ
 

乙
女
 

塚
。
 

脇
，
 

濱
町
 

阪
神
 

電
車
 

線
路
の
 

南
に
 

あ
る
 

な
る
 

轰
原
處
 

女
の
 

墓
と
 

し
て
 

溥
 

へ
ら
れ
し
 

も
 

山
麓
 
丘
陵
に
 
古
墳
 
墓
の
 
少
 
か
ら
す
 
存
し
 

ろ
な
 

か
 

b
 

し
な
ら
ん
 

も
、
 

市
 

街
の
 

發
展
と
 

今存 する もの 多から 
す。 而もな ほ 

見
得
る
 

も
の
 

十
 

餘
に
及
 

び
、
 

嘗
 

て
 

其
の
 

存
 

る
な
，
 
9。 

小
 

塚
な
ら
。
 

蓋
し
 

萬
 

葉
 

集
 

以
來
の
 

情
話
 

の
か
。
 

舊
生
田
 

河
畔
 

を
 

距
る
約
 

十
七
 

町
、
 



今
 

川
 

了
 

俊
 

「
道
行
ぶ
 

、り
」 

に
 

謂
 

ふ
 

所
 

果
し
て
 

此
の
 

塚
な
、
 

り 
や
 

否
や
 

明
な
ら
 

す
、
 

攝
 

津
 

志
亦
此
 

の
 

名
 

を
 

言
 

は
 

ざ
れ
ば
 

稍
 

疑
な
 

き
に
 

あ
ら
ね
 

ど
、
 

旣
 

記
の
 

如
く
 

河
 

道
の
 

變
遷
 

な
ほ
 

尋
ぬ
 

ベ
 

く
、
 

之
 

を
 

今
の
所
 

謂
 

處
女
三
 

塚
に
 

比
す
る
 

に
、
 

古
 

傳
說
謂
 

ふ
 

所
に
 

近
き
 

に
 

似
た
り
。
 

新
田
 

義
 

負
が
 

上
り
て
 

敵
 

を
 

防
ぎ
た
り
 

と
い
 

ふ
 

求
 

塚
 

蓋
し
 

是
か
。
 

天
 

王
 

塚
。
 

乙
女
塚
の
西
に
ぁ
，
.
=
^
。
 

其
の
 

名
攝
津
 

志
に
 

見
 

ゆ
。
 

も
と
 

多
 

聞
 

天
 

を
祠
，
 

り
し
 

こ
 

と
な
 

ど
 

あ
り
し
 

よ
，
 

0 
此
の
 

名
 

を
 

得
し
 

か
。
 

前
者
 

果
し
て
 

傳
說
の
 

乙
女
 

塚
な
 

ら
ん
に
 

は
、
 

是
は
壯
 
夫
 
塚
の
 

一
 
に
て
も
 
あ
る
べ
し
。
 

和
理
 

«
。
 

前
者
の
 

東
北
に
 

あ
 

り
、
 

鐵
 

道
 

線
路
の
 

北
に
 

當
 

り
、
 

其
 

の
 

名
 

亦
攝
津
 

志
に
 

見
 

ゆ
。
 

但
 

其
の
 

位
置
 

稍
，
^
 

離
れ
 

て
、
 

壯
 

夫
 

51
^ 

の
 

一
と
 

言
 

は
ん
に
 

は
當
ら
 

ざ
る
が
 

如
 

し
。
.
 

此
の
 

外
 

攝
津
志
 

所
載
の
 

畔
 

塚
を
始
 

と
し
 

て
、
 

大
 

塚
 

其
の
 

他
 

無
名
の
 

小
墳
 

附
近
に
 

あ
り
し
 

も
、
 

電
 

車
 

線
路
 

布
 

設
の
際
 

多
く
 

は
 

除
去
 

さ
 

れ
、
 

衅
 

塚
 

は
 

今
 

脇
，
 

濱
小
 

學
 

校
の
 

敷
地
に
 

入
，
 

9 
た
 

b
 

と
い
 

ふ
。
 

大
塚
は
 

現
存
す
。
 

旗
 

塚
。
 

今
 

熊
 

內
に
旗
 

塚
 

通
の
 

名
 

あ
り
。
 

其
の
 

跡
存
 

す
と
 

い
ふ
。
 

攝
津
志
 

旗
 

塚
 

• 福
 

井
塚
の
 

熊
內
 

村
に
 

存
 

す
る
 

事
 

を
 

記
す
。
 

其
の
 

福
 

井
塚
 

は
 

下
 

筒
井
に
 

あ
り
し
 

も
、
 

明
 

治
 

三
十
 

六
 

年
 

道
路
 

開
設
の
 

際
 

除
去
 

せ
ら
 

れ
、
 

馬
 

骨
の
 

み
 

出
で
 

た
，
.
.
 

-
と
 

い
ふ
。
 

第
三
 

窣
 

武
庫
 

地
方
 

上
代
の
 

遺
物
 
遺
蹟
 
 

i 
一 



の
 
頃
 
工
事
 

田
 

村
荒
墳
 

の
 
一
部
 

は
-
 

本
 
通
 
五
 
丁
 

あ も 

神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

1 

生
 田
 町
 古
墳
。
 . 生
 田
 町
 

治
 
三
十
 
年
 

志
 

所
載
 

生
 

合
せ
 

石
棺
 

黄
金
 
塚
。
 
山
 

行
 
三
間
餘
 

ん
と
す
 

る， 

ら
 
ん
。
 

其
の
 
附
近
 

俗
 
W
 
よ
り
 

本
と
 

稱
す
 

赛
神
 塚
。
 
奧
 

ふ。 

御 塚。 夢 野に あり。 

前
方
 

後
 

面
に
 

し
て
 

環
 

得 る 平 

の
 
あ
り
。
 小
 
塚
 
二
 

た
る
 

名
 ま
、
 

も
 

と
 

野
に
 
あ
 

古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 

二
 
丁
目
の
 
地
內
 
も
と
 
大
小
-
 

の 
 

際 
 

洞窟
  

を發
見 
 

し、
 

種 々 ： 

1
 
と
い
 

ふ
 
も
の
 
是
か
。
 

此
 

• 生
 

田
 

町
 

四
 

丁
目
 

大
仙
 

寺
內
ー
 

目
に
あ
り
。
 

舊
 
中
宮
 
村
に
 
一
 

は
 
靡
 
坂
 
王
の
 
墓
に
 
擬
し
、
 
或
 

- 
黄
金
 

塚
と
 

は
 

例
の
 

朝
日
 

一
 

あ
、
 

り
。
 

一
 

を
 

氷
雨
 

塚
と
 

稱
 

な
る
べ
し
。
 

中
宮
の
 
地
舊
ー
 

是
 

等
の
 

塚
よ
り
 

起
り
 

し
 

名
 

一
 

り
。
 

天
 

保
 

年
間
 

發
 

掘
し
て
 

_ 

其
の
 
名
攝
津
 
志
に
 
見
 
ゆ
。
 

溝
 

あ
 

b
 

人
 

或
は
 

之
 

を
 

以
 

ヤ
 

七
 

八
 

個
の
 

古
墳
 

あ
.
 

の
 

遺
物
 

を
發
 

掘
せ
 

の
 
塚
よ
り
 
發
 
見
さ
 

に
 
移
さ
 

る
。
 

す
。
 

小
 

丘
に
 

し
 

は
 

A
 

田
 

皇
女
 

⑧
 

^
 

さ
し
 

云
云
の
 

俗
傳
 

す
。
 

石
窟
に
 

氷
雨
 

六
 基
 
あ
り
。
 
其
の
 

な
る
べ
し
。
 

直
刀
 

土
 

器
 

申
 

青
 

等
 

古
殿
 

神
社
 

境
內
の
 

靡
 
坂
 
王
の
 
墓
に
 
擬
 

五
 二
 

，り 
き
 

XV
 

と
 

れ 

- 
其
 

い
 

ふ
 

by
 

と
 

の
 
中
 
明
 

0
 
津
 

い
ふ
 

組
 

て
 
塚
穴
 
暴
露
 

し
-
 

の
 
 陵
に
 
 
擬
 

德
 
天
 

皇
 
后
 

よ
れ
る
 

も
の
 

を
 
避
 
け
 

中
大
塚
 

ク.！ 

と 

,9 

と 

し- 
-
奧
 

，
塚
 

を
 
出
し
た
 

b
 
と
 

塚
是
な
 

b
 

す
。
 

其
の
 

と 

ふ 

近
傍
 

に
 



も
も
と
 
古
墳
 
多
 
く
、
 字
 
塚
 
本
、
 字
 
塚
 
待
 
g
，
 
な
ど
 
皆
 
古
墳
に
 
起
因
す
 

る
 
名
稱
と
 
解
せ
ら
れ
、
 

其
の
 
地
よ
，
 
0
 
 土
 
器
.
 武
 
具
 
等
を
發
 
掘
せ
 
し
こ
と
 
あ
り
と
 

い
ふ
。
 

夢
 
野
 
村
 
中
 
尾
の
 
古
墳
。
 

夢
 
野
 
村
 
字
 
中
 
尾
 
及
び
 
之
 
に
 
隣
れ
 

る
 
字
廣
畑
 

本
 
等
の
 
地
 
亦
 
古
 
5
^
 

多
 
く
、
 住
 
宅
地
と
 
し
て
 
開
拓
の
 
際
發
 
掘
せ
ら
れ
 

た
 

る
 
も
の
 
大
小
 
九
 
基
に
 
及
ぶ
 
と
い
 

ふ
。
 
中
に
 
も
大
 

正
 
七
年
發
 
掘
の
 
字
 
中
 
尾
な
る
 

一
 
墳
の
 
如
き
 

は
、
 壙
 

の
 
奥
行
 
三
 
間
 
半
、
 其
 
の
 
奥
に
 
稀
 
有
の
 
小
 
石
棺
 
あ
り
、
 

長
さ
 
三
尺
 
六
寸
、
 
幅
 

一
 
尺
八
 
寸
、
 內
法
 
長
さ
 
僅
か
に
 

三
尺
 

一
 
寸
 
五
分
、
 
幅
 

一
 
尺
 
三
寸
、
 
深
さ
 

一
 
尺
に
 
過
ぎ
 

ざ
る
 
中
 
に
、
 頭
 
蓋
 
骨
 
二
 
筒
と
 
多
數
の
 
骨
片
 
を
錯
雜
 

し
 
て
 
存
 
し
 
た
 

，c^。 
蓋
し
 
現
に
 
琉
 
球
に
 
於
て
 
行
 
は
 

る
 

， 
が
 
如
く
、
 
我
が
 
往
時
に
 
於
て
も
 
洗
 
骨
の
 
葬
 
法
 

あ
り
し
 
證
據
 
と
な
す
 

ベ
 
き
も
の
に
 
似
た
り
。
 

差
 
方
 
塚
。
 

仲
 
町
 
二
 
 丁
目
に
 

あ
，
.
^
。
 

上
に
 
「
&
方
 

塚
」
 と
 
刻
す
 

る
 
碑
 
を
 
立
つ
。
 

蓋
し
 
攝
津
 
志
に
、
 

第
三
 

草
 

武
庫
 

地
方
 

上
代
の
 

遺
物
 
遣
蹟
 
 

五
三
 

夢 、 石 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 
兵
康
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 

大
 
納
 
言
 
國
綱
新
 
都
 
を
經
營
 
す
る
 
に
當
 

り
、
 1^3? を

 
- - 

て
し
 
も
の
な
る
 

べ
し
。
 

而
も
 

る 所の 如く、 此の 塚 蓋し 亦 

差
 
方
 
塚
と
 
稱
 
す
る
 
も
の
 
あ
 

治
 
二
十
 
八
 
年
の
 
頃
 
除
去
せ
-
 

著
者
 
並
 
河
 
氏
の
 
建
 

は
 

第
 

九
 

章
 

詳
說
す
 

別
に
 
荒
 
田
 
町
に
 

も
 

べ
し
。
 

此
の
 

塚
 

明
 

り
と
 い
ふ
。
 亦
 i 化 

姬塚。 化粧 塚。 共 

裁
判
所
の
 
附
近
に
 

に
、
 

楠
公
廟
 

所
の
 

東
 

琵
琶
 

塚
。
 

南
 

逆
瀨
川
 

へ
て
 

平
經
 

盛
の
 

子
 

る
が
 

爲
な
.
 

9 
と
 

兵
 

る
 

故
に
 

此
の
 

名
 

あ
 

寺
址
、
 

淸
盛
塔
 

所
在
 

に
 
黄
 
墓
 
を
 
築
き
し
 

>9 

五
 四
 

、 
に
 
計
る
 

と
 
あ
る
 
も
の
に
し
て
.
 

其
の
 

都
 

城
 

經
營
に
 

無
關
係
 

な
 

る
 

1
 
の
荒
墳
 

な
，
 り
し
 
も
の
な
る
 

ベ
 

き
。
 

兵
 

靡
 

名
所
 

記
 

等
 

謂
 

ふ
所
是
 

れ
 

て
、
 

當
 

時
 

巨
石
 

及
び
 

土
器
 

を
發
 

^
 
な
 
、
り
し
 
も
の
 
と
す
，
 

に
 
S
 
坂
 
本
 
村
に
 

あ
，
.
^
 
し
も
、
 
破
 

當
 

、り
、 

後
 

者
 

は
 

神
 

In
- 

停
車
場
の
 

に
當
 

b
 

て
 

二
 

基
の
 

墳
丘
 

を
 

描
 

町
、
 淸
 盛
 塔
の
 
附
近
に
 
あ
.
^
。
 

經
 
正
の
 
墓
と
 
い
ふ
。
 
之
を
琵
 

庫
 
名
所
 
記
 
に
あ
、
.
.
、
 
攝
 
陽
群
談
 

is- さ
れ
て
 
今
存
 
せ
す
。
 

前
 
者
 
は
 

構
內
 
な
り
 

き
 
と
い
 

ふ
。
 
元
祿
兵
 

出 し、 化 粧
 塚
と
 標
 す" 

碑
 
あ
り
 
「
琵
琶
 
塚
」
 の
 
三
 
字
 
を
 
刻
す
"
 

琶
 
塚
と
 
い
ふ
 

は
、
 其
 
の
 
形
 
琵
 
琶
 
に
 

に
 

は
、
 

經
正
 

愛
用
の
 

琵
琶
と
 

共
に
 

り
 
と
い
 

ふ
。
 
蓋
し
 
是
れ
亦
 
往
古
 
荒
 
a
-
 
の
 

一
 
歟
。
 
此
の
 
地
よ
，
 
り 

の
 
地
に
 
涉
 

て
、
 も
 
と
 
灣
內
の
 
砂
洲
な
 

b
 
し
も
の
 

, 
如
 
く
、
 早
 
く
 

も
の
 
に
て
も
 
あ
る
べ
し
。
 

琵
琶
 
塚
の
 
北
 
道
場
 
學
 
校
の
 
敷
地
 
內
 

碑
 
は
 

- 
一 
と
 

し
。
 

な
 

る
 

地
方
 

y
 

菌
 

似
 

た
 

埋
む
 

八
楝
 

よ 



数
個
の
 
朝
鮮
 
式
 
古
陶
 
器
を
發
 
掘
せ
 
し
こ
と
 

あ
，
 9。 

^
 
塚
.
 女
 
郞
 
塚
.
 耳
"
 語
 
塚
。
 
共
に
 
宿
 
村
に
 
あ
り
と
 
攝
津
 
志
に
 
見
 
ゆ
る
 

も
、
 今
 
其
の
 
所
在
 
を
 
明
か
 

こ
せ
す
。
 

鉤
"
 
林
に
 
字
女
郞
 
隣
と
 
稱
 
す
る
 
地
 
あ
る
 

も
.
 此
 
の
 
女
郎
？
^
 

と
 
は
 
位
 
a
 
異
な
，
 
り。 

舊
夙
 
村
の
 
西
南
、
 
今
の
 
鐘
 
淵
 
紡
績
 
會
社
 
前
に
 
も
と
 
三
 
基
 
あ
り
き
 

と
 
云
 
へ
ば
、
 
或
は
 
此
 
等
に
 

當
る
 
も
の
 

か
.
 
元
祿
の
 
兵
庫
圖
 

に
、
 淸
 
盛
 
塔
の
 
南
 
方
、
 藥
 
仙
 
寺
の
 
西
に
 
隣
 
b
 
て
 
夙
 
村
と
 
標
 

し
、
 其
の
 
東
北
 
松
林
の
 
中
に
 

も
 

一
 
墓
の
 
墳
丘
 
を
 
描
出
す
。
 

此
の
 
邊
亦
 
琵
琶
 
塚
の
 
地
よ
り
 

續
 
き
 
て
、
 早
 
く
 
生
成
せ
 
し
洲
 
島
な
，
 
9 
し
も
の
 
な
る
 

ベ
 
し
。
 

念
^
 
山
 
古
墳
。
 
舊
西
尻
 
池
 
村
 
海
岸
の
 
砂
丘
 
山
に
 
あ
り
。
 

今
 
僅
に
 
其
の
 
形
を
存
 
す
る
 

も
、
 曾
 

C
J
S
S
f
^
 
を
 
表
 
は
せ
 

る
 
埴
輪
 
片
等
を
 
得
た
 

る
 
こ
と
 
あ
り
。
 

以
て
 
其
の
 
時
代
の
 
古
き
 
を
 
知
 

る
べ
 

し
。
 

灤
塚
。
 

前
者
の
 
西
北
に
 
あ
り
。
 

明
治
 
三
十
 
六
 
年
の
 
頃
 
新
道
 
開
鑿
の
 
際
に
 
除
去
 
せ
ら
る
。
 

雀
 
塚
。
 
前
者
と
 

一
 刈 
藻
 
川
を
夾
 
み
て
 
西
方
に
 
あ
り
。
 

明
治
 
三
十
 
九
 
年
 
此
の
 
地
に
 
別
 
莊
を
起
 

す
に
 
當
 
り
て
 

一
 
部
 
を
 
削
り
、
 
土
器
.
 
金
環
.
 
直
刀
.
 
珠
玉
 
等
を
發
 
掘
す
。
 

後
 
塚
の
 
西
に
 

も
 

一
 
古
 

賁
 
あ
り
。
 

其
の
 
他
 
數
箇
の
 
塚
 
あ
-
^
 
し
こ
と
 
を
傳
 
ふ
る
 

も
 
今
 
明
な
ら
 

す
。
 

此
の
 
外
 
盗
人
 
塚
 
野
 
田
 
村
に
 
あ
 

、り、 名
 
倉
 
塚
 
東
 
須
磨
村
 
に
あ
る
 
よ
し
 
攝
津
志
 

に
 
見
え
、
 
長
 
田
 

泉
 

第
三
 
章
 

武
庫
 
地
方
 
上
代
の
 
遺
物
 
遣
蹟
 
 

五
 五
 



神
 
戸
市
 
史
刖
錄
 

一 
古
代
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

五
六
 

寺
の
 

方
 

面
、
 

板
 

宿
 

夫
 

手
の
 

方
面
に
 

も
 

古
墳
の
 

存
在
 

を
傳
 

ふ
る
 

も
 

今
 

一
 

々
之
 

を
詳
 

に
せ
 

や
。
 

右
 

記
す
 

る
 

所
に
 

し
 

て
、
 

旣
 

に
 

削
ギ
の
 

難
に
 

遭
へ
 

る
 

も
の
 

亦
少
 

か
ら
ざ
る
 

べ
し
。
 

要
す
る
に
 

今
の
 

神
 

IE
- 

市
內
に
 

於
て
も
、
 

海
岸
の
 

砂
丘
 

上
よ
り
 

山
の
手
の
 

山
麓
 

丘
陵
 

等
、
 

各
 

處
 

古
代
 

墳
墓
 

は
 

散
在
 

せ
し
 

な
ら
ん
 

も
、
 

孰
 

れ
も
 

其
の
 

由
 

緖
を
詳
 

に
せ
 

す
、
 

た
 
 

>
 
 

是
 

等
の
 

地
方
に
 

旣
に
奈
 

良
 

朝
 

以
前
に
 

於
 

て
、
 

住
 

民
 

頗
る
 

多
 

く
、
 

有
 

力
 

者
の
 

少
 

か
ら
 

ざ
り
 

し
こ
と
 

を
 

示
す
 

に
 

止
ま
る
 

の
み
。
 

(
本
 

項
 

古
墳
 

墓
の
 

記
事
 

は
、
 

福
 

原
潜
 

次
 

耶
.
 

梅
 

^
末
 

治
兩
 

1!;
; 

の
 

調
査
 

に
 

基
づ
く
 

所
少
 

か
ら
す
。
)
 

四
、
 

銅
鐸
の
 

發
見
 

武
庫
 

地
方
 

紫
 

武
庫
の
 

地
方
 

石
器
時
代
よ
，
.
.
'
 

引
續
 

き
、
 

古
 

築
造
 

時
代
の
 

考
古
學
 

的
 

遺
物
 

造
 

積
«
 

る
 

多
き
 

見
の
 

銅
鐸
 

の
 

み
 

な
ら
す
，
 

亦
 

ベ
 

き
 

現
象
な
 

b
 

王
 

墓
 

修
理
の
 

際
 

村
津
 

門
に
 

於
て
 

打
 

出
の
 

銅
鐸
 

共
に
 

發
 

見
せ
ら
 

二
 

筒
の
 

銅
鐸
が
 

發
 

見
せ
ら
れ
 

て
、
 

現
 

に
 

保
存
 

せ
ら
る
 

， 
は
 

考
古
學
 

上
 

注
意
す
 

と
す
。
 

其
の
 

一
 

筒
 

は
 

精
 

道
 

村
 

打
 

出
の
 

親
王
 

寺
に
 

あ
り
。
 

元
祿
 

年
中
 

阿
保
 

親
 

附
近
よ
り
 

發
 

見
せ
ら
れ
し
 

も
の
に
し
 

て
、
 

他
 

の
 

一
 

箇
は
 

明
治
 

十
三
 

年
に
 

今
津
 

發
 

見
せ
ら
 

れ
、
 

同
 

地
の
 

前
 

田
 

某
氏
の
 

有
に
 

歸
す
。
 

高
さ
 

約
 

一
 

尺
 

五
寸
、
 

流
水
 

紋
を
 

有
す
。
 

環
 

溝
 

中
よ
り
 

古
 

鏡
 

及
び
 

石
帶
の
 

石
と
 

れ
 

た
り
と
 

云
 

ふ
 

も
、
 

も
 

と
 

塚
と
 

は
無
關
 

係
の
 

も
の
な
る
 

べ
し
。
 

津
 

門
の
 

銅
鐸
 



銅
鐸
と
 
は
 何
 

ぞ
ゃ
 

津 發 多 打 發 鐸 

高
さ
 
約
 

一
 
尺
 
三
寸
 
五
分
、
 
装
 
裟
襻
紋
 

を
 
有
す
。
 

字
 
東
芝
 
舊
名
 

尺 の
 
垣
 
內
の
畠
 
地
 

識
者
の
 
間
に
 

も
 
其
の
 
何
物
た
 
る
か
 

の
 
古
き
 
時
代
の
 
遺
物
な
る
 

は
 
明
な
 

中
心
と
し
 

て
、
 

西
 

は
中
國
 

及
び
 

四
國
 

見
.
 

安
 

藝
 

に
 

出
 

で
、
 

伊
 
 

一
 

0^
 

に
も
 

出
で
 

た
 

れ
 

る
が
 

如
 

く
、
 

而
 

も
 

其
の
 

埋
沒
 

の
數
 

れ
て
 
學
界
に
 
報
告
せ
ら
れ
 
た
る
 
數
 

千
數
 

百
年
 

前
の
 

邦
人
に
 

よ
り
て
 

旣
 

の
 

四
 

近
 

地
方
の
 

或
る
 

住
民
 

間
に
 

甚
だ
 

多
 

第
三
 
章
 

武
庫
 
地
方
 
上
代
の
 

遣
 
物
 
遺
 
0
 

の
處
 
に
て
 
發
見
 

れ
て
川
 
邊
郡
川
 

尺
五
寸
 
五
分
、
 
袈
 

銅
鐸
の
 
何
物
な
 

致
 
を
 
見
る
 

に
 
至
 

を
詳
 
に
せ
 

す
、
 勿
 

り
と
 

す
 

其
の
 

の
 
中
部
 
以
東
の
 

は
 
頗
る
 
多
く
し
 

の
み
に
 

て
 
も
、
 旣
 

に
 
忘
れ
ら
れ
た
 

使用
せ 

に
 
灌
漑
 
用
の
 
井
 
を
 

せ
し
 

も
の
な
 

り
と
 

西
 
村
よ
り
 

も
、
 明
 
治
 

裟
襻
紋
 

の
 

一
 
箇
を
 

る
か
に
 
就
い
て
は
、
 

ら
 
ざ
れ
 
ど
 
も
、
 旣
 
に
 

論
 
傳
世
品
 

も
 
世
に
 

發
 
見
せ
ら
 

る
 

、 
範
 

地
 

方
、
 

東
 

は
 

遠
 

江
.
 

美
 

も
、
 

む
し
ろ
 

特
殊
の
 

て
、
 

明
治
 

以
來
 

五
十
 

に
 
八
十
 
箇
に
 
近
し
 

る
 
程
の
 
古
き
 
時
代
 

ら
れ
 

た
り
し
 

も
の
 

掘
り
し
 

際
、
 

地
 

下
 

四
 

五
 い
ふ
。
 

又
 

稍，
、 

東
北
に
 

四
十
 
四
 
年
に
 
高
さ
 
約
 

發
 
見
せ
，
 
9。 

學
者
 
間
の
 
意
見
 
未
だ
 

千
 

二
三
 

百
年
 

前
の
 

博
 

知
ら
れ
 

* さ
り
し
 
ほ
ど
 

圍
は
槪
 

し
て
 

畿
內
を
 

濃
 

• 越
 

前
 

(
稍
 

t 
離
れ
 

て
 

石
 

例
と
 
解
す
 
ベ
 
し
)
 を
 
限
 

餘
 
年
間
に
 
發
 
見
せ
ら
 

- 
然
 

ら
ば
 

此
の
 

品
 

は
、
 

に
 

於
て
、
 

畿
內
 

及
び
 

其
 

に
 

し
て
、
 

而
も
 

其
の
後
 

五
 七
 



神
戶
市
 
史
刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

五
八
 

何
等
か
の
 
事
情
に
 
よ
り
て
 
全
く
 
世
に
 
失
 
は
 
れ
、
 忘
却
 
せ
ら
 

る
 

ざ
る
べ
 

か
ら
す
。
 

之
 

を
 

銅
 

錄
 

と
稱
 

す
る
 

も
、
 

其
 

の
 

實
鐸
の
 

類
 

し
ろ
 
支
那
 
三
代
 
頃
の
 

m
l
 
鐘
に
 
似
た
 

る
 
も
の
な
 

り
。
 
然
る
に
 

士
本
 
器
に
 
就
い
て
 
知
識
 
を
 
有
せ
 

す
、
 單
 
に
 
其
の
 
本
邦
 
品
と
 
趣
 

育
 
王
の
 
塔
鐸
 
な
ら
ん
 
と
考
定
 
せ
し
 
誤
を
繼
 
承
せ
 

る
 
も
の
な
 

に
も
 
朝
鮮
に
 

も
 
未
だ
 
是
れ
 
あ
る
 
を
 
見
す
、
 
全
く
 
本
邦
 
特
有
の
 

や
 
本
邦
に
 
於
て
 
製
作
せ
ら
れ
 
た
り
し
 
も
の
に
 
外
な
ら
 

す
。
 

偉
な
る
 
割
合
に
 
實
體
 
極
め
て
 
薄
 
く
、
 殊
 
に
 
把
手
の
 
緣
 
頗
る
 
鋭
 

に
 
適
せ
 

す
、
 鐘
 
と
し
て
の
 
實
 
用
に
 
供
す
べ
き
 
に
あ
ら
 

す
。
 

蓋
 

し
 
て
、
 而
 
も
實
 
質
の
 
之
に
 
伴
 
は
ざ
る
 

一
 

の
觀
 
賞
品
 

か
、
 若
 
く
 

が
 
如
き
、
 

一
 
稀
の
 
寶
器
 

た
，
.
^
 
し
も
の
 
に
て
も
 
あ
る
べ
し
。
 

ァ
 

得
た
 
る
鐵
 
製
の
 
實
 
用
品
た
 

る
 
锹
先
を
 
尊
重
す
 

る
 
あ
ま
 

り
、
 
は
 

を
の
み
 
摸
 
し
、
 威
 
靈
 
あ
る
 
寶
 
器
と
 
し
て
 
珍
藏
 
せ
し
 
も
の
に
し
 

武
士
の
 
胄
に
附
 
す
る
 
鍬
 
形
の
 
如
き
 
も
の
と
 

な
 
り
、
 
全
 
然
本
來
 

な
り
。
 

銅
 

録
亦
是
 

と
 

歸
 

趣
 

を
 

一
に
 

し
、
 

支
 

那
の
古
 

銅
器
な
る
 

， 
に
 
至
 
b
 
し
も
の
 
な
 

に
 
は
 
あ
ら
す
 

し
 
て
、
 其
 

之
 
を
 

と
稱
 
す
る
 

は
-
 

を
 
異
に
す
る
 

を
 
見
 
て
-
 

b
 

と
す
。
 

而
も
 

此
の
 

も
の
な
る
 

よ
 
b
 
之
 
を
 

其
の
 
製
作
 
を
 
見
る
 

に
-
 

利
に
 
し
 
て
、
 懸
 
下
し
て
 

し
 

其
の
 

外
形
 

を
の
み
 

は
 
ア
イ
 

ヌ
 
が
 
娥
先
を
 

イ
ス
の
 
鍬
 
先
 
は
 
も
と
 

て
 
は
 
他
の
 
材
料
 
を
以
 

て
、
 

其
の
 

形
 

も
轉
々
 

し
 

の
 

性
質
 

を
 

失
 

ふ
に
 

至
 

馬
 
鐘
の
 
形
 
を
の
み
 
摸
 

b
 

と
 

解
せ
 

の
 

型
式
 

む
 

_ 古
代
の
 

人
 

_ 印
度
の
 

阿
 

器
 

は
 

支
那
 

觀
 
れ
 
ば
、
 必
 

，
外
 

觀
の
雄
 

之
 

を
 

打
つ
 

IBI 鐘
に
 
擬
 

尊
重
す
 

る
 

邦
人
よ
り
 

て
 
其
の
 
形
 

て
、
 

遂
 

に
 

は
 

れ
る
 

も
の
 し
 

て
、
 

漸
 

々
 



新
 
意
 
匠
 
を
 
之
 

然
 
ら
ば
 
是
れ
先
 

に 
於て
、 

普
通
の
 

異
樣
の
 
鏡
鑑
と
 

き
も
の
に
 

似た
， 

9 

本
邦
 
古
 
へ
 
秦
 

鄕
に
 
分
れ
、
 
豊
島
 

皇
の
朝
 

秦
民
分
 

加
 

へ
、
 

遂
 

に.
 

今
 

曰
發
掘
 

秦
の
 
遺
品
の
 
系
統
 
を
 

漢
式
 
鏡
と
 
は
 
全
然
 
趣
 

共
に
 

一
 
個
の
 
銅
鐸
が
 

びと 

人
の
 
分
布
 
多
 
く
、
 旣
 

ロ
^
 
に
 

引け 

を
異
 

發
見
 

攝
 
津
 

い
か
づ
ち
 

雷
 

を
し
て
 

大
隅
 

得
て
 
秦
酒
 
公
に
 

落
し
た
り
 し
こ
 

移
，
.
^
 
て
 
朝
鮮
に
 ふ

。
 

而
も
 

同
じ
 

人
 

を
、
 

今
 

來
卽
ち
 

に
 
歸
 
化
せ
 
し
 
も
 

第
 
三
 
章
 郡
 
に
も
 
秦
上
.
 
秦
 
下
の
.
 

散
し
て
 

臣
連
 

等
に
：
^
 

阿
多
の
 
隼
 
人
 
を
率
&
 

賜
 
ふ
と
 
あ
，
 es。 

蓋
し
 

と
 
を
 
示
せ
る
な
 

り
。
 

一 

あ
 

り
、
 

應
 

神
 

天
皇
の
 

十
一
 

御
代
の
 
二
十
 
年
に
 
、
十
-
 て
 
 之
 

當
時
 

史
を
 

JZ 
年
 七

縣
 

よ
 
れ
 

の
 

あ
り
し
 

こ
と
 

を
 

知
る
 

ベ
 

武
庫
 
地
方
 
上
代
の
 
遺
物
 
遺
蹟
 

. 

いまき
の 

あやび
 

と 

新
奠
 

人
と
 

稱
 

す
る
 

_ 

之
 

を
 

見
 

る
 
も
の
 

に し、 恐 

せ
ら
れ
 

に
 

於
て
 あ
 

i
 

ら れ、 其 

を
搜
索
 

秦
民
多
 

案
す
 

る
 

部
下
 
百
 

の
 
黨
 
類
 

ば
、
 

是
 

よ
 

く
、
 

是
 

れ
 

る
が
 
如
き
 

と
 

見
る
 

ベ
 

ら
く
 

先
秦
 

た
る
 

も
の
 

も
 

有
 

馬
 

郡
 

人
の
 
建
て
 

ひ
 - 
e
|
 使
す
 し

、
 

九
十
 

二
 

く
 
其
の
 
獨
 

に
秦
 

氏
の
 

二
十
 

縣
の
 

を
 

擧
げ
て
 

,0- 
も
 
S
 
き
 

き
 
ち
 

5h:> 謂
 も
の
と
 
な
り
し
 
な
ら
ん
 

か
。
 

く
、
 

大
正
 

七
 

年
 

大
和
 

南
 

葛
 

城
 

の
 
型
式
と
 

も
 
認
め
ら
 

る
 
ベ
 

は
、
 

偶
 

< 
以
て
 

之
 

を
 

裏
書
き
す
 幡
多
 

(
秦
)
 

鄕
 

あ
り
、
 

上
下
の
.
 

し
鄕
 
な
る
 
を
 
知
る
。
 

ちい
 

さ 
一 ) 

る
 
所
た
、
 
り
し
 
を
以
 

て
、
 小
 
子
 

部
 

一
 
萬
 
八
 
千
 
六
 
百
 
七
十
 
人
 

立
 を
 失
 ひ、 奴
婢
の
 境
遇
に
 

祖
 
は
秦
始
 
皇
帝
の
 
後
に
 
し
 

人
夫
 
を
率
ゐ
 

て
 
歸
 
化
す
と
 

是
も
 
朝
鮮
よ
，
 
9 
歸
 
化
せ
し
 

古
へ
 
に
 於
 
て
、
 漢
 人
の
 
多
く
 

秦
人
 
な
り
し
 
も
の
な
 
ら
ん
 

五
 九
 

き ベ 天 

ベの 

部 

て、 

漢 我 



神
 

戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
、
 

ぷ 

朝
鮮
 
に
て
も
 
秦
 
韓
人
 
は
 
秦
の
遗
 
民
と
 
傳
へ
、
 
後
 

朝
鮮
に
 
於
て
 
旣
に
秦
 
a
 
人
に
 

新
の
 
別
を
認
 

羅
 

よ，..' 
我
に
 
歸
化
 

し
、
 或
 
は
大
國
 
主
神
と
 
地
 
を
 

あ
り
。
 

當
時
 

未
だ
 

新
羅
な
 

し
、
 

蓋
 

し
秦
 

漢
人
 

渡
 

心
と
 
し
て
 
其
の
 
四
 
近
に
 
あ
り
。
 
秦
溪
 
人
傳
へ
 

ら
ば
 

此
の
 

日
 

槍
傳
說
 

る
 

所
 

は
 

太
古
 

秦
 

a
 

人
 

し
 

其
の
 

裔
 

な
る
べ
し
。
 

我
が
 

史
の
秦
 

人
渡
來
 

し
 

事
 

を
 

云
へ
 

る
 

は
、
 

其
 

の
秦
 

漢
人
た
.
.
^
 

し
 

事
 

を
 

と
 

を
 

云
へ
 

る
 

は
、
 

所
謂
 

樂
浪
 

.
帶
 

方
の
 

漢
人
た
 

る
 

神
と
 

地
を
爭
 

ひ
て
 

戰
を
交
 

へ
た
る
 

由
の
 

傳
說
 

1
 
時
畿
內
 
及
び
 
四
 
近
 
地
方
に
 
繁
延
 

し
、
 幾
分
 
故
 

世
の
 
扁
 
鐘
に
 
凝
し
て
 
所
謂
 
銅
 
鋒
 
を
 
造
 
，9、 之

 
を
 

に
 
其
の
後
 
彼
等
 
は
 
他
 
民
族
の
 
壓
迫
を
 
受
け
 

て
-
 

落
 

し
、
 

其
 

の
寶
 

器
の
 

如
き
 

も
 

或
は
 

之
 

を
 

土
中
 

若
 

る
 
知
識
 
を
 
失
 
ふ
に
 

至
.
.
^
 
し
も
の
 

か
。
 
邦
人
の
 =! の
沿
苹
 
 

六
〇
 

に
 
移
住
せ
 
し
樂
浪
 
.
帶
 
方
の
 
漢
人
と
 
區
 
別
す
。
 

め
た
り
 

し
な
，
 

り。
 

我
 

國
に
は
 

太
古
 

天
日
 

槍
 

新
 

爭
ひ
、
 

或
は
 

近
 

幾
の
 

谷
地
 

を
遍
歷
 

す
と
の
 

傳
說
 

來
の
事
 

を
 
謂
 
へ
る
な
，
.
.
^
"
 

其
の
 
族
 
畿
內
を
 
中
 

て
 
秦
の
遺
 
K
 
の
 
流
 
移
せ
る
 
も
の
と
 
な
す
。
 

然
 

の
 
渡
來
を
 
云
へ
 

る
 
も
の
に
し
 

て
、
 後
 
の
秦
民
 
蓋
 

の 傳說に も、 其 の 新羅に 
抑 SH せられた，. 

=^ 

示
 

し
、
 

濱
 

人
の
^
 

方
に
 

止
ま
，
.
^
 

し
も
の
 

た
る
 

こ
 

こ
と
 
を
 
g
£
 
れ
 
る
な
る
 

べ
し
。
 

日
 
槍
が
 
大
國
主
 

は
播
磨
 
風
土
記
に
 

あ
り
。
 

彼
等
 
は
斯
 
く
し
て
 

國
の
 
文
明
 
を
 
保
存
し
て
 
鑄
 
造
の
 
術
 
を
 
有
 
し
、
 往
 

其
の
 
徒
の
 
寶
器
 
と
せ
し
 
も
の
な
 
ら
ん
。
 

然
る
 

，
遂
に
 

分
散
 

驅
使
 

せ
ら
る
 

、
奴
婢
の
 

境
遇
に
 

墮
 

く
 
は
麋
窟
 
中
に
 
隱
匿
 

し
、
 遂
 
に
 
全
く
 
之
に
 
關
す
 

壓
迫
を
 
受
け
た
 

る
 
ア
イ
 
ヌ
が
鍬
 
先
 
を
 
巖
窟
等
 



に
隱
し
 
て
、
 ひ
 
ひ
に
 
全
く
 
之
 
を
 
忘
る
、
 

に
 
至
り
し
 
こ
と
 
少
 
か
ら
ざ
る
 
實
例
 
は
、
 偶
，
^
 以
て
 
彼
等
の
 

末
路
 

を
徵
 

す
る
 

に
 

足
ら
ん
。
 

銅
鐸
が
 

屢
：
 

土
窟
 

中
 

或
は
 

巖
窟
 

中
よ
 

. 
^
、
數
 

箇
相
妓
 

び
て
 

故
意
に
 

埋
め
た
 
る
狀
 
態
の
 
下
に
 
發
 
見
せ
ら
 
る
、
 

は
 
之
 
を
 
裏
書
す
 

る
 
も
の
と
 
謂
 
ふ
べ
 

し
。
 

其
の
 
秦
民
 

の
應
神
 

朝
の
 

渡
 

來
を
傳
 

ふ
る
 

は
、
 

雄
 

略
 

天
皇
の
 

朝
に
 

秦
民
を
 

授
け
ら
れ
て
 

是
が
 

長
と
 

な
，
 

9 
し
 

秦
 

氏
の
 

祖
が
、
 

此
の
 

時
渡
來
 

し
た
り
と
の
 

家
傳
を
 

有
し
、
 

爲
 

め
に
 

其
の
 

部
下
の
 

も
の
 

も
、
 

此
の
 

時
 

共
に
 
率
ゐ
來
 
り
た
り
 
と
傳
 
ふ
^
に
 
至
り
し
 
も
の
な
 
ら
ん
 

か
。
 

五
、
 

遣
 

物
 

遺
蹟
よ
り
 

見
た
 

る
 

武
庫
 

地
方
の
 

古
代
 

住
民
 

武
庫
 
地
方
の
 

武
庫
 
地
方
に
 
太
古
 
佐
 
伯
 
部
卽
.
 
ち
 
ア
イ
ヌ
族
の
 
民
の
 
住
し
た
り
 
け
ん
こ
と
 

は
 、
未
だ
 
遺
蹟
の
 

佐
 ：5 部

 

的
確
な
る
 

證
左
 

な
き
 

も
、
 

猪
 

名
 

縣
の
佐
 

伯
 

部
の
 

古
傳
說
 

よ
く
 

之
を
證
 

す
る
 

に
 

足
ら
ん
 

か
。
 

彼
 

等
 

は
仁
德
 

天
皇
の
 

頃
ま
で
 

も
な
 

ほ
 

猪
 

名
縣
に
 

殘
存
し
 

て
、
 

遂
 

に
 

安
藝
に
 

移
さ
れ
た
、
 

り
と
 

傳
へ
 

ら
る
。
 

近
畿
の
 

蝦
夷
 

を
 

他
に
 

遷
 

せ
し
 

事
 

は
、
 

日
本
 

紀
景
行
 

天
皇
 

五
十
 

一
 

年
條
 

に
、
 

「
蝦
夷
 

は
 

こ
れ
 

も
と
 

獸
心
ぁ
 

り
、
 

中
 

國
に
 

住
ま
し
 

め
 

難
 

し
、
 

故
 

に
 

其
の
 

情
 

願
に
 

隨
ひ
邦
 

幾
の
 

外
に
 

班
せ
 

し
 

む
」
 

と
 

あ
る
に
 

よ
り
て
も
 

見
る
 

ベ
 

く
、
 

武
庫
 

地
方
の
 

佐
 

伯
 

部
 

も
 

漸
次
 

他
に
 

移
さ
れ
 

て
、
 

菟
锇
 

野
の
 

鹿
 

の
 

傳
說
を
 

有
す
る
 

佐
 

伯
 

部
 

は
、
 

其
 

の
 

最
後
ま
で
 

も
殘
存
 

せ
し
 

も
の
な
 

り
し
な
 

ら
ん
 

か
。
 

而
も
 

山
 

第
三
 

窣
 

武
庫
 

地
方
 

上
代
の
 

遺
物
 
遺
蹟
 
 

六
 

1 



祌
 

戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 
 

六
 

二
 

良 

彌
生
式
 
民
族
 

素 世 し 

に
 

は
な
 

ほ
 

住
々
 

朝
の
 
初
な
 
ほ
 
隣
 

た
り
。
 

以
て
 

類
 

ア
イ
ヌ
族
 

に
つ
 

と
 

認
め
ら
 

る
 

、 

を
爲
 

せ
る
 

も
の
 

-.
. 

^
て
 

大
國
 

主
神
 

觸
を
 

示
せ
る
 

も
 

散
 

亡
し
、
 

有
力
者
 

民
族
 

を
 

同
化
 

融
 

墓
 

を
 

遺
す
 

の
狀
 

方
の
 

み
に
 

限
ら
 

ま
で
 

も
 

此
の
 

地
 

の
 

發
 

見
と
 

相
俟
 

て
、
 

與
眛
 

深
き
 

點
 

彼
等
の
 
遺
孽
の
 
山
人
と
 
し
 

唯 播
磨
 
神
前
 

す
-
る
に
 

ni- 

い
で
 

此
の
 

地
 

彌
生
式
 

土
器
 

な
，
^
。
 
而
し
 

土
地
 

を
爭
 

な 、り。 斯 

驅
使
 
せ
ら
 

せ
し
め
て
-
 

と
な
り
し
 

近
畿
 

ー
帶
 

に
 

佐
 

伯
 

部
 

て
、
 

此
の
 

地
 

>9 
と
 
す
。
 

と 合 方 な 

郡
の
 

山
間
に
 

ら
 
ん
。
 

方
に
 

蔓
延
せ
 

使
用
の
 

民
族
 

て
播
磨
 

風
土
 

ひ
き
と
い
 

ふ
 

„ 

く
て
 
秦
人
 

一
 

る
 

， 
の
狀
態
 所
 

謂
 

蒐
 

原
の
 

も
の
な
 

b
 

と
 

の
 

地
方
の
 

共
 

殘存 し、 獸獵 

て
存
 
し
た
，
 り
し
 も
の
 
も
 

異
 

俗
人
の
 

所
々
 

に
 

住
せ
 

し
 
石
器
時
代
の
 
住
民
 
は
、
 

に
 

し
 

て
、
 

赏
 

に
 

後
の
 

日
本
 

記
の
 

傳
 

ふ
る
 

所
に
 

從
へ
 

蓋
し
 

此
の
 

民
族
と
 

銅
 

時
勢
 

力
 

を
 

得
し
が
 

如
き
 

と
な
 

b
 

、
つ
 

い
で
 

天
孫
 

E
 

三
 
處
女
塚
 

を
 
始
め
 
と
し
 

解
 

せ
ら
る
。
 

是
 

等
は
必
 

同
に
 

經
過
 

せ
し
 

變
遷
な
 

あ
、
 り
し
な
 
ら
ん
。
 

奈
 

し
こ
と
 

風
土
記
に
 

見
 

_ 國
津
祌
 

の
 

系
統
に
 

屬
 

E
 

族
 

構
成
の
 

一
 

大
耍
 

ば
、
 

天
 

日
 

槍
 

朝
 

鮮
 

よ
 

，c
^ 

鋒
 

使
用
の
 

秦
 

人
と
の
 

も
、
 

後
 

に
 

壓
迫
を
 

受
け
 

族
の
 

文
化
 

は
す
べ
 

て
 

て
、
 

各
 

地
に
 

多
く
の
 

古
 

す
し
 

も
 

此
の
 

武
錄
の
 

れ
 

ど
も
、
 

比
較
的
 

後
の
 

し
從
 

事
せ
 

し
 

事
の
 

傳
說
 

を
存
 

す
る
 

こ
と
 

は
、
 

銅
 

方
に
 

於
て
 

古
代
 

各
種
の
 

民
族
の
 

隆
替
の
 

跡
 

を
 

示
す
 

も
の
と
 



尙
 
新
撰
 
姓
氏
 
錄
を
 
案
す
 

る
 
に
、
 蕃
 
姓
に
 
廣
 
田
.
 牟
 
古
.
 葦
 
単
 
長
 
田
 
等
、
 此
 
の
 
地
方
の
 
地
名
 
を
 
負
へ
 

る
 
も
の
 
少
 
か
ら
 
す
、
 古
 
く
歸
化
 
人
の
 

來
，
.
 
'
住
せ
し
 
も
の
 
亦
 
多
 
か
，
 9 

し
 
を
 
知
る
 

べ
し
。
 

第
三
 
章
 

武
庫
 
地
方
 
上
代
の
 
遺
物
 
遺
蹟
 
 

六
 三
 



祌
 
戶
市
史
 

^
錄
ー
 

古
代
の
 

兵
 
庫
 

び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

六
 四
 



第
 
四
 
章
 

大
輪
 
田
 
泊
 

一
、
 

五
 

泊
の
 

一
と
し
て
の
 

大
輪
 

田
 

泊
 

務
古
 
水
門
の
 
名
 
上
世
に
 
著
 
は
れ
し
 

が
、
 奈
良
 
朝
以
來
 
其
の
 
名
 
次
第
に
 
隱
 
れ
て
敏
 

馬
.
 大
 
輸
 
田
 

の
 
名
 
漸
く
 
知
ら
 

れ
、
 1
^
 
安
 
朝
に
 
至
り
て
 
は
專
ら
 
大
輪
 
田
 
泊
の
 
み
喧
傳
 
せ
ら
る
 

， 
に
 
至
れ
り
。
 

大
輪
 
S
 の
濱
 

大
輪
 
田
 
濱
の
名
 
初
め
て
 
萬
 
葉
 
集
に
 
見
 
ゆ
"
 

田
 
邊
福
麿
 
敏
馬
浦
 

を
 
過
ぐ
 

る
 
時
の
 
歌
 
あ
、
 
り、 

や
ち
-
よ
こ
 
 
U
 
 

と 
り
 
 
や
-
し
ま
く
 
 二 

八
 
千
 
矛
の
 
神
の
 
御
代
よ
 

り
、
 
西
.
 船
 
の
 
泊
つ
 

る
 
泊
 
と
、
 
八
 
洲
 
國
、
 百
 
船
人
の
 
定
め
て
 

し
、
 敏
 
縣
の
浦
 

- しら そ さ；、 J 

. 
は
、
 朝
 
風
に
 
浦
浪
騷
 

ぎ
、
 夕
 
浪
に
 
玉
藻
 
は
來
 
依
る
。
 

白
砂
 
淸
き
 
濱
邊
 

は
、
 往
 
き
 
返
 
、り、 見

 
れ
 
ど
も
 

飽
 
か
 
ぬ
、
 諾
 
し
こ
 

そ
 
見
る
 
人
每
 

に
、
 語
 

，0, 
つ
ぎ
 
®
 
び
 
け
ら
し
 

き
、
 
百
 
世
 
經
 
て
、
 摁
 
ば
え
 
ゆ
か
ん
 
淸
 

き
 
白
濱
。
 

ま
 
そ
 
鏡
、
 敏
 
馬
の
 
浦
 
は
 
百
 
船
の
 
過
ぎ
て
 
往
く
 

ベ
 
き
濱
 
な
ら
な
 
く
に
。
 

. 
濱
淸
み
 
浦
う
る
 
は
し
み
 
神
代
よ
 

^
、
千
 
船
の
 
泊
つ
 

る
 
大
輪
 
田
の
 

濱
。
 

此
の
 
歌
 
敏
賣
の
 
浦
が
 
神
代
よ
，
.
^
 
船
舶
の
 
輻
湊
 
す
る
 
所
な
る
 

を
 
云
 
ひ
、
 叉
 
大
輪
 
田
濱
の
 
同
じ
く
 

第
 

四
 

章
 

大
輪
 

田
 
泊
 
 

六
 

五
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 
兵
康
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

.
5
 ハ 

神
 
代
 
よ
 
b
 
 、
そ
 
れ
 
に
も
 
增
 
し
て
 
盛
な
る
 
碇
泊
 
場
た
り
 

し
 
事
 
を
 
示
せ
る
 

に
 
似
た
 

、り。 
然
れ
 
ど
も
 

こ
 

, 
に
 

大
翰
田
 

濱
と
は
 

果
し
て
 

後
の
 

大
和
 

田
の
 

泊
な
 

り
 

や
、
 

或
 

は
 

敏
賣
の
 

地
方
の
 

海
 

邊
を
斯
 

く
 

呼
び
し
 

も
の
な
る
 

や
、
 

其
 

の
 

疑
な
 

き
に
 

あ
ら
す
。
 

大
輪
 

田
の
 

名
 

此
の
 

外
に
 

現
存
 

奈
良
 

朝
の
 

古
書
 
多
く
 
見
る
 
所
な
 

く
、
 勿
 
論
務
 
古
水
 
門
の
 
名
の
 
上
代
に
 
間
 
こ
え
た
 
る
に
 
は
 
如
か
 
ざ
，
 9 

き
。
 

武
庫
と
 
敏
賣
 
.
大
 
輪
 
田
と
 
が
奈
良
 
朝
に
 
於
て
 
別
の
 
港
と
 
し
て
 
認
め
ら
れ
た
 

b
 
し
 
事
 
は
、
 萬
 
葉
 
集
 

に
も
 
其
の
 
名
の
 
別
々
 

に
 
著
 
は
れ
た
 
る
に
 

よ
，
 
0 

て
 
知
ら
る
べ
し
。
 

高
 
市
速
黑
 
人
の
 
歌
に
、
 

住
の
 
江
の
 
複
津
に
 
立
ち
て
 
見
渡
せ
 

ば
、
 武
 
庫
の
 
泊
 
ゆ
 
出
づ
る
 
船
人
。
 

又
讀
み
 
人
知
ら
 
す
の
 
歌
に
、
 

玉
 
は
や
す
 
武
庫
の
 
渡
に
 
天
傳
 

ふ
、
 日
の
 
暮
れ
行
け
ば
 
家
 
を
し
 
ぞ
思
 

ふ
。
 

な
ど
 

あ
，
 

cs
。 

此
の
 

外
 

本
 

集
中
 

武
庫
の
 

海
 

又
は
 

浦
 

を
 

詠
め
る
 

も
の
 

四
 

首
 

あ
，
 

0 
て
、
 

敏
賣
.
 

大
輪
 

田
 

と
 
混
同
す
 

ベ
 
く
も
 
あ
ら
ざ
る
 

な
り
。
 

大
輪
 

田
の
 

泊
 

然
る
に
 

奈
良
朝
 

以
後
 

武
庫
の
 

名
が
 

世
に
 

隱
 

れ
、
 

敏
 

賣
も
 

漸
く
 

聞
こ
え
 

す
 

な
 

，9
 

て
、
 

平
 

安
 

朝
 

に
 

至
 

b
 

て
 

は
 

大
輪
 

田
 

泊
の
 

み
 

ひ
と
，
 

り 
世
に
 

喧
傳
 

せ
ら
る
。
 

是
れ
 

蓋
し
 

前
述
の
 

如
 

く
、
 

古
 

へ
 

の
 

武
 

庫
の
 

泊
 

な
 

る
 

西
ノ
宮
 

附
近
の
 

津
門
 

が
、
 

武
 

庫
 

川
の
 

下
流
に
 

堆
積
せ
 

る
 

土
砂
の
 

爲
 

に
要
渾
 

た
る
の
 

資
格
 

を
 

失
 

ひ
し
が
 

爲
と
、
 

一
 

方
に
 

は
 

和
 

田
 

岬
の
 

發
育
 

と
共
に
 

大
輪
 

田
 

泊
が
 

ま
す
く
 

好
 

泊
 



場
た
 
る
の
 
資
格
 
を
 
具
 
ふ
る
に
 

至
，
^
 
し
 
結
果
な
 
ら
ん
 

か
。
 
か
く
て
 
難
 
波
の
 
川
尻
よ
，
.
^
 
播
 
磨
の
 

室
 
生
ま
で
の
 
間
に
 
所
謂
 
五
 
泊
の
 
制
の
 
定
め
ら
 

る
 
 >
 
 に
 
及
 
び
、
 大
 
輪
 
田
 
泊
 
は
 
難
 
波
の
 
川
尻
よ
 

b
,
 

1
 
日
程
の
 

泊
地
と
 
し
て
、
 
其
の
 
中
間
な
る
 
武
庫
 
及
び
 
敏
賣
の
 
名
 
は
 
共
に
 
漸
く
 
世
に
 
著
 
は
れ
 

ざ
る
に
 
至
り
し
 
も
の
 
、
如
し
。
 

五
 泊
 制
定
の
 

五
 
泊
 
制
定
の
 
年
代
 
明
か
な
ら
 

す
。
 
三
淸
 
善
行
の
 
意
見
 
封
 
事
に
 
は
 
行
 
墓
 
菩
薩
の
 
定
む
 
る
と
 

年
代
 

こ
ろ
と
 
な
す
。
 

曰
く
 

ム 
11 
フ
 
 

カラ 

山
 

陽
.
 

西
 

海
.
 

南
 

海
 

三
 

道
 

舟
 

船
 

海
 

行
 

之
 

程
 

、
ま
權
 

生
 

泊
，
 

至，
， 

韓
 

泊
，
 

一 
曰
 

行
、
 

自
 

_,
韓 

泊
，
 

至，
， 

魚
 

住
 

泊
，
 

一
日
 

行
、
 自，， 魚

 
住
 
泊
，
 至，， 大

 
輪
 
田
 
泊
 
二
 

曰
 
行
、
 自，， 大

 
輪
 
田
 
泊
，
 至，， 河

 
尻
，
 
一
 
曰
 
行
。
 
此
皆
行
 
基
 
菩
薩
 
計
 ，
程
 

所
-
建
 
置
，
 也
。
 

と
。
 
果
し
て
 
然
 
ら
ば
 
大
輪
 
田
 
泊
 
は
 
奈
良
朝
 
初
期
よ
り
 
旣
に
內
 
海
 
航
行
の
 
要
津
 
た
り
し
 
も
の
 

の
 
如
し
。
 

而
も
 
此
の
 
說
疑
 
な
き
に
 
あ
ら
す
。
 

こ
、
 

に
 
河
 
尻
と
 
は
 
言
 
ふ
ま
で
 
も
な
 

く
 
三
國
川
 

卽
ち
神
 
崎
 
川
の
 
河
口
な
 

り
。
 

京
都
よ
，
.
^
 
淀
川
に
 

よ
，
.
 
'
て
 
海
に
 
浮
ぶ
 
も
の
、
 
江
 
口
.
 神
 
崎
.
 蟹
 
島
 
等
 

を
 
過
ぎ
て
 
此
の
 
川
尻
に
 

至
 

，c>  、
始
 
め
て
 
大
阪
灣
 

に
 
出
づ
。
 

此
の
 
地
に
 
五
條
 
大
納
 
言
 
の
 
河
 
尻
の
 

寺
 
江
の
 
別
業
 
あ
り
。
 

高
 
倉
 
上
皇
の
 
嚴
島
御
 

幸
、
 安
 
德
 
天
皇
の
 
福
 
原
よ
り
の
 

還
 
幸
、
 其
 
の
 
他
 
公
卿
 

搢
紳
の
 
福
 
原
 
下
向
の
 
往
復
の
 
途
次
 
等
、
 往
 
々
こ
、
 

に
 
宿
泊
す
。
 

蓋
し
 
三
國
川
 
は
當
時
 
淀
川
の
 

第
 

四
 

草
 

大
輪
 
田
拍
 
 

4 ハ
七
 



古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

六
八
 

、り 
下
る
 
船
 
は
 
通
例
 
此
の
 
水
路
に
 

由
，
 
0 
し
も
の
 

な
、
 
り
き
 

も
 

見
 

え
.
 

江
 

口
」
 

ょ
リ
 

南
す
 

る
 

も
と
 

り
し
 

趣
に
 

記
せ
 

，り
， 

- 
以
て
 

川
尻
 

し
。
 

鎌
倉
時
代
に
 

至
り
て
も
 

川
 

め
 

ら
 

る
。
 

建
 

久
七
年
 

東
大
寺
 

重
 

小
島
 

を
 

造
 

築
す
 

る
 

用
材
の
 

助
成
 

或
 
雖，， 修

 
復
；
 
二
十
 
年
來
石
 
椋
頹
壤
 岸

。
 

廣
 

浩
々
 

四
面
 

受
 

k
 

、
旣
 

來
 

神
戶
市
 
.
£
 
 ̂
錄
 

一 

本
流
と
 
な
り
 

て
、
 淀
 
の
津
ょ
 

は
 
大
江
医
 
房
の
 
遊
女
 
記
に
 

支
流
と
 
し
て
 
認
め
ら
れ
た
 

要
の
 
津
 
た
り
し
 

を
 
知
る
 

ベ
 

海
 
航
行
の
 
耍
津
 
と
し
て
 
認
 

い
ち
の
す
 

等
の
 
石
椋
 
S
 
び
に
 

一
 
洲
の
 

大
和
 
田
 
泊
 
者
 
古
今
 
之
 
間
 

洲
 

者
洪
濤
 

漫
漫
 

萬
 

里
 

無
 

二
 
所
 
之
 
煩
 
蓋
 
又
 
如
 f
e
。
 

と
 

あ
り
。
 

河
 

尻
の
 

一
 

洲
 

と
は
當
 

時
三
國
 

川
の
 

川
尻
に
 

存
せ
 

請
の
 
攝
津
國
 
三
 
筒
 
所
 
商
船
 
津
料
 

こ
 

， 
に
 

渡
 

邊
は
難
 

波
の
 

堀
江
 

泊
に
 

し
て
、
 

一
 

洲
と
は
 

勿
論
 

此
の
 

川
尻
の
 

一
 

洲
 

な
り
し
 

な
り
 

風
 

荒
き
 

湊
の
 

沖
の
 

一
 

の
洲
 

に
、
 

ち
か
 

ふ
 

小
船
 

は
 

早
 

入
，
 

9 
に
 

の
 
淀
川
の
 
本
流
 

は
、
 却
 

の
 

地
が
 

當
時
 

大
輪
 

田
 

尻
.
 

大
 

輪
 

田
 

は
 

魚
 

住
 

泊
 

源
 

奏
請
し
て
 

魚
 

住
.
 

大
 

を
 
求
む
 

る
 
文
に
、
 

風波 相 突、 舳 艫 易. 迷- 

而
欲
 

河
 尻
，
 不
.
 得
、
 而
 

八
 

坂
 

法
 

觀
寺
釋
 

運
上
 

人
 

申
 

は
 

一
 
洲
.
 兵
 
庫
.
 渡
邊
と
 
註
す
 
一
 

し
 
砂
洲
な
る
 

べ
し
。
 

の
 
事
の
 
文
書
 

に
、
 所
謂
 

川
の
 渡
 場
、
 兵
 庫
は
卽
 

。 
新
六
帖
 

に
、
 

け
 
り
。
 

. 
此
の
 

事
 

つ
 

て
當
時
 

と
共
に
 

重
 

と
共
に
 
內
 

輪
 

田
の
 

泊
 

. 
河
 

尻
 

一
 

^
 
沒
：
 海
 
底
；
 

德
治
ニ
 

年
 

三
 

箇
所
と
 

ち
 

大
輪
 

田
 



此 

も
 

と
 

も
 

淀
 梓
 

江
 

る。 

出
 
發
 

る
 

ベ
 

>9 
て
 

津た 

遠
 
き
 

て
特
 

輪
 

田
 

Un -、 

始 

の
 

一
 

ノ
洲
な
 

る
 

三
國
川
 が
 

淀
川
に
 

通
じ
て
 

其
 

は
 

三
 

國
川
は
 

單
に
攝
 

川
と
 
相
關
 
せ
す
。
 

-
嫁
生
 
野
の
 
地
 
を
 
掘
 

出
づ
 
る
の
 
水
運
 
を
 

是
 
よ
，
.
^
 
河
 
尻
の
 
地
 點

 
と
し
て
、
 

五
 

泊
の
 

か
ら
す
。
 

其
の
 

以
 

海
に
 

注
ぐ
 

を
 

本
流
 

し
な
り
。
 

S
 

邊
 

の
感
 
な
き
に
 
あ
ら
 

に
 
重
要
の
 
地
た
り
 

が
 
重
要
の
 
地
位
 
を
 

約
 
七
 
里
を
隔
 
つ
る
 
此
 

第
 

四
 

章
 

大
輪
 

田
 

：5
5 

よ し の 

の
 
河
 
尻
 
が
 

_ の
 
本
流
た
 

津
三
島
 

郡
 

延
曆
 

三
年
 

梪
 

り
 

て
 

淀
川
の
 

に
 

し
、
 

兼
 

ね
 

め
て
 
重
要
 

1
 
に
 
指
定
す
 

前
 

は
 

淀
川
 

は
 

と
せ
し
 
も
の
 ^

大
輪
 

田
 

こ
、
 

に
 

<  *-  )  e
 
 
b/、 

め、
 

ま 

て
 

ま 

大
輪
 
田
の
 

- 淀
川
に
 

る
の
 

地
 

の
 
諸
 
水
 

武
 
天
皇
 

水
 

を
 

三
 

て
 

淀
川
 

の
 
地
位
 

る
に
 

至
 

江
 

口
よ
 

に
 
し
 
て
-
 

に 

至
る
 

於
て
 

か
 

る
に
 

此
 

河
 

尻
の
 

泊が、 川 

よ
 
b
 

位
 
を
 

ピ
 
幅
 

都
 
を
 

、お 
1R 

を 占 

れ
 
る
 

,5 
南
 今
の
 

沿
海
 

其
 
の
 

の
 

泊
 

地
が
 

尻
 
よ
 

下
る
 

船
の
 

碇
泊
：
 

た
る
の
 

後
の
 

事
 

て
 

大
阪
灣
 

に
 

注
 

城
の
 
長
 
岡
に
 
遷
 

通
せ
し
 

む
。
 
蓋
 

害
 

を
 

防
ぐ
 

の
 

II
 

. 
然
 

ら
ば
 

此
の
 

の
、
 

必
す
延
 

暦
 

四
 

に
 

折
れ
て
 

大
和
 

川
 

天
滿
 
橋
の
 
附
近
な
 

航
路
 
約
 
九
 
里
、
 當
 
時
 

な
 

る
 

武
庫
 

泊
 

く
埋
沒
 
す
 
る
 

の
 
川
口
と
 

な
 

日
程
の
 

碇
泊
 

て の も 中 力 淀 

>9 

場
と
 
な
 
b
 
た
る
 

は
、
 三
 

な
ら
ざ
る
 

ベ
 
か
ら
す
。
 

げ
る
小
 
流
に
 
し
 
て
、
 毫
 

し
 

給
 

ふ
 

や
、
 

翌
年
 

神
 

下
.
 

し
 

長
 

岡
 

都
よ
り
 

大
 

K
 

事
な
 
り
き
と
 
解
 
せ
ら
 

河
 

を
內
海
 

航
路
の
 

年
 
以
後
の
 
事
な
 

ら
 
ざ
 

に
會
 

し
、
 

堀
江
 

川
に
 

よ
 

る
 
渡
 
邊
實
に
 
其
の
 
耍
 

の
 

一
 
日
程
と
 
し
て
 
稍
く
 

が
、
 

難
 

波
の
 

外
港
と
 

し
 

と
共
に
、
 

敏
賣
 

叉
は
大
 

る
に
 
及
び
 
て
、
 そ
 
れ
 
よ
 

場
と
 
し
て
 
指
定
 
せ
ら
 

.K 九
 



神
 
戶
市
史
 

S! 
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

ヒ
〇
 

る
 

， 
に
 
至
，
 0 
し
も
の
 
な
る
べ
し
。
 

行
 基
と
 
津
怕
 

行
 
基
 
は
 
生
 
前
 
旣
 
に
 
菩
 
Is^ 

と
 
し
 
て
 
世
 
人
 
よ
 
b
 
崇
 
敬
 
せ
 
ら
 
れ
 
し
 
程
 
の
 
高
 
惽
 
に
 
し
 
て
、
 布
 
敎
の
傍
 

衆
庶
 
を
勸
？
 ̂
し
て
 
盛
ん
に
 
土
木
工
事
 

を
 
起
 
し
、
 社
 
會
に
 
貢
献
す
 

る
 
所
 
頗
る
 
多
 
か
、
 り
し
 
を
 
疑
 
は
 

す
。
 

こ
、
 

に
 
於
て
 
か
內
海
 
航
路
に
 
當
れ
る
 
各
地
の
 
律
 
泊
に
 

も
、
 行
 
基
の
 
修
築
 
を
傳
 
ふ
る
も
の
 

多
 
く
、
 
さ
 
ら
ぬ
 
も
の
ま
で
 
も
往
々
 
之
 
を
 
其
の
 
功
績
に
 
歸
 
す
る
 

に
 
至
、
 り
し
 
も
の
 
も
少
 
か
ら
 
ざ
-
 9 

し
な
ら
ん
。
 

か
く
て
 
遂
に
 
延
«
 
以
後
の
 
指
定
に
 
成
れ
る
 
此
の
 
五
 
泊
の
 
事
の
 
如
き
 

も
 
じ
っ
し
 

か
 
行
 
基
の
 
定
置
と
 
し
て
 
傳
へ
 

ら
 
れ
、
 淸
 
行
の
 
筆
に
 

も
 
上
る
 

に
 
至
 
b
 
し
も
の
 
な
る
べ
し
。
 

世
に
 

行
 
基
 
作
の
 
日
本
 
古
 
圖
と
 
稱
 
す
る
 
も
の
 

あ
 
り
、
 拾
 
芥
抄
 
土
中
 
歷
 
等
に
 
之
を
收
 

め
、
 賀
 
茂
 
社
.
 仁
 
和
 
寺
 

等
 
亦
 
古
く
 
此
の
 
種
の
 
圖
を
傳
 

ふ
。
 
彼
此
 
多
少
の
 
差
違
な
 
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 

も
、
 孰
 
れ
も
 
其
の
 
根
 

本
 
を
 

一
 
に
せ
る
 
も
の
に
し
 

て
、
 諸
 
道
の
 
起
點
を
 
山
城
に
 
S
 
き
、
 特
 
に
 
加
 
賀
の
國
 

の
 
描
出
せ
ら
れ
 

た
ろ
 
あ
る
 
を
 
見
れ
 

ば
、
 明
 
か
に
 
平
安
朝
 

も
 
稍
.
.
 下
り
 
た
る
 
天
 
長
 
以
後
の
 
も
の
た
 

る
 
は
 
疑
 
を
容
れ
 

ざ
る
な
 

り
。
 

而
も
 
後
世
 
之
 
を
 
行
 
基
の
 
作
と
 
し
て
 
疑
 
は
す
。
 

以
て
 
世
の
 
行
 
基
に
 
歸
 
す
る
 
も
の
 

の
 
價
値
を
 
察
す
べ
 

に
 

大
輪
 
田
 

•  
か
 
武
庫
に
 
代
り
て
 
世
に
 
著
 
は
る
、
 

に
 
至
り
し
 
年
代
 
は
 
明
か
な
ら
 

や
。
 

五
 
泊
の
 
制
 

定
を
行
 
基
に
 
歸
 
し
、
 之
 
を
 
天
平
 
年
間
の
 
事
と
 
す
る
 
の
說
は
 
信
じ
 
難
し
。
 

萬
 
葉
 
集
に
 
武
 
庫
.
 敏
 
賣
 



大
輪
 
田
と
 
曲
 

甫 

を
 

詠
め
る
 

も
の
 

多
き
 

も
 

、
大
和
 

田
 

を
 

詠
め
る
 

も
の
 

は
 

前
 

引
田
 

邊
福
 

麻
呂
の
 

大
和
 

田
の
 

濱
の
詠
 

みね 
め
の
う
ら
 
 

. 

た
ゾ
 

一
 

首
 

あ
る
の
 

み
。
 

そ
れ
 

も
 

敏
馬
浦
 

を
 

過
ぐ
 

る
 

時
の
 

作
歌
と
 

あ
，
.
 

>
 
 

て
、
 

必
 

す
し
 

も
 

所
謂
 

後
 

の
 

大
輪
 

田
 

泊
の
 

地
 

を
 

指
せ
，
 

9
 

と
も
 

定
め
 

難
き
 

に
 

似
た
，
 

9
。
 

大
輪
 

田
 

泊
を
修
 

す
る
 

こ
と
の
 

現
 

存
 

史
料
に
 

見
 

ゆ
 

る
 

は
、
 

日
本
 

後
 

紀
弘
仁
 

三
年
 

六
月
 

を
 

初
と
 

す
 

べ
き
が
 

如
し
。
 

此
の
 

泊
の
 

重
ん
 

せ
 

ら
 

れ
、
 

五
 

泊
の
 

一
 

と
し
て
 

指
定
 

せ
ら
る
 

， 
に
 

至
り
し
 

は
、
 

恐
 

ら
く
 

此
の
頃
が
 

初
な
 

ら
ん
 

か
。
 

二
、
 

大
輪
 

田
の
 

名
義
と
 

其
の
 

所
在
 

大
輪
 

田
 

泊
の
 

名
 

奈
良
朝
 

以
前
の
 

古
書
に
 

之
 

を
 

見
す
。
 

た
，
 

> -
田
邊
 

福
 

麻
 

呂
が
敏
 

馬
 

浦
 

を
 

過
 

ぎ
 

て
 

「
千
 

船
の
 

は
つ
る
 

大
和
 

田
の
 

濱
」
 

の
 

詠
 

あ
り
し
 

こ
 

と
、
 

前
 

記
の
 

如
き
 

あ
る
の
 

み
。
 

曰
 

本
紀
に
 

神
武
 

天
皇
 

東
征
の
 

時
、
 

速
 

吸
 

名
門
に
 

於
て
 

「
曲
浦
」
 

に
 

釣
す
 

る
 

漁
 

人
 

珍
彥
を
 

召
し
て
 

嚮
導
と
 

な
し
 

給
 

ひ
し
 

こ
と
 

を
 

記
す
。
 

「
曲
 

浦
」
 

古
 

訓
 

「
ヮ
 

タ
ノ
 

ク
 

ラ
」
 

と
 

あ
り
。
 

こ
/
 

T 
に
 

於
て
 

か
 

或
は
 

之
 

を
 

以
て
 

大
輪
 

田
 

泊
に
 

擬
 

せ
ん
と
す
 

る
說
 

な
き
に
 

あ
ら
や
。
 

古
語
に
 

海
 

を
 

或
 

は
 

「
フ
 

タ
」
 

と
 

い
ふ
。
 

フ
タ
 

ノ
 

ク
ラ
 

或
は
 

海
 

浦
の
 

義
か
。
 

而
も
 

特
に
 

「
曲
浦
」
 

の
 

文
字
 

を
 

用
 

ふ
 

る
 

を
 

見
れ
ば
、
 

こ
 

は
 

長
 

汀
 

曲
浦
 

の
 

曲
浦
な
る
 

ベ
 

く
、
 

或
 

る
 

特
別
の
 

地
 

を
 

指
定
し
た
 

る
 

固
有
名
詞
に
 

は
 

あ
ら
ざ
る
 

べ
し
。
 

古
語
 

うら 
わ
か
 
は
わ
 

彎
曲
せ
 

る
 

地
形
 

を
 

「
ヮ
」
 

或
は
 

「
タ
 

ヮ
」
 

と
い
 

ふ
。
 

浦
曲
 

河
 

曲
な
 

ど
の
 

「
フ
」
 

の
 

如
し
。
 

山
の
 

一
部
の
 

迂
 

第
 

四
 

草
 

大
輪
 

田
 
泊
 
 

七
 

1
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史
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古
代
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兵
 
庫
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び
 
附
近
の
 
沿
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七
 
一一 

曲
せ
 

る
 
所
 
を
 
山
の
 

タ
 

ヮ
 
と
い
 

ふ
 
も
 
亦
 
同
義
に
 

し
 
て
、
 山
 
陰
地
 
方
に
 
は
 「
峠
」
 の
 
字
 
を
 
之
に
 
當
っ
 

る
 

も
の
 
多
 
し
、
 出
 
雲
に
 
峠
の
 
內
の
 
地
名
 

あ
，
.
 >。 

物
の
 

i
:
 曲
す
 

る
 
を
 
タ
ヮ
ム
 
と
い
 
ふ
タ
ヮ
 
蓋
し
 
是
 

な
る
べ
し
。
 

然
 
ら
ば
 
曲
浦
 
を
ヮ
 
タ
ノ
 
ク
ラ
と
 
い
ふ
 

は
、
 或
 
は
 
タ
フ
の
 

ク
 
ラ
の
 
訛
な
 
ら
ん
 

も
 
知
 

る
べ
 
か
ら
 
中
。
 

隨
っ
 
て
こ
、
 

に
 
曲
浦
と
 
は
も
と
 
よ
り
 
此
の
 
大
輪
 
田
の
 
地
に
 
あ
ら
す
-
 

口
 
本
 

紀
の
 
記
事
に
 

も
 
珍
彥
の
 
釣
せ
 
り
と
 

い
 
ふ
 
地
 
は
、
 登
 
後
 
佐
贺
關
 
海
峡
な
る
 
速
 
吸
 
名
門
よ
 

、り 
宇
佐
 

に
 
至
る
 
中
 
問
の
 
地
な
 
ち
と
 
傳
へ
 
た
る
な
，
 

9。- 

大
輪
 
田
の
 
名
 

海
洋
の
 
こ
と
 
を
 
古
へ
 
フ
タ
と
 
稱
す
 
る
の
 
事
 
は
、
 「
和
 田
 
の
 
原
 
八
十
 
&
 
か
け
て
 
漕
ぎ
出
で
 

ぬ
と
、
 

人
に
 

は
 
告
げ
よ
 
海
人
の
 
釣
 
舟
」
 の
 
和
 
田
の
 
原
の
 
如
き
の
 
類
是
 
な
り
。
 

さ
れ
ば
 
大
輪
 
田
 
は
 
「
大
 
海
」
 

. 
の
義
 
か
。
 
海
神
 
を
フ
 
タ
ツ
 
ミ
と
稱
 
す
る
 

は
 
山
 
祌
を
ャ
 

マ
 
ッ
 
ミ
と
 
い
ふ
に
 
對
す
 
る
の
 
語
な
 

り
。
 

或
は
 
和
田
津
 
海
な
 
ど
の
 
古
語
 

も
 
あ
 

ヮ
タ
或
 

は
 
「
渡
」
 の
 
義
 
な
り
と
 

も
 
解
 
せ
ら
る
。
 

而
 
し
て
 

そ
れ
よ
、
 
り
轉
 
じ
て
 

渡
，
.
^
 
の
 
發
著
點
 
た
る
 
津
 
泊
の
 
義
に
用
 
ひ
ら
る
 

, 
に
 
至
り
し
 

が
 
如
し
。
 

ffi 

本
人
 
麼
の
歌
 

に
、
 「
漣
 や
 
志
贺
の
 
大
和
 
田
 
淀
む
 

と
 
も
、
 昔
 
の
 
人
に
 
又
 
逢
め
 
や
 
も
」
 の
 
詠
 
あ
り
。
 

蓋
し
 

志
 
賀
の
大
 
津
の
義
 
な
る
 

ベ
 
し
。
 

三
國
 
川
の
 
川
尻
に
 

も
 
大
和
 
田
と
 
稱
 
す
る
 
所
 
あ
り
、
 
亦
 
淀
川
の
 

水
の
 
海
に
 
朝
す
 

る
 
所
に
 
存
 
す
る
 
大
 
津
の
義
 
な
ら
ん
。
 

然
 
ら
ば
 
田
 
邊
ー
賴
 
磨
が
 
敏
 

沛
を
 
過
ぎ
 

て
 
詠
め
る
 
「
大
和
 
田
の
 
濱
」
 も
、
 或
 
は
 
大
津
の
 
濱
の
義
 

に
 
し
て
、
 
敏
 

の
 
浦
 
其
の
物
 
を
 
指
せ
し
 
も
の
 



大
輪
 
E
 の
 地
 

の
 i
s
 

な
ら
ん
 

も
圖
，
 

0 
難
し
。
 

土
 

佐
 

日
記
に
 

紀
貫
 

之
の
 

川
尻
よ
 

b
 

遡
 

b
 

て
、
 

鳥
 

飼
と
 

渚
と
の
 

間
 

に
 

「
和
 

田
の
 

泊
の
 

あ
が
れ
の
 

と
こ
 

ろ
」
 

に
 

て
 

米
 

魚
な
 

ど
 

贈
ら
れ
た
 

る
 

こ
と
 

を
 

記
す
。
 

こ
、
 

に
 

和
 

田
の
 

泊
と
 

は
 

恐
ら
く
 

河
內
枚
 

方
の
 

邊
 

な
る
 

ベ
 

く
、
 

淀
 

川
の
津
に
も
亦
和
田
の
名
は
ぁ
，
.
=
^
し
な
り
。
 

然
 

ら
ば
 

則
ち
 

各
地
の
 

要
 

津
は
皆
 

大
和
 

田
な
る
 

ベ
 

き
 

も
、
 

特
 

に
湊
 

川
の
 

川
口
な
る
 

此
の
 

津
泊
は
 

其
の
 

名
 

最
も
 

著
し
く
な
，
.
^
 

て
、
 

つ
 

ひ
に
 

上
に
 

固
有
名
詞
 

を
 

冠
す
 

る
 

こ
と
な
 

く
、
 

單
 

に
 

大
輪
 

田
と
 

だ
に
 

云
へ
ば
 

直
ち
に
 

此
の
 

泊
 

を
 

意
味
す
 

る
 

こ
と
.
 

* 
な
り
し
 

も
の
な
 

ら
ん
。
 

斯
く
て
 

大
輪
 

田
 

の
 

名
 

は
 

遂
に
 

此
の
 

泊
 

を
 

示
す
 

固
有
名
詞
 

と
な
 

り
、
 

和
 

田
 

岬
.
 

和
 

田
 

松
 

原
 

• 輪
 

田
庄
 

な
ど
の
 

名
 

も
 

起
 

れ
 
る
に
 
至
り
し
 
も
の
な
る
 

べ
し
。
 

大
輪
 

田
 

泊
が
 

特
に
 

重
要
の
 

地
位
 

を
 

得
し
 

は
、
 

和
 

田
畔
が
 

西
方
よ
り
 

突
出
し
て
 

明
 

石
 

海
峡
よ
 

,9
 

來
れ
る
 

潮
流
 

を
 

障
 

り
、
 

兼
 

ね
て
 

西
風
 

南
風
 

を
 

防
ぐ
 

の
 

便
 

あ
る
が
 

爲
 

な
る
べ
し
。
 

此
の
 

岬
 

は
 

も
と
 
潮
流
と
 
風
浪
と
の
 
影
響
に
 

よ
，
 
0 
て
 
生
成
せ
ら
れ
 
し
も
の
に
 
し
て
、
 
年
と
 
共
に
 
發
育
 

し
、
 東
 

方
に
 

延
長
す
 

る
の
 

趨
勢
に
 

あ
.
^
。
 

其
の
 

積
 

成
の
 

材
料
 

は
 

主
と
 

し
 

て
、
 

湊
川
 

ふ
 

刈
 

藻
 

川
 

及
び
 

妙
法
 

寺
 

川
に
 

よ
り
て
 

運
ば
れ
た
 

る
 

土
砂
な
る
 

ベ
 

く
、
 

湊
 

川
 

も
 

嘗
て
 

は
 

此
の
方
 

面
に
 

注
ぎ
し
 

こ
と
 

明
 

な
れ
ば
、
 

に
 

其
の
 

往
時
に
 

あ
.
 

-
て
は
 

土
砂
の
 

此
の
方
 

面
に
 

送
ら
る
 

， 
も
の
 

多
 

く
、
 

延
 

長
の
 

度
合
 

も
 

一
 

層
 

著
し
 

か，
..
^ 

し
も
の
 

な
る
べ
し
。
 

さ
れ
ば
 

今
の
 

和
 

田
 

岬
 

及
び
 

吉
田
新
 

田
 

人
 

r 

第
 

四
 

章
 

大
輪
 

田
 
泊
 
 

セ
 

一 二
 



祌
 
戶
市
史
 

s; 錄
ー
 

. 古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

七
 K
 

和
 
田
 
新
田
 
等
の
 
地
 
は
、
 多
 
く
 
は
 
中
世
 
以
後
の
 
生
成
な
る
 

ベ
 
く
、
 嘗
 
て
 
は
 
和
 
田
 
岬
が
 
野
 
田
.
 駒
 
ケ
 
林
 

よ
 
り
、
 *
^
 
藻
.
 川
 
河
口
の
 
左
右
に
 
涉
れ
る
 
砂
丘
の
 
地
に
 
存
 
せ
し
 
時
代
 
あ
.
 
5
 
し
 
事
 
を
 
疑
 
は
す
。
 

是
 

等
の
 
砂
丘
に
 
は
も
と
 
埴
輪
 
を
 
有
す
る
 
古
墳
 
墓
 
あ
 

て
、
 其
 
の
 
地
が
 
旣
に
大
 
化
 
以
前
よ
.
.
^
 
存
せ
 

し
 
を
 
知
る
。
 

斯
く
て
 
其
の
 
岬
に
 
よ
り
て
 
擁
せ
ら
れ
 
た
る
 

®
t
 
泊
 
は
、
 卽
 
ち
 
其
の
 
當
 
時
に
 
於
け
 

る
 

大
輪
 
田
 
泊
に
 
し
て
、
 
其
の
 
駒
ケ
 
林
の
 
名
 
も
、
 或
は
 
播
 
磨
に
 
韓
室
.
 
韓
 
泊
の
 
名
 
あ
 

-.' 
し
 
が
 
如
く
、
 
嘗
て
 

高
閹
.
 ̂
の
 
®
 
泊
し
て
 
其
の
 
客
 
館
 
あ
，
^
 
し
こ
と
 
な
ど
よ
 

b
 
 、
得
 
た
る
 
名
に
 
は
 
あ
ら
 
じ
か
と
 

も
 
解
 

せ
ら
れ
ざ
る
 
に
あ
ら
 

す
。
 
然
る
に
 
岬
の
 
延
^
と
 
共
 
に
、
 河
 
口
に
 
堆
積
し
て
 
生
じ
た
 

る
 
洲
島
も
 

相
 
連
結
し
 

て
、
 內
 
部
の
 
平
地
 

も
 
次
第
に
 
增
加
 

し
、
 
所
 
謂
 
和
 
田
 
松
 

を
な
 
す
に
 
至
 

^
、
泊
 
の
 
位
 
1
3
 
は
 

漸
次
 
東
北
に
 
進
み
し
 
も
の
な
る
 

べ
し
。
 

攝
津
 
名
所
 
圖
搶
 
に
、
 「
昔
 
の
 
兵
 
庫
 
津
は
是
 
よ
り
 
西
北
の
 

山
手
に
 

し
 
て
、
 凡
 
て
 
其
の
 
地
ま
で
 

も
 
海
濱
な
 

b
 
 、
町
 
小
路
 
も
な
 
く
し
て
 
多
く
 
は
 
漁
村
 
楫
 
取
の
 
家
 

の
み
な
 

り
」
 
と
 
あ
 
る
 
は
、
 古
 
老
の
傳
 
ふ
る
 
所
 
あ
 
り
 
し
も
の
 

か
。
 

承
 
安
 
年
間
 
平
淸
 
盛
の
 
經
ケ
島
 
築
 
造
の
 
際
の
 
大
輪
 
田
 
泊
 
は
、
 此
 
の
 
島
が
 
も
と
 
東
南
の
 
風
 
を
 
防
が
 

ん
が
爲
 

に
、
 其
 
の
 
前
面
に
 
築
か
れ
；
：
 
-
h
-
 
し
も
の
 
な
る
 

ベ
 
け
れ
 

ば
、
 必
 
す
 
其
の
 
島
の
 
內
面
 
に
あ
.
 
5 

し
も
の
 
な
ら
ざ
る
 

ベ
 
か
ら
す
。
 

今
の
 
算
所
 
町
の
 
如
き
 

も
 
恐
ら
く
 
古
へ
 

の
 
散
 
所
 
部
落
の
 
所
在
 

. , 
レ
 
匸
、
 fcv  :

h
r
 じ、. S

 
つ
！
^
 

〇
 
天
 
正
 
十
七
 
年
片
桐
 

♦、 
阵
8
、
ふ
る
？
；
9
寸
〇
元
祿
圔
に
ぬ
藥
仙
^
^
 

に
し
て
 

後
世
 

ダ
靡
の
 

2
^
 

且
 

元
の
 

文
 

寄
ぁ
リ
 

カ
憫
蹄
な
る
葡
宿
^
^
寺
の
西
方
に
標
す
 

び
 



地
に
 
住
せ
し
 

が
 
如
 
く
、
 嘗
 
て
 
は
 
其
の
 
地
が
 
大
輪
 
田
 
泊
の
 
町
 
は
づ
れ
 
な
る
 
空
 
閑
の
 
地
な
 

b
 
し
も
 

の
な
る
 

べ
し
。
 

散
 
所
 
委
し
く
 

は
 
散
 
所
 
法
師
と
 
云
 
ひ
、
 後
世
の
 
夙
に
 
類
す
 

る
 
も
の
な
.
^
 

き
。
 

然
 

る
に
 
後
に
 
其
の
 
泊
の
 
地
 
は
 
埋
ま
 

て
、
 何
 
時
の
 
頃
よ
 

b
 
か
 
經
ケ
 島
の
 
外
面
に
 
堆
積
せ
 
る
洲
 
港
の
 

地
 
を
 
碇
泊
 
場
と
 
す
る
 

の
 
現
 
狀
を
爲
 
す
に
 

至
.
.
^
 
し
も
の
 
な
り
と
 

す
。
 

三
、
 

大
輪
 

田
 

泊
の
 

修
築
 

大
輪
 
田
 泊
と
 

大
輪
 
田
 
泊
 
は
 
南
に
 
和
 
田
 
岬
の
 
斗
 
出
す
 

る
 
あ
，
.
^
 
て
、
 よ
 
く
 
西
風
 
南
風
 
を
 
防
ぐ
 

と
 
雖
、
 東
方
に
 
暴
 

防
 波
 設
備
 

露
し
て
 
東
南
 
風
の
 
被
害
 
を
 
免
が
 

る
 
 >
 
 能
 
は
す
。
 

こ
、
 

に
 
於
て
 

か
 
防
波
堤
 
を
設
，
 
、
る
の
 
必
要
 

あ
り
。
 

弘
仁
 
三
年
 
六
月
 
五
 
日
、
 使
 
を
 
遣
 
は
し
て
 
大
輪
 
田
 
泊
を
修
 
せ
し
 
む
。
 

是
れ
 
現
存
の
 
史
に
 

見
 
ゆ
る
 
此
の
 
泊
 
修
築
の
 
初
な
 

り
。
 

是
 
よ
り
 
後
 
鎌
倉
時
代
に
 
至
る
 

ま
 
で
、
 屢
<
 
 此
の
 
工
事
 
は
 
繰
 
b
 

返
さ
る
。
 

今
 
便
宜
 
先
づ
 
年
代
順
に
 
之
に
 
關
 
す
る
 
古
書
の
 
記
事
 
を
 
左
に
 
抄
 
記
す
べ
し
。
 

大
輪
 
田
 修
築
 

弘
仁
 
三
年
 
六
月
 
五
 
日
、
 使
 
を
 
遣
 
は
し
て
 
大
輪
 
田
 
泊
を
修
 
せ
し
 
む
パ
日
 
本
 
後
 
紀
)
 

年
次
 

弘
仁
七
 
年
 
十
月
 
二
十
 

一
 
日
、
 大
 
輪
 
田
 
船
瀨
の
 
造
作
 
略
訖
 
る
を
以
 

て
、
 使
 
を
廢
 
し
て
 
國
 
司
に
 
附
 

し
、
 

相
 

績
で
 

作
ら
し
 

め
、
 

官
 

私
の
 

船
の
 

米
を
收
 

め
、
 

及
 

び
 

水
 

脚
 

を
 

役
す
 

る
 

等
の
 

こ
と
 

は
 

損
の
 

多少
に 

隨 ひ、 支 度 を勘
錄 

して
 

先づ
 

申し
て 

後に
 

行 はし
 

む， (類 聚 三代 格) 減 W 特 、s 

第
 

四
 

隼
 

大
輪
 

田
 
泊
 
 

七
 

五
 



神
戶
市
 
史
刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

七
 六
 

前
 

に
 

一 
旦
廢
 

な
し
 

造
 

大
輪
 

田
 

泊
 

船
瀨
使
 

v
^
l
^
 

匱
v
^
し
も
の
と
見
ゅ
。
史
之
v
^
逸
し
て
傳
へ
す
。
 
 

• 

天
 
長
 
八
 
年
 
四
月
 
二
十
 

一
 
日
、
 造
 
大
輪
 
田
 
泊
 
使
の
 
遷
替
 
年
限
 
を
 
定
め
て
 
六
 
年
と
 
す
。
 (
同
 
上
)
 

承
 
和
 
五
 
年
 
三
月
 
二
十
 
三
日
、
 
諸
國
 
を
し
て
 
毎
年
 
公
私
の
 
船
數
竝
 
び
に
 
勝
 
載
、
 及
 
び
 
挾
 
抄
の
姓
 

名 等 を 勘錄
し 

て 、月
毎に
 

吿朔
の 

郡 司に
 

附 して
 

申さ
し 

め、 年 の 終に
 

至っ
て 

總計
 

し
て
 

帳
 

を
 

造
 

り
、
 

稅
 

帳
 

使
に
 

附
 

し
て
 

言
 

上
せ
し
 

め
、
 

造
 

大
輪
 

田
船
瀨
 

使
の
 

勝
 

載
 

料
の
 

雜
物
 

及
び
 
所
 
役
の
 
水
 
脚
 
等
の
 
帳
と
 
共
に
 
計
會
 
せ
し
 

む
。
 i
 
上
)
 

嘉
祥
ニ
 

年
 

九
月
 

三
 

日
，
 

造
 

大
輪
 

田
船
瀨
 

使
に
 

徵
 

す
る
 

南
 

海
.
 

山
 

陽
兩
 

道
の
 

公
私
の
 

船
の
 

水
 

脚
 

は
、
 

身
 

役
 

を
 

停
め
て
 

役
 

料
を
輸
 

せ
し
 

め
、
 

其
 

の
输
 

す
る
 

法
 

は
 

一
 

人
 

一
 

日
に
 

米
 

一
 

升
 

五
合
と
 

す
。
 

(同
 

上)
 

仁
壽
 

三
年
 

十
月
 

十
 

一
 

日
、
 

每
年
 

船
瀨
の
 

庄
田
稻
 

二
百
 

束
 

已
下
を
 

以
て
 

攝
律
國
 

司
 

檢
校
を
 

加
 

へ
、
 

大
輪
 

田
船
瀨
 

石
椋
拉
 

び
に
 

官
舍
の
 

小
破
 

を
修
 

造
.
 

せ
 

し
 

む
。
 

〈
同
 

上
)
 

寛
 

平
 

九
 

年
 

九
月
 

十
五
 

日
、
 

大
 

輪
 

田
 

船
 

瀨
修
營
 

旣
に
乘
 

る
 

も
、
 

風
 

波
 

あ
る
 

每
に
 

損
害
 

を
 

致
 

し
、
 

小
 

破
の
 

漸
る
所
 

終
に
 

大
破
 

を
な
 

し
、
 

し
 

か
の
 

み
な
ら
す
 

土
人
 

S
 

暗
に
し
て
 

公
 

損
 

を
識
ら
 

す
、
 

材
木
 

を
 

侵
 

盗
し
て
 

終
に
 

大
破
 

を
爲
 

す
が
 

故
に
、
 

攝
津
國
 

司
 

を
し
て
 

大
輪
 

田
 

船
 

瀨
を
檢
 

校
 

せ
 
し
 む
。
 〈同 上) 



延
 
喜
 
年
 
間
、
 山
 
陽
.
 南
 
海
の
.
 
兩
 
道
に
 
仰
せ
て
 
輪
 
田
 
船
 
瀨
の
舊
 
泊
を
修
 

す
。
 
(
山
塊
 
記
 
治
 
承
 
四
 
年
 

一一 「
月
 

五
日
 
條
所
 
載
官
符
 
)
 

天
曆
 

元
年
 

七
月
 

五
日
、
 

陣
頭
に
 

於
て
 

諸
 

卿
 

造
 

輪
 

田
 

使
 

及
び
 

諸
國
 

申
す
 

解
 

文
の
 

事
 

を
 

定
め
ら
 

る 
。
(
日
本
 

紀
略
)
 

承
 
安
三
 
年
、
 半
 
淸
 
盛
 
經
ケ
島
 
を
 
築
く
 
S
 
平
 
衰
 
盛
 
記
)
 

治
 

承
 

四
 

年
 

二
月
 

二
十
日
、
 

平
淸
 

盛
の
 

申
請
に
 

よ
.
 

-
て
，
 

諸
國
 

雑
物
 

運
上
 

船
の
 

梶
 

取
.
 

水
 

手
の
 

下
 

向
 

の
 

時、
 

人
 

別
に
 

三
日
 

づ
 

、
、
大
輪
 

田
 

泊
の
 

石
 

椋
を
造
 

築
す
 

る
の
 

役
に
 

勤
 

仕
せ
 

し
む
。
 

(山
 

愧
記
治
 

承
 
四
 
年
 
三
月
 
五
日
 
條
官
符
 
) 

建
 
久
七
年
 
六
月
 
三
 
日
、
 東
 
大
寺
重
 
源
の
 
申
請
に
 

よ
 
b
 
 、
神
 
社
.
 佛
 
寺
.
 櫂
 
門
.
 勢
 
家
 
庄
園
 
公
 
地
 
を
 
論
 

, 
せ
す
、
 

魚
 

住
 

及
び
 

大
輪
 

田
 

泊
の
 

石
椋
竝
 

に
 

ー
洲
 

小
島
 

を
 

造
 

築
す
 

る
 

料
 

材
柯
木
 

竹
 

等
 

を
 

伐
 

り
 
B
 
ひ
し
 

む
。
 (
記
 
錄
局
藏
 
小
 
原
文
 
書
)
 

右
の
 
文
に
 
船
 
瀨
と
云
 

ひ
、
 石
 
椋
と
 

い
 
ふ
 
は
、
 其
の
 
構
造
 
明
な
ら
 
ざ
れ
 

ど
 
も
、
 
思
 
ふ
に
 
護
岸
の
 
石
壘
 

を
 

築
 

き
、
 

或
 

は
 

防
 

波
の
 

堤
防
 

を
 

設
け
て
 

東
南
の
 

風
浪
 

を
 

防
 

ぎ
、
 

以
 

て
 

港
 

海
の
 

保
護
 

碇
泊
の
 

安
全
 

を
圖
 

b
 
し
も
の
 
な
る
べ
し
。
 

右
抄
錄
 
す
る
 
所
 
固
よ
り
 
完
 
か
ら
 
や
、
 史
 
に
脫
漏
 
あ
る
 

ベ
 
く
。
 記
 
事
 

の
傳
 
は
ら
ざ
る
 
も
の
 
亦
 
頗
る
 
多
 
か
る
 

ベ
 
し
。
 

然
れ
 
ど
も
 
大
體
に
 
於
て
 
弘
仁
 
以
來
 
大
輪
 
田
 
泊
 

第
 

四
 

章
 

大
輪
 

田
 
泊
 
 

七
 

七
 



神
戶
市
 
史
刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

七
ス
 

の
 
修
築
 
は
引
績
 
き
て
 
行
 
は
 
れ
、
 碇
 
泊
の
 
船
よ
 

費
用
 
を
徵
 
し
て
 
之
に
 
宛
て
し
 
も
の
な
 
り
し
 

こ
 

と
 
を
 
知
る
 
を
 
得
 
べ
し
。
 
斯
く
て
 
淸
盛
福
 
原
に
 
別
業
 
を
 
設
 
く
 
る
に
 
及
び
 

て
、
 從
 
來
 
の
 
船
 
瀨
右
 
椋
 

の
 
工
事
に
 
滿
 
足
せ
 

す
、
 更
 
に
 
築
 
島
の
 
大
工
 
事
 
を
 
起
せ
し
 
も
の
な
 

b
 
し
な
り
 

こ 

四
、
 

經
ケ
 

島
の
 

築
造
 

平
清
盛
と
 
大
 

淸
盛
 
武
門
よ
，
.
^
 
起
.
^
 
て
從
 

一
 
位
 
太
玫
大
 
B
 
の
 
官
位
 
を
 
極
 
め
、
 や
 
が
 
て
 
其
 
の
 
官
を
辭
 

し
 
て
 
福
 

輪
田
怕
 

原
に
 
別
業
 
を
營
 
み
、
 以
 
て
 
遁
世
 
退
老
の
 
幽
居
と
 
な
す
。
 

乃
ち
 
其
の
 
境
に
 
近
き
 
大
輪
 
田
の
 
修
築
 

を
 
志
 
し
、
 私
 
力
 
を
 
以
 
て
 
經
ケ
島
 
を
 
築
く
。
 

治
 
承
 
四
 
年
の
 
解
狀
に
 
曰
く
、
 

謹
 
檢
_
,
 案
 
內
；
 輪
 
田
 
崎
 
者
 
上
下
 
諸
人
 
經
過
 
無
.
 絕
、
 公
 
；
 
諸
 
船
 
往
還
 
有
 f
e
r
 

而
 
東
南
 
大
風
 
常
 
扇
、
 朝
 

暮
 
逆
浪
 
難
.
 凌
。
 

是
 
則
 
無
.
 泊
 
之
 
所
 k 致

 
也
。
 

愛
 
近
年
 
占
 

_ -
攝
 
州
 
平
野
 
之
 
勝
 
地
；
 爲
 _
,
遁
 
世
 
返
 
老
之
幽
 

居
；
 

依，， 其
 
境
 
之
 
相
 
近
；
 聞，， 此

 
崎
 
之
 
爲
，
 要
"
 

方
 
今
 
仕，， 數

 
代
 
之
 

主
；
 飽
 _
,
殊
 
私
 
之
 
朝
 
恩
；
 遂
 
登
 _, 相
 
國
 

之
官
；
 
更
 
入
-
菩
提
 
之
 
道
；
 
寤
寐
 
所
.
 思
 
者
 
四
海
 
之
 
靜
謐
、
 
造
次
 
所
.
 求
 
者
 
萬
國
之
 
歡
欣
。
 

是
以
 

一
 

者
 
爲
，
 救
，
，
 諸
 
國
之
歡
 
二
 
者
 
爲
 
際
，
，
 諸
 
人
 
之
 
怖
；
 殊
 
勵
：
，
 私
 
力
，
 雖
.
 築
，
，
 新
 
島
；
 波
 
勢
 
常
 
險
石
椋
 

不
，
 全
。
 (
下
 
略
)
 

經
ケ
島
 
築
造
 

と
。
 
事
情
 
以
て
 
見
る
べ
し
。
 

流
布
本
 

le- 家
 
物
語
 

に
 
は
 
之
 
を
應
保
 
元
年
 
著
 
手
、
 三
年
 
築
 
成
と
 
な
 

の
 年
 時
 



何
よ
，
 

Cs 
も
 
又
 
福
 
原
の
 
經
ケ
島
 
築
 
い
 
て
、
 上
 
下
 
往
來
の
 
船
の
 
今
の
 
世
に
 
至
る
 

ま
 
で
、
 煩
 
な
き
 
こ
そ
 

め
で
た
 
け
れ
。
 

彼
の
 
島
 
は
應
保
 
元
年
 
三
月
 
上
旬
に
 
築
き
 
始
め
ら
れ
た
 

b
 
け
る
 

が
、
 同
 
じ
 
き
 

八
月
 
二
日
の
 

日
 
俄
に
 
大
風
 
吹
き
、
 
大
波
 
立
ち
て
 
皆
搖
 

b
 
失
 
ひ
て
 

き
。
 
同
じ
き
 
三
年
 
三
月
 
下
 

旬
 
に
、
 阿
 
波
の
 
民
 
部
 
重
 
能
 
を
 
奉
行
に
 

て
 
築
か
れ
け
 

る
 
に
、
 人
 
柱
 
立
て
ら
 

る
 

ベ
 
き
な
ん
 

ど
 
公
卿
 

< ̂
議
 
あ
り
し
 
か
ど
 

も
、
 そ
 
れ
は
 
な
か
 
/
\
 
罪
 
劫
な
る
 
べ
し
と
 

て
、
 石
 
の
 
面
に
 

一
 
切
經
を
 
書
か
 

れ
 
た
り
け
 

る
 
故
に
 

こ
 
そ
、
 經
 
の
 
島
と
 
は
 
名
 
づ
け
 
け
れ
。
 

と
 
あ
，
 
9
。
 
然
れ
ど
 

も
.
 旣
 
に
淸
 
盛
の
 
解
 
文
に
 
此
の
 
島
 
築
造
が
 
福
 
原
に
 
遁
世
 
返
老
の
 
幽
居
 
を
 
占
 

め
て
の
 
後
の
 
事
な
 

b
 
と
 
あ
れ
ば
 
彼
が
 
辭
官
 
入
道
の
 
仁
 
安
二
 
年
よ
り
も
 
六
 
年
 
を
 
遡
れ
る
 
應
保
 

元
年
の
 
頃
に
 
於
 
て
、
 旣
 
に
 
此
の
 
事
 
あ
る
べ
く
 

も
 
あ
ら
す
。
 

同
 
長
 
門
 
本
に
 

は
、
 

福
 
原
の
 
經
島
 
築
か
れ
た
 
り
し
 
事
 
直
 
人
の
 
業
と
 
は
覺
 
え
す
。
 

彼
の
 
海
 
は
 
泊
の
 
な
く
て
 
風
と
 

浪
 
と
の
 
立
 
合
 
ぬ
れ
 

ば
、
 通
 
へ
る
 
船
の
 
倒
 
れ
、
 乘
 
る
 
人
の
 
死
す
 

る
 
事
 
昔
よ
り
 
絕
ぇ
 
す
。
 
怖
し
 

き
 

渡
と
 
人
々
 
申
し
 
け
れ
 

ば
、
 入
道
 
聞
き
 
給
 
ひ
 
て
、
 阿
波
 
民
 
部
 
大
夫
成
 
良
 
に
 
仰
せ
 

て
、
 謀
 
を
 
廻
ら
し
 

人
を
勸
 
め
て
、
 
去
る
 
承
 
安
三
 
年
^
 
歲
築
 
始
め
た
 
り
し
 

を
、
 次
の
 
年
 
風
に
 
打
 
失
 
は
れ
て
、
 
次
の
 
年
 

. 
石
の
 
表
に
 
一
切
 
經
を
 
書
い
て
 
船
に
 
入
れ
 

て
、
 幾
 
ら
と
云
 

ふ
 
事
 
も
な
 

く
 
沈
め
ら
れ
け
，
 

り。 
さ
 

て
 
こ
そ
 
此
の
 
島
 
を
ば
 
經
ケ
 島
と
 
は
 
名
 
づ
 
け
ら
れ
 
け
れ
。
 

第
四
窣
 

大
輪
 
田
 
泊
 
 

七
 九
 



經
ケ
 

島
の
 

規
 

と
 

あ
 

模 

い
 

て
 葛 と 

と
 
あ
 

る J と 

神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 

、り
 

て
、
 

之
 

を
 

承
 

安
三
 

年
 

同
 
書
 
に
 

* 

は
 
世
に
 
多
 

國
 

家
の
 

費
 

せ
 

て、
 

十
 

の
 

宣
 

旨
 

を
 

申
 

の
 
樣
を
定
 

る
。
 

始
は
 

寄
せ
ら
れ
 

ん
 
と
 
て
、
 漸
 

き
け
 

り
。
 

望
渺
々
 

た
 

は
、
 

如
何
に
 

想
像
す
 

ベ
 

き も 

な
 

、り- 
石
 
を
 

し
 

下
 

め
 
ら
 

河
 

舟
 

て
 
程
 

く
 

築
 

見
 

る
 

の
 
な
 

- 
又
 

取
、
 
り 

さ
 

る
 

れ
け
 

V6
  

"
 

なく 

さ
 

續
 

古 さ 

り" 

ナ 

代
の
 
兵
 
庫
 
及
，
 ひ
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

A
O
 

事
 

と
 

な
 

す
。
 

從
 

ふ
べ
き
 

に
 

似
た
，
 

り。
 

其
の
 

此
を
 

築
く
 

事
に
 

就
 

>9 

に
 

「
往
返
の
 

も
甚
 
し
き
 

き
 

地
な
 

き
 

の し 

> 

ぞ ら も 

誇 を Mis 

一一 一 S 

は
 

人
の
 

み
經
を
 

て
、
 

彼
 

島
 

と
、
 

成
 

良
 

は
た
よ
 

有
り
け
 

な
り
に
 

れ
 
ぬ
。
 

留
、
 9、 家

 

仰
せ
て
 

の
 
言
 
の
 

く
 
者
 
あ
 

W
 

な 
,9
 

書
 
力
ん
 

に 入
る
 

以
下
 

計
 

り
 
冲
ょ
 

る
 

tV
 

け
 
>90 

催
 
は
な
 

な
ど
 

も
 

如
く
、
 今 

り
。
 

さ
 

0 
さ
の
 

み
 

船
 

を
 

S
@
 

み
な
が
ら
 

沈
め
ら
 

る
 

, 

も
 

筆
 

を
 

取
る
 

類
 

希
な
，
 

り。
 

只
 

往
返
の
 

舟
に
 

ベ
 

し
、
 

末
 

代
ま
で
 

も
 

此
仰
を
 

背
く
 

ベ
 

か
ら
す
 

、り 
申
し
 
け
れ
 

ば
、
 誠
 
に
さ
 

も
 
あ
，
 り
な
ん
 
と
て
、
 

一
 
里
 
三
十
 
六
 
町
 
出
し
て
 

ぞ
 
築
き
 
出
し
た
り
 

れ
を
 
便
に
 
て
浪
に
 
ゆ
ら
る
 

， 
藻
 
厨
、
 風
 
に
 
吹
 

同
じ
く
 

は
 

陸
 

へ
 

築
き
 

續
け
 

た
ら
ば
 

よ
か
り
 

け
れ
ど
 

も
、
 

心
 

め
る
 

人
 

は
 

皆
 

土
 

を
 

運
び
 

石
 

を
 

出
來
 

、
日
月
 

星
宿
の
 

光
明
々
 

と
し
て
、
 

蒼
海
の
 

里
 
三
十
 
六
 
町
 
出
し
て
 

ぞ
 
築
き
 
出
し
た
り
 

け
 

の
 
兵
 
庫
の
 
地
に
 
そ
れ
 
程
の
 
工
事
 
を
 
施
し
た
 

れ
ば
兵
 
庫
 
築
 
島
 
傅
の
 
如
き
 

は
、
 「
和
 田
の
 
御
埼
 



を
 
筋
 
違
 
ひ
 
に
、
 辰
 
巳
む
 

き
 
に
 
三
十
 
町
 
ば
か
 

b
 
埋
め
さ
せ
 
云
 
々
」
 な
ど
 
記
し
、
 
和
 
田
 
岬
 
は
 
此
の
 
時
の
 

^
造
の
 
如
く
に
 
考
 
ふ
る
も
の
 
亦
 
こ
れ
な
 
き
に
 
あ
ら
ね
 
ど
も
 
ノ
』
 

、 
に
 
所
謂
 

一
 
里
 
三
十
 
六
 
町
と
 

は
 
里
程
の
 
語
に
 
あ
ら
す
 
し
て
、
 

一
 
里
 
卽
方
六
 

町
、
 三
 
十
六
 
町
歩
の
 
面
積
 
を
 
云
 
へ
 
る
 
も
の
な
、
 

り。 

經
ケ
 島
の
 
面
積
 
三
十
 
六
 
町
と
 

い
 
ふ
 
も
の
 
尙
 
過
大
の
 
感
 
な
き
に
 
あ
ら
ね
 

ど
、
 
こ
 
は
 
物
語
 
文
の
 
常
と
 

し
 
て
、
 多
 
少
の
 
誇
張
 
は
 
免
れ
ぬ
 
と
こ
ろ
な
る
 

ベ
 
く
、
 其
 
の
 
往
返
の
 
船
に
 
仰
せ
て
 
助
長
せ
 
し
む
と
 

の
 
事
 
は
、
 治
 
承
 
四
 
年
の
 
淸
 
盛
の
 
解
 
文
に
 
よ
り
て
 
下
さ
れ
た
 

る
 
太
 
政
 
官
符
の
 
結
果
 
を
 
綜
合
し
て
 

語
れ
る
 
も
の
な
る
 

べ
し
"
 

さ
れ
ば
 
大
體
に
 
於
て
 
其
の
 
言
 
ふ
 
所
從
ふ
 

ベ
 
く
、
 
又
 
前
 
引
 
流
布
本
の
 

人
柱
の
 
俗
傳
 

文
 
に
、
 此
 
の
 
時
人
 
柱
 
を
 
入
る
 

、 
の
說
 
あ
り
し
 
も
實
 
行
す
 
る
に
 
至
ら
 
す
、
 經
 
文
 
を
 
書
き
た
 

る
 
石
 
を
 

沈
め
て
 
之
に
 
代
へ
 
た
り
と
の
 

說
、
 亦
 
信
 
す
 
ベ
 
き
 
に
 
似
 
た
 

，c^。 
然
る
に
 
源
平
 
盛
衰
 
記
に
 

は
、
 

彼
 
島
 
を
ば
 
阿
波
 
民
 
部
 
大
輔
成
 
良
が
 

承
，
.
 >
 
 て
 
、
承
 
安
二
 
年
 
癸
 
巳
年
 
築
き
 
始
め
た
，
.
^
 
し
 
を
、
 次
^
 

つら
-,
, 

\ 

南
風
 
忽
に
 
起
り
 
て
 
白
浪
 
頻
，
.
 ̂
に
扣
 
き
し
 

か
 
ば
、
 打
 
破
ら
れ
け
 

る
 
を
、
 入
 
道
 
倩
 
此
の
 
事
 
を
 
案
じ
 

て
、
 人
 
力
 
及
び
難
 

し
、
 海
 
W
 
王
 
を
 
宥
め
 
奉
る
 

ベ
 
し
と
 

て
、
 白
 
馬
に
 
白
 
鞍
 
を
 
置
 
き
、
 童
 
を
 

一
 
人
乘
せ
 

て
 
人
柱
 
を
ぞ
 
入
れ
ら
れ
 
け
る
。
 

其
の
上
 
又
 
法
 
施
 
を
 
手
 
向
け
 
奉
る
べ
し
 

と
 
て
、
 石
 
面
に
 

一
 
切
 

經
 
を
書
寫
 
し
て
 
其
の
 
石
 
を
 
以
て
 
築
き
た
り
 
け
り
。
 

誠
に
 
龍
神
 
納
受
 

あ
，
.
 
け
る
 

に
 
や
、
 其
 
の
 

後
 
は
 
恙
な
し
"
 

さ
て
 
こ
そ
 
此
島
 
を
ば
 
經
ケ
 島
と
 
は
 
名
付
け
 
た
れ
。
 

第
 

四
 

章
 

大
輪
 

田
 
泊
 
 

八
】
 



經
ケ
 

島
の
 

所
 

在 

紳
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

八
 
二
 

に
 
作
 
り
/
 
柱
を
實
 
施
し
た
 
る
が
 
如
く
 
說
き
 
な
し
た
 

h.。 
か
く
て
つ
 

ひ
に
 
は
 
生
 
田
に
 
關
を
構
 

へ
て
 
旅
人
 
三
十
 
人
 
を
 
捕
へ
、
 
之
 
を
 
人
柱
と
 
せ
ん
と
せ
 

し
 
を
、
 淸
 
盛
の
 
侍
 
童
 
松
 
王
 
丸
、
 自
ら
 
進
ん
で
 

三
十
 
人
の
 
命
に
 
代
 
b
 
 、
石
 
櫃
に
 
入
れ
ら
れ
て
 
經
石
 
と
共
に
 
沈
み
き
 
な
ど
の
 
俗
傳
 
も
出
づ
 
る
に
 

至
れ
る
な
 

hs。 

經
ケ
 島
の
 
造
 
築
 
は
 
錨
地
の
 
前
面
に
 
島
 
を
 
築
き
、
 
一
 
方
 
を
陸
績
 
き
と
し
て
 

內
 
部
に
 
安
全
な
る
 
碇
 

泊
 
場
 
を
 
設
け
た
 

hv 
し
も
の
、
 

如
し
。
 

其
の
 
位
置
 
は
 
ほ
 
 >
 
 今
の
 
兵
 
庫
 
郵
便
局
 
所
在
の
 
地
方
な
 

る
 
ベ
 
く
、
 今
 
の
 
錨
地
た
 

る
 
島
 
上
 
町
 
は
、
 も
 
と
 
島
の
 
上
に
 
起
れ
 

る
 
町
の
 
意
 
を
 
示
せ
る
 
も
の
 
な
れ
 
ど
 

も
、
 其
 
の
 
地
 
は
 
頗
る
 
低
く
 
し
て
、
 
後
に
 
經
ケ
 島
の
 
外
面
に
 
生
じ
た
 

る
 
寄
洲
な
 

b
 
と
 
解
す
 

ベ
 
き
も
の
 

な
ら
ん
"
 

今
の
 
築
 
島
 
寺
の
 
如
き
 

も
.
 後
 
に
 
此
の
 
新
生
 
地
に
 
移
轉
 
せ
る
 
も
の
な
.
.
.
。
 

而
 
し
て
 
經
ケ
 

島
 
築
造
の
 
目
的
た
 

る
、
 も
 
と
 
東
南
 
風
 
を
 
防
い
 

で
 
錨
地
 
を
 
保
護
す
 
る
に
 
あ
れ
 

ば
、
 主
 
な
る
 
船
 
入
 
は
 

必
す
 
島
の
 
北
面
に
 
あ
り
し
 
な
る
 

ベ
 
く
、
 後
 
世
ま
で
 

も
 
其
の
 
形
を
存
 
せ
し
 
佐
 
比
 
江
 
は
、
 蓋
 
し
 
其
の
 

Q
 
第
ん
 

草
 

一
部
分
の
 
遺
，
 0 
し
も
の
と
 
解
す
べ
き
 

か
。
 

而
 
し
て
 
當
 
時
の
 
湊
川
 

は
、
 後
 
章
 
二
 
 M
 
ゆ
，
 
說
く
如
 

く，
 

な
 

ほ
 

舊
河
道
 

を
 

取
 

て
 

和
 

田
の
 

方
面
に
 

注
ぎ
し
 

も
の
な
，
.
^
 

し
な
る
 

ベ
 

く、
 

其
 

の
 

海
岸
 

は
 

今
 

の
 

佐
 

比
 

江
 

町
の
 

邊
ょ
 

、
殆
 

ど
 

一
直
線
 

を
な
 

し
 

て
、
 

直
 

ち
に
 

神
 

IT
; 

の
濱
に
 

達
す
る
 

の
 

形
勢
に
 

あ
 

,0
 

し
な
ら
ん
。
 

斯
く
て
此
の
川
ょ
h
^
流
下
す
る
土
砂
の
港
內
に
堆
積
す
る
を
避
け
ん
が
爲
 



っ
赛
ん
 

二
 

に
、
 川
 
は
 
西
郊
 
を
 
過
ぎ
て
 
須
 
佐
の
 
入
江
に
 
導
か
れ
し
 
も
の
な
 
ら
ん
 

か
。
 
虹
？
 
お
 
ま
-
 

重
 源
の
 
大
輪
 

築
 
島
旣
に
 
成
れ
る
 

も
 
護
岸
の
 
工
事
 
完
 
か
ら
 
や
、
 防
波
堤
 
未
だ
 
成
ら
す
、
 
風
浪
 
常
に
 
岸
 
を
嚙
み
 

田
倏
築
 

て
 
之
 
を
 
侵
蝕
す
 
る
が
 
故
に
、
 
治
 
承
 
四
 
年
淸
盛
 
奏
請
し
て
 
國
々
 

の
 
功
力
 
を
假
.
 ̂
永
久
 
的
に
 
修
築
 

を
 
全
う
す
る
 

の
 
計
畫
を
 
立
て
た
 

hs。 
同
年
の
 
太
 
政
官
符
 
明
に
 
此
の
 
事
情
 
を
 
示
す
。
 

然
る
に
 

此
の
 
年
 
諸
 
源
の
 
蜂
起
 
あ
り
、
 
尋
ぃ
 
で
淸
 
盛
の
 
福
 
原
 
遷
都
 
は
 
失
敗
に
 

終
，
^
、
 
爾
後
 
兵
亂
相
 
つ
ぎ
て
 

石
椋
 
の
事
復
 
顧
る
 

に
 
暇
 
あ
ら
す
。
 

建
久
七
 
年
に
 
至
り
て
 
更
に
 
東
大
寺
 
重
 
源
の
 
奏
請
 
を
 
見
る
 

に
 

至
り
し
 

な
，
 

o。
 

其
の
 

奏
狀
に
 

曰
 

く
、
 

「
大
和
 

田
 

泊
 

者
 

古
今
 

之
 

間
 

或
 

雖
=
修
 

復
；
 

二
十
 

年
來
 

石
椋
頹
 

*
、
 風
波
 
相
 
突
、
 舢
艫
 
易
，
 迷
」
 と
。
 

治
 
承
 
四
 
年
よ
 

b
 
此
の
 
年
ま
で
 
正
に
 
十
七
 
年
 
を
經
。
 

こ
、
 

に
 
二
 

十
 
年
來
と
 

は
、
 淸
 
盛
の
 
解
狀
に
 
所
謂
 
「
新
 
島
旣
に
 
成
る
 
と
雖
、
 
波
 
勢
 
常
に
 
險
 
し
く
 
石
椋
 
全
か
ら
 

ざ
 

る
」
 の
 
年
數
を
 
籠
め
 
た
る
 
も
の
な
る
 

べ
し
。
 

爾
後
 

約
 

七
 

百
年
、
 

其
の
 

間
湊
 

川
の
 

河
 

道
 

東
に
 

遷
.
.
 

^
て
 

其
の
 

河
口
に
 

土
砂
の
 

堆
積
す
 

る
 

も
の
 

多
 

く
、
 

經
ケ
島
 

內
 

部
の
 

水
面
 

は
 

亦
 

何
時
し
か
 

埋
沒
 

し
て
 

陸
地
に
 

接
續
 

し
、
 

僅
 

に
 

舊
 

經
ケ
島
 

の
 

左
右
に
 

船
 
入
 
を
 
止
む
 
る
の
 
み
と
な
，
 
0 
し
 
が
、
 そ
 
れ
も
今
 
は
 
埋
め
立
て
ら
れ
て
 
舊
形
を
 
見
る
 

ベ
 
か
ら
す
-
 

斯
く
て
 
錨
地
 
は
 
其
の
 
外
部
に
 
移
 

、
往
時
の
 
船
 
瀨
右
椋
 

の
 
蹟
亦
尋
 

ぬ
 
ベ
か
ら
 
す
な
れ
 

h.。 
明
 

治
 

七
 

年
 

新
 

川
 

を
 

開
鑿
し
て
 

南
の
 

船
 

入
に
 

通
せ
し
 

際
、
 

土
 

中
に
 

嚴
 

重
な
る
 

石
垣
 

或
は
 

大
 

な
る
 

木
 

第
，
 

四
窣
 

大
輪
 

田
 
泊
 
 

r<
ll
l 



神
戶
市
 
史
別
錄
 

1 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

ヌ
匹
 

石
の
 
埋
沒
 
せ
る
 
を
發
 
見
せ
.
 
-
と
 
い
ふ
。
 

蓋
し
 
或
る
時
 
代
に
 
於
て
 
大
輪
 
田
 
泊
に
 
施
さ
れ
た
 

し
 
^
瀨
.
 
石
椋
の
 
遺
物
の
 

一
 
部
な
 
ら
ん
 

か
。
 



第
五
 
章
 

武
庫
 
地
方
 
郡
鄕
の
 
研
究
 

一
、
 
舊
 
武
庫
 
郡
の
 
境
界
と
 
其
の
 
入
鄕
 

舊
 武
庫
 
郡
の
 

武
庫
 
郡
の
 
東
部
 
卽
ち
 
も
と
の
 
武
庫
 
郡
の
 
地
 
は
、
 西
北
 
山
地
に
 
よ
っ
て
 
舊
蒐
原
 
郡
 
及
び
 
有
 
馬
 

郡
に
 
連
り
、
 
東
南
に
 
平
野
 
開
け
て
 
川
邊
 
郡
に
 
達
す
。
 

郡
の
 
名
義
 
は
 
第
 

一
 
章
に
 
述
べ
た
 
る
が
 
如
 

し
。
 

其
の
 
武
庫
 
川
下
 
流
の
 
平
野
 

は
、
 大
部
分
 
有
史
 
以
後
の
 

成
 
生
に
 
か
、
 
れ
る
 
も
の
、
 

如
し
。
 

大
庄
 
村
の
 
北
部
に
 
東
大
 
島
.
 西
 
大
島
ぁ
 

b
.
 
河
 
口
よ
り
 
約
 
一
里
 
を
距
 

つ
。
 

其
の
 
附
近
の
 
村
落
 
亦
 

多
く
 
某
 
新
田
と
 
稱
 
す
る
な
 

り
。
 
郡
界
亦
 
時
に
 
變
遷
 
あ
り
。
 

和
名
 
抄
に
 
武
庫
 
郡
賀
美
 
.
兒
 
屋
.
 武
 

庫
 右
 
井
舍
 
零
津
 
門
.
 廣
 
田
.
 雄
 
田
の
 
八
鄕
を
 
載
す
。
 

其
の
 
中
 
a
s
 
屋
鄕
は
 
今
川
邊
 
郡
に
 
屬
す
。
 

又
 

西
 
ノ
宮
町
 
に
 
西
 
ノ
宫
神
 
社
 
あ
り
、
 
蓋
し
 
延
喜
式
 
內
大
國
 
生
 
西
 
神
社
に
 
し
て
、
 
延
喜
式
 
神
 
名
 
帳
に
 
は
 
之
 

を
菟
原
 

郡
に
 

列
す
 

る
な
 

b

。

 

 

• 

鄉
 

賀
美
鄕
 

「
上
」
 の
義
 
な
り
。
 

郡
內
に
 
於
て
 
川
上
 
地
方
に
 
當
 
る
の
 
謂
な
る
 

べ
し
。
 

新
撰
 
姓
氏
 
錄
 

に
 
攝
津
の
 
諸
 
蕃
上
村
 
主
 
あ
 
り
、
 廣
 
階
 
連
 
同
祖
 
陳
思
王
 
植
の
後
 

な
 
り
と
 
あ
り
。
 

陳
思
 
王
は
魏
 

第
五
 
窣
 

武
庫
 
地
方
 
郡
鄉
の
 
研
究
 
 

ス
五
 



律 
門 

廣 
田 

武 
寧 
鄉 

兒 
屋 
鄉 

神
戶
市
 

別
 

錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 
 

ス
.
 

K
 

の
武
 

帝
の
 

後
 

い
ふ
。
 

或
は
 

此
の
 

地
名
 

を
 

f
t
 

へ
る
 

も
の
 

か
。
 

今
の
 

良
.
 

元
 

村
に
 

當
る
 

べ
し
。
 

a
 

星
鄕
 

今
 

川
 

邊
邵
に
 

屬
 

し
、
 

稻
野
 

村
と
 

い
ふ
。
 

大
字
 

昆
陽
ぁ
 

b
 

、
昆
 

陽
 

寺
 

.
a
 

陽
 

池
等
存
 

す
。
 

昆
陽
寺
 

は
 

行
 

基
 

菩
薩
の
 

開
基
す
 

る
 

所
、
 

本
 

朝
 

世
紀
 

所
載
 

天
慶
八
 

年
の
 

攝
！
：
 

國
司
解
 

文
に
 

河
 

邊
郡
 

il
^ 

屋
 

寺
と
 

あ
り
。
 

蓋
し
 

も
と
 

川
邊
 

ff
i 

に
^
せ
し
 

も
の
に
し
て
、
 

一
時
 

武
庫
 

郡
に
 

編
せ
 

し
も
の
 か。 

武
庫
 

鄕
 

蓋
し
 

も
と
 

武
庫
 

郡
衙
の
 

所
在
地
と
 

し
 

て
、
 

爲
 

に
 

此
の
 

名
 

を
 

得
し
 

も
の
な
 

ら
ん
。
 

今
 

武
庫
 

村
 

あ
 

り
、
 

武
 

庫
 

庄
.
 

東
 

武
 

庫
.
 

西
 

武
庫
の
 

名
存
 

す
。
 

武
庫
 

庄
の
名
 

は
 

吾
妻
 

鏡
 

文
治
 

六
年
條
 

に
あ
り
。
 

內
宮
 

役
夫
 

大
工
 

作
 

料
未
濟
 

成
敗
 

所
々
 

事
の
 

中
に
 

見
 

ゆ
。
 

同
書
 

建
久
 

三
年
 

條
平
 

家
 

沒
官
領
 

の
 

中
に
 

武
庫
 

御
廚
 

あ
、
 

り。
 

孝
德
 

天
皇
 

大
化
 

三
年
 

有
馬
溫
 

湯
に
 

幸
し
 

給
 

ふ
 

や
、
 

途
 

武
庫
 

行
宮
に
 

御
し
 

給
 

ふ
。
 

亦
 

此
の
 

地
か
^
 

姓
氏
 

錄
攝
律
 

諸
 

蕃
牟
古
 

首
 

も
り
、
 

百
濟
 

國
人
片
 

鱧
 

吉
 

志
 

の
 

後
な
 

b
 

と
 

見
え
た
り
。
 

廣
田
鄕
 

日
本
 

紀
に
御
 

心
の
 

廣
田
國
 

と
 

あ
 

，
.
^
,
今
 

も
 

大
社
 

村
廣
 

田
の
 

名
存
 

す
。
 

式
內
 

名
祌
大
 

f
t
 

廣
田
 

神
社
 

あ
り
。
 

姓
氏
 

錄
廣
田
 

連
 

あ
 

り
.
 

左
 

京
 

及
び
 

右
京
に
 

貫
す
。
 

百
 

濟
國
人
 

辛
臣
君
 

の
 

後
な
 

り
。
 

蓋
し
 

此
の
 

地
の
 

名
 

を
 

負
へ
 

る
 

も
の
 

か
。
 

津
門
鄕
 

武
庫
の
 

津
 

門
の
 

義
 

な
る
べ
し
。
 

今
 

津
村
津
 

門
 

あ
 

，0
/ 

西
，
 

宮
叮
の
 

東
北
に
 

あ
り
。
 

蓋
 



し
 
古
へ
の
 
武
庫
の
 
泊
な
.
 
り
。
 

當
 
時
の
 
海
岸
線
 
は
津
 
門
よ
り
 

西
.
^
 宮
 神
社
の
 
方
に
 
向
 
ひ
、
 國
道
 

以
南
 
は
 
海
な
 

b
 
し
も
の
、
 

如
し
。
 

長
 
承
 
元
年
の
 
辨
官
下
 
文
 
に
、
 廣
 
田
 
社
と
 
西
 
乂
呂
社
 
と
 
を
 
北
 
一
 

南
兩
 
社
と
 
云
 
ひ
、
 廟
 
を
 
山
 
脚
に
 
崇
ぅ
 

し
、
 基
 
を
 
海
邊
に
 
下
す
 

と
 
あ
，
.
 =^。 

又
 
其
の
 
南
 
社
 
を
 
一
に
 
一
 

濱
 
ノ
南
宮
 
と
 
あ
る
に
 

よ
，
 
9 
て
 
知
ら
る
.
 

r 
な
り
。
 

姓
氏
 
錄
に
攝
 
津
の
皇
 
別
 
津
門
首
 
あ
り
。
 

孝
 

昭
 
天
皇
に
 
出
づ
。
 

蓋
し
 
此
の
 
地
に
 
居
り
し
 
よ
り
 
得
し
 
名
な
 

b
。
 

河
 
內
の
神
 
別
 
亦
 
津
門
首
 

あ
り
、
 
物
 
部
 
氏
の
 
族
な
，
 
9
。
 

亦
 
此
の
 
地
の
 
名
 
を
 
負
へ
 

る
 
も
の
 
か
。
 
 

一
 

曾
禰
鄉
 

曾
糊
鄕
 

所
在
 
詳
 
な
ら
す
。
 

今
 
鳴
 
尾
 
村
の
 
小
曾
禰
 
其
の
 
名
を
傳
 
ふ
る
も
の
 
か
と
 
言
 
は
る
。
 

： 

ソ
 
ネ
 
は
确
 

な，..^、 磽
确
の
 
地
の
 
稱
 
に
し
て
、
 
武
庫
 
川
の
 
下
流
 
砂
礫
 
堆
積
し
て
 
成
れ
る
 
地
に
 
此
 

の
 
名
 
あ
る
か
。
 

姓
氏
 
錄
神
別
 
曾
 
禰
連
ぁ
 

り
、
 
左
 
京
.
 右
 
京
 
及
び
 
和
 
泉
に
 
貫
す
。
 

物
 
部
 
氏
の
 
族
 

.
 
 

一 

な
り
。
 

或
は
 
此
の
 
地
よ
，
.
^
 
出
で
 

し
 
家
な
 
ら
ん
。
 

石
井
鄉
 

石
井
鄕
 

所
在
 
詳
 
な
ら
す
。
 

攝
津
國
 
石
 
井
 
莊
の
名
 
諸
 
書
に
 
見
 
ゆ
。
 

甲
 
東
 
村
に
 
大
 
市
.
 段
 
等
の
 
一
 

名
 
あ
り
。
 

大
市
は
 
古
へ
 
市
廛
の
 
あ
り
し
 

所
、
 段
 
は
 
蓋
し
 
武
庫
 
軍
圑
の
 
あ
り
し
 
地
 
か
。
 

其
 
の
 

西
〕
 方
 
古
墳
の
 
群
集
す
 

る
 
あ
り
 

て
.
 古
代
 
殷
賑
の
 

地
た
，
.
 

し
 
を
 
知
る
。
 

而
 
し
て
 
鄕
 
名
の
 
宛
つ
；
 

べ
き
な
 

し
。
 
本
鄕
 
或
は
 
此
の
 
地
に
 
擬
 
す
べ
き
 
か
。
 
 

一
 

雄
田
鄕
 

雄
田
鄕
 

所
在
 
亦
詳
 
な
ら
、
 
す
。
 
金
剛
 
寺
 
文
書
 
正
 
平
 
十
 
年
 
小
 
田
庄
ぁ
 

b
。
 

今
 
川
 
邊
郡
小
 

田
 
村
 

第
五
 
窣
 

武
庫
 
地
方
 
郡
鄕
の
 
研
究
 
 

A
 七
 
 

ノ
 



神
 
戸
市
 
史
別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

八
ヌ
 

あ
る
 
は
 
此
の
 
庄
名
 
を
傳
 
ふ
る
も
の
 

か
。
 
而
も
 
其
の
 
地
舊
 
武
庫
 
郡
の
 
域
と
 
し
て
 
は
餘
 
り
に
 

東
に
 
距
る
。
 

或
は
 
同
 
郡
 
立
 
花
 
村
に
 
擬
 
す
べ
き
 

か
。
 
其
の
 
地
 
小
 
田
 
村
の
 
西
に
 
あ
ち
 

て
、
 舊
 
武
 

庫
 
郡
 
兒
屋
鄕
 

の
 
南
に
 
當
 
り
、
 
武
 
庫
鄕
に
 
接
す
る
な
、
 

り。 
蓋
し
 
小
 
田
 
庄
の
名
 
此
の
 
地
に
 
起
 

て
 
東
方
の
 
地
 
を
 
包
 
ね
、
 後
 
に
 
其
の
 
名
 
東
部
に
 
遺
り
 
し
も
の
 
に
て
も
 
あ
る
 

べ
し
。
 

二、 舊
英
原
 

郡
の
 境界
と
 

其
の
 人鄕
 

舊
蒐
原
 
郡
の
 

舊
蒐
原
 
郡
は
武
 
率
 
八
 
部
兩
 
郡
の
 
間
に
 

あ
，
 
り
て
、
 
北
に
 
山
 
を
 
f
t
 
ひ
、
 山
 
麓
と
 
海
岸
線
と
の
 

間
に
 

平
地
 
開
展
 
す
。
 

萬
 
葉
 
集
に
 
之
を
ク
 
ナ
ビ
と
 
調
す
 

る
 
は
 
海
 
邊
の
義
 
に
し
 

て
、
 海
 
邊
の
 
郡
の
 
稱
な
 

る
 
べ
し
：
 
其
の
 
地
域
の
 
比
較
的
 
狹
 
小
な
る
 
に
拘
ら
 

す
、
 古
 
へ
 
こ
 

、 
に
 
八
 
箇
の
鄕
 

あ
 
り
し
 

は
、
 其
 

の
 
山
地
に
 
古
墳
の
 
多
き
 

と
 
相
俟
っ
 

て
、
 拓
殖
 
の
 
夙
に
 
進
步
 
せ
し
 
を
 
見
る
 

に
 
足
る
。
 

其
の
 
郡
 
境
.
 

東
 
は
 
嘗
て
 
西
 
ノ
宮
神
 
社
の
 
地
に
 
及
び
し
 

こ
 
と
、
 延
 
喜
 
式
に
 
大
國
主
 
西
 
ノ
祌
社
 
を
蒐
原
 
郡
に
 
列
す
 

る
 

に
よ
り
て
 
知
ら
る
。
 

或
は
 
も
と
 
夙
 
川
 
社
 
東
に
 
流
れ
 

て
、
 之
 
を
 
以
て
 
境
界
と
 
せ
し
 
も
の
 

か
。
 

西
ノ
 

宫
の
濱
 
脇
 
町
に
 
古
昔
の
 
郡
 
界
の
標
 
と
て
も
と
 
古
松
 
あ
 
り
、
 其
 
の
 
北
の
方
 
名
 
次
 
山
の
 

際
、
 道
 
路
 
の
 

側
に
 

も
 
あ
り
き
 
と
い
 

ふ
。
 

又
 
西
 
は
 
舊
生
田
 
川
 
を
 
以
て
 
八
 
部
 
郡
と
の
 
界
 
と
な
す
。
 

而
も
 
延
喜
 

式
に
 
は
 
其
の
 
東
な
る
 
敏
賣
 
神
社
 
を
 
以
て
 
八
 
部
 
郡
に
 
列
し
た
 
る
に
 
よ
れ
 

ば
、
 嘗
て
 
は
郡
界
 
此
の
 



葦 
屋 
m 

賀 
美 
m 

邊
 

ま
で
 

縮
ま
 

b
 

し
こ
と
 

あ
ら
き
と
 

見
え
た
 

hv
。 

和
名
 

抄
に
は
 

生
 

田
 

鄕
を
八
 

部
 

郡
に
 

班
す
。
 

生
 

田
 

村
 

舊
生
田
 

川
の
 

東
に
 

あ
り
。
 

然
 

ら
ば
 

此
の
頃
ま
で
 

も
 

郡
 

界
は
河
 

東
に
 

存
 

せ
し
 

な
り
。
 

然
る
に
 

天
平
 

十
八
 

年
の
 

法
隆
寺
 

伽
藍
 

緣
起
流
 

記
 

資
財
 

帳
に
 

は
、
 

蒐
原
郡
 

宇
治
 

鄕
 

と
共
に
 

雄
 

伴
 

郡
 

宇
治
 

鄕
の
名
 

あ
り
。
 

雄
 

伴
 

郡
 

は
 

後
の
 

八
 

部
 

郡
な
.
.
 

>。
 

然
 

ら
ば
 

奈
良
 

朝
の
 

頃
に
 

は
 

宇
治
 

鄕
 

兩
 

郡
に
 

分
屬
 

し
、
 

恐
 

ら
く
 

湊
川
を
 

以
て
 

其
の
 

境
界
と
 

な
せ
し
 

も
の
に
 

て
、
 

本
 

郡
 

は
 

宇
治
 

野
.
 

荒
 

田
 

の
 

地
方
に
ま
で
 

及
び
し
 

も
の
、
 

如
し
。
 

今
 

其
の
 

西
部
 

神
 

市
に
 

入
る
。
 

賀
美
鄕
 

名
義
 

は
 

武
庫
 

郡
 

賀
美
鄕
 

に
 

同
じ
く
 

「
上
」
 

に
 

し
て
、
 

都
に
 

近
き
 

方
に
 

名
づ
，
 

け
た
る
 

も
の
 

な
る
 

ベ
 

く
、
 

郡
の
 

東
 

隅
に
 

あ
 

6
 

て
 

本
 

郡
 

葦
屋
 

鄕
と
 

武
庫
 

郡
 

津
門
鄕
 

と
の
 

中
間
に
 

位
せ
し
 

も
 

の
な
る
 

べ
し
。
 

其
の
上
 

方
 

阿
保
 

親
王
 

墓
と
 

稱
 

せ
ら
る
、
 

古
墳
の
 

附
近
よ
 

b
 
 

、
丘
 

上
 

の
 

岩
ケ
平
 

に
涉
 

り
て
 

古
墳
 

墓
 

群
集
す
。
 

蓋
し
 

往
時
 

住
民
の
 

多
 

か
 

b
 

し
 

を
 

知
る
。
 

葦
屋
 

鄕
 

精
 

道
 

村
蘆
屋
 

其
の
 

名
.
^
,
 

傳
ふ
。
 

古
へ
 

葦
屋
 

莊
 

あ
り
。
 

東
庄
 

村
東
靑
 

木
よ
，
.
 

>
 
 

蘆
學
 

打
 

出
に
 

涉
 

b
 

て
も
と
 

本
 

庄
と
稱
 

す
る
 

は
、
 

葦
 

屋
本
 

莊
の
義
 

な
る
べ
し
。
 

姓
氏
 

錄
攝
 

津
諸
蕃
 

あ-
し 

やの
 

あや
 

び
と
 
 

，- 
し 

うら
 

み
き
 

葦
屋
 

漢
人
 

あ
 

り
、
 

石
 

占
忌
寸
 

同
祖
 

阿
智
 

王
の
 

後
な
.
.
^
 

と
 

あ
、
 

り。
 

石
 

占
 

忌
 

寸
は
坂
 

上
 

氏
の
 

族
 

に
し
て
、
 

漢
人
 

阿
知
 

使
 

主
の
 

後
と
 

稱
す
。
 

天
平
 

神
 

護
 

元
年
 

正
倉
院
 

文
書
に
 

內
竪
從
 

八
 

位
 

上
 

勳
七
等
 

葦
屋
 

倉
 

人
 

島
 

麿
と
 

あ
る
 

も
 

同
族
な
る
 

べ
し
。
 

別
に
 

和
 

泉
の
 

諸
蕃
 

葦
屋
 

村
 

主
 

あ
り
、
 

第
五
 

章
 

武
庫
 

地
方
 

郡
 

解
の
 
硏
究
 
 

八
 

九
 



住  佐 
吉  ォ 

鄉  鄉 

神
 
戸
市
 
史
別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

九
 〇
 

お 
ほ
か
ら
 

き 

百
 
濟
國
人
 
意
 
寶
荷
羅
 
支
 
王
の
 
後
な
 
り
と
 
あ
り
。
 

亦
 
此
の
 
地
 
を
 
名
に
 
負
 
へ
 
る
 
も
の
な
る
 

ベ
 

し
。
 

佐
才
鄕
 

詳
 
な
ら
す
。
 

サ
、
 

ィ
 
古
く
 
は
サ
、
 

キ
と
 
い
ふ
。
 
鹣
鶬
な
 

り
、
 或
 
は
 『
雀
」
 の
 
字
 
を
 
以
 
て
 

之
に
 
當
っ
。
 

魚
 
崎
に
 
古
く
 
雀
 
松
原
の
 
名
 
あ
り
。
 

蓋
し
 
サ
、
 
ィ
の
 
松
原
に
 

し
 
て
，
 佐
 
才
鄕
の
 

名
 
を
 
止
む
 

る
 
も
の
 
か
 •
 
 

， 

住
吉
鄕
 

日
本
 
紀
に
大
 
津
淳
中
 
倉
 
之
 
長
 
峽
と
ぁ
 

h
^
x
n
 
住
吉
 
村
の
 
地
方
 
是
 
な
 
り
。
 

所
謂
 
蒐
原
 

すみ 
S え 力つ 

住
吉
 
神
社
の
 
あ
る
 
所
な
 

b
。
 

其
の
 
住
 
吉
の
名
 

は
、
 仁
 
德
 
天
皇
 
墨
 
江
 
津
を
難
 
波
に
 
定
め
て
、
 

こ
 

t- み 
の大 

こ
に
 
海
路
 
を
 
守
り
 
給
 
ふ
 
ベ
く
 
筒
 
男
の
 
三
 
神
 
を
 
祭
-
.
^
 
給
 
ひ
し
ょ
 

り
、
 
此
 
の
 
神
 
住
 
吉
の
名
 

を
 
得
 

_ 

其
の
 
神
の
 
鎭
 
座
せ
 
る
よ
り
 
此
の
 
地
に
 
住
吉
の
 
名
 
を
 
得
し
 
も
の
な
る
 

ベ
 
し
。
 
住
吉
 
も
と
 

ス
 

ミ
ノ
 

ェ
 
と
 
訓
す
。
 

『士  II」 は
 
蓋
し
 
「
ェ
」
 の
假
 
字
な
 

り
。
 

日
吉
 
を
ヒ
 

と
訓
 
や
る
 

の
 
例
な
 

り
。
 

後
 

に
ス
 
ミ
ヨ
シ
と
 
謂
 
ふ
 
は
 
訛
れ
る
な
 

り
。
 

今
 
住
吉
の
 
西
北
に
 
郡
 
家
の
 
地
名
 
あ
 

、り、 蓋
 
し
蒐
原
 

郡
衙
の
 

あ
，
 
9 

し
 
所
と
 
な
す
。
 
 

. 

天
城
鄕
 

高
山
 
寺
 
本
 
和
名
 
抄
に
天
 
敷
に
 
作
る
、
 
蓋
し
 
天
 
礎
 
城
な
る
 

べ
し
。
 

攝
津
 
志
に
 
上
野
 
村
 

舊
名
天
 
城
 
野
と
 
云
へ
 
り
と
 
あ
り
。
 

蓋
し
 
鄕
名
 
を
傳
 
ふ
る
な
，
.
^
。
 

今
西
灘
 
村
に
 
屬
す
。
 

津
守
鄕
 

攝
津
 
志
に
 
津
守
 
已
に
廢
 
し
て
 
森
村
存
 

す
、
 森
 
村
 
舊
名
津
 
社
と
 
あ
り
 

• 
今
 
亦
 
西
灘
村
 



覺 

鄉 

布 
敷 
鄉 

に 入， - 、天 城 

の
 
歌
に
 
所
 
謂
 

神
社
 

あ
，
.
^
。
 

尾
 

張
 

宿
 

漏
の
 

難
 

波
 

住
吉
社
 

原
 
住
吉
社
 

に
 

布
敷
鄕
 

攝
津
 

稱
す
。
 

今
の
 

* し ま 

敷
の
 
名
を
傳
 

る
 
も
の
 

か
。
 

須
岐
驛
 

に
 
於
 

も
の
 

か
。
 

覺
美
鄕
 

力
 

♦、 

. 
守
ニ
鄕
 
と
の
 

に
當
っ
 

べ
き
 第
五
 

章
 

鄕
の
 
南
に
.
 
連
る
。
 

其
 百

 
船
の
 

過
ぎ
て
 

行
く
 

津
守
は
 

蓋
し
 

此
の
 

浦
 

同
祖
に
 

し
て
 

天
孫
 

火
 

の
 
祠
官
津
 
守
 
氏
 
も
と
 

仕
へ
、
 

後
に
 

難
 

波
に
 

移
 

志
に
 

今
 

葺
屋
莊
 

と
 

呼
 

神
 

ux- 市
葺
合
 
區
は
荟
 

i 

ふ
る
も
の
。
 

其
の
 

名
 

純
 
友
 
追
討
 
記
 
に
、
 純
 
友
 

て
 

之
に
 

及
ぶ
 

と
 

あ
，
.
 

ミ 
と
 
訓
 
む
 
ベ
 
し
。
 

所
 

間
、
 

古
 

代
 

住
民
 

多
 

か
る
 

力 

武
庫
 

地
方
 

郡
鄉
の
 

研
究
 

の
 
西
南
 
海
濱
 

ベ
 

き
濱
 

な
ら
 

を
 

守
る
 

の
義
 

明
 
命
の
 
後
な
 

此
の
 
地
に
 
出
 

し
 

祭
ら
る
 

， 

ぶ
と
 
あ
り
 

し
 

其
の
 

名
の
 

義
は
 

隣
鄕
天
 

郞
等
 
を
し
て
 

. 
須
岐
は
 

磯
 

在
詳
 
な
ら
す
-
 

べ
く
 
 

し
て
 
 

而
 

を
敏
賣
 

浦
と
 

い
ふ
。
 

萬
 

葉
 

集
 

田
 

邊
福
麿
 

ぬ
 

敏
賣
の
 

浦
な
る
 

も
の
。
 

こ
、
 

に
敏
賣
 

か
。
 

姓
氏
 

錄
攝
津
 

神
別
津
 

守
宿
禰
 

あ
り
，
 

り
。
 

和
 

泉
 

亦
 

津
守
連
 

あ
 

り
、
 

同
 

祖
に
 

出
づ
。
 

で
、
 

要
 

津
の
 

守
護
 

を
 

職
と
 

し
て
 

兼
ね
て
 

蒐
 

に
 
及
び
て
 
之
に
 
從
ひ
 
し
も
の
 

か
。
 

熊
 
內
.
 中
 
尾
.
 中
.
 筒
 
井
.
 脇
.
 ̂
濱
.
 小
 野
 
新
田
 
を
總
 

ねの 
び
き
 
 

tsQ- 

存
 
す
る
な
 

り
。
 
布
引
の
 
瀧
 
あ
 

^
、
蓋
 
し
 
布
 

城
と
 
共
に
 
往
古
の
 
城
砦
の
 
名
に
 
起
因
せ
 

備
前
介
 
藤
 
原
子
 
高
 
を
 
追
 
は
し
 

め
、
 蒐
原
郡
 

城
に
 

し
 

て
，
 

天
 

城
 

或
は
 

布
 

敷
に
 

當
 

つ
べ
き
 

. 
地
理
 

を
 

案
す
 

る
 

に
、
 

住
 

吉
鄕
と
 

天
 

城
.
 

津
 

も
鄕
 
名
の
 
擬
 
す
べ
き
な
 

し
。
 
蓋
し
 
本
鄕
 

九
 

1 



紳
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

九
 
二
 

三
、
 

舊
八
部
 

郡
の
 

境
界
と
 

其
の
 

五
鄕
 

舊
 

A
 

部
 

郡
の
 

舊
八
部
 

郡
 

は
 

攝
津
の
 

西
 

隅
に
 

あ
 

b
 
 

、
東
 

は
 

舊
生
田
 

川
 

を
 

以
て
 

蒐
原
 

郡
に
 

接
 

し
、
 

西
 

は
 

鉢
 

伏
の
 

境域 

山
 

脚
 

海
に
 

逼
，
.
 

M
 

し
播
 

磨
に
 

界
す
。
 

名
義
 

は
仁
德
 

天
皇
 

皇
后
 

八
 

田
 

皇
女
の
 

御
子
 

代
な
る
 

八
 

田
 

部
に
 

起
因
す
。
 

舊
名
雄
 

伴
 

郡
。
 

蓋
し
 

淳
和
 

天
皇
の
 

諱
大
 

伴
の
 

語
 

を
 

避
け
て
 

改
め
し
 

な
り
。
 

其
の
 

東
部
 

蒐
原
 

郡
と
の
 

境
界
の
 

變
遷
 

は
旣
に
 

述
べ
た
り
。
 

西
に
 

あ
 

b
 

て
 

は
 

中
世
 

须
磨
.
 

輪
 

田
 

等
の
 

地
を
播
 

磨
に
 

屬
 

せ
し
め
た
 

る
 

記
事
 

多
し
。
 

和
名
 

抄
に
播
 

國
 

大
輪
 

田
 

泊
と
 

云
 

ひ
、
 

百
鍊
 

抄
に
 

播
州
 

輪
 

田
 

濱
と
云
 

ひ
、
 

吾
妻
 

鏡
 

に
播
磨
 

國
珠
廐
 

• 明
 

石
の
 

勝
地
と
 

云
 

へ
 

る
の
 

類
是
 

な
り
。
 

事
 

は
 

第
 

九
 

章
 

ハー
ロー
) 

の
に
 

詳
悉
 

す
。
 

蓋
し
 

一
 

時
 

湊
川
を
 

以
て
 

國
界
 

i
 

認
め
た
 

る
 

こ
と
 

あ
，
.
 

> 
 

し
も
 

の、 如し。 和名
 抄本
 郡 五 鄕
を
錄
 す， 

生
田
鄉
 

生
田
鄕
 

日
本
 

紀
に
活
 

田
 

長
 

峽
國
と
 

あ
 

、
舊
 

生
 

田
 

川
の
 

左
右
に
 

涉
 

り
，
 

も
 

と
 

生
 

田
 

村
 

• 生
 

田
 

宮
 

村
 

あ
，
 

c>
 

き
。
 

生
 

田
 

神
社
 

生
田
宮
 

村
の
 

地
に
 

鎮
座
す
。
 

も
と
は
 

其
の
上
 

流
砂
 

山
に
 

ま
し
き
 

と
い
 

ふ
。
 

姓
氏
 

錄
攝
津
 

神
 

別
 

生
 

田
 

ノ
首
ぁ
 

中
 

臣
 

氏
の
 

族
な
 

b
。
 

宇
治
 
鄕
 

宇
治
 
鄕
 

も
と
 
宇
治
野
 
村
 
あ
 
b
 
 、
後
 
に
 
宇
治
野
 

町
.
 宇
 
治
 
川
 
町
の
 
名
 
あ
 
り
、
 今
 
下
山
 
手
に
入
る
。
 

宇
治
川
 

あ
 

り
、
 

宇
 

治
 

野
 

山
の
 

北
西
 

を
 

廻
，
.
 

>
 
 

て
 

東
南
 

流
す
。
 

も
と
は
 

山
の
 

東
よ
り
 

直
ち
に
 

東
 



南
 
流
せ
し
 

こ
 
と
，
 古
 
條
里
圖
 

に
 
見
 
ゆ
。
 
遺
影
な
 
ほ
尋
 
ぬ
べ
 

し
。
 
天
平
 
十
八
 
年
 
法
 
隆
寺
伽
 
g
 

緣
起
流
 
記
 
資
財
 
帳
に
 
菜
 
原
 
郡
 
宇
治
 
鄕
 
 一
 

雄
 
伴
 
郡
 
宇
治
 
鄕
宇
奈
 
五
岳
 
壹
地
 
あ
り
。
 

蓋
し
 

當
時
は
 
其
の
 
域
舊
湊
 
川
の
 
左
右
に
 
及
び
、
 
湊
川
を
 
以
て
 
兩
 
郡
に
 
分
れ
た
り
 
し
も
の
 

， 
如
し
.
 

. 
姓
氏
 
錄
に
河
 
內
神
別
 
宇
治
 
部
 
連
、
 和
 
泉
 
神
 
別
 
宇
 
遲
部
連
 

あ
 

山
城
 
神
 
別
 
宇
治
 
宿
 
禰
と
共
 

に
 
伊
香
 
我
 
色
 
雄
 
命
の
 
後
に
 
出
で
，
 
物
 
部
 
氏
の
 
族
な
 

り
。
 
攝
津
神
 
別
 
矢
 
田
 
部
 
造
 
亦
 
同
祖
に
 
出
 

づ
。
 
蓋
し
 
宇
治
 
稚
郞
 
子
と
 
八
 
田
 
皇
女
と
 
同
胞
に
 
し
て
、
 
八
 
田
 
皇
女
の
 
爲
に
 
御
子
 
代
 
八
 
田
 
部
 

を
定
 
む
る
 

と
 
共
 
に
、
 同
 
族
 
を
 
以
て
 

こ
 

， 
に
稚
郞
 
子
の
 
爲
に
 
御
子
 
代
 
を
 
立
て
し
 
も
の
 

か
。
 

神
戶
鄉
 

神
 

Ir^ 鄕
 

蓋
し
 
生
 
田
 
神
社
 
神
戶
の
 
地
な
，
 
9。 

新
抄
勅
 
格
符
に
 
大
同
 
元
年
 
攝
津
國
 
封
 
四
十
 
四
 

を
 
此
の
 
社
に
 
宛
つ
 

と
 
あ
る
 
も
の
 
是
 
な
ら
ん
。
 

も
と
 
神
戶
村
 
あ
り
。
 

神
 
P
 
市
の
 
名
 
こ
、
 

に
 
起
る
。
 

其
の
 
西
北
に
 
も
と
 
城
ケ
 
口
村
 
あ
り
、
 
神
 

村
に
 
屬
す
。
 

生
 
田
 
神
 
s- 
も
と
こ
 

、 
に
あ
 

b
 
て
，
 後
 
に
 
海
岸
に
 

移
，
.
^
 
し
も
の
 

か
。
 
太
平
 
記
に
 
紺
 
部
 ノ
濱
と
 
あ
 

，..^。 

0
0
 
 
長
田
鄕
 

日
本
 
紀
に
御
 
心
 
長
 
田
 
國
と
ぁ
 

り
、
 
長
 
田
 
村
の
 
地
な
 

り
。
 

こ
.
 
-
に
長
 
田
 
祌
社
鎭
 
座
す
"
 

姓
氏
 
錄
 
未
定
 
雜
姓
河
 
內
國
に
 
長
 
田
 
使
 
主
 
百
 
濟
國
爲
 
君
 
王
の
 

後
な
，
.
.
^
 
と
 
あ
り
。
 

別
に
 
坂
 
上
 

系
圖
引
 
姓
氏
 
錄
に
長
 
田
 
村
 
主
 
あ
 

、
坂
 
上
 
氏
の
 
族
に
 
し
て
、
 
漢
人
 
都
賀
使
 
主
の
 
後
に
 
出
づ
。
 

蓋
し
 
此
の
 
地
に
 
緣
 
あ
る
か
。
 

第
五
 
隼
 

武
庫
 
地
方
 
郡
鄉
の
 
研
究
 
 

九
 三
 



八
部
鄉
 

一. ai
s
-
^
i
-
 

神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

九
 四
 

八
部
鄕
 

位
置
 

詳
 

な
ら
 

す
、
 

或
 

は
 

思
 

ふ
，
 

大
 

輪
田
泊
古
く
史
上
に
著
は
れ
て
殷
振
の
地
な
，
<
.
^
し
 

事
 
を
 
疑
 
は
す
-
 

名
 
を
 
得
し
 

も
 

ならん。 
而 

播
 

磨
の
 

中
な
 

て
こ
 

， 
に
擬
 

ま
、
 

に
收
錄
 

直
と
 

同
じ
く
 

广
 
1&  e„? 

矢
 
田
 

地
 

に
 

移
 

貫
 

せ
 

な
ら
す
。
 

和
名
 
抄
錄
す
 

も
の
 
少
 
か
ら
 
ざ
 

に
 
就
い
て
 

は
、
 固
 

而 して こ、 に 宛つべき 鄕名 なし。 蓋し 郡 

の
か
。
 

往
古
に
 

於
け
 

る
 

其
の
 

位
 

S
 

は
 

駒
 

，
林
.
 

西
 

尻
 

も
 

和
名
 

抄
に
 

大
輪
 

田
 

泊
 

を
 

播
磨
國
 

な
 

b
 

と
 

あ
る
 

り
と
 

考
 

へ
ら
れ
た
り
 

し
も
の
 

、 
如
 

く
、
 

同
 

書
に
 

記
 

せ
ん
こ
と
 

疑
な
 

き
に
 

あ
ら
す
 

d 
或
は
 

其
の
 

郡
鄕
 

せ
し
 

も
の
 

に
て
も
 

あ
ら
ん
 

か
。
 

姓
氏
 

錄
攝
津
 

神
 

伊
香
 

我
 

色
 

乎
 

命
の
 

後
に
 

出
づ
。
 

左
 

京
 

神
 

別
 

矢
 

田
 

部
首
 

あ
 

り
、
 

皆
 

共
に
物
部
氏
の
族
な
，
e
^
。
 

蓋
し
 

も
 

し
も
の
 

か
。
 

別
に
 

山
城
 

祌
別
矢
 

田
 

部
 

あ
 

0
 

衙
 

此
の
 

地
に
 

あ
り
て
 

此
の
 

池
の
 
方
面
に
 
あ
り
し
 
も
の
 

に
よ
れ
 

ば
、
 

當
 

時
 

此
の
 

地
が
 

す
る
 

八
 

部
 

郡
 

八
 

部
鄕
を
 

W
 

部
 

は
 

前
代
の
 

所
定
 

を
 

其
の
 

別
 

矢
 

田
 

部
 

造
 

あ
 

チ
 

治
 

部
 

部 連、 大和 神 別 矢 田 部、 河 

と
 
此
の
 
地
に
 
出
で
、
 
後
に
 
各
 

主
の
 

族
な
 

b
 
 

、
其
 

の
 

由
來
詳
 

る
 

所
 

舊
三
郡
 

の
鄕
 

名
、
 

今
擬
定
 

す
る
 

こ
と
 

右
の
 

如
 

る
 

を
遺
慽
 

と
す
。
 

而
 

し
て
 

後
の
 

村
里
 

之
 

を
 

何
れ
 

よ
り
 

明
に
 

す
る
 

を
 

得
ざ
る
 

も
の
 

亦
甚
 

多
し
。
 

蓋
し
 

鄕
 

里
の
 

制
、
 

も
 

と
 

五
十
 

tu
- 

し
。
 

其
の
 

精
確
な
ら
 

ざ
る
 

の 鄕に屬 せし むべ きか 



古
代
 

武
庫
 

地
 

方
の
 
戸
口
 

の 聚落 を 以て 一 鄕と し、. 其 の 五十 I！； 

於
て
 
人
家
 
稠
密
の
 
地
に
 
あ
り
て
 

は
 、
狭
小
 

稀
 
疎
の
 
所
に
 
あ
り
て
 

は
、
 遠
 
く
 
離
れ
た
 

る
 

而
も
な
 

ほ
 

現
に
 

住
民
 

あ
り
て
 

未
だ
 

公
 

In
, 

か
，
 

es
 

し
な
る
 

ベ
 

く
、
 

是
 

等
の
 

村
落
 

は
 

右
の
 

其
の
後
 

口
の
 
增
殖
 
に
よ
 

b
 
て
、
 本
 
鄕
 
よ
 

落
 

を
 

形
造
れ
る
 

も
の
 

は
 

通
例
 

其
の
 

鄕
に
 

村
落
の
 

如
き
、
 

或
は
 

從
來
帳
 

外
の
 

住
民
た
，
 

地
方
 

制
 

壤
滅
の
 

時
代
に
 

及
び
し
 

も
の
 

も
 

及
び
て
 

は
、
 

其
の
 

村
落
 

耕
地
 

は
國
司
 

支
配
 

を
 

疑
 

は
す
。
 

さ
れ
ば
 

右
の
 

鄕
名
を
 

以
て
 

が
 

如
き
 

は
 

、
到
 

底
 

成
し
 

得
べ
 

き
も
の
に
 

あ
 

1
 
鄕
は
 
五
十
 

tr^ を
 
以
て
 
本
體
 
と
す
。
 

舊八部 郡 約 二百 五十 1^、 武庫 地方 三 

も
の
、
 

如
し
。
 

此
の
 

以
外
 

帳
 

外
の
 

民
少
 

に
充
 
た
ざ
る
 

の 地
域
に
 二 

も
の
 

相
 

鄕
 

名
の
 b
 

分
れ
 

屬
 
せ
し
 

,CN 
し
も
 

亦
 
多
 
か
 

の
 
外
に
 

ら
 

さ
る
 

然
 
ら
ば
 

郡
 
を
 
通
 

か
ら
 
ざ
 

寄 ら
 

れ
 

^
 

わ
 

出
 
で
 

な
ら
 

の
 

、 る
 

ベ
 

立
 
ち
 

i 
酉
 

な
 
b
 

一 

舊
武
 

じ
 

て
 

り
 
し
 

も
の
 

は
 

E
 

宜
他
 

鄕
に
附
 

鄕
 
以
上
 
を
 
立
て
し
 
も
の
 

て
 

j
 

鄕
を
 

な
せ
る
 

も
の
 

す
、
 

所
 

謂
 

帳
 

外
の
 

民
た
 

b
 

に
も
 

關
せ
 

ざ
り
 

し
も
の
 

、
傍
 

近
 

空
 

閑
の
 

地
を
拓
 

ん
 

も
、
 

浪
 

人
の
 

土
 

著
し
て
 

如
 

き
 

は
、
 

其
 

の
 

孰
れ
に
 

も
 

し
。
 

殊
に
 

各
地
に
 

莊
 

H
 

-
郡
 

鄕
に
屬
 

せ
ざ
る
 

も
の
 

し
、
 

あ
 

ら
 

ゆ
る
 

地
域
 

を
 

分
 

庫 君. »5 '四 

合
計
 

約
 

一
 

な
ら
ん
 

も
-
 

百
 

1!
;、
 

舊
 

蒐
 

原
 

國
 

司
の
 

In
, 

籍
 

す
 

0 
こ
、
 

： 

も
 
あ
る
 
ベ
く
、
 

あ
る
べ
し
。
 し

も
の
 

亦
 

多
 

、ふ
, 

.o
v 

と
 

す
 

き
こ
 

、 
に
 
j
n
 

新
に
 

起
せ
る
 

屬
せ
 
す
し
て
 

勃
興
す
 

る
 

に
 

も
 
多
 
か
り
し
 

割
せ
 

し
め
ん
 

郡
 
約
 
四
百
 

1!^、 

過
ぎ
 
ざ
り
 
し
 

に
登
錄
 
せ
ら
 

第
五
 

章
 

武
庫
 

地
方
 

郡
鄉
の
 

研
究
 
 

九
 

五
 



醉
 
戶
市
史
 

s: 
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

*
 六
 

れ
 た
り
し
 も
の
 
は
 右
の
 數
に
 過
ぎ
 ざ
り
 し
な
り
。
 
一 

の
 口 數

、
 大
 寶
ょ
 >
9
奈
 良
 朝
 初
期
の
 

頃
の
 

ir; 籍
を
 
平
均
す
 

る
 
に
、
 地
 
方
に
 

よ
.
 
M
 
し 
同
じ
か
ら
 
ざ
る
 

も
.
 大
 
體
に
 
於
て
 
約
 
二
十
 
人
を
數
 

ふ
 
ベ
 
し
。
 

然
 
ら
ば
 
武
庫
.
 
蒐
原
兩
 
郡
に
 
於
て
 
約
 
八
 
千
 
人
、
 八
 
部
邵
に
 
於
て
 
約
 
五
 
千
 
人
、
 通
じ
て
 
約
 

二
 

萬
 

一
 

千
 

人
 

を
 

有
せ
し
 

も
の
な
 

り
と
 

す
べ
 

し
。
 

奈
良
朝
 

初
期
に
 

於
け
 

る
 

全
 

國
鄕
數
 

四
千
 

十
 

二、 武庫 地方 三 郡の 有する 所 其の 百 九十 一 分の 一に 當れ るな り。 



第
 
六
 
章
 

武
庫
 
地
方
の
 
交
通
 

出
 陽
 街
道
の
 ii 驛路 

^ 庫 

上
 
交
通
 

た
 

、v
 

其
 

帝
都
 道
 

は
 

難
 

の
奈
良
 

國
 
交
野
 

陽
 

街
道
 

し
も
の
 

に
 

渉
れ
 

時
の
 

頃
 

部
に
 

出
 

の 力 波 よ づ 

地
方
 

は
大
體
 

は
 
其
の
 
地
勢
 

東
部
 

地
方
に
 

大
和
の
 
飛
鳥
 

よ
.
 
0 
直
ち
に
 

遷
 
る
に
 
及
び
 

楠
 葉
驛
、
 攝
津
 

奈
 

良
よ
，
 

り 
北
 

L9
 

き
 

• 
大
 

原
-
 

山
地
の
 
南
 
を
 

^
か
 

山
 

崎
よ
 

る
 
事
と
 
な
 
れ
 

に
 
於
て
 
山
地
と
 

の
ま
、
 

に
 
東
西
 

於
て
 
帝
都
の
 
移
 

地
方
に
 
存
し
、
 
若
 

海
岸
 
を
經
 

て
、
 武
 

て
，
 

和
 

銅
 

四
 

年
 

正
 

國
島
上
 

郡
大
原
 

し
て
 

木
津
 

河
畔
 

-
殖
 
村
の
 
地
 
共
に
 

迁
囘
 
せ
し
 
も
の
 

b
 
直
ち
 

に
 
西
し
 

り
。
 

延
喜
 

式
に
 

海
岸
と
の
 
間
に
 
細
長
/
、
 
延
び
た
 
る
地
帶
 
に
し
 

て
、
 陸
 

に
 

通
じ
、
 

隨
 

つ
て
 

其
の
 

古
今
の
 

變
遷
は
 

比
較
的
 

少
く
 

動
と
 
共
に
 
多
少
の
 
相
違
 
を
 
生
じ
た
 

は
 

難
 

波
に
 

遷
 

り
 

た
 る

 
時
代
に
 

あ
 

庫
 
の
 
津
 (
津
 
門
)
、
 葦
屋
 
に
 
出
で
 
し
も
の
 

月
 
山
背
 
國
相
樂
 
郡
 
岡
 
田
驛
、
 
同
 
綴
 
喜
 

驛
、
 同
 
島
 
下
 
郡
 
殖
村
驛
 
等
 
を
 
置
く
。
 

に
 
出
 
で
、
 男
 
山
 
を
迂
囘
 
し
て
 
楠
 
葉
よ
 

詳 ならざる 
も、 蓋 し 三 島 郡 西南 

な
ら
ん
。
 

然
る
に
 

帝
都
 

平
安
に
 

遷
 

て
 
此
の
 
山
地
の
 
北
 
を
 
過
ぎ
、
 
猪
 
名
 
川
 

攝
津
國
 
草
 
野
.
 葦
 
屋
.
 須
 
磨
の
 
三
驛
を
 

第
 

六
 

章
 

武
庫
 

地
方
の
 

交
通
；
 

る
 
を
 

nn^ る
。
 

り て は、
 

山 陽 街 

な
る
べ
し
。
 

都
 

郡
 
山
 
本
驛
、
 
河
內
 

蓋
し
 

當
 

時
の
 

山
 

り
 
淀
川
 
を
 
渡
.
 0 

部
よ
，
 
0 
豊
島
郡
 

る
に
 
及
び
 

て
、
 何
 

武
庫
 
川
の
 
平
坦
 

錄
す
。
 

草
 

野
 

は
 

九
 七
 



神
戶
市
 
史
刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

九
ス
 

今
 
の
 
豊
 
能
 
郡
萱
野
 
村
に
 
し
 
て
、
 葦
 
屋
.
 須
 
磨
が
 
今
の
 
歷
 
學
須
 
磨
た
 

る
 
は
 
論
な
 

し
。
 

山
 
崎
よ
 

b
 
草
 

野
に
 

到
る
 

約
 

五
 

里
 

半
、
 

草
 

野
よ
 

b
 

葦
屋
に
 

到
る
 

約
 

六
 

里
、
 

萆
 

星
よ
 

b
 

須
 

磨
に
 

到
る
 

約
 

五
 

里
 

半
の
 

距
離
 

を
 

有
す
。
 

大
寶
 

令
に
 

三
十
 

里
每
に
 

一
 

驛
を
 

置
く
 

と
 

あ
 

h 
へ 

當
時
 

三
百
 

步
を
 

以
て
 

一
里
 

と
す
。
 

然
 

ら
ば
 

其
の
 

三
百
 

步
 

一
里
 

は
 

今
の
 

五
町
に
 

し
て
、
 

其
の
 

三
十
 

里
 

は
 

今
の
 

四
 

里
 

六
 

町
に
 

當
 

b
 
 

、
攝
津
 

三
驛
程
 

間
の
 

距
離
 

稍
 

< 
 

長
き
 

に
 

過
ぐ
 

る
が
 

如
き
 

も
.
 

蓋
し
 

便
に
 

從
 

ひ
し
 

も
の
な
る
 

ベ
 

し
。
 

然
る
に
 

大
同
 

二
 

年
 

十
月
の
 

太
 

政
 

官
符
に
 

は
 

攝
律
國
 

五
 

驛
の
文
 

あ
 

h.
。 

當
時
は
 

山
 

崎
と
 

須
磨
と
の
間
を
五
驛
程
に
分
ち
し
も
の
な
.
^
し
な
，
.
>
。
 

其
の
 

驛
名
拉
 

び
に
 

位
置
 

今
 

之
を
詳
 

に
せ
ざ
る
 

も
，
 

若
 

し
 

前
者
と
 

同
じ
 

道
筋
 

を
 

取
，
 

0 
し
も
の
 

な
ら
ん
 

に
 

は
、
 

各
 

驛
問
 

今
の
 

約
 

三
 

里
 

十
 

四
 

町
と
 

な
，
.
 

>
 
 

て
、
 

是
 

は
 

亦
 

距
離
 

あ
ま
 

に
 

短
き
 

に
 

過
ぐ
 

る
が
 

如
し
。
 

蓋
し
 

山
 

崎
よ
り
 

な
ほ
 

舊
 

路
 

に
 

よ
 

て
 

南
 

方
 

に
 

迂
 

囘
 

し
、
大
 

1
^
.
殖
 

村
 

の
 

兩
 

驛
 

を
 

過
 

ぎ
、
律
 

門
 

(
西
-
 

宮
)
 

及
び
 

敏
賣
の
 

邊
に
各
 

一
 

驛
を
置
 

き
、
 

以
 

て
須
 

磨
に
 

達
し
た
り
 

し
も
の
 

な
ら
ん
 

か
。
 

斯
く
て
 

は
 

其
の
 

距
離
 

も
 

稍
；
 

遠
く
、
 

其
 

の
 

間
 

五
驛
を
 

置
く
 

と
す
る
 

も
、
 

之
 

を
 

往
時
の
 

交
通
 

繁
劇
な
 

し
 

事
情
と
 

合
せ
 

考
 

へ
 

て
 

、
必
中
し
 

も
 

不
可
な
 

か
り
し
 

を
 

知
る
。
 

而
 

し
て
 

是
れ
實
 

に
奈
良
 

朝
に
 

於
け
 

る
 

驛
路
を
 

其
の
 

ま
、
 

に
 

襲
 

踏
 

し
、
 

た
 

ゾ
楠
 

葉
に
 

代
 

ふ
る
に
 

山
 

崎
 

を
 

以
て
せ
し
 

に
 

過
ぎ
 

ざ
.
 

0 
し
も
の
 

な
り
き
と
 

考
へ
 

ら
る
 

る
な
，
 

-。
 

往
時
 

官
 

道
の
 

往
來
 

頻
繁
に
 

し
 

て
、
 

貢
租
の
 

運
搬
 

も
 

亦
 

多
 

か
り
し
 

こ
と
 

は
、
 

大
同
の
 

驛
 



馬
 

減
 

省
の
 

官
符
 

に
よ
 

て
 

知
ら
る
。
 

大
寶
 

令
の
 

制
 

大
路
に
 

驛
馬
 

二
十
 

疋
を
 

S
 
 

く
 

を
 

法
と
 

す
。
 

然
る
に
 

大
同
の
 

官
符
 

に
よ
れ
 

ば
、
 

其
 

の
 

以
前
 

山
 

崎
 

驛
に
は
 

三
十
 

疋
、
 

攝
 

津
の
五
 

驛
に
は
 

各
 

三
十
 

五
疋
ぁ
 

き
。
 

是
れ
實
 

に
 

驛
路
の
 

繁
劇
な
，
^
 

し
爲
 

な
ら
 

す
ん
 

ば
 

あ
ら
す
。
 

其
の
後
 

大
同
 

二
 

年
に
 

至
 

^
、
當
 

時
 

貢
 

上
の
 

雜
物
減
 

省
 

半
に
 

過
ぐ
 

と
の
 

理
由
に
 

よ
 

.0
、 

山
 

崎
 

驛
十
疋
 

を
 

減
 

じ
、
 

攝
 

津
 

の
五
驛
 

十
五
 

疋
宛
を
 

減
 

じ
、
 

以
 

て
孰
れ
も
大
寶
の
制
に
復
し
た
h
^
。
 

是
ょ
 

b
 

先
 

大
同
 

元
 

年
、
 

山
 

陽
 

道
 

往
返
の
 

國
司
は
 

西
 

海
道
に
 

準
じ
て
 

海
路
に
 

よ
ら
し
 

む
。
 

是
れ
 

亦
攝
津
 

諸
驛
の
 

負
擔
を
 

輕
 

か
ら
し
め
 

た
る
 

も
の
な
 

り
と
 

す
。
 

斯
く
て
 

其
の
後
 

何
時
の
 

頃
 

か
、
 

驛
 

路
を
 

北
に
 

轉
 

じ
て
 

i
 

路
の
短
縮
を
圖
h
^
、
驛
數
亦
減
じ
て
攝
津
三
驛
と
な
.
o
し
も
の
 

、
如
し
。
 

其
の
 

時
代
 

明
か
な
 

ら
 

ざ
る
 

も
、
 

恐
 

ら
く
 

天
 

長
 

以
前
に
 

あ
，
.
^
 

し
も
の
 

な
ら
ん
。
 

天
 

長
 

二
 

年
 

勅
し
て
 

囁
侓
 

國
 

奇
を
，
 

可
 

邊
郡
猪
 

名
 

野
の
 

地
に
 

定
む
。
 

此
の
 

事
實
行
 

せ
ら
る
 

に
 

至
ら
す
 

し
て
 

止
み
し
 

と
 

雖
、
 

其
 

の
 

^
 

く
の
 

如
き
 

改
定
 

を
 

見
る
 

に
 

到
り
し
 

所
以
の
 

者
 

は
、
 

當
 

時
旣
に
 

其
の
 

地
が
 

官
道
經
 

由
の
 

K
 

に
當
 

り
し
に
 

よ
る
 

を
 

察
す
べ
し
。
 

其
の
 

驛
 

馬
の
 

數
 

も
、
 

延
 

喜
 

式
に
 

は
 

更
に
 

減
じ
て
 

草
 

野
 

.
須
 

磨
 

各
 

十
 

三
 

疋
，
 

葦
 

屋
 

十
二
 

疋
と
 

あ，
..
.。
 

大
同
の
 

規
定
よ
.
^
 

も
 

減
す
 

る
 

事
 

實
に
七
 

八
疋
に
 

及
べ
る
な
 

り
。
 

是
れ
 

以
て
 

當
時
旣
 

に
 

地
方
の
 

政
治
 

衰
へ
 

て
、
 

官
 

使
の
 

往
來
 

貢
租
の
 

運
搬
の
 

減
少
せ
 

し
 

狀
を
觀
 

る
べ
 
き
も
の
と
 

す
。
 

第
六
窣
 

武
庫
 

地
方
の
 
究
通
 
 

九.
 



紳
戶
市
 
史
別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庵
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

1
0
0
 

水
路
の
 
交
通
 

平
安
朝
 
中
頃
 
以
後
に
 

至
，
 9 

て
 
は
 
、
都
人
の
 
西
に
 
下
る
 
も
の
 
多
く
 
淀
川
に
 
よ
る
 
を
 
常
と
 

し
.
 草
 

野
を
經
 
る
の
 
北
 
道
は
自
 

i
 
廢
せ
 
し
も
の
 

， 
如
し
。
 

大
江
 
g
 
房
の
 
遊
女
 
記
 
に
、
 山
 
陽
.
 南
 
海
.
 西
 
0
 

三
 
道
に
 
往
返
す
 

る
 
者
、
 皆
 
淀
よ
 

b
 
山
 
崎
 
を
經
て
 
舟
行
 
神
 
崎
に
 
出
づ
 
る
の
 
道
 
を
 
取
れ
る
 
の
狀
を
 

記
す
。
 

蓋
し
 
三
 
國
川
卽
 

ち
 
後
の
 
神
 
崎
 
川
の
 
水
路
に
 
よ
る
な
 

り
。
 
途
に
江
 

口
.
 神
 
島
 

島
 
等
の
 

水
驛
 

あ，..^。 
比
 
門
 
連
 
戶
、
 娼
 
婦
群
を
 
成
 
し
、
 經
 
廻
 
の
 
人
、
 家
 
を
 
忘
れ
ざ
る
 
な
し
と
 

あ
.
 
>。 

斯
く
て
 

是
ょ
 

b
 
海
に
 
航
 
す
る
 
も
の
 
は
 
川
尻
に
 
到
.
 0 

て
.
 海
 
に
 
出
 
で
、
 陸
 
路
を
 
行
く
 
も
の
 

は
 
川
尻
よ
.
.
 
>
 
 西
 

の
 
方
 
大
物
.
 
尼
ケ
 
崎
に
 
出
づ
 
る
な
，
 
9。 

當
時
 
川
尻
の
 

一
 
洲
は
、
 
津
 
泊
の
 
地
と
 
し
て
 
攝
 
S
t
 國
三
津
 

の
 

一
に
 
數
 
へ
ら
る
、
 
ま
で
に
 
其
の
 
名
 
世
に
 
著
 
は
れ
た
，
 

9。 
其
の
 
地
 
は
 
蓋
し
 
ほ
、
 V 
今
の
 
杭
 
瀨
.
 梶
 

島
の
 
邊
な
，
 
り
し
な
 
ら
ん
。
 

平
安
朝
 
末
に
 
當
 

、
五
 
條
大
納
 
言
 
邦
 
綱
 
川
尻
の
 
寺
 
江
に
 
山
 
莊
を
營
 

み
、
 西
 
行
の
 
搢
紳
往
 
々
こ
 

, 
に
 
宿
す
 

る
 
を
 
例
と
 
す
。
 

尼
"
 
崎
 
を
 
距
る
 
二
十
 
町
な
，
 
り
と
 
山
槐
 
記
に
 

見
 
ゆ
。
 
是
ょ
 

b
 
西
 
は
 
大
體
に
 
於
て
 
今
の
 
山
陽
 
街
道
よ
り
も
 
山
の
手
に
 
近
き
 
道
に
 
よ
り
て
 
進
 

み
し
 
も
の
、
 

如
し
。
 

こ
 
は
 
福
 
原
 
往
返
の
 
搢
紳
が
 
常
に
 
都
 
挈
筒
 
井
を
經
 
由
し
て
 
宇
治
野
 
山
の
 

附
近
に
 
出
で
 
し
に
よ
り
 

て
 
知
ら
る
。
 

是
ょ
 

b
 
西
 
は
 
街
道
 
湊
川
を
 
渡
、
 り
、
 直
路
 
皿
 
池
 
^
 
 ̂
^
^
^
 

^
！
:
 
,
s
 
の
畔
を
 
經
て
須
 
磨
に
 
到
る
 

の
 
今
の
 
道
筋
と
 
一
致
す
 
る
な
，
 
9
。
 
後
世
の
 
山
陽
 
街
道
 

は
、
 前
 
者
よ
 

b
 
も
 
海
岸
に
 
近
き
 
道
筋
 
を
 
R
 
b
 
、
特
 
に
 
兵
 
庫
津
に
 
向
っ
て
 
迂
囘
 
す
。
 
是
れ
 
蓋
し
 
海
 



岸
 
線
の
 
移
動
 

と
、
 特
 
に
 
殷
賑
の
 
地
が
 
多
く
 
海
邊
に
 
起
、
 り
し
に
 
よ
る
 
も
の
と
 

す
」
 

沿
海
 
航
路
 
 
武
庫
 
地
方
 
沿
岸
 
津
 
泊
の
 
沿
革
 

は
、
 ほ
 

，v 
第
 
四
 
章
に
 
於
て
 
觀
 
察
し
 
た
 

-.^  。 
當
初
は
 
武
庫
 
泊
 (
津
 

門
)
 を
 
難
 
波
の
 
外
港
と
 

し
 
て
、
 應
 
神
 
天
皇
の
 
御
代
に
 

は
 
諸
國
貢
 
進
の
 
五
 
百
艘
こ
 

， 
に
 
集
ま
 

り
、
 新
 

よ 

羅
の
調
 
使
 
亦
 
こ
 

に
 
宿
し
、
 
吳
國
ょ
 

b
 
歸
れ
る
 
阿
知
 
使
 
主
 
等
の
 
船
 
亦
 
こ
 

、 
に
 
泊
つ
 
る
の
 
情
勢
 

な
り
し
 

が
、
 後
 
に
は
津
 
泊
敏
賣
 
浦
に
 
移
 

、
つ
 
い
で
 
大
輪
 
田
 
を
 
以
て
 
五
 
泊
の
 

一
 
と
定
 
む
る
 

に
 
至
 

り
 
し
こ
 

と
、
 又
 
五
 
泊
の
 
制
定
 
は
 
古
く
 
之
 
を
 
僧
 
行
 
基
に
 
歸
 
し
て
 
傳
 
ふ
れ
 
ど
 
も
、
 實
 
は
三
國
 
川
尻
 
を
 

點
 
と
す
る
 

に
 
至
り
た
 
る
延
曆
 
以
後
の
 
定
め
な
る
 

ベ
 
き
こ
と
 
等
 
は
、
 旣
 
に
 
之
 
を
 
述
べ
 
た
り
。
 

延
 
喜
 
式
 
に
、
 武
 
庫
三
 
社
 
等
 
所
 
出
の
 
稻
を
 
以
て
 
生
 
田
 
社
に
 
讓
 
し
た
る
 
酒
 
を
、
 敏
 
賣
に
 
於
て
 
新
羅
の
 

客
に
 
供
す
 
る
の
 
制
 
を
 
記
す
。
 

こ
 
は
 
嘗
て
 
敏
賣
に
 
外
人
 
客
 
館
の
 
設
 
あ
り
し
 
時
代
の
 
例
 
を
 
つ
げ
 

る
 
も
の
 

か
。
 

須
 磨
の
 
閧
 

陸
路
の
 
旅
 
客
、
 海
 
路
の
船
 

舶
、
 共
 
に
須
 
磨
の
 
關
を
經
 
由
す
。
 

大
寶
關
 
市
 
令
に
、
 
船
 
筏
の
 
關
 
を
 
經
 

て
 
過
ぐ
 

る
 
も
の
 
は
 
過
 
所
 
を
 
要
す
る
 
事
 
を
 
規
定
 

し
、
 特
 
に
 
其
 
の
 
「
關
 j に

 
註
 
し
 
て
、
 「
長
 門
 
及
び
 
攝
津
の
 

關
 
を
 
謂
 
ふ
」
 と
 
あ
，
 
り。 

攝
津
 
關
，
.
 -
は
卽
 

ち
 
此
の
 
須
 
磨
の
 
關
な
 

り
。
 
陸
上
の
 
旅
客
が
 
此
の
 
關
を
 

過
ぐ
 

る
 
に
 
過
 
所
 
を
 
要
せ
し
 
事
 
は
 
言
 
ふ
ま
で
 
も
な
 

し
。
 
關
に
は
 
兵
士
 
を
 
配
し
 

て
 
之
 
を
 
守
 
る
。
 

之
 
を
 
越
 
ゆ
る
 
も
の
 
は
豫
 
ね
て
 
請
 
ひ
 
得
た
 

る
 
過
 
所
 
を
 
提
出
し
て
 
通
過
の
 
許
可
 
を
受
 
く
る
 

を
 
要
 

第..： ハ
章
 

武
庫
 
地
.
 } ̂の

 
交
通
 
 

1 0
 
1 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

1
0
 
二
 

す
。
 

若
し
 

過
 

所
な
 

く
し
て
 

私
に
 

關
を
越
 

ゆ
る
 

も
の
 

は
、
 

不
 

破
.
 

鈴
 

鹿
.
 

愛
 

發
 

の
三
關
 

に
あ
り
 

て
 

は
 

徒
 

一
年
に
 

處
す
。
 

攝
 

津
.
 

長
 

門
の
 

兩
關
は
 

一
 

等
 

を
 

減
 

じ
、
 

餘
 

關
は
 

二
等
 

を
 

減
す
。
 

若
し
 

他
の
 

名
 

を
 

胃
し
 

過
 

所
 

を
 

請
 

ひ
、
 

詐
 

つ
て
 

關
を
 

度
る
 

も
の
 

亦
 

同
罪
た
 

る
べ
き
 

こ
と
 

衞
禁
 

律
に
 

見
 

ゆ
。
 

以
 

て
須
 

磨
の
 

關
が
不
 

破
.
 

鈴
 

鹿
.
 

愛
 

發
の
 

三
關
に
 

次
い
で
 

特
に
 

重
ん
 

せ
ら
れ
た
 

る
 

を
 

見
る
べ
し
。
 

關
屋
の
 

跡
西
須
 

磨
に
 

あ
り
と
 

い
ふ
。
 

其
の
 

海
路
 

を
も
扼
 

せ
し
 

こ
と
に
 

よ
れ
 

ば
、
 

其
 

の
 

地
が
 

當
 

時
海
濱
 

な
り
し
 

を
 

知
る
。
 

此
の
 

關
停
廢
 

の
 

年
代
 

明
な
ら
 

す
。
 

延
歷
八
 

年
 

三
 

關
を
撤
 

し
、
 

十
 

四
 

年
 

逢
坂
 

關
を
廢
 

す
。
 

須
 

磨
の
 

關
 

の
停
廢
 

亦
 

此
の
際
に
 

め
る
べ
し
。
 

其
の
後
 

も
 

天
皇
 

崩
御
 

等
 

の
變
 

事
に
 

際
し
て
 

は
、
 

往
 

々
固
關
 

使
を
發
 

し
て
 

三
 

關
を
扼
 

す
る
 

の
 

事
 

あ
れ
 

ど
 

も
、
 

須
 

磨
の
 

關
 

の
 

事
 

は
 

物
に
 

見
 

ゆ
る
な
 

し
。
 

「
淡
路
島
通
ふ
千
鳥
の
鳴
く
聲
に
、
幾
^
^
寢
覺
め
 

ぬ
須
 

磨
の
 

關
守
」
 

の
 

源
 

兼
昌
の
 

詠
の
 

如
き
 

は
、
 

歌
 

人
が
 

徒
ら
に
 

關
の
 

名
に
 

よ
る
の
 

吟
 

K
 

に
 

止
ま
る
 

も
の
な
 

ら
ん
。
 



第
 
七
 
章
 

福
 
原
 
遷
都
 

I
、
 
平
淸
 
盛
と
 
福
 
原
 
別
業
 

霊
の
 
榮
逢
 

卒
淸
盛
 
保
 
元
.
 平
 
治
の
 
功
 
を
 
S
 
ね
て
、
 
武
士
の
 
身
と
 
し
て
 
正
三
位
 
参
議
に
 
任
せ
ら
れ
て
 

よ
り
、
 

來
ヒ
 
年
間
に
 
左
 

一
 
位
 
太
 
政
 
大
臣
に
 
進
み
、
 
官
位
 
人
臣
 
を
 
極
め
て
 
莊
園
 
天
下
に
 
周
ね
 

く
、
 別
業
 

淸
 i
s
 

を
 
福
 
原
 
I
f
,
 
の
 
地
に
 
營
 
み
て
 
壯
麗
驕
 
僧
 
比
す
べ
き
 

な
し
。
 

治
 
承
 
四
 
年
 
三
月
 
高
 
倉
 
上
皇
 
嚴
島
 

f
i
f
e
 
 
： 
幸
し
 
給
 
ふ
や
、
 
お
の
 
邸
に
 
臨
み
 
給
 
ふ
。
 
高
倉
院
 
御
幸
 
記
に
 
其
の
 
狀
を
 
記
し
て
 
曰
く
，
 

お ほ
き
 
まう 

ち
ぎ
み
 

申
の
 
下
 
b
 
に
 
福
 
原
に
 
著
 
か
せ
 
給
 
ふ
。
 
入
道
 
太
 
政
 
大
臣
 
心
を
盡
 
く
し
て
 
御
 
設
け
 
ど
も
 
心
 
言
 

よそ
 
ほ
ひ
 
 

ノ-
 

葉
 
も
 
及
ば
す
。
 

天
の
下
 

を
 
心
に
 
任
せ
た
 
る
粧
 
の
程
營
 
ま
れ
た
 
る
有
樣
 
S
 
ひ
や
る
べ
し
 

ま
こ
と
に
 
三
十
 
六
の
 
洞
に
 
入
り
た
 
ら
ん
 
心
地
す
。
 

木
立
 
庭
の
 
有
 
樣
畫
に
 
描
き
 
止
め
 
難
し
 

„ 

1 者
に
 
M
 
き
し
に
 

も
 
早
 
過
ぎ
て
、
 
珍
ら
 
か
に
 
見
 
ゆ
。
 

著
 
か
せ
 
給
 
ひ
て
 
後
、
 何
時
し
か
 
嚴
 
島
の
 
內
 

ど
も
 
參
 
り
て
 
1
 
び
 
あ
 
ひ
た
り
。
 

御
所
の
 
南
面
に
 
錦
の
 
絹
屋
 
打
ち
て
 
、
高
 
麗
 
鉢
の
 
竿
 
立
て
 

渡
し
た
，
 
9。 

內
侍
 
八
人
ぞ
 
あ
る
。
 

皆
 
唐
の
 
女
の
 
粧
ぞ
 
し
た
る
。
 

花
 
桂
の
 
色
よ
り
 
始
め
て
 

第
 
七
 
窣
福
原
 
遷
都
 
 

1 〇
 三
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

1
〇
 
四
 

天
人
の
 

降
，
.
 ̂
下
り
た
ら
 
ん
も
斯
 
く
や
と
 
ぞ
見
 
ゆ
る
。
 

萬
歲
樂
 
な
ど
 
さ
ま
 
ぐ
 

舞
 
ひ
た
り
.
 

左
右
に
 
繞
 
り
て
 
勞
 
る
る
 
事
 
を
 
知
ら
す
 

• 
朝
夕
し
 
つ
き
た
 

る
 
舞
 
ひ
 
人
に
 

は
 
勝
 
b
 
て
 
ぞ
見
ゅ
 

る
。
 

利
 
曾
の
 
樂
の
聲
 

も
 
限
，
.
.
^
 
あ
れ
ば
 
何
 
か
で
 
か
と
 
ぞ
覺
 
ゆ
る
。
 

舞
 
ひ
 
終
て
 
ぬ
れ
ば
 
上
に
 

召
し
上
げ
 

て
、
 御
 
前
に
て
 
神
 
樂
を
ぞ
 
歌
 
は
 
せ
ら
る
、
。
 

近
く
 
侍
 
ふ
 
上
達
部
 
殿
上
人
 
も
て
な
 

もろ 
二し 

し
 
合
 
ひ
た
り
。
 

山
陰
 
暗
う
 

日
 
も
 
慕
れ
 
し
か
 

ぱ
、
 庭
 
に
篝
を
 
俊
し
て
 
諸
 
越
の
 
啓
 
陽
 
入
日
 
を
 
返
 

し
け
ん
 
程
 
も
 
か
く
 
や
と
 
ぞ
覺
 
ゆ
る
。
 

1^ 盛
 S
 業
 造
 

と
。
 

當
 
時
の
 
狀
況
 
以
て
 
見
る
べ
し
-
 

此
の
 
別
 
*
^
 
何
時
の
 
頃
に
 
造
ら
れ
た
 

b
 
し
か
 
今
 
之
を
詳
 

瞥
の
年
 
時
 

に
す
 
ベ
か
ら
 

す
。
 
淸
盛
 
こ
、
 
に
あ
 

b
 
て
 
附
近
の
 
和
 
田
 
泊
の
 
修
築
の
 
必
要
 
を
認
 

め
、
 經
ケ
島
 
を
 
築
 

造
す
。
 

流
布
本
 
平
家
物
語
に
 
應
保
 
元
年
の
 
著
 
手
と
 
あ
，
 -
。
 

然
 
ら
ば
 
福
 
原
 
別
業
 
は
 
此
の
 
以
前
 

の
 
造
 
營
 
に
か
 

, 
れ
る
 
も
の
 

， 
如
き
 

も
、
 
其
 
の
應
 
保
と
 
云
 
ふ
 
も
の
 
信
す
 

ベ
 
か
ら
ざ
る
 

こ
と
 
旣
記
 

の
 
如
し
。
 

應
保
 
元
年
 
は
淸
盛
 
正
三
位
 
參
議
 
よ
り
 
權
中
納
 
言
 
に
陛
 
り
し
 
年
に
 
し
て
、
 
京
師
に
 
於
 

け
 
る
 
自
家
 
の
權
カ
 
伸
張
に
 
忙
し
く
、
 
未
だ
 
さ
る
 
餘
裕
 
あ
り
き
 
と
も
 
思
 
は
れ
す
。
 

殊
に
 
治
 
承
 
四
 

年
 
三
月
の
 
大
輪
 
田
 
泊
 
石
 
椋
造
築
 
助
力
 
を
 
請
 
ふ
の
 
淸
 
盛
の
 
解
狀
 
に
よ
る
 

に
、
 「
愛
 近
年
 
占
 
„
攝
 
州
 
平
 

野
 
之
 
勝
地
；
 
爲
 一一 遁
世
 
退
老
之
 
幽
居
；
 

依
-
其
 
境
 
之
 
相
 
近
；
 聞
-
 此
崎
 
g
 
 I
 
之
爲
 

fe<。」 
と
 
あ
る
に
 
よ
れ
 

ば
、
 福
 
原
 
別
業
 
は
 
彼
の
 
遁
世
 
退
老
の
 
幽
居
と
 
し
て
 
營
ま
れ
 

た，..^ 
し
も
の
に
 

し
 
て
、
 恐
 
ら
く
 
仁
 
安
 



二
 

年
 

五
月
 

太
 

政
 

大
臣
 

辭
 

任
-
 

翌
 

年
 

二
月
 

出
家
 

入
道
の
 

後
に
 

あ
る
べ
し
"
 

其
の
後
 

彼
 

は
 

入
道
 

前
 

太
 

政
 

大
臣
と
 

し
て
 

多
く
 

此
の
 

邸
に
 

起
臥
 

し
、
 

屢
<
 
 

I
 

門
 

を
 

召
し
 

下
 

し
、
 

或
 

は
 

自
ら
 

入
京
し
て
、
 

國
家
 

の
 

政
務
に
 

干
與
 

せ
し
 

こ
と
 

往
々
 

當
 

時
の
 

記
録
に
 

見
 

ゆ
る
な
 

り
。
 

其
の
 

經
ケ
島
 

築
 

造
の
 

如
き
 

も
、
 

源
平
 盛
衰
 記
に
 は
 承
 安
三
 年
 癸
 巳
年
 著
 手
と
 あ
り
。
 長
 門
 本
 平
家
物
語
 亦斯
 く
の
 如
し
。
 

是
れ
 

蓋
し
 

從
ふ
 

ベ
く
、
 

流
布
本
 

家
 

物
語
 

は
 

傳
唱
の
 

間
に
 

誤
謬
 

を
 

生
せ
 

し
も
の
 

か
 

• 
淸
盛
入
 

道
の
 

仁
 

安
三
 

年
の
 

翌
年
な
る
 

嘉
應
 

元
年
 

安
 

三
月
に
 

は
、
 

後
白
河
 

法
皇
 

高
野
山
に
 

參
詣
し
 

給
 

ひ
、
 

御
 

歸
途
天
 

王
 

寺
よ
り
 

入
道
 

大
相
國
 

福
 

原
 

御
所
へ
 

入
ら
せ
 

給
 

ふ
。
 

事
 

は
兵
範
 

記
に
 

見
 

ゆ
。
 

か
く
て
翌
日
淸
盛
福
原
に
千
部
法
華
經
の
供
養
ぁ
，
c
^
き
。
 

然
 

ら
ば
 

則
ち
 

此
の
 

別
業
の
 

成
る
、
 

淸
 

盛
が
 

辭
官
 

入
道
の
 

仁
 

安
二
 

年
よ
り
 

三
年
の
 

交
に
 

あ
，
.
^
 

と
い
 

ふ
 

を
當
れ
 

り
と
 

せ
ん
か
。
 

淸
 

盛
と
 

福
 

原
 

淸
 

盛
が
 

遁
世
 

退
老
の
 

幽
居
と
 

し
て
 

福
 

原
の
 

地
を
擇
 

び
た
 

る
 

は
、
 

彼
 

が
 

夙
に
 

此
の
 

地
の
 

風
光
 

の
因
緣
 

形
勝
 

を
 

熟
知
 

し
、
 

特
 

に
 

附
 

近
 

な
る
 

和
 

田
ノ
 

泊
の
 

利
用
 

を
 

希
望
 

せ
ん
が
 

爲
 

な
ら
ん
 

か
。
 

彼
 

は
久
安
 

二
 

年
に
 

安
藝
 

守
と
 

な
 

b
 
 

、
海
 

路
 

*
<
 

和
 

田
ノ
泊
 

を
 

過
ぎ
し
 

な
ら
ん
。
 

其
の
後
 

保
 

元
の
 

亂
の
 

功
に
 

よ
 

り
て
 

播
磨
 

守
に
 

任
せ
ら
れ
、
 

陸
路
 

亦
 

屢
<
 

福
 

原
の
 

地
 

を
 

過
ぎ
し
 

な
る
べ
し
。
 

尋
 

い
で
 

彼
 

は
太
宰
 

大
貳
 

と
な
 

b
 
 

、
瀬
 

IT
; 

內
 

海
の
 

航
行
に
 

は
經
驗
 

頗
る
 

多
 

か
.
 

9 
し
 

を
 

疑
 

は
す
。
 

加
乏
 

平
氏
 

は
 

所
領
 

西
 

國
に
多
 

く
、
 

交
 

涉
 

殊
に
 

其
の
 

方
面
に
 

頻
繁
な
 

り
し
 

か
 

ば
、
 

此
 

の
 

海
陸
 

交
通
の
 

要
衝
に
 

當
 

、り
、 

畿
 

第
 

七
 

章
 

原
 
遷
都
 
 

1
0
 

五
 

r 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一 〇
 六
 

內
の
 
入
口
 
を
扼
 
せ
る
 
福
 
原
.
 和
 
田
の
 
地
 
が
、
 彼
 
の
极
據
 
地
と
 
し
て
 
選
定
せ
ら
れ
 
し
も
 

の
、
 ま
 

- 
- 
と
 

に
 
其
の
 
宜
し
き
 

に
 
適
す
と
 
謂
 
は
ざ
る
 
ベ
か
ら
 

や
。
 
從
來
西
 
撮
の
 
風
光
 
を
 
謂
 
ふ
 
も
の
 
常
に
 
須
 

磨
 
を
 
推
す
。
 
源
氏
物
語
に
 

項
 
磨
.
 明
 
石
の
 
卷
 
あ
り
。
 

在
 
e
u
t
 
平
 
亦
 
此
の
 
地
に
 
遺
蹟
 
を
 
止
 
め
、
 歌
 

名
所
と
 
し
て
 
歌
人
の
 
口
に
 
上
れ
る
 
も
の
 
少
 
か
ら
す
。
 

然
れ
 
ど
も
 
其
の
 
地
狹
 
溢
に
 
し
て
、
 
軍
に
 

海
 
5L 千
の
 
風
光
 
を
 
主
と
 

し
、
 優
 
柔
 
な
る
 
歌
人
の
 
吟
懷
を
 
這
る
 

に
 
適
す
る
 

に
 
過
ぎ
す
。
 

之
に
 
反
し
 

て
 
福
 
原
の
 
地
 
は
、
 後
に
 
山
 
を
 
負
 
ひ
、
 前
 
に
卒
 
地
を
控
 

へ
、
 千
 
船
の
 
は
つ
る
 
大
輪
 
田
濱
を
 
眼
下
に
 
見
 

下
 
し
 
て
、
 東
 
に
 
は
 
布
引
 
瀧
の
 
高
く
.
 

に
か
 

、 
れ
る
 
あ
り
、
 
西
に
 
は
 
千
鳥
の
 
瀧
の
 
奔
湍
 
岩
に
 
激
す
 

る
 
あ
 

、り、 景
 
物
の
 
壯
大
な
 

る
、
 到
 
底
鎮
 
磨
の
 
比
す
べ
き
 
に
あ
ら
 

や
。
 

况
ゃ
 
こ
、
 

に
 
は
 
當
時
溫
 
泉
 

の
 
湧
出
す
 

る
 
あ
り
。
 

淸
 
盛
が
 
こ
れ
 
を
距
る
 

一
 
町
の
 
地
に
 
其
の
 
所
謂
 
遁
世
 
返
老
の
 
幽
居
 
を
營
 

め
る
 

も
 
の
、
 其
 
の
 
故
な
 
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 

な
 
b
。
 

而
も
 
其
の
 
遁
世
 
返
 
老
を
謂
 

ふ
 
も
の
 

は
、
 實
 
は
 
た
 

だ
 
表
面
 
閑
 
時
の
 
事
に
 
し
 
て
、
 彼
 
ゆ
 
こ
、
 
に
あ
，
 
り
て
 
な
ほ
 
國
事
 
を
捨
 
つ
る
 
こ
と
な
く
、
 

一
 
 朝
 
事
 
あ
 

ら
ば
 
之
 
を
 
以
て
 
彼
の
 
根
據
 
と
な
さ
ん
 
と
す
る
 

の
 
希
望
 
を
 
有
せ
し
 
も
の
な
 
り
き
，
 

- 
此
の
 
地
 
西
 

北
に
 
峻
嶮
な
る
 

山
 
を
 
負
 
ひ
.
 東
 
南
漫
々
 
た
る
 
大
海
に
 
臨
 
み
、
 而
 
も
こ
 

， 
に
 
は
 
和
 
田
の
 
要
 
津
の
海
 

路
に
 
向
っ
て
 
開
け
る
 
あ
り
。
 

西
南
に
 

は
 
一
の
 
谷
の
 
天
然
の
 
關
 
門
を
控
 

へ
，
 東
に
 
は
 
生
 
田
 
川
の
 

障
壁
の
 
限
れ
る
 
あ
り
、
 
其
の
 
域
自
 
か
ら
 

一
 
大
 
城
郭
 
を
 
爲
す
。
 

之
 
を
 
源
 
頼
 
朝
が
 
據
，
^
 
て
 
以
て
 
幕
 



府
を
 

開
き
し
 

縑
 

倉
の
 

地
に
 

比
す
る
 

に
、
 

要
 

害
の
 

點
に
 

於
て
も
 

敢
て
甚
 

し
く
 

劣
れ
り
 

と
 

は
 

見
 

難
 

く
、
 

交
 

通
の
 

點
に
 

於
て
 

は
 

到
底
 

較
 

す
べ
か
ら
 

ざ
る
の
 

利
便
 

あ，
..
.。
 

淸
盛
 

其
の
 

中
央
の
 

高
地
に
 

別
業
 を
 定
め
，
 後 
こ 

、 に 遷
都
 を
計
畫
 し、 次 い

で
 京
都
 を
沒
 落
し
た
 る 平
氏
の
 一 門
 が、 こ 

, 

を
根
據
 

と
し
て
 

城
郭
 

を
 

構
 

ふ
る
に
 

至
、
 

り
し
 

も
 

の
、
 

皆
 

相
因
緣
 

す
る
 

も
の
な
 

b
 

と
 

解
す
 

ベ
 

き
な
 

淸
盛
福
 

原
に
 

別
業
 

を
營
 

み
、
 

一
 

門
 

多
く
 

之
に
 

傚
 

ふ
。
 

遷
都
 

以
前
 

旣
に
 

平
家
 

根
據
 

地
の
 

態
 

を
 

な
す
。
 

是
等
 
別
業
の
 
所
在
 
等
に
 
就
き
て
 

は
 
第
 
九
 
章
に
 
於
て
 
詳
悉
 
す
べ
 

し
。
 

一
一
、
 

福
 

原
 

遷
都
の
 

事
情
 

急
激
な
る
 
福
 

平
安
 
遷
都
 
後
 
約
 
四
百
 
年
、
 其
の
 
間
 
藤
 
原
 
仲
 
成
 
及
び
 
藥
 
子
が
 
平
 
城
 
上
皇
 
を
 
奉
じ
て
 
都
 
を
 
平
 
城
 

Ipf 遷
郛
 

に
復
 
せ
ん
と
 
計
畫
 
せ
し
 

こ
 
と
 
あ
 
b
 
、
淸
和
 
天
皇
 
負
 
觀
 
十
八
 
年
 
大
極
殿
 
燒
 
亡
の
 
際
に
 

も
、
 
一
 
時
遷
 

都
の
 
議
起
，
 
9 
し
 
事
 
あ
，
 0 

き
と
 
傳
 
ふ
る
 

も
、
 共
 
に
實
 
現
に
 
至
ら
 
や
し
て
 
中
止
 

し
、
 
平
 
安
 
京
 
は
 
萬
 
代
 

の
 
帝
都
，
 

VJ 
し
 
て
、
 何
 
人
 
も
是
が
 
他
に
 
遷
る
 
べ
し
と
 

は
 
夢
想
 
だ
 
も
せ
 
ざ
り
 
し
 
際
に
 
於
 
て
、
 治
 
承
 
四
 

年
淸
 
盛
の
 
意
志
の
 

ま
、
 

に
、
 突
然
 
其
の
 
別
業
の
 
所
在
地
た
 

る
 
福
 
原
に
 
遷
都
す
 
る
の
 
事
 
は
 
起
れ
 

h.
。 

當
 

時
の
？
 

g
 

雜
の
 

事
情
 

は
 

方
丈
 

記
 

の
 

記
事
よ
 

く
 

之
 

を
つ
 

く
せ
り
。
 

第
 

七
草
 

龔
原
 
遷
都
 
 

1 
〇
 

七
 



大
 

か
た
 

此
の
 

京
の
 

初
め
 

に
數
百
 
歲
を
經
 

た
，
 9。 

世
 

の
 

人
、
 

た
 

や
す
か
ら
 

す
 

い
ふ
か
 
ひ
な
く
 

て
、
 み
 
か
 

に
 
遷
り
給
 
ひ
ぬ
。
 
世
に
 

位
に
 
思
 
ひ
 
を
 
か
 
け
、
 主
 
君
 

げ
 

み
あ
へ
 

b
。
 

時
 

を
 

失
 

居
れ
り
。
 

軒
を
爭
 

ひ
 

に
 

浮
 

び
、
 

地
 

は
 

目
の
 

前
 

に
 

す
。
 

牛
車
 

を
 

弔
と
 

す
る
 

ま
や
。
 

そ
の
 

時
、
 

お
 

の
 

づ
 

樣
を
 

見
る
 

に
、
 

そ
 

の
 

地
 

ほ
 

南
 

は
 

海
に
 

近
く
て
 

く
：
 

U
 

を 

白
 

田
 

力 ど 

定
 
ま
 
b
 
に
け
 

紳
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

- O
A
 

叉
 

同
じ
年
 

承
の
 

六
月
の
 

頃
、
 

俄
 

に
 

都
遷
，
 

0 
侍
 

b
 

き
。
 

い
と
 

思
 

ひ
の
 

外
な
 

け
ば
、
 

嵯
 

蛾
の
 

天
皇
の
 

御
 

時
 

都
 

る
 

故
な
 

く
 

て
、
 

た
 

や
す
く
 

改
 

ま
 

あ
へ
 

る
 
さ
 
ま
ノ
 
 J 
と
わ
り
 
に
も
 

トノ
 

始
め
 

舉
 

hs
 

て
、
 

大
 

臣
 

公
卿
 

こ
 

る
 

ほ
ど
の
 

人
、
 

誰
 

か
ひ
 

i
 
 

ふ
 

げ
を
 
頼
む
 
ほ
ど
の
 
人
 
は
、
 
一
 
日
 

に
あ
 

ま
さ
れ
 

て
、
 

期
 

す
る
 

所
な
 

の
 

す
 

ま
 

ひ
、
 

日
 

を
經
っ
 

、 
あ
れ
 

な
 

る
。
 

人
の
 

心
 

皆
 

あ
 

ら
 

た
 

ま
 

し
。
 

西
南
 

海
の
 

所
領
 

を
の
み
 

事
の
 
た
よ
 

あ
.
.
 

て
、
 津
 
の
 
國
 

ま
 

く
 

て
、
 

條
 

里
 

を
 

割
る
 

に
た
ら
 

, 
波
の
音
つ
 

ね
に
 

か
ま
び
 

す
 

ォ 力 せ 

れ 

る
べ
 
く
も
 

あ
 

過
ぎ
た
 

hs。 

と
 

ご
 

と
く
 

攝
 

る
 

さ
と
に
 

殘
 

な
.
 x?\ 

と
も
-
と
 

き
も
の
 

は
、
 愁
 

行
く
 

t 
家
 

は
 

り て、 た ，v 馬 

願
 

ひ
、
 

東
 

北
 

國
 

今
の
 

京
に
 

到
 

す
。
 

北
 

は
 

山
 

し
 

く
 

て
、
 

钥
 

a
 ら た れ 

內
裏
は
 

山
の
 

中
 

な
れ
ば
、
 

か
 

の
 
木
の
 

丸
 

殿
 

も
 

か
く
 

や
 

と
、
 

な
 

か
く
 

や
う
 

か
 

殊 よ 

り
し
 
事
な
 

り
。
 

る
よ
り
 

後
、
 旣
 

ね
 

ば
、
 

こ
 

れ
 

を
 

れ
ど
 

と
か
く
 

國
難
 

波
の
 

京
 

居
 
ら
 
む
。
 
官
 

遷
ら
 

む
と
 

は
 

な
 
力
ら
 
と
ま
 

た
れ
て
 

淀
川
 

を
の
み
 

重
く
 

庄
園
 

を
ば
 

好
 

-^
。 

所
の
 

有
 

に
 

沿
 

ひ
て
 

高
 

に
よ
 
ゲ
 
し
く
-
 

b
 

て
、
 

1$
^ 

な
 

る
 



か
た
 

も
 

侍
り
き
。
 

日
々
 

に
 

毀
ち
て
 

川
 

も
せ
き
 

あ
へ
 

す
 

蓮
び
 

く
だ
す
 

家
 

は
、
 

い
づ
く
 

に
つ
く
 

れ
る
 

に
か
 

あ
ら
む
。
 

な
ほ
.
 

一.
41
 

し
き
 

地
 

は
 

多
 

く
、
 

作
 

れ
る
屋
 

は
す
く
な
 

し
。
 

古
里
 

は
旣
 

に
あ
 

れ
 

て
、
 

新
 

都
 

は
 

未
だ
な
ら
 

す
。
 

あ
り
と
 

し
あ
る
 

人
、
 

み
 

な
 

浮
 

雲
の
 

思
 

ひ
 

を
な
 

せ
り
。
 

元
よ
り
 

此
處
に
 

居
れ
る
 

も
の
 

は
、
 

地
 

を
 

失
 

ひ
て
 

愁
 

へ
、
 

今
 

移
.
 

り 
住
む
 

人
 

は
、
 

土
 

木
の
 

煩
 

ひ
 

あ
る
 

こ
と
 

を
 

嘆
く
。
 

道
の
 

ほ
と
 

を
 

見
れ
 

ば
、
 

車
 

に
乘
 

る
べ
き
 

は
 

馬
に
 

乘
 

b
 
 

、
衣
 

冠
 

布
 

衣
な
る
 

ベ
 

き
 

は
 

直
，
 

垂
を
 
著
た
り
。
 

都
の
 
て
ぶ
り
 
忽
ち
に
 
改
ま
り
 

て
、
 唯
 
鄙
び
た
 

る
 
武
士
に
 
こ
と
な
ら
す
。
 

こ
 

れ
は
 
世
の
 
亂
る
 

、 
瑞
相
 
と
か
 
聞
き
お
 
け
る
 
も
し
る
 

く
、
 
日
 
を
經
っ
 

、 
世
の
中
 
浮
き
立
ち
て
、
 

人
の
 

心
 

も
 

治
ら
 

す
、
 

民
 

の
愁
へ
 

つ
 

ひ
に
.
 

I
 
仝
し
 

か
ら
 

ざ
り
 

け
れ
 

ば
、
 

同
 

じ
 

年
の
 

冬
猶
 

こ
の
 

京
に
 

歸
，
.
 >
 
 給
 
ひ
に
 

き
。
 

右
大
臣
 
藤
 
原
兼
實
 
其
の
 
日
記
 
玉
 
葉
に
 
記
し
て
 

曰
く
、
 

未
 

刻
 

邦
 

綱
 

卿
吿
送
 

云
、
 

來
 

月
 

三
 

曰
 

可
 

％
A
1
^
 

き
 

于
福
 

原
；
 

上
 

西
 

門
院
 

同
 

可，
， 

渡
 

御
，
 

之
 

由
 

有
，
，
 

其
 

聞
；
 

仰
天
 
之
 
外
 
無
，
 他
 
云
云
"
 

申
 
刻
 
大
外
記
 
賴
業
同
 
示
^
 
此
由
；
 

又
 
晚
頭
行
 
隆
示
送
 

云
、
 三
日
 
行
 

幸
 
忽
 
被
，
 縮，， 一 一

 日
，
 
了
 
云
 
云
。
 

凡
 
非
，
，
 言
 
語
 
之
 
所
，
 及
。
 

留，， 京
 
洛
，
 之
 
輩
倂
以
 

可
，
 恐
 
事
 
也
-
 
公
卿
 
僅
 

タ ダ
ゴ
ト
 

. 
兩
 

三
人
、
 

殿
上
人
 

四
 

五
 

人
 

許
 

可
.
 

候，
， 

御
 

共
，
 

云
 

云
。
 

天
狗
 

之
 

所
 

爲
、
 

實
 

非
，
，
 

直
 

事
；
 

生
^
 

亂
 

世
，
 

見，
： 

如
.
 

此
之
 

事
；
 

可
き
，
 

宿
業
-
也
。
 

g
 
 

g
 
 

I
 
 

^
 
辭
 
 

f 

第
 

七
 

聿
福
原
 

連
 
都
 
 

1
〇
 

九
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1
1
 
〇
 

卯
 

刻
 

行
 

11
 

幸
 

於
 

入
道
 

相
 

國
福
原
 

別
業
；
 

法
 

皇
丄
 

皇
 

以
 

渡
御
。
 

城
外
 

之
.
 

行
 

宮
 

往
古
 

雖
，
 

有
，
，
 

其
 

例
；
 

延
曆
 

以
後
 

都
 

無
，
，
 

此
儀
；
 

誠
 

可
 

希
代
 

之
 

勝
 

事
，
 

歟
。
 

敢
無
，
 

知
，
 

由
緒
，
 

之
 

人
；
 

疑
 

可
 

攻，
， 

南
 

都
つ
 

S
-
 

球
 

f
 

敢
之
 

間
、
 

可
 

不
慮
 

之
 

恐
-
 

歟
。
 

又
餘
黨
猶
不
.
休
、
^
^
ま
彼
怖
畏
，
歟
。
 

尹
 

彼
.
 

尹
 

是
、
 

不
 

J
H
\
 

及
-
洛
中
 

之
 

恐
，
 

事
歟
。
 

或
說
、
 

可
.
 

有，
， 

遷
 

If
, 

云
云
。
 

縱
雖
 

^
5
\
然
 

、
忽
 

臨
幸
 

如
何
。
 

體
可
，
 

謂
-
物
 

怪
；
 

必
 

有
-
其
 

徵
，
 

歟
。
 

又
 

云
、
 

洛
 

陽
，
 

之
 

輩
 

中
、
 

有
，
，
 

可
，
 

P
 

刑
 

之
 

者
，
 

云
 

云
。
 

凡
 

異
議
 

紛
 

ii
ri
i^
 

說
縱
橫
 

、
緇
素
 

貴
 

賤
 

以，
， 

仰
 

天
，
 

爲
 

只
 

天
魔
 

P
 

滅
，
，
 

朝
 

家
；
 

可
.
 

悲
々
々
 

。
^
謂
き
 

月
 

遷
都
の
 

行
幸
 

右
大
臣
の
 

重
職
に
 

あ
，
.
^
 

し
兼
實
 

す
ら
な
 

ほ
斯
 

く
の
 

如
し
。
 

以
て
 

其
の
 

淸
 

盛
の
 

專
斷
に
 

出
で
 

し
狀
を
 

見
る
べ
き
な
.
.
 

>。
 

斯
く
て
 

二
日
に
 

於
け
 

る
 

其
の
 

遷
幸
の
 

狀
 

は
、
 

八
 

條
ょ
 

b
 

草
 

津
卽
ち
 

下
 

鳥
 

羽
に
 

至
る
 

間
、
 

武
 

士
數
 

千
騎
ニ
 

行
に
 

轡
を
拉
 

ベ
て
 

幸
 

路
を
夾
 

み
、
 

先
 

頭
に
 

は
 

淸
盛
屋
 

形
 

輿
 

に
乘
 

り
て
 

進
み
、
 

次
に
 

女
 

車
 

一
 

輛
、
 

次
に
 

女
房
 

輿
 

二
 

y
 
 

I
 
 

、
f
 

攝
政
 

次
に
 

鳳
肇
の
 

順
序
に
 

し
て
、
 

供
奉
の
 

輩
 

は
 

公
卿
 

四
 

人
、
 

左
大
將
 

實
定
、
 

別
 

當
時
忠
 

、
宰
相
 

中
將
實
 

守
.
 

通
 

親
、
 

近
 

衞
司
左
 

中
將
泰
 

通
、
 

右
 

中
將
隆
 

房
、
 

職
 

事
 

頭
 

前
 

亮
重
衡
 

、
頭
 

辨
經
房
 

等
な
 

り
。
 

次
に
 

內
侍
 

所
、
 

次
に
 

御
 

竈
祌
、
 

次
に
 

上
皇
、
 

法
皇
の
 

御
幸
 

あ
.
^
。
 

最
後
に
 

宗
盛
手
 

輿
に
 

駕
 

し
て
 

殿
た
り
。
 

翌
朝
 

福
 

涼
に
 

著
し
、
 

一
旦
 

安
德
 

天
皇
 

は
賴
 

盛
の
 

別
業
に
、
 

高
 

倉
 

上
皇
 

は
淸
 

盛
の
 

別
業
に
、
 

後
白
河
 

法
皇
 

は
敎
 

盛
の
 

別
業
に
 

入
り
 

給
 

ひ
、
 

攝
 

政
 

基
 

通
 

は
 

安
樂
 

寺
別
當
 

安
能
 

房
 

を
 

宿
所
と
 

な
せ
し
 

も
、
 

參
 

入
の
 

輩
 

は
 

突
然
の
 

事
と
 

て
 



多く は 宿所 を 得す、
 

道路
に 

立つ が 如し
と 

あ b。 g  ^  I g  w と w 、l  ^は
^^
 

四日 

夜
 
天
皇
 
賴
 
盛
の
 
別
業
よ
.
.
.
'
 
淸
 
盛
の
 
邸
に
 
遷
.
^
 
給
 
ひ
、
 上
皇
 
代
.
^
 
て
賴
 
盛
の
 
邸
に
 
入
.
^
 
給
 
ふ
。
 

是
ょ
.
 
0 
後
 
天
皇
 
は
 
十
 

一
 
月
 
十
 

一
 
日
に
 
至
る
 
ま
で
 
こ
れ
 
を
 
皇
居
と
 
な
し
 
給
 
ひ
し
な
.
.
^
。
 

都
 城
の
 
點
定
 

遷
都
の
 
事
 
斯
く
匆
 
卒
に
行
 
は
れ
て
.
 
當
初
 
は
た
 

、v 
行
幸
と
の
 
み
稱
 
せ
し
 

も
、
 淸
 
盛
の
 
心
中
 
は
 

こ
 

、 
に
 
宮
城
 
を
造
營
 

し
、
 新
 
に
 
都
 
城
 
を
 
起
さ
ん
 
と
の
 
豫
定
 
な
り
し
 
も
の
 

， 
如
 
く
、
 遷
 
幸
 
後
 
忽
 
ち
 

有
司
に
 
命
じ
て
 
其
の
 
地
 
を
 
調
査
せ
 
し
む
。
 
然
る
に
 
地
域
 
狭
小
に
 
し
て
 
平
安
 
舊
 
京
の
 
如
き
 
大
 

規
模
の
 
都
 
を
營
み
 
難
し
。
 
爲
に
攝
 
津
の
昆
 
陽
 
野
 
或
は
 
播
 
磨
の
 
ぼ
 
南
 
野
に
 
遷
 
す
べ
き
 
か
の
 
議
 

を
さ
へ
生
す
る
に
至
れ
h
^
。
 

而
も
 
是
れ
亦
 
實
現
を
 
見
る
 
に
 
至
ら
 

す
、
 匆
 
々
の
 
中
に
 
時
日
 
は
經
 

過
し
て
、
 
還
 
都
の
 
議
さ
 

へ
 
起
る
 

に
 
至
り
、
 
福
 
原
 
は
 
離
宮
 
若
く
 
は
假
 
行
宮
の
 
意
味
と
 
し
て
 
存
し
、
 
邸
 

宅
 
を
 
諸
人
に
 
給
す
 

る
 
も
、
 平
安
 
故
 
京
 
は
 
依
然
 
廢
す
 
ベ
か
ら
 
す
と
の
 
事
と
 
な
れ
.
.
 
>。 

玉
 
葉
 
治
 
承
 

四
 

年
 

八
月
 

四
日
 

條
に
、
 

大
外
記
 

賴
業
福
 

原
よ
 

歸
洛
 

し
て
の
 

談
を
 

記
し
 

て
、
 

「
福
 

原
 

立，
， 

離
 

宫
；
 

暫
 

？
 

有
-
 

經
 

P
 

云
 

云
。
 

不
 

省
 

大
內
；
 

叉
 

大
路
 

小
路
 

隨
 

f
e
 

披
.
 

之
、
 

選
-
可
.
 

然
 

卿
相
 

侍
臣
 

等
；
 

不
；
 

其
 

地
-
云
 

云
"
」
 

と
 

f
。
 

山
槐
記
 

同
月
 

十
二
 

曰
條
に
 

も
、
 

「
此
地
 

非
 

一一 遷
 

都
 

儀
；
 

只
 

爲ー
， 

離
 

宮
ー
 

云
云
」
。
 

と
 

兑
 

え
た
り
。
 

蓋
し
 

淸
盛
 

も
 

反
 

對
說
の
 

漸
く
 

盛
な
る
 

ま
.
 

- 
に
、
 

心
 

中
 

稍
 
 

< 
 

不
安
 

を
 

生
 

じ
、
 

幾
 

分
當
 

初
の
 

意
 

思
 

を
 

飜
 

せ
し
 
も
の
、
 
如
し
。
 

第
 

七
 

窣
福
原
 

遷
都
 
 

1
1
1
 



神
 
戶
市
史
 

^
錄
ー
 

古
代
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

ニ
ニ
 

清
 

盛
 

遷
都
の
 

淸
 

盛
が
 

京
洛
の
 

煩
累
 

を
 

避
け
、
 

天
皇
 

を
 

擁
し
 

奉
り
て
 

己
が
 

根
據
 

地
な
る
 

福
 

K
 

に
遷
 

ら
ん
と
 

決
心
 

の
計
畫
 

は
、
 旣
 
.
に
 
六
月
 
以
前
に
 
於
て
 
其
の
 
萌
 
あ
り
し
 
が
 
如
し
。
 

彼
が
 
當
初
 
此
の
 
要
害
の
 
地
 
を
 

擇
 

び
て
 

別
業
 

を
 

構
 

へ
、
 

輪
 

田
湊
を
 

修
築
し
て
 

碇
泊
の
 

便
を
圖
 

り
し
 

こ
と
の
 

如
き
 

も
、
 

或
 

は
 

萬
 

一
 

の
 

場
合
 

を
豫
 

期
し
た
 

b
 

し
も
の
 

な
ら
ん
 

か
。
 

淸
 

盛
の
 

橫
暴
は
 

後
白
河
 

法
な
 

以
下
 

其
の
 

親
近
 

な
る
 

公
卿
 

諸
臣
の
 

反
感
 

を
 

招
 

き
、
 

爲
 

に
 

京
師
 

は
 

常
に
 

不
安
の
 

狀
態
 

に
あ
、
 

り
-
 

彼
 

は
よ
 

く
 

一
時
 

之
を
壓
 
服
す
 

る
 
を
 
得
た
 
り
し
 

も
、
 朝
 
野
の
 
不
：
 牛
 
は
 
依
然
と
し
て
 
巳
む
 

ベ
 
く
も
 
あ
ら
 

す
、
 治
 
承
 
四
 

年
 

三
月
 

南
都
 

北
嶺
の
 

衆
徒
 

相
 

謀
り
て
、
 

法
皇
 

及
び
 

上
皇
 

を
 

奪
 

ひ
 

奉
ら
ん
 

と
す
と
の
 

風
說
さ
 

へ
 

あ
り
き
。
 

間
も
な
く
 

以
仁
 

王
舉
 

兵
の
 

事
 

あ
 

hs
  

、
尋
 

い
で
 

諸
國
の
 

源
氏
 

蜂
起
し
、
 

南
郴
 

大
衆
 

入
洛
 

等
の
 

巷
 

說
紛
々
 

と
し
 

て
、
 

洛
 

中
 

人
心
 

悔
々
 

た
り
。
 

こ
 

、 
に
 

於
 

て
 

淸
 

は
 

意
 

を
 

決
 

し
 

て
、
 

天
 

皇
 

及
 

び
 

法
 

皇
丄
 

皇
を
福
 

原
に
 

遷
し
 

奉
ら
ん
 

と
の
 

決
心
 

を
な
 

す
に
 

至
り
し
 

な
、
 

り。
 

玉
 

葉
 

五
月
 

二
十
 

三
日
 
條
に
 
曰
く
、
 

申
 

刻
源
納
 

言
 

來
 

談，
， 

世
 

上
 

事
；
 

官
 

兵
 

引
 

S
 

洛
中
 

諸
 

人
；
 

可
卞
"
 

向
 

福
 

ts
, 

之
 

由
、
 

近
 

曰 
m
 

歌
、
 

卽
 

可
 

行
幸
 

御
幸
；
 

不
，
 

殘
，
 

一
 

人
，
 

可
，
 

被
-
相
 

具
，
 

之
 

由
 

云
云
-
 

南
都
 

大
衆
 

來
 

二
十
 

六
日
 

可
 

X
 

京
，
 

之
 

由
 

風
 

聞
。
 

凡
 

世
間
 

事
 

非
，
，
 

直
 

也
 

事
，
 

歟
-
 

と
 

あ
り
 

• 
か
く
て
 

二
十
 

六
日
 

淸
盛
福
 

原
よ
り
 

入
 

洛
、
 

三
十
日
 

に
 

至
り
て
 

來
月
 

三
日
 

遷
幸
の
 

事
 



を
發
表
 

し
、
 更
 
に
 
其
の
 
期
 
を
 
二
日
に
 

繰
，
.
 >
 
 上
げ
て
 
之
 
を
 
決
行
す
 
る
に
 
至
 
b
 
し
も
の
 

な
.
.
^
 
き
。
 

而
も
 
此
の
 
遷
都
 
は
 
全
然
 
失
敗
に
 

終....、 新
 
京
滯
在
 
僅
に
 
六
 
ヶ
月
に
 
し
て
 
還
 
都
の
 
已
む
 
な
き
に
 

至
.
 5 

き
。
 

三
、
 

福
 

原
 

京
の
 

廢
止
 

遷
都
 
LL 對

す
 

福
 
原
 
遷
都
 
は
 

一
 
に
靑
 
盛
の
 
專
斷
に
 
出
で
 
た
る
 
も
の
に
し
 

て
、
 其
 
の
當
 
時
に
 

あ
.
.
^
 
て
 
は
 
上
下
 

る 
不
平
 

た
ゾ
 
其
の
 
威
勢
に
 
壓
 
せ
ら
 

れ
、
 敢
 
て
 
表
面
に
 
立
ち
て
 
反
對
を
 
試
む
 

る
 
も
の
な
 

か
.
 ̂
し
も
、
 
い
よ
 

い
よ
 
都
 
城
の
 
經
營
に
 
著
 
手
す
 
る
に
 
及
び
 

て
、
 忽
 
ち
 
其
の
 
地
の
 
不
適
 
當
 
な
る
 
を
 
知
 
り
、
 
剛
 
愎
 
な
る
 

. 
淸
盛
も
 
漸
次
 
輿
論
の
 
反
對
に
 
省
る
 
所
 
あ
 
b
 
 、
大
 
內
 
裏
の
 
造
 
營
を
思
 

ひ
 
留
ま
.
.
^
 
て
 
離
宮
た
 

る
 

こ
 

と
 
を
 
承
認
し
、
 
遷
都
 
二
 
ヶ
月
 
後
に
 
旣
に
還
 
都
の
 
議
さ
 
へ
よ
り
 
く
 

に
 
唱
道
 
せ
ら
る
 

, 
に
 
至
り
 

し
も
の
、
 

如
し
。
 

而
も
 
玉
，
 葉
 
治
 
承
 
四
 
年
 
八
月
 
八
日
 
條
に
、
 

又
傳
 
聞
、
 隆
 
季
卿
密
 
語
 
云
、
 遷
 
都
凡
猶
 

不
.
 可
.
 叶
 
も
 
の
 
を
、
 無
"
 所
^
 
沙
汰
 

か
 
な
。
 

今
 
始
終
 
可
莧
 
云
 

云
。
 

此
 
語
 
達-, 禪

 
門
 
之
 
聞
；
 太
 
以
 
攀
 
緣
、
 被
 

不
 
安
 
之
 
由
-
云
 
云
。
 
凡
此
 
遷
都
 
事
、
 頗
後
々
 
之
體
 
有
-
 

. 
沙
汰
-
之
 

間
、
 依
-
 此
 

一
 
言
，
 更
 
起
-
,
 g
 
心
，
 被
-
,
 骨
張
，
 
云
云
。
 

太
以
無
 
f
e
 
事
 
也
。
 

近
 
曰
 
之
 
事
 
皆
 
天
魔
 
之
 

謀
略
 

也
。
 

不
.
 

能，
， 

左
右
；
 

第
 
七
 
窣
輻
原
 
遷
都
 
 

1 
ニ
ニ
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

1
1
 
四
 

と
 
あ
 

h /
又
 
同
月
 
十
二
 
日
條
 

に
、
 

邦
 
綱
卿
密
 

々
 
示
 
云
、
 新
院
 
g
 
 

2
。
，
-
 
 I
c
*
 
御
 
事
 
御
 
減
 
之
 
由
雖
」
 
K
 
云
：
 全
不
 
-
然
。
 

大
略
 

一
 
曰
 
之
 
中
 
起
 
居
 
給
事
不
 

一
時
；
 

御
 
S
 
氣
全
 
不
.
 散
、
 殆
 
逐
日
 
弱
 
了
 
 <
K
 見
 
給
 
者
 
也
。
 不
.
 可
 k 

及
 = 外
 
聞
，
 云
 
云
。
 

又
 
去
 
比
 
可
.
 有
 J
 返
詢
 
古
 
京
，
 之
 
議
 
祖
 
出
來
、
 
隆
 
季
.
 時
 
忠
等
相
 

議
、
 被
.
 仰
 a
 
禪
 
門
 
之
 

許
，
 之
 
處
、
 尤
 
可
.
 然
、
 但
 
於
 _
,
老
 
法
 
師
，
 者
 
不
.
 可
.
 參
御
 
供
-
云
 
云
。
 

人
々
 
忽
以
 
與
 
違
、
 其
 
後
都
以
 
停
止
 

了
。
 

と
 
あ
る
 
を
 
見
れ
 

ば
、
 當
 
時
 
尙
淸
盛
 

は
 
其
の
 
非
を
改
 
む
る
 

の
 
意
志
な
 

か...^ 
し
が
 
如
し
。
 

而
も
 
縑
 

• 
倉
に
 
據
れ
る
 
源
氏
の
 
勢
力
の
 
侮
 
b
 
難
き
 
も
の
 

あ
 
b
 
 、
其
の
 
與
黨
 
各
地
に
 
蜂
起
し
、
 
近
く
 
福
 
原
に
 

放
火
 
を
 
さ
へ
 
見
る
 

に
 
至
 
b
 
 、
高
 
倉
宫
 
2
§
 
及
び
 
賴
政
 
入
道
 
は
な
 
ほ
 
生
存
し
 

て
、
 東
 
國
に
 
活
動
す
 

と
の
 
風
聞
 

さ
 
へ
傳
は
 

り
、
 之
 
に
 
加
 
ふ
る
 

に
 
高
 
倉
 
上
皇
 
頻
.
.
 . '
に
舊
 
都
 
を
 
慕
 
ひ
 
給
 
ひ
、
 賀
 
茂
 
社
の
 
寶
 

殿
 
震
動
し
、
 
故
 
攝
政
忠
 
通
 
姿
 
を
 
現
 
は
し
て
、
 
由
な
 

き
 
遷
都
の
 
爲
に
 
此
の
 
神
異
 
あ
.
^
 

と
 
嘆
息
せ
 

り
 

な
ど
の
 
巷
說
 
あ
り
、
 
延
曆
 
寺
の
 
衆
徒
 
蜂
起
し
て
、
 
遷
都
の
 
中
止
 
を
 
奏
請
し
、
 
若
し
 
裁
許
な
 
く
ん
ば
 

山
 
城
.
 近
 
江
の
 
兩
國
 
を
押
領
 
す
べ
し
 
と
の
 
强
訴
を
 

さ
 
へ
な
 
す
に
 
及
び
 

て
、
 さ
 
し
も
の
 
淸
 
盛
も
始
 

淸
 盛
の
 
悔
恨
 

め
て
 
悔
恨
の
 
念
 
を
 
生
 
じ
、
 十
 
一
月
 
急
に
 
復
 
都
の
 
發
表
を
 
見
る
 

に
 
至
れ
 

b
。
 

此
の
 
月
 
十
一
 

日
、
 新
 

造
 
內
裏
成
 

b
 
て
 
天
皇
 
こ
、
 
に
遷
 
御
し
 
給
 
ふ
。
 
而
も
 
此
の
 
時
 
旣
に
歸
 
都
の
 

頻
.
.
 ̂
に
傳
 
へ
ら
 

れ
、
 十
 
九
日
に
 
至
り
て
 
彌
<
來
 
る
 
二
十
 
六
日
 
御
 
出
 
門
、
 十
 
二
月
 
二
日
 
御
 
入
洛
と
の
 
事
に
 
定
め
ら
れ
 



し
 

が
、
 

更
 

に
 

日
時
 

を
 

短
縮
し
て
、
 

二
十
 

三
日
 

御
 

出
門
、
 

二
十
 

六
日
 

御
 

入
洛
の
 

事
と
 

な
れ
り
。
 

兼
實
 

玉
 
葉
に
 
記
し
て
 
曰
く
、
 

去
 

六
月
 

二
 

曰
 

忽
然
 

而
遷
^
 

於
 

攝
州
福
 

原
 

之
 

別
業
；
 

神
不
.
 

降
，
 

福
、
 

人
 

皆
稱
，
 

禍
。
 

依
-
彼
 

不
可
；
 

致，
， 

此
 

炎
異
；
 

所
謂
 

天
 

變
地
夭
 

之
 

難
、
 

旱
水
 

風
蟲
之
 

損
、
 

嚴
 

神
靈
社
 

之
怪
、
 

關
東
鎭
 

西
 

之
 

亂
等
是
 

也
。
 

而
 

依
-
神
 

明
 

三
寶
之
 

冥
 

助，
、 

今
 

有
，
，
 

此
 

還
 

都
；
 

一
天
 

之
 

下
、
 

四
 

海
 

之
 

中
、
 

王
 

侯
 

卿
 

相
、
 

緇
 

素
 

貴
 

展
、
 

道
 

俗
 

男
 

女
、
 

老
 

少
 

都
 

鄙
、
 

莫
.
 

不
-
歡
 

娛
；
 

此
 

事
誠
是
 

散
，
，
 

衆
 

庶
 

之
 

怨
；
 

協，
， 

萬
 

民
 

之
 

望
，
 

者
 

也
。
 

抑
禪
門
 

相
國
忽
 

變
，
，
 

中
 

心
之
懇
 

志
；
 

主
 

仙
院
各
 

歸
，
，
 

上
 

都
之
宫
 

闕
；
 

人
 

雖
，
 

有，
， 

悅
 

色
；
 

世
 

還
 

成，
， 

奇
 

思
，
 

歟
。
 

佴
 

如
-
云
 

云
 

說
，
 

者
、
 

有，
， 

條
 

々
 

由
 

緖
，
 

歟
。
 

先
 

關
東
之
 

謀
 

叛
、
 

繂
 

起
 

き
，
，
 

遷
 

都
，
 

云
。
 

何
 

者
 

禁
 

6
 

法
 

皇
；
 

刑
 

f
t
 

重
 

臣
；
 

洛
 

都
 

占，
， 

狹
 

少
 

之
 

地
；
 

民
 

人
 

懷
_
,
 

莫
大
 

之
 

愁
；
 

皆
 

雖
 

，假
，，
 

名
 

於
 

勅
 

K
 

其
 

實
 

只
 

任
，
，
 

雅
 

意
；
 

此
等
之
 

子
細
 

逆
心
 

已
炳
 

焉
。
 

早
 

達，
， 

遠
 

境
 

之
 

間
；
 

各
 

集
，
，
 

近
 

國
 

之
 

兵
；
 

伐
 

f
c
 
 

}
^
 

家
 

之
 

盛
 

勢
；
 

欲
 

.起
，，
 

源
 

氏
之
絕
 

跡
，
 

云
 

云
。
 

是
則
去
 

歲
偺
上
 

之
咎
，
 

今
年
 

遷
都
 

之
懲
 

也
。
 

君
 

王
 

若
 

歸
，
，
 

帝
都
，
 

考
 

賊
徒
 

何
 

亡，
， 

民
烟
，
 

哉
。
 

《
f
 

次
 

台
 

嶽
 

之
 

衆
徒
 

上，
， 

度
 

々
之
奏
 

狀
；
 

達，
， 

面
 

々
之
變
 

憤
；
 

是
則
 

依，
， 

近
 

都
 

之
 

便
；
 

占，
， 

深
 

山
 

之
 

居
：
 

各
 

結
，
，
 

方
丈
 

之
 

草
庵
；
 

互
 

學
 

，
_
圓
 

頓
之
花
 

文
；
 

然
間
 

依
，
 

遷
 

都
 

事
；
 

無
 

x
¥
 

歸
 

依
；
 

偏
 

失，
， 

活
 

命
 

之
 

計
；
 

已
 

爲，
， 

離
 

山
 

之
 

基
，
 

云
云
。
 

所
.
 

申
 

非
，
 

無
 

J
T
 

尤
是
 

可
-
裁
許
；
 

1
 

第
 

七
 

章
 

福
 

原
 
遷
都
 
 

1 
1 

i 



裤
 

戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 
 

一
二
 

ハ 

ns
 

新
院
御
 

惱
逐
.
 

日
 

有
.
 

壇
。
 

於
，
，
 

邊
 

土
 

之
 

行
 

宮
，
 

若
 

大
漸
之
 

事
出
來
 

者
、
 

欲
 

J
S
,
 

終
 

身
 

之
 

恨
；
 

枉
可
.
 

有
-
 

歸
 

都
-
之
 

由
 

院
 

宣
 

及
，
 

-
再
 

三
；
 

チ
 

能
，
，
 

默
 

止
，
 

云
 

云
。
 

1
 

次
 

禪
門
深
 

悔
-
,
 

積
 

惡
 

之
 

重
；
 

爲
 

，蕩
，-
 

祌
 

明
 

之
 

心
；
 

此
 

儀
出
來
 

云
 

云
。
 

M
 

依
-
一
如
.
 

此
 

等
 

之
 

由
來
；
 

忽
 

不
慮
 

之
 

還
 

都
、
 

是
 

天
下
 

之
 

所
.
 

謳
 

歌
；
 

强
 

非
，
，
 

浮
 

言
，
 

歟
。
 

仍
 

粗
 

錄
.
 

一
子
 

細
 

_
而
 

已
。
 

愚
意
 

案
、
 

此
事
 

天
地
 

之
變
異
 

四
海
 

之
 

夭
 

狭
、
 

何
 

必
 

依
，
 

-
遷
 

都
；
 

只
 

惡
逆
之
 

所
^
お
 

也
。
 

若
猶
 

不
窭
，
 

政
 

於
 

公
，
 

者
、
 

定
 

無
，
，
 

還
 

都
 

之
 

詮
，
 

者
 

歟
。
 

莫
 

j
n
 

莫
，
 

言
。
 

と
 

以
て
 

當
 

時
の
 

解
す
 

る
 

所
 

を
 

見
る
 

ベ
 

し
"
 



第
 
八
 
章
 

神
 
戶
兵
庫
 
地
方
の
 
條
里
 

條
里
 
制
槪
說
 

一
、
 

條
 

里
槪
說
 

中
古
の
 
制
 
土
地
 
を
條
 
里
に
 
區
畫
 

し
、
 
以
 
て
 
其
の
 
位
置
 
を
 
明
瞭
に
 
指
示
す
 

里
と
 
は
 
通
例
 
東
西
に
 
通
す
 

る
 
間
隔
 
三
百
 
六
十
 
步
 
i
 
 t
 
 W
 
お
ば
；
.
^
 

し
 

て
 

三
 

町
な
 

リ
 

條
 

里
の
 

数
へ
 

方
 

六
 

町
 

六
 

町
 

六
 

町
 

地
を
數
 

個
の
 

條
に
 

分
ち
、
 

之
 

を
 

一
 

條
 

i
 

條
 

等
と
 

順
に
 

數
字
を
 

以
て
 

じ
く
 

間
隔
 

三
百
 

六
十
 

步
の
 

南
北
に
 

に
 

分
ち
，
 

こ
れ
 

亦
 

順
次
 

一
 

里
.
 

二
 

里
 

等
 

何
 

里
と
 

連
稱
 

し
て
 

其
の
 

地
の
 

所
在
 

其
の
 
條
 
里
の
 
數
へ
 
始
め
は
 
地
方
に
 

三 二 里 

311 

ハ 

條 
リ 里 條 里 條 里 條 

八 

し 里 條 里 條 里 條 

ハ 

リ 里 條 里 條 里 條 

六 六 町 

數 へ、 更 

通
す
 

る
 

と
數
字
 

を
 

明
か
 

よ
り
て
 

野
の
 

如
き
 

は
 

平
城
京
の
 

京
 

東
.
 

京
 

は
、
 

平
 

野
の
 

中
央
 

を
 

南
北
に
 

通
す
 

る
 

北
の
 
二
 

大
道
に
 

の
 
二
 
區
に
分
 

ち
、
 各
 
區
 
と
も
に
 
其
の
 
條
は
全
 

第
八
窣
 

神
 
戶
兵
庫
 
地
方
の
 
條
里
 

る
の
 
法
 
あ
 

の
 
並
行
 
線
 

に
 
其
の
 
各
 

並
行
 
線
 
を
 

を
 

以
て
 

數
 

に
る
 

る
の
 

一
な
ら
 

す
-
 

條
里
區
 

を
 

よ
 
、
り
て
 
路
 

體
に
 

tej じ
 

1 
一
七
 >9 

を
 

以
 

て
 

條
 を、 同 

以
て
 

里
 

へ
 

、 
"
^
條
 

法
 
な
 

、り- 

ナ
 

f
 

除
き
て
 

東
.
 路
西
 

て
 
北
よ
 



神
 

戶
市
史
 

別
錄
 

I 
古
代
の
 

兵
 

庵
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
苹
 
 

1 
一
八
 

b
 

南
に
 

数
へ
、
 

又
 

里
は
路
 

東
に
 

あ
 

b
 

て
 

は
 

西
よ
 

り
、
 

路
 

西
に
 

あ
り
て
 

は
 

東
よ
り
 

數
 

へ
、
 

而
も
 

其
の
 

數
へ
 

初
め
は
 

各
 

郡
と
 

も
に
 

之
 

を
 

別
に
せ
，
 

9
。
 

又
 

其
の
 

地
の
 

形
势
 

に
よ
.
 

0 
て
 

は
、
 

或
 

は
 

條
が
南
 

北
に
 

通
 

じ
、
 

里
 

が
 

東
西
に
 

通
す
 

る
 

こ
と
 

も
 

あ
り
。
 

平
城
京
 

北
條
 

里
の
 

如
し
。
 

亦
 

其
の
 

數
へ
方
 

の
 

方
向
 

も
、
 

必
 

す
し
 

も
 

一
定
せ
 

ざ
る
な
，
 

o
。
 

而
 

し
て
 

稀
に
 

は
 

其
の
 

界
線
 

も
.
 

必
 

や
し
 

も
 

正
し
く
 

東
西
南
北
の
 

方
向
 

を
 

取
ら
 

や
し
 

て
、
 

地
 

形
の
 

ま
、
 

に
斜
の
 

方
向
 

を
 

取
れ
る
 

も
の
 

も
 

あ
り
。
 

次
 

節
說
 

く
が
 

如
 

く
、
 

我
 

が
 

神
 

芦
.
 

兵
 

庫
 

地
方
の
 

條
 

里
の
 

如
き
 

は
、
 

條
 

の
 

界
線
は
 

西
北
よ
り
 

東
南
に
 

向
 

ひ
、
 

里
 

の
 

界
線
は
 

東
北
よ
り
 

西
南
に
 

向
へ
 

る
な
 

り
。
 

而
 

し
て
 

其
の
 

條
の
數
 

へ
 

方
 

は
 

東
北
よ
り
 

西
南
に
 

進
 

み
、
 

里
 

の
 

數
へ
方
 

は
 

西
北
よ
，
 

9 
東
南
に
 

進
め
る
な
 

り
。
 

是
れ
 

一
に
 

其
の
 

地
形
の
 

自
 

然
に
從
 

ひ
て
 

條
里
 

を
晝
 

せ
し
 

が
爲
 

な
り
。
 

か
く
て
 

其
の
 

條
 

里
の
 

方
向
 

を
 

呼
ぶ
 

場
合
に
 

は
、
 

事
 

實
 

上
の
 

方
位
に
 

關
せ
 

す
し
て
 

一
 

に
條
里
 

區
晝
の
 

線
の
 

示
す
 

所
に
 

よ
 

，9
、 

東
 

北
 

を
 

以
て
 

北
と
 

し
、
 

西
 

南
 

を
 

以
て
 

南
と
 

し
、
 

東
 

南
 

を
 

以
て
 

東
と
 

し
、
 

西
 

北
 

を
 

以
て
 

西
と
 

せ
り
。
 

是
れ
 

大
體
に
 

於
て
 

此
の
 

地
方
に
 

於
け
 

る
 

平
地
 

が
、
 

斜
 

に
 

東
北
よ
，
 

9 
西
南
に
 

向
っ
て
 

走
れ
る
 

山
脈
と
 

海
岸
線
と
 

に
 

よ
り
て
 

夾
ま
 

れ
、
 

方
 

位
に
 

對
 

し
て
 

斜
の
 

位
置
 

を
 

取
れ
る
 

が
爲
 

に
し
 

て
、
 

而
 

も
條
里
 

は
本
來
 

東
西
 

南
北
に
 

通
 

や
る
 

を
 

法
と
 

す
る
 

も
の
な
る
 

が
 

故
 

に
、
 

此
 

の
斜
の
 

方
向
に
 

區
畫
 

さ
れ
た
 

る
 

條
里
を
 

も
、
 

依
 

然
 

東
西
南
北
の
 

方
向
 

を
 

取
れ
る
 

も
の
な
 

ち
と
 

認
定
せ
 

る
 

結
果
な
 

り
。
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の -J- ハ 町 里 地 
狭て 

奈 生 は 町 
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積 

し當 

良 じ 此 步 里 の 

— • 

斯 

朝 た の な 四 十 ぐ 

の 地 9 方 里 

/ ヽ  

て 

初 誤 積 を と 町 

期 な の 後 以 な あ 十 

和 里 世 て 

す。 

ハ 

銅 を 里 地 箇 

ハ t 以 程 積 卽 當 の 

年 て の 時 坪 

尺 里 里 今 の を 

度 を 里 の 制 有 

制 の と ハ す 

斯 に 基 數 坪 

各 ぐ 逆 點 へ 各 

坪 て 行 に て 稱 條 
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積 何 七 
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Z ヽ  
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步 坪 始 坪 個 步 
の卽 

と 十 め し の 卽今 

一ち 

連 

て、 

至 里 

ちの 
町 今 

稱 の 條 る の 

—ハ 

四 し 坪 の 中 町 十 

—卜 

方 て に 進 其 に 間 

卽 土 至 む の 

ち 地 方 數 十 の 

の 順 向 へ ハ 間 

卞 所 に 方 箇 

ハ 在 之 向 は の を 

を を 先 坪 以 

步 明 繰 て 
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あ て 

に 
* 
條 碁 

し 指 返 の と 
_tCDU 

し 小 し 坪 里 之 

之 す て よ と を に 
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nrr 

町 得 ■  I  * ハ の へ れ 

る の 坪 方 其 
い 

, ふ 

坪 に の の の 

ふ に 至 方 坪 各 

—今 

終 b 向 等 m 

町の 

る 更 の を 

第
八
窣
 

神
 
戶
兵
庫
 
地
方
の
 
條
里
 
 

1
 1 九

 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 

1 
二
 

〇
 

條
里
 

制
の
 

實
 

改
定
 

後
 

文
書
の
 

の
 
度
 
地
 

か
に
 

此
 

の
た
 

る
 

新
 

度
 

地
 

條
里
 

設 

る 

に
地
圖
 

な
き
に
 

が
 

設
 

定
 

現
に
 

神
 

尋 の 

あ
 
b
 
し
 

ぬ
べ
き
 

三
百
 

步
 

度
 
地
 
制
 

明
か
な
 の
 
下
に
 

實
 
施
 
は
 

法
と
 
す
-
 

に
の
 

み
 

ら
ね
ど
 

の 

rr 

せ 

rnz 兵
 
庫
 
地
 

ら
れ
こ
 

も も を 

の の 

、
如
し
。
 

條
 

里
の
 

事
 

も
 

大
«
 

令
に
 

見
え
す
。
 

現
今
 

は
，
 

天
平
 

七
 

年
の
 

S
I
 

岐
山
田
 

郡
の
 

條
里
^
 

を
 

以
て
 

最
古
 

一 

に
 

よ
 

里
と
 

な
す
。
 

而
 

し
て
 

和
 

銅
の
 

初
に
 

設
計
せ
ら
れ
 

た
 

れ
る
を
 

以
て
 

齟
 

て
 

も
、
 

條
 

里
 

制
が
 

和
 

銅
 

六
 

年
 

尺
度
 

制
 

之 

、、t
j* 

を 

も 

し 

、
平
 

し 
な
 

•  • 

す
。
 

蓋
 

し
 

一
般
の
 

耕
 

耕
地
の
 

整
 

は
 iiSi す
し
 

た
る
 

界
線
 

地
の
 

廣
く
 

と
 

田に 
ぼ
し
 

あ
，
 

0 

て
 

も 

f
6
 

'
城
 

京
 

を
條
坊
 

地
に
 
及
ぼ
し
た
 

理
を
行
 ひ、 其 の

 

も 1 般に
實 

施 

に
よ
 

b
 

て
 

土
地
 

11
^ 

れ
る
 

場
所
に
 

く
 

今
な
 

ほ
 

其
の
 

道
路
 

池
 

溝
 

等
 

に
 に

よ
，
 
0 

て
；
^
 
れ
 M- 

る
 

も
の
な
 

ら
ん
 

區
 

查
の
界
 

線
に
 

せ
ら
れ
た
 

る
に
 

の
 
所
在
 
を
 
示
し
 

あ
 
、り て

 
は
、
 大
抵
 

a
 

影
を
實
 

地
に
 

於
て
 

明
か
に
 

之
 

る 改 

し
た
る
 J  0 そ
 

ひ
て
 

ぁ
 
ら
 
す
 

た
 

と
 

規
定
 
通
 

存
す
 

る
 

を
 

S
 

る
 

し 

ra. し 

も を 

存
 
す
る
 

と す 

なら
 

5 
みや
- 

- 

平
城
京
 

定
 
以
 
後
 

驗
に
基
 

渠
 
通
路
 

て
、
 

稀
に
 

よ
る
、
 

の
 
甚
多
 

得るな 

己
 

M,
 

-Ilia  <^ 

大
寶
 

は
 

明
 

の
 
も
 

づ
 
き
.
 

等
 
を
 

は
 

草
 も
 

の
 

通
路
 

し
。
 

I
、
 

神
 

戶
兵
庫
 

地
方
 

條
 

里
の
 

實
際
 

神
 

戶
兵
庫
 

地
 

今
の
 

祌
 

5
,
 

市
 

は
 

大
發
展
 

の
 

結
果
、
 

新
に
 

道
路
の
 

開
通
せ
ら
れ
 

た
る
 

も
 

の
甚
 

多
く
、
 

又
 

在
來
の
 



方
條
 

里
の
 

遺
 

池
 

溝
 

も
 

多
く
 

埋
め
ら
れ
て
、
 

往
時
の
 

形
勢
 

を
朋
 

に
し
 

難
き
 

場
合
 

多
し
 

と
 

圖
を
繙
 
き
て
 
之
 
を
 
見
ん
 

か
、
 
一
 
條
 

大
 

池
と
の
 

間
よ
 

，.
=^
、蓮
 

池
の
 

南
 

を
 

の
 
延
長
 
直
線
 
上
 
を
 
東
々
 
北
進
 

し
-
 

し
、
 

再
び
 
 

現
 

は
れ
て
 
 

湊
川
 

神
社
.
 
 

地
 

中
 

斷
 

し
、
 

三
 

の
宫
 

町
よ
り
 

小
 

野
 

柄
 

經
て
 
脇
の
 
濱
の
 
海
岸
に
 
出
で
、
 
以
 

に
 
古
へ
 

の
 
山
陽
 
街
道
に
 
し
て
、
 
地
 

示
せ
る
 

も
、
 

大
 

體
に
 

於
て
 

東
北
よ
 
も
の
な
，
 

9 
と
す
。
 

而
 

し
て
 

此
の
 

江
の
 
沿
岸
 
地
方
に
 
亙
 

、
西
 
は
 
神
 

西
 

尻
 

池
 

• 池
 

田
.
 

西
 

代
 

•• 駒
ケ
 

林
.
 

野
 

田
.
 

板
 

て
 
は
、
 此
 
の
 大
道
に
 
並
行
 
し
、
 若
 
し
 

し
つ
 

、
、
約
 

六
十
 

間
 

若
し
く
は
 

其
 

と
 

相
 

緣
れ
る
 

も
の
 

あ
る
 

を
昆
る
 

の
 

大
道
が
 

舊
東
尻
 

池
 

過
 

ぎ
、
 

舊
 

東
須
磨
 

村
に
 

-
1
 

池
の
 

南
 

を
 

過
ぎ
 

て
 

方
 

裁
判
 

所
 

• 市
 

役
所
の
 

通
 

と
 

な
 

，り
、 

小
 

野
 

柄
 

橋
 

て
大
阪
 

街
道
に
 

速
 

絡
 

形
の
 

自
然
に
 

從
ひ
神
 

,9
 

西
南
に
 

向
っ
て
 

一
 

新
生
 

田
 

川
の
 

左
右
よ
 

市
の
 

湊
西
區
 

の
 

地
 

宿
.
 

大
手
-
東
 

須
磨
 

等
に
 

く
 

は
 

正
 

交
し
た
 

る
縱
 

の
 

倍
數
の
 

間
隔
 

を
以
 

な
り
。
 

又
 

舊
荒
田
 

村
 

村
 

地
域
の
 

西
北
 

向
 
ひ
て
 
直
通
し
 

舊
湊
川
 

北
 

を
 

過
 

に
よ
，
 

り 

す
る
 
を
 

m- 區
の
 

直
線
 

を
 

域
を
始
 

屬
 
す
る
 

橫
の
道
 

て
 

存
在
 

に
 

於
け
 

ぎ
、
 

鐵
道
 

て
 

新
生
 

見
ん
。
 

部
分
に
 

な
 

せ
 

り
 

味
 

泥
.
 

東
 

と
し
て
-
 .141 閑

 
平
 

路が、 或 

し
、
 

村
里
 

る
五
郞
 

雖
、
 

試
み
 

に
 

古
き
 

實
測
 

隅
な
る
 

小
 

平
 

六
 

池
と
 

又
 

其
の
 

支
路
は
 

前
者
 

，一
 

旦
福
原
 

町
に
 

中
斷
 

線
路
 

附
近
に
 

て
 

再
び
 田
 

川
 

を
 

渡
 

^
、
本
 

町
 

を
 

此
の
 

大
道
 

は
 

是
れ
實
 

於
て
 

多
少
の
 

»
 

曲
 

を
 

と
 

謂
 

ふ
 

も
 

不
可
な
 

き
 

明
 

• 御
 

影
.
 

魚
 

崎
.
 

靑
 

木
.
 

深
 

舊
荒
田
 

桌
田
.
 

東
 

尻
 

池
.
 

坦
 

な
る
 

地
域
に
 

あ
り
 

は
 

直
通
し
、
 

或
は
 

斷
績
 

の
 

境
界
 

亦
往
々
 

こ
 

れ
 

池
.
 

十
 

郞
 

池
、
 

會
 

下
山
 

南
，
 

第
 

八
 

韋
祌
戶
 

兵
 

庫
 

地
方
の
 

條
里
 
 

.
 
 

一
二
 



神
 
戸
市
 
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 
.
 
 

1
 ニ
ニ
 

方
の
 

皿
 

池
、
 

舊
池
田
 

村
に
 

於
け
 

る
 

連
 

1
 

駒
 

ケ
林
村
 

に
 

於
け
 

る
大
 

池
.
 

野
 

田
 

池
 

血
 

池
 

人
 

r 
池
、
 

舊
 

0
 

田
 

村
に
 

於
け
 

る
雙
子
 

池
、
 

舊
 

大
手
 

村
に
 

於
け
 

る
 

宮
，
 

池
 

を
 

始
 

と
し
 

て
.
 

も
 

と
 

灌
漑
 

用
に
 

作
ら
れ
た
 

る
 

多
く
の
 

池
 

が
、
 

大
 

體
に
 

於
て
 

方
 

一
 

町
、
 

苦
く
 

は
 

其
の
 

倍
数
の
 

地
域
 

を
 

占
め
て
、
 

是
 

等
の
 

道
路
 

村
界
 

の
 

線
に
 

よ
っ
て
 

作
ら
る
、
 

方
 

眼
の
 

一
 

若
し
く
は
 

其
の
 

倍
數
の
 

場
所
 

を
充
壏
 

し
、
 

其
 

の
 

多
少
 

形
 

狀
を
 

異
に
す
る
 

も
の
 

も
、
 

本
 

來
は
 

右
の
 

如
き
 

形
態
 

を
爲
 

し
た
り
し
 

も
の
 

が
、
 

明
 

か
に
，
 

後
世
 

其
の
 

一
 

部
分
に
 

改
造
 

を
 

加
 

へ
ら
れ
た
 

る
 

も
の
な
る
 

こ
と
 

を
認
 

む
べ
き
 

も
の
な
る
 

を
 

見
る
な
 

り
。
 

條
 

里
に
 

基
づ
 

又
 

更
に
 

是
 

等
の
 

地
域
に
 

於
け
 

る
 

土
地
の
 

小
字
 

を
檢
 

す
る
 

に
、
 

舊
 

長
 

田
 

村
に
 

下
 

卅
六
ニ
 
 

ノ
坪
.
 

二
 

け
る
 

地
名
 

ノ
 

坪
.
 

十
 

ノ
 

坪
 

丄
ハ
ノ
 

坪
、
 

舊
東
尻
 

池
 

村
に
 

ニ
ノ
 

坪
 

ニ
ニ
 
 

ノ
 

坪
.
 

四
 

ズ 
坪
丄
ハ
 

ノ
坪
、
 

K
 

西
 

尻
 

池
 

村
に
 

六
ノ
 

坪
.
 

十
五
 

ノ
坪
ニ
 
 

ノ
 

田
、
 

舊
 

駒
 

ケ
林
村
 

に
九
ノ
 

坪
.
 

東
 

五
 

ノ
坪
.
 

西
五
ノ
 

坪
、
 

K
 

野
 

田
 

村
に
 

市
ノ
坪
 

等
、
 

數
 

字
 

を
 

以
て
 

條
 

里
の
 

坪
 

數
を
表
 

は
せ
 

る
 

地
名
の
 

存
 

す
る
 

を
 

見
る
な
 

り
。
 

是
れ
實
 

に
 

往
時
に
 

於
 

け
 
る
條
里
 
區
畫
の
 
遺
影
の
 
存
 
す
る
 
も
の
な
 

b
 
と
す
。
 

神
 

戶
兵
庫
 

地
 

普
通
の
 

場
合
 

條
里
は
 

正
し
く
 

東
西
南
北
に
 

通
す
 

る
界
 

線
に
 

よ
り
て
 

畫
 

せ
ら
る
 

、 
を
 

例
と
 

方
條
 

里
の
 

方
 
向
 
 

す
れ
 

ど
 

も
、
 

前
 

旣
に
 

云
へ
 

る
 

如
 

く
、
 

此
 

の
 

地
方
に
 

あ
り
て
 

は
 

地
形
 

自
然
の
 

狀
態
 

に
よ
，
 

て
、
 

東
 

北
 

よ
，
 

o-
 

西
南
に
 

向
 

へ
 

る
 

線
 

と
、
 

西
 

北
よ
.
 

0 
東
南
に
 

向
 

へ
 

る
 

線
と
 

に
よ
 

り
 

て
區
畫
 

せ
ら
る
 

， 
は
、
 

實
 

地
に
 

就
き
て
 

之
 

を
 

明
に
 

す
べ
し
。
 

卽
ち
 

東
北
よ
り
 

西
南
に
 

通
す
 

る
 

山
陽
 

街
道
 

を
 

幹
線
と
 

し
 



た
る
 
も
の
と
 
思
 
ぼ
し
 

く
 
、
か
 
く
て
 
條
の
 
區
畫
 
は
、
 是
 
と
 
正
 
交
し
て
 
斜
に
 
西
北
よ
り
 
東
南
に
 
向
 
へ
 

る
 
線
に
 

よ
 
b
 
て
 
定
め
ら
 

れ
、
 之
 
に
對
 
し
て
 
里
の
 
區
畫
 

は
.
 幹
 
線
と
 
並
行
し
て
 
斜
に
 
東
北
よ
り
 
西
 

南
に
 
向
 

へ
 
る
 
線
に
 
よ
り
て
 
定
め
ら
 

れ
、
 其
 
の
 
各
 
里
 
內
の
坪
 
割
 
は
、
 其
 
の
 
幹
線
の
 
方
向
に
 

そ
 
ひ
て
 

西
北
 
隅
よ
り
 
始
ま
，
 
9 

て
 
西
南
に
 
向
 
ひ
た
，
 
9 
し
こ
と
 

は
、
 舊
 
東
 
尻
 
池
 
村
 
及
び
 
舊
長
田
 
村
の
 
坪
 
付
 

を
 
示
せ
る
 
小
字
 
名
の
 
配
列
の
 
實
 
際
に
よ
り
 

て
 
知
ら
る
 
 
>
 
 な
り
。
 

此
の
 
場
合
に
 
於
て
 
此
 
等
の
 
地
方
に
 
於
け
 

る
 
方
位
の
 
扱
 
方
 
は
、
 實
 
地
の
 
方
向
に
 
拘
る
 
こ
と
な
 

く
、
 專
 
ら
条
里
 
區
畫
の
 
方
向
の
 
ま
ま
 

に
、
 條
 
の
 
界
線
を
 
東
西
と
 

し
、
 里
 
の
 
界
線
を
 
南
北
と
 
認
定
せ
 

し
こ
と
 
旣
 
記
の
 
如
し
。
 

さ
れ
ば
 
古
書
の
 
方
位
 
を
 
記
す
 

る
 
所
 
を
 
見
る
 

に
、
 多
 
く
 
此
の
方
 
向
に
 

よ
 

り
 
て
.
 實
 
際
の
 
方
位
に
 

は
 
符
合
せ
 
ざ
る
 
も
の
 
あ
る
が
 
如
し
。
 

例
へ
ば
 
平
家
物
語
に
 

福
 
原
 
京
の
 

所
在
 
を
 
示
し
て
、
 

六
月
 
九
日
 
福
 
原
 
新
 
都
の
 
事
 
始
と
ぞ
 
聞
こ
え
し
。
 

福
 
原
と
 
い
ふ
 
所
 
は
 
北
に
 
は
 
神
明
 
迹
を
垂
 

れ
、
 生
 
田
.
 廣
 
田
.
 西
の
 
宮
、
 千
 
代
に
 
變
ら
 
ぬ
綠
は
 
雀
の
 
松
 
原
.
 御
 
影
 
の
 
松
、
 雲
 
井
に
 
さ
ら
す
 
布
引
の
 

瀧
、
 南
 
を
 
望
め
ば
 
海
ま
ん
 
く
 

た
る
 
淡
路
島
 
山
 
云
云
。
 

な
ど
と
 
云
 
ひ
、
 事
 
實
 
東
北
 
若
し
く
は
 
東
々
 

北
、
 或
 
は
 
東
に
 
當
れ
る
 
も
の
 
を
す
 

ベ
 
て
 
北
と
 
稱
 
し
、
 西
 

南
に
 
當
れ
る
 
も
の
 
を
 
南
と
 
稱
 
し
た
る
 

を
 
始
め
と
 
し
て
、
 

一
 
代
 
要
 
記
に
、
 

第
 
八
 
窣
神
戶
 

兵
 
庫
 
地
方
の
 
條
里
，
 
 

一 二
三
 



神
 

戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 
 

一
二
 

四
 

元
曆
 

元
年
 

甲
 

辰
 

…
…
 

正
月
 

比
ポ
 

家
悉
赴
 

，
ま
 

國
；
 

福
 

I
S
 

南
 

群
居
.
 

以
 

；
 

谷
 

爲
，
，
 

城
郭
；
 

と
 
云
 
ひ
、
 歷
代
皇
 
記
に
、
 

壽
永
 

三
年
 

正
月
 

二
十
日
、
 

…
…
 

平
家
 

悉
 

發，
， 

西
 

國
 

軍
 

勢
；
 

福
 

ff
i 

以
南
 

群
^
 

播
 

磨
室
竝
 

一
 

谷
 

邊
；
 

以，
， 

1 谷， 爲，， 其 城； 

な
ど
 

云
 

へ
 

る
 

も
の
 

は
、
 

孰
 

れ
も
亦
 

此
の
 

條
 

里
の
 

幹
線
と
 

し
て
 

事
 

實
 

東
北
よ
、
 

り 
西
南
に
 

向
つ
 

て
 

通
す
 

る
 

山
陽
 

街
道
 

を
 

以
て
、
 

北
よ
り
 

南
に
 

進
め
.
，
 

0 
と
 

認
め
た
 

る
に
 

よ
る
 

も
の
と
 

す
。
 

此
の
方
 

位
の
 

認
識
 

は
 

福
 

原
 

京
 

設
計
の
 

硏
究
上
 

重
要
な
る
 

指
針
と
 

し
 

て
、
 

特
 

に
 

注
意
 

を
 

促
し
 

置
く
 

も
の
 

な
 
り
。
 

條
里
 

制
實
施
 

尙
 

此
の
 

條
 

里
の
 

坪
 

割
と
 

祌
 

市
町
 

割
の
 

現
 

狀
と
を
 

比
較
す
 

る
 

に
、
 

神
 

S
J
 

兀
町
 

a
 

南
、
 

兵
 

庫
 

三
 

ジ -
節
 面
 

川
 

口
 

町
.
 

永
 

澤
 

町
.
 

湊
 

町
 

以
 

南
、
 

S
 

び
に
 

御
崎
 

村
人
 

r 
和
 

田
 

新
田
 

及
び
 

東
 

尻
 

池
 

村
 

• 西
 

尻
 

池
 

村
の
 

東
南
 

部
 

等
の
 

地
 

は
、
 

街
 

衢
の
 

方
向
 

全
く
 

條
里
 

區
晝
 

と
相
關
 

せ
す
。
 

蓋
し
 

槪
 

し
て
 

條
里
 

制
實
施
 

以
後
 

の
 

新
地
た
 

る
に
 

因
る
 

も
の
な
 

り
。
 

此
の
 

事
は
湊
 

川
の
 

流
路
の
 

變
遷
、
 

及
び
 

其
の
 

下
流
 

地
方
の
 

地
形
の
 

變
遷
を
 

知
る
 

上
に
 

於
て
 

重
要
な
る
 

資
料
た
 

る
 

ベ
 

き
も
の
に
 

し
 

て
.
 

特
 

に
湊
 

川
の
 

流
路
 

異
動
の
 

年
代
 

考
定
 

上
、
 

資
 

す
る
 

所
少
 

か
ら
ざ
る
 

も
の
な
，
 

0 
と
す
。
 

(
圃
表
 

所
收
慷
 

里
圔
參
 

照
)
 



三
、
 

神
 

戶
兵
庫
 

地
方
 

古
條
 

里
圖
の
 

研
究
 

古
條
 

里
圖
 
 

市
內
奧
 

平
野
に
 

傳
 

ふ
る
 

條
 

里
古
圖
 

一
葉
 

あ
り
。
 

圖
表
收
 

む
る
 

所
の
 

寫
眞
の
 

示
す
 

が
 

如
ぐ
、
 

初
に
 

應
保
ニ
 

年
 

卯
月
 

吉
日
と
 

記
入
 

し
，
 

六
 

箇
の
 

里
に
 

渉
れ
る
 

坪
 

付
 

を
 

示
せ
る
 

も
の
な
 

り
。
 

其
 

の
 

右
端
の
 

も
の
 

は
 

六
.
 

七
.
 

十
 

八
.
 

十
 

九
の
 

四
箇
 

坪
の
 

地
の
 

町
な
る
 

こ
と
 
 

> 
 

、
卅
.
 

卅
 

一
 

の
兩
 

坪
に
 

當
 

れ
る
 

地
の
 

海
な
る
 

こ
と
と
 

を
 

記
す
 

る
の
 

み
に
 

し
 

て
、
 

他
 

に
 

何
等
 

徵
證
 

と
す
 

ベ
 

き
も
の
な
 

し
。
 

次
の
 

一
 

里
 

は
 

「
平
野
 

奧
 

山
」
 

と
 

註
 

し
 

て
、
 

に
 

其
の
 

三
十
 

六
箇
の
 

坪
が
 

悉
く
 

山
な
る
 

こ
と
 

を
標
す
 

る
に
 

止
ま
る
。
 

而
 

し
て
 

其
の
 

左
端
な
る
 

條
里
 

區
畫
外
 

に
、
 

「
六
條
 

一
里
 

奥
深
 

谷
橫
尾
 

51
;」
 

と
 

記
 

す
 

る
な
 

り
。
 

然
る
に
 

其
の
 

次
な
る
 

第
三
の
 

里
 

は
、
 

記
 

入
の
 

地
 

物
 

頗
る
 

徵
證
 

と
す
 

べ
き
 

も
の
 

あ
，
 

9
。
 

其
の
 

一
 

の
 

坪
よ
り
 

十
八
の
 

坪
に
 

至
る
 

十
八
 

箇
坪
，
 

及
び
 

二
十
 

三
の
 

坪
に
 

當
れ
る
 

部
分
に
 

は
、
 

單
 

宇
治
川
の
 

舊
 

に
 

山
と
 

記
入
し
.
 

二
十
 

四
の
 

坪
に
 

は
 

「
宇
 

治
 

河
、
 

山
 

ロ
大
爾
 

宜
、
 

同
 

水
 

流
」
 

と
 

記
し
、
 

二
十
 

五
の
 

印
に
 

は
 

河
 

道
と
 

條
里
 

"
頭
 

瀧
 

華
 

尾
 

51
;」
 

と
 

記
 

し
、
 

其
 

の
 

他
の
 

十
 

五
箇
 

坪
 

は
 

何
れ
 

も
 

「
町
」
 

と
 

記
入
せ
 

る
な
 

り
。
 

今
 

之
 

を
實
地
 

に
 

就
い
て
 

考
 

ふ
る
 

に
、
 

正
 

に
 

宇
治
山
よ
り
 

下
山
 

手
 

通
 

六
 

丁
 

目
.
 

七
 

丁
目
の
 

邊
を
 

か
ね
 

て
、
 

楠
 

橋
 

の
 

附
近
に
 

至
る
 

一
 

里
の
 

地
域
な
る
 

を
 

知
る
。
 

而
 

し
て
 

其
の
 

二
十
 

四
の
 

坪
 

に
 

「
宇
 

治
 

河
」
 

の
 

名
 

を
 

註
 

す
 

る
 

は
、
 

此
 

の
條
里
 

圖
の
當
 

時
に
 

於
 

て
、
 

宇
 

治
 

川
 

は
 

今
の
 

如
く
 

宇
治
野
 

山
の
 

西
北
 

を
迂
囘
 

す
る
 

第
八
窣
 

神
 

戶
兵
庫
 

地
方
の
 

條
里
 
 

ニ
ー
 

五
 



紳
 

戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 
 

二
 

ニハ
 

こ
と
な
 

く
、
 

直
 

ち
に
 

東
南
 

花
 

隈
町
を
 

過
ぎ
 

て
、
 

舊
 

走
 

水
 

村
の
 

海
に
 

入
り
し
 

も
の
な
る
 

を
 

示
せ
る
 

な
，
 

o
。
 

此
の
 

舊
河
 

道
の
 

跡
 

は
 

今
 

も
な
 

ほ
實
 

地
に
 

就
き
て
 

之
 

を
 

求
む
 

る
 

を
 

得
べ
 

く
、
 

明
治
 

十
九
 

年
 

版
の
 

陸
地
 

測
量
 

部
 

ニ
莴
分
 

一
 

圖
 

に
よ
れ
 

ば
.
 

池
 

及
び
 

斷
 

ff
i 

の
 

所
在
 

を
點
 

綴
し
 

て
，
 

よ
 

く
 

其
の
 

道
筋
 

を
 

描
出
す
 

る
 

を
 

得
べ
き
 

な
り
。
 

さ
れ
ば
 

其
の
 

二
十
 

五
の
 

坪
 

に
 

『
頭
 

瀧
」
 

と
 

標
 

す
る
 

は
、
 

其
 

の
 

水
が
 

こ
 

， 
に
 

於
て
 

奔
湍
 

を
呈
し
 

て
、
 

爲
 

に
 

此
の
 

名
 

を
 

得
し
 

も
の
な
 

り
し
 

こ
と
 

を
 

知
る
 

ベ
 

ぐ
、
 

是
 

れ
亦
 

右
の
 

實
測
 

圖
に
斷
 

ff
i 

の
存
 

す
る
 

を
 

示
せ
.
 

る
な
 

り
。
 

又
 

同
 

坪
 

に
 

「
帝
 

尾
」
 

の
 

名
 

を
 

記
す
 

る
 

も
 

の
 

は
.
 

後
 

の
花
隈
 

村
の
 

名
と
 

相
對
 

し
、
 

其
 

の
 

地
方
に
 

嘗
て
 

「 
ハ
 

ナ
」
 

の
 

名
 

あ
り
て
 

二
 

は
 

其
の
 

「
ハ
 

ナ
の
 

尾
」
 

た
 

り
、
 

一
 

は
 

其
 

の
 

「
ハ
 

ナ
の
 

隈
」
 

た
 

る
 

こ
と
 

を
 

示
す
 

に
 

似
た
，
 

c
s
。
 
 

ニ
ナ
」
 

は
 

丘
 

端
の
 

義
か
。
 

其
の
 

下
方
 

な
る
 

走
 

水
 

村
の
 

名
 

は
、
 

傳
 

へ
て
 

河
水
の
 

氾
濫
に
 

よ
，
.
 

>
 
 

て
 

得
た
 

る
 

も
の
と
 

な
す
。
 

蓋
し
 

も
 

i
 

此
の
 

宇
治
川
の
 

直
下
の
 

爲
 

に
、
 

水
 

害
 

を
 

被
る
 

事
 

多
 

か
り
し
 

紀
念
を
 

地
名
に
 

留
 

む
る
 

も
の
な
 

ら
ん
 

か
。
 

現
今
 

此
の
 

川
が
 

宇
治
山
の
 

西
北
に
 

深
 

谷
 

を
 

穿
っ
て
 

迂
囘
 

す
る
 

も
の
 

は
、
 

後
 

に
 

此
の
 

水
害
 

を
 

避
け
ん
 

が
爲
に
 

施
し
た
 

る
 

改
修
工
事
の
 

結
果
と
 

解
す
べ
き
な
，
 

9
。
 

第
 

四
の
 

里
 

は
 

一
 

の
 

坪
よ
，
.
^
 

卅
 

六
の
 

坪
に
 

至
る
 

ま
で
の
 

坪
 

付
 

を
 

記
す
 

る
の
 

み
に
 

し
 

て
、
 

§s
f 

に
 

坪
 

付
數
へ
 

方
の
 

順
序
 

を
 

示
せ
る
 

外
 

何
等
の
 

記
入
な
 

く
、
 

地
 

點
の
徵
 

す
べ
 
 

き
も
の
 

毫
も
 

あ
る
 

こ
 

と
 
な
 
し
。
 



古
條
 
里
圖
は
 

諸
 地
方
 
條
里
 

の
繼
ざ
 

合
せ
 

圖
な
リ
 

六 案 の す 蓋 第
五
の
 
里
 
は
 
其
 

に
 
至
る
 
六
箇
坪
 

の
み
。
 

其
の
 

地
 

左
端
な
る
 
第
 
六
 

里
」
 と
 
記
 
入
 
し
、
 
四
 

上
庄
」
 
と
標
 
す
。
 

す る に、 車 ji: は 

す
る
 
も
の
に
し
 

あ
る
 
所
 
は
、
 ほ
 

..， 

本
圖
の
 
示
す
 
所
 

續
 

し
て
 

坪
 

付
 

を
 

し
て
 

も
と
 

5^
 

々
 

る
 
も
の
 
 
>
 
 如
し
-
 

し
 

平
家
物
語
 
 

に
 

の
廿
 
了
廿
ニ
 

の
 
地
が
 
海
な
 

I
 
亦
 
板
す
 

へ
 

の
 
里
 
は
 
終
末
 

方
 
山
に
 
て
圍
 

蓋
し
 

も
と
 

須
 

妙
法
 

寺
 

村
 

• 板
 

て
、
 

此
 

の
 

條
 

蓋
 

此
の
 
阖
に
兵
 

右
の
 
如
く
な
 

描
出
し
 
た
れ
 

の
 

條
里
坪
 

付
 

- 
其
の
 

「
應
保
 

應
保
 

元
年
 

二
 

の
兩
 坪、 及び

 廿 

る
 
こ
と
 
を
 
示
し
-
 

き
 
 な
し
。
 

の
 
二
 
町
を
缺
 

く
-
 ま

る
 
 

、
中
に
 

廿
 

磨
 

jiZ 
に
屬
 
せ
し
 

宿
 
村
.
 野
 
田
 
村
 
及
 

し
 

七
^
な
，
 

o 
し
 

庫
 

上
庄
の
 

「
町
」
 

と
 

五
よ
，
 

0 
廿
九
 

• 其
の
 

他
 

は
單
 

に
 
至
る
 
五
箇
 
坪
、
 卅
 
一
 
よ
り
 
卅
 

に
 
坪
 
付
の
 
名
 
を
 
記
入
せ
 

る
 
あ
 

而
 

し
て
 

其
の
 

右
 

の
 
三
 

車 し る -
サ
 
二
.
 廿
 

村
な
る
 

駒
 

ケ
林
村
 

と
 
を
 
知
 

て
 

示
せ
 

，ベ
 

る 

る
 
を
 
以
て
 
考
ふ
 

る
 
に
、
 本
 
圖
 
は
 

ど
 

も
、
 

其
 

の
實
 

一
 

帶
の
 

連
績
せ
 

圖
の
存
 
せ
し
 
も
の
 
を
 
繼
ぎ
合
 

二
 
年
 
卯
月
 
吉
 
日
」
 の
 
日
 
附
の
如
 

月
 
上
旬
 
淸
盛
兵
 
華
の
 
經
ケ
島
 
を
 

し
 ( 

廿 る 築 

半 而 て き 

「
七
 

條
奧
 

山
中
 

谷
 

上
 

筒 

-
廿
 しヽ 

ズ 

，
之
 ，
勿
 

始 

の て を を 

1 一 m め 

第
八
萆
 

祌
戶
兵
 

庫
 

地
方
の
 

條
里
 

地
圖
 

共に 今の 

-
廿
 
三
 

の
 

里
 

示
せ
 

同
 

一
 

後
の
 

，
其
の
 

1 
二
 

七
 

1 . 

と 

卓 

の
 
坪
 

に
 

涉
 

る
 
に
 

紙
上
 

已
 

\
 

llllp  ノ
 

年 八 

記し、 「兵 

就
い
て
 

條
 

中
に
 

の
 
村
落
 

に
當
る
 

上し、
 

相 

は
 
あ
ら
 

に
謄
寫
 

に
 
し
 
て
、
 

月
 
大
風
 



條
 

の
起
點
 

神
 
戶
市
史
 

^
錄
 

一 
古
代
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

ニ
ー
 
八
 

に
 
崩
れ
て
，
 
應
保
 
三
年
 
三
月
 
下
旬
 
再
び
 
築
き
た
 

る
 
よ
し
 
記
す
 

る
 
に
よ
り
て
、
 
本
圖
 

力 

其
の
 

頃
の
 

地
 
圖
 
な
 
、
り
と
の
 

す
る
 

に
 
足
 
ら
 
ざ
 

る
 
を
 
要
す
。
 

而
 

川
 
を
 
記
入
せ
 

る
 

順
序
 
を
 
示
せ
る
 

の
 

も
の
 

、
南
方
 

る
 
も
の
 
か
と
 

も
 

も
の
な
 

し
。
 

尙
本
圖
 

に
 
就
 

と
 

註
す
。
 

此
の
 

尻
 

池
 

村
の
 

西
 

半
 

部
に
 

渉
れ
る
 

地
 

田
 

村
の
 

東
部
よ
 

川
口
 

町
に
 

至
る
 

說 分 考 

な 

fall 

つ た 

き
 

て
 方 

ど
 

あ
 

，0
- 

,9。 さ 

其
の
 
中
 

、
第
 

六
の
 

の
 

一
 

般
 

ゝ
き
も
 

ら
 

る
れ
 遺
れ
 

る
 

し
て
 

果
 

涉
れ
る
 

五
條
と
 

皿
 

池
 

を
 

包
 

て- 

也 と ね 

，
か
 

く
 

記
入
す
 

ば
 

本
 

圖
を
見
 

物
の
 
記
入
 
あ
 

里
の
 
分
と
の
 

に 
して
， 

何
等
 

の
 

走
 

水
 

村
.
 

二
 

確
：
 な
 
ら
 
す
。
 

問
 

は
 

條
の
數
 

て
 
七
 
条
 
な
ら
 

は
卽
 

ち
六
條
 

、り
. 

舊
 

長
 

田
 

村
 

た
る
 
條
は
三
 

條
 

は
ニ
條
 

と
な
 

り
、
 

舊
 

石
 

井
村
 

る み の 

條、 

の 

に
 
至
，
 り
し
 
も
の
な
 
ら
ん
 

か
、
 固
 
よ
 
り
 

に
 

は
、
 

其
 

の
 

谷
 

里
に
 

就
き
て
 

別
々
 

に
 

て
 
考
^
に
 
資
す
べ
 
き
も
の
 

は
、
 第
 
三
 

な
り
と
 

す
。
 

第
 

四
の
 

も
の
 

は
單
に
 

點
に
關
 

係
 

な
 

く
、
 

第
 

五
の
 

も
の
 

は
 

或
 

茶
 

S
 

村
の
 

邊
の
當
 

時
の
 

海
庠
 

線
に
 

一
 

の
 

も
の
 

も
亦
實
 

際
の
 

地
 

點
の
徵
 

方
の
 

起
點
 

な
り
。
 

車
 

里
に
 

は
 

明
か
 

に
 

は
、
 

舊
西
代
 

村
よ
り
 

駒
 

ァ
林
村
 

の
 

東
 

し
 

て
、
 

ff
i 

池
 

田
 

村
よ
 

b
f
f
i
 

西
 

尻
 

池
 

村
 

大
部
よ
り
 

東
 

尻
 

池
 

村
の
 

地
方
 

は
 

四
 

舊
夢
野
 

村
の
 

大
部
よ
，
 

會
 

下
山
 

を
 

大
部
よ
 

り
、
 

も
 

と
の
 

湊
川
を
 

含
め
 

る
 

徵
 

と
 

考
察
す
 

の
 
宇
治
 

坪
 

付
の
 

は
 
第
二
 

相
當
す
 

す
 
ベ
 
き
 

に
ヒ
條
 

半
 部， 西

 

の
柬
半
 

條
、
 

舊
長
 

包
ね
、
 三 

條
 
を
 
以
 



て
、
 

一
 

條
、
 

卽
 

ち
 

條
の
數
 

へ
 

始
め
と
 

な
す
べ
き
 

も
の
と
 

す
。
 

然
 

ら
ば
 

何
が
 

故
に
 

此
の
 

地
 

を
 

以
て
 

條
の
數
 

へ
 

始
め
と
 

な
し
た
.
.
'
 

し
か
。
 

こ
 

は
 

容
易
に
 

決
し
 

難
き
 

疑
問
な
る
 

も
、
 

試
み
に
 

一
案
 

を
 

提
出
 

せ
ん
か
、
 

蓋
し
 

條
里
 

制
實
 

施
の
 

奈
良
朝
 

初
期
に
 

於
て
 

は
、
 

菟
原
 

入
部
の
 

境
界
 

は
 

湊
 

川
を
以
 

て
し
た
る
 

も
の
に
し
 

て
、
 

八
 

部
 

郡
 

內
の
條
 

里
 

は
 

此
の
 

郡
界
を
 

有
す
る
 

條
を
 

以
て
 

數
 

へ
 

始
め
と
 

な
せ
し
 

も
の
 

に
て
も
 

あ
ら
ん
 

か
。
 

1
^
 

安
 

朝
に
 

は
 

舊
生
田
 

川
 

を
 

以
て
 

兩
 

郡
の
 

境
界
と
 

し
、
 

生
 

田
 

鄕
.
 

宇
 

治
 

鄕
.
 

神
 

to
- 

鄕
の
 

如
き
 

は
 

共
に
 

八
 

部
 

郡
に
 

屬
 

す
れ
 

ど
 

も
、
 

天
 

平
 

十
九
 

年
 

勘
 

錄
の
法
 

隆
寺
伽
 

藍
 

緣
起
流
 

記
 

資
財
 

帳
に
 

は
、
 

「
山
林
 

岳
 

島
 

等
貳
拾
 

陸
地
」
 

と
 

い
 

ふ
 

中
に
、
 

「
攝
津
 

國
雄
伴
 

郡
 

宇
治
 

鄕
宇
 

奈
 

五
岳
 

壹
地
」
 

と
 

記
し
、
 

又
 

「
池
 

六
塘
」
 

と
い
 

ふ
 

中
に
は
、
 

「
攝
津
 

國
蒐
原
 

郡
 

宇
治
 

鄕
 

一
 

塘
」
 

と
 

記
す
 

る
な
 

り
.
 

雄
 

伴
 

郡
 

は
卽
ち
 

後
の
 

八
 

部
 

郡
な
 

り
。
 

然
 

ら
ば
 

當
時
 

宇
治
 

鄕
は
蒐
 

原
人
 

部
の
 

兩
 

郡
に
 

分
 

屬
 

せ
し
 

も
の
に
し
 

て
、
 

も
 

と
 

其
の
 

域
 

は
 

今
の
 

宇
治
野
 

山
の
 

邊
ょ
 

、り
、 

湊
 

川
を
踰
 

え
て
 

會
下
 

山
 

.
增
 

田
 

山
の
 

地
方
に
 

涉
り
、
 

湊
 

川
に
 

よ
り
て
 

之
を
蒐
 

原
人
 

部
の
 

兩
 

郡
に
 

分
ち
 

し
も
の
 

な
る
 

ベ
 

し
。
 

然
 

ら
ば
 

車
 

里
 

を
七
條
 

と
い
 

ふ
 

は
、
 

八
 

部
 

郡
の
 

東
端
よ
 

，0
, 

數
へ
て
 

七
條
に
 

當
れ
，
 

o-
 

と
 

解
す
べ
き
 

も
の
な
 ら
ん
 S5。 

七
條
車
 

里
に
 

し
て
 

果
し
て
 

八
 

部
 

郡
の
 

七
條
 

な
ら
ん
 

に
 

は
、
 

本
圖
 

第
二
 

の
 

里
と
 

第
三
の
 

里
と
 

の
 

中
間
 

條
里
 

區
畫
 

外
に
 

記
せ
 

る
 

「
六
 

條
 

一
 

里
 

深
 

谷
橫
尾
 

K
 

；」
 

な
 

る
 

六
條
は
 

如
何
に
 

解
す
べ
き
 

か
。
 

第
 

八
 

草
 

神
 

戶
兵
庫
 

地
方
の
 

條
里
 
 

ニ
ー
 

九
 



神
 
戶
市
史
 

^
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

，
ニ
ニ
〇
 

此
の
 
記
入
が
 
果
し
て
 
其
の
 
右
方
な
る
 
第
二
の
 
里
に
！
 
S
 
す
る
 
も
の
な
，
.
^
 

や
、
 或
 
は
 
左
方
な
る
 
第
 

三
の
 
里
に
 
屬
 
す
る
 
も
の
な
 

h- 
や
 
は
 
明
か
な
ら
 

す
。
 

撗
 
尾
の
 
名
 
は
 
正
德
五
 
年
の
 
古
地
 
圖
に
、
 
口
 

一
里
と
 
中
 

一
 
里
 
山
と
の
 
境
界
に
 
橫
 
尾
の
 
塚
と
 

あ
.
.
^
 
て
、
 白
 
川
の
 
北
方
に
 
標
す
。
 

而
 
し
て
 
宇
治
 

山
.
 花
隈
 
地
方
 
を
 
以
て
 
奥
深
 
谷
 
橫
尾
界
 
な
ど
 
、
稱
 
す
べ
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 

が
 
如
し
。
 

然
 
ら
ば
 
此
 

の
六
條
 
云
云
の
 
區
畫
外
 
記
入
の
 
文
字
 

は
、
 恐
 
ら
く
 
右
方
な
る
 

谷
 
坪
 
悉
く
 
山
と
 
あ
る
 
里
に
 
馬
す
 

る
 
も
の
に
し
 

て
、
 左
 
方
な
る
 
宇
治
川
の
 
里
に
 
關
せ
 

す
、
 其
 
の
 
實
七
條
 
な
る
 
車
 
里
の
 
條
の
 
右
方
に
 

續
 
き
.
 其
 
の
 

一
 
條
 
東
な
る
 
白
 
川
に
 
當
れ
 
る
條
 
に
^
せ
し
 
も
の
な
 
ら
ん
 

か
。
 
果
し
て
 
然
 
ら
ば
 
其
 

の
 
各
 
K
-
 
を
 
山
と
 
記
す
 

る
 
も
の
、
 
亦
實
 
際
に
 
相
當
れ
 
る
に
 
似
た
り
。
 

然
れ
 
ど
も
 
此
の
 
條
里
圖
 

に
 

は
 
其
の
 
里
の
 
右
側
に
 
平
野
 
奥
山
と
 
注
記
し
 
あ
る
に
 
よ
れ
 

ば
、
 之
 
を
 
車
 
里
 
附
近
に
 
求
め
ん
 
こ
と
 

其
の
 
疑
な
 
き
に
し
 

も
 
あ
ら
す
。
 

然
る
に
 
明
治
 
十
 

一
 
年
 
調
製
の
 
中
 
一
里
山
 
搶
圆
 
に
よ
れ
 

ば
、
 白
 

川
 
附
近
の
 
橫
尾
塚
 
以
外
に
、
 
別
に
 
再
度
 
山
の
 
附
近
に
 

は
 
ロ
橫
尾
 

塚
、
 其
の
 
奧
に
 
奧
橫
尾
 
塚
と
 
標
 

す
る
 

あ
，
 
o。 

然
 
ら
ば
 
所
謂
 
橫
 
尾
の
 
名
 
は
 
此
の
方
 
面
に
 
も
存
 
せ
し
 
も
の
、
 

如
し
。
 

殊
に
 
深
 
谷
 

の
 
名
 
は
 
現
に
 
平
野
の
 
奧
に
存
 
す
る
 
に
よ
れ
ば
、
 

こ
 

, 
に
 
深
谷
橫
 
尾
の
 

と
 
は
、
 此
の
 
條
里
 
圖
記
 

入
の
 
平
野
 
奥
山
な
る
 
も
の
に
 
相
當
る
 
も
の
な
，
.
^
 

と
 
解
す
 

る
 
を
至
當
 
と
せ
ん
。
 

果
し
て
 
然
ら
 

ば
 

こ
 

、 
に
 

六
條
と
 

は
、
 

或
 

は
 

原
圖
に
 

二
十
 

六
條
と
 

あ
り
し
 

も
の
 

、
「
二
 

十
」
 

を
 

蠢
蝕
 

な
ど
に
 

よ
 

b
 



て
脫
 
せ
し
 
を
 

付
か
 
す
、
 其
 
の
ま
、
 
に
謄
寫
 
せ
し
 
も
の
な
 
ら
ん
 
も
圖
り
 
難
し
。
 

若
し
 
果
し
て
 

比
の
 
條
が
 
二
十
 
六
條
 
な
ら
ん
 

に
 
は
、
 こ
 
は
 
武
庫
.
 
蒐
 
原
の
 
境
界
 
を
起
點
 
と
し
た
る
 
蒐
原
 
郡
の
 
條
 

里
の
 
攻
へ
 
方
に
 
よ
れ
る
 
も
の
な
る
 

べ
し
。
 

後
の
 
武
庫
.
 
蒐
 
原
の
 
境
界
 
は
 
夙
 
川
の
 
西
方
に
 
存
す
 

る
 
も
、
 西
 
ノ
宫
な
 

る
 
夷
 
神
社
 
は
 
旣
に
說
 
け
る
 

が
 
如
く
 
式
 
內
大
國
 
主
西
ノ
 
神
社
な
る
 

ベ
く
、
 
而
 
し
て
 
此
 

の
せ
 
は
延
喜
 
式
に
 
蒐
原
 
郡
內
に
 
列
し
 
た
れ
ば
、
 
古
 
へ
 
は
 
西
乂
呂
 
は
蒐
原
 
郡
の
 
中
に
 
し
て
、
 
武
庫
.
 
菟
 

の
 
毚
界
は
 
恐
ら
く
 

西
，
^
 宮
の
 
東
 
川
 
を
 
以
て
せ
る
 
も
の
 
に
て
も
 
あ
ら
ん
 

か
。
 
果
し
て
 
然
 
ら
ば
 

こ
 

， 
を
起
點
 
と
し
て
、
 
所
謂
 
深
 
谷
 
橫
尾
界
 
は
實
に
 
平
野
の
 
奥
山
に
 
し
て
、
 
菜
 
原
 
郡
の
 
二
十
 
六
條
 

に
相
當
 
す
と
 

5^ 
す
べ
 
か
ら
ん
 
な
り
。
 

暫
く
 
一
案
 
を
 
提
出
し
て
 
後
の
 
資
料
の
 
發
見
を
 
待
た
ん
 

の
 
み
。
 

第
 
八
 
韋
神
戶
 

兵
 
庫
 
地
方
の
 
條
里
 
 

ニ
ー
 二
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

1 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 

三
 

二
 



.
 
 

第
 
九
 
章
 

福
 
原
 
京
 

一
、
 

福
 

原
 

京
の
 

位
置
に
 

關
：
 

す
 

る
諸
說
 

福
 原
 京
の
 
所
 

平
淸
 
盛
の
 
急
に
 
福
 
原
 
遷
都
 
を
 
決
行
す
 

る
 
や
、
 こ
 

、 
に
 
平
安
京
 

を
 
摸
し
た
 

る
 
京
 
城
 
を
 
設
定
し
-
 

在 

大
內
裏
 
を
造
營
 
せ
ん
が
 
爲
に
 
有
司
に
 
命
じ
て
 
其
の
 
實
地
を
 
測
定
せ
 
し
め
た
る
 

こ
と
 
前
旣
に
 

說
け
 
る
が
 
如
し
。
 

此
の
 
計
畫
は
 
遂
に
 
實
現
を
 
見
る
 

に
 
至
ら
す
 
し
て
 
中
止
し
た
り
 

と
 
雖
、
 當
 
時
 

の
 
豫
定
地
 
及
び
 
其
の
 
町
 
割
の
 
設
計
 

は
、
 淸
 
盛
の
 
抱
負
と
 
當
 
時
の
 
時
代
 
思
想
と
 

を
 
見
る
 
上
に
 
興
 

味
少
 
か
ら
ざ
る
 
も
の
 
な
れ
 

ば
、
 左
 
に
 
聊
か
 
當
 
時
の
 

曰
 
記
記
錄
 
其
の
 
他
 
古
書
の
 
錄
 
す
る
 
所
に
 

よ
 

て
、
 其
の
 
規
模
 
を
觀
 
察
せ
ん
 

か
。
 

位
 零
」
 
關
す
 

福
 
原
 
京
の
 
設
計
せ
ら
れ
 
た
る
 
地
點
に
 
就
き
て
 

は
 
往
時
の
 
地
誌
 
明
か
 

に
 
之
 
を
 
言
 
へ
る
 
も
の
 

る 
-、 
一 

な
し
。
 

た
，
 >
 
 所
謂
 
本
 
皇
居
 
又
は
 
新
造
 
內
 
裏
な
る
 
も
の
に
 
就
き
て
、
 
其
の
 
位
置
に
 
關
 
す
る
 
說
 
を
 

爲
す
 
あ
る
の
 

み
。
 
然
る
に
 
近
く
 
吉
田
東
 
伍
 
博
士
の
 
大
日
 
本
 
地
名
 
辭
 
書
に
 

は
、
 

湊
 
川.， 以

 
西
、
 會
 
下
 
山
 • 長

 
田
 
山
の
 
下
よ
 

ち
、
 須
 
磨
に
 
向
う
て
 
野
徑
縱
 
撗
髮
鷺
 
と
し
て
 
條
 
坊
の
區
 

第
 
九
 
章
 

福
 
原
 
京
 
 

一
三
 
三
 



祌
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

1 三
 四
 

畫
を
 

見
る
べ
し
。
 

其
の
 

方
位
 

は
 

西
南
に
 

向
っ
て
 

縱
街
を
 

開
け
り
。
 

中
に
 

も
大
 

路
 

(
朱
 

雀
 

に
 

擬
 

す
べ
 

し
)
 

と
 

思
 

は
る
 

、 
は
湊
川
 

堤
 

(
今
 

福
 

原
 

遊
廊
の
 

西
岸
 

邊
)
 

よ
 

り
 

起
 

徑
大
 

池
の
 

傍
 

を
 

過
ぎ
、
 

西
 

野
と
 

稱
 

す
る
 

一
 

圓
の
 

民
家
の
 

南
 

を
 

掠
め
、
 

西
國
 

海
道
に
 

合
し
、
^
 

藻
 

川
.
 

速
 

池
 

を
經
て
 

須
 

磨
に
 

向
 

ふ
.
 

其
の
 

左
右
 

は
 

田
 

畝
の
 

排
列
の
 

方
向
 

一
致
す
 

る
 

所
 

あ
 

、
橫
 

巷
の
 

跡
 

は
最
明
 

白
な
 

り
。
 

大
 

池
の
 

東
に
 

會
 

下
山
と
 

岡
 

方
 

間
に
 

三
條
 

の
野
徑
 

並
行
 

し
、
 

其
 

以
西
 

長
 

田
 

山
と
 

尻
 

池
 

間
に
 

も
數
條
 

の
野
徑
 

並
行
し
、
 

皆
 

彼
の
 

大
路
と
 

直
角
に
 

交
叉
し
て
、
 

條
坊
 

區
畫
の
 

遺
跡
た
 

る
を
辨
 

せ
し
 

む
。
 

(
中
 

略
)
 

然
 

れ
 

ど
も
 

皇
居
 

は
 

其
の
 

故
 

域
を
詳
 

に
し
 

難
し
。
 

大
路
に
 

傍
 

ふ
て
 

探
求
 

を
累
 

ぬ
れ
ば
 

或
は
 

發
見
 

す
る
 

を
 

得
ん
。
 

之
 

を
 

要
す
る
に
 

唯
 

西
 

野
.
 

大
 

池
の
 

邊
と
 

想
像
 

せ
ら
る
、
 

の
み
。
 

錄
 

し
て
 

他
日
の
 

補
正
 

を
 

期
す
。
 

と
 

f
 

て
、
 

其
の
 

湊
川
 

以
西
、
 

西
國
 

街
道
 

左
右
の
 

京
 
城
 
豫
定
地
 
を
 
推
定
せ
 

る
 
最
初
の
 
も
の
 

か
。
 

路
と
 

直
角
に
 

交
叉
す
 

る
橫
 

巷
と
 

稱
 

す
る
 

も
の
 

し
 

て
、
 

毫
 

も
 

京
 

城
條
坊
 

と
相
關
 

せ
ざ
る
 

も
の
な
 

當
れ
，
 

-
と
 

雖
、
 

當
 

時
 

條
坊
の
 

區
畫
路
 

巷
の
 

修
築
 

の
 

後
世
に
 

存
 

す
べ
き
 

箬
な
 

く
、
 

六
 

十
 

步
 

(
間
)
 

を
 

以
 

地
た
 
る
 
こ
と
 
を
 
述
べ
た
 

b
。
 
是
れ
 
蓋
し
 
福
 
原
 

而
も
 
其
の
 
左
右
 
田
 
畝
 
排
列
の
 
方
向
と
 
云
 
ひ
、
 大
 

は
、
 

其
 

の
實
 

前
記
の
 

如
く
 

條
里
 

區
畫
の
 

遺
影
に
 

り
。
 

其
の
 

位
置
 

を
 

言
 

ふ
 

も
の
 

大
體
に
 

於
て
 

相
 

を
 
完
成
せ
 
し
も
の
 
に
あ
ら
 
ざ
れ
 

ば
、
 其
 
の
 
遺
 
影
 

て
 

一
 

町
と
 

し
、
 

三
百
 

六
十
 

步
を
 

以
て
 

一
條
と
 

す
 



る
 
條
里
區
 
畫
の
遺
 
影
 
を
 
以
.
 
て
、
 大
 
約
 
三
 
百
 
步
 (
間
)
 を
 

一
 
條
四
 
町
に
 
分
て
 

る
 
京
 
城
の
 
條
坊
 
に
擬
す
 

ベ
 
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 

な
.
^
。
 

位
 零，. i 闢

す
 

吉
田
 
博
士
の
 
發
表
 
に
つ
 
い
で
 
文
 
學
士
淺
 
井
 
虎
夫
 
氏
 
は
、
 其
 
の
 
著
 「
福
 
原
 
の
 
都
」
 に
 
於
て
 
更
に
 
別
 

る
舊
 

說
、
 
二
 
 

• 

の
 
推
定
 
を
 
述
べ
ら
れ
た
，
.
^
。
 

按
す
 
る
に
 
福
 
原
の
 
都
 
を
經
營
 
せ
し
 
は
 
今
の
 
兵
 
庫
 
地
方
 

一
 
帶
の
 
平
野
に
 

し
 
て
、
 左
 
京
 
は
 
今
 
の
 

兵
 
庫
 
市
中
に
 
當
る
 

ベ
 
く
、
 右
 
京
 
は
 
今
の
 
會
下
 
山
.
 增
 
田
 
山
.
 
二
 
本
 
松
の
 
如
き
 
山
 
谷
 
相
 
交
る
 
地
に
 

當
る
 
べ
し
。
 

而
 
し
て
 
都
 
城
 
は
 
全
く
 
著
 
手
せ
ら
れ
 
し
に
 
あ
ら
す
 

し
 
て
、
 設
 
計
に
 
止
ま
り
し
 

も
 

の
 

、 
如
し
.
 

佴
 
此
の
 
地
方
が
 
舊
湊
川
 
以
東
に
 
比
し
て
 
著
し
く
 
平
坦
な
る
 

を
 
以
て
 
考
 
ふ
れ
 

ば
、
 或
 
は
當
時
 
幾
分
 
か
 
地
な
ら
 

し
 
工
事
 
あ
り
し
 
も
の
 

， 
如
く
 
思
考
 
せ
ら
る
 
云
云
。
 

斯
く
て
 
氏
 
は
 
天
平
 
十
九
 
年
 
法
隆
寺
 
資
財
 
帳
 
中
の
 
宇
治
 
鄕
宇
奈
 
五
岳
の
 
記
事
 
を
 
引
用
し
て
、
 

攝
津
國
 
雄
 
伴
 
郡
 
宇
治
 
鄕
宇
奈
 
五
岳
 
W
 
地
 
舰
 
i
 
細
 
I
 
ま
 
I
 、
蘭
、
 I
 
 g
 
麵
 
I
 
詩
、
 山、 

と
 

あ
る
 

伊
 

米
 

野
 

は
 

夢
 

野
、
 

彌
 

奈
刀
 

川
は
湊
 

川
に
 

擬
 

す
る
と
 

共
に
、
 

所
謂
 

凡
 

河
 

內
寺
山
 

を
 

以
て
 

東
 

尻
 

池
 

村
 

字
 

寺
 

山
な
 

り
と
 

し
、
 

其
 

の
 

間
 

も
 

と
 

「
臺
 

地
 

j な
 

^
 

し
 

を
、
 

都
 

城
經
營
 

工
事
の
 

爲
に
 

平
坦
に
 

せ
 

し
も
の
 

な
ら
ん
 

と
說
 

き
、
 

更
 

に
 

所
謂
 

新
造
 

內
裏
を
 

以
て
 

寺
 

山
に
 

あ
，
 

9 
し
も
の
 

な
り
と
の
 

舊
說
 

を
 
祖
述
せ
ら
れ
 

た
り
。
 

第
 

九
 

章
 

福
 

原
 
京
 
 

】 
三
 

五
 



神
 
戸
市
.
 

^
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

ニ
ニ
.
 K
 

此
の
 
說
は
單
 

に
 

一
 
の
 
推
測
 
說
 
に
し
て
、
 
史
料
の
 
依
據
 
す
べ
き
 
も
の
 
を
 
示
さ
.
 
V 
る
の
 
み
な
ら
 

す
、
 

其
 

の
 

左
 

京
が
 

今
の
 

兵
 

庫
 

市
中
に
 

當
る
 

も
の
と
 

し
て
 

は
、
 

廣
 

袤
 

南
 

は
 

五
條
に
 

至
る
 

と
い
 

ふ
に
 

不
足
し
、
 

東
 

は
 

洞
院
西
 

大
路
に
 

至
る
 

と
い
 

ふ
に
 

過
ぐ
 

る
の
 

嫌
 

あ
.
 

-
。
 

殊
に
 

所
謂
 

宇
奈
 

五
岳
 

を
 

以て、 もと 東 尻 池の 寺 山 附近にまで 延長せ し臺 地な， 0 き と假定 し、 之 を 都 城經營 

工
事
の
 
爲
に
削
 
平
せ
 

と
 
解
 
せ
ら
る
 

， 
に
 
至
っ
て
 

は
、
 根
本
に
 
於
て
 
古
文
書
の
 

讀
に
 
起
因
 

せ
る
 

過
失
 

を
惜
 

ま
 

ざ
る
 

を
 

得
す
。
 

資
財
 

帳
 

の
.
 

記
 

事
 

は
 

宇
奈
五
 

岳
 

『
壹
 

地
」
 

に
 

し
 

て
 

「
臺
 

地
」
 

に
 

あ
 

ら
 

す
。
 

又
 

其
 

の
 

「
西
 

限
-
寺
 

山
 

一」
 

は
、
 

到
 

底
 

後
の
 

東
 

尻
 

池
な
る
 

寺
 

山
 

を
 

以
て
 

擬
 

す
べ
 

き
 

に
あ
ら
ざ
る
 

な
 

り
。
 

之
 

を
 

方
位
よ
り
 

云
 

ふ
 

も
、
 

此
 

の
 

寺
 

山
 

は
 

南
と
 

は
 

謂
 

ふ
 

ベ
 

く
、
 

西
 

と
 

は
 

解
す
 

ベ
 

か
ら
ざ
る
 

も
 

の
な
，
 

0
 

と
す
。
 

隨
 

つ
て
 

此
の
 

經
營
の
 

爲
に
臺
 

地
 

を
 

削
 

平
し
 

て
、
 

現
 

形
を
爲
 

し
た
 

b
 

と
 

推
測
す
 

ベ
 

き
も
の
に
 

あ
ら
す
 

し
 

て
、
 

當
 

時
の
 

日
記
 

記
 

錄
の
記
 

事
 

は
 

大
體
に
 

於
 

て
、
 

現
狀
の
 

地
形
の
 

上
に
 

設
計
せ
ら
れ
 
た
る
 
も
の
と
 
し
て
 
解
せ
 
ざ
る
 

ぺ
 
か
ら
す
。
 

； g
h
t
e
 

す
 

最
後
に
 

文
 

學
士
大
 

森
 

金
 

五
郎
 

氏
 

は
、
 

攝
律
鄕
 

土
 

史
論
 

所
收
 

「
福
 

遷
都
」
 

に
 

於
て
 

一
 

新
 

說
を
發
 

る 薛
說
、
 三 

表
せ
ら
れ
た
り
。
 

福
 

原
 

京
の
 

廣
表
は
 

と
も
か
く
も
 

東
西
 

二
十
 

一
 

町
 

二
十
 

間
、
 

南
北
 

二
十
 

八
 

町
 

三
十
 

間
餘
 

と
な
 

る
。
 

之
 

を
 

神
 

兵
 

庫
の
 

地
に
 

當
て
眞
 

め
て
 

考
 

へ
 

て
 

見
る
 

と
、
 

R
 

う
 

云
 

ふ
 

風
に
 

成
る
 

で
あ
ら
 



一
 

r
 

福
 

原
 

京
 

設
 

計
當
 

時
の
 

地
理
 

古
今
 

地
理
の
 

福
 

原
 

京
の
 

設
計
せ
ら
れ
 

た
り
し
 

位
置
 

を
 

求
め
ん
 

に
 

は
、
 

先
 

づ
 

以
て
 

當
 

時
の
 

地
理
が
 

果
し
て
 

第
九
窣
 

p.
 

原
 
京
 
 

二
 

二
 

七
 

う
か
。
 

是
 

だ
け
の
 

土
地
 

を
湊
川
 

流
域
の
 

地
に
 

於
て
 

求
め
る
 

事
 

は
 

困
難
で
 

あ
る
。
 

そ
れ
と
 

同
時
に
 

之
 

を
 

i
 

刈
 

藻
 

川
 

流
域
の
 

地
に
 

求
め
る
 

こ
と
 

も
 

困
難
で
 

あ
る
。
 

そ
れ
 

故
.
 

に
 

福
 

原
 

帝
都
 

は
 

藻
 

川
の
 

流
域
 

と
，
^
 

藻
 

川
の
 

流
域
 

-、
 

兩
 

方
の
 

地
に
 

跨
つ
 

て
 

居
る
 

樣
に
 

見
る
 

の
が
 

適
當
で
 

あ
 
ら
 
う
。
 

斯
く
て
 

氏
 

は
 

今
の
 

會
 

下
山
 

を
 

以
て
 

所
謂
 

宇
奈
 

五
岳
に
 

擬
 

し
、
 

な
 

ほ
淺
井
 

氏
の
 

說
と
 

同
じ
 

ぐ
、
 

も
 

と
 

は
遙
に
 

南
方
 

f
 

ョ
簡
 

W
 

2
 

1
」
 

ば
 

鳳
？
 
 

I
；
 

に
ま
で
 

延
長
し
た
、
 

り
し
 

も
の
と
 

想
像
し
、
 

之
 

を
 

中
 

央
 

と
し
 

て
、
 

東
 

は
 

湊
川
を
 

越
え
て
 

宇
治
野
 

山
に
 

及
 

び
、
 

西
 

は
 

長
 

田
 

神
社
 

を
 

籠
め
 

て
 

一
 

刈
 

藻
 

川
に
 

跨
 

れ
る
京
 

城
圖
を
 

描
出
せ
ら
れ
 

た
り
。
 

然
れ
 

ど
も
 

斯
く
て
 

は
 

其
の
 

京
 

は
 

南
北
よ
り
も
 

却
っ
て
 

東
西
に
 

長
き
 

も
の
と
 

な
 

-.
^ 
 

、
南
 

は
 

五
條
に
 

至
る
 

と
 

い
 

ふ
 

に
は
甚
 

し
く
 

不
足
 

し
、
 

東
 

は
 

洞
 

院
西
大
 

路
に
 

至
る
 

と
い
 

ふ
に
 

多
く
 

餘
れ
 

る
の
 

結
果
と
 

な
る
 

の
み
な
ら
 

す
、
 

是
 

れ
亦
 

所
謂
 

宇
奈
 

五
岳
 

を
 

今
の
 

兵
 

庫
の
 

平
坦
 

部
に
 

想
像
し
 

て
、
 

右
 

京
 

山
 

谷
 

相
 

交
る
 

の
 

文
に
 

合
 

は
さ
ん
と
 

す
る
 

の
 

嫌
な
 

き
 

に
あ
ら
 

す
。
 



神
 
戸
市
 
史
別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一 三
メ
 

今
日
 
見
る
 
が
 
如
き
 
も
の
な
 

b
 
し
か
 
否
か
 

を
 
明
に
 
す
る
 
を
 
要
す
。
 

m
 
井
.
 大
 
森
兩
 
氏
の
 
說
は
共
 

に
 
所
謂
 
宇
奈
 
五
岳
 
を
 
今
の
 
兵
 
靡
 
附
近
の
 
平
坦
 
部
に
 
想
像
 

し
、
 湊
 
川
 
及
び
 
海
岸
線
 

を
 
も
 
現
今
と
 

は
甚
 
し
き
 
相
違
な
 
き
も
の
と
 

し
 
て
、
 當
 
時
の
 
設
計
 
記
事
の
 
擬
定
を
 
試
み
ら
れ
 
た
る
 
も
の
な
 

り
-
 

湊
 
川
の
 
流
 
路
に
 
就
い
て
は
 
攝
 
4
i
 名
所
 
圆
繪
 

に
、
 「
古
 は
 
石
 
井
村
よ
.
^
 
壊
 
下
山
の
 
麓
 
を
 
西
へ
 
流
れ
 

一 

兵
 
庫
の
 
町
の
 
西
よ
、
 
9 
大
和
 
田
濱
 
に
て
 
海
に
 
入
る
。
 

平
 
相
 
國
兵
庫
 
築
 
島
 
せ
ら
る
、
 

W
 
 、
洪
水
の
 

難
 
を
 
避
け
ん
 
が
爲
に
 
今
の
 
如
く
 
川
 
違
 
あ
り
し
 

な
，
 9
」
 
と
 
あ
り
。
 

吉
田
 
博
士
 
亦
大
體
 
之
に
 
赞
し
 

_ 

壽
 
永
の
 
亂
 
前
に
 
其
の
 
流
 
を
 
改
め
し
 
も
の
な
 
ら
ん
と
 
解
せ
ら
れ
 

た
り
。
 

然
る
に
 
淺
井
氏
 

は
 
宇
 

奈
 
五
岳
の
 
南
方
 
延
長
 
を
 
想
像
し
 

て
、
 湊
 
川
 
は
 
此
の
？
：
 
ぜ
 
地
の
 
柬
を
 
流
れ
し
 
も
の
と
 

な
 
し
、
 「
思
 
ふ
 
に
 

湊
 
川
の
 
流
域
 
は
古
來
 
改
修
 
1
^
1
^
 
ほ
；
^
^
 
 
g
 
魂
 前
の
 
流
域
に
 
し
て
、
 
築
 
島
 
工
事
に
 
其
の
 
流
 

域
 
を
 
改
め
し
 
に
あ
ら
 
ざ
る
に
 
似
た
 

、り。」 と
 
云
 
ひ
、
 大
 
森
 
氏
 
亦
 「
古
 
今
に
 
相
違
が
 
あ
る
と
 

い
 
ふ
說
も
 

あ
り
ま
す
 

が
、
 大
 
體
 
格
別
の
 
違
 
は
な
い
 

樣
.
 に
 
思
 
は
れ
ま
 

す
」
 
と
 
述
べ
ら
れ
た
 

る
な
.
.
^
。
 

而
も
 
又
 

之
に
 
反
し
て
 
仲
 
彥
三
郞
 
氏
 
著
 
西
 
攝
大
觀
 
所
 
引
祌
戸
 
史
談
 
會
員
 
某
氏
の
 
說
の
 
如
く
ん
 

ば
、
 湊
川
 

の
 
流
 
路
變
更
 

は
 
福
 
原
 
京
よ
.
 
9 

も
 
更
に
 
後
の
 
代
の
 
事
に
 

し
 
て
、
 鎌
倉
時
代
に
 
な
ほ
 
和
 
田
 
泊
に
 
注
 

ぎ
し
 
も
の
な
 
り
と
 
主
張
 
せ
ら
る
。
 

こ
、
 

に
 
於
て
 
か
當
 
時
の
 
京
 
城
 
設
計
の
 
記
事
 
を
 
正
し
く
 
解
 

せ
ん
に
 

は
、
 先
 
づ
 
以
て
 
比
 
等
の
：
^
 
理
 
上
の
 
實
際
を
 
明
に
 
す
る
 

の
 
要
 
あ
る
 
を
認
 
む
る
な
 

り
。
 

乃
 



ち
 
左
に
 
聊
か
 
之
 
を
 
辯
 
せ
ん
。
 

1 

^
 

宇
奈
 

五
岳
の
 

所
在
 
 

. 

を か 

宇
奈
 
五
岳
に
 

天
平
十
九
年
勘
錄
法
隆
寺
伽
藍
緣
起
流
^
^
£
資
財
帳
に
、
山
林
岳
島
等
贰
拾
陸
地
と
數
 

へ
 
た
 

關
 

す
る
 

諸
 
說
 
 

.7 
な 

r> 
な
か
 
 

I
 
 

► 
 

,
 
 

I
 
 

C 

の
 誤
解
 

る
 
中
に
、
 
攝
津
國
 
雄
 
伴
 
郡
 
宇
治
 
鄕
宇
奈
 
五
岳
 
壹
地
 
あ
.
^
 
て
 
其
の
 
四
 
至
 
東
 
は
彌
奈
 
刀
ぶ
 
を
 
限
.
.
^
 

お 
ほ.
 

しか
 

ふち
："
 

てら
 

や
ま
 
 

い
め
の
 
 

_
 
 

. 

南
 
は
 
加
 
項
 
加
 
多
 
池
 
を
 
限
 
り
、
 西
 
は
 
凡
 
河
 
內
寺
山
 

を
 
限
 
b
 
 、
北
 
は
 
伊
 
米
 
野
 
を
 
限
る
 

と
 
あ
.
.
^
 

其
の
 

彌
奈
刀
 
川
が
 
湊
川
 
に
し
て
、
 
伊
 
米
 
野
が
 
今
の
 
夢
 
野
な
る
 

こ
 

こ 
は
 
論
な
 

し
。
 

加
 
須
加
多
 
池
と
 
凡
 

河
內
寺
 
山
と
 

に
 
就
い
て
は
 
未
だ
 
定
說
 
あ
る
 

を
 
見
す
。
 

蓋
し
 
其
の
 
方
位
 
を
 
云
 
ふ
 
も
 
の
、
 孰
 
れ
 
も
 
一 

磁
針
 
及
び
 
天
體
の
 
示
せ
る
 
眞
の
 
方
位
に
 
就
き
て
 
観
察
 
を
 
下
す
 
が
 
故
 
に
、
 說
 
い
て
 
肯
 
紫
に
 
中
ら
 

一 

ざ
る
の
 
慽
 
あ
る
 
も
の
.
 

- 
如
し
。
 

蓋
し
 
此
の
 
地
方
に
 
於
け
 

る
 
古
代
の
 
方
位
 
を
 
云
へ
 

る
 
も
の
 

は
-
 

前
章
 
條
 
里
に
 
就
い
て
 
說
け
 
る
が
 
如
く
、
 
地
形
 
自
然
の
 
狀
 
態
に
 
基
づ
き
て
 
區
畫
 
せ
る
 
條
 
里
の
 
方
 

向
に
 
從
 
ひ
、
 事
 
實
 
上
の
 
東
北
 
を
 
以
て
 
北
と
 
な
 
し
、
 東
 
南
 
を
 
以
て
 
東
と
 
な
 
し
、
 西
 
南
 
を
 
以
て
 
南
と
.
^
 

し
、
 西
 
北
 
を
 
以
て
 
西
と
 
な
せ
る
な
，
.
.
^
。
 

而
 
し
て
 
其
の
 
條
 
里
の
 
設
定
 

は
、
 前
 
章
 
云
 
へ
 
る
 
如
く
 
奈
良
；
 

朝
の
 
初
期
に
 

あ
，
 0 
し
も
の
 
な
れ
 

ば
、
 法
 
隆
寺
 
資
財
 
帳
 
云
 
へ
 
る
宇
奈
 
五
岳
の
 

四
 
至
の
 
如
き
 

は
、
 恐
-
 

ら
く
 
 
此
の
 
 
條
 
里
の
 
 
方
向
に
 
 
よ
，
 
0
 
 て
 
 解
す
べ
き
 
 
も
の
な
る
 
 
べ
し
。
 
 
果
し
て
 
然
 
ら
ば
 
北
 
は
 
夢
 
野
 

第
 
九
 
窣
福
原
 
京
 
 

1 三
 九
 

， 



神
 

戶 
市，
 

史
 

別
 

0
 

古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 

字
奈
 

五
岳
に
 

今
の
 

き
 

下
 

山
 

• 
 

二
 

本
 

松
，
 

增
田
山
 

一 
帶
 

の
 

丘
陵
 

を
 

限
 

b
 

、
東
 

は
 

彌
奈
刀
 

川
 

を
 

限
 

湊
 

川
の
 

西
北
に
 

あ
る
 

丘
陵
な
 

お
 
K
 
り
け
 
お
 
今
 
の
 
市
 
立
 
高
 
等
 

u
s
 

ひ
 

J-
 

站
女
學
 

校
 

敷
地
 

佐
の
 

入
江
 

は
、
 

舊
 

河
 

道
 

最
後
に
 

れ
 

ば
、
 

其
 

の
 

流
路
は
 

恐
ら
く
 

今
 

川
の
 

西
北
 

に
あ
り
 

て
、
 

夢
 

野
の
 

の
 

高
地
 

を
 

指
示
せ
 

ざ
る
 

ベ
 

か
 

間
に
 

切
通
し
 

の
 

通
路
 

を
 

有
し
 

連
續
 

せ
る
 

一
 

筒
の
 

宇
 

奈
五
丘
 

た
 

る
獨
 

立
の
 

丘
陵
た
 

り
し
な
 

に
 

は
、
 

其
 

の
 

南
限
た
 

る
 

加
須
加
 

の
 

寺
 

山
 

は
 

之
 

を
 

I
 

別
 

藻
 

川
 

中
流
 

る
 

に
、
 

夢
 

野
 

は
 

正
に
 

此
の
 

丘
の
 

限
 

り
、
 

i
 

刈
 

藻
 

川
 

は
 

其
の
 

西
 

麓
 

を
 

る
と
 

い
ふ
 

ら
 

さ
 

る
 

ベ
 

よ
 

b
 

西
南
 

於
け
 

る
 

其
 

の
會
 

下
山
 

西
南
に
 

當
 

ら
 

さ
る
な
 

て
，
 

自
 

か
 

ら
 

： 
る
 

ベ
 

by
 

さ
 

れ
 

多
 
池
 
は
 
之
 

地
方
に
 

求
 

北
に
 
當
り
_
 

南
に
 

句
つ
 

今
 

舊
長
田
 

村
の
 

西
南
に
 

池
 

田
 

村
 

あ
，
 

9„
 

宇
奈
 

五
岳
 

は
 

其
の
 

か
ら
す
。
 

古
へ
の
 

流
し
て
、
 

大
和
 

田
 

泊
 

の
 

河
蹟
の
 

一
部
の
 

の
 

東
南
に
 

迂
囘
せ
 

れ
る
 
丘
陵
と
 
し
て
 

り
。
 

會
 

下
山
 

は
 

今
 

別
箇
の
 

丘
た
 

る
の
 

夢
 
野
よ
り
 
長
 
田
に
 

ば
 
此
の
 
丘
に
 
し
て
 

を
 

今
の
 

長
 

田
 

方
面
 
む
：
 へ 
き
に
 
似
た
，
 
9- 

往
古
の
 
湊
川
は
 
其
 

て
迂
囘
 

す
る
 

の
 

形
 

今
 

は
 

加
 

須
加
多
 

池
 

1 
四
 

〇
 

實
夢
 
野
の
 
西
南
に
 
し
て
 

湊
川
は
 

次
章
 

說
 

く
が
 

如
 

に
 

注
ぎ
し
 

も
の
 

、 
如
く
 

後
に
 

殘
存
 

せ
し
 

も
の
な
 

し
も
の
 

な 
る 

ベ く、
 

隨
 

つ 

は
、
 

食
 

下
山
 

丄
 

j
 

本
 

松
 

.
堆
 

田
 

は
 

二
 

本
 

松
 

.
增
 

田
 

山
の
 

丘
 

形
勢
 
を
な
 
せ
ど
 

も
、
 往
 
古
 

通
す
 

る
 

道
路
に
 

よ
，
 

9 
て
 

果
し
て
 

所
謂
 

宇
奈
 

五
岳
 

に
 

求
む
 

ベ
 

く、
 

西
 

限
た
 

る 

. 
條
 

S
i
 

の
.
 

13
. 

向
に
 

よ
つ
 

、
當
 

時
の
 

く
 
 

* 
き
 

下
 

、
所
 

謂
 

須
 

る
 
ベ
 
け
 

て
 

此
の
 

山 一 帶 

陵
と
の
 

は
 

彼
是
 

限
ら
れ
 

な
ら
ん
 

凡
河
內
 

て
 
案
す
 

の
 

東
 

を
 

流
 

れ
、
 

長
 

田
 

は
 

其
の
 

南
 

を
 

勢
に
 

あ
、
 

り
と
 

謂
 

ふ
べ
き
 

な
 

に
擬
 

す
べ
 

き
 

池
 

塘
を
存
 

せ
ざ
る
 



も
、
 池
 
田
 
村
の
 
名
 
は
 
嘗
て
 
此
の
 
地
方
に
 
大
 
な
る
 
池
 
あ...' 

て
、
 後
 
に
 
之
 
を
 
干
拓
し
て
 
田
圃
と
 
な
せ
 

る
 
こ
と
 
を
 
示
せ
る
 

に
 
似
た
り
。
 

又
 
二
 
本
 
松
の
 
西
方
に
 
字
 
妙
 
泉
 
寺
 
あ
，
 
-、 丘

陵
 
東
南
に
 
延
び
て
 

I
 別 
藻
 
W
 
と
 
其
の
 
支
流
と
の
 
間
に
 
擁
せ
ら
 

る
。
 

正
に
 
凡
 
河
 
內
の
寺
 
山
と
 
い
ふ
の
 
形
勢
に
 
相
當
 

お 
ほ.
 

しメ
ふ 
ち
 
 

_
 
 

, 

す
る
な
 

り
。
 

*
 
の
 
W
 
さ
ま
で
 
大
 
な
 
ら
 
す
、
 之
 
を
 
凡
河
內
 
と
い
 
ふ
に
 
は
當
ら
 
ざ
る
に
 
似
 
た
れ
 
ど
 

も
、
 大
 
と
い
 

ひ
 
小
と
 
云
 
ふ
 
は
 
畢
竟
 
其
の
 
地
方
 
限
り
の
 
稱
呼
 
と
し
 

て
、
 之
 
を
 
傍
 
近
の
 
溪
 
流
に
 
比
し
 

て
 
凡
 
可
 
內
と
云
 
は
ん
 

も
、
 必
 
す
し
 

も
 
不
可
な
 
き
な
り
。
 

然
 
ら
ば
 
則
ち
 
北
 
は
 
伊
 
米
 
野
 
を
 
限
 

^
、
東
 

は
 
彌
奈
刀
 
川
 
を
 
限
 
、り、 南

 
は
 
加
 
須
加
多
 
池
 
を
 
限
 

、
西
 
は
 
凡
 
河
 
內
寺
山
 

を
 
限
れ
り
 
と
い
 

ふ
 
天
平
 

の
 
宇
 
奈
 
五
 
岳
 
は
、
 之
 
を
會
下
 

山
.
 增
田
 

山
.
 
二
 
本
 
松
の
 
丘
陵
に
 
擬
 
す
べ
 

く
、
 
其
 
の
 
丘
 
は
 
或
 
は
 
兵
 
庫
 
築
 

島
の
 
工
事
に
 
よ
り
て
 

一
 
部
分
 
削
 
平
せ
ら
れ
 

た
.
^
 
き
と
す
 

る
 
も
、
 會
 
下
山
が
 
も
と
 
長
く
 
東
南
に
 

延
び
て
 
兵
 
庫
 
附
近
に
 
至
れ
る
 
臺
 
地
に
 
績
 
け
り
と
の
 
假
想
を
 
試
む
 

る
 
を
 
要
せ
ざ
る
 

べ
し
。
 

さ
 

れ
ば
假
 
り
に
 
築
 
島
 
工
事
 
其
の
 
他
の
 
爲
に
 
幾
分
の
 
削
 
平
の
 
行
 
は
れ
し
 
こ
と
 
を
 
想
像
す
 
る
と
 

も
"
 

少
 
く
も
 
穎
 
原
 
京
 
設
計
の
 
當
 
時
に
 
あ
り
て
 

は
、
 大
 
體
に
 
於
て
 
ほ
、
 > -
現
狀
 
の
ま
、
 

な
 
、
り
き
と
 
解
す
 

へ
 
き
も
の
な
 
り
と
 

す
。
 

间
 

湊
 
川
流
路
 
の
變
遷
 

第
九
窣
 

福
 
原
 
京
 
 

1 四
】
 



神
 
戶
市
史
 

^
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 

凑
川
流
 
路
變
 

遷
の
 

年
代
 

條
 

里
區
畫
 

の
 

遣
 

影
と
 

和
 

田
 

の
 

地
方
 

湊
 
川
の
 
所
在
 
は
 
都
城
設
 

linn 

朝
廷
 

看
 

督
.
 

近
 

衞
 

各
 

て
 
は
 
石
 
井
よ
.
^
 
南
方
に
 
直
流
 

謂
 
ふ
の
 
み
な
ら
す
、
 
之
が
 
地
形
 

田
の
 

湊
に
 

注
げ
る
 

川
な
る
 

こ
 

じ
 

て
、
 

舊
湊
川
 

を
な
 

す
に
 

至
 

り
 

承
 

和
 

三
年
 

五
月
 

藤
 

原
常
嗣
 

雨
 
あ
 

、り- 

行
 
す
る
 
を
 
得
す
。
 

更
に
 
左
 
兵
 

績
 
日
本
 
後
紀
 
に
あ
り
。
 

こ
、
 

る
 
も
の
に
し
て
 

當
 
時
な
 
ほ
此
 

示
せ
る
 

に
 
似
た
，
 
9。 

若
し
 
湊
 

囘
し
 

て
な
.
 

0 
と
も
 

以
て
 

輪
 

田
 

要
と
 
せ
ざ
る
 
ベ
 
か
ら
ん
 
な
 

て は 元 町 通 以北、 湊 東部 

川
口
 
町
 
以
西
よ
 

b
 
 、
林
 
田
 
部
 

の
 
上
に
 
重
大
な
る
 
關
係
を
 
有
 
一
 

し
て
、
 

大
和
 

田
の
 

湊
に
 

注
ぎ
た
 

を
 
案
 
や
る
 

も
 
到
底
 
疑
 
を
容
れ
 
す
 

と を 示す。 た ..， 問題 は 其の 

た
，
 

0 
し
か
に
 

あ
 

b
 

て
存
 

す
る
 

の
 

-
小
野
 
篁
 
等
の
 
遣
唐
使
の
 

船
 
輪
 
田
 

一
 

人
 

を
 

遣
 

は
し
て
 

之
 

を
 

慰
問
せ
 

衞
少
志
 
田
 
邊
吉
備
 
成
 
を
 
遣
 
は
 
し
 

に
 
河
水
 
汎
 
溢
 
す
 
と
 
は
、
 謂
 
ふ
 
ま
 
で
 

の
 
川
が
 
西
方
の
 
河
 
道
 
を
 
取
り
て
 

川
に
 
し
て
 
後
の
 
流
路
を
 
取
れ
る
 

に
 
通
す
 

る
 
を
 
得
べ
 

く
、
 朝
 
廷
 
更
に
 

. 
今
 

之
 

を
 

險
里
區
 

畫
の
遗
 

影
に
 

る b.
 

と
 

み- 

し も 田 

も
 

の
 

。- 
事
 

湊
川
 

路
が
 

泊
す
 

め
 
し
 其

の
 

な
く
 

田
の
 

の
 
な
 

邊吉 

一
 

い
 

て
 

に
あ
.
 
M
 
し 
は
 
多
 
聞
 
通
 
以
北
、
 
湊
 
西
部
に
 

あ
 

に
あ
 

b
 
て
 
は
 
東
 
尻
 
池
.
 西
 
尻
 
池
の
 
大
 
部
、
 駒
 

1 四
 
二
 

な
.
 

o。
 

此
の
 

川
が
 

嘗
 

は
、
 

た
 

..
， 

に
 

傳
說
之
 

を
 

の
 
名
 
亦
實
に
 
其
の
 
和
 

何
時
の
 

に
 
柬
に
轉
 

。 
た
ま
く
 

大
風
 

暴
 

に
、
 

河
水
 

汎
 

溢
し
て
 

通
 

安
危
 
を
 
問
 
は
し
 
む
 
と
 

湊
 
川
の
 
氾
濫
 
を
 
指
せ
 

湊
に
 
注
ぎ
し
 
こ
と
 
を
 

ら
ん
に
 

は
、
 

石
 

井
 

へ
 

迂
 

備
成
を
 
派
 
遣
 
す
 
る
 
を
 

見 る に、
 

神 

部
に
 

あ 

り
 

て
は
湊
 

町
.
 

永
澤
 

町
.
 

ケ
林
.
 

野
 

田
の
 

地
方
に
 

涉
 



り
 

て
、
 

明
 

か
 

に
も
と
 

條
里
 

制
の
 

實
 

施
せ
ら
れ
 

た
り
し
 

こ
と
 

を
 

示
 

し
、
 

其
 

の
 

東
南
 

相
 

生
 

町
 

附
近
よ
 

b
 
 

、
舊
湊
 

川
下
 

流
 

地
 

方
、
 

舊
 

兵
 

庫
の
 

全
部
、
 

舊
宿
 

村
.
 

舊
和
田
 

松
原
 

地
方
に
 

は
、
 

何
等
 

其
 

の
 

遺
 

影
 

の
 

存
 

す
る
 

を
 

見
す
。
 

蓋
し
 

是
 

等
の
 

地
方
 

は
 

主
と
 

し
 

て
 

條
里
 

制
實
施
 

以
後
に
 

增
 

加
し
た
 

る
 

新
地
な
 

る
 

ベ
 

く
、
 

其
 

の
 

中
に
は
 

早
く
よ
 

b
 

洲
 

島
を
爲
 

せ
る
 

も
の
 

も
 

あ
る
 

ベ
 

く
、
 

海
 

岸
洲
 

渚
の
 

地
 

亦
 

こ
れ
 

あ
 

し
な
ら
ん
 

も
、
 

特
 

に
 

新
 

在
 

家
.
 

出
 

在
 

家
 

入
 

r 
出
 

在
 

家
人
 

r 
和
 

田
 

新
 

田
 

.
吉
 

田
 

新
田
 

等
、
 

今
 

Q
 

新
 

川
 

及
 

び
 
運
河
 
本
線
 
以
外
の
 
地
の
 
大
部
 

は
、
 淸
 
盛
の
 
經
"
 
島
 築
 
造
 
以
 
後
、
 德
 
川
 
時
代
 
ま
 
で
の
 
新
生
 
地
 
な
 
り
 

と
 
解
す
べ
き
 

に
 
似
た
り
。
.
 
條
里
 
制
の
 
實
施
は
 
奈
良
朝
 
初
期
に
 

あ，..'。 
然
ら
は
 
大
體
に
 
於
て
 

是
 
等
の
 
新
地
 

は
、
 奈
良
 
初
期
 
以
後
の
 
增
 
加
と
 
解
す
 

ベ
 
く
、
 其
の
 
土
砂
の
 
堆
積
に
 
就
い
 

て
 
は
 
風
浪
 

潮
流
の
 
作
用
に
 

よ
 

刈
 
藻
 
川
.
 妙
 
法
 
寺
 
川
 
等
よ
 

b
 
運
搬
せ
 

る
 
土
砂
の
 
東
方
に
 
送
ら
れ
た
 

る
 

こ
 

と
 
を
 
看
過
し
 
難
き
 

も
、
 主
 
な
る
 
積
 
成
の
 
材
料
 
は
湊
 
川
に
 
よ
り
て
 
上
流
よ
 

b
 
搬
 
下
せ
ら
れ
 
た
る
 

土
砂
た
 

る
 
こ
と
 
を
 
疑
 
は
す
。
 

然
る
に
 
今
 
其
の
 
堆
積
 
土
砂
の
 
分
量
 
を
 
比
較
す
 

る
 
に
、
 槪
 
觀
に
於
 

和
 田
 方
面
 
平
 
て
少
 
く
も
 
兵
 
寧
 
和
 
田
 
方
面
に
 
於
け
 

る
 
も
の
 

は
、
 川
 
崎
 
方
面
の
 
舊
湊
 
川
下
 
流
に
 
於
け
 

る
 
も
の
よ
 

地
 

G-
 

成
 

生
と
 

湊
川
 
 

b
 
も
甚
 
し
く
 
多
量
 
な
 
る
 
を
 
知
 
る
"
 
奈
良
朝
 
初
以
來
 
今
に
 
至
り
て
 
約
 
千
 
二
百
 
年
"
 
若
し
 
每
年
 

ほ
，
 V 
同
一
 
分
量
の
 
土
砂
が
 
上
流
 
よ
 
り
 
送
ら
れ
た
り
 
と
す
れ
 

ば
、
 少
 
く
も
 
其
の
 
三
分
の
 

二
 
以
上
 

は
 
兵
 
庫
.
 和
 
田
の
 
方
面
に
 
送
ら
 

れ
、
 川
 
崎
 
方
面
に
 
送
ら
れ
た
 

る
 
も
の
 

は
 
其
の
 
三
分
の
 

一
 
に
も
 
足
 

第
九
窣
 

Is
^ 

原
 
京
 
 

一 
四
 

三
 



神
戶
市
 
史
^
 

錄
 

一 
お
 
代
の
 
兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一
四
 
四
 

ら
 
ざ
る
 
も
の
な
る
 

ベ
 
け
れ
 

ば
、
 年
 
代
に
 
於
て
も
 
亦
 
其
の
 
三
分
の
 

二
 
以
上
 
は
 

川
が
 
兵
 
庫
 
方
面
 

に
 
流
れ
た
，
，
 
>
 
 し
も
の
 
な
り
と
 
解
せ
 
ざ
る
べ
 
か
ら
す
。
 

假
 
り
に
 
之
 
を
 
前
者
の
 
期
 
問
 
三
分
の
 

二
-
 

後
者
の
 
期
間
 
三
分
の
 

一
 
と
す
れ
ば
、
 
湊
 
川
の
 
流
 
路
變
換
 

は
 
今
よ
 

b
 
約
 
四
百
 
年
 
前
、
 卽
ち
 
室
町
 
時
 

代
の
 
頃
に
 

あ
，
.
^
 
き
と
 
解
す
べ
し
。
 

殊
に
 
其
の
 
土
砂
 
流
 
下
の
 
量
 
は
 
古
代
よ
り
も
 
近
代
に
 
於
て
 

比
較
的
 
多
 
か
る
べ
し
。
 

古
代
 
住
民
の
 
稀
少
な
る
 

W
 
に
あ
、
 
り
て
 

は
、
 自
然
 
山
林
 

も
 
繁
茂
し
て
、
 
降
 

雨
の
 
爲
に
 
土
砂
 
を
 
流
す
 
こ
と
 
多
か
ら
 

す
、
 後
世
 
人
口
 
堆
 
加
の
 
結
果
 
は
 
附
近
の
 
山
林
 
を
 
濫
伐
し
-
 

到
 
所
 
砂
防
 
工
事
 
を
 
要
す
る
 

が
 
如
き
 
兀
山
を
 
現
出
す
 
る
に
 
至
る
 

は
、
 各
 
地
に
 
於
て
 
常
に
 
見
る
 
所
 

な
，
 

0 
と
す
。
 

さ
れ
ば
 

假
 

り
に
 

和
 

田
 

方
面
に
 

堆
 

せ
る
 

土
砂
の
：
：
 

一
 

s!
 

が
 

川
 

崎
 

方
面
に
 

堆
積
せ
 

る
 

其
れ
に
 
比
し
 

て
、
 約
 
二
倍
の
 
量
 
あ
り
と
 
せ
ん
に
 

は
、
 其
 
の
 
a
 
成
に
 
要
し
た
 
る
年
數
 

は
、
 更
 
に
 
二
倍
 

よ
り
も
 
甚
 
し
く
 
長
 
か
、
 9 
し
も
の
 
な
ら
ざ
る
 

ベ
 
か
ら
す
。
 

勿
論
 
此
の
 
計
算
 
は
 
精
密
な
ら
 

す
、
 條
 

里
 
設
定
 
の
 
頃
に
 
於
て
も
、
 
和
 
田
の
 
海
岸
 
砂
洲
の
 
地
 
に
ま
で
 

も
、
 其
の
 
區
畫
 
が
實
 
施
さ
れ
た
 

b
 
と
 

解
す
 
る
の
 
要
な
 

く
、
 又
 
和
 
田
 
方
面
の
 
新
地
 
生
成
に
 
就
い
て
 

は
、
 潮
 
流
 
風
浪
の
 
關
係
も
 

あ
 

， り
，
 又
 
其
 

の
 
以
前
よ
り
 
灣
內
 
に
洲
島
 
を
な
 
せ
し
 
も
の
 

も
 
あ
る
 

ベ
 
く
、
 之
 
に
反
し
て
 
舊
湊
 
川
の
 
方
面
に
 

あ
 

り
 

て
 

は
、
 

人
 

爲
 

的
に
 

堤
坊
 

工
事
 

を
 

施
し
 

て
、
 

土
 

砂
の
 

河
口
に
 

赴
く
 

を
 

防
止
す
 

る
の
 

作
業
 

も
 

行
 

は
 

れ
た
，
 

0 
し
も
の
 

な
れ
 

ば
、
 

地
 

圖
 

上
の
 

面
積
の
 

み
 

を
 

以
て
 

輕
々
 

し
く
 

之
 

を
云
爲
 

す
べ
 

き
に
 

あ
ら
 



湊
 H
 流
路
の
 

移
動
 

は
 

源
平
 

時
代
 

以
後
 

搔
播
 

兩
國
境
 

界
 

の
變
遷
 

中、 精密に
 

其 の 土砂の
 

分量 を 比較す
 

ろの 要な き 

よ
，
 
9 

も
 
長
 
A
 
 ,9 
し
と
の
 
舰
察
 

百
 

六
十
 

年
以
 

後、
 

今
 

よ，
^ 

約
 

七
 

の
 
期
間
が
 
後
者
 

奈
良
朝
 
初
期
よ
 

原
 
遷
都
の
 
頃
 
に
 

容
る
 
ベ
か
ら
 

位
置
よ
り
 
之
 

き
 

川
 

崎
の
 

突
 は
 

す
、
 

源
 

平
 

合
 

方
面
に
 
流
れ
 

避
け
ん
 

が
爲
 

往
古
の
 
湊
川
 

謂
 
和
 
田
の
 
小
 

河
原
 
を
 
中
 
心
 

れ
 

ど
 

も、
 

往
 

時
 

れ
 
た
り
し
 
程
 

第
九
萆
 

の 

を 言 を ら 

期
間
 約

 
四
 

て、
 

湊
 

る な 

考
 
ふ
 

あ
 
り
 

の
 
際
 

り
 
し
 

に
、
 

人
爲
 

： 
ま
さ
 

松
原
の
 

と
し
て
 に

あ
つ
 

な
，
 
o- 

き
 

一 

福
 

原
 

京
 

於 こ 

V7
 

る を る 

1 了
 

, ィ て 

が
な
 

ほ
舊
 。 

旣
に
第
 

も
、
 

當
 

時
 

の
 

と
 

は
 

到
底
 

も
と
よ
り
 

は
 

あ
ら
 

じ
 

以
て
 
堤
防
 

工
事
 

も
 
な
 

原
 
を
 
爲
 
す
 

~ 

は
れ
し
 

も
 

は
 

河
幅
甚
 

和
名
 

抄
泊
 

、
可
 道
：
 

よ
，
 
9 四
 
章
の
 
四
に
 湊

 
川
が
 

今
の
 

解
し
 

難
 

か
る
 

或
は
 
延
元
 
合
 

か
と
 

も
 

疑
 

は
 

を
 
修
築
 

し
、
 河
 

く
、
 

水
 

は
 

自
由
 

_ 
新
田
 

義
負
 

の
な
，
 

CN 
し
か
 

し
く
 
大
 
に
し
 

の 條 に、 「今 案 

て 說 る 底 も て 

あ
ら
 
ざ
れ
 

は
 

ら
 
ざ
る
 

百
 

四
十
 

年
以
 

和
 
田
の
 
海
に
 

け
る
 

力
 

如
く
 

崎
 
方
面
に
 
注
 

な
 
，9「 

ど も .大
 

ベ
 
し
。
 

前
 
に
 
於
 

注
ぎ
 

，
淸
盛
 

ぎ
 

- 
J し の 

然 造 

き の 

こ 

V7
 

ま 

な
 

，co X4 
力
 監
 
し
 

の大 

力
 
り
 時
 
は
 

て あ
り
て
も
 

の
 
湊
 

次
第
 

く
 
 土
 

如
 
き
 

此 

播
の
境
 

田 泊， 此 

後 

、
廣
 

の 

し。 

に
 
於
 

ら
 

ゲ 6 

1 了
 

ま
 

,ィ 
（ 

と
 
は
，
 

築
せ
 

現今 

遷
都
 

な
 
ほ
 

洪
水
 

ま
 

，り 

低
地
 

は
此
 

川
 
平
常
 

を
 
こ
、
 

類
 

也
」
 

と 

云
 

1 
四
 

五
 

福 原 

湊
川
 

に 高 

砂
 
を
 

は、
 

或
 

の
 

川
 

て
 
前
者
 

少
 
く
も
 

れ
し
福
 

到
底
 
疑
 

し
 

經
ケ
島
 

見
る
 

が
 

の
 
時
と
 

此
の
 
兵
 

の
 
氾
濫
 

た
れ
 
ど
 

に
 
布
き
、
 

の
廣
き
 

は
水
少
 

に
 
認
め
 

ひ
、
 

百
鍊
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1 四

 六
 

抄
承
 
安
二
 
年
 
二
月
 
條
に
 
「
播
州
 
輪
 
田
濱
」
 
、
同
 治
 
承
 
四
 
年
 
正
月
 
條
に
 
「
攝
 
津
國
福
 

原
」
 
と
 
あ
 

を
 

と
し
 

て
、
 

普
 

通
に
 

輪
 

田
を
播
 

磨
の
 

中
な
、
 

り
と
 

解
 

て
も
須
 
磨
を
播
 
磨
の
 
中
に
 
列
せ
 
し
 
實
例
少
 
か
ら
.
 
F
 

有
-
 ，
磨
 
明
 
石
 
之
 
勝
地
，
」
 
の
 文
 
あ
り
。
 

太
；
 牛
 
記
 
兵
 
扉
 
海
 

の
 
浦
、
 東
 
は
 
攝
津
國
 
生
 
田
 
森
」
 の
 
文
 
は
 
あ
る
な
 

り
。
 

ば
、
 

平
安
朝
 

中
頃
 

以
後
 

は
湊
川
 

の
 

如
し
。
 

鎌
倉
時
代
に
 

至
，
 

9 

元
曆
 
元
年
 
七
月
 
條
に
 
「
播
 
磨
國
 

事
の
 

條
 

に
も
、
 

「
西
 

は
播
 

磨
路
須
 

の
 
形
勢
 
を
 
察
す
べ
 

し
。
 

最
初
の
 
湊
川
 

尙
 
更
に
 
遡
り
て
 

は
、
 湊
 
川
 
は
 

蓮
 

河
 

支
線
の
 

方
面
に
 

其
の
 

經
 

る
 

如
 

く
、
 

今
 

の
 

運
河
の
 

河
口
よ
 

絡
 

し
、
 

而
 

も
 

其
の
 

砂
丘
 

上
に
 

は
 

る
 

、 
古
墳
 
墓
の
 
存
 
し
た
，
^
 
し
 

田
.
 

今
 

和
 

田
 

新
 

田
.
 

和
 

田
 

岬
 

等
の
 

の
 

地
 

は
、
 

川
 

に
よ
，
^
 

て
 

上
流
よ
 

れ
、
 

漸
次
 

東
に
 

向
つ
 

て
 

砂
嘴
 

若
 

內
の
 

潮
流
 

は
、
 

明
 

石
 

海
峡
よ
，
.
^
 

—小
 

ィ 

る
 

を
 

見
れ
 

せ
し
 

も
の
 

吾
妻
 

鏡
 

陸
 
寄
 
手
の
 

以
て
 
當
時
 

に
 
西
に
 
流
れ
て
 

一
 刈 
藻
 
川
 
g
 
賺
 
の
 
河
口
 
附
近
、
 
恐
ら
く
 

は
 
今
の
 

を
 
取
 
b
 
し
に
 
あ
ら
ざ
る
 

か
 
を
 
疑
 
は
る
、
 

な
り
。
 

旣
に
說
 

け
 

莉
藻
川
 
を
經
て
 

駒
"
 
林
.
 野
 
田
の
 
邊
ま
 
で
も
と
 

一
 
帶
の
 
砂
丘
 
速
 

ら
く
 
は
大
化
 
頃
よ
 
リ
も
 
更
に
 
古
き
 
時
代
の
 
も
の
と
 
認
め
ら
 

見
 
れ
 
ば
、
 以
 
て
 
其
の
 
成
 
生
の
 
古
き
 
を
 
知
る
 

ベ
 
く
，
 
之
 
を
吉
田
 
新
 

に
 
比
す
る
 

に
、
 遙
 
に
 
往
時
の
 
も
の
た
 

る
 
を
 
見
る
。
 

蓋
し
 
是
等
 

蓮
ば
 
る
、
 
土
砂
 
が
、
 潮
 
流
と
 
風
向
と
の
 
關
 
係
に
 
よ
り
て
 
遮
ら
 

し
く
 
は
洲
 

£
3
 
を
 
造
り
た
り
 
し
も
の
 
な
る
べ
し
。
 

元
來
大
 
K
 
灣
 

東
し
て
 
海
岸
に
 

そ
 
ひ
、
 和
 
泉
に
 
向
っ
て
 

一
 
の
彎
流
 
を
な
 
せ
る
 

も
 

路 恐 也 
>9 



も の の も 

の
に
し
 

て
、
 

爲
 

に
 

大
阪
灣
 

北
岸
の
 

砂
嘴
 

は
 

常
に
 

此
の
方
 

向
 

形
勢
 
は
舊
湊
 
川
の
 
河
口
に
 
於
て
 

も
、
 舊
 
生
 
田
 
川
の
 
河
口
に
 

少
之
を
 
見
る
 
を
 
得
べ
 

く
、
 武
 
庫
 
川
の
 
河
口
に
 
於
て
 
現
に
 
最
 

る
。
 

而
 
し
て
 
新
 
淀
川
 
開
通
 
以
來
、
 
僅
々
 
數
 
年
間
に
 
於
て
、
 
早
 

に
 
砂
嘴
 
を
 
作
，
.
^
 
つ
、
 
あ
る
な
，
.
^
。
 

さ
れ
ば
 
此
の
 
和
 
田
 
岬
 

の
 
形
勢
 
を
な
 
す
に
 
至
 
b
 
し
も
の
 
な
る
 

ベ
 
く
、
 
而
 
し
て
 
其
の
 

供
給
せ
ら
れ
 
し
も
の
 
な
る
 

ベ
 
け
れ
 

ば
、
 往
 
古
に
 
於
け
 
る
此
 

年
の
 
法
隆
寺
 
資
財
 
帳
に
、
 
宇
奈
 
五
岳
が
 
東
 
は
 
彌
奈
刀
 
川
 
を
 
限
 

て
 

ほ
、
 

y 
推
 

則
し
 

5
 

守
ら
る
 

べ
き
な
 

り
。
 

こ
 

, 
に
 

東
と
 

は
ま
 

筆
 

其
の
 
實
東
 
南
方
な
る
 

こ
と
 
は
旣
に
 
之
を
說
 

w
h
.
。
 

湊
 
川
古
來
 
の
變
遷
 
ほ
、
 V 
右
の
 
如
く
、
 
其
の
 
須
 
佐
の
 
入
江
に
 

の
 

河
 

道
に
 

あ
ら
 

す
、
 

更
 

に
 

東
に
 

轉
 

じ
て
 

川
 

崎
に
 

注
げ
る
 

も
 

た
る
べ
き
 

は
、
 殆
 
ど
 
疑
 
ふ
の
 
餘
地
 
な
き
も
の
、
 
如
し
。
 

舊
 

蓋
し
 

湊
川
は
 

後
世
 

其
の
 

流
 

路
を
變
 

じ
 

て
、
 

兵
 

庫
の
 

地
 

を
 

貫
 

だ
 

的
確
に
 

此
の
 

川
 

が
、
 

何
 

時
の
 

頃
に
 

其
の
 

流
 

路
を
變
 

じ
た
 ま

、
 

に
 
生
成
す
 
る
な
 

り
。
 

此
の
 

て
 
も. 西

 ノ
宫
の
 
港
口
に
 
於
 
て
 
も
、
 多
 

著
し
く
 
發
 
達
し
つ
 

、 
あ
る
 
を
 
見
 

も
 
其
の
 
河
口
に
 

は
 
潮
流
の
 
方
向
 

- 漸
次
 

西
よ
り
 

東
に
 

延
び
て
 

今
日
 

砂 は 主
と
し
て
 

湊
川
 

によ
 

b 
て 

川
の
 
位
置
 
亦
 
以
て
 
察
す
べ
 

く
、
 
天
 

る
と
 
い
ふ
の
 
形
勢
 

も
、
 是
 
に
よ
り
 

の
 
方
向
に
 
よ
れ
る
 
も
の
に
し
て
、
 

注
ぎ
し
 

も 

の、
 

亦
 

旣
に
當
 

初
よ
，
 

0 
が
、
 

必
す
 

源
平
 

合
戦
 

以
後
の
 

も
 

の
 

庫
の
 
域
は
湊
 
東
の
 
地
に
 

も
 
及
ぶ
 

流
す
 
る
に
 
至
り
し
 
も
の
な
 

り
。
 

た
 

る
 
か
 
を
 
知
る
 

ベ
 
き
 
史
料
 
を
 
有
せ
 
ざ
 

の 兵 

第
 

九
 

章
 
 

一 SI
 

原
 
京
 
 

1 
四
 

七
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一
四
 
パ
 

る
 
を
遺
减
 
と
す
る
 

の
"
 
り
。
 

西
 攝
大
觐
 
の
 

湊
 
川
の
 
流
路
が
 
源
平
 
合
戦
 
以
後
に
 
於
て
 
柬
に
轉
 

じ
た
.
.
^
 
と
の
 
事
 
は
、
 西
 
攝
犬
觀
 

の
.
^
 
從
ふ
 

べ
し
。
 

佴
 
其
の
 
證
 
と
す
る
 
所
 
鴨
 
長
 
明
の
 
方
丈
 
記
 
に
、
 「
日
 
々
 
に
 
毀
ち
て
 
川
 
も
せ
き
 

あ
 

へ
 
ャ
、
 運
 
び
 

下
す
 
家
 
は
 
何
處
に
 
造
れ
る
 

に
か
」
 
と
 
あ
る
 
川
 
を
 
以
て
 
湊
川
 
な
り
と
 

し
、
 治
 
承
の
 
當
時
 
此
の
 
川
な
 

ほ
 
和
 
田
湊
に
 
通
せ
し
 
爲
 
な
ら
ん
 

と
 
云
 
ひ
、
 或
 
は
 
中
山
忠
 
親
の
 

口
 
記
 
山
槐
記
 

に
、
 治
 
承
 
四
 
年
 
八
月
 

十
三
 
日
忠
 
親
が
 
輪
 
田
 
泊
 
を
 
歷
覽
し
 

て
、
 小
 
松
^
よ
 

h- 
泊
の
 
方
に
 
向
 
ひ
、
 高
 
瀨
 
船
に
 

乘
.
.
 ̂
て
 
差
し
 

廻
 
し
、
 堤
 
上
に
 
登
 

て
 
南
海
 
を
 
望
見
す
 

と
 
あ
る
 
堤
 
は
湊
川
 
堤
に
 

し
 
て
、
 高
 
瀨
船
 
に
て
 
此
の
 
川
に
 

浮
び
し
 
な
ら
ん
 

と
 
解
 
し
、
 下
 
つ
 
て
 
は
 
建
 
久
七
年
 
六
月
の
 
東
大
寺
 
重
 
源
 
申
請
の
 
文
 
に
、
 「
大
和
 
田
 
泊
 

者
 
古
今
 
之
 
間
 
或
 
雖
，
，
 修
覆
；
 
二
十
 
年
來
 
石
椋
頹
 

i
s
T
 風
波
 
相
 
突
、
 舳
艫
易
 
k
。
 

河
 
尻
 

一
 
洲
者
 
洪
濤
漫
 

漫
」
 と
 
あ
る
 
其
の
 
川
尻
の
 

一
 
洲
を
 

も
，
 亦
 
大
和
 
田
 
泊
な
る
 
湊
 
川
の
 
川
尻
な
 
り
と
 

し
 
て
、
 建
 
久
の
頃
 

な
ほ
 
此
の
 
川
が
 
和
 
田
 
泊
に
 
注
ぎ
し
 
證
 
な
り
と
 
言
 
ふ
に
 

至...' 
て
 
は
、
 
一
 
考
せ
 
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
 

も
の
な
 
き
に
 
あ
ら
す
。
 

蓋
し
 
方
丈
 
記
に
 
見
 
ゆ
る
 
川
 
は
、
 其
 
の
 
上
文
 

に
 
「
家
 
は
 
毀
 
た
れ
て
 
淀
川
に
 

浮
び
」
 
と
 
あ
る
 
其
の
 
淀
川
の
 
事
に
 
し
 
て
、
 此
 
の
湊
 
川
に
 
は
關
せ
 

す
、
 山
 
槐
、
記
 
の
 
記
 
事
亦
 
必
 
す
 
し
 

湊
川
と
 
解
せ
 
ざ
る
 

ベ
 
か
ら
ざ
る
 
に
あ
ら
 
，
殊
 

に
 
建
 
久
の
重
 
源
 
申
請
 
川
尻
の
 

一
 
洲
に
 
至
っ
て
 

は
、
 明
か
に
 
三
國
 
川
尻
の
 

一
 
洲
 
に
し
て
、
 
德
治
ニ
 
年
 
八
 
坂
 
法
 
觀
寺
釋
 
運
上
 
人
 
申
請
 
文
書
に
、
 

一
 
洲
.
 



兵
 
寧
 
渡
 
邊
を
 
攝
津
國
 
三
ケ
所
 
と
數
 
へ
た
る
 
其
の
 

ー
洲
 
な
る
 

ベ
 
く
、
 古
 
歌
に
 

も
 
其
の
 
名
往
々
 
現
 
は
 

れ
 
て
.
 も
と
よ
 

b
 
大
和
 
田
 
泊
に
 
關
 
せ
ざ
る
 

な
 

hs。 
而
も
 
是
 
等
の
 
證
據
を
 
外
に
 

し
 
て
 
も
、
 其
の
 
湊
 

川
の
 
大
和
 
田
の
 
地
 
を
 
離
れ
た
 

る
 
年
代
 

が
、
 壽
 
永
 
以
後
に
 

あ
 
b
 
と
の
 
事
 
は
從
ふ
 

ベ
 
く
、
 若
 
し
そ
れ
 

が
湊
 
川
合
戰
 
以
前
に
 

あ
，
，
 >  き

 
と
す
れ
 

ば
、
 或
 
は
 
此
の
 
建
 
久
の
重
 
源
が
 
大
和
 
田
 
泊
 
修
築
の
 

際
.
 港
 

口
の
 
埋
塞
を
 
避
け
ん
 
が
爲
に
 
施
せ
し
 
工
事
の
 
結
果
な
る
 
か
も
 
は
か
.
.
^
 
難
し
。
 

さ
れ
 
ど
 
新
地
 

生
成
の
 
分
量
よ
 

之
 
を
觀
る
 

に
、
 恐
 
ら
く
 

は
 
更
に
 
そ
れ
よ
.
.
 
^
も
 
後
の
世
の
 
變
遷
と
 
解
す
 

ベ
 
き
 

に
以
 
た
り
。
 

俗
間
 
傳
 
ふ
る
 
所
 
に
、
 天
 
正
 
年
間
 
池
 
田
 
信
 
輝
 
兵
 
庫
 
城
.
 を
 
築
き
し
 

時
、
 湊
 
川
 
を
 
東
に
 
移
 

せ
，
 0 

と
い
 

ふ
。
 

亦
 
以
て
 
參
考
 
と
す
べ
き
 

か
。
 
元
祿
の
 
古
兵
 
庫
圖
に
 

は
、
 な
 
ほ
 
川
 
池
の
 
北
よ
り
 

會
 
下
山
の
 
麓
 
を
 
過
ぎ
て
 

一
 
旦
皿
 
池
に
 
入
 

. ̂
、
更
 
に
 
東
南
 
流
し
て
 
須
 
佐
の
 
入
江
に
 
注
げ
る
 
も
の
 

_ 

及
び
 
川
 
池
よ
.
 
H
 
 二
 
川
口
 
町
の
 
方
に
 
向
へ
 

る
 
も
 
の
、
 S
 
び
に
 
佐
 
比
 
江
の
 
船
 
入
に
 
注
げ
る
 
も
の
 
等
 

數
條
の
 
水
路
 
あ
.
^
 
し
狀
を
 
示
す
。
 

蓋
し
 
亦
舊
河
 
道
の
 
遺
影
な
 
ら
ん
 

か
。
 

之
 
を
 
要
す
る
に
 

治
 

承
當
 
時
の
 
福
 
原
 
京
の
 
設
計
 
を
觀
 
察
せ
ん
 

に
 
は
、
 湊
 
川
が
 
な
ほ
 
南
 
流
し
て
 
和
 
田
の
 
湊
に
注
 

ぎ
，
 其
 

の
 
下
流
に
 
廣
く
松
 

原
.
 蘆
 
原
の
 
存
在
せ
 
し
當
 
時
の
 
狀
況
を
 
考
慮
せ
 
ざ
る
 

ベ
 
か
ら
ざ
る
 

な
.
.
^
。
 

M
 
海
岸
線
の
 
變
遷
 

第
 
九
 
韋
福
原
 
京
 
 

一
四
 
九
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往
時
の
 

海
岸
 

湊
 

川
の
 

流
路
の
 

變
遷
を
 

考
察
 

す
れ
 

ば
、
 

此
 

の
 

地
方
の
 

海
岸
線
が
 

亦
 

古
今
に
 

ゆ
て
 

著
し
き
 

相
 

線 

逢
 

あ
る
：
 

と
 

を
 

想
像
せ
 

ざ
る
べ
 

か
ら
 

や
。
 

現
 

狀
に
於
 

て
 

は
 

和
 

田
 

岬
 

と
、
 

藝
 

湊
 

川
の
 

川
 

崎
 

と
、
 

舊
 

生
 

田
 

川
の
 

河
口
な
る
 

小
野
濱
 

と
の
 

三
 

個
の
 

突
出
に
 

よ
.
.
^
 

て
.
 

兵
 

庫
.
 

神
 

II
I 

の
 

雨
 

港
の
 

相
竝
 

び
て
 

彎
入
せ
 

る
 

を
 

示
す
 

と
 

雖
、
 

嘗
 

て
湊
 

川
が
 

な
ほ
 

和
 

田
 

湊
に
注
 

ぎ
、
 

川
 

崎
の
 

突
出
の
 

未
だ
 

生
成
せ
 

ざ
 

り
し
 

時
代
に
 

あ
り
て
 

は
、
 

小
 

野
濱
 

よ
，
.
^
 

和
 

田
 

岬
ま
で
 

一
 

と
績
 

き
の
 

曲
線
 

を
 

描
き
て
 

一
 

灣
 

を
な
 

せ
し
 

も
の
な
る
 

ベ
 

く
、
 

更
 

に
 

遡
り
て
 

和
 

田
 

岬
 

及
び
 

小
 

野
濱
の
 

突
出
 

が
、
 

な
 

ほ
 

未
，
 

た
甚
 

し
か
ら
 

ざ
 

^
し
 

際
に
 

あ
.
 

0 
て
 

は
、
 

此
 

の
 

海
岸
線
 

は
 

野
 

田
 

• 駒
ケ
 

林
の
 

邊
 

よ
 

り
、
 

直
 

ち
に
 

神
 

港
 

頭
に
 

向
 

ひ
、
 

脇
 

濱
.
 

敏
賣
に
 

向
つ
 

て
 

一
 

の
 

長
 

汀
 

を
な
 

せ
し
 

こ
と
 

を
 

想
像
せ
 

ざ
る
 

ベ
 

か
ら
す
。
 

奈
良
朝
 

初
期
に
 

設
 

定
 

せ
ら
れ
た
 

る
條
里
 

遺
影
の
 

存
在
せ
 

る
 

局
限
 

を
以
 

て
、
 

其
 

の
當
 

時
の
 

海
岸
線
な
.
 

0 
き
と
 

想
像
 

せ
 

ん
 

は
、
 

聊
 

か
 

早
計
に
 

過
ぐ
べ
し
 

と
 

雖
、
 

今
 

の
 

運
河
 

本
線
 

以
 

外
、
 

卽
 

ち
 

古
へ
の
 

和
 

田
 

松
 

K
 

以
東
の
 

地
 

が
、
 

た
 

と
ひ
 

其
 

處
に
洲
 

島
の
 

存
在
 

を
認
 

む
と
 

す
る
 

も
、
 

大
 

部
分
な
 

ほ
 

海
水
 

を
 

以
て
 

蔽
は
 

れ
、
 

古
 

墳
を
存
 

す
る
 

淸
盛
塔
 

附
近
の
 

地
が
 

も
と
 

灣
內
の
 

ー
洲
島
 

を
な
 

し
、
^
 

藻
 

河
口
の
 

砂
丘
が
 

一
 

の
 

砂
嘴
 

を
な
 

し
て
 

灣
ロ
を
 

包
 

擁
せ
し
 

形
勢
に
 

あ
り
し
 

こ
と
 

は
.
 

殆
 

ど
 

疑
 

を
 

容
れ
ざ
 

る
 

ベ
 

し
。
 

而
 

和
 

田
 

和
 

し
て
 

是
れ
實
 

に
 

古
へ
の
 

兵
 

庫
 

島
 

及
び
 

和
 

田
 

岬
な
 

b
 

し
も
の
 

な
ら
ん
 

か
。
 

爾
後
 

四
百
 

餘
 

年
、
 

淸
 

田
 

松
原
の
 

生
 

成
 
 

盛
が
 

福
 

原
に
 

遷
都
 

を
 

試
む
 

る
 

頃
ま
で
に
 

は
、
 

此
 

の
 

和
 

田
 

岬
 

は
 

明
 

石
 

海
峡
よ
 

b
 

海
 

学
に
 

沿
 

ひ
て
 



福
 原
 京
 は
 和
 

田
の
 

地
 

の
內
 
部
に
 
所
謂
 
輪
 
田
 
松
原
 

も
 

之
 

を
 

其
の
後
 

更
に
 

七
 

百
 

ベ
 

く
、
 

舊
 

湊
 

川
の
 

河
口
な
る
 

東
南
 

部
、
 

び
 

に
 

新
 

在
家
.
 

出
 

の
と
 
察
せ
ら
 

る
 

、 
な
，
 
9。 

が
 
此
の
 
地
方
に
 

あ
 
b
 
 、
こ
 

> 

東
 
流
す
 

る
 
潮
流
の
 
作
用
に
.
 
よ
 
b
 
て
、
 ま
す
く
 
東
方
に
 
延
長
し
.
 
其
 

の
 
地
 
を
 
生
じ
 

て
、
 地
 
域
 
頗
る
 
擴
大
 
せ
ら
れ
た
 

る
 
を
 
疑
 
は
ざ
る
 

も
、
 而
 

餘
 
年
を
經
 
た
る
 
今
日
に
 
比
す
る
 

に
、
 亦
 
其
の
 
間
 
著
し
き
 
相
違
 
あ
る
 

川
 
崎
 
方
面
 
は
 
固
よ
 

b
 
 、
舊
 
御
 
崎
 
村
.
 今
 
和
 
田
 
新
田
 
及
び
 
東
 
尻
 
池
 
村
の
 

在
 
家
人
 
r 
出
 
在
家
の
 
邊
 
は
、
 淸
 
盛
の
 
頃
に
 
は
尙
 
殆
ど
 
海
面
な
.
^
 
し
も
 

今
 
も
 
東
 
尻
 
池
に
 
字
 
和
 
田
 
及
び
 
字
 
船
 
所
 
あ
り
。
 

嘗
て
 

は
 
和
 
田
の
 
湊
 

に
 

泊
 
場
の
 
存
 
せ
し
 
時
代
 

あ
，
.
^
 
し
こ
と
 

を
 
示
す
 
に
 
似
た
り
。
 

三
、
 

福
 

原
 

京
の
 

設
計
 

淸
 
盛
の
 
都
 
を
 
福
 
原
に
 
遷
す
 

や
、
 事
匆
卒
 

の
 
間
に
 
行
 
は
れ
て
 
未
だ
 
何
等
の
 
準
備
 
あ
ら
す
。
 

こ
 

こ
に
 
於
て
 

か
 
主
上
！
 
H
 
び
に
 
上
皇
.
 
法
皇
 
を
 
在
來
の
 
平
家
 

一
 
門
の
 
別
業
に
 
奉
じ
て
、
 
直
ち
に
 
都
 
城
 

經
營
の
 
調
査
に
 
著
 
手
せ
 
し
む
。
 

其
の
 
設
計
 
は
す
べ
 

て
 
平
安
京
の
 

ま
、
 
を
う
 

つ
 

も
の
に
し
 

て
、
 豫
 
定
地
 
は
實
に
 
此
の
 
往
時
の
 
湊
 
川
よ
り
 
以
西
の
 
平
野
な
、
 

9 
し
な
 

語
 
に
、
 「
河
內
 
守
 
光
行
 
丈
 
尺
 
を
 
取
り
て
 
和
 
田
の
 
松
原
 
西
の
 
野
に
 
宮
城
の
 
地
 
を
 
定
め
ら
れ
け
 

る
」
 と
 

あ
る
 

も
 
の
、
 其
 
の
 
眞
相
を
 
得
た
り
。
 

百
鍊
抄
 
に
も
 
輪
 
田
 
を
 
其
の
 
所
と
 
定
め
ら
 
る
と
 
云
 
ひ
、
 又
 
藤
 

第
 
九
 
章
 

福
 
原
 
京
 
 

1 五
 
1 さ
ん
と
 
せ
し
 

平家 物 



,
 
 

神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

1 五
 二
 

原 兼實
の 

日記
 

玉 葉に
 

も 明か
に 

之 を 和 田 都と
 

云 ひ、 和 田 之 京と
 

云へ
 

る な b 。而
し 

て
こ
、
 

に
 

「
和
 

田
の
 

松
原
 

西
の
 

野
」
 

と
 

は
、
 

和
 

田
の
 

松
原
と
 

西
の
 

野
と
 

に
 

は
 

あ
ら
や
し
 

て
、
 

和
 

田
 

の
 

松
原
の
 

西
の
 

野
の
 

義
と
 

解
す
べ
し
。
 

舊
長
田
 

村
の
 

枝
 

村
に
 

字
 

西
 

野
 

あ
.
 

-。
 

蓋
し
 

當
時
 

宮
城
 

の
豫
定
 

地
た
り
 

し
な
り
。
 

宫
 

城
 

は
 

都
 

城
 

の
 

北
 

端
 

に
 

ぁ
 

.
，
^
。
 
 

*
 

^
 

大
路
 

其
の
 

南
門
よ
 

b
 

南
に
 

直
通
し
て
 

左
右
 

兩
京
を
 

分
つ
。
 

然
 

ら
ば
 

豫
定
 

さ
れ
た
 

る
 

都
 

城
の
 

域
 

は
、
 

必
ゃ
是
 

よ
り
も
 

南
に
 

延
び
た
 

る
 

地
な
ら
 

ざ
る
べ
 

か
ら
す
。
 

然
る
に
-
 

實
地
 

測
量
の
 

結
果
 

其
の
 

地
狹
 

く
し
 

て
、
 

平
 

安
 

京
 

の
ま
.
 
-
の
都
 
城
を
容
 
る
べ
 
か
ら
す
。
 

平
家
物
語
に
、
 

地
域
の
 

狭
小
 

和
 

田
の
 

松
原
 

西
の
 

野
に
 

宮
城
の
 

地
 

を
 

定
め
ら
れ
け
 

る
に
、
 

一
 

條
 

よ
り
 

五
條
ま
で
 

こ
そ
 

小
路
 

あ
 

け
れ
，
 

五
條
よ
.
^
 

下
 

其
の
 

所
な
 

か
.
.
 

> 
け
り
。
 

土
 

御
門
 

宰
相
 

中
將
通
 

親
、
 

三
條
 

大
路
の
 

廣
 

さ
：
 

を
 

あ
け
て
 

十
二
の
 

通
 

門
 

を
 

立
つ
、
 

大
國
 

に
も
 

か
う
 

こ
 

そ
 

し
 

け
 

れ
、
 

我
 

が
 

朝
に
 

五
條
 

あ
る
 

は
 

何
の
 

不
足
 

か
 

あ
る
べ
き
 

と
ぞ
 

申
さ
れ
け
 

る
。
 

さ
れ
 

ど
も
 

行
事
 

官
 

ど
も
 

力
 

及
ば
で
 

歸
 

り
に
 

ナ
 

hs,-〇 
長
 

と
 

ぁ
 

，.
.^
。 

蓋
し
 

南
行
 

五
條
に
 

至
.
^
 

て
 

海
岸
に
 

達
せ
し
 

な
り
。
 

こ
、
 

に
 

通
 

親
が
 

大
國
卽
 

ち
 

支
 

那
の
例
 

を
 

引
け
る
 

は
、
 

單
 

に
 

宮
城
 

卽
ち
 

大
內
襄
 

の
 

事
に
 

し
て
.
 

も
と
 

都
 

城
に
 

關
 

せ
す
。
 

是
れ
實
 

. に
 

通
 

親
の
 

誤
解
よ
り
 

生
じ
た
 

る
强
 

辯
に
 

し
 

て
、
 

有
司
 

力
 

及
ば
 

す
し
て
 

歸
.
^
 

し
こ
と
 

至
當
 

な
り
 



き
。
 
か
く
て
 
こ
そ
 
攝
津
 

の
.
 小
 
屋
 
野
.
 或
は
 
播
 
磨
の
 
印
南
 
野
に
 
遷
す
 
べ
し
と
の
 
議
も
 
起
、
 り
し
な
 

れ
。
 

當
 
時
の
 
日
記
な
る
 

玉
 
葉
 
更
に
 
之
を
詳
 
に
す
。
 

治
 
承
 
四
 
年
 
六
月
 
十
五
 

日
 
箱
 
天
晴
"
 

早
旦
 
大
夫
史
 
隆
職
來
 

談
-
-
 遷
都
 
之
 
間
 
事
；
 
雑
-
ま
 
職
 
陋
，
 相
次
 

賴
業
眞
 
人
來
。
 

各
 
謁
乏
。
 

又
 
前
 
大
納
言
 

來
。
 

巳
 
刻
 
著
.
 直
 
衣
：
 
I
 
 
隨
身
 
二
人
 
同
相
 
從
。
 

先
 

參
內
 

謁
，
，
 女
房
；
 ̂
 
 ̂
 
 f
 
次
 
以，， 藏

人
兼
 

時
，
 招
-
頭
 
辨
經
房
 
朝
臣
；
 
昨
 
曰
 
所
.
 被
-
,
 尋
問
-
之
 
三
ケ
條
 
示
-
子
 

田
 

JnlLO 

糸
 
萄
 

I 

一
、
 

左
 

京
條
里
 

不
足
 

事
 

右
 
南
 
行
 
及，， 五

 
條
；
 東
 
行
 
及
-
洞
.
 
院
 
西
 
大
路
；
 
不
足
 
之
條
 
可
-
何
 
樣
-
 哉
。
 

其
 
地
狹
少
 

者
、
 若
 
可
 •
f
e
-
 

宮
城
，
 歟
。
 

申
 
云
。
 

須
 &
,
,
 地
 
形
之
廣
 

狹
；
 被
^
 
 
.
條
 
里
 
之
 
進
退
；
 

不
足
 
之
條
暗
 
難
-
計
 
申
；
 

如
.
 被
-
注
 
下
-
 

者
 
減
-
於
 
平
安
 
城
；
 殆
可
 
』
£
-
 過
半
-
 
歟
。
 
隨
而
被
 

.縮__ 宮
城
-
何
 
難
 
之
 
有
 
哉
。
 

若
 
可
，
 被
.
 縮
 
者
 
其
 

町
 
數
尤
可
 

議
定
，
 
歟
。
 
南
北
 
五
町
 
東
西
 
四
 
町
 
如
何
。
 

一、 
右
京
 平
地
 不. 幾 事。 

右
 
宮
城
 
西
 
有
，
，
 小
 
山
；
 

. 
隔，， 件

 
山
-
可
，
 
被
.
 用.， 其

 
地
；
 
隔
^
 
之
條
 
如
何
。
 

加
乏
 
平
地
 
不
 M
、
 山
 
谷
 

相 交。 笋 用，， 右京；
 

不， 可. 及，， 其 難， 欺。 

第
九
箄
 

福
 
原
 
京
 
 

1 五
三
 



神
 
戶
市
史
 

別
^
 

1 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 

5^ 苹
 
 

1 五
 四
 

申
 
云
。
 

如
，
 被
，
 仰
 
下
，
 者
 
山
 
谷
 
相
 
交
、
 高
下
 
不
，
 等
 
云
云
。
 

專
難
 
為
，
 
京
都
 
之
 
地
，
 歟
。
 

但
 
非
-
犬
 

山
，
 非
-
深
 
谷
：
 漸
 
々
成
.
 
功
 
者
、
 蓋
 
§
 

地
 _ 哉

。
 
又
當
時
 
於
 
木
.
 5
 
及
-
事
 
之
 
妨
，
 者
、
 忽
 
雖
 k
i
-
 其
 
沙
 

汰
；
 

何
事
 

之
 

有
 

哉
。
 

如
，
 

此
 

事
 

隨-
, 

便
 

宜
，
 

可
^
,
,
 

相
 

計
，
 

欺
 

• 
一
，
 

大
嘗
會
 

事
 

(
I
)
 

次
 
參_, 新

 
院
；
 
依
お
 
參
，
 御
 

一則； 
頃
 

退
 
下
 
謁
„
 女
房
 
等
；
 
此
間
時
 
忠
卿
參
 
上
 
於
-
御
 
前
，
 召：： 經

 
房
 

朝
臣
 
仰
 
下
 
云
、
 改
，
，
 和
 
田
 
都
，
 以
，
 小
 
屋
 
野
，
 可
.
 爲
_
,
 其
 
地
；
 

早
 
遣
，
，
 木
 
ェ
 
寮
：
 可
，
 打
 H
H
-
 其
 
地
；
 

和
 
田
 
之
 
京
 

町
 

數
狭
少
 

、
難
儀
 

萬
 

端
、
 

衆
 

人
 

不，
， 

甘
 

心
；
 

萬
 

民
 

有
，
，
 

苦
 

色
；
 

於
，
，
 

小
 

屋
 

野
，
 

者
 

頗
 

有，
， 

便
 

宜
，
 

云
 

云
。
 

但
 

愚
 

心
 

案
乏
.
 

チ
如
 

j
i
,
 

遷
都
；
 

(
5
^
)
 

是
 
れ
兼
實
 
京
都
に
 

あ
 
b
 
て
 
諮
問
に
 
應
じ
 
、
未
だ
 
實
地
を
 
見
や
し
 

て
 
答
へ
 

た
，
 CS 
し
も
の
に
 
係
る
。
 

隨
っ
 

て
 
其
の
 
答
 
に
、
 山
 
谷
 
相
 
交
る
 
も
漸
々
 
功
 
を
 
成
さ
ば
 
平
地
に
 
同
じ
 
か
ら
ん
 
か
な
 

ど
、
 實
 
行
 
し
 

難
き
 

こ
と
 

を
 

述
べ
 

た
る
 

も
、
 

其
 

の
 

諮
問
の
 

要
に
 

就
い
て
 

之
を
觀
 

る
に
、
 

和
 

田
 

新
 

都
の
 

地
 

は
 

平
地
 

狭
く
 
 
f
 
て
 
南
行
 
五
條
に
 

至
 
b
 
 、
東
 
行
 
洞
院
西
 
大
路
に
 
至
る
 

に
 
過
ぎ
 

す
、
 又
 
宮
城
 
の
 
西
に
 
は
 
小
山
 

あ
 
b
 
 、
右
 
京
 
平
地
 
幾
く
 

も
 
あ
ら
す
 
し
て
 
山
 
谷
 
相
 
交
る
 
と
い
 
ふ
な
り
。
 

百
鍊
抄
 

に
も
、
 

治
 承
 
四
 年
 六
月
 
十
 

• 曰
 於
-
新
 院
 殿
上
，
 被
 .議，_ 遷

都
 
事
；
 
左
大
臣
 
g
|
 
原
 巳
下
參
 
入
。
 
以
 _,翰 

田
，
 被
.
 定，， 其

 
所
；
 
而
條
里
 

不
.
 足
、
 又
 
可
 f
e
.
 縮
，
，
 宮
 
城
，
 歟
。
 

又
 
平
地
 
內
 
無
-
右
 
京
；
 當
 

有
，
 山
。
 

隔，， 件
 



山
，
 被
.
 用，， 右

 
京
，
 如
 
何
。
 

山
 
谷
 
相
 
交
 
可
，
 有，， 其

 
難
；
 
人
々
 
定
申
 
云
、
 左
 
京
 
不
 

、
右
 
京
 
山
 
谷
 
相
 
交
 
事
 

有 „ 何事， 哉。 於 K 被 fe,, 宮城， 
之條， 
者不 ％.然 也- 

十
五
 

曰
 

以，
， 

輪
 

田
，
 

難
，
 

被
，
 

用，
， 

帝
 

都
；
 

可
 

小
 

屋
 

野
，
 

之
 

由
 

被
，
，
 

改
 

仰
；
 

而
又
播
 

磨
 

印
南
 

野
 

可
.
 

宜
 

之
 

由
 

有
-
沙
汰
；
 

依
 

水
難
，
 
叶
 
之
 
者
。
 (
軒
)
 

京
 

城
 

豫
定
地
 

と
 

あ
，
.
^
。
 

今
是
 

等
の
 

文
に
 

よ
り
て
 

其
の
 

地
 

を
 

推
定
す
 

る
 

に
、
 

右
 

京
 

山
 

谷
 

相
 

交
と
 

は
會
 

下
山
.
 

二
 

の
範
圍
 

本
 

松
.
 

增
 

田
 

山
よ
 

b
 
 

、
西
 

代
.
 

板
 

宿
の
 

方
に
 

及
べ
る
 

山
地
 

を
 

指
せ
る
 

も
の
な
る
 

ベ
 

く
、
 

平
 

地
 

幾
く
 

も
 

な
し
と
 

は
、
 

長
 

田
.
 

西
 

代
.
 

板
 

宿
の
 

平
地
 

を
 

指
せ
る
 

も
の
な
る
 

べ
し
。
 

而
 

し
て
 

山
 

を
 

隔
て
、
 

其
の
 

地
 

を
 

用
 

ふ
と
 

は
、
 

二
 

本
 

松
 

.
增
 

田
 

山
背
 

面
の
 

竿
 

地
 

を
 

指
せ
し
 

も
の
 

に
て
も
 

あ
る
 

ベ
 

く
、
 

又
 

其
の
 

左
 

京
 

東
行
 

洞
院
西
 

大
路
に
 

至
る
 

と
 

は
、
 

東
 

尻
 

池
.
 

駒
ケ
 

林
.
 

野
 

田
 

の
邊
 

に
て
 

海
岸
に
 

達
 

し
、
 

南
 

行
 

五
條
に
 

至
る
 

と
 

は
、
 

此
の
 

西
洞
院
 

大
路
 

が
、
 

野
 

田
に
 

至
っ
て
 

海
に
 

達
せ
し
 

謂
な
る
 

べ
し
。
 

蓋
し
 

當
時
湊
 

川
 

は
 

南
 

流
し
て
 

逆
瀨
 

川
に
 

落
 

ち
、
 

今
 

の
 

三
 

川
口
 

町
.
 

柳
 

原
 

町
 

附
近
 

は
 

其
の
 

河
原
な
る
 

ベ
 

け
れ
ば
、
 

都
 

城
の
 

北
限
 

は
自
 

か
ら
こ
れ
 

に
よ
り
て
 

定
め
ら
 

れ
、
 

叉
 

今
の
 

松
原
 

通
.
 

蘆
 

原
 

通
 

は
實
に
 

其
の
 

名
 

の
 

如
 

く
、
 

和
 

田
の
 

松
原
 

及
び
 

之
に
 

連
接
し
た
 

る
 

海
岸
の
 

盧
原
 

に
し
 

て
、
 

東
 

京
 

極
 

亦
 

自
ら
 

こ
 

、 
に
 

定
ま
 

，0
 

し
な
り
。
 

さ
れ
ば
 

こ
れ
よ
り
 

以
南
、
 

g
 
 

§
 
 

^
 
 

I
-
 
 

^
 

卽
ち
 

西
南
に
 

向
っ
て
 

都
 

城
 

を
營
ま
 

ん
 

に
 

は
、
 

和
 

田
の
 

松
原
の
 

西
の
 

野
な
る
 

後
の
 

西
 

野
 

地
方
に
 

宮
城
 

を
點
定
 

し
、
 

今
 

も
是
ょ
 

b
 

直
行
 

第
 

九
 

窣
輻
原
 
京
 
 

五
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史
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1 
五
.
 

K
 

せ
る
 

山
陽
 

街
道
 

を
朱
崔
 

大
路
と
 

し
て
、
 

こ
れ
よ
 

、り
 

西
 

代
.
 

板
 

宿
 

• 駒
ケ
林
 

• 野
 

田
 

の
 

方
に
 

向
っ
て
 

延
長
 

せ
ざ
る
 

ベ
か
ら
 

す
。
 

か
く
て
 

は
 

野
 

田
の
 

海
庠
に
 

至
り
て
 

東
行
 

g
 

黨
 

|
！
 

洞
 

院
西
大
 

路
、
 

南
 

行
 

^
 

J 
五
條
 

大
路
に
 

し
て
 

共
に
 

海
に
 

達
す
べ
き
な
 

，-
。 

斯
 

く
の
 

如
く
 

に
し
て
 

1
^
 

家
 

物
語
 

を
 

始
め
、
 

玉
 

葉
吉
 

鍊
抄
 

等
の
 

記
事
 

は
、
 

實
 

地
に
 

就
い
て
 

些
 

少
の
 

支
障
 

な
 

く
、
 

全
 

然
 

諒
 

解
 

せ
ら
る
べ
き
 

な
 

り
。
 

善
 

塚
の
 

辯
 

後
 

f
t
 

湊
 

川
の
 

東
方
 

荒
 

田
 

村
に
 

差
 

方
 

塚
な
る
 

も
の
 

あ
、
 

c^
a 

元
祿
 

年
間
の
 

攝
 

陽
群
談
 

に
、
 

差
 

方
 

塚
 

同
所
 

福
 

原
の
 

舊
都
 

に
あ
り
。
 

治
.
 

承
 

年
中
 

五
條
 

大
納
 

言
 

國
綱
朝
 

ほ
に
 

命
じ
て
 

此
 

の
 

塚
 

を
 

中
央
に
 

築
か
し
 

め
、
 

從
.
 

是
 

新
 

都
 

宮
殿
の
 

方
角
 

を
 

定
め
し
む
 

る
の
 

處
を
 

以
て
 

差
 

方
 

塚
 

と
稱
 
す
と
 
云
 
へ
 
り
。
 

と
 

あ
，
 

o
。
 

こ
、
 

に
 

「
同
 

听
」
 

と
 

は
、
 

上
文
に
 

矢
 

田
 

部
 

郡
 

兵
 

庫
津
真
 

光
寺
 

境
內
 

な
る
 

遊
行
 

塚
の
 

記
事
 

を
 

承
け
 

た
る
 

も
の
に
し
 

て
、
 

同
 

書
に
 

は
 

福
 

原
 

宮
を
も
 

矢
 

田
 

部
 

郡
 

兵
 

庫
に
 

あ
，
 

0 
と
 

あ
る
 

に
よ
れ
 

ば
、
 

15
- 

謂
 

差
 

方
 

塚
 

は
 

兵
 

庫
に
 

あ
り
と
 

せ
し
 

も
の
 

， 
如
く
に
 

も
 

解
 

せ
ら
 

れ
、
 

之
 

を
 

a
.
 

て
 

福
 

一
?
:
H
M
 

經
 

營
の
 

際
の
 

指
針
と
 

せ
り
と
 

傳
 

へ
た
，
 

0 
し
も
の
、
 

如
し
。
 

然
る
に
 

本
書
に
 

後
る
、
 

十
五
 

年
な
 

る
 

寶
永
五
 

年
の
 

兵
 

庫
 

名
所
 

記
に
 

は
、
 

差
 

方
 

塚
 

荒
 

田
 

村
 

北
東
 

畑
の
 

中
に
 

塚
 

印
の
 

木
 

有
，
 

治
 

承
 

四
 

子
年
 

六
月
 

九
日
 

福
 

Is
- 

新
 

都
 

の
 

時
、
 

五
 

條
大
納
 

言
 

國
綱
 

朝
臣
う
 

け
た
 

ま
 

は
っ
て
 

此
の
 

を
 

築
く
。
 

是
ょ
 

b
 

地
，
 

わ
，
 

5 
出
 



し
.
 里
 
內
襄
を
 
造
ら
れ
し
.
 
と
な
ち
。
 

と
 
あ
、
 
り
て
，
 
其
の
 
位
置
 
を
 
荒
 
田
に
 
指
定
 

し
、
 里
 
內
裏
卽
 

ち
 
所
謂
 
新
造
 
內
褢
關
 
係
の
 
遺
蹟
と
 
解
す
 

る
な
，
 
o。 

次
い
で
 
享
 
保
の
 
攝
津
 
志
に
 
至
，
 9 

て
 
は
、
 

達
方
冢
 

湊
川
 
北
。
 

相
 
傳
大
納
 
言
 
國
 
綱
 
營
 "
始
 
新
 
都
；
 計
-
 景
 
于
 
此
；
 

と
 
記
 
し
、
 其
 
の
 
荒
 
田
な
る
 

を
 
言
 
は
す
。
 
國
華
萬
 
葉
 
記
 
に
、
 「
兵
 庫
 
町
 
は
づ
れ
 
よ
り
 
四
 
丁
 
程
 
北
、
 楠
 
塚
 

よ
、
 
り 

一
 
町
 
西
に
 

し
 
て
、
 上
 
に
あ
り
。
」
 

と
 
あ
る
 
も
の
 
之
に
 
當
る
。
 

而
も
 

こ
 
は
 
荒
 
田
な
る
 
差
 
方
 
塚
 

と
 
は
 
別
に
し
て
、
 
今
 
中
 
町
に
 
碧
 
方
冢
と
 
刻
せ
 

る
 
碑
の
 
あ
る
 
も
の
 
是
な
，
 
9。 

此
の
 
碑
 
は
 
其
の
 
文
 

字
の
 
攝
津
 
志
に
 
同
じ
き
 
に
よ
る
 

も、 亦
 
他
の
 
數
 
多
の
 
建
碑
の
 
實
 
例
に
 
徵
 
す
る
 

も
、
 
蓋
 
し
攝
津
 
志
 

の
 
著
者
 
並
 
河
 
氏
が
 
私
に
 
建
設
せ
 
し
も
の
 
な
る
べ
し
。
 

荒
 
田
の
 
差
 
方
 
塚
は
賴
 
盛
山
莊
 
蹟
と
稱
 

す
る
 
地
の
 
附
近
に
 
あ
り
。
 

其
の
 
地
よ
、
 
り 
古
代
 
土
器
 
を
發
 
掘
せ
、
 
り
と
 
謂
 
ふ
よ
り
 
之
 
を
觀
る
 

も
.
 

こ
 
は
 
明
か
に
 

一
 
の
荒
墳
 
に
し
て
.
 
福
 
原
京
關
 
係
の
 
も
の
に
 
あ
ら
す
。
 

中
 
町
の
 
石
碑
 
は
 
後
世
の
 

建
造
に
 

し
 
て
、
 亦
 
固
よ
.
.
^
 
證
 
と
す
べ
き
 
に
あ
ら
 
ざ
る
べ
し
。
 

思
 
ふ
に
 
も
と
は
 
攝
陽
群
 
談
云
ふ
 

如
 
く
、
 兵
 
庫
の
 
地
に
 
其
の
 
名
を
傳
 

へ
 
し
も
の
 

が
、
 後
 
に
 
誤
つ
 
て
湊
 
川
の
 
東
方
 
荒
 
田
の
 
地
に
 
擬
定
 

せ
ら
る
 

、 
に
 
至
 
り
、
 攝
 
津
志
 
に
よ
り
て
 
更
に
 
南
に
 
う
つ
.
，
 
り
し
 
も
の
な
 
ら
ん
 

か
。
 
要
す
る
に
 
孰
 

れ
 
に
し
て
も
 
福
 
原
 
京
に
 
關
係
 
あ
る
 
も
の
 
に
あ
ら
ざ
る
 

な
 

り
。
 

第
 
九
 
章
 

福
 
原
 
京
 
 

】 五
 七
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一 五
ス
 

四
、
 

福
 

原
と
 

和
 

田
と
 

兵
 

庫
と
の
 

別
 

福
 

原
 

京
の
 

硏
究
に
 

就
い
 

て
 

は
、
 

先
づ
 

其
の
 

福
 

及
び
 

和
 

田
.
 

兵
 

庫
の
 

名
の
 

指
示
す
 

る
 

地
點
を
 

明
に
 

す
る
 

の
 

要
 

あ
 

b
。
 

今
 

は
 

共
に
 

神
 

市
の
 

中
に
 

S
I
 

入
 

せ
ら
る
、
 

地
域
に
 

就
い
 

て
、
 

諸
 

書
 

往
 

往
是
 

等
の
 

地
名
 

を
 

混
用
す
 

る
 

も
の
な
 

き
に
 

あ
ら
す
。
 

然
れ
 

ど
も
 

同
じ
 

鎌
倉
時
代
の
 

初
期
に
 

於
 

て
、
 

福
 

原
庄
の
 

名
が
 

輪
 

田
 

庄
.
 

兵
 

庫
三
 

筒
庄
の
 

名
と
 

共
に
 

存
 

す
る
 

を
 

見
れ
 

ば
、
 

其
 

の
 

指
す
 

所
 

同
 

じ
か
ら
 
ざ
，
^
 し
 は
 明
な
.
 
と
す
。
 

福
原
庄
 
 

福
 

原
 

庄
の
名
 

は
 

吾
妻
 

鏡
建
久
 

三
年
 

十
二
月
 

十
四
日
 

條
に
、
 

平
家
 

沒
官
領
 

の
 

中
に
 

見
 

ゆ
。
 

一
 

條
兼
 

良
の
 

桃
華
蘂
 

葉
に
 

も
、
 

攝
津
國
 

福
 

原
庄
領
 

家
職
 

傳
領
の
 

事
 

あ
り
。
 

嘉
應
の
 

頃
 

平
 

相
國
淸
 

盛
 

こ
、
 

に
 

別
業
 

を
營
 

む
。
 

當
 

時
の
 

日
記
 

皆
 

之
 

を
 

福
 

原
と
 

稱
す
。
 

治
 

承
 

四
年
淸
 

盛
大
 

輪
 

田
 

泊
 

の
 

石
椋
造
 

築
の
 

役
 

を
 

請
 

ふ
解
狀
 

に
 

• 「
愛
 

近
年
 

占，
， 

攝
州
 

平
野
 

之
 

勝
地
；
 

爲
，
，
 

遁
世
 

返
老
之
 

幽
居
；
 

依
，
，
 

其
 

境
 

之
 

相
 

近
；
 

聞-
, 

此
 

崎
 

之
 

爲
 

"
要
.
 

云
 

云
」
 

と
 

あ
る
に
 

よ
れ
 

ば
、
 

其
 

の
 

福
 

Is
- 

の
 

別
業
が
 

輪
 

田
 

崎
に
 

遠
 

か
 

ら
 

ざ
る
 

を
 

知
る
 

ベ
く
、
 

こ
 

， 
に
 

平
野
と
 

は
、
 

實
 

に
 

今
の
 

奥
 

平
野
 

方
面
に
 

當
 

る
な
，
 

o
。
 

皇
 

年
代
 

略
 

記
 

に
、
 

「
遷
，
 

一
都
 

於
攝
 

津
，
。
 

今
日
 

行
 

IJ
 
幸
福
 

原
宫
；
 

號
，
 

牟
野
 

殿
，
」
 

と
 

あ
 

る
亦
是
 

な
り
。
 

藤
 

原
 

兼
 

實
の
日
 

記
 

玉
 
葉
 
治
 
承
 
四
 
年
 
六
月
 
十
四
日
 
條
に
、
 



寅
 
刻
 
就
-
前
 
大
納
言
 
邦
 
綱
.
 寺
 
江
山
 
庄
-
 コ
！
 ̂
崎
 
5
 
凍
 

次
 
休
息
。
 

未
 

一
 
點
乘
.
 
船
。
 

…
…
 

到
-
 

于
 
大
 
物
，
 駕
，
 輿
。
 

…
：
.
 
戌
 
刻
 
到
 =
福
 
原
；
 

於
-
 湊
 
川
 
邊
-
又
 
乘
 &
.
。
 

と
 
あ
る
に
 
よ
れ
 

ば
、
 此
 
の
 
福
 
原
が
 
湊
川
 
以
東
に
 
あ
る
 
を
 
知
る
べ
し
。
 

邦
 
綱
 
福
 
原
に
 
新
 
亭
を
營
 

む
。
 
吉
田
經
 
房
の
 
日
記
 
吉
記
治
 
承
 
四
 
年
 
十
一
月
 
二
十
日
 
條
に
、
 
之
 
を
 
「
前
 
大
 
納
 
言
 
宇
 
治
 
河
 
亭
」
 と
 

云
 
ひ
、
 同
 
二
十
 
三
日
 
條
 
に
 「
前
 
大
 
納
 
言
 
邦
 
綱
 
卿
 
宇
治
新
 

亭
」
 
と
 
云
へ
 

る
 
を
、
 山
 
槐
記
 
同
月
 
二
十
日
 
條
 

に
 
は
 「
大
納
言
 
亭
，
 
^
 
飾
」
 と
 
云
 
ひ
、
 同
 
二
十
 
三
 
曰
條
に
 

は
、
 「
件
 所
 
同
 
福
原
內
 

也
」
 と
 
明
記
す
。
 

是
に
 

よ
れ
ば
 
當
時
福
 
原
と
 
指
せ
る
 
地
域
 

は
、
 湊
川
 
以
東
に
 
し
て
，
 
少
 
く
も
 
奧
 
平
野
よ
り
 
宇
治
川
の
 
邊
 

に
 
及
び
し
 
も
の
な
る
 

を
 
知
る
。
 

又
 
高
 
倉
 
院
嚴
島
 
御
幸
 
記
 
に
、
 「
福
 原
 
の
 
中
御
覽
 
せ
ん
と
 

て
、
 御
 
輿
 

に
て
 
こ
、
 
か
し
こ
 
御
幸
 
あ
，
 
XTS。 

所
の
 
さ
ま
 
造
り
た
 

る
 
所
々
、
 
こ
ま
う
 
ど
の
 
拜
 
し
け
る
 
も
こ
と
 

は
，
c
^
と
ぞ
見
ゅ
る
。
 

あ
し
た
と
 

い
ふ
 
賴
 
盛
の
 
家
に
 

て
、
 笠
 
懸
.
 流
 
鎘
馬
 
な
ど
つ
 
か
う
 
ま
つ
ら
せ
 

て
 
御
 
覽
せ
さ
 

す
」
 と
 
あ
る
に
 
よ
れ
 

ば
、
 賴
 
盛
 
別
業
の
 
あ
る
 
荒
 
田
 
亦
 
福
 
原
の
 
中
な
る
 

を
 
知
る
 
べ
し
。
 

こ
 

、 
に
 「
あ
し
た
」
 
と
 
は
 「
あ
ら
た
」
 
の
誤
寫
 
な
る
 

ベ
 
し
。
 
扶
桑
 
拾
 
葉
 
集
 
本
、
 群
 
書
類
 
從
本
、
 
共
に
 
之
 
を
 

あ
し
た
と
 
記
 
す
れ
 
ど
 
も
、
 其
 
の
 
あ
ら
た
の
 
誤
な
る
 
こ
と
 

は
、
 賴
 
盛
の
 
邸
が
 
淸
 
盛
の
 
邸
 
を
 
距
る
五
 

六
 
町
と
 

い
 
ふ
山
槐
 
記
の
 
記
事
に
 
よ
り
て
 

も
、
 亦
 
世
の
 
傳
稱
 
す
る
 
所
に
 
よ
り
て
も
 
明
な
る
 

ベ
 
く
、
 

旣
に
播
 
磨
 
名
所
 
巡
 
覽
圖
繪
 
引
く
 

所
、
 亦
 
あ
ら
た
に
 
作
れ
る
な
 

り
。
 

而
 
し
て
 
當
 
時
の
 
記
錄
 
未
だ
 

第
九
窣
 

福
 

原
 
京
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五
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古
代
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兵
 
庫
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び
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沿
革
 
 

一
六
 
0
 

一
 
も
湊
川
 
以
西
の
 
地
 
を
 
呼
ぶ
 

に
 
福
 
原
の
 
稱
を
 
以
て
し
た
 
る
ら
 
の
 
を
 
見
す
。
 

然
 
ら
ば
 
當
 
時
に
 

福
 
原
と
 

は
、
 今
 
の
奧
平
 

野
.
 荒
 
田
.
 宇
 
治
 
野
 
山
 
逸
の
 
地
域
 
を
稱
 
し
た
り
し
 
も
の
、
 

如
し
。
 

元
祿
書
 

上
 
帳
に
 
宇
治
野
 

村
.
 中
 
宮
 
村
.
 再
 
度
 
山
.
 花
 
熊
 
村
 •  ニ

ッ
 
茶
屋
 
村
.
 神
 
B
,
 
村
.
 生
 
S
 
村
.
 北
 
野
 
村
 
を
 
福
涼
庄
 

と
 
あ
り
 

て
、
 荒
 
田
.
 奧
 
^
 
野
.
 走
 
水
 
を
 
加
へ
 

す
。
 
而
も
 
未
だ
 
湊
川
 
以
西
に
 
及
ば
ざ
る
 

な
り
。
 

然
る
 

に
享
 
保
の
 
攝
津
 
志
に
 

は
、
 更
 
に
 
夢
 
野
 右
 
井
 • 烏
 

荒
 
田
.
 坂
 
本
.
 宿
.
 兵
 
庫
.
 今
 
和
 
田
 
新
田
 
を
 
加
 
ふ
。
 

蓋
 

し
 
時
代
に
 

よ
.
 
M
 
し
變
更
 
あ
る
な
 

リ
。
 

福
 
S
 
の
 
名
が
 
斯
く
湊
 
川
 
以
西
に
ま
で
 
及
べ
る
 

. は
 、
安
 
德
 

天
皇
 
福
 
原
な
る
 
淸
 
盛
の
 
別
業
に
 
ま
し
 
ま
し
 

， 
よ
り
、
 
之
 
を
 
福
 
原
 
宮
と
稱
 

し
、
 隨
 
つ
て
 
此
の
際
の
 

遷
都
 
を
 
福
 
原
 
遷
都
と
 
云
 
ひ
、
 は
 
て
 
は
湊
川
 
以
西
に
 

も
 
I
T
 
福
 

の
 
名
 
を
 
及
ぼ
し
 

て
、
 和
 
田
の
 
松
 
K
 

西
の
 
野
に
 
設
計
せ
ら
れ
 

た
る
 
都
 
城
 
を
 
も
 
俗
に
 
福
 

と
 
呼
び
な
ら
 

は
 
し
、
 福
 
原
 
内
裏
の
 
遺
 
蹟
 

を
 
も
 
尻
 
池
の
 
地
に
 
傳
稱
 
す
る
 

に
 
至
り
 

て
、
 名
 
稱
の
混
 

を
 
生
す
 
る
に
 
至
り
し
 
も
の
 

か
。
 
而
も
 

當
 
時
の
 
記
錄
に
 

は
、
 都
 
城
に
 
就
い
て
は
々
 
め
に
 
和
 
田
 
都
 
或
は
 
和
 
田
の
 
京
の
 
名
 
を
 
用
 
ひ
 
て
、
 之
 
を
 
福
 

原
と
 
は
，
 
ば
 
ざ
り
 
し
な
り
。
 

和
 S
 の
 地
域
 

和
 
田
 
は
卽
ち
 
古
へ
 

の
 
大
輪
 
田
 
泊
よ
.
^
 
起
れ
 

る
 
名
に
 

し
 
て
.
 和
 
田
 
崎
.
 和
 
田
 
松
原
 
等
 
の
稱
 
あ
り
 

東
 
尻
 
池
に
 
字
 
和
 
田
、
 字
 
船
 
所
と
 
て
 
あ
る
 

は
、
 嘗
 
て
 
此
の
 
地
が
 
和
 
田
の
 
港
た
り
 

し
 
時
代
 
あ
り
し
.
 
i
 

を
 
示
せ
る
 
も
の
に
し
て
、
 
其
の
後
 

こ
、
 

に
 
注
げ
る
 
湊
川
 
下
流
に
 
生
せ
 
し
 
新
地
に
ま
で
、
 
其
の
 
名
 



の
 
及
べ
る
 
も
の
な
 
り
と
 

す
。
.
 
大
輪
 
田
 
泊
が
 
今
の
 
兵
 
庫
 
港
の
 
前
身
と
 

し
 
て
、
 其
 
の
 
位
置
 

も
 
時
代
 

に
よ
り
て
 
變
遷
 
せ
し
 
こ
と
 

は
、
 旣
 
に
 
観
察
せ
 
し
が
 
如
し
。
 

而
 
し
て
 
其
の
 
南
 
は
 
恐
ら
く
 
其
の
後
 

の
 
新
地
に
 

し
 
て
、
 往
 
時
の
 
海
岸
線
 

は
 
i
 刈 
藻
 
河
口
の
 
東
方
よ
 

，り、 斜
 
に
 
經
ケ
 島
の
 
方
に
 
向
 
ひ
た
り
し
 

も
の
な
.
 

0 
し
こ
と
、
 
亦
 
旣
に
觀
 
察
せ
し
 

が
 
如
し
。
 

か
く
て
 
此
 
等
の
 
地
 
は
 
平
安
朝
 
以
 
來
 、
屢
<
 
 播
磨
 

の
 
中
な
 
り
と
 

も
 
誤
認
 
せ
ら
れ
し
 
程
に
 

て
、
 輪
 
田
 
は
も
と
 
湊
 
川
の
 
下
流
に
 
位
 
し
、
 福
 
原
と
 
南
北
 
相
 

對
 
し
た
る
 
も
の
な
 
り
き
。
 

輪
 
田
 
庄
の
名
 
東
 
福
 
寺
 
文
書
 
九
條
 
道
家
 
處
分
 
帳
に
 
見
 
ゆ
。
 
蓋
し
 
兵
 

率
 
尻
 
池
 
等
の
 
地
方
に
 
涉
 
b
 
し
も
の
 

か
。
 

高
 
倉
 
院
嚴
島
 
御
幸
 
記
に
、
 

夜
 
を
 
こ
 
め
 
て
 
(
福
 
原
 
を
)
 出
 
で
さ
せ
 
給
 
ふ
。
 

都
 
を
 
出
で
 
さ
せ
 
給
 
ふ
よ
 

り
、
 上
 
達
 
部
 
殿
上
人
み
 

な
 

淨
 
衣
を
ぞ
 
著
た
 

る
。
 

In 曰に
 
聞
き
し
 
和
 
田
の
 
御
 
崎
.
 須
 
磨
の
 
浦
な
 
ど
い
 
ふ
と
こ
ろ
 

浦
 
邊
 

づ
た
ひ
 
荒
き
 
磯
邊
 
を
 
漕
ぎ
 

Is!  く
。
 

と
 
あ
る
 
和
 
田
の
 
御
崎
 

も
、
 今
 
の
 
岬
よ
り
 
は
遙
に
 
西
方
に
 

あ
 

h- 
し
も
の
と
 
解
す
 

ベ
 
く
、
 以
 
て
 
往
時
 

に
 
於
け
 

る
 
其
の
 
位
置
の
 
關
係
を
 
見
る
 

ベ
 
し
。
 
後
世
 
輪
 
田
の
 
稱
廢
 
せ
ら
れ
て
.
 
和
 
田
 
岬
.
 今
 
和
 
田
 

新
田
の
 
名
 
遺
 
り
、
 其
 
の
 
地
 
は
 
兵
 
庫
庄
の
 
中
に
 
編
入
 
せ
ら
 

れ
、
 或
 
は
 
福
 
原
の
 
名
の
 
下
に
 
兼
ね
ら
 

る
 

る
に
 
至
-
 - 
し
も
の
、
 

如
し
。
 
S
 
鄉
讓
 

兵
 庫
の
 
名
の
 

兵
 
庫
の
 
名
 
は
 
吾
妻
 
鏡
元
曆
 
元
年
 
四
月
 
條
に
、
 
兵
 
庫
三
 
筒
庄
と
 
あ
る
 
を
 
初
見
と
 

す
。
 
本
朝
 
神
 

第
九
窣
 

福
 

原
 
京
 
 

1 
.K

 
1 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

ニ
ハ
 
二
 

初
見
 
 

社
考
引
 

風
土
記
と
 

い
ふ
 

も
の
 

に
、
 

「
武
庫
 

ひ
：
 

&
;
」
 

と
 

あ
れ
 

ど
も
 

此
の
 

書
 

固
よ
 

b
 

後
の
 

僞
書
 

に
し
て
、
 

殊
に
 
其
の
 
兵
 
庫
 
云
云
 
は
 
神
社
 
考
 
著
者
 
林
 
氏
の
 
註
記
と
 

も
 
思
し
 

く
、
 以
 
て
證
 
と
な
す
 

に
 
足
ら
す
。
 

兵
 

庫
三
 

筒
の
 

吾
妻
 

鏡
に
 

所
謂
 

兵
 

庫
三
 

筒
庄
 

と
 

は
.
 

兵
 

庫
 

上
 

庄
.
 

同
 

中
庄
.
 

同
下
庄
 

の
總
稱
 

な
る
 

ベ
 

き
か
。
 

奧
平
 

庄
の
 
位
置
 

野
 

村
所
傳
 

古
條
 

里
圖
 

に
，
 

妙
法
 

寺
 

川
の
 

上
流
 

車
 

村
に
 

「
兵
 

靡
 

上
庄
」
 

と
 

註
す
，
 

蓋
し
 

當
 

時
の
 

兵
 

庫
 

庄
と
は
 

主
と
し
て
 

此
の
 

妙
法
 

寺
 

川
 

流
域
 

地
方
 

を
 

占
め
て
.
 

上
 

は
 

白
 

川
 

村
 

ま
 

村
 

よ
 

り
、
 

妙
 

法
 

寺
 

村
.
 

板
 

宿
 

村
 

夫
 

手
 

村
.
 

野
 

田
 

村
.
 

駒
 

ケ
林
村
 

に
 

及
 

び
、
 

其
 

の
 

上
 

流
.
 

中
 

流
卞
 

流
に
 

よ
-
 

>
 
 

て
.
 

上
 

中
 

下
の
 

區
別
を
 

な
せ
し
 

も
の
に
 

似
た
 

b
。
 

後
世
 

單
に
上
 

庄
.
 

中
 

庄
卞
 

庄
の
稱
 

あ
，
 

cv
。 

元
 

祿
書
上
 

帳
に
 

は
 

荒
 

田
 

村
.
 

坂
 

本
 

村
.
 

走
 

水
 

村
 

を
 

上
庄
と
 

し
、
 

尻
 

池
 

村
.
 

長
 

田
 

村
 

H
 

村
.
 

西
 

代
 

村
 

を
 

中
庄
と
 

し
、
 

大
 

手
 

村
.
 

板
 

宿
 

村
.
 

野
 

田
 

村
.
 

駒
ケ
林
 

村
.
 

妙
法
 

寺
 

村
.
 

車
 

村
.
 

白
 

川
 

村
 

を
下
庄
 

と
す
。
 

蓋
し
 

古
へ
の
 

福
 

原
庄
の
 

大
部
 

及
 

び
 

和
 

田
庄
を
 

之
に
 

籠
 

め
、
 

た
 

、>
  

其
の
 

舊
稱
 

を
の
み
 

つ
 

ぎ
.
 

て
.
 

兵
 

庫
 

上
中
下
 

庄
の
 

名
の
 

位
置
 

を
 

*
 

倒
し
た
 

る
 

も
の
、
 

如
し
。
 

古
代
に
 

上
下
 

を
い
 

ふ
 

も
の
 

は
、
 

通
 

例
 

川
の
 

上
流
 

下
流
に
 

よ
り
て
 

名
 

を
定
 

む
。
 

後
世
 

は
 

多
く
 

帝
都
に
 

近
き
 

も
の
 

を
 

上
と
 

す
。
 

是
れ
 

此
の
 

顯
倒
 

を
來
 

せ
る
 

所
以
な
 

る
べ
 

し
。
 

享
 

保
の
 

攝
津
 

志
に
 

は
 

走
 

水
 

村
の
 

み
 

を
上
庄
 

と
し
て
、
 

荒
 

田
.
 

坂
 

本
は
舊
 

に
よ
 

b
 

之
 

を
 

福
 

原
 

庄
に
屬
 

せ
し
 

め
、
 

下
 

庄
の
 

中
に
 

柬
須
磨
 

を
 

加
 

ふ
。
 

蓋
し
 

所
 

傅
 

一
な
ら
 

ざ
り
 

し
も
の
 

な
る
 

べ
し
。
 

鎌
倉
時
代
 

顯
眞
の
 

著
 

法
隆
寺
 

古
今
 

目
 

錄
抄
に
 

洲
摩
庄
 

の
 

名
 

あ
り
。
 

然
 

ら
ば
 

此
の
 

兵
 



輪
 

田
と
 

兵
 

庫
 

庫
三
 

箇
庄
と
 

は
、
 

當
 

時
に
 

あ
.
.
^
 

て
 

須
磨
庄
 

と
 

輪
田
庄
 

と
の
 

中
間
の
 

地
 

を
 

占
め
た
，
 

0 
し
も
の
 

な
 

る
べ
 

し
。
 

後
に
 

輪
 

田
の
 

名
廢
 

せ
ら
れ
 

て
、
 

兵
 

庫
の
 

名
の
 

下
に
 

併
せ
ら
 

れ
、
 

大
 

輪
 

田
 

泊
 

は
 

兵
 

庫
 

港
 

の
 

名
 

を
 

以
 

て
 

呼
ば
る
、
 

に
 

至
 

り
、
 

淸
 

盛
 

築
造
の
 

輪
 

田
の
 

經
ケ
島
 

を
 

も
、
 

兵
 

庫
の
 

經
 

島
と
 

稱
 

し
た
り
。
 

鎌
倉
時
代
 

德
治
ニ
 

年
の
 

八
 

阪
法
觀
 

寺
 

文
書
に
、
 

「
八
 

坂
 

法
 

觀
寺
釋
 

運
上
 

人
 

申
 

攝
津
國
 

三
 

ケ
所
 

I
.
 

•
 

一
 

商
船
 

津
料
.
 

事
」
 

の
 

語
 

あ
り
。
 

：
 

、 
に
 

兵
 

庫
と
 

は
 

明
か
に
 

大
輪
 

田
 

泊
 

を
 

指
示
す
 

る
 

も
の
な
 

り
。
 

次
に
 

翌
延
慶
 

元
年
 

十
二
 

月
經
ケ
 

島
の
 

升
 

米
 

を
 

東
大
寺
 

八
幡
宮
に
 

寄
附
し
た
 

る
 

文
書
 

§
 
 

I
 

械
膝
 

S
 

籠
に
 

は
、
 

「
攝
津
 

國
兵
庫
 

經
島
升
 

米
 

事
」
 

と
も
 

あ
 

る
 

な
 

. -。
 

兵
 

庫
關
の
 

關
税
は
 

東
大
寺
.
 

典
 

福
 

寺
 

等
の
 

必
要
な
る
 

財
源
と
 

な
 

，.
=^
、兵
 

庫
 

南
北
の
 

關
の
事
 

晨
<
 
 

古
文
 

書
に
 

繰
，
.
 

>
 
 

返
さ
る
。
 

斯
く
 

て
 

兵
 

庫
の
 

名
 

は
 

大
輪
 

田
に
 

代
 

b
 

、
湊
 

東
部
 

相
 

生
 

町
の
 

邊
 

に
ま
で
 

も
 

及
び
し
 

な
 

b
 

" 

兵
 

庫
 
島
 
 

太
平
 

記
に
 

兵
 

庫
 

島
 

三
 

箇
所
の
 

名
 

見
 

ゆ
。
 

足
 

利
 

勢
の
 

一
 

部
經
ケ
 

島
に
 

て
 

全
滅
し
た
 

る
 

事
 

を
 

叙
 

し
て
、
 

細
 

川
 

卿
 

律
師
 

之
 

を
 

見
 

給
 

ひ
 

て
、
 

續
 

く
 

者
の
 

な
か
，
.
^
 

つ
る
 

故
に
 

こ
 

そ
、
 

若
 

干
の
 

身
方
 

を
ば
 

故
な
 

く
 

討
た
 

せ
つ
れ
。
 

何
時
 

を
 

期
す
べ
き
 

合
戰
ぞ
 

や
。
 

下
り
場
の
 

よ
か
ら
ん
 

す
る
 

所
へ
 

船
 

を
 

著
 

け
 

て
、
 

馬
 

を
 

追
 

ひ
 

下
し
 

く
 

打
っ
て
 

上
れ
と
 

下
知
 

せ
ら
る
。
 

四
百
の
 

兵
 

共
 

大
船
 

七
百
餘
 

艘
、
 

甜
 

部
 

ゆ
 

=^
 

の
濱
ょ
，
.
=
^
上
ら
ん
と
 

て
、
 

磯
 

に
 

傍
 

ひ
て
 

ぞ
下
，
 

け
る
-
 

兵
 

庫
 

島
 

三
 

箇
所
に
 

控
 

第
 

九
 

章
 

福
 

原
 
京
 
 

r
 

ハ
三
 



神
 
戶
市
史
 

錄
ー
 

古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一
六
 
四
 

へ
 
た
る
 
官
軍
 
五
萬
餘
 

騎
、
 船
 
の
 
敵
 
を
 
上
げ
 
立
て
 

じ
 
と
、
 清
 
ぎ
 
行
く
 
船
に
 
隨
 
つ
 
て
 
汀
 
を
 
東
 
へ
 
打
 

ち
け
 

る
 
間
、
 船
 
路
の
勢
 
は
自
づ
 
か
ら
 
進
ん
で
 
懸
る
 
勢
に
 
见
 
え
，
 陸
 
の
官
 

tef は
 
偏
に
 
a
 
げ
て
行
 

く
 
樣
に
ぞ
 
見
え
た
.
.
^
 
け
る
。
 

海
と
 
陸
と
の
 
兩
陣
 
互
に
 
相
 
窺
 
ひ
 
て
、
 遙
 
の
 
汀
に
 
付
い
て
 
上
り
 

け
 
れ
 
ば
、
 新
 
田
 
左
 
中
將
と
 
楠
と
の
 

間
？
 1^  く

隔
、
 
り 

て
、
 兵
 
錄
 
a
 
の
 
船
 
著
に
 

は
 
支
 
へ
 
た
る
 
勢
 
も
な
 

か
り
け
 

る
。
 

是
に
 
由
っ
て
 

九
 
國
.
 中
 
國
の
 
兵
船
 
六
十
 
餘
 
艘
.
$
 
田
の
 
御
崎
へ
 
漉
ぎ
 
寄
せ
 

て
、
 同
 

時
に
 
陸
へ
 
ぞ
上
 
b
 
け
る
。
 

と
 
あ
，
 o。 

こ
、
 
に
兵
窜
 
島
と
 
は
 
普
通
に
 
經
ケ
 島
の
 
事
な
 
り
と
 
解
 
せ
ら
 

る
。
 
さ
れ
 
ど
 
本
 
セ， 1 の

 
用
 

例
 
常
に
 
經
ケ
 島
と
 
云
 
ひ
、
 特
 
に
 
右
の
 
條
 
に
も
 
經
"
^
:
5
と
 
兵
 
庫
 
3
2
 
と
を
區
 
別
し
て
 
害
け
 
る
に
 
よ
れ
ば
-
 

必
ゃ
 

し
も
 

同
一
 

地
と
 

は
 

見
 

難
き
 

に
 

似
た
、
 

9。
 

今
^
 

藻
 

川
 

g
 

赌
の
 

河
口
 

左
右
に
 

小
 

丘
陵
 

あ
.
 

0 

延
 
喜
 
山
.
 念
 
佛
山
な
 
ど
、
 
稱
す
"
 

も
と
 
松
林
 
中
に
：
：
 

し
，
 
上
 
に
 
古
 
境
 

あ
 

、り. 埴
 
輪
を
發
 
掘
し
た
 

る
 
こ
と
 

も
 
あ
、
 
9。 

又
 
逆
瀨
川
 
町
淸
盛
 

塔
.
 琵
 
琶
 
塚
の
 
邊
は
 
土
地
 
稍
ュ
 
尚
く
、
 
其
 
の
 
琵
琶
 
塚
 
亦
 
上
世
 

の
 

荒
 

填
と
 

解
せ
ら
れ
 

て
、
 

共
 

に
 

其
の
 

地
の
 

發
生
 

古
き
 

を
 

知
る
。
 

蓋
し
 

南
北
 

锏
.
當
 

時
の
 

和
 

田
 

岬
 

は
、
 此
 
の
念
佛
 

山
.
 延
 
喜
 
山
よ
り
 
東
に
 
延
び
て
、
 
今
の
 
士
 口
田
 
新
田
の
 
邊
に
 
及
び
し
 
な
る
 

ベ
 
く
、
 其
 
の
 

北
に
 
洲
島
 
あ
り
て
 
之
 
を
 
兵
 
庫
 
島
と
 
呼
び
た
り
 
し
に
 
は
 
あ
ら
 
ざ
り
 
し
か
。
 

か
く
て
 
兵
 
靡
 
島
 
三
 

箇
所
の
 
官
軍
 
引
 
去
 
、9, 足

 
利
 
方
の
 
兵
船
の
 
和
 
田
の
 
御
崎
に
 
漕
ぎ
 
寄
せ
て
 
上
陸
せ
、
 
り
と
の
 
記
事
 



も
 

解
 

せ
ら
る
 

， 
な
 

b
。
 

而
.
 

も
 

其
の
 

地
 

後
世
 

陸
績
 

き
と
な
 

り
、
 

經
 

ケ
島
專
 

ら
兵
 

庫
の
 

島
と
 

し
て
 

知
 

ら
る
、
 

に
 

至
，
.
 

>
 
 

し
も
の
 

に
て
も
 

あ
る
べ
し
。
 

次
に
 

兵
 

庫
 

島
 

三
 

筒
 

所
と
 

あ
 

る
 

三
 

箇
所
 

は
、
 

吾
妻
 

鏡
に
 

所
謂
 

兵
 

庫
三
 

箇
庄
に
 

は
 

あ
ら
ざ
る
 

か
。
 

官
軍
 

兵
 

庫
 

島
 

及
び
 

兵
 

庫
 

庄
に
控
 

へ
 

て
、
 

敵
 

軍
 

の
 

上
陸
 
を
禦
 
ぎ
し
 
に
て
も
 
あ
る
べ
し
。
 

兵
 

庫
の
 

名
義
 

兵
 

庫
 

は
卽
ち
 

武
庫
に
 

し
 

て
、
 

古
 

へ
 

武
庫
と
 

稱
せ
 

し
も
の
 

を
 

後
世
 

其
の
 

文
字
の
 

ま
 

， 
に
、
 

同
 

義
 

に
 

呼
び
 

か
 

へ
 

た
、
 

り
と
の
 

說
 

は
、
 

普
 

通
に
 

世
に
 

信
 

せ
ら
る
 

、
も
の
、
 

如
し
。
 

前
 

引
 

林
 

氏
の
 

本
朝
 

神
社
 

考
に
 

風
土
記
と
 

い
 

ふ
 

も
の
 

を
 

引
き
 

て
、
 

「
武
庫
 

今
.
 

曰，
， 

兵
 

庫
，
」
 

と
 

註
し
た
 

る
が
 

如
 

き
、
 

亦
此
 

の
 

說
 

に
よ
れ
る
 

も
の
 

な
 

る
 

ベ
 

し
。
 

然
れ
ど
 

も
、
 

後
 

の
 

兵
 

庫
 

港
 

は
、
 

も
 

と
 

大
輪
 

田
 

若
し
く
は
 

輪
 

田
と
 

し
 

て
 

知
ら
れ
し
 

所
に
 

し
 

て
、
 

其
 

の
 

以
前
に
 

於
て
 

兵
 

庫
の
 

地
が
、
 

そ
れ
と
 

相
！
 

S
 

び
て
 

別
に
 

其
の
 

西
方
 

に
 

呼
ば
れ
た
-
.
^
 

し
も
の
 

な
ら
ん
 

に
 

は
、
 

兵
 

庫
の
 

名
必
、
 

ず
し
 

も
 

武
庫
の
 

名
に
 

起
因
す
 

と
の
み
 

謂
 

ひ
，
 
き
に
 
以
 
た
り
。
 

兵
 

庫
の
 

名
が
 

古
 

へ
 

兵
器
の
 

倉
庫
 

を
 

置
き
し
 

地
な
る
 

が
爲
に
 

起
れ
、
 

り
と
の
 

說
 

も
、
 

古
 

く
旣
に
 

元
 
祿
の
攝
 
陽
 
群
談
に
 
見
え
た
り
。
 

曰
く
、
 

日
本
書
紀
 

卷
 

第
二
 

十
五
 

云
、
 

孝
 

德
 

天
皇
 

大
化
 

元
年
 

於
，
，
 

g
 

曠
 

之
 

所
，
 

起
 

あ
 

3
 

兵
 

庫
；
 

收
 

「
聚
 

國
郡
刀
 

甲
 

弓
矢
，
 

云
云
。
 

西
 

成
 

郡
長
 

柄
 

豊
骑
宮
 

御
世
 

兵
 

庫
 

を
 

造
る
 

の
 

所
 

也
。
 

因
て
 

兵
 

庫
の
 

號
ぁ
 

り
と
 

第
 

九
窣
ー
 

SI
 

原
 
京

 

 

一
六
 

五
 
 

， 



神
 
戶
市
史
 

s; 錄
 

一 
古
代
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 

云
 
へ
 

1 
六
 

六
 

>9 

と
。
 

大
 

化
の
 

兵
 

庫
が
 

果
し
て
 

此
の
 

地
 

妙
法
 
寺
 
川
の
 
附
近
に
 
兵
 
庫
の
 
設
 
あ
り
 

む
る
 
庄
園
の
 
名
に
 
呼
ぶ
 

に
 
至
，
.
 >  き

と
 

今
 

は
 

天
井
 

川
と
 

合
し
て
 

東
須
 

磨
の
 

地
 

駒
ケ
 

林
の
 

方
面
に
 

流
れ
し
 

も
の
な
る
 

ベ
 

德
 

天
皇
 

大
化
 

元
年
 

襞
內
を
 

定
め
て
 

明
 

方
、
 

山
 

脚
 

海
に
 

向
っ
て
 

延
び
、
 

一
 

の
 

谷
.
 

赤
 

S
 

び
て
 

播
磨
明
 

石
 

郡
 

鹽
屋
の
 

地
に
 

及
 

の
稱
 

あ
，
 

し
 

所
以
 

か
。
 

今
 

阿
波
 

國
那
 

石
 

淸
水
別
 

宫
櫛
淵
 

八
幡
 

神
社
 

あ
 

頗
る
 

攝
播
境
 

上
の
 

其
れ
に
 

似
 

畿
內
の
 

西
口
 

を
扼
 

す
。
 

大
寶
 

律
令
に
 

で
 重
き
 を
 置
か
 れ
た
 
る 所
な
，
 OS き。 

庫
の
 
設
ぁ
、
 り
た
，
 り
と
 
せ
ん
 
は
、
 地
 理
 
に
 

こ )^ 

ナ
 

>9 

に
 

IS 议 
け
ら
れ
 

た
 

て
、
 

地
名
 

是
 

よ
 

、り
 

の 事 は. 信す ベ 

に
 
注
げ
 
ど
 

も
、
 地
 

く
、
 

其
の
 

附
近
に
 

石
の
 

櫛
 

ff
l 

を
 

以
 

旗
 
谷
 ニ
ー
 
 の
 
谷
丄
 
11 

ぶ
"
 

其
の
 

狀
櫛
 

賀
 
郡
に
 
櫛
 
淵
 
あ
 

數
個
 

の
橫
谷
 

相
 

以
て
 

其
の
 

由
來
 

之
 

を
 

攝
津
關
 

と
 

然
 

ら
ば
 

此
の
 

地
 

適
す
と
 

謂
 

ふ
 

ベ
 

ら
し
ゃ
 

否
や
 

は
 

明
 

出 

rev し. 

を き 

S
 

に
 

理
由
 
あ
 

を
 
案
す
 

車
は
存
 

其
の
 

西
 

谷 等、 其 

齒
の
 
》
 - 

古
 

へ
 

び
て
 

山
 

解
す
 

ベ
 

ふ
。
 

長
 

遠
 
か
 
ら
 

な
，
 9。 

な の 

此
の
 

川
 

る
 
に
 

.6 
に
 
眷
 

せ
し
 

も
 

限
 

と
 

な
 

の
他
大
 

ベ
る
 
が
 

石
淸
水
 

S
 

脚
 
其
の
 

し
。
 

こ
、
 

門
閥
と
 

ざ
る
 

妙
 

た
 

其
 

ら
 

さ
る
 

流
域
 

地
 

て 

す- 

、 ス 

>9 

X
 
 

£
 

ち
 

ならん 

西
须
 

數
 

多
の
 

し
。
 

是
 

櫛
淵
庄
 

に
 

斗
 

出
 

に
須
磨
 

共
 
に
 
三
關
 

法
 

寺
川
附
 

の
 
所
在
 
を
 

も
 

古
く
 

方
 
を
 
占
 

法
 

寺
 

川
 

に
 
野
 
田
.
 

か
。
 

孝
 

磨
の
 

西
 

雞
谷
相
 

れ
櫛
淵
 に

 
し
 
て
、
 

し
、
 

地
形
 

關
 
あ
 
り
、
 

に
つ
い
 

近
に
 
兵
 

知る ベ 



き
 

史
料
 

を
關
く
 

を
懷
 

と
す
る
 

の
 

み
 

福
 原
 • 和

 田. 
要
す
る
に
 

¥
 
安
 
朝
 
末
期
よ
，
 

り 
鎌
倉
時
代
 
初
期
に
 
か
け
て
 

は
、
 兵
 
庫
.
 輸
 
田
.
 福
 
原
の
 
三
 
莊
相
拉
 

兵
 庫
 は
も
と
 

各
 別
 地
 

び
て
 
存
せ
 
し
も
の
に
 

し
 
て
、
 福
 
原
 
東
北
に
 

あ
 
b
 
 、
輪
 
田
 
南
に
 

あ
 
り
、
 兵
 
庫
 
は
 
更
に
 
其
の
 
西
に
 
あ
り
 

て
、
 須
 
磨
 
庄
に
績
 
き
し
 
も
の
な
、
 
り
き
。
 

而
 
し
て
 
淸
 
盛
の
 
別
業
 
福
 
原
に
 
あ
 

、. ̂
、
天
 
皇
こ
 

、 
に
 
遷
 

給
 
ひ
し
 
か
 
ば
、
 世
 
に
 
福
 
原
 
遷
都
の
 
稱
 
あ
り
。
 

京
 
城
 
は
 
輪
 
田
の
 
地
に
 
設
計
 
せ
ら
る
。
 

故
に
 
玉
 
葉
 

に
 
之
 
を
 
和
 
田
の
 
都
 
又
は
 
和
 
田
の
 
京
と
 
稱
す
。
 

之
 
を
 
世
に
 
福
 
原
 
京
と
 
稱
 
し
、
 本
 
編
 
亦
 
こ
れ
に
よ
 

れ
 
る
 
は
、
 福
 
原
 
遷
都
の
 
語
に
 
紛
淆
 
し
て
 
誤
れ
る
 

の
 
俗
用
に
 
從
 
へ
る
な
 

り
。
 

後
輪
 
田
庄
 
の
名
廢
 

し
て
 
兵
 
庫
の
 
名
の
 
下
に
 
倂
 
合
せ
ら
 

れ
、
 輪
 
田
 
泊
 
は
 
專
ら
兵
 
庫
 
港
と
 
し
て
 
知
ら
る
 

に
 
及
び
て
、
 

兵
 
庫
三
 
箇
庄
は
 
却
つ
 

て
 
兵
 
庫
の
 
名
 
を
 
失
 
ひ
、
 單
 
に
 
上
 
庄
.
 中
 
庄
卞
 
庄
 
と
し
て
 
呼
ば
れ
、
 
つ
 
ひ
に
 
は
 

其
の
 
名
 
を
の
み
 
存
し
 

て
、
 上
 
中
 
下
の
 
順
序
 
を
顦
倒
 

し
、
 其
 
の
 
指
す
 
區
域
 
も
廣
く
 
他
に
 
涉
、
 
り 

て
、
 全
 

く
 
實
賀
を
 
失
 
ふ
に
 
至
り
し
 
も
の
と
 
解
 
せ
ら
る
 

, 
な
り
"
 

五
、
 

福
 

原
內
裏
 

及
び
 

平
氏
 

別
業
の
 

位
置
 

ひら
 

の 

淸
盛
 
攝
津
卒
 
野
の
 
勝
地
 
を
 
占
め
て
 
遁
世
 
退
老
の
 
幽
居
と
 

な
 
し
、
 終
 
に
 
天
皇
 
を
 
擁
し
 
奉
り
て
 

都
 
を
 
こ
.
^
 
に
遷
 
す
に
 
至
る
。
 

事
情
 
第
 
七
 
章
に
 
述
べ
；
 
- 
る
が
 
如
し
。
 

而
も
 
其
の
 
都
 
城
の
 
經
營
 

第
 

九
 

草
 

福
 

原
 
京
 
 

ニ
ハ
 

七
 



神
 
戶
市
史
 

s: 
錄
ー
 

古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

二
ハ
ヌ
 

は
單
に
 
調
査
の
 
み
に
 
止
ま
 

り
、
 
恐
 
ら
く
 
著
 
手
に
 

も
 
至
ら
 

ざ
，
.
 >
 
 し
も
の
 

、 
如
く
、
 
安
德
 
天
皇
 
は
 
福
 

原
 
御
駐
輦
 
中
の
 
大
部
分
 

を
 

野
な
る
 
淸
 
盛
の
 
邸
に
 
過
ご
 
し
^
ひ
、
 
京
都
 
御
 
S
 
幸
 
前
 
十
 

1 一
 日
 
間
 

を
淸
盛
 
新
造
の
 
邸
に
 
送
、
 り 

給
 
ひ
 
き
。
 

よ
，
.
 
て
前
*
を
本
內
 
裏
 
§
 
吉
.
 本
 
皇
居
 
i
 
 I
"
 
 • 福
 
^
離
宮
 

g
 
玉
 
福
原
宮
 
g
 
き
ぶ
.
 
平
野
 
殿
 
^
 
同
 
な
ど
 

、 
呼
び
、
 
後
者
 
を
新
內
 

さ
.
 福
 

新
 

居
 
g
 
 ，
•
 

福
 
原
 
離
宮
.
 
新
造
 
皇
居
 
g
 
玉
 

• 福
 
原
 
新
造
 
內
裏
 
g
 
师
 
な
ど
、
 

稱
す
。
 

本
內
 
裏
の
 
位
 

本
內
 
裏
な
る
 
淸
盛
 
邸
が
 
卒
 
野
に
 
あ
り
し
 

二. 
と
 
は
、
 淸
 
^
^
の
解
文
に
攝
州
平
野
の
勝
地
を
占
 

0 

め
て
 
遁
世
 
退
老
の
 
幽
居
と
 
な
す
と
 
云
 
ひ
、
 
年
代
 
略
記
に
 
之
 
を
 
平
野
 
殿
と
 
あ
る
に
 

よ
、
 
り
て
 
明
 

な
，
 
0 
と
す
。
 

平
野
 
は
 
今
の
 
奧
卒
 
野
の
 
邊
 
な
り
。
 

H
i
 
村
 
所
 
傅
 
古
條
 
里
圆
に
 
平
野
 
奥
山
の
 
里
 
を
 

示
し
、
 
永
 
祿
の
檢
 
地
 
帳
に
 

は
 
平
野
 
村
と
 
あ
、
 
り
。
 

之
 
を
 
*
 
 
'
野
と
 
稱
 
す
る
 

は
、
 兔
 
i
S
 
邶
 
に
も
 
平
野
 

村
 
あ
る
が
 
故
 
に
.
 そ
 
れ
と
區
 
別
 
せ
ん
が
 
爲
 
に
 
一. 奥」

 の
 
字
を
附
 
し
た
る
な
、
 
り
と
の
 
說
 
あ
れ
 
ど
 

も
、
 旣
 

に
 
慶
 
畢
元
祿
 
の
檢
地
 
帳
に
 

も
 
奥
 
平
野
と
 
あ
れ
 

ば
、
 此
 
の
 
名
稱
の
 
由
來
は
 
更
に
 
古
き
 
も
の
 

な
 
る
 

ひら
 

の 

べ
し
-
 

案
す
 
る
に
 
平
野
と
 

は
 
其
の
 
名
の
 
示
す
 
如
く
 
平
 
ffl な

る
 
野
の
 
義
 
な
 
る
 
ベ
 
く
、
 お
 
奥
 
平
野
 

の
 
村
落
の
 

山
 
脚
に
 
存
 
す
る
 
も
の
 

は
、
 其
 
の
 
形
勢
 

稍
 
 <  當
ら
 
ざ
る
に
 
似
た
、
 
り。 

蓋
し
 
も
と
 
奧
 
平
野
 

に
對
 
し
て
 

口
 
平
野
と
 
も
稱
 
す
べ
 

き
 
平
 
ffi の

 
K
 
域
 
に
、
 淸
 
ffi 

の
 
邸
は
營
 
ま
れ
た
 

し
も
の
 

か
"
 

山
.
 槐
記
治
 
承
 
三
年
 
六
月
 
八
日
 
條
に
、
 頼
 
盛
の
 
宿
所
に
 
注
し
 
て
、
 「去， P 禪

門
 
亭
，
 四
 
五
 
町
、
 騵
 
門
 
被
，
 致，， 其

 



儲
 
沙
汰
；
 

前
 
兵
 
衞
尉
行
 
員
 
爲，， 行

 
事
，
」
 と
 
あ
 
り
。
 

る
賴
盛
 
邸
の
 
事
な
る
 

ベ
 
く
、
 
其
 
の
 
地
 
世
の
 
傳
ふ
 

五
町
の
 
地
と
 
い
ふ
 
も
の
、
 
ほ
ゾ
 
察
す
べ
し
。
 

次
 

に
 
湯
屋
 
あ
る
 
こ
と
 
を
 
云
 
ふ
。
 
攝
津
志
 

に
、
 「
？
 i
 泉
 

年
 
溫
泉
定
 
件
 

一
 
章
，
 j と

 
あ
 
る
 
も
の
 
是
か
。
 

山
槐
 

皇
居
、
 

禪
門
家
 

雪
 

御
所
 

北
 

也」
 

と。
 

雪
の
 

御
所
 

址
 

、
り
と
 
い
ふ
"
 

而
 
し
て
 
是
 
よ
.
.
^
 
北
と
 

は
、
 例
 
の
 
如
 

實
 
東
北
に
 
當
れ
る
 
も
の
な
る
 

ベ
.
 し
。
 
雪
の
 
御
 

四
 
五
町
，
 
溫
泉
 
を
距
る
 

一
 
町
 
許
の
 
地
點
 

は
，
 其
 
の
 

に
し
て
 
確
定
す
 
る
に
 
あ
ら
 
す
ん
 

ば
、
 其
 
の
 
精
密
 

舊
奧
 
平
野
 
村
落
の
 
地
に
 
て
 
は
め
る
 

ベ
 
か
ら
す
 

„ 

北
方
に
 

あ
.
 
9 
し
も
の
 

か
。
 

此
の
 
地
 
稍
：
 
斜
面
 
を
 

の
 

中
 

な
れ
ば
、
 

か
 

の
 

木
の
 

丸
 

殿
 

も
 

か
く
 

や
と
 

中
 

都
の
 
歌
人
の
 
観
察
と
 
し
て
、
 
記
述
 
誇
大
に
 
失
す
 

居
 

が
、
 

山
 

に
 

近
き
 

地
に
 

あ
り
し
 

こ
と
 

を
 

知
る
 

に
 

第
九
箄
 

福
 
原
 
京
 

此
の
 
頼
 
盛
 
宿
所
と
 
稱
 
す
る
 

も
 
の
、
 蓋
 
し
 
荒
 
田
な
 

る
 
八
幡
 
神
社
の
 
附
近
な
 
ら
ん
に
 

は
、
 是
 
よ
り
 
四
 

に
 
同
書
 
同
日
 
條
に
、
 
禪
 
門
の
 
居
 
を
 
去
る
 

一
 
町
 
許
 

故
 

墟
、
 

在
：
 

湊
 

川
 

側
 

石
 

井
 

村
；
 

兵
 

庫
 

民
家
 

藏
，
，
 

慶
 

長
 

元
 

記
 
治
 
承
 
四
 
年
 
十
 

一
 
月
 
二
十
 

二
 
 nz 
條
復
云
 

ふ
、
 「
本
 

は
傳
 
へ
て
 
湊
 
川
.
 石
 
井
川
 
交
會
 
地
の
 
上
方
に
 

あ
 

く
條
 
里
の
 
方
向
に
 
よ
れ
る
 
も
の
 
に
し
て
，
 
其
の
 

所
の
 
東
北
に
 

し
 
て
.
 荒
 
田
な
る
 
頼
 
盛
 
邸
 
を
距
る
 

所
謂
 
雪
の
 
御
 
所
.
 賴
 
盛
 
邸
、
 竝
 
び
に
 
温
泉
の
 
位
置
 

な
る
 
位
置
 
を
 
指
定
す
 

る
 
を
 
得
 
ざ
れ
 
ど
 
も
、
 到
 
底
 

- 
更
に
 

是
 

よ
り
も
 

西
 

南
、
 

舊
 

五
 

郞
 

池
.
 

十
 

郞
 

池
の
 

な
し
て
 
西
南
に
 
開
く
。
 

方
丈
 
記
 
に
、
 「
內
裏
 
は
 
山
 

^
 
樣
變
 
り
て
.
 
憂
な
る
 
方
 
も
 
寿
り
 
き
-
と
 
あ
 
る
 
は
-
 

る
の
 
嫌
な
 
き
に
 
 
あ
ら
ね
 
 
ど
、
 亦
 
以
 
て
 
所
 
謂
 
本
 
皇
 

足
ら
ん
 

か
。
 

ニハ 九 



祌
 
戶
市
史
 

錄
 

一 
古
 
4- 

の
 
兵
 
庫
 
p« 
び
附
近
の
沿
莩
 
 

一
七
 
〇
 

新
 内
裏
の
 
所
 

淸
盛
造
 
營
の
新
 
內
裏
も
 
亦
 
福
 
1
^
 
の
 
地
に
 
あ
り
き
，
 

治
 
承
 
四
 
年
 
十
一
月
 
十
一
 

日
、
 安
 
德
 
天
 
皇
 

在 

本
 
皇
居
よ
り
 

こ
、
 

に
 
移
，
^
 
給
 
ふ
。
 

玉
 
葉
 
同
日
 
條
に
、
 

此
日
遷
 
％
 
新
造
 
人
道
 
相
 
國
家
ー
 
冊
-
職
 ，
，
|
-
 

二
 や
-
五
 
®
-
 

と
 
あ
，
 
es。 

其
の
 
福
 
原
に
 
あ
り
た
 

る
 
二
と
 

は
、
 山
 
槐
記
同
 

月
 
條
に
、
 

二
十
日
 
(
お
 予
參
內
 

丽
德
造
 
@
 

二
十
 
三
 
曰
 
G
)
 傅
 
閡
 
有，， a

 
都
 
事
；
 

出
-
福
 
原
 
皇
.
 居
，
 行
"
 幸
 
前
 
大
 
納
 

：？-a 邦
 
綱
 
卿
 
家
；
 

件
 
所
 
同
 
福
 
原
 

內 也。 @ 

と
 
あ
る
に
 
よ
り
て
も
 
知
ら
る
べ
し
。
 

山
槐
 
記
の
 
著
者
 
中
 
山
 
忠
親
福
 

I
S
 
に
 
於
て
 
邸
宅
の
 
地
 
を
 

給
 
せ
ら
る
。
 

同
年
 
八
月
 
十
二
 
日
條
 

に
、
 

今
日
 
福
 
原
 
賜
&
。
 

皇
居
 
可
，
 被
.
 立
 
之
 
所
 
南
 

一
 
町
 
也
。
 

と
 

あ
り
。
 

皇
居
が
 

福
 

涼
の
 

中
な
 

る
、
 

知
 

る
べ
き
 

の
み
。
 

吉
田
經
 

房
の
 

日
記
 

吉
記
 

同
年
 

十
；
 

月
 

十
一
 
日
條
 

に
，
 本
 
皇
居
よ
り
 
新
內
 
裏
へ
 
遷
幸
の
 
道
筋
に
 
關
 
す
る
 
勘
 
文
 
を
 
記
し
て
 

曰
く
、
 

路
 
御
所
 
南
 
大
路
 
東
 
行
、
 至，， 于

 
東
 
大
 
路
，
 南
 
行
、
 更
 
東
 
行
、
 折
.
 自
，
 東
 
造
 
路
；
 至
-
 于
 
入
道
 
太
 
政
 
大
臣
 
亭
北
 

大
路
，
 
西
 
折
，
 自，， 西

南
 
門
，
 入
 
御
 

J 

雪
の
 
御
所
 

と
。
 

こ
、
 

に
 
入
道
 
太
 
政
 
大
臣
 
亭
と
は
 
蓋
し
 
雪
の
 
御
 
听
の
事
 

か
。
 
淸
盛
 
別
業
 
を
 
內
襄
と
 

し
、
 自
 



己
 

は
 

附
近
な
る
 

雪
 

御
所
に
 

起
臥
せ
 

し
も
の
 

な
る
 

ベ
 

し
。
 

雪
の
 

御
所
 

は
 

本
 

皇
居
の
 

南
に
 

あ
り
 

き
と
い
 

ふ
。
 

こ
、
 

に
 

方
位
 

を
 

云
へ
 

る
 

も
の
 

は
 

亦
す
 

ベ
て
 

條
 

里
の
 

方
向
に
 

よ
れ
る
 

も
の
な
る
 

ベ
 

く
 
 

i
 

ハ
 

の
 

東
行
と
 

は
 

東
南
 

行
、
 

南
 

行
と
 

は
 

西
南
 

行
と
 

し
て
 

今
の
 

地
阖
 

上
に
 

解
す
べ
し
。
 

然
ら
 

ば
 

所
 

謂
 

新
造
 

內
 

裏
 

は
.
 

雪
 

の
 

御
所
の
 

北
に
 

あ
り
し
 

も
の
 

か
。
 

ほ
、
 

V 
今
の
 

湊
山
 

小
學
 

校
の
 

北
方
 

に
當
れ
 

る
に
 

似
た
り
。
 

此
の
 

地
狹
少
 

に
し
て
 

內
 

裏
の
 

所
在
と
 

し
て
 

は
 

適
せ
ざ
る
 

に
 

似
 

た
れ
 

ど
 

も
、
 

も
 

と
く
 

此
の
 

新
造
 

內
 

裏
な
る
 

も
の
 

は
、
 

玉
 

葉
 

所
載
 

,
^
 
 

^
 
 

£
 
 

I
 

月
士
 
 

II
 

田
經
 

房
の
 

言
 

に
、
 

福
 

原
 

如，
， 

只
 

今
，
 

者
 

離
宮
 

也
。
 

明
後
年
 

可
.
 

被
 

..
造，
， 

八
 

省
，
 

云
 

云
。
 

今
年
 

五
節
 

以
前
 

可
 

f
e
J
s
l
i
A
 

居
；
 

是
禪
門
 

私
 

造
作
 

也
。
，
 

彼
 

人
 

移
徙
之
 

後
、
 

可
 

，被
，，
 

借
 

召
，
 

之
 

儀
 

云
云
。
 

卽
件
 

離
宮
 

之
 

傍
 

占
 

1
 

八
 

省
 

之
 

地
；
 

®
 

可
.
 

立
，
，
 

要
 

須
 

之
 

所
 

司
，
 

之
 

跡
 

等
、
 

此
 

離
宮
 

卽
 

可
 

內
 

裏
；
 

於
，
，
 

大
 

內
，
 

者
 

不
，
 

可，
， 

移
 

建
，
 

云
 

云
。
 

件
 

指
 

圖
源
納
 

言
 

造
 

進
 

之
；
 

堀
 

川
 

納
 

言
 

又
 

加，
， 

潤
 

色
，
 

云
 

云
。
 

凡
此
儀
 

不
，
 

能
，
，
 

左
 

右
；
 

非
，
，
 

言
 

語
 

之
 

所
，
 

及
 

歟 

と
 

あ
る
 

如
 

く
、
 

五
 

節
の
 

用
に
 

供
す
べ
く
 

淸
 

盛
が
 

私
に
 

造
作
せ
 

し
も
の
に
 

し
 

て
、
 

す
 

ベ
 

て
 

故
實
に
 

協
 

は
す
 

言
 

語
の
及
ぶ
所
に
ぁ
ら
ざ
h
^
し
も
の
な
，
c
^
し
な
り
。
 

山
槐
 

記
の
 

著
者
 

忠
親
 

此
の
 

南
 

一
町
の
 

所
に
 

邸
宅
の
 

地
 

を
 

給
 

せ
ら
る
。
 

山
に
 

跨
り
し
 

地
 

か
。
 

十
月
 

十
七
 

日
條
 

に
.
 

給
 

地
の
 

山
 

に
 

向
 

ふ
の
 

語
 

あ
り
。
 

而
も
 

其
の
 

地
狹
 

陰
な
，
.
^
 

し
か
 

ば
、
 

家
 

人
 

等
の
 

居
所
と
 

し
て
 

は
 

遠
く
 

輪
 

田
 

第
九
窣
 

福
 

原
 
京
 
 

一 
七
 

1 



神
 

戶
市
史
 

^
 
 

0
 
 

^ 
古
代
の
 

兵
車
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
苹
 
 

1 
七
 

二
 

賴
 

盛
の
 

邸
 

松
原
の
 

地
 
を
 

幸
し
 

給
 

ふ
の
 

忌
の
 

爲
 

な
，
.
^
 

賴
 

盛
の
 

邸
 

ろ
。
 

淸
 

盛
の
 

島
 

御
幸
 

記
 

御
 

申
の
；
！
 

に
 

福
 
原
の
 
中
 

麗
人
の
 

拜
 

と
 

仕
う
 

ま
 

と
 
あ
 
る
 
「
あ
 
し
 

安
德
 

天
皇
 

荒
 

田
 

村
に
 

の
大
納
 

言
 

と
 
あ
り
。
 

以
 

點
定
せ
 

順路、 吉 

し
も
の
 

は
 

初
め
 

別
業
な
 

歸
途
の
 

福
 
一?J^ に

 

御
覽
せ
 

し
け
る
 

つ
ら
せ
 

た
」
 は
 「
あ
 

假
 

皇
居
 

あ
 
り
。
 

、り
。 

事
情
 

以
て
 

見
 

る
 

ベ
 

き
 

な
 

り
。
 

本
 

皇
居
よ
、
 

り 
此
の
 

新
 

記
 

記
す
 

る
 

如
く
ん
 

ば
 

頗
る
 

迂
 

の
 

成
な
 

き
 

に
 

あ
 

ら
 

す
。
 

力 に
 

安
 

德
 

天
 

^
¥
 

入
 

御
 

ま
 

し
 

く
、
 

次
 

で
 

高
 

倉
 

上
皇
の
 

御
所
と
 

る
 

本
 

皇
 

居
 

を
 

距
る
事
 

四
 

五
 

町
、
 

荒
 

田
の
 

地
に
 

あ
，
 

り
し
 

な
 

h.
, 

條
 
に
，
 
 

* 

著
 

か
せ
 

給
 

ふ
。
 
 

<
l
r
 
 

一
口
 

も
 

都
へ
 

疾
く
 

と
、
 

上
 

下
心
の
 

中
に
 

ん
 

と
 

て
.
 

御
 

輿
 

に
 

て
 

此
 

處
彼
處
 

御
幸
 

あ
 

所
の
 

樣
 

作
り
 

も
理
 

と
ぞ
兒
 

ゆ
る
。
 

あ
し
た
と
 

い
ふ
 

賴
 

盛
の
 

家
に
 

て
、
^
 

て
 

御
覽
せ
 

さ
す
。
 

日
暮
れ
て
 

歸
ら
せ
 

給
 

ふ
。
 

ら
 

た
」
 

の
 

M
 
 

M
 

な
 

る
 

ベ
 

し
。
 

兵
 

庫
名
听
 

記
 

に
、
 

。 
街
道
の
 

上
、
 

兵
 

庫
よ
り
 

八
丁
 

計
、
 

福
 

I
S
 

都
遷
、
 

り
の
 

時
 

皇
居
な
 

平
 
頼
 
盛
 
卿
の
 
山
 
庄
の
所
 

也
。
 

て
 

古
く
 

其
の
 

場
所
と
 

傳
 

へ
 

し
 

所
 

あ
、
 

り
し
 

を
 

知
る
 

ベ
 

ぐ
、
 

今
 

の
 

八
幡
 

、、！
 

H 

な よ 

內
 

裏
に
 

遷
 

し
 

方
位
 

禁
 

り
し
と
：
 

高
 

倉
院
嚴
 

S
 
ひ
 
け
 
る
。
 

と-
 

一 ろん
、 

- - - 

る
 
所
 
々
、
高
 -

流
 

儀
 

M
 

な
 

し
 

奉
る
。
 

池
 

神
社
の
 

邊
其
 



れ
な
 

b
 
と
い
 

ふ
。
 
此
の
 
地
 
亦
 
所
謂
 
福
 
原
の
 
中
な
 
卜
-
し
 
事
 
は
、
 山
 
槐
記
治
 
承
 
四
 
年
 
七
月
 
二
十
 
八
 

日
 
條
 
に
、
 「
新
院
 
御
所
 
福
 
原
 
也
」
 と
 
め
る
 

に
よ
.
.
.
'
 
て
 
明
な
 

り
。
 

其
の
 
他
の
 
痛
 

此
の
 
外
敎
 
盛
.
 重
 
衡
.
 盛
 
俊
、
 及
 
び
 
土
 
御
門
 
前
大
納
 
言
 
邦
 
綱
 
等
の
 
邸
の
 
亦
 
此
の
 
地
に
 
あ
り
し
 
事
 

相
の
 
邸
宅
 

當
 
時
の
 
日
記
に
 
見
 
ゆ
 

八
 

日
、
 

高
 

倉
 

上
皇
 

頼
 

盛
 

え
 

た
り
。
 

共
に
 

所
在
 

治
河
亭
 
或
は
 
宇
治
新
 

內
 
裏
よ
，
.
^
 
出
で
.
 

* 
一
 

前
 
よ
 
，9、 若

 
し
く
 
は
遷
 

之
を
詳
 
に
し
 
難
し
。
 

1
0
^
^
 

淸
 
盛
の
 
別
業
 
其
の
 

た
 
り
。
 

攝
 
陽
群
談
 

に
、
 「
湊
 山
の
 
麓
 
夢
 
野
 
村
の
 
績
き
 
に
あ
り
」
 
と
 
云
 
ひ
.
 兵
 
庫
 
名
所
 
記
 
に
、
 「
街
道
よ
 

り
 

山
 
の
 
手
、
 湊
 
山
 
す
 
そ
 
に
 
ぁ
 
..^」と 

云
 
へ
 
ど
、
 斯
 
く
て
 

は
 
本
 
皇
居
 
を
 
雪
の
 
御
所
の
 
北
に
 
あ
り
き
 
と
い
 

ふ
山
槐
 
記
の
 
文
と
 
相
容
れ
 

す
。
 
蓋
し
 
湊
 
川
.
 石
 
井
川
 
交
會
の
 
附
近
に
 
あ
り
し
 
も
の
に
 

て
，
 今
湊
 

山
 
小
 
學
校
內
 

に
 
其
の
 
遺
址
の
 
碑
の
 
建
て
 

る
 
も
 
の
、
 よ
 
し
ゃ
 
中
ら
 
す
と
 

も
 
蓋
し
 
遠
か
ら
 
ざ
る
な
 

第
九
窣
 

福
 

原
 
京

 

 

1 
七
三
 

一 
敎
 
盛
の
 
邸
に
 
は
 
後
白
河
 
法
皇
 
御
す
。
 

重
衡
の
 
宿
所
に
 

は
 
七
月
 
二
十
 

の
 
邸
よ
り
 
遷
り
給
 

ふ
。
 

盛
 
俊
の
 
福
 
原
 
宅
 
は
、
 九
 
月
 
五
日
 

h 從
燒
 
亡
の
 
事
 
見
 

明
な
ら
 

す
。
 

邦
 
綱
の
 
邸
 
は
 
宇
治
 
河
の
 
附
近
に
 
あ
り
し
 

と
 
見
 
え
、
 之
 
を
 
宇
 

亭
 
と
 
云
へ
 

る
 

こ
 
と
、
 前
 
旣
に
 
引
用
せ
 
し
が
 
如
し
。
 

安
 
德
 
天
皇
の
 
還
 
幸
，
 新
 

旦
 
此
の
 
邸
に
 
入
り
 
給
 
ふ
。
 

其
の
 
以
外
 
平
家
の
 

一
門
の
 
人
々
、
 
亦
 
遷
都
 
以
 

都
の
 
後
に
 
於
て
，
 
邸
宅
 
を
 
新
 
都
に
 
有
せ
し
 
も
の
 
多
 
か
り
し
 
な
ら
ん
 

も
、
 今
 

本
 
皇
居
と
 
な
り
し
 
も
の
 
以
外
に
 
雪
の
 
御
所
の
 
あ
り
し
 
こ
と
 
旣
に
 
述
べ
 



礎
石
 諸

 
^
 

と
 
め
 

な
 

る
 

專 ふ- 

然
 
る
 

と
 
あ
 

神
 
戶
市
史
 

先
年
 

其
の
 

な
ら
ん
 

に
 

に
あ
 

b
 
し
 

に
も
 

入
道
 

秋
の
 
浦
の
 

て
、
 

五
條
 

大
 

gJH に i  く 

り
。
 

此
の
 

ベ し。
 

其 

" 
兵
 

庫
 

名
 

に
 

長
 

門
 

本
 

上
 

は
 

島
の
 

• 二
 

位
も
參
 立

 
給
 
ふ
。
 り

 
て
，
 

雪
 

の
 

る ま 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
苹
 

北
方
に
 

當
.
 

>
 
 

て
數
 

多
の
 

巨
石
 

を
發
 

掘
す
。
 

若
し
 

其
の
 

石
 

は
、
 

或
 

は
 

所
謂
 

新
內
ー
 

の
 

S
 

蹟
 

な
る
 

も
の
 

か
。
 

此
の
 

外
に
 

も
の
、
 

如
し
。
 

長
 

門
 

本
：
 

牛
 

家
 

物
語
に
、
 

の
 

立
 

§
a
 

給
 

ひ
し
 

花
見
の
 

春
の
 

岡
の
 

御
 

所
、
 

初
 

昔
 

を
尋
ぬ
 

御
 

所
、
 

K
 

の
 

朝
の
 

萱
の
御
 

所
"
 

の
 

御
 

所
.
 

馬
 

場
 

殿
.
 

泉
 

殿
、
 

1 
一
 

納
 

言
 

の
 

作
 

b
s
 

か
れ
し
 

里
內
 
 

一
 

人
 

々
の
 

家
々
 

に
 

至
る
 

荒
れ
 

は
て
 

、
、
み
す
 

も
 

簾
 

も
な
か
り
 

け
 

り
。
 

文
 

諸
 

本
 

異
同
 

あ
り
。
 

蓋
し
 

語
り
物
と
 

し
て
 

節
 

面
白
く
 

漸
 

の
中
に
就
ぃ
て
後
世
兵
庫
淸
^
^
塔
の
附
近
に
め
：
：
ー
の
御
所
 

所
 

記
 

に
、
 

「
八
 

棟
 

寺
 

東
南
の
 

方
、
 

a
 

殘
れ
.
 

-
。
 

淸
^
 

公
造
 

の
 

御
 

平
家
物
語
に
 

は
、
 

平
家
の
 

一
 

門
淸
 

盛
の
 

墓
に
 

詣
づ
る
 

事
 

を
 

御
所
に
 

入
ら
せ
 

給
へ
 

ば
、
 

月
 

卿
.
 

雲
 

客
 

皆
 

故
 

入
道
の
 

墓
所
へ
 

ら
せ
給
 

ふ
。
 

其
の
 

間
 

主
上
 

を
ば
 

時
忠
卿
 

抱
き
 

奉
り
 

て
、
 

雪
 

1 
七
 

四
 

に
し
て
 

建
築
物
の
 

も
淸
 

盛
の
 

山
 

田
の
 

御
 

の
 
棧
敷
殿
 

で、
 

い 
つ
 

し
 

次
轉
 
訛
せ
 

の
 

遺
蹟
と
 

所
な
，
 

o
」
 

と
 

叙
 
し
 
て
 

* 

參
ら
れ
 

け
 

の
 

御
所
の
 

所- 

力 、 
あ め 

0
 
は
 

，
月
 

見
 

三
年
 

も
 

の
 

ふ
 
を
 

り。 

- 
女
 

ん
道
 

御
所
 

亦
 

此
の
 

地
に
 

あ
 

b
 

し
 

趣
に
 

記
せ
.
 

o。
 

然
れ
 

ど
も
 

こ
 

は
 

長
 

門
 

本
に
 

の
み
 



見
 
ゆ
る
 
こ
と
に
し
 

て
、
 演
 
者
.
 
の
 
誤
解
に
 
基
づ
け
 

る
 
も
の
、
 
固
よ
 

從
 
ふ
べ
 
か
ら
す
。
 

其
の
 
他
の
 

諸
 
書
 
言
 
ふ
と
こ
ろ
 

も
、
 も
 
と
 
語
 
'
物
の
 
事
と
 

て
、
 聽
 
者
の
 
興
 
*
 
を
 
惹
く
を
 
主
と
 
し
た
れ
 

ば
、
 其
 
の
 

文
 
浮
華
 
虛
钸
 
に
充
 
ち
て
、
 
信
じ
 
難
き
 
も
の
 
多
 
く
、
 
其
 
の
 
遺
蹟
 
亦
 

一
 
々
尋
ぬ
 

ベ
 
き
 
に
 
あ
 
ら
 
す
。
 

た
 

ゾ
淸
 
盛
が
 
輪
 
田
 
濱
に
千
 
僧
 
供
養
の
 
佛
 
寺
を
營
 
み
し
 
こ
と
 

も
 
あ
り
て
、
 

こ
 

、 
に
 
何
等
か
の
 
設
備
 

淸
 盛
の
 
墓
地
 
は
あ
り
し
 
な
る
 

ベ
 
く
、
 
淸
 
盛
薨
 
じ
て
 
遺
骨
 
を
 
播
磨
國
 
山
 
田
 
庄
法
華
 
堂
に
 
納
む
 

ベ
 
く
、
 遺
 
言
 
せ
 
し
 

よ
し
 
吾
妻
 
鏡
に
 
見
 
ゆ
 
る
 
山
田
庄
 

は
、
 蓋
し
 
輪
 
田
庄
の
 
誤
傳
 
な
る
べ
く
、
 
S
 
 ̂
 
細
 
*
 
 5
 
 S
 
 S
 
 g
 
前
 

f
v
-
 
遠
 
蓋
し
 

楝
 
寺
に
 
葬
 
b
 
し
も
の
 
な
ら
ん
 

か
。
 
元
亭
釋
 
書
に
 
「
承
 
安
 

一 一
 年
 
十
月
 
十
九
 

日
、
 平
 

^  HI  V 

太
 
師
淸
盛
 

營
-
-
 道
 
場
于
福
 

原
；
 修
，
 一
法
 
華
 
法
，
」
 と
 
あ
 
る
 
も
 
の
、
 蓋
 
し
 
此
の
 
法
 
華
 
堂
 
な
 
る
 
ベ
 
し
。
 

然
 
ら
ば
 

こ
 

， 
に
 
亦
 
別
邸
の
 
存
在
 
を
 
認
め
 
得
べ
 
け
ん
 

も
、
 萱
 
の
 
御
所
 
以
下
の
 
名
當
 
時
の
 
實
錄
に
 

一
 
も
 
見
 

る
 
所
な
 

し
。
 

寺
 山
の
 
傳
說
 

後
世
 
東
 
尻
 
池
な
る
 
寺
 
山
 
を
 
以
て
 
當
 
時
の
 
內
裏
址
 
な
り
と
 
稱
す
。
 

兵
 
庫
 
名
所
 
記
 
以
下
 
記
す
 

る
 
所
 
多
く
 
は
然
 

り
。
 
固
よ
り
 
從
 
ふ
べ
き
 
に
あ
ら
 

す
。
 

こ
.
 
-
に
 
土
壘
の
 
遺
蹟
と
 
見
る
べ
き
 

も
 

の
 
近
年
ま
で
 
存
 
し
た
り
。
 

蓋
し
 
寺
院
 
址
 
若
し
く
は
 
後
の
 
豪
族
の
 
邸
址
 

か
。
 

今
 
之
を
詳
 
に
す
 

ベ
か
ら
 

す
。
 

第
 

九
 

章
 

福
 

原
 
京
 
 

一 
七
 

五
 



神
 
 一 c 
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一 i
 
ハ 



第
 

十
 

章
 

一
 

の
 

谷
の
 

合
戰
 

I
 
 

、 
一
の
 

谷
合
戰
 

以
前
の
 

經
過
 

平
家
の
 

都
 

藩
 

. 
養
 

和
 

元
年
 

閏
 

二
月
 

四
日
 

卒
淸
盛
 

病
み
て
 

京
都
に
 

薨
じ
 

て
よ
 

hv
* 

源
 

氏
 

方
の
 

勢
 

日
に
 

ま
 

す
 

ま
 

す
 

强
 

く
、
 

殊
 

に
 

源
 

義
仲
北
 

國
に
起
 

り
.
 

破
 

竹
の
 

勢
 

を
 

以
て
 

京
畿
に
 

殺
到
 

し
，
 

後
 

白
 

河
 

法
皇
 

宮
中
 

を
 

出
で
 

. -
釵
 

山
に
 

幸
し
 

給
 

ふ
に
 

及
び
て
 

は
、
 

平
 

氏
 

は
も
 

は
や
 

之
に
 

對
抗
 

し
て
 

京
都
 

を
 

保
つ
 

こ
と
 

能
 

は
 

す
、
 

壽
 

永
 

二
 

年
 

七
月
 

二
十
 

五
 

曰
、
 

安
 

德
 

天
皇
 

を
 

擁
し
 

奉
 

b
 
 

、
神
 

器
 

を
 

奉
じ
て
 

西
 

海
に
 

沒
 

落
す
 

る
 

に
 

至
 

れ
 

，.
.^
。 

其
の
 

途
 

中
舊
都
 

福
 

原
 

を
 

過
 

ぎ
 

り
 

て
、
 

淸
 

盛
の
 

墓
に
 

詣
 

で
、
 

過
 

ぎ
し
 

榮
 

華
の
 

蹟
を
 

倔
び
 

て
、
 

二
 
 

> 
に
 

思
 

ひ
 

出
 

多
き
 

一
 

夜
 

を
 

明
か
 

し
、
 

平
 

家
 

全
盛
の
 

最
後
の
 

記
念
た
 

る
 

福
原
內
 

裏
 

を
 

始
 

と
し
 

て
、
 

三
 

年
が
 

間
 

住
む
 

主
 

も
な
 

き
 

卿
相
の
 

邸
宅
に
 

火
 

を
 

放
ち
て
 

之
 

を
 

燒
き
拂
 

ひ
、
 

海
 

に
 

浮
 

び
て
 

一
旦
 

太
宰
府
に
 

赴
け
 

り
。
 

こ
.
'
 

に
 

於
て
 

後
白
河
 

法
皇
 

は
、
 

八
 

月
 

六
日
 

勅
し
て
 

前
內
 

大
臣
 

平
宗
盛
 

以
下
の
 

官
爵
を
 

削
，
.
^
、
 

二
十
日
 

皇
孫
 

尊
 

成
 

親
王
 

を
 

皇
太
子
と
 

し
、
 

卽
 

日
 

閑
 

院
に
踐
 

肺
せ
 

し
め
 

給
 

ふ
。
 

之
 

を
 

後
鳥
羽
 

天
皇
と
 

な
す
。
 

然
る
に
 

此
の
間
 

京
都
に
 

あ
り
て
 

は
、
 

義
 

仲
 

勢
に
 

乘
 

第
十
箄
 

一 
の
 

谷
の
 
合
戰
.
 
 

ー
ヒ
七
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

1 セ
^
<
 

じ
て
 

粗
暴
の
 

行
 

多
 

く
、
 

兵
 

土
 

亦
往
々
 

狼
藉
の
 

擧
動
 

あ
，
 

-
、
 

上
下
 

之
に
 

苦
し
 

み
、
 

密
 

か
に
 

頼
 

朝
の
 

來
 

^
て
 

之
 

を
 

除
か
ん
-
一
と
 

を
 

希
望
す
 

る
に
 

至
る
。
 

十
一
月
 

十
九
 

日
 

義
仲
叛
 

し
 

て
、
 

天
 

皇
 

及
び
 

法
 

皇
の
 

御
し
 

給
 

ふ
 

法
 

住
 

寺
 

殿
 

を
 

犯
し
 

舉
 

、
火
 

を
 

放
ち
て
 

之
を
燒
 

く
。
 

賴
朝
報
 

を
 

間
い
て
 

義
仲
 

を
 

討
た
ん
 

と
す
。
 

義
仲
 

遂
に
 

法
皇
に
 

逼
 

り
て
 

頼
 

朝
 

W
 

伐
の
 

院
宣
 

を
 

請
 

ふ
。
 

十
二
月
 

頼
 

朝
 

弟
 

範
 

頼
.
 

義
 

經
 

を
 

遣
 

は
 

し
、
 

大
 

Sa
f 

を
 

率
ゐ
て
 

京
都
に
 

逼
 

る
-
 

其
の
 

勢
 

六
 

萬
と
 

號
 

す
。
 

翌
元
曆
 

元
年
 

正
月
 

十
六
 

日
、
 

東
 

軍
 

進
ん
で
 

近
 

江
に
 

到
る
。
 

義
仲
之
 

を
 

防
ぐ
 

能
 

は
す
。
 

二
十
日
 

義
經
 

遂
に
 

宇
 

治
の
 

防
禦
 

を
 

破
り
て
 

京
都
に
 

入
 

b
 
 

、
範
 

賴
亦
勢
 

多
に
 

逼
 

り
、
 

義
 

仲
 

遂
に
 

粟
 

に
戰
 

死
す
。
 

平
家
 

逆
錢
の
 

か
く
 

源
氏
が
 

內
 

紅
に
 

日
 

を
 

送
る
 

間
 

に
、
 

平
 

氏
 

は
 

九
州
に
 

あ
り
て
 

次
第
に
 

其
の
 

勢
を
恢
 

a
 

し
.
 

形
勢
 

壽
永
ニ
 

年
 

十
月
 

鎭
西
 

を
發
 

し
、
 

行
 

宮
を
 

讚
岐
屋
 

島
に
 

造
、
 

り
て
 

之
に
 

據
る
。
 

四
 

國
の
諸
 

士
應
す
 

も
も
の
 

多
し
。
 

か
く
て
 

関
 

十
月
 

朔
 

日
に
 

は
、
 

義
 

仲
の
 

兵
と
 

備
中
水
 

島
に
 

戰
 

ひ
て
 

之
 

を
 

破
 

，0
、 

漸
 

く
播
磨
 

以
西
の
 

地
を
狗
 

へ
、
 

義
仲
敗
 

死
の
 

後
 

六
 

曰
 

、
卽
 

ち
 

元
 

磨
 

元
年
 

正
月
 

二
十
 

六
日
 

を
 

以
て
 

屋
 

島
 

を
 

發
 

し
、
 

攝
 

州
 

福
 

原
 

を
 

一
 

旦
 

の
根
據
 

地
と
 

し
 

て
、
 

漸
 

く
 

京
都
に
 

逼
 

ら
ん
と
 

す
る
 

の
 

勢
 

を
 

示
す
。
 

こ
 

、 
に
 

於
て
 

か
 

一
 

の
 

谷
の
 

合
戰
 

あ
，
 

os
。 

二
、
 

一
の
 

谷
 

合
戦
の
 

槪
況
 



所
謂
 

一
の
 

谷
 

壽
永
ニ
 

年
 

十
二
月
 

二
十
.
 

曰
義
 

仲
の
 

粟
津
に
 

敗
 

死
す
 

る
 

や
、
 

範
賴
.
 

義
經
留
 

つ
 

て
 

京
都
に
 

め
り
。
 

更
に
 

}
^
 

家
 

追
討
 

使
と
 

し
て
 

西
 

國
に
向
 

ふ
。
 

二
月
 

初
 

平
氏
 

は
 

旣
に
大
 

軍
 

を
 

福
 

原
.
 

兵
 

庫
の
 

地
に
 

集
中
し
 

て
、
 

其
 

の
 

勢
 

二
 

萬
、
 

或
 

は
 

六
 

萬
、
 

或
 

は
 

十
 

萬
な
 

ど
、
 

稱
 

せ
ら
る
。
 

乃
ち
 

生
 

田
 

を
 

東
門
と
 

し
，
 

1
 

の
 

谷
 

を
 

西
 

門
と
 

し
、
 

防
 

備
を
嚴
 

に
し
て
 

之
 

を
 

守
る
。
 

此
の
 

時
 

安
德
 

天
皇
 

は
な
 

ほ
，
 

船
に
 

御
し
 

て
 

輪
 

田
の
 

泊
に
 

あ
り
。
 

蓋
し
 

事
 

匆
卒
に
 

出
で
.
 

-、
 

陸
上
 

未
だ
 

天
皇
 

を
 

容
れ
舉
 

る
べ
き
 

宮
殿
の
 

設
 

備
 

な
 

き
 

と
、
 

萬
 

一
の
 

際
に
 

於
け
 

る
 

進
 

返
の
 

便
 

を
 

顧
慮
せ
 

し
と
の
 

爲
 

な
ら
ん
。
 

か
く
て
 

範
賴
 

は
 

山
陽
 

街
道
に
 

よ
 

り
、
 

S
 

陽
 

野
 

を
經
て
 

直
ち
に
 

生
 

田
に
 

向
 

ふ
。
 

其
の
 

勢
 

五
 

萬
 

騎
、
 

或
 

は
 

五
 

萬
 

六
 

千
餘
 

騎
と
號
 

す
。
 

義
經
は
 

道
 

を
迂
囘
 

し
て
 

丹
 

波
路
に
 

出
で
、
 

播
 

磨
よ
り
 

一
 

の
 

谷
に
 

向
 

ふ
。
 

其
 

の
 

勢
 

一
 

萬
 

騎
、
 

或
 

は
 

二
 

萬
 

騎
と
稱
 

す
。
 

七
日
 

卯
の
 

刻
 

を
 

期
し
て
 

東
西
よ
，
.
^
 

之
 

を
夾
擊
 

せ
ん
と
 

す
る
な
，
 

o。
 

此
の
間
 

法
皇
 

は
、
 

六
 

日
 

修
理
 

權
大
夫
 

を
し
て
 

書
を
宗
 

盛
の
 

許
に
 

送
ら
し
 

め
、
 

和
 

平
 

の
 

St
s 

を
講
 

せ
ん
が
 

爲
 

に
、
 

八
 

日
 

京
 

を
 

出
で
 

御
 

使
と
 

し
て
 

福
 

原
に
 

下
向
す
 

ベ
 

き
に
 

よ
 

り、
； 

W
 

ハ
 

の
 

勅
答
 

を
 

奉
 

b
 

て
 

京
都
に
 

歸
參
 

す
る
 

迄
 

は
、
 

狼
 

藉
 

あ
る
 

ベ
 

か
ら
ざ
る
 

の
 

由
關
東
 

武
士
に
 

も
 

命
じ
 

た
 

れ
 

ば
、
 

平
 

氏
の
 

軍
に
 

も
 

其
の
 

旨
 

を
 

仰
せ
 

合
 

ま
し
む
べ
し
 

と
の
 

事
 

を
 

告
げ
し
 

め
 

給
 

ふ
。
 

蓋
し
 

平
氏
 

を
し
て
 

其
の
 

心
 

を
 

緩
め
し
 

め
 

給
 

は
ん
と
の
 

術
策
に
 

出
で
 

給
 

ひ
し
 

も
の
 

か
。
 

然
れ
 

ど
も
 

源
 

軍
 

漸
く
 

其
の
 

境
に
 

逼
れ
る
 

を
 

以
て
、
 

平
氏
 

亦
 

之
が
 

防
禦
の
 

備
を
 

怠
ら
 

す
、
 

是
 

よ
，
，
 

>
 
 

先
 

旣
に
平
 

第
 

十
 

章
 

一
の
 

谷
の
 
合
戦
 
 

一
七
 

九
 



神
 
戶
市
史
 

^
錢
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

-
A
O
 

資
 
f
 
有
 
盛
.
 師
 
盛
 
等
 
を
 
し
 
て
.
 義
 
經
の
 
軍
を
播
 
磨
の
 
三
 
草
.
 H
 
に
邀
へ
 

と
號
 
す
。
 

五
日
 
戌
の
 
刻
 
義
經
の
 
軍
 
亦
 
こ
 

に
 
到
 
著
し
、
 
兩
 

山
 
を
 

の
-
^
 
義
經
 
不
意
に
 
起
り
 
て
 
平
 
軍
 
を
襲
槃
 

し
，
 
平
 
tsf 忽

ち
 
破
れ
 

て
、
 K
 

六
日
 
拂
曉
 
義
經
は
 
其
の
 
軍
 
を
兩
分
 

し
、
 其
 
の
 
大
部
 
を
 
土
 
肥
 
K
 
平
に
 

を
 

一
 
の
 
谷
に
 
向
 
は
し
 

め
、
 自
 
ら
 
精
兵
 
を
 
提
げ
て
 

問
 
道
よ
 
、
り
轔
 
越
に
 

と
號
し
 
或
は
 
七
 
千
と
 
號
す
。
 

嶮
 
路
を
蹈
 
破
し
て
 
敵
の
 
背
後
に
 

出
 

早
旦
、
 
義
經
 
麾
下
の
 
勇
士
 
熊
 
谷
 
直
實
.
 
平
山
季
 
重
 
等
，
 衆
に
 
先
 
だ
 
つ
 
て
 

源
氏
の
 
先
陣
た
 

る
 
名
吿
を
 
揚
げ
て
 
戰
鬬
こ
 

， 
に
 
開
か
 

れ
、
 柬
 
西
 
の
 

に
 
殺
到
 

し
、
 平
 
軍
よ
 

く
 
之
 
を
 
防
 
ぎ
 
て
、
 勝
 
敗
の
 
數
 
未
だ
 
明
か
な
ら
 

ざ
 

逆
落
し
、
 

て
.
 火
 
を
 
平
 
軍
の
 
營
に
 
放
つ
 

に
 
及
 
び
、
 突
 
搫
功
を
 
奏
し
て
 

ら
 

す
、
 

東
 

西
の
 

守
備
 

忽
ち
 

破
れ
て
、
 

通
 

碰
.
 

忠
 

度
.
 

經
 

俊
.
 

知
 

章
.
 

敦
 

盛
.
 

業
 

^
 

士
の
戰
 
死
す
 

る
 
も
の
 
甚
だ
 
多
し
。
 

か
く
て
 
重
 
衡
は
捕
 

へ
ら
 

れ
、
 宗
 

ん
で
屋
 
島
に
 
逃
る
。
 

鬬
戰
 
僅
に
 

二
 
時
間
に
 
充
 
た
す
。
 

こ
れ
 
を
 
世
 

其
の
 
戰
鬭
 
の
經
 
過
に
 
就
い
て
 

は
、
 世
 
の
傳
 
ふ
る
 
所
少
 
か
ら
 
ざ
れ
 
ど
 

て
喂
々
 
す
る
 
の
み
に
 

し
 
て
、
 信
 
す
べ
き
 
も
の
 
少
 
く
、
 其
 
の
 
推
移
の
 
委
 

し
む
。
 

其
の
 

勢
 

七
 

千
餘
骑
 

夾
 
み
て
 
東
西
に
 
陣
す
。
 

其
 

^
a
-
仃
盛
等
讚
岐
 

に
 
走
 
る
。
 

附
 

し
て
 

播
磨
路
 

よ
り
 

海
岸
 

向
 

ふ
。
 

其
の
 

數
 

或
は
 

三
千
 

で
ん
と
 
す
る
な
，
 
o。 

七
 
cd 

道
よ
，
 
0 

一
 
 の
 
谷
に
 
向
 
ひ
、
 

兩
軍
 

一
時
に
 

生
 

田
 

二
の
 

谷
 

り
し
が
、
 

義
經
の
 

兵
 

耱
越
を
 

平
 
軍
 
策
の
 
出
 
づ
る
所
 

を
 
知
 

. 盛
 
俊
.
 經
 
f
 
師
盛
 
等
，
 
一
 
族
將
 

盛
 

天
皇
 

を
 

奉
じ
て
 

海
に
 

浮
 

に
 

一
 
の
 
谷
の
 
合
 
戰
と
稱
 

す
。
 

も
、
 

多
く
 

は
 

逸
話
 

を
 

誇
張
し
 

曲
 
を
 
知
る
 
能
 
は
す
。
 

よ
り
 



諸
 書
の
 
傳
ふ
 

る
兩
 
軍
の
 
兵
 

數 

源
 軍
 

て
 
今
 
は
 
多
く
 
省
略
に
 
從
ふ
。
 

但
 
其
の
 
兵
數
 
如
何
に
 

至，..^ 
て
は
單
 

を
 
羅
列
す
 
る
の
 
み
に
 
て
 
は
、
 到
 
底
 
其
の
 
眞
相
を
 
窺
知
す
 

る
 
こ
と
 
能
 

の
實
錄
 
記
す
 

る
 
所
に
 
基
づ
き
 

て
、
 其
の
 
槪
要
 
を
の
み
 
に
て
も
 
觀
察
 

に
 
前
記
の
 
如
き
 
誇
張
の
 
數
 

は
ざ
る
 
が
 
故
 
に
 、
暫
 
く
 
當
 
時
 

せ
ん
と
す
。
 

の
 
谷
 
合
戦
に
 
於
け
 
る
兩
 
軍
の
 
兵
數
 
推
測
 

1
 
の
 
谷
，
.
 合
戦
に
 
參
 
加
し
た
 

る
所
甚
 
し
く
 
誇
大
に
 
失
せ
 

る
 

の
 
記
す
 

る
 
所
に
 
比
し
て
、
 
其
の
 

取
沙
汰
せ
ら
れ
 

た
る
 
所
に
.
 
て
 

三
千
 
騎
と
 
計
算
せ
ら
れ
 

た
，
.
^
 

家
の
 
軍
 
二
 
萬
騎
云
 

云
、
 官
軍
 
僅
 

に
分
屬
 
せ
し
め
 
た
れ
ば
 
二
 
方
 

を
 
吾
妻
 
鏡
の
 
範
賴
軍
 
五
 
萬
 
六
 

三
 
十
分
 

一
 
に
 
過
ぎ
ざ
る
 

な.... 

て
 
虛
勢
を
 
張
れ
る
 

の
 
報
告
に
 

第
十
窣
 

一 
の
 
谷
の
 
合
戰
 

る
 
源
平
 
雨
 
軍
の
 
兵
 

の
 
嫌
 
あ
，
.
^
。
 

之
 
を
 

差
 
あ
ま
，
.
^
 
に
 
著
し
 

は
、
 

源
 

氏
の
 

軍
 

は
 

平
 

し
も
の
、
 

如
し
，
 

に
 
二
.
 三
千
 
騎
云
 
云
 

僅
に
 

丁
 
二
 
千
騎
に
 

千 餘 騎、 義 經軍ニ 

蓋
 

し
 

吾
妻
 

鏡
の
 

基
づ
け
 

る
 
も
の
な
 

び
 
平
家
物
語
 
諸
 
本
 

る
 
藤
 
原
 
兼
 
實
の
日
 

數
は
、
 

吾
妻
 

鏡
 

及
 

當
 
時
の
 
實
錄
な
 

き
も
の
 
あ
る
 

を
 
見
る
。
 

當
時
 
京
都
 

に
 
比
し
 

の 

1  一一 一 £1 

氏
の
 
軍
に
 
比
し
て
 
遙
に
少
 

く
、
 其
 
の
 

玉
 
葉
壽
永
 
三
年
 
g
 
1
^
 暦
 
二
月
 
六
日
 
條
 

と
 
あ
，
 
9
。
 
而
も
 
そ
れ
 
を
 
範
賴
.
 
義
經
の
 

過
 
ぎ
 
や
 
と
、
 其
 
の
 
四
日
 
條
に
 
見
え
た
 

b
 

萬
 
餘
騎
と
 

い
 
ふ
に
 
比
す
れ
 

ば
、
 實
 
に
 
其
 

記
事
 
は
 
殊
更
に
 
之
 
を
 
誇
張
し
て
，
 
敵
に
 

る
 
ベ
 
く
、
 之
 
に
反
し
て
 
玉
 
葉
 
は
 
平
 
軍
の
 

1 
ス
 

1 

^
 

ふ
 

玉
 

葉
 於
て
 

大
約
 

にポ 

兩
將
 - 

之
 

の
 
二
.
 

京
都
 



褛
越
 
逆
落
し
 

の
兵
數
 

神
 

戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 

逼
 

ら
ん
と
 

す
る
 

形
勢
に
 

聞
き
 

怖
ぢ
 

し
た
る
 

堂
上
 

衆
の
 

觀
 

疑
な
 

き
に
 

あ
ら
ね
 

ど
 

も
，
 

義
 

經
の
丹
 

波
路
 

迂
：
 

1：
 

の
 

Bs
f 

が
、
 

四
 

で
 

、
、
困
難
な
る
 

道
路
 

を
 

遠
く
 

西
に
 

迂
囘
 

し
、
 

途
 

中
 

三
 

草
 

山
 

し
て
 

明
 

石
よ
り
 

一
 

の
 

谷
に
 

向
 

ひ
.
 

七
 

："
 

未
明
の
 

開
戦
に
 

問
 

到
底
 
多
數
の
 
騎
兵
 
を
 
引
率
し
た
.
^
 
し
も
の
と
 

は
 
信
じ
 
難
 

玉
 
葉
の
 
說
 
は
む
し
ろ
 
信
に
 
近
き
 
を
 
思
 
は
す
ん
 

ば
 
あ
ら
 
ざ
 

る
 

所
、
 

往
 

々
山
間
の
 

隘
路
 

を
經
由
 

す
、
 

必
 

す
單
列
 

縦
隊
の
 

行
 

數
千
 
乃
至
 
數
 
萬
の
 
兵
 
あ
.
^
 
き
と
 
想
像
す
 

る
 
を
 
得
ん
 

や
。
 

次
に
 

義
經
が
 

途
中
よ
り
 

精
兵
 

を
選
拔
 

し
て
 

®
 

越
の
 

間
道
 

は
 

或
は
 

三
千
と
 

云
 

ひ
、
 

或
は
 

七
 

千
と
 

い
ふ
。
 

其
の
 

i
l
 

越
 

の
 

後
 
文
に
 
詳
細
 
之
 
を
 
辯
 
や
べ
 
き
も
"
 
づ
れ
 
に
し
て
も
 
其
の
 

し
 

事
 

を
 

疑
 

は
す
。
 

如
何
に
 

義
經
 

冒
險
を
 

試
み
た
 

り
と
 

兵
 

を
、
 

不
 

知
案
內
 

な
る
 

難
所
に
 

向
 

は
し
む
べ
き
 

に
あ
ら
 

ざ
 

此
の
 
時
義
經
 
僅
に
 
七
十
 
騎
を
 
引
率
し
て
、
 
此
の
 
別
路
に
 
向
へ
 

の
 
懸
隔
 
あ
ま
り
に
 
甚
 
し
き
に
 
過
ぐ
 
る
が
 
如
き
 

も
、
 事
 
淸
 
を
 

の る ぞ クし の 

曰 の 

な
 
れ
 
ば
、
 共
 

に
大
 

江
山
 

る 

3. 

め
 
ひ
 

な
 
り
 

な
 
ら
 

所 る 

た
 

る
 

に
 
源
 

》 
此
 

さ
 
る
 

向
 

へ
 

在
 
に
 

筋
が
 

る
 
も
 

な
 
ゥ
 

r と
 

な
 

案
す
 
る
 

1 
八
 

二
 

に
 
具
 
相
 
を
 
得
ざ
る
 

舶
 

f
 

頻
.
^
 

の
邊
.
 

ど
 

ち
、
 

更
に
 

播
磨
を
 

南
 

の
 
行
動
に
 
徵
 
す
る
 

氏
の
 
兵
 
勢
 
を
 
見
た
 

の
 
行
義
經
 
軍
の
 
過
 

ベ
か
ら
 
す
 

j 
如
何
 

る
 
も
 

き 

の
、
 

諸
 

本
 

平
家
物
語
 

て
 
は
 
疑
問
 
あ
 
り
、
 更
 

急
峻
な
 

る
 

山
間
の
 

隘
路
 

_ 到
 

底
斯
く
 

の
 

如
き
 

多
數
 

然
る
に
 
吾
妻
 
鏡
 
に
 
は
、
 

す
。
 

最
れ
 

亦
兩
者
 

言
 

ふ
 

に
.
 

む
し
ろ
 

後
者
の
 

報
吿
 



の
從
 
ふ
べ
き
 

を
 
信
せ
 
や
ん
 
ば
 
あ
ら
や
。
 

當
 
時
の
 
戰
颺
の
 
狀
態
を
 
見
る
 

に
 、
一
の
 
谷
の
 
城
 

口
 

に
 
向
っ
て
 
先
登
の
 
高
名
 
を
 
名
 
吿
れ
る
 
熊
 
谷
.
 平
 
山
の
 
父
子
 
主
 
從
の
如
 

き
、
 僅
 
に
 
數
騎
を
 
以
て
 
城
 

門
に
 
突
入
 

し
、
 平
 
軍
 
亦
 
之
に
 
應
じ
 
て
、
 僅
 
に
 
二
十
 
騎
を
 
以
て
 
是
と
戰
 
鬭
を
交
 

へ
 
た
り
し
 
な
 
り
。
 

. 

さ
れ
ば
 
義
經
が
 
七
十
 
騎
の
精
 
«
 
不
意
に
 
急
坂
 
を
驅
せ
 
下
り
 

て
、
 敵
 
營
を
 
脅
か
す
 

に
 
於
て
 

は
、
 猿
 

狽
 
し
た
る
 
平
 
軍
 
は
 
彼
の
 
富
士
川
の
 
水
禽
に
 
驚
き
た
り
 

し
 
過
去
の
？
 
g
 
亂
を
 
再
び
し
て
.
 
敵
の
 
後
 

續
の
 
兵
の
 
多
寡
 
を
 
顧
慮
す
 
る
の
 
暇
 
も
な
 

く
、
 營
 
中
 
忽
ち
 
亂
れ
 
立
ち
て
 
例
 
へ
 
ば
將
卷
 
倒
し
 
を
 
見
 

る
が
 

如
 

く
、
 

眛
 

方
の
 

混
亂
は
 

更
に
 

次
の
 

眛
 

方
の
 

營
を
亂
 

し
、
 

遂
 

に
 

全
 

城
 

中
の
 

大
混
 

亂
を
爲
 

す
に
 

至
る
 

ベ
 
き
 
は
 
想
像
す
 

る
 
に
 
難
か
ら
 
ざ
る
な
 

り
。
 

此
の
 
源
 
軍
に
 
對
 
す
る
 
平
 
軍
の
 
數
は
 
果
し
て
 
何
程
な
 
り
し
 

か
。
 
平
家
物
語
 
諸
 
本
の
 
六
 
萬
と
 

云
 

ひ
 

十
 

萬
と
 

い
ふ
 

も
 

の
、
 

囿
 

よ
り
 

以
て
 

從
 

ふ
べ
き
 

に
あ
ら
 

す
。
 

玉
 

葉
に
 

は
 

源
 

軍
の
 

一 
一
-
三
 

千
 

騎
 

と
 

云
 

ふ
に
 

對
し
 

て
、
 

當
 

時
の
 

平
 

軍
 

を
 

二
 

萬
騎
と
 

計
算
す
。
 

然
れ
 

ど
も
 

こ
れ
 

亦
 

平
 

軍
 

入
洛
の
 

風
 

說
に
 

畏
怖
し
 

て
、
 

「
天
下
 

の
 

大
事
 

大
略
 

分
 

明
」
 

な
 

ど
 

, 
憂
慮
せ
 

る
當
 

時
の
 

堂
上
 

衆
 

間
の
 

取
沙
汰
と
 

し
 

て
.
 

必
 

す
し
 

も
 

其
の
 

ま
 

， 
に
 

は
從
ふ
 

ベ
 

き
に
 

あ
ら
す
。
 

平
 

軍
に
 

於
て
も
 

亦
 

必
す
虛
 

勢
 

を
 

張
 

b
 

て
、
 

敵
 

を
威
壓
 

す
べ
 

く
 

其
の
 

優
勢
 

を
宣
傳
 

し
た
り
し
 

も
の
な
る
 

ベ
 

け
れ
 

ば
、
 

其
 

の
稱
道
 

せ
ら
 

る
、
 
兵
 
數
に
は
 
多
大
の
 
割
引
 
あ
る
 
こ
と
 
を
覺
 
悟
せ
 
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
 

な
り
。
 

平
家
 
正
月
 
二
 

第
十
窣
 

一 
の
 

谷
の
 
合
戦
 
 

1 
八
 

三
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
ー
 

古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

：1 八
 四
 

十
六
 
日
に
 
軍
船
に
 
乘
 
じ
て
 
屋
島
を
 
出
 

陸
上
 
之
 
を
 
收
容
す
 

ベ
 
き
の
 
兵
舍
 
あ
る
 

し
 

•、
 

程
 

な
れ
 

ば
、
 

之
 

を
 

兵
士
 

輸
送
の
 

上
 

さ
る
 
多
 
數
の
兵
 
あ
る
 

ベ
 
か
ら
ざ
る
 

な
 

も
の
 

甚
 

多
し
。
 

吾
妻
 

鏡
の
 

記
す
 

る
 

源
 

九
 

人
 

梟
 

首
、
 

其
 

の
外
誅
 

戮
千
餘
 

輩
に
 

及
 

將
分
 
以
外
 
梟
首
 
者
 

一
 
千
餘
 
人
と
 
あ
る
 

疑
 は
あ
り
と
 す
る
 
も、 決 し

て
 實
數
ょ
 

役
の
 

早
 

軍
の
 

斬
 

獲
 

は
大
約
 

一
 

千
 

以
上
 

條
の
 
記
す
 

る
 
所
に
 
よ
れ
 

ば
、
 平
 
氏
讚
岐
 

の
 
中
に
は
 
三
 
草
よ
，
 

逃
れ
 
歸
 
り
た
る
 

騎
に
加
 

ふ
る
に
 

一
 

の
 

谷
 

役
の
 

戦
死
者
 

b 

き
と
 

謂
 

は
ざ
る
 

ベ
か
ら
 

す
。
 

然
 

れ
 

ふ
の
 

烏
 

合
の
 

衆
な
 

り
し
 

も
の
な
る
 

ベ
 

亦
 
必
す
多
 
か
り
し
 
な
る
 

ベ
 
く
、
 之
 
を
 
總
 

で
、
 

海
 

上
少
 

く
も
 

二
日
 

を
 

要
し
て
 

福
 

原
に
 

著
 

な
 

く
、
 

天
 

皇
 

な
ほ
 

船
 

上
に
 

御
し
て
 

輪
 

田
の
 

泊
 

よ
、
 

り
考
 

ふ
る
 

も.
 

は
 

た
 

糧
食
の
 

供
給
に
 

徵
す
 

--
。 

一
 

の
 

谷
の
 

合
 

戰
平
軍
 

大
敗
し
て
 

殺
傷
 

S
0
 

は
」
 

お
 

i
L
i
s
 

へ—
， 

S
L
 

報
 

_ 吿
 

ぶ
と
 

あ-
 

、り
。 

十
五
 

日
 

r
f
z
 

此
の
 

報
告
に
 

り
少
，
 I？ も

の
に
 
て
 
は
 

に
て
 
は
 
あ
る
べ
 
か
ら
 

八
 

島
に
 

歸
 

住
す
 

其
 

の
 

有
 
盛
.
 資
盛
 
等
の
 
兵
 
も
 

一
 
千
 
を
 
以
て
す
れ
ば
"
 

ど
も
 

當
 

時
の
 

情
勢
 

を
 

け
れ
ば
，
 

此
の
際
 

罕
軍
 

數
の
約
 

半
数
に
 

達
せ
 

鎌
 

倉
に
 

達
せ
る
 

報
吿
 

見
え
た
 
る
數
 

は
、
 よ
 
し
 

あ
る
べ
 
か
ら
す
-
 

さ
 

す
。
 

而
 

し
て
 

玉
 

葉
 

二
 

勢
 

三
千
 

騎
許
 

云
云
と
 

あるべし。 然 らば 

當
 

時
の
 

平
 

軍
 

僅
 

に
 

四
 

考
 

ふ
る
 

に、
 

軍
の
 

多
數
 

の
 

大
敗
 

を
 

見
て
 

5?
」 

散
 b と 見れ

 ば、 當時
 一 

く
。
 

而
も
 

に
 

ま
し
 

丄，
 

6 

る 
も、
 

到
 

0
 

せ
ら
る
、
 

は
、
 

大
將
軍
 

に
 

も，
 

亦
大
 

や
 

誇
張
の
 

れ
ば
 

此
の
 

月
 
十
九
 

日
 

あ ，9。
 

此 

此
の
 
三
千
 

千
內
 

外
な
 

は
 
勢
に
 
從
 

せ
し
 

も
の
 

の
 

谷
 

籠
城
 



兩
 軍
の
 
資
數
 

1 の
 谷
 合
戦
 

史
料
の
 

IS は 値
 

の
 
平
 
軍
 
は
 
大
約
六
 
七
 
千
 
な
、
 
り 

き
 
と
 
計
算
 
せ
ら
る
 

、 
な
.
^
 

一 

之
 
を
 
要
す
る
 

に
、
 世
 
の
 
傳
 

底
從
ふ
 

ベ
 
き
に
 
あ
ら
す
。
 

經
の
 
手
に
 
馬
し
て
 
搦
手
に
 

の
 
約
 
二
 
千
騎
、
 
更
に
 
義
經
の
 

あ
る
 

ベ
 
か
ら
ざ
る
 

な
-
^
。
 

四
、
 

ふ
る
 
源
平
 
兩
 
軍
の
 
兵
數
は
 
何
れ
 
も
.
 誇
 
張
甚
 
し
き
 

其
の
 
實
數
は
 
平
 
軍
 
大
約
六
 
七
 
千
 
騎
、
 源
 
軍
 
大
約
三
 

向
へ
 
る
 
も
の
 
約
 
一
千
 
騎
、
 範
 頼
の
 
手
に
 
馬
し
て
 
大
 

選
拨
 

し
て
 

鵜
 

越
に
 

向
へ
 

る
 

も
の
 

約
 

七
十
 

騎
と
見
 

の
 
谷
 
合
 
戰
に
關
 
す
る
 
地
理
 
上
の
 
疑
問
 

も て 

の に 

騎
 

* 
其
 

- 
一 

向
 

甚
し
 

し
 

て、
 

到
 

の
中
義
 

へ
る
 

も
 

き
 

差
 

は
 

田 EC
 

111  一 P 

の
 
谷
 
合
戦
の
 
地
理
に
 
就
い
て
 

は
、
 世
 
の
傳
 
ふ
る
 
所
 
疑
問
 
頗
る
 
多
し
。
 

蓋
し
 
當
 
時
の
 

實
錄
 
其
の
 
委
曲
 
を
 
記
す
 

る
 
も
の
な
 

く
、
 
專
 
ら
聽
 
客
の
 
興
味
 
を
 
主
、
 と
せ
る
 
平
家
物
語
 

一
 
類
の
 
書
 

に
よ
，
 

CS 
て
.
 漸
 
く
 
其
の
 
經
過
を
 
知
る
 
を
 
得
る
 

に
 
過
ぎ
 
ざ
れ
ば
 
な
り
。
 

然
れ
 
ど
も
 
是
 
等
の
 
書
 
は
.
 

も
と
 
語
り
物
と
 
し
て
 
演
者
の
 
口
に
 
上
る
 
問
 
に
、
 世
 
を
經
 
る
に
 
從
 
ひ
て
 
種
々
 
轉
訛
 
す
る
 
所
 
多
く
.
 

隨
 
つ
て
 
其
の
 
傳
 
ふ
る
 
所
 

一
 
な
ら
ざ
る
 
の
み
な
ら
 

す
、
 言
 
ふ
 
所
 
亦
 
誇
張
 
甚
だ
 
多
 
く
、
 到
 
底
 
信
憑
し
 

難
き
 
も
の
 
少
 
か
ら
ざ
る
 

な
 
り
。
 

况
ゃ
 
其
の
 
書
の
 
言
 
ふ
 
所
に
 
基
づ
 

き
 
て
，
 俗
 
間
に
 
傳
 
ふ
る
 
所
の
 

口
碑
 
傳
說
の
 
如
 
き
、
 或
 
は
 
地
方
 
的
に
 
傅
稱
 
せ
ら
る
 

, 
遺
物
 
遺
蹟
の
 
類
の
 
如
 
き
、
 固
 
よ
，
.
^
 
以
て
 
直
 

第
 

十
 

章
 

一 
の
 

谷
の
 

合
戦
 

A
s
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史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 
兵
皋
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

1
 八
ナ
 

ち
に
 
依
據
 
す
べ
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 

な
，
 
9。 

而
も
 
當
 
時
の
 
實
錄
 
と
し
 

て
.
 先
 
づ
 
第
一
 

に
 
推
す
べ
き
 

日
記
 
玉
 
葉
の
 
如
き
 

は
、
 記
 
事
 
極
め
て
 
粗
略
 
な
 
る
 
が
 
上
 
に
 

* 中
 
に
 
は
單
に
 
風
聞
に
 
よ
り
て
 
記
せ
り
 

と
 
思
 
は
る
 

, 
の
 
嫌
 
あ
る
 
も
の
 
な
 
き
に
 
め
ら
 
す
。
 
吾
妻
 
鏡
 
亦
 
其
の
 
經
過
 
を
 
記
し
て
 
詳
 
な
 
ら
 
ざ
 

る
の
 
み
な
ら
す
、
 
上
文
 
記
す
 

る
 
如
く
 
是
れ
亦
 
頗
る
 
誇
張
の
 
報
告
に
 
基
づ
け
 
る
の
 
疑
 
あ
，
 9
。
 

然
 

れ
 
ど
も
 
今
是
 
等
の
 
書
 
を
 
措
 
き
 
て
 
は
，
 他
 
に
 
殆
ど
 
據
る
 

ベ
 
き
も
の
な
 
き
が
 
故
に
 

.sg::  く
 
其
の
 
記
す
 

る
所
を
本
と
し
て
、
傍
ら
諸
種
の
卒
家
物
8
§
2
-
^
 
 
t
 
賴
 
鳩
 
S
 
 W
 
 ̂
 
 
物
を
參
酌
し
て
、
之
を
其
 

の
實
 
地
に
 
徵
 
し
、
 之
 
を
當
 
時
の
 
情
勢
に
 
鑑
み
て
.
 
私
 
か
 
に
 
合
理
的
 
判
斷
を
 
下
す
 

の
 
外
 
あ
ら
ざ
る
 

な
り
。
 

听
謂
 
一
の
 
谷
 

先
づ
 
第
一
に
 
疑
問
と
 
す
べ
き
 
も
の
 
は
 
二
の
 
谷
の
 
城
郭
と
 
い
ふ
 
事
な
、
 
り。 

世
俗
の
 
普
通
に
 

の 
城
郭
 

考
 
ふ
る
 
所
に
 
よ
れ
 

ば
、
 平
 
氏
 
は
 

一
 
の
 
谷
に
 
嚴
 
重
な
る
 
城
郭
 
を
 
構
へ
、
 
其
の
上
 
方
な
る
 
高
地
に
 

は
 

安
德
 
天
皇
 
行
在
所
の
 

設
 
ま
 
で
も
 

あ
、
 
り
し
が
 
如
く
 
解
す
 
る
な
，
 
り。 

然
れ
 
ど
も
 
本
來
 
此
の
際
の
 

合
 
戰
 
は
、
 世
 
に
 
之
 
を
 

一
 
の
 
谷
の
 
合
 
戰
と
稱
 

し
.
 本
 
編
 
亦
 
其
の
 
俗
 
稱
に
從
 
ひ
た
れ
 

ど
 
も
.
 其
 
の
實
は
 

之
 
を
 
福
 
原
 
攻
と
稱
 
す
 
ベ
 
く
、
 
一
 
 の
 
谷
の
 
名
 
を
 
以
て
す
る
 

は
 
決
し
 
て
 
妥
 
當
 
な
る
 
稱
 
呼
に
 

あ
 
ら
 
や
 

當
時
 
平
氏
の
 
擦
 
守
し
た
，
.
.
'
 
し
 
は
 
福
 
原
.
 輪
 
田
 

一
 
帶
の
 
地
域
に
 

し
 
て
.
 決
 
し
て
 
今
の
所
 
謂
 

一
 
の
 
谷
 

の
み
に
 

は
 
あ
ら
 
ざ
り
 
し
な
り
。
 

玉
 
葉
に
 
は
 
明
か
に
 
平
家
 
主
上
 
を
 
奉
じ
て
 
福
 
原
に
 
著
す
 

と
 
云
 



へ
る
な
、
 

り。 
又
 
吾
妻
 
饞
 
二
月
 
二
十
日
 
條
に
收
 

む
 

十
日
 

條
に
，
 

收
 
む
る
 

は
 
誤
な
 

リ。 
院
 
宣
 
十
五
 
日
に
 

か
く
て
 
宗
盛
 
二
十
 
三
日
 

附
 

以
て
 

返
 
状
^
 
奉
れ
 

十
 

一 
日
 
法
皇
の
 
御
沙
汰
 

到
 
著
せ
る
 

よ
し
.
^
 

云
 

ひ
 

な
ほ
 
日
附
.
 

二
十
 
三
日
と
 

す
る
 

は
 
孰
れ
 

LL 
か
 
誤
 

る
 
能
 
は
 
す
，
 輪
 
田
 
海
 
邊
に
經
 
廻
す
 

と
 
あ
 
り
，
 勿
 
論
 
安
 

ま
し
 
ま
し
 

, 
な
 
る
 
ベ
 
く
、
 建
 
鱧
 
門
院
 
以
下
 
非
戰
鬭
 

た
 

、>  に
 
非
戰
鬭
 
員
の
 
み
な
ら
 

す
、
 宗
 
盛
 
以
下
 
平
 
軍
 

く
 
船
 
上
 
若
し
く
は
 
之
に
 
近
き
 
輸
 
田
の
 
地
に
 
あ
、
 
り 

す
 
ベ
 
く
、
 生
 
田
 
を
 
大
手
と
 

し
 
二
 
の
 
谷
 
を
 
搦
手
と
 

し
.
 

田
 

一
 
帶
の
地
 

を
 
守
備
 

し
、
 源
 
軍
 
亦
 
三
 
方
よ
、
 
り 
之
 
を
 

谷
の
 
城
郭
と
 
云
 
ひ
，
 
一
 
の
 
谷
の
 
合
戦
と
の
 
み
稱
す
 

に
も
 
拘
ら
す
 
諸
 
書
 
多
く
 
福
 
原
 • 輪
 
田
，
 若
 
し
く
 
は
 
生
 

を
 
以
 
て
 
言
 
を
な
 
す
 
所
以
の
 
も
の
 

は
，
 此
 
の
 
方
面
の
 

せ
し
 
む
る
 
所
 
最
も
 
多
 
か
，
 9 
し
が
 
爲
 
な
ら
ん
 

か
。
 

記
宗
盛
 
返
狀
の
 
全
文
 
を
 
左
に
 
引
用
 
せ
ん
。
 

宗
盛
屋
 
島
よ
 

去
 
十
五
 

日
 
御
礼
 
今
日
 
 
一
一
 

一 
i
 
到
來
。
 

委
 
承
候
畢
 

第
 
十
 
章
 

一 
の
 
谷
の
 
合
戦
 

る
 
二
十
 
三
日
 
附
の
 
平
家
の
 
奏
狀
 

2
 
 5
5
 
 ̂
 
1
4
 

京
都
.
^
 

發
し
、
 
二
十
 

一 
日
 

LL 
屋
 
島
に
 
著
す
。
 

る 
由
 

云
へ
 
る
な
 

リ。 
但
 
其
の
 
文
中
、
 
今
 
二
 

g
 
 
；
^
ー
に
ょ
 
る
 
に
、
此
の
 
時
平
氏
は
下
船
す
 

德
 
天
皇
 
は
な
 
ほ
 
船
に
 
御
し
て
 
輪
 
田
の
 
泊
に
 

員
 
も
 
亦
 
多
く
 
船
 
上
に
 

あ
、
 
り
し
な
 
ら
ん
。
 

否
 

の
 
本
營
員
 
と
も
 
稱
 
す
べ
 

き
 
人
々
 

も
、
 亦
 
恐
 
ら
 

し
も
の
と
 
察
せ
ら
 

る
。
 

而
 
し
て
 
之
を
擁
 
護
 

_ 
別
に
 

山
の
手
に
 

も 
軍 を 

配
置
し
て
 

福 原 輪 

夾
 
撃
せ
 
し
も
の
 
な
れ
 

ば
、
 決
 
し
て
 
之
 
を
 
一
の
 

べ
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 

は
 
明
な
、
 
り
と
 

す
。
 
然
る
 

田
の
 
名
 
を
 
言
 
は
 
す
、
 主
 
と
し
て
 

一
 
の
 
谷
の
 
み
 

戰
鬭
 
最
も
 
激
烈
に
 

し
 
て
、
 世
 
の
 
耳
目
 
を
聳
動
 

今
 
其
の
 
間
の
 
事
情
 
を
 
明
に
 
す
べ
 

く
、
 先
 
づ
 
前
 

。 
藏
人
右
 
佐
 
書
 
狀
同
見
 
給
 
候
畢
。
 

生
上
國
 

ズ
七
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

1
A
 
八
 

リ
の
 

返
狀
 

. 
母
 

可
，
 

有，
， 

還
 

御
，
 

之
 

由
、
 

又
 

以
承
 

候
畢
。
 

去
年
 

七
 

月
、
 

行
-
幸
 

西
 

海
，
 

之
 

時
、
 

自
-
途
 

中
，
 

可，
， 

還
 

御
，
 

之
 

由
、
 

院
 

宣
 

到
來
。
 

備
中
國
 

下
 

津
井
御
 

解
纜
 

畢
之
 

上
、
 

依，
， 

济
 

中
 

不
 

0
;
 

不
.
 

能
，
 

不
 

n
 

立
 

歸
；
 

被
 

J5
^„
 

前
 

途
，
 

候
 

畢
。
 

其
 

後
 

云，
， 

日
 

次
 

之
世
務
 

世
理
；
 

云，
， 

恒
例
 

之
 

神
事
 

佛
事
 

¥
 

以
 

懈
怠
。
 

其
 

恐
不
，
 

少
。
 

其
後
頗
 

洛
中
 

■ 
令
 

J
S
 

靜
謐
，
 

之
 

由
，
 

依
.
 

有
-
風
聞
；
 

去
年
 

十
月
 

出
詢
 

S
S
 

西
；
 

漸
 

S
 

御
 

之
 

間
.
 

閻
十
ほ
 

一
 

曰
稱
.
 

f
 

院
宣
；
 

源
 

, 
義
 

仲
 

於，
， 

備
 

中
國
水
 

島
；
 

相
^
 

千
 

艘
之
軍
 

兵
；
 

奉
 

萬
 

乘
 

之
 

S
 

御
；
 

然
 

而
 

爲，
， 

官
 

兵
；
 

皆
 

令
 

f
e
f
e
 

凶
 

賊
 

等
，
 

畢
。
 

其
 

後
 

著
誨
 

于
讃
 

岐
國
屋
 

島
；
 

于
入
 

r 
御
 

經
廻
。
 

去
 

n
c
 
 

二
十
 

六
 

曰
 

又
 

解
 

纜
.
 

P
 

幸
 

攝
 

州
；
 

奏
 

S
 

事
 

由
；
 

隨
 

_
,
院
 

宣
，
 

行
^
 

近
 

境
；
 

且
去
四
 

曰
 

相
"
 

當
 

亡
 

父
 

入
道
 

相
 

國
之
遠
 

忌
；
 

爲
.
 

修，
， 

佛
 

事
つ
 

不
 

j
a
,
 

下
 

船
；
 

經
 

i
 

翰
 

田
 

海
 

邊
，
 

之
 

間
、
 

去
 

六
 

曰
 

修
理
 

權
大
夫
 

送.
， 

害
 

狀
，
 

云
、
 

依
，
 

可
.
 

お
，
 

和
 

平
 

之
 

儀
；
 

來
 

八
 

日
 

出
.
 

京
。
 

爲
，
，
 

御
 

使
，
 

可，
， 

下
 

向
；
 

奉，
， 

勅
 

答
，
 

不，
， 

歸
 

參
，
 

之
 

以
 

前
、
 

チ
可
 

藉
，
 

之
 

由
，
 

被
.
 

仰，
， 

關
 

東
 

武
 

士
 

等
，
 

畢
。
 

又
 

以
，
 

此
 

旨
；
 

早
 

可
.
 

令
.
 

仰
 

入
 

rn
 

官
 

軍
 

等
，
 

者
，
 

相
ュ
寸
 

此
 

仰
，
.
 

官
 

軍
 

等
本
自
 

S
 

口 
戰
 

志
，
 

之
 

上
.
 

不
，
 

及，
， 

存
 

知
；
 

相
き
 

院
使
 

下
向
，
 

之
處
、
 

同
 

七
日
、
 

關
東
 

武
士
 

等
 

襲
条
于
 

釵
船
之
 

汀
；
 

依
 

„
院
 

宣
 

有
，
 

限
.
 

官
 

軍
 

等
 

不
 

進
 

出
；
 

各
 

雖，
， 

引
 

返
；
 

彼
 

武
士
 

等
 

乘
勝
襲
 

懸
.
 

忽
 

以
 

合
 

戰
、
 

多
 

令
，
 

誅
き
 

上
下
 

官
軍
，
 

乎
。
 

此
條
何
 

樣
候
事
 

哉
、
 

子
細
 

尤
 

不
審
。
 

若
 

相
，
 

蒔
 

院
宣
；
 

可
，
 

有，
， 

左
右
，
 

之
 

由
.
 

不
 

仰
，
 

彼
 

武
士
 

等
，
 

歟
。
 

將
 

又
雖
，
 

被
.
 

下
-
院
宣
；
 

武
士
 

不
，
 

承
引
，
 

歟
。
 

若
爲
 

官
軍
 

之
 

心
；
 

忽
以
 

被
.
 

奇
謀
，
 

歟
。
 

倩
 

思，
， 

次
 

第
；
 

迷
 

惑
 

恐
 

歎
、
 

未
 

蒙
 

霧
-
候
 

也
。
 

爲，
， 

自
 

今
 

K
 

後
；
 

爲，
， 

向
 

後
 

將
 

來
；
 

尤
 

可
.
 

承
 

_
1
存
 

子
 

細
，
 

候
 

也
。
 

唯
 



可
 4
^
垂
=
賢
 
察
，
 御
：
 

如
 f
e
 
之
 
間
、
 還
 
御
 
亦
以
延
 

引
、
 每
 &
,
,
 還
 
路
；
 武
 
士
 
等
 
奉
 
P
 
之
。
 

此
 
條
 
無
.
 術
 
事
 

候
 
也
。
 

非
.
 難
 ■
 
還
 
御
 
之
 
儀
；
 差
 『， 遣
 
武
士
 
於
 
西
 
海
，
 依
.
 被
 j
r
 テ
今
 
遲
 
引
，
 全
 
非，， 公

 
家
之
懈
 
怠
，
 候
 
也
"
 

和
 
平
 
事
 、爲_, 朝

 
家
 
至
 
要
；
 爲
-
公
 
私
大
 
功
；
 
此
條
 
須
，
 被
-
達
 
奏
，
 之
 
處
、
 遮
 
被，， 仰

 
下
，
 之
 
條
，
 兩
 
方
 
公
 

天
 

下
 
之
 
攘
炎
候
 
也
ノ
然
 
而
 、
于
.
 今
 
未
.
 斷
、
 未
 ま
，
 
分
 
明
之
院
 

宣
；
 仍
 
相
^
 
糙
 
御
 
定
，
 候
 
也
。
 

凡
 
夙
 

于
 

仙
 

洞
，
 

之
 

後
、
 

云，
， 

官
 

途
；
 

云
-
世
 

路
，
 

我
 

君
 

之
 

御
 

恩
，
 

以
，
 

何
 

事
，
 

可
.
 

奉，
， 

報
 

謝
，
 

乎
。
 

雖
-
涓
 

a
,
 

不
，
 

存
 

-
疎
 

略
。
 

一 
況
 

不
忠
 

之
 

疑
 

哉
。
 

況
 

反
逆
 

之
 

儀
 

哉
^
 

行
 

n 幸
 

西
 

國
，
 

事
、
 

全
 

非.
， 

驚，
， 

賊
 

徒
 

之
 

入
 

洛
；
 

只
 

依
.
 

恐
-
法
 

皇
御
登
 

山
，
 

也
。
 

朝
家
 

事
 

可
.
 

爲：
， 

誰
 

君
 

御
 

進
 

止
，
 

哉
。
 

主
上
 

女
院
御
 

事
，
 

又
 

非，
， 

法
皇
 

御
 

扶
 

持
，
 

者
、
 

可
.
 

奉
.
 

仰，
， 

誰
 

君
，
 哉
。
 

雖，， 事
 
體
 
奇
 
異
；
 依
.
 恐
 „ 御
 
登
 
山
 

一
 
事
；
 周
 
章
 
楚
 
忽
 
遷
：
，
 幸
 
西
 
國
，
 畢
。
 

其
 
後
 
又
 
稱
-
院
 
宣
；
 源
 
氏
 

等
 
下
 n 向
 
西
 
國
；
 度
 
々
 
企
，
 合
 
戰
；
 
此
條
已
 
依
 敲
徒
之
 
襲
 
來
；
 爲
，
 存
 1
 
下
 
之
 
身
命
；
 

一
 
旦
相
禦
 
候
 
計
 

也
。
 

全
 

非
ス
ム
 

家
之
發
 

心
；
 

敢
 

無
，
，
 

其
 

隱
，
 

也
。
 

云，
， 

平
 

家
，
 

云
-
源
 

氏
；
 

無
：
，
 

相
 

互
 

之
 

意
 

趣
；
 

平
 

治
 

信
頼
 

卿
 

反
逆
 

之
 

時
、
 

依
 

二
院
 

宣
，
 

追
 

討
 

之
 

間
、
 

義
朝
 

朝
臣
 

依
.
 

爲，
， 

其
 

緣
 

坐
；
 

有
 

_,
自 

然
 

事
；
 

是
 

非，
， 

私
 

宿
 

意
；
 

不
 

k
:
,
 

沙 汰， 事 也 _ 於 i 皆 院 宣， 者 非，， 此 限； 不. 然 之 外， 凡 無，， 相 互 之 宿 意； 然者
賴 

朝 與，， 平 

氏
，
 合
 
戰
之
條
 
二
 
切
 
不，， 思

 
寄
，
 事
 
也
：
 
公
家
 
仙
 
洞
 
和
親
 
之
 
儀
 
候
 
者
，
 平
氏
 
源
 
氏
，
 又
 
彌
 
可
き
，
 
何
 
意
 

趣
，
 哉
。
 

只
 
可
入
ヌ
 
垂，， 賢

察
，
 
給
，
 也
。
 

此
 
五
 
六
年
以
 

來
，
 洛
 
中
 
城
 
外
、
 各
 
不，， 安

 
穩
；
 
五
畿
七
 
道
畨
 
以
 

滅
亡
。
 

偏
 
營，， 弓

箭
 
甲
冑
 
事
；
 彌
 
拋
，
，
 農
作
 
乃
 
貢
 
之
 
勤
；
 

因
 
k
 
都
鄙
 
損
 
t
 、
上
下
 
飢
懷
ニ
 

天
 
四
海
、
 

第
十
窣
 

一 
の
 

谷
の
 
合
戦
 
 

1 
八
 

九
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一 九
 0
 

眼
前
 
堙
滅
。
 

無
 
雙
之
愁
 

悶
、
 無
 
二
 
之
 
悲
歎
 
候
 
也
"
 
和
平
 
儀
 
可
.
 候
 
者
、
 天
下
 
安
穏
、
 
國
土
靜
 

謐
、
 諸
 

人
 

快
 

樂
.
 

上
下
 

歡
 

娛
^
 

就
.
 

中
 

合
戰
之
 

間
兩
方
 

相
互
 

®
.
 

命
 

之
 

お
、
 

不
 

I 知
 

M
 

千
 

萬
；
 

被
 

.
疵
 

之
 

輩
 

難
 

k 

記，， 楚
筆
；
 

罪
業
 
之
 
至
、
 無
.
 物
 ¥
 
 
喩
。
 
尤
可
 

T 被
お
，
，
 
善
政
；
 
被
 

攘
災
；
 

此
條
定
 
相
 許
 
神
慮
 
佛
 

意
，
 歟
。
 

a
 
御
 
事
、
 每
 
度
 
差
 1
 
武
 
士
；
 被
.
 精：： 行

 
路
，
 之
 
間
、
 不
.
 被
 J^:, 前

 
途
；
 已
 
及
-
雨
 
年
，
 候
 
畢
。
 

於
.
 今
 
者
、
 

早
 
停
，
，
 合
 
戰
 
之
 
儀
；
 可
.
 守，， 攘

 
炎
 
之
 
誠
，
 候
 
也
。
 

云
，
，
 和
 
平
；
 云：， 還

 
御
；
 兩
 
條
 
早
 
蒙
-
分
 
明
之
院
 

宣
；
 可
 =
存
 
知
 _ 

候
 

也
。
 

以
=
此
等
之
趣
；
可
：
然
之
樣
、
可
4
^
披
露
，
給
：
 

仍
以
執
 

fw
: 

如
；
 

r
 

二
月
 

二
十
 

三
日
 

平
家
 
行
動
の
 

此
の
 
返
狀
は
 
幾
分
 
平
家
 
方
の
 
負
惜
し
み
の
 
嫌
な
 
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 

も
.
 亦
 
以
て
 
此
の
間
の
 
消
息
 

日
時
 

を
 
明
に
 

し
、
 他
 
の
 
諸
 
書
の
 
不
備
 
を
 
補
 
ふ
に
 
足
る
 
も
の
 
少
 
か
ら
ざ
る
 

な
，
.
^
。
 

而
 
し
て
 
こ
れ
に
 

は
 

明
か
に
 
輪
 
田
の
 
海
 
邊
に
經
 
廻
し
、
 
二
月
 
四
日
の
 
淸
盛
遠
 
忌
の
 
佛
事
 
に
さ
 

へ
、
 下
船
す
 

る
 
能
 
は
 
ざ
 

り
し
 
こ
と
 
を
 
言
 
へ
る
な
ら
。
 

も
と
 
/
\
 
平
 
faj '

正
月
 
二
十
 

六
：
：
：
 
を
 
以
て
 
屋
島
を
 
解
纜
 

し
、
 數
 
千
 

の
 
軍
兵
 
を
乘
 
せ
た
 

る
 
多
数
の
 
軍
船
 

一
 
時
に
 
輪
 
田
に
 
到
 
著
し
た
、
 
り
と
 
せ
 
ん
か
、
 
到
底
 
二
月
 
七
日
 

未
明
 
開
始
の
 
合
戦
ま
で
に
 

は
、
 
こ
 

， 
に
 
十
分
な
る
 

防
 
鶴
 
工
事
 
を
 
施
 
し
、
 若
 
し
く
 

は
 
行
在
所
 

を
 
造
 

營
す
 
る
が
 
如
き
の
 
餘
裕
 
あ
る
 

ベ
 
か
ら
す
。
 

彼
等
が
 
輪
 
田
に
 
到
 
著
せ
る
 
日
時
 
は
 
不
明
 
な
れ
 
ど
 

も
，
 玉
 
葉
に
 
は
 
其
の
 
二
月
 
四
日
 
條
 
に
、
 平
 
氏
が
 
主
上
 
を
 
具
し
 
奉
 
b
 
て
 
福
 
原
に
 
著
せ
し
 

よ
 
し
、
 此
 
の
 



日
 
始
め
て
 
源
大
納
 
言
 
定
房
.
 
の
 
通
知
に
 
接
し
た
 

二
十
 
六
日
に
 
屋
 
島
を
發
 

し
、
 月
 
末
卽
ち
 
二
十
 
九
 

,0 
と
す
る
 

も
.
 明
 
く
れ
ば
 
旣
に
 
二
月
 
朔
日
 
§
 
職
 

す
。
 
此
の
間
 
何
ぞ
嚴
 
重
な
る
 
城
郭
 
を
 
築
造
し
 

I 

平
家
物
語
 
廳
 
舶
 

林
に
、
 「
平
家
 
は
 
去
年
の
 
比
 

潟
へ
 
押
 
渡
 

， ̂
、
福
 
原
の
 
舊
 
都
に
 
居
住
し
 

て
、
 西
 
は
 

の
 
木
 

In' 
口
と
 
ぞ
 
定
め
ら
 

る
 
云
 
云
」
。
 と
 
云
 
へ
る
 

も
 

都
 

本
 

に
，
 

正
 

月
 

十
八
 

日
よ
，
 

0 
'
城
 

郭
.
 

を
 

構
へ
 

た
 

b
 

なり
。 

然る
に 

同 長 門 本に
 

は、 「木 曾 討 たれ
 

て
.
 

攝
津
 

國
と
播
 

磨
と
の
 

境
な
る
 

難
波
潟
 

一
 

の
 

こ
れ
 
究
竟
の
 
城
な
 
り
と
 

て
、
 城
 
郭
を
 
構
へ
 

て
、
 先
 

陣
 
は
 
室
.
 高
 
砂
.
 明
 
石
の
 
浦
ま
で
 
績
 
き
、
 海
 
上
に
 
は
 

ち
た
り
」
 
と
 
あ
，
.
^
。
 
是
れ
亦
 
頗
る
 
誇
張
の
 
嫌
な
 

報
 
を
 
得
 
た
 
る
 
後
 
な
 

h^ 
と
 
云
 
ひ
、
 叉
 
某
の
 
後
 

一
 
の
 

營
 
せ
る
 
を
 
云
 
へ
 
る
 
は
從
ふ
 

ベ
 
き
に
 
似
た
り
。
 

第
十
窣
 

一 
の
 
谷
の
 
合
戦
 

る
 
こ
と
 
を
 
記
す
 
る
な
，
 

CN。 
さ
れ
ば
 
暫
く
 
正
月
 

日
 
迄
に
 
全
軍
 
悉
く
 
輪
 
田
に
 
上
陸
 
を
 
終
へ
 
得
た
 

s
.
^
 

な
，
.
^
。
 

餘
す
 

と
こ
ろ
 

僅
に
 

六
日
に
 

過
ぎ
 

行
在
所
 
を
造
營
 
す
る
 

の
 
暇
 
あ
ら
ん
 

や
。
 

彼
の
 

よ
 
b
 
讃
 
岐
國
屋
 
島
の
 
磯
 
を
 
出
 
で
、
 攝
 
津
國
難
 
波
 

一
 
の
 
谷
 
を
 
城
郭
に
 
構
へ
、
 
東
 
は
 
生
 
田
 
森
 
を
 
大
手
 

の
 
固
よ
 

b
 
以
て
 
信
す
 

ベ
 
き
に
 
あ
ら
 

す
、
 又
 
同
 
南
 

と
い
 

ふ
 
も
の
 

も
、
 尙
 
か
 
つ
 
信
憑
す
 

ベ
 
か
ら
ざ
る
 

ぬ
 
と
 
聞
え
 
け
れ
 

ば
、
 讃
 
岐
國
八
 
島
 
を
 
漕
ぎ
出
で
 

谷
と
 
云
 
ふ
 
所
に
 
ぞ
 
籠
り
け
 

る
。
 

去
 
正
月
よ
り
 

陣
は
生
 

田
 
森
.
 湊
 
川
.
 福
 
原
の
 
都
に
 
陣
を
 
取
る
、
 
後
 

數
千
艘
 

の
 
船
 
を
 
浮
か
 

ベ
、
 浦
々
 
島
々
 

に
 
充
ち
滿
 

き
に
 

あ
ら
ね
 

ど
 

も
，
 

其
 

の
 

出
發
が
 

義
仲
戰
 

死
の
 

谷
に
 
城
郭
 
を
 
構
へ
 

て
、
 先
陣
 
後
陣
の
 
各
地
に
 
屯
 

舊
福
 
原
內
裏
 
及
び
 

一
 
門
の
 
邸
宅
 

は
、
 曩
に
 
平
家
 

一九 1 



神
 
戶
市
史
 

1 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
革
 
 

一 九
 
二
 

都
 

落
の
 

際
 

旣
に
燒
 

却
し
 

畢
れ
、
 

9。
 

而
 

し
て
 

今
 

新
に
 

行
在
所
 

を
造
營
 

す
べ
 

き
の
 

暇
 

あ
る
 

ベ
 

か
 

ら
ゃ
。
 

安
德
 

天
皇
 

は
 

現
に
 

船
中
に
 

ま
 

し
 

ま
 

し
、
 

な
，
 

o
。
 

さ
れ
ば
 

平
 

軍
の
 

福
 

原
.
 

輪
 

田
の
 

滯
在
 

は
、
 

{ー
1^
 

盛
の
 

返
狀
 

言
 

ふ
 

如
 

ぐ
、
 

む
 

し
ろ
 

院
宣
に
 

應
 

じ
て
 

近
 

境
に
 

行
幸
 

し
，
 

京
 

都
 

に
 

S
 

ら
 

ん
 

と
す
る
 

示
威
 

的
 

行
軍
の
 

道
中
に
 

し
 

て
、
！
：
：
 
 

く
こ
 

、 
に
 

形
 

勢
 

を
 

觀
 

-g
- 

し
、
^
?
1
 

討
 

使
 

を
 

邀
 

*
 

せ
 

ん
 

と
 

す
 

る
 

の
 

設
 

備
を
 

な
し
 

た
 

る
の
 

程
度
に
 

過
ぎ
 

ざ
り
 

し
も
の
 

な
ら
ん
。
 

然
る
に
 

世
の
 

傳
 

ふ
る
 

所
、
 

今
 

の
 

所
 

謂
 

一
 

の
 

谷
に
 

嚴
 

重
な
る
 

城
郭
 

を
 

構
 

へ
.
 

其
の
上
 

方
 

高
地
に
 

は
 

安
徳
 

天
 

ii
W 

の
內
 

a
 

さ
 

へ
 

設
け
ら
 

れ
、
 

義
經
は
 

鵪
 

越
 

を
 

逆
落
し
 

、 
て
 

其
の
 

背
後
に
 

出
で
 

た
 

b
 

な
ど
、
 

稱
 

す
る
な
 

り
。
 

事
情
に
 

通
 

源
氏
の
 

進
發
 

せ
ざ
る
 

甚
 

し
き
も
の
と
 

謂
 

は
ざ
る
 

ベ
か
ら
 

す
。
 

追
討
 

使
の
 

京
都
 

出
門
よ
 

正
月
 

二
十
 

六
日
に
 

の
 

n!
 

時
 

あ
り
，
 

g
 

玉
 

1
6
 

'
家
の
 

屋
島
 

解
纜
と
 

其
の
 

日
 

を
 

同
じ
う
 

す
。
 

然
 

ら
ば
 

此
の
 

時
の
 

追
討
 

使
の
 

目
 

的
 

地
 

は
.
 

決
 

し
て
 

福
 

原
に
 

は
 

あ
る
べ
 

か
ら
す
。
 

か
く
て
 

源
氏
 

兩
將
 

二
十
 

九
日
に
 

至
 

b
 

て
い
よ
 

い
 

ょ
出
發
 

す
，
 

2
 
 

0
.
 

妻
 

，
t
s
 
 

i
 

ほ
 

鍊
抄
。
 

〇
 

平
家
物
語
に
 

は
 

二
十
 

九
日
 

賴
-
義
 

經
院
 

B
 

も
：
 

y、
 

I
 
 

a
 
 

1
 

參
 

し
て
 

平
家
 

追
討
の
 

爲
に
西
 

國
に
發
 

向
 

す
べ
さ
 

由
 

奏
聞
す
 

と 
ぁ
リ
.
 

而
も
：
 

l«
K 

の
 

丹
 

波
路
に
 

向
へ
 

る
 

義
經
の
 

軍
 

は
-
玉
 

葉
の
 

記
す
 

る
 

所
に
 

よ
る
 

に
.
 

な
 

ほ
 

二
月
 

二
 

曰
に
 

至
、
 

て
 

大
 

江
山
^
お
 

I
 
 

I
 

滅
。
 

の
 

邊
に
逗
 

§
H
 

し
て
 

進
ま
す
。
 

範
賴
 

亦
尙
近
 

京
に
 

留
ま
、
 

り
し
 

も
の
-
如
 

し
。
 

蓋
し
 

平
 

軍
の
 

行
動
 

を
 

偵
察
 

し
、
 

之
 

に
應
 

じ
て
 

策
戦
の
 

計
 

を
な
 

さ
ん
と
 

す
る
な
，
 

9。
 

然
る
 

に
 

京
都
の
 

臣
僚
之
 

を
 

解
せ
 

す
.
 

玉
 

葉
 

に
 

「
平
 

氏
 

其
の
 

勢
 

«
 

弱
に
 

あ
ら
す
。
 

下
向
の
 

武
士
 

殊
に
 

合
 



戰
を
好
 

ま
 
や
」
 と
 
云
 
ひ
、
 「
官
軍
 
等
 
手
 
を
 
分
つ
 

の
 
間
，
 
一
 
方
 
僅
に
 

一
 土
 
千
骑
に
 
過
ぎ
 

や
、
 天
 
下
の
 
大
事
 

大
略
 
分
明
」
 
な
ど
 
云
 
へ
 
る
 
も
の
、
 
軍
事
に
 
通
せ
ざ
る
 
堂
上
の
 

言
 
と
し
て
.
 
海
に
 
已
む
を
 
得
 
ざ
り
 

し
 

も
の
な
 
ら
ん
。
 

か
く
て
 
平
 
軍
い
 

よ
 

福
 
原
に
 
據
守
 
す
る
 
こ
と
 
を
 
見
定
め
て
.
 
二
 
 , 

に
 
始
め
 

て
夾
 
撃
の
 
策
を
定
 

め
、
 疾
 
風
 
迅
雷
 
的
 
行
動
に
 
出
で
 
し
も
の
、
 

如
し
。
 

然
る
に
 
諸
 
本
 
平
家
物
語
 

に
 
は
，
 源
 
氏
旣
に
 
二
月
 
四
日
 
を
 
以
て
 
福
 
原
に
 
寄
す
 

ベ
 
か
、
 り
し
 

が
、
 其
 
の
 
日
 
は
 
故
 
入
道
 
相
 
國
の
忌
 

日
に
 
當
れ
 
ば
と
 

て
.
 佛
 
事
 
を
 
遂
げ
し
 
め
ん
が
 
爲
に
 
殊
更
に
 
之
 
を
猶
豫
 

し
.
 翌
 
五
日
 
は
 
西
 
塞
が
、
 
り- 

六
日
 
は
道
虛
 
日
の
 
惡
日
 
な
れ
ば
 
と
て
 
之
 
を
 
避
 
け
、
 七
 
日
の
 
卯
の
 
刻
 
を
 
以
て
 
源
平
 
矢
 
合
せ
と
 
定
 

め
た
，
 

な
ど
 
云
へ
，
 

cs。 
固
よ
り
 
以
て
 
從
ふ
 
べ
き
に
 
あ
ら
す
。
 

平
 
軍
が
 
い
よ
く
 

福
 
原
に
 
到
 

著
 
し
 
た
 
る
の
 
事
實
 

は
、
 四
 
日
に
 
至
，
 り
て
 
漸
く
 
兼
實
の
 
耳
に
 
達
し
た
 

る
 
程
 
な
れ
 

ば
，
 其
 
の
 
以
前
 
旣
 

に
斯
 
く
の
 
如
き
 
計
畫
 
あ
る
 

ベ
 
か
ら
す
。
 

さ
れ
ば
 
源
氏
が
 
淸
 
盛
の
 
忌
：
 n 

に
 
遠
慮
し
た
 
り
と
の
 

i
 
事
 
は
、
 後
 
に
傳
 
へ
て
 
武
士
道
の
 
美
談
と
 
す
る
 
所
な
，
 
9 
と
い
 

へ
ど
 

も
、
 
二
日
な
 
ほ
大
 
江
山
 
邊
に
 

逗
留
せ
 

し
 
源
 
軍
 
が
、
 遠
 
く
 
西
に
 
迂
囘
 
し
て
 
四
日
に
 

一
 
の
 
谷
に
 
寄
せ
ん
 
と
の
 
事
の
 
如
き
 

は
、
 到
 
底
 

實
 
行
し
 
得
難
き
 
の
み
な
ら
 

す
、
 五
 
日
 
又
は
 
六
日
に
 
矢
 
合
せ
 
せ
ん
こ
と
 

も
、
 な
 
ほ
か
 
っ
覺
 
束
な
 
か
 

り
し
 

も
の
な
 

ら
ん
。
 

叉
 

諸
 

本
 

に
、
 

四
 

日
 

は
 

吉
日
 

な
れ
ば
 

と
て
 

兩
將
 

辰
の
 

一
 

點
 

前
に
 

京
都
 

を
 
出
立
す
 
と
い
 

ふ
 
も
 
事
實
に
 
相
違
す
。
 

兩
軍
 
出
門
 
は
 
二
十
 
六
日
に
 
あ
り
。
 

二
十
 
九
日
い
 

よ
 

第
十
箄
 

一 
の
 

谷
の
 
合
戰
 
 

1 
九
 

三
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

1 九
 四
 

い
よ
 
出
立
し
、
 
な
ほ
 
京
都
 
附
近
に
 
經
 
廻
し
て
 
義
經
の
 
如
き
 
は
大
 
江
山
の
 
邊
に
逗
 
a
 
せ
し
 
な
り
。
 

さ
 
れ
 
ば
 
義
經
四
 

日
 
に
 
京
都
 
を
 
立
 
ち
て
、
 
二
日
 
路
を
 

一
 
日
 
に
 
打
ち
て
、
 
其
の
 
日
の
 
戌
の
 
刻
れ
 
§
 
後
 

に
 
三
 
草
 
山
の
 
東
に
 
到
 
著
 
し
、
 直
 
ち
に
 
夜
襲
 
を
實
 
行
せ
、
 
り
と
 

い
 
ふ
が
 
如
き
 

も
.
 固
 
よ
り
 
事
實
 
に
あ
 

ら
 

ざ
る
の
 

み
な
ら
す
、
 

如
何
に
 

駿
足
の
 

騎
兵
 

な
れ
ば
 

と
て
、
 

一
 

千
の
 

大
兵
 

§
 

、
お
 

i ほ
髓
 

2
 

に
 

f
 

^
を
 

引
率
し
 

て
、
 

此
 

の
 

二
十
 

五
 

里
の
 

嶮
道
 

を
蹈
破
 

し
、
 

か
 

く
 

敏
活
な
る
 

行
動
に
 

出
づ
 

る
 

こ
と
 

あ
 

る
 
を
 
得
ん
 

や
。
 

凡
て
 
是
 
等
の
 
平
家
物
語
の
 

記
 
事
、
 孰
 
れ
も
 
興
味
 
を
 
主
と
し
て
 
作
成
せ
 
し
も
の
 

な れ ば、 其 の 謂 ふ 所の 地理 日時の 詳細の 如き は、 到 底 信 を 措く ベ きに あらざる な 

所
謂
 

一
の
 

谷
 

こ
 
 

>
 
 

に
 

於
て
 

か
 

更
に
 

是
 

等
の
 

書
に
 

よ
 

b
 

て
、
 

一
 

の
 

谷
の
 

城
郭
と
 

し
て
 

傳
稱
 

せ
ら
れ
た
，
 

0 
し
 

城
の
 
地
域
 

地
域
に
 

就
き
て
 

一
 

考
 

せ
ざ
る
 

ベ
か
ら
 

す
。
 

玉
 

葉
に
 

は
 

此
の
 

合
戰
の
 

報
知
 

を
 

記
し
て
、
 

二
番
 

自ー
， 

九
 

郞
 

許
-
 

告
 

申
、
 

鶴
；
 

I
 
 

S
 
 

I
。
 

次
 

加
 

羽
 

冠
者
 

§
 
 

f
 

申
-
案
 

内
お
-
 

,
1
 
 

t
:
 

魂
 

I
」
 

自
-
展
 

刻
-
至
"
 

巳
 

P
 

不
.
 及
-
 
1
 
時
；
 

無
.
 程
 
被
-
貴
 
落
，
 了
。
 

多
 
田
 
行
 
綱
 
自，， ：

3
 方
，
 最
 
前
 
被
.
 落
，
，
 山
 
手
，
」
 と
 
あ
 

、り 
て
、
 ひ
と
り
 

一
の
 

谷
 

の
 

み
 

を
 

言
 

は
 

す
、
 

義
 

經
.
 

範
 

賴
が
 

東
西
の
 

城
 

戶
 

口
よ
 

b
 
 

、
相
 

共
に
 

福
 

に
 

寄
せ
た
 

る
 

事
 

を
 

云
 

へ
 

る
な
，
 

9。
 

而
 

し
て
 

是
れ
實
 

に
 

兩
將
の
 

報
告
に
 

基
づ
く
 

も
の
と
 

す
。
 

同
書
 

又
 

別
に
 

多
 

田
 

行
 

綱
 

が
、
 

兩
 

者
に
 

先
っ
て
 

山
の
手
 

を
 

落
し
た
 

る
 

こ
と
 

を
 

記
す
。
 

蓋
し
 

所
謂
 

艉
 

越
の
 

逆
落
し
な
る
 

も
 



の
か
。
 

義
經
の
 
落
し
た
 

る
 
丹
 
波
 
城
と
 

は
、
 三
 
草
 
山
の
 
戰
の
 
事
な
る
 

ベ
 
く
、
 
固
よ
、
 
り
こ
 

、 
に
 
城
郭
、
 

と
い
 
ふ
べ
き
 
程
の
 
設
備
 
あ
る
べ
く
 

も
 
あ
ら
す
。
 

而
も
 
當
時
 
そ
れ
 
を
 
城
と
 
言
 
ふ
。
 

蓋
 
し
 
防
備
 

を
嚴
 
に
し
て
 
陣
 
し
た
る
 

を
 
言
 
へ
 
る
 
な
，
 
9。 

一
 
 の
 
谷
 
城
郭
の
 
義
亦
 
以
て
 
解
す
 

ベ
 
き
か
。
 

次
に
 

吾
妻
 

鏡
 

に
 

は
、
 

【
平
家
 

曰
來
相
 

ー
從
西
 

海
.
 

山
陰
 

兩
道
 

軍
士
 

數
萬
 

騎
；
 

構
 

T 城
郭
 

於
 

攝
州
與
 

n 播
磨
，
 

之
 

境
 

一
 

谷
，
 群
集
」
 
と
 
云
 
ひ
，
 其
の
 
戦
況
 
を
 
叙
し
て
 

は
、
 義
 
經
が
殊
 
勇
の
 
士
 
七
十
 
騎
を
 
引
き
分
け
て
 

一
 
の
 
谷
 

の
 
後
山
に
 
著
す
 

る
 
を
 
云
 
ひ
、
 而
 
し
て
 
其
の
 

一
 
の
 
谷
の
 
後
山
に
 

は
 「
號
 
鵜
 
越
，
」
 と
 
注
し
、
 
又
 
熊
 
谷
.
 卒
山
 

の
兩
 
勇
士
が
 
ひ
そ
か
に
 

一
 
の
 
谷
の
 
前
 
路
に
廻
 

り
、
 海
 
道
よ
，
.
.
 
-
館
際
 
を
 
競
 
ひ
 
襲
 
ひ
 
て
、
 源
 
氏
の
 
先
 

陣
 

た
る
の
 

高
名
 

を
名
吿
 

b
 

し
こ
と
 

を
 

述
べ
、
 

範
賴
 

以
下
 

競
ひ
來
 

り
て
 

源
平
 

軍
士
 

鬭
 

死
の
 

狀
を
 

記
 

し
、
 

而
 

も
 

其
の
 

兩
將
の
 

合
戦
の
 

狀
を
倂
 

せ
 

記
し
て
、
 

一
 

の
 

谷
に
 

於
て
 

合
 

戰
を
遂
 

ぐ
と
 

云
へ
 

る
 

な
，
 

-
。
 

同
書
 

又
 

篛
經
が
 

三
 

浦
 

十
 

郞
義
連
 

以
下
の
 

勇
士
 

を
 

相
 

具
し
 

て
、
 

鵜
 

越
 

舰
顏
赌
 

S
 
 

S
 
 

•
 

き
 

i
§
 

刊
ょ
、
 

„ ̂
攻
め
 

戰
ふ
の
 

事
 

を
 

記
す
 

る
に
 

も
、
 

平
 

軍
 

商
量
 

を
 

失
し
て
 

敗
走
 

し
、
 

或
 

は
 

馬
に
 

策
ち
 

て
 

一
 

の
 

谷
の
 

館
 

を
 

出
 

で
、
 

或
 

は
 

船
に
 

棹
し
て
 

四
國
に
 

赴
く
 

の
 

事
 

を
 

云
 

へ
 

る
の
 

み
に
 

し
 

て
、
 

毫
 

も
 

生
 

田
.
 

福
 

原
 

等
の
 

地
名
 

を
 

現
 

は
さ
、
 

>
 
 

る
 

な
り
。
 

是
 

れ
簡
單
 

な
る
 

記
事
に
 

於
 

て
、
 

說
 

い
て
 

こ
、
 

に
 

及
ば
 

ざ
り
 

し
も
の
 

な
り
と
 

も
 

解
す
 

ベ
 

き
に
 

似
 

た
れ
 

ど
 

も
、
 

當
 

時
 

生
 

田
 

二
 

の
 

谷
間
 

一
 

帶
の
地
 

を
 

呼
 

ぷ
 

に
、
 

一
 

の
 

谷
 

の
 

名
 

を
 

以
 

て
 

せ
 

し
 

こ
 

と
 

を
 

知
 

る
 

ベ
 

き
 

な
 

，.
.^
。 

又
 

長
 

門
 

本
 

平
家
物
語
 

に
 

は
、
 

「
四
 

第
 

十
 

章
 

一 
の
 

谷
の
 
合
戰
 
 

1 
九
 

五
 



神
 
戶
市
史
 

錄
ー
 

古
代
の
 

兵
 

及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一
九
.
 K
 

日
 

源
氏
 

二
手
に
 

分
け
て
 

福
 

へ
 

寄
せ
ん
 

と
し
け
 

る
 

が
，
 

今
 

日
の
 

佛
事
を
 

妨
げ
ん
 

こ
と
 

罪
深
 

か
 

る
 

ベ
 

し
、
 

五
 

曰
 

は
 

西
 

塞
 

り
、
 

六
 

曰
は
惡
 

曰
と
 

て
、
 

七
 

曰
の
 

卯
の
 

刻
に
 

東
西
の
 

木
 

口
の
 

矢
 

合
せ
と
 

定
 

む
。
」
 

と
の
 

例
の
 

想
像
 

說
を
 

記
し
な
が
ら
 

も
.
 

其
 

の
攻
 

磐
の
 

a
 

的
 

を
 

福
 

と
 

し
、
 

生
 

田
 

二
 

の
 

谷
 

を
 

以
て
 

福
 

原
の
 

東
西
の
 

木
 

口
と
 

云
へ
 

る
な
 

り。
 

是
れ
 

蓋
し
 

正
し
き
 

筆
法
と
 

す
べ
し
。
 

然
る
 

に
 

他
の
 

諸
 

本
に
 

は
、
 

往
 

々
之
 

を
 

二
 

の
 

谷
の
 

東
西
の
 

木
 

m
 
 

口
」
 

と
 

云
 

ひ
.
 

特
 

に
 

源
平
 

盛
衰
 

記
に
 

は
 

前
 

引
の
 

如
 

く
、
 

當
 

時
卒
 

家
の
 

城
郭
 

を
 

構
へ
 

て
 

籠
り
し
 

所
 

を
 

K
 

ち
に
 

二
 

の
 

谷
」
 

と
 

稱
 

し
、
 

同
 

書
 

及
 

び
 

其
 

の
 

他
 

多
數
の
 

平
家
物
語
に
 

は
、
 

『
源
氏
 

は
 

一
の
 

谷
に
 

向
 

ふ
べ
 

し
と
て
 

云
 

云
、
 

七
 

日
 

卯
の
 

刻
の
 

矢
 

A:
l 

i
 

定
 

め
 

て
、
 

東
 

西
の
 

城
 

ti
l'
 

よ
り
 

兄
弟
 

大
將
 

取
と
 

し
て
 

攻
む
 

ベ
 

き
に
 

ぞ
 

あ
る
け
 

る
」
 

に
 

作
れ
る
 

な
 

ど
、
 

孰
 

れ
も
 

其
の
 

目
的
地
 

を
 

以
て
 

直
ち
に
 

二
 

の
 

谷
」
 

と
 

云
 

へ
 

る
 

な
 

>9
, 

其
の
 

他
 

一
 

代
 

要
 

記
に
 

は
、
 

「
平
家
 

悉
 

赴
-
西
 

國
；
 

福
 

原
 

南
 

群
 

居
、
 

以
，
 
 

一
 

S
M
 

郭
-
」
 

と
 

云
 

ひ
、
 

歷
 

代
 

皇
紀
に
、
 

「
平
 

家
 

悉
 

，
西
 

國
：
 

軍
 

勢
 

福
 

原
 

以
南
 

群
 

S 居
 

播
磨
室
 

K
 

一
谷
 

邊
：
 

以
，
 

一 
一
 

谷
ー
爲
 

一一 其
 

城
，
」
 

な
ど
 

云
へ
 

る
 

も
 

の
、
 

孰
 

れ
も
皆
 

同
一
 

筆
法
な
 

所
謂
 

一
の
 

谷
 

、
り
と
 

す
。
 

今
是
 

等
の
 

諸
 

書
 

を
 

併
せ
 

考
 

ふ
る
に
、
 

こ
、
 

に
听
谓
 

一
の
 

谷
と
 

は
，
 

狹
 

く
 

今
の
 

攝
播
 

费
 

城
 

は
 

福
^
.
 

和
 

E
 

一 
 

帶
の
地
 

止
な
る
 

一
 

の
 

谷
の
 

地
域
 

を
の
み
 

す
に
 

あ
ら
や
し
 

て
、
 

平
 

家
の
 

摅
守
 

し
た
る
 

輪
 

田
.
 

福
 

^
 

1
 

帶
 

の
 

地
 

を
 

漠
然
と
 

然
か
稱
 

呼
せ
 

る
 

も
の
た
 

る
 

は
 

疑
 

を
容
れ
 

ざ
る
な
 

り
。
 

當
 

時
の
 

戰
 

決
し
て
 

一
 

の
 

谷
の
 

み
に
 

行
 

は
れ
た
 

る
に
 

あ
ら
す
。
 

生
 

田
 

方
面
に
 

於
て
も
 

明
か
に
 

激
戰
 

は
あ
り
し
 

な
り
 

U 



殊
 
に
 
前
 
記
 
宗
 
盛
の
 
返
狀
に
 

も
、
 「
七
日
 
關
柬
の
 
武
士
 
等
 
叙
 
船
の
 
汀
に
 
襲
ひ
來
 

る
」
 と
 
云
へ
 

る
 
如
く
、
 

其
の
 
目
的
地
 
は
實
に
 
其
の
 
主
腦
 
部
の
 
所
在
に
 
あ
り
き
 

と
 
謂
 
は
ざ
る
 
ベ
か
ら
 

や
。
 
さ
れ
ば
 
諸
 

.
 
 
本
 
平
家
物
語
に
 
二
の
 
谷
 
は
 
北
 
は
 
山
、
 南
 
は
 
海
，
 口
 
は
狹
く
 
奧
は
廣
 

し
、
 岸
 
高
 
く
し
て
 
屛
風
を
 
立
て
 

た
る
に
 
異
な
ら
す
」
 
と
い
 

へ
る
 
も
の
 

は
、
 此
 
の
 
福
 
原
.
 輪
 
田
 

一
 
帶
の
地
 

を
 
城
郭
と
 
見
な
 

し
.
 
西
 
方
 
な
 

る
 
今
の
 

一
 
の
 
谷
 
方
面
よ
，
 

り 
見
て
 
說
述
 
せ
る
 
も
の
と
 
解
す
 

ベ
 
く
、
 
其
 
の
 
所
謂
 

一
 
の
 
谷
と
 

は
、
 單
 
に
 

其
の
 
狭
き
 
口
な
る
 
今
の
 

一
 
の
 
谷
の
 
み
に
 
あ
ら
す
 

し
 
て
、
 其
 
の
 
廣
 
き
 
奧
 
ま
 
で
 
を
 
も
 
籠
め
 
た
る
 
稱
 

呼
 
な
 
り
 
し
 
な
 
り
。
 

當
 
時
 
須
 
磨
.
 輪
 
田
の
 
地
方
が
 
播
 
磨
の
 
中
な
，
.
.
^
 
し
と
し
て
 
認
め
ら
れ
 
た
り
し
 

こ
と
 

は
、
 前
 
旣
に
之
 

を
 
述
 
ベ
 
た
 

， -
。
 

然
 
ら
ば
 
吾
妻
 
鏡
 §
 
鮮
喊
 
W
 
 "
 
 ？
 
 ？
 
化
に
、
 
攝
 
津
.
 播
 
磨
の
 
境
 

な
る
 

一
 
の
 
谷
に
 
城
郭
 
を
 
構
 
ふ
と
 
云
 
ふ
 
も
の
 

も
、
 必
 
す
し
 
も
狹
く
 
今
の
 

一
 
の
 
谷
の
 
み
に
 
限
定
す
 

城
郭
の
 
意
義
 

る
 
必
要
 
を
 
見
ざ
る
 

な
 
h^。 

往
時
の
 
城
郭
と
 

は
、
 戰
 
國
 
時
代
 
以
後
の
 
城
郭
と
 

は
 
頗
る
 
趣
 
を
 

に
 

し
て
、
 
今
 
も
 
支
那
 
及
び
 
朝
鮮
 
等
に
 
見
る
 
如
く
、
 
又
 
我
が
 
古
へ
の
 
平
 
城
.
 平
 
安
城
に
 
於
て
 
見
る
 
如
く
"
 

都
邑
の
 

一
 
帶
の
地
 

を
 
籠
め
 
た
る
 
も
の
な
 
り
き
。
 

さ
れ
ば
 
當
時
 
平
家
の
 
據
 
守
し
た
.
.
^
 

し
 
所
謂
 

城
 
郭
 
も
、
 福
 
原
.
 輪
 
田
 

一
 
帶
の
地
 

を
 
包
容
せ
 

る
 
も
の
に
し
 

て
、
 た
 
と
ひ
 
E
 
濠
.
 壁
 
壘
 
の
 
設
備
な
 
く
と
 

も
、
 之
 
を
 
城
郭
と
 
呼
び
し
 
も
の
な
 
ら
ん
"
 

桓
武
 
天
皇
の
 
詔
に
 
山
城
の
 
形
勢
 
を
 
述
べ
 

て
、
 山
 
河
 
襟
 

帶
 
自
然
に
 
城
郭
 
を
な
 
す
と
 
あ
る
 
も
の
 
亦
參
考
 
す
べ
し
。
 

而
 
し
て
 
其
の
 

一
 
部
の
 
地
名
 
を
 
以
て
 

第
十
韋
 

一
の
 

谷
の
 
合
戦
 
 

一
九
 

七
 



城
.
 

大
 

和
の
 

境
な
る
 

平
 

坂
の
 

な 
ら 

一 
の
 

谷
と
 

i
 

倉
の
 

比
較
 

神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 

全
體
に
 
及
ぼ
せ
る
 

こ
と
 

は
、
 山
 

と
 
呼
び
し
 
例
 

經
の
 
軍
功
 
最
 

み
 
特
記
 

し
、
 範
 

ば
、
 

自
然
に
 

此
 

地 を も、 普 通 

地
 

は
 

一
の
 

谷
 

る
 

義
經
の
 

軍
 

の
、
 

必
 

す
 

や
 

其
 

後
の
 
傳
唱
に
 

帶
の
 

地
の
 

鎌
 

倉
 

攻
に
相
 場
所
が
 

山
 

を
 

あ
り
。
 

隨
っ
 

の
 

攻
め
口
 

は
 

る
 
京
 
城
 
を
 
平
 
城
 

之
に
 
向
へ
 
る
義
 

と
り
こ
れ
 

を
の
 

る
 
程
な
 
り
し
 
か
 

時
の
 

平
 

軍
の
 

陣
 

生
 
田
の
 
防
禦
 
陣
 

一
 

の
 

谷
に
 

向
へ
 

in
 

に
 

4
?
 

へ
る
 

も
 

是
等
 

は
す
 

ベ
 

て
 

今
 

福
 

原
.
 

輸
 

田
 

合
 

戰
 

は、
 

元
 

弘
 

の
 

田
に
 

M
 

る
 

ベ
 

き
 

な
せ
る
 

の
 

相
 

逢
 

な
か
，
 
o 
し
 
も
、
 他
 

と
 

同
じ
 

く
、
 

其
 

の
 

中
に
 

も
 

一
 

も
 

著
し
 

く
、
 

其
 

の
戰
鬬
 

殊
に
 

頼
の
 

生
 

田
 

方
面
の
 

戰
鬬
の
 

の
 
福
 
原
攻
の
 
合
戦
が
 

一
 
の
 

に
 

一
 
の
 
谷
の
 
城
郭
と
 
し
て
 

に
 

比
し
て
 

數
 

i
£
 

の
廣
 

さ
あ
 

よ
り
も
 
多
 
か
り
し
 
事
に
 
就
 

の
 
西
 
城
 

に
 
向
へ
 

る
 
も
の
 

除
外
 

せ
ら
れ
た
.
 

0 
し
な
，
 

0 

形
勢
 
を
考
ふ
 

る
 
に
、
 頗
る
 
鎌
 

似
た
 

る
 
も
の
 
少
 
か
ら
 
ざ
 
る
 

以て 塞がれて、 僅に 小 坪 

て
こ
、
 

に
 

は
 

範
賴
の
 

攻
 

め
 

大
抵
 
相
似
た
 

る
 
も
の
に
し
 

1 
九
 

入
 

名
よ
り
 

し
 

て
、
 

其
 

の
 

南
に
 

營
 

ま
れ
た
 

の
 
谷
 
方
面
の
 

防
備
！
；
^
 
も
 
厳
に
 
し
て
-
 

人
口
に
 

嗜
 

炙
し
 

て
、
 

吾
 

妻
 

鏡
に
 

も
 

ひ
 

如
き
 

は
 

殆
ど
 

省
略
に
 

附
 

せ
ら
れ
た
 

谷
の
 
合
戰
 
と
し
て
 
喧
傳
 
せ
ら
 

れ
、
 當
 

呼
ぶ
 

に
 
至
り
し
 
も
の
な
 
ら
ん
 

か
。
 

b
 
 

、
之
に
 

向
 

へ
 

る
範
 

頼
の
 

軍
が
、
 

遙
に
 

い
て
 

考
 

ふ
る
 

も
、
 

當
 

時
 

平
 

軍
の
 

東
 

城
 

よ
.
 
0 

も
 
多
 
か
、
 
り
し
，
 
で
 
疑
 
は
ざ
る
 

も
-
 

倉
の
 

其
れ
に
 

類
 

し
、
 

元
 

暦
の
 

一
の
 

谷
 

な
り
。
 

但
鎌
 

倉
 

に
 

て
 

は
、
 

福
 

原
の
 

生
 

の
 

海
岸
 

道
 

と
、
 

名
 

越
 

坂
の
 

切
通
し
 

を
 

口
に
 

相
當
 

す
る
 

大
手
 

口
の
 

攻
撃
 

は
 

て
、
 

新
 

田
 

義
^
の
 

主
力
が
 

海
岸
 

道
よ
 



極
樂
 
寺
の
 
切
通
し
 

に
 
向
 
ひ
、
 別
 
に
 
山
の
手
と
 
も
稱
 
す
べ
 

き
 
小
 
袋
 
坂
.
 化
 
粧
坂
 
に
も
 
兵
 
を
 
分
ち
 

て
 
夾
撃
を
 
企
て
し
 

は
、
 義
 
經
の
 
軍
が
 

一
 
の
 
谷
に
 
向
 
ひ
、
 別
 
に
 

一
 
隊
を
 
山
の
手
に
 

向
 
は
し
め
 
し
と
 

相
似
た
、
 

9。 
さ
れ
ば
 
此
の
 

一
の
 
谷
の
 
合
戦
に
 
於
て
 

も
、
 
平
 
氏
 
は
 
東
西
の
 
木
 

口
の
 
み
な
ら
 
ャ
 * 

特
に
 
此
の
 
山
の
手
の
 
襲
撃
 
を
 
も
 
顧
慮
し
 

て
、
 驍
 
勇
な
る
 
盛
 
俊
 .
敎
 
經
等
 
を
し
て
 
之
に
 
向
 
は
し
め
、
 

用
意
 
を
 
さ
.
 
（
'
怠
る
 
所
な
 

か
，
.
 ̂
し
な
り
。
 

然
る
に
 
此
の
 
山
の
手
の
 
軍
 
先
 
づ
紊
れ
 

て
.
 全
 
軍
 
遂
 

に
 
潰
 
敗
す
 
る
に
 
至
る
。
 

一
 
に
 
義
經
の
 
奇
計
と
 
敏
活
と
 
に
よ
る
 
も
の
と
 
謂
 
は
ざ
る
 

ベ
 
か
ら
す
。
 

翌
日
 
京
都
に
 
達
せ
る
 
報
告
に
 

も
、
 「
最
前
 
被
，
 落
 一一 山
 
手
 一」 と

 
あ
 

，9。 
蓋
 
し
 
之
 
を
 
謂
へ
 
る
な
，
 
9。 

山
の
手
 
陷
落
 

然
 
ら
ば
 
此
の
 
山
の
手
 

を
 
落
せ
し
 
も
の
 
は
 
誰
ぞ
。
 

玉
 
葉
に
 
は
 
之
 
を
 
多
 
田
 
行
 
綱
と
 
な
す
。
 

行
 

綱
 
は
源
賴
 
光
の
 
子
 
賴
國
六
 
世
の
 
孫
に
 
し
て
、
 

一
 
旦
 
鹿
が
 
谷
の
 
密
議
に
 
預
 
り
、
 後
 
之
を
淸
 
盛
に
 
密
 

吿
 
し
た
る
 

を
 
以
て
 
世
 
其
の
 
反
覆
 
を
 
惟
む
。
 

後
賴
 
朝
に
 
馬
せ
 
し
か
 

ば
、
 今
 
度
の
 
合
戦
に
 
も
參
加
 

し
て
 
軍
功
 
を
樹
 
て
し
 
も
の
な
 
ら
ん
。
 

而
も
 
吾
妻
 
鏡
 
以
下
 
平
家
 
諸
 
本
 

一
 
も
 
之
 
を
 
謂
 
は
す
。
 

蓋
 

し
 
彼
が
 
其
の
 
人
格
 
上
、
 軍
 
功
を
沒
 
せ
ら
る
 

， 
に
 
至
，
 9 
し
も
の
 

か
、
 或
 
は
當
時
 
誤
聞
に
 
出
で
 
し
も
 

の
な
 
b
 
し
か
 
明
な
ら
 

す
。
 
然
る
に
 
吾
妻
 
鏡
に
 

は
、
 義
 
經
 
自
ら
 
三
 
浦
 
義
連
已
 
下
の
 
勇
士
 
を
 
相
 
具
 

し
て
 
鵜
 
越
よ
り
 
攻
め
 
戰
ふ
 
と
の
み
 
云
 
ひ
、
 長
 
門
 
本
 
平
家
物
語
に
 

は
、
 義
經
播
 
磨
 
安
田
 
庄
 
下
司
 
賀
 

古
菅
 
六
久
 
利
と
 

い
 
ふ
 
敵
軍
の
 
捕
虜
 
を
案
內
 
者
と
 
し
 
て
、
 間
 
道
 
を
 

一
 
の
 
谷
に
 
向
へ
、
 
り
と
 
云
 
ひ
、
 他
 

第
 
十
 
章
 

一
の
 
谷
の
 
合
戦
 
 

1 九
九
 



gp
 

越
の
 

所
在
 

紳
 
戶
市
史
 

s: 錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 
庵
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 

の
 

諸
 

本
に
 

は
、
 

武
藏
坊
 

辨
慶
獵
 

師
の
子
 

鷲
 

尾
 

三
 

郞
經
春
 

記
に
 
は
 
此
の
 
兩
說
を
 
併
せ
 
揭
げ
、
 
又
 
其
の
 
經
春
 
を
率
ゐ
 

之
 
を
す
.
 

- 
む
と
 
云
 
ひ
、
 或
 
は
 
老
父
 
こ
れ
 
を
 
己
が
 
代
理
と
 

定
 す
る
と
 こ
ろ
な
 き
な
，
.
 >。 
蓋
し
 吾
妻
 鏡
 以
外
の
 も 

話
 
を
附
加
 

し
、
 演
 
者
の
 
任
意
に
 
適
宜
 
潤
飾
し
た
 

る
 
も
の
 

多
 
田
 
行
 
綱
が
 
此
の
 
手
に
 
軍
功
 

あ
，
.
^
 
き
と
す
 

る
 
も
、
 義
 
經
 

ら
鵜
 

越
に
 

向
 

ひ
し
 

こ
と
 

は
こ
れ
 

を
 

是
認
す
 

ベ
 

き
が
 

如
 

軍
に
 

長
た
り
。
 

こ
、
 

に
 

於
て
 

其
の
 

別
働
隊
の
 

行
動
 

を
 

け
て
 
傳
 
ふ
る
に
 
至
れ
る
 

は
、
 蓋
 
し
 
自
然
の
 
數
 
な
り
と
 
謂
 

吾
妻
 

鏡
の
 

如
く
、
 

鵜
 

越
 

を
 

以
て
 

一
 

の
 

谷
の
 

後
山
な
 

り
と
 

所
謂
 

一
 

の
 

谷
な
る
 

も
の
 

は
、
 

必
 

す
し
 

も
 

今
の
 

狭
き
 

一
 

の
 

な く、 福 原 城と いふべき もの を 一 の 谷 城と 云 ひ、 

合
戦
と
 

稱
 

す
る
 

に
よ
れ
 

ば
、
 

此
 

の
 

一
 

の
 

谷
の
 

後
山
た
 

る
 

後
に
 
の
み
 
求
む
 

ベ
 
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 

な
，
.
^
。
 

こ
、
 

に
 

於
て
 

最
後
に
 

一
考
す
べ
き
 

は
、
 

其
 

の
 

所
謂
 

鵜
 

二 
 

0
0
 

を
 
尋
ね
 
來
，
 0 

た
，
 
CS 

と
 
云
 
ひ
、
 源
 

來
れ
る
 
こ
と
に
 
就
い
て
 

も
、
 或
 

す
と
 
云
 
ふ
な
 

ど
、
 諸
 
說
 
K
 
々
と
 

の
 

は
、
 

語
 

b
 

物
の
 

常
と
 

し
て
 

種
 

な
 
ら
ん
 

か
。
 

ュ、 
は
と
 

も
 
あ
れ
-
 

が
 

も
と
く
 
 

此
の
 

手
の
 

將
と
 

し
。
 

而
も
 

彼
れ
 

も
と
 

一
の
 

谷
 

も
、
 

其
 

の
 

主
力
の
 

向
 

ひ
し
 

一
 

の
 

は
ざ
る
 

ベ
か
ら
 

す。
 

か
ぐ
て
 

す
る
 
の
說
 
を
な
 
す
に
 
至
り
し
 

谷
の
 

地
域
と
の
 

み
 

限
定
す
 

る
 

福
原
攻
 
と
い
 
ふ
べ
き
 
も
の
 
を
 

轔
 

越
 

も
、
 

必
今
 

し
も
 

今
の
 

一
 

の
 

平 

， 
ク .1 

し 谷 盛
衰
 

老
母
 

て
 

一
 

の
 
揷
 

と
 
ひ
 

て、
 

親
 

攻
撃
 

に か 

- - 
よ
 

_ 其
の
 

必
要
 

の
 
谷
 

の
 
背
 

越
の
 
所
在
な
 
り
と
 
す
。
 
現
今
 
播
磨
境
 



義
經
 
の
經
路
 

小
 
河
よ
 

b
 
藍
 
那
を
經
 

て
、
 夢
.
 野
.
 妙
 
泉
 
寺
 
に
 
通
 
や
る
 

も
 

ふ
 
所
 
是
に
當
 

る
。
 
蓋
し
 
往
時
の
 
稱
を
傳
 
ふ
る
も
の
 の
 
之
 
を
 
鵜
 
越
と
 
稱
す
。
 

兵
 
庫
 

な
ら
ん
 

然
る
に
 
同
書
 
又
 
其
 

田 IE 
名
所
 
記
 

の
須
 
磨
の
 

關
 
屋
の
條
 
下
に
-
 

鵜
 
越
の
 
道
 

義
經
 
鏡
掛
松
 

と 云 ひ、 叉 其 の 

安
德
 
天
皇
 
御
 

屋
敷
 
陣
屋
 

1 一
 

と
 
二
の
 
谷
の
 

鐵
柺
が
 
峰
の
 
腰
 
北
よ
.
^
 
南
へ
 
向
 
ひ
 
出
づ
る
 
道
な
 

り
。
 

北
 
一
の
 
谷
 
鐵
柺
が
 

峰
、
 

あ
 
り
。
 

1
 
の
 
谷
の
 
條
に
、
 

遷
幸
 
所
 

壽
永
 
三
年
 
平
家
 

一
 
の
 
谷
 

十
三
 
間
 
四
方
 
土
手
の
 

跡
。
 
岩
石
 
落
 

間
に
 
諸
 
勢
 
陣
屋
の
 
迹
 
あ
り
。
 

謂
鵪
越
 
を
ニ
ケ
 
所
に
 
注
す
 
る
の
 
み
 

b
 
し
こ
と
 

を
 
云
へ
 

る
な
.
，
 
o。 

妄
誕
 

說
は
 
あ
ら
し
な
 

り
。
 

ら
く
 

諸
 
本
 
平
家
物
語
 
謂
 
ふ
 
所
の
 

落
し
の
 
地
 
は
 
必
す
ゃ
 
今
の
所
 
謂
 
鵜
 
越
の
 
道
に
 
し
て
-
 

そ
 
は
 
校
訂
 
本
に
、
 
義
經
 
七
日
の
 
曉
に
 

一
 
の
 
谷
の
 
後
山
 

な
ど
 
云
 
ひ
 
て
、
 所
 

謂
 
一
の
 
谷
に
 
あ
 

頃
旣
に
 

か
 

， 
る
 

然
れ
 
ど
も
、
 
つ
 

籠
城
"
 
此
 
所
に
 
皇
居
な
 
し
 

し
 
は
 
二
の
 
谷
と
の
 

せ
.
^
 
合
 „ 

な
 

ら
 

す
、
 

安
 

德
 

天
皇
 

內
 

裏
 

ま
 

固
よ
，
 

o- 
採
る
 

に
 
足
ら
 
ざ
れ
 

義
經
の
 
經
路
を
 
案
す
 
る
に
-
 

- 
1
 
 

の
 

谷
の
 

上
方
に
 

は
 

あ
ら
 

鵜
 
越
に
 
打
ち
 
上
，
 o、 旣

に
下
 

奉 で 

-
其
 

ざ ら 

る ( 

も 

今 

-
寳
 

內 の 永 

裏 の 

の
 

所
謂
 

逆
 

hy  . f 一にみ 
り
 

ん
と
 
せ
し
 

第
十
箄
 

一
の
 
谷
の
 
合
戦
 
 

二
 〇
 



神
 

戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 
 

二
 

0
 

二
 

時
.
 

男
 

鹿
 

二
つ
 

妻
 

鹿
 

一
 

つ
、
 

卒
 

家
の
 

城
郭
 

を
 

一
 

の
 

谷
へ
 

落
ち
た
.
^
 

と
 

云
 

ひ
、
 

而
 

も
 

其
 

の
 

落
ち
 

た
 

る
 

場
 

所
 

は
、
 

山
 

の
 

手
 

防
禦
の
 

盛
 

俊
の
 

陣
 

所
の
 

附
近
な
 

り
き
と
 

云
 

へ
 

る
な
 

り
。
 

又
 

同
書
に
 

義
經
更
 

に
 

馬
の
 

脚
の
 

堪
 

ふ
る
や
 

否
や
 

を
 

試
み
ん
 

が
爲
 

に
、
 

鞍
 

S
 

き
 

た
 

る
 

ii
ii
T 

を
 

落
 

し
 

た
 

る
 

に
、
 

是
 

も
 

亦
 

盛
 

俊
の
 

屋
 

形
の
 

上
に
 

落
ち
た
，
 

9 
と
 

云
へ
 

る
な
 

り
。
 

長
 

門
 

本
 

及
び
 

源
平
 

盛
 

袞
記
謂
 

ふ
 

所
 

亦
 

こ
れ
 

に
 

似
た
，
.
^
。
 

さ
れ
ば
 

是
 

等
の
 

語
り
物
の
 

演
者
の
 

謂
 

ふ
 

所
の
 

鵪
越
 

は
、
 

之
 

を
 

一
 

の
 

谷
の
 

後
山
と
 

は
稱
 

す
れ
 

ど
 

も
、
 

其
 

の
 

地
 

は
 

明
か
に
 

山
の
手
 

湖
 

陣
地
の
 

上
方
に
 

し
 

て
、
 

今
 

の
 

所
謂
 

一
 

の
 

谷
の
 

上
方
に
 

は
 

あ
ら
や
。
 

其
の
 

一
の
 

谷
と
 

云
へ
 

る
 

も
の
 

は
.
 

前
 

記
の
 

如
く
 

廣
く
輸
 

田
.
 

福
 

の
 

地
域
 

を
 

も
 

包
ね
 

た
る
 

稱
 

呼
な
 

b
 

と
 

解
す
べ
き
 

も
の
な
 

り
と
 

す
。
 

か
く
て
 

こ
そ
 

此
の
 

背
面
の
 

突
 

S
 

に
よ
つ
 

て
、
 

山
 

の
 

手
の
平
 

軍
忽
 

ち
清
亂
 

し
、
 

從
 

來
 

一
 

度
 

も
 

不
覺
を
 

取
ら
 

ざ
 

し
敎
經
 

す
ら
 

も
 

西
 

を
 

指
し
て
 

落
ち
の
 

び
た
 

b
 

と
 

云
 

ひ
、
 

盛
 

俊
 

は
と
て
も
 

免
る
 

べ
き
 

身
な
ら
 

す
と
 

て
、
 

一
 

步
も
 

引
か
 

す
 

戦
死
せ
 

り
と
の
 

長
 

門
 

本
 

及
び
 

盛
衰
 

記
 

等
の
 

記
事
 

も
、
 

始
 

め
て
 

合
理
的
に
 

解
 

せ
ら
る
、
 

な
れ
。
 

糗
 

越
の
 

i
f
i
 

然
る
に
 

吾
妻
 

鏡
に
 

は
、
 

鵜
 

越
 

を
 

以
 

て
 

「
此
 

の
 

山
 

猪
鹿
觅
 

狐
の
 

外
 

通
 

は
ざ
る
 

嶮
蛆
な
 

.0
」 

と
 

云
 

ひ
、
 

平
家
物
語
 

諸
 

本
に
 

は
、
 

更
に
 

其
の
 

嶮
蛆
 

の
狀
を
 

誇
張
し
て
.
 

義
經
 

逆
落
し
の
 

壯
擧
 

を
極
說
 

し
た
 

る
が
 

故
 

に
，
 

後
 

人
 

今
の
所
 

謂
 

鵜
 

越
の
 

之
に
 

相
 

當
ら
ぬ
 

を
 

思
 

ひ
.
 

其
 

の
 

所
謂
 

一
 

の
 

谷
 

を
 

狭
義
に
 

解
 

し
 

て
、
 

之
 

を
 

今
の
 

一
 

の
 

谷
の
 

上
方
に
 

求
め
、
 

は
て
に
 

こ
、
 

に
內
 

裏
の
 

設
け
さ
 

へ
 

あ
り
し
 

由
に
 

語
 



1 の
 谷
の
 
戰
 

及
 福
原
攻
 

b
 

出
し
 

* 
も
の
な
る
 

ベ
 

ど
も
、
 

こ
 

は
 

義
經
の
 

軍
が
 

時
の
 
慘
苦
を
 
語
.
 
= ̂
傅
 

へ
 

さ
れ
た
 

る
 
道
路
 
を
 
以
て
 

• 

の
 
深
く
 
問
 
ふ
 
を
 
要
せ
 
ざ
 

に
 
此
條
の
 
記
事
の
 
舞
 
文
 

る
 
巖
壁
を
 
逆
落
し
 

「
て
-
 

る
 
に
て
も
 
察
す
べ
き
な
 

之
 

を
 

要
す
る
に
 

所
謂
 

到
 
著
匆
々
 

の
 
事
と
 

て
、
 未
 

受
け
し
 
も
の
な
 
り
と
 

す
-
 

田
 

一
 

帶
の
 

地
方
の
 

防
備
 

事
に
 あ
ら
 す。 

吾
 妻
 鏡
 

山
の
 
謂
に
 
し
て
，
 
平
家
 
物
 

示
せ
る
 
な
 
り。 

斯
く
て
 

し
。
 

吾
 

し
も
の
 

- 同
日
に
 

る
 
ベ
 
し
。
 

の
甚
し
 

• 七
千
餘
 

r9 

1
 
の
 
谷
 

さ れ 

を
 
指
せ
 

に
 

所
謂
 

Isf 賴 。- 

妻 し 

田 nc 

1 一二  p 

鏡
が
 

其
の
 

嶮
 

»
 

を
 

云
 

へ
 

る
 

も
の
 

固
よ
り
 

誇
大
に
 

失
す
れ
 

間
道
 

を
 

分
け
 

進
み
 

て
、
 

夢
 

野
 

上
方
な
る
 

鵜
 

越
に
 

出
で
 

し
當
 

も
 
解
す
 

ベ
 
く
、
 又
 
往
時
の
 
鵪
越
 

は
、
 必
 
す
し
 

も
 

る
 
ベ
 
き
に
 

も
 
あ
ら
ざ
る
 
ベ
け
れ
ば
，
 
其
の
 

41^ 

の
 

誇
張
 

多
き
 

は
 

言
 

ふ
 

ま
 

で
 

は
、
 

屛
 

風
 

を
 

立
て
た
 

る
が
 

如
 

諸
 
本
 
平
家
物
語
 

も
の
な
る
 

，
一
と
 

〇
 
或
に
 

キ
餘
：
 

編
 

後
世
の
 

修
理
 

蛆
 
を
 
謂
 
ふ
 
も
 

も な し。 特 

き
 
お
 口 む

 
し
 

ク， J 

V7
 

0
 

或
は
 

三
の
 

兵
 

騎
を
 
損
せ
す
 
落
ち
 
付
き
た
、
 
り
と
 

い
 
へ
 

^0  |g は、 宜 し く 
る
 

城
郭
 

を
 

構
 

ふ
 

世
に
 

之
 

を
 

一
 

の
 

も
の
と
 

解
す
 

ベ
 

の
 
谷
の
 
後
山
 
な
 

一
 
の
 
谷
 
東
西
の
 

山
陽
 
街
道
よ
 

り
 

第
 

十
 

章
 

一 
の
 

谷
の
 

合
戦
 

之
 
を
 
福
 
原
攻
と
 
い
ふ
べ
 

く
、
 

る
の
 
暇
な
 

き
 
際
に
 
於
 
て
、
 源
 

谷
 
城
と
 
稱
 
す
る
 
も
の
 

は
、
 其
 

く
、
 

決
 

し
て
 

西
 

城
 

な
る
 

一
 

る
 

鵜
 

越
と
 

に
、
 

其
の
 

實
夢
 

野
-
 

城
 

II
； 
 

口
と
 

は、
 

明
 

か
に
 

生
 

田
 

< 

直
ち
に
 

此
の
 

東
の
 

城
 

In
- 

口
 

二
 〇  一二 

當
時
平
 

軍
の
 

軍
。
 
-
夾
 
き
 
を
 

の
 
實
 
福
 
原
.
 輸
 

の
 

谷
の
 

み
の
 

明
 

泉
 

寺
の
 

後
 

1
 
の
 
谷
 
を
 
指
 

な
る
 

生
 

田
に
 



神
 

戶
市
史
 

刖
錄
 

I 
古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 
 

二
 

〇
 

四
 

逼
り
、
 

義
經
の
 

軍
は
播
 

磨
に
 

迂
囘
 

し
て
 

西
の
 

城
 

口
な
る
 

一
 

の
 

谷
に
 

逼
 

b
 
 

、
平
 

軍
よ
 

く
 

防
ぎ
て
 

雙
方
 

と
も
 

勝
敗
 

未
だ
 

決
せ
ざ
る
 

間
に
、
 

別
に
 

越
よ
，
 

り 
下
れ
る
 

義
經
 

引
率
の
 

精
兵
 

は
、
 

山
の
手
 

な
る
 

敎
經
.
 

盛
 

俊
の
 

陣
 

を
 

破
 

、り
 

て
、
.
 

-
、
 

に
兩
 

軍
の
 

勝
敗
に
 

最
後
の
 

決
を
與
 

へ
た
る
 

も
の
な
 

り
 



中
世
の
 
兵
 
庫
 
港
 

重
 
源
の
 
修
築
 

重
 M
 の
 奏
請
 

平
淸
 
盛
の
 
建
議
に
 
基
い
て
 
著
 
手
せ
ら
れ
 
た
る
 
經
 
島
の
 
修
築
 
は
 
偶
.
^
 戰
 
亂
の
勃
 
發
に
遭
 

ひ
、
 竣
 

ェ
を
 
見
す
 
し
て
 
中
止
 
せ
ら
る
 

、
の
 
巳
む
 
を
 
得
ざ
る
 

に
 
至
り
し
 

が
、
 建
 
久
七
年
 
四
月
 
二
十
 
八
日
，
 

東
大
寺
 
僧
 
重
 
源
 
は
 
奏
狀
を
 
上
つ
 

り
 
て
，
 魚
 
住
 
泊
、
 河
 
尻
 

一
 
洲
 
と
共
に
，
 
大
輪
 
田
 
泊
 
を
 
修
築
 
せ
ん
こ
 

と
 
を
 
請
 
へ
 
b
。
 
彼
れ
 
は
 
其
奏
狀
 

に
 
於
 
て
、
 大
輪
 
田
 
泊
が
 
古
今
 
の
 
間
に
 
修
復
せ
ら
れ
 
た
る
 

も
、
 
二
 

十
 
年
來
石
 
椋
頹
壤
 
し
て
，
 
風
波
 
相
 
突
き
、
 
舳
艫
迷
 

ひ
 
易
し
と
 

い
 
へ
り
。
 (
攝
津
 
古
文
書
)
 

建
 
久
七
年
 

よ
，
 
0
 
 二
十
 
年
 
前
 
は
 
卽
ち
治
 
承
 
元
年
に
 

し
 
て
、
 淸
 
盛
が
 
此
 
泊
の
 
石
椋
 
修
築
 
を
 
奏
請
せ
 

る
 
治
 
承
 
四
 

年
よ
，
.
^
 
四
 
年
 
前
と
 

す
。
 

淸
 
盛
の
 
奏
狀
 

に
.
 彼
れ
 
が
 
私
財
 
を
 
投
じ
て
 
新
 
島
 
を
 
築
き
し
 

も
，
 
波
 
勢
 
常
 

に
嶮
 
に
し
て
 
石
椋
 
全
か
ら
 
す
と
 

い
 
へ
る
 
に
徵
 
す
れ
 

ば
.
 其
 
工
事
の
 
完
 
全
 
な
 
ら
 
ざ
 

、り 
し
 
と
、
 
修
 
築
 

の
 
行
 
は
れ
 
ざ
り
 
し
爲
 

め
、
 折
角
に
 
築
造
せ
 

る
 
石
 
椋
の
破
 
壤
を
來
 

し
 

， 
を
 
見
る
 

ベ
 
き
 
な
 
り
。
 

重
 

源
の
 
修
築
 
 

I
 
 

. 



神
戶
市
 
史
刖
錄
 

一 
中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 
 

11 

奏
請
の
 

趣
意
 

重
 

源
 

は
獨
カ
 

經
營
の
 

力
な
 

く
、
 

募
 

緣
 

す
 

る
 

も
 

、
こ
れ
に
 

應
 

ャ
 

る
人
少
 

か
ら
ん
 

こ
と
 

を
 

慮
り
、
 

(
第
 

二
 

最
も
 

多
く
 

是
 

等
の
 

港
津
を
 

利
用
す
 

ベ
 

き
 

山
 

陽
、
 

南
 

海
、
 

西
 

海
三
逍
 

の
諸
國
 

及
び
 

莊
 

園
よ
 

り
す
 

る
 

蓮
 

上
米
の
 

內
石
別
 

一
 

升
を
徵
 

し.
 

(
第
二
)
 

三
 

道
の
 

一
 

郡
 

1
 

莊
 

よ
り
 

齐
く
船
 

一
 

艘
を
 

課
し
、
 

(
第
三
)
 

和
 

泉
、
 

攝
 

津
、
 

播
 

磨
、
 

備
 

前
、
 

備
 

中
、
 

紀
 

伊
、
 

伊
 

勢
、
 

淡
 

路
、
 

I
S
 

岐
、
 

阿
 

波
の
 

十
 

箇
國
の
 

海
岸
に
 

漂
 

著
せ
る
 

破
損
の
 

船
を
沒
 

收
し
、
 

(
第
 

四
)
 

山
 

城
、
 

河
 

內
.
 

攝
 

雞
、
 

播
 

磨
、
 

淡
 

路
の
 

五
箇
 

國
に
 

於
け
 

る
 

公
田
 

莊
 

園
の
 

竹
 

木
 

を
 

伐
 

採
し
、
 

(
第
 

五
)
 

攝
 

律
、
 

播
 

磨
、
 

淡
 

路
の
 

三
筒
國
 

及
び
 

河
.
 

尻
 

の
 

E
 

家
よ
り
 

人
夫
 

を
徵
發
 

し
て
、
 

拉
 

び
に
 

築
 

造
 

の
 

用
 

に
 

供
 

せ
 

ん
 

と
 

の
 

計
 

晝
 

を
 

立
 

て
 

た
 

h^
。 

就
中
 

運
.
 

上
 

米
 

を
 

割
き
て
 

納
 

む
る
 

も
の
 

は
、
 

租
 

米
 

を
 

載
せ
た
 

る
 

船
舶
の
 

入
港
せ
 

る
 

も
の
よ
り
 

徵
收
 

せ
る
 

こ
と
に
 

て
、
 

卽
 

ち
 

所
謂
 

升
 

米
な
る
 

ベ
 

く
、
 

莊
 

園
、
 

公
 

田
ょ
.
.
^
諜
せ
る
船
は
築
港
の
修
固
の
爲
 

め
、
 

舟
 

S
 

と
し
て
 

使
用
せ
 

る
 

も
の
な
 

り
。
 

ば
、
 

ほ
!
!
 

J
 

重
 

源
の
 

此
 

奏
請
 

は
 

朝
廷
の
 

嘉
納
す
 

る
と
 

こ
ろ
と
 

な
 

6
 

て
、
 

建
 

久
七
年
 

六
 

三
 

日
、
 

是
 

等
の
 

諸
 

も
 言 

畫
ゼ
 
L
 

理
由
 
 

國
に
太
 

政
 

官
符
を
 

下
さ
 

れ
、
 

國
 

司
 

を
し
て
 

是
 

等
の
 

諸
事
 

を
 

執
行
せ
 

し
め
ら
れ
た
り
。
 

重
 

源
の
 

計
畫
は
 

東
大
寺
の
 

行
 

基
、
 

賢
 

和
 

(
類
 

聚
 

三
代
 

格
に
 

收
 

む
る
 

貞
觀
九
 

年
 

三
月
 

二
十
 

七
日
の
 

太
政
官
 

符
 

に
據
れ
 

ば
、
 

賢
 

和
 

は
 

元
 

興
 

寺
の
 

僧
に
 

し
 

て
、
 

賢
 

養
と
 

共
に
 

魚
 

住
の
 

船
瀨
を
 

築
造
 

せ
ん
と
せ
 

る
 

も
の
な
 

わ
.
)
 

等
 

の
 

先
 

蹤
を
逐
 

へ
る
 

も
の
な
る
 

は
、
 

彼
 

れ
の
奏
 

狀
に
說
 

く
が
 

如
く
な
 

ら
ん
 

も
、
 

又
 

彼
 

れ
 

の
大
勸
 

進
た
り
 

し
 

東
大
寺
が
、
 

周
防
國
 

衙
を
領
 

せ
る
 

よ
り
、
 

租
 

米
の
 

運
漕
に
 

此
泊
を
 

利
用
せ
 

i 



修
築
の
 
功
 程
 

る
 
こ
と
 
多
 
か
 
b 

し
 
も
、
 考
 
盧
.
 の
 

一
 
に
 
加
へ
 
ざ
る
べ
 
か
ら
す
。
 

只
此
 
事
業
が
 
果
し
て
 
豫
 
期
の
 
如
 

く
 
成
功
し
た
.
^
 
し
ゃ
 
否
や
 
は
 
未
だ
 
詳
ら
 
か
な
ら
 

す
。
 

こ
れ
 
を
 
重
 
源
 

一
 
生
の
 
事
績
 
を
 
列
記
せ
 

る
 
南
無
 
阿
 
彌
陀
佛
 
作
 
善
 
集
に
 
徵
 
す
る
 

に
、
 港
 
灣
の
 
修
築
と
 
し
て
 
は
 
魚
 
住
 
泊
が
 
行
 
基
の
 
築
港
 
以
 

來
 
年
を
閱
 
す
る
 
こ
と
 
久
し
 

く
、
 
波
 
浪
の
爲
 
め
に
 
侵
 
損
せ
ら
れ
て
、
 
上
下
の
 
船
漂
沒
 

し
、
 多
 
く
の
 
死
 

者
 
を
 
出
 
だ
す
 
を
以
 

て
、
 舊
 
觀
に
復
 
せ
ん
が
 
爲
 
め
、
 修
 
築
に
 
著
 
手
せ
 
し
こ
と
 

を
 
載
せ
た
 

る
 
も
、
 大
 
輪
 

田
 
泊
に
 
つ
き
て
 

は
、
 河
 
尻
 

一
 
洲
 
と
共
に
 
何
等
の
 
記
載
 
を
も
存
 
せ
ざ
る
 
な
り
。
 

こ
れ
に
 
據
れ
ば
 

是
時
重
 
源
に
 
依
り
て
 
修
築
の
 
計
畫
は
 
立
て
ら
れ
し
 

も
、
 實
 
際
 
其
緖
に
 
就
き
た
 

る
 
は
 
魚
 
住
 
泊
の
 

み
な
り
し
 
と
せ
ざ
る
 
ベ
か
ら
 
ざ
る
に
 
似
た
り
。
 

然
れ
 
ど
も
 
作
 
善
 
集
の
 
記
事
 
亦
 
完
全
 
無
缺
を
 

期
し
 

難
き
 

を
以
 

て
、
 

輕
 

し
く
 

斷
定
 

す
べ
き
に
 

あ
ら
す
。
 

重
 

源
が
 

修
築
 

費
 

を
 

得
る
 

こ
と
 

奏
請
の
 

如
く
せ
ら
れ
 
て
よ
 

-.^  、
建
 
永
 
元
年
 
六
月
 
示
 
寂
す
 

る
 
迄
、
 約
 
十
 
年
な
 
り
し
よ
り
 
考
ふ
 

る
 
も
，
 其
 
間
 
何
 

程
 
か
 
事
業
の
 
進
涉
を
 
見
た
.
^
 
し
な
ら
ん
 

も
、
 未
 
だ
 
其
 
竣
工
に
 
至
ら
 
ざ
 
6
 
し
爲
 

め
、
 作
 
善
 
集
に
 
は
 

こ
れ
 
を
闕
 
如
せ
 
り
と
 
看
做
す
 
を
穩
當
 
と
す
べ
 

し
。
 
東
大
寺
 
文
書
に
 
收
 
む
る
 
文
 
和
 
二
 
年
 
十
 

一
 

月
 
二
十
 
八
日
の
 
武
家
 
事
 
書
 
案
文
に
、
 
「
當
關
 
(
兵
 
庫
關
を
 

い
 
ふ
)
 考
 
天
平
 
年
中
 
行
 
基
 
芬
始
&
 
築
嶋
之
 

大
功
；
 

負
觀
 

K
 

和
 

大
德
之
 

中
興
、
 

建
 

久
重
源
 

上
人
 

之
 

再
興
、
 

共
爲
 

_
>
當
 

寺
 

(
東
大
寺
 

を
い
 

ふ
：
 

之
 

大
德
；
 

同
 

專
 -一 當
 【
嶋
 
之
 
修
 
築
 
一」 云
 々
と
 
見
え
て
 
重
 
源
 
を
 
再
興
 
と
な
 
す
 
も
、
 此
 
文
書
 
は
 
後
世
の
 
述
作
に
 
係
 
り
、
 且
 

重
 

糠
の
 
修
築
 
 

11
1 



神
戶
市
 
史
別
錄
 
一
中
 
世
の
 
兵
 

15- 港
 
 

，
.
 
 

四
 

つ
 
前
に
 
引
け
る
 
重
 
源
の
 
奏
狀
 
に
據
 
り
し
 
も
の
 

、 
如
 
く
、
 
而
 
か
も
 
魚
 
住
 
泊
の
.
 
修
築
と
 
兵
 
庫
の
 

そ
 

れ
と
を
 
混
同
せ
 
る
が
 
如
き
 
憑
據
 
と
す
べ
 
か
ら
ざ
る
 

も
、
 後
 
世
に
 
至
る
 

迄
.
 東
 
大
 
寺
が
 
重
 
源
の
 
修
 

築
 
を
 
認
め
 
居
れ
る
 
こ
と
 
は
 
疑
な
 
き
と
 
こ
ろ
な
 

h -。 

中
世
の
 
兵
 
庫
 
は
 

一
 
般
に
兵
 
庫
 
島
と
 
い
は
 
れ
、
 又
 
兵
庫
經
 
島
と
 
も
い
 
は
る
。
 

其
 
築
 
島
よ
り
 
名
 

を
 
得
し
 
は
 
言
 
ふ
 
迄
 
も
な
 

し
。
 

前
に
 
兵
 
扉
 
三
 
筒
莊
と
 
呼
ば
れ
し
 
も
の
 

は
、
 此
 
頃
 
東
西
の
 
ニ
莊
に
 

分
れ
て
、
 
一
に
 
上
 
莊
下
莊
 
と
も
い
 

へ
り
。
 
東
西
の
 
地
 
頭
、
 ®
 
家
.
 土
 
民
等
多
く
此
^
1
5
に
居
住
 

し
、
 諸
 

國
の
 
船
舶
 
盛
ん
に
 
出
入
し
た
り
 
し
か
 

ば
、
 是
 
等
の
 
貨
物
 
を
 
取
扱
 

ふ
 
爲
め
問
 

屋
.
 單
 
に
 
問
と
 
い
ふ
)
 

を
 
業
と
 
す
る
 
も
の
 
多
 
く
、
 
民
家
 
櫛
 
比
 
し
、
 遊
 
女
の
 
如
き
 

も
 
所
在
に
 
群
居
し
 

て
、
 頗
 
る
 
熱
鬧
を
 
極
め
 

た
.
^
。
 

應
永
 
二
十
 
七
 
年
，
 朝
鮮
 
使
節
 
宋
希
環
 
此
地
を
 
過
ぎ
り
 

て
、
 「
高
低
 
板
屋
 
若
つ
 峰
 
屯
-
」
 と
い
 

へ
 
り
。
 

蓋
し
 

實
景
 

な
ら
ん
。
 
 

. 

是
 
等
の
 
船
舶
 
中
 
S
 
も
 
多
き
 
を
 
占
め
し
 

は
，
 諸
 
國
の
租
 
米
 
を
 
載
せ
た
 

る
 
も
の
な
 
り
し
な
 
ら
ん
。
 

朝
廷
 
及
び
 
幕
府
の
 
所
在
地
に
 
し
て
 
且
つ
 
莊
 
園
の
 
本
 
所
の
 
大
部
分
の
 
所
在
地
た
 
り
し
 
京
都
 
及
 



入
港
 
船
帕
の
 

多
少
と
 
兵
 庫
 

の
 

盛
衰
 

び
畿
 
內
に
對
 
し
て
、
 
中
 

ど
 

必
經
の
 

要
路
に
 

當
 

に
 
寄
港
す
 

る
 
を
 
例
と
 

さ
れ
ば
 
是
 
等
の
 
船
 

住
民
の
 
間
に
 
密
接
な
 

西
國
の
 
船
が
 

一
 
時
 
兵
 

姓
よ
 

遊
君
に
 

至
 
る
 

あ
 

東
大
 
寺
 
文
書
 
所
 

僧
侶
の
 
布
教
 

是
に
 
於
て
 
庶
民
の
 

が
 

如
く
、
 

叙
 

尊
 

(
興
 

正
菩
 

一
 

日
、
 

播
磨
法
 

華
 

山
よ
 

三
日
 
安
養
寺
に
 
於
て
 

百
 八
十
 人
 
に、 每
 月
 
一 

た
る
 
こ
と
 
あ
 
b
 
 。
(
感
 身
 

空
 
也
に
 
私
淑
し
、
 
全
國
 

兵
 

庫
の
 

殷
賑
 

國
、
 

四
 

國
、
 

鎭
 

西
諸
國
 

り
、
 

こ
 
 

>
 
 

よ
り
 

上
陸
 

せ
 

し
 

が
、
 

其
 

中
 

兵
 

庫
 

舶
の
 
入
港
す
 

る
 
も
 

る
 
利
害
 
關
係
 
を
 
^
 

庫
に
 
寄
港
せ
 
ざ
る
 

迄
、
 

同
 

盟
 

し
て
 

六
 

波
 

收
 
東
大
寺
 
八
幡
宮
 

敎
 
化
に
 
盡
瘁
せ
 

る
 

薩
)
 も
 
來
 
り
、
 
一
 遍
 
も
 

り
の
 
歸
途
 
明
石
大
 

九
 
百
 
十
 

一
 
人
に
 
菩
 

定
の
日
 
若
し
く
は
 

覺
正
 

記
)
 
後
者
 
は
 

に
 

遊
行
す
 

る
 

こ
と
 

の
 
國
衙
莊
 
閬
 
よ
り
 
租
米
を
 

し
て
 

陸
路
 

各
地
に
 

運
搬
す
 

に
 

上
陸
し
た
 

る
 

も
の
 

頗
る
 

の
 

, 
多
少
 

は
 

兵
 

庫
の
 

盛
衰
 

す
る
 
こ
と
 

、 
な
る
 
を
 
免
れ
 

こ
と
 

， 
な
り
し
 

時
、
 此
 
地
 
の
 

羅
に
訴
 

へ
 
出
で
 
し
が
 
如
き
 

神
人
 
申
狀
)
 

僧
 

侶
 

は
、
 

此
 

地
 

を
 

以
て
 

布
敎
 

來
れ
 

り
。
 

就
中
 

前
者
の
 

如
 

藏
 
谷
よ
り
 
兵
 
庫
に
 
著
 
し
、
 十
 

薩
戒
を
 
授
け
、
 殺
生
 
を
禁
斷
 

不
定
の
 
日
持
齋
 
せ
し
め
、
 
十
 

彼
 
市
上
 
人
と
 
呼
ば
れ
て
 
市
 

十
 

五
 

年
、
 

法
 

席
暖
 

る
に
 

暇
な
 

納
む
 
る
に
 
は
，
 兵
 
庫
は
殆
 

る
 

か
、
 

然
 

ら
 

ざ
る
 

も
ノ
 
 

J 
 

> 

多
 
敷
に
 
上
り
し
 

が
 
如
し
。
 

響
 

し
、
 

延
 

い
て
 

は
 

居
 

倉
 
時
代
の
 
末
期
に
，
 

地
 

頭
、
 

領
 

家
、
 

土
 

民
 

百
 

れ
を
證
 
し
て
 
餘
り
 

* 
影
 

東
西
 

ま
 

> 
 

J 

の
 
好
 

き
 
は
-
 

1 一
 日
 

せ
 
し
 

四
 
日
 

場
の
 

力 

5 

適
地
と
 
し
た
，
^
 
し
 

弘
 

安
八
 

年
 

八
月
 

十
 

十
 
重
 
意
 
を
 
說
 
き
、
 十
 

め
、
 

又
 

娃
女
等
 

千
 

七
 

石
塔
 
供
養
 
を
な
 

し
 

敎
化
を
 
事
と
 
せ
る
 

し
と
い
 
は
る
 

* 
が
-
 



神
 
戸
市
 
史
別
錄
 

一 
中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 
 

*
 

正
 
應
ニ
年
 
八
月
、
 
播
 
磨
よ
，
^
 
兵
 
靡
 
和
 
田
 
崎
の
 
觀
音
 
道
場
に
 
迎
 
へ
ら
れ
、
 
群
集
に
 
圍
繞
 
せ
ら
れ
て
 

稱
名
 
念
佛
の
 
中
に
 
泰
然
と
 
し
て
 
示
 
寂
せ
，
 
0 
と
傳
 
へ
ら
る
。
 
(
一
遍
 
上
人
 
槍
詞
)
 

遊
女
 
 

釵
 
尊
の
 
感
化
せ
 
る
娃
 
女
と
 
は
卽
ち
 
所
謂
 
遊
君
に
 
し
て
 
遊
女
 
を
い
 

ふ
 
も
の
な
る
 

が
、
：
 
数
 
千
 

七
 

百
 

八
十
に
 

上
 

り
、
 

而
 

か
も
 

彼
れ
 

の
 

化
 

外
に
 

立
て
る
 

も
の
 

亦
 

少
し
と
 

せ
ざ
る
 

ベ
 

き
を
 

思
 

へ
 

ば
 

此
 
地
に
 
於
け
 

る
 
彼
等
の
 
數
の
意
 
料
 
外
に
 
多
 
か
 
b
 
し
 
を
 
察
す
べ
く
、
 
依
っ
て
 
以
て
 
此
 
地
の
 
殷
賑
 

を
 
反
映
す
べ
き
 
と
共
に
、
 
彼
等
が
 
此
 
地
の
 
繁
榮
 
策
に
 
つ
き
て
 
地
頭
、
 
領
家
 
等
と
 
其
 
行
動
 
を
 
共
に
 

せ
る
 

に
 
聯
想
せ
 

ば
、
 其
 
市
民
 
間
に
 
於
て
 

一
 
方
の
 
勢
力
た
 

b
 
し
こ
と
 

を
 
も
 
知
る
べ
き
な
 

，0。 

石
 
別
 
升
 
米
の
 
寄
附
 

1
^
 

は
 

寺
と
 

兵
 

關
津
 

料
の
 

收
入
は
 

こ
れ
 

を
 

他
の
 

租
稅
に
 

比
較
し
て
 

確
 

實
性
を
 

有
し
、
 

其
 

多
額
に
 

上
る
 

も
の
 

に
あ
 

b
 

て
 

は
、
 

築
 

港
 

其
 

他
に
 

要
す
る
 

經
费
を
 

償
う
て
 

餘
 

b
 

あ
り
き
。
 

さ
れ
ば
 

神
社
 

寺
院
の
 

如
 

き
 

は
 

早
く
 

も
こ
れ
 

に
 

著
 

目
し
て
、
 

其
 

寄
附
 

を
受
 

け
、
 

殿
 

舍
 

堂
塔
の
 

造
營
 

等
の
 

費
途
に
 

充
 

つ
 

る
 

こ
 

と
、
 

な
れ
り
。
 

東
大
寺
と
 

兵
 

庫
 

關
と
は
 

大
輪
 

田
 

泊
以
來
 

多
少
の
 

緣
故
 

な
か
り
 

し
に
 

あ
ら
す
 

と
雖
ど
 

も
、
 

其
 

密
接
な
る
 

關
係
を
 

生
せ
 

し
 

は
、
 

實
 

に
延
慶
 

元
年
 

十
二
月
 

二
十
 

七
 

日
、
 

伏
 

見
 

上
皇
の
 



院
宣
に
 
據
 
り
て
、
 
兵
 
庫
 
島
の
.
 
升
 
米
 
を
 
東
大
寺
 
鎮
守
 
八
幡
宮
に
 
寄
附
 
せ
ら
れ
し
 
時
に
 
あ
り
。
 

今
 

其
 
院
宣
 
を
 
左
に
 
收
 
め
ん
。
 

攝
津
國
 
兵
 
庫
 
嶋
升
米
 

事
、
 永
 
代
 
所
.
 寄
，
，
 附
 
東
大
寺
 
八
幡
 
宮
，
 也
、
 於
，
，
 嶋
 
修
 
固
，
 者
、
 寺
 
家
 
致，， 其

 
沙
 
汰
；
 以
 

,
,
餘
 
剩
，
 可
.
 爲
，
，
 顯
 
密
御
願
 
之
 
料
 
所
；
 然
者
西
 
國
往
反
 
之
 
船
、
 不
.
 論-, 神

 
社
 
佛
寺
權
 
門
 
勢
家
 
領
土
 
貢
；
 云
 

,,上 
船
 
石
 
別
 
升
 
米
；
 云，， 下

 
船
 
置
 
石
；
 任
，
 先
 
例
，
 可
.
 致，， 其

 
沙
 
汰
，
 之
 
由
、
 可
 ％
_
>
 御
 
下
 
知
-
之
 
由
，
 院
 
御
 
氣
色
所
 

,
候
 
也
、
 仍
 
言
 
上
 
如
，
 件
、
 延
慶
 
元
年
 
十
二
月
 
廿
 
七
日
 
 

經
 
 

親
 
奉
 

進
上
 
東
大
寺
 
別
當
 
僧
正
 
御
 
房
 

追
 
言
 
上
 

雜
 
船
 
事
、
 任
，
 傍
 
例
，
 可
，
 致
，
，
 沙
 
汰
，
 之
 
由
、
 同
 
可
.
 有
-
御
 
下
知
；
 
 
(
東
大
寺
 
文
 
書
)
 

是
ょ
，
 
0 
先
 
き
、
 同
 
月
 
二
十
四
日
の
 
院
宣
に
 
據
れ
 

ば
、
 此
 
寄
附
 
は
 
東
大
寺
の
 
請
願
に
 
基
け
 

る
 
も
の
 

に
し
て
、
 
院
廳
は
 
幕
府
に
 
其
 
施
行
 
を
 
命
 
せ
ら
 

れ
、
 延
慶
三
 
年
 
四
月
 
二
十
 
九
 
日
、
 幕
 
府
は
 
院
宣
 
施
行
 

の
 
命
令
 
を
發
 

し
、
 同
 
八
月
 
二
十
 
三
日
 
兩
六
波
 
羅
は
旨
 

を
 
承
け
 

て
、
 飯
 
尾
 
但
馬
房
 
及
び
 
神
 
澤
五
郞
 

兵
衞
 
尉
の
 
兩
人
 
を
 
兵
 
庫
 
に
 
遣
 
し
、
 柬
 
大
寺
雜
 
掌
を
關
 
所
に
 
a
 
き
、
 升
 
米
徵
 
收
の
規
 
程
 (
所
 
務
之
 
法
)
 

を
 
定
め
、
 
懸
札
を
 
立
て
 

、 
こ
れ
 
を
捣
 
示
せ
り
。
 

是
に
 
於
て
 
兵
 
庫
 
島
 
升
 
米
の
 
寄
附
 
は
 
朝
廷
 
及
び
 

石
 

別
 

升
 

米
の
 
寄
附
 
 

七，
 



二
種
の
 
關
稅
 

升
 米
 

匿
 

石
 

.祌 
戶
 
市
 
史
 

別
 
錄
 

一 
中
 
世
 
の
 
兵
 
庳
 

A
 

幕
府
の
 
間
に
 
確
認
 
せ
ら
る
、
 

二
と
、
 

な
、
 
り
し
な
，
 
5
 
 

. 

ii? 
寄
，
 
に
お
 

b
 
て
 
祖
米
を
 
積
 
込
み
 
兵
 
庫
 
島
に
 
入
港
せ
 

る
 
西
 
國
往
來
 

の
 
船
舶
 

は
、
 其
 
神
 
社
、
 伸
 

寺
、
 權
 
門
 
勢
家
 
領
の
 
も
の
た
 
る
と
 
否
と
 
を
 
論
せ
 

や
、
 左
 
の
 
二
 
 J
£
 
の
 
關
稅
を
 
兵
 
庫
に
 
驻
在
 
せ
る
 
東
 

大
 
寺
の
 
雜
 
掌
に
 
納
む
 

ベ
 
き
も
の
と
 

す
。
 

T
 
石
 
別
 
升
 
米
 

上
り
 
船
よ
り
 
納
む
。
 

T
T
 置
 
石
 

下
，
.
 >
 
 船
よ
り
 
納
む
。
 

所
謂
 
石
 
別
 
升
 
米
と
 
は
卽
ち
 
中
古
の
 
勝
 
載
 
料
な
る
 
も
の
に
し
て
、
 
船
舶
の
 
積
 
荷
に
 
對
し
米
 

に
 
一
升
 
を
徵
 
す
る
 
も
の
な
 

り
。
 

故
に
 
石
 
別
 
升
 
米
と
 
も
い
 

ふ
。
 
院
宣
に
 

は
 【
不
 

神
 
社
 
佛
 

門
 
勢
家
 
領
土
 

貢
，
」
 と
 
あ
 
る
 
も
、
 文
 
和
 
二
 
年
 
十
 

一
 
月
 
二
十
 
八
日
の
 
武
家
 
事
 
書
 
案
に
、
 
「
不
 J
s
=
 權
 
門
 

不
.
 論
-
神
 
社
佛
 
寺
；
 米
 
餞
 
幷
雜
物
 

等
、
 悉
 
勘
-
取
 
石
 
別
 
升
 
米
 
之
 
分
 
限
-
」
 と
 
い
 
へ
 
ば
、
 (
東
大
 
寺
 
文
 
書
)
 米
 

餞
 
其
 
他
の
 
資
財
に
 
對
 
し
て
 

も
、
 均
 
し
く
 
こ
れ
 
を
徵
せ
 

と
 
見
 
ゆ
。
 

思
 
ふ
に
 
是
等
 
は
米
檟
 

算
し
 
て
こ
れ
 

を
 
納
め
し
 
め
し
も
の
 
な
ら
ん
。
 
 

-, 

次
に
 
置
 
石
 
は
 

一
 
に
 
兵
 
庫
 
島
の
 
修
固
 
料
と
 
も
い
 

へ
 
ば
、
 石
 
椋
の
 
修
築
よ
り
 
其
 
名
 
を
 
得
し
 

べ
し
。
 
院
宣
に
 

は
 
前
者
の
 
如
く
 
税
額
 
を
 
明
示
せ
 

す
。
 
旣
記
文
 
和
 
二
 
年
 
十
一
月
 
二
十
 
八
 

1
 

石
 寺
權
 

勢
家
；
 

の
 
外
、
 

な
 
る
 日 の 

武
家
 
事
 
書
 
案
に
、
 
「
下
船
 
者
 
艘
別
之
 
置
 
石
」
 と
 
あ
る
に
 
據
れ
 

ば
、
 さ
な
が
ら
 
精
载
 
料
の
 
多
少
 
を
 
問
 
は
 



す
、
 每
 
船
 
平
均
に
 
賦
課
せ
ら
れ
 
し
も
の
 

， 
如
く
な
る
 

も
、
 院
 
宣
に
は
 
劈
頭
 
兵
 
庫
 
島
の
 
升
 
米
 
を
 
永
 

く
 
東
大
寺
に
 
寄
附
す
 

る
 
こ
と
 
を
 
載
 
せ
、
 其
 
下
 
文
に
 

上
，
.
^
 
船
の
 
石
 
別
 
升
 
米
と
 
下
、
 り 
船
の
 
S
 
石
と
 

を
分
载
 
し
た
れ
ば
、
 
二
者
 
共
に
 
升
 
米
 
を
 
出
で
 
ざ
る
 
こ
と
 
明
ら
か
な
、
 

り
。
 

正
 
和
 
四
 
年
 
九
月
 
十
二
 

日
の
 
六
 
波
 
羅
御
敎
 
書
に
 
添
へ
 

た
 
る
 
事
 
書
 
案
 (
武
家
 
狀
幷
事
 
書
 
案
)
 に
、
 商
人
 

の
 
言
と
 
し
て
、
 
當
時
は
 

上
下
 
船
よ
り
 
餞
 
四
十
 
五
 
文
 
を
 
納
め
し
 

め
 
て
、
 兵
 
庫
 
島
の
 
修
固
 
料
に
 
充
て
た
 

る
 
も
、
 是
 
よ
り
 
先
き
 

に
よ
，
 
下
.
 0 
船
に
 
限
，
 9 

て
 

一
 
升
を
徵
 
す
る
 
の
み
な
 

b
 
し
と
い
 

へ
る
 

は
、
 卽
 
ち
 
所
謂
 
置
 
石
 
を
 
斥
せ
 

る
 
も
の
に
し
 

て
、
 亦
 
石
 
別
 
升
 
米
に
 
外
な
ら
 

ざ
 

し
 
を
 
知
る
べ
き
 
な
り
。
 

而
 
し
て
 
上
り
 
船
と
 

い
 

ひ
 
下
り
^
と
 

い
 
ふ
 
は
、
 出
 
入
の
 
船
舶
 
を
 
意
味
 

し
、
 入
 
港
と
 
出
發
 
と
の
 
兩
 
次
に
 
所
定
の
 
納
付
 
を
 
要
 

す
る
 
も
の
に
し
 

て
，
 卽
 
ち
 
通
過
 
税
た
 

b
 
し
な
ら
ん
。
 

升
 米
 寄
附
の
 

東
大
寺
 
八
幡
宮
に
 
對
 
す
る
 
升
 
米
 
寄
附
の
 
目
的
 

は
、
 所
謂
 
顯
密
御
 
願
の
 
料
 
所
と
 
な
す
に
 

あ
 
り
 

一 

こ
れ
 
一
時
的
 
建
築
の
 
工
費
に
 
充
 
つ
る
 
も
の
、
 

一
定
の
 
期
限
 
を
附
 
せ
る
 
と
異
 
り
て
 
永
久
 
寄
附
 

と
せ
し
 
所
以
な
.
.
 

s。 
然
る
に
 
當
時
 
港
灣
に
 
於
け
 

る
 
關
津
料
 
徵
收
の
 
主
た
る
 
目
的
 

は
、
 風
 
波
 
の
 

破
 
壤
に
對
 
す
る
 
修
築
の
 
經
 
費
に
 
充
 
つ
る
 
事
な
 
り
し
 

か
 
ば
、
 此
 
寄
附
に
 
於
て
 

も
、
 升
 
米
の
 
費
途
 
を
 

明
ら
か
に
 

し
、
 其
 
修
築
 
事
業
 
を
 
寺
 
家
に
 
屬
 
せ
し
 

め
、
 升
 
米
の
 
收
入
を
 
以
て
 
先
づ
 
修
築
 
費
に
 
充
て
"
 

若
し
 
餘
剩
 
あ
ら
ば
 
こ
れ
 
を
 
寺
 
用
に
 
充
て
し
 
む
る
 
こ
と
 

、
せ
，
.
.
.
。
 

こ
れ
 
亦
 
他
の
 
場
合
と
 
異
 
り
-
 

石
 
別
 
升
 
米
の
 
寄
附
 
 

九
 



神
戶
市
 

史
別
錄
 

一 
中
.
 

お
の
 

兵
 

庫
 
港
 
 

一 
〇
 

其
 

寄
附
 

額
を
收
 

入
の
 

一
 

部
と
 

せ
す
 

し
て
 

全
部
と
 

せ
る
 

所
以
な
 

り
。
 

升
 

米
の
 

除
外
 

然
れ
 

ど
も
 

此
升
 

米
に
 

は
 

除
外
例
 

を
 

設
け
ら
れ
た
，
.
 

>。
 

院
宣
の
 

中
、
 

锥
 

船
 

は
^
 

例
に
 

K
 

せ
て
 

例 

處
理
 

す
べ
し
 

と
 

見
え
た
 

る
 

も
の
 

是
 

な
り
。
 

所
謂
 

雜
船
 

に
っ
き
て
 

は
 

明
記
 

さ
る
と
 

こ
ろ
な
 

き
 

も
、
 

升
 

米
を
徵
 

せ
ら
る
べ
き
 

船
が
、
 

土
 

貢
 

を
 

a
 

送
す
 

る
 

西
國
の
 

年
貢
 

船
に
 

限
ら
れ
た
 

る
 

は
.
 

院
 

宣
 

の
 

明
文
の
 

外
、
 

こ
れ
よ
り
 

後
此
升
 

米
の
 

徵
收
を
 

免
除
 

せ
ら
 

れ
、
 

若
 

し
く
 

は
 

忌
避
せ
 

し
も
の
 

、 
土
 

貢
 

船
な
る
 

こ
と
 

杯
 

に
て
も
 

知
ら
 

る
れ
 

ば
、
 

雜
 

船
.
 

は
 

こ
れ
 

を
 

除
外
せ
 

る
 

他
の
 

船
舶
と
 

看
做
さ
 

、>
 

る
べ
 

か
ら
す
。
 

商
船
の
 

如
き
 

卽
ち
 

其
隨
 

一
な
 

ひ
と
す
べ
き
な
，
 

0
。
 

商
船
 

目
錢
の
 

寄
附
 

商
船
 

目
錢
の
 

德
治
 

元
年
 

十
二
月
 

二
十
 

三
 

日
、
 

幕
 

府
は
兵
 

庫
 

島
に
 

於
け
 

る
 

商
船
の
 

津
料
 

を
、
 

一
 

洲
.
 

渡
 

邊
の
そ
 

1 時 An ず k 

. 
れ
 

と
 

共
 

に
、
 

京
 

都
 

八
 

坂
 

法
 

觀
寺
釋
 

運
上
 

人
 

を
し
て
 

管
理
せ
 

し
む
る
 

こ
と
、
 

し
、
 

翌
 

年
 

正
月
 

七
日
 

六
波
羅
 

は
こ
れ
 

を
 

施
行
せ
 

り
。
 

(
法
觀
 

寺
 

文
書
)
 

思
 

ふ
に
 

上
人
 

は
法
觀
 

寺
の
 

勸
進
 

上
人
た
り
 

し
 

な
ら
ん
。
 

其
 

後
 

正
 

和
 

二
 

年
 

二
月
、
 

東
大
寺
の
 

東
 

塔
、
 

雷
火
の
 

爲
め
 

に
燒
 

失
せ
し
 

か
 

ば
、
 

朝
廷
 

は
 

神
 

崎
.
 

渡
 

邊
兩
關
 

の
 

そ
れ
と
 

共
に
、
 

兵
 

庫
 

島
に
 

於
け
 

る
 

商
船
の
 

目
錢
收
 

入
の
 

半
ば
 

を
 

同
 

寺
に
 

寄
附
 



寄
附
 
年
限
の
 

延長 

寺
 Li 對

 

す
る
 
寄
附
の
 

殆
ど
 

恆
久
的
 

と
な
り
し
、
、
 

し
て
 

塔
婆
 

修
理
 

料
に
 

充
て
.
 

し
め
 

營
料
 
所
と
 
し
て
 
寄
附
 
せ
ら
れ
し
 

然
る
 
に
是
 
等
の
 
寄
附
 
は
 
其
 
目
 

ら
る
 

ベ
 
き
 
性
質
 
を
 
有
 
し
、
 從
 
つ
 
て
 

實
例
は
 

何
れ
も
 

或
る
 

期
間
 

內
目
 

ベ
 

く
、
 

其
 

満
期
 

後
 

更
に
 

他
の
 

寄
附
 

期
せ
ら
れ
 
た
る
 
場
合
 

も
 
あ
.
^
 
し
 

輿
 

造
 

替
料
足
 

及
び
 

員
数
の
 

注
文
 

は
名
國
 
司
に
 
付
せ
ら
れ
、
 

一
 
基
每
 

り
 

て
 

は
、
 

其
 

功
 

程
 

を
 

諸
道
の
 

輩
に
 

て
 
二
 
基
 
分
 
六
 
萬
 
疋
と
定
 

め
、
 兵
 
庫
 

錢
の
收
 
入
 
管
理
の
 
期
間
 
を
 
延
長
 

元
亨
 
元
年
 
朝
廷
に
 
於
て
 
は
 
東
 

塔
 
修
理
 
料
と
 
し
て
 
寄
附
せ
ら
れ
 

の
 
半
ば
 
を
 
割
き
て
 
こ
れ
に
 
充
て
 

商
船
 
目
錢
の
 
寄
附
 

ら
 

れ
 

と
 

- J 

勺
 

一 

6
 

一 

1 定 

錢
 

の
 

に
充
 

力
 

i
 

に據 

に
 

功
 

1^
  

.IB.
, 

一一 一 Tit  ITlIn 

せ
 
し
 

ク， > 

ろ
 

な
 

時
 

的
 

の
 
年
 

收益 

て
 
ら
 

し
。
 

る
 
に
 

_ 

而
 

し
て
 

殘
餘
の
 

半
ば
 

は
 

b
 
 

。
(
東
大
寺
 

文
書
)
 

の
 
修
理
に
 
あ
り
 
た
れ
 

ば
、
 其
 

限
 

(
年
 

紀
)
 

を
 

附
 

す
る
 

を
 

例
と
 

を
 

管
理
す
 

る
 

こ
と
 

を
 

許
さ
 

れ
 
た
る
べ
 

き
 
は
 
勿
論
、
 
事
情
 

康
永
ニ
 年 五
月
、
 東大
寺
 八 

同
 

宮
の
祌
 

輿
 

造
替
料
 

足
に
 

萬
疋
、
 

三
 

基
 

六
萬
疋
 

な
り
し
 

津
國
 

住
吉
社
 

の
 

造
 

完
成
と
 

せ
 
り
。
 

た
 
る
 

れ 0 

程 

せ
ら
れ
し
 
結
果
、
 
更
 

目
 
餞
の
 
年
紀
を
 
延
期
 
せ
ら
れ
た
 

•I
 

例
 

な
 

。
(
東
 

大
寺
 

文
書
)
 

大
寺
 

東
南
 

院
々
 

家
の
 

修
理
 

費
に
 

充
て
 

た
 

る
 

兵
庫
關
 

及
び
 

神
 

崎
.
 

渡
 

邊
三
津
 

に
 

し
め
ら
れ
た
，
.
^
。
 

東
大
寺
の
 

得
る
 

と
 

力 

萬
 

疋
の
增
 

ん 於 

>9 

宮
祌
 

き
 

て
 

-
E
 
 

口
 

力
 
を
 

し
 

な
 

が
爲
 

け る 

ろ
 

B
 1 

1 

共
に
 
％
 
囘
 
せ
 

故
に
 

以
上
の
 に
 

過
 

ぎ
 

ざ
 

る
 

て
 

は
、
 

更
に
 

延
 

主
 

の
 

同
宫
神
 嘉
 

元
の
 

先
例
 

の
 

造
替
に
 

當
 

な
す
に
 
決
し
 

り
。
 

こ
れ
 

目
 

め
、
 

東
大
寺
 

東
 

商
船
の
 

目
錢
 

餞
の
 

半
ば
な
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fl】 

れ
 

ば
、
 

東
南
 

院
は
 

全
體
 

と
し
て
 

其
 

四
 

分
の
 

一
 

を
 

得
べ
 

か
り
し
 

な
 

h.
。 

然
る
に
 

其
 

後
 

嘉
勝
ニ
 

年
 

四
月
 

二
十
 

七
日
、
 

朝
廷
 

更
に
 

兵
 

庫
 

及
び
 

神
 

崎
.
 

渡
邊
の
 

三
津
に
 

於
け
 

る
 

商
船
の
 

目
錢
を
 

同
年
よ
 

り
八
箇
 

年
間
 

(
年
限
 

は
 

極
樂
寺
 

文
書
に
 

據
る
)
 

改
め
て
 

東
大
寺
 

大
佛
 

殿
拂
葺
 

料
と
 

し
て
 

寄
附
せ
 

ら
れ
し
 

が
、
 

是
 

時
 

は
 

全
額
に
 

し
て
 

半
額
に
 

あ
ら
 

ざ
り
 

し
 

も
、
 

其
 

四
 

分
の
 

一
 

を
 

以
て
 

東
南
 

院
々
 

家
 

の
 

修
造
 

料
に
 

充
て
ら
れ
 

し
こ
と
 

も
 

亦
舊
の
 

如
く
な
 

り
 

き
。
 

(
東
京
 

帝
國
大
 

學
文
學
 

部
所
 

藏
 

文
書
)
 

而
し
 

て
こ
 

は
 

只
 

寄
附
の
 

名
義
 

を
 

改
め
て
 

東
大
寺
の
 

爲
 

め
に
 

目
 

餞
の
 

徵
收
を
 

延
期
せ
 

し
め
た
 

る
 

も
の
な
，
 

0 
し
 

は
、
 

此
綸
 

旨
に
 

「
被
 

申
關
 

東
、
 

被
 

延
年
 

紀
 

畢
」
 

と
 

あ
る
 

に
て
も
 

知
ら
る
。
 

然
れ
ば
 

正
 

和
 

二
 

年
の
 

東
大
寺
 

東
 

塔
 

修
理
 

料
と
 

し
て
の
 

寄
附
が
.
 

同
 

寺
 

八
幡
宮
 

神
輿
 

造
替
 

料
と
 

し
て
 

延
期
 

せ
ら
れ
、
 

更
に
 

其
 

半
ば
 

を
 

同
 

寺
 

東
南
 

院
 

々
家
の
 

造
營
 

料
に
 

分
 

た
れ
、
 

又
 

同
 

寺
大
佛
 

殿
拂
葺
 

料
に
 

改
め
ら
 

れ
、
 

斯
 

く
し
て
 

結
局
 

殆
ど
 

恆
久
 

的
な
る
 

と
 

選
ば
ざ
る
 

も
の
と
 

な
り
 

了
れ
 

る
な
 

り
。
 

東
 

大
寺
は
 

所
有
の
 

莊
園
 

諸
國
に
 

多
く
 

寺
 

產
豊
贍
 

な
，
 

0 
し
 

も
、
 

兵
 

庫
 

島
の
 

關
税
の
 

收
入
は
 

其
 

重
要
 

な
る
 

も
の
な
、
 

り
し
 

か
 

ば
、
 

寺
 

も
 

亦
 

朝
廷
 

及
び
 

幕
府
の
 

特
別
な
る
 

保
護
の
 

下
に
 

こ
れ
 

を
 

支
持
す
 

る
 

に
 

力
め
た
，
 

o。
 

「
當
關
 

者
、
 

爲，
， 

寺
社
 

重
 

色
 

第
 

一
 

之
 

料
 

所
；
 

叙
 

願
異
，
 

他
 

之
 

上
、
 

關
東
六
 

波
羅
其
 

沙
汰
 

嚴
 

重
 

也
」
 

(
東
大
 

寺
 

文
 

書
)
 

と
 

い
へ
 

る
 

は
 

故
 

あ
る
な
，
 

9。
 



關
務
 
の
停
廢
 
と
復
舊
 

正
 和
 g
 年
の
 

然
る
に
 
正
 
和
 
四
 
年
に
 
至
り
 

て
，
 六
 
波
 
羅
北
 
方
 
北
 
條
時
敦
 

は
 
商
人
の
 
訴
に
 
依
.
^
 
て
、
 淀
 
河
 (
所
謂
 

停止 

河
 
上
關
な
 

上
.
 尼
 
崎
.
 渡
 
邊
の
諸
 
關
と
共
 

に
、
 兵
 
庫
 
島
の
 
關
に
 
違
法
の
 
事
 
あ
る
 
を
 
知
 
り
、
 
九
 
月
 
十
二
 

日
 
能
 
登
 
次
 
郞
左
衞
 
門
 
尉
，
 及
 
び
大
 
井
美
 
作
 
五
郎
に
 
命
じ
 

て
、
 是
 
等
の
 
諸
關
に
 
赴
き
 
厳
密
に
 
調
査
 

の
 
上
、
 停
 
止
 
處
分
を
 
行
 
は
し
め
 

た
 
b
。
 

今
 
六
 
波
 
羅
の
兩
 
使
に
 
與
 
へ
し
 
事
 
書
 (
命
 
^
 
書
)
 の
 
中
、
 兵
 
庫
 

島
に
 
關
 
す
る
 
も
の
 
を
 
左
に
 
抄
出
 
せ
ん
。
 

兵
 
庫
 
島
 

1
 
所
 

東
大
寺
 
八
幡
宮
 
修
造
 
料
 
石
 
別
 
一
升
 
雜
物
 
二
百
 
文
事
、
 

， 

帶，， 
院
宣
 
關
東
御
 
敎
書
六
 
波
羅
施
 

行
，
 歟
、
 伹
 
於
-
 雜
 
物
 
二
百
 
文
-
者
、
 
相，， 尋

 
關
務
之
 
仁
 M
l
,
 所
 
見
 
狀
，
 

者
 

可，
， 

停
 

止
，
 

之
 

矣
、
 
 

、
 
 

. 

1
 
所
 

同
社
 
神
輿
 
造
 
替
料
石
 
別
 

一
 
升
雜
物
 
二
百
 
文
事
、
 

新 關歟、 事實
者
 可-停止， 
之焉、 

翻
 
移
の
 
停
廢
 
と
復
舊
 
 

ニ
ュ
 



祌
戶
市
 
史
別
錄
 

一 
中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 
 

一
四
 

一所 

當
島
修
 
固
 
料
 
上
下
 
船
 
四
十
 
五
 
文
事
、
 

如，
， 

商
人
 

等
 

申
，
 

者
 

、
於
-
彼
 

錢
 

貨
，
 

者
、
 

前
 

々
 

者
 

限
-
下
 

船
，
 

<
K
 

取
-
 

一
 
 

升
，
 

之
 

ま
、
 

近
 

年
 

充
 

，_
上 

下
 

船
，
 

責
 

取
 

之
 

云
 

々
、
相
，
，
 

尋
 

東
大
寺
 

關
務
之
 

仁
幷
宮
 

所
预
所
 

地
頭
 

代
 

等
；
 

且
ま
 

申
々
 

誘
且
 

執
-
進
 

證
 

文
；
 

可，
， 

注
 

申
，
 

也
 

矣、 

是
を
 
以
て
 
兩
使
は
 
月
の
 
十
六
 
日
 
を
 
以
て
 
兵
 
扉..：：：？ に

 
入
 
り
、
 柬
 
大
 
寺
の
 
升
 
米
、
 置
 
石
 
及
び
 
商
船
 
目
 

錢
の
 

半
ば
の
 

徵
收
を
 

停
止
せ
 

し
か
 

ば
、
 

東
 

大
寺
は
 

驚
い
て
 

直
に
 

八
幡
 

祌
 

輿
の
 

動
 

座
 

を
 

行
 

ひ
、
 

佛
 

閣
の
門
 

を
 
鎖
 
ざ
 
し
、
 所
 
務
の
 
返
付
 
を
 
要
求
せ
 

り
。
 

停
止
-
」
 

關
す
 

六
 

波
 

羅
の
處
 

分
を
儉
 

す
る
 

に
、
 

V 第
 

二
 

東
大
寺
 

八
幡
.
 

>：
： 

修
理
 

料
と
 

し
て
 

石
 

別
 

一
 

升
の
 

徵
收
を
 

る 
六
波
羅
 
の
 

$
 
 

行
 

ふ
 

を
 

認
め
た
 

る
 

も
 

、
維
 

物
 

二
百
 

文
の
 

徵
收
 

に
っ
き
て
 

は
 

調
査
 

を
 

命
じ
た
り
。
 

こ
れ
 

前
者
が
 

延
慶
 

元
年
の
 

院
宣
 

及
び
 

幕
府
の
 

御
敎
 

書
，
 

六
 

波
羅
の
 

施
行
 

あ
.
 

- 
て
、
；
 

點
の
 

疑
を
容
 

る
べ
 

か
ら
 

ざ
る
に
 

反
し
 

て
、
 

後
 

者
が
 

何
等
の
 

確
 

澄
な
 

き
を
 

疑
 

ひ
た
れ
ば
 

な
り
。
 

西
國
の
 

年
貢
 

船
に
 

對
す
 

る
 

石
 

別
 

升
 

米
の
 

徵
收
が
 

公
認
 

を
經
 

た
る
 

は
 

言
 

ふ
 

迄
 

も
な
 

き
 

事
 

乍
ら
、
 

雜
 

物
 

二
百
 

文
の
 

徵
收
に
 

つ
き
て
 

は
 

東
大
寺
 

文
書
に
 

も
 

何
等
の
 

徵
證
 

な
き
と
 

こ
ろ
 

に
し
 

て
、
 

其
 

不
法
の
 

徵
税
 

と
し
て
 

停
 

止
の
 

命
令
 

を
 

受
け
 

だ
る
 

は
當
然
 

な
.
^
。
 

(
第
二
)
 

同
 

八
幡
宮
 

祌
 

輿
造
替
 

料
と
 

し
て
 

石
 

別
 

一
 

升
 

及
 



六
波
羅
 
使
節
 

の
 措
置
 

び
雜
物
 
二
百
.
 
K
 
を
徵
收
 
す
る
 

は
、
 ®
 

,0
。 

是
ょ
.
 

0 
先
 

き
、
 

商
 

船
の
 

目
 

餞
 

を
 

然
れ
 
ど
も
 
こ
れ
が
 
爲
 
め
に
 
升
米
雜
 

れ
 
あ
る
 
こ
と
な
し
"
 

六
 
波
 
羅
が
こ
 

三
)
 兵
 
庫
 
島
の
 
修
固
 
料
と
 
し
て
 
上
下
 

る
が
 
如
き
 
を
 
以
て
 
こ
れ
が
 
調
査
 
を
 

の
 

主
張
 

は、
 

從
 

來
兵
庫
 

島
の
 

修
固
料
 

り
 

し
 

を
、
 

近
 

年
上
り
 

船
卞
 

り
 

船
に
 

通
 

い
ふ
に
 

あ
り
。
 

兵
 

庫
 

島
の
 

修
築
 

費
 

は
、
 

延
慶
の
 

院
宣
 

に
 

於
て
 

公
認
 

を
經
 

收
 
す
る
 
が
 
如
き
 

は
、
 東
大
寺
 
文
書
 
中
 

る
 
を
 
免
れ
ざ
る
 

な
 
b
。
 

然
り
 
と
雖
 
ど
も
 
六
 
波
羅
の
 
使
節
 

務
 (
所
 
務
)
 を
 
擧
げ
 
て
こ
れ
 

を
 
停
止
し
 

大
 
寺
が
 
縱
ひ
 
徵
稅
上
 
不
法
の
 
點
ぁ
 び
 
に
 以

て
 ォ

 
 

船
よ
 

命
 

せ
 

と
 
し
 

じ
 

て
 

に
 

充
 し
 

と
 

- 
- 

も
 

力 

兵 

公
 

認
 

を
 

經
 

ざ
 

る
 

新
 

神
輿
 
造
替
 
料
に
 
充
 

徵
收
を
 
許
さ
れ
た
 

對
 

し
て
 

停
止
 

命
令
 

、り 
各
 
四
十
 
五
 
文
 
を
 

り
。
 

こ
れ
 

商
人
の
 て
 

は
、
 

單
 

に
 

下
，
 

9 
船
 

• 各
.
^
 

錢
四
 

十
五
 

文
 

を
 

つ
 

る 
爲
 

め.
 

置
石
稅
 

こ
ろ
へ
 ̂

 
る
 
も
.
 上
 
下
 

其
徵
證
 
あ
る
 
こ
と
 

庫
 
島
 
に
 
入
部
し
て
 

し
 

は
、
 

亦
 

命
令
 

違
反
 

，り 
と
 

關
 
な
る
 
を
 
以
て
 
停
止
 
を
 
命
じ
た
 

て
し
 
こ
と
 
は
旣
 
記
を
經
 
た
り
。
 

b
 

と
認
 

む
べ
き
 

證
左
は
 

一
 

も
こ
 

を
 
發
 
せ
る
 

も
 
亦
 
當
 
然
 
な
 
り
。
 

(
第
 

徵
收
 

す
る
 

は
、
 

從
 

來
の
 

規
定
と
 

異
 

訴
に
出
で
し
も
の
な
-
.
=
^
。
 

彼
等
 

よ
、
 9 升
 米
 を
徵
收
 す
る
 
に
 止
ま
 

徵
收
 
す
る
 
こ
と
に
 
改
め
 
た
り
と
 

を
 
T
 
り
き
よ
り
 
徵
收
 
す
る
 
こ
と
 

船
に
 

通
じ
て
 

各
 
 

< 
 

四
十
 

五
 

文
を
徵
 

な
し
。
 

故
に
 

亦
 

不
法
の
 

徵
税
 

、
升
 

米
、
 

置
 

石
 

及
び
 

目
錢
の
 

徵
收
事
 

の
責
を
 
免
る
 

, 
こ
と
 
能
 
は
 
す
、
 東
 

も
、
 

ー
應
本
 

所
 

(
東
 

大
寺
を
 

斥
 

す
 

_)
 

に
 

照
會
 

し
て
 

實
否
を
 

關
務
 

の
停
廢
 
と
複
舊
 
 

一 
五
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1
.
K
 
 

„ 

調
査
す
 

ベ
 

き
に
 

拘
ら
 

す
、
 

商
 

人
の
 

訴
を
 

容
れ
 

て
、
 

忽
 

ち
に
 

此
 

措
置
に
 

出
で
 

し
.
 

を
 

不
満
-
 

一
理
な
 
き
に
 
あ
ら
ざ
る
 
な
り
。
 
東
大
寺
 

し
、
 

又
 

三
 

箇
津
の
 

目
 

餞
の
 

半
ば
 

を
徵
 

す
る
 

庫
 

島
に
 

於
け
 

る
 

同
 

寺
の
 

雜
掌
其
 

他
の
 

行
 

關
務
 

の
不
規
 

米
、
 

置
 

石
 

寄
附
の
 

院
宣
 

出
で
 

， 
よ
，
 

0 
七
 

年
-
 

行
 

爲
を
敢
 

て
し
た
り
 

と
せ
 

ば
、
 

其
 

如
何
に
 

れ
 

東
大
寺
の
 

關
稅
 

徵
收
が
 

一
 

^
の
 

請
負
 

ら
る
 

、 
も
、
 

こ
れ
に
つ
 

い
て
 

は
 

後
 

A
 

早
に
 

讓
 

六
 

波
羅
の
 

停
止
 

處
分
 

は
も
と
 

よ
 

b
 

1
 

せ
 

ら
 

れ
、
 

適
 

法
の
 

徵
稅
 

を
續
 

け
つ
 

、 
あ
り
 

高
 

か
，
 

es
 

し
か
 

ば
、
 

人
 

民
の
 

愁
を
 

休
め
ん
 

が
 

迄
、
 

諸
 

關
の
升
 

米
 

及
び
 

兵
 

庫
 

島
の
 

目
錢
の
 

東
大
寺
の
 

蒙
る
べ
き
 

影
響
 

は
、
 

年
 

買
 

船
の
 

せ
ら
れ
し
 

結
 

果
、
 

兵
 

庫
 

島
よ
，
 

OS
 

す
る
 

關
稅
 

期
間
 

は
 

僅
に
 

一
 

箇
月
 

半
に
 

過
ぎ
 

ざ
れ
ば
 

1 

元
德
ニ
 

年
の
 

停
止
 

と
せ
し
 

は
 

は
 
延
慶
の
 
院
宣
 
を
 
遵
守
し
て
 
升
 
米
 
及
び
 
置
 
石
を
徵
 

の
み
な
 

b
 
と
い
 

へ
ば
、
 
如
上
 
不
法
の
 
徵
税
は
 
或
は
 
兵
 

爲
に
 
止
ま
 

b
 
し
ゃ
も
 
知
る
 
ベ
か
ら
 

す
。
 

而
 
か
も
 
升
 

，
目
錢
 

寄
附
の
 

院
宣
 

出
で
 

， 
よ
，
.
^
 
 

二
 

年
の
 

後
、
 

此
 

不
 

正
 

不
規
律
 

を
 
極
め
た
，
.
 
>
 
 し
か
 
を
 
想
 
ふ
べ
き
 

な
，
.
^
。
 

こ
 

制
度
と
 な， 0 し
ょ
り
 

生 中る 弊害
な
 b と 思
考
せ
 

,0 
て
こ
 

， 
に
 
は
 
姑
く
 
言
 
及
 
を
 
避
け
ん
 
と
す
。
 

時
 
的
の
 
事
に
 
過
ぎ
す
 
し
て
、
 
東
大
寺
 
は
 
其
 
後
 
も
 
解
除
 

し
が
、
 

元
德
ニ
 

年
に
 

至
り
て
 

年
穀
實
 

ら
す
飢
 

僅
の
 

說
 

爲
 

め
、
 

六
 

月
 

十
五
 

日
綸
 

S
t
 

を
 

下
し
 

て
、
 

來
 

八
月
に
 

至
る
 

徵
收
を
 

停
め
 

し
め
ら
れ
た
り
。
 

此
綸
 

3
3
 

に
 

依，
..
^ 

て
 

升
 
米
 
及
び
 
置
 
石
と
 
商
船
の
 

目
 
餞
と
の
 
徵
收
が
 
中
止
 

の
收
 
入
は
絕
 
無
と
 
な
り
し
 
事
な
 

り
。
 

然
れ
 
ど
も
 
其
 

，
さ
し
た
 

る
 

打
撃
に
 

あ
ら
 

ざ
 

b
 

し
な
ら
ん
。
 

飢
饉
に
 



建
武
 
元
年
の
 

停
廢
と
 

束
大
 

寺
の
 
對
抗
運
 s

 
 

對 及 富 

な
-
 

し A 丄 

及 一 

來 14
 

し 其 湖 び ざ て
 
關
稅
の
 
免
除
 
は
 
主
と
 

な
る
べ
き
 

も
、
 前
 
の
 
不
法
 

せ
る
 
影
響
の
 
深
 

後
建
武
 
元
年
 

東
大
寺
 

は
 
こ
 

莊
を
同
 
寺
 

を
 
得
ら
る
 

を
 
奏
請
せ
 

も
の
 

あ
る
 

の
 
停
廢
に
 

勅
許
 
あ
る
 

上
 
關
を
以
 

目
 
餞
の
 
管
 

,B
1 

お
 

を
 

一 lT
r£
 

h. 
し
 
に
、
 替
應
 

關
務
 
の
停
廢
 

ん ノ め 

な
り
 

廷
が
各
 

に
 
依
り
 

附 して
 

に
あ
ら
 

し
、
 

後
更
 

し
、
 

舊
 

の
 

て
蜀
り
 

と
 
仰
せ
 

元
の
 
如
 

れて、 
東 

元
年
 

十
月
 

と
復
舊
 

れ き り ら 

L
 

て
 

徵
稅
 

し
 

を
 

種
の
 

て、
 

其 

兵 庫 

や、
 

故
 

に
 
其
 

^
 
 
く
 

兵
 

庫
 

ら
 

れ
 

返
付
 

せ 地
方
の
 
米
穀
の
 
京
都
 
輸
入
 
を
獎
勵
 

の
 
事
實
を
 
聯
想
 
す
れ
ば
、
 
關
 
稅
の
徵
 

推
知
す
 
る
に
 
難
か
ら
 

す
。
 

改
革
 
を
 
行
 
は
る
 

、 
に
當
 
り
て
、
 
諸
關
 

有
力
な
る
 
財
源
 
を
 
喪
失
せ
 
し
か
ば
 

關
に
代
 
へ
ら
れ
た
り
。
 

然
れ
 
ど
も
 

に
 
東
大
寺
 
衆
徒
 
は
此
 
交
換
 
期
間
 
を
 

議
を
飜
 

し
 

て
、
 

同
 

寺
の
 

爲
め
歷
 

史
的
 

返
付
 
せ
ら
れ
ん
 
こ
と
 
を
 
請
 
ひ
た
.
^
 

關
 
を
の
み
 
免
許
し
 
難
き
 

も
、
 若
 
し
 

一
 

た
，
.
^
。
 

然
る
に
 

其
 

後
 

淀
關
を
 

以
て
 

せ
ら
れ
し
 

よ
り
、
 

東
大
寺
 

衆
徒
 

は
 

勅
 

し
め
ら
る
 

ベ
 

き
綸
 

の
 

御
 

下
付
 

を
 

の
 
管
領
 
を
復
 
す
べ
 

き
 
決
裁
 
は
 
あ
 

1 一 

收 一 の し 約 

る
の
 
意
に
 
出
で
 
し
 

役
 

經
濟
界
 

に
 

力 

廢
止
亦
 
其
 
中
に
 
あ
 

廷
は
 
特
に
 
周
防
國
 

と
よ
，
 
9 
東
大
寺
の
 

箇
 
年
に
 
限
ら
れ
ん
 

濟
的
關
 

係
の
 

重
要
 

が
、
 

後
醍
醐
 

天
皇
 

は
 

た
り
と
 

も
 
魔
 
例
 
あ
 

ー？@ 寺
に
 
i
 

さ
ら
 

に 
任
せ
 

て、
 

兵
庫
關
 

請
し
，
 

朝
廷
 

も
 

其
 

古
 

大
寺
 

與
福
 
寺
に
 
寄
附
せ
ら
れ
 
た
る
 
諸
關
 
は
關
務
 

り
 

fe
" 

ら
尙
 

ほ
 

遵
行
 

せ
ら
 

を
 

開
始
せ
 

、り
 

聞
 

1 七
 



興  一 SI 寺
の
 
目
 

錢
管
頜
 

神
 
戶
市
史
 

s: 錄
 

一 
中
世
の
 
兵
車
 
港
 

き
、
 

衆
徒
 

中
の
 

少
壯
者
 

(
若
輩
)
 

は
 

憤
慨
の
 

餘
 

老
 

は
こ
れ
 

を
 

慰
留
し
 

て
、
 

十
 

月
 

十
八
 

日
 

重
 

蜂
起
し
て
 

ね
て
^
 
務
 
の
 

ズ 

神
輿
 
を
大
 
殿
に
 
移
さ
ん
 
と
せ
し
 

復
 
ffi を

 
奏
請
せ
 

り
。
 

ち、
 

{p
 

兵
 
庫
 
南
北
 
兩
關
の
 
分
立
 

然
る
に
 
幕
^
 
は
 
兵
 
庫
 
島
に
 
於
け
 

る
 
商
船
み
 

E
 
錢
を
 
修
造
 
料
と
 
し
て
 
與
福
 
寺
に
 
管
領
せ
 

し
 

め
 

こ 

於 

文
中
 

し
 

も
 

神
 

崎
 

福
 

寺
 

修
造
 

料
 

攝
津
國
 

兵
 

庫
 

島
 

商
船
 

關
務
，
 
之
狀
、
 
依
.
 仰
 
執
 
達
 
如
 杯
，
 

暦
 

麼
ー
フ
 

年
 
十
月
 
十
九
 

日
 

赤
松
 

美
 

濃
 

權
守
殿
 

の
 
御
 
敎
書
は
 
足
 
利
 
尊
 
氏
の
 
そ
れ
 

に
 

の、
 

赤
松
 

美
 

濃
 

權
守
は
 

名
は
範
 

資
、
 

攝
 

-
渡
邊
 

兩
關
の
 

升
 

米
 

及
び
 

山
城
 

國
淀
 

を
 

交
付
せ
 

し
 

め
、
 

就
中
 

神
 

崎
.
 

渡
邊
 

の
兩
關
 

目
 

錢
 

事
、
 

任
 

翻
 

敎
書
之
 

il
H 

如
.
 

元
 

可：
：^
,,
 

汰
 

付
 

寺
 

家
 

雑
 

掌
 

武
 

藏
 

守
 
(
花
押
)
 

(
春
 
日
 
神
社
 
文
書
)
 

ら
 

ざ
 

る
 

も
、
 

此
 

施
行
 

狀
は
 

そ
れ
 

を
 

り
。
 

同
時
に
 

興
 

福
 

寺
の
 

修
造
 

料
 

國
禁
 
野
關
所
 

も
、
 寺
 
家
の
 
雜
 
掌
に
 

明
記
せ
.
 

y。
 

さ
れ
ば
 

興
 

福
 

寺
 

の
 

し て、 今 ^  i 

津
國
 

守
護
な
 津
 

關
 

所
.
 

河
 

內
 

は
 

亦
 

「
如
 

J
 

兀
」
 

と
 

承
け
 

た
 
る
 修 造 



料 と 目 餞 

る
 

* 
一 

. 
の
 
み
-
 

よ
 

hy 

せ
 
る
 

寺
の
 

兵
 

庫
 

島
の
 

關
 

せ
 

し
 

稅
の
 
種
類
 

ら
 

す
 

し
 

て
 

攝
津
 

し
て
 

兵
 

庫
 

島
の
 

目
 

餞
 

の
 
半
額
 
を
 
管
領
せ
 

し
 

と
 
あ
，
 
CN 
し
な
ら
 

ん
。
 

- 
而
 

か
も
 

升
 

米
、
 

置
 

石
 

- 東
大
寺
 

も
こ
れ
 

に
對
 

動
 

機
 

は、
 

典
 

福
 

寺
に
 

寄
 

み
獨
 

b
 
抑
止
せ
ら
れ
 

が
爲
 
め
に
あ
ら
 

ざ
 
b
 

- 
曆
應
 

三
年
 

三
月
 

十
 

田《" 
港、： 

s^t? 每
 
戎
 

^- 
RQ 

ISO- 
食； 

BH  ̂
 
 UH  V7 

1 

國
尼
 
崎
に
 
至
る
 
迄
の
 

よ
り
 
櫓
 
別
 
錢
各
百
 
文
 

,
c
^
ノ
米
 
良
 
文
 
書
)
 

是
 
を
 

別
 
餞
の
 
税
目
に
 
依
り
て
 
納
 

興
 
福
 
寺
 
其
 
他
 
二
三
 
者
の
 
手
 

兵
 
庫
 
南
北
 
兩
關
の
 
分
立
 

X フ， - 

W7
 

を
 
管
領
し
 

日
 
か
 
若
し
 

ロノ さほ ^ 

の
 
恆
久
的
 

し
て
 

異
議
 

附
 
せ
ら
れ
 

つ
、
 

あ
 
b
 

し
 
な
 
り
。
 

四
日
の
 
足
 

し
 

泰
地
氏
 

海上、 卽ち 

を
 
兵
 
庫
 
島
 

以
て
 
觀
る
 

稅
の
 
義
務
 

に
歸
 

し
、
 徵
 

た
る
 
は
 

く
よ
 
其
 

存
 
す
る
 

な
り
し
 

を
 
唱
 
へ
 

た
る
 
諸
 

し
が
 

爲
 

當
時
兵
 

利
 
尊
 
氏
 

鹽
崎
氏
 

に
 

於
て
 

も
、
 

兵
 

庫
 

を
 
負
 
は
 

稅
の
目
 

是
 
時
に
 
始
ま
れ
 

期
限
の
 
満
了
せ
 

も
の
な
 
き
を
 
以
 

LC 
異
 
b
 
て
、
 目
 
餞
 

得
 
ざ
 
り
 
し
な
ら
 

關
が
旣
 
に
關
務
 

め
に
 
し
 て
、
 敢
 
て
 

庫
 
島
の
 
關
税
は
 

の
御
敎
 
書
に
 
據
 

は
 
尊
 
氏
の
 
命
 
を
 

海
 
を
 
尊
 I  @

 
す
る
 

徵 收 し、 以 て 軍 

島
に
 
寄
港
せ
 

る
 

し
め
ら
れ
 
し
も
 

的
 
亦
從
っ
 

て
 
同
 

る
に
 
あ
ら
 

す
、
 東
 
大
 
寺
が
 
嘗
て
 

る
曉
に
 
於
て
 
こ
れ
 
を
 
管
領
せ
 

て
こ
れ
 
を
詳
ら
 
か
に
し
 
難
き
 

は
 
期
限
 
的
な
る
 
も
の
な
，
 

9 
し
 

ん
。
 

さ
れ
ば
 

東
大
寺
の
 

蜂
起
 

を
 
開
始
せ
 
る
に
 
拘
ら
 

す
、
 東
 
大
 

商
船
の
 

目
 
餞
の
 
興
 
福
 
寺
に
 
歸
 

決
し
て
 
以
上
の
 
二
三
に
 
止
ま
 

れば、 紀伊國 熊 野の 豪族に 

奉
 
じ
 
て
、
 周
 
防
國
 
竈
門
關
 
よ
り
 

と
共
に
、
 
西
國
の
 
運
送
船
 
及
び
 

資
金
に
 
充
 
つ
る
 
こ
と
 
を
 
許
さ
 

西
 
國
船
は
 
升
 
米
、
 置
 
石
、
 目
錢
、
 
櫓
 

の
に
し
 

て
、
 其
 
收
入
は
 
東
大
寺
、
 

じ
か
ら
 
ざ
り
 
し
 
も
、
 是
 
等
の
 
間
 

1 
九
 



祌
 
戶
市
史
 

別
 
5!SM 

中
世
の
 

兵
 
庵
 
港
 
 

二
 〇
 

に
は
必
 
す
し
 

も
 
利
害
の
 
銜
 
突
を
來
 
た
さ
，
 
>
 
 b
 
し
な
，
 
o
。
 

西
大
 
寺
の
 
目
 

幕
府
が
 
與
福
 
寺
に
 
與
 
へ
 
し
 
兵
 
庫
 
島
の
 
商
船
の
 
目
錢
 

は
、
 神
 
崎
.
 渡
 
邊
の
升
 
米
と
 
共
 
に
、
 早
 
く
 
も
 

錢
管
理
 
 

. 

其
 
翌
年
に
 
西
大
 
寺
に
 
交
付
せ
ら
れ
 

た
り
。
 

興
 
福
 
寺
 
修
造
 
料
 
攝
津
國
 
渡
 
邊
神
崎
 
升
 
米
 
幷
兵
庫
 
島
 
目
 
餞
 
事
、
 早
 
退
-
 當
 
沙
 
汰
 
人
：
 任
-
寺
 
門
 
注
進
 

交
 
名
 
旨
；
 不
 
曰
 
可
.
 被
.
 沙，， 汰

 
付
 
律
家
雜
 

掌
；
 更
 
不
.
 可
 
％
 

-, 緩
 
怠
 
儀
-
之
 
狀
、
 依
.
 仰
 
執
 
達
 
如
.
 件
、
 

曆
應
ニ
 
年
 
三
月
 
廿
 
七
日
 
 

武
藏
守
 

(
花
押
)
 

赤
松
 
美
 
作
 
權
守
殿
 

彼
 
淀
津
關
 
及
び
 
禁
野
關
 

の
 
如
き
 
は
 、
幕
府
が
 
曩
 
に
西
大
 
寺
の
 
雑
 
掌
に
 
交
付
す
 
べ
き
の
 
命
を
發
 

し
た
る
 

を
 
改
め
 

て
、
 與
 
福
 
寺
 

一
 
乘
 
院
 
家
 
の
 
雜
 
掌
 
を
 
關
 
務
 
に
 

く
 

ベ
 
し
と
 
命
せ
 
し
と
 
こ
ろ
な
 

り
。
 

さ
れ
ば
 
與
 
福
、
 西
 
大
兩
 
寺
の
 
間
に
 
ハ
 
奪
の
 
標
的
と
 
な
り
し
 
も
の
な
 
ら
ん
。
 

此
後
の
消
^
！
^
は
記
 

錄
の
存
 
す
る
 
も
の
な
 
き
を
 
以
て
 
詳
ら
か
 
に
す
 

ベ
 
か
ら
ざ
る
 

も
、
 
春
 
日
 
神
社
 
文
書
に
 
收
 
む
る
 
左
 

• 
の
 
幕
府
 
御
 
敎
書
は
 
尙
ほ
興
 
福
 
寺
の
 
管
領
 
を
 
支
持
す
 

る
 
も
の
な
 

り
。
 

南
都
 
關
兵
庫
 
島
 
札
 
狩
 
事
、
 於
，
 -
神
 
崎
 
關
，
 や
 
乱
.
 明
 
西
 
海
 
船
、
 馳
 
過
 
彼
 
島
，
 不
.
 勤
-
其
 
役
，
 者
、
 有
.
 限
 
關
賃
可
 

谷
 
_
,
辨
 濟
；
 若
 
或
 
南
 
海
路
 
幷
近
國
 

船
、
 或
 
$
 

於
 
左
右
；
 
往
反
之
 
煩
出
來
 

者
、
 永
 
被
.
 止，， 礼

 
狩
，
 上
、
 可
^
 

廢
 
本
 
關
，
 也
、
 早
 
無
，
，
 新
 
關
 
之
 
分
；
 任
 A
 
正
；
 可
，
 有
，
，
 種
 
便
之
遵
 

行
；
 更
 
不
 

有
，
，
 參
 
差
 
之
 
儀
，
 之
 
狀
、
 依
，
 仰
 



札
 狩
 

北
關
 

と
南
關
 

亍 ひ、 一 

, ィ 
rc 

一 

執
 
達
 
如
，
 件
、
 

、 

嘉
慶
 
元
年
 
八
月
 
晦
日
 

官
符
 
衆
徒
 
中
 

文
中
 
南
都
 
は
 
典
 
福
 
寺
 
を
 
斥
せ
 

餞
)
 を
 
納
付
す
 

ベ
 
き
に
 
拘
ら
す
 

於
て
 
撿
査
を
 

と
 
い
 
ふ
)
 は
 
西
 

札
 
狩
 
を
 
停
む
 

は
 

兵
 

庫
 

島
に
 

ぎ
す
 
決
し
て
 

故
に
 
題
し
 

の
 
兵
 
庫
 
島
に
 

こ
れ
よ
，
.
 
>
 
 兵
 
庫
 
は
 

の
 
北
方
に
 

あ
 
b
 
、
興
 
福
 

を
 

札
 

狩
 

て
 
南
海
 

ば
、
 

永
く
 

の
 
札
 
狩
 

る
に
 
過
 

し
な
 

b
 

-こ
 

定 

句
っ
て
も
 

る
の
 
み
な
 

於
け
 
る
關
 

興
 
福
 
寺
の
 

て
 
南
都
 
關
 

於
て
 
脫
税
 

東
 

大
、
 

興
 

福
 

寺
の
 

關
は
 

" 
西
國
船
 

は
必
ゃ
 

兵
 

庫
 

島
に
 

れ
を
 
忌
避
し
て
 
通
過
し
 
去
れ
 

の
辨
濟
 
を
な
 
さ
し
む
べ
し
。
 

し
て
の
 
み
附
與
 
せ
ら
れ
し
 

も
 

亦
此
 
種
の
 
儉
査
を
 
行
 
ひ
、
 出
入
 

ら
 

す
、
 

本
 

關
た
 

る
 

兵
 

庫
 

關
を
も
 

務
の
 
延
長
に
 
し
て
、
 
此
 
場
合
、
 
祌
 

爲
 
め
に
 
與
 
へ
ら
れ
た
 

る
 
新
關
 

兵
 
庫
 
島
 
札
 
狩
と
 
は
い
 

へ
り
。
 

船
の
 
檢
査
 
を
な
 
し
.
 

- 
こ
と
 

あ
 

兩
 
寺
の
 
兩
關
務
 
と
な
れ
 

り
。
 

南
方
に
 
あ
り
し
 

を
 
以
て
、
 
一
 
を
 

兵
 

庫
 

南
北
 

兩
關
の
 

分
立
 

(斯 波 一;^,^ 將) 

左
 
©
 
門
 
佐
 
(
花
押
)
 

寄
港
し
て
 

典
 

福
 

寺
に
 

關
 

稅
 

(
目
 

る
 
も
の
 
あ
ら
 
ば
、
 興
 福
 
寺
 
は
 神
 

然
る
 

に
 
此
撿
查
 
の
特
權
 
(
こ
れ
 

の
 
な
れ
 
ば
、
 若
 
し
 
興
 
福
 
寺
に
 
し
 

の
妨
 
を
な
 
す
が
 
如
き
 
事
 
あ
ら
 

停
廢
 
す
べ
し
。
 

蓋
し
 
神
崎
關
 

崎
 
關
は
兵
 
庫
關
の
 
出
張
所
た
 

と
 
看
 
S
-
 
す
 
ベ
 
き
 
に
 
ぁ
 
ら
 
ざ
 

此
札
 
狩
は
是
 
よ
り
 
先
 
き
、
 福
 
泊
 

る
に
 
異
な
ら
す
。
 

其
 

中
 

東
大
寺
の
 

關
は
兵
 

庫
 

島
 

北
關
 

と
い
 

ひ
、
 

一
 

を
南
關
 

と
い
 

二
 

1 



脱 

船 

神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
中
世
の
 
兵
 
庫
 
港
 
 

一
三
 

？
。
 

卽
ち
 

一
 
は
 
東
 
莊
に
屬
 

し
、
 
一
 
は
 
西
 
莊
に
屬
 
せ
し
 
な
る
べ
し
 

免
稅
 
及
び
 
脫
稅
 

東
大
寺
の
 
管
轄
に
 
屬
 
す
る
 
西
 
國
 
年
貢
 
船
の
 
升
 
米
 
は
、
 延
 
慶
 
元
年
の
 
院
宣
 

に
、
 神
 
社
、
 佛
 
寺
、
 權
 
門
 

勢
家
 
領
の
土
 
貢
 
を
 
論
せ
 
す
し
て
 
徵
收
 
す
る
 
こ
と
 
見
え
 
た
れ
 

ば
、
 免
稅
の
 
特
典
 
を
與
 
へ
ら
れ
し
 

も
の
 
あ
り
と
 
は
覺
 
え
す
。
 

然
れ
 
ど
も
 
實
 
際
に
 
於
て
 
は
 
稀
々
 
な
る
 
方
法
 
を
 
講
じ
 

て
、
 免
 
稅
 
若
し
 

く
は
脫
 
稅
を
圖
 
り
し
 
も
の
 
あ
り
し
 

が
 
如
 
く
、
 院
 
宣
の
 
煥
發
後
 
僅
に
 
三
年
の
 
後
な
る
 
應
長
 
元
年
 

八
 
月
、
 東
 
大
寺
兵
 
庫
 
關
雜
掌
 
如
 
道
の
 
訴
狀
 

に
、
 或
は
 
地
 
船
と
 
號
 
し
、
 或
 
は
 
風
浪
 
を
 
察
し
て
、
 
兵
 
庫
 
島
 

に
 
寄
航
せ
 
す
し
て
 
馳
せ
 
過
ぐ
 

る
 
も
の
 

あ
 
b
 
 、
殊
 
に
 
同
年
 
正
月
 
十
八
 
日
の
 
如
き
 

は
、
 住
 
吉
社
領
 
江
 

井
崎
 
船
と
 
號
 
し
て
 
升
 
米
の
 
納
付
 
を
 
拒
み
し
 
こ
と
 
を
 
載
せ
た
，
.
^
。
 

所
謂
 
地
 
船
 
は
 
兵
 
庫
 
地
方
の
 

船
舶
の
 
謂
 
な
れ
 

ば
、
 も
 
と
よ
，
.
^
 
納
税
の
 
義
務
な
 
か
ら
ん
 

も
、
 そ
 
は
 
脫
税
の
 
目
的
 
を
 
達
せ
ん
 
と
す
 

る
 

一
 
ロ
實
に
 
過
ぎ
 
ざ
 
り
し
な
る
 

ベ
 
く
、
 住
 
吉
祉
領
 
江
 
井
崎
 
船
と
 
稱
 
す
る
 
も
の
に
 

至
.
.
^
 
て
 
は
、
 旣
 

に
 
神
社
の
 
年
貢
 
船
 
を
 
除
外
せ
 
ざ
る
 
こ
と
、
 
せ
ら
れ
た
 

る
 
院
宣
の
 
前
に
 

は
、
 も
 
と
よ
 

b
 
免
稅
の
 

特
典
 
を
 
主
張
す
べ
き
 
理
由
と
 
な
ら
 
ざ
 

し
な
，
 
9。 

况
ん
ゃ
 
風
波
に
 
乘
 
じ
て
 
寄
港
 
納
税
 
を
 
忌
 



税に 人宫石 
對 の大淸 
す 荏 山水 
る 胡 崎 八 
免 麻祌播 

避
 
せ
ん
と
す
 

る
 
も
の
に
 
於
セ
 
を
 
や
。
 
然
る
に
 
勅
裁
に
 
違
背
し
て
 

一
定
の
 
升
 
米
 
を
 
納
め
ざ
る
 

の
み
な
ら
 

す
、
 東
 
大
寺
 
八
幡
宮
の
 
神
人
 
を
 
傷
 
け
、
 關
 
所
 
を
 
襲
う
て
 
幕
 
を
 
切
 
り
、
 
屋
 
を
 
破
 
り
、
 資
 
財
 
を
 

掠
め
た
 

b
 
し
か
ば
、
 
東
大
寺
 
衆
徒
 
は
其
責
 
を
住
吉
 
社
の
 
社
務
に
 
歸
し
、
 
神
主
 
國
冬
を
 
速
に
 
遠
 
流
 

に
處
 
せ
ら
れ
ん
 
こ
と
 
を
 
奏
せ
ん
 
と
せ
し
 

も
、
 國
 
冬
が
 
神
人
 
を
戒
飭
 
し
て
 
將
來
升
 
米
 
を
 
納
め
し
 

む
べ
き
 

を
 
誓
 
ひ
し
 
爲
 
め
、
 訴
 
S
 
を
撤
囘
 
す
る
 
こ
と
、
 

せ
 
り
。
 
(
東
 
大
寺
文
 

書
)
 

然
り
 
と
雖
 
ど
も
 
從
來
 
朝
廷
 
及
び
 
幕
府
の
 
特
許
 
を
 
受
け
て
 
關
税
を
 
免
除
せ
ら
れ
 

來
，
 CS 
し
も
 

の
 
は
、
 兵
 
庫
 
島
 
の
 
升
 
米
 
及
び
 
目
錢
の
 
如
き
 

も
.
 亦
 
同
じ
く
 
免
除
の
 
特
典
に
 
預
 
ら
ん
こ
と
 

を
 
望
み
、
 

百
方
 
營
 
求
し
て
 

已
 
ま
ざ
，
.
^
 
し
な
る
 

ベ
 
く
、
 中
 
に
 
は
 
其
 
目
的
 
を
 
達
せ
る
 

も
 
あ
 
b
 
し
な
り
。
 

石
淸
 

水
 
八
幡
宮
 
大
山
 
崎
 
神
人
の
 
如
き
 
は
 
卽
ち
是
 
な
り
。
 

彼
等
 
は
 
其
 
神
人
た
 

る
 
こ
と
に
 
依
り
 

て
、
 荏
 

胡
麻
の
 
專
賣
 
權
を
與
 

へ
 
ら
 
れ
、
 其
 
商
品
 
を
 
も
 
八
幡
宮
 
內
 
殿
の
 
御
燈
油
 
料
な
 

と
稱
し
 

て
、
 諸
 
國
 

の
 
關
津
を
 
無
 
檢
査
の
 
下
に
 
通
過
す
 
る
の
 
特
權
を
 
獲
得
し
 
居
た
り
 
し
な
り
。
 

然
る
に
 
兵
 
庫
 
島
 

關
の
升
 
米
 
及
び
 
目
錢
 
は
も
と
 

よ
，
 
9 
斯
る
特
 
權
を
認
 
む
 
ベ
 
き
に
 
あ
ら
 
ざ
れ
 

ば
、
 此
 
種
の
 
貨
物
に
 

向
 

つ
 

て
 

も
 

• 東
 

大
 

寺
の
 

關
務
雜
 

掌
 

は
 

其
 

職
權
を
 

以
て
 

一
 

定
の
納
 

稅
を
求
 

め
、
 

若
 

し
こ
れ
に
 

應
せ
 

ざ
る
 

場
合
 

は
、
 

貨
 

物
の
 

差
 

押
 

を
も
强
 

制
し
た
 

b
 

し
な
り
。
 

是
を
 

以
て
 

正
 

和
 

元
年
 

以
 

來
、
 

八
 

幡
 

宮
 

大
山
 

崎
 

神
人
 

は
こ
れ
 

を
 

朝
廷
 

及
び
 

幕
府
に
 

訴
へ
、
 

審
理
 

を
續
 

け
ら
れ
し
 

結
果
、
 

同
 

三
年
 

十
月
 

十
 

免
稅
 

及
び
 
脫
税
 
 

二
三
 



钟
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

1 
中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 
 

一一 匹
 

日
に
 

至
，
.
 >
 
 て
、
 幕
府
 

は
.
 左
 
の
 
御
敎
書
 
を
發
し
 

て
、
 院
宣
 
を
舉
 

じ
、
 特
 
に
 
S
i
 
胡
 
f
t
.
 の
 
關
稅
を
 
免
除
せ
 

し
む
る
 
こ
と
、
 
な
せ
り
 

八
幡
宮
 
大
山
 
崎
 
神
人
 
等
 
申
、
 內
 
殿
御
 
燈
油
料
 

？
e
 
胡
麻
 
等
 
諸
關
所
 
律
？
 &
 事
、
 去
 
々
年
 
四
月
 
十
二
 

日
 
注
進
 
狀
幷
事
 
書
 
披
露
 
畢
、
 所
詮
 
枉
-
代
 
々
 
勅
 
裁
 
(
向
 
後
 
可
 

止
 
其
 
煩
-
之
 
由
、
 被
卞
 

n 院
 
宫_- 之

 
上
 
不
 

子
 
細
；
 任
 T 被.； 仰

 
下
，
 之
 
3
H
 可
.
 被
.
 加
-
下
 
知
-
之
 
狀
、
 依
，
 仰
 
執
 
達
 
如
 

正
 
和
 
三
年
 
十
月
 
十
日
 
 

相
 

模
 

守
 
(
花
押
 
ン 

(
北
 
條
 
炱
 
顯
)
 

武
藏
守
 

殿
 

(
同
 

時
 
敦
)
 

越
 

後
 

守
 
殿
 

是
に
 
於
て
 
六
波
羅
 
南
方
 
北
 
條
時
敦
 

は
 
十
二
月
 
七
日
 
諸
關
 
所
に
 
向
つ
 
て
此
 
命
を
傳
 

へ
、
 諸
關
所
 

の
 
關
務
維
 
掌
 
は
こ
れ
 
に
對
 
し
て
 
谷
 
請
 
文
 
を
 
提
出
し
た
 
り
し
 

が
、
 今
 
其
中
兵
扉
^
5
關
に
關
す
る
 

も
の
 
を
列
攀
 
せ
ん
に
、
 
左
の
 
三
 
通
 
あ
り
。
 

1
 
通
 

東
大
寺
 
新
 
八
幡
宮
 
御
 
願
 
料
所
幷
 
兵
摩
嶋
 
S
 
石
 
維
 
掌
 
長
 
祐
請
文
 

11^  一一! BI, 

一
通
 

同
 
寺
 
料
 
所
 
三
 
筒
津
.
 
1. I

 
關
所
 
半
分
 
雜
靠
道
 
智
請
文
 

三
 
通
 

住
 
吉
造
營
 
料
 
三
个
津
 
t
 
 i
 
關
所
羋
 
分
 

渡
 
邊
 

1
 
人
 

兵
 
庫
 
鳩
 
關
雜
掌
 
寂
 
信
 
請
 
文
 



雜
掌
 
等
.
 內
 

一
 
人
 

一
 
洲
關
雜
 
掌
 
道
 
意
 
請
 
文
 

1
 
人
 

渡
 
邊
關
雜
 
掌
道
圓
 

請
 
文
 

第
 

一
 
の
 
東
大
寺
 
新
 
八
幡
宮
 
御
 
願
 
料
 
所
と
 
稱
 
す
る
 
も
の
 

は
、
 卽
 
ち
 
西
 
國
年
賈
 
船
の
 
上
 
b
 
船
に
 
對
 

す
る
 
升
米
稅
 
に
し
て
、
 
同
じ
く
 
兵
 
庫
 
島
 
置
 
石
と
 
稱
 
す
る
 

は
、
 其
 
下
 
b
 
船
に
 
對
 
す
る
 
置
 
石
税
た
 

b
„
 

第
二
の
 

同
 

寺
 

料
 

所
 

兵
 

庫
、
 

一
 

洲
、
 

渡
 

邊
 

三
箇
津
 

半
分
 

雜
掌
道
 

智
の
請
 

文
 

は
、
 

離
 

宫
 

八
幡
宮
 

文
書
に
 

收
 

め
ら
 

る
。
 

其
 

文
中
 

八
幡
宮
 

內
 

殿
の
 

燈
油
 

料
た
 

る
 

荏
胡
麻
に
 

»
 

し
て
 

「
於
：
 

一 東
大
寺
 

方
 

三
簡
津
 

目
 
錢
ー
者
 
任
，
 被
.
 觸
仰
，
 
3
 戸
不
 
f
e
.
 之
 
候
」
 と
 
い
 

へ
 
る
 
に
據
れ
 

ば
、
 東
大
寺
の
 
別
途
 
管
理
 
に
屬
 
す
る
 
商
船
 

の
目
錢
 

な
る
 

を
 

知
る
 

ベ
 

し
。
 

此
關
 

税
は
 

東
大
寺
の
 

東
 

塔
造
營
 

料
と
 

し
て
 

其
收
 

入
の
 

半
ば
 

を
 

管
理
せ
 

る
 

も
の
に
し
 

て
、
 

殘
 

餘
の
半
ば
.
-
、
住
吉
社
の
造
營
料
と
し
て
同
社
に
歸
し
た
，
.
.
^
。
 

故
 

に
 
第
三
に
 
於
て
 
此
三
 
筒
津
に
 
於
け
 

る
 
同
社
の
 
關
務
雜
 
掌
の
 
請
 
文
を
收
 
め
た
り
 
し
な
，
 

cs。 
さ
 

れ
ば
 

八
幡
宮
 

大
山
 

崎
 

神
人
の
 

荏
胡
麻
に
 

向
っ
て
 

は
、
 

兵
 

庫
 

島
關
に
 

於
け
 

る
 

升
 

米
 

置
 

石
 

及
び
 

商
 

船
目
錢
 
共
に
 
こ
れ
 
を
 
徵
收
し
 
得
ざ
る
 

こ
と
 

» 
知
る
 

ベ
 
し
。
 

同
不
 
當
徵
稅
 

然
れ
 
ど
も
 
實
 
際
に
 
於
て
 
は
當
 
事
者
必
 
す
し
 
も
こ
れ
 
を
 
遵
奉
せ
 

ざ
，
.
^
 
し
も
の
 

如
 
く
、
 其
 
後
 

兵
 

庫
 

島
 

等
の
 

諸
關
所
 

が
、
 

所
 

謂
 

八
幡
 

宫
內
 

殿
の
 

ff
i 

胡
麻
に
 

對
 

し
て
 

納
税
 

を
强
 

制
し
た
 

b
 

し
爲
 

め
、
 

大
山
 

崎
 

神
人
 

は
 

こ
れ
に
 

抗
訴
 

す
る
 

こ
と
 

室
町
 

幕
府
に
 

至
る
 

も
絕
 

え
す
、
 

正
 

和
 

三
年
 

十
月
の
 

免
稅
 

及
び
 
脫
稅
 
 

11
 

五
 



神
 
戶
市
史
 

^
^
1
 

中
世
の
 
兵
車
 
港
 
 

二
 犬
 

鎌
 

倉
 

幕
府
の
 

御
 

敎
書
は
 

毎
に
 

闆
税
 

免
除
の
 

支
 

と
せ
ら
れ
、
 

室
町
 

幕
府
 

も
こ
れ
 

を
 

認
め
て
 

不
 

當
の
 

徵
税
を
 

停
止
 

せ
ん
こ
と
 

を
 

命
 

じ
、
 

其
 

旣
 

に
徴
收
 

せ
る
 

も
の
 

は
 

神
人
に
 

還
附
 

せ
し
め
た
，
.
 

>。
 

(
離
宮
 

八
幡
宮
 

文
書
)
 

こ
れ
 

主
と
し
て
 

東
大
寺
の
 

關
務
雜
 

常
と
 

大
.
 

E
 

崎
 

神
人
と
の
 

紛
，
 

な
り
 

し
 

も
、
 

兵
 

庫
 

島
の
 

商
船
の
 

目
 

錢
が
興
 

福
 

寺
の
 

管
理
に
 

せ
る
 

後
 

は
、
 

亦
 

同
 

寺
と
の
 

係
举
 

と
な
り
 

し
こ
と
 

言
 

ふ
 

迄
 

も
な
 

き
と
 

こ
ろ
に
 

し
 

て
、
 

應
 

永
 

十
三
 

年
 

十
月
 

二
十
 

六
日
の
 

幕
府
の
 

下
知
 

狀
は
 

兩
關
 

な
る
 

文
 

大
山
 

崎
 

神
人
の
 

訴
に
依
 

i
 

扉
 

兩
關
の
 

胡
寐
 

の
，
 

料
徴
收
 

を
不
當
 

と
な
 

し
、
 

其
 

a
t
 

4-
 

を
 

命
 

字
の
 

初
見
 

じ
 

居
れ
 

b
 

。
(
離
宮
 

八
幡
宮
 

文
書
)
 

こ
れ
 

典
 

福
 

寺
、
 

東
 

大
 

寺
の
 

南
北
 

兩
購
を
 

指
す
 

も
の
に
し
 

て
、
 

實
 

に
兩
關
 

な
る
 

文
字
の
 

初
見
と
 

す
，
 

一 離
宮
 

八
幡
宮
 

文
 

書
)
 

過
 

害
と
 

其
 

停
 

古
 

來
關
所
 

を
 

通
過
 

せ
ん
と
す
 

る
 

も
の
 

は
官
に
 

請
う
て
 

其
 

特
^
 

狀
を
受
 

/
、
ノ
 

-
れ
を
 

過
 

所
と
 

止 

い
 

ふ
。
 

(
關
市
 

令
、
 

公
 

式
 

令
)
 

後
世
 

音
 

通
に
 

依
り
て
 

專
ら
過
 

書
と
 

書
 

し
、
 

人
 

物
 

は
こ
れ
 

に
 

依
り
て
 

通
 

過
の
 

便
宜
 

を
與
 

へ
ら
 

れ
、
 

貨
 

物
 

は
こ
れ
 

に
 

依
 

b
 

て
 

關
税
の
 

免
除
 

を
 

得
た
，
 

cs
。 

今
 

其
 

一
例
 

を
擧
 

げ
 
ん
 
に
、
 

(
足
 

利
義
持
 

花
押
)
 

大
友
 

修
理
 

權
大
夫
 

入
道
 

祖
孝
 

舟
壹
艘
 

M
 

日
 

事
、
 

公
 

用
 

巳
 

下
 

連
々
 

所
，
，
 

運
 

送
，
 

也
、
 

兵
 

庫
 

兩
關
幷
 

河
 

上諸關 無，， 其 煩， 可，， 勘 過， 之狀 下知 如， 件. 



過
 書
 舟
の
 
商
 

船
と
の
；
 ̂

55 

に
 依
ろ
 
特
權
 

應
永
 
十
九
 
年
 
十
一
月
 
廿
 
六
日
 
 

(
大
友
 
文
書
)
 

此
舂
日
 
丸
 
は
大
友
 
氏
の
 
船
な
る
 

も
、
 幕
 
府
の
 
公
用
 
等
の
 
運
送
に
 
當
れ
 
る
を
以
 

て
、
 河
 
吐
 
諸
關
と
 

共
に
 
兵
 
庫
兩
關
 
の
無
稅
 
通
過
 
を
 
許
さ
れ
た
、
 
り
し
 
も
の
な
，
.
 

然
れ
 
ど
も
 
或
る
 
期
間
 
一
定
の
 

收
入
を
 
得
べ
 
き
爲
め
 

に
、
 關
 
税
を
 
社
寺
に
 
委
ね
ら
れ
 
た
る
 
場
合
に
 

は
、
 其
 
目
的
 
を
 
達
す
る
 

迄
、
 此
 

種
の
 
特
許
 
を
 
停
止
せ
ら
れ
 
し
こ
と
 
な
き
に
 
あ
ら
す
。
 

應
永
十
 

一
 
年
 
幕
府
 
は
 
春
 
日
 
社
 
及
び
 
興
 

福
 
寺
の
 
造
營
 
料
と
 
し
 
て
、
 兵
 
庫
 
河
 
上
 
諸
關
の
 
舟
の
 
關
税
を
 
寄
附
 

し
、
 寺
 
社
 
造
 
營
の
ェ
 
を
竣
る
 

迄
、
 

御
所
 
丸
、
 御
座
 
丸
、
 八
幡
 
丸
 
及
び
 
御
 
判
 
船
 
を
 
除
く
 

の
 
外
、
 國
料
舟
 
及
び
 
過
 
書
 
を
 
停
止
し
、
 
諸
權
 
門
の
 

租
米
を
 
蓮
 
漕
す
 

ベ
 
き
 
問
 
丸
の
 
船
頭
 
を
し
 

て
、
 商
 
品
 
を
 
年
貢
 
船
に
 
積
 
込
ま
ざ
る
 

こ
と
 
を
 
誓
 
は
 
し
 

め
、
 若
 
し
-
一
れ
 

に
 
違
反
し
て
 
聊
 
に
て
も
 
商
品
 
を
 
混
載
し
た
 

る
 
も
の
 

は
、
 其
 
船
 
を
沒
收
 
し
て
 
春
 
日
 

社
の
 
造
營
に
 
寄
附
す
 

る
 
こ
と
、
 
し
た
る
 

が
 
如
き
 
は
 
其
 

一
 
例
な
 

り
。
 

蓋
し
 
御
所
 
丸
 
以
下
 
は
將
 

軍
の
 
直
轄
に
 
係
る
 

P
-
 
用
船
な
 
り
し
 
爲
 
め
、
 特
 
に
こ
れ
 

を
 
除
外
せ
 
る
な
る
 

ベ
 
く
、
 
年
 
貢
 
船
に
 
商
品
 

を
 
項
 
載
せ
し
 
め
ざ
る
 

は
、
 年
 
貢
 
船
と
 
商
船
と
の
 

別
 
を
 
正
し
 

て
、
 兩
 
者
の
 
混
同
 
を
 
避
 
け
、
 關
 
税
收
入
 

の
 
正
確
 
を
 
期
し
た
り
 
し
な
り
。
 

こ
 

、 
に
 
所
謂
 
過
 
書
 
舟
が
 
商
船
と
の
 
混
同
に
 

依
，
.
^
 
て
其
特
 
權
を
剝
 
奪
せ
ら
れ
 
た
る
 

一
 
例
 
を
 

擧
 
げ
ん
。
 

小
 
早
 
川
 
生
 
口
 
因
幡
 
入
道
 
公
 
實
の
船
 

は
 
生
 
口
 
舟
と
 
號
 
し
、
 每
 
年
 
雜
具
を
 
運
送
す
 
る
爲
 

免
稅
 
及
び
 
脫
稅
 
 

二
 七
 



神
戶
市
 
史
別
錄
 

一 
中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 
 

二
 A
 

め
、
 

應
永
 

二
十
 

九
 

年
 

十
二
月
 

二
 

曰
に
 

も
 

府
の
過
 

所
 

(
御
 

敎
苊
を
 

得
て
、
 

兵
 

靡
兩
關
 

等
の
 

勘
 

過
 

を
 

許
さ
れ
 

居
た
り
 

し
 

が
、
 

翌
 

三
十
 

年
 

三
月
 

十
七
 

日
に
 

至
 

>
9
.
^
 

府
は
 

左
の
 

御
数
 

書
を
發
 

し
て
 

前
年
 

の
 
御
敎
書
 
を
撤
囘
 
し
其
特
 
權
を
剝
 
奪
せ
 

り
。
 

東
大
 

輿
 

福
 

兩
寺
頒
 

攝
津
國
 

兵
庫
津
 

兩
阅
務
 

事
、
 

小
 

早
川
生
ロ
因
幡
入
^
^
去
年
十
ニ
月
 

申，
， 

賜
 

御
 
敎
 
書
；
 號，， 生

 
口
 
船
，
 不
.
 致，， 關

 
務
 
沙
汰
；
 
瀨
渡
田
 
等
 
商
船
 
数
多
 
馳
通
 
云
々
、
 
甚
 
招，， 其

 
咎
，
 歟
、
 所
 
詮
 
於
，
，
 

生
 
口
 
入
道
 
申
 
給
御
敎
 
書
，
 者
 
所
.
 被，， 召

 
返
，
 也
、
 至，， 自

 
今
 
巳
 
後
 ̂
、
全
，
，
 關
 
得
 
分
；
 可
 

御
 
願
 
造
 
營
 
以
 
下
 

幷
島
修
 
固
 
等
，
 之
 
由
 
所
.
 被
，
 仰
 
下
，
 也
、
 仍
 
執
 
達
 
如
.
 件
 

• 

應
永
卅
 
年
 
三
月
 
十
七
 
日
 
 

沙
 
 

彌
 
(
御
 
判
)
 

兩
關
 

奉
行
 

御
中
 

所
謂
 

雜
 

具
と
 

は
 

年
貢
米
 

以
外
の
 

貨
物
 

を
 

指
せ
る
な
 

b
。
 

永
 

和
 

元
年
 

八
 

ほ
 

十
三
 

日
 

東
 

福
 

寺
 

造
 

營
料
木
 

及
び
 

年
貢
の
 

運
送
に
 

つ
 

い
て
 

幕
府
の
 

與
へ
 

し
 

過
 

書
 

は
、
 

其
 

勅
 

免
 

を
 

蒙
り
て
 

幕
府
の
 

こ
 

れ
を
 

施
行
せ
 

る
 

も
の
な
る
 

に
拘
ら
 

や
、
 

兵
 

雕
關
 

等
の
 

異
議
 

を
 

挾
む
 

を
 

責
め
て
 

無
稅
 

通
過
 

を
 

命
 

じ
た
る
 

も
の
な
る
 

が
.
 

此
 

造
 

營
料
木
 

も
 

雑
 

具
の
 

一
 

な
り
。
 

文
 

安
二
 

年
 

十
二
月
 

十
二
 

日
 

麻
 

生
 

上
 

總
 

介
の
 

領
國
 

よ
り
す
 

る
 

米
と
 

雜
 

具
と
の
 

運
送
に
 

對
し
 

て
、
 

兵
 

錄
兩
關
 

等
の
 

勘
 

過
 

を
 

命
せ
 

る
 

過
 

書
 

も
 

亦
 

こ
れ
に
 

外
な
ら
 

す
。
 

而
 

し
て
 

生
 

口
 

舟
の
 

場
合
に
 

於
て
 

過
 

書
 

を
 

有
せ
る
 

同
船
が
 

兵
車
 



島
 
兩
關
の
 
關
務
を
 
負
 
は
ざ
る
 
は
當
然
 

な
 
れ
 
ば
、
 罪
 
は
 
其
 「
瀨
 
渡
 
田
 
等
 
商
船
 
數
多
馳
 
通
 
云
 
々
」
 の
 

一
 

事
に
 
あ
ら
ん
。
 

所
謂
 
瀨
渡
田
 

は
 
前
年
の
 
生
 
口
 
舟
 
過
 
書
 
案
の
 
端
 
書
 
に
 
「
亦
 
號
，
 瀨
 

田
 
舟
，
」
 と
 
見
 
ゆ
 

る
 
も
の
に
し
 

て
、
 生
 
口
 
舟
の
 

一
 
名
な
る
 

が
 
如
く
 
見
 
ゆ
る
 

も
、
 此
 
御
敎
 
書
に
 
據
れ
ば
 
商
船
な
 

り
。
 

思
 
ふ
 
に
 
小
 
早
 
川
 
生
 
口
 
公
 
實
は
 
其
 
過
 
書
 
を
 
利
用
し
て
 
商
品
 
を
 
運
送
し
た
り
 
し
こ
と
 
發
覺
 
し
た
 

れ
 
ば
、
 慕
 
府
は
其
 
罪
を
識
 
め
て
 
斯
 
く
は
斷
 
乎
た
 
る
處
 
置
に
 
出
で
 
た
り
し
 
な
る
べ
し
。
 

是
に
於
 

て
 
生
 
口
 
舟
 
は
 

一
 
定
の
關
 
税
を
兵
 
庫
 
島
の
 
兩
關
 
に
納
附
 

L
 
 、
兩
 
寺
 
を
し
て
 
法
 
會
造
營
 
築
港
 
等
の
 

資
源
に
 
充
て
し
 
め
ざ
る
べ
 
か
ら
す
。
 

而
し
 
て
こ
 
は
 
啻
に
 
將
來
に
 
於
て
 
然
 
り
し
の
 
み
な
ら
す
-
 

過
去
の
 
未
納
 
額
に
 
對
 
し
て
も
 
亦
 
遡
及
 
納
附
を
 
要
し
た
り
 
し
が
 
如
し
。
 

そ
 
は
應
永
 
三
十
 
年
 
八
 

月
 
四
 
日
、
 兵
 
庫
の
 
問
屋
 
業
者
た
 

る
 
問
 
丸
 
孫
 
太
 
郞
，
 光
 
圓
、
 道
 
有
が
 
連
署
し
て
 
生
 
口
 
舟
の
 
船
頭
の
 
上
 

陸
 
を
 
待
ち
、
 
關
 
所
の
 
吏
 
僚
た
 
る
關
所
 
沙
汰
 
人
と
 
共
に
、
 
從
來
の
 
滯
納
に
 
係
る
 
關
税
 
を
納
附
 
せ
し
 

め
ん
こ
と
 

を
 
誓
へ
 
る
に
 

て
 
知
ら
る
 

ベ
 
し
。
 (
東
大
 
寺
 
文
 
書
)
 

迸
 船
、
 落
 船
、
 

所
謂
 
瀨
渡
田
 
舟
 
は
も
と
 
商
船
な
る
 

も
、
 過
 
書
 
船
の
 
名
に
 
隱
れ
て
 
兵
 
庫
 
島
に
 
寄
港
す
 

る
 
こ
と
 

5^ 船
 

を
 
避
 
け
、
 以
 
て
 
脫
稅
の
 
目
的
 
を
 
達
せ
る
 
も
の
な
る
 

が
、
 此
 
く
の
 
如
く
 
故
意
に
 
脫
 
税
を
圖
 
り
て
 
通
 

過
せ
 

る
 

も
の
 

は
、
 

敢
 

て
こ
れ
 

に
 

止
ま
ら
 

ざ
.
^
 

し
が
 

如
 

く、
 

前
 

章
に
 

引
用
せ
 

る
嘉
慶
 

元
年
 

八
月
 

晦
 

日
の
 
幕
府
の
 
御
敎
 
書
に
 
も
此
 
種
の
 
船
舶
 
を
 
神
 
崎
 
園
に
 
於
て
 
a
 
明
せ
 

る
 
こ
と
 
見
え
た
り
。
 

こ
 

免
稅
及
 
ぴ
脫
稅
 
 

二
 

九
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 
 

三
 0
 

れ
 

當
時
稱
 

し
て
 

5
^
 

船
、
 

落
 

船
と
 

い
へ
 

る
 

も
の
と
 

す
。
 

此
外
漏
 

船
な
る
 

も
の
 

あ
り
。
 

前
者
が
 

故
 

意
に
 

脫
税
 

を
圖
れ
 

る
と
 

異
 

り
て
 

關
 

所
の
 

納
稅
に
 

漏
れ
た
 

る
 

も
の
 

を
い
 

ひ
、
 

其
 

責
 

寧
ろ
 

關
所
役
 

人
に
 

あ
.
.
^
。
 

而
 

か
も
 

兩
 

者
の
 

別
 

を
 

正
す
 

は
 

易
の
 

業
に
 

あ
ら
ざ
る
 

を
以
 

て
、
 

収
 

扱
 

上
往
々
 

疑
 

似
に
 
亙
，
 0 
て
紛
 
坛
を
釀
 
せ
る
 
こ
と
 
あ
り
し
 

を
 
見
る
。
 

過
害
國
 

料
の
 
 

脫
税
 

船
に
 

對
 

し
て
 

は
こ
れ
 

を
 

奴
 

稀
る
 

に
 

自
ら
 

其
方
 

法
な
 

き
に
 

あ
ら
 

ざ
 

し
か
 

ど
 

も
、
 

書
 

廢止 

國
料
 

等
の
 

免
稅
の
 

特
許
 

を
與
 

へ
ら
る
 

、 
も
の
に
 

至
り
て
 

は
、
 

も
 

と
よ
，
 

り
^
 

廷
 

及
び
 

幕
府
の
 

權
 

內
に
屬
 

し
、
 

東
 

大
寺
 

若
し
く
は
 

與
福
 

寺
の
 

こ
れ
 

を
な
 

小
 

何
と
も
す
 

ベ
 

か
ら
 

ざ
り
 

し
と
 

こ
ろ
な
.
 

9
。
 

而
 

し
て
 

年
 

を
歷
 

る
と
 

共
に
、
 

此
 

J
g
 

の
 

特
許
 

を
 

得
た
 

る
 

船
舶
 

益
く
 

其
 

數
を
加
 

へ
、
 

關
税
の
 

收
入
益
 
 

<
滅
 

少
を
來
 

た
す
 

を
 

免
る
 

， 
能
 

は
 

す
？
 

. -
れ
 

彼
等
の
：
：
；
^
 

も
 

苦
痛
と
 

せ
し
 

と
こ
ろ
な
，
 

o
。
 

是
に
 

於
て
 

興
 

福
 

寺
 

雑
 

掌
の
 

訴
と
 

な
 

b
 
 

、
文
 

安
元
 

年
 

八
月
 

二
十
 

五
 

日
、
 

i:
:!
 

府
は
興
 
 

一 g
 

寺
の
 

管
領
す
 

る
 

兵
 

庫
 

及
 

び
 

河
 

上
の
 

五
關
に
 

向
っ
て
 

新
 

過
 

書
 

及
び
 

國
料
 

を
廢
 

し
、
 

舊
 

過
 

書
 

及
び
 

國
 

料
に
 

限
り
て
 

こ
れ
 

を
 

認
 

ひ
る
 

こ
と
、
 

せ
 

り
。
 

(
大
 

乘
院
 

寺
社
 

雑
事
 

記
)
 

同
 

三
年
 

六
月
 

二
十
 

六
 

日
、
 

幕
府
が
 

こ
れ
に
 

基
き
 

て
 

南
 

關
に
揭
 

示
せ
る
 

高
 

礼
の
 

文
 

を
.
！
 

US
- 

る
 

に
，
 

其
 

面
 

に
 

は
 

春
 

日
 

社
 

兼
 

興
 

福
 

寺
 

造
營
料
 

攝
津
國
 

兵
權
關
 

右
 

被
 

fe
:,
, 

止
 

過
書
國
 

料
，
 

之
 

3
3
 

被
.
 

成
 

翻
 

敎
 

書
，
 

訖
、
 

自
 

今
 

以
 

後
.
 

募
 

.
諸
 

權
門
 

以
下
 

之
 

號
；
 

於，
， 

關
 

貸
 

難
^
 



幷
落
船
 
等
 
族
，
 者
，
 堅
 
可
.
 被
 fel- 罪

 
科
-
之
 
由
 
所
.
 被
 n 仰
 
下
-
也
、
 
仍
 
如
.
 件
、
 

文
 
安
三
 
年
 
六
月
 
廿
 
六
日
 
 

沙
 
 

彌
 
(
花
押
)
 

i 

記
 

し、
 

其
 

裏
面
に
 

は
 

可
^
,
,
 
勘
 
過
，
 船
 
以
下
 
條
々
、
 

一
 
大
神
宮
 
船
 
事
、
 
 

一
 
公
方
 
御
物
 
船
 
事
、
 
 

一
 
石
淸
水
 
八
幡
宮
 
船
 
事
，
 

1
 
天
 
龍
 
寺
 
船
 
事
、
 
 

一
 
山
 
崎
 
胡
麻
 
船
 
事
、
 
 

♦ 

國
料
 
分
、
 

一
 
北
 
野
 
宮
寺
領
 
船
 
事
、
 

一
.
 相
 
國
寺
船
 
事
、
 
 

• 
一
 
等
 
持
 
寺
 
船
 
事
、
 

文
 
安
三
 
年
 
六
月
 
廿
 
六
日
 
 

(
大
 
乘
院
 
寺
社
 
維
 
事
 
記
)
 

と
 
記
せ
り
。
 

裏
書
の
 
可
 
令
 
勘
 
過
 
船
と
 
あ
る
 
も
の
 
卽
ち
過
 
書
 
船
に
 
外
な
ら
 

す
。
 

而
 
し
て
 
過
 
書
 

國
料
 
と
し
て
 
揭
 
示
せ
ら
れ
 
た
る
 
船
 
は
其
數
 
す
べ
 

て
 
八
、
 大
 
神
 
宮
.
 石
 
淸
水
 
八
幡
 
宮
、
 北
 
野
宮
寺
 

は
-
 

朝
廷
 
及
び
 
幕
府
の
 

一
 
般
國
 
民
と
 
共
に
 
尊
崇
せ
ら
れ
 
し
と
 

こ
 
ろ
、
 山
 
崎
 
胡
麻
 
船
 
は
卽
ち
 
大
山
 
崎
 

神
人
の
 
荏
胡
麻
 

を
 
載
せ
た
 

る
 
船
に
 
し
 
て
、
 亦
 
石
淸
水
 
八
幡
宮
に
 
關
聯
 

せ，..^。 
天
 
龍
 
寺
、
 相
 
國
 
寺
 

及
び
 
等
 
持
 
寺
 
は
 
尊
 
氏
 
以
來
將
 
軍
の
^
 
建
せ
 

る
 
も
 
の
、
 其
 
崇
重
 
他
に
 
異
な
り
し
 

は
 
言
 
ふ
 
迄
 
も
 
あ
 

ら
 
や
.
 公
 
方
 
御
物
 
船
 
は
 
先
き
 

に
 
春
 
日
 
社
、
 興
 
福
 
寺
の
 
造
營
 
料
と
 
し
て
 
過
書
國
 
料
を
廢
 
せ
し
 
時
に
 

免
稅
 
及
び
 
脫
稅
 
 

三
 
1 



, 
神
 
戶
市
史
 

^
錄
 

一 
中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 
 

三
 
二
 

も
 

除
外
せ
ら
れ
 

た
り
し
 

が
.
 

是
時
 

も
亦
然
 

り
し
な
.
^
。
 

其
 

後
 

W
 

德
 

三
年
 

九
.
 

月
 

六
日
 

幕
府
が
 

南
 

關
に
 

向
つ
 

て
、
 

永
 

く
 

過
 

害
國
？
 

£
 

を
 

停
止
せ
 

し
 

時
 

も
.
 

此
八
简
 

所
 

は
こ
れ
 

に
 

除
外
 

せ
ら
れ
た
 

，9
。 

關
務
 

の
狀
況
 

然
 

ら
ば
 

兵
 

庫
 

島
關
に
 

於
け
 

る
此
 

種
の
 

關
^
 

は
 

如
何
に
し
て
 

管
掌
せ
ら
れ
 

し
ゃ
と
 

い
ふ
に
、
 

闢
所
 

役
人
 

東
大
 

、
興
 

福
の
 

兩
寺
は
 

各
 

其
雜
掌
 

を
其
關
 

所
に
 

派
遣
し
て
 

一
 

切
の
 

關
務
 

に
當
 

ら
し
め
 

た
，
 

9。
 

就
中
東
大
寺
に
ぁ
り
て
は
其
關
稅
の
稱
目
が
升
米
と
^
^
石
と
の
ニ
s
g
に
分
れ
居
，
c
^
し
ょ
り
、
 

自
然
 

升
 

米
方
雜
 

掌
と
 

置
 

石
方
雜
 

《！
： 

&
 

と
の
 

二
人
 

を
 

任
す
 

る
 

を
 

例
と
 

せ
る
 

も
.
 

前
 

章
に
 

引
用
せ
 

る
 

離
宮
 

八
幡
宮
 

文
書
 

に
、
 

東
 

大
寺
新
 

八
幡
宮
 

御
 

願
 

料
 

所
 

幷
兵
庫
 

島
 

石
雜
掌
 

長
祐
と
 

あ
る
が
 

如
 

く
、
 

一
 

人
に
 

し
て
 

兩
者
を
 

兼
ね
た
 

る
 

も
 

あ
，
 

0 
し
に
 

似
た
り
。
 

而
 

し
て
お
 

關
に
は
 

儉
校
所
 

を
 

置
 

き
、
 

奉
 

行
 

を
 

任
 

じ
 

、
(
奉
行
 

代
 

あ
 

上
上
 

座
 

こ
れ
 

を
 

代
表
し
た
り
。
 

雜
 

掌
の
 

寺
 

家
に
 

屬
 

せ
る
 

に
對
し
 

て
、
 

檢
 

校
 

方
は
院
 

家
に
 

1
®
 

せ
り
。
 

關
稅
 

徵
收
の
 

任
に
 

當
る
 

も
の
 

を
 

沙
汰
 

人
と
 

い
へ
 

り
。
 

璋
頭
 

に
 

近
く
 

屋
を
 

設
け
 

慕
 

を
 

張
，
^
 

て
、
 

出
入
の
 

船
舶
，
 

貨
物
の
 

鑑
査
 

及
び
 

こ
れ
に
 

對
 

す
る
 

關
稅
 

事
務
 

を
 

執
行
せ
 

る
な
，
 

9。
 

若
し
 

是
 

等
の
 

船
員
に
 

し
て
 

納
稅
を
 

拒
 

み
、
 

苦
 

し
く
 

は
 

反
抗
す
 

る
 

も
の
 

あ
 



ら ば、 東 大 寺の 場合 は 學. 侶 年預 所より 派遣せ る 小 綱、 神 人、 公 人 を 以て これに 當らー 

し
め
、
 
又
 
六
 
波
 
羅
に
訴
 

へ
 
て
 
其
 
使
節
の
 
差
遣
 
を
 
請
 
ひ
、
 猶
 
ほ
 
守
護
 
若
し
く
は
 
其
 
代
官
 
を
 
入
部
せ
 
一
 

し
め
て
 
鎭
暖
 
せ
し
め
し
 
こ
と
 
あ
，
 9

。

 

 

一 

柬
大
、
 

興
 

福
 

然
る
に
 

兵
 

*
 

島
 

關
は
東
 

大
、
 

典
 

福
兩
 

寺
の
 

間
に
 

南
北
に
 

竝
 

立
し
 

て
、
 

各
 

別
種
の
 

關
税
 

を
徵
收
 

兩
 

寺
の
 
衝
突
 
 

- 

せ
る
 
の
み
な
ら
 

す
、
 商
 
船
よ
り
 
收
む
 

ベ
 
き
 
目
錢
の
 
如
き
 

は
、
 東
 
大
 
寺
に
 
馬
せ
 

し
 
時
よ
り
 
し
て
 
旣
 

に
 
其
 
半
ば
 
は
住
士
 
 
II 社

の
 
分
轄
す
 
る
と
 
こ
ろ
と
 

な
 
b
 
 、
東
 
大
寺
 
若
し
く
は
 

興
 
福
寺
以
 

外
、
 住
 
吉
 
社
 

_ 

の
 
雜
掌
も
 
亦
 
兵
 
庫
 
島
關
に
 
常
 
設
 
せ
ら
れ
 

て
、
 其
 
事
務
 
を
 
執
り
つ
.
 

- 
あ
，
.
^
 
し
な
り
。
 

而
 
か
も
 
兩
者
 

の
 
間
に
 
は
甚
 
し
き
 
銜
突
 
を
來
 
た
せ
り
 

と
 
見
え
 
ざ
り
 
し
 
が
、
 嘉
 
曆
 

一 一
 年
、
 播
 
磨
 
國
福
泊
 
關
務
雜
 
掌
 
一
 

良
 
基
、
 明
 
圓
が
 
或
は
 
海
上
に
 
於
 
て
、
 或
 
は
 
兵
 
庫
 
島
、
 神
 
崎
、
 渡
 
邊
諸
關
 

に
 
於
て
 
所
在
の
 
船
舶
に
 
閬
入
ー
 

し
、
 

關
 

務
の
 

執
行
 

を
强
 

制
し
、
 

こ
れ
に
 

對
 

し
て
 

福
泊
關
 

の
前
雜
 

掌
に
 

し
 

て
、
 

明
 

圓
と
 

快
か
ら
 

ざ
る
，
 

律
 

明
 

房
 

が
、
 

守
 

護
の
 

兩
 

使
 

S
 

谷
、
 

侯
 

野
)
 

及
 

び
 

東
大
寺
の
 

北
關
雜
 

掌
少
納
 

言
 

五
師
と
 

結
び
て
 

• 明
圆
 

； 

等
の
 
差
 
押
へ
 

た
 
る
脫
稅
 
船
の
 
升
 
米
 
を
 
奪
取
し
、
 
明
圆
は
 
こ
れ
 
を
 
六
 
波
 
羅
に
訴
 

へ
 
て
、
 福
 
泊
 
關
に
ー
 

. 
於
て
 
こ
れ
が
 
返
還
 
を
 
得
ん
 

と
 
請
 
ふ
 
に
 
及
 
び
、
 波
 
瀾
重
疊
 
殆
ど
 
收
拾
 
す
べ
 
か
ら
ざ
る
 

に
 
至
れ
り
。
 

こ
れ
 
主
と
し
て
 
福
 
泊
關
に
 
入
港
し
て
 

升
 
米
を
納
 
む
べ
き
 
船
舶
の
 

中
、
 奔
 
逸
し
 
去
れ
る
 
も
の
に
 

一 

. 
對
 
し
 
て
、
 福
 
泊
 
關
務
が
 
兵
 
庫
關
に
 
於
て
 
こ
れ
 
を
徵
收
 
せ
ん
と
せ
 
る
に
 
起
因
せ
 

り
。
 

こ
れ
と
 
同
 

關
務
の
 
状
況
 
 

三
 

三
 



Lc
 

神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 

の
 
場
合
 
は
 
兵
 
庫
と
 
神
 
崎
 

も
 
當
時
神
 
崎
 
は
 
兵
 
庫
 
島
 

神
 
崎
關
に
 
要
し
て
、
 
納
稅
を
 

兵
車
 
島
 
關
と
其
 
所
管
 
を
異
 

北
關
に
 
於
け
 

る
 
東
大
寺
の
 

訴
 

へ、
 

六
 

波
羅
は
 

三
月
 

三
十
 

た
.
 

り。
 

而
 

し
て
 

福
 

泊
關
雜
 

竝
 
行
し
て
 
南
都
の
 
ニ
大
巨
 

神
人
 
常
に
 
其
 
事
 
を
 
共
に
 

し
 

東
大
寺
の
 
訴
に
 
依
る
 
と
認
 

て
兩
 
寺
の
 
間
に
 
和
議
 
行
 
は
 

皇
播
遷
 

の
 
事
 
あ
り
し
 
爲
め
 

東
大
寺
 
八
幡
宮
 
神
人
の
 
訴
 

律
 
僧
 
某
の
 
假
面
を
 
装
 
ひ
、
 福
 

小
 
串
 
貞
秀
と
 
結
託
し
、
 
福
 
泊
關
に
 
於
け
 
る
脫
税
 

中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 

關
 
と
の
 
間
に
 
存
せ
 
し
こ
と
 
前
章
に
 
說
 
き
し
 

i
 

と
共
に
 
東
大
寺
の
 
所
轄
た
 

b
 
し
を
以
 

て
、
 兵
 
扉
 

强
 
制
す
る
 

は
 
(
礼
 
狩
)
 も
 
と
よ
.
.
^
 
こ
れ
 
を
 
妨
げ
 
ざ
 

に
し
 
た
れ
 

ば
、
 決
 
し
て
 
同
 
曰
の
 
談
 
に
あ
ら
 

す
、
 剩
 

げ
た
り
 
し
か
 

ば
、
 東
大
寺
 

は
 

兩
次
に
 
命
令
 
を
發
 
し
て
 

こ
 

の
 
援
助
 
を
 
得
つ
 

、 
あ
り
し
 

鵜
 
寺
の
 
庇
護
 
を
 
も
 
受
け
 
居
 

よ
り
 
彼
等
 
を
 
召
喚
し
た
，
 

9 

み
、
 

農
 

撃
 

を
 

加
 

へ
 

ん
 

と
す
-
る
 

醐
 
天
皇
 
討
幕
の
 
御
 
計
畫
の
 

復
兩
關
 

の
 
問
に
 
紛
 
(*- を

 
重
 

關
の
雜
 
掌
 
良
 
基
、
 明
 
圆
は
京
 

1
 
切
 
經
印
版
 
料
 
所
な
，
 
り
と
 

船
の
 
關
税
追
 
徵
を
兵
 
扉
 
島
 

關
 
稅
の
徵
 
收
を
妨
 

日
、
 

五
月
 

十
 

二
日
の
 

掌
 
は
 
大
山
 
崎
 
神
人
 

刹
の
 

一
 
た
り
し
 
與
 

居..^、 爲 め に 武
家
 

め
て
 
東
大
寺
 
を
啣
 

れ
 

し
 

が
、
 

其
 

後
 

後
 

醍
 

か
、
 正
 
慶
 
元
年
 
八
月
、
 

狀
 
に
據
れ
 

ば
、
 福
 
泊
 

泊
 
關
が
興
 
福
 
寺
の
 

三
 

四
 

こ
ろ
 

な
，
^
。
 

島
關
 
の
脫
税
 

b
 
し
 
も
、
 福
 
^
0
 

へ
 
暴
力
に
 
訴
 

こ
れ
 
を
 
六
 
波
 

れ
を
禁
 
返
せ
 

外
に
、
 

東
大
寺
 

り
し
が
 
如
く
-
 

し  か ば、 興 福 

の
說
ぁ
 

b
 
 、
旣
 

頓
挫
 
を
來
た
 

ぬ
る
に
 
至
れ
 

都
 

一
 
條
風
橋
 

稱
し
、
 

攝
津
國
 

に
 
於
て
 
强
制
 

然
れ
 

船
 
を
 

へ
 

て
 

羅 に し
 

め
 

と
 

相
 

，
春
 

日
 

寺
 
は
 

に
 
し
 

し
、
 

天
 

寺
の
 

執
行
 



し
た
，
.
^
 

し
か
ば
、
 

西
 

國
往
來
 

の
 

船
 

は
 

其
 

難
 

を
 

避
け
ん
 

が
爲
 

め
，
 

兵
 

庫
 

島
に
 

於
て
 

は
 

全
く
 

帆
影
 

を
 

絕
 

て
り
。
 

こ
れ
 

啻
に
 

東
大
寺
の
 

爲
 

め
に
 

大
 

打
撃
た
 

る
の
 

み
な
ら
 

す
、
 

兵
 

庫
 

島
に
 

取
り
て
も
 

死
 

活
 

問
題
た
ら
 

す
と
 

せ
す
。
 

兵
 

庫
 

東
西
 

莊
に
 

於
け
 

る
 

地
 

頭
、
 

領
 

家
、
 

百
 

姓
ょ
，
.
^
遊
女
に
至
る
 

迄
，
 

同
 

盟
 

蹶
起
し
て
 

六
 

波
 

羅
に
訴
 

へ
、
 

不
法
な
る
 

徵
税
の
 

撤
廢
を
 

迫
り
し
 

は
是
 

時
の
 

事
に
 

屬
す
。
 

脫
税
 

船
の
 

撿
擧
 

が
其
經
 

由
す
 

ベ
 

き
諸
關
 

及
び
 

海
上
に
 

於
て
 

行
 

は
る
 

ベ
 

き
 

は
、
 

當
 

時
に
 

あ
り
 

て
 

は
 

至
當
の
 

事
に
 

し
 

て
、
 

此
 

點
 

よ
り
い
へ
 

ば
、
 

福
 

泊
關
雜
 

掌
の
 

執
れ
る
 

方
法
 

は
、
 

i
#
 

ろ
 

其
 

用
 

意
 

の
 

周
到
な
る
 

を
 

見
る
べ
し
。
 

兵
 

庫
島
關
 

の
脫
稅
 

船
に
 

向
つ
 

て
、
 

神
 

崎
關
に
 

於
て
 

札
 

狩
 

を
 

行
 

ふ
 

こ
 

と
 

を
 

認
 

め
 

乍
 

ら
、
 

獨
 

.
.
M
s
 

泊
 

關
の
爲
 

め
 

に
、
 

兵
 

庫
島
關
 

の
檢
擧
 

を
禁
遏
 

せ
ん
と
せ
 

る
 

は
、
 

甚
 

理
 

由
 

な
き
 

事
な
 

り
。
 

只
 

此
兩
關
 

は
 

其
 

所
管
 

を
 

異
に
 

し
、
 

且
 

つ
 

福
 

泊
關
雜
 

掌
の
 

執
れ
る
 

方
法
が
 

穩
便
 

な
る
 

手
績
に
 

出
で
 

や
し
て
 

過
激
に
 

陷
 

り
、
 

東
 

大
 

寺
に
 

向
っ
て
 

損
害
 

を
與
 

へ
し
 

と
、
 

福
 

泊
 

關
雜
掌
 

の
 

背
後
に
 

兼
ね
て
 

東
大
寺
と
 

利
害
 

關
係
を
 

同
じ
う
 

せ
ざ
る
 

與
福
 

寺
の
 

介
在
せ
 

る
 

こ
と
 

、 
は
、
 

相
互
の
 

感
情
 

を
 

興
奮
せ
 

し
め
 

て
、
 

爭
 

端
 

一
 

た
び
 

開
け
て
 

よ
 

久
し
く
 

結
ん
で
 

解
け
ざ
る
 

を
 

致
 

せ
る
 
も
の
な
る
 

べ
し
。
 

相
國
 

寺
、
 

等
 

然
る
に
 

兵
庫
關
 

は
又
國
 

料
の
 

名
の
 

下
 

に
、
 

幕
 

府
の
 

特
別
 

保
護
 

を
 

受
け
た
 

る
 

京
都
の
 

相
國
寺
 

、 

持
 寺
の
 
國
料
 

月
 
律
 
 

等
 

持
 

寺
 

(
北
 

野
 

宮
寺
も
 

亦
 

こ
れ
に
 

加
 

は
れ
 

上
 

に
 

向
 

つ
 

て
、
 

每
 

月
 

各
 

百
 

五
十
 

貫
 

文
 

を
 

納
入
す
 

る
の
 

翻
務
の
 
状
況
 
 

三
 

五
 



東大
、 

興 福 

兩
^
 

の
 

屈
服
 

匕 

ク. > 

V7
 

，り 

神
 
戶
市
史
 

別
錄
ー
 

中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 

務を負 はされ た， 9。 これ もと 幕府 

兩
關
に
 

於
け
 

る
 

東
 

大
、
 

與
 

福
兩
 

寺
の
 

關
務
 

り
し
な
 

，0
 

パ
鹿
 

苑
 

曰
錄
)
 

こ
れ
 

を
稱
 

し
て
 

始
、
 

り
し
 

や
 

は
 

未
だ
 

こ
れ
 

を
詳
ら
 

か
に
せ
 

三
 

六
 

が
兩
 

寺
に
 

寄
附
し
た
 

り
し
 

を
、
 

兩
 

寺
 

は
 

兵
 

庫
の
 

南
 

雜
掌
を
 

其
 

代
官
 

職
と
 

し
て
 

こ
 

れ
を
 

請
負
 

は
し
め
 

國
 
5
t
 月
 
ii: と

も
：
：
！
：
 
課
 
餞
と
 
も
い
 

ふ
。
 

其
 
何
時
よ
 

す
と
 

雖
ど
 

も
、
 

永
 

享
八
年
 

以
前
に
 

あ
り
し
 

は
 

疑
な
 

き
と
：
 
ろ
な
.
 
o。 

奥
 
福
 
寺
雜
掌
 

申
、
 |
ー
 

也、
 

仍
執
達
 

如.
 

件、
 

一 

永
享
 

八
，
 

一
 

十
二
月
 

廿
三
 

寺 

曰 

東
大
寺
 

雜
掌
 

こ
れ
 

兵
 

庫
 

島
關
ょ
 

雜
 

掌
が
 

北
 

圏
の
 

f
t
 

擔
 

れ
丈
兵
 

庫
 

島
 

關
税
の
 
も
と
よ
 

き
 

口 
ふ
ま
 

も
 

を な 

I
 

國
料
兵
庫
北
關
未
進
要
脚
引
^
^
分
事
、
早
$
^
^
,
,
結
解
，
可
挺
，
，
返
辨
，
由
候
 

爲
 

i 

爲 

行
 
(
花
 
押
)
 

兩
 

寺
に
 

納
 

む
べ
 

立
替
 
へ
た
.
 
0 

し
 

入
 

を
 

減
殺
 

せ
ら
 

し
。
 

然
れ
 

ど
も
 

淸
 

(
花
 
押
)
 

種
 

(
花
 
押
)
 

(
東
大
寺
 

文
書
)
 

錢
 

に
つ
い
 

て
.
 

南
 

關
 

た
る
 

與
福
 

寺
の
 

ん
 
と
す
る
 
も
の
な
.
 
o
。
 

而
 
し
て
 

そ
 

-關隊 の これ を容ば ざり しこと、 

幕
府
の
 

威
力
 

を
 

負
 

へ
 

る
兩
 

寺
に
 

對
 

し
て
 

は
 

南
都
の
 

き る 

國
 

料
の
 

月
 

課
 

返
濟
 
せ
し
め
 

ベ
 
き
 
を
 
以
て
.
 



ニ
大
寺
 
も
こ
れ
 
に
領
 
頑
す
 
る
に
 
由
な
 

く
、
 南
 
北
 
兩
關
は
 
屈
從
の
 
巳
む
な
 
き
に
 
至
れ
り
。
 

文
 
安
 

三
年
 
六
 
月
.
 春
 
日
 
社
 
兼
 
興
 
福
 
寺
 
造
營
料
 
所
た
 

る
 
兵
 
庫
 
關
 (
卽
 
ち
 
南
關
)
 
に
 
向
つ
 

て
，
 過
 
書
 
及
び
 
國
料
 

停
止
の
 
禁
制
 
を
與
ふ
 

る
 
に
當
 

り
、
 
こ
れ
が
 
除
外
例
と
 
し
て
 
免
除
 
の
 
特
典
 
を
 
與
へ
 
し
も
の
 

を
、
 制
 

札
の
 
裏
に
 
書
し
て
 
揭
 
示
せ
し
 
め
た
 

る
 
が
、
 其
 
文
 
左
の
 
如
し
。
 

可
 谷
-
勘
 
過
，
 船
 
以
下
 
條
々
、
 

1
 
大
神
宮
 
船
 
事
、
 

一
 
公
方
 
御
物
 
船
 
事
、
 

一
 
石
淸
水
 
八
幡
宮
 
船
 
事
、
 

1
 
天
 
M
 
寺
 
船
 
事
、
 

一
 
山
 
崎
 
胡
麻
 
船
 
事
、
 

國
料
 
分
、
 

一
 
北
 
野
 
宮
寺
領
 
船
 
事
、
 

一
 
相
 
國
寺
船
 
事
、
 
 

一
 
等
 
持
 
寺
 
船
 
事
、
 

所
 
謂
 「
可
 
令
 
勘
 
過
 
船
」
 と
 
は
 
過
 
書
 
船
に
 

し
 
て
、
 將
 
軍
の
 
料
 
物
 
を
 
載
せ
た
 

る
 
船
舶
の
 

外
、
 神
 
社
に
 
於
て
 

は
 
伊
勢
 
神
 
宫
.
 石
 
淸
水
 
八
幡
 
宮
，
 及
 
び
 
山
 
崎
の
 
^
 
胡
 
麻
、
 寺
 
院
に
 
於
て
 
は
 
天
 
龍
 
寺
 
船
 
あ
 
り
、
 
次
 
に
 
國
 

料
と
 
し
て
 

は
 
北
 
野
 
宮
寺
領
 
船
の
 

外
、
 相
 
國
寺
 
及
び
 
等
 
持
 
寺
の
 
船
 
あ
 
b
 
て
 
何
れ
も
 
關
税
を
 
免
除
 

せ
ら
れ
 

居
，
.
 ̂
し
な
-
.
^
。
 

東
大
、
 
興
！
 
 

_ 
應
 
仁
.
 文
 
明
の
 
戰
亂
の
 
兵
 
庫
に
 
與
 
へ
た
る
 
影
響
 
は
 
決
し
て
 
鮮
少
に
 
あ
ら
 
ざ
 

し
な
，
.
.
.
。
 

攝
 

兩
寺
と
 

目 

國
、
 
等
持
兩
 

津
の
 
守
護
 
^
 
 H
-
 
勝
 
元
は
 
東
軍
の
 
首
領
な
、
 
り
。
 
然
る
に
 
こ
れ
と
 
頡
頌
し
 

て
、
 其
 
四
國
の
 
領
國
を
 

寺
と
の
 
爭
 

關
務
 
の
狀
況
 
 

三
 七
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
ー
 

中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 
 

三
 八
 

爭
へ
 

る
 
西
 
軍
の
 
領
釉
大
 
內
政
弘
 

は
、
 本
 
國
 
よ
り
 
京
都
に
 
至
る
 
耍
銜
 
に
當
れ
 

る
 
爲
 
め
、
 攝
 
津
 
を
 
も
 

其
 
手
中
に
 
掌
握
 
せ
ん
と
し
 

て
、
 兩
 
氏
の
 
間
に
 
激
烈
な
る
 
爭
奪
戰
 

を
 
繰
返
し
、
 
延
 
い
て
 
は
 
兵
 
庫
 
も
 

其
 
渦
中
に
 
投
 
す
る
 
の
已
む
 
な
き
に
 
至
れ
り
。
 

東
軍
の
 
勢
圏
內
 
に
あ
 

b
 
し
 
時
 
は
往
々
 
細
 
川
 
氏
 

の
 
侵
 
害
 
を
 
蒙
り
、
 
又
 
興
 
福
 
寺
 
六
方
 
衆
 
成
身
院
 
光
宣
 
南
關
 
の
關
務
 

を
 
管
 
理
 
し
、
 
興
 
福
 
寺
 
は
 
西
 
軍
の
 

詰
責
に
 
遭
 
ひ
し
 
こ
と
 
あ
.
 
9。 

當
時
 
將
軍
義
 
政
の
 
夫
人
 

日
 
野
 
富
 
子
の
 
兄
 
勝
 
光
南
 
都
 
傳
奏
た
 

b
 

し
 
か
 
ば
，
 興
 
福
 
寺
り
 
爲
 
め
に
 
斡
旋
し
て
 

兵
 
庫
 
關
の
關
 
務
を
復
 
せ
し
 
こ
と
 

あ
 

り
。
 (
大
乘
 
院
 
寺
社
 
雑
 

事
 
記
 
j 
應
仁
ニ
 
年
に
 
至
 
b 

て
、
 幕
府
 
は
 
北
關
に
 
向
っ
て
 
北
野
宮
 
寺
の
 
そ
れ
と
 
共
 
に
、
 相
 
國
寺
及
 

び
 
等
 
持
 
寺
の
 
國
料
月
 
課
 
餞
 
を
 
停
廢
し
 

て
、
 悉
 
く
 
同
社
に
 
寄
附
す
 

る
 
こ
と
、
 
な
せ
り
。
 

東
大
寺
 
八
幡
宮
 
領
攝
 
津
國
兵
 
庫
關
々
 
役
 
事
 、
於
-
北
 
野
 
社
 
幷
相
國
 
寺
 
等
 
持
 
寺
國
料
 
月
俸
-
者
 
令
 

止
 
之
；
 
一
 
圓
 
被
.
 寄
附
 
當
 
社
-
 畢
、
 彌
 
爲-- 過

 
書
 
國
 
料
-
停
-
止
 
全
 
關
 
務
；
 可
 f
e
^
-
-
 
祌
 
用
-
由
 
所
.
 髀
仰
 
下
-
也
 

* 

仍
執
達
 
如
.
 件
、
 

應
仁
ニ
 
年
 
十
月
 
十
七
 
日
 
 

散
 
 

位
 

一. 在
 
判
)
 

大
 

和
 

守
 
(
在
 
判
)
 

當
寺
雜
 
掌
 

こ
れ
と
 
同
 

一
 
の
 
御
 
敎
書
は
 
亦
南
關
 
に
も
 
與
 
へ
ら
れ
し
 

が
、
 
こ
れ
 

日
 
野
 
勝
 
光
が
 
將
第
義
 
政
の
 
裁
 



可
 
を
 
待
た
 
す
し
て
 
擅
 
行
せ
.
 
る
と
 
こ
ろ
な
 
り
と
 

い
ふ
。
 

其
 
後
 
文
明
 
十
七
 
年
 
九
月
 
慕
 
府
は
復
 

月
 

課
 
錢
を
北
 
野
 
社
 
及
び
 
相
國
 
寺
、
 等
 
持
 
寺
の
 
兩
 
寺
に
 
付
し
た
，
 

- 
し
か
ば
、
 
興
 
福
 
寺
 
は
 
往
年
 
寄
附
の
 

事
實
を
 
舉
げ
て
 
抗
議
 
を
 
申
込
み
し
 

こ
と
 
あ
り
。
 

然
れ
 
ど
も
 
尙
ほ
飽
 
迄
 
も
 
其
 
利
權
を
 
支
持
し
 

た
ち
し
 

が
 
如
く
，
 
東
大
寺
 
&
 
如
き
 
は
 
北
 
閥
の
 
關
稅
收
 
入
 
を
 
以
て
、
 
其
 
八
幡
宮
 
若
宮
の
 
社
殿
の
 
造
 

營
 
年
久
し
く
し
て
 

頹
 
破
に
 
歸
 
せ
る
 
を
 
修
理
 
せ
ん
と
し
た
.
 

0 
し
 
も
、
 兩
 
寺
 
は
 
其
 
不
可
 
を
訴
 

へ
 
て
 

頻
り
に
 
こ
れ
 
を
妨
 

げ
、
 長
 
享
 

一 一
 年
、
 遂
 
に
 
幕
府
の
 
許
 
を
 
得
、
 攝
 
津
の
郡
 
代
と
 
共
 
に
、
 關
 
所
に
 
其
 
執
行
 

を
 
迫
り
し
 

か
 
ば
、
 東
 
大
寺
 
は
こ
れ
 

を
 
幕
府
に
 
訴
 

へ
、
 改
め
て
 
寄
附
の
 
保
障
 
を
 
得
ん
 
こ
と
 

を
 
請
 
へ
 

..i: 東
大
寺
 
文
書
)
 

爾
來
兵
 
庫
 
島
 
關
は
東
 

大
、
 興
 
福
兩
 
寺
と
 
相
 
國
、
 等
 
持
兩
 
寺
と
の
 
間
に
 
爭
 
奪
の
 
中
心
た
り
 
し
が
 

t
 
に
 
東
 
大
、
 興
 
福
兩
 
寺
の
 
保
有
す
 
る
と
 
こ
ろ
と
 
な
れ
り
。
 
 

* 

外
國
 
貿
易
と
 
兵
 
庫
 

足
 利
 義
滿
の
 

兵
 
窜
は
足
 
利
 
義
満
が
 
明
に
 
對
 
し
て
 
外
交
 
を
 
開
始
す
 
る
に
 
至
り
て
 

は
、
 亦
 
賀
易
 
港
と
 
し
て
の
 

對
明
 
外
交
 

盛
運
 
を
呈
 
す
る
 
こ
と
、
 
な
れ
り
。
 

義
満
の
 
始
め
て
 
明
に
 
使
節
 
を
 
通
せ
し
 

は
 
應
永
八
 

年
な
.
.
^
 

外
圃
 
貿
易
と
 

兵
 
庫
 
 

三
 九
 



義
 

持
の
 

撤
廢
 と
義
教
 

の
復
ー
 

舊 

神
戶
 
市
史
 

別
錄
 

し
が
、
 

翌
九
年
 

明
 

は
 

我
 

使
 

後
 
其
 
世
 
を
 
終
 
は
 
る
 
迄
，
 兩
 

と
せ
 

る
 

倭
寇
 

外
交
と
 

い
 

中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 

四
 

〇
 

最
 

も
 

苦
 

痛
 

む
 

る
に
 

あ
 

故
に
 

名
 

は
 

i
 

す
 此

 
外
交
 

朔
を
 
奉
じ
 

撤
廢
せ
 

b
 

正
 

を
 

加
へ
 的
 

色
彩
 

は
 

名
に
 
於
て
 

日
本
 
傳
に
 

宣
 

德
 

初
 

當
給
直
 

ふ 

節
の
；
 

S
 

國
 使
節
 

の
勦
滅
 

，
彼
れ
 

も
 
其
 

は
 

義
満
が
 

た
り
し
 

爲
 

- 
然
れ
ど
 し
の
み
 

に
 

1
 

層
 

濃
 

厚
 

行
 

ふ
 

貿
易
 

も i と 

申
定
耍
 

約
、
 人
 

.
0
 

官
 

言
，
 

宣
 

德
 

の 

支
那
の
 

め
、
 

一
 

部
 

義
敎
 

こ れ 

な
 
b
 

t
 
し
.
 

專 を て 

毋
過
 

間
、
 

所
 

三 貢 

>9 
朝
と
 
共
に
 
其
 
使
を
逍
 
し
て
 
報
聘
 
せ
し
め
 

の
往
來
 
相
次
げ
 

此
 
外
交
に
 
我
れ
 
に
あ
り
 

を
 

好
餌
と
 

な
 

し
.
 

僅
 

少
の
贈
 

造
に
 

對
 

し
て
 

多
大
 

歡
迎
 

V
 

る
 

丈
、
 

我
 

れ
の
 

利
得
す
 

る
と
 

こ
ろ
 

亦
頗
 

て
 
我
^
 
S
 
と
な
 

b
 
し
も
の
 

貿
易
な
 

by 而
し
 

統
的
 

外
交
に
 

順
應
 

非
難
 
を
 
招
き
た
ら
 

至
，
 

9 
て
 

明
の
 

使
節
 

復
舊
 

し
爾
來
 

S
 

府
 

事
 

實
上
資
 

力
に
 

富
 

軍
 
は
 
其
 
抽
分
錢
 

を
 

て 受 

し
て
 

日
本
 

國
 

王
の
 

印
璽
 

を
 

し
か
ば
、
 

義
 

持
の
 

反
省
に
 

依
 

に
對
 

す
る
 

外
交
 

上
の
 

依
 

鱧
 

の
 

財
政
の
 

窮
乏
 

を
 

加
 

ふ
る
 

め
 
る
 
大
名
 
社
寺
 
及
び
 
豪
商
 
等
 

徵
す
る
 
こ
と
、
 
な
れ
る
な
.
 

9- 

と 

こ
れ
よ
.
 
0 

は
 

彼
れ
 

の
 

報
 

ぼ
 

を
 

求
 

大
な
 

り
。
 

實
に
兵
 

庫
 け
、
 

明
 

の
 

正
 

て
こ
れ
 

を
 

多
少
の
 
修
 

共
 

に、
 

賀
易
 

の
將
 

軍
の
 

明
史
の
 

巧
 

舟
毋
過
 

三
艘
、
 

而
 

倭
人
 

貪
 

利
、
 

K
 

物
 

外
所
携
 

私
物
 

增
 

十
倍
、
 

例
 

硫
黄
 
蘇
 
木
刀
 
扇
 
漆
器
 
之
 
®
、
 估
 
時
 
直
給
錢
 

鈔
、
 或
 
折
 
支
 
布
帛
、
 
爲
 



数
 

無
 

多
.
 

然
已
大
 

獲
 

利
、
 

今
.
 

若
仍
舊
 

制
、
 

當
給
錢
 

二
十
 

一
 

萬
 

七
 

千
、
 

銀
價
如
 

之
、
 

宜
大
減
 

其
 

直
，
 

給
 

銀
 

三 萬 四
千
 

七 百 有 奇，
 

從 之、
 

使 臣 不 悅、
 

請 如 奮 制、
 

詔 增 錢 萬，
 

® 以 爲 少、
 

求 增 賜 物、
 

詔 增 布 

帛
千
五
 
&
 、
終
 
怏
々
 

去
、
 

と
 

見
え
た
り
"
 

こ
れ
 

を
 

以
て
 

觀
る
 

も
、
 

當
 

時
の
 

明
 

貿
易
の
 

如
何
に
 

我
れ
 

に
 

取
.
 

り
て
 

有
利
の
 

も
 

の
た
，
 

0 
し
か
 

を
 

察
 

す
 

ベ
 

く
、
 

又
 

財
 

計
の
 

裕
 

か
な
ら
 

ざ
り
 

し
將
 

軍
に
 

依
，
 

0 
て
 

多
く
 

期
待
せ
ら
れ
 

し
 

を
 

知
る
 

ベ
 

き
な
り
"
 

義
敎
の
 

政
治
 

外
交
 

等
の
 

顧
問
に
 

備
 

は
り
、
 

最
も
 

外
交
 

事
情
に
 

精
通
し
 

た
.
.
'
 

し
 

酸
 

醐
三
寶
 

院
滿
濟
 

が
義
敎
 

の
對
明
 

外
交
 

を
以
 

て
 

「
本
 

朝
 

御
輿
 

隆
之
 

大
事
」
 

の
爲
 

め
に
 

す
 

と
い
へ
 

る
 

も
、
 

善
 

隣
國
寶
 

記
の
 

著
者
 

周
 

鳳
が
 

國
を
利
 

せ
ん
が
 

爲
め
 

に
す
 

と
い
 

へ
 

る
 

も
、
 

實
 

は
 

主
 

明
 

貿
易
と
 

兵
 

と
し
て
 

幕
^
の
 

財
政
 

を
 

振
 

は
す
の
 

目
的
に
 

出
で
 

た
 

，り
 

し
 

な
 

b-
. 

さ
れ
ば
 

兵
 

庫
 

I
 

壮
は
 

幕
府
の
 

直
轄
地
と
 

な
 

..
^ 
 

、
(
康
 

富
 

記
》
 

1
 

に
は
將
 

軍
の
 

代
官
 

あ
り
て
 

外
國
 

使
節
 

を
迎
 

接
せ
し
 

の
み
 

な
 

ら
 

す
、
 

義
 

満
以
來
 

明
 

船
 

到
れ
 

ば
、
 

自
 

ら
 

兵
 

庫
に
 

赴
 

き
 

て
こ
れ
 

を
 

見
、
 

又
 

我
 

遣
 

明
 

船
に
 

對
 

し
て
 

は
 

其
 

船
 

員
の
 

食
糧
 

を
 

支
給
せ
，
 

9。
 

こ
れ
 

も
と
よ
、
 

り
將
 

軍
の
 

自
辨
 

に
あ
 

ら
 

す
 

し
 

て
，
 

京
 

都
の
 

富
 

商
た
 

る
 

土
 

倉
が
 

其
 

命
に
 

依
.
 

0 
て
 

一
 

時
其
經
 

費
 

を
立
替
 

へ
、
 

遣
 

明
 

船
の
 

兵
 

庫
に
 

歸
著
 

す
る
 

を
 

待
つ
 

て
、
 

其
 

齎
ら
し
 

來
れ
る
 

貨
物
 

を
 

土
 

倉
に
 

於
て
 

處
分
 

し
、
 

以
 

て
 

辨
 

償
に
 

充
 

て
 

た
 

り-
一 

當
 

時
 

兵
 

庫
に
 

は
 

將
 

軍
 

直
轄
の
 

倉
庫
 

あ
-
.
^
 

て
、
 

是
 

等
の
 

貨
物
 

を
 

置
く
 

と
こ
ろ
な
、
.
 

>
 
 

し
 

が
、
 

義
 

敎
 

は
 

京
都
の
 

土
 

倉
に
 

向
 

外
國
 

貿
易
と
 

兵
 
庫
 
 

四
 

一 



明
 使
の
 
貿
為
 

朝
鮮
 
S 

一と 

神
戶
市
 
史
^
 

錄
ー
 

中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 
 

四
 
二
 

つ
 
て
 
安
 
ひ
 
を
 
與
 
ふ
る
 
爲
 
め
、
 代
 
官
 
を
 
派
遣
し
て
 

此
 
倉
庫
 
を
 
保
管
せ
 

し
 
む
 

ベ. 
き
を
 
滿
濟
 
に
吿
げ
 

擔
 
保
の
 
意
 
*
 
に
 
於
て
 
京
都
の
 
土
 
倉
の
 
管
理
の
 
下
に
 
S
 

年
に
 
朝
鮮
 
使
節
の
 
來
 
朝
に
 
當
 
り
て
 
箭
ら
 
せ
る
 
方
 
物
が
 
京
 

し
 
も
、
 亦
 
同
 

一
 
事
情
に
 
基
き
 
し
な
ら
ん
。
 

し
こ
と
 

あ
 
り
-
さ
 
れ
ば
此
 
倉
庫
 
は
 

か
れ
し
 
も
の
、
 

如
し
。
 

永
享
十
 

都
の
 
正
 
實
坊
の
 
土
 
倉
に
 
收
 
め
ら
 
れ
 

外
交
に
 
隱
れ
 
た
る
 
貿
易
 
は
 
我
れ
 

年
 
明
 
使
の
 
來
 
朝
し
た
り
 

し
 
時
の
 
如
 

い
て
 
満
濟
に
 
異
議
 
あ
 

. ̂
、
其
 
意
 
明
 
使
 

騷
 
な
る
 
內
野
を
 
通
過
 
せ
ん
と
 

し
.
 て
 

滿
濟
准
 
后
 
日
記
)
 

當
時
 
唐
墨
の
 
流
 

に
し
て
 
然
，
 9 
と
せ
 

ば
、
 兵
 
庫
に
 
於
て
 

獨
、
 り 
明
の
 
み
な
ら
 

す
、
 朝
 
鮮
 
使
節
 

寺
院
 
等
に
 
し
て
 
朝
鮮
と
 
交
通
し
た
 

修
交
せ
 

h.。 
李
 
氏
 
實
錄
に
 
成
宗
の
 

の
み
な
ら
 

す
 
明
 
使
 
も
 
亦
 
こ
れ
 
を
 
行
 
ひ
し
な
 

り
。
 
永
享
六
 

き
 
も
、
 其
 
旅
館
に
 
充
て
ら
れ
た
，
.
 

> 
し
 
仁
 
和
 
寺
、
 法
 
住
 
寺
に
 

つ
 

の
 
目
 
的
 
貿
易
に
 
あ
る
 

ベ
 
き
 
に
、
 毎
 
日
出
 
京
の
 
途
次
 
若
し
 
物
 

損
害
を
被
ら
ば
 
日
本
の
 
瑕
谨
 
な
る
 
べ
し
と
 
い
ふ
に
 

あ
，
 
5。 

行
し
た
，
 
り
し
 
は
 
(If? 聞

 
曰
 
記
)
 此
 
賀
 
易
の
 
結
果
な
 

り
。
 

京
都
 

も
 
行
 
は
れ
し
 
こ
と
 
推
知
す
 

る
 
に
 
難
か
ら
 

す
。
 

の
 
如
き
 

も
 
亦
 
兵
 
庫
に
，
 入
港
せ
 

b
。
 
當
時
我
 
各
地
の
 
侯
伯
、
 

,0 
し
も
の
 

あ
，
 
0 

し
 
が
、
 兵
 
庫
の
 
代
官
の
 
如
き
 

も
 
亦
 
朝
鮮
に
 

i
&
 
ん
を
 
遣
し
て
 
土
宜
を
 
贈
れ
，
 
0
 
と
 
見
え
た
 

る
 
兵
 
庫
津
平
 

た
り
し
 
な
り
。
 

^
の
 

興
隆
、
 

方
式
 
部
 
衞
忠
吉
 

の
 
如
き
 
亦
 
其
 

一
 
人
 

然
る
に
 
應
 
仁
、
 文
 
明
の
 
內
 

は
 
兵
 
庫
の
 
賀
 
易
に
 
對
 
し
て
も
 
殆
ど
 
致
命
傷
 
的
瘡
痍
 
を
與
へ
 

フし 



兵
 庫
 I
 
微
 

り
。
 
攝
津
が
 
動
も
す
れ
ば
 

西
 
軍
の
 
雄
に
 
る
大
內
 
氏
の
 
占
領
す
 
る
と
 
こ
ろ
と
 

な
，
 

の
み
な
 

ら
す
、
 
其
 
領
土
 
及
び
 
勢
力
 
圈
は
 
中
國
、
 
四
國
、
 
九
州
の
 
諸
 
國
に
亙
 
り
て
 

日
 
明
 
交
通
の
 
要
衝
 
を
扼
 

し
，
 

殊
こ
河
 
野
 
氏
 
を
 
始
め
と
 
し
て
 
瀨
 

內
 
海
の
 
所
謂
 
海
賊
 
は
 
殆
ど
 
皆
 
其
 
部
下
と
 
い
ふ
 

も
 
不
可
な
 

く
、
 幕
 
脊
の
遣
 
明
 
船
 
は
 
其
 
監
視
 
を
脫
 
し
て
 
海
路
の
 
安
全
 
を
 
期
す
 
ベ
か
ら
 
ざ
り
 
し
な
り
。
 

是
に
 

於
て
 
幕
府
 
は
 
兵
 
庳
に
代
 
ふ
る
に
 
和
 
泉
 
*
 
を
 
以
て
 
遣
 
明
 
船
の
 
璋
 
頭
に
 
充
て
、
 
土
 
佐
 
沖
よ
り
 
九
州
 

の
 
南
岸
-
 
-
出
づ
 

る
 
航
路
 
を
 
取
ら
し
 

め
た
.
.
.
。
 

島
津
 
氏
の
 
封
內
に
 
於
け
 

る
 
坊
津
の
 
如
き
 

は
、
 彼
 

我
 
使
 
船
 
往
來
の
 
重
な
る
 
寄
港
地
と
 
な
れ
り
、
 

故
に
 
幕
府
 
は
 
島
津
 
氏
に
 
命
じ
て
 
正
使
 
副
使
の
 

滯
 
£
 
中
 
及
び
 
歸
朝
 
迄
の
 
謦
衞
 

の. 
任
に
 
當
 
ら
し
め
 

た
"
。
 

il- の
 
豪
商
 
は
こ
れ
 

に
 
依
り
て
 
幕
府
 

の
對
明
 
貿
易
と
 
京
都
の
 
土
 
倉
 
以
上
に
 
密
接
な
る
 
關
係
を
 
生
じ
た
り
 

し
が
、
 
彼
等
 
は
 
商
業
 
上
の
 

i
 
引
に
 
長
じ
而
 
か
も
 
信
用
 
を
 
重
ん
じ
て
 
契
約
の
 
履
行
 
を
 
怠
ら
 
ざ
，
 
9 
し
か
 

ば
、
 忽
 
ち
 
對
明
賀
 
易
 

. 
に
 
於
て
 
多
年
の
 
經
驗
を
 
有
す
る
 
兵
 
庫
 
博
 
多
の
 
商
人
 
を
 
凌
駕
 

し
、
 延
 
い
て
 
群
の
 
殷
賑
 
を
來
 
た
す
 

： 
至
 

り
。
 

こ
れ
に
 
反
し
て
 
兵
 
庫
の
 
賀
易
は
 
漸
く
 
衰
兆
 
を
 
生
す
 

る
 
を
 
免
れ
 
ざ
 

し
な
，
.
.
.
。
 

1
 

1;^ 
り
夂
內
 

關
稅
 
の
收
納
 
 

四
ミ
 



神
戶
市
 
史
^
 

饑
 

一 
中
世
の
 

兵
 
庫
 
港
 
 

fflffl 

雑
 掌
の
 
5
 負
 

兵
 
庫
 
島
關
に
 
於
け
 

る
 
寺
 
家
の
 
雑
 
掌
 
は
 
早
く
 

も
 

一
 
種
の
 
請
 
f
t
 
制
度
と
 

な
 
り
、
 
關
 
a
 
を
 
收
納
し
 

て
、
 其
 
中
よ
り
 
毎
月
 

一
 
定
の
額
 

を
 
寺
 
家
に
 
納
附
 
す
？
 
き
條
 
件
の
 
下
に
、
 
其
 
浦
 
任
 
を
 
受
け
た
，
.
 
>。 

こ
れ
 
を
 
東
大
寺
の
 
場
合
に
 

つ
 
き
て
 
昆
ん
 

に
、
 寺
 
家
 
は
 
其
 
末
寺
な
る
 

笠
 
置
 
寺
の
 

4
e
 快
 
尊
と
 
如
 
道
 

と
の
 
申
請
 
を
 
容
れ
て
 
其
 
雑
 
掌
と
 
な
し
た
，
.
 
-
し
 

に
、
 彼
 
等
 
は
 

一
 
定
の
 
月
賦
 
納
入
 
を
 
怠
.
 
-、 二

れ
 
が
 

. 
爲
 
め
、
 寺
 
家
 
は
 
祈
 
禱
を
修
 

し
、
 
修
 
築
 
を
 
な
す
こ
と
 
能
 
は
 
や
、
 是
 
を
 
以
て
 
衆
徒
 
契
約
に
 
依
 
b
 
て
 
雑
 
掌
 

の
 
罷
免
 
を
 
強
制
的
に
 
執
行
 
せ
ん
が
 
爲
め
、
 
應
 
f
t
 
元
年
 
六
月
 
八
幡
宮
の
 
祌
人
を
 
派
遣
せ
 
し
に
、
 
快
 

尊
 
は
 
却
て
 
彼
等
 
を
 
殿
 
打
 
fsj 傷

せ
 
し
か
 

ば
、
 寺
 
家
 
更
に
 
怏
尊
を
 
逮
捕
 
せ
ん
と
し
 

て
、
 中
 
門
 
法
花
兩
 

堂
の
 
徒
 
を
 
派
遣
 

し
、
 快
 
尊
 
は
 
逃
れ
て
 
行
く
 
と
こ
ろ
 

を
 
知
ら
 

す
、
 依
 
b
 
て
 
寺
 
家
 
は
 
衾
 
宣
 
旨
 
を
 
賜
 
は
 

り
て
 
永
く
 
 
籍
を
 
削
ら
ん
 
こ
と
 
を
 
奏
せ
.
 
9。 

他
の
 
雑
 
掌
た
り
 

し
 
如
 
道
 
は
 
八
 
月
.
 解
 
狀
を
寺
 
家
 

に
 
贈
.
 0 

て
、
 其
 
寺
 
家
の
 
薦
め
に
 
大
輔
五
 
師
少
輔
 
得
 
業
の
 
東
 
下
の
 
旅
 
«
 
、
鎌
 
倉
の
 
滯
在
 
费
，
 幕
 
府
 
六
 

波
羅
の
 
施
行
 
费
.
 神
 
輿
 
造
 
營
費
 
等
を
完
 
濟
し
來
 

b
 
し
 
に
 
拘
 
ら
 
や
、
 R
 
四
五
兩
 
月
の
 
月
宛
錢
 
未
納
 

の
 
故
 
を
 
以
て
 
維
 
掌
を
罷
 
め
ら
 

る
 

， 
の
 
酷
な
る
 
を
說
 

き
、
 
且
 
つ
 
其
 
未
納
の
 
理
由
 

が
、
 兵
 
靡
 
人
 
港
の
 

船
舶
が
 
或
は
 
地
 
船
と
 
稱
 
し
て
 
關
税
を
 
納
め
 

す
、
 或
 
は
 
故
ら
 

に
 
寄
航
 
を
 
避
け
て
 
通
過
す
 

る
 
も
の
 

あ
 

、
剩
 
へ
 
正
月
 
十
八
 
日
よ
，
.
 
>
 
 住
 
吉
社
領
 
江
 
井
崎
 
船
と
 
號
し
 
て
、
 關
 
税
を
 
忌
避
す
 

る
 
も
の
 
續
出
 

せ
し
 

よ
 

り
、
 

其
 

收
入
頓
 

に
 

減
少
し
て
 

寺
 

家
に
 

對
 

す
る
 

納
入
 

を
 

不
可
能
な
ら
 

し
め
た
る
 

に
 

依
る
 



を
 
辯
 
じ
、
 過
 
去
に
 
於
け
 

る
 
怠
納
額
 

を
 
完
 
納
 
す
る
と
 
共
 
に
.
 將
 
來
の
月
 
充
餞
は
 
期
 
を
 
違
 
へ
 
す
し
て
 

速
に
 

f;- 附
 
す
べ
 
き
を
 
以
 
て
、
 雜
 
掌
 
職
 
を
舊
の
 
如
く
な
ら
 
し
め
ら
 
れ
ん
こ
と
 

を
 
申
請
せ
 

り
。
 

今
 

雑
 掌
の
 
請
 文
 

左
に
 
雜
 
掌
の
 
請
 
文
卽
ち
 
契
約
書
の
 

一
 
例
 
を
 
示
さ
ん
、
 

兵
庫
關
 
自
=
當
 
年
，
 九
十
 
貫
加
增
 
事
、
 

右
 
當
 
年
 
者
、
 爲_, 去

 
春
 
京
都
 
御
沙
汰
 
用
 
途
-
寺
 
院
 
家
相
 
共
 
九
十
 
貫
 
被
.
 召
-
 -
院
 
家
-
候
 
畢
、
 自-- 明

 
年
-
寺
 
方
 

六
十
 
貫
 
文
 
之
 
內
、
 於，， 四

 
十
 
貫
 
文
，
 者
、
 爲
 
顯
密
御
 
願
 
料
 
足
-
可
，
 
出
-
 >
寺
 
方
-
候
 
、
於
-
寺
 
納
之
時
 

分
-
者
、
 
正
 

一 一
 

兩
月
各
 
三
 
貫
 
文
、
 三
 
月
 
者
 
四
 
貫
 
文
、
 四
 
五
雨
 
月
 
者
 
谷
 
三
 
貫
 
文
.
 六
 
月
 
者
 
四
 
貫
 
文
、
 七
 
八
 
兩
月
者
 
各
 

三
 
貫
 
文
.
 九
月
 
者
 
四
 
貫
 
文
、
 十
 
十
 

一
 
兩
月
各
 
三
 
貫
 
文
、
 十
二
月
 
者
 
四
 
貫
 
文
、
 無
，
 -
越
月
 
之
 
儀
：
 每
月
晦
 

日
 
可，， 寺

 
納
，
 候
、
 所
.
 殘
 
以，， 廿

 
貫
 
文
 
之
 
內
，
 雜
 
掌
 
得
分
 
七
 
貫
 
五
 
百
 
文
 
 
一
，
 0
 可
，
 -
止
 
置
，
 候
、
 尙
 
所
.
 殘
 
於
-
十
 

二
 
貫
 
五
 
百
 
文
，
 者
、
 如
，
，
 先
 
タ
舊
借
 
書
 
等
 
仁
 
可
-
立
 
用
 
申
-
候
、
 
仍
 
爲
，
 -
後
 
曰
 
-
請
 
文
之
狀
 
如
 杯
、
 

明
 
德
ニ
年
 
辛
 
七
月
 
廿
曰
 
 

長
 

賢
 (
判
)
 

チ 

法
 

橋
 

俊
 

賢
 

(
判
)
 

. 

(
東
大
寺
 
文
 
書
)
 

寺
 
家
に
 
於
 
け
 
る
 
月
 
宛
 
餞
の
 
配
 
當
 
率
 
は
 
寺
 
方
卽
ち
 
衆
 
徒
 
方
 
は
 
其
 
三
分
の
 

二
、
 院
家
方
 

は
 
三
分
の
 

1
 
な
り
」
 

關
稅
の
 
收
入
を
 
立
 
用
す
 

る
 
場
合
 
亦
 
こ
れ
に
 
同
じ
。
 

故
に
 
雜
 
掌
の
 
納
 
む
 
ベ
 
き
 
年
額
 

閼
稅
 
の
收
納
 
 

四
 五
 



神
戶
市
 
史
刖
綠
 
一
中
 
世
の
 
兵
 
庫
 
港
 
 

四
 六
 

九
十
 
貫
 
文
の
 
中
に
 

て
、
 寺
 
家
に
 
は
 
六
十
 
貫
 
文
，
 院
 
家
 
方
に
 
は
 
三
十
 
貫
 
文
を
納
 
む
べ
 

く
、
 各
 
其
 
八
 
分
 

の
 

一
 
を
 
以
て
 
雑
 
掌
の
 
得
分
に
 
充
っ
。
 

而
 
し
て
 
月
賦
 
納
入
 
額
の
 
割
合
 
は
こ
 

， 
に
 
明
記
 
せ
ら
る
 

る
が
 
如
 
く
-
何
 
れ
も
每
 
月
末
 
曰
に
 
納
附
 

し
、
 翌
 
月
に
 
入
る
 
を
 
許
さ
す
。
 

然
る
に
 
寺
 
家
 
は
 
天
皇
の
 

御 元服、 大嘗會 等の 獻金、 訴訟 用の 爲め東 下 使者の 旅 費， 大 佛 殿の 警固等 臨時に 經 

費
 
を
 
要
す
る
 
場
 
合
、
 雑
 

に
 
命
じ
て
 

關
 
稅
の
收
 
入
よ
り
 
立
 
用
せ
 
し
む
る
 
こ
と
 
あ
 
b
 
 、
何
 
れ
 
も
 

一
 

定
の
 
利
息
 
を
附
 
し
て
 
借
.
^
 
受
 
く
る
 
も
の
 
な
れ
 

ば
、
 是
 
等
の
 
引
當
 
と
し
て
 
雑
 
掌
の
 
請
負
 
額
よ
り
 

控除すべき もの 卽ち所 謂 「舊 借 書 等 仁 可，， 立 用 申 一 候」 と ある もの 是 なり。 

關
務
 
代
官
 
職
 

關
務
雜
 
掌
の
 

外
、
 更
 
に
關
務
代
官
職
を
補
任
す
る
こ
と
ぁ
.
.
^
。
 

請
負
 
契
約
 
を
 
な
す
こ
と
 

關
 

と 
其
謅
文
 

務
雑
 
掌
の
 
場
合
に
 
異
な
ら
 

や
。
 

其
 
文
書
 
は
 
請
 
文
 
若
し
く
は
 
請
ロ
證
 
文
と
 

い
 
ひ
、
 其
 
誓
約
の
 
形
 

式
に
 

依
る
 

よ
 

b
 

又
 

f
i
 

文
 

起
請
文
と
 

も
い
 

ふ
。
 

今
 

一
 

二
の
 

W
 

例
を
舉
 

げ
ん
 

に
、
 

永
 

享
八
年
 

四
月
 

二
日
，
 

東
大
寺
 

八
幡
宮
 

領
攝
津
 

國
兵
庫
 

北
 

關
升
米
 

置
 

石
 

代
官
 

職
の
 

請
 

文
に
 

は
、
 

請
負
 

年
額
 

七
 

五
十
 

貫
 

文
の
 

內
 

四
十
 

貫
 

文
 

は
 

北
 

野
 

御
讀
經
 

料
に
 

し
 

て
、
 

東
 

大
 

寺
に
 

は
 

其
 

殘
額
七
 

百
 

十
 

貫
 

文
 

を
 

納
 

む
べ
 

く
、
 

其
 

月
額
 

は
 

前
者
 

に
對
 

し
て
 

は
 

三
 

貫
 

三
百
 

三
十
 

三
 

文
、
 

後
者
に
 

は
 

正
月
よ
.
 

- 
十
一
月
 

迄
 

は
 

各
 

六
十
 

貫
 

文
 

宛
、
 

十
 

二
月
 

は
 

五
十
 

貫
 

文
 

を
 

南
都
に
 

於
て
 

納
入
す
 

ベ
 

く
、
 

敷
 

餞
卽
ち
 

敷
金
と
 

し
て
 

百
 

二
十
 

貫
 

文
を
納
 

め
、
 

滯
 

納
の
 

場
合
に
 

は
 

差
 

引
か
る
 

ベ
 

く
、
 

越
 

月
 

其
 

他
 

不
法
の
 

行
爲
ぁ
 



た
る
 

場
 

合
、
 

代
 

官
職
 

を
罷
 

め
ら
 

る
 

， 
も
 

異
議
な
 

き
こ
と
 

を
 

約
せ
 

り
。
 

直
.
 

正
 

四
 

年
 

八
月
 

二
十
 

九
 

日
の
 

兵
 

庫
 

北
 

關
升
米
 

置
 

石
 

請
ロ
證
 

文
に
 

は
、
 

請
負
 

年
額
 

六
 

西
 

貫
 

文
、
 

內
 

四
十
 

貫
 

文
 

は
 

代
官
 

方
 

(
此
 

代
官
 

方
 

は
 

代
官
の
 

代
官
 

卽
ち
 

所
謂
 

又
 

代
に
 

し
 

て
、
 

北
 

野
 

御
 

續
經
の
 

代
官
 

職
な
る
 

ベ
 

し
)
 

よ
り
 

納
 

む
 

ベ
 

く
、
 

殘
 

額
 

五
 

百
 

六
十
 

貫
 

文
 

を
 

請
負
 

者
よ
り
 

各
 

一
 

定
の
 

月
額
に
 

依
.
^
 

て
納
 

む
べ
 

く
、
 

敷
 

錢
 

と
 

し
て
 

は
 

契
約
 

締
結
の
 

際
 

百
 

二
十
 

貫
 

文
 

を
 

納
入
す
 

と
 

記
 

し
、
 

且
 

っ
條
 

件
と
 

し
て
 

升
 

米
賣
買
 

相
場
 

の
：
 牛
 
靜
に
歸
 

し
、
 川
 
關
 (
淀
 
川
の
 
沿
岸
 
各
所
に
 
設
け
ら
れ
 
た
る
 
を
い
 
ふ
べ
 

し
)
 の
數
 

を
、
 減
 
じ
、
 及
 
び
 

過
 

書
國
料
 

船
の
 

停
止
 

を
 

得
て
 

關
税
の
 

收
入
增
 

加
を
來
 

た
さ
 

ば
、
 

明
 

年
の
 

夏
 

更
に
 

協
定
し
て
 

請
 

負
 

額
 

(
二
れ
 

を
稱
 

し
て
 

請
 

口
と
 

い
 

へ
 

を
 

增
加
 

す
べ
 

く
、
 

若
 

し
 

翌
月
に
 

至
る
 

も
怠
納
 

せ
ば
 

代
官
 

職
 

を
 

罷
免
 

せ
ら
る
 

、 
も
 

異
議
な
 

く
、
 

關
 

所
 

を
 

引
渡
す
べ
し
 

と
い
へ
 

り
，
 

永
 

正
 

五
 

年
 

六
月
 

十
二
 

日
の
 

北
 

關
升
米
 

置
 

石
 

代
官
 

職
の
 

請
 

文
に
 

は
、
 

請
 

負
 

年
額
 

百
 

貫
 

文
 

c.
^ 

南
都
に
 

於
て
 

納
附
 

す
べ
 

き
 

を
 

約
 

し
、
 

此
 

契
約
が
 

六
月
に
 

成
立
せ
 

る
 

を
 

以
て
 

當
年
は
 

七
月
よ
，
 

り 
十
一
 

月
 

迄
、
 

每
 

月
 

十
 

貫
 

文
 

宛
 

計
 

五
十
 

貫
 

文
を
納
 

む
る
 

も
、
 

翌
 

年
よ
り
 

は
 

二
月
 

以
後
 

十
 

一
 

月
 

迄
の
 

間
 

に
、
 

每
 

月
 

十
 

貫
 

文
 

宛
 

計
 

百
 

貫
 

文
 

を
 

完
 

納
 

す
べ
 

く
，
 

敷
 

餞
と
 

し
て
 

は
 

五
十
 

貫
 

文
 

を
 

納
め
、
 

月
宛
錢
 

滞
納
の
 

場
合
 

差
 

引
く
 

ベ
 

き
 

こ
と
 

を
 

記
し
、
 

こ
れ
に
 

も
此
請
 

口
の
 

少
き
は
 

兵
 

庫
 

島
に
 

寄
港
す
 

る
 

廻
船
の
 

減
少
に
 

依
る
 

も
、
 

將
 

來
 

若
し
 

往
古
の
 

如
く
 

多
数
の
 

廻
船
 

著
 

港
す
 

る
に
 

於
て
 

は
 

改
め
て
 

請
 

口
の
 

增
额
 

を
な
 

さ
ん
 

こ
 

關
稅
 
の
收
納
 
 

四
 

七
 



神
 

戶
市
史
 

^
錄
ー
 

中
世
の
 

兵
 

庫
 

港
 

と
 

を
 

約
し
 

居
れ
，
 

り。
 

而
 

し
て
 

其
 

他
の
 

條
 

件
と
 

の
內
よ
 

b
 

納
む
 

ベ
 

く
 

、
(
第
一
 

一
一
 

相
 

國
、
 

等
 

持
兩
 

寺
の
 

に
拘
ら
 

す
、
 

兩
 

寺
の
 

»
 

ほ
 

異
議
 

を
唱
 

ふ
る
 

は
 

謂
 

盡
瘁
 

す
べ
し
。
 

(
第
三
 

一 近
 

來
兵
庫
 

島
の
 

寄
港
 

を
 

の
收
入
 

減
少
す
 

る
 

を
 

以
 

て
、
 

充
 

分
 

こ
れ
 

を
 

取
締
 

家
の
 

爲
 

め
に
 

不
利
益
な
る
 

言
 

懸
 

り
 

を
 

な
 

す
 

事
 

と
 

い
 

ひ
、
 

月
 

宛
 

餞
 

滯
納
の
 

場
合
 

代
官
の
 

更
迭
 

を
 

に
 

同
 

じ
。
 

(
東
 

大
寺
 

文
書
)
 

代
官
 

職
と
 

雑
 

然
る
 

に
是
 

等
の
 

代
官
 

職
は
雜
 

掌
と
 

異
.
.
 

^
て
 

掌
と
の
 

相
逮
 
點
 
 

に
 

於
け
 

る
 

豪
商
な
 

ら
ん
 

か
。
 

東
大
寺
の
 

場
合
 

よ
 

b
 

こ
れ
 

を
 

ff
i 

や
る
 

を
网
と
 

せ
.
 

o。
 

四
 

八
 

し
て
 

は
 

(
第
 

二
 

兵
 

庫
 

島
 

修
築
.
 

の
 

命
 

あ
れ
ば
 

請
 

口
 

國
料
は
 

先
き
 

に
 

東
大
寺
に
 

寄
附
せ
ら
れ
 

た
る
 

れ
 

な
き
 

事
 

な
れ
 

ば
、
 

東
 

大
 

寺
の
 

利
益
の
 

爲
 

め
に
 

忌
避
す
 

る
 

船
舶
.
 

S
 

ち
 

落
 

船
の
 

多
く
し
 

て
、
 

關
 

税
 

る
？
 

し
。
 

、
第
 

四
)
 

關
 

所
に
 

對
 

し
て
 

國
 

方
よ
り
 

寺
 

あ
，
 

0 
と
 

も
、
 

寺
 

家
の
 

爲
め
 

に
 

極
力
 

奉
公
す
 

ベ
 

し
 

行
 

は
る
、
 

も
、
 

異
、
 

議
な
 

き
を
 

誓
へ
 

る
 

こ
と
 

前
者
 

俗
人
な
る
 

は
 

注
 

意
 

す
 

ベ
 

く
、
 

恐
 

ら
く
 

は
 

兵
 

庫
 

島
 

に
 

於
て
 

は
 

S
 

寺
の
 

評
定
に
 

依
り
 

て
、
 

年
 

預
五
師
 



第
一
章
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
所
領
 
關
係
 

兵
 庫
 及
び
 
附
 

德
 
=• 
時
代
に
 
は
 
稍
；
 
都
 
邑
の
形
 
を
な
 
せ
る
 
兵
 
庫
の
 
外
、
 現
 
時
 
神
 
R
 
市
 
を
 
形
成
す
 

る
 
地
域
 
內
に
、
 

近
の
 
石
高
 
 

h 

大
小
 
數
 
多
の
 
村
落
 
散
在
せ
.
 
o
。
 
宇
治
川
 

を
 
渡
り
て
 
東
す
 

る
 
街
道
に
 
沿
 
ひ
、
 走
 
水
、
 一 一

 ッ
 
茶
 
屋
、
 刹
 

In- 
の
 
三
 
村
 
相
 
連
る
 

あ
 

. ̂
、
其
 
北
に
 
は
 
生
 
田
 
宮
、
 花
 
隈
、
 宇
 
治
 
野
，
 北
 
野
、
 中
 
宫
の
諸
 
村
 
あ
 
り
、
 宇
 
治
 
川
と
 

湊
 
川
と
の
 
間
に
 
は
 
坂
 
本
、
 荒
 
田
、
 奧
 
平
野
の
 
三
 
村
 
あ
 
b
 
、
其
 
他
 
兵
 
庫
 
の
 
北
 
に
 
石
 
井
、
 夢
 
野
、
 烏
 
原
の
 
三
 

村
、
 和
 
田
 
岬
 
方
面
に
 
御
崎
 
村
 

一
 
名
 
夙
 
村
、
 其
 
西
に
 
東
 
尻
 
池
、
 西
 
尻
 
池
、
 駒
ケ
 

林
、
 野
 
田
の
 
諸
 
村
、
 更
に
 
其
 

に
 
長
 
田
、
 池
 
田
の
 

二
 
村
 
あ
り
。
 

以
上
 
は
す
べ
 

て
 
舊
八
 
部
 
郡
 
或
は
 
矢
 
田
 
部
 
郡
と
 
稱
 
せ
る
 
區
域
 

に
屬
 
す
る
 

も
 
の
、
 f
 犬
 言
 
せ
ば
 
生
 
田
 
川
 
以
西
に
 
あ
る
 
も
の
な
る
 

が
、
 な
 
ほ
 
生
 
田
 
川
 
以
東
 
卽
ち
 
奮
莬
 

郡
に
 
屬
 
す
る
 
部
に
 

も
 
生
 
田
、
 熊
 
內
、
 中
 
尾
、
 中
、
 筒
 
井
、
 脇
 
濱
 
及
び
 
生
 
田
 
川
上
 
流
な
る
 
瀧
 
寺
の
 
諸
 
村
 

ぁ
ヒ
 ̂

 
而
 
し
て
 
此
等
地
 
區
の
總
 
石
 
高
 
は
、
 豐
 
臣
 
時
代
 
天
 
正
 
十
九
 
年
の
 
檢
地
 
に
よ
れ
ば
、
 
矢
 
田
 
部
 

第
 

一 窣
兵
庫
 

及
び
 
附
近
の
 
所
領
 
關
係
 
 

プ
 



神
 
戸
市
 
史
刖
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

二
 

郡
に
 

屬
 

す
る
 

分
 

九
 

千
 

三
百
 

七
 

石
 

三
 

斗
 

三
 

升
 

一
 

合
、
 

蔻
原
 

郡
に
 

『：
§ 

す
る
 

分
 

二
 

千
 

四
 

五
 

升
 

一
 

合
、
 

合
計
 

一
 

萬
 

一
 

千
 

七
 

百
 

十
 

：
 

石
 

第
に
 

增
加
 

し
、
 

元
 

祿
 

十
五
 

年
の
 

調
査
に
 

よ
 

六
 

斗
 

九
 

升
 

三
 

合
、
 

菟
 

原
 

郡
に
 

馬
す
 

る
 

分
 

は
 

百
 
八
 
石
 
七
 
斗
 
三
 
升
 
四
 
合
と
 
な
れ
，
 
り
。
 

こ
 

新
田
 

開
發
の
 

盛
な
，
.
^
 

し
に
よ
 

る
 

も
の
な
 

門の 開發 せる 今 和 田 新 田、 天 保 年間 

f 五ノ 

衞
 
門
の
 
開
發
 
せ
る
 
吉
田
新
 

田
、
 同
 
年
 

斗
 

八
 

升
 

二
 

合
な
.
 

0 
し
が
、
 

德
川
 

時
代
 

る
 

も
、
 

八
 

部
 

郡
に
 

馬
す
 

る
 

分
 

は
 
 

一
 

I
S
 
 

二
 

二
 
千
 
五
 
f
H
 
 二
十
 
三
 
石
 
四
 
升
 

一
 
合
、
 合
計
 

れ
 

蓋
し
 

主
と
し
て
 

5
0
 

川
 

時
代
 

を
 

通
じ
 

る
 

ベ
く
、
 

就
中
 

享
保
 

年
間
 

兵
 

庫
の
 

庄
屋
 

西
 

宮
の
油
 

S
 

侨
三
郞
 

及
び
 

東
 

尻
 

池
 

村
 

風
 

莊
右
衞
 

門
 

I
 

の
開
發
 

せ
る
 

粥
腹
 

新
 

Sg 發
に
係
 
か
る
 
高
 溶
 
新
 
田
、
 及
 
び
 
年
代
 

其
 
著
名
な
る
 
も
の
な
，
 
9。 

さ
れ
ば
 

き 

匕 

• 
の
 

を
 

見
し
 

な
る
 

ベ
 

け
れ
 

ど
、
 

今
 

之
 

を
徵
す
 

ベ
 

近
 

諸
 

村
、
 

S
 

ち
 

現
今
の
 

祌
 

市
の
 

地
域
 

は
 

ら
れ
し
 

は
 
僅
に
 
野
 
田
、
 池
 
田
、
 花
 
隈
、
 夙
、
 

井
-
 

村
の
 

茶
屋
 

結
 

伊
左
衞
 

門
の
 

年
代
 

不
明
 

不
明
の
 

生
 

田
 

川
尻
な
る
 

小
 

野
 

新
田
の
 

末
期
に
 

は
 

石
高
 

も
 

更
に
 

多
く
の
 

增
加
 

豊
臣
 

時
代
に
 

於
け
 

る
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
 

の
直
領
 

に
し
 

て
、
 

諸
 

士
の
 

采
邑
に
 

充
て
 

と
、
 

平
野
、
 

烏
 

原
、
 

西
 

尻
 

池
、
 

駒
 

ケ
林
四
 

村
の
 

一
 

の
 

大
部
分
 

は
 

元
 

和
 

二
 

年
 

近
 

江
國
膳
 

所
よ
 

b
 

移
，
.
 

>
 
 

て
攝
 

、
雄
 

國
尼
 

崎
に
 

封
せ
ら
れ
 

部
分
と
の
 

み
な
り
し
 

が
、
 

if
il
 

臣
氏
 

滅
亡
の
 

百
 

三
 

石
 

八
 

斗
 

に
 

人
，
 

-
て
次
 

f
H
 

八
十
 

五
 

石
 

一
 

萬
 

二
 

千
 

八
 

此
等
諸
 

村
に
 

井
上
 

仙
右
衞
 

の 末 正久左 

田
、
 

ニ
ッ
 

茶
屋
 

拉
 

に
 

開
發
者
 

德
川
 

時
代
の
 

き
 
A
 
料
な
 
し
 

多
く
 
 
S
 
ほ
 
氏
 

脇
 

濱
の
六
 

村
 

後
從
 

來
直
領
 

し 

10
. 

田
 

左
 

門
 



§
 
の
 
管
下
に
 
馬
す
 

ズ】 
こ
と
 

， 
な
 
b
 
 、
殘
 
部
 
は
德
川
 
幕
府
の
 
直
 

に
 
至
，
 0 
し
も
の
、
 

如
 
く
，
 諸
 
士
の
 
采
邑
た
 

b
 
し
 
部
分
に
 
就
き
 

寛
 
永
 
十
二
 
年
 

田
 
氏
 
更
に
 
封
 
を
 
美
 
濃
國
大
 
垣
に
 
移
さ
る
 

， 

大
 
藏
少
輔
 
I
 
代
 
は
り
て
 
尼
 
崎
に
 
封
せ
ら
れ
、
 
兵
 
庫
 
附
近
 
は
 
其
 

藏
少
輔
 
歿
す
る
 

や
、
 其
 
子
 
大
膳
亮
 
I
 
封
を
繼
 

ぎ
、
 其
貞
享
 
元
年
 

績
見
 
る
べ
 
き
も
の
 
あ
り
し
 
が
 
如
く
 
な
れ
 
ど
 
も
、
 今
 
之
 
を
詳
に
 

攝
津
國
 

の
 

御
料
 

を
檢
 

地
せ
 

し
め
し
 

こ
と
 

寬
政
 

重
修
諸
 

家
譜
 

明
細
 

帳
に
 

記
せ
る
 

石
高
の
 

此
 

時
の
 

調
査
に
 

係
 

か
る
 

も
の
 

多
 

行
 

ひ
し
 

を
 

想
 

察
す
る
 

の
み
な
ら
。
 

大
膳
亮
 

の
子
大
 

藏
少
輔
 

守
 
g
 
直
 
に
 
祖
父
の
 
後
 
を
 
承
け
、
 
贞
享
三
 
年
 
奏
者
 
番
 
と
な
り
、
 
元
祿
 

が
、
 

尼
 

崎
 

は
 

大
阪
に
 

近
く
 

要
害
の
 

地
 

な
れ
 

ば
、
 

久
 

し
く
 

江
 

月
に
 

在
 

す
 

と
 

て
、
 

同
 

十
五
 

年
 

職
 

を
 

免
せ
ら
れ
 

て
歸
藩
 

し
、
 

寶
 

永
 

七
 

年
に
 

殁
 

正
德
 
元
年
 
信
 
濃
國
飯
 
山
に
 
轉
封
を
 
命
 
せ
ら
る
。
 

其
 
後
 
を
 
襲
 
ひ
 

江
 
國
掛
川
 
城
主
 
松
 
平
 
遠
 
江
 
守
 
I
 
に
し
て
、
 
卽
ち
 
今
の
 
櫻
 
井
 
子
爵
 

近
の
 

諸
 

村
に
 

し
て
 

從
來
 

尼
崎
領
 

た
.
^
 

し
も
の
 

或
は
 

幕
府
の
 

轄
 

と
し
て
 

代
官
 

之
 

を
 

支
配
す
 

る
 

き 霣 

は
大
 
な
る
 
異
動
な
 

か
 
り
き
。
 

及
び
、
 

遠
 

江
 

國
掛
川
 

城
主
 

靑
山
 

す
る
 

所
と
 

な
 

，C
N 
 

、
同
 

二
十
 

年
大
 

歿
す
る
 

ま
で
 

四
十
 

年
間
の
 

治
 

る
 

を
 

得
す
。
 

唯
 

家
臣
 

を
し
て
 

見
 
ゆ
る
の
 
み
な
ら
 

す
、
 各
 
村
 
の
 

に
 

よ
，
.
 

て
、
 

大
規
模
の
 

檢
地
を
 

は
 
病
弱
な
，
.
 
>  し

か
 

ば
、
 孫
播
磨
 

十
二
 
年
 
寺
社
 
奉
行
 
を
 
兼
ね
し
 

り
て
 
城
 
を
 
{41 し

く
す
 
ベ
か
ら
 

し
て
、
 
子
 
大
膳
亮
 
I
 
繼
 
ぎ
し
が
.
 

て
 
尼
 
崎
に
 
封
せ
ら
れ
 

し
 
は
、
 遠
 

( 
一 o)
 

家
の
 

先
な
，
 

9。
 

此
時
 

兵
庫
附
 

直
轄
と
 

な
 

b
 
 

、
或
は
 

領
主
 

を
變
 

第
 

一 
章
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

所
領
 
關
係
 
 

一 二
 



神
 
戸
市
 
史
^
 

錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

四
 

へ
 
た
る
 

も
 
あ
 
b
 

き
。
 

卽
ち
 
八
部
邵
 
に
て
 
兵
^
 
及
び
 
奴
 
本
、
 走
 
水
、
 
ニ
ッ
 
茶
屋
、
 
神
 

III 、
生
 
3
 
 .>2 

の
 
五
 

村
、
 菟
 
原
邵
 
に
て
 
生
 
田
、
 屮
 
の
兩
 
村
と
 
小
 
野
 
新
田
 
は
 
松
；
 牛
領
 
と
な
れ
-
.
.
^
。
 

其
 
他
 
S
S
 
村
の
 

所
.
：
 S
 
は
 

詳
 
な
ら
 
ざ
れ
 

ど
、
 
八
 
部
 
郡
に
 
て
 
は
 
中
 
宫
、
 荒
 
田
、
 駒
ケ
 
林
、
 西
 尻
 
池
、
 柬
 
W
 
池
、
 石
 
井
、
 夢
 
野
、
 烏
 
原
 
等
 
は
 
公
領
、
 

宇
 
治
 
野
、
 長
 
田
、
 花
 
隈
、
 池
 
田
、
 野
 
ra, 夙

 
等
 
は
 
私
 
g
 
、
北
 
野
.
 奧
 
平
野
 
は
 
公
私
 
領
泥
八
 
口
と
 
な
り
し
 

が
 
如
 
く
、
 

菟
原
 
郡
に
 
て
 
中
 
尾
 
村
 
は
 
公
 
頒
、
 熊
 
內
、
 瀧
 
寺
，
 筒
 
井
、
 脇
 
：
s
 
は
私
頒
 
た
り
し
 

が
 
如
し
。
 

此
 
後
明
 
和
 
六
 

年
 
兵
 
庫
の
 
上
ケ
 
知
と
 
な
り
し
 
時
に
 
も
變
動
 

あ
，
 
し
な
る
 

ベ
 
け
れ
 

ば
，
 天
 
保
 
及
び
 
文
久
 
年
間
の
 

記
 
錄
に
見
 
ゆ
る
 
所
 
は
 
多
少
の
 
相
逮
ぁ
 

り
、
 今
 
一
々
 
こ
、
 

に
 
述
べ
す
。
 

明
 和
 六
 年
の
 

寶
曆
 
元
年
 
松
 
平
 
遠
 
江
 
守
 
致
仕
 

し
、
 
子
 
忠
名
繼
 

ぎ
、
 
忠
 
名
 
は
 
明
 
和
 
三
年
 
歿
し
て
、
 
翌
年
 
子
 
忠
告
 
其
 

後
 
を
 
承
け
 
た
り
し
 

が
、
 明
 
和
 
六
 
年
の
 

.
5
 
所
領
 
中
 
兵
 
庫
 • 西

 
宮
 
附
近
 
上
 
ケ
 
知
の
 
事
 
あ
り
。
 

兵
 
靡
 
津
、
 

神
 
U
O
 
ー
ッ
 
茶
 
屋
、
 走
 
水
、
 生
 
田
 
四
 
村
 
及
び
 
小
 
野
 
新
 
W
 
は
轉
 
じ
て
 
幕
府
の
 
直
轄
と
 

な
 
り
、
 
坂
.
 本
、
 生
 
田
 

宫
、
 

中
 

三
 

村
 

は
舊
の
 

如
く
 

尼
 

崎
 

額
た
.
.
'
 

き
。
 

此
 

領
地
 

替
の
命
 

は
 

明
 

和
 

六
 

年
 

二
月
 

十
三
 

日
 

尼
 

崎
 

藩
に
 
下
り
、
 
二
十
 
二
 
曰
に
 
は
 
其
 
旨
 
兵
 
庫
 
附
近
に
 
遠
せ
ら
れ
、
 
翌
 
二
十
 
三
日
 
水
 
帳
、
 儉
 
地
 
帳
、
 諸
 
山
 
幷
 

見
取
 
場
 
帳
册
數
 
改
め
 
書
付
け
 
差
 
出
す
 

ベ
 
き
 
旨
の
 
令
 
あ
 
b
 
 、
三
 
月
 
二
日
に
 

は
 
公
儀
 
用
 
達
、
 入
 
率
 
者
、
 

浪
人
、
 

苗
字
 

帶
 

刀
の
 

者
 

、
吟
味
 

中
の
 

公
 

«
.
、
 

大
阪
御
 

番
所
 

へ
 

の
 

諸
事
 

出
入
 

等
に
 

就
き
て
の
 

取
調
 

S
 

に
 
樋
 
方
 
役
所
に
 
出
願
 
中
の
 
梳
梁
 
等
に
 
就
き
て
の
 

屈
 
出
の
 
命
 
あ
り
、
 
爾
後
 

日
 
村
々
 

に
 
於
て
 
此
 



等
の
 
諸
 
件
に
 
關
 
す
る
 
協
議
 
を
 
遂
げ
、
 
十
五
 
日
繪
圖
 
作
製
の
 
準
備
に
 
著
 
手
し
、
 
十
九
 
日
正
德
 
元
年
 

よ
ら
 
明
 
和
 
五
 
年
ま
で
の
 
免
狀
 
五
十
八
 
通
 
を
、
 
1 一
十
三
 

日
 
拜
借
鐵
 
砲
 
を
 
夫
 
々
尼
 
崎
に
 
返
上
し
、
 
四
 

月
 
四
日
 
村
々
 
撿
地
帳
 

を
 
幕
府
に
 
提
出
し
、
 
五
 
日
 
村
々
 
庄
屋
 
大
阪
に
 
出
頭
し
て
、
 
六
日
 
上
ケ
 
知
 
引
 

渡
の
 
手
續
を
 
完
了
 

し
、
 四
 
月
 
十
日
 
見
 
分
 
使
の
 
巡
 
見
、
 五
 
月
 
六
日
 
代
官
の
 
廻
 
村
 
あ
.
^
 

き
。
 

或
は
 
言
 

ふ
、
 當
時
長
 
崎
 
奉
行
 
石
 
谷
淡
路
 

守
、
 江
 
5
-
 長
 
崎
 
間
 
往
復
の
 
途
次
 
兵
 
庫
.
 西
 
宮
 
を
 
通
 
過
 
し
、
 其
 
閭
閻
の
 

盛
な
る
 

を
 
見
、
 之
 
を
 
公
領
と
 
な
し
て
 
府
庫
の
 
收
 
入
に
 
資
せ
む
 

と
 
し
、
 慕
 
府
に
 
建
議
し
て
 
遂
に
 
容
 

れ
ら
れ
 
し
も
の
 

な
 
b
 
と
。
 

蓋
し
 
兵
 
庫
の
 
海
港
と
 
し
て
の
 
繁
榮
 
漸
く
 
加
 
は
 
り
、
 且
 
っ
灘
の
 
酒
造
 

業
の
 
發
 
達
す
る
 

あ
，
 0 

て
、
 附
 
近
 

一
 
帶
の
 
富
力
の
 
增
大
 
せ
し
 
こ
と
 
を
考
 
ふ
る
 
時
 
は
、
 上
 
ケ
 
知
の
 
原
 

因
が
 
財
政
 
上
の
 
必
要
に
 
出
で
 
た
り
と
 
見
る
 
こ
と
 
蓋
し
 
當
れ
 
る
な
る
 

ベ
 
く
、
 
松
 
平
-
家
が
 
替
 
地
と
 

し
て
 
播
磨
國
 
赤
 
穗
.
 多
 
可
 .
宍
 
粟
 
三
 
郡
 
中
に
 

て
 
若
干
 
村
 
を
 
得
た
 

b
 
し
も
、
 
收
入
 
激
減
の
 
爲
め
 
藩
の
 

( 一 八) 

財
政
 
頗
る
 
困
難
と
 
な
れ
 

b
 
と
 
云
 
へ
 
る
 
は
、
 正
 
に
 
之
と
 
照
應
 
す
る
 
も
の
な
.
.
 
>。 

上
ケ
知
 
後
の
 

慕
府
 
直
轄
に
 

移
.
.
.
'
 
て
 
後
の
 
兵
 
庫
 
は
 
頗
る
 
複
雜
 
な
る
 
支
配
の
 
下
に
 
立
つ
 
こ
と
 

， 
な
れ
り
。
 

支
 

酉：
 

„«
w 
係
 
 

ち 
. し 

かた
 

ぢ 
か
た
 
 

, 

.
抑
<
 
 兵
 庫
 
は
 
古
よ
り
 
地
 
子
方
と
 
地
方
と
の
 
二
に
 
分
 
れ
、
 天
 
正
の
 
撿
地
 
に
も
、
 
五
百
石
 

一
 
斗
 
兵
 
庫
 
地
 

子
、
 二
十
 
二
 
石
 
五
斗
 
正
直
 
屋
 
や
し
き
 
分
、
 二
 
千
 
百
 
三
十
 
七
 
石
 
二
 
斗
 
八
 
升
 
七
 
合
 
兵
 
庫
 
川
 
西
、
 四
百
 
六
 

( 1 九)
 

十
六
 
石
 
五
斗
 

一
 
升
 
三
 
合
 
兵
 
庫
 
川
 
東
と
 
見
 
ゆ
。
 

後
の
 
二
者
 
は
 
地
方
に
 
相
當
 
す
る
 
も
の
な
る
 

が
、
 

第
一
章
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

所
領
 
關
係
 
 

五
 



神
 
戸
市
 
史
^
 

t
S
M
 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

六
 

地
方
の
 
名
 
稱
古
は
 
見
え
 

ャ
。
 
正
直
 
屋
 
や
し
き
 
分
 
は
德
川
 
時
代
に
 

は
 
見
え
ざ
る
 
名
稱
 
な
れ
ば
、
 

恐
ら
く
 

は
 
正
直
 
屋
の
 
勢
力
 

あ
-
.
^
 
し
當
 
時
の
 
み
存
 
せ
し
 
も
の
な
る
 

べ
し
"
 

地
 
子
方
に
 

は
 
岡
 
方
、
 

さ 
は
ラ
 
 

ニ
|
〇
，
>
 
 

,
 
 

-
,
 
 

r 
 

、 
 

、  
》5
 

北
濱
 
及
び
 
南
濱
の
 
所
謂
 
三
方
 
あ
 

h.。 
此
地
 
子
方
な
る
 
名
目
 
は
 
古
く
 
は
單
に
 
地
 
子
と
 
云
-
し
 
M
 

子
 
錢
と
關
 
係
 
あ
る
 
こ
と
 
疑
 
を
容
れ
 

す
。
 

而
 
し
て
 
地
 
子
 
錢
に
關
 
し
て
 

は
、
 璺
臣
 
時
代
 
兵
 
庫
 
町
中
 

よ
 
b
 
之
 
を
徵
收
 
し
た
る
 
こ
と
 
見
 
ゆ
。
 

蓋
し
 
其
 
起
原
 
は
 
或
は
 
更
に
 
古
く
 
溯
る
 
を
 
得
べ
き
 

か
。
 

思
 
ふ
 
に
 
地
 
子
方
と
 

は
 
兵
 
庫
津
中
 
特
に
 
地
 
子
 
餞
 
を
 
f
t
 
擔
す
 
る
區
畫
 
を
稱
 
せ
し
 
な
る
 

ベ
 
く
、
 
地
 
子
 

と
 
云
 
ふ
 
も
 
又
は
 
地
 
子
方
と
 

い
 
ふ
 
も
、
 共
 
に
 
市
街
地
 

を
 
斥
す
 
こ
と
 
云
 
ふ
ま
で
 
も
な
^
 
 

て
、
 卽
 
ち
 

地
方
に
 
對
 
し
て
 
町
方
 
を
區
 
別
せ
 
る
な
 

單
に
兵
 
庫
 
津
と
云
 

ふ
 
時
 
は
 
多
く
 
地
方
 
を
 
斥
す
 

も
 

の
に
し
 

て
、
 地
 
子
方
 
を
ば
 
特
に
 
兵
 
庫
津
地
 
子
と
 
云
 
ひ
、
 尼
 
崎
藩
領
 
知
目
錄
 
に
も
 
此
稱
 
呼
 
を
 
用
.
^
 

た
，
 cs。 

地
方
 
及
び
 
地
 
子
方
の
 
兩
稱
 
呼
が
 
相
對
 
し
て
 
用
 
ゐ
ら
る
 
、
こ
と
 
何
れ
の
 
時
に
 
始
ま
る
 

二
三
)
 

や
 
明
な
ら
 
ざ
れ
 
ど
 
も
、
 
天
 
明
 
八
 
年
に
 
は
 
明
に
 
其
 
用
例
 
あ
る
 
を
 
見
る
。
 

恐
ら
く
 

は
 
幕
府
 
直
轄
 
後
 

起
り
 
し
稱
 
呼
な
ら
 

む
，
 
地
方
に
 
屬
 
せ
る
 
は
卽
ち
 
市
街
 
背
後
の
 
地
と
 
湊
 
川
、
 宇
 
治
 
川
 
間
 
奴
 
本
 
村
 

以
南
 
田
畑
 
山
林
 
多
き
 
を
 
占
む
 

る
 
地
な
 

b
。
 

天
明
 
八
 
年
の
 
調
査
に
 
よ
れ
 

ば
、
 地
 
方
 
高
 
二
 
千
 
九
 
百
 

(二
 
四
)
 
 

、 

十
八
 
石
 
六
 
斗
 
五
 
升
 
二
 
合
、
 地
 
子
方
 
高
 
千
 
三
百
 
石
 
六
 
斗
 
五
 
升
と
 
見
え
た
.
^
。
 

幕
府
 
直
轄
と
 

な
 
b
 

て
 
後
、
 也
 
方
 
は
 

官
の
 
支
配
と
 

な
，
.
^
 
し
 
が
、
 i
s
 子
方
に
 
於
て
 
は
 
土
地
に
 
關
 
す
る
 
事
務
 
は
 
代
官
の
 



(二 五ノ 

支
配
と
 

な
.
 

C 
 

、
町
家
に
 

關
 

す
る
 

こ
と
 

は
大
.
 

阪
 

町
奉
行
の
 

支
配
と
 

な
れ
，
.
^
。
 

さ
れ
ば
 

代
官
の
 

下
 

に
屬
 

す
る
 

庄
屋
 

は
 

地
方
 

一
 

般
の
 

事
務
に
 

從
事
 

す
る
と
 

共
に
 

地
 

子
方
の
 

土
地
に
 

關
 

す
る
 

事
務
 

を
 

も
 

取
扱
 

ひ
し
 

を
 

以
て
，
 

地
 

子
方
よ
り
 

選
出
せ
ら
れ
 

た
る
 

名
 

主
、
 

年
 

寄
 

等
 

は
 

之
に
 

與
る
を
 

得
 

ざ
 

. ^
き
。
 

上
納
金
に
 

在
.
.
'
 

て
 

は
、
 

水
 

主
 

米
.
 

傍
 

示
 

銀
.
 

材
 

木
 

置
 

場
 

冥
加
 

銀
 

• 旅
 

籠
屋
 

商
人
 

宿
 

冥
加
 

銀
 

等
 

三
十
 

餘
種
 

を
ば
 

代
官
 

所
に
 

之
 

を
 

上
納
 

し
、
 

諸
 

問
 

屋
.
 

穀
 

物
 

仲
 

買
.
 

干
 

鰯
 

仲
買
 

其
 

他
の
 

諸
 

株
の
 

冥
加
 

(ニ
七〕
 

金
 

を
ば
 

大
阪
 

町
奉
行
 

所
に
 

上
納
せ
 

り
。
 

兵
 

庫
 

附
近
の
 

諸
 

村
に
 

し
て
 

上
ケ
 

知
と
 

な
り
し
 

も
の
 

は
、
 

兵
 

庫
の
 

支
配
の
 

か
く
 

複
雜
 

な
る
 

に
 

似
 

や
、
 

兵
 

庫
 

地
方
と
 

同
じ
 

く
、
 

皆
 

一
 

檨
に
 

代
官
の
 

支
配
と
 

(二八) な
れ
、
 

り。
 

村
の
 

行
政
 

制
度
 

は
 

尼
崎
領
 

時
代
の
 

ま
、
 

引
 

續
き
行
 

は
 

れ
、
 

村
 

每
に
庄
 

屋
、
 

年
 

寄
、
 

百
 

姓
 

代
 

あ
 

. ^
、
數
 

村
 

或
は
 

十
數
 

村
の
 

合
し
て
 

成
せ
る
 

組
に
 

は
大
 

庄
屋
 

を
 

置
 

き
、
 

大
 

庄
屋
の
 

居
 

村
の
 

名
 

(二
 

九〕
 

を
 

以
て
 

組
の
 

總
名
 

と
せ
り
。
 

所
屬
 

代
官
 

所
 

は
 

或
は
 

大
阪
、
 

或
は
 

大
津
、
 

或
は
 

大
和
 

五
條
 

等
 

一
 

定
 

(三
 

0)
 

•
 
 

せ
す
。
 

最
初
の
 

代
官
 

は
 

辻
 

六
 

郞
左
衞
 

門
な
 

り
き
。
 

尼
 

崎
 

藩
 

銀
 

礼
 

商
業
 

取
引
に
 

在
り
て
 

は
、
 

幕
 

府
直
領
 

と
な
.
.
 

> 
 

て
 

後
 

も
、
 

尼
 

崎
 

藩
の
 

銀
 

札
 

依
然
と
し
て
 

用
せ
 

の
 

通
用
 

し
 

如
 

く
、
 

其
 

通
用
 

を
 

禁
止
 

せ
ら
れ
し
 

天
 

保
 

四
 

年
 

十
二
月
に
 

は
、
 

神
 

l
O
 

一
 
 

ッ
 

茶
 

屋
、
 

走
 

水
、
 

北
 

野
、
 

花
 

隈
、
 

奧
 

平
 

野
、
 

石
 

井
、
 

夢
 

野
、
 

荒
 

田
 

、
東
 

S
 

池
、
 

西
 

尻
 

池
、
 

駒
 

ケ
林
其
 

他
 

四
 

村
に
 

於
け
 

る
 

同
 

銀
 

礼
の
 

流
通
 

高
 

合
 

計
 

.
 
 

(三 一) 

七
 

貫
 

九
 

百
 

二
十
 

二
 

匁
 

五
分
な
 

り
き
と
 

云
 

ふ
。
 

さ
れ
ば
 

天
 

保
 

七
 

年
 

六
月
 

申
ね
 

て
 

令
 

あ
 

り
、
 

他
 

領
 

第
 

一 
窣
兵
庫
 

及
び
 

附
近
の
 

所
 
頜
關
係
 
 

ヒ
 



兵 
庫 
奉 

神
 
戸
市
 
史
 

別
 
5551 

近
世
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

ヌ
 

め
 
銀
 
札
 
通
用
 
を
 
禁
止
 
せ
ら
れ
し
 
際
に
 

も
、
 尼
 
崎
 

速
に
 
正
貨
と
 
引
換
 

へ
 
ら
れ
 
た
き
 
旨
 
諸
 
村
よ
り
 

盛
に
 
起
こ
る
 

に
 
及
 
び
、
 兵
 
庫
.
 西
 
宫
 
附
近
 
を
ば
 
舊
 

( 一二  ニン 

せ
む
 
こ
と
 
を
 
建
議
す
 

る
 
者
 
あ
 
b
 
て
、
 其
 
調
査
 

も
 

武
 

庫
、
 

堯
 

原
、
 

八
 

部
 

三
 

郡
 

中
、
 

代
官
 

支
配
の
 

諸
 

村
よ
 

貫
目
 
を
 
差
 
出
 
し
、
 永
 
く
 
天
領
に
 
せ
ら
れ
む
 

こ
-
と
 

四
 
年
に
 
神
 

村
よ
，
^
 

も
 
私
領
 
と
な
る
な
 
き
を
 

分た. -し 時代に 比し， 幕府 直轄 後 商業の 

(三 四) 

知
る
 
を
 
得
 
ベ
 
し
。
 

幕
末
 
外
交
の
 
事
繁
 
き
に
 
至
り
、
 
兵
 
庫
 
は
 
開
港
 

, に
 
近
き
 
要
衝
の
 
地
た
 
る
よ
 
り
し
 

て
、
 幕
 
府
は
元
 
治
 
元
年
 
十
 

一
 
月
 

原攝津 守^ を 以て 之に 任せし が、 其 赴任 を 見る に 及ば 

以
て
 

攝
津
守
 

は
 

轉
職
を
 

命
せ
ら
れ
、
 

二
月
 

池
 

野
 

山
城
 

守
 

I
 

之
に
 

赴
任
せ
 

す
、
 

九
 

月
 

漸
く
に
 

し
て
 

江
 

II
I 

を
發
し
 

十
月
 

著
 

任
す
 

る
 

に
 

支
配
に
 係 か b し 事

項
 は 兵
 庫
 奉
行
に
 引繼
 が
れ
た
り
。
 然 

領
銀
礼
 
不
通
 
用
 

出
願
せ
 

る
 
こ
と
 

に ffi し 尼
崎
領
 

あ. 0 し 如くな 

b
 
大
阪
市
 
屮
普
 

を
 
乞
 
ひ
 
許
容
せ
 

乞
 
ひ
し
 
こ
と
 
あ
 

繁
 
榮
 
を
 
加
 

へ
 
し
 

場
の
 

一
 
に
數
へ
 

と あ 主 巧 

さ 13-
 

ら る 

な
 
b
 
て
 
は
 
損
害
 
大
 
な
 
る
 
故
、
 

り
 

其
 

後
邊
海
 

防
備
の
 

論
 

ら
 

し
 

め
、
 

以
 

て
 

防
備
 

を
 

全
う
 

ど
、
 

天
 

保
 

八
年
大
 

鹽
の
亂
 

後
、
 

入
用
と
 

し
て
 

特
に
 

銀
 

二
十
 

れ
し
例
 
を
 
引
き
て
、
 
天
 
保
 
十
 

を
 以
て
 見
れ
ば
、
 松 平
家
 領
 

と
.
 

蓋
 

し
少
 

小
な
ら
 

ざ
る
 

を
 

ら
れ
 
し
の
み
 
な
ら
す
、
 
其
 
京
師
 

特
に
 
兵
 
庫
 
舉
行
を
 
置
 
き
、
 
小
 
笠
 

す
し
 

て
、
 

翌
慶
應
 

元
年
 

正
月
 

を
 代
り
し
 

も、
 

山
城
 

守
 

亦
 

直
ち
に
 

及
び
、
 

從
來
大
 

阪
町
舉
 

行
 

所
の
 

る
 
に
 
同
月
 
勅
命
に
 

よ
.
.
^
 
祌
奈
 



複
雜
 

な
る
 

所
 

領
關
係
 L.

 
ll
ll
a 
 

7 
さ IB 

川
.
 長
 
崎
.
 箱
 
館
 

月
に
 

至
，
.
^
 
兵
 

及
 

び
、
 

七
 

月
 

此
 

兵
 

庫
 

附
近
 は
 

一
 

村
に
 

て ま 

- 古
く
よ
 

，0
 

領
百
 

九
十
 

(三
 

六)
 

りき
。 

而し
 

に
 
散
在
し
、
 
關
 

郷
 
と
 
云
 
ふ
 

さ 

(三
 

八)
 

り
き
，
 

所
領
 
關
係
 

就
中
 
和
 
田
 
山
 

の
 

1
 
な
り
。
 

和
 

田
 

山
を
以
 

三
 
港
の
 
開
港
 

庫
 
奉
行
の
 
職
 

職
復
た
 
置
か
 

の
 

地
 

公
領
 

私
 

し
て
 

二
 

或
は
 

幕
府
の
 

直
領
 

六
 
石
 
二
 
斗
 
二
 

て
 
此
等
三
 
家
 

係
 
複
雜
を
 
極
 

奏
平
&
 

和
の
 

の
複
 

維
な
る
 の

 
所
屬
 
に
 
關
 

を
 

許
 

し
、
 

兵
 

庫
の
 

開
港
 

を
ば
 

許
さ
 

、>
  

る
 

こ
と
 
 

>
 
 

な
り
し
 

か
 

ば
、
 

十
 

一
 

も
亦
廢
 

せ
ら
る
。
 

後
慶
應
 

三
年
 

五
月
 

兵
 

庫
 

開
港
の
 

勅
許
 

あ
る
に
 

.
=
>
 
 

(三 五〕 

れ、
 

柴
 

田 
日
向
 

守
 

M
 

を 
以
て
 

之
に
 

任
じ
、
 

明
治
維
新
に
 

及べ
..
^。
 

領
相
混
 

じ
、
 

所
 

屬
區
々
 

と
し
 

て
、
 

犬
 

牙
相
錯
 

は
り
、
 

甚
だ
し
き
 

に
 

至
、
 

り 

三
の
 
領
主
に
 
分
屬
 
せ
る
 
も
の
 
あ
り
き
。
 

例
へ
ば
 
奥
 

野
 
村
 

と 畠
 中
片
 桐
兩
 氏
の
 知
行
 所
と
 相
 交
 ら、 明 和

 八
 年
の
 調
査
 

升
 

九
 

合
、
 

畠
 

山
領
 

二
百
 

四
 

石
 

七
 

斗
 

五
 

升
、
 

片
桐
領
 

二
十
 

A
 

石
 

一
 

の
 
領
地
が
 
村
內
の
 

一
 
方
面
に
 
集
結
せ
 
す
し
 

て
、
 飛
 
地
と
 
し
て
 

め
た
.
 9。 
此
の
 如
く
 
 二
三
の
 領
主
に
 分
屬
 せ
る
 村
 を
稱
し
 

外
、
 

北
 

野
 

村
、
 

夢
 

野
 

村
、
 

烏
 

原
 

村
、
 

西
 

尻
 

池
 

村
、
 

駒
 

ケ
林
村
 

等
亦
此
 

例
に
 

が
た
 

め
、
 

村
界
 

問
題
に
 

就
き
 

訴
訟
の
 

起
こ
れ
る
 

こ
と
 

少
し
と
 

す
る
 
兵
 
庫
と
 
東
 
It^ 池

 
村
と
の
 
公
事
の
 
如
き
 
は
 
最
も
 
著
し
き
 

和
 
田
 
山
の
 
本
來
 
孰
れ
に
 
屬
せ
 
し
か
 
は
 
明
な
ら
 
ざ
れ
 
ど
 
も
、
 慶
 
安
 
年
中
 
訴
訟
 

て
 
東
 
尻
 
池
 
村
に
 
屬
せ
 
し
む
べ
き
 
旨
 
領
主
 
靑
山
大
 
膳
亮
の
 
判
決
 

あ...' 
し
が
 

の
 

如
 

： 
ま
、
 

斗
 

な
 

所 々 

て
 
分
 

洩
れ
 

せ
 
す
"
 

も
 

の
 - 

一 
ふム
 

_ 其
 

後
 

第
一
章
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

所
 
颌
關
係
 
 

九
 



神
 

戶
市
史
 

刖
錄
 

I 
近
世
の
 

兵
 

庵
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
苹
 
 

一
〇
 

松
 

平
 

遠
 

江
 

守
 

尼
 

崎
 

城
主
と
 

な
.
^
 

し
 

時
、
 

從
來
 

尼
崎
領
 

た
，
 

-
し
東
 

尻
 

池
 

村
 

は
 

幕
府
の
 

直
領
 

と
な
 

り
、
 

兵
 

庫
と
 

領
生
を
 

異
に
す
る
 

に
 

至
、
 

り
し
よ
 

り
、
？
：
^
 

論
の
 

再
燃
と
 

な
 

り
、
 

正
德
 

元
年
 

六
月
 

柬
尻
池
 

村
の
 

者
 

和
 

田
 

山
に
 

て
 

樹
木
 

を
 

伐
.
.
'
 

し
に
 

對
 

し
、
 

兵
 

庫
よ
り
 

故
.
 

障
を
唱
 

へ
 

て
 

5
^
 

に
 

訴
訟
と
 

な
り
、
 

京
都
 

及
び
 

大
阪
 

町
奉
行
 

所
に
 

て
 

審
理
の
 

結
果
 

柬
尻
池
 

村
の
 

勝
訴
と
 

な
，
.
 

し
も
、
 

翌
ニ
年
 

二
月
 

兵
 

庫
 

地
方
の
 

庄
屋
 

井
上
 

仙
 

右
 

衞
門
等
 

江
 

に
 

行
き
て
 

訴
 

ふ
る
 

所
 

あ
り
し
 

か
 

ば
、
 

東
 

尻
 

池
 

村
 

も
 

亦
 

之
に
 

對
抗
 

せ
む
 

が
た
 

め
 

前
 

領
主
 

靑
山
 

氏
に
 

使
 

を
 

這
し
て
 

事
情
 

を
 

具
陳
す
 

る
 

等
 

種
々
 

畫
策
 

す
る
 

所
 

あ
.
 

b
 
 

、
五
 

月
 

庄
屋
 

宗
國
三
 

郞
左
衞
 

門
 

等
 

江
 

に
 

下
 

り
、
 

六
 

月
 

四
日
よ
り
 

評
定
 

所
に
 

て
審
 

理
 

開
始
せ
ら
れ
、
 

十
月
 

家
 

宣
將
軍
 

薨
去
の
 

た
め
 

一
 

旦
 

中
止
せ
ら
れ
、
 

歸
 

國
の
已
 

む
な
 

き
に
 

至
，
 

0 

し
も
、
 

翌
 

三
年
 

五
月
 

兵
 

庫
、
 

東
 

尻
 

池
 

雙
方
共
 

相
 

前
後
し
て
；
 

g
 

た
 

江
 

11
^ 

に
 

下
.
 

o
、
 

関
 

五
月
 

九
 

曰
よ
 

り
 

審
理
 

再
與
 

せ
ら
れ
 

て
、
 

七
 

月
 

四
日
 

判
決
 

あ
 

，c
/ 

和
 

田
 

山
 

は
 

終
に
 

東
 

尻
 

池
 

村
の
^
と
 

定
ま
.
 

0 
た
れ
 

(三
 

九)
 

ど
も
、
 

之
が
 

た
め
 

後
年
に
 

至
る
 

ま
で
 

兩
 

者
の
 

感
情
 

長
く
 

踩
隔
 

せ
，
 

o
。
 

斯
 

か
る
 

訴
訟
事
件
 

所
謂
 

山
 

論
は
此
 

以
外
に
 

も
 

類
例
 

尠
か
 

ら
 

す
、
 

關
 

係
 

資
料
の
 

存
 

す
る
 

も
の
 

頗
る
 

多
し
。
 

又
 

用
水
 

溜
池
 

等
の
 

使
用
 

權
 

よ
り
 

起
こ
る
 

所
謂
 

水
 

論
の
 

處
々
 

に
 

起
こ
り
し
 

は
、
 

こ
れ
 

業
 

を
 

生
業
と
 

せ
る
 

村
 

落
の
 

多
 

か
り
し
 

に
よ
る
な
 

り
。
 

山
 

論
 

水
 

論
 

共
に
 

其
 

解
決
に
 

は
 

長
年
 

月
 

を
 

要
 

し
、
 

中
 

に
 

は
延
き
 

て
 

明
治
維
新
 

後
に
 

及
べ
 

る
 

も
の
 

す
ら
 

あ
 

b
 
 

、
今
 

一
 

々
之
 

を
 

詳
述
せ
 

す
 

e 



(
二
 

(11) 

(一
一 

一)
 

S 

(五
) 

U
)
 

(七
) 

(八) 2
)
 

二  0 

(二) (ニ
ー)
 

攝
津
國
 
古
 

囁
津
 

一 
國
 

元
祿
 

び
躉
 

今
 

和
 

吉
 
田
 

北
風
 

五
 

二
 

西
攝
 

神
 

戶
 

攝
津
 

寬
政
 

四。 上。 

往
古
 

寬政 

森
惣
 

尼
 

崎
 

^
 

章
 

御
 
國
 第 十
五
 

田
 

新
 

新
 
田
 

正
 
造
 

頁
 )0 

古
 

今
 

諸
阈
 

御
領
 

S 之 

正 村 

高
 
御
 
改
帳
井
 
頜
主
村
 
名
附
。
 

年 二 
 

調、 攝 津國
鄉 

帳、 八 部 郡 及 

の
 
部
。
 

田
關
 

P
 

文
書
 

開
發
 
六
十
 
年
史
。
 

碑
文
 
(
仲
彥
 
三
郞
，
 
西
攝
 
大
觀
卷
 

下、 三
 

卷
下
、
 三 

對
照
地
 

高 御， 改 

諸
 ̂
 窗- 

譜、
 

卷
 

四
 

道
 

法
名
 

分
 
高
 
附。 

諸
 
家
譜
、
 

華
族
 

名
 

德
ニ
年
 

鑑。 
一 
件
 
文
 

卷 

頁 „ 

五一 
書- 

二 

二. 

村 

■r 

五 〇 

圖
 

說
 

幀
井
 

卷 

所
舊
跡
 
潮
干
 
淺
 

各
 

村
 

明
細
 

帳
 

五。 
1 
五
 

知
 
目
 

市
 
教
育
 
食
、
 

頁。 

卷 

九 0 

藩 

頁 ( 

-卷
 

九
 

百
 

翰譜、 卷 

深
尼
ケ
 

譜
，
 

卷
 

1 
1 

津
國
村
 

十 五 

下。 

書。 

八
 

部
 

郡
 

村
々
 

高
 

(13) 

(一六) (
5
 

(一
八)
 

(
5
 

i (ニラ 
(ニー 一一) 

i 

五。 
續
藩
 
翰
譜
，
 卷
ニ
 
下。 

知
 
m
 
錄
。
 

附
帳
 

寬
政
 
重
修
諸
 
家
譜
，
 
卷
 

尼
 

崎
 

藩
 

明
 

和
 

七
年
領
 

同
 
上。 

神
戶
衬
 
諸
事
 
御
用
 
留
 
帳
、
 明
 
和
 
六
 
年
 
二
 
月
、
 三
 
月， 

四
 
月、 五

 
月
の
 
條
。
 

八
 
耶
様
御
 
書
 

出
 
明
細
 
帳
。
 

書。 

子
 
高
 
町
 
數
家
數
 
人
 
數
船
數
 
諸
 
株
 
小
物
 

0 す 成 頁 

令- 

付 享 

崎
 

九
 

津
 

一 

中
 

差
 井
 

文
 

高
地
 

覺
.
 書„ 

津 一 

道
 

法
 

分
 
高
 

寸 一 ら
 

高
地
 

覺
 
書- 戶

村
 

保
以
 

上
 
之
寫
。
 

井
領
 
主
 
村
 
名
附
。
 

國高 

名
所
 

御
改
 
帳
并
頜
 

舊
跡
 
潮
千
淺
 川

 
衆
、
 

川
 

te
> 

め
 

主 語 

衬 み 

名 ろ 

及
 
び
 

往
古
 

ぶ 
リ
 

來 御 

御
用
 

留
 

取
計
脊
 

帳，
 

明 

れ 
ケ 

六
 

年
 

害广ナ 

六 

諸 

る" 

子
 

高
 

町
 

數
家
數
 

人
数
 

船
 

數
諸
株
 

小
物
 お

 
の
 

市
史
、
 

卷 

窣
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

所
領
 

關
係
 

1 
1 



i) 

(
き
 

(二八) 

(
き
 (

き
 

神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 

五， 九
 
一 頁

 
以
下
)
。
 
神
 
田
 
兵
 
右
衛
門
 
談
 
話
。
 

神
 

田
 

兵
 

右
衛
門
 

兵
 

庫
 

律
 

中
 

明
細
 

人
^
£
$
船
數
諸
株
 

神
 
戸
村
 

同
 
上
。
 

間。 

各
 
村
 尼 崎 

M
 
し 

札
不
 

植
崎
 

御
 

取
調
 勝
 

安
芳
 

嘉
、
 

水
 

明
 秋

 
宗
 
文
 

^
 
舌つ 

一  n 
1  一一 一 a 

ま。 

基 

小物 

用
 
留
 

き。 

衬
 
高
 
地
 
子
 
高
 
町
 
數
 
家
 

成
 
覺
 
^
。
 

明
 
和
 
六
 
年
 
四
月
の
 

條
。
 

戶
衬
留
 

=1 
記
、
 喪
 
0
 
年
 

神 

明
 
細
 

宗
門
 
人
別
 
改
 
幀
，
 

其
 
他
 

記
 

銀 九 

上
 
幅， 礼

 
負
数
 

件
 

被
 

仰
 

用
 
願
 
立
 

八
 
郎
樣
御
 
書
 
上
 
之
寫
-
 

11 
付
 
書
 

■ 開
國
起
 

治
 

年
間
 

渡
御
 
趣
 

t.- 申
 
渡
 

1^ 
崎
 
銀
 

一 件
。
 

上 

中
 
村
 
淸
矩
，
 官
制
 

魔
應
 

元
年
 

十
月
 

同
年
 

十
 

一 
月
 

十
 

大
阪
 

町
奉
行
 

所
 原

 
附
錄
 

_ 

錄
卷
十
 

沿
革
 

略
 

七
日
 
大
 

六 日， 度
 

S
T
 
 (
大
 

史- 

名
錄
 

1 
三. 

卷
七
"
 

二 

吉 四 

町
奉
行
 

所
 

三
年
 

七
月
 

市
史
、
 

卷
 

四
 

野
 
腐
 
保
，
 

頁
。
 

小
 

四
 
頁
。
 

口
 
逢
。
 

十
 

一 
日、 

下、
 

二
 

五
 

(HI 六) 

i
)
 

き 

1 二
 

四
 

三，
 

二
 

五
 

四
 

六，
 

二
 

六
 

一 
〇
 

頁
、
 

攝
律
圃
 

八
 
部
郡
奧
 
平
野
 
衬
差
出
 
明
細
 
帳
 

御
 
三
 
領
入
組
 

0- 園
。
 

諸
國
道
 
法
名
 
所
 

iSi 跡
 
潮
干
？
 
«
 
深
 
尼
ケ
崎
 
往
古
 

御
領
 
分
 
高
附
。
 

攝
 
津
國
衬
 

3
r
 
攝
州
八
 
部
 
郡
 

村
々
 
高
附
：
 
T
 
攝
州
八
 

部
 
郡
 
西
 
3^ 
池
衬
 
明
，
 1
 

幅
 ̂

 
兵
 
庫
縣
攝
 

國
八
部
 

郡
 
夢
 
野
 
村
 
地
誌
。
 

和
 
田
 
山
 
江
 
戶
公
亊
 
始
終
 
申
は
留
 

n
 
記
 ̂

 
麼
安
 

年
 
巾
 
和
 
田
山
證
 

文
。
 

和
 
田
 
山
 
公
事
 

二 
付
 
兵
 
庫
 

ゆ
よ
 

リ
 
申
立
 

1^。 



第
二
 
章
 

兵
 
庫
の
 
市
街
 

及
、
、
 ひ
 
市
政
 

市
街
の
 
成
立
 

兵
 
庫
 
は
對
明
 

市
街
の
 
形
 
を
 
成
 

從
 

ひ
て
 

破
壤
の
 

澄
 
等
 
を
し
て
 
壘
 

む
。
 

城
陷
.
 

^
る
 

て
、
 

信
 

霄
 

乃
ち
 

花
 

を
 
以
て
 
復
 
典
せ
 

町
兩
總
 
門
の
 
外
 

に
せ
る
 
の
み
 
な
 

關
 
門
の
 
設
け
 
あ
 

苒
 
築
せ
ら
れ
 

し
 

貿
易
の
 
咽
喉
と
 
し
て
 
室
町
 
時
代
に
 
大
に
繁
 
榮
を
來
 

し
 

せ
し
 

な
ら
む
 

も
、
 

其
 

後
 

戰
國
の
 

世
と
 

な
り
 

囊
<
 
 

兵
禍
 

を
 

蒙
 

厄
に
 

遭
 

ひ
し
な
る
 

べ
し
。
 

天
 

正
 

年
間
 

荒
木
 

村
 

重
の
 

叛
 

を
 

兵
 

庫
に
 

築
か
し
 

め
、
 

池
 

田
 

信
 

輝
 

等
 

を
し
て
 

村
 

重
の
 

屬
 

た
 

れ
 

ば
、
 

旣
 

に
 

此
 

時
 

略
く
 

り
し
 

を
以
 

て
、
 

市
街
 

亦
 

す る や、 言 S 耀田 言 

城
 
花
 
隈
城
を
 
攻
め
し
 

後
、
 

信
 

長
 

其
 

功
を
嘉
 

し
、
 

攝
 

津
國
を
 

信
 

輝
 

及
び
 

其
 

子
 

之
 

助
、
 

W
 

政
に
 

與
 

へ
し
 

を
 

以
 

(1) 

隈
城
等
 
を
 
毀
 
ち
、
 其
 
材
を
 
以
て
 
兵
 
庫
に
 
築
城
せ
 
り
。
 

さ
 

し
 

な
 

る
 

ベ
 

く
、
 

傳
 

ふ
る
 

所
に
 

よ
れ
 

ば
、
 

德
 

川
 

時
代
ま
で
 

存
 

に
、
 

江
 

川
 

町
、
 

永
 

澤
 

町
、
 

三
 

川
 

口
 

町
、
 

關
 

屋
 

町
に
 

も
關
門
 

あ
、
 

り 

ら
 
す
、
 市
 
中
に
 
も
中
濱
 
門
と
 
稱
 
し
て
 
宮
內
 
町
、
 匠
 
町
、
 松
 
屋
 

(二
) 

，
り
し
と
 

云
 

ふ
。
 

市
街
 

周
圍
の
 

溝
渠
 

及
び
 

堤
防
 

も
 

亦
 

或
 

な
 

ら
む
。
 

其
 

後
慶
長
 

元
年
 

震
 

炎
 

に
 

て
 

兵
 

庫
の
 

市
街
 

は
 

0ー0 

瀕
し
た
 

る
 

も
、
 

幾
 

も
な
 

く
し
て
 

恢
復
 

せ
ら
 

れ
、
 

德
 

川
 

時
代
に
 

入
，
 

り
國
內
 

商
業
の
 

發
 

達
に
 

從
ひ
ー
 

第
二
 

窣
兵
 

庫
の
 

市
街
 

及
び
 
市
政
 
 

二
 

ュ
 

れ
ば
 

市
街
 

も
 

亦
此
時
 

績
 せ
る
 湊町、 西 柳 原

 

て
 
市
の
 
出
入
 
を
嚴
重
 

町
、
 

魚
 

棚
 

町
、
 

島
 

上
 

町
に
 

は
此
 

時
に
 

築
造
 

又
は
 

一
 
た
び
 
殆
ど
 
全
滅
に
.
 



位
 

及
び
 
廣
 

0 

神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

I 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 

海
港
と
 
し
て
 
漸
次
 
隆
運
に
 
趨
 
き
た
れ
 

ど
 
も
、
 市
 
街
の
 
形
態
に
 
就
き
て
 

は
 
著
 

如
し
。
 

之
 
を
 
要
す
る
 

に
、
 市
街
 
全
 
體
の
位
 
S
 
及
び
 
廣
袤
は
 

略
.
^
 池
 田
 
氏
 
築
城
 

へ
、
 

慶
長
 

元
年
の
 

震
災
 

後
 

街
衞
の
 

割
り
方
に
 

多
少
の
 

改
正
 

を
 

加
へ
 

た
る
に
 

現
存
せ
 

る
 
兵
 
庫
の
 
古
地
 
簡
 
中
、
 巿
 
街
の
 
舊
 
態
 
を
 
窺
 
ふ
に
 
足
る
べ
き
 

は
、
 元
 

以
て
 
最
も
 
古
し
と
 

す
。
 
之
に
 
よ
れ
 

ば
、
 當
 
時
の
 
市
街
に
 
柬
 
海
に
 
面
 
し
，
 西
 
端
 

南
端
 
は
 
和
 
田
 
明
 
神
、
 北
端
 
は
 
湊
町
惣
 
門
 
を
 
以
て
 
限
.
^
 
と
し
、
 
S
 
ち
 
東
西
に
 
狹
 

岸
に
 
沿
 
ひ
て
 
細
長
き
 
街
 
形
 
を
な
 
せ
る
な
 

h -。 
さ
れ
ば
 
當
時
此
 
地
 
を
 
通
過
 

書
 
に
、
 市
 
街
 
は
 
海
岸
に
 
沿
 
ひ
て
 
半
圆
形
 
を
な
 

し
、
 其
 
大
 
さ
 
略
 

t 長
 崎
 
と
 
同
じ
な
 

云
へ
 
る
に
 

て
、
 後
 
年
 
街
衢
の
 
湊
町
惣
 
門
外
 
湊
 
川
ま
で
の
 
發
展
 
を
な
 
し
た
る
 

佐
 
比
 
江
の
 
次
第
に
 
狭
く
 
な
れ
る
 
と
の
 
外
、
 近
代
に
 
至
る
 
ま
で
 
大
 
な
る
 
變
更
 

間
の
 
調
査
に
、
 
市
街
 
南
北
 
十
八
 
町
 
東
西
 
五
六
 
町
 
乃
至
 
三
 
四
 
町
と
 
云
 
へ
 
る
 
も
 

査
に
、
 
南
北
 
凡
 
二
十
 
五
六
 
町
 
東
西
 
凡
 
六
 
七
 
町
 
迄
と
 
擴
大
 
せ
る
 

は
，
 
二
れ
 
卽
ち
 

街
の
 
發
展
 
せ
し
 
に
よ
る
。
 
約
 
言
 
す
 
れ
 
ば
、
 兵
 庫
の
 
市
街
 
は
德
川
 
時
代
 
を
 
通
 

多
少
の
 
發
展
を
 
見
た
 
る
な
 

り
。
 

新
田
 
開
發
 

屢
<
 
 行
 
は
 
れ
、
 就
 
中
享
保
 
年
間
 
開
 

の 如き
 

其 最も
 

犬
な
る
 

もの
 

なれ
 

ど、
 

此 等 新田
 

は 多く
 

地
方
に
 

屬 し、
 

In-
 

1 
四
 

し
き
 

變
化
 

な
 

き
 

が
 

當
 

時
の
 

ま
 

、
を
傳
 

過
 
ぎ
 
ざ
 
る
 
ベ
 
し
。
 

祿
 
年
間
の
 
も
の
 
を
 

は
 
西
 
柳
 
原
町
惣
 

門
、
 

ぐ、 南北に 
廣 く、 海 

せ
る
 
ケ
ム
 
ペ
ル
の
 

S) 

と
 
あ
る
 

も
 
之
 
を
 

と
、
 

須
佐
ノ
 

入
江
 

及
び
 

を
 

見
す
。
 

享
保
年
 

(七) 

の
、
 

明
治
 

二
 

年
の
 

調
 

湊
町
惣
 
門
外
に
 
市
 

じ
 

唯
 

北
方
に
 

の
み
 

發
の
今
 
和
 
田
 
新
田
 

數
亦
 
甚
だ
 
多
か
ら
 



す
 
し
 
て
、
 市
 
街
 
地
 
を
 
以
て
 
目
す
 

ベ
 
き
も
の
 
に
あ
ら
 
ざ
 
b
 
き
。
 

市
街
の
 
周
 
圔
に
は
 
堤
防
 
を
 
廻
ら
 

し
、
 堤
 
防
の
 
外
側
に
 

は
 
溝
渠
 

あ
，
.
^
。
 
元
祿
九
 
年
の
 
圖
 
に
よ
 

れ
ば
、
 

堤
防
 

は
 

湊
町
惣
 

門
の
 

附
近
に
 

起
こ
 

b
 

、
範
 

國
 

寺
、
 

龍
 

昌
 

寺
、
 

久
 

遠
 

寺
、
 

福
 

嚴
寺
 

及
び
 

福
 

海
 

寺
の
 

外 園 を 形成
し 

つ 、 西 柳 原町
惣 

門に
 

至 b 、そ れ より
 

更に
 

東南
に 

向 ひ、 眞 福 寺の
 

西 を 

經
、
 

具
 

光
寺
の
 

東
北
 

隅
に
 

達
 

し
、
 

溝
 

渠
は
 

堤
防
の
 

外
側
に
 

沿
 

ひ
、
 

其
 

流
出
 

口
 

に
 

は
 

湊
町
惣
 

門
の
 

東
 

佐
 
比
 
江
に
 
注
ぐ
 
も
の
 

と
、
 眞
 
光
寺
の
 
東
方
に
 
於
て
 
須
佐
ノ
 
入
江
に
 
注
ぐ
 
も
の
と
の
 

二
 
あ
り
。
 

佐
 

比
 
江
と
 
は
 
兵
 
庫
 
灣
の
北
 
隅
に
 
あ
る
 
入
江
に
 
し
て
、
 
須
佐
ノ
 
入
江
 
は
 
海
水
の
 
和
 
田
 
明
 
神
 
附
近
よ
り
 

細
く
 

藥
仙
 

寺
の
 

東
に
 

入
り
、
 

一
 

大
 

池
沼
の
 

狀
を
 

な
せ
る
 

も
の
な
 

り
。
 

さ
れ
ば
 

溝
渠
 

は
此
 

二
つ
 

の
 

入
江
 

を
 

連
絡
せ
 

る
 

も
の
に
 

て
、
 

此
 

溝
渠
の
 

湊
 

川
よ
 

分
岐
す
 

る
 

許
 

多
の
 

細
流
の
 

注
入
 

を
受
 

くる は、 これ 同 川の 水量 增 加の 際、 氾 濫を 防がむ 
とせる ためなら 

む。 須 佐， X 江 は 

何
れ
の
 

年
に
 

か
 

埋
め
ら
れ
て
、
 

僅
に
 

小
川
と
 

な
り
 

殆
ど
 

其
 

舊
形
を
 

失
 

ひ
た
れ
 

ど
、
 

佐
 

比
 

江
 

は
 

幾
 

►
 
 

(1 0) 

分
の
 

埋
立
ぁ
 

し
の
み
 

に
 

て
、
 

久
 

し
く
 

舟
 

入
江
と
 

し
て
 

存
 

し
た
り
き
。
 

兵
 

庫
に
 

は
此
 

二
の
 

外
、
 

築
 

島
 

寺
の
 

西
南
に
 

も
大
 

な
る
 

舟
 

入
江
 

あ
り
 

て
、
 

船
 

舶
の
 

風
波
 

を
 

避
く
 

る
に
 

便
に
 

せ
り
。
 

堤
防
 

は
 

之
 

を
都
賀
 

堤
と
 

稱
し
、
 

年
 

所
を
經
 

る
に
 

從
ひ
 

次
第
に
 

滚
 

類
に
 

就
き
し
 

も
、
 

明
治
維
新
 

の
 

後
ま
で
 

舊
 

態
を
存
 

せ
.
^
。
 

蒐
政
九
 

年
 

名
 

主
、
 

庄
 

屋
 

等
立
會
 

に
て
 

實
地
を
 

踏
査
 

し
、
 

寶
 

i
s
 
 

二
 

年
 

第
二
 

章
 

兵
 

庫
の
 

市
街
 

及
び
 

市
政
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
ー
 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一 ：! ハ 

の
 
繪
圖
に
 
基
き
 
て
 
作
製
し
た
 
る
圖
 
に
よ
れ
 

ば
、
 堤
 
防
の
 
幅
 

一
 
間
 
五
 
尺
 
乃
至
 
八
 
間
、
 其
 
內
 
側
に
 
は
 

三
 
間
 
乃
至
 
十
四
 
間
を
隔
 

て
、
 湊
 
町
惣
 
門
の
 
方
よ
り
 
始
め
て
 
番
 
號
を
附
 
せ
る
 
八
十
 
八
本
の
 
代
 
あ
 

り
。
 

長
樂
 
寺
の
 
附
近
に
 
於
て
 
堤
防
の
 
中
斷
 
あ
り
、
 
且
つ
 
此
邊
 
よ
り
し
て
 

西
 
柳
 

町
惣
 
門
に
 
至
 

る
 
迄
の
 
間
に
 
は
 
溝
渠
の
 
之
に
 
沿
 
へ
 
る
 
を
 
見
す
。
 

二
十
 
六
番
 
代
よ
り
 
三
十
 
番
代
 
ま
 
で
、
 卽
 
ち
 
三
 

川
口
 
町
 
出
口
よ
り
 
久
遠
 
寺
 
襄
の
邊
 

も
 
溝
渠
な
 
か
り
し
 
由
 
亦
圖
に
 
注
せ
り
。
 

こ
れ
 
蓋
し
 
曾
て
 

二  二
 
 

. 

存
 
せ
る
 

も
、
 此
 
頃
に
 

1
^
 
形
を
缺
 
き
し
に
 
よ
る
な
ら
 

む
。
 

西
國
 
街
道
 
は
 
湊
町
惣
 
門
よ
り
 
市
 
內
に
入
 

、り、 湊
、
 江
 
川
、
 木
 
iiC 木

 
場
、
 小
 
物
屋
の
 
五
町
 
を
 
經
、
 北
 
仲
 

町
に
 

て
 

西
に
 

折
 

れ
、
 

小
 

廣
、
 

神
 

明
、
 

逆
 

瀨
 

川
、
 

柬
 

柳
 

l^
r 

西
 

柳
 

の
 

五
町
 

を
 

經
て
西
 

柳
 

町
惣
 

門
よ
り
 

出
 
で
、
 化
ハ
 
間
 
九
 
町
 
三
十
 
四
 
間
 
半
な
 

り
。
 
元
祿
の
 
a
 
に
 
は
兩
惣
 
門
 
の
內
 
側
に
 
番
所
 
あ
り
て
、
 
往
來
 

の
 
人
 
を
取
綠
 
り
た
る
 

が
 
如
し
。
 

兩
惣
 
門
の
 
外
 
市
外
へ
の
 
出
口
と
 
し
て
 

は
、
 算
 
所
 
村
、
 永
 
0
 
町
、
 三
 

广 1 三) 

川
口
 
町
の
 
外
、
 尙
 
二
三
め
，
 

cs。 

池
 田
 氏
の
 城
跡
 
は
 築
 S
 舟
 入
江
の
 西
南
，
 切
 
町
 附
近
に
 
f
 
て、 四
方
 廻
ら
す
 に
 堀
を
以
 

て
せ
 

り
。
 

尼
崎
頟
 

時
代
に
 

は
 

之
 

を
 

陣
屋
と
 

稱
 

し
 

、
奉
 

行
の
 

一
公
 

舍
 

た.
..
' 

し
 

が
、
 

幕
 

府
 

直
轄
の
 

後
 

は
 

大
阪
 

町
奉
行
 

所
よ
 

b
 

派
遣
の
 

幕
吏
 

此
處
に
 

在
住
し
、
 

勤
番
 

所
ふ
稱
 

せ
り
。
 

又
 

兵
 

庫
 

律
 

中
の
 

高
 

(1五) 

札
 

場
は
湊
 

町
、
 

南
 

仲
 

町
、
 

西
 

柳
 

原
 

町
、
 

島
 

上
町
の
四
ケ
听
に
ぁ
.
.
^
き
 



戶 
a 

兵
 
庫
津
は
 
往
古
よ
 

北
 
濱
、
 南
 
濱
、
 岡
 
方
の
 
三
に
 
分
 
れ
、
 俗
 
に
 
之
 
を
 
三
方
と
 
稱
 
せ
り
。
 

北
濱
と
 

南
 
濱
と
は
 
名
の
 
如
く
 
共
に
 
海
岸
に
 

あ
 
b
 
 、
岡
 
方
 
は
 
こ
れ
ら
 
兩
濱
の
 
背
後
 
卽
ち
 
海
に
 
瀕
せ
ざ
る
 

地
 
を
 
云
 
ふ
な
り
"
 

其
 
起
原
の
 
何
れ
の
 
時
に
 
あ
る
 
や
 
明
な
ら
 
ざ
れ
 

ど
、
 
正
 
保
.
 明
 
曆
の
頃
 
旣
に
此
 

( 1 六
)
 
 

二 
七) 

稱
ぁ
，
 
0 
し
も
の
 

， 
如
 
く
、
 岡
 
濱
の
名
 

は
 
負
 
享
年
 
中
の
 
法
度
 
書
に
 
見
え
た
，
.
 

>。 
此
 
等
の
 
名
稱
は
 

或
は
 
更
に
 
溯
り
て
 
室
町
 
時
代
 
南
北
 
兩
關
の
 
置
か
れ
し
 
時
に
 
始
る
 
も
の
な
る
 

や
 
も
 
知
、
 9 

難
し
。
 

町
 
數
は
岡
 
方
 
二
十
 
七
 
町
、
 北
濱
十
 

一
 
町
、
 南
濱
六
 

町
、
 合
計
 
四
十
 
四
 
町
な
、
 
り
し
が
、
 
幕
府
 
直
轄
 
後
 
佐
 

比
 
江
 
新
地
 

一
 
ケ
町
を
 
加
へ
 
四
十
 
五
町
と
 
な
れ
、
 
り。 

岡
 
方
の
 
町
名
に
 
は
湊
、
 
佐
 
比
 
江
、
 江
川
、
 
西
大
 

路
、
 木
 
R
、
 木
 
場
、
 小
 
物
 
屋
、
 北
 
仲
、
 南
 
仲
、
 切
 

tr; 、
新
、
 磯
 
之
、
 魚
 
棚
、
 鹽
 
屋
、
 鳥
 
屋
.
 小
 
廣
、
 細
 
辻
 
子
、
 祌
 
明
、
 逆
 
瀨
 
川
、
 東
 

柳
 
原
、
 西
 
柳
 
原
、
 三
 
川
 
口
、
 門
 
口
、
 永
 
澤
、
 西
 
宫
 
內
、
 鹿
 
星
、
 富
 
屋
、
 算
 
所
の
 
二
十
 
八
 
あ
 
り
、
 島
 
上
、
 匠
、
 鍛
 
冶
 
屋
、
 松
 

屋
、
 宮
 
前
、
 宮
 
內
、
 北
 
宫
 
內
、
 川
 
崎
、
 西
 
出
、
 柬
 
出
、
 東
 
川
 
崎
の
 
十
 
一
 町
 
は
 
北
 
濱
に
屬
 
す
る
 
も
の
に
し
て
，
 南
 

濱
六
 
町
と
 
は
 
和
 
田
 
崎
、
 今
 
出
 
在
家
、
 
出
 
在
家
、
 
新
 
在
家
、
 
關
屋
 
及
び
 
船
大
工
 
町
 
を
^
せ
 

る
 
も
の
な
，
.
.
.
 

„ 

(1 九
)
 
 

, 

而
 
し
て
 
算
 
所
の
 
み
は
 
町
と
 
云
 
は
す
し
て
 
村
と
 
云
へ
，
 
9。 

u
i
 
 口
の
 
變
遷
は
 
今
 
之
 
を
 
明
に
 

し
 
難
し
。
 

享
保
 
以
前
に
 
あ
り
て
 
殊
に
 
然
 
b
 
と
す
。
 

通
過
の
 

旅
客
の
 
紀
行
 
以
外
 
徵
 
す
べ
き
 
資
料
 
殆
ど
 
絕
無
 
な
れ
ば
 

な
 

，0,。 
思
 
ふ
に
 
海
港
と
 
し
て
 
漸
次
 
發
 

達
す
る
 
に
從
 

ひ
、
 Ir^  ロ

の
增
加
も
亦
著
し
か
^
^
^
-
し
な
ら
む
。
 

享
保
 
以
後
の
 
人
口
 
は
 
諸
種
の
 
R
 

第
二
 

草
 

兵
 

庫
の
 

市
街
 

及
び
 
市
政
 
 

1
 

七
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 

1
 

A
 

尼
暗
領
 
時
代
 

の 市
政
 

(二  0) 

料
に
 
散
見
せ
 

る
 
所
に
 
よ
る
に
 
大
略
 
左
の
 
如
し
-
 

年- 

代 

享 元 

文 曆 治 

保 元 

ず 

〇
 

、
九
 

八
 

四
 

1 
,ニ
 

六
 

五
 1 

、三
 

七
 

〇
 

1 
、
七
三
 

九
 

〇、
 

二
 

七
 

〇
 

九
、
 

七
三
 

三
 

九
、
 

三
 

九
 

八
 

女 

八、
 

七
 

八
 

二
 

九
，
 

二
八
 

一 

九
、
 

六
 

六
 

〇
 一 〇， 一 七三 

九
，
 

三
 

一 
八
 

1 〇、
 

三 
二八
 

1 〇
 二
 
五
八
 

右
に
 
よ
り
て
 
見
る
 
時
 
は
、
 享
 
保
 
以
後
の
 
人
口
 
は
 
大
凡
 
ニ
萬
內
 
外
に
し
 

て
、
 大
 
な
 
る
 

し
も
の
、
 

如
し
。
 

蓋
し
 
德
川
 
時
代
の
 
前
半
期
に
 
人
口
 
槪
 
し
て
 
增
殖
し
 
、
後
半
期
 

2
1
)
 
 

ノ 

態
に
 
あ
 
b
 
し
こ
と
 
全
國
 

一
 
般
の
 
傾
向
 
な
れ
 

ば
、
 兵
 
康
 
も
亦
此
 
例
に
 
洩
れ
 
ざ
 
り
し
 

ベ
 
し
。
 

尼
崎
領
 
時
代
の
 
兵
 
庫
の
 
市
政
に
 
藩
よ
 

b
 
し
て
 
置
く
 
所
の
 
舉
行
之
 

を
 
管
せ
 

る
 

二
 
氏
の
 
頃
の
 
こ
と
 
は
 
明
な
ら
 

す
。
 

松
 
平
氏
の
 
時
に
 
至
 

、り、 陣
 
屋
 
及
び
 
和
 
田
 
崎
 
船
 

合 

1 九，
 

七 六 六 

二  G、 五 四 六 

二 一 、〇 三 〇 

ニー、 九 ニー 

一九、 五八 八 

二  o、o 六 一 

1 九、 五 五六 

4
?
 減
な
 
か
り
 

に
靜
 
止
の
 
狀
 

も
の
と
 
 

一 h
 

ふ
 も
、
 

戶
 

田
、
 

靑
 

山
 

見
 
番
所
に
 
物
 

頭
 
格
 
役
.
 人
、
 書
 
役
、
 足
輕
等
 
十
三
 
名
 
を
 
S
 
き
 
た
 
，9. 

又
 
享
保
年
 
問
 
御
城
 
米
御
改
 
番
所
な
る
 
も
の
 



を 設
け
、
 給 人
 二 

(二
三)
 

し
。
 

宗
 

門
 

改
、
 

寺
 

じ く、 大 廻、
 

細 見 

の
 
結
果
 
は
 
年
貢
 

1. 且
を
 
計
り
 
且
つ
 き

 
は
、
 

豫
 

め
 

禁
令
 

用
 
以
外
 
宿
處
に
 

を
 
受
取
る
 

べ
し
 

磨
 
等
の
 
名
所
 
を
 

樣
を
 
記
せ
む
 

に
-
 

此
旨
新
 
九
郞
に
 

二
十
 
二
日
 
は
 
藩
 

ま
で
 
麻
 

に
て
 

網
屋
惣
 
兵
衞
宅
 

の
た
 
め
逗
 
留
、
 滿
 

第
二
 

章
 

人
足
 
輕
六
.
 

社
 
改
、
 船
 
改
"
 

等
と
 
稱
す
 

に 關係ぁ 

努
め
て
 

其
 

を
發
 
し
て
-
 

55
- 
 

灰
す
 

る
 

と
 

<iP 
せ
る
 

遊
覽
 
す
る
 

，
兵
 

庫
の
 

宿
 

申
 
渡
し
、
 
二
 

主
 

到
 

著
の
 

出
迎
 

へ
、
 翌
 

に
 
到
，
.
^
 
て
 

福
 
寺
に
 

て
 

人
 
を
 
常
 
詰
と
 
せ
る
 
こ
と
 

_ 浦
改
 

等
に
 

は
 

尼
 

崎
よ
り
 

る
 
多
數
の
 
役
人
 
を
し
て
 

る
 
も
の
 
な
れ
 
ば
、
 各
 
村
 
よ
 

昔
 プ
ど
迎
 

ふ
 
る
 
風
 
あ
り
し
 

役
人
に
 

iii 曰 
物
 
を
 
贈
る
 

こ
 

こ
と
 
等
を
禁
 

じ
、
 叉
 
從
 
者
 

(二 五) 

こ
と
 

あ
り
。
 

尼
 

崎
 

藩
主
 

を
每
 
と
せ
，
 o。 

今
一
 
例
 

處
 
は
網
屋
 
新
九
郞
 
宅
と
 

十
日
 
奉
行
の
 
見
 
分
 
あ
り
"
 

日
 

な
れ
ば
 

と
て
 

住
吉
ま
 

二
十
 
三
日
 
は
 
舞
子
に
 
行
 

休
憩
 

し
、
 

そ
 

れ
 

よ
り
 

和
 

田
 

子
供
 
角
力
 
を
 
見
、
 
二
十
 
五
 

あ
 

b
 

し
 

も
、
 

其
 

存
續
 

期
限
 

は
詳
に
 

知
，
.
^
 

難
 

(二 四) 

役
人
 

を
 

特
派
 

し
、
 

田
 

畑
の
 

檢
見
亦
 

之
に
 

同
 

®
 
見
せ
し
 
む
る
 
を
 
例
と
 
せ
し
 
が
、
 其
 
撿
 
見
 

り 多
く
の
 人夫
 を 出 し、 吏 員

 巡
 廻
の
 便
 

が
 

如
 

く
、
 

寶
 

曆
四
年
 

九
月
 

巡
迥
の
 

際
の
 

如
 

と
、
 

馳
 

走
が
 

ま
し
き
 

こ
と
 

を
 

な
す
こ
 

と
、
 

所
 

の
 

買
物
 

を
な
 

し
た
る
 

時
に
は
 

必
す
 

代
金
 

の
 巡
 見
 
も
 亦
 屢
<
 
 あ
り
 
て
、
 其
 途
次
 
布
 引
、
 須
 

と
し
て
 

明
 

和
 

五
 

年
 

五
月
 

巡
 

見
の
 

際
の
 

模
 

定
 

ま
 

、り
、 

十
 

五
日
 

名
主
 

網
屋
 

惣
兵
衞
 

よ
.
.
 

=^
 

• 
 

二
十
 

一
 

日
 

尼
 

崎
よ
り
 

役
人
 

船
に
 

て
來
 

り
、
 

で
 

遠
見
 

を
 

出
 

し
、
 

新
 

九
郞
は
^
^
馬
道
の
邊
 

く
豫
定
 
な
り
し
 

を
 
雨
天
の
 
た
め
 
中
止
し
、
 

宮
 
に
參
詣
 
し
て
 
歸
宿
、
 
二
十
四
日
 

は
 
雨
天
 

日
 
辰
 
中
 
刻
 
出
 
發
、
 須
 
磨
の
 
前
 
田
作
 
十
郞
方
 

兵
 

庫
の
 

市
街
 

及
び
 
市
政
 
 

1 
九
 



神
戶
市
 
史
別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

二
 〇
 

に
て
 
小
 
憩
、
 垂
 
水
に
 

て
 
*
 
休
、
 舞
 
子
に
 

て
 
暫
く
 
海
の
 
景
色
 
を
 
賞
 
し
、
 そ
 
れ
 
よ
り
 
引
返
し
て
 

1
^
 
磨
 
寺
 

に
 
參
詣
 

し
、
 申
屮
 
M
 
歸
宿
、
 
其
 
夜
目
 
錄
 
金
子
 
千
疋
拉
 

に
 
酒
肴
 
を
 
新
 
九
 
郞
に
賜
 

ふ
，
 
二
十
 
六
日
に
 

は
 

(二 六) 

卯
 
中
 
刻
 
出
發
歸
 
城
の
 
途
に
 
就
き
し
 

を
 
以
て
、
 
新
 
九
郞
之
 
を
湊
川
 
先
^
 
馬
 
道
ま
で
 
見
送
れ
り
。
 

巡
 
見
の
 
模
樣
 
之
に
 
よ
り
て
 
略
 

< 窺
 
ふ
 
を
 
得
 
ベ
 
し
。
 

幕
府
 
直
轄
 
後
 

幕
府
 
直
轄
 
後
 
は
 
兵
 
庫
 
西
 
宮
上
ケ
 
知
 
方
 
を
大
阪
 
町
奉
行
 
所
內
に
 
S
 
き
，
 
與
 
力
 
四
 
名
、
 同
 
心
 
六
 
名
 

の
 

市
政
 

を
 
以
て
 
之
に
 
任
 
じ
、
 從
 
來
の
兵
 
庫
 
陣
屋
 
を
ば
 
改
築
し
て
 
之
を
勸
 
番
所
と
 

し
、
 勤
 
番
 
與
 
力
、
 同
 
同
 
心
 

各
 
二
 
名
 
を
 
派
出
し
、
 
與
 
力
に
 
十
 
人
扶
 
持
、
 同
 
心
に
 
三
人
 
扶
持
 
を
與
 

へ
、
 又
 
別
に
 
地
 
付
 
同
心
と
 
稱
す
 

る
 
も
の
 
を
 
置
 
き
、
 門
 
番
に
 
足
輕
ー
 

名
、
 和
 
田
 
崎
 
船
 
見
 
番
所
に
 
船
 
見
 
番
足
輕
 

二
 
名
 
を
 
置
 
き
、
 勤
 
番
 
與
 

力
 
以
下
 
足
輕
に
 
至
る
 
ま
で
 
皆
勤
 
番
所
 
構
內
に
 
起
臥
せ
 
し
め
た
、
 

り。 
上
ケ
知
 
方
與
カ
 
同
心
 
は
 

勤
番
 
與
 
力
の
 
取
扱
 

へ
 
る
 
事
件
 
を
錄
 

し
、
 町
 
舉
 
行
 
の
吟
 
*
 
を
受
く
 

ベ
 
き
 
害
 
類
 
を
 
整
理
 
進
 
達
 
し
，
 觸
 

書
 
を
 
勸
番
與
 
力
に
 
傳
達
 

し
、
 名
 
主
、
 庄
 
屋
，
 年
 
寄
，
 惣
 
代
，
 町
 
年
寄
の
 
任
免
 
及
び
 
年
貢
 
地
の
 
家
屋
 
建
設
 

に
 
與
 
，り、 町

 
舉
行
見
 
分
の
 
時
 
は
 
案
內
を
 
勤
む
。
 

勤
番
 
與
 
力
の
 
職
務
 
は
 
願
 
訴
訟
 
を
 
受
理
し
て
 
町
 

奉
行
所
 
內
の
關
 
係
 
諸
 
役
に
 
申
達
し
，
 
神
事
 
祭
禮
を
 
巡
視
し
、
 
火
付
 
盗
賊
の
 
逮
捕
、
 
町
中
の
 
巡
 
廻
 
等
 

を
 
掌
る
 
に
あ
り
 

て
、
 勤
 
番
 
及
び
 
地
 
付
 
同
心
 
之
 
を
 
補
佐
せ
 

而
 
し
て
 
町
舉
行
 
所
內
に
 
於
け
 

る
 

事
務
の
 
分
擔
に
 
就
き
て
 

は
、
 芝
居
 
其
 
他
 
諸
 
株
の
 
書
 
額
 
家
屋
敷
 
水
 
帳
に
 
關
 
す
る
 
も
の
 
は
 
地
方
 
役
"
 



寺
；
^
 
に
關
 
す
る
 
も
の
 
は
 
寺
社
 
役
、
 勤
 
番
所
 
經
 
費
に
 
關
 
す
る
 
も
の
 
は
 
勘
定
 
役
、
 火
 
付
 
盗
賊
に
 
關
す
 

(二 七) 

る
 
も
の
 

は
 
盗
賊
 
吟
味
 
役
 
あ
り
て
 
之
 
を
 
掌
 
b
 
 、
公
 
事
 
出
入
 
は
 
町
 
舉
行
之
 

を
 
直
 
裁
せ
 

b
 

名
主
、
 
年
寄
、
 

市
民
よ
り
 
選
出
 
せ
ら
る
 

， 
役
人
に
 
名
主
、
 
年
寄
 
あ
 
b
。
 
名
主
 
は
 
岡
 
方
、
 北
濱
、
 
南
濱
の
 
三
方
に
 

庄
屋
 
 

， 

各
 
二
人
 
あ
り
。
 

其
 
選
擧
は
 
其
方
 
內
の
 
町
民
と
 
他
の
 
二
方
の
 
名
主
の
 
投
票
に
 
よ
れ
る
 
も
の
に
 

て
、
 a
 
票
の
 
法
 
は
 
家
 
持
 

一
 
入
每
に
 

一
 
票
 
を
 
原
則
と
 

し
、
 
年
 
寄
の
 
投
票
 
は
 

一
 
票
に
 

て
 
普
通
 
町
民
の
 

十
 
票
に
 
相
應
 

し
、
 名
 
主
の
 

一
 
票
 
は
 
同
じ
く
 
 
二
十
 
五
 
票
に
 
匹
敵
 

す
。
 
か
く
し
て
 
選
出
 
せ
ら
れ
た
 

る
 
名
主
 
三
人
 

は
、
 月
 
番
を
 
定
め
 

一
 
定
の
 
期
間
 
三
方
 

一
 
圓
の
 
名
主
と
 
し
て
 
更
々
 
事
務
 
を
 
掌
れ
，
.
.
.
 

„ 

其
 
事
務
と
 

は
 
日
々
 
勤
番
 
所
に
 
出
 
で
、
 與
 
力
の
 
下
に
 
あ
り
て
 
市
政
に
 
參
與
 

し
、
 
又
 
其
您
會
 
所
に
 
兩
 

名
 
主
、
 惣
代
等
 

を
 
招
集
し
て
 
政
務
 
を
議
 
す
。
 
惣
會
所
 

は
 
三
方
 
各
自
に
 
之
 
を
 
有
 
し
、
 岡
 
方
 
は
 
小
物
 

屋
 
ぼ
.
 
北
 
濱
 
は
 
鍛
冶
屋
 

町
、
 南
 
濱
は
新
 
在
家
 
町
に
 
あ
り
き
。
 

名
主
 
は
 
佩
刀
 
一
本
 
を
 
許
さ
 

れ
、
 W
 
衣
 

を
 
著
 
し
、
 苗
 
字
は
稱
 
す
る
 

を
 
得
 
ざ
 
れ
 
ど
、
 
屋
 
號
 
を
ば
 

一
 
般
 
市
民
の
 
如
く
 
肩
書
と
 
せ
す
 
し
て
 
之
 
を
 

頭
書
と
 
な
す
の
 
特
權
 
あ
り
。
 

各
 
町
 

一
 
人
づ
、
 
選
出
の
 
年
寄
 

は
、
 先
づ
 
所
 
屬
惣
會
 
所
に
 
於
て
 
名
 

主
、
 愁
 
代
立
會
 
ひ
に
 

て
 
任
命
の
 
申
 
渡
を
受
 

け
、
 尋
 
で
 
名
主
 
同
道
に
 
て
勸
 
番
所
に
 
到
り
 
御
請
 
を
な
 

し
、
 そ
 
れ
 
よ
り
 
地
 
付
 
同
心
、
 
和
 
田
 
崎
 
船
 
見
 
番
所
、
 
三
 
方
 
名
主
、
 
惣
會
 
所
、
 地
方
 
庄
屋
に
 
廻
禮
 
せ
る
 
が
 
如
 

し
^
 
而
 
し
て
 
年
寄
の
 
下
に
 
町
 
代
 
あ
る
 
こ
と
 

は
、
 猶
 
名
主
の
 
下
に
 
惣
代
 
あ
る
が
 

如
く
な
，
.
.
^
。
 

以
 

第
二
 
章
 

兵
 
庫
の
 
市
街
 
及
び
 
市
政
 
 

ニ
ー
 



神
戶
市
 
史
別
錄
 

一 
近
世
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

ニ
ニ
 

上
の
 
諸
 
役
 
は
 
皆
大
阪
 
町
奉
行
 
所
に
 
隸
 
「：s す

る
 
も
の
 
に
し
て
、
 
土
地
に
 
關
 
す
る
 
事
務
 
は
 
別
に
 
代
 

官
の
 
下
に
 
屬
 
す
る
 
世
襲
の
 
地
方
 
庄
屋
 
及
び
 
年
寄
 
等
 
あ
ち
て
 
之
 
を
 
5
¥
 
り
、
 大
 
阪
町
舉
 
行
の
 
配
下
 

ニニ
  

0)
 

は
 
之
に
 
關
與
 
せ
す
。
 

市
民
の
 

貢
擔
 

兵
 

庫
 

市
民
の
 

負
 

擔
は
地
 

子
 

及
び
 

諸
 

の
 

V
 

バ
加
佥
 

運
上
 

金
 

等
に
 

し
て
、
 

其
额
 

時
代
に
 

よ
り
て
 

相
違
 

あ
れ
 

ど
も
、
 

天
明
 

年
間
の
 

調
査
に
 

よ
れ
ば
、
 

古
地
 

子
 

千
 

十
二
 

石
 

二
 

斗
、
 

新
地
 

子
 

三
 

ほ
 

二
 

石
 

六
 

斗
 

四
 

合
、
 

合
 

計
 

千
 

三
百
 

十
四
 

石
 

八
 

斗
 

四
 

合
 

中
 

免
租
地
 

を
 

除
き
、
 

殘
高
千
 

三
 

ぼ
 

石
 

六
 

斗
 

五
 

升
に
 

對
 

し
.
 

八
 

百
 

石
 

七
 

斗
 

四
 

升
 

五
合
 

を
 

課
せ
り
。
 

而
 

し
て
 

地
 

子
 

は
 

地
方
の
 

年
 

K
 

と
 

同
じ
く
 

之
 

を
 

代
官
 

所
に
 

納
入
せ
 

し
め
た
.
 

-。
 

加
 

金
 

運
上
 

金
 

等
に
 

は
 

代
官
 

所
に
 

納
 

む
る
 

も
の
と
 

大
阪
 

町
奉
行
 

所
に
 

納
 

む
る
 

も
の
と
の
 

二
種
 

あ
，
.
^
 

J 
前
者
に
 

H
?
 

す
る
 

も
の
に
 

は
、
 

水
 

主
 

米
 

九
十
 

三
 

石
 

八
 

斗
、
 

S
 

冬
 

訴
訟
 

銀
 

一
 

貫
目
、
 

傍
 

示
 

銀
 

六
 

ほ
 

四
十
 

五
 

^
、
材
 

木
 

置
 

場
 

冥
加
 

銀
 

二
十
 

匁
、
 

他
 

所
 

船
 

新
造
 

作
事
濱
 

賃
 

四
百
 

十
 

匁
、
 

北
國
船
 

圓
濱
賃
 

二
百
 

四
十
 

匁
、
 

船
大
工
 

稼
業
 

場
 

漁
師
 

網
 

嫋
干
場
 

冥
加
 

銀
 

二
 
 

w
 

三
十
 

三
 

匁
 

六
 

分
 

六
 

厘
、
 

S
 

師
役
銀
 

八
十
 

一
 

匁
、
 

左
官
 

役
 

銀
 

二
 
 

四
十
 

匁
、
 

家
 

根
 

M
 

役
 

銀
 

十
八
 

匁
、
 

緞
 

冶
 

役
 

銀
 

二
百
 

三
十
 

七
 

匁
、
 

水
車
 

大
工
 

役
 

銀
 

百
 

四
十
 

四
 

匁
、
 

紺
 

f
i
 
 

:：
>;
 

、
加
 

銀
 

五
十
 

五
 

匁
 

三
分
、
 

城
屋
冥
 

加
 

銀
 

三
十
 

一
 

匁
 

五
分
、
 

旅
籠
 

屋
 

商
人
 

宿
 

冥
加
 

銀
 

百
 

十
八
 

匁
、
 

疊
屋
；
 

S
 

加
 

銀
 

六
十
 

匁
、
 

輪
 

木
 

錢
百
五
 

十
四
 

匁
 

六
 

分
、
 

船
大
工
：
 

S
 

加
 

銀
 

一
 

貫
 

三
百
 

三
十
 

三
 

匁
 

^
<
柴
 

代
 

四
十
 

二
 

匁
 

二
分
 

八
 

厘
 

等
に
 

し
て
，
 



其
 
他
 
六
尺
 
給
 
米
，
 傳
 
馬
 
宿
 
入
.
 用
 
，
藏
 
前
 
入
用
、
 
諸
 
船
 
運
上
 
等
 
亦
 
之
に
 
準
じ
，
 

後
者
に
 
屬
 
す
る
 
も
の
 
は
 
諸
 
問
屋
 
株
 
始
め
 
諸
 
株
の
 
冥
加
金
に
 

し
 
て
、
 卽
 

匁、 穀物
 仲買
 八 百 六

十
 匁、 干溺

 仲買
 八 百 六 十 匁

ギ
 魚 鹽
魚
仲
 買 

>9 

百
 
二
十
 
九
 
匁
、
 煙
 
草
 
仲
買
 
二
百
 
五
十
八
 

匁
、
 素
 
麵
屋
百
 
五
十
 
匁
、
 焚
 
湯
 

株
 
三
十
 
兩
、
 定
 
芝
居
 
四
百
 
三
十
 
匁
、
 米
市
場
 
仲
買
 

一
 
貫
 
四
百
 
十
九
 
匁
 

上
納
金
の
 
中
に
は
 
其
 
淵
源
 
頗
る
 
古
き
 

も
 
あ
 
り
、
 例
 
へ
ば
 
訴
！
 

銀
、
 傍
 

代
に
 
起
こ
 

b
、
l
^
^
 
師
，
 左
 
官
等
の
 
役
 
銀
 
も
 
公
領
 
以
前
よ
 

納
め
 
來
り
 

紺
屋
、
 
粮
屋
 
等
の
 
冥
加
金
 
及
び
 
大
阪
 
町
奉
行
 
所
に
 
納
め
し
 
諸
種
の
 

と
な
，
.
.
'
 
て
 
以
後
 
起
こ
.
^
 

し
 
は
、
 蓋
 
し
私
領
 
時
代
に
 
株
の
 
公
許
な
 

か
 

領
 
と
な
り
て
 

後
 
も
 
町
奉
行
 
所
に
 
納
 
む
る
 
分
 
は
 
株
 
仲
間
 
連
 
印
の
 
證
 

官
 
所
に
 
納
 
む
る
 
分
 
は
か
く
の
 
如
き
 
こ
と
な
 
か
り
き
。
 

諸
 
船
 
運
上
 

船
の
 
如
き
 
は
 
往
古
よ
り
 
納
め
 
來
.
^
 
し
も
の
 
な
れ
 

ど
 
人
 
乘
小
 
渡
海
 

船
.
 荷
物
 
小
 
廻
 
通
 
船
 
は
 
明
 
和
 
八
 
年
 
以
後
の
 
こ
と
な
.
^
。
 

木
 
柴
代
は
 

の
に
 
は
 
あ
ら
す
 
し
て
、
 攝
津
白
 
川
 
村
.
 車
 
村
.
 妙
法
 
寺
 
村
.
 多
 
井
畑
 
村
、
 播
 

畑
 
村
.
 布
 
施
 
畑
 
村
の
 
九
ケ
 
村
よ
り
 
尼
 
崎
 
領
の
頃
 
兵
 
*
 
の
 
陣
屋
に
 
柴
 

中 冥 夫
々
 
税
率
の
 
定
め
 
あ
 

ち
 

諸
 

問
屋
 

十
八
 

貫
 

四
百
 

二
百
 

十
五
 

匁
、
 

生
鲍
 

仲
買
 

匁
、
 

茶
 

屋
 

十 

(三
 

1 
〕 

株
な
 

り
。
 

此
 

等
の
 

銀
の
 
如
き
 
は
 

田
領
時
 

も
の
な
 り。 之
に
 對
し
 

加
 

金
の
 

い
づ
れ
 

も
 

公
領
 

^
し
に
よ
 
る
な
ら
 
む
。
 
公
 

書
 
を
 
以
て
し
 
た
れ
 
ど
 
も
.
 代
 

銀
の
 
中
に
 
て
 
は
、
 廻
 
船
、
 渡
 
海
 

船
，
 

茶
 

船
、
 

魚
 

買
 

船
、
 

生
 

貝
 

船
、
 

通
 

兵
 

庫
の
 

市
民
の
 

納
 

む
る
 

も
 

磨
 

木
津
村
 

• 小
 

村
 

未
 

見
 

村
卞
 

薪
 
を
 
納
め
た
.
.
'
 

し
 
を
、
 明
 
和
 

第
二
 

章
 

兵
 

庫
の
 

市
街
 

及
び
 
市
政
 
 

11
 

三
 



神
 
戶
市
史
 

別
 
t!S  I 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

二
 四
 

七
 
年
 
以
後
 
銀
納
 
と
な
し
た
 

る
 
も
の
な
.
.
^
。
 

水
 
主
 
米
と
 
は
 
尼
 
崎
 
領
當
時
 
南
北
 
兩
濱
の
 
兵
 
庫
 
及
 

び
 
尼
 
崎
に
 
於
て
 
役
 
舟
 
を
 
勤
む
 

る
 
こ
と
 
あ
り
し
 

を
、
 遠
 
隔
の
 
地
に
 
て
 
不
便
 
多
け
れ
ば
 

と
 
て
、
 後
 
之
 

を
 
免
除
し
，
 
其
 
代
り
と
 
し
て
 
米
納
を
 
命
せ
 
し
も
の
 

に
 
て
、
 役
 
舟
 
時
代
に
 
は
賃
 
米
の
 
下
附
ぁ
 
り
し
 

が
、
 公
 
領
 
と
な
 

b
 
て
 
後
 
此
下
附
 
止
み
し
 
に
も
 
拘
 
は
ら
 

す
、
 水
 
主
 
米
の
 
み
は
 
依
然
と
し
て
 
之
を
徵
 

せ
る
な
 

ち
。
 
訴
訟
 
銀
 
及
び
 
傍
 
示
 
銀
 
は
 
兵
 
庫
の
 
漁
夫
よ
.
.
'
 
納
 
む
る
 
も
の
に
し
 

て
、
 前
 
者
 
は
も
と
 

生
魚
 
を
 
納
め
た
 

る
 
を
 
遠
隔
の
 
地
 
な
れ
ば
 
と
て
 
銀
納
を
 
以
て
 
之
に
 
代
へ
 
し
も
の
、
 
後
者
 
は
 
傍
 
示
 

場
 
卽
ち
生
 
田
 
崎
よ
 

b
 
和
 
田
 
崎
ま
で
の
 
見
通
し
 
內
の
 
海
中
 

を
、
 兵
 
庫
 
以
外
 
漁
夫
の
 
出
入
 
禁
制
 
區
 

と
し
て
 
設
定
せ
 
る
に
 
對
 
す
る
 
冥
加
金
な
 

り
。
 

其
 
他
年
 
を
綏
 
る
に
 
從
ひ
稱
 
々
の
 
雑
稅
 
次
第
に
 

增
 
加
し
、
 
其
 
税
額
 
亦
 
高
め
ら
れ
 
維
新
 
當
 
時
の
 
調
査
に
 
よ
れ
ば
、
 
代
官
 
所
に
 
納
め
し
 
分
の
 
み
に
 

て
 

三
十
 
五
 
種
 
あ
り
き
。
 

諸
 
株
 
冥
加
金
に
 

は
 
天
 
保
の
 
改
革
 
後
 
改
ま
.
.
'
 
し
も
の
 
あ
れ
 
ど
も
 
、
今
一
々
 

之
 
を
 
記
さ
す
。
 

尙
 
質
屋
、
 
古
手
 
屋
、
 古
 
銅
 
古
道
 
具
 
S
,
 藥
 
稀
屋
，
 
家
 
大
工
 
職
，
 杣
 
木
 
挽
 
職
、
 椅
 
木
屋
 
等
の
 (三 二) 

他
處
の
 
同
業
者
と
 
聯
 
4
!
 
し
て
 
仲
間
 
を
 
組
織
 

し
、
 上
 
納
 
せ
る
 
冥
加
金
に
 
就
き
て
も
 
詳
說
を
 
省
く
。
 

(
二
 

樓
 
本
朝
 
通
鑑
、
 
卷
 
二
百
 

八
^
 

攝
 
律
國
衬
 
名
高
 
附
 
 

摄
津
 
名
所
 
圃
會
，
 
八
^
 
郡
 
之
 
I
T
 

古
 

之
覺
。
 

並
 
河
 
誠
 
所
、
 攝
律
 

志
，
 古
蹟
の
 
部
。
 
 

01) 
村
 
田
 
誠
 
治
、
 紳
戶
 
開
港
 
三
十
 
年
史
、
 
乾
、
 二
 
九
 
頁
。
 



1 一一) 
麼
七
 
松
，
 海
槎
錄
 
(
海
 
行
橄
 
載
、
 二)。 

當
代
 

記
、
 卷
 
三。 

S) 
元
 
祿
九
年
 
兵
庫
津
 
檢
圖
。
 

五 )
 
KaQnsfer,  Illstcry  of  Japan,  vcl. 

II,  p.  woo. 

六) 
文
 
久
ニ
年
 
兵
 
庫
 
津
圖
。
 

七) 
南
條
昌
 
慶
覺
書
 

e 

<) 
津
中
差
 
出
 
明
細
：
 
T
 

九) 
元
 
祿
九
年
 
兵
 
庫
 
津
繪
圖
 

つ 

10) 
文
 
久
ニ
年
 
兵
 
庫
 
津
圖
。
 

二
)
 
兵
庫
津
 
外
輪
 
堤
 
麓
 
檢
圖
：
 

11 一) 
南
條
 
昌
慶
覺
 

書
。
 

一 11 一) 
元
 
祿
九
年
 
兵
 
庫
津
捨
 

B
 

兵
 
庫
 
律
 
古
圖
。
 

南
條
 

名
髙
附
 
古
跡
 
之
覺
。
 

平
 
遠
 
江
 
守
 
樣
爲
御
 
巡
 

は
 

一 件
。
 
大
阪
市
 

史
、
 卷
 

S
 

兵
 
庫
津
中
 
明
細
 
錄
。
 

S
 
羽
田
 
十
 
左
 
衞
門
御
 
代
官
 
所
 
攝
津
國
 

八
 
部
 

庫
津
地
 
子
方
 
高
 
反
別
 
帳
。
 

5
 

兵
 
庫
津
中
 
御
法
度
 

書
。
 

一八) 
南
條
 

Bm 
麼
覺
 
書
。
 

村
 
高
地
 
子
 
高
 
町
數
家
 

第
二
 
章
 

兵
 
庫
の
 
市
街
 
及
び
 
市
政
 

圖
。
 
 

一 

B 曰
慶
覺
 
書
。
 

■ 
攝
津
ー
 

兵
 
庫
津
中
 
明
細
 

0
.
 

見
 
御
 
越
 
御
宿
 
皲
爲
 

、八 
二
 
三
 
頁
。
 

_ 

國
 

村
 

仰 付 郡 兵 數人 

數
船
數
 

諸
 

(一
九)
 

兵
 

庫
津
古
 

頁" 

株
 
小
物
 
成
覺
 
書
。
 

圖
。
 

神
戶
 
開
港
 
三
十
 
年
史
、
 
乾
、
 二
 
六
 

ニー〕) 
享
 

七 反 

。
ョ
 

本
 

§ 大 

(一一 二) 
南
 

(き 神 

(
き
 

同
 

(l
ie
 

同
 

守 

01七) 
大
 

§
 

神
 

保
 
は
 
南
 

年
 
は
 
村
 

小物 成 

代
官
 

所
 

別
 幅、 元

 

月
 
六
日
 

庄
榮
治
 

卷
 
第
五
 

阪
市
史
 

_ 

條
 
B 曰
麇
 

戶
村
留
 _ 寳

曆
四
 

■ 寶
曆
四
 

様
爲
御
 

阪
市
史
 

戶
 
開
港
 

田
 

兵
 

右
 

條
 
B 曰
慶
 
赍
 

高
 
地
 
子
 
高
 

覺 書、 文 久 

攝
津
國
 

治
 
元
年
 

の
條
に
 

郎
、
 

德
川
 

號
 )。 

-卷
 

一 

覺
 
書
 

日
 
0
 

年 九 

年
 
三
 

巡
 
見
 .卷

 
1 

八 據 3 

書
、
 

元
 

文
 

四
 

年
 

乃
 

町
 
數
家
數
 
人
数
 

は
 
羽
田
 
十
 

兵
 

庫
津
地
 

惣
 
會
 
所
 

元
年
 

濱 

n 

至 左 1115 天
 
明
 

數
諸
 

衞
門
 方

 
高
 

同
 
年
 

ノ 

人
 
口
 (
經
 
濟
 
論
 
叢
，
 第
 

八
 
二
三
 

頁。 

寶 月 八 

三
 
十
 
年
史
、
 
乾
 

^ 
 

nr
 

き 
a 

If-
a 

曆
五
年
 

三
 
月、 四

 
月
 
の
 

の
 
條
。
 

廿
九
 

越
 
御
 

二
 
三
 

B 

の 四 

爲
 

仰
 

二
 

四
 

九
-
 

1 

平
 
遠
 
江
 

れ
 

I  ̂
0
 

松 付 

頁。 
二
 
五
 
〇
 
頁
。
 

二
 

玉
 



神
 
戶
市
史
 

錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

ニ
ナ
 

北
 
濱
您
會
 
所
 
日
 

天
 
保
 
六
 
年
 
二
月
 
七
日
の
 

條
。
 

§
)
 
衬
高
地
 

子
 
高
町
數
 
*
 
数
人
 
数
 
船
數
^
 

株
 
小
物
 

神
戶
 
開
港
 
三
十
 
年
史
、
 
乾
，
 二
 
四
 
九
 
IQr 

祌
 

ffl 
兵
 
 

成
资
巧
 

右
 
衞
門
談
 
l
t
s
。
 
 

§
 

同
上
。
 

兵
 
庫
 
律
 
中
 
明
細
 
錄
 3 



陸 

第
三
 

章
 

交
通
 

附
兵
 

庫
と
 

西
國
諸
 

藩
と
の
 

關
係
 

兵
 

庫
 

は
西
國
 

街
道
 

驟
 

所
の
 

一
 

な
る
 

を
以
 

て
、
 

正
 

德
ニ
 

年
の
 

令
に
 

も
 

旣
に
傳
 

馬
 

人
足
 

等
遲
滯
 

な
く
 

勤
む
 

ベ
 

く
、
 

駄
賃
、
 

傳
馬
賃
 

、
乘
物
 

駕
籠
 

賃
等
 

規
定
 

外
の
 

增
賃
を
 

取
る
 

ベ
 

か
ら
す
 

等
の
 

定
め
 

二
)
 
 

(ョ 

あ
り
。
 

驛
 

所
の
 

事
務
 

は
 

岡
 

方
の
 

負
 

擔
に
屬
 

し
、
 

明
 

和
 

七
 

年
に
 

は
 

近
在
 

五
十
八
 

ケ
村
其
 

助
鄕
た
 

(-5
 

り
。
 

五
十
八
 

ケ
 

村
と
 

は
 

卽
ち
走
 

水
、
 

ニ
ッ
茶
 

屋
、
 

小
 

野
 

新
 

田
、
 

脇
 

濱
、
 

岩
 

屋
、
 

大
 

石
、
 

東
 

明
、
 

御
 

影
、
 

石
 

屋
、
 

德
 

井
、
 

河
 

原
、
 

八
 

幡
、
 

水
 

車
 

新
 

田
、
 

篠
 

原
、
 

畑
 

原
，
 

稗
 

§
 

冶
 

屋
、
 

味
 

泥
.
 

筒
井
、
 

中
 

尾
、
 

熊
 

內
、
 

生
 

田
，
 

北
 

野
，
 

中
 

宮
、
 

花
 

熊
、
 

荒
 

田
、
 

奥
 

平
 

野
、
 

石
 

井
、
 

烏
 

原
、
 

東
 

小
 

部
、
 

上
 

谷
 

上
、
 

下
 

谷
 

上
、
 

原
 

野
、
 

中
、
 

東
 

下
、
 

坂
 

本
ぶ
 

河
，
 

藍
 

那
、
 

夢
 

野
，
 

妙
 

法
 

寺
、
 

多
 

井
 

畑
、
 

大
 

手
、
 

板
 

宿
、
 

西
 

代
、
 

池
 

田
、
 

駒
ケ
 

林
、
 

西
 

尻
 

池
、
 

東
 

尻
 

池
、
 

宿
、
 

今
 

和
 

田
 

新
田
の
 

諸
 

村
に
 

し
て
、
 

御
影
，
 

河
 

原
、
 

北
 

野
、
 

原
 

野
，
 

夢
 

野
、
 

西
 

尻
 

池
 

は
 

所
領
 

關
 

係
よ
り
 

各
 

< 
 

一 
一
村
と
 

し
て
 

、
奥
 

平
野
 

は
 

三
 

村
と
 

し
て
 

數
へ
 

(四) 

ら
れ
 

た
、
 

り。
 

而
 

し
て
 

五
十
八
 

ケ
村
惣
 

高
 

一
 

萬
 

五
 

千
 

百
 

四
十
 

石
 

八
 

斗
 

三
 

升
 

九
 

合
 

二
 

勺
の
 

中
、
 

三
 

十
三
 

ケ
村
 

は
 

丸
 

高
、
 

十
 

一 
一
 

ケ
 

村
 

は
 

半
 

高
、
 

四
 

ケ
村
 

は
三
步
 

二
、
！
 

ケ
村
 

は
三
步
 

一
、
 

他
 

は
 

二
 

步
の
掛
 

に
し
 

て
、
 

そ
 

の
掛
り
 

高
總
計
 

一
 

萬
 

六
 

百
 

二
十
 

五
 

石
 

六
 

斗
 

一
 

升
 

四
 

合
 

四
 

勺
九
才
 

八
に
 

對
 

し
、
 

人
 

足
 

二
 

千
 

人
と
 

馬
 

百
 

二
十
 

疋
と
を
 

課
 

し
、
 

人
 

足
 

一
人
 

二
 

匁
、
 

1&
T 

一
 
 

疋
七
百
 

文
の
 

割
 

を
 

以
て
 

銀
納
せ
 

第
三
萆
 

交
通
 

附
兵
 

庫
と
 

西
國
諸
 

藩
と
の
 

關
係
 
 

11
 

七
 



港 
m 

神
 
戸
市
 
史
別
錄
 

一 
近
世
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

二
八
 

し
む
る
 
こ
と
、
 

し
、
 
此
銀
 
合
計
 
五
 
貫
 
百
 
四
 
匁
 
六
 
分
の
 
中
、
 人
足
 

一
 
人
に
 
付
き
 
百
 
文
、
 馬
 
一
疋
に
 
付
 

き
 
六
十
 
文
.
 合
計
 
二
 
貫
 
八
 
百
 
九
十
 

一
 
匁
 
三
分
 
七
厘
 
を
下
附
 
せ
ら
れ
 
た
れ
ば
、
 
殘
額
ニ
 
貫
 
二
百
 
十
 

三
 
匁
 
二
分
 
三
 
厘
 
を
 
十
二
 
ヶ
月
に
 
割
當
 

て
、
 
一
 
ヶ
月
 

f:: 八
十
 
四
 
匁
 
四
 
分
 
三
 
厘
 
六
 
毛
 
を
 
出
 
銀
す
 

る
 

の
 
定
 
な
 
b
 
 (
；
^
 ノ 

こ
れ
 
明
 
和
 
八
 
年
の
 
定
 
な
れ
 
ど
 
も
、
 其
 
後
年
 
を
經
 
る
に
 
從
ひ
貨
 
銀
昂
膀
 

し
、
 文
政
 

の
 
頃
に
 
は
 
四
 
貫
 
四
百
 
三
十
 
六
 
匁
 
七
 
分
 
七
厘
の
 
不
足
 
を
來
 
す
に
 
至
り
し
？
 

- 
ば
.
 文
 
政
 
二
 
年
 
九
 

兵
 
庫
の
 
宿
 
方
よ
-
.
^
 
銀
 
納
に
代
 
ふ
る
に
 
正
 
人
馬
 
を
 
以
て
せ
む
 

こ
と
 
を
 
五
十
八
 

ケ
 
村
に
 
依
頼
す
 

る
 
あ
り
し
 

も
、
 
二
れ
 
畢
竟
 
五
十
八
 

ケ
 
村
の
 

f
t
 
 ̂
 
を
大
 
に
す
 

る
 
所
以
 
な
れ
 
ば
、
 容
 
易
に
 
其
 
承
諾
す
 

る
 
所
と
 
な
ら
 

す
、
 終
 
に
 
文
政
 
四
 
年
 
八
月
 
大
阪
西
 
町
舉
行
 
所
の
 
取
調
ぶ
 

る
 
所
と
 
な
 
b
 
 、
同
 
七
 
年
に
 

至
り
 
漸
く
 
百
 
石
に
 
付
き
 
十
九
 
匁
 
五
分
 

一
 
厘
の
 
增
銀
を
 
出
す
 
こ
と
 

、 
な
 
b
 
て
 
落
 
著
せ
.
 
o。 

幕
 

末
內
外
 
多
事
の
 
時
に
 
至
 
.
^
.
宿
方
 
の
 
负
擔
愈
<
增
加
し
困
窮
甚
だ
 

し
 
か
.
^
 
し
を
以
 

て
、
 明
治
維
新
 

(七) 

後
賃
 
餞
を
增
 

し
、
 
且
 
つ
 
近
隣
 
百
 
三
十
 
三
 
ケ
村
を
 
兵
庫
傳
 

-ii? 所
の
 
附
屬
 
と
な
せ
 

り
。
 

兵
 
庫
の
 
港
灣
 

は
，
 元
 
祿
 
國
繪
阖
 
作
製
の
 
時
の
 
調
査
に
、
 
水
深
 
七
尋
 
乃
至
 
八
尋
 
に
し
て
 
大
船
 
を
 

(八〕 

入
る
、
 

を
 
得
べ
 
し
と
 

あ
 
b
 
て
、
 天
 
保
の
 
國
槍
 
圖
改
の
 
際
に
 
も
變
 
化
な
 

き
 
由
 
を
 
記
せ
り
。
 

さ
れ
 

ば
德
川
 
時
代
 
を
 
通
じ
て
 
港
灣
の
 
形
勢
に
 
は
大
 
な
る
 
變
化
 
な
か
 

b
 
し
が
 
如
く
.
 
其
 
良
港
た
り
 

し
 

- J  i
 
言
 
を
俟
た
 
ざ
れ
 
ど
 
も
.
 唯
 
東
南
の
 
風
 
を
 
防
ぐ
 
を
 
得
ざ
る
 
を
慽
 
と
す
る
 

が
 
故
 
に
、
 平
 
安
 
朝
 
時
 



4E
 

役
 

中
世
 
末
期
の
 

状
況
 

代
以
來
 
こ
の
 
不
便
 
を
 
除
か
む
 
が
た
 
め
の
 
修
築
 

*
.
、
 行
 
は
 
れ
 
し
 

何
等
の
 
施
設
 
を
 
見
す
。
 

故
に
 
兵
 
庫
 
碇
泊
の
 
船
舶
 

は
 
東
南
 
風
 

る
 
所
 
あ
.
 
0
 
き
 

U 
難
破
船
の
 
救
助
 
は
 
南
北
 
兩
濱
 
十
八
 

ケ
 
町
の
 

し
 
が
、
 そ
 
の
 
何
時
の
 
頃
よ
 

b
 
始
ま
り
し
 
も
の
な
る
 

や
 
明
な
ら
 

ら
ば
 
浦
 
役
人
 
竝
に
 
問
屋
 
舟
 
宿
 
出
で
 

て
 
改
め
 
浦
 
手
形
 
遣
す
 

ベ
 

破
の
 
節
 
は
 
兵
 
庫
 
御
 
扶
持
 
人
竝
に
 
名
主
 
惣
代
 
問
屋
 
船
宿
 
立
會
 

し
、
 檢
 
使
の
 
來
る
 

ま
 
で
 
荷
物
に
 
番
人
 
を
つ
 
け
て
 
待
つ
 

ベ
 
く
、
 大
 

次
第
に
 
任
せ
ら
 

る
 

、 
時
 
は
、
 浦
 
手
形
に
 
御
 
扶
持
 
人
名
 
判
 
相
 
加
 

室
町
 
時
代
に
 

は
 
西
 
海
、
 南
 
海
、
 山
 
陽
諸
國
 
よ
り
 
畿
內
に
 
上
ら
 

舶
に
對
 

し
、
 南
 
北
 
兩
關
に
 
於
て
 
關
税
 
を
徵
收
 
せ
し
 
の
み
な
ら
 

と
せ
し
 

を
 
以
て
、
 
我
國
 
海
運
 
上
 
兵
 
庫
の
 
地
位
 
は
 
頗
る
 
重
要
な
 

兵
 
庫
の
 
人
 
小
 
西
 
次
忠
の
 
明
に
 
入
り
て
 
世
 
宗
の
寵
 
遇
 
を
 
受
け
"
 

及
び
し
 
と
傳
 
へ
ら
る
、
 

が
 
如
き
 

は
、
 以
 
て
當
時
 
明
に
 
往
來
せ
 

き
も
の
な
、
 

り。 
然
る
に
 
雜
の
 
漸
く
 
繁
榮
に
 
赴
く
 
に
從
 
ひ
て
 

に
 
は
 
屢
<
 
兵
亂
 
の
 
巷
と
 
な
 
b
 
、
加
 
ふ
る
に
 
慶
長
 
元
年
の
 
震
 

の
 

第
三
 
章
 

交
通
 
附
兵
 
庫
と
 
西
國
諸
 
藩
と
の
 
關
係
 

が
、
 

德
 

川
 

時
代
に
 

は
 

之
に
 

關
 

す
る
 

に
 

警
戒
す
 

かう 
や 

ちの 

を
 
高
 
野
 
物
と
 
稱
し
 

負
擔
 

二  S
 

す。 

し
 
と
 ひ

 
相
 

阪
 

よ
 

ふ
 
ベ
 

む
 

と
 

す、
 

對
 

る
 

も
 

彼
 
地
 

し
 

兵
 

に
 

屬
 

し
、
 

之
 

を
 

浦
 

役
と
 

云
 

ひ
 

貞
享
の
 
令
に
 

は
 
難
破
船
 

あ
 

云
 

ひ
、
 

又
 

諸
 

大
名
の
 

荷
船
 

難
 

改
め
，
 

大
阪
藏
 

屋
敷
に
 

注
進
 

撿
使
 
來
ら
す
 
兵
 
庫
 
支
配
 

ニ
ニ
 

し
と
 
云
へ
.
 
o。 

し
て
 

兵
 

庫
に
 

寄
港
す
 

る
 

船
 

明
 
賀
易
船
 
亦
 
兵
 
庫
 
を
基
點
 

の
 

あ
り
き
。
 

天
文
 

十
九
 

年
 

に
 
留
ま
る
 
こ
と
 
十
三
 
年
に
 

庫
 
市
民
の
 

一
 
例
 
i
 
な
す
べ
 

兵
 
庫
 
は
衰
頹
 

し
、
 且
 
つ
 
室
町
 
末
期
 

た
 
め
 
殆
ど
 
全
滅
に
 
瀕
せ
 

る
 
も
、
 
な
 

二
 

九
 



西
國
 
と
の
 
海
 

運
闢
係
 

神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

三
 〇
 

ほ
瀨
 

6
-
 內
海
諸
 
港
の
 
中
に
 

あ
 

て
 
最
も
 
繁
盛
 
を
 
致
せ
し
 
こ
と
 

は
、
 慶
長
 
十
二
 
年
來
 
朝
の
 
朝
鮮
 

信
 
使
 

一
 
行
中
な
る
 
慶
七
 
松
の
 
紀
行
 

に
 
「
問
閣
 
之
 
盛
。
 人
 
物
 
之
 
衆
：
 雄
 
於
 
所
 
經
。
」
 と
 
記
 
せ
る
 
に
よ
，
 
-
て
 

二  一 II) 

も
 
知
る
 
を
 
得
べ
 

し
。
 

元
 
和
偃
武
 

後
、
 世
 
は
 
太
平
と
 

な
.
 
從
來
 
地
方
 
的
な
.
 
-
し
我
 
國
の
經
 
濟
關
係
 

も
 
漸
く
 
國
民
的
 

色
彩
 
を
帶
 
ぶ
る
 

に
 
至
 
り
、
 貨
幣
 
經
濟
の
 
普
及
 
亦
 

一
 
層
此
 
傾
向
 
を
 
助
長
せ
 
し
か
 

ば
、
 乃
ち
 
大
阪
は
 

我
 
國
經
濟
 

の
 
中
心
地
と
 

な
 

， ̂
、
諸
 
侯
は
藏
 
S
 
敷
 
を
 
置
 
き
、
 領
 
米
 
を
 
輸
送
し
て
 
此
處
 
に
資
捌
 

き
、
 諸
 

國
の
 

物
產
亦
 

大
阪
に
 

集
る
 

も
の
 

多
く
、
 

殊
に
 

西
 

國
の
物
 

K
 

は
 

*
1
 

瀬
 

內
海
を
 

經
て
大
 

阪
に
漕
 

運
せ
ら
れ
 

た
れ
 

ば
、
 

其
 

等
の
 

船
舶
 

は
 

多
く
 

兵
 

庫
に
 

寄
港
し
、
 

且
つ
 

大
阪
 

港
の
 

水
深
 

淺
 

き
た
め
 

兵
 

庫
に
 
於
て
 
小
舟
に
 
積
替
 
ふ
る
 

も
 
あ
り
。
 

參
觐
 
交
代
の
 
西
國
諸
 
仗
に
 
あ
 
b
 
て
 
は
、
 其
 
陸
路
 
山
陽
 

道
 

を
 

と
れ
る
 

者
 

も
、
 

海
 

路
瀨
 

5
;
 

內
海
 

に
よ
れ
る
 

者
 

も
、
 

い
 

づ
 

れ
も
兵
 

靡
を
經
 

過
せ
 

ざ
る
 

は
な
く
，
 

朝
鮮
 

信
 

使
 

及
び
 

和
 

蘭
人
の
 

江
 

11
^ 

參
鱧
も
 

亦
 

海
路
に
 

よ
り
て
 

此
 

地
に
 

出
入
せ
 

り
。
 

朝
鮮
 

信
 

使
 

の
來
聘
 

は
慶
長
 

十
二
 

年
に
 

始
 

b
 
 

、
明
 

和
 

元
年
ま
で
 

十
囘
 

あ
り
し
 

が
、
 

其
 

下
 

園
よ
り
 

大
阪
 

ま
で
の
 

道
程
 

は
每
に
 

海
路
に
 

よ
れ
り
。
 

蘭
人
の
 

參
 

府
は
慶
 

長
年
 

間
に
 

始
 

り
、
 

蒐
 

永
の
 

中
頃
 

以
後
 

寛
 

政
 

二
 

年
ま
で
 

は
 

殆
ど
 

每
年
 

參
府
を
 

例
と
 

し
、
 

其
 

後
 

五
 

年
 

目
に
 

一
 

度
の
 

參
府
に
 

改
ま
 

^
、
少
 

數
の
例
 

外
 

を
 

除
く
 

外
嘉
永
 

三
年
に
 

至
る
 

ま
で
 

繼
續
 

せ
し
 

が
、
 

こ
れ
 

亦
每
 

に
下
關
 

よ
，
 

0 
乘
 

船
し
て
 

東
に
 



(
1
5
 
 

(二 ( 

向
へ
，
 
5
。
 

而
 
し
て
 
此
等
 
海
路
 
東
上
す
 

る
 
者
 
は
、
 或
は
 
兵
 
庫
に
 
て
 
小
舟
に
 
乘
換
へ
 
大
阪
に
 
向
 
ひ
、
 

或
は
 
兵
 
庫
に
 
上
陸
し
 
陸
路
 
神
 
崎
に
 

至，..^ 
そ
れ
よ
り
 
再
び
 
乘
 
船
し
て
 
大
阪
に
 

至
 
b
 
 、
或
は
 
室
に
 

上
陸
し
て
 
陸
路
 
大
阪
に
 
向
 
ひ
、
 荷
 
物
の
 
み
 
船
に
 

て
 
送
り
し
 

も
 
あ
 

>  、
其
 
他
 
種
々
 

の
 
場
合
 
あ
り
て
 

二 
九) 

1
 

定
せ
 

ざ
れ
 

ど
 

も
、
 

元
 

文
 

五
 

年
 

以
後
 

は
 

多
く
 

兵
 

庫
に
 

上
陸
す
 

る
 

こ
と
、
 

な
れ
.
.
^
。
 

瀨
戸
內
 

海
 

航
行
 
か
く
 
盛
と
 
な
る
 
に
從
 

ひ
、
 西
 
國
ょ
 

b
 
大
阪
に
 
向
 
ふ
 
船
舶
の
 
兵
 
庫
に
 
入
港
す
 

る
 
も
 
の
 
益
，
^
 多
 

き
を
 

加
 

へ
、
 

兵
 

庫
と
 

西
國
 

と
の
 

海
運
 

上
の
 

關
係
 

深
き
 

を
 

加
 

へ
 

し
 

は
 

固
よ
、
 

り
な
り
。
 

北
 

國
及
ぴ
 

東
 

北
國
 

及
び
 

出
 

羽
津
輕
 

方
面
と
 

兵
 

庫
と
の
 

關
係
 

は
德
川
 

時
代
 

初
期
に
 

始
れ
 

り
。
 

從
來
 

こ
れ
 

ら
の
 

地
方
の
 

貨
物
 

は
 

越
 

前
敦
賀
 

又
は
 

若
 

狹
小
濱
 

に
 

漕
 

蓮
せ
ら
れ
、
 

そ
れ
よ
，
 

9 
陸
路
 

琵
琶
湖
の
 

北
岸
な
る
 

鹽
 

津
、
 

海
 

津
、
 

或
 

は
 

今
 

津
 

に
 

出
 

で
、
 

湖
 

上
 

を
 

大
津
に
 

運
 

び
、
 

大
 

阪
に
 

輸
送
 

せ
ら
れ
し
 

を
以
 

て
、
 

敦
 

賀
、
 

小
 

濱
の
兩
 

地
 

は
こ
れ
 

が
た
 

め
 

頗
る
 

繁
昌
せ
，
 

9
。
 

元
 

和
 

童
 

永
の
 

頃
 

俵
物
の
 

敦
賀
 

入
津
 

高
 

一
 

ケ
年
百
 

萬
 

俵
と
 

稱
 

せ
ら
る
.
 

-
は
 

固
よ
 

b
 

信
じ
 

難
き
 

も
、
 

其
 

多
數
 

な
り
し
 

こ
と
 

は
 

疑
 

ふ
 

ベ
 

010〕 

か
ら
す
。
 

小
濱
は
 

室
町
 

時
代
に
 

一
 

度
 

隆
盛
 

を
 

極
め
し
 

が
、
 

德
川
 

時
代
に
 

は
 

寛
 

永
 

以
後
 

繁
榮
に
 

向
 

ひ
し
が
 

如
く
、
 

延
寶
 

八
.
 

九
 

年
の
 

頃
 

極
 

盛
時
に
 

入
れ
，
 

9。
 

然
る
に
 

一
 

方
に
 

於
て
 

寛
 

永
 

乃
至
 

寛
 

文
の
 
頃
よ
.
^
 
下
關
 
を
迂
囘
 
し
て
 
海
路
 
大
阪
に
 
輸
送
す
 

る
 
こ
と
 
始
 
り
、
 此
 
航
路
 
年
を
逐
 
ひ
て
 
盛
 

と
な
り
し
 

か ば、 敦賀
、
 小 濱
の
兩
 地 は 漸
く
 に 其
 影
響
 を 受
け
 て 衰
微
に
 就き
、
 下關
、
 兵 庫
の
 

第
三
 

章
 
 

通
附
兵
 

庫
と
 

西
國
諸
 

藩
と
の
 

關
係
 
 

三
 

一 



下
閼
迂
 

同
航
 

神
 
戶
市
史
 

^
0
 
 
- 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
 

兩
地
は
 

之
に
 

反
し
 

從
來
入
 

律
 

を
 

見
 

ざ
，
 

9 

こ
と
 

， 
な
れ
り
。
 

下
 
關
迂
囘
 
航
路
の
 
濫
觴
に
 
就
き
て
 

は
 

二
百
 

五
十
石
 

乃
至
 

三
百
 

石
 

積
の
 

廻
船
 

を
 

者 之 

に
 
其
 
賣
捌
を
 
依
託
せ
 

る
 
時
.
 个
 
庵
と
 
呢
 

(ニ
ニ)
 

始
め
と
 

す
と
。
 

或
は
 

明
曆
 

年
中
 

大
阪
 

b 
 

、米
 

價
の
廉
 

なる
 

に 驚
き
て
 

歸
阪
 

し"
 

三
 
三 〕 

と
も
 

云
 

ふ
。
 

貝
 

原
 

益
 

軒
 

は
 

其
 

著
績
諸
 

や
し
て
 

海
路
 

大
阪
に
 

行
く
 

由
 

を
 

記
せ
 

を元
祿 

初年
の 

作と
 

すれ
 

ば、 下 關 經 

關
迂
囘
 

航
路
の
 

真
 

文
 

以
前
に
 

開
か
れ
し
 

所
に
 

し
て
.
 

且
 

つ
 

真
 

文
 

七
 

年
 

敦
賀
郡
 

中
よ
 

六
 

年
 

巳
 

前
 

御
大
 

名
 

米
 

大
阪
へ
 

廻
、
 

り
始
，
 

夫
 

々
」
 

と
 

あ
る
に
 

よ
れ
 

ば
、
 

蒐
 

永
年
間
に
 

始
れ
 

險
惡
 

に
し
て
 

風
波
の
 

難
に
 

遭
 

ふ
 

も
の
 

多
 

び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

三
 
二
 

し
 

北
國
货
 

物
迥
潸
 

に
よ
，
 

り 
て
、
 

其
.
 

繁
 

榮
を
增
 

加
す
 

る
 

0 々 

W
 

て
 

近
な
 

の
 

人
 

舟
運
 

州
 
め
 

>9 

由
 
は
 

- 
J 

と
 

>9 

よ
 
b
 

，ON 
と
 力 

の
說
 

あ
り
。
 

或
は
 

云
 

ふ
、
 

寛
 

永
年
間
 

加
州
 

藩
が
 

米 一 萬 石 を 大阪に 
廻送 し、 淀 屋个庵 

な る 

る
 

兵
 

庫
の
 

北
風
 

彥
太
郞
 

其
 

渡
海
 

を
 

支
配
せ
 

る
 

迥
國
 

修
行
に
 

出
で
 

て
 

越
後
 

國
新
發
 

田
の
 

邊
に
 

に
よ
り
て
 

米
 

を
 

大
阪
に
 

入
津
せ
 

し
め
し
に
 

始
 

ぐ
，
 

り
に
、
 

二
十
 

四
 

五
 

年
 

以
來
加
 

賀
米
欽
 

賀
に
來
 

此
 
書
の
 
著
作
 
年
代
 
明
な
ら
 
ざ
れ
 
ど
 
も
、
 假
 

Ky 
に
 

直
 
文
 
以
後
の
 
こ
と
 

、 
な
る
 

が
 
如
く
な
 

る
 
も
、
 下
 

は
、
 

新
 

井
 

白
 

石
の
 

奥
 

羽
 

海
 

iS
i 

記
に
 

よ
，
.
^
 

明
な
る
 

國
廻
舉
 
行
に
 
提
出
し
た
 

る
 
請
願
書
 

に
、
 ー
貳
拾
 
五
 

以
來
 

商
人
 

之
 

俵
物
 

等
 

迄
年
增
 

大
分
に
 

廻
り
 

云
 

0
5
)
 

す
る
 

を
 
以
て
 
妥
當
 
と
す
べ
き
 

か
。
 
但
し
 
海
路
 

し 
か ば、
 

遽 に
^
な
る
 

に 至ら
 

ざち
 

し
な
ら
 

む。
 



寬
文
十
 
年
 
幕
府
 
河
村
瑞
 

賢
.
 
に
 
命
じ
、
 
奧
 
州
の
 
公
領
 

り
、
 同
 
十
二
 
年
 
更
に
 
出
 
羽
の
 
公
領
 
米
 
を
 
江
 

に
 
廻
 

備
 ま
 
等
の
 
諸
 
國
に
遣
 

し
、
 其
 
地
の
 
住
民
に
 
就
き
て
 

を
 
問
 
は
し
 

め
、
 又
 
出
發
 
地
た
 

る
 
羽
 
州
 
酒
田
釉
 
浦
の
 

き
 
漕
 
運
の
 
方
法
 
を
 
建
議
し
て
 
幕
府
の
 
容
る
 

、 
所
 

比
 
浦
、
 攝
 
津
の
傳
 

法
、
 河
 
邊
^
 
脇
 
濱
等
を
 
初
め
、
 
尾
 
1
^
 

渡
の
 
小
 
木
、
 能
 
登
 
の
 
福
 
浦
、
 伹
 
馬
の
 
柴
 
山
、
 石
 
見
の
 
湯
 

伊
勢
の
 
萬
 
坐
、
 志
 
摩
の
 
畔
乘
 
及
び
 
伊
豆
の
 
下
田
に
 

を
儉
 
せ
し
 

め
、
 沿
 
道
の
 
諸
侯
 
有
司
に
 
令
し
て
 
漕
 
船
 

暗
礁
 
あ
る
に
 

よ
 
b
 
水
先
 
案
 
內
船
を
 
置
く
 
等
、
 種
 
々
 

し
て
 
酒
 
田
に
 
到
 
b
 
 、
運
 
船
を
釉
 
浦
に
 
集
 
め
、
 五
 
月
 
を
 

b
 
の
歸
途
 
沿
海
 
諸
國
 
を
邁
訪
 

し
、
 各
 
港
務
 
場
を
歷
 

に
 
長
 
崎
に
 
赴
 
き
、
 航
 
運
上
の
 
視
察
 
を
 
了
へ
 

て
、
 再
 
び
 

阪
に
抵
 

り
.
 
そ
 
れ
ょ
，
 
9. 
陸
路
 
江
 

II； 
に
歸
 
り
し
 

が
、
 釉
 

に
 
達
 
し
、
 而
 
も
 

一
 
粟
 
を
 
失
 
ふ
こ
と
 
な
か
，
^
 

き
。
 

是
 

第
三
 

章
 
 

<
 

ス
通
附
 

兵
 

庫
と
 

西
國
諸
 

藩
と
の
 

關
係
，
 

米
 
を
 
江
 

in. 
に
 
廻
 
漕
せ
 
し
め
 

て
 
成
功
せ
 
し
ょ
 

漕
す
べ
き
 

を
 
命
じ
 
た
れ
 

ば
、
 瑞
 
賢
 
乃
ち
 
人
 
を
 

漕
 
道
の
 
利
 
害
、
 島
 
嶼
 
の
 
險
艱
、
 
港
 
灣
 
の
 
便
 
要
 
等
 

形
勢
 
を
 
調
査
せ
 
し
め
、
 
そ
れ
ら
の
 
報
告
に
 
基
 

と
な
る
。
 

卽
ち
 
讚
岐
の
 
S
 
飽
 
島
.
 備
 
前
 
の
 
日
 

• 伊
勢
 
諸
 
國
の
船
 
隻
を
も
 
用
 
ゐ
、
 酒
 
田
 
袖
 
浦
、
 佐
 

津
、
 長
 
門
 
の
 
下
關
、
 
攝
 
津
の
大
 

阪
、
 紀
 
伊
の
 
大
 
島
-
 

立
 
務
場
を
 
置
き
て
 
船
の
 
遲
 
速
，
 水
 
夫
の
 
勤
怠
 

に
 
保
護
 
を
 
加
へ
 

し
 
め
、
 又
 
下
關
の
 
海
中
に
 

は
 

準
備
す
 

る
 
所
 
あ
り
。
 

三
月
 
瑞
賢
江
 

を
發
 

限
り
て
 
順
次
に
 
出
發
 
せ
し
 

め
、
 己
 
も
 
酒
 
田
よ
 

按
 

し
、
 

北
 

陸
、
 

山
 

陰
兩
 

道
を
經
 

て
下
關
 

よ
り
 

更
 

長
 
州
に
 
引
返
 

し
、
 海
 
路
瀨
 

內
海
を
 
經
て
大
 

浦
を
發
 
せ
る
 
運
 
船
 
は
 
相
 
踵
い
 

で
 
七
月
 
江
 

に
 
於
て
 
瑞
賢
は
 
更
に
 
幕
府
に
 
獻
策
 

し
、
 港
 
務
 

三
 三
 



祌
 
戶
市
史
 

^
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

三
 四
 

場
に
 
吏
 
を
 
置
 
き
、
 下
 
關
に
 
水
先
 
案
內
 
船
を
備
 

へ
、
 志
 
摩
 
白
 
崎
 
山
の
 
條
燧
 
を
ば
.
 
永
遠
に
 
廢
歇
せ
 

ざ
 

る
 
こ
と
，
 
-
せ
 
し
か
 

ば
、
 我
 
海
運
 

こ
 
れ
 
よ
り
し
 
て
大
 

に
 
發
展
し
、
下
關
迂
1
^
航
路
 

は
 
益
 

< 盛
に
 
利
用
 

(二 五. - 

せ
ら
る
.
 
-
に
 
至
れ
り
.
 

然
れ
 
ど
も
 
小
 
溶
よ
 

b
 
近
 
江
に
 
通
す
 

る
 
街
道
に
 

は
 
元
祿
の
 
頃
ま
で
 

な
 

0 
 

二 
じ
 
 

► 

ほ
 
駄
馬
 
四
 
f
H
 
疋
 
あ
，
.
 >
 
 し
と
 
云
 
へ
 
ば
.
 蕩
 
來
の
 
陸
運
の
 
容
易
に
 
廢
れ
 
ざ
ら
 

し
 
を
 
知
る
 

ベ
 
く
、
 敦
 
賀
 

(二 七： 

も
 
貞
 
享
、
 元
 
祿
 
乃
至
 
正
德
の
 
頃
ま
で
 

は
 
市
中
な
 

ほ
 
繁
昌
せ
 
し
こ
と
 
當
 
時
の
 
文
學
に
 
見
え
た
 

b
„
 

下
 
關
迂
囘
 
航
路
の
 
發
達
 
に
つ
れ
、
 
敦
贺
の
 
入
律
货
 
物
 
著
し
く
 
減
せ
 

し
 
は
享
保
 
以
後
の
 
こ
と
な
 

(二八〕 

b
 

と
 

す
 

海
陸
 

兩
路
の
 

下
 

關
迂
囘
 

航
路
の
 

か
く
 

盛
大
と
 

な
，
.
^
 

し
 

は
 

其
 

奮
來
の
 

陸
路
 

輸
に
 

比
し
 

费
用
少
 

き
が
た
 

比
較
 

め
に
 

し
 

て
、
 

蒐
 

文
 

年
間
の
 

計
算
に
 

よ
れ
 

ば
、
 

米
 

百
 

石
 

を
 

越
後
よ
り
 

海
路
 

大
阪
 

ま
で
 

運
ぶ
 

と
敦
賀
 

に
て
 

陸
揚
げ
し
 

大
津
 

ま
で
 

運
ぶ
 

と
 

比
較
す
 

る
 

時
 

は
、
 

其
 

费
用
 

前
者
の
 

方
 

三
 

石
 

三
 

斗
 

八
 

升
卽
ち
 

(二 九〕 

銀
 

に
 

換
算
 

せ
ば
 

百
 

八
十
 

匁
 

許
 

少
し
。
 

而
 

し
て
 

海
路
の
 

利
用
 

盛
と
 

な
る
 

に
 

從
ひ
此
 

差
益
.
^
 

大
と
 

な
，
 

9 
し
が
 

如
 

く
、
 

享
 

保
 

三
年
に
 

は
 

越
後
 

新
 

よ
.
^
 

米
 

千
 

石
 

を
 

海
路
 

大
阪
に
 

廻
す
 

と
、
 

敦
贺
 

を
經
 

て
 

大
津
に
 

送
る
 

と
 

比
較
 

す
れ
ば
、
 

前
者
 

は
 

後
者
よ
り
も
 

賣
 

E
 

只
 

米
に
 

於
て
 

銀
 

二
十
 

九
 

貫
 

二
百
 

五
 

十
五
 

匁
 

六
 

分
 

八
 

厘
、
 

藏
入
赁
 

を
 

要
せ
ざ
る
 

諸
 

城
 

米
に
 

於
て
も
 

銀
十
贯
 

七
；
 

A
 

七
十
 

九
 

匁
 

四
 

分
 

五
 

(三
 

9
 

厘
の
 

利
益
 

あ
，
 

9 
き
。
 

加
 

之
 

途
中
に
 

於
け
 

る
 

米
の
 

減
少
 

も
 

海
路
に
 

よ
る
 

方
少
 

か
り
し
 

か
ば
、
 

難
 



破
 

等
の
 

こ
と
な
き
 

限
 

を
 

逐
 

う
 

て
 

益
 

< 
盛
と
 

な
 

北
國
 
船
の
 
入
 

は
 
皆
 
陸
 

下
關
 

に
 

有
利
 

る
 

密
接
 

き
も
の
 

略
 
 

< 
 

推
 

想
 

よ
，
 
9
 
 #
 

を
し
て
 

ぐ
 

こ
と
 

路
 

に
よ
 

迂
囘
航
 

な
る
 

地
 

と
 

な
 

れ
 

、
有
無
 

せ
ら
る
 

米
 

を
 

積
 

、
せ
し
 

に
つ
れ
 

ゅ
に
北
鷗
 

>9 
し
 

路
 

の
 

位
 

に
 

>9 

に
 

つ
 . 

所
 

み
 

て
 

極印 

よ
 

r9 

て、 匕 

船
圍
 

尼
 
崎
 

津
頗
 

る 大 

-
兵
 

海
運
の
 

便
 

に
 

至
れ
り
 

を
俟
 

よ 

、ベ
 

、
殊
 

し 
. 

し 

ヒ
 

內
 

艮
 

も
 

の
 

は
、
 

何
 

れ
も
 

尼
崎
領
 

に
北
國
 

船
の
 

入
：
 

頃
る
 

第
三
 

窣
 

交
通
 

附
兵
 

庫
と
 

西
國
諸
 

藩
と
の
 

關
係
 

と
 
 

一一
！ 

曰
 

達
に
 

ち
 
し
 

葷
 

に
 

し
 

て
 

阪
 

に
 寧
 

は
 

船
の
 

賃
及
 

時
代
 

多
 
き
 

hy 

兵 き 

兵 よ 

る 

め、 

匕 

>9 

至 

益
遙
に
 

陸
運
に
 

勝
 

. 
但
し
 

此
 

航
路
 

は
單
 

た
 
す
。
 

敦
 

賀
、
 

小
 

濱
 

の
 

葷
 に
し
 て、 北 

百
餘
年
 

前
よ
 

資
料
な
 

け
れ
 

正
 

德
ニ
年
 

幕
 

船
に
 
赞
 
し
、
 兵
 

以
て
 

廻
 

漕
の
 

輸
送
 

上
 

重
要
 

入
津
 

も
 

一
 

曆
 

國
 

問
屋
 

十
 

1 

納
め
 
來
 
り
し
 

り
し
 

を
 

知
る
 

、
其
距
 

に
 

貨
 

二
 

港
の
 

國
 

方
面
 

(三 
一 ) 

ど
、
 

下
關
 

府城米 

庫
 
叉
 
は
 

途
中
 

竊
 

な
る
 

港
 

增
 
加
せ
 

人
よ
，
 9 

も
の
な
 

打 と 大 力 る 

の 同 

、H
> 

な 

を
受
 

海
運
 

り
 
し
 

じ
 

く
 

法
規
 川

 
口
 

貨
物
 

(
三
ョ
 

b 
 

、
享
 

ら
 
む
。
 

す
 
る
 

と
 

見
 

遠 

き
に
 

か
 

送
の
 

み
 

C 
 

二三
) 

ベ
 
し
。
 

し
に
 

反
 

の
 

關
係
 

い
ふ
 

北
 

次
 

隆
運
 

定
 め、 西 

て
 

奉
行
 

積
み
込
 

以
後
 
敦
 

天
明
 

年
 

材
木
 
置
 
場
 

え
た
れ
 

ば
、
 三

 
五
 

ナ を 保 

> 
ま
 

一 >  6
 

し
、
 

下
 

こ
 

れ
 

米 問 

に
 

向
 

國
及
 

組
與
 

む
 
の
 

賀
入
 

間
の
 

冥
加
 

ら
す
年
 

b
 
 

、
旅
人
 

關
と
共
 

よ
 

り
 

M
 

星
の
 
如
 

ひ
し
 
は
 

び
北
國
 

力
 
同
心
 

弊
 

を
 

防
 

律
 

貨
物
 調

査
に
 

銀
な
る
 

明
和
以
 

前
 

旣
 



神
-
 户
市
史
 

刖
錄
 

同
 

貨
物
の
 

賫
 

こ
 

れ
 

入
港
す
 

せ
る
 

も
 

最
も
 
多
 

年
中
 

加
 

し
て
、
 

春
 

得
ざ
る
 

云
 
ふ
。
 

物
 

を
 

其
 

後
、
 

往
々
 ひ
、
 

途
中
 

庫
 
に
 
て
 

る
 

場
合
 歸

國
 

し
-
 

(三 ran 

せ
 
，0。 

ら と の よ 蓋 

北
國
 
よ
，
 9 

も
 
之
 
を
 
m
 

は
、
 

兵
 

庫
 

の
 

北
 

國
物
產
 

藩
の
 
廻
 
米
 

米
、
 

秋
は
鯡
 

あ
ら
 
す
ん
 

し
 

此
等
小
 に

 
て
 
賣
 
ら
 

々
の
 
故
障
 

て
 
賣
る
こ
 

來 

ま 翌 

り
た
り
 

と
 

、
風
波
の
 

患
 

春
 
を
 
待
つ
 

を 

ば- 

て 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
！
^
 
革
 

る
 
船
舶
 
は
 
之
 
を
 
北
 
前
 
船
と
 
稱
 

く
こ
と
 
な
く
 
大
阪
に
 
向
 
ひ
し
 

屋
に
 
依
託
し
て
 
資
捌
 
く
も
の
 

取
扱
 
ひ
し
 
は
卽
ち
 
北
風
 
家
な
 

支
配
せ
 
し
に
 
因
由
す
 
る
な
ら
 

を
將
來
 
す
る
 
こ
と
 
多
 
く
、
 尾
 
道
 

，
瀨
 

tr
; 

內
 

海
の
 

小
 

港
に
 

寄
港
せ
 

に
て
 
大
阪
 
方
面
に
 
向
 
ふ
 
船
舶
 

こ
と
 
を
勸
 
む
る
 
も
の
 
多
 
か
.
.
^
 

申
立
て
 
値
下
げ
 
を
强
 
要
す
る
 

な
 

く
、
 

兵
 

庫
に
 

來
 

b
 

て
 

取
引
せ
 

ふ
。
 

而
 

し
て
 

秋
季
 

入
港
の
 

船
 

思
 

ひ
、
 

船
 

を
ば
 

兵
 

庫
 

又
は
 

大
阪
 

更
に
 
陸
路
 
を
 
取
.
.
 M
」
 
來
 

、
圍
 

三.
 

K
 

し
.
 

城
 

米
 

を
 

積
載
せ
 

る
 

も
の
 

は
 

兵
 

庫
に
 

が
、
 

貴
 

買
 

米
 

或
は
 

其
 

他
の
物
 

產
を
 

積
載
 

多
 

か
、
 

り
き
。
 

而
 

し
て
 

問
屋
の
 

中
に
 

て
 

b
。
 

こ
れ
 

或
は
 

北
風
 

彥
太
 

郞
の
寬
 

永
 

む
。
 

北
 

前
 

船
の
 

來
る
は
 

春
秋
 

ニ
季
に
 

を
 除
く
 
の
 外
 
は
 、
風
 波
の
 
都
合
 
巳
む
 
を
 

す
、
 

下
 

關
ょ
，
 

o 
直
に
 

兵
 

庫
に
 

向
 

ひ
し
と
 

を
 

見
ば
、
 

小
舟
 

を
 

沖
に
 

出
し
て
 

精
載
貨
 

し
か
 

ど
.
 

一
 

度
賣
買
 

契
約
 

を
な
 

し
た
る
 

こ
と
 
あ
，
 
9 
し
を
以
 

て
、
 航
 
海
 
者
 
之
 
を
 
厭
 

る
な
 

り
。
 

殊
に
 

米
 

は
 

八
 

分
 

通
り
 

は
 

兵
 

舶
 
の
 

航
 
の
 
期
 
後
 
れ
 
て
 
冬
 
季
 
に
 
入
 
れ
 

川
口
に
 
圍
ひ
置
 

き
.
 乘
 
組
 
員
の
 
み
 
陸
路
 

ひ
 
置
き
し
 
船
に
 
乘
，
 0 
て
^
る
 
を
 
例
と
 



s
?
 
の
關
 

降
っ
て
 
寬
 
政
の
 
頃
 
幕
府
 
蝦
夷
 
地
の
 
拓
殖
に
 
著
 
眼
 
し
、
 會
 
所
 
を
 
江
芦
靈
 
岸
 
橋
に
 
開
 
き
、
 江
 

大
 

0
 
 

(三
 

S)
 

阪
、
 箱
 
館
、
 下
 
關
 
等
の
 
商
 
估
に
 
命
じ
て
 
蝦
夷
 
物
產
の
 
交
易
に
 
從
事
 
せ
し
め
し
 

が
、
 就
中
 
兵
 
庫
 
佐
 
比
 

江
 
町
に
 
住
せ
る
 
播
州
 
高
 
砂
の
 
人
 
御
影
 
屋
 
y
 
松
 
右
 
衞
門
は
 
幕
府
の
 
特
命
 
を
 
受
け
、
 
蒐
政
ニ
 
年
 
及
 

び
 
三
年
の
 
兩
度
擇
 
捉
に
航
 
し
て
 
波
 
止
 
を
 
築
造
 

し
、
 其
 
後
 
も
 
屢
<
 
 蝦
夷
 
に
 
至
り
て
 
箱
 
館
の
 
築
港
に
 

も
與
れ
 

同
じ
く
 
兵
 
庫
 
在
住
の
 
淡
 
路
の
人
 
高
 
田
屋
嘉
 
兵
衞
亦
 
命
せ
ら
れ
 

て
、
 寛
 
政
 
十
二
 
年
 

手
 
船
辰
悅
 
丸
に
 
乘
じ
擇
 
捉
に
赴
 

き
、
 酒
、
 煙
 
草
、
 衣
 
服
、
 諸
 
器
 
を
 
土
人
に
 
與
へ
、
 
漁
場
 
を
 
開
き
て
 

還
，
 り 

し
 

よ
 

b
 
 

、
蝦
 

夷
に
 

航
 

す
る
 

も
の
 

漸
く
 

多
 

く
、
 

嘉
 

兵
衞
の
 

如
き
 

は
 

年
々
 

松
 

前
に
 

往
來
 

し
て
 

彼
 

地
の
 

(=
1 

七)
 

物
 
產
を
兵
 
庫
に
 
將
來
 
せ
り
。
 

是
に
 
於
て
 
北
國
 
航
路
 
は
 
延
長
 
せ
ら
れ
て
 

松
 
前
 
に
 
達
し
、
 
蝦
夷
 
地
 

と
 
兵
 
庫
と
の
 
海
運
 
上
の
 
關
係
を
 
生
 
じ
、
 安
 
政
 
五
 
年
 
幕
府
の
 
箱
 
館
 
產
物
會
 
所
 
出
張
所
 

を
 
兵
 
庫
に
 

(三 八) 

設
 
く
る
 

や
、
 此
 
關
係
は
 

愈
.
 H
 农
接
 
と
な
れ
 

り
。
 

扛
戶
 
と
の
 
關
 

兵
 
庫
と
 
江
 
5
,
 
と
の
 
關
係
亦
 
甚
だ
 
密
接
な
る
 
も
の
 

あ
，
 
り。 

江
 

大
阪
 
間
の
 
漕
 
運
に
 
從
 
事
せ
 

係
 
 

(三
 
九
)
 
 

， 

し
菱
垣
 
廻
船
な
る
 
も
の
 

、 
起
原
 
は
 
蓋
し
 
元
 
和
 
年
間
に
 
あ
れ
 

ど
、
 
そ
 
の
 
大
に
發
 
達
せ
し
 
は
灘
の
 

酒
造
業
の
 
發
達
 
に
よ
る
。
 

灘
と
は
 
武
庫
 
川
 
附
近
よ
り
 
生
 
田
 
川
 
附
近
 

ま
 
で
の
 
沿
海
 
大
凡
 
六
 
里
 

の
 
地
の
 
總
稱
 
に
し
て
、
 
之
 
を
 
大
別
し
て
 
今
津
 
鄕
、
 西
 
宮
 
鄕
、
 東
 
鄕
、
 中
 
鄕
、
 西
 
鄕
 
と
し
、
 
名
け
 

て
 
灘
の
五
 

鄕
と
云
 

ふ
。
 

其
 
後
 
安
 
永
 夫
 
明
の
 
頃
に
 
至
り
 
起
れ
 
る
灘
 
十
二
 
鄕
の
稱
 
呼
 
は
、
 攝
.
 泉
 
二
 
州
の
 
釀
造
 

第
三
 

草
 

i
 

ス
通
附
 

兵
 

庫
と
 

西
國
諸
 

藩
と
の
 

關
係
 
 

三
 

七
 



神
 
戶
市
史
 

^
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一 二  A
 

地
を
總
 

括
せ
 

る
 

も
の
に
し
 

て
、
 

攝
 

州
に
.
；
 

S
 

す
る
 

も
の
 

を
大
阪
 

三
 

尼
 

崎
、
 

西
 

宮
、
 

今
 

、#
. 

灘
 

四
 

組
、
 

兵
 

庫
 

と
 

し，
.！
：^
 

州
に
 

H
?
 

す
る
 

も
の
 

を
雜
 

鴻
 

池
の
 

酒
造
家
 

山
中
 

新
 

右
 

衞
門
淸
 

酒
 

を
 

造
り
て
 

陸
路
 

江
 

II
； 

に
 

し
 

よ
 

b
 
 

、
伊
 

丹
、
 

池
 

田
，
 

灘
 

五
鄉
 

等
に
 

て
こ
れ
 

に
 

傚
 

ふ
 

も
の
 

多
く
、
 

そ
 

陸
路
に
 

よ
り
し
 

が
、
 

兵
 

庫
の
 

北
風
 

彥
太
郞
 

始
め
て
 

之
 

を
 

船
に
 

て
 

も
の
 

次
第
に
 

多
く
 

な
れ
，
 

os
。 

彥
太
郞
 

は
 

當
時
手
 

船
 

三
 

艘
を
有
 

云
 

ふ
。
 

蓋
し
 

貰
 

永
年
間
の
 

こ
と
な
ら
む
。
 

當
 

時
五
鄕
 

よ
り
 

洒
 

と
す
る
 

者
、
 

魚
 

崎
 

以
東
 

は
 

槪
ね
大
 

阪
に
輸
 

し
、
 

魚
 

崎
 

以
西
 

は
 

兵
 

扉
 

唯
 

小
舟
に
 

載
せ
 

出
し
て
 

廻
 

漕
 

船
に
 

送
付
す
 

る
に
 

過
ぎ
 

ざ
 

り
し
 

兵
 

庫
、
 

大
 

阪
と
 

同
じ
く
 

直
接
 

江
 

芦
 

に
 

廻
 

漕
す
 

る
に
 

至
れ
，
.
 

其
 

の
 

起
 

り
、
 

主
 

と
し
て
 

灘
 

十
二
 

鄕
の
洒
 

荷
の
 

漕
 

運
 

を
な
 

す
に
 

至
り
 

酒
 

以
外
の
 

貨
物
 

を
 

搭
載
す
 

る
 

こ
と
 

、 
な
り
し
 

が
、
 

大
 

阪
 

よ
 

b
 

す
 

和
 

を
 

見
て
 

出
船
す
 

る
 

こ
と
 

あ
り
し
 

か
 

ば
、
 

兵
 

庫
 

は
 

江
 

In
- 

と
 

上
方
 

重
要
な
る
 

地
位
 

を
 

占
め
た
り
。
 

さ
れ
 

ど
 

旅
行
者
の
 

兵
 

庫
よ
，
.
 

> 

取
り
し
 

が
、
 

幕
末
 

外
交
問
題
 

起
こ
る
 

と
共
に
、
 

大
船
 

建
造
の
 

禁
解
 

鄕、
 

傳
 

法、
 

北
 

在、
 

三
 

S
 

、池
 

田、
 

伊
 

丹，
 

と
す
。
 

初
め
 

慶
 

長
年
 

間
攝
州
 

積
 

下
し
、
 

世
人
の
 

嗜
好
に
 

投
せ
 

の
 

江
 

ti
; 

へ
 

の
 

運
輸
 

法
 

は
 

最
初
 

廻
 

潜
せ
 

し
ょ
 

，9
、 

海
 

星
に
 

よ
る
 

し
、
 

又
 

酒
造
業
 

を
も
營
 

み
し
と
 

を
 

直
接
に
 

江
 

II
!'
 

に
迥
 

漕
せ
 

む
 

に
輸
 

し
た
れ
 

ば
、
 

西
 

宫
 

よ
り
 

は
 

が
、
 

資
 

永
の
 

頃
よ
，
.
 

>
 
 

西
 

宮
も
亦
 

後
享
保
 
年
間
 
称
 
廻
船
な
る
 

も
 

た
れ
ば
，
 

菱
垣
翅
 

船
 

は
 

自
ら
 

淸
 

る
 

船
 

も
 

一
 

旦
兵
 

庫
に
 

來
 

b
 

日
 

と
の
 

海
路
 

交
通
に
 

於
て
 

頗
る
 

江
 

III 
に
 
向
 
ふ
 
者
 
は
 
皆
 
陸
路
 
を
 

か
れ
し
の
 

み
な
ら
 

す
、
 

商
 

船
 

及
 

， 



市
民
 
所
有
の
 

び
 
軍
艦
の
 
外
國
ょ
 

頻
繁
な
る
 

江
 
戶
、
 京
 

乘
 
じ
て
 
上
洛
せ
 

る
 

以
て
、
 

慶
應
 

三
年
 

二
 

と
 
を
 
出
願
 

し
、
 大
 
阪
 

(四 ミ) 

，
匕
 り 月 

買
 
入
.
 れ
 
ら
 
る
、
 

あ
 

間
の
 
往
復
 
多
く
 
之
 

.C
N。
 

從
 

ひ
て
 

其
發
 

其
 
費
用
に
 
充
當
の
 

の
强
 
硬
な
る
 
反
對
 

兵
 
庫
が
 
西
國
 

を 以 て、 市 民 の 

査
 
せ
る
 
所
に
 

よ
 

に
 
次
ぎ
て
 

は
、
 兵
 

れ
，
 o。 
而
も
 主
 

1
 
艘
 
も
 
な
 
か
 

艘
の
 
中
、
 廻
船
 
二
 

四
艘
 
と
な
れ
 

り
。
 

西
 

れ 

Hat 

と し 

有 

き 
一 

し 

及
び
 
江
 
II； と

の
 
海
 

に
屬
 する， 船舶

の
 

總
計
 
三
千
 
百
 
七
十
 

は
 
第
二
 
位
 
を
 
占
め
 

て
江
戶
 
方
面
へ
の
 

ど
、
 

兵
 

庫
 

は
 

九
艘
を
 

艘
ぁ
 

b
 
し
が
、
 
天
明
 

國
、
 

北
 

國
 

方
面
の
 

貨
 

ば
れ
し
 

が
 

故
 

に
、
 

兵
 

庫
の
 

廻
船
が
 

西
 

阔
北
 

第
三
 

章
 

交
通
 

附
兵
 

庫
と
 

西
國
諸
 

藩
と
，
 

力 

十
五
 

b
 
て
よ
 

り
、
 海
 
路
の
往
 
來
も
亦
 
加
 
は
 
り
、
 幕
 
府
 
有
司
の
 

に
よ
る
 
こ
と
、
 

な
 
り
、
 將
 
軍
 
家
 
茂
の
 
如
き
 

も
、
 軍
 
艦
 
に
 

著
點
 
た
る
 
兵
 
庫
に
 
て
 
は
，
 市
 
民
の
 
負
擔
增
 
加
せ
 

る
 
を
 

た
め
 
諸
 
荷
物
 
江
 
S
;
 
積
 
仲
間
 
株
 
を
 
許
可
せ
ら
れ
 
む
こ
 

あ
，
 0 

し
に
 
拘
 
は
ら
 

す
、
 遂
 
に
 
許
容
 
せ
ら
る
 

、 
を
 
得
た
 

運
上
 
重
要
な
る
 
地
位
 
を
 
占
む
 

る
 
此
の
 
如
く
な
 
り
し
 

數
亦
 
多
く
、
 
享
保
 
十
九
 
年
 
尼
 
崎
.
 領
內
の
 
船
舶
 
數
を
調
 

ニ
艘
の
 

中
、
 千
 
四
百
 
三
十
 
三
艘
を
 
所
有
す
 

る
 
尼
 
崎
 
町
 

て
 
九
 
百
 
七
十
 
二
 
艘
を
算
 

し
、
 遙
 
に
 
其
 
他
の
 
津
 
浦
に
 
滕
 

漕
 
運
に
 
用
ゐ
る
 
所
謂
 
®
 
船
に
 
至
 
b
 
て
 
は
，
 尼
 
崎
に
 
は
 

有
せ
し
 

な
，
 

cs
。 

明
 

和
 

六
 

年
 

兵
 

庫
の
 

船
舶
 

九
 

百
 

十
七
 

八
 
年
に
 
は
 
減
じ
て
 
七
 
百
 
八
十
 
二
 
艘
、
 其
 
中
 
廻
船
 
二
十
 

物
 
は
 
皆
 
其
 
等
 
諸
 
地
方
の
 
船
舶
に
 

よ
，
.
^
 
て
 
兵
 
庫
に
 
運
 

國
 
方
面
に
 
行
く
 
こ
と
 
稀
な
 
り
し
 

も
、
 兵
 
庫
 
附
近
の
 
神
 

の
關
係
 
 

三
 

九
 



神
 
戸
市
 
史
別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

四
 〇
 

1
0
1
 

ッ
 
茶
屋
 
等
 
諸
 
村
に
 

て
 
多
く
 
迥
船
 
を
所
冇
 
す
る
 
者
の
 
中
に
 

は
、
 北
 
國
に
 
航
海
 
を
營
 
め
る
 

も
 

(5C) 

な
き
に
 
あ
ら
 
ざ
 
b
 
き
"
 

神
戶
、
 
ニ
ク
 

元
 
來
兵
庫
 

は
 
諸
 
問
屋
 
業
 
を
 
以
て
 
榮
 
え
し
 
地
 
な
れ
 

ば
、
 所
 
謂
 
舟
 
持
 
は
 
兵
 
庫
よ
 

は
 
寧
ろ
 
祌
 

茶： t
 一二 村

の
 
船
舶
 
 
ニ
ッ
 
茶
屋
 
等
の
 
諸
 
村
に
 
多
く
 
1
 孚
保
 
十
九
 
年
の
 
調
査
 

に
 
兵
 
靡
の
 
船
舶
 
数
 
は
 
神
 
i
i
O
 
1
 ッ
 
茶
屋
 
二
 

村
に
 
比
し
 
多
き
 
を
 
示
せ
る
 

も
、
 其
 
大
多
数
 

は
 
港
內
の
 
交
通
 
述
輸
 

に
 
用
 
ゐ
ら
る
 

， 
も
の
に
し
て
-
 

廻
船
 
は
 
僅
々
 
九
艘
に
 
過
ぎ
 
ざ
 
り
し
 

に
、
 神
 

In- 轷
 
は
總
數
 
七
十
 
五
艘
の
 

中
、
 廻
船
 
四
 
十
四
 
艘
 
あ
，
.
^
 

- 

(P 七〕 

ニ
ッ
 
茶
屋
 
村
 
は
 
同
じ
く
 
百
艘
 
中
、
 九
 
十
四
 
艘
 
あ
，
.
 >
 
 き
。
 

而
 
し
て
 
そ
れ
よ
り
 
天
 
和
 A
 
享
の
頃
 

ま
 

で
 
遡
れ
ば
、
 
ニ
ッ
 
茶
屋
 
村
に
 
舟
 
持
 
四
十
 
六
 
軒
、
 所
 
持
の
 
廻
船
^
 
十
四
 
艘
を
算
 
せ
る
 
事
 
あ
り
。
 

元
 

祿
 
よ
り
 
寶
 
永
.
 正
 
德
 
ま
で
の
 

問
 
は
 
其
 
極
 
盛
時
 
代
と
 
云
 
ふ
 
ベ
 
く
，
 
廻
 
船
の
 
み
に
 

て
 
百
 
三
十
 
艘
の
多
 

S
 八) 

き
に
 
達
 
し
、
 其
 
他
の
 
船
舶
 

も
 
三
十
 
九
艘
 
あ
り
し
 

と
 
云
 
ふ
。
 

祌
 

村
に
 
は
 
寶
暦
十
 
年
に
 
廻
船
 
五
 

(
e
i
 
 

.
 
 

, 

十
七
 
艘
、
 其
 
他
の
 
船
舶
 
十
艘
 
あ
り
し
 

が
、
 明
 
和
 
八
 
年
に
 
は
 
廻
船
 
は
 
稍
 
 <  減
じ
て
 
五
十
 

一
 
艘
 
と
な
 

b
 

(五 「
)
 
 

かう 
ベ 

し
 

も
、
 

其
 

他
 

船
舶
 

は
增
 

し
て
 

二
十
 

ニ
艘
 

と
な
れ
 

り
。
 

さ
れ
ば
 

壻
補
 

nz
 

本
 

汐
路
之
 

記
 

に
 

「
神
 

邊
」
 

の
 

(五
 

1 
)
 
 

. 

下
に
 
註
し
て
 
特
 
に
 「
舟
 
持
 
多
し
」
 
と
 
言
 
へ
る
 
は
宜
 
な
り
と
 
云
 
ふ
べ
 

し
。
 

而
 
し
て
 
兵
 
庫
の
 
船
舶
に
 

し
て
 
難
 
風
に
 
遭
 
ひ
 
外
 
國
に
漂
 
著
す
 

る
 
も
の
 

も
 
多
 
く
，
 彼
 
の
 
永
住
 
丸
の
 
如
き
 
天
 
保
 
十
二
 
年
 
漂
流
 

し
て
 
メ
キ
 

シ
 

コ 
に
 
到
り
し
 

は
、
 
一
 
は
 
航
海
術
の
 

進
 
步
遲
々
 

た
 
b
 
し
に
よ
 
る
と
 
は
 
云
 

へ
、
 亦
 
以
て
 



出
入
 
船
舶
の
 

增
加
 

兵
 
庫
 
海
運
業
 
者
の
 
冒
險
 
企
業
の
 
念
 

瀨
 

ir; 內
 
海
の
 
良
港
 

VJ 
し
て
 
西
國
 

び
 

江
 

VJ
 

の
關
係
 

密
接
な
る
 

に
 

至
 

意 を
惹
 

き
た
れ
 

ば、
 

寛 永 元
年
 

此
地
 

(五三〕 

蔽
海
而
 
去
。
 亦
 
一
 壯
觀
 
也
。
.
 i
 

一一 n ひ
、
 元
 (五 四 T 

繁
し
 
居
り
し
 
を
 
記
 
し
、
 安
永
 
年
中
 

ッ
 

年
中
 

シ
 
ー
 
ボ
 
\
 
 
は
 
大
小
 
多
數
の
 

の
 
船
の
 
多
く
 
は
 
港
 
內
往
來
 

の
 
小
船
 

も
其
數
 
蓋
し
 
夥
し
 
か
り
し
 
こ
と
 
之
 

良
好
な
る
 

よ
 

b
、
 

幕
 

末
に
 

至
り
て
 

は
 

津
大
阪
 
よ
り
も
 
多
と
 
云
、
 繁
 
昌
目
を
 

ん
 

な
れ
 

ど
 

も
、
 

舟
 

路
 

次
第
に
 

便
 

を
 

失
 

に
 
西
に
 
あ
-
^
 
た
る
 
を
 
以
て
な
 

り
、
 今
 

、
兵
 

章
は
大
 

坂
よ
り
も
 

西
な
る
 

を
 

(S
 

一  1)
 

r9 

の
 
地
形
 
西
に
 
海
を
受
 

け
、
 萬
 
貨
 
西
よ
 

盛
な
，
 
0 
し
 
を
 
見
る
 

ベ
 
し
 

よ
 

b
 

大
阪
に
 

向
 

ふ
 

船
舶
の
 

寄
港
地
た
 

る
 

り
、
 

碇
泊
 

出
入
の
 

船
舶
の
 

多
 

か
，
.
 

>
 
 

し
 

は
 

著
 

を
 

過
ぎ
り
 

し
 

朝
鮮
人
 

姜
弘
重
 

は
、
 

「
商
舶
 

之
 

祿
 

年
中
 

ケ
 

ム 
ぺ
 

ル
は
 

三
百
 

艘
 

よ
り
 

少
か
 

ン
 

ベ
 

ル
グ
は
 

數
百
隻
 

の
 

船
舶
の
 

碇
泊
せ
 

船
の
 
大
阪
 

VJ 
の
 
間
 
を
 
航
行
し
た
 

b
 
し
 
を
 

な
り
し
 

こ
ぐ
」
 

勿
論
な
る
 

ベ
 

き
 

も
.
 

諸
 

方
 

よ
 

に
よ
っ
て
 
知
ら
る
べ
し
。
 

殊
に
 
港
灣
の
 

兵
 
庫
の
 
入
船
 
數
大
阪
 

を
 
凌
ぎ
、
 
川
路
 
聖
謨
 

.
 
 

(五 七〕 

驚
 

せ
 

り
。
」
 

と
 

驚
 

嘆
せ
 

し
 

め
、
 

叉
 

廣
瀨
 

旭
莊
を
 

ひ
、
 

大
 

坂
 

盛
ん
に
な
 

り
た
 

b
 
 

、
大
 

坂
の
 

西
口
 

は
大
坂
 

海
ロ
狹
 

く
な
 

b
 

兵
 

庫
の
 

方
 

年
々
 

以
 

て
 

な
 

b
 
 

、
次
 

第
々
々
 

に
 

西
に
 

張
る
 

勢
 

ひ
 

り 
至
る
 

を 
以
て
 

な . り 
。」
 

と 
の 
言 
あ
ら
し
む
 

に
 

加
 

へ
、
 

北
國
及
 

し
く
 

旅
客
の
 

注
 

張
 
帆
 
向
室
津
 

者
。
 

ら
 

ざ
る
 

船
の
 

{
^
 

(五
 

Jf
O 
し
を
述
 

ベ
、
 

文
政
 

(五六) 

記
せ
り
。
 

此
等
 

り
 

入
港
の
 

廻
船
 

大
阪
に
 
比
し
て
 

を
し
 

て
、
 

「
船
の
 

入
 

し
 

て
、
 

「
舊
は
 

雜
、
 

盛
 

は II- より は遙 

盛
ん
に
な
 

b
 
た
 

に
 
な
 
る
 
は
、
 攝.. 13^ (

五八
) 

る
に
 
至
れ
り
。
 

第
 

11
1 

章
 

交
通
 

附，
 

兵
 

庫
と
 

西
國
諸
 

藩
と
の
 

關
係
 
 

gr
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神
 
戶
市
史
 

錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

四
 
二
 

德
川
 

時
代
に
 

は
參
 

K
 

交
代
の
 

た
め
 

江
 

に
 

往
返
す
 

る
 

諸
：
 

li
i-
 

の
 

旅
 

宿
に
 

充
 

つ
る
が
 

た
め
 

宿
 

驛
に
 

本
陣
の
 

設
け
 

あ
り
、
 

兵
 

庫
の
 

本
陣
 

は
 

井
筒
 

星
^
 

又
兵
衞
 

に
し
 

て
，
 

其
 

維
持
の
 

た
め
 

津
 

中
よ
 

，り
 

年
々
 

米
 

十
 

石
を
與
 

へ
、
 

幕
府
よ
、
 

9 
も
 

若
干
の
 

手
當
を
 

下
附
せ
 

、り
" 

本
陣
の
 

外
に
 

脇
 

本
陣
 

四
 

軒
 

あ
り
。
 

こ
 

は
 

旅
客
 

多
人
數
 

に
て
 

本
陣
の
 

み
に
 

宿
泊
す
 

る
 

を
 

得
ざ
る
 

節
の
 

豫
 

備
に
 

充
っ
 

る
 

も
 

の
 

な
 

る
 

が
、
 

平
 

宿
 

同
樣
の
 

手
狭
な
る
 

も
の
 

に
し
 

て
、
 

府
 

及
び
 

津
 

中
よ
 

b
 

手
 

當
を
與
 

ふ
 

る
 

こ
 

(五
 

九)
 

と
な
 

か
り
き
。
 

其
 

他
 

旅
籠
 

屋
の
數
 

は
 

甚
だ
 

多
 

く
.
享
 

保
 

年
間
の
 

調
査
に
 

は
 

三
十
 

一
 

軒
と
 

見
え
 

(六 〇〕 

た
り
。
 

此
外
旅
 

宿
に
 

し
て
 

兵
 

庫
の
 

特
^
と
 

い
ふ
べ
き
 

は
、
 

所
 

謂
濱
 

本
陣
と
 

稱
 

す
る
 

も
の
に
 

て
、
 

若
干
 

諸
侯
の
 

專
 

用
の
 

本
陣
た
 

る
の
 

み
な
ら
 

す
，
 

其
 

藩
の
 

用
達
 

を
 

も
 

兼
ぬ
 

る
 

も
の
 

な
 

る
が
、
 

一
 

軒
 

に
し
て
 

同
時
に
 

二
つ
 

以
上
の
 

藩
の
 

濱
 

本
陣
た
 

る
 

も
 

あ
り
き
。
 

此
濱
 

本
陣
の
 

數
は
 

時
代
に
 

よ
 

相
 

逢
 

あ
る
べ
き
 

も
、
 

維
 

新
の
 

頃
の
 

調
査
に
 

よ
れ
ば
 

左
の
 

九
 

軒
 

あ
り
。
 

佐
賀
藩
 
 

肥
 

前
 

®
 

0
 
杵
藩
 
 

網
 

屋
 

松
 

山
 
藩
 
 

網
 

屋
 

久
留
米
 

藩
 

，
府
 
內
藩
 
 

壺
屋
 

岡
 

山
 

藩
、
 

高
 

松
 
藩
 
 

網
屋
 



延
岡
 
藩
、
 杵
築
藩
 
 

網
 

屋
縣
吉
 
右
衛
門
 

鹿
兒
島
 
藩
 
 

小
豆
 
屋
山
助
 
右
衛
門
 

熊
 
本
 
藩
 
 

綱
屋
赃
 
惣
兵
衞
 

福
 
岡
 
藩
、
 松
 
江
 
藩
、
 秋
 
月
 
藩
、
 宇
 
和
 
島
 
藩
、
 山
 
口
 
藩
、
 津
 
藩
 
 

繪
 

屋
 
S
 
右
近
 
右
衞
門
 

こ
れ
ら
の
 
濱
 
本
陣
 
は
 
何
れ
も
 
諸
 
問
屋
 
業
を
營
 

み
、
 夫
 
々
の
 
藩
よ
り
 
來
れ
る
 
船
舶
の
 
乘
組
員
 
を
 

宿
泊
せ
 

し
 
め
、
 國
 
產
を
賣
 
捌
 
き
，
 大
 
阪
に
 
輸
送
す
 

ベ
 
き
 
米
 
を
 
積
め
る
 
船
舶
に
 
對
 
し
て
 

は
、
 兵
 
庫
 
入
 

津
の
先
 
後
に
 

よ
，
.
^
 
て
 
順
番
 
手
形
 
を
與
 
ふ
る
 
特
權
を
 
有
 
し
、
 藩
 
主
の
 
兵
 
庫
 
を
 
通
過
す
 

る
 
際
に
 

は
、
 

(六
 
二
〕
 
 

、 

必
 
す
其
濱
 
本
陣
に
 
宿
泊
 
又
は
 
休
憩
す
 

る
 
を
 
例
と
 
せ
り
。
 

例
へ
ば
 
繪
屋
の
 
福
 
岡
 
藩
に
 
於
け
 

る
 

場
合
 
を
 
見
る
 

に
、
 大
 
阪
に
 
輸
送
す
 

る
 
米
 
を
 
積
め
る
 
船
舶
に
 
順
番
 
手
形
 
を
與
 
ふ
る
 
手
數
 
料
と
 
し
 

て
、
 
一
 
俵
に
 
就
き
 
米
 
三
勺
づ
 

- 
を
 
給
せ
ら
れ
 
し
が
、
 
其
 
米
 
積
り
 
て
 

一
 
年
に
 
は
 
二
百
 
石
に
 
達
し
、
 
こ
 

れ
 
の
み
に
 

て
 
も
.
 
優
 
に
 
活
計
 
を
營
み
 
得
た
，
.
^
 
し
 
に
、
 加
 
ふ
る
に
 

一
 
日
に
 
付
き
 
六
 
人
 
扶
持
 
卽
ち
玄
 

米
 
三
 
升
 
を
 
給
せ
ら
れ
、
 
又
 
國
產
の
 
委
託
 
販
賣
 
を
も
專
 
に
し
 
た
れ
 

ば
、
 其
 
收
利
實
 

に
 
莫
大
な
 
り
し
 

と
 
云
 
ふ
。
 
さ
れ
ば
 
濱
 
本
陣
た
 

る
 
特
權
を
 
侵
害
 
せ
ら
れ
し
 
時
に
は
 
强
 
硬
な
る
 
抗
議
 
を
 
試
み
し
 

も
當
然
 
の
こ
と
 
に
し
 

て
、
 兵
 
庫
 
港
の
 
碇
泊
に
 
不
便
な
る
 

由
、
 從
 
來
 
水
夫
 
等
の
 
拆
 
ふ
る
に
 

よ
 
b
 
 、
綱
 

屋
輔
 
は
 
神
 

II； 村
の
 
江
 
R
 
屋
久
 
左
衞
 
門
に
 
順
番
 
手
形
 
を
 
渡
す
 
こ
と
 
を
依
賴
 
せ
る
 

に
，
 そ
 
れ
 
よ
り
 

第
三
 
章
 

交
通
 
附
兵
 
庫
と
 
西
國
諸
 
藩
と
の
 
關
係
 
 

四
 
三
 



神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
近
世
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

四
 四
 

延
 
い
て
 
不
 
取
締
と
 

な
 
り
、
 船
 
舶
中
神
 

tr^ 邊
 
に
て
 
勝
手
に
 

小
 
宿
 
を
 
取
る
 
も
の
 

あ
 
り
、
 
木
 
屋
 
淸
左
衞
 

門
よ
 

b
 
順
番
 
手
形
 
を
 
出
す
 
や
う
に
 
な
り
た
れ
 

ば
、
 之
 
を
 
禁
止
せ
ら
れ
 
む
こ
と
 

を
 
天
 
保
 
十
二
 
年
 

網
屋
 
よ
り
 
藩
に
 
出
願
せ
 

る
 
あ
り
。
 

而
 
し
て
 
か
、
 

る
 
場
 

に
 
は
 
藩
 
も
 
努
め
て
 
其
 
特
權
を
 
擁
護
 

(山、 T
O
O
 
 

一 , ベ 五) 

せ
る
 
が
 
如
し
。
 

こ
れ
 
財
政
 
困
難
の
 

際
 
御
用
 
佥
を
 
命
す
 
る
の
 
要
 
あ
 
b
 
し
 
を
 
以
て
な
 

り
。
 

濱
 本
陣
と
 
藩
 

か
 

， 
る
濱
 
本
陣
と
 
藩
と
の
 
密
接
な
る
 
關
係
 

は
.
 
も
 
と
 
其
 
藩
の
 
產
物
を
 
取
扱
 
ひ
し
 
緣
 
故
よ
り
 

と
の
 
闢
 係
の
 

因
由
 
 
起
こ
り
し
 
な
る
べ
き
 

も
、
 中
 
に
 
は
 
其
來
歷
 
極
め
て
 
古
き
 
特
殊
の
 
因
緣
 
に
よ
れ
る
 

も
.
 
9
 
 b
。
 
 ̂
 

へ
ば
 
繪
屋
 
右
近
 
右
衛
門
の
 

福
 
岡
 
藩
に
 
於
け
 

る
、
 網
屋
 
新
九
郞
 

の
 
岡
 
山
 
藩
に
 
於
け
 
る
が
 
如
き
 
卽
 

ち
 
こ
れ
な
 

b
 
と
す
。
 

福
 
岡
 
侯
黑
田
 
氏
の
 
祖
孝
高
 
i
 
の
豊
臣
 
秀
吉
に
 
從
ひ
播
 
磨
に
 
在
り
て
 
京
 

都
に
 
往
返
せ
 

し
 
頃
、
 屢
<
 
 兵
 庫
 
を
 
通
過
し
 
繪
屋
に
 
宿
泊
せ
 

し
 
が
、
 當
 
時
の
 
繪
屋
の
 
主
人
 
見
 
西
 
厚
く
 

之
 
を
 
遇
 
し
.
 孝
 
高
 
亦
 
見
 
西
の
 
厚
志
 
を
德
 
と
せ
る
 
を
以
 

て
、
 兩
 
^
<
?
の
關
係
は
此
時
に
兆
せ
り
。
 

其
 

後
 
慶
長
五
 
年
關
ケ
 
原
の
 
役
 
起
り
、
 
孝
 
高
の
 
子
 
長
 
政
 
徳
川
家
 
康
に
與
 

せ
 
し
 
時
、
 石
 
田
 
三
 
成
 
大
阪
に
 
在
 

る
 
長
 
政
の
 
母
 
及
び
 
妻
 
を
 
質
と
 
な
さ
む
 
と
せ
し
 

か
 
ば
、
 從
 
者
 
等
 
竊
に
大
 
阪
天
滿
 

の
 
小
左
衞
 
門
な
 

る
 
者
と
 
謀
，
 り
て
 
之
 
を
 
救
 
ひ
 
出
し
、
 
見
 
西
 
は
 
船
を
艤
 
し
て
 
大
阪
 
川
口
 
に
迎
 

へ
、
 船
中
 
覆
 
ふ
に
 
柴
を
 

以
 
て
 
し
、
 兵
 
庫
に
 
著
く
 
や
 
其
 
家
に
 
隱
 
匿
せ
 
し
む
る
 
こ
と
 
數
 
日
、
 迎
 
船
の
 
來
る
を
 
待
ち
て
 
封
國
に
 

送
れ
り
。
 

長
 
政
 
因
っ
て
 
深
く
 
其
 
功
を
感
 

じ
、
 見
 
西
に
 
三
百
 
石
 
を
 
給
 
し
、
 見
 
西
の
 
妻
に
 
は
 
三
十
 
石
 



を
與
 
へ
し
 

が
，
 商
 
估
に
 
し
て
 
祿
を
 
食
む
 
は
 
憚
 
あ
り
と
 

て
，
 数
 
年
に
 
し
て
 
辭
退
 

し
、
 
其
 
代
，
.
^
 
と
し
て
 

藩
 
地
よ
り
 
來
れ
る
 
船
舶
の
 
船
宿
と
 

な
 
り
，
 其
 
國
產
を
 
取
扱
 
ふ
の
 
特
權
を
 

得
、
 見
 
西
の
 
三
男
 
高
 
成
 

は
 
藩
士
と
 

な
，
 9 

て
 
島
 
原
の
 
役
に
 
戰
功
 
あ
り
き
 

と
 
云
 
ふ
-
 

か
く
 
兩
 
者
の
 
關
係
 
離
る
 
ベ
か
ら
 

ざ
 

る
 
も
の
 
あ
 
b
 
し
を
以
 

て
、
 明
 
和
 
年
間
 
見
 
西
 
百
 
五
十
 
囘
忌
 
法
要
に
，
 
時
の
 
主
人
 
保
 
具
よ
り
 
黑
 
田
家
 

に
 
助
力
 
を
 
願
 
出
で
 
た
れ
 

ば
、
 黑
 
田
家
に
 

て
 
は
 
時
節
柄
 
許
容
な
，
.
^
 
難
 
け
れ
ど
 

も
、
 格
 
別
の
 
者
 
な
れ
 

ば
と
 
て
 
銀
 
三
枚
 
を
 
下
賜
 

し
、
 文
 
政
 
年
間
 
二
百
 
囘
忌
 
執
行
に
 
際
し
て
も
 
銀
 
二
 
枚
を
賻
 
せ
り
と
 
云
 

.
4
 六」 八" 網

 屋
と
岡
 
山
 侯
 池
 
田
 氏
と
の
 
關
係
 
は
、
 天
 正
 年
間
 
池
 田
 信
 輝
 父
子
が
 
花
 隈
城
を
 
攻
め
し
 

(六
 

九 

時
、
 網
 
屋
の
祖
 
善
 
通
な
る
 
者
 
信
 
輝
と
 
茶
道
の
 
友
た
り
 
し
に
 
始
ま
る
 
と
傳
 
ふ
れ
 
ど
も
 
明
な
ら
 
す
 

1
 
說
に
蒐
 
永
 
十
四
 
年
 
六
月
 
二
十
 
三
日
、
 
池
 
田
 
光
政
 
大
阪
 
川
口
よ
り
 
乘
 
船
歸
國
 
せ
む
 
と
せ
し
 

に
、
 

西
宮
 
沖
よ
 

b
 
風
波
 
荒
 
れ
、
 や
 
が
て
 
夜
に
 
入
り
 
危
く
見
 

え
.
 船
 
奉
行
の
 
辛
勞
云
 
ふ
ば
 
か
り
な
 
か
り
 

し
 
に
、
 當
 
時
 
七
十
 
六
歲
な
 

b
 
し
 
善
 
通
 
は
、
 松
 
明
 
を
 
夥
し
く
 
濱
に
 
出
し
て
 
火
を
擧
 
げ
た
り
 
し
か
ば
-
 

水
夫
 
等
 
之
 
を
 
目
標
と
 
し
て
 
岸
に
 
漕
ぎ
 
著
 
け
、
 光
 
政
 
之
に
 
よ
り
て
 
九
死
に
 

一
 
生
 
を
 
得
、
 直
 
に
綱
屋
 

(七 0) 

に
 
宿
泊
 

し
、
 
網
 
屋
の
備
 
前
 
藩
 
本
陣
た
 

る
 
こ
と
こ
れ
 

よ
，
 
OS 
始
ま
る
 

と
 
云
 
ふ
。
 

大
名
の
 
宿
泊
 

大
名
が
 
江
 

へ
 
の
 
往
返
の
 
途
次
 
兵
 
庫
に
 
宿
泊
す
 

る
 
は
、
 市
 
街
 
繁
昌
の
 

一
 
因
た
 
る
と
 
同
時
に
-
 

と 市
民
の
 
迷
 

惑
 
 

一
 
面
に
 
は
 
其
 
旅
 
宿
た
 
る
べ
き
 
家
に
 
迷
惑
 
を
も
與
 

へ
、
 殊
に
 
本
陣
 
以
外
の
 
下
宿
 
卽
ち
隨
 
舅
の
 
宿
 

第
三
 
草
 

交
通
 
附
兵
 
庫
と
 
西
國
諸
 
藩
と
の
 
關
係
 
 

四
 五
 



神
戶
市
 
史
別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

四
 六
 

泊
 
所
の
 
如
き
 

は
、
 半
 
常
 
何
等
の
 
利
益
に
？
 
5
 
せ
ざ
る
 
も
の
 
な
れ
 

ば
、
 寧
 
ろ
 
こ
れ
 
を
 
厭
 
ふ
の
 
情
 
あ
る
 

は
 
已
む
を
 
得
ざ
る
 
所
な
 

b
 
き
。
 

こ
れ
ら
 
下
宿
 
は
 
多
く
 
和
 
田
 
崎
 
町
、
 今
 
出
 
在
家
 
町
，
 新
 
在
 
家
 
町
、
 關
 

屋
町
，
 
船
大
工
 

町
.
 新
 
町
，
 磯
之
 
町
，
 北
 
仲
 
町
.
 南
 
仲
 
町
 
等
に
 
あ
り
し
 

が
、
 大
 
諸
侯
の
 
滯
在
 
す
る
 
時
は
往
 

往
 
に
し
て
 
八
 
九
十
 
軒
を
耍
 

し
、
 就
 
中
 
出
水
 
等
に
 
て
逗
 
3
H
 
 
期
間
に
 

る
 
時
 
は
 
其
浪
雑
 

一
 
層
甚
 

だ
 
し
 
く
、
 下
 
宿
 
調
 
ひ
 
難
き
 
こ
と
 
あ
り
し
 

を
 
以
て
-
明
 
和
 
八
 
年
 
十
二
月
 

n
 
向
屋
 
治
左
衞
 

門
、
 網
 
屋
 
三
 

太
 
夫
、
 肥
 
前
屋
三
 
郞
左
衞
 

門
、
 網
 
屋
 
佐
左
衞
 

門
，
 壶
 
S
 
七
左
衞
 

門
、
 肥
 
前
 
屋
粘
右
 
衞
 
門
、
 小
 
豆
 
星
 
助
 
右
 

衞
 
門
、
 繪
 
屋
 
淸
右
衞
 

門
、
 網
 
屋
新
九
 

郞
、
 網
 
屋
惣
兵
 
衞
の
十
 
人
 

し
て
 
願
 
*
 
を
勸
 
番
所
に
 
提
出
 

(七 1 ) 

し
、
 下
 
宿
 
を
斷
る
 
も
の
 
な
き
や
う
 
戒
吿
 
せ
ら
れ
む
 

こ
と
 
を
 
乞
 
ひ
し
 
二
と
 
あ
 
b
,
 

朝
鮮
 
信
 使
の
 

和
 
蘭
人
 
及
び
 
朝
鮮
 

nil 使
の
 
通
過
に
 
當
り
て
 

も
、
 兵
 
雕
 
附
近
の
 

f
t
 
擔
輕
 
か
ら
 

ざ
.
.
^
 
き
。
 
蘭
人
 

接
待
 

に
 
對
し
 
て
 
は
 
幕
府
 
は
さ
ま
で
 
欸
 
待
に
 
力
め
 
ざ
ら
 
し
が
 
故
に
、
 
其
 
f
t
 擔
 
も
 
比
較
的
 
輕
く
、
 
唯
 
宿
泊
 

等
の
場
合
に
便
宜
を
計
^
9
に
過
ぎ
ざ
.
.
^
し
が
如
く
な
れ
 

ど
、
 朝
 
鮮
信
 
使
に
 
對
 
す
る
 
幕
府
の
 
待
 

遇
 
は
 
懇
切
 
を
 
極
め
 
た
れ
ば
-
人
民
の
 
負
 
擔
も
亦
 
颇
る
重
 
か
り
き
。
 

慶
長
 
十
二
 
年
初
 
囘
來
 
朝
の
 

節
、
 當
 
時
 
兵
 
庫
 
を
 
管
せ
 

る
 
片
桐
主
 
膳
 
正
 
I
-
 の
 
支
供
迎
 
接
の
 
禮
厚
 
か
り
し
 
こ
と
 

は
、
 慶
七
 
松
の
 
海
 

槎
錄
に
 
見
 
え
.
 其
 
後
 
尼
崎
領
 
と
な
り
て
 

III 田
 
氏
 
時
代
 
元
 
和
 
三
 
年
.
 冤
 
永
 
元
年
の
 
兩
 
度
、
 靑
 
山
 
氏
 
時
 

(七 二) 

代
 
寛
 
永
 
十
三
 
年
.
 明
 
磨
 
元
年
.
 
天
 
和
 
二
 
年
の
 
三
 
皮
 
來
朝
ぁ
 

し
が
、
 
其
 
中
宽
永
 
十
三
 
年
來
 
朝
の
 

一
 



.
 
 

(七三) 

行
中
な
る
 

金
 

東
溟
の
 

紀
行
に
 

も
、
 

「 守
官
 

出
待
甚
 

謹
」
 

と
 

見
え
た
り
。
 

其
 

待
遇
の
 

次
第
 

は
 

今
詳
に
 

し
 

難
 

け
れ
 

ど
，
 

尼
 

崎
 

城
主
 

を
 

御
馳
走
 

人
と
 

し
、
 

代
 

官
 

二
人
 

を
 

御
 

賄
と
 

せ
る
 

こ
と
 

は
 

已
に
此
 

時
に
 

(七 S
 

見
 

ゆ
。
 

此
 

御
馳
走
 

人
 

及
び
 

御
 

賄
な
る
 

も
の
、
 

職
掌
 

は
 

明
な
ら
 

ざ
れ
 

ど
、
 

後
 

世
の
 

史
料
よ
り
 

推
 

(七 五) 

す
 

に
，
 

御
 

賄
 

は
 

御
馳
走
 

人
よ
 

. ^
も
 

事
 

實
上
權
 

威
 

を
 

振
 

ひ
、
 

御
馳
走
 

人
に
 

對
し
指
 

翻
せ
 

る
が
 

如
し
。
 

其
 

後
 

松
 

平
氏
 

時
代
と
 

な
.
 

-
て
、
 

正
德
元
 

年
.
 

享
 

保
 

四
 

年
.
 

寛
延
 

元
年
 

及
び
 

明
 

和
 

元
年
の
 

四
 

度
來
朝
 

(七 六) 

あ
.
.
'
 

し
 

が
、
 

此
 

最
後
の
 

場
合
に
 

兵
 

庫
に
 

課
せ
し
 

諸
 

役
 

を
 

見
る
 

に
、
 

信
 

使
 

來
朝
歸
 

國
の
節
 

共
、
 

旅
 

館
 

十
三
 
軒
、
 通
 
詞
 
用
意
 
宿
 
七
 
軒
、
 獻
 
上
の
 
鷹
 
著
 
岸
の
 
節
、
 宿
 
1 1
 軒
、
 獻
 
上
の
 
馬
 
著
 
岸
の
 
節
、
 宿
 
三
 
軒
、
 信
 
使
 

附
 
添
の
 
宗
對
馬
 
守
の
 
宿
幷
に
 
下
宿
 
二
十
 

一
 
軒
、
 外
 
に
 
用
意
 
宿
 
十
 

一
 
軒
 
を
 
申
 
付
く
 

る
 

こ
 
と
、
 信
 
使
 

著
 
岸
の
 
節
、
 相
 
圖
の
 
狼
煙
 
場
 
を
西
須
 

磨
、
 駒
ケ
 
林
、
 長
 
田
、
 和
 
田
 
崎
の
 
四
 
筒
 
所
に
 
設
 
け
、
 遠
 
見
 
番
所
に
 

は
 

肝
 
煎
 
人
足
 
等
を
附
 
置
く
 

こ
 
と
、
 鷹
來
 
朝
の
 
節
，
 長
 
州
 
下
關
、
 
備
後
 
g
 
津
、
 備
前
牛
 

窓
，
 播
州
 
室
津
、
 
同
 
州
 

鹽
屋
 
等
に
 
見
屆
 
の
た
 

め
 
五
 
挺
 
立
 
及
び
 
四
 
挺
 
立
の
 
飛
 
船
 
七
艘
を
 
出
す
 

こ
 
と
、
 馬
 
來
 
朝
の
 
節
、
 同
 
處
 

に
 
見
 
屈
の
 
た
め
 
五
 
挺
 
立
 
及
び
 
四
 
挺
 
立
の
 
飛
 
船
 
六
艘
を
 
出
す
 

こ
 
と
、
 信
 
使
來
 
朝
の
 
節
、
 長
 
州
 
下
關
、
 

備
後
辆
 

津
、
 

藝
 

州
 

蒲
 

刈
、
 

播
 

州
 

室
 

津
、
 

同
 

州
鹽
屋
 

等
に
 

見
 

屈
の
 

た
め
 

六
 

挺
 

立
.
 

五
 

挺
 

立
 

及
び
 

四
 

挺
 

立
 

の
 
飛
 
船
 
八
艘
を
 
出
す
 

こ
 
と
、
 信
 
使
 
著
 
岸
の
 
節
、
 海
 
岸
の
 
家
に
 
は
 
提
燈
を
 
立
つ
 

る
 

こ
 
と
、
 信
 
使
歸
國
 

(七 七) 

の
 

節
、
 

大
 

阪
 

川
口
に
 

見
 

屈
の
 

た
め
 

飛
 

船
 

を
 

出
す
 

こ
と
 

等
な
 

h.
。 

信
 

使
 

一
行
の
 

人
員
 

は
 

享
保
四
 

第
三
 

章
 

力
 

久
通
附
 

兵
 

庫
と
 

西
國
諸
 

藩
と
の
 

關
係
 
 

四
 

七
 



神
 
戶
 
市
 
史
^
 
 

51^ 
1 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
 

• ひ 
附
近
の
 
沿
革
 
 

四
 八
 

年
の
 

際
に
 

は
 

三
 

使
 

卽
ち
正
 

使
、
 

副
 

使
、
 

從
 

事
 

以
下
 

上
 

官
 

ま
 

で
 

五
十
 

五
 

人
、
 

中
官
.
 

百
 

六
 

十
 

人
、
 

下
 

官
 

1 
1
 

百
 

六
 

十
 

人
，
 

合
 

計
 

四
百
 

七
十
 

五
 

人
に
 

し
て
，
 

此
中
約
 

人
 

は
大
阪
 

ま
で
 

來
る
 

も
の
な
，
.
^
 

き
と
 

云
 

ふ
。
 

か
、
 

る
 

多
 

人
數
に
 

旅
館
の
 

用
意
 

を
 

な
す
こ
と
 

な
れ
 

ば
、
 

兵
 

庫
に
 

取
り
て
 

は
實
に
 

莫
大
の
 

(七 八) 

負
擔
 と
な
，
 9 し
も
の
 

、 如
 く. 享 保

 四
 年
の
 宿
舍
割
 左
の
 如
し
。
 

槍
 

屋
 

右
近
 

右
 

衞
門
ー
 

.
 
 

網
 

屋
新
九
 

小
豆
 

屋
 

助
 

右
衞
門
 

正
 

使
、
 

副
 

使
、
 

從
 

事
、
 

上
 

々
 

官
、
 

軍
 

官
、
 

小
 

量
 

宿
 

上
 

判
 

事
、
 

製
 

述
 

官
、
 

良
 

翳
、
 

中
 

官
 

宿
 

上
 

官
，
 

次
 

官
 

宿
 

中
官
宿
 

ト
官
宿
 

同 同 

惣
臺
所
 

下
 
官
臺
听
 

廊
下
 

樓
 

さ
と
す
 

搶
 

a
 

右
近
 

右
 

衞
門
居
 

宅
 

^
 

屋
 

網
 

屋
 

菊
 

屋
 

0
 

屋
 

伊
勢
屋
 

中
 

屋
 

壺
 

屋
 

八
 

右
衞
門
 

與
惣
 

右
衞
門
 次

 
郞
兵
衞
 

半
 
右
衞
門
 

松
 

右
衞
門
 

六
 

兵
 

衞
 

彌
右
衞
 

門
 



逋
詞
宿
 
 

瓜
 

同
 
 

南
 

同
 
 

網
 

湛
 
長
老
 
宿
 
 

肥
 

同
 
下
宿
 
 

小
 

圭
 
長
老
 
宿
 
 

網
 

下
行
 
場
 
 

阿
 

御
鷹
 
宿
.
 
 

壺
 

御
馬
 
宿
 
 

i
s
 

對
馬
守
 

殿
 
宿
 
 

網
 

同
信
 

使
 

付
 

家
老
 
宿
 
 

肥
 

卽
ち
 

合
計
 

二
十
 

二
 

軒
に
 

し
て
，
 

其
 

中
繪
屋
 

右
近
 

右
衞
 

門
と
 

網
屋
 

宿
に
、
 

居
 

宅
を
隨
 

員
の
 

宿
に
 

充
て
ら
れ
し
 

が
、
 

此
 

兩
 

家
の
 

本
陣
 

は
 

よ
 

く
、
 

座
 

敷
 

は
 

繪
屋
の
 

方
よ
 

か
り
し
 

か
 

ば
、
 

兩
 

家
 

を
 

廊
下
 

績
 

き
と
 

(七 ル) 

入
 
b
 
て
 
繪
屋
の
 
座
敷
に
 

通
，
.
 TV 
た
 
b
 
と
 
云
 
ふ
。
 

而
 
し
て
 
信
 
使
 

一
 

に
 
通
，
.
？
 V た
 
b
 
と
 
云
 
ふ
。
 
而
 
し
て
 
信
 

第
三
 

章
 

交
通
 

附
兵
 

庫
と
 

西
國
諸
 

藩
と
の
 

闢
係
 

屋
 

利
 

屋 

前
屋
 

豆
屋
 

屋 

五 佐 七 宇 

屋 大工 

屋
 

三
 

前
屋
 

三
 

新
 
九
郞
と
 

相
 
隣
り
、
 
而
 

兵
 

衞
 

會  所 

郞
兵
衞
 

右衞門 

右
衞
門
 

九
 
郞
居
宅
 

陀
 

寺
 

右
衞
門
 

兵
 

衞
 

右
衞
門
 

郞
右
衞
 

門
 

は
 
本
陣
 
を
 

も
 

HJ
 

ま
 

網
 

な
し
、
 

正
使
 

は
 

網
屋
の
 

行
の
 

通
過
す
 

る
 

道
筋
 四

 九
 

三
 

使
の
 屋

の
方
 

門
よ
り
 

の
 
掃
除
 



引 
船 

- 
神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

五
 〇
 

は
 
言
 
ふ
ま
で
 
も
な
 

く
、
 
街
 
路
に
沿
 

へ
 
る
 
家
屋
の
 
破
損
せ
 

る
 
も
の
 
は
 
修
繕
 
を
 
加
 

へ
、
 波
止
場
 
濱
手
 

町
 
屋
裏
通
 

等
に
 
は
 
慕
 
を
 
張
 
b
 
、
波
 
止
 
場
の
 
橋
 
及
び
 
波
止
場
よ
.
^
 

三
 
使
 
宿
舍
の
 
門
外
ま
で
 
八
 

十
 
間
に
 
筵
 
を
 
敷
 
き
、
 門
 
よ
 

玄
關
ま
 

で
 
七
 
間
に
 
は
 
薄
 
緣
を
敷
 

き
、
 止
 
宿
 
中
 
は
 
和
 
田
 
崎
，
 川
 
崎
、
 湊
 
口
-
 

(八 0) 

柳
 
原
、
 其
 
他
 
市
中
 
數
ケ
 
所
に
 
番
所
 
を
設
 

け
、
 又
 
火
の
番
 
を
 
置
く
 
等
の
 
こ
と
 

あ
.
.
'
 
き
。
 
接
待
 
事
務
 

に
關
 
し
て
 
は
 
御
馳
走
 
御
用
 
勤
 
仕
 
者
と
 
し
 
て
、
 尼
 
崎
 
藩
よ
 

派
 
せ
ら
る
 

， 
者
 
百
 
人
 
以
上
に
 
及
び
-
 

其
 
他
に
 
足
 
輕
千
九
 
百
 
六
十
 
五
 
人
、
 中
間
 
四
千
 
三
百
 
六
十
 
八
 
人
、
 人
足
 
三
千
 
百
 
七
十
 
五
 
人
 
を
 
要
し
 

(八-) 

た
 
れ
 
ば
、
 兵
 
庫
 
市
中
の
 
混
 
雜
の
狀
 
以
て
 
想
像
す
 

る
 
に
 
足
れ
.
 
>。 

尼
 
崎
 
藩
に
 
は
 
以
上
の
 

外
、
 信
 
使
の
 
來
 
朝
に
 
兵
 
庫
よ
り
 
大
阪
ま
 
<
0
 
國
に
兵
 
庫
よ
.
.
^
 
明
 
石
 
ま
 

(八 二) 

で
の
 
引
 
船
 
を
 
出
す
 
の
 
義
務
 
あ
.
^
 

き
。
 

引
 
船
の
 
意
義
 
は
 
明
な
ら
 
ざ
れ
 
ど
も
、
 
今
 
櫻
 
井
 
子
爵
 
家
に
 

藏
 
す
る
 
繪
卷
 
物
に
 
よ
り
て
 
見
る
 

に
、
 列
 
を
 
整
 
へ
て
 
迎
送
 
せ
る
 
も
の
 
、
如
し
。
 

其
 
引
 
船
 
四
百
 
五
 

十
四
 
艘
、
 浦
 
水
 主
 
二
 
千
 四
百
 
二
十
 
八
 人
と
 
見
 
ゆ
れ
ば
、
 こ
れ
に
 
鷹
^
 
引
 船
幷
に
 
州
よ
.
 -
兵
庫
 

ま
で
の
 
浦
々
 

に
 
出
す
 
飛
 
船
 
迎
送
船
 
等
 
を
 
合
す
る
 
時
 
は
、
 惣
 
船
 
數
七
百
 
六
十
 
二
 
艘
.
 浦
 
水
 
主
 
三
千
 

(八 三) 

七
 

百
 

六
十
 

二
人
に
 

上
れ
り
。
 

か
 
 

>
 
 

る
 

多
數
の
 

船
舶
 

水
 

主
 

を
 

來
朝
歸
 

國
兩
度
 

共
に
 

出
せ
る
 

も
 

の ， 如 く、
 

而 も い
づ
れ
 

も 
一 日の
 

奔
走
に
 

止
ま
ら
 

す、
 

少 くと
 

も 其 若干
 

部分
 

は 二日
 

以上
 

の
 
役
務
に
 
服
せ
 

る
 
な
れ
ば
、
 
勤
 
仕
の
 
延
べ
人
員
 

も
 
莫
大
な
る
 
數
に
 
達
し
、
 
明
 
和
 
元
年
に
 

は
 
鷹
 
馬
 



尼
 

崎
 

頜
外
諸
 村

の
 
不
滿
 

を
 
除
き
 
信
 
使
 

一
 
行
の
 
み
 
の
.
 來
朝
 
歸
國
に
 
要
し
た
 

る
 
水
 
主
 
總
計
八
 
千
 
七
 
百
 
二
十
 
人
、
 其
 
延
人
數
 

f 八 
E 

十
四
 
萬
 
三
千
 
五
 
百
 
人
に
 

し
 
て
、
 そ
 
れ
 
に
支
拂
 
ひ
た
る
 
賃
銀
 
は
 
三
百
 
七
十
 
貫
目
な
 

h- 
し
と
 
云
 

ふ，. 

こ
れ
ら
の
 

船
舶
 

水
 

主
 

を
ば
 

尼
 

崎
 

組
、
 

兵
 

庫
 

組
、
 

西
 

宫
 

組
の
 

三
組
よ
り
 

之
 

を
 

出
せ
し
 

が
、
 

附
 

近
 

沿
海
 

の
 

諸
 

村
 

は
 

船
舶
 

等
の
 

關
 

係
に
 

就
き
て
 

は
、
 

そ
 

の
 

尼
崎
領
 

た
る
と
 

否
と
 

を
 

問
 

は
す
、
 

こ
れ
ら
 

三
組
 

(八 五) 

に
分
屬
 
せ
し
 
が
 如
く
 
な
れ
 
ば
、
 從
 
つ
て
 
他
領
の
 
村
に
 
も
 皆
 賦
課
せ
ら
れ
 た
る
な
ら
 む
。
 
而
し
 

て
 

船
舶
 

水
 

主
の
 

負
擔
 

の
み
な
ら
 

す
、
 

兵
 

庫
に
 

於
け
 

る
 

接
待
 

其
 

他
 

種
々
 

の
 

費
用
 

も
 

悉
く
 

各
 

村
に
 

賦
課
せ
 

ら
れ
 

し
が
、
 

其
 

額
 

時
代
に
 

よ
り
て
 

同
じ
か
ら
 

す
、
 

假
 

b
 

に
阴
和
 

元
年
の
 

入
用
 

高
に
 

基
き
 

(八 六) 

て
槪
算
 

す
れ
ば
、
 

四
 

萬
 

千
 

四
百
 

二
.
 

十
四
 

兩
餘
 

な
り
。
 

而
 

し
て
 

各
 

村
の
 

負
擔
 

額
に
 

は
 

夫
々
 

相
違
 

あ
 

b
 

し
な
ら
 

む
，
 

も
，
 

明
 

和
 

元
年
 

尼
崎
領
 

外
な
る
 

脇
濱
 

外
六
ケ
 

村
の
 

信
 

使
來
朝
 

歸
國
闊
 

係
の
 

み
 

の
 
負
 
擔
額
五
 
百
 
二
十
 
六
 
匁
 
六
 
分
 
五
 
厘
に
 
し
て
、
 
之
 
を
 
平
均
 
す
れ
ば
 

一
 
ケ
村
 
七
十
 
五
 
匁
 
二
分
 
四
 

(八 さ
 

厘
に
 
當
れ
 

り
。
 
若
し
 
之
に
 
鷹
 
馬
 
其
 
他
の
 
入
用
 
を
 
合
算
せ
ば
 
更
に
 
多
額
に
 
達
せ
る
な
 

b
。
 

か
 

、 
る
 
多
額
の
 
負
 
擔
に
對
 

し
 
て
、
 諸
 
村
の
 
不
滿
 
を
懷
 
け
る
 

は
 
已
む
を
 
得
ざ
る
 
所
に
 
し
 
て
.
 已
 

に
 
寛
延
 
元
年
 
來
 
朝
の
 
接
待
 
準
備
中
、
 
延
享
四
 
年
 
脇
 
濱
外
六
 
ケ
村
浦
々
ょ
.
=
^
訴
訟
を
提
起
し
て
 

爭
 
へ
る
 
こ
と
 
あ
り
。
 

卽
ち
舟
 
越
 
左
衞
門
 
知
行
 
所
脇
濱
 

浦
、
 萩
原
 
藤
 
七
 
郞
預
り
 
所
 
新
 
在
家
 
浦
、
 |
<
円
 

山
 
信
 
濃
 
守
 
知
行
 
所
 
東
 
明
 
浦
、
 片
桐
主
 
膳
 
正
 
知
行
 
所
 
御
影
 
浦
、
 同
 
青
木
 
浦
、
 伏
屋
 
新
 
助
 
知
行
 
所
今
津
 

第
三
 

窣
^
 

通
附
兵
 

庫
と
 

西
國
諸
 

藩
と
の
 

關
係
 
 

五
 

1 



祌
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
&
び
附
 

浦
、
 

渡
 

邊
民
部
 

代
官
 

所
 

鳴
 

尾
 

浦
、
 

松
 

平
 

紀
伊
守
 

知
 

て
 
勤
 
仕
す
 

る
 
や
う
 
西
宫
大
 
庄
屋
よ
.
 
0 
要
求
 
あ
 

崎
 
領
諸
浦
 
を
 
相
手
取
.
.
 
M
」
 
訴
訟
 
を
 
提
起
 

し
、
 其
 

は
西
宫
 
組
に
 

加
.
.
^
 
た
れ
 
ど
も
、
 
二
十
 
三
年
 
以
前
 

よ
 

離
 
れ
、
 別
 
勸
 
た
る
 
こ
と
に
 
定
ま
れ
る
 
を
以
 

の
 
賦
課
に
 
は
應
じ
 
難
し
、
 
元
 
來
兵
庫
 
大
阪
問
 

は
 

領
地
よ
り
 
費
用
 
を
 
出
す
 

ベ
 
き
も
の
な
，
.
^
 

と
 
主
 

に
 
馬
せ
 
す
し
 

て
、
 其
 
後
六
ケ
 
浦
に
 
加
 
は
れ
る
 

も
 

此
 
訴
訟
 
は
大
阪
 
町
奉
行
 
所
の
^
 
理
 
す
る
 
所
と
 

の
 
儀
 
は
 
格
別
に
 

て
 
先
例
 

も
 
あ
る
 
こ
と
な
れ
ば
 

(八 八) 

の
 
敗
訴
と
 
な
れ
.
^
 

e 

(
一
)
 

兵
 
庫
 
津
御
條
 

目
。
 

(二) 
津
中
差
 

出
 
明
細
 
帳
。
 

01
) 

兵
 

庫
 

津
驛
所
 

掛
助
鄉
 

一 
件
 

記
 

錄
控
 

幅。
 

(S) 
助
鄉
 
人
馬
 
貧
 
銀
 
割
賦
 
帳
 

J 

J の
沿
苹
 
 

五
 二
 

行
 

所
 

同
？
^
 

の
七
ケ
 

浦
に
 

對
 

し
、
 

西
 

宮
 

組
に
 

加
り
 

、
り
し
に
 

對
 

し
、
 

七
 

ケ
浦
 

は
西
宮
 

組
に
 

ff
i 

す
る
.
 

尼
 

理
由
と
 

し
て
 

柬
明
沛
 

を
 

除
く
 

六
ケ
浦
 

は
從
前
 

の
 

訴
訟
の
 

時
 

.
享
 

保
 

十
 

年
の
 

裁
許
に
 

て
 

西
宮
組
 

て
、
 

船
舶
 

水
 

主
 

を
ば
 

出
す
 

ベ
 

け
れ
ど
 

も
、
 

入
 

用
 

銀
 

松
 
平
 
遠
 
江
 
守
 
御
用
 
を
 
勤
む
 

る
 
も
の
 
な
れ
 

ば
，
 其
 

張
し
，
 

東
 

明
 

浦
 

は
享
保
 

二
十
 

年
ま
で
 

は
 

西
宮
組
 

の
 

な
れ
 

ば
、
 

亦
 

六
ケ
 

浦
と
 

行
動
 

を
 

共
に
 

せ
り
 

J 

な
 

.0
、 

宽
延
 

元
年
 

二
月
 

二
十
 

五
日
、
 

朝
鮮
人
 

來
朝
 

-
西
宮
 

組
に
 

加
る
 

ベ
 

き
 

由
 

判
決
 

あ
り
 

て
、
 

七
 

ケ
 

浦
 

〔1
0 

同
上
。
 

兵
 

庫
 

津
碟
所
 

掛
助
鄉
 

一 
件
 

錄
控
 

幅
。
 

U
)
 

兵
 
庫
 
律
碟
所
 
掛
助
鄉
 

一 
件
 
記
錄
控
 

帳
。
 

(
七
)
 

津
中
差
 

出
 

明
細
 

J
T
 

(八) 
御
國
拍
 
園
 
御
改
 

一 
件
留
リ
 



(
o
 
臈
井
縣
 
坂
 
井
 
郡
 
新
 
保
 
村
 
梅
 
谷
 
善
 
三
^
、
 
板
 
垣
 
米
 

吉
 
談
話
。
 (10) 

津
中
差
 
出
 
明
細
 
幀
。
 

(二) 
兵
 
庫
津
中
 
御
法
度
 

書
。
 

(11 一) 
伊
藤
東
涯
、
 
蓋
 
簪
錄
、
 
卷
ニ
。
 

(
S
 
慶
七
 
松
、
 海
槎
錄
 
(
海
 
行
撖
 
載
、
 二)。 

(Is) 
通
航
 

一 
覽
，
 卷
 
四
十
 
八
—
 
六
十
 

三
。
 

(
S
 

齋
 
藤
 
阿
 
具
、
 蘭
 
人
の
 
江
戶
 
參
 
禮
 (
史
 
學
 
雜
 
誌
、
 第
 

一 一 

十
 

一 編
 
第
 
九
，
 十
 
號)。 

(
ェ
0
 
 Kssnpfer,  History  of  Japan,  Vol. 

II,  pl》 
395, 

39
6.
 

(一 七) 
I-llullberg,  T-ra-7eLS  in  Enrols,  Africa,  and 

レ sia, 

<0-.  Ill,  pp. 
】 271129. 

(一八) 
Fischer, 日

 
本
 
風
俗
 
備
 
考
 (
文
 
明
 
源
 
流
 
叢
 
書
、
 第
 
三)、 

卷
 
二
十
 
 
一。 

Siebold,  Nippon,  Bd.  I,  S. 
14C. 

(
5
 
齋
藤
 
阿
具
、
 
蘭
人
の
 
江
戶
 
參
禮
。
 

§
)
 
敦
賀
郡
 
役
 
所
、
 敦
 
賀
 
郡
 
誌
、
 四
 
六
 

一 
頁
。
 

011) 
三
 
浦
 
周
 
行
、
 小
濱
 
港
の
 
硏
 
究
 (
史
 
林
、
 第
 

一 
卷
第
四
 

號)。 
稚
狹
考
 
、
第
 
七
。
 

(111 一) 
大
阪
市
 

史
、
 卷
 

一 、三 
四
 

一 頁
。
 

第
三
 
窣
 

交
通
 
附
兵
 
庫
と
 
西
國
諸
 
藩
と
の
 

關
 

§
)
 
稚
狹
考
 
、
第
 
七
。
 

§
 

貝
 
原
 
益
 
軒
、
 續
詻
 
州
め
 
ぐ
り
、
 
卷
上
。
 
敦
賀
郡
 

誌
、
 

五
 
〇
 
二
 
 — 

五
 
〇
 
三
 
頁
。
 

O
S
 

新
 
井
 
白
 
石、 奧

羽
 
海
運
 
記
。
 

0H0 
稚
 
狹
考
，
 
第
 
八
。
 

(二 七) 
敦
賀
郡
 

誌
、
 四
 
七
 
四
 
頁
。
 

(
S
 
寬
文
雜
 

記
。
 

指
 
掌
錄
、
 
卷
三
、
 
七
。
 

i
)
 
寬
文
雜
 

記
。
 

(
§
 

指
 
掌
錄
、
 
卷
三
。
 

(一一 一二 
重
山
禎
 

介
、
 下
關
ニ
 
千
年
 
史
、
 三
 
七
 
頁
。
 

(II 三) 
大
阪
市
 

史
、
 卷
 

一 、 六
 
四
 
四
 
頁
？
 

(ニ
ー 
 

11
) 

村
 

高
 

地
 

子
 

高
 

町
 

數
家
數
 

人
 

數
船
數
 

諸
 

株
 

小
物
 

成
 
覺
 
書
。
 

(
S
 

梅
 
谷
 
善
 
三
 
郜
、
 板
 
垣
 
米
吉
談
 

話
。
 

8
)
 
橫
井
時
 

冬
、
 日
本
 
商
業
史
、
 
二
 

一 
六
 
頁
。
 

§
 

兵
 
庫
 
縣
加
古
 
郡
 
高
 
砂
 
町
 
ェ
樂
長
 

三
 
郞
 
父
 
M
 
三
 

世
 
略
歷
。
 

ェ
樂
 
文
書
。
 

(一一： 七) 
日
本
 
商
業
史
、
 
二
 

一 
六
 
頁
。
 

高
 
田
屋
嘉
 
兵
衞
傳
 

(
事
 
實
 
文
 
編
、
 五
 
十
 
七)。 

(111 八) 
大
阪
市
 

史
、
 卷
四
、
 
二
 
 二
 
三
 
三
 
頁
。
 

玉
 三
 



神
 
戶
市
史
 

錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
 

0
5
 
日
本
 
商
業
史
、
 

一 九
 
七
一
 

1 
九
 
八
 
頁
。
 

a
s
 

管
 
谷
 
秋
水
、
 
灘
酒
史
 
、二、 

一 
0,  二

 
五、 二

八
、
 
二
 
五
八
 

I
 
 二
 
六
 
〇
 
頁
。
 

(m) 
日
本
 
商
業
史
 
二
 
九
 
八
 
—
 
 二
 
〇
〇
 
頁
 3 

灕
 

史
、
 

二
 
六
 
〇
 
頁
。
 

(
雲
 
增
補
 
日
本
 
汐
路
之
 

記
 (
明
 
和
 
七
 
年
 
版
 y
 六
 丁
。
 

§
 
大
阪
市
 

史、 卷
 
二， 八

 
一 
七
 
頁
 

^ 
同
 
害
、
 卷
四
、
 
二
 
五
 

九
 
二
 
 —
 
 二
 
五
 
九
 
五
 
頁
つ
 

江
 
戶
 
t£ 仲

間
 
株
 
札
。
 

a
s
 

櫻
 
井
 
子
爵
 
家
 
記
 
錄
。
 

i
)
 

衬
 

高
地
 

子
 

高
 

町
 

數
家
數
 

人
數
船
 

敷
：
 

株
 

小
物
 

成
覺
 
書
。
 

(
§
 

桃
 

木
 
文
書
。
 
 

g
l
'
 

s
o
 

櫻
 

井
 

子
爵
 

家
 

記
 

錄
っ
 

桃
 

木
武
平
 

II
  

I
T
 
 

一
 

§
 
 
二
 
茶
店
 
衬
 
改
正
 
舊
家
 

撰
。
 

§
 

高
附
并
諸
^
1
5
{
覺
幅
。
 

§
)
 

諸
 
船
 
御
 
改
蝤
。
 

0
5
 

壤
補
曰
 

本
 

汐
路
之
 

明
 

和
 

七
 

年
 

版
 

y 
八
 

六
 

丁
。
 

O
S
 
 
>
0
^
墨
利
加
新
話
。
 

(
意
 
姜
弘
 
重、 東

槎
 
錄
 (
海
 
行
撖
 
載
、
 二)。 

(l
a)
  

IC
S 

ョ 
pf
er
. 
 

Hi
st
or
y 
 

of
  

Ja
pa
n,
  

Vo
l.
 

II
, 
 

pp
. 
 

:S
5,
 

沿
革
 
 

五
 四
 

i
.
 

(m
m)
  

，.
nl
 

ョ 
Ih
cr
? 
 

Tn
iv
eL
s.
, 
 

v:
l.
 

HT
, 
 

pp
. 
 

12
71
12
9.
 

s
o
 
 

sh
-b
ol
d,
  

Ni
pp
on
, 
 

B-
1.
  

I,
  

S.
 

は 
20
. 

O
S
 
川
路
 
長
 
崎：：：： 

記
 
之
 

一 ( 大
日
 
木
 
古
文
 

害
、
 幕
末
 
外
 

國
 
S
 
係
 
文
卞
：
 
附
 

之
 

一)。 

0
5
 
廣
瀬
 
旭
莊
、
 
九
 
桂
 
草
堂
 
隨
？
、
 
卷
四
。
 

§
 

兵
庫
^
i
中
明
細
^
5
^
 

§
)
 

南
 
條
昌
麼
 
覺
害
。
 

(六 一) 
兵
庫
^
^
中
明
細
錄
"
 

§
 
南
慷
文
 

魔
 
見
 
文
 
害
。
 

§
 

不
易
 

錄
っ
 

IN
 

見
み
 

ち
談
！
 

r
 

§
 

南
條
 
文
耆
。
 

直
 
見
 
文
 
香
。
 

i
)
 
增
田
 
文
鲁
。
 

3
0
 
 
見
 
氏
 
系
譜
。
 

§
 

貝
 
原
 
益
 
軒
，
 黑
田
 
家
譜
、
 
卷
九
。
 
覺
見
氏
 
系
譜
。
 

追
 
駕
直
見
 
見
 
西
 
百
 
五
十
 
同
 
講
和
 
酖
序
。
 

不
易
 

(六 八) 
不
易
 
錄
。
 

§
 

南
 
條
新
吾
 
談
話
。
 

§
 

三
 
衬
 
、水 忠

，
 有
 
斐
 
錄
，
 元
 
の
卷
 
(
史
籍
 
雑
 
慕
、
 第
 
二)。 



潙
淺
常
 

山、 吉
 
備
烈
公
 
遺
事
 
(
續
 
々
群
 
書
類
 

從
、
 第
 

三
 
史
傳
 

部)。 
南
條
 
文
書
。
 

南
 
條
系
圖
 
之
 
記
。
 

(七 一) 
南
條
 
文
書
。
 

(七 二) 
通
航
 

一 
覽
、
 卷
四
 
十
八
—
 
五
十
。
 

31) 
金
 
束
溟
、
 
海
 
様
 
錄
 (
海
 
行
 
m
 
載
、
 二)。 

§
 

通
航
 

一 
覽
、
 卷
 
五
十
。
 

§
 
朝
鮮
人
 
覺
帳
、
 
上
册
。
 

(七 六) 
通
航
 

一 
覽
、
 卷
 
五
十
 

一 
—
六
十
 

三
。
 

(
七
お
 

明
 
和
 
元
年
 
朝
鮮
 
信
 
使
 
來
聘
關
 
係
 
書
類
。
 

(K) 
朝
鮮
人
 
覺
帳
，
 
上
册
。
 

(七 九) 
鷹
 
見
み
 

ち
 
談
話
。
 

(八 0) 
來
聘
歸
 
帆
并
御
 
鏖
 

• 馬
 
御
馳
走
 

帳
、
 上
册
。
 

(八 一) 
明
 
和
 
元
年
 
朝
鮮
 
信
 
使
 
來
聘
關
 
係
 
書
類
。
 

(八 11) 
朝
鮮
人
 
覺
帳
，
 
上
册
。
 

(金) 
朝
鮮
 
信
 
使
 
來
聘
之
 
節
 
從
兵
庫
 
大
坂
迄
 
引
 
船
圖
。
 

§
 

明
 
和
 
元
年
 
朝
鮮
 
信
 
使
 
來
聘
關
 
係
 
書
類
。
 

(八 五) 
神
 
戸
村
 
留
曰
記
 
、
寳
曆
 
五
 

二
 
年
 
十
 

I 月
廿
 
七
日
の
 

之
 
節
 
從
兵
庫
 
大
坂
迄
 
引
 

(
さ
 

明
 
和
 
元
年
 
朝
鮮
 
信
使
來
 

3
0
 
朝
鮮
人
 
來
聘
歸
 
帆
 
漕
 
船
 

(八 八) 
朝
鮮
人
 
來
 
朝
-
付
 
浦
 
役
 

年
 
六
月
 
三
 
曰. 寳

暦
十
 

朝
鮮
 
信
 
使
來
聘
 

船
圖
。
 

聘
關
係
 

書
類
。
 

， 

勘
定
 
鲳
并
諸
 
入
用
。
 

m
x
 

1 
件
。
 

第
三
 
章
 

究
通
附
 

兵
 
庫
と
 
西
國
諸
 
藩
と
の
 
關
係
 

五
 五
 



神
 
戶
市
史
 

別
 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 



株 
仲 
間 

第
 

四
 

章
 

商
 

業
 

兵
 

庫
に
 

て
 

商
業
 

上
の
 

尼
崎
領
 
時
代
 

に
 
も
 
藩
主
 

く
な
る
 

も
、
 大
 
吸
に
 

る
 

よ
 

れ
 

ば
、
 

兵
 

庫
に
 

於
け
 

る
 

枕
の
 

種
類
 

I 

諸
 

問
屋
 

株
 

穀
物
 

仲
買
 

株
 

干
驗
 

仲
買
 

株
 

干
魚
 

鹽
魚
 

仲
買
 

株
 

生
 

ffi 
仲
買
，
 
株
 

. 
煙
草
 

仲
買
 

株
 

素
 
麵
屋
株
 

第
四
箄
 

商
 

業
.
 

株
 

仲
間
 

組
織
 

を
 

免
許
 

せ
ら
れ
し
 

は
 

幕
府
 

直
轄
 

後
の
 

こ
と
に
 

屬
す
。
 

の
 

保
護
の
 

下
 

に
、
 

株
 

仲
間
に
 

類
せ
 

る
 

特
權
を
 

有
す
る
 

も
の
 

あ
り
し
 

如
 

所
 

あ
，
 

9 
て
 

株
の
 

名
目
 

を
ば
 

許
さ
れ
 

ざ
，
 

cs
 

き
。
 

天
明
 

A
 

年
の
 

調
査
に
 

(二) 

株
の
 

種
類
、
 

免
許
の
 

年
 

代
、
 

株
 

數
、
 

冥
 

加
 

金
 

等
 

左
の
 

如
し
。
 

免
許
 
年
代
 

安
永
 
元
 
年
 月

 
口
 
 

T>
  

E"
 

？
牙
パ
 

<jr 

安
永
 
元
年
 

安
永
 
元
年
 

安
永
 
元
年
 安

永
 

二
 

年
 

安
永
 
四
 
年
 

百 

-白
 

七 

十 一 

十
五
 

十 

二
十
 

三
 

七
 

十
 

三
 

二
十
 

五
 

冥
 

加
 

金
 

. 

十
八
 
貫
 
四
百
 
匁
 

八
 

百
 

六
十
 

匁
 

八
 

百
 

六
十
 

匁
 

二
百
 

十
五
 

匁
 

百
 

二
十
 

九
 

匁
 

二
百
 

五
十
八
 

匁
 

百
 

五
十
 

匁
 

玉
 七
 



間 

神
 
戶
市
史
 

^
錄
 

焚
 
湯
屋
 

株
 

茶
屋
 

株
 

定
 
芝
居
 

株
 

米
市
場
 
仲
買
 
株
 

近
世
の
 

兵
 
庫
 

f5!- び
附
 

19 
の
 
沿
革
 

安
永
 
元
年
 
 

三
 

明
 
和
 
七
 
年
 

明
 
和
 
七
 
年
 

安
 
永
 
元
 
年
 

三 

十 

十
 

五
 

1 

五八 

四
百
 

七
十
 

三
 

匁
 

三
 
十
 
 

兩
 

四
 
W
 

三
 
十
 
匁
 

1
 
貫
 
四
百
 
十
九
 
匁
 

備
考
 

焚
潢
屋
 
株
の
 
数
 
は
 
原
本
に
 

は
 
三
十
 
三
 

株
 
免
許
の
 
年
代
 
は
 
原
本
に
 

は
 
記
載
な
 

株
 
札
 

LL 
よ
り
て
 
安
、
 水
 
元
年
と
 
推
定
す
 

其
 
後
 
文
化
 
初
年
に
 
調
査
せ
 

る
 
株
の
 
稱
類
及
 

考
 

ふ
れ
ば
、
 

天
 

保
の
 

改
革
に
 

至
る
 

ま
で
 

變
化
 

金
を
大
 
K
 
町
奉
行
 
所
に
 
上
納
す
 

る
 
も
の
な
 

の
 
あ
り
 

て
，
 其
 
中
に
は
 
商
業
 
株
に
 
準
す
べ
き
 

あ
 
ら
ざ
 
る
が
 
如
し
。
 

尙
質
 
屋
、
 古
 
手
 
屋
.
 古
 
銅
 

の
 
同
種
 
商
人
と
 
合
同
に
 

て
 
仲
間
 
を
 
組
織
し
 

と
わ
れ
 

ど
 
も. 他

 
の
 
史
料
と
 

對
 
照
し
 
三
十
と
 

け
れ
ど
，
 
神
戶
 
米
穀
 
肥
料
 
市
場
 
沿
革
 
誌
 0
 1
 六
 

び
 
株
數
を
 
見
る
 

も
 
全
く
 
右
に
 
同
じ
 

な
か
，
 

CS 
し
な
ら
 

む
。
 

十
一
 
稲
の
 
株
 

る
が
、
 

此
 

外
に
 

代
官
 

所
に
 

冥
加
金
 

を
 

も
の
 

あ
，
 
り
と
 
雖
、
 公
 
然
株
を
 
免
許
せ
 

古
 
道
 
具
、
 其
 
他
 
多
く
の
 
仲
間
 
あ
れ
 

ど
 

改
む
"
 

諸
 

問
屋
 

頁
)
 及
 
び
 
諸
 
問
屋
 

(一二) 

き
に
 

よ
、
 

り
て
 

は
 
皆
 
其
 
冥
加
 

上
納
す
 

る
 
も
 

ら
 

*^
 

し
に
 

は
 

も
、
 

或
は
 

大
阪
 

村
 
及
び
 
播
磨
 

、
或
は
 

組
 

內
に
兵
 

庫
 

以
外
 

攝
津
の
 

郡
 

(5 

の
 
村
々
 
等
 
を
 
も
 
包
含
し
た
 

る
 
も
の
 
な
れ
 

ば
、
 其
 
性
質
 
同
じ
か
ら
 

す
。
 

十
 

一
 
種
の
 
株
の
 
中
に
 

て
 
諸
 
問
屋
、
 
穀
物
 
仲
買
 
及
び
 
干
 
鰯
 
仲
買
の
 
三
 
は
 
兵
 
庫
の
 
商
業
 
中
 
重
要
 



諸 
問 
屋 
業 

な
る
 

地
位
 

を
 

占
 

め
、
 

從
 

つ
て
 

其
 

勢
力
 

も
大
 

な
り
し
 

か
 

ば
、
 

此
 

の
 

三
つ
の
 

株
 

仲
間
 

を
稱
 

し
て
 

三
 

仲
 

間
と
 

云
 

ひ
、
 

內
 

部
の
 

組
織
 

等
 

も
 

他
の
 

諸
 

株
に
 

比
し
て
 

頗
る
 

整
頓
せ
，
.
 

>。
 

因
り
て
 

今
此
三
 

仲
間
 

に
 
就
き
て
 
少
し
く
 
述
 
ぶ
る
 
所
 
あ
る
 

ベ
 
し
。
 

兵
 

庫
 

諸
 

問
屋
 

業
の
 

起
源
に
 

就
き
て
 

は
 

史
料
の
 

存
 

す
る
 

も
の
な
 

く
 

甚
だ
 

明
瞭
 

を
缺
 

く
と
 

雖
、
 

其
 

端
 

を
 

室
町
 

時
代
に
 

發
 

し
、
 

德
 

川
 

時
代
に
 

入
，
.
 

>
 
 

て
 

一
 

段
の
 

發
達
 

を
な
 

せ
る
 

も
の
な
る
 

こ
と
 

は
 

爭
 

ふ
べ
 

か
ら
 

す
。
 

其
 

初
め
は
 

諸
 

問
屋
と
 

は
 

云
 

は
や
し
 

て
、
 

單
 

に
 

問
屋
と
 

呼
び
し
 

が
、
 

其
 

後
 

何
れ
 

の
 

頃
よ
り
か
 

諸
 

問
屋
の
 

稱
 

起
こ
れ
り
。
 

問
屋
な
る
 

も
の
.
 

- 
性
質
に
 

就
き
て
 

は
、
 

各
 

地
 

多
少
の
 

異
同
 

あ
る
が
 

如
く
 

な
 

る
 

も
、
 

槪
 

し
て
 

之
 

を
 

言
 

へ
 

ば
、
 

旅
 

宿
業
と
 

貨
物
の
 

委
託
 

販
賣
 

業
と
 

を
 

兼
ね
 

た
る
 

も
の
な
る
 

が
、
 

兵
 

庫
の
 

問
屋
 

も
 

亦
 

此
兩
者
 

を
 

兼
ね
し
 

も
の
に
 

て
，
 

貞
 

享
ニ
 

年
の
 

令
に
 

問
屋
 

の
 

面
々
 

幷
に
人
 

宿
 

を
な
 

す
 

者
 

は
、
 

請
 

人
 

或
は
 

糙
 

な
る
 

證
文
 

な
く
し
 

て
、
 

初
 

對
 

面
の
 

商
人
 

を
 

宿
泊
 

せ
し
 

む
べ
 

か
ら
す
と
 

云
 

ひ
、
 

又
 

人
 

宿
 

は
 

岡
、
 

濱
 

共
 

に
 

問
 

屋
、
 

旅
 

籠
屋
 

其
外
糙
 

な
る
 

商
人
 

宿
に
 

限
る
 

と
 

云
へ
 

る
 

は
、
 

問
 

屋
に
 

旅
人
 

を
 

宿
泊
せ
 

し
め
た
る
 

こ
と
 

を
 

明
白
に
 

示
す
 

も
の
と
 

云
 

ふ
 

ベ
 

く
、
 

耍
 

す
る
 

に
 

貨
物
 

を
责
來
 

せ
る
 

船
舶
の
 

乘
組
員
 

又
は
 

其
 

荷
主
 

は
、
 

其
 

貨
物
の
 

販
賣
を
 

委
託
す
 

ベ
 

き
 

問
屋
に
 

宿
泊
す
 

る
 

を
 

例
と
 

せ
る
な
 

う
。
 

然
れ
 

ど
も
 

同
 

令
 

中
、
 

難
 

破
船
の
 

處
置
を
 

定
め
し
 

條
に
、
 

問
屋
の
 

船
宿
と
 

拉
び
 

記
さ
れ
 

あ
る
 

を
 

見
れ
 

ば
、
 

問
 

屋
の
 

外
に
 

船
員
の
 

宿
泊
す
 

る
 

船
宿
と
 

稱
す
 

第
 

四
 

章
 
商
業
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 0
 

諸
 

問
屋
 

仲
間
 

の
 

成
立
 

る
 
も
の
 

も
 
あ
り
し
 

が
 
如
 
く
、
 從
 
ひ
て
 
船
 

し
 

を
 

知
る
べ
し
。
 

問
屋
 

業
が
 

兵
 

庫
に
 

營
 

み
、
 

廻
 

船
 

を
 

引
 

請
け
て
 

商
賣
 

を
 

な
 

す
 

主
 
靑
山
大
 
膳
亮
に
 
歎
願
す
 

る
 
所
 
あ
 
b
 

數
も
百
 
三
十
 
六
 
と
 
定
 
ま
 

特
 
に
 
株
の
 

者
の
 
名
 
を
登
錄
 

し
、
 每
 
年
條
目
 
を
讀
み
 

し
き
も
の
に
 

て
、
 

享
 

保
 

年
間
の
 

調
査
に
 

の
 
は
卽
ち
 
問
屋
 
を
 
指
し
た
 

る
 
も
の
な
 

た
 
る
 
が
 
如
く
 
な
れ
 

ど
、
 
松
 
平
氏
の
 
問
屋
 

及
び
 
灘
 
附
近
に
 

て
 
問
屋
 
業
 
を
な
 
せ
る
 

な
れ
，
 

-。
 

然
れ
 

ど
も
 

遂
に
 

兵
 

庫
 

以
外
 

は
、
 

自
 

然
の
 

趨
勢
 

已
む
を
 

得
ざ
る
 

も
の
 

明
 
和
 
六
 
年
 
兵
 
庫
津
の
 
公
領
と
 
な
る
 

あ り、 終 に は 江
 Ir^ の
澤
 田
屋
彌
 七、 大 

か
ば
、
 

兵
 

庫
の
 

問
屋
 

等
 

之
に
 

對
抗
 

せ
む
 

員
の
 

全
部
が
 

問
屋
 

て
 
繁
榮
に
 
赴
く
 

に
 

も
の
 
多
 
か
 
b
 
し
か
 

U 
こ
れ
よ
 

-9
 

し
て
 

稱
呼
 
と
て
 
は
 
あ
ら
 

聞
か
す
 
等
の
 
こ
と
 

は
 

船
 

問
 

a
 

七
十
 

六
 

る
べ
 
け
れ
ば
、
 
延
寶
 

を
 
保
護
せ
 

る
 
こ
と
 

者
に
 
對
し
 
訴
訟
の
 

の
 
地
に
 
問
屋
 
業
の
 

(九) 

あ
.
 
0 
し
に
よ
 

る
-
 

や
、
 

津
 

中
の
 

他
商
賣
 

阪
の
掩
 
木
 
屋
源
兵
 

が
た
 

め
、
 

上
納
 

銀
の
 

の
み
に
 
宿
泊
せ
 
る
に
 

つ
れ
、
 

灘
海
邊
 

の
 

村
々
 

ば
、
 

延
寶
 

年
中
 

兵
 

庫
の
 

問
屋
の
 
營
業
は
 
兵
 
庫
 

ざ
 

b
 

し
か
 

ど、
 

領
 

主
 

の
 

あ
り
し
 
か
 
ば
、
 其
 實
 
は
 

(八 ) 

た
り
"
 

此
船
 

比
し
て
 

其
數
 

時
代
と
 
異
な
 

る
每
 に、 兵 庫

 

を
 

阻
止
す
 

る
 

ュ， 6 

と
兑
ぇ
 

の
 

頃
に
 靑

山
氏
 

起
こ
れ
 

3
 

こ
る
 

の 者よ 

衞
兩
人
 

諸
 

E
:
 

屋
株
 

に
 
許
可
 
せ
ら
 

あ
 
ら
 

ち
 

問
 

屋
等
 

限
 
ら
 

面
 

に
 

問
 

GH^ 
な
 

著 を を 

し む 

さ と 

ざ
 

b
 

屋
 
を
 

よ
 

^
 

れ，
 

其
 

營
業
 

と 等 

る
 
も
 

減
じ
 

，
西
宮
 

訴
と
 

b
 
し
 

す る 

せ
し
 

高
 
を
 
次
第
に
 
增
 
加
し
、
 
江
 

1!;、 大
阪
侧
 



亦
 
之
に
 
應
 
じ
て
 
銀
 
高
 
を
 
引
.
 上
 
げ
、
 雙
 
方
 
競
爭
の
 
結
果
 
兵
 
庫
 

な
り
し
 

が
、
 

而
 

も
 

終
に
 

江
 

大
 

阪
侧
に
 

許
可
 

せ
ら
る
 

， 
に
 

得
す
 
株
 
を
 
借
 
受
け
て
 
業
を
營
 
ま
む
 
と
せ
し
 

に
、
 江
 
戶
、
 大
 
阪
 

せ
り
。
 

而
も
 
借
 
株
に
 
て
の
 
營
業
は
 
旅
人
の
 
氣
受
 
も
惡
し
 

側
 
は
玆
に
 
決
意
す
 

る
 
所
 
あ
 
り
、
 遂
 
に
 
過
分
の
 
銀
 
子
 
を
 
調
達
 

て
 
株
 
數
は
百
 
二
十
 

一
 
と
な
 

b
 
 、
安
永
 
元
年
 
十
 

一
 
月
 
家
 
別
に
 

初
め
 
諸
 
色
 
賣
ロ
餞
 
銀
 
高
 
三
百
 
貫
目
 
迄
 
は
 
十
七
 
貫
 
九
 
百
 
三
 

貫
 
匁
に
 
付
き
 
六
十
 
匁
を
增
 
す
の
 
定
め
な
，
 

CS 
し
 
が
 、
仕
 
切
 
帳
 

に
滯
 
在
せ
 
ざ
る
 

ベ
 
か
ら
ざ
る
 
不
便
 
あ
り
し
 
を
以
 

て
、
 安
 
永
 

し
、
 

口
 

餞
 

の
 

多
寡
 

如
何
 

に
拘
 

は
ら
す
 

十
八
 

貫
 

匁
と
 

せ
ら
れ
 

て
 

却
下
せ
ら
れ
 

し
か
 

ば
、
 

三
月
 

十
五
 

日
ま
で
 

の
 

延
期
 

を
 

乞
 

三
十
 
五
 
匁
の
 
外
に
 
三
百
 
六
十
 
匁
を
增
 
さ
む
と
 
申
し
出
で
 

安
永
 
四
 
年
 
五
月
 
二
十
 
八
日
 
重
ね
て
 
四
百
 
六
十
 
五
 
匁
を
增
 

む
こ
と
 

を
 
出
願
し
 
奉
行
 
は
 
之
に
 
對
 
し
て
 
更
に
 
百
匁
 
を
增
 

と
 
命
せ
 
し
 
も
、
 到
 
K
 
應
じ
 
難
き
 
旨
 
を
 
答
 
へ
 
し
 
に
.
 人
 
月
 
二
十
 

津
の
 
商
業
に
 

は
 

至
、
 り
し
 
を
 
以
 
て
 側
よ
，
 
法
外
な
 

く
 
商
 
賣
相
續
 

し
 

し
て
 

遂
に
 

之
 

を
 

株
 
札
の
 
交
付
 
あ
 

十
 

五
 

匁、
 

そ 
れ よ 

面
檢
査
 

に
 
際
し
 

三
年
 
二
月
 
二
十
 

不
相
應
 

な
 
る
 

、
兵
 

買 

"
中
 

む
こ
と
 

を
 
乞
 
ひ
し
 

ひ
、
 

更
に
 

協
議
せ
 

る
 

し
も
、
 

再
び
 

却
下
せ
 

し
、
 

十
 

八
 

貫
 

四
百
 

匁
 

し
て
 

十
八
 

貫
 

五
 

百
匁
と
 

な
す
 

二
日
に
 

至，..^ 
願
の
 

通
.
.
^
 
十
八
 

庫
 
側
は
已
 

株
 
貸
 
料
 
を
 

き
に
 

よ
り
 (10) 

收
 
せ
り
。
 

(I
n 

き
。
 

冥
 

加
 

以
上
 
は
 
口
 

間
 

役
人
の
 

日
 
願
書
 
を
 

も
、
 

增
 

方
 

少
 

後
，
 

十
七
 

貫
 

ら
る
ー
 

0
 

に
 
一
定
せ
 

額
と
 む

 
を
 

要
求
 

，
兵
 

庫
 

力
 
く
 

錢
 

一
 

提
出
 

し
 

と
 

九
 
百
 

>9 
て
 ら

れ
 

ベ
 
し
 

貫
 
四
 

第
四
窣
 

商
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.K  二
 

(1
 

二)
 

百
匁
に
て
許
可
せ
ら
れ
た
，
.
=
^
。
 

こ
れ
よ
 

b
 

後
 

冥
加
 

銀
 

高
に
 

變
動
 

な
く
、
 

毎
年
 

十
 

一
 

月
 

i
S
 

大
阪
 

二
三
)
 

町
奉
行
 
所
に
 
上
納
す
 

る
 
を
 
例
と
 
せ
り
。
 

成
立
 

當
 

初
の
 

安
永
 

二
 

年
 

十
二
月
よ
，
.
 

>
 
 

同
 

三
年
 

五
月
 

迄
の
 

諸
 

問
屋
 

口
 

餞
 

高
 

は
、
 

合
 

計
 

百
 

三
十
 

三
 

貫
 

七
 

百
 

四
 

商
況
 
不
振
 

十
七
 

匁
 

四
 

分
 

三
 

厘
に
 

し
て
，
 

其
 

中
貝
屋
 

仁
右
衞
 

門
の
 

六
 

K
f
H
I
 

六
十
 

七
 

匁
 

一
 

分
 

を
 

筆
頭
と
 

し
、
 

五
 

貫
 

匁
 

以
上
の
 

口
 

餞
 

高
 

あ
る
 

者
 

は
、
 

筆
 

屋
 

五
兵
 

衞
.
 

阿
 

波
 

屋
長
兵
 

衞
、
 

貝
 

屋
 

甚
左
衞
 

門
の
 

三
人
 

あ
 

b
 

し
の
み
。
 

後
に
 

隆
盛
 

を
 

極
め
し
 

北
風
 

莊
右
衞
 

門
 

家
の
 

如
き
 

も
、
 

當
 

時
 

は
 

其
 

額
 

僅
に
 

三
贯
五
 

餘
 

匁
に
 

過
ぎ
す
。
 

商
況
 

は
 

一
 

般
に
 

不
振
な
 

b
 

し
が
 

如
 

く
、
 

百
 

二
十
 

一
 

軒
 

中
 

休
業
せ
 

る
 

も
の
 

二
 

十
四
 

軒
に
 

及
び
、
 

往
時
 

榮
 

え
し
 

北
風
 

彥
太
郞
 

家
 

亦
 

其
 

一
 

な
り
き
。
 

さ
れ
ば
 

安
永
 

九
 

年
 

十
二
月
 

に
 

至
 

，9
、 

も
 

は
や
 

冥
加
 

銀
 

上
納
 

も
覺
 

束
な
 

く
な
 

b
 

た
れ
ば
 

と
 

て
、
 

南
 

鏺
銀
ニ
 

千
兩
を
 

借
用
 

し
、
 

其
 

利
息
 

餘
銀
を
 

以
て
 

上
納
 

銀
の
 

不
足
 

を
 

補
 

は
む
 

こ
と
 

を
 

出
願
 

し
、
 

北
 

風
 

莊
右
衞
 

門
 

等
 

所
持
の
 

家
 

屋
土
藏
 

等
 

九
ケ
所
 

を
抵
當
 

と
し
、
 

一
 

ヶ
月
 

五
 

朱
の
 

利
息
 

を
拂
 

ふ
の
 

條
件
 

に
て
 

借
 

入
る
 

， 
を
 

得
 

( 
1 五)
 

た
，
 

9。
 

以
て
 

當
時
諸
 

問
屋
 

困
窮
の
 

狀
を
想
 

察
す
る
 

を
 

得
べ
 

し
。
 

組
織
 
 

諸
 

問
屋
 

仲
間
の
 

組
織
 

は
、
 

先
づ
 

仲
間
 

役
人
に
 

年
 

寄
，
 

年
 

行
 

司
、
 

月
 

行
司
の
 

三
役
 

あ
ち
て
、
 

其
員
數
 

に
 

は
 

定
ま
り
 

あ
，
 

CV
 

し
 

如
く
 

な
れ
 

ど
も
 

明
な
ら
 

す
。
 

加
 

之
 

其
 

就
職
が
 

選
擧
 

に
よ
 

b
 

し
か
 

又
は
 

輪
番
 

勤
務
に
 

よ
り
し
か
 

亦
 

不
明
 

な
れ
 

ど
、
 

三
 

役
 

共
 

月
毎
に
 

人
 

を
 

異
に
せ
る
 

が
 

如
し
。
 

而
 

し
て
 



此
 

等
の
 

役
人
 

は
 

日
々
 

島
 

上
 

町
な
る
 

諸
 

問
屋
 

會
 

所
に
 

出
勤
 

執
務
 

し
、
 

每
 

年
 

正
 

月
、
 

五
 

月
 

及
び
 

九
月
 

に
は
戎
 

講
と
稱
 

す
る
 

仲
間
 

一
 

同
の
 

參
會
 

あ
り
。
 

正
月
に
 

は
 

伊
勢
神
宮
、
 

五
月
に
 

は
住
吉
 

神
社
、
 

九
月
に
は
金
刀
比
羅
神
社
の
代
參
者
を
抽
籤
に
ょ
，
c
^
て
定
 

め
、
 

且
 

つ
 

此
參
會
 

あ
る
 

每
に
 

仲
間
 

定
書
を
 

一
同
に
 

讀
み
 

聞
か
す
 

を
 

例
と
 

せ
り
。
 

仲
間
 

中
に
 

て
 

若
し
 

定
 

書
に
 

背
反
せ
 

る
 

行
爲
ぁ
 

る
 

時
 

は
、
 

株
 

札
 

を
沒
收
 

し
て
 

商
賣
を
 

禁
止
 

し
、
 

其
 

旨
 

直
に
 

穀
 

物
ギ
 

繊
兩
 

仲
買
 

仲
間
 

等
に
 

通
達
し
、
 

仲
買
 

等
も
此
 

通
達
 

を
受
 

く
れ
ば
 

其
 

問
屋
と
の
 

取
引
 

を
 

停
止
せ
，
.
 

>。
 

冥
加
 

銀
 

其
 

他
 

仲
間
 

諸
 

入
 

. 
用
に
 

充
て
む
 

が
た
 

め
 

厘
掛
，
 

9 
銀
の
 

徵
收
 

あ
り
。
 

其
 

賦
課
 

額
を
定
 

む
る
 

た
 

め
、
 

仕
切
 

帳
面
の
 

嚴
 

重
な
る
 

檢
査
行
 

は
れ
た
 

る
 

こ
 

と
 

は
、
 

天
 

保
 

十
二
 

年
 

四
月
 

十
 

一
 

日
の
 

改
め
の
 

節
、
 

小
 

豆
屋
 

助
右
衞
 

門
の
 

帳
面
に
 

薩
州
城
 

米
 

積
替
の
 

記
帳
 

洩
れ
が
 

問
題
と
 

な
れ
る
 

に
て
も
 

知
る
べ
し
。
 

其
 

他
年
 

中
の
 

行
事
と
 

し
て
 

は
、
 

勤
 

番
 

所
.
 

三
 

方
 

名
主
 

惣
 

代
.
 

大
 

阪
 

町
奉
行
 

所
 

及
び
 

天
 

滿
與
カ
 

同
心
に
 

對
し
、
 

年
末
 

年
始
 

及
び
 

八
朔
の
 

鱧
 

を
 

勤
む
 

る
 

外
、
 

春
 

秋
ニ
季
 

の
七
宫
 

神
社
 

祭
禮
に
 

奉
納
物
 

を
献
 

じ
、
 

二
 

月
靑
 

山
家
の
 

安
養
寺
 

墓
所
に
 

參
詣
 

す
る
 

等
の
 

こ
と
 

あ
り
き
。
 

ほ
^
 

仲
間
の
 

中
に
 

て
 

閉
業
 

者
 

あ
れ
ば
 

其
 

株
 

礼
 

を
 

仲
間
に
 

返
 

良
せ
 

し
が
，
 

後
に
 

至
り
 

他
よ
り
 

其
 

株
 

样
 Q
 港
淨
ム
 

び
讓
渡
 
 

を
繼
 

ぎ
て
 

營
 

業
せ
 

む
こ
と
 

を
 

申
出
 

づ
 

る
 

者
 

あ
 

る
 

時
 

は
、
 

株
 

料
 

を
 

出
さ
し
 

め
て
 

仲
間
 

加
入
 

を
 

許
 

す
 

こ
と
 

, 
な
れ
り
。
 

株
 

料
 

は
 

文
政
の
 

頃
、
 

銀
 

六
 

百
匁
と
 

見
 

ゆ
"
 

又
 

問
屋
が
 

株
 

を
 

他
に
 

讓
，
.
 

>
 
 

渡
 

第
四
窣
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六
 

成
る
 

ベ
く
 

其
 

問
屋
に
 

旅
人
 

を
 

差
 

房
す
 

や
う
 

取
 

計
 

ひ
、
 

若
 

し
 

旅
人
 

不
 

得
心
の
 

節
は
會
 

所
に
 

申
出
 

づ
る
こ
 

と
、
 

內
緣
樞
 

機
を
以
 

て
 

他
人
の
 

客
船
 

を
 

招
き
 

取
る
 

は
 

勿
論
、
 

昔
 

信
 

贈
答
 

等
 

を
 

も
 

堅
く
 

禁
 

す
べ
き
 

こ
 

VJ
  

、
旅
 

人
の
 

望
む
 

に
 

任
せ
 

問
屋
に
 

遊
女
な
 

ど
 

呼
 

入
る
 

ベ
 

か
ら
ざ
る
 

こ
 

と
、
 

無
 

株
の
 

者
 

,
 
 

： 
.
 
 

(
ニ
ニ
 

に
 

諸
 

問
屋
 

株
 

を
 

賞
 

貸
す
 

ベ
 

か
ら
ざ
る
 

こ
と
 

等
に
 

し
 

て
、
 

背
 

反
 

者
 

は
 

株
 

礼
 

を
沒
收
 

せ
ら
れ
 

仲
間
 

よ
り
 

除
名
 

せ
ら
る
 

ベ
 

か
，
 

0 
し
が
 

故
 

に
、
 

此
 

定
 

害
の
 

割
合
に
よ
 

く
 

遵
守
せ
ら
れ
 

し
こ
と
 

は
、
 

嘉
 

永
 

五
 

年
 

伊
豫
 

松
 

山
 

藩
の
 

其
產
米
 

を
從
來
 

の
取
极
 

問
屋
た
 

る
 

網
屋
佐
 

左
衞
門
 

方
に
 

て
 

H
 

ら
す
し
 

て
、
 

他
 

の
 

問
屋
に
 

賣
 

捌
か
し
 

め
て
 

比
較
せ
 

む
と
 

せ
し
 

W
 
 

、
仲
 

間
に
 

於
て
 

之
 

を
諾
せ
 

す
、
 

他
 

の
 

問
屋
 

も
 

亦
 

其
 

積
み
 

來
 

り
し
 

米
の
 

取
扱
 

を
 

拒
み
し
 

に
よ
り
て
 

知
る
べ
し
。
 

然
れ
 

ど
も
 

利
害
の
 

矛
盾
 

よ
，
 

< ̂
種
々
 

な
る
 

紛
議
の
 

起
こ
り
し
 

こ
 

と
 

屢
<
 
 

に
て
、
 

仲
 

問
 

役
人
 

は
 

其
 

裁
決
に
 

忙
 

は
し
か
り
 

し
が
 

如
し
。
 

問
屋
の
 

中
に
 

も
 

私
利
 

を
營
 

ま
む
 

と
て
 

g
:
 

々
の
 

手
段
 

を
 

運
ら
 

す
 

も
の
 

あ
，
 

o
。
 

天
 

保
 

十
 

二
 

年
 

関
 

正
月
 

甲
斐
 

九
 

一
 

色
鄕
宫
 

川
紋
藏
 

な
る
 

者
が
 

諸
 

國
沛
々
 

に
て
 

諸
 

荷
物
 

K
 

買
の
 

特
權
を
 

得
、
 

兵
 

庫
に
 

て
 

は
 

靑
筵
を
 

取
扱
 

ふ
と
の
 

風
 

開
 

あ
り
し
 

時
、
 

諸
 

問
屋
の
 

一
 

な
る
 

壺
屋
 

米
吉
 

は
紋
藏
 

の
 

配
下
に
 

馬
せ
，
 

9 
と
稱
 

し
、
 

靑
筵
 

四
百
 

I
 

束
を
藏
入
れ
せ
し
に
、
大
阪
の
七
^
s
靑
筵
問
屋
ょ
，
c
^
 

抗
議
 

起
こ
 

^
、
種
 

々
紛
糾
の
 

末
、
 

怪
 

し
き
 

名
目
 

を
 

申
立
て
 

自
儘
に
 

取
扱
 

ひ
た
る
 

こ
と
 

不
都
合
な
 

り
 

i
 

て
、
 

壺
 

屋
の
株
 

礼
 

を
沒
收
 

せ
ら
れ
し
 

が
 

如
き
 

は
 

其
 

一
 

例
な
，
 

9
。
 



貨
物
の
 

水
揚
 

貨
物
の
 

水
揚
 

げ
、
 

積
 

替
へ
.
 

は
 

問
屋
の
 

取
扱
に
 

屬
 

せ
し
 

を
 

以
 

て
、
 

小
 

宿
 

又
は
 

仲
買
の
 

之
に
 

從
事
 

兵
 

庫
の
 

濱
 

す 至 宮 る 

る
 
を
 
許
さ
 

す
.
 水
揚
げ
 

揚
げ
 
を
ば
 
必
す
兵
 
庫
 

水
揚
げ
せ
 

む
 
か
、
 自
ら
 

る
 
を
 
¥
〕
、
 り
し
な
 

り
。
 

せ
る
 

よ
 

，0
、 

穀
 

物
 

仲
 

g
 

只
 

に
 

も
、
 

假
令
 

入
場
 

所
な
 

買
の
 
勝
手
 
た
る
べ
し
 

兵
 
庫
の
 
濱
は
其
 
初
め
 

ば
、
 

入
津
 

貨
物
の
 

增
加
 

は
 卽
ち
出
 在
家
 町
、
 新
 

前
 

町
、
 

宮
 

內
 

町
、
 

北
 

宮
 

內
 

頭
 

あ
 

b
 
 

、
倉
 

庫
の
 

鍵
 

を
 

,CN 
し
も
の
 

、 
如
し
。
 

濱
 

あ
れ
 

ば
、
 

仲
 

間
 

一
 

同
 

第
 

四
 

章
 

商
 

業
 

に
 

際
し
て
 

は
、
 

濱
 

先
に
 

問
屋
 

各
自
の
 

小
 

の
濱
に
 
於
て
 
な
さ
 

、>  る
べ
 

か
 
ら
 
ざ
 

其
 
等
の
 
地
と
 
旅
人
と
の
 
間
に
 
馴
染
 
を
 

さ
れ
ば
 

天
 

保
 

十
二
 

年
 

九
月
 

兵
 

庫
著
津
 

よ
，
 

0 
之
 

を
 

神
 

t
c
o
 

一
 
 

ッ
 

茶
屋
 

濱
に
 

揚
げ
 

く
と
 

も
 
請
 
取
 
渡
 
は
 
兵
 
庫
に
 
て
な
 

し
、
 其
 

(二
 

五)
 

と
の
 
答
 
を
な
 
せ
る
 
こ
と
.
 

- の
り
，
 

十
二
 

濱
と
云
 

ひ
し
 

も
、
 

慶
 

應
ニ
 

年
の
 

頃
 

に
つ
れ
 

て
 

濱
の
數
 

も
亦
增
 

し
た
る
 

も
 

在
家
 
町
、
 關
屋
 
町
、
 濱
 
新
 
町
、
 船
大
工
 
町
、
 島
 

町
、
 

川
 

崎
 

町
、
 

西
 

出
 

町
、
 

東
 

出
 

町
、
 

網
濱
及
 

び
 

保
 

管
 

し
、
 

貨
 

物
 

出
入
の
 

權
を
 

掌
握
せ
 

し
 

濱
の
 

取
締
 

は
 

諸
 

問
屋
 

仲
間
 

其
 

任
に
 

當
 

其
濱
に
 

水
揚
げ
す
 

る
 

を
 

停
止
す
 

る
 

を
 

簇
を
 

し
 は- 

生
 
じ- 

の
 
貨
 

む
 

>  - 上
 

- - 

の
 

な
 

上
 
町
 

_ 

東
 
川
 

♦>
  

、 
1 1 1 

力
 
Q
 

-、
 

若
 

立
つ
 

る
の
 

，
神
"
、
 

二
 

ッ
 

，
兵
 

庫
.
 

の
 

衰
 

物
 
多
く
し
 

と
 

を
 

問
屋
 

て
 
何
處
に
 

十
七
 
濱
と
 

ら 

む。
 

其
 

，
匠
 

町
、
 

松
 

屋
 

崎
 
町
に
 
し
 

々
に
し
て
 

し
 

取
締
 

規
 

(二
 

六)
 

せ
 
b
。
 

六
 七
 

定 て 

(二
  

5
 

云 

pl、 

あ り。 又 

屋
 
等
の
 
濱
 

を
 

招
く
 

に
 

倉
庫
に
 
充
 

要
求
せ
 

し
 

人
 

す
 

る
 

も
 

へ
る
 
を
 
見
 

謂
 
十
七
 
濱
 

、
锻
 

冶
 

屋
 

町
、
 

各
 

濱
に
は
 

横
の
 
所
爲
 

に
 
遵
は
ざ
 



^
物
 

仲
買
 

仲
 

間 

神
 
戶
市
史
 

錄
 

一 
近
世
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 

穀
物
 
仲
買
の
 
起
^
 
は
 
明
 
瞎
を
缺
 
く
と
 

雖
、
 蓋
 
し
 
問
屋
の
 

し。
 

明 
和 
六 
年 
兵 
庫
の
 

公
領
と
 

な
る
や
 

否 
や、
 

從
 

來
 

穀
物
 

者
、
 八
 
月
 
十
三
 

日
 
を
 
以
て
 
株
 
免
許
 
を
 
出
願
し
、
 

一
 
旦
 
却
下
せ
 

阪
の
 
同
業
者
の
 

利
 
を
 
奪
 
は
る
 

、 
を
 
虞
れ
 
し
に
よ
 
る
な
ら
 

出
す
 
る
に
 
及
び
て
 

は
、
 大
 
阪
表
 

へ
 
の
 
送
り
 
狀
 
あ
る
 
荷
物
 
を
 

米
の
 
取
引
 
を
ば
 
決
し
て
な
 

さ
 
す
、
 其
 
他
 
大
阪
の
 
差
 
支
と
 
な
 

を
 

誓
 

ひ
、
 

之
 

を
條
 

件
と
 

し
て
 

以
て
 

從
來
 

通
，
 

り 
穀
物
 

仲
買
の
 

こ
る
 

を
 

拒
が
 

む
と
 

し
、
 

銀
 

二
十
 

枚
の
 

冥
加
 

を
ば
 

毎
年
 

十
 

一
 

る
に
 

同
月
 

二
十
 

五
日
 

鍋
屋
九
 

兵
衞
等
 

二
十
 

三
人
の
 

者
よ
 

と
し
て
 

從
來
 

穀
物
 

商
賣
 

を
な
 

せ
る
 

緣
 

故
に
よ
り
 

株
 

免
許
 

者
 
輩
出
す
 

る
 
あ
り
し
 
も
の
 
、
如
く
な
る
 

が
、
 明
 
和
 
八
 
年
 
十
 

者
に
 
株
 
を
 
免
許
す
 

る
 
こ
と
、
 
な
れ
，
 
り 

j 
其
 
時
差
 
出
せ
る
 

b
 

て
營
 

業
し
 

毫
も
 

新
規
の
 

儀
 

を
 

企
て
 

す
、
 

若
 

し
 

願
の
 

趣
意
 

よ
る
 
と
も
 
看
過
し
 
難
き
 
弊
害
 
あ
る
 
時
、
 吟
 
眛
の
上
 
商
賣
取
 

表
に
 

積
 

登
る
べ
き
 

荷
物
 

を
 

引
 

請
け
 

若
く
 

は
 

其
 

他
 

大
阪
表
 

六
 

八
 

發
 

と
 

同
 

時
 

に
 

起
 

b
 

た
 

る
 

な
る
 

ベ
 

仲
買
に
 
從
事
 
せ
し
 
百
 
二
十
 
五
軒
の
 

ら
れ
 

し
こ
と
 

めり
。 

こ
れ
 

或
は
 

大
 

む
，
 

十
月
 

十
七
 

日
 

再
び
 

願
書
 

を
提
 

ば
 

取
 

捌
か
す
、
 

米
 

切
手
 

不
實
帳
 

合
 

《
仝
 

る
 
こ
と
 
を
ば
 

一
 
切
 
之
を
愼
 
む
べ
 

き
 

許
可
 

を
 

得
、
 

外
來
 

出
願
者
の
 

競
 

ひ
 

起
 

(二 七) 

月
に
 
上
納
す
 
べ
し
と
 
云
へ
 

り
。
 

然
 

り
 

も
、
 

K
 

加
 

銀
 

五
 

枚
の
 

上
納
 

を
條
件
 

を
 
得
む
 

と
 
出
願
 

し
、
 其
 
他
に
 

も
 
競
 
爭
 

二：
：：
： 

に
 

至
 

り
、
 

遂
 

に
 

百
 

二
十
 

五
軒
の
 

一 札
に
 よ
れ
ば
、
 
從
來
の
 慣
例
に
 因 

に
 
背
く
 
こ
と
 
あ
る
 

か
、
 或
 
は
 
慣
例
に
 

放
ち
 
或
は
 
罪
科
に
 
處
 
す
べ
 

く
、
 大
阪
 

の
 
差
 
支
と
 
な
る
 
時
 
亦
 
之
に
 
準
 
や
べ
 



穀
物
 仲
賈
仲
 

間
の
 

組
織
 

及
 

び
 

規
約
 

く
、
 

冥
 

加
 

銀
と
 

し
て
 

翌
年
よ
.
 

b
 

每
年
銀
 

二
十
 

枚
 

を
 

十
 

一
 

月
 

中
に
 

必
す
 

上
納
す
べ
き
 

こ
と
 

等
 

を
 

(二八) 

命
じ
た
り
。
 

而
 

し
て
 

問
屋
よ
，
 

0 
穀
物
 

を
 

買
 

ス
 

れ
之
を
 

地
方
に
 

賣
捌
 

く
こ
と
の
 

み
な
ら
 

す
、
 

津
 

中
の
 
搗
米
小
 
賣
亦
此
 
穀
物
 
仲
買
の
 
營
業
 
種
目
に
 
屬
 
し
、
 仲
 
間
 
外
の
 
者
の
 
白
米
 
小
賣
は
 
厳
禁
せ
 

(二
 

九)
 

ら
れ
た
 

b
。
 

(=
10
) 

仲
間
 
役
人
に
 

は
 
三
人
 
乃
至
 
四
 
人
の
 
年
寄
 
あ
 
り
、
 會
 
所
 
は
宮
內
 
町
に
 

あ，..^ 
き
。
 

定
 
書
 
は
 
現
存
 

す
る
 
文
化
 
五
 
年
 
正
月
の
 
も
の
に
 
よ
る
に
、
 
八
 
ケ
條
ょ
 

成
 
り
、
 其
 
大
 
要
 
は
、
 諸
 
問
屋
 
米
 
代
 
銀
拂
方
 

を
 

遲
延
せ
 

す
、
 

賣
 

先
に
て
 

故
障
 

あ
る
 

も
 

工
面
し
て
 

支
拂
ふ
 

ベ
 

く
、
 

金
 

銀
 

出
入
に
 

付
き
 

出
訴
に
 

及
 

び
對
.
 
決
に
 
至
る
 
時
 
は
 
株
 
札
 
を
 
仲
間
に
 
引
上
げ
、
 
得
意
先
 
を
ば
 
他
に
 
預
け
 
事
件
 
落
 
著
 
後
 
取
.
^
 
艮
 

す
べ
く
、
 

一
 

時
 

預
れ
る
 

者
が
 

引
 

續
き
內
 

々
注
文
 

を
 

取
る
 

こ
と
 

あ
ら
ば
 

株
 

礼
 

を
沒
收
 

す
べ
き
 

こ
 

と
、
 

寬
 

政
 

十
二
 

年
 

九
月
 

申
 

合
 

は
せ
 

置
き
し
 

佐
 

比
 

江
 

帳
 

合
 

商
 

內
に
携
 

は
ら
す
 

と
の
 

規
約
に
 

背
反
 

す
る
 

時
 

は
 

株
 

札
 

を
 

沒
收
す
 

ベ
 

き
こ
 

と
、
 

從
 

來
 

i
s
r
 

申
 

渡
 

せ
 

る
 

如
く
 

濱
 

に
て
 

立
 

會
の
節
 

は
 

年
寄
 

衆
 

の
 
差
圖
を
 
受
け
 
諸
事
 
取
 
計
 
ひ
、
 主
 
人
た
 

る
 
者
 
每
日
濱
 

に
 
出
で
 
入
船
 
物
 
あ
 

し
 
時
の
 
取
扱
 
を
 
問
 

屋
 
K
 
せ
と
す
 

る
 
こ
と
な
 

く
、
 
且
 
つ
 
灘
邊
の
 
得
意
先
に
 
も
繁
く
 
廻
る
 
や
う
す
 

ベ
 
き
こ
と
、
 

1
 身
の
 

行
に
 

注
意
し
て
 

下
人
の
 

心
得
 

違 な
き
や
う
 

に
す
 

る こ と、
 

分 家 又
は
 

召
使
の
 

者 株 加
入
 

願 を 

差
 
出
す
 
も
聞
濟
 
な
き
 
間
 
は
 
店
 
を
 
出
さ
し
 

む
 
ベ
 
か
ら
ざ
る
 

こ
と
 
等
に
 
し
 
て
、
 す
 
ベ
 
て
 
近
年
 
漸
く
 

第
四
窣
 
商
業
 
 

.K
 

九
 



紳
 
戶
市
史
 

別
 
5
S
M
 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

七
 〇
 

(三 
I ) 

頹
廢
 

せ
む
 

と
す
る
 

古
格
 

を
振
肅
 

せ
む
 

と
せ
り
。
 

又
 

株
の
 

加
入
 

讓
與
 

に
關
 

し
て
 

は
寬
政
 

年
間
 

(II 三ソ 

に
 
定
め
ら
れ
し
 
嚴
密
 
な
る
 
手
績
 

あ
.
.
^
 
き
。
 

佐
 

比
 

江
 

帳
 

合
 

右
の
 

定
 

書
中
に
 

佐
 

比
 

江
 

帳
 

合
 

商
內
と
 

あ
る
 

は
、
 

佐
 

比
 

江
 

町
の
 

米
市
場
に
 

て
 

行
 

は
れ
し
 

米
穀
 

资
 IF* 

^
.
全
賣
買
を
斥
す
 

も
 

の
 

に
 

て
、
 

大
阪
、
 

兵
 

ii
g 

兩
 

地
の
 

者
の
 

出
願
に
 

基
づ
 

き、
 

安
永
 

元
年
 

仲
 

K
 

株
 

三
 

十
 

軒
の
 

免
許
 

あ
り
、
 

大
阪
堂
 

島
 

米
市
場
 

同
 

樣
の
賈
 

買
 

盛
な
 

り
き
。
 

然
る
に
 

天
明
 

四
 

年
 

市
場
 

不
振
 

に
陷
 

り
し
よ
.
 

0 
米
市
場
 

仲
 

R
 

は
 

穀
物
 

仲
 

K
 

仲
 

問
に
 

交
涉
 

し
て
 

引
受
 

を
 

求
 

め
、
 

其
 

議
 

遂
に
 

熟
せ
 

し
を
以
 

て
、
 

同
 

年
 

十
月
 

宮
內
町
 

會
所
濱
 

手
に
 

立
 

會
場
建
 

を
 

開
始
せ
 

し
 

に
、
 

諸
 

問
屋
 

中
よ
り
 

抗
 

あ
 

b
 
 

、
穀
 

物
 

仲
買
に
 

て
 

は
 

之
に
 

答
 

ふ
る
 

に
、
 

若
 

干
の
 

費
用
 

を
 

支
出
し
て
 

譲
 

受
け
た
 

る
 

上
 

は
 

如
何
 

と
も
し
 

難
し
と
の
 

3:
! 

を
 

以
て
せ
し
 

か
 

ど
、
 

諸
 

問
屋
 

中
 

は
 

更
に
 

其
费
用
 

を
ば
 

悉
く
 

辨
償
 

す
べ
 

き
 

を
 

以
 

て
、
 

必
 

す
 

中
止
 

あ
ら
む
 

こ
と
 

を
 

欲
す
と
 

迫
り
た
り
。
 

因
 

し 
穀
物
 

仲
買
 

も
 

遂
に
 

讓
步
 

し
-
 

問
屋
よ
，
 

o-
 

一
 
 

貫
 

五
 

百
匁
の
 

損
害
 

金
 

を
 

得
て
 

以
て
 

米
市
場
 

仲
 

gH
; 

と
の
 

約
定
 

を
 

取
消
せ
 

り
。
 

こ
 

れ
 

蓋
し
 

一
 

に
 

は
 

穀
物
 

仲
買
 

等
が
 

i
 

仝
賣
 

買
の
 

如
き
 

堅
實
 

な
ら
ざ
る
 

取
引
に
 

從
事
 

す
る
 

こ
 

と
，
 

諸
 

問
屋
の
 

頗
る
 

* 
不
安
 

を
感
 

せ
し
 

所
な
 

り
し
よ
.
.
 

>
斯
 

く
 

抗
議
す
 

る
に
 

至
り
し
 

な
ら
む
。
 

然
れ
ど
 

も
 

投
機
心
の
 

旺
盛
 

は
 

到
底
 

之
 

を
 

抑
止
す
べ
く
 

も
 

あ
ら
 

す
、
 

穀
 

物
 

仲
買
に
 

し
て
 

佐
 

比
 

江
 

市
場
に
 

出
入
す
 

る
 

者
 

次
第
に
 

多
 

か
り
し
 

か
 

ば
 

、
直
 

政
 

十
二
 

年
 

九
月
 

諸
 

問
屋
よ
り
 

重
ね
て
 

抗
議
す
 

る
 

所
 



あ 文 

干
 

鰯
 

仲
買
 

仲
 

間 

を 

田 IC 
二 IIP 

な 

-.
^ 

、
穀
物
 

仲
買
 

一
 

同
 

萬
 

福
 

ば
 
株
 
札
 
を
沒
收
 
す
べ
 

き
 

く
、
 

文
化
 

五
 

年
の
 

定
 

書
に
 

に
 
終
，
 9 
し
な
ら
 

む
。
 

干
 
鰯
 
仲
買
の
 
起
原
 
は
頗
 

な
せ
 

b
 
と
 
云
 
ふ
。
 

干
 
鰯
 

の
 
中
 
兵
庫
津
 
よ
り
 
尼
 
崎
 

仲
買
 
組
合
と
の
 
立
會
に
 

の
 
慣
習
な
、
 
り
と
 
云
 
ふ
。
 

人
來
朝
 
等
の
 
際
、
 椀
 
家
具
 

命
せ
ら
れ
 
し
と
 
選
 
を
 
異
 

す
べ
し
。
 

此
干
嫋
 

仲
買
 

新
 
組
と
の
 
兩
者
對
 
立
し
 

げ
、
 

戎
講
を
 

も
 

一
 

組
と
 

な
 

る
 

や
、
 

當
 

時
 

入
員
增
 

加
し
 

寺
に
 

會
合
 

し
、
 

今
 

後
 

主
人
 

は
 

勿
論
 

子
息
 

手
代
に
 

て
 

も
 

立
 

入
る
 

者
 

あ
 

由
 

を
 

申
 

合
 

は
せ
 

た
れ
 

ど
、
 

爾
 

後
 

も
此
申
 

合
に
 

背
く
 

者
 

多
 

か
，
 

し
が
 

よ の て の 

(三 三) 

て 

再
び
 

之
 

を
 

嚴
禁
 

す
る
 

3
曰
 

を
 

記
せ
り
。
 

恐
ら
く
 

は
此
 

定
 

書
 

も
 

空
 

古
 

く
、
 

延
 

享
四
 

年
の
 

七
 

八
十
 

年
 

以
前
よ
り
 

組
合
と
 

唱
 

へ
 

て
賣
買
 

賣
捌
先
 

は
 

播
磨
明
 

石
 

郡
 

、一
一 

一
 

木
 

郡
、
 

攝
 

津
 

有
 

馬
 

郡
、
 

八
 

部
 

郡
 

及
び
 

灘
 

在
々
 

迄
 

を
 

主
と
 

し
、
 

其
 

運
搬
の
 

駄
賃
 

は
 

每
年
兵
 

庫
の
 

馬
 

借
と
 

干
 

之
 

を
 

定
 

め
、
 

此
 

駄
賃
 

は
 

他
 

商
 

賣
の
者
 

も
 

之
 

を
 

遵
守
す
 

る
 

こ
 

と
 

古
 

之
干
嫋
 
仲
買
に
 
對
 
し
て
 
は
正
德
 
年
間
よ
り
 
巡
 
見
 
使
の
 
巡
 
囘
、
 朝
 

用
 

を
 

命
 

じ
、
 

爾
 

餘
の
商
 

估
の
 

單
に
 

各
自
の
 

取
扱
に
 

か
 

る
雜
物
 

せ
る
 

こ
 

と
、
 

亦
 

以
て
 

組
合
の
 

實
 

力
の
 

他
 

商
に
 

比
し
て
 

優
れ
る
 

を
 

は
 

何
れ
の
 

頃
よ
、
 

9 
か
 

二
十
 

八
 

人
の
 

所
謂
 

古
 

組
と
 

十
九
 

人
の
 

所
 

相
 

ハ
ラ
 

ひ
し
が
、
 

後
 

相
互
の
 

不
利
益
な
、
 

9 
と
て
 

延
享
 

年
間
 

和
談
を
 

て
 

執
行
す
 

る
に
 

至
れ
り
。
 

然
る
に
 

明
 

和
 

六
 

年
 

兵
 

庫
の
 

公
領
と
 

三
十
 

五
"
 

<
 
 

に
 

達
せ
 

し
 

古
 

組
 

は
、
 

八
月
 

十
三
 

日
 

組
合
 

組
織
 

を
 

出
願
 

第
四
窣
 
商
業
 
 

七
 



干
 

鰯
 

仲
買
 

仲
 

間
の
 

組
^
 

及
 

び
 

規
約
 

神
 
戶
市
史
 

^
5
S
M
 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 

し
、
 

冥
 

加
と
 

し
て
 

毎
年
 

銀
 

十
 

枚
 

を
 

出
さ
む
 

こ
と
 

を
 

請
へ
 

b
。
 

然
 

人
よ
り
も
 

出
願
 

あ
り
し
 

か
 

ば
、
 

慕
 

府
は
 

從
來
の
 

慣
習
に
 

就
き
 

諮
 

た
る
 

を
 

以
て
、
 

仲
買
 

等
 

幕
 

命
 

を
 

奉
じ
、
 

五
十
 

四
 

人
 

一
 

組
と
な
，
c
^
 

の
議
成
 り. 伺 年

 十
月
 屆
 出
で
 た
り
し
 に. 慕 府

は
冥
 加
 銀
 額
 

る
 
こ
と
 
再
三
に
 
及
び
 
、
仲
買
 
等
 
亦
 
之
に
 
對
し
 

々
 
陳
情
す
 

る
 

十
 

枚
と
 

し
、
 

爾
 

後
 

は
 

年
々
 

十
五
 

枚
の
 

定
め
に
 

て
 

十
二
月
 

十
日
 

(三 5
 

り
。
 

然
る
に
 

安
永
 

元
年
 

正
月
の
 

干
鰯
屋
 

仲
問
定
 

書
に
 

速
署
 

に
よ
，
 

CS
 

て
考
 

ふ
れ
 

ば
、
 

組
 

織
 

後
 

幾
 

も
な
 

く
 

仲
買
人
の
 

數
を
滅
 

仲
買
人
 
年
を
逐
 
ひ
て
 
增
 
加
し
、
 
安
永
 
七
 
年
に
 
は
 
五
十
八
 
軒
と
 

し
、
 

冥
 

加
 

銀
 

も
 

二
十
 

枚
 

卽
ち
八
 

百
 

六
十
 

匁
 

を
 

上
納
す
 

る
に
 

至
 

仲
間
 

役
人
と
 

し
て
 

は
 

明
 

和
 

六
 

年
 

以
前
 

旣
に
年
 

行
司
と
 

稱
す
 

に
 

は
 

年
 

寄
、
 

年
 

行
 

司
、
 

月
 

行
司
 

等
の
 

名
 

見
 

ゆ
。
 

但
し
 

其
 

人
員
 

明
 

U 
千：
 

ハ)
 

あ
，
.
^
 

き
。
 

現
存
す
 

る
 

株
 

仲
間
 

免
許
 

當
 

時
の
 

定
 

書
に
 

就
き
て
 

納
は
銀
 

十
五
 

枚
に
 

し
て
、
 

仲
間
 

諸
 

入
用
 

銀
の
 

割
付
け
 

を
ば
 

運
 

餞
 

三
步
五
 

厘
の
 

中
 

五
 

厘
 

を
 

仲
間
に
 

差
 

出
し
て
 

上
納
 

銀
に
 

充
 

め 後 n 

る
 
に
 

1
 

問
せ
 

る
 

十
五
 

枚
 

を
 

過
少
 

所
 
あ
 
b
„
 

0
 

可
 

を
 し
 

に
 

、
天
 

せ 其 

り 

(三 五. - 

者
 
あ
 

大耍 

七
 
二
 

方
に
 

於
て
 

新
 

組
 

十
九
 

末
、
 

兩
 

者
に
 

合
同
 

を
勸
 

の
 
冥
加
 
銀
 
を
 
上
納
す
 

な
り
と
 

し
、
 

其
 

35
? 

額
 

を
 

遂
に
 
初
年
に
 
限
り
 

得
て
 

株
 

仲
間
 

を
 

組
織
 

買
 
人
 
は
 
五
十
 

一
 
軒
な
 

や
"
 

安
永
 

二
 

年
 

以
後
 

明
 

八
 

年
頃
 

七
十
 

軒
に
 

を 出 

し
が
、
 

株
 

仲
 

問
 

成
立
 

會
所
は
 
佐
 
比
 
江
 
町
 

述
 

ぶ
れ
 

ば
、
 

每
 

年
 

の
 

銀す る こ と、；！： 買 

な
 

く
 

る
 

- 
J 

と
、
 

株
 

K
 

買
 

は
 

勿
論
 

貸
 



し
 

株
 

を
 

も
な
 

さ
 
 

>
 
 

る
 

こ
 

と
、
 

株
 

持
の
 

者
よ
り
 

別
家
せ
 

し
め
 

干
繊
 

商
を
營
 

ま
し
め
 

む
と
 

欲
す
る
 

時
 

は
、
 

先
 

づ
之
を
 

仲
間
に
 

屆
 

出
で
 

其
 

指
 

圖
を
受
 

く
べ
 

き
こ
 

と
、
 

仲
 

間
 

以
外
の
 

者
に
 

名
前
 

を
 

貸
し
 

肥
料
 

類
を
賣
 

買
せ
 

し
め
ざ
る
 

こ
 

と
、
 

口
 

錢
を
 

1
 

厘
 

に
て
も
 

規
定
よ
り
 

引
下
げ
ざ
る
 

こ
 

と
、
 

商
 

ひ
 

定
法
 

仲
間
 

申
 

合
 

を
 

堅
く
 

遵
奉
す
 

る
 

こ
 

と
、
 

仲
 

間
 

相
談
の
 

節
 

我
儘
な
る
 

振
舞
 

を
な
 

し
、
 

又
 

談
合
の
 

旨
に
 

背
反
す
べ
か
ら
ざ
る
 

こ
 

と
、
 

仲
 

間
內
 

に
て
 

喧
嘩
 

口
論
 

等
 

を
な
 

さ
 

，-
， 

る
 

こ
 

と
、
 

仲
 

間
 

戎
講
を
 

ば
 

正
 

月
、
 

五
 

月
、
 

九
 

月
の
 

十
三
 

日
と
 

定
 

め
、
 

當
 

日
 

は
濱
立
 

買
物
 

一
 

切
な
 

さ
 

..
， 

る
 

こ
 

と
、
 

仲
 

間
 

參
會
の
 

. 
I
 
 
t
 
 

(三 七) 

通
知
 

あ
ら
ば
 

早
速
 

出
席
す
べ
き
 

こ
と
 

等
な
，
 

9
。
 

三
 

仲
間
 

相
互
 

諸
 

問
 

屋
、
 

穀
 

物
 

仲
 

買
、
 

干
 

繊
 

仲
買
の
 

三
者
 

は
 

上
述
の
 

如
く
 

各
 
 

<
咮
 

仲
 

間
の
 

組
 

載
に
 

よ
り
て
 

營
業
 

し
、
 

中
 

に
 

は
 

一
軒
に
 

し
て
 

問
屋
 

及
び
 

仲
買
 

兩
 

種
の
 

株
 

を
 

所
有
す
 

る
 

も
の
 

あ
り
。
 

天
 

保
 

十
二
 

年
 

の
 

頃
 

和
泉
屋
 

彌
兵
衞
 

な
る
 

者
.
 

不
 

都
合
の
 

行
爲
 

あ
，
.
^
 

し
に
よ
 

b
 
 

、
関
 

正
月
 

二
十
日
 

諸
 

問
屋
 

仲
間
 

よ
り
 

濱
立
を
 

禁
止
 

せ
ら
れ
し
 

が
、
 

同
 

時
に
 

穀
物
 

仲
買
 

仲
間
よ
り
も
 

亦
 

同
樣
の
 

制
裁
 

を
受
 

け
、
 

同
 

月
 

二
十
 

八
日
 

諸
 

問
屋
の
 

解
 

禁
、
 

翌
 

日
 

穀
物
 

仲
買
 

仲
間
の
 

解
禁
 

あ
り
き
。
 

こ
れ
 

以
て
 

同
人
の
 

諸
 

,
 
 
.
 
 

(三 八) 

問
屋
と
 

穀
物
 

仲
買
と
 

を
 

兼
ね
し
 

證
據
と
 

見
る
べ
し
。
 

又
干
溺
 

仲
買
 

仲
 

問
に
 

在
.
.
^
 

て
 

は
、
 

其
 

設
 

立
の
 

際
 

加
入
 

希
望
の
 

者
 

を
ば
 

拒
ま
ざ
る
 

ベ
 

き
を
 

條
件
 

と
し
て
 

兵
庫
津
 

中
の
 

承
諾
 

を
 

得
し
 

も
 

の
、
 

如
く
 

な
れ
 

ば
、
 

安
 

永
 

四
 

年
 

問
屋
の
 

加
入
 

を
 

拒
む
 

に
 

及
 

び
、
 

問
 

屋
は
 

之
に
 

對
し
次
 

三
男
 

又
は
 

第
 

四
 

章
 

商
 
業
 
 

七
三
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

七
 四
 

手
代
 
を
 
別
家
せ
 
し
む
る
 
爲
め
加
 
人
の
 
必
要
 
あ
.
^
 
と
て
 
抗
 
J
i
 
し
 
出
願
す
 

る
 
所
 
あ
り
。
 

同
年
 
七
 

月
 
十
一
 
日
に
 
至
，
 0 
干
溺
 
仲
買
の
 
加
入
 
料
と
 
し
て
 
八
 
W
 
匁
の
 
要
求
 
は
 
多
き
 

に
 
過
ぐ
 

る
 
を
 
以
て
 

宜
し
く
 
之
 
を
 
減
額
す
 

ベ
 
く
、
 問
 
屋
侧
の
 
無
料
に
 

て
 
加
入
せ
 
む
と
 
す
る
 

も
 
亦
 
不
都
合
な
 

b
 
と
の
 

判
決
 
あ
ね
で
 
尙
三
 
仲
間
 
は
 
他
の
 
諸
 
仲
 
問
に
 
比
し
て
 
勢
力
 
设
秀
 

に
、
 且
つ
 
相
互
の
 
間
に
 
規
約
 
を
 

定
め
 
密
接
な
る
 
關
係
を
 
持
せ
 

り
。
 

天
明
 
年
中
に
 
心
得
 

の
行
爲
 
あ
る
 
奉
公
人
 

を
 
ば
、
 三
 
仲
 
間
 

中
 
を
 
通
じ
 

一
 
切
 
之
 
を
 
召
使
 
は
す
と
の
 

申
 
合
 
を
 
定
め
し
が
 
如
き
 
其
 

一
 
例
に
 

し
 
て
、
 此
 
申
 
合
 
年
 
を
 

經
 
る
に
 
從
 
ひ
弛
廢
 
せ
し
 
を
 
以
て
、
 
天
 
保
 
十
一
 
一
年
 
重
ね
て
 
規
約
 
を
 
定
め
て
 
其
 
禁
を
嚴
 
に
せ
る
 

こ
 

と
 
あ
り
。
 

其
 
他
 
三
 
仲
間
 
共
同
に
 
て
營
 
め
る
 

¥
^
 
業
 
中
に
 

は
、
 

永
 
五
 
年
 
三
 
仲
 
問
 
相
談
の
 

上
、
 和
 
田
 

岬
に
 
明
 
燈
籠
を
 
立
て
む
 
と
せ
し
 

が
 
如
 
き
、
 元
 
治
 
元
年
 
和
 
田
 
岬
 
及
び
 
川
 
崎
砲
臺
 
築
造
に
 
際
し
 
三
 

(51) 

仲
間
よ
り
 
銀
 
十
 
貫
目
 
を
 
寄
附
し
 

て
、
 幕
 
府
ょ
 

b
e
:
?
 
目
 
二
十
 
贯
文
 
の
赏
賜
 

を
 
得
し
が
 
如
 
き
、
 
及
 
び
 

慶
應
 
三
年
 
九
月
 
開
港
に
 
つ
き
 
神
 

村
に
 

人
屋
 
敷
 
等
 
取
 
建
て
ら
 

る
 

、 
を
 
聞
 
き
、
 入
 
用
の
 
地
所
 

等
 
を
 
寄
附
し
 

て
、
 兵
 
庫
 
奉
行
所
の
 
み
は
 
之
 
を
 
兵
 
庫
の
 
地
に
^
 
て
ら
れ
む
 
こ
と
 
を
 
三
 
仲
間
よ
り
 

(
望
)
 

出
願
せ
 
し
が
 
如
き
 
皆
 
其
 
例
な
 

り
。
 

天
 保
の
 
改
革
 

天
 
保
 
年
間
 
水
 
野
 
越
 
前
 
守
 
は
 
に
よ
，
.
^
 
て
な
 
さ
れ
し
 
所
謂
 
天
 
保
の
 
改
革
な
る
 
も
の
 

は
、
 我
が
 
近
 

世
 
史
上
 
重
要
な
る
 
事
件
の
 

一
 
な
る
 

が
、
 其
 
兵
 
庫
の
 
商
業
に
 
及
ぼ
し
 

、 
影
響
 
も
 
亦
 
頗
る
 
大
 
な
ち
 



き
。
 

抑
.
^
 此
改
 
革
の
 
趣
旨
た
 

る
、
 享
 
保
 童
 
政
の
 
舊
に
復
 
せ
む
 
と
す
る
 
に
あ
 

b
 
て
、
 諸
 
方
面
に
 
亙
り
 

て
 
急
激
な
る
 
改
革
 
行
 
は
れ
、
 
經
濟
 
上
の
 
施
設
と
 
し
て
 
は
獨
 
占
の
 
弊
 
を
 
除
 
き
、
 物
 
價
の
 
騰
貴
 
を
 
防
 

广四 en 

が
む
 
が
た
 

め
、
 問
 
屋
 
仲
間
 
組
合
 
廢
 
止
の
 
斷
 
行
と
 
な
れ
り
。
 

卽
ち
天
 
保
 
十
二
 
年
 
十
二
月
 
令
し
て
 

問
屋
の
 
仲
間
 
組
合
 
を
廢
し
 
冥
加
 
上
納
 
を
 
止
 
め
、
 何
人
に
 

て
 
も
商
賣
 
勝
手
た
 
る
べ
 
し
と
 
定
め
し
 

が
 
如
き
 
是
 
な
"
。
 さ
 
此
 
改
革
の
 
制
令
 
は
 
初
め
 
主
と
し
て
 
江
戸
 
町
中
に
 
向
っ
て
 
發
 
せ
ら
れ
し
 

が
 

如
く
 
な
れ
 
ど
 

* 翌
十
 
三
年
 
三
 
月
 
二
日
の
 
令
に
 
至
、
 り
て
 
は
 
全
國
に
 
施
行
の
 
目
的
 
を
 
以
て
 
發
 
布
せ
 

ら
 
れ
、
 株
 
札
 
問
屋
 
仲
間
 
組
合
 
等
 

一
 
切
 
停
止
、
 
こ
な
 

、
問
 
星
の
 
名
 
稱
は
廢
 
せ
ら
 
れ
、
 卸
 
賣
は
抑
 

へ
ら
 

れ
、
 小
賓
は
 
獎
勵
せ
 

ら
 

ぜハ" 
是
に
 
於
て
 
兵
 
庫
 
に
て
も
 

一
 
切
株
 
仲
間
 
を
廢
 

し
、
 上
納
金
 

は
 
免
除
せ
 

ら
れ
し
 
代
 
b
 
に
 
從
來
の
 
特
權
は
 
奪
 
は
れ
、
 
諸
 
問
屋
 
は
 
諸
國
諸
 
荷
物
 
請
拂
 
屋
、
 穀
 
物
 
仲
買
 
は
 
穀
物
 

^3 七. } 

商
人
と
 
稱
 
す
る
 
等
 
夫
々
 
名
稱
を
 
改
め
た
り
。
 

然
る
に
 
此
 
令
の
 
目
的
の
 
も
と
 
營
業
を
 
自
由
に
 

し
て
 
互
に
 
篛
爭
 
せ
し
 

め
、
 以
 
て
 
物
價
の
 
騰
貴
 
を
 
防
が
む
 
と
す
る
 
に
あ
り
 
し
に
 
拘
 
は
ら
 

す
、
 實
 
際
 

に
 
其
 
目
的
 
を
 
達
す
る
 

を
 
得
 
ざ
，
.
.
 - 
し
の
み
 
な
ら
 

す
、
 商
 
業
 
は
 

一
 
般
に
從
 
來
の
規
 
綱
 
を
 
失
 
ひ
た
れ
 

ば
、
 却
 
り
て
 
不
振
に
 
陷
 
る
に
 
至
れ
り
。
 

さ
れ
ば
 
兵
 
庫
に
 

て
 
は
 
改
革
に
 
際
 
し
、
 諸
 
事
 
先
規
の
 
通
、
 り 

た
 
る
 
ベ
 
き
 
由
 
を
 
名
主
よ
り
 
令
す
 

る
 
所
 
あ
 
り
、
 
改
 
正
 
を
ば
 
單
に
 
名
稱
 
の
み
 

に
 
止
 
め
、
 賣
 
買
關
 
係
の
 

舊
慣
 
を
持
續
 
せ
む
 
と
し
た
 

る
 
如
く
 
な
れ
 

ど
、
 而
も
 
此
 
機
に
 
乘
じ
種
 
々
の
 
手
段
 
を
 
運
ら
 
す
 
も
の
 

第
四
窣
 
商
業
 
 

七
 五
 



祌
戶
市
 
史
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近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

七
 六
 

あ
 
b
 
て
、
 取
引
 
浪
亂
 

し
、
 爲
に
嘉
 
永
 
四
 
年
の
 
組
合
 
再
興
 
後
に
 

も
 

々
の
 
紛
議
 
頻
々
 
と
し
て
 
起
こ
 

る
 
あ
り
。
 

今
 
其
 
 
一
二
の
 
例
 
を
 
擧
げ
む
 

に
、
 油
 
屋
 
仁
兵
衞
 
な
る
 
者
 
も
と
 
諸
 
問
屋
の
 
資
格
な
 
き
に
 

* 

株
 
仲
間
 
禁
止
 
を
 
機
と
 
し
譜
州
 
砂
糖
の
 
賣
 
買
を
始
 

め
、
 仲
 
間
 
制
度
 
再
 
典
 
後
 
も
 
引
 
續
き
營
 
業
せ
 

る
 

に
 
よ
 
b
 
 、
從
 
來
讃
州
 
砂
糖
 
を
 
取
扱
 
ひ
し
 
問
屋
よ
 

b
 
故
障
の
 
申
立
て
 
あ
り
、
 
又
 
肥
 
前
 
美
々
 
津
 
井
手
 

善
 
兵
 
衞
手
船
 

は
 
從
來
備
 
前
屋
治
 
郎
兵
衞
 
方
に
 
來
 
り
し
 
も
の
な
る
 

に
、
 株
 
仲
間
 
禁
止
 
以
後
 
絕
ぇ
 

再
興
の
 
節
 
備
前
屋
 
よ
り
 
之
 
を
 
松
屋
 
治
 
郞
兵
衞
 

に
 
預
け
し
 

に
、
 鹽
 
屋
 
安
兵
衞
 
よ
り
 
先
年
 
預
か
り
 

(E
 

九)
 

た
る
 
こ
と
 
あ
り
て
 
金
銀
 
出
入
 
等
 
も
 
あ
り
と
 

て
 
抗
議
せ
 

る
 
あ
り
。
 

是
 
に
よ
り
て
 

觀
 
る
に
 
株
 
仲
 

間
の
 
禁
止
が
 

一
 
方
に
 
は
 
新
に
 
問
屋
 
營
業
を
 
企
つ
 

る
 
も
の
 
を
 
生
じ
た
 
る
と
 
共
 
に
、
 從
 
來
の
 
問
屋
 

間
に
 
於
け
 

る
 
華
客
 
先
の
 
爭
奪
を
 
盛
な
ら
 
し
め
し
 
こ
と
 
察
す
る
 

に
 
足
れ
、
 
り。 

か
く
て
 
商
慣
習
 

は
 
破
 
れ
、
 奸
 
商
の
 
其
 
間
に
 
私
利
 
を
 
計
る
 
者
 
多
 
か
り
し
 

か
ば
、
 
物
惯
の
 
低
落
 
を
 
致
す
 
こ
と
 
難
く
、
 
終
 

に
 
再
興
 
令
の
 
發
布
を
 
見
る
 

に
 
至
れ
る
な
，
 

o。 

嘉
、
 水
の
 
再
興
 

嘉
永
四
 
年
 
三
月
 
九
日
 
幕
府
 
令
し
て
 
問
屋
 
組
合
 
を
 
文
化
 
以
前
の
 

通
、
 り
に
 
再
興
 
す
れ
 

ど
 
も
、
 冥
 

加
 

金
の
 

上
納
に
 

は
 

及
ば
 

す
、
 

又
 

組
合
の
 

人
數
を
 

制
限
し
 

株
 

礼
 

を
 

渡
す
 

等
の
 

こ
と
 

を
な
 

す
べ
 

か
 

(五
 

0)
 

ら
 

す
と
 

定
め
し
 

か
 

ば
、
 

兵
 

庫
の
 

諸
 

仲
間
 

も
 

亦
此
時
 

再
興
せ
ら
れ
 

た
り
。
 

然
る
に
 

實
 

際
に
 

當
 

り
 

て
 
は
 
人
數
を
 
制
限
し
 
冥
加
金
 

を
 
上
納
せ
 
し
む
る
 

を
 
以
て
 
事
宜
に
 
適
せ
 

b
 
と
し
た
れ
 

ば
、
 大
 
阪
 



箱
 

館
 

逢
物
會
 所
 

出
張
所
 

の
 
如
き
 
は
 
安
政
 
四
 
年
令
し
て
 
翌
年
 が

、
 

人
 

員
の
 

改
革
 

前
と
 

相
 

違
 

あ
-
.
 

> 
し
 

こ
れ
が
 
調
査
 
を
 
行
 
ひ
、
 文
久
 
元
年
に
 

(五一〕 

,9
。 

さ
れ
ば
 

兵
 

庫
 

も
 

恐
ら
く
 

大
阪
 

よ
 
b
 
舊
の
 
如
く
 
冥
加
金
 
を
 
上
納
 

に
よ
り
、
 

冥
加
金
 

額
に
 

も
 

亦
變
更
 

、
溯
り
 

て
 

安
政
 

五
 

年
 

以
來
の
 

至 ま 

前
に
 
三
十
 
軒
な
 
り
し
 

が
、
 再
 
典
に
 
及
 

る
 
こ
と
 

* 
な
 
b
 
し
 
も
、
 米
 
巿
場
昧
 

は
 

て
 
銀
 
三
百
 

一
 
匁
に
 
減
じ
、
 
素
 
麵
屋
株
 

こ
と
、
 
定
ま
 
り
、
 茶
 
靈
 株
と
 
定
芝
 
居
 

買
 
株
 
は
 
全
く
 
再
興
せ
ら
れ
 

ざ
 
り
し
 

寬
政
十
 

一
 
年
 
幕
府
 
は
 
七
 
年
 
を
 
限
 

し
 

む
。
 

時
に
 

兵
 

庫
に
 

高
田
屋
 

嘉
 

兵
 

衞
 

庫
に
 
來
 
、り、 北

風
 
家
 
に
 
0
 
は
 
れ
、
 後
 
獨
 

に
 
航
し
彼
 
地
の
 
海
路
に
 
精
通
せ
 

し
 

り
 
擇
捉
に
 
至
れ
.
.
^
。
 
是
を
 
以
て
 
幕
 

し
 

む
。
 

嘉
兵
衞
 

乃
ち
 

別
 

店
 

を
 

松
 

前
 

第
 
四
 
草
 

商
 

業
 

も 

>9 

r  、 

力 府 

例
 
を
 
襲
 
ひ
し
な
ら
 

十
四
 

軒
の
 

增
加
ぁ
 

興
 

後
 

却
，
 

て
人
數
 

從
 
來
銀
納
 

な
，
 
-
し
 

と
 

は
 

引
 

續
き
冥
 

加
 

(至) 

の
、
 
如
し
。
 

東
 

蝦
夷
 

地
 

を
 

直
轄
 

む
。
 

兵
 

庫
 

り
し
 

を
以
 

減
少
せ
 

し
 を

 
金
納
に
 

金
 
を
 
免
除
 

と
 

し
、
 

吏
 

を
 

な
る
 

者
 

あ
 

，0
。 

も
と
 

淡
路
の
 

し
て
 

西
 

出
 

町
に
 

店
 

ば
、
 

奮
 

ひ
て
 

幕
府
の
 

は
享
和
 

元
年
 

其
 

功
 

館に 開 き、 蝦 夷 の 募
り
に
 

應
 

を
 
賞
 
し
、
 公
 

物
 
產
の
兵
 

せ
 
し
 

な
 
き
 

冥
加
 

- 
 

> 
て
 

て、
 

銀 

を
 
以
 

改
め
 せ

 
ら
 

產
 
に
 

漕
 

運
 

じ
、
 

船
 

廩
を
 

車
 

に
 

む 焚 

る を 

れ し 

其 

て- 

業 

出 を 

一
 

枚
 

て
、
 

冥
加
 

四
兩
を
 

>9 

と
、
 
せ
し
 - 

因
り
て
 

さ
し
め
 

た
 

株
 
は
 改
革
 

增
 

上
納
す
 金

 
も
從
ひ
 

丄
妒
 
す
る
 

. 
干
 

鲍
 

仲
 

を 

給
 
し
-
 

來
る
 

七
 

七
 

經
營
 
に
當
ら
 

_
壯
 

年
の
 

頃
 

兵
 

と
 

し
、
 

屢
<
 
 

松
 

前
 

し
て
 

國
 

後
よ
 

_
官
 

船
 

を
 

領
 

せ
 

も
の
 

こ
れ
よ
 



同、 水
 續
仕
法
 

の
 

制
定
 

i の と 

祌
戶
市
 
史
刖
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

七
 八
 

し
 
て
 
愈
 

< 多
 
か
 
り
き
。
 

文
化
 
四
 
年
 
幕
府
 
は
 
松
 
前
 
氏
を
內
 
地
に
 
移
し
て
 
蝦
夷
 
全
部
 

な
し
、
 
文
政
 
四
 
年
 

一
 
旦
 
舊
に
復
 
せ
し
 

も
、
 安
政
 
二
 
年
 
再
び
 
之
 
を
 
直
轄
に
 
移
し
、
 
箱
 
館
 

之
 
を
 
管
せ
 
し
 
め
、
 同
 
五
 
年
 
箱
 
館
 
產
物
會
 
所
 
を
大
阪
 

に
、
 同
 
出
張
所
 

を
 
兵
 
庫
に
 
S
 
き
 

蝦
夷
の
 
物
產
を
 
取
扱
 
は
し
め
 
し
が
、
 
兵
 
庫
に
 

て
 
は
 
北
風
 
莊
右
衞
 
門
 
其
 
用
達
と
 

な
 

買
 
新
に
 
置
か
れ
し
 
外
に
 

• 干
溺
仲
 
K
 
及
び
 
干
魚
 
盥
魚
仲
 
K
 
亦
 
其
 

只
に
 
與
 

h^, 北
 

(五 S ソ 

家
屋
 
は
會
 
所
に
 
充
て
 
ら
れ
、
 
而
 
し
て
 
入
船
 
數
も
 
爾
後
 
次
第
に
 
坩
 
加
せ
 

る
 
は
、
 文
久
 

國
 
奉
行
 
支
配
 
組
頭
 
兼
 
箱
 
館
 
奉
行
 
支
配
 
組
頭
 
新
 
藤
 
鉛
 
蔵
の
 
上
卞
 S
 
せ
る
 
所
に
 
よ
り
 

(五 五) 

ベ 

萬
延
 
元
年
に
 

至
.
 -
會
所
 
開
設
 
以
來
 
三
年
 
を
經
 
過
し
 
た
れ
ば
 

と
て
、
 

府
は
玆
 

に
 

き
 
仕
 
法
を
定
 
む
る
 
必
要
 
を
 
認
め
た
 

h.。 
新
 
藤
鉛
藏
 
の
大
阪
 
及
び
 
兵
 
扉
に
 
派
せ
 

れが爲 にし て、 取 極の 條々 に關 して は 兵 靡の 會 所に 諮問す る 所 あ b 

年
 
十
 

一
 
月
 
用
達
 
兼
 
會
所
附
 
仲
買
 
北
風
 
莊
右
衞
 
門
 
は
 
答
申
 
窨
を
 
提
出
 

し
、
 附
 
記
す
 

る
 

仲
 
買
、
 干
 
繊
 
仲
買
 
仲
 
間
、
 干
 
魚
鹽
魚
 
仲
買
 
仲
間
 

も
 
亦
 
之
に
 
同
意
な
る
 

を
 
以
て
 

し
、
 會
 

說
に
對
 

し
て
 

は
、
 

當
分
 

從
來
の
 

儘
た
ら
 

む
こ
 

と
 

を
 

乞
 

ひ
、
 

但
し
 

從
來
 

北
風
 

家
 

に
て
 

f
t
 

所
 

使
用
の
 

筆
紙
 

墨
の
 

類
に
 

就
き
て
 

は
、
 

今
 

後
 

其
 

費
用
 

を
 

官
給
と
 

な
さ
む
 

こ
と
 

を
 

求
 

を
 
直
轄
地
 

奉
行
 
を
し
 

て
、
 

先
づ
 

試
 

^
、
會
 

所
附
 

風
 
家
 
所
有
 

二
 

年
 

五
月
 

て
 
明
な
 

り
 

永
 
制
た
 

る
 

ら
れ
し
 

は
 し か ば、 同 

に
 
會
所
附
 

所
の
 
新
築
 

擔
 
せ
る
 
會
 

(五
 

七)
 

め
た
-
.
?
.
。
 



(五
八)
 

幕
府
 
乃
ち
 
北
風
 
家
 
旣
往
の
 
失
費
に
 
對
 
す
る
 
手
 
當
 
と
し
て
 
金
百
兩
 
を
下
附
 

す
。
 

口
 
餞
 
は
會
所
 

開
設
 

前
に
 

あ
 

て
 

は
 

四
十
 

物
卽
ち
 

干
魚
 

鹽
 

魚
の
 

類
 

は
 

問
屋
 

仲
 

E
 
只
雙
方
 

合
せ
て
 

七
步
六
 

厘
、
 

干
 

鰯
 

等
の
 

所
謂
 

肥
 

物
の
 

類
 

は
 

六
步
六
 

厘
の
 

定
め
な
.
^
 

し
が
、
 

開
設
 

後
は
此
 

中
二
 

步
六
厘
 

宛
を
會
 

所に
 

上納
す 

る こと
. 

- せる
 

を以
 

て、 問 屋 仲買
の 

收入
は 

四十
 

物に
 

あり
て 

五 步、 肥 物 に 

あ
り
て
 

四
步
 

と
な
 

^
、
問
 

屋
 

仲
買
 

等
 

爲
に
大
 

に
 

苦
痛
 

を
 

感
じ
た
 

る
が
 

故
に
、
 

今
 

永
 

績
仕
法
 

制
定
 

を
 

機
と
 

し
、
 

上
 

納
金
 

を
 

四
 

厘
 

減
じ
て
 

問
屋
 

仲
買
の
 

所
得
と
 

な
さ
む
 

こ
と
 

を
 

乞
 

ひ
、
 

遂
 

に
 

允
許
 

を
 

得
、
 

肥
 

物
に
 

在
り
て
 

は
 

四
步
四
 

厘
の
 

內
 

問
屋
に
 

一
 

步
三
 

厘
、
 

仲
 

買
に
 

二
 

步
三
厘
 

を
 

分
配
 

し
、
 

殘
 

額
 

八
 

厘
 

は
 

之
 

を
 

用
達
に
 

渡
し
て
 

仕
切
 

金
 

支
拂
の
 

費
用
に
 

充
て
し
 

む
る
 

こ
と
 

, 
せ
り
。
 

而
 

し
て
 

I
 
 

(五 九) 

四
十
 

物
に
 

あ
 

て
 

は
 

問
屋
の
 

所
得
 

肥
 

物
に
 

比
し
 

一
 

步
多
 

き
を
 

異
な
 

と
す
る
 

の
み
。
 

然
る
 

に
 
翌
文
久
 
元
年
の
 
兵
 
庫
の
 
仕
切
 
高
 
は
 

一
 
萬
 
二
 
千
 
百
 
七
十
 
八
 
貫
 
七
 
百
匁
 
九
分
 
四
 
厘
に
 
し
て
、
 
其
 

中
 

下
 

半
季
の
 

分
 

一
 

萬
 

七
 

百
 

八
十
 

二
 

貫
 

九
 

百
 

八
十
 

九
 

匁
 

五
 

厘
 

を
 

前
年
 

下
 

半
季
に
 

比
す
れ
ば
、
 

千
 

四
百
 

七
十
 

貫
 

二
十
 

六
 

匁
 

四
 

分
 

五
 

厘
の
 

增
加
を
 

見
、
 

斯
 

か
る
 

多
額
の
 

仕
切
 

金
 

は
 

到
底
 

此
充
當
 

金
 

の
み
に
 

て
 

支
拂
を
 

了
す
 

る
 

こ
と
 

能
 

は
 

ざ
，
 

し
な
れ
 

ば
.
 

或
 

は
 

北
風
 

家
の
 

私
財
 

を
 

以
て
 

之
を
辨
 

(六
 

0)
 

せ
 
し
ゃ
も
 
知
り
 
難
し
。
 

會
 

所
の
 

設
け
 

然
れ
 

ど
も
 

會
所
 

に
て
の
 

賣
 

買
に
 

は
 

種
々
 

煩
琪
 

な
る
 

拘
制
ぁ
 

て
 

船
員
の
 

厭
 

ふ
 

所
と
 

な
 

b
_
 

第
四
窣
 

商
 
業
 
 

七
 

九
 



神
戶
市
 
史
別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 

び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

A
O
 

な
さ
 
港
に
 
て
 
會
听
の
 
設
け
な
 

き
 
諸
 
港
 
之
に
 
乘
 
じ
て
 
誘
致
 
を
 
試
み
し
 

か
ば
、
 
船
 
货
の
瀨
 
戶
內
 
海
の
 
小
 
港
に
 

て
 

の
賣
賈
 

賣
買
 
せ
ら
る
 

， 
も
の
 
頗
る
 
多
 
く
、
 萬
 
延
元
 
年
間
 
三
月
^
 
所
よ
り
 
し
て
 
之
 
を
大
阪
 
町
奉
行
 
所
に
 

訴
へ
、
 
其
 
禁
止
 
を
 
歎
願
せ
 
し
も
 
行
 
は
れ
 

す
、
 其
 
弊
 
却
り
 

て
 
甚
 
し
く
、
 
殊
 
に
 
兵
 
庫
に
 
遠
 
か
 
ら
 
ざ
 

る
 
播
 

州
 
室
津
の
 
問
屋
の
 
如
き
 

は
、
 備
 
前
.
 備
 
後
邊
 
ま
で
 
引
 
船
と
 
稱
 
す
る
 
小
船
 
を
 
出
し
 

s^? 引
 
を
 
行
 
ひ
、
 萬
 

延
 
元
年
 
七
月
 
下
旬
よ
り
 
九
月
 
末
ま
で
の
 

間
 
に
、
 肥
 
物
 
を
 

ffi め
 
る
 
船
 
四
 
五
十
 
艘
を
入
 

f
t
 
せ
し
め
 

て
、
 以
て
 
其
の
 
積
 
貨
を
賣
 
捌
か
し
 

め
、
 其
 
荷
 
高
 
は
 
羽
鯡
約
 
二
十
 
二
三
 
萬
 
束
、
 緋
 
\
 
柏
 
類
 
約
 
二
 
萬
 
俵
 

餘
に
 
達
せ
 

b
 
と
 
云
 
ふ
。
 
さ
れ
ば
 
永
 
續
仕
法
 
制
定
の
 
際
に
 

も
 
北
風
 
莊
右
衞
 
門
よ
，
.
 
-
此
 
禁
制
 

を
 

嚴
 
に
せ
む
 
こ
と
 
を
 
乞
 
ふ
 
あ
、
 
り
し
 

も
、
 自
然
の
 
趨
勢
 
到
底
 
阻
止
し
 
難
く
、
 
慕
 
末
世
 
態
の
 
不
安
と
 
相
 

俟
 
ち
て
 
價
格
 
騰
貴
の
 
因
と
 
な
れ
り
。
 

卽
ち
羽
 
鯡
十
赏
 
匁
の
 
代
 
銀
 
は
、
 安
 
政
 
五
 
年
に
 
約
 
三
十
 
五
 

匁
な
 
り
し
に
、
 
同
 
六
 
年
に
 
は
 
三
十
 
六
 
七
 
匁
、
 萬
延
 
元
年
に
 

は
 
三
十
 
八
 
九
 
匁
、
 文
久
 
元
年
に
 

は
 
四
十
 

三
 
四
 
匁
、
 同
 
二
 
年
 
に
 
は
 
四
十
 
七
 
八
 
匁
と
 
な
り
、
 
翌
文
久
 
三
 
年
に
 
至
り
て
 

は
 

一
 
躍
 
六
十
 
六
 
七
 
匁
に
 

騰
貴
せ
 

，0。 
是
に
 
於
て
 
干
溺
仲
 

仲
間
 
は
斯
 
か
る
 
肥
料
の
 
暴
騰
の
 
米
作
に
 
惡
 
影
響
を
及
ぼ
 

す
 
ベ
 
き
を
 
理
由
と
 

し
 
て
、
 更
 
に
會
 
所
の
 
設
け
な
 

き
 
諸
 
港
に
 
於
け
 
る
賈
 

i
 只
 
を
 
厳
禁
せ
ら
れ
 
む
こ
 

と
 
を
大
阪
 
町
奉
行
 
所
に
 
出
願
せ
 
し
が
、
 
慕
 
吏
の
 
說
 
得
に
 
遇
 
ひ
て
、
 
卽
日
其
 
願
書
 
を
 
取
 
下
 
げ
、
 遂
 
に
 

(六
- 

0 

目
的
 
を
 
達
す
る
 

を
 
得
す
。
 

價
格
は
 

益
.
^
 暴
騰
し
 

て
、
 慶
應
三
 
年
に
 

は
 
羽
 
鯡
十
貫
 
匁
に
 
付
き
 
二
 
ほ
 



by
 

大
阪
 
と
の
 
商
 

業
關
係
 

六
 
七
十
 
匁
 
乃
至
 
三
百
 
匁
と
 
な
れ
 

判
 
所
に
 
願
書
 
を
 
提
出
し
て
 
窮
 
狀
を
陳
 

る
 
こ
と
 
安
政
 
以
前
の
 
如
く
な
ら
 
し
め
 

變
遷
 
は
や
が
 

て
 
從
來
の
 
株
 
仲
間
に
 

一
 

抑
：
 

德
川
時
 

代
に
 

於
け
 

る
大
 

K
 

の
 

商
 

衞
の
爲
 

め
 
屢
<
 
 兵
 庫
 
の
 
商
業
に
 
厘
 
迫
 
を
 

買
 
等
の
 
株
 
免
許
に
 
際
し
て
 

も
、
 兵
 
庫
 
津
 

作
 
米
穀
 
物
 
等
 
を
大
阪
 
相
場
に
 

て
 
所
 
限
 

津
 
す
る
 
米
穀
が
 
兵
 
庫
に
 
入
 
込
み
て
 
大
 

く
、
 

又
 

諸
 

問
屋
、
 

穀
物
 

仲
買
が
 

大
阪
 

表
に
 

す
 
時
 
は
 
株
 
を
 
取
 
放
つ
 
べ
し
と
の
 

申
 
渡
 

の
 
集
散
 
額
 
も
亦
增
 
加
し
、
 
殊
に
 
米
穀
 
類
 

多
く
 

な
れ
り
。
 

こ
れ
 

兵
 

庫
の
 

方
 

米
 

相
 

に
て
 
賣
買
 
せ
ら
れ
し
 
に
よ
る
 
も
の
な
 

噴
 
格
 
を
 
引
上
げ
て
 
賣
買
 

し
、
 拉
 
に
大
阪
 

是
に
 
於
て
 
干
 ベ

、
 

仲
買
 

口
 

餞
 

む
こ
と
 

を
 
請
 

大
變
革
 
を
 
起
 

業
 

は
 

幕
府
の
 

加
へ
 
た
り
。
 

米市場に 
て 

b
 
賣
 
買
 
し
、
 殘
 

阪
 

相
場
に
 

影
 

積
 
登
る
 
荷
物
 

(六 五) 

あ
り
。
 

お
る
 

は
大
阪
 

よ
り
 

場
 

高
き
 

に
よ
 

b
。
 

因
り
て
 

に
 
入
津
の
 
米
穀
 
又
は
 
諸
家
 
廻
 
米
 
等
 
を
 
猥
に
引
 
請
く
 

る
 

第
四
萆
 

商
 
業
 
 

A
 

1 

鯛
 
仲
買
 
は
 
明
治
 
元
年
 
二
月
 

一
 
日
 
兵
 
庫
 
裁
 

三
步
五
 

厘
の
 

全
部
 

を
 

仲
買
の
 

所
得
と
 

す
 

ひ、
 

其 結果
 

未だ
 

明な
ら 

ざ るに
、 

時
勢
の
 

さ
し
む
 
る
に
 
至
れ
り
"
 

特
別
 
保
護
の
 
下
に
 
立
ち
 

明
 
和
 
年
間
 
諸
 
問
屋
、
 
穀
物
 

は
 
仲
買
 
等
 
立
 
會
ひ
兵
 
庫
 

餘
 

を
ば
 

大
阪
に
 

差
 

出
す
 

響
 

を
 

及
ぼ
す
 

時
 

は
 

米
 

市
 

を
 
引
き
 
請
 
け
、
 爲
 
め
に
 
大
 

に
 

兵
 

庫
の
 

入
船
 

數
の
增
 

も
 

寧
ろ
 

兵
 

庫
に
 

て
 

取
引
 

、
大
 

阪
に
積
 

登
る
 

豫
定
 

天
 
保
 
五
 
年
令
し
て
、
 
大
阪
 

し
を
以
 

て
、
 

其
自
 

仲
 

買
、
 

米
 

市
場
 

仲
 

近
 
邊
地
績
 
き
の
 

ベ
 

く
、
 

大
阪
に
 

入
 

場
 

を
 

差
 

止
む
 

ベ
 

阪
に
差
 

支
を
來
 

加
と
 
共
に
 
貨
物
 

•t
j 

ら
る
 

、 
こ
と
 

の
 
も
の
 

も
 
兵
 
庫
 

の
 
相
場
よ
り
も
 



天
 保
 四、 五

 

兩
 

年
の
 

窮
民
 

敕
恤
 

神
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 

こ
と
 

等
を
禁
 

せ
し
 

も
，
 

自
 

然
の
 

趨
勢
 

は
 

到
底
 

法
令
 

を
以
 

却
，
 0
 
て
圯
 
傾
向
 
を
 
助
長
せ
 
し
に
 
過
ぎ
 
ざ
，
 ON 
し
も
の
 

、 

製
 

砂
糖
 

を
 

買
 

し
 

て
、
 

大
 

阪
に
 

於
け
 

る
 

唐
 

砂
 

の
廉
を
 

以
て
 

訴
 

へ
ら
る
、
 

や
、
 

諸
 

問
屋
 

仲
間
 

議
 

す
る
 

あ
ら
む
 

と
し
 

て
、
 

之
 

を
 

名
主
 

網
屋
新
 

の
 

地
た
 

る
元
來
 

和
製
 

砂
糖
 

を
 

表
面
 

賣
 

買
す
 

て
 
不
利
 
を
 
招
く
 
虞
 
あ
り
と
 

て
 
之
 
を
 
諭
 
し
、
 謝
 

の
賣
 

買
に
 

よ
り
 

大
阪
 

商
人
の
 

利
益
 

を
 

侵
害
 

際
 

に
 

も
、
 

大
 

阪
 

表
の
 

廻
 

米
に
 

支
障
 

な
き
や
う
 

► 
.
 
 

(六 九) 

天
 

保
 

五
 

年
と
 

略
 

t 
同
じ
 

と
 

雖
、
 

固
 

よ
 

b
 

其
效
な
 

庫
の
 

商
業
の
 

漸
次
 

隆
盛
に
 

赴
く
 

を
 

示
す
 

の
 

富
力
に
 

於
て
 

津
 

中
に
 

冠
 

ens 

し
 

三
：
 

i:
 

間
 

に 臨 

年
 
を
 

は
 

穢
多
 

非
人
の
 

類
 

を
 

除
き
 

二
 

千
 

八
 

K
n
 

三
十
 

七
 

人
に
 

達
し
 

天
 

保
 

二
 

年
 

以
來
氣
 

候
 

不
順
に
 

し
て
 

凶
歉
相
 

糖
、
 

紅
毛
 

砂
 

年寄 及び 

九
 
郞
に
諮
 

る
 
を
 
得
 
ざ
 

罪
に
 

決
せ
 

せ
る
 
 
一
 
g
 正

路
の
 

取
 

く
 
力
、
 

る
 み
な
 

b
 
き
 

力
 
I
 
き
 
^
 
 P 

M
 

ぎ、
 

米
 

贋
 

八
 
二
 

て
^
 
何
と
も
し
 
難
 
く
、
 天
 
保
の
 
改
革
 

も
 

如
し
。
 

嘉
永
五
 

年
 

網
屋
三
 

太
夫
が
 

和
 

糖
、
 

和
 

砂
糖
の
 

三
組
よ
り
 

規
 

年
 
 一 了

 

れ
る
 

る
 

場
 

し
 

め
 

と
 

見
 

引 を 

頻
繁
 

司
 

等
 

三
 

太
夫
の
 

依
頼
に
 

こ
と
 
あ
、
 
り
し
 

に
、
 新
 
九
 
郞
 

所
 

な
れ
 

に
、
 

今
 

抗
？
^
 

す
る
 

如
き
、
 

兵
 

庫
の
 

商
人
 

く
、
 

萬
延
 

元
年
 

米
 

1
@
 

し な 

力 る 

ベ
 
き
を
 
令
せ
ら
れ
 

法
令
の
 

發
布
は
 

却
 

則
 
違
反
 

よ
り
 

抗
 

は
 

兵
 

庫
 

は
 
却
つ
 

の
 
違
法
 

膝
贵
の
 

し
こ
 

と
 

り
て
 
兵
 

み 0 

所
 
多
し
 

( 

維
人
の
 

四
日
に
 

は
、
 

津
中
 

所
々
 

に
 

「
米
屋
つ
 

ぶ
し
 

七
月
 

二
十
 

五
日
 

五
 

ッ
時
湊
 

川
へ
 

御
 

出
 

可
 

被
 

成
 

候
」
 

と
 

の
 

張
 

紙
 

を
 

ク. > 
0 ひ 

E
 
救
恤
 
に
き
せ
 

る
 

て
 昂
騰
し
、
 律
 中
 難
 

(七 S
 ば

、
 

四
 

年
 

七
月
 

二
十
 



な
す
 
者
 
あ
 

， り
 
、
勸
 
番
 
同
心
 

は
.
 
二
十
 
五
三
 
十
六
 
兩
日
湊
 
川
に
 
出
張
し
て
 
警
戒
す
 

る
 
所
 
あ
ち
-
し
が
、
 

此
時
 
穀
物
 
仲
買
の
 
協
議
に
 

よ，...、 津
 
中
に
 
賣
 
場
所
 
設
け
ら
れ
、
 
白
米
 

一
 
升
 
九
十
 
六
 
文
に
 
て
廉
賣
 

せ
 
ら
 
れ
、
 諸
 
問
屋
 
仲
間
 

も
 
之
に
 
助
力
せ
，
 

9、」 
然
れ
 
ど
も
 
久
し
き
 
に
堪
 
ふ
る
 
資
力
な
 

く
、
 而
 
も
 
名
 

主
の
 
命
に
 

よ
-
.
^
 
廉
賣
 
を
ば
 
續
行
 
せ
ざ
る
 

ベ
 
か
ら
 
ざ
り
 
し
を
以
 

て
、
 更
 
に
 
世
話
人
 
十
四
 
人
の
 
選
 

出
と
 
な
 
b
 
 、
十
 
一
 
月
以
後
は
寄
附
に
ょ
，
.
.
^
廉
賣
を
續
 

け
、
 同
 
年
末
に
 

は
 
多
少
 
米
價
の
 
下
落
 
を
 
見
 

る
 
を
 
得
た
り
。
 

然
れ
 
ど
も
 
翌
五
 
年
の
 
入
船
 
數
少
 

く
、
 
夏
 
に
 
至
-
.
^
 
再
び
 
騰
貴
せ
 
し
か
 

ば
、
 又
 
各
 
町
 

よ
り
 
寄
附
 
を
 
仰
ぎ
て
 
廉
賣
を
 
行
 
ひ
し
 

に
、
 同
 
年
 
は
 
幸
に
 
天
候
 
好
適
 
收
穫
多
 
か
り
し
 
を
以
 

て
、
 米
 

價
も
 
下
落
し
、
 

一
 
升
 
八
十
 
文
に
 

て
.
 
七
月
 
十
九
 
日
よ
り
 
八
月
 
晦
日
ま
で
 
繼
績
 
せ
り
。
 

此
 
時
の
 
寄
 

附
 
金
額
 

は
、
 岡
 
方
に
 

て
 
金
 
二
 
千
 
四
十
 
八
 
兩
ニ
步
 

一
 
朱
、
 銀
 
八
 
百
 
目
、
 錢
三
 
十
二
 
貫
 
文
、
 米
 
十
 
俵
、
 北
 
濱
 

に
て
 
金
 
千
 
四
百
 
九
十
 
五
 
兩
、
 銀
 
八
 
百
 
十
 
匁
、
 米
 
十
 
俵
、
 南
 
濱
 
に
て
 
金
 
三
百
 
六
十
 
兩
、
 銀
 
五
 
百
 
目
、
 米
 
十
 

傣
 
に
し
 

て
、
 外
 
に
 
三
 
仲
間
 
を
 
始
め
 
諸
 
仲
間
よ
 

b
 
金
 
千
 
六
 
百
 
八
十
 
五
兩
、
 
銀
 
十
 
貫
目
の
 
出
資
 
あ
 

.CSC 

之
 
を
 
銀
に
 
換
算
せ
ば
 
總
計
 
三
百
 
六
十
 
貫
 
七
 
百
 
六
十
 

一
 
匁
 
四
 
分
 
五
 
厘
に
 
し
て
、
 
こ
れ
 
を
 
以
て
 
買
 

入
れ
ら
れ
し
 

米
 

八
 

千
 

六
 

百
 

六
十
 

三
 

石
 

一 
斗
 

九
 

升
、
 

其
 

中
 

百
 

五
十
八
 

石
 

六
 

斗
 

三
 

升
 

を
ば
 

施
行
 

米
 

と
し
、
 

八
 

千
 

五
 

百
 

四
 

石
 

五
斗
 

六
 

升
 

を
廉
賣
 

米
と
 

せ
し
 

が
、
 

尙
殘
額
 

二
十
 

一
 

賞
 

三
百
 

五
十
 

四
 

匁
 

四
 

(七 二) 

分
 

七
厘
 

を
 

生
じ
 

た
れ
 

ば
、
 

廉
 

賣
 

終
了
 

後
、
 

出
 

資
額
に
應
じ
て
割
屍
せ
，
.
.
^
。
 

此
 

以
外
に
 

自
己
 

所
有
 

第
四
窣
 

商
 
業
 
 

八
 

三
 



神
 
戸
市
 
史
刖
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

八
 四
 

の
 
貸
家
に
 
住
す
る
 
者
 
及
び
 
自
家
 
出
入
の
 
者
に
 
施
與
 
し
た
る
 

も
 
あ
 
b
 
 、
成
 
は
 
質
屋
の
 
質
 
置
 
き
に
 

(七
 

|ラ
 

來
，
 0 

し
 
者
に
 
施
與
 
せ
る
 

も
 
あ
り
き
。
 

天
 保
 七
、
 
八
 

天
 
保
 
六
.
 七
 
兩
年
逢
 
作
相
續
 

き
、
 七
 
年
 
K
 
以
來
米
 
價
又
騰
 
お
し
、
 
細
 
K
 
の
 
生
活
 
困
難
と
 

な
 
b
 
 、
八
 

兩
年
 

月
 
八
日
 
小
物
 
屋
町
 
よ
り
 
松
屋
 
町
に
 
通
す
 

る
 
處
の
北
 
角
に
、
 
「
い
わ
ま
 
や
 
兵
右
衞
 
門
と
 
ま
ら
 
か
や
 

と
 
九
日
 
之
 
は
ん
に
ゃ
き
 
う
ち
に
 
い
た
し
 

申
：
^
 
 
く
れ
 
か
た
み
な
 
と
か
 

ま
て
 
御
 
出
」
 
と
 
の
張
柢
 

を
な
 
す
 
も
の
 

あ
，
 o
。
 

依
て
 
律
 
中
よ
 

b
 
は
 
八
月
 
十
五
 
日
よ
，
 

CS 
十
月
 
二
十
日
ま
で
 

七
 
{
呂
 
神
社
 
境
 

內
に
 
於
て
 
難
澀
 
人
に
 
粥
 
施
行
 
を
な
 

し
、
 
八
 
月
 
十
六
 
日
よ
，
.
^
 
九
月
 
十
七
 
日
ま
で
 
貧
窮
 
人
 
千
 
七
十
 

三
人
に
 
白
米
 

一
 
石
 
八
 
斗
 
六
 
升
 
四
 
合
を
與
 

へ
、
 其
 
後
 
も
 
引
 
績
き
米
 
施
行
 
を
な
 
せ
し
 

が
、
 官
亦
 
十
月
 

津
 
中
に
 
救
 
米
 
三
十
 
石
 
を
下
附
 

し
、
 名
主
 
等
に
 
命
じ
て
 
五
歲
 
以
上
の
 
難
 
ffi 人

 
千
 
五
 
百
 
三
十
 
六
 
人
 

(七
 

に
 
分
配
せ
 
し
め
た
り
。
 

然
る
に
 
翌
八
 
年
に
 
至
、
 り
て
も
 
米
 
ffi 尙

低
 
落
せ
す
、
 
二
月
 
大
阪
 
に
は
大
 

C 七五ン 

鹽
半
八
 
郞
の
亂
 

あ
，
.
 >
 
 し
か
 

ば
、
 兵
 
庫
 
に
て
も
 
姬
路
藩
 
兵
の
 
來
 
り
て
 
萬
 

一
 
に
備
 
ふ
る
 

あ
 
b
 
 、
三
.
 月
 

に
 
は
 
大
和
 
屋
平
六
 
及
び
 
川
 

一
 
九
な
る
 

者
、
 四
 
十
 
人
 
許
の
 
浪
人
 
を
 
集
め
て
 
摩
耶
 
山
に
 
據
 
.9、 兵

 
庫
 

の
 
米
屋
 
打
 
毀
し
 
を
 
謀
る
 
あ
，
 
9 
し
を
以
 

て
、
 四
 
月
朔
 
日
白
 
米
 
五
十
 
三
 
石
 
三
升
餘
 
を
下
附
 

し
、
 幾
 
も
 

な
く
 
又
 
七
十
 
三
 
石
 
二
 
斗
 
六
 
升
を
與
 

へ
、
 五
月
に
 

は
 
鳥
目
 
千
 
八
 
百
 
二
十
 
五
 
貫
 
二
百
 
文
 
を
 
出
し
て
、
 

借
家
人
 
中
の
 
困
窮
者
 
救
助
に
 
宛
て
し
 

が
、
 津
 
中
 
に
て
も
 
前
年
に
 
引
績
 
き
て
 
八
月
 
十
日
ま
で
 
施
 



萬
延
 
元
年
 
及
 

び
 

慶
應
ニ
 

年
 

米
 
及
び
 
施
 
銀
 
を
な
 
せ
り
。
 

加
 
之
 
八
 
年
 
三
月
 
十
 

一
 
日
よ
，
.
^
 
百
日
 

間
、
 特
に
 

仲
 
間
-
よ
 
-
.
.
^
施
行
米
を
受
く
る
者
以
外
の
難
澀
人
 

に
、
 白
 
米
 
一
升
に
 
つ
き
 

て
 

廉
賣
を
 

行
 

ひ
、
 

其
 

救
助
 

を
 

受
け
し
 

家
 

數
ニ
千
 

百
 

五
軒
、
 

人
 

數
七
千
 

八
十
，
 

(七 六) 

る
 
米
 
二
十
 
一
石
 
四
 
斗
 
五
 
升
な
 
り
き
。
 

此
の
 
如
く
 

年
に
 
亙
，
 

し
 
が
、
 之
 
に
 
要
せ
る
 
費
用
 
は
 
主
と
し
て
 

此
時
江
 
戶
の
廻
 
米
 
を
潤
澤
 
な
ら
し
め
 
む
が
 
爲
 
め
-
 

命
 

じ
、
 

諸
 

問
屋
 

及
び
 

穀
物
 

仲
買
の
 

者
に
 

は
 

莊
右
衞
 

し
に
、
 

八
 

年
 

五
月
 

迄
に
 

三
 

萬
 

七
 

千
 

三
百
 

四
十
 

七
 

石
 

月
 
其
 
功
 
を
 
賞
し
て
 
穀
物
 
仲
買
 
仲
間
に
 
餞
 
二
百
 
貫
 

更
に
 

問
屋
よ
り
 

仲
買
 

へ
 

の
 

取
引
 

及
び
 

仲
買
よ
り
 

り
た
る
 

時
の
 

出
訴
に
 

就
 

き、
 

大
 

阪
堂
島
 

米
 

仲
買
 

同
 

其
 

後
萬
延
 

元
年
 

十
 

一
 

月
米
價
 

高
直
に
 

付
き
 

極
 

仲
間
に
 
米
 
直
 
段
 
書
の
 
差
 
出
 
を
 
命
 
じ
、
 其
 
檟
 
格
を
標
 

竝
に
 

白
米
 

仕
 

立
 

代
と
 

し
て
 

金
 

三
十
 

六
 

兩
三
步
 

を
 

米
 
七
 
石
 
九
 
斗
 
八
 
升
 
九
 
合
 
を
 
岡
 
方
惣
會
 
所
に
、
 
二
 
石
 

し
て
 

津
中
 

一
 

般
ょ
，
 

9 

三
 
仲
間
の
 
負
 
擔
に
屬
 

，
七
 

年
 

九
月
 

以
來
 

北
風
 

門
に
 

隨
 

ひ
て
 

用
 

向
 

相
 

二
 

斗
 

二
 

升
 

八
 

合
 

五
 

勺
 

文
 
を
下
附
 
し
、
 諸
 
問
 
屋
 

百
姓
 

町
人
 

へ
 

の
 

取
引
 

檨
の
 
便
宜
 
を
與
ふ
 

る
 

貧
者
に
 
施
行
 
米
を
與
 

準
と
 

し
て
 

大
阪
町
 

奉
 

仲
間
に
 
交
付
せ
 
し
か
 

二
 

斗
 

六
 

升
 

六
合
 

を
 

北
 

諸
 

問
 

屋
.
 

穀
 

物
 

仲
買
 

兩
 

餞
 

百
 

八
十
 

五
 

文
を
以
 

1 
一
 

人
、
 

そ
 

れ
に
 

要
し
た
 

の
 

貧
民
 

救
助
 

約
 

一
 

ケ
 

せ
 
し
 
な
 
る
 
ベ
 
し
。
 

又
 

莊
右
衞
 
門
に
 
取
扱
 
を
 

勸
 

む
 

べ
き
 

由
 

を
 

命
 

せ
 

を
 
廻
送
せ
 
し
か
 

ば
、
 九
 

仲
間
に
 
賞
詞
 
を
 
達
し
、
 

に
 

園
す
 

る
 

代
 

銀
の
 

滯
 

(七
 

七 
〕 

こ
と
、
 
な
せ
 

bye へ
 

む
た
 

め
、
 

穀
物
 

仲
買
 

\
ィ
 
 よ
り
 
玄
米
 
買
 
入
 
方
 

ば
、
 

こ
れ
に
よ
 

り
て
 

白
 

濱
惣
會
 

所
に
、
 

四
 

石
 

三
.
.
 

第
 

四
 

章
 
商
業
 
 

八
 

五
 



祌
 
戶
市
史
 

別
錄
 

近
世
の
 

兵
車
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 

八
.
 

1 ハ 

(七- 0
 

斗
 

八
 

升
 

三
 

合
 

を
 

南
 

濱
惣
會
 

所
に
 

渡
 

し
、
 

殘
 

金
 

を
 

三
方
 

助
成
 

方
に
 

引
繼
 

ぎ
し
が
、
 

其
 

後
 

慶
應
ニ
 

年
 

五
月
 

米
慣
 

高
直
に
 

際
し
 

八
 

王
 

寺
に
 

て
 

施
行
 

あ
 

し
 

時
に
 

も
、
 

干
 

繊
仲
 

E
 

只
 

仲
間
よ
，
 

0 
白
米
 

四
 

斗
 

入
 

三
 

俵
 

を
 

寄
附
し
、
 

尋
で
 

同
年
 

十
二
月
 

佐
 

比
 

江
 

町
 

難
^
 

人
に
 

金
 

一
 

兩
を
、
 

同
 

三
年
 

二
月
 

津
中
難
 

(七 九， - 

漉
 
人
に
 
銀
 
八
 
貫
 
六
 
百
匁
 
を
施
與
 
し
た
る
 
こ
と
 
あ
，
 
り
き
。
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祌
戶
 
米
！
 
肥
料
 
市
場
 
沿
革
 
誌
、
 四
 

一 頁
。
 

(
一
ち
 
諸
 
問
屋
 
仲
間
 

日
 
S
T
 文
 
政
 
元
年
 
十
二
月
の
 

條
。
 

§
 

株
 
讓
渡
文
 

*5 控
。
 

§
 

諸
 

問
屋
 

仲
間
 

日
 

記.
 

嘉
 

、水
 

五
 

年
 

四
月
 

廿
 

二
日
の
 

條。 (110) 
神
戶
 
米
穀
 
肥
料
 
市
場
 
沿
革
 
誌
、
 二
 
七
—
 
二
八
 

頁
。
 

へ ニ
ニ
 

諸
 

問
屋
 

忡
 
問
定
巧
 
 

j 



(二 11) 
諸
 
問
屋
 
仲
間
 

a
 
 0
.
0
 

(113 
同， 天

 
保
 
十
 
二
 
年
閏
正
 

廿
 
七
 

EH 、六 
月
朔
 

日、 十
 

朔
 

日、
 

五
 

日、
 

十
 

日
 

等
の
 

(1
13
) 

同、
 

天
 

保
 

十
二
 

年
 

二
月
 

五
 

日，
 

十
 

月
 

十
 

一 
日
の
 

O
S
 

同、
 

天
 

保
 

十
二
 

年
 

九
月
 

の
 
條
。
 

(1
H0
 

同，
 

天
 

保
 

十
二
 

年
 

八
 

H:
 

、水 五 年 八月 廿 四日 

記
、
 

魔
 

臌
 

二
 

年
 

十
二
月
 

年
史
、
 坤、 三

 
一 八

 頁。 

(二 七) 
神
 
田
 
文
書
。
 

0 一八) 
同
上
。
 

兵
 
庫
 
滹
 
穀
物
 

(11 九) 
神
戶
 
米
穀
 
肥
料
 
市
場
 

(1  一一 0) 
兵
庫
津
 
穀
物
 
中
 
買
 
連
 

市
場
 
沿
革
 
誌
、
 六
 
三
 
頁
 „ 

(1111) 
諸
事
 
取
締
 
定
書
 
幅
。
 

01
11
1)
 

神
戶
 

米
穀
^
 

料
 

市
場
 

(■) 
衬
 
高
地
 
子
 
高
 
町
數
家
 

第
 

四
 

章
 

商
業
 

、水 
五
 
年
 
十
月
 
六
 
3
 
の
條
。
 

月
 
九
 
日、 廿

 
四
 
日、 廿

 
六
 
日， 

七
 

日 
* 
十
 

九
 

日、
 

廿
 

日，
 

七
 

13
^ 

荣。 

七
 

日、
 

嘉
 

永
 

五
 

年
 

四
月
 

十
 

條。 

十
 
六
 
日、 十

 九
 
日、 廿

 
四
 
日 

廿
 
五
 
曰、 九

 
月
廿
五
 

日、 嘉
 

の
條
。
 

千
搦
屋
 

仲
間
 

日
 

の
 

條，
。 

神
戶
 

開
港
 

三
 

十
 

中
賈
 
連
判
 
帳
。
 

沿
革
 
誌
、
 四
 

一 頁
。
 

判
 

帳
 

^ 
神
 

戶
来
穀
 

肥
料
 

沿苹 誌， 四 九 —五 三 頁。 

數
人
數
 

船
 

數
諸
株
 

小
物
 

0
 き
 (

き
 

(ーーー0 (一
 

5
 

§ 

(11) 

§
)
 

成
 

覺
 

場 商 

米
穀
 

神
 

戶
 

害
。
 

兵
 

庫
津
中
 

內
携
申
 

間
鋪
事
 肥
料
 

市
 

S
D
 

神
戶
 

米
穀
 

肥
 

干
鰯
屋
 

仲
間
 

i
)
 

千
嫋
屋
 

仲
間
 

人
 

數
船
數
 

諸
 

基 戶 

干 

廿， 

諸 

§
 

干
 
鰯
 四 

米 

日- 

、水 

月- 

屋 

穀 廿 仲 

九 

場 米 定 沿
苹
 

市
場
 

書" 

小
物
 

明
 
細
 

申
 

渡
 

誌、
 

四 

沿
苹
 

村
 
高
 

成 覺 

錨
。
 

佐
 

比
 

江
 

米
 

市
 

シ 
印
形
 

幀
。
 

神
戶
 

三
—
 
四
 
四
 
頁
。
 

誌、
. 

一 ハ 
三
 

— 
六
 

地
 

子
 

高
町
數
 

九
 
頁
。
 

家
數
 

中
 

明
 

間 

定 曰 

市
場
 
沿
革
 
誌
、
 六
 
四、 八

 
四
 
頁
。
 

已。 

き 
口 

書。 

記
、
 

天
 

保
 

十
二
 

年
閏
 

正
月
 

廿
日
、
 

の
 
條
。
 料
 
市
場
 
文
書
。
 

間
 

日
記
、
 

天
 

保
 

十
二
 

年
 

十
月
 

十
九
 

日、
 

日
の
 
條
。
 年

 
九
月
 

三
 

0 錄。 千 

月
 
の
 
條
。
 

間
 

日
 

記
、
 

慶
 

應
 

三
年
 

九
 

ほ
 

の
條
 

日
の
 
條
。
 

嫋
屋
 
仲
間
 

a 
記
、
 元
 
治
 
元
 

八
 七
 



神 
戶
市
史
 

別
錄
 

§ 

(a
 

五)
 

S
 

七)
 

(S 八) 

き 

(五。) 

(
き
 

§ 

內
田
銀
 藏、 近世 

內
藤
 

耻
叟
、
 

德
川
 

頁。 

同
書
、
 

二
 

一 
〇
—
 

穀
物
 
仲
間
 
記
 
錄_ 

諸
 

問
屋
 

仲
間
 

日
 

同、
 

嘉
 

、水
 

五
 

年
 

正
 

德
川
 
十
五
 
代
史
 

I 

大
阪
市
 

史
、
 卷
 
二- 

兵
 

庫
津
中
 

明
細
 

德
川
 
十
五
 
代
史
 

業
史
、
 

二
 

一 
五
 

I 

の 
日
本
，
 

二
 

三
 

九
 

十
五
 
代
史
、
 第
 
十
 

近
世
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 

二
 

四
 

二
 

頁
。
 

(1
8 

編
，
 

二
 

〇
 

四
 
 

O
S
 

二
 

一 

記、
 

嘉
 

月
 
廿
 第

 
十
 

七
 
二
 

_ 第
 

十
 

二
 

1 

1 頁
-
 

、水 五 年 

六 日， 廿
 

二 編， 七 

六
 
頁
。
 

二 四 

二 七 

の
 

條
 

頁 

四 

頁。 

岡
 
田
 
億- 

本 田 

商 匿 

編、
 

一 
七
 

六
 
頁。 

嘉
 
兵
衞
傳
 
(
事
 
1貫 文

 
編、 五

十
 
七)。 

羽
太
 
正
 
養
、
 休
 

明
 
光
 
記
 (，續 

々
群
鲁
 
類
 
從
、
 第
 
四)。 

德川
 

十五
 

代 史、 第 十 編， ニニ
 

〇 頁。 
同 寄、 第 

十
 

一 
編
、
 

五
 

六
 

頁
。
 

同
 

«
T
 

第
 

十
二
 

編
 

二
 

三
 

九
 

頁
。
 

日
本
 

商
業
史
、
 

二
 

一 
六
 

頁
。
 

大
阪
市
 

史、
 

卷
四
、
 

二
 

二
三
 

三
 

頁
。
 

大
坂
兵
 

庫
 

御
 

仕
法
替
 

一 
件
留
并
 

-1
 

元
 

仕
 

入
 

假
仕
法
 

f
r
 

御
 

逢
 

物
 

御
 

取
 

建
 

二 
付
 

仲
間
 

一 
統
 

規
定
 

害
 

承
知
 

印
形
：
 

r
 

(
S
 

§
)
 

き
)
 

i) 

S
)
 

き 

S
)
 

A 
 

A
 

件。 

箱
 

館
 

事
務
 

產
物
會
 

所
 

同
 
上。 

大
坂
兵
 

庫
 

御
 

仕
法
替
 

仕
 
法
 
香
。
 

北
風
 
勝
 
次
耶
文
 

害
。
 

同
上
-
 

大
坂
兵
 

庫
 

筘
館
產
 

物
會
所
 

留。 

大
坂
兵
 

库
箱
館
 

産
物
 

會
所
立
 

合
 

御
 

大
坂
兵
 

庫
 

御
 

什
 

法
 

一
件
 

留
井
 

U 

仕
 

法
 

害
。
 

干
観
屋
 

仲
間
 

日 
記，
 

K
 
 

0
 

1 
日
の
 

條
。
 

大
坂
兵
 

庫
 

御
 

仕
 

法
 

1 
件
留
井
 

-1
 

仕
 
法
 
書
。
 

千
 

嫋
屋
仲
 

問
 

日
 

記
、
 

文
 

久
 

三
年
 

十
 

一 

の
 
條
"
 

同， 度 應
四
年
 二月 一 日の 條。 

堂
 
島
 

記
 (
德
川
 
時
代
 
商
業
 
叢
書
 

梅
 
谷
 
善
 
三
 
郎
、
 板
 
垣
 
米
吉
談
 

話
。
 

堂
島
舊
 

記
、
 卷
 
六
。
 

北 濱惣會 所 日 Si  、嘉永 五 年 十 

件
 
5H 井

二
 

元
 
仕
入
假
 

立
 

合
 

御
用
 

用
 
留
。
 

元
 

仕
入
假
 

四
 

年
 

二
月
 

元
 

仕
入
假
 月

 
十
三
 

日
 

第
二
)
、
 卷
六
。
 

月
 
十
五
 

日
 



の
 
條
。
 

(
S
 
堂
島
舊
 

記
、
 卷
 
六
。
 
米
穀
 
高
直
-
一
 
付
 
皲
仰
波
 

之
 

趣
 
承
知
 
印
形
 
帳
。
 

Q
3
 
安
賫
米
 

一 
件
。
 

(七 一) 
米
價
 
高
直
 
書
記
。
 

(七 3
 
安
賣
米
 

一
件
。
 

米
價
 
高
直
 
害
 
記
。
 

仁
 
風
 
便
覽
。
 

i
)
 

米
 
直
 
段
 
高
直
 
爲
難
逾
 

之
 
者
-
 S
 
致
 
施
行
れ
 
名
前
 

品
 
書
 
帳
。
 

§
 

米
價
 
高
直
 
略
記
。
 

第
 
四
 
章
 
商
業
 

5
D
 
安
藤
 
太
耶
、
 
記
賊
焚
 
(
事
實
 
文
 
編
、
 第
五
)
。
 

(七 六) 
米
價
 
高
直
 
略
記
。
 

(七 さ
 
穀
物
 
仲
間
 
記
錄
。
 

御
 
褒
美
 
被
爲
下
 
置
 
れ
錢
ニ
 

百
 
貧
 
文
 
軒
別
 
割
 
波
 
井
 
其
 
節
 
被
 
仰
 
波
 
之
 
趣
 
承
知
 

印
形
 
帳
。
 

(七- 0
 
穀
物
 
仲
間
 
記
 
錄
。
 

(七 九) 
干
鰯
屋
 
仲
間
 

曰
 
記
、
 慶
 
應
ニ
年
 
五
月
 
廿
三
 

日， 十
 

二
月
 
九
 
日、 慶

 
應
 
三
年
 
二
月
 
十
四
日
の
 

條
。
 

八
 九
 



钟
 
戶
市
史
 

刖
錄
 

一
 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

九
 0
 



第
五
 

章
 

學
藝
附
 

楠
 

氏
 

遺
蹟
 

顯
揚
 

植
田
下
 

省
 
 

兵
 

庫
に
 

は
學
者
 

文
人
と
 

し
て
 

名
 

あ
る
 

者
 

甚
だ
 

多
か
ら
 

す
。
 

德
川
 

時
代
 

中
葉
 

以
前
に
 

あ
.
.
^
 

て
 

は
 

唯
 

兵
 

庫
 

名
所
 

記
の
 

著
者
 

植
田
下
 

省
を
擧
 

ぐ
る
 

を
 

得
る
 

の
み
。
 

下
 

省
 

は
 

通
稱
を
 

菊
屋
新
 

右
衞
 

門
と
 

云
 

ひ
、
 

磯
之
 

町
に
 

住
し
て
 

藥
種
 

商
を
營
 

み
し
が
、
 

兵
 

庫
 

附
近
の
 

名
所
 

舊
蹟
に
 

就
き
て
 

其
 
由
來
を
 
探
求
し
、
 
關
係
 
す
る
 
詩
 
歌
、
 傳
 
說
 
を
述
錄
 
し
て
、
 
兵
 
庫
 
名
所
 
記
 
ニ
卷
を
 
著
し
、
 
寶
永
七
 
年
 

上
梓
す
。
 

地
誌
と
 
し
て
 
兵
 
庫
 
附
近
 
を
敍
 
せ
る
 

も
 
の
、
 之
 
を
 
前
に
し
て
 

は
 
國
花
萬
 
葉
 
記
、
 攝
 
陽
 
群
 

談
 

あ
 

り
、
 

之
 

を
 

後
に
 

し
て
 

は
攝
津
 

志
、
 

攝
 

津
 

名
所
 

圖
會
等
 

あ
れ
 

ど
 

も
、
 

皆
 

兵
 

庫
の
 

人
の
 

手
に
 

成
、
 

り 

し
も
の
 

な
ら
 

す
、
 

且
 

つ
 

其
 

記
す
 

所
攝
津
 

全
般
に
 

亙
 

り
、
 

殊
 

に
大
 

K
 

附
近
 

を
 

詳
述
せ
 

る
 

も
の
 

な
れ
 

ば
、
 

兵
 

庫
 

名
所
 

記
が
 

兵
 

庫
の
 

人
の
 

著
述
に
 

係
 

か
，
 

9、
 

專
ら
兵
 

庫
 

附
近
 

を
 

記
せ
る
 

は
此
 

等
に
 

對
し
 

て
 
異
彩
 
を
 
放
つ
 
も
の
な
 

り
。
 

往
來
 
の
學
者
 

學
者
 
文
人
の
 
兵
 
庫
に
 
出
で
 
し
者
少
 
き
に
 
反
 
し
、
 此
 
地
 
を
 
過
ぎ
 
り
し
 
者
 
は
其
數
 
甚
だ
 
多
し
。
 

文
人
 

是
れ
其
 

交
通
の
 

要
衝
た
り
 

し
が
 

故
に
し
て
、
 

貝
 

原
 

益
 

軒
.
 

松
 

尾
 

^
3
 

蕉
.
賴
 

春
 

水
.
 

同
 

山
 

陽
.
 

荒
 

木
田
久
 

(二) 

老
.
 太
 
田
 
南
 
歃
.
 齋
 
藤
 
拙
 
堂
 ま
 
崎
 
小
 
竹
 
等
、
 い
づ
れ
 

も
 
兵
 
庫
と
 
淺
 
か
ら
ざ
る
 
因
緣
を
 
有
せ
，
.
 
=^。 

然
 

第
五
 

窣
 

學
藝
附
 

楠
 

氏
 

遺
蹟
 
顯
揚
 
 

九
 

1 



祌
戶
市
 
史
刖
錄
 

一 
近
世
 

Q
 
兵
 
庫
及
ぴ
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

九
 
二
 

れ
 
ど
も
 
此
 
等
の
 
人
々
 
は
 
要
す
る
 

に
 
兵
 
扉
に
 
出
入
 

し
、
 且
 
つ
 
其
 
見
聞
 
を
 
筆
 
に
 
せ
 
る
 
の
 
み
 
な
 
れ
 
ば.， 

兵
 
庫
の
 
文
藝
に
 
著
し
き
 
影
響
 
あ
り
と
 

は
 
云
 
ひ
 
難
し
。
 

其
 
こ
れ
 
あ
る
 

は
 
谷
 
口
 
蕪
 
村
と
 
廣
瀨
旭
 

莊
 
と
 
な
 

h.c 

俳
諧
 
 

兵
 
庫
に
 
俳
諧
の
 
行
 
は
れ
し
 

は
 
其
 
由
來
頗
 

る
 
古
 
く
、
 
元
 
f
i
 
九
 
年
の
 
俳
諧
 
高
 
天
 
鶯
に
は
 
旣
に
兵
 

二-一) 

庫
の
 
俳
人
 
三
 
名
の
 
發
 
句
の
 
载
錄
 
せ
ら
る
、
 

を
 
見
る
。
 

蓋
し
 
是
ょ
.
 

先
、
 植
 
林
 
派
の
 
始
祖
 
西
 
山
 

(5 

宗
 
因
の
 
來
 
り
て
 
此
 
地
に
 
駐
 
ま
り
し
 
こ
と
 
あ
れ
 

ば
、
 其
 
流
 
を
 
汲
み
し
 
者
な
 
き
に
 

も
 
あ
ら
 
ざ
ら
 

む
。
 

然
れ
 
ど
も
 
兵
 
庫
の
 
俳
壇
が
 

一
 
段
の
 
發
展
を
 
見
し
 

は
.
 蕪
 
村
の
 
影
 
轡
 
に
よ
る
 
も
の
な
る
 

こ
と
 
爭
 

燕
 村
の
 
影
響
 

ふ
べ
 
か
ら
す
。
 

蕪
 
村
の
 
此
 
地
に
 
來
 
り
し
 
年
月
 
は
詳
 
な
ら
 
ざ
れ
 

ど
、
 其
 
句
集
に
 
兵
 
庫
に
 
因
め
 

る
 

四
季
 
折
々
 

の
 
句
 
あ
る
に
 
よ
り
て
 
考
 
ふ
れ
 

ば
、
 滯
 
在
 
久
し
き
 

に
 
亙
り
し
 

か
、
 少
 
ぐ
と
 

も
 
屢
"
 
來
遊
 
せ
 

し
 
を
 
知
る
 
を
 
得
べ
 

し
。
 

傳
 
ふ
る
 
所
に
 
よ
れ
 

ば
.
 蕪
 
村
の
 
兵
 
扉
に
 
在
る
 
や
 
富
 
商
 
北
風
 
家
に
 
寓
し
.
 

有
名
な
る
 
春
風
 
馬
 
堤
 
曲
の
 
草
案
の
 
如
き
 
も
實
に
 
同
家
 
滞
在
中
に
 
成
れ
 

b
 
と
 
云
 
ふ
。
 
蓋
し
 

當
-
 

時
 
兵
 
庫
の
 
富
 
賈
に
は
 
恒
產
を
 
有
し
 
餘
裕
を
 
以
て
 
文
事
に
 
從
 
ひ
し
 
者
 
稀
な
ら
 

す
、
 K
 
見
 
I
 
保
 
具
 

(七) 

の
 
歌
人
 
似
 
雲
と
 
親
交
 
あ
り
し
 

が
 
如
き
 
例
 
も
 
あ
れ
ば
.
 
蕪
 
村
と
 
北
風
 
家
と
の
 
間
に
 

も
 
之
に
 
類
せ
 

る
關
係
 
あ
り
し
 
な
ら
む
。
 

蕪
 
村
の
 
高
足
 
高
 
井
 
几
 
董
も
亦
 
兵
 
庫
に
 
來
 
b
 
 、
其
 
師
 
と
共
に
 
脇
 
濱
、
 布
 

引
 
等
に
 
遊
び
し
 
こ
と
 
あ
る
 

は
、
 蕪
 
村
の
 
句
集
に
 
見
 
ゆ
る
 
所
に
 
し
 
て
、
 几
 
董
の
 
句
集
 
中
に
 

も
 
兵
 
庫
 



附
近
に
 
因
み
 
あ
る
 
も
の
 
少
 
か
ら
す
。
 

同
じ
く
 
蕪
 
村
の
 
門
人
な
る
 
阿
波
 
藩
士
 
今
田
大
 
魯
は
始
 

め
 
京
都
に
 
住
 
し
、
 大
 
阪
に
移
 

b
 
、
後
 
兵
 
庫
に
 
來
り
 
住
し
て
 
三
遷
 
舍
と
稱
 
せ
し
 
か
 
ば
、
 其
 
句
集
 
中
 
兵
 

庫
に
 
關
 
す
る
 
も
の
 
數
首
 
あ
，
^
。
 

蕪
 
村
 
曾
て
 
几
董
 
と
共
に
 
大
 
魯
の
隱
 
栖
を
訪
 
ひ
し
 
こ
と
 

あ
，
.
^
 

と
 
云
 
ふ
。
 
か
く
て
 
兵
 
庫
に
 
は
 
蕪
 
村
 
及
び
 
几
 
董
.
 大
魯
 
等
の
 
影
響
 
を
 
受
け
た
 

る
 
俳
人
 
輩
出
す
 

る
 

に
 
至
，
 CN 
し
な
，
 
9
。
 

著
名
の
 

俳
人
 

寶
曆
 

十
三
 

年
刊
 

行
の
 

俳
諧
 

古
 

選
に
 

見
 

ゆ
る
 

兵
 

庫
の
 

俳
人
 

數
人
 

あ
り
。
 

其
 

一
 

人
な
る
 

沙
月
 

は
 
蕪
 
村
と
 
殆
ど
 
時
 
を
 
同
じ
く
 
せ
る
 
如
く
に
 

て
、
 几
 
董
の
父
 
几
圭
の
 
追
善
の
 
句
集
に
 

も
 
其
 
名
 
見
 

(
二
)
 
 

(ニー) 

え
、
 

又
 

彼
の
 

大
江
 

丸
と
 

も
 

交
遊
 

あ
り
き
。
 

蕪
 

村
 

歿
せ
る
 

翌
年
 

卽
ち
 

天
明
 

四
 

年
に
 

出
で
 

し
 

蕪
 

村
 

終
焉
 
記
に
 
載
せ
た
 

る
 
追
悼
の
 
句
の
 
中
に
 

て
、
 兵
 
庫
の
 
俳
 
人
、
 來
 
屯
.
 敏
 
馬
.
 里
 
由
.
 淸
 
夫
 • 葛
 
堵
の
五
 
人
 

( 一 三) 

の
よ
 
め
る
 

あ
 
り
、
 此
 
中
 
來
 
屯
.
 里
 
由
 
.
淸
 
夫
の
 
三
人
 
は
 
天
明
 
ニ
年
發
 
行
の
 
花
鳥
 
篇
 
に
も
 
其
 
名
 
見
え
 

た
 
れ
 
ど
、
 今
 
其
 
傳
を
詳
 
に
せ
す
。
 

唯
來
 
屯
が
 
後
に
 
香
 
下
と
 
改
稱
 
せ
し
 

こ
 
と
、
 潤
 
花
臺
白
 
主
な
る
 

人
の
 
名
 
取
 
川
と
 
云
 
ふ
 
俳
 
書
に
 

よ
、
 
り
て
 
知
ら
る
 

, 
の
み
。
 

享
和
ニ
 
年
 
兵
 
庫
 
舟
 
を
 
著
せ
し
 
桃
 
木
 

吳
來
は
 
通
 
稱
を
庄
 
兵
 
衞
と
云
 

ひ
、
 無
名
 
寺
 
袋
 
草
紙
に
 

も
 
其
 
名
 
見
 
ゆ
。
 

此
 
無
名
 
寺
 
袋
 
草
紙
 
は
刊
 

行
の
 
年
代
 
明
な
ら
 
ざ
れ
 

ど
、
 兵
 
庫
，
 尼
 
崎
、
 灘
、
 大
 
阪
、
 其
 
他
 
西
 
は
 
九
州
 
久
留
 
米
よ
り
 
東
 
は
 
甲
斐
に
 

至
 

. 
る
 
諸
國
の
 
人
々
 

の
 
俳
句
 
を
 
集
め
し
 
も
の
に
 

て
、
 兵
 
庫
の
 
俳
人
と
 
し
て
 

は
、
 吳
 
來
 
の
 
外
、
 素
 
長
.
 古
 
陵
.
 

第
五
 

章
 

學
藝
附
 

楠
 

氏
 

遺
蹟
 
顯
揚
 
 

九 
 
一
二
 
 

， 



m 
學 

神
 
戶
市
史
 

刖
錄
ー
 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

九
 四
 

其
 
雄
.
 柺
 
隆
ネ
 

1 1
 彥
.
 巴
 
陵
.
 千
 
代
 
濱
.
 磷
 
々
二
 

井
.
 和
 
田
 
柳
.
 桃
 
溪
.
 生
 
々
•
 花
 
友
.
 兮
 
貫
.
 赤
 
貧
.
 玄
 
黄
.
 秋
 
湖
.
 哲
 

亭
.
 桐
粞
ニ
 

草
 
等
の
 
句
を
收
 
め
た
り
。
 

此
中
、
 
桃
溪
 
.
榈
 
栖
 二
 
草
の
 
三
人
 
は
 
文
化
 
十
 
年
刊
 
行
の
 
萬
 

家
人
 
名
錄
 
に
も
 
見
え
て
，
 
祧
溪
は
 
俗
 
稱
油
屋
 
正
右
衞
 

門
、
 初
 
め
 
五
 
趙
と
云
 

ひ
 * 野

"
 お
と
 
號
 
し
、
 桐
 
栖
 

は
 
姓
 
は
 
仁
 
木
、
 通
 
稱
 
竹
 
輔
、
 大
 
阪
に
 
生
れ
て
 
兵
 
庫
に
 
住
し
、
 
五
彩
 
堂
と
 
號
し
、
 

一
 
草
 
は
 
時
雨
 
坊
 
又
は
 

子
日
爹
 
と
號
 

し
、
 奧
 
州
 
南
部
の
 
人
に
 
し
 
て
、
 兵
 
庫
に
來
り
住
せ
る
も
の
な
，
.
^
。
 

此
外
兵
 
庫
の
 
俳
 

人
に
 
し
て
 
萬
 
家
人
 
名
 
錄
に
收
 
め
ら
 

る
 

， 
は
、
 不
 
ニ
廳
 
及
び
 
向
陽
 
樓
^
 

の
 
二
人
な
 

b
。
 

不
二
 

鷹
 
は
 
正
直
 
屋
彌
 
右
衞
 
門
の
 
三
男
に
 
し
て
 
彌
 
作
と
 
云
 
ひ
、
 嘛
 
月
 
は
常
见
 

氏
、
 免
 
齋
と
號
 

し
、
 通
 
稱
 
を
 

藤
左
衞
 
門
と
 
云
 
ふ
。
 

常
 
見
 
氏
 
は
 
織
 
田
 
信
 
長
の
 
顷
に
旣
 

に
 
其
 
名
 
見
 
え
、
 正
 
直
 
a
 
は
 
姓
を
棰
 
井
と
 

二 1C) 

云
 
ひ
 
て
、
 豊
 
臣
秀
吉
 

の
 
時
代
に
 
勢
力
 

あ
，
.
^
 
し
 
家
に
 
し
て
、
 
兩
家
 
と
も
 
岡
 
方
に
 
住
し
、
 

川
 
時
代
に
 

至
，
 CS 

て
 
も
 
其
 
名
聞
え
 
し
舊
 
家
な
 
り
。
 
 

. 

兵
 
庫
の
 
漢
學
 
者
と
 
し
て
 
先
づ
擧
 
ぐ
べ
き
 

は
 
藤
 
田
 
&
 
城
 
な
り
。
 

藤
 
田
家
 
は
 
慶
長
以
 
來
兵
庫
 

に
 
住
 
し
、
 百
 
城
の
 
父
靑
溪
 
は
學
を
 
赤
松
 
沧
洲
に
 
受
け
、
 
好
ん
で
 
詩
文
 
を
 
作
れ
り
。
 

百
 
城
 
は
寬
政
 

十
 
年
 
を
 
以
て
 
生
 
れ
、
 名
 
を
 
積
 
靖
、
 字
 
を
 
好
 
直
、
 通
 
稱
を
佐
 
五
郎
と
 
云
 
ふ
。
 
幼
に
 
し
て
 
兵
 
庫
の
 
常
 
見
 

肅
に
 
就
き
て
 
學
ぶ
。
 

肅
は
 
俳
人
 
常
 
見
 
免
齋
の
 
養
父
に
 

し
 
て
、
 溫
 
恭
學
を
 
好
み
、
 
兵
 
庫
の
 
書
を
讀
 

む
 
者
 
率
ね
 
其
 
門
に
 
出
で
 
し
と
 
云
 
ふ
。
 
然
る
に
 
文
化
 
九
 
年
老
 
船
 
學
を
授
 
く
る
 

を
 
得
ざ
る
 

に
 
至
 



^
し
か
 

ば
、
 百
 
城
は
備
 
後
に
 
至
り
て
 
菅
茶
 
山
の
 
門
に
 
遊
び
、
 
更
に
 
移
り
て
 
京
都
に
 
學
 
び
、
 三
 
宅
 
橘
 

園
に
 
師
事
せ
 

り
。
 

其
 
學
風
は
 
實
用
を
 
貴
 
び
、
 詞
 
章
 
を
 
排
 
し
、
 最
 
も
 
喜
 
び
て
 
袁
氏
世
 
範
を
讀
 

み
、
 國
 

朝
 
史
書
の
 
中
に
 

て
 
は
 
簡
に
し
て
要
を
得
た
る
 

故
 
を
 
以
て
 
保
 
建
 
大
記
を
 
推
せ
り
。
 

加
 
之
 
百
 
城
 

は
醫
を
 
本
業
と
 

し
 
て
、
 特
 
に
 
心
 
を
 
西
洋
 
醫
學
 
に
潛
 

め
、
 小
 
森
 
摊
 
寧
 
藤
 
林
 
普
 
山
の
 
二
人
に
 
就
き
て
 

蘭
 
學
を
も
 
修
め
き
 
と
い
 

ふ
。
 
文
政
 
十
三
 
年
 
百
 
城
 
死
す
 

る
 
後
、
 友
人
 
村
 
田
 
庫
山
 
其
 
文
 
を
 
集
め
て
 

(ニー) 

百
 
城
 
存
稿
を
 
編
 
し
、
 友
 
人
 
熊
 
見
 
三
 
竹
 
は
 
詩
 
を
 
集
め
て
 
百
 
城
 
詩
鈔
を
 
編
せ
 

り
。
 
庫
山
 
は
 
名
 
を
 
常
 

道
と
 
云
 
ひ
、
 亦
 
兵
 
庫
の
 
人
に
 
し
て
、
 
書
道
 
を
 
百
 
城
の
 
兄
撫
山
 
i
 
に
學
 
び
し
 

が
、
 後
 
京
都
に
 
住
 
し
.
 
大
 

學
 
正
義
の
 
著
 
あ
り
。
 

又
 
此
頃
兵
 
庫
に
 

て
 
詩
 
を
 
以
て
 
名
 
あ
り
し
 

は
 
室
 
田
霞
亭
 
な
り
。
 

霞
亭
は
 

播
州
 
龍
 
野
 
藩
主
 
脇
 
坂
 
氏
の
 
裔
 
に
し
 

て
、
 少
 
よ
 
b
 
書
 
を
 
讀
 
み
 
詩
 
を
 
好
 
み
、
 夙
 
に
 
京
都
 
知
 
恩
 
院
の
六
 

如
上
 
人
に
 
師
事
 

し
、
 又
 
兵
 
庫
の
 
室
田
坤
 
山
に
 
就
き
て
 
醫
を
學
 
ベ
り
。
 

坤
山
は
 
甞
て
細
 
井
卒
洲
 

の
 
門
に
 
遊
 
び
、
 平
 
洲
ょ
 

b
 
尾
 
張
 
侯
に
 
薦
め
ら
れ
し
 

も
、
 母
 
老
い
た
 

る
 
故
 
を
 
以
て
 
辭
 
し
て
 
仕
へ
 

ざ
 

り
 
し
 
が
、
 霞
 
亭
は
其
 
養
子
と
 

な
，
.
.
 -
て
家
 
を
 
襲
 
ぎ
、
 醫
 
名
 
を
 
梧
 
園
と
 
云
 
ひ
、
 耕
 
筆
 
圜
と
號
 

し
、
 脇
 
坂
 
氏
 

.
 
 

(三 5 

の
 
藤
 
原
 
姓
な
る
 
に
よ
 

b
 
姓
名
 
を
滕
弘
 
と
も
 
稱
せ
 

，9。 
俳
人
 
常
 
見
免
齋
 
及
び
 
百
 
城
の
 
師
常
見
 

(二
  

S
 

肅
 
と
も
 
交
遊
 
あ
り
し
 
如
く
に
 

て
、
 祧
 
木
 
吳
來
は
 
實
に
其
 
門
人
な
 
り
と
 
云
 
ふ
。
 
文
化
 
四
 
年
 
正
月
 

霞
亭
 
市
街
の
 
繁
を
 
避
け
て
 
居
 
を
摩
耶
 
山
麓
に
 
移
 
し
、
 
時
 
に
 
或
は
 
京
攝
の
 
間
に
 
遍
歷
 

し
、
 叉
 
遠
 
く
 

第
五
 

章
 

學
藝
附
 

楠
 

氏
 

遺
蹟
 
顯
揚
 
 

九
 

五
 



神
戶
市
 
史
別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

九
ナ
 

金
澤
 
に
も
 
遊
べ
，
 
り。 

同
 
十
 
年
 
門
人
 
菟
 
原
の
 
人
 
林
 
郁
 
亭
黝
其
 
詩
 
を
 
集
め
て
 
霞
 
亭
詩
鈔
 

を
 
刊
行
 

文
政
 
四
 
年
 
二
月
 
霞
 
亭
の
大
 
阪
西
照
 
庵
に
 
書
畫
 

觀
の
會
 

を
 
催
せ
し
 

時
、
 集
 
る
 
者
 
大
阪
百
 

十
八
 
人
、
 兵
 
庫
、
 菟
原
、
 
山
 
田
 
八
十
 

一
 
人
、
 河
 
泉
 
其
 
他
 
東
西
 
諸
 
州
都
て
 
六
十
 
人
な
 
り
き
。
 

以
て
 
其
 
交
 

遊
の
 
廣
 
か
り
し
 

を
 
知
る
べ
し
。
 

廣
瀨
 
旭
荘
の
 

兵
 
庫
の
 
漢
文
 
學
は
文
 

化
.
 文
 
政
の
 
頃
に
 

至
，
.
.
^
 
斯
く
 
稍
，
 - 見
る
 
べ
き
 
も
の
 
あ
り
し
 

が
、
 天
 
保
.
 嘉
 
永
 

以
後
に
 

至
，
 9 

て
 
は
、
 大
 
阪
に
 
住
せ
る
 
廣
瀨
 
旭
莊
の
 
影
轡
を
 
受
け
し
 
こ
と
 
甚
だ
 
多
し
。
 

M
 
莊
の
 

日
 
記
、
 日
間
 
瑣
事
 
備
忘
 
に
よ
れ
 

ば
，
 兵
 
庫
 
及
び
 
神
 
S
S
 
の
 
人
 
に
て
 
其
 
門
に
 

入
，
.
.
^
 
し
 
者
 
多
 
か
り
し
 

こ
 

と
 
明
か
に
 

て
 
其
 
最
も
 
深
く
 
親
炙
せ
 

し
 
は
 
具
 

順
 
道
 
g
 
を
 
第
 

一
 
と
し
、
 
f
«
 城
の
 
兄
撫
 

山
、
 其
 
子
 
金
 

生
 
善
 
次
 
ま
 
1
^
 幅
？
 S
 
 
f
 及
び
 
增
田
關
 
三
 
太
夫
 
等
 
こ
れ
に
 
次
ぐ
 
も
の
、
 

如
し
。
 

旭
 
莊
の
書
 

を
 

兵
 
庫
に
 
講
せ
 
し
こ
と
 
も
亦
屢
 
次
に
 
し
て
、
 
初
 
度
の
 
來
遊
は
 
天
 
保
 
十
 

一
 
年
 
九
月
 
二
十
 
七
日
に
 
在
 

り
。
 
其
翌
 
二
十
 
八
 
曰
 
を
 
以
て
 
和
 
田
 
岬
に
 
遊
べ
る
 

や
、
 順
 
S
3
.
 撫
山
 
父
子
 
を
 
始
め
、
 
松
 
尾
 
謙
 
齋
 *
:
 
木
 

尙
 
賢
.
 藤
 
田
 
有
 
節
 
等
 
來
り
會
 
す
る
 
者
十
餘
 

人
、
 撫
山
其
 
家
 
釀
を
携
 

へ
 
至
り
、
 
漁
夫
 
を
し
て
 
網
 
を
 
下
 

01 七) 

さ
 
し
 
め
、
 獲
 
る
 
所
の
 
魚
 
を
 
烹
て
賞
 
*
 
し
、
 韻
 
を
 
分
ち
 
詩
を
賦
 

し
、
 隣
 
松
 
院
に
憩
 
ひ
て
 
歸
れ
，
 
9
。
 
 
二
 

十
九
 

日
 
に
 
は
 
旭
 
莊
又
順
 
道
 
等
と
 
須
 
磨
に
 
遊
び
、
 
歸
途
長
 
田
 
村
な
る
 
培
 
田
 
三
 
太
夫
の
 
別
業
 
松
風
 

樓
に
 
入
る
。
 

樓
の
 
在
る
 
丘
陵
 
も
と
 
荒
 
蕪
に
 
屬
 
せ
し
 

が
、
 三
 
太
夫
の
 
父
荆
 
棘
を
闢
 
き
て
 
屋
を
構
 



へ
し
よ
 

，9、 丘
 
名
 
を
增
田
 
山
と
 
稱
 
し
、
 村
 
田
 
庫
山
 
#
 
て
 
*
 
田
 
山
 
記
 
を
 
述
べ
，
 
石
に
 
刻
し
て
 
庭
前
に
 

建
て
し
 

も
、
 三
 
太
夫
 
更
に
 
旭
 
莊
に
乞
 
ひ
て
 
其
 
記
 
を
 
索
め
 
た
り
。
 

旭
莊
 
は
な
 
ほ
 
十
月
 
朔
 
日
に
 
は
 

楠
 
公
 
碑
、
 
二
日
に
 

は
 
淸
盛
塔
 
及
び
 
琵
琶
 
塚
 
を
歷
覽
 

し
、
 同
 
日
 
正
午
 
大
阪
に
 
向
っ
て
 
歸
途
に
 
上
れ
 

^^
^A
. 

翌
天
保
 

十
二
 

年
 

三
月
 

二
十
 

七
日
 

三
 

太
夫
 

は
 

順
 

道
と
 

共
に
 

大
阪
に
 

赴
き
て
 

旭
 

莊
を
訪
 

ひ
、
 

(二
 

九)
 

尋
で
 
六
月
 
十
日
 
復
た
單
 
身
 
大
阪
に
 

抵
，
.
 
し
に
、
 
此
時
旭
 
莊
增
田
 
山
 
莊
記
を
 
講
す
。
 

こ
れ
 
蓋
し
 

前
年
 
乞
 
ひ
し
 
所
の
 
も
の
 
成
れ
る
な
 

り
。
 
嘉
永
ニ
 
年
 
十
二
月
 
十
日
 
三
 
太
夫
 
叉
 
大
阪
に
 
至
り
て
 

旭
 
莊
を
迎
 

ふ
。
 

こ
れ
 
順
 
道
 
三
 
太
夫
と
 
謀
 
^
、
兵
 
庫
に
 
議
席
 
を
 
開
か
む
 
と
せ
し
 

を
 
以
て
な
，
.
.
.
。
 

旭
莊
 
乃
ち
 
請
に
 
應
 
じ
.
 三
 
太
 
夫
 
と
議
 

し
、
 十
 
二
日
 
を
 
以
て
 
兵
 
庫
に
 
赴
か
む
 
と
せ
し
 

も
、
 大
 
雨
の
 

た
 

め
果
さ
 

す
、
 翌
 
十
三
 

日
 
海
路
 
尼
 
崎
に
 
至
 
り
、
 
そ
 
れ
 
よ
り
 
陸
路
 
兵
 
庫
に
 
赴
 
き
、
 順
 
道
の
 
家
に
 
入
 
b
 
し
 

に
、
 藤
 
田
璋
 

二
.
 同
 
鼎
 
三
來
，
 
9 

て
 
協
議
す
 

る
 
所
 
あ
，
 
9。 

十
四
日
 
旭
莊
は
 
門
人
 
浩
然
 
を
 
薦
め
て
 
兵
 

(1 

庫
に
 
開
く
べ
き
 
新
 
塾
の
 
都
議
に
 
擬
せ
 
し
か
 

ば
、
 衆
 
皆
 
喜
 
.
t
 

浩
然
 
因
り
て
 
嘉
永
 
三
年
 
正
月
 

二
十
 
六
日
 
大
阪
 
よ
、
 

來
 
^
、
兵
 
庫
に
 
住
す
る
 
こ
と
 
約
七
ケ
 

月
、
 最
 
初
の
 
寓
所
 
は
詳
 
な
ら
 
ざ
れ
 

ど
-
 

(三
 

二)
 

三
月
 
以
後
 
北
 
仲
 
町
 
愼
明
舍
 

に
 
居
 
を
 
卜
 
し
、
 子
 
弟
の
 
敎
 
育
に
 
盡
 
せ
る
 
所
 
頗
る
 
多
し
。
 
愼
明
舍
 

は
 

も
と
 
心
學
 
者
の
 
道
話
 
を
講
 
せ
し
 
所
に
 

て
、
 廣
闊
 
且
つ
 
閑
靜
 
な
，
 
CS 
し
か
 

ば
、
 五
 
月
 
旭
 
莊
の
來
 

る
 
や
 

玆
に
遊
 

び
、
 滯
 
留
 
五
 
日
、
 此
 
時
 
其
曰
杵
 
藩
よ
り
 
增
傣
五
 
口
の
 
命
 
を
 
蒙
 
b
 
し
 
所
以
 
を
 
記
せ
る
 
序
 
を
 

第
五
 

箄
學
藝
 

附
楠
氏
 

遺
蹟
 
顯
揚
 
 

九
 

七
 



書 夫 四 ざ 

1 般
 市
民
の
 

る
 

ざ る 

祌
 

戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 
 

九
 

八
 

し
て
 

三
 

太
夫
に
 

與
 

へ
た
り
。
 

蓋
し
 

间
年
 

正
月
 

三
 

太
夫
 

大
阪
に
 

於
て
 

乞
 

ふ
 

所
 

あ
り
し
 

に
よ
 

" 
旭
莊
 

ま
た
 

浩
然
が
 

生
徒
 

多
く
し
て
、
 

一
 

々
親
し
く
 

句
續
を
 

授
け
 

難
き
 

を
閬
 

き
、
 

順
 

道
士
 

一
太
 

i
 

謀
 

b
 
 

、
別
 

に
 

句
 

讀
師
を
 

a
 

か
し
め
 

む
，
 

と 
て
、
 

長
 

梧
な
る
 

者
 

を
推
藺
 

せ
し
 

が
、
 

其
 

架
し
て
 

兵
 

庫
 

(三
 

三)
 

來
り
 

し
ゃ
 

否
や
 

明
な
ら
 

す
。
 

七
月
 

浩
然
 

加
阪
を
 

望
み
し
 

を
以
 

て
、
 

旭
 

莊
は
 

八
月
 

五
日
 

柴
秋
 

g
 

を
し
て
 

代
っ
て
 

兵
 

廐
に
 

赴
か
し
 

め
し
に
、
 

秋
邨
 

Q
 

る
 

こ
と
 

約
 

九
 

ヶ
月
な
 

り
し
が
、
 

其
嘉
永
 

年
 

五
月
 

八
日
 

歸
阪
 

し
た
る
 

後
 

は
、
 

復
た
 

任
に
 

赴
く
 

者
な
 

か
り
し
 

が
 

如
く
、
 

旭
 

莊
の
兵
 

ff
i 

に
 

開
 

し
 

塾
 

は
、
 

僅
に
 

一
年
 

有
半
に
 

滿
た
 

す
し
て
 

閉
鎖
の
 

止
む
な
 

き
に
 

至
れ
，
 

o
。
 

爾
來
兵
 

庫
の
 

人
 

し
て
 

復
輿
を
 

希
望
す
 

る
 

あ
 

b
 
 

、
旭
 

莊
亦
勸
 

誘
す
 

る
 

所
 

あ
り
し
 

も
、
 

終
 

に
資
行
 

を
 

見
る
 

に
 

至
ら
 

(三 en き
」
 

然
れ
 

ど
も
 

旭
莊
 

は
な
 

ほ
 

嘉
永
五
 

年
.
 

同
 

六
 

年
 

.
安
 

政
 

四
 

年
.
 

文
 

久
ニ
 

年
の
 

四
 

皮
 

兵
 

扉
に
 

る
 

あ
 

り
、
 

順
 

道
の
 

嘉
永
六
 

年
 

大
阪
に
 

歿
せ
 

る
 

後
 

も
、
 

其
 

子
 

順
 

1
^
 

及
び
 

金
 

生
 

善
 

次
 

等
と
 

交
遊
 

最
 

(三 5
 

深
 

か
 

し
が
 

如
く
、
 

明
治
維
新
の
 

後
 

學
校
明
 

親
 

館
の
 

設
立
 

せ
ら
る
 

、 
や
 

、
其
 

授
讀
た
 

b
 

し
 

人
 

(三 六〕 
く
 

は
 

旭
莊
の
 

門
に
 

出
で
 

し
 

者
な
，
 

9 
き
。
 

旭
 

莊
が
兵
 

庫
の
 

學
問
敎
 

育
に
 

與
 

へ
し
 

影
 

饗
大
な
 

こ
と
 

知
る
 

ベ
 

し
。
 

さ
れ
 

ど
 

商
業
地
の
 

常
 

と
し
て
 

兵
 

扉
に
 

は
學
に
 

志
せ
る
 

者
 

甚
だ
 

多
か
ら
 

b
 

し
こ
 

と
、
 

旭
 

莊
 

の
慊
焉
 

た
り
し
 

所
に
 

し
 

て
、
 

嘗
 

て
 

順
 

道
に
 

語
り
 

て
、
 

吾
 

客
年
よ
り
 

此
 

地
に
 

至
 

次
、
 

初
 

次
來
 

b
 

て
 

講
を
聽
 

く
 

者
 

二
次
 

來
ら
 

す
、
 

二
次
 

來
る
者
 

三
次
 

來
ら
 

す
、
 

此
 

を
 

以
 

て
 

, 
J 

Id
 



靑
山
幸
 
利
の
 

楠
 t
5
f
 
顯
 

揚 

貝
 

原
 

益
 

軒
の
 企圖 

推
す
 

に
 
則
ち
 
四
 
次
 
五
次
 
亦
 
將
に
是
 

の
 
如
く
な
ら
 
む
と
 

す
、
 敎
 
安
ん
 
ぞ
弘
 
む
る
 
を
 
得
む
 
や
と
 
云
 

も
 金
 
生
 
善
 
次
に
 
語
 
b
 
て
 
は
、
 兵
 
庫
の
 
人
 
金
 
錢
を
識
 

て
 
文
字
 
を
識
ら
 

す
、
 文
 
人
 
者
 
流
 
呼
ん
で
 
戎
と
 

な
す
と
 
云
へ
 

b
。
 
さ
れ
ば
 
富
 
商
に
 
し
て
 
學
を
 
好
む
 
こ
と
 
三
 
太
夫
の
 
如
き
 
は
 
蓋
し
 
稀
に
 
し
て
、
 

旭
 
莊
の
敎
 

を
 
受
け
し
 
者
 
多
く
 
は
醫
を
 
業
と
 

し
、
 若
 
く
 
は
 
醫
に
志
 
あ
る
 
者
な
 
り
し
が
 
如
し
。
 

さ
 

れ
ば
當
 
時
の
 
下
層
 
市
民
の
 
敎
 
養
に
 
至
り
て
 

は
 
殆
ど
 
見
る
 
べ
き
 
設
備
な
 

く
、
 唯
 
時
々
 
講
談
師
 

を
 

、 
(三
 

九)
 

招
き
て
 
太
 
半
 
記
 
等
の
 
軍
書
の
 
講
談
 
を
な
 
さ
し
 

め
、
 喜
 
ん
で
 
之
を
聽
 
き
た
る
」
 
過
ぎ
す
。
 

刺
 
書
 

s
o
)
 

の
 
講
談
 
亦
 
屢
<
 
 行
 
は
れ
 
た
れ
 

ど
、
 其
 
聽
講
者
 

は
 
恐
ら
く
 
特
種
の
 
人
に
 
限
ら
れ
し
 
な
ら
む
。
 

學
藝
 
に
關
聯
 
し
て
 
述
べ
ざ
る
 
ベ
か
ら
 
ざ
る
 
は
 
楠
 
氏
 
遺
蹟
の
 
顯
揚
 

な
，
.
^
。
 
靑
山
 
大
膳
亮
 
t
 

の
 
尼
 
崎
 
城
主
た
 

b
 
し
 
時
、
 領
內
坂
 
本
 
村
な
る
 
埋
塚
 
或
は
 
梅
 
尿
と
 
呼
 
ベ
 
る
墳
 
土
の
 
楠
 
木
 
正
 
成
の
 

墓
な
る
 
こ
と
 
を
 
知
 

，cv  、
私
 
に
 
輪
 
塔
 
を
 
作
 
b
 
 、
松
 
梅
 
二
 
樹
を
植
 
ゑ
て
 
墓
標
と
 
せ
り
。
 

こ
れ
 
楠
 
氏
 
遺
 

蹟
顯
 
揚
の
嚆
 
矢
に
 
し
 
て
、
 其
 
年
代
 
は
 
分
明
な
ら
 
ざ
れ
 

ど
、
 
貝
 
原
 
益
 
軒
 
が
 
寬
 
文
 
四
 
年
 
京
 
都
 
よ
 

，.=^ 
の
 

歸
途
 
之
に
 
詣
 
で
、
 其
 
楠
 
公
 
墓
 
記
 
に
 
塋
上
松
 
梅
 
二
 
株
 
あ
る
 

を
 
記
せ
る
 
に
徵
 
す
れ
 

ば
、
 蓋
し
 
事
 
寛
 
文
 

以
前
に
 
屬
 
す
る
な
ら
 

む
。
 

但
し
 
益
 
軒
の
 
文
中
に
 

は
 
輪
 
塔
 
あ
り
し
 
こ
と
 
を
 
記
さ
 

.、 
る
の
 
み
な
 

ら
 
す
、
 碑
 
石
な
 
き
こ
と
 
此
の
 
如
く
ん
 

ば
、
 後
 
世
 
公
の
 
墓
た
 

る
 
を
 
認
め
す
 

し
 
て
、
 墓
 
の
 
田
と
 
な
り
 
松
 

梅
の
 
薪
と
 
な
る
 

の
 
日
 
來
る
ゃ
 

も
 
知
る
 
ベ
か
ら
 
ざ
れ
ば
 

と
 
て
、
 兵
 
庫
の
 
繪
屋
 
觀
樣
 
I
、
 紅
 
岡
に
 
託
 

第
五
 

章
 

學
藝
附
 

楠
 

氏
 

遺
蹟
 

顧
 
接
 
 

九
九
 



德
川
 
光
園
の
 

建碑 

神
 
戶
市
史
 

し
て
 

小
石
 

碑
 

を
 

區
々
 

楡
揚
を
 

待
 

文
 
學
に
長
 
じ
た
 

立
つ
 

る
 

は
 

僭
 

率
 

塔
の
 
作
ら
れ
し
 

井
魯
齋
 
g
 
四
 
西
 

抑
.
^
 

楠
 

公
 

崇
拜
は
 

行
と
 

共
に
 

人
口
 

蹟
を
讃
 

歎
す
 

る
 

仰
の
 

中
心
と
 

な
 

(四
 

五)
 

るべ し- 而し 

囿
の
此
 

企
圆
が
 

嚴
寺
住
 

僭
千
巖
 

始
め
て
 

光
 

図
に
 

定
 

せ
り
と
の
 

報
 

述
 

し
て
 

石
碑
に
 

勒
 

せ
む
 

と
せ
ば
、
 

つ
 

微
賤
 

な
 

る
 

者
の
 

他
 

國
に
碑
 

を
 

を し 

S
 

ョ
 

止
め
し
 

め
た
り
。
 

さ
れ
^
 

输
 

^
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
苹
 
 

1
〇
〇
 

塋
 

上
に
 

建
て
む
 

と
し
 

種
々
 

計
畫
 

す
る
 

所
め
 

り
し
 

も
、
 

歸
 

鄕
 

の
 

後
、
 

楠
 

公
の
 

名
 

は
 

な
 

れ
 

ば
、
 

今
 

德
 

業
を
稱
 

ば
な
 
す
べ
か
ら
 

す
、
 H
 

を
 

槍
屋
に
 

送
 

,9
 

て
 

之
 

る
 
や
 
も
 
知
り
 
難
し
。
 

寺
に
 

立
 

寄
り
て
 

楠
 

公
 

の
 
楠
 
正
 
成
傳
を
 

作
.
.
.
^
 

に
旣
に
 

全
國
に
 

及
び
 

流
 

亦
 

之
 

を
 

尊
崇
す
 

る
 

年
 

楠
 

公
 

墳
墓
に
 

來
.
 

- 

も
 

著
し
く
 

代
表
せ
 

る
 

は
 

や
 
は
 
明
な
ら
 
ざ
れ
 

ど
 

た
す
 

し
て
 

天
下
に
 

明
 

る
 

も
の
に
 

あ
ら
や
ん
 

を
 
免
れ
す
 
と
考
 

へ
、
 書
 

は
 

其
 

以
後
の
 

こ
と
 

な
 

國
に
 赴
く
 の
途
、
 廣
嚴
 

慶
長
九
 

年
 

林
道
 

春
 

1
 

に
噌
 

炙
し
、
 

德
川
 

初
期
 者
 

頗
る
 

多
 

く
、
 

兵
 

學
 

者
 

り
し
 

こ
と
 

は、
. 

^
 

享
 

一 
1
 

て
此
 

時
代
思
潮
 

を
 

最
 

何
時
の
 

頃
に
 

兆
せ
 

る
 

力 

伊
勢
 

朝
 

熊
 

嶽
寶
光
 

院
に
滯
 

在
中
、
 

水
 

の
 

建
碑
の
 

意
 

あ
る
 

を
 

知
 

り
、
 

其
 

歸
 

寺
の
 

後
 

三
月
 

に
 

接
せ
し
 

か
 

ば
、
 

千
 

接
 

は
 

尼
 

崎
に
 

至
、
 

9 
邵
代
 

で
延
 

七
 

年
 

水
 

の
 

儒
臣
今
 

H
p
 
す
る
 

の
 
文
 
を
 
記
す
 

る
 
あ
り
。
 

よ
り
 

起
こ
 

り
、
 

太
 

平
 

記
の
 

流
 

れ
 

ば
、
 

學
 

者
に
 

し
て
 

正
 

成
の
 

事
 

50.) と
 

甚
：
；
 

： 
厚
し
。
 

其
 

一
種
の
 

信
 

自
殺
せ
 

る
 

者
 

あ
.
^
 

し
に
て
 

知
 

水 II； 光圉
の
 建碑
な
 り。 光 

も
、
 

元
 

s
 

四
 

年
 

二
月
 

二
十
 

三
 

日
廣
 

赖
飼
 

金
平
よ
 

の
 

書
翰
に
 

よ
 

二
十
 
三
日
 
更
に
 
建
碑
の
 
こ
と
 
決
 

(
8
5
 

に
 
面
き
 
し
て
 
事
由
 
を
吿
げ
 

た
 
り
。
 

て 



翌
五
年
 

光
 

図
 

其
 

E
 

佐
々
 

宗
淳
 

g
 

三
 

を
廣
嚴
 

寺
に
 

遣
 

は
し
 

工
事
 

を
督
 

せ
し
め
.
 

千
巖
亦
 

奔
走
 

大
 

に
 

努
 

め
、
 

石
 

ェ
 

を
住
吉
 

よ
り
 

招
 

き
、
 

石
 

材
を
 

船
に
 

て
住
吉
 

よ
り
 

神
 

II
； 

に
 

運
 

び
、
 

そ
 

れ
 

よ
り
 

牛
十
疋
 

に
て
 

墓
所
に
 

運
 

び
、
 

松
 

梅
 

を
 

伐
 

り
、
 

地
 

形
 

を
 

大
き
く
 

し
、
 

古
 

き
 

石
塔
 

を
 

下
に
 

入
 

れ
、
 

壇
 

を
 

築
 

き
、
 

神
 

鏡
 

(四 七， 

を
 

納
 

め
、
 

京
 

都
の
 

石
工
の
 

手
に
 

成
れ
る
 

碑
 

龜
を
其
 

上
に
 

安
置
す
。
 

時
に
 

八
月
 

十
二
 

日
な
 

り
き
。
 

同
月
 

二
十
 

六
日
 

此
地
を
 

通
過
せ
 

る 
椎
本
才
 

麿
の
 

紀
行
 

に、
 

「
湊
川
 

三
 

四 

丁
 

此
方
に
 

坂
 

本
と
 

云
 

は、
 

楠
 正
 成
 討
死
の
 所
と
 こ
そ
 聞
 ゆ
 れ. 此 頃

 新
に
 墓
石
 建
ち
 て、 田 と 思

し
き
 所
 を
 削
 り、 石 壇

 高
 

く
 

築
 

き
 

て
、
 

里
 

人
 

鍬
 

を
 

取
 

り
、
 

坊
 

僧
 

幕
 

を
 

携
 

へ
 

て
、
 

芝
 

を
 

伏
せ
 

砂
 

を
 

蒔
 

く
、
 

最
 

結
 

構
 

也
、
 

如
 

何
な
る
 

方
 

よ
 

り
、
 

斯
 

は
 

有
り
け
 

る
 

ぞ
と
問
 

ふ
 

に
、
 

更
 

に
 

言
 

聞
か
せ
 

す
、
 

墓
 

石
 

も
 

未
だ
 

打
 

包
み
 

あ
れ
 

ば
、
 

其
 

銘
 

も
 

S
 

八)
 

見
 

え
 

す
、
 

奇
 

な
 

る
 

哉
」
 

と
 

見
 

ゆ
。
 

碑
 

陰
文
の
 

刻
 

成
 

は
 

少
し
く
 

後
 

れ
、
 

其
 

後
 

も
 

碑
 

堂
の
 

建
築
 

等
 

あ
り
 

て
、
 

元
 

祿
八
 

年
に
 

至
り
 

漸
く
 

妓
ェ
 

せ
し
 

か
 

ば
、
 

千
 

巖
 

乃
ち
 

之
 

を
 

寺
社
 

奉
行
に
 

屈
 

出
 

で
、
 

十
 

一
月
 

二
 

(0 九) 

十
五
 

日
 

供
養
 

を
 

執
行
す
。
 

此
時
 

光
囿
は
 

附
近
に
 

於
て
 

田
地
 

を
 

購
入
 

し
、
 

香
 

花
 

料
と
 

し
て
 

是
 

を
 

寺
に
 

寄
附
せ
 

む
と
の
 

意
な
、
 

り
し
 

が
、
 

地
 

主
 

等
 

法
外
の
 

高
直
 

を
唱
 

へ
 

し
を
以
 

て
、
 

千
 

巖
 

の
 

言
 

に
 

從
 

„- 五 〇) 

ひ
 

中
止
せ
，
 

0 
と
傳
 

ふ
。
 

碑
 

面
 

の
 

「
鳴
 

呼
 

忠
臣
 

楠
 

子
 

之
 

墓
」
 

は
 

光
園
 

自
ら
 

筆
 

を
 

執
り
て
 

書
き
し
 

所
 

に
 

し
 

て
、
 

孔
子
が
 

延
陵
 

季
子
の
 

義
を
稱
 

し
て
、
 

其
 

墓
に
 

「
鳴
 

呼
 

有
 

吳
延
陵
 

季
子
 

之
 

墓
」
 

と
 

題
せ
 

る
 

に
 

(五
 

一 ) 

傚
 

ひ
し
な
 

b
 

と
 

云
 

ふ
。
 

碑
 

陰
に
 

刻
せ
 

る
 

文
 

は
朱
舜
 

水
が
 

甞
て
 

加
賀
 

藩
主
 

前
 

田
 

綱
紀
の
：
！
^
 

め
 

第
五
 

窣
 

學
藝
附
 

楠
 

氏
 

遺
蹟
 
顯
揚
 
 

1
0
1
 



祌
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 
兵
^
^
及
び
附
近
の
 
沿
革
 
 

二
 

に
 
應
じ
狩
 
野
 
採
 
盼
の
畫
 
け
る
 
櫻
井
驛
 
訣
別
の
 
圖
に
题
 
せ
る
 
讚
 
を
 
取
れ
る
 
も
の
に
 

て
，
 唯
 
文
字
 

へ 五 
二
)
 
 

' 

光
閣
 
以
後
の
 

に
 
少
し
く
 
異
同
 
あ
る
の
 

み
。
 
か
く
て
 
石
碑
 
所
在
の
 
地
 
柬
西
四
 
間
 

一
 
尺
、
 南
 
北
 
六
 
問
に
 
除
 
地
と
 

な
 
b
 
 、
碑
 
堂
の
 
小
 
修
繕
 
は
 
廣
嚴
寺
 
之
 
を
 
f
t
 
擔
 
し
、
 
大
 
修
错
 
を
ば
 
水
 

家
に
 
願
出
づ
 

る
 
こ
と
 

, 
し
、
 

常
 
夜
 
燈
油
料
 

は
 
領
主
よ
り
 
年
々
 
下
附
 
せ
ら
る
 

， 
の
 
例
と
 
な
 
り
し
 

が
、
 寶
 
暦
年
 
問
に
 
至
 
り
、
 
楠
 
傅
 

四
郞
 
な
る
 
者
 
其
 
父
 
友
 
閑
の
 
遺
志
 
を
繼
 

ぎ
、
 附
 
近
の
 
田
地
 

一
 
K
 
六
 
畝
 
步
餘
を
 
R
 
ひ
、
 以
て
 
石
碑
に
 

通
す
 

る
 
長
さ
 
七
十
 
三
 
間
お
 

幅
 
二
 
問
の
 

s=」 路
を
 
開
く
 
あ
，
 
0
 

つ 
文
化
 
十
 
年
に
 
は
 
郡
 
家
の
 
大
 

庄
屋
 
平
野
 
本
 
治
の
 
石
碑
 
附
近
の
 

m
 
畑
 
を
 
購
入
せ
 

る
 
際
 
其
 
幾
分
 
を
 
寄
附
し
て
 
碑
 
堂
 
境
 
內
擴
張
 

(
i
)
 

に
 
資
す
.
 

あ
 
り
、
 尙
 
其
 
以
外
に
 

も
 
篤
志
 
者
の
 
有
る
 
あ
 
b
 
て
、
 境
 
內
 
合
計
 

一
 
反
 
餘
の
擴
 
張
 
を
 
見
、
 龍
 

(五
 

en
 

野
 
侯
 
亦
 
*
 
觐
 
交
代
の
 
途
中
 
此
處
に
 
詣
で
屋
 
庇
 
を
 
造
，
 り
て
 
寄
進
せ
 
り
と
 
云
 
ふ
 
は
、
 蓋
し
 
從
來
の
 

碑
 

堂 
破
損
せ
 

し 
を 
新
し
く
 

造
り
 

替
 

へ
し
な
る
 

べし
。 

文
政
 

1 ニニ
 

年
の
 

二 ッ 
茶
屋
 

村
の
 

木 

屋
 
I
 
藤
左
衞
 
門
き
 
は
 
碑
 
側
に
 
新
に
 

一
 
基
の
 
碑
 
を
 
立
て
む
 
と
し
.
 
其
 
敷
地
に
 
園
し
 
水
 
芦
 
家
を
經
 

て
 
尼
 
崎
 
藩
に
 
乞
 
ふ
 
所
 
あ
，
.
^
 
し
も
、
 

W
 
決
せ
す
 
八
 
年
 
を
經
過
 
し
お
 
び
 
願
書
 
を
 
提
出
す
 
る
に
 
及
 

び
、
 

尼
 

崎
 

藩
に
 

て
 

は
 

永
久
 

免
租
地
と
 

な
す
 

を
 

難
ん
 

じ
、
 

水
 

藩
 

は
 

財
政
 

上
 

S
 
只
收
を
 

難
ん
 

じ
た
る
 

を
 
以
 
て
、
 內
 
赏
は
 
藤
左
衞
 
門
よ
り
 
出
資
せ
 
し
め
 
水
 

藩
の
 
名
義
に
 

て
 
E
 ヌ
收
 
せ
む
 
と
せ
し
 

も
、
 膝
 

左
 
衞
門
は
 
其
 
年
貢
 
を
ば
 
水
 
芦
 
藩
よ
，
 
り 
毎
年
 
香
 
花
 
料
と
 
し
て
 
寺
に
 
寄
附
 
せ
ら
る
 

、 
か
、
 否
れ
ば
 



尼
 
崎
 
藩
に
 
は
替
 
地
を
與
 

へ
て
 
坂
 
本
 
村
 
全
部
 
を
ば
 
水
 

11^ 藩
領
 
た
ら
し
め
 
む
と
 
希
望
し
、
 
議
 
遂
に
 

成
立
せ
 
ざ
り
 
し
も
の
 

、 
如
し
。
 
藤
左
衞
 
門
が
 
此
の
 
如
く
 
楠
 
氏
の
 
爲
め
 
建
碑
に
 
衋
瘁
 
せ
し
 

は
、
 

蓋
し
其
祖
先
が
正
成
と
共
に
湊
川
に
戰
死
せ
る
橋
本
八
郞
^
ー
な
，
0
^
と
の
家
傳
ぁ
る
が
故
に
 

し
 
て
、
 正
 
成
 
を
 
追
慕
す
 
る
の
 
情
爲
 
め
に
 
特
に
 
厚
 
か
り
し
 
も
の
 
、
如
 

ぐ
、
 
天
 
保
 
六
 
年
 
楠
 
公
 
五
 
百
年
 

忌
に
 
際
し
、
 
豫
て
 
昵
 
近
な
る
 
淀
 
藩
の
 
儒
者
 
荒
 
井
 
鳴
門
 
g
.
 長
 
崎
維
臺
 
寺
の
 
僧
 
黃
泉
等
 

を
 
通
じ
、
 
諸
 

方
の
 
學
者
 
知
名
の
 
士
竝
に
 
支
那
 
人
 
等
に
 
乞
 
ひ
て
 

正
，
 成
に
 
關
 
す
る
 
詩
文
 
和
歌
 
を
 
集
め
、
 
之
を
廣
 

嚴
 
寺
に
 
寄
附
せ
 
む
と
 
せ
り
。
 

初
め
 
天
 
保
 
五
 
年
 
を
 
以
て
 
五
 
百
年
に
 
相
當
 
す
と
 
な
せ
し
 

が
、
 詩
 
歌
 

の
 
依
賴
を
 
受
け
し
 

一
 
人
よ
り
の
 
注
意
に
 

よ
 
b
 
之
 
を
 
翌
年
に
 
改
め
た
り
 

と
 
云
 
ふ
。
 

集
，
 9 

し
 
詩
 

文
 
和
歌
 
其
數
 
頗
る
 
多
く
、
 
鳴
門
.
 
黄
泉
 
を
 
始
め
 

と
 
し
、
 伊
藤
 
弘
濟
.
 
古
賀
穀
 

堂
.
 千
 
種
 
有
功
 

• 藤
 
井
高
 
尙
 

等
 
皆
 
需
に
應
 
じ
た
り
。
 

斯
く
て
 
帖
は
鳴
 
呼
 
帖
と
名
 
け
ら
 

れ
、
 序
 
は
 
初
め
 
篠
崎
 
小
竹
弼
 

の
 
手
に
 

成
，
 0 

し
も
、
 
更
に
 
佐
 
藤
 

一
 
齋
 
g
 
に
 
乞
 
ふ
 
所
 
あ
り
し
 

を
 
以
て
、
 

一
 
齋
爲
 
め
に
 
引
 
文
 
を
 
書
し
、
 
小
 
竹
の
 

(五 五) 

字
と
；
 ̂

 ハ
に
揭
 
ぐ
る
 
こ
と
 

， 
せ
り
。
 

現
世
 
利
益
 
神
 

斯
 
く
の
 
如
く
 
楠
 
氏
 
遺
蹟
 
顯
揚
 
の
擧
の
 
相
次
ぎ
て
 
起
こ
り
し
 

は
、
 主
 
と
し
て
 
楠
 
公
崇
 
拜
の
思
 

と
し
て
の
 

楠
 

公
崇
 
拜
 

想
の
 
國
民
 

一
 
般
に
 
普
及
す
 
る
に
 
至
り
し
 
が
た
 

め
 
な
れ
 

ど
、
 
一
 
面
に
 
は
 
楠
 
公
 
を
 
以
て
 
現
世
 
利
益
 

の
 

神
と
 

し
て
 

之
 

を
 

信
仰
す
 

る
 

風
 

起
こ
 

、り
、 

天
 

明
 

二
 

年
に
 

は
 

旣
に
江
 

In
, 

に
 

出
 

開
帳
 

を
な
 

せ
る
 

こ
 

第
五
 

草
 

學
藝
附
 

楠
 

ti
< 
 

遺
 
蹟
顯
揚
 
 

1
〇
 

三
 



戶
市
史
 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

1
〇
 
四
 

四
日
 

兵
 

i
t
 

を
 

通
過
せ
 

る
，
 

シ
 

ー
 

ボ
 

ル
ド
の
 

旅
行
記
に
 

も
齒
 

痛
の
 

神
と
 

て 信 せら れ、 碑 堂 前面の 格子に は 幾多の 输： ii? 懸けら れ、 殊 に 

て
 
救
助
 
を
 
祈
願
す
 

る
 
邦
 
俗
に
よ
 

b
 
 、
髮
 
を
舉
獻
 
せ
る
 

も
 
あ
 
b
 
し
 
由
 
を
 

聞
な
る
 

や
 

も
 

知
る
 

ベ
 

か
ら
 

ざ
れ
 

ど
、
 

天
 

保
の
 

i
s
 

に
 

は
 

墓
に
 

來
 

b
 

詣
づ
 

る
 
者
 
日
に
 
千
 
を
 
以
て
 
数
へ
、
 
嘉
永
六
 
年
 
此
地
を
 
過
ぎ
れ
 

る
 
古
贺
謹
 

一
 
郞
の
實
 
見
に
 
よ
れ
ば
、
 
墓
 

の
 

後
方
に
 

其
 

頃
 

新
に
 

彩
色
 

を
 

施
せ
る
 

塑
像
 

を
 

f
i
 

け
り
と
 

云
 

ふ
。
 

さ
れ
ば
 

何
等
の
 

迷
信
の
 

敬
 

幕
末
の
 

桶
 

公
 

慕
に
 

伴
 

ひ
し
 

こ
 

と
、
 

想
 

像
す
 

る
に
 

難
か
ら
 

す
-
 

幕
末
に
 

至
、
 

り 
尊
王
 

論
大
に
 

起
こ
る
 

に
 

及
 

び
、
 

楠
 

崇
拜
 

. 
公
崇
 

拜
亦
大
 

に
 

盛
 

を
 

致
し
、
 

元
 

治
 

元
年
 

二
月
 

島
、
 

律
久
 

光
の
 

湊
 

川
に
 

一
 

社
 

を
 

造
 

©
 

し
て
 

護
 

良
 

親
 

王
.
 

楠
 

木
 

正
 

成
.
 

北
 

畠
 

親
 

房
 

を
 

初
 

め
、
 

元
 

弘
.
 

延
 

元
の
 

際
 

王
事
に
 

殪
れ
し
 

人
々
 

を
祀
ら
 

む
こ
と
 

を
 

朝
 

廷
に
 

申
請
 

す
る
め
り
。
 

朝
廷
 

之
 

を
 

許
可
せ
 

し
を
以
 

て
、
 

代
 

官
所
 

は
適
當
 

な
る
 

地
處
を
 

選
び
 

て
 

r 六ー
ゾ 

島
津
 

家
に
 

引
渡
す
 

ベ
 

き
 

旨
、
 

兵
 

庫
 

地
方
 

庄
屋
に
 

令
す
 

る
 

所
 

あ
り
し
 

が
.
 

事
 

實
施
を
 

見
る
 

に
 

至
ら
 

す
。
 

其
 

後
慶
應
 

三
年
 

十
 

一
 

月
 

尾
 

張
 

藩
主
 

德
川
慶
 

勝
 

は
 

正
 

成
に
 

神
號
，
 

^
下
し
 

賜
 

は
，
.
 

> 
、
皇
 

都
の
 

內
 

然
る
べ
き
 

地
 

を
 

相
し
て
 

一
 

社
 

を
 

建
立
せ
ら
れ
 

む
こ
と
 

を
 

奏
請
せ
 

し
も
、
 

こ
れ
 

亦
實
行
 

せ
ら
 

れ
 

す
し
て
 

止
み
し
 

が
ギ
 

が
 

て
 

明
.
 

治
 

維
新
と
な
る
に
；
^
：
-
び
て
遂
に
湊
川
神
社
の
造
詧
を
見
る
 

に
 
至
れ
る
な
 

り
。
 

と
 

あ
 

b
 
 

、
文
 

政
 

九
 

年
 

二
月
 

し
て
、
 

又
 

水
夫
の
 

神
と
 

し
 

難
破
に
 

際
し
髮
 

を
 

切
，
 

9 

(五 七) 

記
せ
り
。
 

こ
れ
 

或
は
 

誤
 



兵
 
庫
 
名
所
 
記
。
 
植
田
贫
 
翁
 
視
先
墓
 

碟
。
 

原
 
益
 
軒
、
 S
 
娘
 
集
、
 卷
 
三
。
 
松
浦
靜
 

山， 甲
 
子
 
夜
 

話
 
續
篇
、
 
卷
三
 
十
九
。
 

賴
春
 

水
、
 春
 
水
 
遣
 
稿
，
 卷
 
二
 

賴
 
山
陽
、
 
山
陽
 
詩
紗
、
 

一 。 
荒
木
 

田
 
久
老
、
 
槻
の
落
 

葉
播
磨
 
下
向
の
 

日
 
記
。
 

太
 
田
 
南
 
敢
、
 革
 
令
 
紀
 
行
 h 

同、 小
春
 
紀
行
。
 
齋
藤
拙
 

堂
、
 拙
 
堂
 
文
集
、
 
卷
ニ
。
 

條
畸
小
 

竹
、
 小
 
竹
 
齋
詩
紗
 
、
卷
 
二
。
 

俳
諧
 
高
 
天
 
鶯
し
 

西
 
山
 
宗
 
E
 、
梅
 
翁
 
宗
因
發
 
句
 
集
。
 

谷
 
n
 
燕
 
衬
、
 蕪
 
衬
 
句
集
。
 

安
田
 
莊
 
右
衛
門
 
談
話
。
 

魔
 
見
 
文
書
。
 

高
 
井
 
几
 
董
、
 井
 
華
 
集
。
 

蕪
 
村
 
句
集
。
 

今
田
大
 
魯
 、
魔
 
陰
 
句
 
選
。
 

燕
 
村
 
句
集
。
 

五
 
車
 
故
 

古。 
兵 庫 來迎
寺 

境 內大
魯 

句脾
々 

陰 誌。 

有
朋
堂
 
文
庫
 
名
家
 
俳
 
句
集
 
緒
 
言
 

LL 
は
 
大
魯
の
 

姓
 

士
乂
 刀
と
 
記
 
ぜ
 
ど
 
も、 句

 
聛
々
 
陰
 
誌
 

LL 
據
リ
 

今
 
田
と
 

す
。
 

俳
諧
 
古
 
選
。
 

其
 
雪
 
影
。
 

第
五
 
聿
 

學
藝
 
附
桷
氏
 
遺
 
贖
 
顯
 
揚
 

all) 
大
江
 

丸、 俳
 
懺
悔
。
 

(11 一一) 
蕪
衬
 
終
焉
 

記
。
 

(Is) 
花
鳥
 
篇
。
 

§
 

潤
 
花
蠆
白
 

主
、
 名
 
取
 
川
。
 

(K) 
俳
諧
 
書
籍
 
目
錄
。
 

桃
木
武
 

平
！
！
 
話
。
 
無
名
 
寺
 

袋
 
草
紙
。
 

(一七) 
無
名
 
寺
 
袋
 
草
紙
。
 

(一八) 
萬
 
家
人
 
名
錄
。
 

§
 

當
 
代，？ Pa  、卷

 
二。 

(110) 
棰
井
 
文
書
。
 

(ニー) 
村
 
田
 
庫
山
，
 
藤
 
田
 
佐
 
五
耶
 
小
傳
 
(
百
 
城
存
 

稿)。 
熊
 

見
 
三
 
竹
、
 百
 
城
 
小
 
傳
&
 
城
 
詩
 
紗)。 

衬
田
庫
 

山、 文
 

壯
 
先
生
 
墓
碑
銘
。
 

藤
 
田
 
百
 
城
 ま
硯
蓋
 
(
百
 
城
存
 

稿)。 
同、 謹

 
書
 
先
君
 
子
 
遺
文
 
後
 (
同
 
上)。 

淨
肅
居
 

士
 
墓
碑
々
 

陰
 
誌
。
 

t 沘
木
政
 
太
郞
談
 

話
。
 

(111 一) 
書
法
 
盟
 
誓
文
。
 

大
學
 
正
義
。
 

猪
 
飼
 
彦
纖
、
 
於
 
多
 

滿
 
幾
 (
史
 
籍
 
雑
 

第
 
三
 y
 卷
四
。
 

§
)
 

室
 
田
 
氏
 
系
圆
。
 

霞
亭
詩
 
鈔
跋
。
 

室
 
田
 
英
哉
談
 

話。 (113) 
室
 
田
 
霞
 
亭
、
 免
 
齋
君
以
都
府
櫻
古
^
^
<
造
現
索
詩
 

1 
〇
 

五
 



神
 

戶
市
史
 

刖
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
 

(
霞
 

亭
詩
 

妙
，
 

下：
/'
 

同
.
賀
常
見
^
!
;
?
七
士
同
書
，
上
)
。
 

桃
 
木
武
平
 
談
話
。
 

(ニ
五)
 

室
 

田
 

霞
 

亭
 

十
 

卯
 

正
月
 

移
 

居
 

摩
 

耶
山
雜
 

雲
 

朝
 

K
 

之
-
霞
 

亭
 

詩
紗
丄
 

r 
同
、
 

仲
秋
 

下
句
 

入
 

加
州
 

金
澤
 

(
同
書
、
 

下)
。 

霞
亭
詩
 

紗
跋
。
 

01
 

一つ
 

耕
 

筆
先
 

生
 

展
観
，
 

記
。
 

(
§
 

廣
瀕
旭
 

莊
、
 

日
 

間
 

鑌
事
備
 

忘
、
 

卷
 

一 
一 

十
 

三、
 

天
 

保
 

十
 

1 年
 
九
月
 
二
 
十
七
 

日， 二
 
十
八
 
日
の
 
條
 ̂

 
同、 梅

 

壞
詩
鈔
 
、三 

編
 
上。 

ご
 

一八
) 

日
間
 

璃
事
 

備
忘
.
 

卷
ニ
 

十
三
、
 

天
 

保
 

十
 

一
年
 

九
月
 

二十 九 日， 十 月朔 日、 二日の 條り 

01
 

九)
 

同
書
、
 

卷
ニ
 

十
五
.
 

天
 

保
 

十
二
 

年
 

三
月
 

二
十
 

七
日
-
 

六
月
 
十
日
の
 

條
。
 

つ
 

一一
 

0)
 

同
 

害
，
 

卷
六
 

十
九
、
 

嘉
永
ニ
 

年
 

十
二
 
 

2：
 

十
日
，
 

十
二
 

日，
 

十
 

三
 

B 
、
十
 

四
日
の
 

條
。
 

01
1)
 

同
 

害
，
 

卷
 

七
 

十
、
 

嘉
 

永
 

三
年
 

正
月
 

二
十
 

六
 

曰
の
 

條
。
 

(
至
)
 

同
 

害
.
 

卷
 

七
十
 

一 
、 嘉
 

、水
 

三
年
 

三
 

十
九
 

曰
の
 

條
。
 

O
S
 

同
書
、
 

卷
七
 

十
，
 

嘉
 

永
 

三
年
 

正
月
 

二
十
 

三
 

日
 

の
 

條
。
 

同
 

書
、
 

卷
 

七
十
 

二、
 

嘉
永
 

三
年
 

五
月
 

二
十
 

六
日
 

乃
 

至
 
六
月
 
二
日
の
 
條； 

梅
墩
 
詩
紗
、
 四
 編
 
中.' 

墳
 

沿
^
 
 

1
〇
 
六
 

田
 
三
 
太
 
大
所
 
蔵
 
旭
荘
の
 

铀
。
 

(
§
 
 

B
 

間
攻
事
 

備
忘
，
 

卷
 

七
十
 

三，
 

嘉
 

、-
^ 

三
年
 

七
月
 

二
 

十六
 

曰. 八月
 

五 曰の
 

條" 同 ^卷
 

七 十 八、 嘉 

永
 
四
 
年
 
五
月
 
八
日
の
 
慷
 ̂

 
同
 
巧
，
 卷
 
八
 
十
 
三、 嘉

 

永
 
五
 
年
 
三
月
 
四
日
の
 

條
 ̂

 
同
書
 
後
 
篇
，
 卷
 
九
、
 安
 

政
 
四
 
年
 
六
月
 
十
 

一 
日
の
 

條
。
 

？
 

曰
 

問
浪
事
 

備
忘
，
 

卷
 

八
十
 

六，
 

嘉
 

永
 

五
 

年
 

十
月
 

六
 

日
 
乃
至
 
十
三
 
日
の
 

條
。
 

同
 
さ
.
 卷
 
九
十
 

二、 嘉
永
 

六
 
年
 
六
月
 
二
十
 
九
日
，
 
七
月
 
十
四
日
の
 

條
，
 

同
 

耆
 

後
 

篇
、
 

卷
 

十
 
 

一 
• 安
政
 

四
 

年
 

九
月
 

十
七
 

日
 

乃
至
 

二
十
 

一 
日 

の
條
。
 

同
 

ti
:、
 

卷
 

五
十
、
 

文
 

久
ニ
年
 

十
 

二
 
 
十
二
 
日
の
 

條
。
 

(1? 
祌
田
兵
 
右
衞
門
 
談
話
。
 

(
§
 
 

B
 

間
攻
本
 

備
忘
、
 

卷
七
 

十
二
、
 

嘉
永
 

三
年
 

六
月
 

二
 

日
の
 
條
。
 

B 同 後 爲， 卷 九， 安 政 四 年 六月 一 日の 條- 

二  S
 

北
 
濱
惣
會
 
所
 
日
，
 码
寬
政
 
十
二
 
年
 
五
月
 
十
 

一 
a. 

b 
月
 
三
日
の
 

條
。
 

so) 
同
，
 宽
 
政
 
十
二
 
年
 
五
月
 
二
 
日. 廿

 
七
日
の
 

條
。
 

-
S
 
鹿
 
W
 樣
 
一 、
桷
氏
 
研
究
，
 五
 
四
 
一 
— 
五
 
四
 
三
 
頁。 



自
娘
 
集
、
 卷
 
三。 

(s 一 ご 
自
娘
 
集
，
 卷
 
三
。
 

(
■
 

今
 
井
 
瞢
 
0
¥
 
楠
 
公
 
文
 (
安
 
藤
 
年
 
山、 年

山
紀
 

聞
、
 卷
 

三、
。 

安
積
 

澹
泊
，
 

跋
今
井
 

魯
齋
弔
 

楠
 

公
文
 

(
澹
怕
 

齋
 
文
集
、
 
卷
 
二
。
 

§
 

羅
 
山
林
 
先
生
 
文
集
、
 
卷
三
 
十
八
。
 

三
 
上
.
 參
次
、
 
楠
 

公
 
崇
拜
に
 
就
き
て
 
(
攝
津
 
鄉
土
史
 

論)。 

i
)
 

太
 
田
 
南
狱
、
 
假
名
 
世
 
說. J 

(so 
楠
 
公
石
脾
 
建
立
 
由
來
，
 記
。
 

§
 

同
上
。
 

年
山
紀
 

聞、
 

卷
三
。
 

安
藤
 

年
 

山、
 

年
 

山
 

打
 

聞
、
 

上
。
 

三
 

木
 

佐
 

太
夫
 

等
、
 

桃
 

源
 

遣
 

_s
$.
、 

卷
 

1 
1。
 

(
S
 
椎
本
ォ
 

麿
、
 椎
の
 

葉
。
 

§
 

楠
 
公
石
聛
 
建
立
 
由
來
記
 

" 
年
山
紀
 

聞
、
 卷
三
。
 

年
 

山 
打
 

聞、
 

上。
 

桃
源
 

遺
事
、
 

卷
ニ
。
 

楠
 

氏 
研
究
、
 

五
 
四
 
八
 
頁
。
 

§
)
 

年
 

山
 

聞、
 

卷
 

三。
 

年
 

山
 

打
 

聞、
 

上。
 

橋
 

本
文
 

書。
 

§
)
 
年
山
紀
 

IT 卷
三
。
 

年
 
山
 
打
 
聞、 上つ 

桃
源
 
遺
事
、
 

卷
ニ
。
 

楠
 

公
 

石
碑
 

建
立
 

由
 

來
記
リ
 

伊
藤
 

朿
涯
、
 

蓋
 

簪
錄
，
 

卷
 

二。
 

德
川
 

光
園
よ
り
 

千
 

Si
  

LL
 

宛
て
 

た
 
る 
書
 
翰
。
 

第
五
 

隼
 

學
藝
附
 

桶
 

氏
 

遠
 

蹟
顯
揚
 

§
 
楠
 公
崇
 拜
 に 就

き
 \、 

楠
 氏 研 究、 五 四 七 I 

五
 
五
一
 

頁
。
 

§
 
桷
公
牌
 
堂
 
關
係
文
 

l?s。 

O
S
 

古
 
賀
西
使
 

日
 
記
 (
大
 
曰
 
本
 
古
文
 

書
，
 幕
 
末
 
外
國
關
 

係
 

文
書
 

附
錄
之
 

一 
)，
 

嘉
.
 

水
 

六
 

年
 

十
 

一 
月
 

十
九
 

日
 

の
 
條
。
 

S
 

橋
 
本
文
 

書
。
 
嗚
呼
 

帖
。
 

§
 

楠
 
公
 
碑
 
堂
閼
係
 
文
書
。
 

§
 
 

Si
eL
oi
a,
  

Ni
pp
on
, 
 

B(
I.
  

T,
  

S.
 

15
4-
15
5.
 

三
 

正
 

綜
 

覽. 下。 

(I
s 

日
間
 

瑱
事
備
 

忘
、
 

卷
 

1 
1 

十
 

三、
 

天
 

保
 

十
 

一 
年
 

十
月
 

朔
 
日
の
 

條
。
 

§
 

古
 

賀
西
使
 

日
 

記
、
 

嘉
 

永
 

六
 

年
 

十
 

一 
月
 

十
九
 

日
の
 

條。 
§
 

楠
 
氏
 
研
究
、
 
六
 

一 
1 
頁
。
 

(六
 

一)
 

北
 

濱
惣
會
 

所
 

日
 

記
、
 

元
 

治
 

元
年
 

四
月
 

十
四
日
の
 

條。 

§
 

名
 

古
屋
市
 

史
，
 

政
 

治
 

編
 

第
 

一、
 

七
 

四
 

九
—
 

七
 

五
 

一 

頁。 

1
0
 

七
 



舯
 
ITLIB 

史
刖
錄
 

I
 

近
世
の
 
兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一 0
 八
 



第
 

六
 

章
 

風
 

俗
 

港
 

泊
の
 

常
と
 

し
て
 

兵
 

庫
に
 

古
く
よ
-
 

9 
遊
君
 

あ
 

て
、
 

寬
永
 

十
五
 

年
の
 

魔
筑
波
 

集
に
 

も
、
 

「
大
名
 

や
 

兵
 

庫
 

出
立
 

遊
 

君
」
 

と
 

あ
り
.
.
 

然
れ
 

ど
も
 

元
祿
 

年
間
の
 

諸
 

を
經
 

て
ま
よ
 

b
 

舟
に
 

て
 

長
 

崎
に
 

至
る
 

間
、
 

諸
 

國
 

の
 

の
 

名
 

見
え
す
。
 

貞
享
 

及
び
 

正
德
の
 

令
に
 

津
 

中
に
 

稱
 
す
べ
き
 
も
の
 
一
時
 
廢
絕
 
せ
し
 
な
ら
む
。
 

其
 
後
 

の
 

な
く
、
 

寬
 

政
の
 

頃
に
 

至
り
て
 

佐
 

比
 

江
の
 

繁
昌
せ
 

其
 

次
第
に
 

埋
れ
て
 

多
分
 

は
 

陸
地
と
 

な
，
 

0 
佐
 

比
 

江
 

和
 

以
後
 

な
れ
ば
、
 

此
區
 

域
の
 

花
街
と
 

な
，
 

し
 

は
 

比
 

湊
町
惣
 

門
と
 

湊
 

川
と
の
 

間
の
 

市
街
 

を
 

成
す
 

に
 

至
 

力
 

あ
り
し
 

な
る
 

ベ
 

く
、
 

當
 

時
の
 

歌
 

に
、
 

「
兵
 

庫
 

髭
 

紅
 

お
 

に
 

新
 

し
」
 

と
 

あ
 

る
 

は
.
 

其
 

盛
な
 

り
し
 

を
 

示
す
 

も
の
に
 

第
六
窣
 

風
俗
 

,0
- 

し
こ
と
 

は
隆
 

む
に
 

ら
 

ざ
る
 

こ
と
に
し
 

あ
た
り
に
 

つ
き
ぬ
ら
 

ん
、
 

か
 

み
 

を
 

わ
げ
 

つ
 

. - 

國
 

遊
里
 

好
色
 

由
來
揃
 

に
、
 

京
 

都
 

を
 

出
で
 

奈
良
 

遊
里
に
 

遊
び
し
 

こ
と
 

を
 

記
せ
る
 

中
 

に
、
 

兵
 

庫
 

遊
女
 
を
 
置
く
 
こ
と
 
を
 
禁
じ
 
た
れ
 

ば
、
 遊
 
廓
 
と
 

も
 

久
し
く
 

之
に
 

關
 

す
る
 

資
料
の
 

存
 

す
る
 

も
 

(二
) 

し
こ
と
 

見
 

ゆ
。
 

佐
 

比
 

江
 

は
も
と
 

入
江
に
 

て
 

新
地
の
 
名
に
 

て
 
呼
ば
る
 

、 
に
 
至
，
 9 

し
 
は
 
明
 

較
的
 
後
代
の
 
こ
と
な
る
 

が
 
如
し
。
 

而
 
し
て
 

し
 

に
 

就
 

き
 

て
 

は
、
 

佐
 

比
 

江
の
 

遊
里
 

與
 

つ
て
 

し
ろ
い
 

の
 

花
の
 

顏
、
 

佐
 

比
 

江
と
 

い
 

へ
ど
 

日
々
 

し
 

て
、
 

傳
 

ふ
る
 

所
に
 

よ
れ
 

ば
、
 

大
 

阪
の
 

島
の
 

內
 

一 〇
 九
 



て
 
知
 

す
れ
 

に
 

よ
 

の
 

, 

西
國
 

逆
瀨
 

營
業
 

さ
 
る
 

な
 
る
 

む
 
る
 

祌
 
戶
市
史
 

刖
 
5
^
1
 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

1
ー
〇
 

と
 
同
格
に
 

て
 
互
に
 
藝
妓
 
の
置
替
 
を
な
 
し
、
 

と
 
云
 
ふ
。
 

其
 
後
 
何
れ
の
 
頃
に
 

か
 
佐
 
比
 
江
の
 
花
街
 

は
 
柳
 
原
 
町
に
 
移
さ
れ
、
 
以
て
 
明
治
維
新
に
 
及
べ
，
 
9
。
 

礎
 
之
 
町
に
 

家
 
あ
，
 - 
し
こ
と
 

は
、
 文
化
 
年
 

間
の
 
北
 
里
 
見
聞
 
錄
に
 
諸
國
 
傾
城
 
町
名
 
目
 
を
列
舉
 
せ
る
 

屮
、
 『
攝
州
 
兵
雕
 
磯
の
 

町
」
 と
 
あ
る
に
 

よ
 
b
 

(五， - 

る
 
ベ
 
く
、
 其
他
湊
 

通
、
 土
 
堤
 
下
、
 逆
瀨
川
 

町
、
 具
 
光
寺
 
前
 
等
に
 

も
 
遊
 
廊
 
あ
，
 
- 
し
も
、
 
佐
 
比
 
江
に
 
比
 

ば
 
其
 
品
位
 
皆
遙
に
 
劣
れ
り
 

と
 
云
 
ふ
。
 

宿
に
 
飯
 
盛
 
女
 
を
 
置
く
 
こ
と
 
は
德
川
 
時
代
 
衍
驛
 

一
 
般
の
風
 

&：: 
に
 
て
パ
 M
 
享
 
及
び
 
正
 
德
の
令
 

b
 
旅
籠
 

屋
，
 湯
 
屋
、
 風
 
呂
屋
に
 
遊
女
 
を
 
置
く
 
こ
と
 
禁
 
せ
ら
れ
 
た
れ
 

ど
、
 其
 
遊
女
と
 
云
へ
 

る
 
も
 

果
し
て
 
飯
 
盛
 
女
 
を
 
も
 
指
せ
る
 
や
 
否
や
 
は
 
明
な
ら
 

す
。
 

其
 
後
 
兵
 
扉
 
は
 
港
 
泊
に
 
し
て
 
且
つ
 

街
道
の
 
宿
驛
 
な
れ
ば
 
と
の
 
理
由
よ
り
 
し
て
、
 
何
時
の
 
頃
に
 

か
 
岡
 
方
の
 
中
小
 
廣
町
、
 
祌
明
 

町
、
 

川
 

町
、
 

柬
柳
原
 

町
、
 

西
 

柳
 

原
 

町
の
 

五
ケ
 

町
の
 

街
道
に
 

面
す
る
 

場
所
に
 

於
て
 

飯
 

盛
 

付
 

旅
籠
 

屋
 

の
 
許
可
 
あ
り
。
 
旅
籠
屋
一
軒
に
飯
^
3
女
ニ
人
づ
、
と
定
 

め
、
 若
 
し
 
旅
客
 
多
く
し
て
 
足
ら
 

時
 
は
、
 旅
籠
 
屋
 
相
互
に
 
於
て
 
貸
借
す
 

ベ
 
く
、
 飯
 
盛
 
女
の
 
衣
類
 

类
に
 
流
れ
 
、
傾
城
 
町
 
同
樣
と
 

を
 
戒
 
め
、
 其
 
他
す
 

ベ
 
て
 
奢
り
が
 
ま
し
き
 
こ
と
 
を
 
停
止
 

し
、
 獨
 
身
 
者
 
を
 
謂
れ
な
 
く
滯
留
 
せ
し
 

を
 

禁
 

じ
、
 

怪
 

し
き
 

者
來
 

ら
ば
 

一
 

々
之
 

を
 

屆
出
づ
 

ベ
 

く
、
 

御
 

法
度
に
 

背
け
る
 

會
 

合
の
 

宿
 

或
は
 

密
通
の
 
宿
 
を
な
 
す
べ
 
か
ら
 

す
、
 飯
 
盛
 
女
 
は
 
旅
客
 
茶
 
食
 
等
の
 
給
 
仕
を
致
さ
す
べ
き
 

も
の
 
な
れ
ば
、
 



其
 
夜
 
限
り
の
 
情
に
 
任
せ
 

小
.
 遣
 
錢
等
直
 

ふ
 
こ
と
ぁ
^
^
^
-
と
も
傾
城
町
同
樣
の
取
計
ら
ひ
を
な
す
 

ベ
か
ら
 

す
、
 

飯
 

盛
 

女
 

旅
客
に
 

誘
 

は
れ
 

物
見
遊
山
に
 

赴
く
 

ベ
か
ら
、
 

F
 

外
出
の
 

途
中
 

知
人
に
 

遇
へ
 

b
 
と
て
 
共
に
 
料
亭
 
等
に
 
行
く
 
等
の
 
こ
と
 
あ
る
 

ベ
 
か
ら
 

す
、
 旅
 
籠
 
屋
抱
女
 
は
臺
所
 
廻
り
 
を
 
働
く
 

下
女
の
 
外
 
を
ば
 
す
べ
て
 
飯
 
盛
 
女
と
 
見
做
す
 

ベ
 
け
れ
 

ば
、
 規
 
定
外
は
 
勿
 
論
、
 假
 
令
 
規
定
 
內
 
に
て
も
 

藝
 
子
.
 舞
 
子
 
又
は
 
仲
居
 
等
 
別
の
 
名
目
 
を
 
立
て
た
 

る
 
女
 
を
 
置
く
 

ベ
 
か
ら
 

す
、
 今
 
後
 
五
ケ
 
町
內
 
に
て
 

旅
籠
 
屋
商
 
賣
始
 
む
る
 
も
の
 

あ
，
 9 

と
も
 
祝
儀
 
等
と
 
唱
へ
金
 
餞
 
を
徵
收
 
す
る
 
こ
と
 
あ
る
 

ベ
 
か
ら
 

す
、
 旅
 
籠
屋
 
場
所
に
 
男
藝
 
者
と
 
唱
 
ふ
る
 
者
 
立
 
廻
る
 
ベ
か
ら
 
や
 、
飯
 
盛
 
女
の
 
外
 
は
家
內
 
下
女
に
 

至
 

る
ま
で
 
女
髮
 
結
に
 
髮
を
結
 
は
し
む
 

ベ
 
か
ら
す
、
 
飯
 
盛
 
女
 
を
ば
 
勿
論
、
 
す
べ
 

て
 
旅
籠
 
屋
の
 
家
族
 
人
 

員
 
を
.
 每
年
十
 

一
 
月
に
 
家
 
別
に
 
改
め
、
 
其
處
の
 
年
寄
の
 
速
 
判
し
た
 

る
 
帳
面
 
を
 
名
主
に
 
差
 
出
し
、
 
名
 

主
、
 

年
寄
 

其
 

取
締
に
 

任
 

や
べ
 

し
、
 

伹
 

し
 

其
處
の
 

年
寄
が
 

旅
籠
 

屋
商
賣
 

な
ら
ば
 

月
 

行
司
 

を
 

以
て
 

之
 

に
 

代
 

ふ
べ
 

し
、
 

今
 

後
 

五
ケ
 

町
に
 

此
商
賣
 

を
 

希
望
し
 

移
 

轉
し
來
 

る
 

も
の
 

あ
り
と
 

も
 

地
代
 

家
賃
 

等
 

を
 

引
 

上
ぐ
 

ベ
 

か
ら
す
、
 

五
ケ
 

町
 

以
外
の
 

町
に
 

て
 

類
似
の
 

商
賣
 

を
な
 

す
べ
 

か
ら
す
 

等
の
 

取
締
 

令
 

を
發
 
せ
り
。
 

安
政
 
六
 
年
 
十
一
月
の
 
調
査
に
 
よ
れ
ば
、
 
飯
 
盛
 
付
 
旅
籠
 
屋
の
 
數
、
 小
 
廣
町
 
十
二
 
軒
、
 祌
 

明 町 十 軒、 逆 瀨
川
町
 十三
 軒、 東 柳 原

 町 十
二
 軒、 西 柳 原

 町 二
十
 三 軒
に
 して， 飯 盛 女

の
 數 

は
 
規
定
 
通
り
 
二
人
 
を
 
超
過
せ
 

る
 
も
の
な
 
か
り
し
 

も
、
 
こ
 
は
 
表
面
の
 
み
に
 
止
 
り
、
 實
 
數
の
 
そ
れ
よ
 

第
.
 

一 ハ
箄
 
風
俗
 
 

1
1
1
 



神
 
戶
市
史
 

錄
 

一 
近
世
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
萃
 
 

ニ
ニ
 

,9 
も
 
多
 
か
、
 9 
し
こ
と
 

は
、
 娘
 
或
は
 
下
女
の
 
數
の
 
あ
ま
り
に
 
多
き
 
も
の
 

あ
 

、り、 又
 
同
家
 
人
と
 
し
て
 

(八) 

載
せ
ら
れ
 
た
る
 
女
 
も
 
あ
る
に
 

よ
，
 
り
て
 
推
 
想
す
 

る
 
を
 
得
？
 

し
。
 

劇
場
と
 
稱
 
す
べ
き
 
も
の
 
は
算
所
 
村
に
；
 
ケ
所
 
あ
，
 
0 

て
 
之
 
を
 
村
の
 
芝
居
と
 
云
へ
，
 
o
。
 

明
 
和
 

七
 
年
に
 
至
、
 り
定
 
芝
居
 
株
 
免
許
と
 

な
 
、
り
て
 
冥
加
 
銀
 
四
 
K
2
 
三
十
 
匁
 
を
 
上
納
せ
 
し
が
、
 
天
 
保
の
 
改
革
 

に
 
よ
 
り
、
 
株
 
廢
 
止
と
 
な
り
 
冥
加
 
銀
 
は
 
免
除
 
せ
ら
.
 
れ
、
 其
 
後
？
：
^
 
永
の
 
再
興
に
 

よ
 

h,- 
株
の
 
復
活
 
を
 
見
 

し
 
も
、
 冥
 
加
 
銀
 
は
 
引
續
き
 
免
除
せ
ら
れ
 

た
り
。
 

而
 
し
て
 
芝
居
の
 
觀
客
は
 
下
層
 
K
 
を
 
主
と
 

し
、
 上
 

流
 
階
級
の
 
者
 
之
に
 
就
く
 
を
 
厨
し
 
と
せ
 
ざ
り
 

し
 
如
く
な
，
.
^
。
 

德
川
 
時
代
 
初
期
に
 

は
 
兵
 
庫
 
は
 
風
呂
の
 
名
所
と
 
し
て
 
知
ら
れ
た
り
。
 

慶
 
S
 
元
年
 
湊
 
川
上
 
溫
 

( 一 〇) 
* 

泉
の
 
湯
 
坪
 
執
 
立
 
を
 
正
直
 
屋
壽
 
問
に
 
命
せ
 

し
 
秀
吉
の
 
朱
印
 
狀
 
あ
る
 

は
、
 或
は
 
之
 
を
 
斥
せ
 

る
 
や
 
も
 

知
る
 
ベ
か
ら
 
ざ
れ
 

ど
、
 唯
 
兵
 
庫
の
 
市
街
 
を
距
る
 
遠
き
 

に
 
失
す
る
 

の
 
1
g
 
あ
り
。
 

其
 
後
 
慶
長
十
 
年
 

僧
 
玄
蘇
西
 
下
の
 

途
、
 兵
 
庫
 
浦
に
 
泊
 
b
 
賣
 
浴
の
 
室
に
 
赴
き
 
詩
を
賦
 
せ
る
 
こ
と
 
あ
.
 
o
。
 

尋
 
で
承
應
 

( 1 二〕 

元
年
の
 
諸
國
莴
 
句
に
 

は
、
 「
つ
た
 

へ
 
聞
、
 兵
 
庫
 
は
 
風
呂
の
 
名
所
に
 

て
」
 と
 
云
 
へ
 
る
 
前
 
句
 
見
 
え
 
.
翌
 

1 一
 年
 

出
 
雲
 
侯
の
 
近
臣
 
黑
澤
三
 
右
衞
門
 
尉
な
る
 

者
、
 其
 
國
 
君
に
 
從
 
ひ
て
 
歸
國
の
 
節
 
兵
 
庫
 
を
 
通
過
せ
 

し
 

時
、
 大
 
な
る
 
浴
室
の
 
あ
る
 
を
 
見
し
 
を
 
記
せ
，
 
9
。
 
然
る
に
 
其
 
後
 
風
呂
の
 
こ
と
 
記
錄
に
 
見
え
 

す
、
 且
 

つ
 
口
碑
 
と
て
も
な
け
れ
ば
、
 
其
 
所
在
 
及
び
 
狀
態
を
 

知
、
 り 

難
し
。
 



兵 
庫 
髻 

兵
 
庫
に
 
關
係
 
あ
る
 
風
俗
に
 
兵
 
庫
 
髴
、
 兵
 
庫
 
踊
 
あ
、
 
り。 

兵
 
庫
？
^
 
は
 
已
に
寬
 
永
年
間
の
 
俳
諧
に
、
 

「
兵
 庫
 
の
 
も
の
よ
 
只
 
御
免
 
あ
 
れ
」
 な
 
る
 
前
 
句
に
 
對
 
し
、
 「
け
が
 
を
し
て
 
行
 
女
房
の
 
髮
の
ゎ
 

げ
」
 
な
 
る
 
附
 

句
 
あ
れ
 

ば
、
 此
 
頃
 
廣
く
行
 
は
れ
た
 
る
が
 
如
し
。
 

或
は
 
慶
 
長
の
 
末
よ
、
 
り 
始
ま
れ
る
 
な
り
と
 

も
 
云
 

ふ
。
 
蓋
し
き
 
輪
と
 
云
へ
 

る
 
S
S
 
の
變
 
形
し
た
 

る
 
も
の
 

な
 
る
 

ベ
 
き
 
は
、
 承
 
應
.
 明
 
曆
 
頃
の
 
も
の
と
 
云
 

へ
 
る
 
築
 
子
 
千
 
句
 
に
、
 「
名
に
 
し
お
 

ふ
 
兵
 
庫
 
あ
た
、
 
り
の
 
女
子
 
ど
も
、
 
お
 
か
し
げ
に
 
結
 
ふ
 
唐
人
の
 

髢
』
 と
 

云
へ
 
る
に
 
よ
り
て
も
 
知
る
べ
し
。
 

續
山
井
 

に
、
 「
あ
や
 
め
 
草
 
ま
く
や
 
兵
 
庫
の
 
か
み
の
 

わ
 
げ
」
，
 中
 
山
 

集
 
に
、
 「
黑
髮
 
は
 
ゆ
 
ふ
に
 
や
さ
し
き
 
兵
 
庫
 
髮
」
 、
薦
獅
 
子
 
集
 
に
、
 「
ほ
ど
 
け
て
も
 
と
り
 
上
 
や
す
き
 
兵
 
庫
 曲
」
 

今
樣
 
女
中
 
風
々
 
俗
 
に
、
 「
い
 
そ
が
し
 
ぶ
り
の
 
ひ
や
う
 
ご
わ
 

げ
、
 元
 
結
 
か
け
ぬ
 
し
ゃ
れ
 

姿
」
 等
 
見
 
え
 
た
 

れ
 
ば
、
 元
 
結
 
を
用
ゐ
 
す
し
て
 
單
に
卷
 
き
た
る
 
極
め
て
 
結
 
ひ
 
易
き
 
も
の
な
 
り
し
な
ら
 

む
。
 

兵
 
庫
 

髢
 
な
る
 
名
 
稱
の
 
起
原
に
 
就
き
て
 

は
、
^
 
享
 
三
年
の
 
婦
人
 
養
 
草
 
に
、
 「
當
時
 
髮
の
ゅ
 
ひ
や
う
 

の
 
名
 
を
 

島
 
田
.
 兵
 
庫
な
 
ど
い
 

ふ
 
は
、
 遊
 
女
の
 
在
る
 
所
の
 
名
 
を
 

か
，
.
 M
 
し
.
 い
 
ふ
な
り
 

と
 
ぞ
」
 と
 
あ
れ
 
ど
 
も
、
 明
 
和
 

五
 
年
の
 
吉
原
 
大
全
に
 

は
、
 「
大
橋
 
柳
 
町
の
 
兵
庫
屋
 
と
い
 

へ
 
る
け
い
せ
 

い
や
 
名
高
 
か
，
 り
し
 
家
な
，
 
9。 

元
 
吉
 
原
 
を
 
と
 

立
 
て
 
し
 
節
、
 み
 
な
此
 
家
の
 
女
郎
の
 
風
 
を
.
 ま
ね
た
，
 

り。 
よ
り
て
 
髮
も
 
ひ
や
う
 

ご
 

二
八
)
 

や
 
ふ
う
と
 

て
、
 吉
 

に
て
 
は
古
來
 

よ
 
b
 
ゅ
ひ
來
 
り
し
 
髮
 
な
り
。
 

今
 
は
 
ひ
や
う
 
ご
と
い
 

ふ
」
 と
 
あ
 

b
 
て
、
 卽
 
ち
 
前
者
 
は
 
兵
 
庫
の
 
遊
女
の
 
結
 
ひ
 
初
め
し
 
も
の
と
 

し
、
 後
 
者
は
吉
 
原
の
 
兵
 
庫
 
屋
と
云
 

ふ
 

第
.
 一 ハ窣

 
風
俗
 
 

1
1
 
三
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 
兵
車
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

二
 
四
 

傾
城
 
屋
の
 
遊
女
の
 
結
 
ひ
 
初
め
し
 
も
の
な
.
 

9 
と
す
 

^ 
歷
世
 
女
装
 
考
は
此
 
兩
說
を
 
折
 
哀
し
て
、
 
「
兵
 

庫
の
 
遊
女
 
屋
妓
を
 
つ
れ
て
 
江
 

へ
 
下
り
て
 
妓
樓
を
 
ひ
ら
き
た
 

る
 
比
，
 其
 
妓
の
髮
 

の
 
風
 
它
の
妓
 

に
も
う
 
つ
り
し
な
 
ら
ん
」
 
と
 
言
 
へ
り
。
 

此
他
 
に
も
 
或
は
 
髮
の
結
 

ひ
 
方
が
 
兵
 
庫
 
鎖
と
 
云
 
ふ
 
太
刀
 

に
 
付
く
 

る
 
鎖
の
 
作
り
方
に
 
似
た
 
る
に
 
よ
る
と
 

も
 
云
 
ひ
、
 或
 
は
 
其
 
形
の
 
兵
 
庫
搏
に
 
似
た
 

る
 
に
よ
 

る
と
 

も
 
云
 
ふ
 
等
 
種
々
 
の
說
 
あ
れ
 
ど
 
も
、
 恐
 
ら
く
 
兵
 
庫
の
 
遊
女
の
 
結
 
ひ
 
初
め
し
 
も
の
な
，
 
9 
と
す
 

る
 
方
 
具
に
 
近
き
 
が
 
如
く
 
思
 
は
る
。
 
此
髫
宽
 
永
 
以
後
 
凡
そ
 
六
十
 
年
間
 
流
行
せ
 

し
が
、
.
 
《
;
 享
 
三
年
 

< 'ニニ) 

の
 
好
色
 

一
 
代
 
女
に
、
 
「
兵
 庫
 
曲
 
ふ
 
る
 
し
」
 と
 
あ
 
り
、
 又
 
元
祿
八
 
年
の
 
俗
 
つ
れ
ぐ
 

に
、
 「
四
 
十
四
 
五
な
る
 

(
二
三
〕
 
 

r
 
 

,
 
 

I 

女
む
 
か
し
 
を
 
今
に
 
兵
 
庫
 
わ
げ
 
を
 
か
し
げ
 

に
」
 
と
 
あ
る
に
 
よ
り
 

て
、
 其
 
W
 
旣
に
廢
 
れ
し
を
 
知
る
 

ベ
 

し
。
 

其
 
後
 
安
 
永
 夫
 
明
 
乃
至
 
蒐
 
政
の
 
頃
に
 
至
り
 
兵
 
庫
 
雷
と
 
稱
 
す
る
 
も
の
 
再
び
 
行
 
は
れ
し
 

が
、
 其
 

(二 四) 

兵
 庫
 踊
 

形
 
以
前
と
 
異
な
 

，9、 且
 
っ
竪
兵
 
庫
 .
橫
 
兵
 
庫
：
 
フ 

つ
 
を
 
兵
 
庫
 
等
の
 
稀
 
類
 
を
 
生
じ
た
 

b
。
 

次
に
 
兵
 
庫
 

(二 &) 

踊
の
 
こ
と
 
は
 
明
な
ら
 

す
。
 

永
 
祿
の
頃
 
か
、
 

る
 
踊
 
あ
り
た
 
る
が
 
如
く
 
な
れ
 
ど
 
も
、
 そ
 
が
 
兵
 
庫
 
に
 

關
係
 
あ
，
 
0 
や
 
否
や
 
は
 
知
り
 
難
 
く
、
 德
 
川
 
時
代
に
 

入
，
 0 

て
 
は
 
全
く
 
見
え
す
。
 

兵
庫
槔
 
 
兵
 
庫
 
樽
と
 
唱
 
ふ
る
 

一
 
種
の
 
桶
の
 
兵
 
庫
に
 
關
係
ぁ
 

b
 
や
 
否
や
 
は
 
明
な
ら
 
ざ
れ
 

ど
、
 筠
 
庭
雜
考
 

に
、
 

も
 

と
 

酒
 

を
 

造
る
 

處
 

に
て
 

用
ゐ
 

し
も
の
 

な
 

b
 

と
 

あ
れ
 

ば
、
 

兵
 

庫
 

附
近
に
 

於
て
 

用
 

ゐ
ら
れ
 

し
も
 

の
な
ら
 

む
。
 

其
 

形
 

は
 

片
手
桶
に
 

し
て
 

便
利
な
る
 

が
た
 

め
 

後
に
 

は
廣
く
 

用
ゐ
ら
 

れ
、
 

di
: 

手
と
 

呼
，
 



俚 
m 

び
、
 叉
 
江
 
m
-
 
に
 
て
 
は
 
少
し
く
 
形
を
變
 
じ
て
 
「
さ
る
 
ぼ
う
」
 
と
 
云
 
へ
 
り
。
 

風
俗
に
 
關
聯
し
 
兵
 
庫
に
 
因
み
 
あ
る
 
俚
諺
と
 
し
て
 

は
、
 『
兵
 庫
 
の
 
も
の
 

じ
 
や
 
御
免
 
あ
 
れ
」
 と
 
云
 
ふ
 

こ
と
 
あ
，
 
9
。
 

其
 
何
れ
の
 
頃
に
 
起
り
 
し
か
 
は
 
明
な
ら
 
ざ
れ
 
ど
 
も
、
 前
 
に
擧
 
げ
た
る
 
犬
 
子
 
集
 
の
 「
け
 

が
 
を
し
て
 
行
く
 
女
房
の
 
髮
の
ゎ
 

げ
、
 兵
 
庫
の
 
も
の
よ
 
只
 
御
免
 
あ
 
れ
」
 な
 
る
 
俳
諧
に
 

よ
 
b
 
て
 
見
る
 

も
、
 寛
 
永
年
間
に
 

は
 
已
に
廣
 

く
 
知
ら
れ
し
 
俚
 
鶴
な
る
 

べ
し
。
 

な
ほ
 
同
書
に
 

は
、
 「
御
免
 
な
れ
 
兵
 
庫
 

の
 
月
に
 
秋
の
 
雲
」
 と
 
云
 
へ
 
る
 
句
 
も
 
あ
り
。
 

犬
 
子
 
集
と
 
著
者
 
を
 
同
じ
く
 
す
る
 
毛
 
吹
 
草
 
S
 
 I
 
十
に
 

は
、
 「
御
免
 
あ
れ
 
兵
 
庫
の
 
月
に
 
秋
の
 
雲
」
 と
 
見
 
ゆ
。
 

其
 
他
 
花
 
月
 
千
 
句
 
I
f
 
 f
 
に
 
は
、
 「
た
ち
つ
 

、>  く
 
都
の
 

地 子 を ゆ るさ
れ 

て、 兵 庫の
 

浦 へ こぞ
る 

市人
/世
話 

盡 Tj- 1 に は、 「御
免 

あれ
さり
なが
ら 

目
 
も
 
ひ
き
 
も
せ
 

す
、
 兵
 
庫
の
 
怨
 
い
は
る
 

、 
ぞ
う
 

き
」
、
 太
夫
 
櫻
 ̂
 
特
に
 
は
、
 「
花
 折
 
は
 
兵
 
庫
の
 
者
 
じ
 
や
 

御
免
 

あ
 

れ
」
、
 

「
花
 

を
 

踏
 

て
 

兵
 

庫
の
 

者
 

じ
 

や
 

御
免
 

あ
 

れ
」
 

等
 

あ
 

- 
て
、
 

皆
 

此
 

俚
諺
に
 

關
係
 

あ
る
 

も
の
な
 

.
 
 

(二 七
ソ
 
 

(二八) 

り
。
 

尙
 

「
御
 

免
 

あ
れ
 

兵
 

庫
の
 

者
」
、
 

「
兵
 

庫
の
 

者
 

は
 

御
免
 

あ
 

る
」
、
 

「
生
國
 

は
 

兵
 

庫
の
 

者
 

御
免
 

あ
 

れ
」
 

等
 

i
 

も
 

云
へ
 

り
。
 

か
、
 

る
 

俚
 

鶴
の
 

起
 

b
 

し
 

所
以
に
 

就
き
 

傳
ふ
 

る
 

所
に
 

よ
れ
ば
、
 

平
淸
 

盛
大
 

輸
田
泊
 

を
 

修
築
す
 
る
に
 
際
し
 
人
柱
 
を
 
入
れ
む
 

と
 
し
、
 生
 
田
の
 
小
 
野
に
 
關
を
 
構
へ
 

て
、
 每
 
日
 
刻
限
 
を
 
定
め
 
畫
 

の
七
ッ
 

時
に
 

往
來
の
 

旅
人
 

を
搦
め
 

取
り
し
 

か
 

ば
、
 

そ
 

れ
ょ
 

b
 

誰
 

云
 

ふ
と
な
 

く
 

晝
の
七
 

ッ
時
を
 

指
し
て
 

鬼
 

時
と
 

稱
 

し
、
 

終
 

に
 

兵
 

庫
 

附
近
の
 

方
 

言
 

と
な
る
 

に
 

至
 

b
 

し
 

が
、
 

兵
 

庫
の
 

男
女
の
 

み
は
 

捕
 

第
六
窣
 
風
俗
 
 

1 
1 

五
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一
一
 
ナ
 

へ
 
ざ
る
の
 
定
な
 

b
 
し
か
 

ば
、
 心
 
さ
 
と
き
も
の
 

は
 
兵
 
庫
の
 
者
な
 
り
と
 
偽
つ
 

て
 
關
所
を
 
通
る
 

も
 
多
 

(二 九 

く
、
 
こ
の
 
こ
と
 
後
世
の
 
言
 
の
 
葉
に
 
殘
 
り
て
 
終
に
 
か
、
 

る
 
俚
諺
 
を
 
生
む
 

に
 
至
り
し
 

と
 
云
 
ふ
。
 

事
 

固
よ
，
 
o
«
 
す
べ
 
か
ら
す
と
 

雖
、
 此
 
俚
諺
 
は
 
近
年
に
 
至
る
 
ま
で
 
存
 
し
た
る
 
も
の
な
 

り
。
 

(一) 
諸
 
國
 
避
 
里
 
好
色
 
由
來
揃
 

r 近
世
 
文
藝
 

れゾ m
 十)， 

卷
五
。
 

兵
 
庫
 
津
 
中
 
御
 
法
 
度
 
^rlj 

兵
 
庫
 
律
御
悚
 

mo 

(二) 
攝
津
 
名
所
 
圖
會
、
 
八
 
部
 
郡
の
 

部
。
 

(一一 一) 
第
二
 
窣
參
 

照
。
 

(S) 
攝
津
 
名
所
 
圖
會
、
 
八
 
IS 
郡
の
^
,
 

祌
戶
閲
 
港
 
三
 

十
 
年
史
、
 
乾
、
 二
 
七
 
頁
。
 

(
m
 
寬
閑
樓
 
佳
 
孝
、
 北
 
里
 
見
聞
 
錄
 (
近
世
 
文
藝
 

書
 、
第
 

十)、 卷
 
一 。 

U
)
 
神
戶
 
開
港
 
三
十
 
年
史
，
 
乾
，
 二
 
七
 
頁
。
 

(
七
)
 
兵
 
庫
津
中
 
御
法
度
 

*
r
 

兵
 
庫
 
律
御
條
 

H。 

(
0
 
 

• 宿
 
方
 
五
ケ
 
町
 
钣
盜
女
 
請
證
文
 

帳
。
 

兵
 
庫
 
律
 
食
 

盛
 
付
 
旅
籠
 
屋
判
形
 

帳
。
 

(九) 
村
 
高
地
 
子
 
高
 
町
 
數
家
數
 
人
 
數
船
數
 
諸
 
株
 
小
物
 

成
 
«
 

兵
車
^
 

中
 
明
細
 

3
r
 

置
 
見
み
 
ち
談
 

話。 

(10) 
棰
井
文
 

*s。 

ニー) 
景
徹
玄
 

蘇
、
 仙
巢
 

稿
，
 卷
上
。
 

(111) 
立
圃
、
 
緒
圃
^
 

句
，
 五
。
 

§
 
黑
澤
三
 
右
衛
門
 

尉
.
 ほ
 
橘
 
談
 〈
は
 
^
 
 ̂
^
"
^
 

從、 第
 

九)、 卷
上
。
 

§
 

松
 
江
 
重
箱
，
 
犬
 
子
 
集
。
 

(
5
 
岩
瀕
 
百
樹
、
 
歷
世
 
女
装
 
考
 (
百
 
家
說
 

林， s
s
r
 
中)， 卷

 

三。 

(
5
 

同
書
、
 
卷
四
。
 

(
5
 

藤
 
井
 
懶
齊
，
 
婦
人
 
養
 
草
、
 卷
 

一。 

(一八) 
吉
原
 
大
全
 
(
近
世
 
文
藝
 
叢
^
 
第
 
十，/ 卷

三
。
 

(一 九) 
歷
世
 
女
装
 

考
、
 卷
三
。
 



(110) 
柳
 
亭
 
種
 
彦
、
 足
 
薪
 
翁
 
記
 (
百
 
家
 
說
 
林
、
 鑌
 
編
 • 下

 一 一)、 卷
 

二  C 

011) 
喜
 
多
 
村
 
信
 
節
、
 嬉
遊
笑
 

覽
，
卷
 

一。 
同
、
 箱
庭
 
雜
考
 

(
百
 家
說
 

林
"
 續
編
、
 
下
 

一)， 卷
四
。
 

(111 一) 
井
原
西
鶴
、
 
好
色
 

一 
代
 
女
、
 卷
 
三
。
 

§
 

同、 俗
 
つ
れ
，
 
f-, 

卷
四
。
 

(111) 
歷
世
 
女
装
 

考
、
 卷
三
、
 
四
。
 

B
 
木
 
社
 
會
事
棄
 
、
髮
の
 

條。 

第
.
 一 ハ章

 
風
 

俗
 

i
)
 

木
 
衬
 
高
 
敦
、
 武
 
德
編
年
 
集
 
成
、
 卷
 
五、、 水

 
祿
四
年
 

九
 

月
の
 
條
。
 

B
 

箱
庭
 
雑
 
考
、
 卷
 
四
。
 
嬉
遊
笑
 

覽， 卷
 

一 。 

§
 

增
 
ff 俚

言
 
集
鷺
、
 
中
 "下。 

(15 
藤
 
井
 
乙
 
男
，
 俚
言
 
大
 
辭
典
。
 

0
5
 
濱
松
謌
 

國
 、
攝
 
陽
 
見
聞
 
筆
 
拍
ま
新
 
燕
 
石
 
十
 
種
、
 第
 

五)、 卷
ニ
。
 

七 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一
一
 
八
 



第
 

七
 

章
 

神
戶
、
 

一
 

一
 

ッ
 

茶
屋
、
 

走
 

水
、
 

其
 

他
の
 

諸
 

村
 

神
戶
、
 

ニ
ツ
 

兵
 

庫
 

附
近
の
 

諸
 

村
 

中
 

神
 

n
o
 

ー
ッ
 

茶
屋
、
 

走
 

水
の
 

三
 

村
 

は
 

普
通
に
 

神
 

ir
; 

と
總
稱
 

せ
ら
 

れ
、
 

走
 

水
 

茶屋
， 

走 水 

三
衬
 
 

村
 

は
 

小
 

村
に
 

て
 

海
に
 

瀕
せ
 

ざ
れ
 

ど
、
 

他
 

の
 

二
 

村
 

は
 

芦
口
 

も
 

多
 

く
、
 

良
 

好
な
る
 

港
 

灣
を
有
 

し
、
 

富
 

商
 

の
 

住
す
る
 

も
の
 

亦
少
 

か
ら
 

ざ
 

り
き
。
 

就
中
 

神
 

村
 

は
 

其
由
來
 

頗
る
 

古
く
し
て
、
 

或
は
 

紺
 

部
、
 

柙
 

部
、
 

河
邊
等
 

種
々
 

の
 

文
字
に
 

て
 

記
さ
 

る
。
 

二
 

ッ
 

茶
屋
 

村
 

は
戰
國
 

時
代
に
 

高
木
.
 

三
 

城
の
 

二
 

氏
 

中
 

宮
 

村
よ
，
 

CS
 

來
 

り
て
 

茶
 

肆
を
開
 

き
、
 

飢
 

渴
の
 

武
士
に
 

飮
食
 

を
與
へ
 

し
に
 

始
 

b
 
 

、
其
 

後
 

近
く
 

は
 

神
 

11
;、
 

.
 
 

脇
濱
兩
 

村
、
 

遠
く
 

は
 

攝
州
吹
 

田
、
 

泉
 

州
 

K
 
 

、
或
 

は
 

播
州
 

揖
東
郡
 

等
よ
り
 

移
り
 

來
る
者
 

多
く
、
 

終
に
 

村
 

r
 
 

(二〕 

落
 

を
な
 

す
に
 

至
れ
る
な
 

り
と
 

云
 

ふ
 

兩
村
 

共
に
 

德
川
 

時
代
に
 

入
り
て
 

大
に
 

繁
昌
 

し
、
 

廻
 

船
 

業
 

者
 

多
く
 

居
 

を
 

此
處
に
 

占
 

め
、
 

寛
 

永
の
 

頃
よ
り
 

は
 

問
屋
 

を
 

業
と
 

す
る
 

者
 

を
 

も
 

生
 

じ
、
 

延
 

寶
七
年
 

四
 

月
 

領
 

主
 

靑
 

山
 

大
 

膳
 

亮
 

よ
 

，.
=^
 

取
 

調
 

ベ
 

あ
り
し
 

時
、
 

神
 

村
に
 

五
 

人
、
 

ニ
ッ
 

茶
屋
 

村
に
 

十
 

人
 

あ
 

り
し
 

(三) 
と
 

云
 

ふ
。
 

此
頃
尼
 

崎
 

藩
に
 

て
 

問
屋
 

業
 

を
ば
 

兵
 

庫
の
 

み
に
 

限
り
 

灘
邊
の
 

諸
 

村
に
 

於
て
 

之
を
營
 

む
 

を
 

禁
じ
 

た
れ
 

ど
、
 

船
 

舶
を
 

所
有
し
て
 

漕
 

運
 

を
營
む
 

者
の
 

問
屋
 

類
似
の
 

業
 

を
な
 

す
に
 

至
る
 

は
 

(四) 

自
然
の
 

趨
勢
に
 

し
 

て
、
 

到
 

底
 

抑
止
す
べ
く
 

も
 

あ
ら
 

ざ
，
 

し
な
，
.
^
。
 

天
 

和
.
 

負
 

享
の
 

頃
に
 

至
り
て
 

第
 

七
 

章
 

神
戶
、
 

二
、
 

ン 
茶
屋
、
 

走
 

水
、
 

其
 

他
の
 
諸
衬
 
 

二
 

九
 



祌
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
苹
 
 

二
 
一
〇
 

は
、
ニ
 

ッ
 
茶
 
屋
 
村
 
に
 
て
 
廻
 
船
 
を
 
所
 

す
 
る
 
家
 
四
 
十
 
六
 
軒
、
 船
 
数
 
四
 
ぼ
 
石
 
乃
至
 
八
 
百
 
五
十
石
 
積
の
 

も
の
 
百
 
十
餘
艘
 
な
り
し
 

が
、
 其
 
後
 
元
 
祿
 
よ
，
 
り 
S
 
永
.
 正
 

の
 
«
 
に
 
至
 
b
 
茶
屋
 
船
 
家
 
a
 
も
榮
 
え
、
 木
 

屋
^
.
 
井
筒
屋
 
1
.
 東
木
屋
 

尾
 
屋
等
之
 

に
 
次
 
ぎ
.
七
^
:
十
 
二
 
石
乃
至
 
九
^
：
：
九
十
五
石
積
廻
船
^
!
:
 

三
十
 
艘
、
 
二
十
 
石
 
乃
至
 
百
 
石
 
積
 
渡
海
 
上
荷
 
船
 
三
十
 
九
艘
に
 
達
し
 
た
れ
ば
、
 
ニ
ッ
 
茶
屋
 
村
の
 
繁
榮
 

實
に
此
 
時
に
 
極
れ
.
 
9。 

其
 
後
享
保
 
十
九
 
年
 
尼
 
崎
 
藩
の
 
行
へ
 

る
 
調
査
に
 
よ
れ
に
、
 
祌
 

til 村
の
 
船
 

舶
七
 
十
五
 
艘
、
 內
 
廻
船
 
四
十
 
四
 
艘
、
 渡
 
海
 
船
 
二
十
 
九
艘
 
に
し
て
，
 

1 1
 ッ
 
茶
屋
 
村
の
 

f
o
 
艘
 
屮
、
 廻
 
船
 
は
 

( チ、
 
)
 
 
 

九
十
 
四
艘
 
に
て
、
 
殘
，
 9 

は
 
渡
海
 
船
な
，
 
0 

き
。
 
降
っ
て
 

十
 
年
に
 
至
れ
 

ば
、
 神
 
m
 
衬
 
に
て
 
問
屋
 

株
 
を
 
有
す
る
 
も
の
 
四
 
軒
、
 酒
 
S
 
株
 
を
 
有
す
る
 
も
の
 
十
二
 
軒
 
あ
 
b
 
し
と
 
云
 
ふ
。
 

株
の
 
公
許
 

あ，..^ 

し
に
 
あ
ら
 
ざ
れ
 

ど
、
 
蓋
 
し
 
事
實
上
 
株
に
 
等
し
き
 
も
の
 

あ
 
b
 
し
な
ら
 

む
。
 
酒
造
業
の
 
起
こ
り
 

は
 

何
れ
の
 
頃
な
る
 

か
 
知
-
.
^
 
難
 
け
れ
 

ど
、
 
恐
 
ら
く
 
は
灘
 
 
一
 
*
w
 
の
 
酒
造
業
と
 

時
 
を
 
同
じ
く
 
し
て
 
始
り
 

し
も
の
 
な
る
 

ベ
 
く
、
 漕
 
運
 
業
と
 
共
に
 
兩
 
村
に
 
於
け
 

る
 

ffi 要
な
る
 
生
業
 
を
な
 

し
、
 
二
 
ッ
 
茶
屋
 
村
の
 

木
屋
の
 
如
く
 
雙
方
を
 
兼
ね
た
 

る
 
も
 
あ
 

^
、
海
 
岸
に
 
は
 
酒
造
 
庵
 
櫛
比
せ
 

b
 
と
傳
 

ふ
-
 

III 村
に
 

(九) 

は
此
時
 
廻
船
 
五
十
 
七
 
艘
、
 渡
 
海
 
船
 
及
び
ち
 
よ
き
 
船
 
各
 
 <  五
艘
 
あ
ら
し
 

が
、
 幕
 
府
 
直
轄
と
 

な
 
b
 
て
 
後
 

明
 
和
 
八
 
年
の
 
調
査
に
 
よ
れ
ば
、
 
廻
船
 
五
十
 

一
 
艘
、
 ち
 
よ
き
 
船
 
二
十
 

一
 
艘
，
 小
 
渡
海
 
船
 

一
 
艘
ぁ
 

b
 
て
"
 

, ̂
中
迥
 
船
 
十
五
 
艘
は
康
 
g
 
孫
三
郞
 
な
る
 
富
 
商
の
 
所
有
に
，
 
&
 
す
と
 
あ
り
。
 

懐
屋
 
は
も
と
 
內
々
 



近
衞
 
家
の
 
用
 
向
 
を
 
勤
め
し
 
家
に
 

て
、
 安
永
 
四
 
年
 
五
月
 
傳
奏
に
 
屈
 
出
で
 
を
 
了
し
、
 
爾
後
 
公
然
 
同
家
 

の
 
御
用
達
 

を
 
命
 
せ
ら
る
 

， 
こ
と
、
 

な
 

其
 
後
久
し
 
く
繼
續
 
せ
り
。
 

入
口
 
は
元
祿
 
三
年
に
 
神
 

11^ 村
 
千
 
三
百
 
八
十
 

二
、
 ニ
ッ
 
茶
屋
 
村
 
千
 
六
 
百
 
五
十
 
五
、
 走
 
水
 
村
 
百
 
五
十
に
 

し
 
て
、
 其
 
後
 
寶
曆
十
 
年
 

に
 
神
 

tl^ 村
 
は
 
千
 
九
 
百
 
八
十
 
五
と
 
な
 
り
、
 文
 
政
 
十
三
 
年
よ
，
 
り 
安
政
 
五
 
年
ま
で
 

は
 
大
凡
 
二
 
千
 
六
 
百
 

ハ 一 二〕 

內
 
外
な
，
 
0 
し
が
、
 
一
一
 
ッ
 
茶
 
屋
，
 走
 
水
 
二
 
村
の
 
こ
と
 
は
 
明
な
ら
 

す
。
 

富
簡
と
 
文
事
 

富
 
商
の
 
中
に
 
文
 
事
を
好
む
 
者
 
あ
る
 
こ
と
 
兵
 
庫
に
 
同
じ
。
 

彼
の
 
楠
 
公
 
五
 
百
年
祭
 
を
營
 
み
し
 

木
屋
 
藤
左
衞
 
門
が
 
荒
 
井
 
鳴
門
 
及
び
 
僧
 
黄
泉
と
 
交
際
 

あ
，
.
^
 
し
が
 
如
き
 
卽
ち
其
 

一
 
例
に
 

て
、
 藤
 
左
 

斷
 

門
の
 

父
 

叉
三
郞
 

i
 

も
、
 

甞
 

て
 

村
瀨
栲
 

亭
に
囑
 

し
，
 

其
 

祖
先
の
 

遺
せ
る
 

器
 

服
に
 

關
 

す
る
 

記
 

を
 

作
 

ら
し
め
 
た
る
 
こ
と
 

あ
，
.
^
。
 

又
 
神
 
u
;
 
村
の
 
俵
 
屋
久
左
 
衞
門
は
 
甞
て
元
 
曆
本
萬
 
葉
 
集
を
藏
 

せ
り
-
 

此
萬
葉
 
集
 
は
も
と
 
伊
勢
 
國
 
伊
澤
な
る
 
富
山
與
 
惣
右
衞
 
門
の
 
所
藏
 
に
か
 

， 
り
、
 
其
 
後
 
傣
屋
の
 
有
 

に
歸
 

せ
し
 

も
の
に
し
 

て
、
 

墙
 

保
 

己
 

一
 

は
 

門
人
 

を
 

遣
し
て
 

之
 

を
摸
寫
 

せ
し
 

め
、
 

荒
 

木
 

田
久
老
 

及
び
 

(1
 

五)
 

橘
 
經
亮
は
 
共
に
 
來
り
 
て
此
 
書
に
 
就
き
て
 
萬
 
葉
 
集
の
 
校
合
 
を
な
 
せ
り
。
 

傣
屋
 
に
か
 

, 
る
贵
重
 

な
る
 

古
寫
 

本
の
 

藏
 

せ
ら
れ
し
 

こ
と
 

は
、
 

こ
れ
 

當
時
 

同
家
の
 

主
人
の
 

文
 

事
を
好
み
 

し
に
 

因
る
 

所
 

な
き
に
 

し
も
 

あ
ら
ざ
る
 

べ
し
。
 

さ
れ
 

ど
此
等
 

少
数
者
 

を
 

除
き
 

て
 

は
、
 

村
 

民
 

一
 

般
の
敎
 

養
に
 

就
 

き
て
 

見
る
べ
き
 

も
の
な
 

く
、
 

唯
 

代
官
 

所
よ
り
 

村
々
 

敎
 

諭
の
 

た
め
 

屢
.
^
 

學
者
 

を
 

廻
 

村
せ
 

し
む
る
 

こ
 

第
 

七
 

章
 

神
戶
、
 

ニ
ク
 

茶
屋
、
 

走
 

水
、
 

其
 

他
の
 

諸
 
村
 
 

一
二
 

一 



祌
 
戶
市
史
 

_ 
近
世
の
 

兵
 
庵
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
芊
 
 

】 ニ
ニ
 

と
 
あ
，
 
9 
し
の
み
。
 

此
等
學
 
者
の
 
中
に
は
 
荒
井
嗚
 
門
の
 
如
き
 

も
 
あ
 
b
 
、
文
 
化
 
四
 
年
 
三
月
に
 
は
撗
 

谷
義
齋
 
な
る
 
者
來
 
り
て
 
善
 
照
 
寺
に
 
於
て
 
講
^
 
を
な
 
せ
り
と
 
云
 
ふ
。
 

脇
濱
村
 
 
生
 
田
 
川
 
以
東
 
卽
ち
蒐
 

郡
 
所
 
«
 
地
方
の
 
海
 
alt 

に
 
脇
濱
村
 
あ
り
，
 

舟
 
弊
 
場
と
 
し
て
 
坩
補
日
 

本
 
汐
路
之
 
記
に
 

も
 
其
 
名
 
見
 
え
、
 酒
 
造
 
業
者
の
 
住
す
る
 

も
 
あ
り
。
 

且
つ
 
神
 
芦
，
 
ニ
ッ
 
茶
屋
 
二
 
村
と
 

共
に
 
船
 
持
に
 
て
 
兼
ね
て
 
材
木
 
を
 
手
廣
に
 
取
引
す
 

る
 
者
 
あ
，
 
9 

て
.
 兵
 
庫
の
 
材
木
 
問
屋
と
の
 
間
に
 

紛
議
 
を
 
生
じ
た
 

る
 
こ
と
 

も
 
あ
り
き
。
 

寶
歷
五
 
年
 
六
月
 
十
三
 

日
 
兵
雕
の
 
材
木
 
問
屋
よ
 

b
 
脇
 
is. 

神
 
u
o
l
 

ッ
 
茶
屋
 
は
 
市
資
 
に
出
づ
 

ベ
 
か
ら
ざ
る
 

由
 
談
じ
來
 

，9 
し
か
 

ば
、
 そ
 
れ
に
對
 
し
て
 
抗
？
 S
 
し
 

た
る
 

こ
と
 

あ
 

b
 

し
 

が
、
 

寬
 

政
 

十
二
 

年
に
 

至
り
 

復
た
兵
 

i
t
 

側
よ
 

b
 

脇
 

i
s
 

村
 

油
：
：
 

久
右
衞
 

門
 

及
び
 

鳴
尾
屋
 

市
左
衞
 

門
、
 

御
 

影
 

村
 

米
屋
 

善
四
郞
 

及
び
 

材
木
屋
 

淸
 

五
郎
が
 

材
木
 

問
屋
 

を
な
 

す
に
 

よ
り
 

停
止
せ
ら
れ
 
む
こ
と
 

を
 
願
 
出
で
 
し
こ
と
 
あ
ち
。
 

； g 
ケ
林
 

兵
 
庫
の
 
西
に
 
は
 
海
岸
に
 
駒
 
ケ
林
村
 
あ
り
。
 

漁
村
と
 
し
て
 
知
ら
れ
し
 
處
に
 

て
、
 往
古
 
兵
庫
以
 

西
 

播
州
 

境
ま
で
に
 

て
 

漁
業
 

を
な
 

す
 

を
 

得
る
 

は
 

兵
 

靡
、
 

駒
 

ケ
林
村
 

及
び
 

西
须
磨
 

村
の
 

漁
夫
に
 

限
 

ら
れ
 

た
れ
ば
、
 

東
 

須
磨
村
 

は
弘
化
 

三
年
 

以
後
 

年
々
 

錢
 

一
 

K
 

六
：
 

n
 

文
 

を
 

西
须
磨
 

村
に
 

出
し
て
 

加
 

二 1〇) 

入
 

を
 

許
さ
る
、
 

に
 

至
 

b
 

し
と
 

云
 

ふ
。
 

明
 

和
 

五
 

年
の
 

明
細
 

帳
に
 

よ
れ
 

ば
、
 

駒
 

ケ
林
 

村
に
 

て
 

は
 

二
 

月
 

中
旬
よ
り
 

五
月
 

中
旬
ま
で
 

は
 

力
 

マ
 

ス
 

ゴ
 

を
.
 

五
 

月
 

中
旬
よ
，
 

0
 

九
月
 

中
句
ま
で
 

は
雜
 

负
.
 

體
 

•
：
§
 



を
 
漁
 
.
.
.
i
?
 
他
の
 
時
 
は
 
漁
獲
物
な
 

き
 
故
、
 漁
 
夫
 
等
は
紀
 

州
.
 淡
 
州
 
等
の
 
網
 
引
に
 

一
 雁 
は
れ
、
 
又
は
 
兵
 
庫
 • 

(一
二)
 

尼
 
崎
 
等
の
 
油
 
屋
.
 酒
 
屋
に
 

一
展
 
は
る
 
、
な
り
と
 
云
 
ふ
。
 
か
く
の
 
如
く
 
此
村
は
 
純
然
た
る
 

ffi 村
な
 

，
り
し
が
 
故
 
に
、
 魚
 
の
賣
買
 
等
に
 
就
き
 
兵
 
庫
と
 
紛
議
 
を
 
生
じ
た
 

る
 
こ
と
 
あ
り
。
 

天
 
保
 
十
二
 
年
 
五
 

月
此
 
村
の
 
油
屋
 
伊
左
衞
 
門
な
る
 

者
、
 和
 
田
 
沖
に
 
て
藝
 
州
よ
，
.
^
 
兵
 
庫
に
 
積
み
 

上
，
.
^
 
し
 
生
魚
 
を
密
 

買
 
し
、
 之
 
を
 
京
都
に
 
送
り
て
 
利
益
 
を
 
得
む
 

と
 
企
 
て
、
 兵
 
庫
 
生
魚
 
問
屋
 
組
合
 
月
 
行
司
よ
り
の
 
抗
議
 

(ニニ) 

に
 
遇
 
ひ
て
 
詫
狀
を
 
入
れ
た
 
る
が
 
如
き
 
其
 
例
な
.
.
.
^
。
 

海
に
 
瀬
,
？
 

海
に
 
瀕
せ
ざ
る
 
諸
 
村
の
 
生
業
 
は
 
大
同
小
異
な
 
り
し
が
 
如
し
。
 

今
 
其
 
二
三
 
を
擧
 
ぐ
れ
 

ば
、
 花
 

る 諸
 村
 

隈
村
 
に
て
 
は
 
農
業
の
 

外
、
 男
 
は
 
素
 
麵
職
幷
 

に
 
線
香
 
職
、
 水
 
車
 
稼
、
 酒
 
造
 
働
、
 其
 
外
 
柴
薪
草
 
刈
 
等
 
を
 
な
 

し
，
 女
 
は
 
木
綿
 
織
、
 筵
 
織
 
等
 
を
な
 
せ
り
と
 
云
 
ひ
、
 北
 
野
 
村
に
 

て
 
は
 
農
業
の
 
餘
 
暇
、
 男
 
は
 
酒
 
造
 
稼
，
 女
 
は
 

r  二 
四)
 

木
綿
 
稼
 
を
な
 
す
と
 
云
 
ひ
、
 荒
 
田
 
村
に
 

て
 
は
 
農
業
 
は
少
 
く
し
 

て
、
 男
 
は
 
薪
 
を
 
取
 

h- 
繩
を
絢
 

ひ
、
 又
 
は
 

(二
 

五)
 

兵
 
庫
に
 
尿
 
尿
 
汲
取
に
 
出
で
、
 
女
 
は
 
木
綿
 
織
、
 筵
 
織
 
を
な
 
す
と
 
云
 
ひ
 、
奥
 
平
野
 
村
に
 

て
 
は
 
農
業
の
 
外
 

男
 
は
 
兵
 
庫
の
 
尿
 
尿
 
を
 
汲
 
み
、
 山
 
の
 
柴
草
を
 
刈
 
b
 
て
 
田
畑
の
 
肥
料
と
 

な
 
し
、
 女
 
は
 
木
綿
 
を
 
織
 
、り、 春

 

(ニ
六)
 

は
 
雜
菜
を
 
摘
 
み
 
て
 
兵
 
庫
に
 
賣
 
b
 
に
 
出
 
づ
 
と
 
云
 
ひ
、
 又
 
東
 
尻
 
池
 
村
、
 西
 
尻
 
池
 
村
に
 

て
 
は
 
農
業
の
 

外
、
 

男
 
は
 
兵
 
庫
の
 
尿
 
尿
 
を
 
汲
み
 
或
は
 
柴
刈
 
を
な
 

し
，
 
女
 
は
樽
卷
 
筵
、
 干
 
鰯
 
傣
筵
を
 
織
、
 り 

て
 
渡
世
す
 

と
 

云
へ
，
 
o
。
 
要
す
る
に
 

各
 
村
 
共
に
 
農
 
を
 
主
と
 

し
、
 且
 
つ
 

一
 
小
都
會
 
な
る
 
兵
 
庫
の
 
需
要
 
を
充
 
た
す
 

第
七
箄
 

神
戶
、
 
二
-
 ソ 
茶
屋
、
 
走
 
水
、
 其
 
他
の
 
諸
 
村
 
 

ニ
ー
 
 三
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
萃
 
 

ニ
ー
 
四
 

べ
き
 
種
々
 

の
 
稼
業
 
を
な
 
せ
る
な
 

hs。 
又
 
山
間
の
 
溪
 
流
に
 
は
 
水
車
 
多
く
 
懸
 
、り、 其

 
所
有
者
 

は
 
山
 

地
の
 
村
々
 
の
み
な
ら
 

す
、
 海
 
岸
 
地
方
に
 

も
 
あ
 
b
 
、
収
 
締
の
 
た
め
 
組
合
 
を
 
設
け
て
 
規
則
 
を
 
定
 
め
、
 新
 

に
 
水
車
 
を
 
取
 
建
て
む
 
と
す
る
 
者
 
は
 
出
願
す
 

る
 
を
 
要
 
し
、
 そ
 
れ
 
に
關
聯
 
し
て
 
訴
訟
の
 
起
こ
り
し
 

(二八〕 

こ
と
 

も
 
あ
 
b
 
き
。
 

著
名
の
 
祌
社
 

神
社
の
著
名
な
る
も
の
は
生
田
^
«
村
の
生
^
祌
社
と
©
田
村
の
長
田
祌
社
と
な
り
.
-
 

生
 

田
 
神
社
の
 
祭
禮
は
 
七
月
 
三
十
日
 
行
 
は
 
れ
、
 越
 
え
て
 
八
月
 
二
十
日
に
 

は
 
神
 
幸
 
式
 
あ
 
b
 
 、
神
 
輿
 
列
 
を
 

(ニ九) 

作
り
て
 
兵
 
庫
 
和
 
田
 
岬
に
 
幸
す
 

る
 
を
 
例
と
 
す
。
 

長
 
田
 
神
社
 
は
 
八
月
 
十
八
 

日
 
祭
禮
斜
 
行
せ
ら
れ
 

* 

神
輿
 
渡
御
の
 
儀
は
必
 
す
し
 

も
 
年
を
逐
 
ひ
し
に
 
あ
ら
 
ざ
れ
 
ど
 
も
、
 
西
 
须
 
磨
の
 
前
 
田
作
 
十
 
郞
每
に
 

al
ls
 

其
 
最
も
 
重
き
 
役
を
勸
 
仕
せ
 
し
が
 
如
し
。
 

而
 
し
て
 
當
時
此
 
等
の
 
儀
式
 
は
 
華
 
*^、 を

盡
 

し
，
 見
物
に
 

出
で
 

し
 
者
 
も
 
多
 
く
、
 雑
 
鬧
を
 
極
め
た
，
 
0 

と
 
云
 
ふ
。
 

又
 
長
 
田
 
神
社
の
 
追
灘
と
 
駒
ケ
林
 
村
の
 
左
義
 

(111 1 〕 

長
と
 
は
 
共
に
 
興
味
 
多
き
 
土
俗
に
 

し
 
て
、
 正
 
月
に
 
行
 
は
る
 

、 
惡
魔
拂
 

の
 
行
事
な
 

り
。
 

神
官
と
 
文
事
 

寛
 
政
 
頃
の
 
生
 
田
 
神
社
の
 
神
官
に
 
後
神
 
重
秀
 
あ
り
。
 

i
 池 
木
 
田
 
久
老
と
 
交
遊
 
あ
 
b
 
て
、
 久
老
の
 

來
 
b
 
訪
ひ
 
し
こ
と
 

屢
<
 
 な
り
き
。
 

宽
政
 
十
二
 
年
 
久
老
播
 
磨
に
 
至
る
 
の
 
途
、
 九
 
月
 
十
五
 

日
 

こ
 

、 
に
 

宿
 
り
、
 十
 
七
日
 
船
に
 
て
 
明
 
石
に
 
向
 
ひ
、
：
 S
 途
亦
 
十
月
 
十
四
日
 
來
 
り
，
 十
 
五
：
：
：
 
東
 
向
 
某
と
 
布
引
 
瀧
 
を
 

見
物
し
、
 十
六
 
日
 
東
に
 
向
 
へ
 
り
。
 
此
 
時
の
：
^
 
行
文
に
 
よ
れ
ば
、
 寬
政
十
 

一
 年
の
 
春
に
 
も
來
 
り
し
 



戶 
p 

見
 
ゆ
。
 

兵
車
 
附
近
の
 
諸
 
村
の
 
德
川
 
時
代
に
 
於
け
 

る
 
盛
衰
 
消
長
 
を
 
明
に
 
せ
む
 
こ
と
 
資
料
 
缺
乏
の
 

V7
 

め
 
困
難
に
 

し
 
て
、
 唯
 

一 1
 一
 

ロ
數
の
 
明
な
る
 

は
 
多
-
 

と
 
 

す
。
 
 

先
づ
神
 

to
- 

村
 

年 

元 同 

暦 保 化 

、水 

代 

十 三 
十
 

一 

五 

村
の
 

In- 口
の
 
增
減
 
に
よ
り
て
 

其
 

一
 
斑
 
を
 
察
し
 
得
る
 

の
 

は
 
幕
末
に
 
近
き
 
時
代
の
 
み
に
 
し
て
.
 
且
つ
 
精
密
に
 

知
、
 り 

U  二三) 

就
き
て
 
見
る
 

に
 
其
 

lij- 口
 
左
の
 
如
し
。
 

年 年 

戶 

二
 五
 〇
 

五
三
 

一 

七
三
 
二
 

七
三
 
五
 

七
 四
 
一 

七
 四
 四
 

山 ハ
九
八
 

六
 七
 九
 

六
 

四
 

七
 

六
 九
九
 

七
 〇
 六
 

六
 九
 四
 

人 

n 
，三
 

九
 

1 

_ 九
 

八
 

五
 

，六
 

三
 

七
 

，六
 

四
 

〇
 

，六
 

六
 

六
 

，六
 

七
 

〇
 

，六
 

二
 

四
 

，五
 

四
 

一 

，四
 

四
 

二
 

、五
 

五
八
 

，五
 

四
 

七
 

み
。
 

而
も
 

I
n
 

，
き
を
 
遺
减
 

第
七
窣
 

神
 
戶
三
ク
 
茶
 
屋
，
 走
 
水
、
 其
 
他
の
 
諸
衬
 

1 
二
 

五
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 

嘉
永
六
 

年
 

安
政
 

五
 

年
 

近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
萃
 

六
 九
 
一 

七
 〇
 三
 

1 二
 犬
 

二、
 

五
三
 

三
 

二、
 

六
 

〇
 

五
 

卽
ち
 
文
政
 
以
前
 
は
 
漸
次
 
增
加
 
し
た
れ
 

ど
 

も
.
 其
 
以
後
 
は
 
殆
ど
 
静
止
の
 
狀
態
 
に
あ
 

b
 
し
こ
と
 
知
 

(三 B: 

ら
る
。
 

次
 
に
脇
濱
 
村
に
 
於
て
 

は
、
 

明 寬 明 

年 
和 化 保 

、水 

治 

代 

十 三 

六 
元
 

t
 

戶 

年 年 

敷 二
 

六
 

五
 

二
 

五
 

二
 

二
 六
 五
 

二
 五
 九
 

二
 五
 七
 

1 九
 四
 

1 
九
 

一 

1 九
 六
 

1 
九
 

四
 

1 八
 
1 

人 

,〇
 

一 
二
 

九
 五
 九
 

、
〇
〇
 

三
 

九
 

六
 

二
 

九
 

七
 

二
 

七
 二
八
 

七
 
一 〇

 

七
三
 
三
 

六
 

九
山
ハ
 

卽
ち
 
文
化
 
以
前
に
 
あ
り
て
 

は
 

一
 
張
 

一
 
弛
 
あ
れ
 
ど
 
も
、
 
K
 
後
 
は
 
寧
ろ
 
減
少
の
 
倾
 
向
 
あ
 
b
 
 、
天
 
保
 
以
 

後
 

特
に
 

著
し
き
 

が 
如
し
。
 

東
 

尻
 

池
 

村
に
 

於
て
 

は 
人
口
 

減
少
の
 

傾
向
 

更
に
 

一
層
 

顯
 

著
な
る
 

も 



(三
 

五)
 

の
 
ぁ
 

，c^。 
卽
ち
 
左
の
 
如
し
。
 

年 

人
口
 
增
滅
の
 

元 寬 同 

保 政 治 

代 元 

戶 

年 年 

數 

三
 二
 

二
 

六
 

三
 二
 

1 八
 

九
 

七
 九
 

六
 

八
 七
 

人 

P 

六
 五
 九
 

六
 八
 五
 

六
 四
 五
 

四
 六
 三
 

三
 二
 〇
 

三 五 七 

三
 三
 九
 

J 
れ
 
に
よ
れ
ば
 
人
口
 
は
正
德
 
元
年
 
以
後
 
漸
次
 
減
少
し
、
 
明
治
 
元
年
に
 
至
る
 
百
 
五
十
 
七
 
年
間
 

(コ 一六 J 

一
分
の
 

一
 
以
下
と
 
な
り
た
る
な
，
 

9
。
 

又
 
荒
 
田
 
村
に
 
於
て
 

は
、
 

年 

元 明 

明 治 

代 元 

戶 

年 年 

數 
三 一 四 四 

四.
 

K
 

人 

口 

1 八
 八
 

二
 
一 三

 

二
 〇
 九
 

れ
亦
 
天
明
 
以
後
 
は
靜
 
止
の
 
狀
態
 
に
あ
 

b
 
き
と
 
想
 
察
す
べ
 
き
も
の
な
 

り
。
 

抑
く
 
德
川
 
時
代
に
 

は
 
中
頃
 
ま
 
で
は
 
人
口
 
漸
次
 
增
加
 

し
、
 其
 
後
は
靜
 
止
の
 
狀
態
 
に
あ
り
 
し
こ
と
 

第
七
窣
 

紳
戶
 
、
二
、
 ン 
茶
屋
、
 
走
 
水
、
 其
 
他
の
 
諸
 
村
 
 

ニ
ー
 
七
 



神
 
戶
市
史
 

別
錄
ー
 

近
世
の
 

兵
 
ii§  „53< び

 
附
近
の
 
沿
革
 
 

一
二
 
パ
 

は
 
一
般
の
 
趨
勢
に
 

し
 
て
、
 兵
 

に
 
於
て
も
 
此
 
現
象
 
あ
.
 
9 
し
こ
と
 
前
に
 
述
べ
し
 
如
く
な
る
 

近
 
諸
 
村
 
も
亦
此
 
例
に
 
免
る
、
 

を
 
得
 
ざ
り
 

し
 
如
し
。
 

而
 
し
 
て
 
神
 

III 村
 
の
 
如
 
き
 
發
 

i^ij に
 
適
 

る
械
々
 

の
 
條
件
を
 
具
備
せ
 
る
處
 
に
て
 

は
 
大
體
に
 
於
て
 
静
止
の
 
狀
態
 
を
持
續
 
す
る
 
を
 
得
 

ど
、
 東
 
尻
 
池
 
村
の
 
如
き
 
地
の
利
 
少
き
處
 
に
て
 

は
 
寧
ろ
 
減
少
の
 

傾
.
：
 i: あ

、
 
り" 

又
 
天
 
保
の
 
飢
 

影
響
 
も
大
 
な
る
 
が
 
如
く
 
な
 
れ
 
ば
.
 脇
 
：
S
 
村
の
 
P
 
 口
の
 
天
 
保
 
以
後
 
激
減
せ
 

る
 
は
 
恐
ら
く
 

は
 

が
 
主
た
る
 
原
因
な
ら
 

む
。
 

か
く
の
 
如
く
 
一
般
に
 
人
口
の
 

加
を
妨
 
ぐ
る
 

々
の
 

因
 

>
.
此
 
等
 
諸
 
村
に
 
於
て
 
人
口
の
 
靜
止
 
又
は
 
減
少
の
 
傾
向
 
を
 

し
た
る
 
以
外
に
 
、
繁
華
な
る
 

に
 
移
住
す
 

る
 
者
 
多
き
 
が
た
 

め
、
 富
 
め
る
 
村
 
は
 
益
，
^
 榮
ぇ
、
 
a
 
し
き
 
村
 
は
 
愈
 
二
お
 
ふ
 
る
 
こ
と
な
き
 

あ
ら
 
ざ
、
 
9 
し
な
る
 

ベ
 
し
。
 

こ
 

、 
に
 
之
 
を
 
明
に
 
す
べ
 

き
 
資
料
の
 
存
 
す
る
 
も
の
な
 
け
れ
ど
 

庫
 
及
び
 
神
 

III 村
の
 
人
口
の
 
靜
 
止
の
 
狀
 
態
に
 
あ
る
 

に
、
 東
 
尻
 
池
 
村
 
及
び
 
脇
：
 S
 
村
の
 
減
少
せ
 

こ
れ
 
或
は
 
東
 
尻
 
池
 
村
よ
り
 
兵
 
庫
 
に
、
 脇
 
濱
 
村
よ
り
 
神
 

村
 
方
面
に
 
移
住
す
 

る
 
者
の
 
あ
り
 

示
す
 
も
の
に
 
あ
ら
ざ
る
 

か
。
 

兵
 
庫
 
及
び
 
祌
 
戶
 
村
の
 
人
口
の
 
增
加
 
せ
ざ
る
 

は
、
 
こ
れ
 
人
口
 

の
不
 
精
密
に
 
も
よ
 

る
 
ベ
 
く
、
 亦
 
飢
«
 
等
の
 
た
め
 
寧
ろ
 
減
 

す
べ
 
き
も
の
 

、 
移
住
者
に
 

よ
 

少
 
に
て
も
 
補
 
は
れ
し
 
も
の
と
 

も
 
解
す
 

る
 
を
 
得
べ
 

し
。
 

が.
 

附
 

應す 

し
 

か
 

饉
の
 

こ
れ
 

に
 

よ
 

地
方
 

- 
- 

も
 

も、
 

兵
 

る
 
は
、
 

し
 

を
 

^ 
 

一一 
 

一口
 

,9 
多
 



(一) 
太
平
 
記
 (
流
布
本
)
，
 
卷
 
十
六
。
 

圆
光
 
大
師
 
行
状
 
翼
 

賛、 地
瑰
、
 四
十
 
九。 

奧
羽
 
海
運
 
記。 

(11) 
ニ
ク
 
茶
屋
 
村
々
 

中
 
家
譜
。
 

二
 
茶
店
 
衬
 
改
正
 
舊
 

家
 
撰
。
 

(一一 一) 
攝
津
國
 
村
 
名
高
 
附
 
古
跡
 
之
覺
。
 

二
 
茶
店
 
村
改
 

正
舊
家
 

撰
。
 

S
 

南
 
錄
銀
拜
 
借
 
頼
 
害
。
 

S
 
 
二
 
茶
店
 
村
 
改
正
 
舊
家
 

撰
。
 

0
 ハ) 

櫻
 
井
 
子
爵
 
家
 
記
錄
。
 

(七) 
高
附
井
 
諸
芟
覺
 

帳
。
 

(八) 酒
造
 御 觸
書
及
 諸 願
寫
。
 
神
戶
 開
港
 三
十
 年 

史、 乾、 三 五 頁。 

(九) 
髙
附
并
 
諸
 
莨
 
覺
幀
。
 

(10) 
諸
 
船
御
改
 

帳
。
 

ニー) 
書
 上
^
。
 

(1
1 

一)
 

矢
 

田
 

部
 

郡
 

之
 

內
家
數
 

人
 

數
社
堂
 

方
 

間
 

名
所
 

舊
 

跡
 

大
坂
御
 

奉
行
所
 

害
 

上
轤
。
 

高
附
井
 

諸
莨
覺
 

轤。 
神 戶
衬
家
 數
人
數
 書 上 帳。 

(
g
 

横
 
本
文
 
書
。
 
 

_ 

(
5
 

村
瀨
栲
 

亭、
 

橋
 

本
 

氏
 

組
 

先
 

器
 

服
 

記
 

(拷
 

亭
 

三
 

稿、
 

卷
 

第
七
窣
 

神
戶
、
 
ニ
ク
茶
 
屋、 走

 
水，、 其

 
他
の
 
諸
 
村
 

四)。 

(
5
 

橘
 
經
 
亮
、
 梅
 
窓
 
筆
 
記
 

家
 
說
 
林
、
 續
 
編
、
 下
 

一 つ、 卷
上
。
 

同、 橘 窓 自 語 S 僕 十 種、 一 )、 卷ー 一、 四。 岡 本 保 

孝
、
 難
波
扛
 
I 百
家
說
 
林、 續

編
、
 
下
 

一)、 卷
四
 
下
。
 

橘
 

泰
、
 

芝
屋
隨
 

S
 

攝
淬
紗
 

)。
 

木
 

衬
正
辭
 

、
萬
 

葉
 

集
 

書
 

目
 
提
 
要
，
 上
 
卷
。
 

(
5
 
祌
戶
衬
 

日
 
記
、
 文
 
化
 
四
 
年
 
三
月
 
廿
七
 

日， 卅
 
Q
 
の
 

條。 

(
5
 
增
補
 
日
本
 
汐
路
之
 
記
 (
明
 
和
 
七
 
年
 
版
 y
 八
 六
 
丁
。
 

酒
造
 
御
 
觸
書
及
 
諸
 
願
 
寫
。
 

0 八) 
神
 戶
衬
留
 
曰 
記、 寳

 曆
五
年
 
六
月
 
十
三
 
日
の
 
條。 

(
5
 

北
 

濱
惣
會
 

所
 

日 
記
、
 

寬
 

政
 

十
二
 

年
 

五
月
 

廿
日
の
 

條。 

(1ー0) 
漁
業
 
慣
行
 
摘
要
。
 

(ニー) 
明
 
和
 
五
 
年
 
駒
 
ケ
林
衬
 
古
檢
方
 
明
細
 
帳
。
 

(ニニ) 
諸
 
問
屋
 
仲
間
 

日
 
記
、
 天
 
保
 
十
二
 
年
 
五
月
 
十
五
 

日、 

十
七
 
日
の
 

條
。
 

011 一一) 
明
治
 
二
 
年
 
花
 
熊
 
衬
差
出
 
明
細
 
帳
。
 

(lis) 
天
明
 
六
 
年
 
北
 
野
 
衬
差
出
 
明
細
 
帳
。
 

(
§
 
天
明
 
二
 
年
 
荒
田
衬
 
明
細
 
幅
。
 

ニ
ー
 

九
 



2.  さ  jTi  ^ri  二  - 
S     二  —  o  九  八  七  六 

神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
 

元
祿
 
三
年
 
奥
 
平
野
 
村
 
諸
色
覺
 
帳
。
 

明
 
和
 
八
 
年
 

同
村
 
差
 
出
 
明
細
 
幅
。
 

寬
政
十
 

一 
年
 

東
 

尻
 

池
 

村
 

明
細
 

幅"
 

同
年
 

西
 

尻
 

池
 

村
 

新
檢
方
 

明
細
 

錢
。
 
 

• 

水
車
 
稼
 
方
 
取
締
 
害
 
井
 
調
印
：
 
r
 

取
締
 
調
印
 
帖
。
 

水
車
 

一
件
。
 

新
 
規
 
水
 
車
 
取
 
建
 

一 
件
 
返
 
答
 

寫
。
 

攝
津
 

名
所
 

圖
食
、
 

八
 

部
 

郡
の
 

部
つ
 

生
 

田
 

祌
幸
抬
 

. 

卷。 

兵
 
庫
 
名
所
 
記
。
 
攝
津
 
名
所
 
H
 
會
、
 八
 
部
 
郡
の
 
部
。
 

長
 
田
 
大
社
 
御
祌
舆
 
御
幸
 
恒
例
 
法
 
記
。
 

雪
 
錦
隨
筆
 
(
攝
津
 
妙)。 

長
 
田、 池

 
田、 束

 
尻
 
池
、
 西
 
尻
 

池
 
四
ケ
衬
 
共
有
 
文
 
害
。
 

攝
 
陽
落
穗
 

集
、
 卷
 
三
。
 

名
筆
 
探
 
杖
 (
攝
津
 
紗)。 

左
義
長
 
關
係
害
 

類
。
 

范
木
田
 

久
老
、
 

槻
の
 

落
葉
 

播
磨
 

下
向
の
 

日
 

si
。 

元
騄
 

三
年
 

は
 

矢
 

田
 

部
 

郡
 

之
 

內
家
數
 

人
 

數
社
堂
 

沿
革
 
 

一
三
 
0
 

方
 
間
 
名
所
 
«
 
跡
 
大
坂
御
 
奉
行
所
 
書
 
上
 

、
资
 
暦
 

十
 

年
 

は
 

高
附
并
 

吏
 

覺
轤
、
 

他
 

は
 

家
 

軟
人
數
 

杏
 

上
 

に
據
 

る。 

§
 

明
 

和
 

元
年
 

、
寬
政
 

元
年
 

は
 

天
 

保
 

十
四
 

年
 

脇
 

i5
6 

衬
 

髙
 

反
別
 

小
 

前
：
^
、
 

他
 

は
 

家
 

K
 

人
別
 

增
诚
^
 

に
據
 

る 0 

0
8
 

元
錄
 

三
年
 

は
 

矢
 

田
 

部
 

郡
 

之
 

內
家
數
 

人
 

數
社
堂
 

方
 
問
 
名
所
 
W
 
跡
 
大
坂
御
 
奉
行
所
 
書
 
上
 
幅
、
 正
德
 

元
年
，
 

享
保
ニ
 

年
、
 

寬
政
十
 

一 
年
 

は
 

其
 

年
差
 

出
の
 

明
 

細
 

：^
、t
&{
 

應
 

元
年
 

は
衬
 

軒
別
 

其
 

外
 

害
 

上
 

帳
、
 

他
 

は
 
家
 
數
人
數
 
增
减
害
 

上
 
幅
に
 
據
る
。
 

i
)
 

元
祿
 

三
年
 

は
 

矢
 

田
 

部
 

郡
 

之
 

內
家
數
 

人
数
 

社
 

堂
 

方
 
間
 
名
所
 
舊
跡
大
 
坂
 
御
 
奉
行
所
 

iif;: 上
 
幅
，
 天
 
明
 

二
 

年
 

は
 

其
 

年
差
 

出
の
 

明
細
 

幀
 

、明
 

治
 

元
年
 

は
舊
 

代
官
 

支
配
 

所
 

八 
部
 

郡 
害 

上 
幅
寫
：
 

-L 
據
る
。
 



第
 
八
 
章
 

結
 

論
 

本
邦
 
經
濟
事
 

情
の
 
蠻
遷
と
 

兵
 庫
 附
近
の
 

繁
榮
 

近
世
に
 
於
け
 

る
 
兵
 
庫
の
 
發
達
 

は
、
 室
 
町
 
時
代
に
 
對
明
賀
 
易
の
 
埠
頭
 

と
 

の
 

れ
ど
 

發
展
 

>9 

津 

岐
 
せ
 

る
 
ベ
 

の
 

論
 - 

一 
也
 

と
 
あ
 

な
 

P
 

海
上
 
交
通
の
 
重
要
 

の
 
出
 
發
點
を
 
作
 
b
 

津
 
國
を
與
 
へ
ら
れ
 

に
し
て
 

物
資
の
 

集
 

る
 
幾
多
の
 
水
流
の
 

く
、
 

之
 

を
 

後
年
 

豊
臣
 

に
あ
ら
 
ざ
れ
 

ど
、
 其
 

田
 
氏
 
は
 
幾
許
な
ら
 

, ̂、
兵
 

庫
 

は
 

其
 

影
響
 

て
 
後
 
も
 
奉
行
 
を
し
 

第
八
窣
 

結
 

論
 

地
點
 

と
し
て
 

の
 

繁
榮
に
 

淵
源
す
 

る
 

S
T
 
兵
亂
 
の
 
巷
と
 
な
，
 
9 
て
荒
廢
 
せ
る
 

し
 

は
 

天
 

正
 

八
 

年
 

池
 

田
 

信
 

輝
の
 

築
城
 

し
 

時
 

兵
 

庫
に
 

城
き
 

て
 

之
に
 

據
，
^
 

し
 

散
 
地
た
 

る
 
を
 
得
べ
 
き
經
濟
 
上
の
 
事
 

自
 

ら
 

濠
 

を
 

形
成
し
 

要
害
の
 

地
た
 

る
 

秀
吉
の
 
大
阪
に
 
築
城
せ
 
し
に
 
比
し
 

根
本
の
 

趣
旨
に
 

於
て
 

は
 

相
 

類
す
 

る
 

す
し
て
 
封
 
を
 
美
 
濃
に
 
移
さ
れ
し
 

の
 

を
 
受
け
て
 
豫
 
期
の
 
繁
榮
を
 
見
る
 
を
 

て
 
此
地
を
 
管
せ
 
し
め
、
 
又
 
室
町
 
時
代
 

所
 
あ
な
 

市
街
 
を
 

な
り
。
 所
以
 
は
、
 

情
に
 

考
 

Torn" l 

て
、
 

其
規
 

所
な
 

き
 

み
な
ら
 

の
關
稅
 

と
 
し
 
て
、
 

は
 

固
よ
 

復
興
し
 

抑
，
^
 

信
 

輝
 

1
 
に
 
は
 

へ、
 

一
 

に
 

の
 

見
地
 模

の
大
 

に
し
 

も
 

す
、
 

尋
で
 

し
か
 

ど
、
 

の
 

遺
風
 

又
西
國
 

と
畿
內
 

^
 
言
 
を
 
俟
た
ざ
 

近
世
に
 

於
け
 

る
 

の
 
織
 
田
 
信
 
長
よ
 

此
 
地
の
 
交
通
の
 

は
湊
 
川
よ
り
 
分
 

に
 
基
く
 
も
の
な
 

小
 
固
よ
り
 
同
日
 

あ
 

ら
す
。
 

然
る
 

大
阪
 

築
城
の
 

こ
 

豐
臣
氏
 

直
轄
と
 

と
も
 
見
る
 

ベ
 
き
 

1 三
 
1 



祌
 
戶
市
史
 

^
5
S
M
 

近
世
の
 
兵
庳
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

ニ
ニ
 
二
 

船
 

役
錢
の
 

徵
收
を
 

正
直
 

屋
宗
與
 

を
し
て
 

掌
ら
 

し
め
、
 

以
て
 

府
 

靡
の
 

收
 

入
に
 

充
て
た
 

る
が
 

如
き
 

は
、
 

當
 

時
 

兵
 

庫
の
 

ff
i 

要
な
る
 

地
點
 

に
し
 

て
、
 

其
 

經
濟
 

上
の
 

-
w
 

力
 

も
 

亦
 

決
し
て
 

輕
視
 

す
べ
き
 

も
の
 

に
あ
ら
 

ざ
 

る
 

を
 

示
す
 

も
の
な
 

り
。
 

さ
は
い
へ
、
 

豊
 

R
 

氏
の
 

政
策
 

は
 

専
ら
 

大
阪
の
 

繁
榮
を
 

計
る
 

に
あ
，
 

0 
て
、
 

そ
 

れ
が
 

た
め
 

爾
餘
の
 

諸
 

地
 

を
後
牲
 

と
な
す
 

を
 

厭
 

は
 

ざ
，
 

り
し
 

か
 

ば
、
 

兵
 

庵
の
 

商
業
の
 

爲
 

め
に
 

打
撃
 

を
 

受
け
し
 

は
 

勿
論
に
 

し
 

て
、
 

且
 

っ
慶
長
 

元
年
の
 

震
災
に
 

は
 

殆
ど
 

全
滅
に
 

瀕
せ
し
 

か
ば
 

、
一
時
 

袞
 

類
に
 

傾
く
 

の
 

已
む
を
 

得
ざ
る
 

に
 

至
れ
り
。
 

さ
れ
ば
 

慶
長
十
 

年
 

ぼ
 

i
 

蘇
 

西
 

下
の
 

途
兵
 

庫
の
 

風
呂
に
？
 

价
 

し
て
、
 

「
？
^
 

後
自
 

誇
淸
淨
 

身
。
 

江
 

頭
 

山
 

色
 

共
 

相
 

均
。
 

兼
 

全
 

名
實
古
 

來
少
。
 

地
是
福
 

原
民
 

是
 

貧
。
」
 

と
賦
 

し
た
ら
 

し
 

如
 

く
、
 

常
 

時
 

兵
 

庫
の
 

富
力
 

は
 

實
に
微
 

々
た
 

b
 

し
も
の
 

な
 

ら
む
。
 

德
川
氏
 

天
下
 

を
 

一
統
し
た
 

る
 

後
、
 

St
- 

を
 

幕
府
の
 

直
轄
地
と
 

し
 

II
； 

舉
行
を
 

置
き
て
 

之
 

を
 

管
せ
 

し
め
し
に
 

拘
 

は
ら
 

す
、
 

兵
 

庫
 

を
ば
 

之
 

を
 

尼
 

崎
 

藩
に
 

委
し
て
 

顧
み
 

ざ
り
 

し
 

は
、
 

當
 

時
の
 

兵
 

庫
 

の
 

地
位
の
 

如
何
 

を
 

示
す
 

も
の
な
 

り
。
 

然
る
に
 

其
 

後
 

は
 

隆
盛
に
 

趨
か
卞
 

し
 

て
、
 

兵
 

庫
の
 

繁
榮
 

を
 

培
せ
 

し
 

所
以
 

は
、
 

二
れ
 

時
運
の
 

然
 

ら
し
む
 

る
 

所
と
 

地
の
利
 

を
 

得
た
 

る
と
 

に
よ
る
な
 

り
。
 

蓋
 

し
 

近
世
の
 

初
め
 

海
外
 

交
通
の
 

盛
な
 

り
し
 

頃
に
 

は
、
 

は
 

從
來
の
 

勢
力
 

を
繼
續
 

す
る
 

を
 

得
た
り
 

し
 

と
 

雖
、
 

真
 

永
の
 

鎖
國
 

以
後
 

は
國
內
 

商
業
の
 

時
代
に
 

移
 

b
 
 

、
而
 

も
 

漸
次
 

國
 

K
 

經
濟
的
 

傾
向
の
 

加
 

は
る
と
 

共
 

に
、
 

大
 

阪
 

は
經
濟
 

上
の
 

中
心
地
と
 

な
 

ち
、
 

西
 

國
の
 

物
資
の
 

此
處
に
 

集
り
 

來
る
 

も
の
 

多
 



け
れ
ど
 

も
、
 

は
 

其
 

道
筋
に
 

當
ら
 

ざ
れ
 

ば
、
 

も
 

は
や
 

商
港
と
 

し
て
の
 

勢
力
 

を
持
續
 

す
る
 

を
 

得
 

ざ
 

る
に
 

至
れ
り
。
 

之
に
 

反
し
 

兵
 

庫
 

は
西
國
 

よ
，
 

畿
內
に
 

入
る
 

門
 

芦
 

た
る
の
 

位
置
 

を
 

占
 

め
、
 

且
 

つ
 

大
阪
 
港
の
 
水
深
 
年
 
を
經
て
 
次
第
に
 
淺
 
く
な
，
 
9 
大
船
 
を
 
入
る
 

， 
に
 
不
便
な
る
 

よ
 
b
 
 、
兵
 
庫
に
 
於
 

て
 
小
舟
に
 
積
替
へ
 
若
く
 
は
 
陸
揚
げ
す
 

る
 
に
 
至
，
 9
、
 其
繁
榮
 
自
ら
 
加
 
は
れ
り
。
 

加
 
之
 
鎖
 
國
の
結
 

果
國
內
 

に
 

於
け
 

る
 

自
給
自
足
の
 

必
要
 

よ
 

り
 

東
北
 

地
方
の
 

米
穀
 

を
關
東
 

又
は
 

上
方
に
 

運
び
て
 

食
料
の
 

缺
乏
を
 

補
 

は
む
 

と
 

し
、
 

陸
 

路
 

運
輸
の
 

不
便
な
る
 

が
爲
め
 

海
路
の
 

利
用
 

始
り
 

し
か
 

ば
、
 

北
 

國
 

及
び
 

出
 

羽
 

方
面
の
 

物
資
の
 

下
關
 

を
迂
囘
 

し
て
 

大
阪
に
 

向
 

ふ
 

も
の
 

漸
く
 

多
 

く
、
 

後
 

に
 

は
 

諸
侯
 

の
藏
米
 

以
外
の
 

米
 

は
 

多
く
 

兵
 

庫
に
 

て
賣
 

捌
か
る
 

、 
に
 

至
 

り、
 

兵
 

庫
の
 

商
業
 

は
 

愈 
 

< 
 

隆
盛
 

の
 

運
に
 

向
へ
 

り
。
 

是
に
 

於
て
 

か
 

諸
 

問
屋
 

業
の
 

起
こ
る
 

あ
 

領
 

主
の
 

保
護
の
 

下
に
 

殆
ど
 

獨
占
 

的
營
業
 

を
な
 

せ
，
 

o
。
 

而
 

し
て
 

兵
 

庫
の
 

諸
 

問
屋
 

業
の
 

發
 

達
に
 

伴
 

ひ
て
 

神
 

n
o
 

1
 

ッ
 

茶
屋
 

兩
村
 

方
面
に
 

は
 

廻
船
 
業
の
 
起
こ
る
 

あ
 

，0、 往
 
時
の
 
小
 
村
落
 
は
 

11；  口
 
次
第
に
 
增
加
 

し
、
 富
 
商
 
亦
 
起
こ
 

り
、
 往
 
々
に
し
 

て
 
兵
 
庫
と
の
 

間
 
商
業
 
上
 
種
々
 

の
 
紛
議
 
を
 
見
し
 

も
、
 
こ
れ
 
畢
竟
 
兩
 
者
の
 
共
に
 
隆
運
に
 
あ
り
し
 

に
 

由
る
。
 

加
 

ふ
る
に
 

灘
ー
帶
 

の
 

酒
造
業
の
 

發
展
は
 

江
 

と
の
 

海
運
 

上
の
 

關
係
を
 

緊
密
な
ら
 

し
 

め
、
 

兵
 

庫
 

神
 

戸
 

附
近
の
 

富
力
 

爲
 

め
に
 

一
 

層
の
 

增
大
を
 

見
た
り
。
 

明
 

和
 

六
 

年
 

幕
府
の
 

直
轄
に
 

移
 

さ
る
.
 

-
に
 

至
，
 

9 
し
 

は
、
 

蓋
 

し
當
時
 

幕
府
の
 

財
政
 

經
濟
 

上
の
 

一
 

般
 

方
針
よ
り
 

出
で
 

た
る
 

も
の
に
 

第
 

八
 

隼
 

結
 
0
 
 

ニ
ニ
 

三
 



大
阪
 

と
の
 

關
：
 

係 

神
 

戶
市
史
 

^
綠
 

一 
近
世
の
 

兵
 

庫
 

及
び
 

附
近
の
 

沿
革
 

し
 

て
、
 

此
 

地
 

の
 

富
燒
 

な
 

る
 

に
 

著
 

眼
し
、
 

之
 

を
 

天
領
と
 

な
し
て
 

に
よ
る
 

も
の
 

な
 

る
 

ベ
 

く
、
 

以
 

て
德
川
 

初
期
 

以
來
 

_
c
 

馼
十
年
 

す
 
る
 
を
 
得
。
 

幕
府
 

は
 

元
 

來
大
阪
 

し
 

て
 

も
 

、
稀
 

々
の
條
 

件
 

か
る
 

壓
迫
を
 

受
け
つ
 

凌
駕
す
る
に
至
れ
，
.
^
。
 

西
に
 
於
け
 

る
 
經
濟
ト
 

て
 

到
底
 

兵
 

庫
 

は
大
阪
 

京
都
と
 

共
に
 

關
 

西
の
 

も
の
 

少
 

き
と
 

同
日
の
 

の
 
大
阪
に
 
遠
か
ら
 

や
.
 

東
北
 

等
よ
.
 

9 
大
阪
に
 

自
ら
 
隆
^
に
 
赴
 
き、 土

 

ニ
ニ
 
 

HT
 

府
庫
の
 
收
入
を
 
計
ら
む
 
と
し
た
 

る
 

間
 

に
 

於
 

け
 

る
 

發
 

i^
ij
 

の
 

狀
 

1
^
 

を
 

察
 

知
 

の
 

商
業
 

を
 

保
護
す
 

る
 

を
 

3
-
 

ら
 

と
せ
 

を
附
 

し
て
 

大
阪
の
 

利
 

<
t
 

を
 

侵
す
な
 

, 
も
 

兵
 

庫
の
 

商
業
 

は
 

次
第
に
 

繁
 

K
 

永
 

然
り
と
 

雖
、
 

兵
 

庫
 

は
 

畢
竟
 

大
阪
の
 

の
 

中
心
地
た
 

る
の
 

地
位
 

は
牢
 

と
し
 

に
 
比
 

Irld: し
 
得
べ
き
 
に
あ
ら
 

や
。
 

mi 

中
櫃
 

に
し
 

て
、
 

兵
 

庫
の
 

如
き
 

軍
 

な
 

る
 

論
に
 

あ
ら
や
。
 

要
す
る
に
 

兵
 

庫
 

は
 

■ 且
つ
 

港
灣
の
 

良
好
に
 

し
て
 

大
船
 

を
 

向
 
ふ
 
船
舶
 
皆
 
此
處
に
 
集
 
り
、
 爲
 
め
 
に
 

地
の
 
繁
昌
 
を
來
 
し
た
る
 
の
み
。
 

固
 

し
か
ば
、
 

か
 

ら
む
 

に
 
赴
き
 

外
港
た
 

て
拔
く
 

っ
學
問
 

商
業
地
に
 

大
阪
ぁ
 

、り
 

人
る
 

* 
に
 

海
運
 
上
 
<e} 

よ
り
 

1
 

小
 

兵 入 藝 

と
 

に
 

港
 

船
 

に
 
過
 

か
 
ら
 

し
て
 

て の 

便
 
な
 

要
の
 

0
 
會
 

株
 
仲
間
 
認
可
に
 
際
 

意
 
を
 
用
ゐ
し
 

が
、
 か
 

舶
 
の
 

も
 
大
 
阪
 
を
 

ぎ
す
。
 

大
 

阪
の
關
 

ざ
 

れ
 

ば
、
 

富
 

力
に
 

於
 

至
り
て
 

は
 

大
阪
は
 

文
化
の
 
見
る
 

ベ
 
き
 

兵
 庫
な
 り。 

其
 地
 

り
 
し
 故
、
 西
 
國
、
 北
 
國
、
 

地
點
 
と
な
 
b
 
 、
商
 
業
 

た
る
に
 
過
ぎ
す
。
 



幕
末
の
 
開
港
 

泊
 
船
舶
の
 
多
き
 
を
 
言
 
ふ
 
も
の
 
あ
れ
 
ど
 
も
、
 市
 
街
の
 
景
 
况
、
 市
 
民
 
生
活
の
 
狀
態
 
等
に
 
就
き
て
 

は
、
 其
 

記
す
 

る
 
所
 
寧
ろ
 
文
化
の
 
幼
稚
な
 
り
し
 
を
 
示
す
 
が
 
如
し
。
 

幕
末
 
外
交
問
題
 
起
こ
る
 

や
、
 兵
 
庫
 
は
 
初
め
 
議
 
に
 
上
ら
す
 
し
て
.
 
却
 
つ
て
 

の
 
方
 
外
人
の
 
注
目
 

す
る
 
所
な
 
り
き
"
 

こ
れ
 
當
 
時
の
 
外
人
の
 
本
邦
に
 
關
 
す
る
 
智
識
 

は
、
 多
 
く
鎖
國
 
前
後
に
 
我
國
に
 

來
れ
る
 
人
々
 

の
 
記
す
 
所
よ
 

b
 
得
た
り
 
し
こ
と
 
多
き
 
に
よ
る
な
 

り
。
 
然
る
に
 
偶
然
の
 
事
情
に
 

よ
 
b
 
兵
 
庫
 
は
 
開
港
 
場
の
 

一
 
に
數
 
へ
ら
る
、
 

こ
と
、
 

な
 
り
、
 
其
 
後
 
海
防
 
論
の
 
喧
傳
 
せ
ら
る
 

， 
に
 

及
 
び
、
 兵
 
庫
は
攝
 
海
防
 
備
に
 
於
け
 

る
 
重
要
な
る
 
地
位
 
を
 
占
 
め
、
 海
 
軍
 
操
 
練
 
所
の
 
此
處
に
 
設
け
ら
 

る
 

， 
あ
，
 
り。 

又
 
兵
 
庫
 
開
港
 
問
題
 
は
 
慕
 
末
內
爭
 
外
交
 
史
の
 

一
 
樞
軸
 
と
な
 

b
 
て
 
紛
糾
 
を
 
重
 
ね
、
 市
 

民
 
亦
 
種
々
 

の
 
負
擔
に
 
苦
み
 
し
 
が
、
 終
 
に
慶
應
 
三
年
 
十
二
月
 
七
日
 
兵
 
庫
 
開
港
の
 
名
の
 
下
に
 
神
 

II； 

港
 
開
か
 

れ
、
 兹
 
に
 
其
 
發
展
に
 

一
 
新
生
面
 

を
 
開
く
 

に
 
至
れ
り
。
 

第
八
韋
 
結
論
 
 

ニ
ニ
 

五
 



祌
 
戶
市
史
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近
世
の
 

兵
 
庫
 
及
び
 
附
近
の
 
沿
革
 
 

ニ
ニ
 
力
 



近
世
 
人
物
 
列
傳
 

兵
 
庫
 
は
 
古
へ
 
大
輪
 

田
 
泊
と
 
稱
 
し
て
 

れ
 

LL 
關
係
 
あ
る
 
人
物
 
少
し
と
 

せ
す
。
 

^
此
 
地
に
 
遷
 
し
^
れ
 

ば
、
 當
 
時
 
京
師
の
 

1 
の
 
谷
の
 
戰
の
 
前
後
 
そ
れ
に
 
關
係
ぁ
 

宫
 
方
.
 武
 
家
 
方
の
 
爭
鬪
此
 

に
 
演
ぜ
ら
 

り
し
 
は
 
言
 
^
俟
 
た
す
。
 

德
川
 
時
代
の
 

家
の
 
君
臣
 
あ
 
始
め
と
 
し
て
 
此
 
事
に
 
與
 

學
者
 
及
び
 
蘭
鮮
 
使
節
 
等
の
 
此
地
^
 

通
 

防
備
 
及
び
 
兵
 
庫
 
開
港
 
は
 
重
要
な
る
 

問
 

さ
れ
ば
 
以
上
 
列
擧
 
し
.
 

る
が
 
如
き
 
事
 

て
 
兵
 
庫
.
 神
 
戸
の
 
人
 
及
び
 
他
 
貫
の
 
人
士
 

五
 
泊
の
 

一 
に
數
 

平
安
朝
 
末
期
に
 

措
紳
の
 

兵
 
庫
 

LL 

る 
源
平
 
將
士
の
 

れ、
 

足
 

利
 

末
期
の
 

初
期
 

Li 
於
け
 

る 

れ
る
 
者
此
地
 

LL 

過 し、 見 

^
と
な
り
、
 
幕
府
 

件
 

LL 
關
 
す
る
 
人
 

巾
特
 

LL 
兵
 
庫
 

LL 

へ 
ら
 
れ
、
 弘
 

平
 
淸
盛
は
 

來
る
 
も
の
 

往
来
 
勝
げ
 

爭
亂
に
 

及
 

顯
 

著
な
る
 

出
入
せ
 

る 

ぜ
 
る
の
 
類
 

閣
老
 
或
は
 

物
 
其
數
實
 

綠
故
 
深
き
 

正
直
 
屋
壽
閑
 

正
直
 
星
 
は
 
姓
を
棰
 
井
と
 
稱
し
、
 
足
 
利
 
氏
の
 
末
葉
に
 
於
て
 

仁
 
以
降
 
港
灣
の
 
修
築
 

屢.^ 行
 は
れ
し
 

か
 
ば
，
 そ 

兵
 
庫
 
に
 
別
 
S
 
 
設
け
 
築
 
島
.
^
 
試
 
み、 尋

 
で
 
都
 

甚
"
 た
 
多
し
。
 

平
氏
 
衰
へ
 
西
奔
 
す
る
 

に
 
及
び
、
 

て
數
 
ふ
べ
 
か
ら
す
。
 

元
 
弘
.
 建
 
武
の
 
交
-
 し
 
は
 

び
て
も
 

兵
 
庫
.
 神
 
戸
の
 
地
 
屢
.
 -
戰
亂
 
の
 
巷
と
 
な
 

事
件
と
 
し
て
 
は
 
楠
 
公
脾
の
 
建
設
 
あ
 
リ、 水

 
戶
 

多
 
く、 其

 
他
 
同
時
代
^
 
通
じ
て
 
知
名
の
 
人
士
 

少
 
か
ら
す
。
 

幕
末
 
外
交
の
 
事
 
起
る
 

や、 攝
海
 

外
國
 
公
使
 
等
の
 
兵
 
庫
 

LL 
来
る
 
こ
と
 

屢
<
 
 な
リ
。
 

に
 
夥
し
と
 

雖
、
 今
 

一 
々
傳
.
 ̂
立
て
 

す
、
 主
 
と 

し
 

者
^
 
採
 
リ. 其

 
行
實
 

1^ 略
 
教
^
む
 

と
す
。
 

旣
に
 
地
方
の
 
豪
家
と
 
し
て
 
知
ら
れ
.
 

正
直
 
屋
壽
閑
 
 

1 



神
戶
市
 
史
^
 

錢
 

一 
近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

二
 

永
祿
 
十
三
 
年
 
棰
井
與
 
三
 
左
 
衞
門
尉
 
及
び
 
同
 
甚
兵
衞
 
尉
の
 
地
所
 
a
 
に
 
徳
政
、
 
德
役
、
 
臨
時
 
課
役
に
 

«
 

し
て
 

特
權
 

を
附
與
 

せ
ら
れ
し
 

こ
と
、
 

極
 

井
 

甚
左
衞
 

門
の
 

松
 

永
 

• 三
 

好
兩
黨
 

よ
，
 

-
特
權
 

を
 

得
し
 

こ
と
 

棰
井
 

文
書
に
 

見
え
た
り
。
 

天
 

正
 

十
 

一
 

年
 

十
二
月
 

豊
 

臣
秀
吉
 

正
直
 

屋
宗
與
 

に
 

兵
 

庫
 

船
 

役
 

錢
の
請
 
取
 
朱
印
 
狀
を
與
 

ふ
。
 
天
 
正
 
十
九
 
年
の
 
俊
 
地
 
帳
に
 
は
 
正
 
ffi 屋

屋
敷
 
分
な
る
 
名
目
 
あ
り
。
 

慶
長
元
年
十
ニ
月
秀
吉
正
直
屋
壽
閑
に
湊
川
上
溫
^
5
^
湯
坪
執
立
の
允
許
を
與
ふ
。
 

又
秀
吉
 

嘗
て
 

同
家
に
 

宿
泊
せ
 

し
こ
と
 

あ
、
 

り。
 

極
 

井
家
 

は
德
川
 

時
代
に
 

も
 

名
主
 

役
 

等
 

を
 

も
 

勤
 

め
、
 

窗
 

家
 

鲁 

として 
知られた 

，CN。 

棰
井
 

文
書
。
 

攝
津
 

一 
國
高
 

御
玟
幅
 

井
領
 

主
 

付
 

名
附
。
 

鷹
 

見
 

右
 

近
 

右
衞
門
 

鷹
 

見
 

家
 

は
 

天
 

正
 

年
中
 

兵
火
に
 

罹
 

，り
、 

系
 

譜
 

燒
 

失
せ
し
 

を
 

以
 

て
、
 

其
 

以
前
の
 

事
 

は
 

之
を
詳
 

に
す
 

る
 

を
 

得
 

ざ
れ
 

ど
、
 

始
 

祖
 

を
ば
 

見
 

西
と
 

稱
 

し
、
 

世
"
 

俗
名
 

右
 

近
 

右
 

衞
門
を
 

襲
 

ぎ
、
：
 

»
 

屋
 

は
其
屋
 

號
 

な
，
.
 

>J
 

出
 

在
家
 

町
に
 

住
し
.
 

て
 

福
 

岡
.
 

松
 

江
.
 

秋
 

月
.
 

宇
 

和
 

島
.
 

山
 

口
 

.
g
t
 

等
 

諸
 

藩
の
 

本
陣
 

を
 

勤
む
。
 

慶
長
五
 

年
 

關
ケ
 

原
の
 

役
 

起
こ
る
 

や
、
 

黑
田
長
 

政
 

徳
川
家
 

康
に
從
 

ひ
て
 

東
征
せ
 

む
と
 

す
る
 

に
 

臨
み
、
 

家
臣
 

母
 

里
 

友
 

信
.
 

栗
 

山
 

利
 

安
に
 

託
し
、
 

一
 

旦
大
阪
 

に
 

事
 

起
こ
ら
ば
 

其
 

母
 

及
び
 

妻
 

を
 

以
て
 

遁
 

逃
す
べ
き
 

を
 



命
 

や
。
 

ニ
臣
 

西
り
 

て
 

暗
夜
に
 

を
從
 
へ
て
 
竊
に
脫
 
せ
し
 

む
。
 

の
 
途
次
 
鷹
 
見
 
家
に
 
宿
せ
し
 
を
 

時
 
其
 
手
 
船
 
適
 

I 大
阪
に
 
在
り
し
 

以
て
し
て
 
兵
 
庫
に
 
歸
 
り
、
 先
 
づ
 

事
の
 
發
覺
 
せ
む
 
を
盧
 

b
 
 、
床
 
下
 

妻
 

親
ら
 

炊
爨
し
て
 

朝
夕
 

饌
を
 

藩よ b 船 を 廻し、 二 夫人 を 

く
 

之
を
德
 

と
し
、
 

累
代
 

食
祿
三
 

れ
 

ど
も
 

右
近
 

右
衞
門
 

は
賈
人
 

を
辭
 

し
、
 

大
阪
廻
 

米
の
 

點
檢
役
 

石
 
拉
 
に
 
衣
服
 

一
 
領
を
賜
 

ふ
"
 

ひ
、
 

以
 

て
 

維
新
 

後
廢
 

藩
の
 

時
に
 

1
 

俵
に
 

對
 

し
て
 

米
 

三
 

勺
の
 

割
 

右
近
 

右
衞
門
 

g
 

の
 

子
 

善
右
衞
 

乘
じ
、
 

大
阪
天
 

満
納
星
 

是
れ
 

よ
り
 

先
き
 

長
 

政
 

以
て
、
 

右
近
 

右
 

衞
門
黑
 

か
ば
、
 

二
 

夫
人
 

を
 

川
口
 

之
 

を
 

己
の
 

家
に
 

奉
す
 

を
 

鑿
ち
 

櫃
 

を
 

埋
め
て
 

薦む。 家人と 
雖、 之 

豐
 
前
に
 
迎
 
へ
 
た
り
。
 

百
 

石
 

を
 

右
近
 

右
衞
門
 

に
し
て
 

高
 

祿
を
 

食
む
 

た
 

ら
 

む
 

二
と
 

を
 

請
 

ふ
 

是
れ
 

後
年
 

黑
田
藩
 

本
 及
 

ベ
 

，り
つ 

而
 

し
て
 

其
 

合
な
 
b
 
し
 
を
 
以
て
、
 
平
 

門
 

g
 

は
 

侯
 

家
の
 

命
に
 

小
左
衞
 

門
の
 

小
舟
 

を
艤
 

し
、
 

齋
藤
某
 

一
 

人
 

の
 

父
 

孝
 

高
の
 

姬
路
に
 

在
る
 

や
、
 

東
 

上
 

西
 

下
 

田
家
と
 

相
識
る
 

こ
と
 

久
し
。
 

而
 

し
て
 

此
 

に
迎
 

へ
て
 

船
底
に
 

匿
 

し
、
 

覆
 

ふ
に
 

柴
薪
を
 

。 
然
 

り
 

と
 

雖
、
 

檢
 

察
 

頗
る
 

急
な
る
 

を
以
 

て
 

二
 

夫
人
 

を
 

其
裡
に
 

入
れ
、
 

右
近
 

右
衞
 

門
の
 

を
 

知
る
 

者
な
 

し
。
 

後
數
 

日
に
 

し
て
 

黑
田
 

長
 
政
後
筑
 
前
に
 
封
 
せ
ら
る
 

， 
に
 
及
 
び
、
 深
 

に
、
 

廩
 

米
 

三
十
 

石
 

を
 

其
 

妻
に
 

賞
 

賜
す
。
 

， 
然
 

を
 

憚
.
 

9
、
 

慶
長
十
 

一
 

年
長
 

政
に
 

謁
し
て
 

之
 

U 
長
 

政
 

之
 

を
 

許
 

し
、
 

歸
 

る
に
 

及
び
 

米
 

二
百
 

陣
 

た
る
の
 

起
源
に
 

し
て
、
 

累
世
 

斯
業
 

を
 

襲
 

點
撿
 

料
と
 

し
て
 

下
附
さ
 

る
 

ベ
 

き
 

肩
 

米
 

は
 

年
 
肩
 
米
 
二
百
 
石
の
 
所
得
 
あ
，
 
9 
し
と
 
云
 
ふ
。
 

よ
，
 

es
 

て
筑
 

前
に
 

ff
i 

し
、
 

島
 

原
の
 

役
に
 

軍
糧
 

驚
 

見
 

右
近
 
右
衞
門
 
 

三
 



神
戶
市
 
史
別
錄
 

一 
近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

四
 

を
 
轍
 
送
し
て
 
功
 
あ
 
り
、
 
其
 
弟
 
可
 
春
 
は
 
兵
 
扉
阿
彌
 
K
 
寺
に
 
住
職
た
，
.
.
^
。
 

綱
 
政
の
 
代
に
 

至
，
.
 M
 
し 
六
 

人
 
扶
持
 
を
 
給
 
せ
ら
る
。
 

黑
 
田
家
 
は
 
歷
代
參
 

§
5
 
の
 
節
 
多
く
 
魔
 
見
 
家
に
 

{
 伯 
泊
 
し
、
 謁
 
を
 
賜
 
ひ
、
 且
 
つ
 

紋
服
 
を
 
給
す
 

る
 
を
 
以
て
 
恒
例
と
 
せ
り
。
 

後
裔
 
右
近
 
右
 
衞
門
保
 
具
賓
永
 
七
 
年
 
を
 
以
て
 
生
 
れ
、
 和
 

歌
 
を
 
僧
 
似
 
雲
に
 
學
び
、
 
又
 
謙
 
喪
と
 
號
 
し
て
 
詩
 
を
 
善
く
す
。
 

明
 
和
 
五
 
年
 
三
月
 
始
祖
 
見
 
西
の
 
百
 
五
 

十
囘
 
忌
；
^
^
 
樣
 
g
 
 i
 
 p
1
 ̂
 
の
 
法
要
 
を
營
 
む
に
 
方
，
 - 
和
歌
 
を
 
當
 
時
の
 
諸
 
名
家
に
 
乞
 
ひ
 
得
て
、
 
以
 

て
 
之
 
を
 
子
孫
に
 
貽
せ
 
し
が
、
 
黑
 
田
家
 
亦
 
白
銀
 
を
 
給
せ
，
^
:
 

天
明
 
四
 
年
 
関
 
正
月
 
歿
す
。
 

享
年
 
七
 

十
五
。
 

寛
 
文
 
四
 
年
 
貝
 
原
 
益
 
軒
 
楠
公
蔡
 
碑
 
を
述
設
 
せ
む
 
と
し
て
 
之
 
を
 
魔
 
見
 
家
に
 
謀
，
 り
し
 
こ
と
 

あ-..^。 

享
保
四
 
年
 
朝
鮮
 
信
 
使
 
來
聘
の
 

i
 卽、
 同
 
家
 
は
 
正
使
 
其
 
他
の
 
旅
館
に
 
あ
て
ら
 

れ
、
 延
 
享
 
元
年
 
九
月
 
二
 

十
七
日
飛
鳥
井
雅
重
が
宇
佐
.
香
椎
兩
{
ぉ
舉
^
?
使
と
し
て
西
下
せ
し
時
に
も
、
其
旅
館
に
充
て
 

ら
 
れ
 
た
 
り
。
 

兵
 
庫
 
阿
彌
陀
 
寺
の
 
庫
裡
 
は
も
と
 
同
家
の
 
奥
座
敷
 

を
 
移
せ
る
 

も
 
の
、
 ま
 
た
 
同
 
寺
の
 
中
庭
に
 
在
 

る
 
巨
石
 
は
も
と
 
魚
 
御
堂
の
 
礎
石
に
 

し
 
て
、
 黑
 
田
 
長
 
政
よ
り
 
同
家
に
 
與
 
へ
 
し
 
を
、
 E
 
に
 
阿
 
彌
陀
寺
 

に
 
寄
附
せ
 
し
も
の
 

な
 
b
 
と
い
 

ふ
。
 

不
易
 
錄
。
 

魔
 
見
 
文
 
害
。
 

自
娘
 
集
。
 

朝
 

人
 
覺
^
,
 

宇
佐
 
営
 
香
椎
宮
 
奉
幣
使
 
御
旅
 
能
ー
卷
 

控，^ 
臨
 
江
 
庵
 
詩
集
 

„ 



西
攝
 
大
觀
。
 
系
圖
ら
 

. 
み

。

 

 

. 

南
條
 

新
右
衞
 

門
 

南
 

條
家
は
 

網
 

屋
と
稱
 

し
、
 

其
 

先
 

伯
耆
の
 

武
士
に
 

し
て
 

兵
 

庫
に
 

移
 

b
 

て
よ
、
 

り 
四
百
 

餘
 

歲
、
 

出
 

在
 

家
 

町
に
 

住
し
、
 

南
濱
 

一
 

帶
 

支
族
の
 

蟠
居
 

す
る
 

者
 

多
し
。
 

貞
享
 

年
中
 

大
火
の
 

炎
に
 

罹
り
て
 

系
譜
 

を
 

失
 

ひ
し
 

を
 

以
て
 

詳
細
 

を
 

知
る
 

こ
と
 

能
 

は
 

ざ
れ
 

ど
、
 

世
 
 

< 
 

新
右
衞
 

門
 

或
は
 

新
 

九
 

郞
の
名
 

を
 

襲
へ
 

,9
。 

中
興
の
祖
 

を
 

新
 

右
衞
門
 

入
道
 

善
 

通
と
 

稱
す
。
 

兵
庫
津
の
支
配
役
た
，
c
^
:
w
 
 

，
 

一
?
,
^
;
^
 

賴
 

1
^
$
 

触
 

5
 

じ
せ
ま
^
 

七
 

慶
長
四
 

年
 

能
 

福
 

寺
の
 

僧
 

長
 

盛
 

?
f
 
 

其
 

寺
 

地
 

を
移
轉
 

せ
し
 

際
に
 

は
、
 

善
 

通
 

其
 

所
有
の
 

地
所
 

及
び
 

多
額
の
 

祠
堂
金
 

を
 

寄
附
せ
、
 

り
と
 

い
ふ
。
 

寬
永
 

十
四
 

年
 

六
月
 

二
十
 

三
日
 

岡
 

山
 

藩
主
 

池
 

田
 

光
政
 

兵
 

庫
の
 

海
上
に
 

於
て
 

暴
風
に
 

遭
 

ふ
 

や
、
 

船
 

奉
行
 

岸
 

藤
 

左
 

衞
門
嚴
 

命
 

を
 

船
 

夫
に
 

下
し
て
 

船
 

を
橾
縱
 

せ
し
 

む
と
 

雖
、
 

怒
 

濤
 

山
の
 

如
 

く
、
 

座
 

船
旣
に
 

覆
沒
せ
 

む
 

と
せ
り
。
 

善
 

通
 

時
に
 

年
 

七
十
 

六
、
 

多
 

數
の
 

人
夫
 

を
 

指
揮
 

し
、
 

各
 

自
明
 

松
 

を
 

燃
し
て
 

海
 

濱
に
出
 

で
し
め
 

し
 

に
、
 

水
 

夫
の
 

勇
氣
爲
 

め
に
 

蘇
 

へ
 

り
、
 

辛
 

う
じ
て
 

兵
 

庫
 

港
內
に
 

入
る
 

こ
と
 

を
 

得
、
 

光
 

政
 

は
 

上
陸
し
て
 

新
右
衞
 

門
の
 

邸
に
 

宿
せ
り
。
 

新
 

右
衛
門
 

其
 

際
 

手
製
の
 

餅
を
獻
 

せ
し
 

を
以
 

て
、
 

爾
 

後
 

吉
例
と
 

し
て
 

每
年
備
 

前
 

侯
に
 

獻
上
 

す
る
 

こ
と
、
 

な
れ
、
 

り
と
 

云
 

ふ
。
 

光
政
 

大
に
善
 

通
 

を
德
と
 

南
條
新
 
右
衞
門
 
 

M
 



神
戶
市
 
史
刖
錄
 

一 
近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

六
 

し
て
 
爾
來
 
永
く
 
藩
の
 
本
陣
た
ら
 

し
む
。
 

又
 
同
家
 

屋
 
七
左
衞
 
門
の
 
諸
家
と
 
共
に
、
 
加
 
贺
藩
米
 
裁
許
 
人
 

藩
よ
 

b
 
每
年
白
 
布
五
疋
 
を
下
附
 
せ
ら
る
 

, 
を
 
例
 

の 口 米
 を
 得
し
 か ば、 岡 山

 藩
よ
 b 下
附
 せ
ら
る
 

b
 

し
と
 

云
 

ふ
。
 

加
 

之
 

同
家
 

は
 

名
主
 

役
 

を
 

も
 

勤
め
 

坪
 
は
 
全
く
 
免
租
せ
ら
れ
 

て
、
 明
 
治
 
維
新
の
 
際
に
 
及
 

の
 
際
に
 
は
 
同
家
 
を
 
以
て
 
副
使
 
其
 
他
の
 
旅
館
に
 
充
 

南
 

條
家
は
 

啻
に
 

岡
 

山
 

藩
の
 

本
陣
た
 

る
の
 

み
な
 

攝
海
 

防
備
の
 

任
に
 

當
る
 

や
、
 

當
 

時
の
 

芦
 

主
 

新
九
郞
 

川
 
見
張
 
番
所
の
 
設
置
 
等
に
 
關
し
 
斡
旋
 
至
ら
ざ
る
 

持
 
を
 
給
 
せ
ら
 
れ
、
 帶
 
刀
 
を
 
允
許
 
せ
ら
 
れ
、
 金
 
圆
の
下
 

九
郞
兵
 
庫
隊
の
 
設
立
に
 
盡
 
力
し
、
 
其
 
後
 
兵
員
の
 
增
 

よ ， 所 

六
 
軒
 
屋
次
郞
 

一 11-a 

せ
ら
れ
し
 し

、
 

廻
 

米
 

f
c
 

石
 

口
 
米
と
 
を
 
合
 

を
 以
 て、 其 宅

 

»o 
と
 

>9 

す
、
 

高
 

松
 

藩
の
 

其
乘
船
 
及
び
 

な
か
，
 

CN 
し
 
を
 

を
も
享
 

け
た
 

せ
、
 ら
る
 

、 
に
 

又
 
兵
車
 
南
 
組
 
t
n
-
f
t
 
と
な
り
し
 
こ
と
 

も
 
あ
り
、
 
大
正
 
七
 
年
 
十
 

一
 
月
 
三
 

兵
 
衞
.
 肥
 
前
屋
 
粘
右
衞
 

門
.
 壺
 

を
 

以
て
、
 

元
祿
 

年
中
ま
で
 

同
 

に
對
 
し
て
 
は
 
一
 升
 
一
 合
餘
 

せ
て
 
頗
る
 
多
額
 
の
 
所
得
 
あ
 

地
 

及
び
 

附
近
の
 

土
地
 

二
 

千
 

享
保
四
 

年
 

朝
鮮
 

信
 

使
來
聘
 

本
陣
 

を
も
勸
 

め
、
 

高
 

松
 

侯
の
 

人
夫
の
 

支
配
、
 

柳
 

Is
- 

及
び
 

湊
 

以
て
、
 

其
 

功
に
 

よ
 

b
 

三
人
 

扶
 

ち
。
 

又
 

明
治
 

元
年
に
 

は
 

新
 

及
び
 
小
隊
 
長
に
 
任
せ
ら
れ
、
 

十
日
 
歿
す
。
 

享
年
 
七
十
 
七
。
 

網
屋
 

由
緒
 

書
。
 

南
條
 

文
窖
。
 

能
 

福
 

寺
々
 

記
。
 

有
斐
錄
 

_ 
吉
備
烈
 

公
 

遠
 

事
 

朝
 

鮮
 

人
 

覺
 

兵
 

庫
隊
 

設
立
の
 

幟
 
略
書
。
 
系
圇
ろ
 

iA み。 



北
風
 
彥
.
 
K
 
郞
 

北
風
 
家
 
は
 
兵
 
庫
の
 
名
 
族
な
 

b
。
 
家
傳
 
に
よ
れ
 

ば
、
 も
 
と
 
白
 
藤
氏
 
を
稱
 

し
、
 建
 
武
ニ
年
 
其
祖
白
 

藤
 
左
 
衞
門
佐
 
惟
 
村
 
は
，
 

搏
！
：
 
 ̂
 
 S
 
一
族
 
を
 
糾
合
し
て
 
新
田
 
義
 
負
に
 
隨
ひ
、
 
足
 
利
 
尊
 
氏
 
を
 

兵
 
庫
に
 
攻
め
、
 
北
風
に
 
乘
 
じ
て
 
敵
 
船
 
を
燒
き
 
以
て
 
大
捷
を
 
獲
た
 

b
。
 

此
 
時
義
贞
 
嘆
賞
の
 
餘
り
 

_ 

汝
 
の
軍
狀
 
恰
も
 
北
風
の
 
烈
々
 
た
る
が
 
如
 
し
、
 自
 
今
 
白
 
藤
 
を
 
改
め
て
 
喜
 
多
 
風
と
 
稱
 
す
べ
 
し
と
 
云
 

へ
 
る
 
よ
 
b
、
 姓
 
を
 
喜
 
多
 
風
と
 
改
 
め
、
 後
 
喜
 
多
 
風
 
を
 
改
め
て
 
北
風
と
 

な
 
し
、
 門
 
葉
 
繁
茂
 
七
 
家
に
 
分
か
 

れ
 
し
と
 
云
 
ふ
。
 

北
風
 
彥
太
郞
 

は
 
寛
 
永
 
頃
の
 
人
な
 

り
。
 

加
州
 
藩
が
 
二
百
 
五
十
石
 
乃
至
 
三
百
 
石
 
積
の
 
廻
船
 
を
 

以
て
 
米
 

一
 萬
 
石
 
を
 
大
阪
に
 
廻
送
し
、
 
淀
屋
个
 
庵
に
 
賓
捌
を
 
依
頼
す
 

る
 
や
、
 彥
 
太
郞
个
 
庵
と
 
親
交
 

あ
 
b
 
し
に
よ
 

り
、
 其
 
渡
海
 
を
 
支
配
せ
，
 
9。 

こ
れ
 
北
 
前
 
船
の
 
近
畿
に
 
來
 
る
の
 
嚆
 
矢
な
，
.
^
 
と
す
。
 

又
 
從
來
灘
 
地
方
の
 
酒
 
を
 
江
 

tlx- に
 
運
搬
す
 
る
に
 
は
專
ら
 
陸
路
に
 
よ
り
し
 

が
、
 彥
 
太
郞
 
始
め
て
 
船
 

に
て
 
廻
 
漕
 
し
、
 爾
 
後
 
こ
れ
に
 
傚
 
ふ
 
も
の
 
次
第
に
 
多
く
 
な
れ
り
 

と
 
云
 
ふ
。
 
安
永
の
 
頃
此
家
 
衰
微
 

し
、
 問
 
屋
を
 
休
業
す
 
る
に
 
至
れ
 

b
o
 

北
風
 
家
名
 
年
 
曆
御
钆
 

一
件
 
記
。
 
大
阪
市
 

史
。
 

灘
 
酒
史
。
 

口
上
 
高
 
書
 
上
目
 
錄
控
。
 

北
風
 
彦
太
郎
 
 

七
 



神
 
戶
市
史
 

別
 
S
S
M
 

近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

A
 

北
風
 
七
兵
衞
 

北
風
 

七
 

兵
衞
は
 

北
風
 

家
の
 

一
門
な
 

り
。
 

明
 

歷
ニ
年
 

三
月
 

十
二
 

日
 

岡
 

藩
主
 

海
路
 

兵
 

廐
に
 

入
 

ら
 

む
 

と
 

せ
 

し
 

時
、
 

暴
 

風
雨
 

俄
に
 

臻
り
、
 

船
舶
の
 

破
損
す
 

る
 

も
の
 

無
 

數
、
 

藩
 

主
の
 

座
 

船
將
に
 

覆
沒
せ
 

む
 と
す
。
 
七
兵
衞
 
因
、
 9 て

 親
ら
 
海
上
の
 
難
に
 
赴
 
き、 漁
船
 數
隻
、
 人
 夫
 
*C 餘
人
 
を
 發
 
し、 逆
 浪
 怒
 

濤
 

を
 

銜
 

き
，
 

之
 

を
 

萬
 

死
の
 

中
に
 

救
 

ふ
。
 

適
，
 

-
尼
 

城
主
 

七
 

兵
 

衞
 

を
 

召
す
 

こ
と
 

わ
 

な
 

七
 

兵
 

衞
 

其
 

支
配
 

下
に
 

馬
し
 

兵
 

庫
津
の
 

名
主
 

役
た
 

る
を
以
 

て
、
 

義
 

將
に
 

之
に
 

應
 

せ
ざ
る
 

ベ
 

か
ら
 

ざ
 

り
し
 

か
ど
 

• 
一
 

身
 

を
 

以
て
 

同
時
に
 

二
 

事
を
處
 

す
る
 

こ
と
 

能
 

は
 

す
、
 

且
 

つ
 

怒
濤
の
 

爲
 

め
に
 

進
退
 

其
 

意
に
 

任
せ
 

ざ
、
 

9 
し
か
 

ば
、
 

辛
 

う
じ
て
 

先
づ
岡
 

藩
主
 

を
 

救
 

ひ
、
 

然
 

る
後
靑
 

山
家
の
 

命
に
 

赴
き
し
 

に
、
 

遲
 

刻
 

の
 

故
 

を
 

以
て
 

嚴
 

罰
に
 

處
 

せ
ら
る
 

， 
こ
と
 

、 
な
 

>
9
W
 

方
 

哀
訴
 

す
れ
 

ど
も
 

免
る
 

さ
れ
 

す
、
 

卽
 

日
 

願
 

海
山
 

西
 

光
寺
に
 

於
て
 

斬
首
 

せ
ら
る
。
 

岡
 

藩
主
 

是
に
 

於
て
 

之
を
憐
 

み
、
 

之
 

に
酬
 

ゆ
る
に
 

國
產
販
 

賣
の
特
 

權
を
以
 

て
 

し
、
 

旗
 

章
 

を
下
附
 

せ
り
。
 

七
 

兵
衞
の
 

子
孫
 

こ
れ
よ
 

り
し
て
 

數
世
 

同
藩
の
 

用
 

達
た
 

，0
 

し
が
、
 

文
化
 

十
一
 

年
 

當
主
七
 

郞
左
衞
 

門
 

死
し
、
 

胸
，
 

お
 

I
 
 

，
 

れ
，
^
 

城
針
ト
 

，
十
 

嗣
子
 

尙
 

幼
、
 

加
 

之
 

家
 

道
 

頗
る
 

衰
 

へ
し
 

を
以
 

て
、
 

岡
 

藩
產
物
問
屋
の
こ
と
亦
中
絕
せ
，
.
.
^
。
 

是
に
 

於
て
 

弟
 

七
 

兵
衞
 

百
方
 

其
囘
 

復
を
阖
 

-9
、 

證
 

左
 

を
 

具
し
 

之
 

を
 

岡
藩
藏
 

屋
敷
に
 

哀
願
 

し
、
 

文
 

化
 

十
四
 

年
に
 

至
、
 

9 

て
 

遂
に
 

其
 

本
懐
 

を
 

達
 

し
、
 

從
 

前
の
 

如
く
 

藩
邸
の
 

出
入
 

を
 

許
可
せ
ら
れ
、
 

特
權
 

を
囘
復
 

せ
，
 

9
 

と
い
 



北
風
 
七
 
兵
 
衞
 
文
書
。
 

諸
 
用
覺
日
 

記
。
 

山
 

幸
 

利
 

靑
山
幸
 
利
 
は
 
尼
 
崎
 
城
主
 
幸
 
成
の
 
長
子
に
 
し
て
、
 
元
 
和
 
二
 
年
 
を
 
以
て
 
生
れ
、
 
寬
永
十
 
年
 
十
二
月
 

二
十
 
九
日
 
從
五
 
位
下
 
大
膳
亮
 
に
敍
任
 

し
、
 同
 
二
十
 
年
 
三
月
 
二
十
 
八
日
 
遺
 
領
を
繼
 
ぎ
て
 
尼
 
崎
 
城
 

に
 
治
せ
し
 

が
、
 六
月
 
七
 
曰
 
弟
 
幸
 
通
に
 
三
千
 
石
、
 幸
 
正
に
 
二
 
千
 
石
、
 幸
 
高
に
 
千
 
石
 
を
 
分
封
し
て
 
自
ら
 

は
 
四
 
萬
 
八
 
千
 
石
を
領
 
す
る
 
こ
と
 

， 
な
 

. ̂
、
正
 
保
 
三
年
 
七
月
 
朔
日
 
初
め
て
 
封
地
に
 
就
く
 
こ
と
 
を
 

許
さ
る
。
 

蓋
し
 
尼
 
崎
の
 
地
た
 

る
 
や
、
 大
阪
の
 
咽
喉
に
 
し
 
て
、
 西
國
 
往
返
の
 
要
衝
に
 
當
れ
る
 
を
 
以
 

て
 
其
任
輕
 
か
ら
 

す
、
 幸
 
利
 
若
年
な
 
り
と
 

雖
、
 才
 
略
 
老
輩
に
 
劣
ら
ざ
る
 

の
 
故
を
以
 

て
，
 此
 
命
 
あ
り
し
 

な，..^。 
慶
安
 
三
年
 
九
月
 
二
十
 
九
日
 
江
 

西
 
城
の
 
ェ
を
 
助
け
し
 
に
よ
 

り
、
 時
 
服
 
五
領
の
 
下
賜
 
あ
 

り
。
 
明
曆
 
三
年
 
正
月
 
二
十
 
二
日
 
井
上
 
河
內
守
 
§
•
 水
野
監
 
物
 
I
.
 小
 
笠
 
原
 
壹
岐
守
 
M
 
と
共
に
 
江
 

芦
 
府
內
の
 
巡
視
 
を
 
命
 
せ
ら
 
れ
、
 萬
 
治
 
二
 
年
 
二
月
 
二
十
 

一
 
日
 
奏
者
 
番
 
と
な
 

、
同
 
三
年
 
六
月
 
命
に
 

よ
.
 
-
大
阪
 
城
の
 
櫓
 
及
び
 
多
 
門
 
等
の
 
ェ
を
 
助
く
。
 
寬
文
六
 
年
 
京
 
極
 
丹
 
後
 
守
 
i
 
が
 
其
 
所
領
 
丹
 
後
 

國
宫
津
 
城
 
を
沒
收
 
せ
ら
る
 

， 
や
、
 五
 
月
 
十
日
 
命
に
 
よ
り
 
上
使
と
 
し
て
 
宮
津
に
 
赴
き
 
嚴
命
 
を
傳
 

北
風
 
七
 
兵
 
衞
靑
山
 

幸
 
利
 
 

九
 



紳
戶
市
 
史
別
綠
 

一 
近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

1
〇
 

ふ
。
 

同
 
八
 
年
 
十
月
 
二
十
 
一
日
 
致
仕
し
，
.
 
c:; 享

 
元
年
 
八
月
 
二
日
 
尼
 
崎
に
 
於
て
 
卒
す
。
 

享
年
 
六
十
 

九
。
 

一
法
 
道
 
山
 
成
覺
院
 
n
j
^
g
M
 
職
^
 

と
諡
 
す
。
 

d
 
命
に
 

よ
 
b
 
て
 
A
 
部
 
郡
 
坂
 
本
 

村
に
 
葬
 
り
、
 尼
 
崎
の
 
大
物
よ
り
 
如
 
來
院
の
 
屬
寺
を
 
移
し
て
 

寺
と
 
號
す
。
 

幸
 
利
 
は
 
其
 
治
世
 

中
、
 或
は
 
貯
水
池
々
 
床
の
 
貢
租
 
を
輕
滅
 

し
、
 或
は
 
田
 
畝
の
 
丈
 
量
 
を
寬
大
 
に
し
、
 
或
は
 
楠
 
木
 
正
 
成
の
 

墳
墓
に
 
松
 
梅
 
二
 
樹
を
植
 

ゑ
、
 輪
 
塔
 
を
 
造
る
 
等
、
 颇
 
る
 
意
を
經
 
世
に
 
用
 
ゐ
る
所
 

あ
.
.
^
。
 

兵
 
庫
の
 
名
 

主
、
 庄
屋
 
等
の
 
如
き
 
は
每
 
年
禮
參
 
と
し
て
 
安
養
寺
の
 
廟
 
所
に
 
參
拜
に
 
又
 
柬
尻
池
 
村
民
が
 
其
德
 

を
 
記
 
念
 
せ
む
 
が
た
 

め
、
 墓
 
石
 
を
 
建
て
 
、
其
 
祭
祀
 
を
 
怠
ら
 

ざ
，
.
^
 
し
が
 
如
 
き
、
 以
 
て
 
德
澤
の
 
永
く
 
潤
 

ひ
し
 
を
 
知
る
べ
し
。
 

寬
政
 
重
修
諸
 
家
譜
。
 

藩
 
翰
 
譜
《
 

編，， 
廢
 

錄
。
 

兵
 
庫
 
名
所
 

記
。
 
攝
津
 
名
所
 
圖
贫
"
 

北
 
濱
惣
會
 
所
 
B
 
記
。
 

靑
 

山
 
大
膳
亮
 
並
 
家
老
 
墓
圃
。
 
安
養
寺
 
綠
起
。
 

桷
氏
 
研
究
。
 

靑
 
山
幸
督
 

靑
山
幸
 
督
は
尼
 
崎
 
城
主
 
幸
 
利
の
 
嫡
孫
に
 
し
て
、
 
父
 
を
 
幸
赏
と
 

い
ふ
。
 
蒐
文
五
 
年
 
を
 
以
て
 
生
 

れ
，
 天
 
和
 
二
 
年
 
十
二
月
 
二
十
 
七
日
 
從
 
五
位
 
下
播
磨
 
守
に
 
敍
 
任
し
、
 
貞
享
 
元
年
 
九
月
 
二
十
 
九
日
 
祖
 

父
の
 
遺
 
領
を
繼
 
ぎ
て
 
尼
 
崎
 
城
に
 
治
 
し
、
 十
 
月
 
十
五
 

日
 
雁
 
間
 
詰
と
 
な
る
。
 

同
 
二
 
年
 
五
月
 
晦
日
 
德
 



川
 

家
 

綱
の
 

寶
塔
 

造
營
の
 

事
に
.
 

當
 

b
 

し
 

を
 

以
て
、
 

其
 

事
に
 

預
れ
る
 

家
臣
 

等
 

幕
府
よ
，
 

OS
 

賜
 

は
る
 

所
 

あ
，
 

9。
 

同
 

三
年
 

十
 

一
 

月
 

二
十
 

七
日
 

奏
者
 

番
 

と
な
，
 

o
、
 

元
 

祿
七
年
 

八
月
 

二
十
 

一
 

日
 

弟
 

幸
 

澄
に
 

私
 

塾
 

田
 

二
 

千
 

石
 

を
 

分
封
す
。
 

同
 

十
 

一
 

年
 

水
 

野
 

松
之
丞
 

I
 

が
、
 

其
 

所
領
 

備
後
國
 

福
 

山
城
 

を
 

沒
收
せ
 

ら
 

る
 

、 
や
、
 

七
 

月
朔
日
 

上
使
と
 

し
て
 

福
 

山
に
 

赴
き
 

台
 

命
を
傳
 

ふ
。
 

同
 

十
二
 

年
 

十
月
 

十
三
 

日
 

寺
 

社
 

奉
行
 

を
 

兼
ね
、
 

同
 

十
三
 

年
 

徳
川
家
 

光
の
 

五
十
 

囘
忌
 

法
要
 

執
行
に
 

際
 

し
、
 

三
 

月
 

十
八
 

日
 

命
を
受
 

け
て
日
光
に
赴
け
，
.
.
^
。
 

同
 

十
五
 

年
 

六
月
 

五
日
 

寺
社
 

奉
行
 

を
 

免
 

せ
ら
る
。
 

寶
永
六
 

年
 

十
月
 

十
 

五
日
 

攝
津
 

國
住
吉
 

神
社
々
 

殿
 

修
造
の
 

ェ
を
 

助
け
し
 

に
よ
り
 

時
 

服
 

十
 

領
を
賜
 

は
る
。
 

家
臣
 

等
 

亦
 

賞
 

賜
 

を
 

得
た
，
 

o
。
 

. 幸
督
 

治
世
 

二
十
 

七
 

年
 

間
、
 

乃
 

祖
の
 

遺
志
 

を
繼
 

承
し
て
 

意
 

を
 

民
 

治
に
 

用
ゐ
、
 

領
內
 

頗
る
 

靜
 

，
謐
 

を
 

致
せ
り
。
 

元
 

祿
五
年
 

水
 

1 ̂
光
園
の
 

楠
 

碑
 

を
 

建
設
す
 

る
 

や
、
 

幸
督
其
 

墓
碑
に
 

S
 

葺
方
三
 

間
の
 

雨
 

覆
 

を
 

造
 

立
せ
 

り
と
 

い
ふ
。
 

亦
 

以
て
 

其
敎
 

化
に
 

志
せ
る
 

を
 

見
る
べ
し
。
 

寶
 

永
 

七
 

年
 

八
月
 

十
八
 

日
 

尼
 

崎
に
 

於
て
 

卒
す
。
 

享
年
 

四
十
 

六
。
 

光
 

鑑
雲
英
 

泰
源
院
 

S
 

随
^
 

I
 

無
 

^
^
ほ
^
^
と
 

諡
し
、
 

安
養
寺
に
 

葬
る
。
 

寬
政
 

重
修
諸
 

家
譜
。
 

藩
 

翰
譜
嬪
 

編
。
 

廢
 

絶
錄
。
 

元
 

和
 

日
記
。
 

攝
津
 

名
所
 

圖
會
。
 

安
養
寺
 

記
錄
。
 

高
濱
 

伊
左
衞
 

靑
山
幸
 

督
高
濱
 

伊
左
衛
門
 
 

. 
1 

マ
 



祌
 
HI 
市
史
 

一
 
 
近
世
 
人
物
 
列
 

】 二
 

高
 

濱
家
は
 

町
に
 
住
す
。
 

村
に
 
移
 
す
。
 

主
 円 
山
 
侯
よ
，
 

CN 

伊
 

左
 

衞
門
隨
 

豪
 

を
 

以
て
 

其
 

二
 

茶
屋
 

村
 

宗
般
字
 

は
 

し
 

て
 

之
 

に
 

罟
 

光
園
 
楠
 
公
 

月
 

二
十
 

三
日
 

お 主靑. U '播 

始
祖
 

を
 

淨
薰
^
 

は
 

§
 
 

W
 

い
 

稱
と
稱
 

し
、
 

脇
：
 

S
 

村
の
 

出
に
 

し
て
 

ニ
ッ
 

茶
屋
 

村
 

市
 

5
?
 

其
 

子
に
 

彌
右
衞
 

門
 

I
 

あ
.
 

9
 
 

。
 
 

^
念
の
 

子
 

伊
 

左
 

衞
門
入
 

道
 

*
 

の
 

時
 

居
 

を
 

小
 

野
 

傳
 

へ
 

い
 

ふ
、
 

靑
山
領
 

の
 

時
 

道
 

*
 

湊
 

川
尻
 

東
方
 

埋
立
地
 

を
 

開
拓
し
、
 

其
 

功
に
 

よ
.
 

M
」
 

高
 

濱
の
姓
 

を
 

賜
 

は
 

り
、
 

故
 

に
 

此
地
を
 

高
 

M
 

或
は
 

道
 

*
 

新
 

m
 

と
稱
 

す
と
」
 

其
 

子
に
 

あ
 

り
、
 

道
 

圓
の
 

子
に
 

伊
 

左
衞
門
 

I
 

あ
、
.
^
，
 

天
 

和
 

.
贞
 

享
の
 

S
 

廻
船
 

四
 

艘
を
有
 

し
、
 

富
 

名
 
を
 
知
ら
る
。
 

々
中
 

家
 

譜
。
 

二
 

茶
店
 

衬
改
 

正
舊
家
 

撰
。
 

种
戶
 

古
今
 

對
照
 

地
蹈
說
 

明
 

香
。
 

千
 
麋
 
宗
 

■ 般
 

千
 

厳
、
 

坂
 

本
 

村
廣
嚴
 

寺
の
 

住
 

ぼ
な
 

り
。
 

甞
て
伊
勢
國
朝
熊
山
に
^
^
光
院
を
建
立
 b
 

し
 

が
、
 

同
 

院
滯
在
 

中
、
 

元
 

祿
四
年
 

二
月
 

二
十
 

三
 

H
 

鵜
 

飼
 

金
平
の
 

書
簡
に
 

よ
り
 

水
 

墓
碑
 

建
立
の
 

意
 

あ
る
 

を
 

知
 

り
、
 

廣
 

厳
 

寺
に
 

て
賴
 

飼
に
 

答
 

ふ
る
 

所
 

あ
，
 

o
。
 

三
 

金
平
の
 

再
簡
 

に
よ
，
 

9 
て
 

愈
-
建
碑
 

の
 

確
定
せ
 

し
こ
と
 

を
 

知
 

り
 

• 六
 

月
 

朔
日
尼
 

崎
の
 

磨
 

守
 

の
 

郡
 

代
 

天
 

野
 

八
 

郞
兵
衞
 

の
 

宅
に
 

赴
き
て
、
 

碑
石
 

建
立
の
 

事
情
 

を
述
 

ぶ
。
 

蓋
し
 

碑
石
 

建
設
の
 

場
所
 

坂
 

本
 

村
 

は
 

尼
崎
領
 

な
る
 

を
 

以
て
な
、
 

9。
 

翌
五
年
 

六
月
 

二
日
 

佐
々
 

宗
 



淳
廣
嚴
 
寺
に
 
來
 
著
し
て
 
光
園
の
 
命
を
傳
 

ふ
。
 

千
 
巖
宗
淳
 

と
 
協
議
し
て
 
住
吉
の
 
石
工
 
權
三
郞
 

な
る
 
者
 
を
 
招
き
て
 
工
事
 
を
計
畫
 

し
、
 且
 
つ
 
屢
.
^
 住
吉
 
に
 
往
復
し
て
 

石
 
質
 
色
 
合
 
等
の
 
吟
味
 
を
な
 
せ
 

b
。
 

七
月
 
十
九
 
日
住
吉
 

の
 
石
工
 
來
る
 

や
、
 是
 
よ
 
b
 
先
き
 
墓
所
の
 
松
 
梅
 
を
 
切
 
b
 
取
 
，0、 地

 
域
を
擴
 

張
し
た
 
る
を
以
 

て
、
 直
 
に
 
地
形
に
 
石
 
を
 
入
 
れ
、
 古
 
石
塔
 
を
埋
 

め
、
 神
 

In- の
濱
 
よ
り
 
石
材
 
を
 
運
搬
し
、
 

八
月
 
上
下
 
壇
 
共
に
 
成
る
。
 

十
二
 

日
 
京
都
よ
，
 

o- 
運
送
し
 
來
れ
る
 
龜
趺
を
 
上
 
壇
に
 
揚
 
げ
、
 八
 
月
 
十
 

七
日
よ
，
 

CS 
忌
垣
の
 
築
造
に
 
著
 
手
す
。
 

十
月
 
二
日
 
光
园
 
よ
り
 
墓
碑
 
供
養
 
料
と
 
し
 
て
、
 白
 
米
 
二
十
 

俵
竝
に
 
白
銀
 
百
 
枚
の
 
施
 
入
 
あ
り
。
 

是
に
 
於
て
 
近
隣
の
 
衆
 
僧
 
を
 
招
き
て
 
供
養
 
を
 
行
 
ふ
。
 
十
月
 

九
日
 
忌
垣
 
成
る
。
 

二
十
 
二
日
 
上
京
し
て
 
水
 

lil- 邸
に
 
伺
 
候
し
、
 
碑
 
石
の
 
歧
成
 
供
養
の
 
終
了
せ
 

し
 

こ
と
 
を
吿
 
げ
、
 尙
 
鵜
 
飼
 
金
平
 
宛
 
謝
狀
を
 
遺
し
て
 
歸
 
寺
す
。
 

碑
 
陰
の
 
贊
は
 
十
一
月
 
二
十
 
二
日
よ
 

b
 
鐫
，
 CS 

始
め
、
 
十
二
月
 
二
十
 
一
日
に
 
至
り
て
 
畢
る
。
 

碑
亭
の
 
建
築
 
は
 
元
 
祿
八
年
 
六
月
 
二
十
 
五
 

日
 
著
 
手
 
し
、
 九
 
月
妓
ェ
 
せ
る
 
を
以
 

て
、
 十
 

一
 
月
 
二
十
 
五
日
 
近
隣
の
 
衆
惜
を
 
招
請
し
て
 
供
養
 
を
 
行
 

へ
，
^
。
 

元
祿
 
十
六
 
年
 
八
月
 
十
七
 
日
千
巖
 
寂
す
。
 

世
 
壽
を
缺
 

く
。
 

楠
 
公
 
石
.
^
 
建
立
 
由
來
 

記
。
 
廣
嚴
寺
 
記
 
錄
。
 

拳 

尊
 
 

通
 

千
巖
宗
 
般
尊
通
 
 

一
三
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1 四
 

尊
 

通
 

は
 

上
 

州
 

三
 

波
 

川
の
 

人
に
 

し
て
 

、
直
 

永
 

十
七
 

年
 

を
 

以
て
 

生
る
。
 

遊
行
 

第
 

四
十
 

四
 

祖
の
法
 

位
に
 

上
り
、
 

諸
國
 

を
賦
算
 

す
る
 

こ
と
 

四
 

年
、
 

兵
 

雕
具
 

光
寺
に
 

驻
錫
 

中
、
 

元
 

祿
八
年
 

五
月
 

十
 

一
 

日
 

入
 

寂す。 世壽 五十六。 

清
淨
 
光
寺
 
記
？
 r
 

眞
 
光
寺
 
記
 
錄
。
 

元
 
和
 
日
 

攝
津
 
名
所
 
躪
會
。
 

植
田
下
 

省
 

植
田
下
 省
 は. 新
右
衞
 門
と
 稱
し
、
 兵 靡
 磯
之
 町
に
 住
し
て
 家
號
 を
菊
屋
 と
い
 ひ、 藥
種
商
 を
 

營
む
。
 

其
 

先
 

左
 

門
な
る
 

者
 

其
 

居
 

を
 

大
和
 

山
 

邊
郡
乙
 

木
よ
 

b
 

攝
律
菀
 

郡
 

中
 

尾
に
 

移
し
、
 

姓
 

上
 

田
 

を
 

改
め
て
 

植
 

田
と
 

稱
 

し
、
 

躬
 

行
 

自
ら
 

資
 

b
 

し
 

が
、
 

其
 

子
 

左
 

膳
に
 

至
り
 

遂
に
 

農
よ
 

b
 

轉
 

じ
て
 

商
 

と
 

な
 

り
、
 

寬
 

永
 

二
 

年
 

居
 

を
 

兵
 

庫
に
 

移
 

し
、
 

そ
 

れ
ょ
 

b
 

數
世
を
 

經
て
下
 

省
に
 

至
る
-
 

下
 

省
 

暇
 

あ
れ
 

ば
 

好
み
て
 

書
を
讀
 

む
。
 

兵
 

庫
 

及
び
 

近
郊
の
 

地
由
來
 

史
蹟
 

名
勝
に
 

乏
し
か
ら
 

す
、
 

然
る
に
 

之
 

を
 

記
せ
る
 

も
の
 

國
花
萬
 

葉
 

記
、
 

攝
 

陽
群
談
 

等
な
 

き
に
 

あ
ら
す
 

と
 

雖
、
 

槪
 

ね
浩
餘
 

に
し
て
 

繙
讀
に
 

便
 

な
 

ら
 

す
、
 

加
 

ふ
る
に
 

脫
漏
 

誤
謬
 

亦
尠
 

な
か
ら
ざ
る
 

を
慨
 

き
、
 

親
 

し
く
 

山
河
 

を
 

跋
渉
し
て
 

古
今
 

興
 

廢
の
跡
 

を
 

探
-
 

編
著
に
 

從
事
 

す
る
 

こ
と
 

歲
 

久
し
く
、
 

其
 

稿
 

成
る
 

に
 

及
び
 

寶
永
七
 

年
 

八
月
 

江
 

I
n
 

逆
旅
 

中
 

之
 

を
 

上
梓
し
、
 

題
し
て
 

兵
 

庫
 

名
所
 

記
と
 

い
ふ
。
 

下
 

省
の
 

閱
歷
慽
 

む
ら
く
 

は
詳
 

か
に
す
 



る
 
を
 
得
す
。
 

植
田
省
 
翁
 
祖
先
 
墓
 
s
r
 

兵
 
庫
 
名
所
 
記
。
 

賞
 
 

山
 

賞
 
山
 
は
 
遊
行
 
第
 
四
十
 
五
 
祖
尊
遵
 

の
 
弟
子
に
 

以
て
 
聞
 
ゆ
。
 
下
野
 
國
茂
 
木
の
 
蓮
華
 
寺
、
 羽
後
國
 

住
 

し
、
 

正
 

德
 

元
年
 

兵
庫
眞
 

光
寺
に
 

院
 

代
の
 

制
 

を
 

八
 
祖
賦
國
 

の
 
命
 
を
 
承
け
 

て
 
宗
祖
の
 
御
影
堂
 

を
 

缺
く
。
 

著
作
に
 

一
 
遍
 
上
人
 
搶
詞
傳
 
直
 
段
抄
、
 
播
 

偶
 
撮
要
 
抄
、
 別
 
願
 
和
讚
 
直
談
 
鈔
等
 
あ
り
。
 

眞
 
光
寺
 
略
綠
起
 

J 
清
淨
 
光
寺
 
記
 
錄
。
 

眞
光
寺
^
?
s
錄
_
 

し
 

て
、
 

元
 

祿
.
 

寶
 

永
.
 

正
 

德
 

の
間
內
 

典
に
 

通
す
 

る
 

を
 

秋
 

田
の
 

t
t
 

泉
 

寺
、
 

駿
河
國
 

沼
 

津
の
西
 

光
寺
 

等
に
 

設
 
く
る
 

に
 
及
び
、
 
其
 
初
 
世
た
り
。
 

遊
行
 
第
 
四
十
 

再
建
せ
 

し
が
、
 

享
保
 

十
七
 

年
 

示
 

寂
す
。
 

世
壽
を
 

州
 
問
答
 
集
 
私
考
，
 
一
 
遍
 
上
人
 
誓
願
 
文
 
標
指
鈔
 
、
神
 

. 
時
宗
 

聖
 

典。
 

井
上
 

仙
 

右
衞
門
 

井
上
 

仙
 

右
衛
門
 

は
 

兵
 

庫
の
 

人
、
 

家
 

世
々
 

同
津
 

地
方
の
 

庄
屋
た
り
。
 

仙
 

右
 

衞
門
心
 

を
 

公
益
に
 

存
 

し
、
 

事
 

功
の
 

傳
 

ふ
べ
き
 

も
の
 

尠
 

し
と
せ
 

す
。
 

而
 

し
て
 

其
顯
 

著
な
る
 

も
の
 

を
 

今
 

和
 

田
 

新
田
 

卽
 

植
田
下
 

省
 

賞
 

山
 

井
上
 

仙
 
右
衛
門
 
 

1 
五
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史
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ち
 
和
 
田
 
芝
 
野
の
 
開
發
な
 

b
 
と
す
。
 

和
 
田
 
芝
 
野
 
は
 
古
 
來
兵
庫
 
津
と
夙
 
村
と
の
 
間
に
 

係
 Is- の

 

生
せ
 
し
 
原
野
に
 
し
て
、
 
其
 
原
由
 
を
繹
 
ぬ
る
に
、
 
夙
 
村
が
 
該
地
を
 
八
幡
，
 
K
 
祌
-
ぬ
 
称
 
場
と
 
し
て
 
牛
-
港
 

を
 
飼
育
せ
 
し
に
 
對
し
、
 
兵
 
庫
 
律
よ
り
 
之
に
 
異
 

を
 
挾
み
て
 
大
阪
舉
 
行
 
所
に
 
出
訴
し
、
 
慶
安
ニ
 
年
 

十
二
月
 
裁
許
 
あ
り
て
 
夙
 
村
の
 
勝
訴
に
：
^
 

し
、
 其
 
結
 

村
の
 
牛
 
"：^づ；！ 

靑
 
場
と
 
定
ま
り
し
 

が
，
 其
 

後
元
祿
 
年
間
に
 
至
り
兵
庫
津
の
名
主
、
庄
屋
等
八
名
の
者
相
$
^
^
り
て
同
地
を
新
開
し
、
一
 

町
 

一
 

反
 
步
餘
の
 
土
地
 
を
 
得
し
 
を
 
以
て
、
 
夙
 
村
 
は
 
之
に
 
抗
議
 
を
 
5
^
 
み
、
 又
々
 

1
^
 
訟
 
と
な
 
i
 
安
の
 
栽
 
許
 

の
 
如
く
 
依
然
と
し
て
 
夙
 
村
の
 
勝
訴
と
 
な
り
し
 

が
，
 旣
 
に
開
發
 
せ
し
 

所
の
 
み
は
 
八
 
人
の
 
者
に
 

下
附
 

せ
ら
る
 

、 
こ
と
 

、 
な
れ
，
 

o。
 

然
る
に
同
地
は
爾
來
_
^
.
^
直
に
任
せ
て
拋
棄
せ
ら
れ
し
を
 

以
 

て
、
 

仙
 

右
 

衞
門
は
 

之
 

を
 

憂
 

ひ
、
 

加
 

之
 

近
年
 

公
儀
に
 

對
 

し
て
 

開
 

發
を
 

出
願
す
 

る
 

者
 

を
 

生
す
 

る
に
 

至
り
し
 

に
鑑
 

み
、
 

斯
 

く
て
 

は
 

同
 

一
 

領
內
の
 

地
 

忽
ち
 

他
領
の
 

老
の
 

有
と
 

な
る
 

の
處
 

あ
，
 

<^
 

と
し
て
、
 

大
阪
の
 
人
 
小
橋
屋
 
宇
兵
衞
 
を
し
て
 
事
に
 
當
 
ら
し
 

め
、
 夙
 
村
と
の
 
間
に
 
數
次
 
折
銜
を
 
重
ね
し
 

に
、
 

夙
 
村
に
 
於
て
も
 
兵
 
庫
に
 
出
 
作
せ
 

る
 
本
 
高
の
 
田
地
 
地
 
詰
 
b
 
と
な
 

り
、
 百
 
姓
 
困
"
 M
 
せ
る
 
際
と
 

て
、
 享
 

保
 
七
 
年
 
六
月
 
十
三
 

日
 
同
村
 
庄
屋
、
 
年
寄
と
 
仙
右
衞
 
門
と
の
 
間
に
 
妥
協
 
遂
に
 
成
立
し
，
 
夙
 
村
の
 
牛
 

馬
 
飼
育
 
場
と
 
し
て
 
三
 
町
 
步
»
 

に
 
同
所
に
 
於
け
 

る
 
兵
 
庫
 
新
田
 
及
び
 
元
祿
 
新
開
の
 

地
 
を
 
合
し
た
 

る
 
三
 
町
 
七
 
反
 
餘
步
を
 
除
去
し
、
 
且
つ
又
 
夙
 
村
，
 s^: 地

 
を
ば
 
從
來
の
 
如
く
 
之
 
を
 
存
置
す
 

る
 
こ
と
 

， 



し
、
 殘
餘
の
 
內
四
分
 

は
 
夙
 
村
に
、
 
六
 
分
 
は
 
仙
 
右
衞
門
 
方
に
 
取
 
b
 
 、
若
 
し
 
又
 
右
三
 
町
歩
の
 
芝
地
 
を
 
も
 

新
開
の
 
必
要
 
生
す
 
る
に
 
至
ら
 

ば
、
 雙
 
方
 
協
議
の
 
上
 
之
 
を
 
折
半
す
べ
き
 

こ
と
 
を
 
約
せ
 

り
。
 

斯
く
 

て
 
愈
 <  仙

 
右
衞
門
 

は
 
私
財
 
を
 
投
じ
て
 
新
田
 
開
 
發
に
著
 
手
し
、
 
享
保
八
 
年
 
十
月
に
 
至
り
 
用
水
 
取
 
樋
 

及
び
 
惡
水
拔
 
樋
の
 
設
備
 
を
 
完
成
し
 
干
 

一
 
月
 
撿
地
を
 
受
け
-
下
々
 
畑
 
反
別
 
六
 
町
 
八
 
反
 

一
 
畝
廿
八
 

步
 
を
 
得
 
た
 

，..^。 

抑
乂
 
r 
和
 
田
 
新
田
 
開
 
發
の
擧
 

は
、
 從
來
 

屢
.
^
 有
 
志
の
 
間
に
 
企
畫
 
せ
ら
れ
た
 
り
と
 

雖
、
 每
 
に
 
阻
止
せ
 

ら
れ
、
 
事
業
の
 
成
功
 
を
 
見
る
 

に
 
至
ら
 
ざ
り
 
し
が
、
 
仙
 
右
 
衞
門
は
 
其
 
名
望
に
 
よ
り
、
 
畫
策
 
宜
し
き
 

を
 

致
せ
る
 

を
 
以
て
、
 
能
く
 
多
年
の
 
紛
議
 
を
 
解
決
し
.
 
兹
に
其
 
歧
ェ
を
 
見
る
 
を
 
得
、
 七
十
 
餘
歲
の
 
老
齢
 

を
 
以
て
 
享
保
 
十
八
 
年
 
八
月
 
歿
す
。
 

井
上
 
文
書
。
 

今
 
和
 
田
 
新
田
 
御
 
檢
地
寫
 

名
 
寄
：
 f。 

新
田
 
間
 
數
內
改
 

帳
。
 

今
 
和
 
田
 
新
田
 
奉
 
窺
 
井
 
頼
 
害
 
明
細
 
幅
。
 

北
風
 
六
 
右
衛
門
 

北
風
 
六
 
右
衛
門
 
家
 
は
數
次
 
名
主
 
役
 
を
 
勤
め
た
 

る
 
北
風
 
同
門
 
中
の
 
名
家
に
 
し
て
、
 
釀
 
酢
を
以
 

て
 
名
 
あ
 
b
 
 、
攝
 
陽
 
落
穗
集
 

に
、
 「
兵
 庫
 
の
津
 
北
風
 
六
 
右
衞
門
 
方
に
 

て
 
作
れ
る
 
千
と
 
せ
 
酢
と
 

い
 
へ
 
る
 

は
，
 日
本
 
第
一
 

の
 
佳
味
に
 
し
て
 
關
 
東
に
 
獻
じ
 
上
る
、
 
其
の
 
酢
の
 
事
 
は
 
諸
人
よ
 

く
 
知
る
 
所
な
 

b
」
 
と
 

北
風
 
六
 
右
衞
門
 
 

1 七
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<
 

あ
，
 
り， 

安
永
 
三
年
 
十
一
月
 
大
阪
東
 
町
奉
行
 
室
贺
 
山
城
 
守
^
 
六
 
右
衞
門
 
家
に
 
就
き
て
 
北
風
の
 

由
緒
 
を
 
調
査
す
。
 

蓋
し
 
斯
家
を
 
以
て
 
北
風
の
 
總
 
本
家
と
 
認
め
し
 
に
よ
る
 
な
ら
む
。
 

北
風
 
家
名
 
年
 
暦
 
御
礼
 

一
件
 
記
 ̂

 
攝
 
陽
落
德
 

集
。
 

攝
 
津
名
听
 
圃
會
。
 

傣
屋
 
孫
三
郞
 

後
 
屋
は
姓
 

を
 
田
 
中
と
 
稱
 
し
て
 
世
 

< 神
 
II； 村

に
 
住
 
し
、
 北
 
國
 
a
 
ひ
の
 
廻
船
 
業
 
を
 
以
て
 
其
 
名
 
遠
近
 

に
 
知
ら
る
。
 

明
 
和
 
八
 
年
の
 
調
査
に
 
よ
れ
ば
、
 
當
時
 
同
家
 
は
 
七
 
百
 
石
 
乃
至
 
千
 
石
 
積
の
 
船
舶
 
十
五
 

艘
を
 
有
し
、
 
業
務
 
頗
る
 
繁
榮
を
 
極
め
た
り
 

と
 
云
 
ふ
。
 
安
永
 
四
年
该
 
屋
の
當
 
主
た
り
 

し
 
孫
三
郞
 

は
近
衞
 
家
の
 
用
達
 
を
 
命
せ
ら
れ
、
 
近
衞
 
殿
御
 
用
と
 
書
せ
 

る
 
立
 
繪
符
拉
 
に
近
衞
 
家
の
 
家
紋
 
附
提
 

燈
 
を
下
附
 
せ
ら
る
。
 
諷
訪
 
山
上
に
 
奉
祀
せ
 
る
^
 
訪
 神
社
の
 
烏
 
居
 
は
 
明
 
和
 
五
 
年
 
正
月
 
孫
三
郞
 

の
 

奉
納
に
 

係
 

か
る
 

も
の
に
し
 

て
、
 

同
 

神
社
の
 

階
段
に
 

も
寬
政
 

元
年
 

九
月
 

俵
 

屋
孫
三
 

郞
政
英
 

の
 

名
を
鐫
 

せ
り
。
 

蓋
し
 

俵
屋
 

全
盛
 

當
 

時
の
 

造
 

物
な
る
 

べ
し
。
 

孫
三
郞
 

文
政
 

九
 

年
 

九
月
 

十
五
 

日
 

を
 
以
て
 
歿
す
。
 

神
 
戶
衬
書
 
上
控
っ
 

神
 
戶
衬
諸
 
船
御
改
 

幅
。
 
西
攝
大
 

觀.' 
善
 
照
 
寺
 
過
去
帳
。
 



俵
屋
久
 

左
衞
門
 

俵
 
屋
久
左
 
衞
門
は
 
神
 

の
 
人
、
 蓋
 
し
 
孫
三
郞
 
家
と
 
は
 

も
、
 

亦
 

富
 

豪
 

に
 

し
 

て
、
 

甞
 

て
 

元
 

曆
古
寫
 

萬
 

葉
 

集
 

を
 

所
藏
せ
 

山
與
 
惣
右
衞
 
門
の
 
所
 
藏
に
係
 

か
 
b
 
 、
其
 
後
後
 
星
の
 
有
に
 

を
 

遣
 

は
し
て
 

摸
寫
 

せ
し
め
、
 

荒
木
 

田
久
 

老
.
 

橘
 

經
 

亮
 

は
 

共
 

校
合
 
を
な
 
せ
り
。
 

梅
 

窓
 

筆
記
"
 

橘
窓
自
 

語
。
 

難
 

波
 

江
。
 

芝
屋
隨
 

筆
。
 

萬
 

葉
 

集
 

書
目
 

提
要
 

_ 

其
 

家
系
 

全
く
 

異
 

な
る
 

が
 

如
 

り
，
 

此
書
 

も
と
 

歸せ しものに 

に
來
，
 

り
て
 

此
書
 

ェ
樂
松
 
右
衞
門
 

ェ
樂
松
 
右
 
衞
門
は
 
播
磨
國
 
加
 
古
 
郡
 
高
 
砂
の
 
人
な
 

り
。
 

乘
 

船
頭
 

を
 

業
と
 

し
、
 

少
 

壯
窃
に
 

家
 

を
 

出
 

で
 

, 
兵
 

庫
に
 

來
 

影
屋
の
 
屋
號
を
 
用
.
 Q
 
て
 
船
舶
 
航
 
漕
の
 
業
に
 
從
 
ひ
、
 頗
 
る
 

作
の
 

業
 

を
 

好
 

み
、
 

發
 

明
の
 

才
 

あ
り
。
 

從
 

來
我
國
 

一
 

般
に
 

枚
 

乃
至
 

三
枚
 

を
 

重
 

ね
、
 

綿
 

絲
を
 

以
て
 

之
 

を
 

縫
 

綴
す
 

る
の
 

に
耐
へ
 

す
，
 

且
 

つ
 

其
 

針
繡
に
 

幾
多
の
 

勞
 

力
と
 

時
間
と
 

を
 >9 

伊
勢
 

國
 

伊
澤
 

て
、
 

墙
保
己
 

一
 

に
っ
き
て
 

萬
 

寬
保
 

三
年
 

を
 

、
佐
 

比
 

江
 

町
 

御
 

其
 

術
に
 

練
達
せ
 

用
 
ゐ
ら
れ
 

し
 
帆
 

み
 

に
 

て
、
 

其
質
麁
 

費
 

さ
、
 

V 
る
 

ベ
 

か
 

. 、よ 
1
 
ど
 

な
る
 

富
 

は
 

門
人
 葉

 
集
の
 

以
て
 
生
る
。
 

影
屋
 
某
に
 
依
 

り
。
 

松
右
衞
 

布
が
 

、
普
通
の
 

糙
 

脆
弱
 

永
久
 

ら
 

ざ
，
，
 9 

し
 
を
 

家 世.^ 直 

り
、
 

後
 

御
 

門
又
ェ
 

綿
布
 
二
 

の
 

使
用
 

以
て
，
 松 

俵
屋
 

孫
三
郎
 

俵
屋
久
 

左
衞
門
 

ェ
樂
松
 

右
衞
門
 
 

一
九
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史
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二
 0
 

右
衞
門
 

こ
れ
が
 

改
良
に
 

苦
心
す
 

る
 

こ
 

と
數
年
 

ぼ
に
 

天
明
 

五
 

年
 

四
 

パ
 

に
 

至
，
 

9 
其
 

發
明
を
 

完
成
 

し
、
 

工
場
 

を
 

佐
 

比
 

江
 

町
 

拉
に
潘
 

磨
の
 

二
見
に
 

設
け
、
 

織
に
 

著
 

手
せ
 

し
も
、
 

其
 

初
め
 

販
路
 

廣
 

か
ら
 

ざ
り
 

し
 

に
、
 

適
：
 

兵
 

庫
 

の
 

船
具
 

商
 

喜
 

多
 

二
 

平
 

も
 

亦
 

帆
布
の
 

改
<
:
5
{
 

に
 

苦
慮
せ
 

し
 

際
と
 

て
，
 

松
 

右
衞
門
 

織
る
 

所
の
 

帆
布
の
 

精
緻
な
る
 

を
 

見
、
 

販
資
 

に
 

力
す
 

る
 

所
 

あ
、
 

り、
 

先
 

づ
 

其
 

宗
家
 

な
 

る
 

北
風
 

莊
右
 

衞
 

門
と
 

關
係
 

あ
る
 

北
國
 

廻
船
の
 

船
員
 

等
に
 

購
求
 

方
 

を
勸
獎
 

し
、
 

漸
次
 

之
 

を
 

他
の
 

廻
船
 

業
者
に
 

及
 

ぼ
 

し
.
 

竟
 

に
.
 

全
國
の
 

大
小
 

船
舶
に
 

赏
用
 

せ
ら
る
 

、 
に
 

至
れ
 

、り
： 

世
人
 

此
帆
 

を
稱
 

し
て
 

松
 

右
 

衞
門
 
帆
と
 

い
 
ふ
。
 

寬
政
ニ
 

年
 

二
月
 

松
 

右
 

衞
門
大
 

阪
町
舉
 

行
の
 

命
に
 

よ、
 

り
て
 

江
 

ux-
 

に 
赴
き
し
 

に，
 

幕
府
 

之
；
 

ど
し
 

て
 

蝦
夷
 

地
に
 

於
て
 

船
舶
の
 

錠
繁
場
 

を
 

檢
桉
し
 

波
止
場
 

を
 

築
造
せ
 

し
む
。
 

因
て
 

慕
 

吏
 

二
十
 

名
 

と
共
に
 

直
に
 

手
 

船
 

八
幡
 

丸
に
 

搭
じ
、
 

同
年
 

五
月
 

解
腊
 

し
て
 

暇
 

夷
に
 

抵
，
 

-、
 

擇
捉
の
 

地
 

を
 

卜
し
て
 

波
止
場
の
 

築
造
に
 

著
 

手
す
。
 

然
る
に
 

其
ェ
 

未
だ
 

竣
ら
 

ざ
る
 

に
 

季
旣
に
 

十
月
に
 

入
 

b
 

、
塞
 

威
壤
 

冽
 

工
夫
 

耐
 

ふ
る
 

こ
と
 

能
 

は
 

ざ
り
 

し
を
以
 

て
、
 

中
 

道
に
し
て
^
^
帆
せ
，
.
^
。
 

同
年
 

十
二
 
 

幕
府
 

は
 

金
 

三
十
 

兩
を
賞
 

賜
し
て
 

其
 

勞
を
犒
 

ふ
"
 

翌
 

三
年
 

三
月
 

再
び
 

暇
 

夷
に
 

航
 

し
、
 

十
 

月
 

2
1
 

帆
し
て
 

ェ
 

事
の
 

歧
成
を
 

復
命
せ
 

し
 

が
-
爾
後
 

工
事
 

修
復
の
 

爲
め
 

同
地
に
 

往
復
す
 

る
 

こ
と
 

數
囘
に
 

及
べ
り
。
 

故
 
を
 
以
て
 
享
和
ニ
 
年
 
二
月
 
幕
府
 
其
 
功
 
を
 
賞
し
て
 
氏
を
ェ
 
樂
と
稱
 
せ
し
 

む
。
 



寬
政
 

十
二
 

年
 

北
 

國
に
到
 

、り
、 

千
 

石
 

積
 

以
上
 

船
舶
の
 

檣
材
に
 

供
す
 

ベ
 

き
 

長
さ
 

十
五
 

間
 

以
上
の
 

巨材 五本 を 竹輪 を 以て 緊 束し. 之に 檣 及び 柁を附 し. 五本 丸の 徽幟 を樹 て、 羽後國 

秋
 

田
 

港
を
發
 

し
て
 

大
阪
 

に
廻
航
 

す
。
 

五
本
 

九
の
 

名
 

一
 

時
世
に
 

鳴
る
。
 

幕
府
の
 

江
 

to
- 

本
 

城
 

を
 

御
 

本
丸
と
 

稱
 

す
、
 

御
 

本
丸
と
 

五
本
 

丸
國
音
 

相
 

同
じ
き
 

を
 

以
て
.
 

事
 

幕
府
に
 

聞
 

ゆ
る
に
 

及
 

び
、
 

大
 

阪
 

川
口
 

番
所
に
 

召
喚
せ
ら
れ
：
^
 

問
 

を
 

受
け
し
 

も
.
 

直
 

に
 

辯
 

明
し
 

事
 

解
け
て
 

歸
る
を
 

得
た
り
 

と
い
 

ふ
。
 
 

. 

松
 

右
 

衞
門
又
 

播
磨
國
 

印
南
 

邵
石
寶
 

殿
 

山
の
 

石
材
の
 

耐
火
性
 

あ
る
 

を
 

以
て
、
 

文
化
 

元
年
 

頃
 

其
 

石
材
 

を
 

手
 

船
に
 

搭
載
 

し
、
 

函
 

館
 

築
 

島
に
 

航
 

し
て
 

船
 

据
場
を
 

築
造
せ
 

り
。
 

同
 

三
年
の
 

頃
に
 

は
豊
 

前
國
 
伊
田
 
川
 
今
 
川
 
兩
河
疏
 
通
の
 
エ
案
を
 

小
 
倉
 
藩
士
 
杉
 
尾
 
負
 
藏
に
授
 

け
、
 通
 
船
 
運
輸
の
 
便
 
を
 
開
 

か
し
め
 

た
れ
 

ば
、
 

地
方
の
 

人
民
 

今
に
 

至
る
 

ま
で
 

其
 

慶
に
洛
 

せ
り
、
 

同
 

七
年
鄉
 

黨
の
委
 

囑
を
受
 

け
て
 
高
 
砂
の
 
川
 
後
 
普
請
 
を
な
 
せ
し
 
を
 
以
て
，
 
領
主
 
酒
 
井
 
侯
 
其
 
功
 
を
 
賞
し
て
 
五
 
人
 
扶
持
 
を
 
給
し
、
 

廻
船
 
船
頭
 
を
 
命
 
じ
、
 高
 
砂
に
 
居
住
せ
 
し
む
。
 

同
 
八
 
年
 
備
後
國
 
福
 
山
 
侯
の
 
囑
を
受
 

け
.
 病
 
を
 
冒
し
 

て
 
同
國
辆
 
津
波
 
止
 
普
請
 

に
 
城
下
 
入
 
川
口
 
普
請
に
 
著
 
手
 
し
、
 
翌
 
九
 
年
 
竣
工
す
。
 

功
 
を
 
以
 
て
 
三
 

人
 扶
持
 を
 館
ら
 
る。 
文
化
 九
 年
 八
月
 歿
す
。
 
享
年
 七
十
。
 
高
 砂
 十
 輪
 寺
に
 葬
る
。
 
大
正
 
四
 

年
 
十
 

一
 
月
 
十
日
 
特
 
旨
 
を
 
以
て
 
從
 
五
位
 
を
 
贈
ら
る
。
 

同
 
五
 
年
 
十
月
 
高
 
砂
 
町
民
 
相
圖
 
り
て
 
銅
像
 

ェ
樂
松
 
右
衞
門
 
 

一
二
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史
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二
 二
 

を
 
高
 
砂
 
神
社
 
境
內
に
 
建
設
し
 

• 以
て
 
其
 
德
を
頌
 

す
。
 

ェ
樂
 
長
三
郎
 
父
祖
 
三
世
 
略
歷
^
 

ェ
樂
文
 

«
。
 
ェ
樂
長
 

三
 
邵
所
藏
 
資
料
。
 

高
 
砂
 
*
r
 
西
攝
大
 

M
r
 

常
 

見
 
 

粛
 

常
 
見
 
肅
字
は
 
子
 
敬
、
 時
 
休
 
庵
 
居
士
と
 
號
す
。
 

兵
 
S
 
の
 
著
 
姓
 
S
 
 
S
 
 I
 
 i
 
城
-
 s
。
 
 * ル
は
 
に
し
て
，
 

藤
 
田
 
百
 
城
 
曾
て
 
之
に
 
師
事
せ
.
^
。
 

享
保
 
十
九
 
年
 
を
 
以
て
 
生
る
。
 

性
恭
儉
 
に
し
て
 
學
を
 
好
み
、
 

詩
文
 

を
 

善
く
 

し
、
 

兵
 

庫
の
 

邑
中
書
 

を
讀
む
 

者
、
 

率
ね
 

其
 

門
に
 

出
で
 

た
，
 

o
。
 

宽
政
六
 

年
 

六
月
 

植
田
 

省
 

翁
 

祖
先
の
 

墓
 

S
I
 

を
 

撰
す
。
 

肅
 

文
化
 

十
 

年
 

二
月
 

二
十
 

二
日
 

を
 

以
て
 

歿
す
。
 

火
 

化
し
て
 

碑
 

を
 

西
 
光
寺
 
S
f
 
な
る
 
先
塋
の
 

側
.
 に
 
建
つ
。
 

享
年
 
八
十
。
 

淨
肅
 
居
士
 
墓
碑
々
 

陰
 
誌
。
 
百
城
存
 

稿
。
 
植
田
省
 
翁
 
祖
先
 
基
 
51。 

高
田
屋
 

嘉
兵
衞
 

高
 

田
 

屋
嘉
兵
 

衞
は
姓
 

を
 

高
 

田
と
 

稱
 

し
、
 

明
 

和
 

六
 

年
 

淡
 

路
國
都
 

志
 

本
 

村
に
 

生
る
。
 

父
 

を
彌
吉
 

と
 

い
 

ひ
、
 

嘉
兵
衞
 

は
 

其
 

長
子
に
 

し
 

て
，
 

少
壯
 

大
志
 

あ
り
、
 

甞
て
 

廻
船
の
 

舟
 

夫
と
 

な
、
 

り
し
 

も
、
 

储
使
を
 

屑
し
 

と
せ
す
、
 

諸
 

弟
 

を
 

率
ん
 

て
 

兵
 

庫
に
 

來
，
 

o
、
 

店
舗
 

を
 

西
 

出
 

町
に
 

設
く
。
 

嘉
兵
衞
 

最
も
 

航
海
に
 



長
 
じ
、
 
四
 
國
西
國
 

の
 
水
理
に
 
精
通
せ
 
し
が
、
 
後
 
北
海
の
 
遺
 
利
 
拾
 
ふ
 
ベ
 
き
を
 
察
し
、
 
數
艘
の
 
巨
船
 
を
 

新
 
造
 
し
、
 其
 
手
 
船
 
を
 
以
て
 
松
 
前
に
 
航
 
し
、
 貨
 
物
 
を
 
轉
漕
賣
 
買
し
 

て
、
 竞
 
に
 
巨
 
萬
の
 
富
を
累
 

ね
 * 寬
 
政
 

十
 

一
 
年
に
 
は
 
出
 
羽
 
國
酒
田
 
港
よ
 

b
 
松
 
前
に
 
貨
物
輸
送
の
 
官
用
 
を
果
 

し
、
 同
年
 
更
に
 
命
 
を
 
受
け
 

て
 
擇
捉
の
 
航
路
 
を
 
開
か
む
 
こ
と
 
を
 
期
 
し
、
 先
 
づ
國
 
後
島
の
 
北
端
 

ァ
 

ト 
ィ
 
ァ
 
に
 
到
 
り
、
 高
 
處
 
に
 
登
 

,0 
て
 
波
浪
の
 
順
逆
 
を
 
候
 
ひ
、
 潮
 
流
の
 
緩
急
 
を
 
測
る
 
こ
と
 
二
 
旬
、
 七
 
月
 
十
八
 

日
 
遂
に
 
七
十
 
石
 
積
の
 

船
を
艤
 
し
て
 
擇
 
従
に
 
向
へ
 

り
。
 
然
る
に
 
嘉
兵
衞
 
が
 
水
路
 
按
檢
 
の
爲
 
め
に
、
 
南
部
よ
 

b
 
1
 雁 
ひ
し
 

熟
練
の
 
船
 
夫
 
兩
三
名
 

は
、
 此
 
航
路
 
を
 
以
て
 
無
謀
の
 
舉
 
な
り
と
 
し
て
 
遂
 
巡
せ
 
し
か
 

ば
、
 嘉
 
兵
衞
 
は
-
 

他
の
 
水
夫
 
十
 
人
、
 番
人
 

一
 
人
、
 蝦
夷
の
 
土
人
 
三
人
と
 
共
に
 
迂
囘
 
し
て
 
險
艱
を
 
避
け
、
 
遂
に
 
安
全
に
 

• 擇
捉
の
 
丹
 
根
萠
に
 
著
す
 

る
 
を
 
得
、
 翌
 
十
二
 
年
に
 
は
 
千
 
五
百
石
 
積
の
 
手
 
船
辰
悅
 
丸
に
 
日
章
旗
 

を
 

翳
し
 
貨
物
 
を
 
積
載
し
て
 
再
び
 
擇
捉
 
に
航
 

し
、
 海
岸
に
 
漁
場
 
を
 
開
く
 
こ
と
 
十
七
、
 
夷
人
に
 
漁
具
 
及
 

び
 
衣
服
 
を
給
與
 

し
、
 漁
 
業
の
 
方
法
 
を
敎
 
へ
て
 
歸
航
 
の
途
 
に
つ
く
。
 

享
和
 
元
年
 
功
 
を
 
以
て
 
蝦
夷
 

9
 
 eu  .M 

一 1 
s
 
頁
 
f
 
 

お- 
I
 
 

Jnn  &
 
當
時
官
 

船
 
は
 
檣
^
 
赤
く
 
塗
り
し
^
 

以
て
、
 
俗
に
 
之
な
 

地
 

街
 

用
定
 

一
層
 

船
頭
 

を
 

命
せ
ら
れ
 

て
 

i
 

目
 

舟
 

赤
 

船
と
 

呼
べ
 

リ
。
 

文
政
 

十
年
此
 

船
.
^
 

兵
 

庫
 

浦
に
 

て
 

職
 
は
は
 
藝
 
S
 
れ
い
 
i
r
w
l
 

ば
。
 兵
を
領
 

し
、
 三
人
 
扶
持
 
を
 
給
 
せ
ら
る
。
 

文
化
 
三
年
 
大
阪
町
 
奉
 

行
 
所
よ
 

b
 
蝦
夷
 
地
 
產
物
賣
 
捌
 
方
 
を
 
命
 
せ
ら
 

れ
、
 同
 
七
 
年
擇
捉
 
開
拓
の
 
功
 
を
 
以
て
、
 
同
 
場
所
 
請
負
 

を
 
命
 
せ
ら
 
れ
、
 尋
 
で
 
入
札
 
を
 
以
て
 
幌
 
泉
、
 特
 
旨
 
を
 
以
て
 
根
 
室
の
 
請
負
 
を
 
命
 
せ
ら
 

れ
、
 兼
 
て
 
商
業
と
 

常
見
肅
 

高
田
屋
 
嘉
兵
衞
 
 

ー
ゴ
モ
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漁
業
と
 
を
經
營
 

し
、
 其
 
產
 
物
の
 
如
き
 
は
 
厳
に
 
精
 

ffl を
區
 
分
し
て
 
荷
 
造
 
を
な
 

し
、
 奮
 
の
 
商
標
 
を
附
 

し
て
 
移
出
せ
 
し
か
 

ば
.
 谷
 
地
商
贾
 

の
 
信
用
 
を
 
博
 
し
、
 其
 
商
標
 
あ
る
 
も
の
 

は
、
 內
 
部
を
檢
 
せ
す
 
し
 
て
 

授
受
 
を
 
了
し
た
り
 
と
い
 

ふ
。
 
斯
く
て
 
其
 
家
 
益
 

< 富
み
、
 
別
 
店
 
を
 
松
 
前
 
.rl 
館
に
 
開
き
、
 
各
地
に
 
通
商
 

し
て
 
其
名
聲
 
遠
近
に
 
聞
え
 
た
り
。
 

然
る
に
 
是
 
よ
り
 

先
、
 文
 
化
 
元
年
 
露
西
亜
の
 
使
節
 
長
 
崎
に
 
來
 

hv 
て
 
通
商
 
を
 
請
 
ひ
.
 幕
 
府
の
拒
 
斥
す
 

る
 
所
と
 
な
 
b
 
て
 
後
 
潘
-
我
 
北
 
邊
に
寇
 

し
、
 同
 
八
 
年
に
 
は
露
國
 

軍
艦
 
千
嶋
 
列
島
 
測
量
の
 
目
的
 
を
 
以
て
 
國
 
後
に
 
寄
港
せ
 

し
 
に
、
 守
 
備
の
 
幕
吏
 
其
 
艦
長
 

ゴ
 

" 
ク
 

ュ 

ン
を
捕
 

ふ
。
 

副
 
艦
長
 
リ
コ
 

ル
ド
 
等
遁
れ
 

去
，
.
^
 
し
が
、
 
九
 
年
 
八
月
 
リ
コ
 

ル
ド
 
復
國
後
 
に
來
、
 
り、 

ゴ
 

リ
ク
-
一
 

ン
 
等
の
 
消
息
 
を
 
採
り
 
た
れ
 
ど
 
も
、
 詳
 
か
な
ら
ざ
る
 

を
 
以
て
ば
 
本
船
 
を
 
捕
獲
し
て
 
情
狀
 

を
 
乱
さ
む
 

と
 
欲
せ
し
 

に
、
 會
.
^
 嘉
兵
 
衞
滅
魚
 

を
 
其
 
手
 
船
觀
世
 
丸
に
 
搭
載
し
，
 
擇
從
 
よ
り
 
函
 
館
へ
 
廻
 

航
の
途
 

に
 
在
 
り
.
 十
 
四
曰
國
 
後
の
 

ケ
 
ラ
ム
 
ィ
崎
を
 
過
ぐ
 

る
 
S
T
 露
 
兵
 
銑
を
發
 
し
て
 
之
に
 
迫
 
り
、
 嘉
 

兵
衞
を
 
捕
へ
 

C
 
勘
 
察
 
加
に
 
廻
航
 
す
。
 
嘉
兵
衞
 
勘
 
察
 
加
に
 
在
る
 
こ
と
 
數
 
月
.
 稍
 
 <  露
語
 
に
 
通
す
 

る
 

に
 
及
び
て
、
 
日
露
 
兩
國
 
輯
塍
の
 
方
法
 
を
說
 

く
。
 

リ
 
コ
ル
 
ド
大
に
 
喜
び
、
 
文
化
 
十
 
年
 
五
月
 
二
十
 
六
 

日
 
嘉
 
兵
衞
を
 
具
し
て
 
國
 
後
に
 
來
 
り
し
 
か
 
ば
.
 嘉
 
兵
衞
 

吏
と
 
リ
コ
 
ル
ド
と
の
 
間
に
 
立
ち
て
 
周
 

旋
 
頗
る
 
努
 
め
、
 兩
 
者
の
 
意
志
 
大
に
疏
 

通
せ
.
.
.
^
。
 

是
に
 
於
て
 
六
月
 
二
十
 
六
日
 

ゴ
 
コ
ク
 

一一 
ン
 
以
下
 

の
囚
 
虜
を
钹
 

し
、
 兩
 
國
の
 
確
執
 
始
め
て
 
解
 
け
、
 幕
 
府
は
 
嘉
兵
衞
 
に
金
幣
 
若
干
 
を
 
賞
 
賜
す
。
 

文
化
 



十
 

一
 
年
 
二
月
 
十
日
 
慕
 
府
は
嘉
 
兵
 
衞
の
故
 

i
 
淡
 
路
に
隱
 
返
す
。
 

幾
 
く
も
な
く
 
藩
主
 

十
 
年
 
四
月
 
五
日
 
歿
す
。
 

享
年
 
五
十
 
九
。
 

し
 

新
造
船
の
 

模
型
 

あ
り
、
 

又
 

西
 

出
 

町
稻
荷
 

七
 
年
 
兵
 
庫
 
浦
 
高
 
田
屋
手
 
船
中
と
 

あ
，
.
^
。
 

嘉
兵
衞
 

の
 
弟
 
金
兵
衞
 
は
兄
隱
 
返
の
 
後
 

十
 

1 1
 艘
、
 函
 
館
の
 
倉
庫
 
四
十
 
八
楝
に
 
及
び
 

• 

み
た
れ
 

ば
、
 函
 
館
の
 
繁
榮
は
 
高
 
田
 
屋
に
負
 

衞
 
密
貿
易
の
 
嫌
疑
 
を
 
以
て
 
拘
禁
 
せ
ら
る
 

„ 

を
 
斡
旋
す
 

る
 
や
、
 露
 
人
 
は
 
大
に
之
 
を
德
と
 

上
 
遭
遇
の
 
際
舍
 
印
の
 
小
 
幟
を
揭
 
げ
て
標
 

應
 
答
す
べ
し
 
と
の
 
事
 
を
 
約
せ
.
.
^
。
 

因
り
 

事
の
 
次
第
 
を
吿
 
げ
、
 幅
 

一 一
 尺
、
 長
 
さ
 
三
尺
の
 

月
 
十
二
 

日
 
高
 
田
屋
の
 

一
展
 船
 
東
 
蝦
夷
 
檨
似
 

し
て
 

通
過
せ
 

し
ょ
り
 

密
貿
易
の
 

嫌
疑
 

を
 

職
を
復
 

す
。
 
嘉
兵
衞
 
後
 
業
 
を
 
弟
 
金
 
兵
衞
に
 
委
し
、
 
鄕
 

蜂
 
須
賀
侯
 
召
 
見
し
 
.
陛
 
せ
て
 
小
高
 
取
と
 
な
す
。
 

文
政
 

一 

兵
 

庫
宫
前
 

町
七
宮
 

神
社
に
 

は
 

高
田
屋
 

よ
.
.
^
 

奉
納
せ
 

神
社
々
 

前
に
 

二
 

基
の
 

石
燈
籠
 

あ
り
、
 

刻
す
 

る
 

に
 

文
政
；
 

蓋
し
 

高
田
屋
 

全
盛
 

當
 

時
の
 

遺
物
と
 

い
ふ
べ
 

し
。
 

： 

を
 受
 
け
.
 拮
 据
經
營
 
家
名
 
を
墜
さ
 
す
、
 其
 所
有
の
 
巨
船
.
 

兵
 
庫
.
 大
 
阪
の
 
店
舗
と
 
相
呼
應
 
し
て
 
盛
に
 
其
 
業
 
を
營
ー
 

ふ
所
尠
 

少
な
ら
 

ざ
.
.
^
 

き
。
 

然
る
に
 

天
 

保
 

二
 

年
金
 

兵
 

- 
蓋
 

し
.
 

是
ょ
 

b
 

先
き
 

嘉
 

兵
 

衞
ゴ
 

：！
 

ク
ー
 

一 
ン
の
放
 

還
 

> 

し
、
 

向
 

後
 

高
 

田
屋
の
 

船
舶
 

は
 

一
 

切
 

之
 

を
 

劫
掠
せ
 

す
、
 

海
 

識
と
爲
 

す
と
 

き
 

は
，
 

露
 

船
 

も
 

亦
 

赤
 

布
 

を
 

揭
げ
て
 

之
に
 

て
 
嘉
兵
衞
 
は
密
に
 
所
有
 
船
拉
 
に
ー
晨
 
船
の
 
各
 
船
頭
に
 
I
 

小
 

幟
 

を
 

交
付
せ
 

し
が
、
 

嘉
兵
衞
 

の
 

歿
後
 

天
 

保
 

二
 

年
 

五
一
 

沖
に
 
於
て
 
二
 
艘
の
露
 
船
に
 
遭
遇
 

し
、
 此
 
幟
 
合
せ
 

を
 
爲
 

受
け
、
 

福
 

山
に
 

於
て
 

鞠
 

問
せ
ら
れ
 

し
も
 

事
實
を
 

陳
述
 

一 

高
田
屋
 
嘉
兵
衞
 
 

二
 

五
 



祌
 
戶
市
电
 

別
錄
 

一 
近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

二
 六
 

せ
 

ざ
，
 

り
し
 

を
 

以
て
、
 

同
年
 

十
 

一
 

月
金
 

兵
衞
 

及
び
 

船
頭
 

拉
に
 

水
夫
 

等
 

十
 

一
 

れ
、
 

勘
定
 

奉
行
 

村
 

垣
 

淡
路
守
 

§
 

之
を
釓
£
1
!
し
、
三
 

年
八
月
評
^
^
^
所
 

一
 

座
 

之
 

結
果
 
密
贸
易
 

は
 
毫
も
 
其
 
形
跡
な
 

ぐ
、
 唯
 
佥
兵
衞
 

の
 
養
子
 
嘉
 
市
の
 
所
：
^
 
船
 

海
上
に
 
於
て
 
外
國
 
船
に
 
米
 
洒
等
を
 
供
給
せ
 
し
こ
と
 

あ
.
.
'
 
し
の
み
 

な
，
.
 - 

顯
れ
、
 

天
 

保
 

四
 

年
 

二
月
 

二
十
 

三
日
 

< ̂
兵
 

衞
は
其
 

所
^
 

船
 

十
二
 

艘
 

S
 

に
 

小
 

1
^
 

十
 

里
 

四
方
 

追
放
、
 

生
 

國
淡
路
 

の
 

領
主
 

松
 

平
 

阿
波
 

守
 

領
分
の
 

外
 

は
 

狼
に
 

事
、
 

金
 

兵
衞
の
 

養
子
 

嘉
市
は
 

船
 

稼
 

差
 

©
 

、
所
拂
 

S
 

に
 

兵
 

雕
夫
阪
 

の
 

支
 

S
 

地
 

る
 
事
 
を
 
申
 
渡
さ
れ
、
 
尙
金
 
兵
衞
の
 
所
有
 
家
屋
、
 
倉
庫
、
 
器
財
 
等
 
は
 
同
人
 
親
類
 

分
す
べ
き
 

旨
 

を
 

達
せ
ら
れ
た
り
。
 

是
に
 

於
て
 

全
盛
 

を
 

以
て
 

稱
 

せ
ら
れ
 

落
し
、
 

函
館
は
 

急
に
 

寂
寥
 

を
感
 

す
る
 

に
 

至
れ
り
。
 

髙
 
田
屋
嘉
 
兵
衞
傳
 
i
-
 
資
文
 

編)。 
^
高
 
田
嘉
兵
 
衡
翁
&
 
(
同
上
)
。
 

休
 
明
 
光
記
。
 

遭
 
厄
 

北
陲
祀
 

憂
。
 

北
 
島
 
志
。
 
甲
子
 
夜
話
 
《
 
編
。
 

異
聞
 
雜
稿
。
 

北
海
道
 

史
。
 

名
 
江
 

に
 

が
掛
 

と
な
 

順
 
通
 
丸
の
 

し
が
、
 

船
標
 

幟
 
を
 
沒
 
收
 

他
出
す
 

ベ
 

に
 
立
 
入
る
 

の
 
意
見
に
 

し
萵
 

田
屋
 

召
還
 
せ
ら
 

b
 
 

、
藩
 

問
の
 

乘
組
 
員
が
 

t*
? 

糸
び
 

朞
 

せ
ら
れ
、
 
江
 

力
ら
 
さ
る
 

可
 
力
ら
 
さ
 

任
せ
て
 
處
 

は
 
俄
に
 
沒
 

B 
本
紀
事
 

3 
通
航
 

一 
-"1 

室
 

田
霞
亭
 

室
 
田
家
の
 
家
系
 
は
播
磨
 
守
護
 
赤
松
 
則
 
村
の
 
弟
圓
 
光
に
 
出
で
、
 
初
め
 
別
 
所
 
氏
を
稱
 
せ
し
 

が
、
 後
 



赤
 
穗
郡
室
 
庄
室
田
 
城
に
 

移
.
.
^
、
 室
 
田
 
を
 
以
て
 
氏
と
 

し
、
 室
 
田
 
內
匠
道
 
光
な
る
 
者
 
別
 
所
 
氏
の
 
爲
め
 

に
戰
 
ひ
て
 
天
 
正
 
七
 
年
 
三
 
木
 
城
に
 
死
せ
，
.
.
。
 

翌
八
 
年
城
陷
 
る
ゃ
內
 
匠
の
 
子
 
滿
之
進
 
光
 
尙
年
齒
 

纔
に
 
十
二
 
二
 
族
と
 
與
に
攝
 
州
 
丹
 
生
 
山
 
下
に
 
隱
れ
 
し
が
、
 
長
 
じ
て
 
二
子
 
あ
り
。
 

光
尙
後
 
轰
髮
し
 

て
 
丹
 
生
 
山
 
明
 
要
 
寺
に
 

入
，
.
.
'
 
て
 
僧
と
 
な
 
b
 
 、
寬
 
永
 
五
 
年
 
六
月
 
二
十
四
日
 
歿
す
。
 

法
名
 
を
 
滿
蓮
社
 

圓
譽
魯
 
頑
 
上
人
 
大
和
 
尙
と
 
い
ふ
。
 

光
 
尙
の
孫
 
勘
 
右
 
衞
門
道
 
仙
 
儒
醫
を
 
以
て
 
世
に
立
ち
 
し
が
、
 

二
子
 
を
 
喪
 
ひ
し
 
を
以
 

て
.
 甥
 
治
 
良
 
兵
 
衞
を
養
 

ひ
 
子
と
 
な
す
。
 

治
 
良
 
兵
 
衞
延
寶
 
五
 
年
 
を
 
以
て
 
生
 

れ
、
 家
 
業
 
を
 
襲
 
ひ
 
立
 
軒
と
 
稱
 
し
、
 恕
 
的
 
齋
と
號
 

し
、
 後
 
居
 
を
 
移
し
て
 
帷
を
兵
 
庫
に
 
垂
る
。
 
實
に
兵
 

庫
 
室
 
田
家
の
 
始
祖
た
.
 

-。 
享
保
 
十
七
 
年
 
八
月
 
二
十
四
日
 
歿
す
。
 

享
年
 
五
十
六
。
 

立
 
軒
 偶
.
^
 男
 

子
な
 
き
を
 
以
て
、
 
同
族
 
恕
的
 
を
納
れ
 

て
 
女
婿
と
 
な
し
、
 
家
を
嗣
 
が
し
む
。
 

恕
的
は
 
源
泉
と
 
號
し
、
 

元
祿
 
十
二
 
年
 
を
 
以
て
 
生
れ
 

• 明
 
和
 
五
 
年
 
二
月
 
二
十
 
七
日
 
歿
す
。
 

壽
 
七
十
。
 
養
軒
嗣
 

ぐ
、
 
立
 
軒
 
の
 

曾
孫
な
.
^
。
 

始
め
 
立
 
軒
の
 
女
 
大
阪
城
 
醫
岡
島
 
喜
 
造
に
 
嫁
し
て
 
女
貞
を
 
生
む
。
 

負
 
長
 
じ
て
 
仁
 

和
 
寺
宫
に
 
奉
仕
 

し
、
 寵
 
を
 
得
て
 
男
子
 
を
 
生
み
し
 

が
、
 室
 
田
家
 
嗣
子
 
無
き
 
を
 
以
て
 
宮
家
に
 
乞
 
ひ
て
 

室
 
田
家
 
を
嗣
 
が
し
む
。
 

卽
ち
養
 
軒
な
 

り
。
 

養
 
軒
 
桃
園
 
天
皇
に
 
仕
へ
 
て
侍
醫
 
と
な
 

b
 
、
法
 
橋
 
に
 

敍
 
せ
ら
れ
、
 
天
明
 
元
年
 
十
月
 
十
一
 

日
 
歿
す
。
 

其
 
墓
碑
の
 
笠
 
石
に
 

は
 
十
六
 
菊
花
 
紋
章
 
を
鐫
 
刻
せ
 

b
。
 

養
 
軒
の
 
嗣
坤
山
 
名
 
は
 
謙
、
 字
 
は
 
子
 
讓
、
 返
 
藏
と
稱
 

す
、
 坤
 
山
 
は
其
號
 

な
 
り
、
 本
 
姓
 
は
 
泉
、
 紀
 
州
 
の
 

• 

室
 
田
霞
亭
 
 

-
 
 

二
 

七
 



神
 
戶
市
史
 

^
^
1
 

近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

二
八
 

人
 

、
直
 

延
 

三
年
 

を
 

以
て
 

生
 

れ
、
 

室
 

田
 

氏
 

に
 

^
 

し
 

て
 

養
 

軒
 

の
 

嗣
 

と
 

な
 

り
 

、
世
 

#
^
ぞ
 

»
 

承
 

し
 

て
 

家
 

聲
 

を
 

墜
 

さ
 

や
、
 

才
 

敏
に
學
 

博
 

く
、
 

好
 

み
て
 

周
：
 

を
 

續
 

み
、
 

ら
國
學
 

及
 

び
 

佛
 

典
 

を
 

究
 

め
、
 

又
 

卞
 

5
 

を
 

能
く
し
 

て
 

諸
體
に
 

通
せ
り
。
 

曾
て
 

細
 

井
 

平
洲
の
 

門
に
 

入
.
^
 

し
 

に
.
 

平
 

洲
之
を
 

器
と
 

し
 

尾
 

張
 

侯
に
 

薦
め
 

て
 

儒
 

員
た
ら
 

し
め
む
 

と
せ
し
 

も
.
 

ゆ
 

老
い
た
 

る
の
 

故
 

を
 

以
て
 

之
 

を
辭
せ
 

と
 

云
 

ふ
 

J 
文
化
 

元
 

年
 
二
月
 
二
十
 
九
日
 
歿
す
。
 

享
年
 
五
十
 
五
。
 

坤
 

山
の
 

嗣
は
卽
 

ち
霞
亭
 

に
し
 

て
、
 

醫
 

名
 

を
 

梧
 

通
 

稱
を
千
 

輔
と
云
 

ひ
、
 

霞
 

亭
、
 

鐵
 

山
.
 

耕
 

筆
 

滕
 

弘
 

光
美
 

等
の
 

號
 

あ
り
。
 

其
 

先
 

は
 

播
磨
龍
 

野
 

藩
 

祖
脇
坂
 

安
治
の
 

裔
玄
蕃
 

5
 

勝
に
 

出
で
、
.
 

の
 

1 
一
 

男
 

な
 

，c
^。
 

醫
を
坤
 

山
に
 

學
び
，
 

成
^
の
 

後
坤
 

山
の
 

嗣
と
 

な
 

る
-
 

詩
文
 

を
 

I
E
 

六
 

如
に
 

學
 

び
、
 

又
 

• 

畫
 

を
 

能
 

く
 

し
、
 

霞
 

亭
詩
鈔
 

の
 

著
 

あ
り
。
 

文
化
 

四
 

年
 

居
 

を
麼
耶
 

山
麓
に
 

移
 

す
，
 

- 
文
政
 

四
 

年
 

二
月
 

大
 

K
 

西
 

照
 

庵
に
 

展
覽
會
 

を
 

開
き
し
 

際
、
 

集
る
 

者
 

大
阪
：
 

A
 

十
八
 

人
、
 

兵
 

雕
.
蒐
 

原
.
 

山
 

田
 

八
十
 

一
 

人
、
 

河
 

泉
 

其
 

他
 

柬
西
諸
 

州
 

六
十
 

人
，
 

其
 

交
友
の
 

汎
 

き
を
 

見
る
 

べ
し
。
 

天
 

保
 

五
 

年
 

五
月
 

九
日
 

歿
す
。
 

霞
 

亭
の
嗣
 

梧
 

雄
 

は
 

鹿
兒
.
 

R
 

藩
士
 

瀧
 

川
 

一
 

覺
の
 

子
に
 

し
 

て
，
 

其
 

伏
 

見
 

藩
邸
に
 

生
 

る
。
 

兵
 

庫
 

能
 

福
 

寺
 

無
量
 

壽
院
第
 

十
四
 

世
卽
忍
 

僧
正
の
 

高
弟
た
り
 

し
が
 

、
後
 

0
 

學
 

に
 

志
 

し
、
 

霞
 

亭
に
學
 

ぶ
。
 

霞
 

亭
其
 

才
學
の
 

凡
な
ら
 

ざ
る
 

を
 

見
、
 

二
 

女
 

竹
 

女
に
 

娶
 

は
せ
 

て
嗣
 

と
す
。
 

晚
年
 

書
道
 

を
 

以
て
 

子
弟
 

に
敎
 

へ
 

し
が
、
 

慶
應
 

三
年
 

三
月
 

朔
日
を
 

以
て
 

歿
せ
，
 

0
,
。
 
 

a
s
 

雄
 

一
男
 

一
 

女
 

あ
り
と
 

雖
、
 

皆
 

幼
に
 

し
 



て
 
幕
末
 
亂
 
離
の
 

際
、
 家
業
 
を
視
る
 
こ
と
 
能
 
は
 
ざ
り
 
し
も
、
 
室
 
竹
 
女
 
婦
女
の
 
身
 
を
 
以
て
 
子
女
 
を
 
集
 

め
 
て
敎
 
授
を
繼
 
承
し
、
 
善
く
 
其
 
家
 
道
 
を
 
維
持
せ
 
り
と
 
い
ふ
 

• 

室
 
田
家
 
系
圖
。
 

霞
亭
 
詩
紗
。
 

耕
 
筆
先
 
生
展
觀
 

記
。
 

室
 
田
家
 
墓
 
誌
。
 

桃
 
木
吳
來
 

祧
木
吳
 
來
名
は
 
敬
 
甫
、
 通
 
稱
を
 
庄
兵
衞
 
と
い
 

ひ
、
 隱
 
居
の
 
後
名
 
を
 
六
 
兵
 
衞
と
改
 

め
、
 號
 
を
 
藏
 
六
 

庵
吳
來
 
と
い
 

ふ
。
 

家
 
世
，
、
 兵
 庫
 
礎
 
之
 
町
に
 
住
 
し
、
 商
 
賈
 
を
 
業
と
 

し
、
 屋
 
號
を
 
荒
物
屋
と
 
稱
 
す
。
 

詩
 

文
 
を
 
室
 
H
 
霞
亭
 

に
 
學
 
び
、
 又
 
點
 
茶
 
を
 
愛
 
し
、
 山
 
水
 
雜
畫
を
 
畫
く
。
 

俳
 
諧
 
を
 
善
 
く
 
し
、
 其
 
著
書
に
 
兵
 

庫
 
舟
 
あ
り
。
 

天
 
保
 
十
三
 
年
 
六
月
 
二
十
 

一
 
日
 
七
十
 
餘
歲
の
 
老
齢
 
を
 
以
て
 
歿
す
。
 

桃
 
木
 
家
 
先
祖
 
代
々
 
記
 = 

俳
諧
 
書
籍
 
目
錄
。
 

桃
木
武
 
平
所
藏
 
資
料
。
，
 

1
 
 

草
 

一
草
 
は
 
時
雨
 
坊
 
又
は
 
子
 
日
 

と
號
 
す
，
 - 
奧
州
 
南
部
の
 
人
に
 
し
て
 
俳
諧
 
を
 
善
く
 

し
、
 來
 
b
 
て
 

兵
 
庫
に
 
住
 
し
、
 交
 
を
 
室
 
田
霞
亭
 
等
に
 
結
ぶ
。
 

文
化
 
十
 
年
 
五
月
 
親
友
の
 
協
力
に
 

よ
 
り
、
 福
 
原
懷
古
 

と
 
題
す
 

る
 
俳
句
 
を
 
自
書
し
て
 

一
 
小
片
 
石
に
 
刻
し
、
 
之
 
を
 
南
 
逆
 
瀨
川
町
 
琵
琶
 
塚
の
 
傍
に
 
建
つ
。
 

桃
 
木
吳
來
 
一
草
 
 

二
 九
 



神
 

戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
 

人
物
 
列
傳
 
 

三
 

〇
 

時
に
 

歲
八
 

十
二
な
 

り
。
 

歿
年
世
 

壽
を
詳
 

に
せ
 

や
。
 

萬
 

家
人
 

名
錄
。
 

福
 

原
 

懐
古
 

句
^
。
 

岡
 

田
 

米
 

山
人
 

岡
 

田
 

米
 

山
人
 

名
 

は
 

國
、
 

字
 

は
 

士
 

彥
、
 

通
 

稱
を
 

彥
兵
衞
 

と
い
 

ふ
。
 

菀
涼
郡
 

生
 

田
 

村
の
 

人
な
 

り
。
 

天
性
 

繪
晝
に
 

長
 

じ
、
 

山
水
 

を
 

能
く
す
。
 

行
 

筆
 

粗
笨
な
 

り
と
 

雖
，
 

一
 

種
の
 

氣
韻
 

あ
.
 

o
。
 

田
 

能
 

村
 

竹
 

田
 

も
 

一
 

時
敎
を
 

こ
の
 

人
に
 

受
け
た
，
 

0 
と
い
 

ふ
。
 

文
政
 

四
 

年
 

I
g
^
 

八
月
 

九
日
 

歿
す
。
 

享
年
 

七
十
 
五
。
 

米
 

山
人
の
 

子
に
 

岡
 

田
 

半
 

江
 

あ
り
。
 

半
 

江
 

名
 

は
肅
，
 

字
 

は
 

子
 

羽
、
 

通
稱
を
 

宇
左
衞
 

門
と
 

い
 

ひ
、
 

別
 

に
 

寒
 

山
 

獨
松
樓
 

等
の
 

號
 

あ
り
。
 

伊
勢
 

安
浪
 

津
 

藩
に
 

仕
 

ふ
。
 

幼
よ
，
.
 

>
畫
 

法
 

を
 

父
に
 

受
け
、
 

南
宗
 

の
 

山
水
 

を
 

能
く
し
、
 

書
 

技
 

詩
文
 

に
も
 

名
 

あ
り
。
 

四
十
 

三
 

歳
の
 

時
 

致
仕
し
て
 

大
阪
に
 

住
 

し
、
 

條
崎
 

小
 

竹
 

由
 

能
 

村
 

竹
 

田
 

等
と
 

親
交
 

あ
 

.0
。 

弘
化
ニ
 

年
 

歿
す
 

^ 
享
年
 

五
十
。
 

^
 
 

§
 

き
 

は
 

、
ほ
せ
お
 

I！
； 

は
 

畫
乘
 

要
略
。
.
 

古
今
 

墨
 

蹟
鑒
定
 

便
^
。
 

扶
桑
 

名
 

盧
傳
。
 

近
世
 

給
^
 

史
り
 

浪
華
 

名
家
 

墓
所
，
 

せ
 

西
攝
 

大
戳
。
 

松
 

本
 
民
 
藏
所
藏
 
資
料
。
 



間
 
人
 
市
 
郞
左
衞
 
門
 

間 人
家
 は
家
傳
 に
よ
れ
ば
 間 人
 連
 老
の
遠
 孫に
 し
て
、
 矢 田 部
郡
內
 後世
 走 水
と
 稱
 す
る
 

地
 

に
 

住
し
、
 

其
 

住
所
に
 

名
づ
 

け
.
 

て
 

間
 

人
 

村
と
 

稱
 

せ
し
 

が
、
 

天
文
 

年
間
 

宇
治
川
の
 

水
害
 

を
 

避
け
て
 

ニ
ッ
 
茶
屋
 
村
に
 
移
住
す
 
と
い
 

ふ
。
 
屋
號
を
 
東
 
木
 
屋
と
稱
 

し
、
 始
 
祖
 
久
兵
衞
 
よ
り
 
分
れ
て
 
市
郞
 

左
 
衞
 
門
.
 市
 
左
 
衞
 
門
 
，
文
 
右
衞
 
門
の
 
三
 
家
と
 
な
る
。
 

市
 
郞
左
衞
 
門
 
初
め
て
 

間
 
人
の
 
姓
 
を
 
冒
 
し
、
 其
 

家
 
號
を
中
 
屋
と
稱
 
し
て
 
廻
漕
業
 
を
營
 
み
、
 文
化
の
 
頃
 
最
も
 
其
 
盛
 
を
 
極
め
、
 
寬
 
永
 
丸
 
及
び
 
生
 
神
 
丸
 

の
 
二
 
船
 
を
 
以
て
 
西
國
 
方
面
の
 
米
穀
 
を
大
阪
 
に
輸
漕
 

し
、
 或
 
は
伯
耆
 
米
子
邊
 
ま
で
 
航
漕
 
す
る
 

こ
 

と
 
あ
，
 
0 
し
と
い
 

ふ
。
 

四
 
代
の
 
祖
に
市
 
郞
左
衞
 
門
 
近
 
直
 
あ
り
、
 
書
道
 
を
 
粟
田
 
靑
蓮
 
院
宮
 

に
、
 和
歌
 

を
 
村
 
上
 
潔
 
夫
に
、
 
雅
樂
を
 
天
 
王
 
寺
の
 
伶
人
に
 
學
ぶ
。
 

晚
 
年
家
產
 
漸
く
 
傾
く
 

に
 
至
 

、
曩
 
に
 
習
得
 

せ
し
 
書
道
 
を
 
以
て
 
手
 
習
 
指
南
 
を
始
 
む
。
 

時
に
 
文
化
 
十
三
 
年
な
.
 
-。 

之
 
を
 
間
 
人
家
 
寺
子
屋
の
 

鼻
祖
と
 

す
。
 
文
政
 
七
 
年
 
六
月
 
十
八
 

日
 
歿
す
。
 

野
々
 

口
 
隆
正
其
 
肖
像
に
 
題
し
て
 
曰
く
、
 
「
た
か
 
ひ
 

つ
 
、
見
ぬ
 
よ
の
 
ひ
と
も
う
 
つ
し
 
ゑ
に
 
の
こ
れ
 

は
 
あ
へ
 

る
 
こ
、
 

ち
 
こ
そ
す
 

れ
」
 と
。
 

其
 
子
 
近
 

は
 
和
歌
 
を
 
野
々
 
ロ
隆
 
正
に
、
 
雅
樂
を
 
天
 
王
 
寺
の
 
伶
人
に
 
學
 
び
、
 書
 
道
 
を
 
父
に
 
承
け
 
て
 
其
 
業
 
を
 
襲
 

ふ
。
 
門
弟
 
頗
る
 
多
し
。
 

明
治
 
十
 
年
 
十
月
 
十
三
 

日
 
七
十
 
六
歲
の
 
高
齢
 
を
 
以
て
 
歿
す
。
 

二
 
茶
屋
 
村
々
 

中
 
家
譜
。
 

二
 
茶
店
 
村
 
改
正
 
舊
家
 

撰
。
 

間
 
人
文
 
書
。
 

日
本
 
敎
 
育
史
 
資
料
。
 

間
 
人
 

一 郎
所
藏
 
資
料
。
 

岡
 

田
 

米
 

山
人
 

間
 

人
 

市
 

耶
左
衞
 
門
 
 

三
 

一 



神
 
戸
市
 
史
刖
 

5^ 
1 

近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

三
 
二
 

人
 

一 郞
ぎ
話
 

藤
 

田
 

百
 

城
 

藤
 
田
 
巧
 
城
 
名
 
は
 
積
 
靖
.
 字
 
は
 
好
 
E
 
 、
佐
 
五
郎
.
 
と
稱
 

し
，
 W
 
城
と
 
號
す
。
 
宽
政
十
 
年
 
四
月
 
六
日
 
を
 

以
 
て
 
生
る
。
 

幼
に
 
し
て
 
學
を
鄕
 
人
 
常
 
見
 
肅
に
受
 

け
、
 ま
 
老
を
 
以
て
 
敎
授
を
 
能
く
せ
 

ざ
 
る
 
に
 
至
 

,9、 文
化
 
九
 
年
の
 
秋
備
後
 

に
 
赴
き
，
 
菅
茶
 
山
の
 
塾
 
に
 
入
る
。
 

長
 
じ
て
 
京
都
に
 

至
 
b
 
 、
經
義
 
を
 
三
 
宅
 

橘
 
園
に
 
受
け
、
 
又
 
小
 
森
 
W
 
崞
藤
林
 
普
 
山
に
 
師
 
m
 
し
て
 
和
 
蘭
.
 終
 
學
を
學
 

び
、
 後
 
兵
 
庫
に
 

i
s
 
b
 
て
 
居
 

を
 
江
川
 
町
 
文
殊
 
堂
の
 
南
 
隣
に
 
卜
し
、
 
驚
 
を
 
業
と
 
す
。
 

人
と
 
爲
 
b
 
謹
愼
剛
 

ffi 
に
し
て
 
義
に
 

a
-
 
に
"
 

親
に
 
仕
へ
 

て
 
孝
、
 慨
然
と
 
し
て
 
濟
 
世
の
 
志
 
あ
り
。
 

詩
 
は
 
乃
ち
 
其
餘
 
技
の
 

み
。
 

書
 
て
 

氏
世
範
 

及
び
 
保
建
大
 
記
の
 
二
 
書
 
を
 
校
註
せ
 
む
と
 
欲
し
.
 
業
 
未
だ
 
畢
ら
，
 
ざ
る
に
 
病
 
を
 
得
、
 文
 
政
 
十
三
 
年
 
七
 

月
 
二
十
 

一
 
日
 
歿
す
。
 

享
年
 
三
十
 

三
。
 

其
 

は
 
村
 
田
 
$
 の 
道
の
 
撰
 
文
に
 
成
る
。
 

遺
稿
に
 
W
 
城
 

詩
鈔
、
 百 城
存
稿
 あ. -。 

百
 
城
の
 
父
 
靑
溪
名
 

は
 
積
善
、
 

一
 
名
欽
、
 
儀
 
兵
 
衞
と
稱
 

し
、
 靑
 
溪
と
號
 

す
。
 
菟
原
郡
 
岩
屋
 
村
安
國
 

又
 
兵
衞
の
 
子
に
 
し
て
、
 
寶
曆
四
 
年
 
を
 
以
て
 
生
る
.
 

入
、
 り
て
 
兵
 
庫
の
 
藤
 
田
家
 

3
,
^
 を
嗣
 

ぎ
、
 名
 
を
 
善
 

兵
 
衞
と
改
 

む
。
 

性
 
讀
書
を
 
好
み
、
 
學
を
 
赤
松
 
沧
洲
に
 
受
け
、
 
業
餘
 
好
み
 
て
 
詩
文
 
を
 
作
，
.
 -
し
 

も
 
、
每
 



に
 
吾
 
儕
 
小
.
 <
 
の
み
と
 
云
 
ひ
、
 收
 
錄
 
す
る
 
こ
と
 
を
せ
 

や
、
 故
 
に
 
遺
稿
 
極
め
て
 
稀
な
 

り
。
 

文
化
 
八
 
年
 

九
月
 
二
十
 
九
日
 
歿
す
。
 

享
年
 
五
十
八
 

& 

百
 
城
 
の
 
兄
 
撫
山
名
 

は
 
積
裕
、
 
字
 
は
 
好
 
問
 
幼
名
 
を
 
儀
 
三
 
郞
と
稱
 

し
、
 撫
 
山
、
 拗
堂
、
 
富
 
屋
潤
齋
 

の
 
數
 

號
 
あ
り
。
 

靑
溪
の
 

二
 
男
に
 
じ
 
て
、
 寬
 
政
 
二
 
年
 
を
 
以
て
 
生
 
る
。
 

兵
 
庫
富
 
屋
 
町
の
 
藤
 
田
 
善
 
右
衞
門
 

の
 
家
 

を
嗣
 

ぎ
、
 善
 
右
衞
 
門
と
 
稱
す
。
 
學
を
熊
 
見
 
三
 
竹
に
 
受
 
け
、
 書
 
道
 
を
 
僧
 
高
巖
に
 
學
 
び
、
 草
 
隸
 

に
 
巧
な
 

り
。
 

業
 
餘
文
を
 

作
，
.
 > 
詩
を
賦
 

し
、
 悱
 
諧
を
も
 
善
く
 

し
、
 
深
 
く
廣
瀨
 
旭
莊
に
 
交
れ
 

り
 

J 
嘉
 

永
 
二
 
年
 
六
月
 
九
日
 
歿
す
。
 

享
年
 
六
十
。
 

百
 
城
の
 
弟
 
醒
花
名
 

は
 
積
 
弘
、
 幼
 
字
 
は
 
勝
 
之
 
助
、
 又
 
愛
 
之
 
助
、
 後
 
延
十
 
郞
と
改
 

む
。
 
靑
溪
の
 
子
に
 

し
て
 
文
政
 
三
年
 
を
 
以
て
 
生
 
れ
、
 兄
撫
 
山
の
 
後
 
を
嗣
ぎ
 

て
 
善
右
衞
 
門
と
 
稱
す
。
 

文
事
 
を
嗜
み
 

て
 

醒
 
花
の
 
號
 
あ
り
。
 

慶
應
 
元
年
 
兵
庫
津
 
名
主
 
役
と
 
な
 
b
 
、
官
 
命
に
 

よ
 
b
 
て
 
姓
を
稱
 

し
、
 雙
 
刀
を
帶
 

す
る
 
こ
と
 
を
 
允
 
さ
る
。
 

甞
て
神
 
田
 
兵
 
右
衞
門
 
等
と
 
議
 
り
、
 
汎
 
く
縣
 
下
の
 
有
志
よ
 

b
 
明
 
親
 
館
の
 

基
金
 
を
 
募
集
 

し
、
 經
 
費
 
支
辨
の
 
方
法
 
を
設
 

く
。
 

明
治
 
年
間
 
區
長
 
と
な
 

り
、
 後
 
之
 
を
 
辭
し
優
 
遊
 
閑
 

居
す
。
 

明
治
 
十
一
 
年
 
八
月
 
七
日
 
京
都
に
 
於
て
 
歿
す
。
 

享
年
 
五
十
 
九
 e 

藤
 
田
家
 
系
圖
。
 

文
壯
 
先
生
 
墓
碑
銘
。
 

百
 
城
 
詩
鈔
。
 

百
城
存
 

稿
。
 
梅
墩
 
詩
紗
。
 

H 
間
琅
.
 
事
 
備
忘
。
 

書
法
 
盟
誓
 

文
。
 
藤
田
鉸
 
吉
所
藏
 
資
料
。
 

神
 
田
 
文
書
。
 

明
 
親
 
館
 
書
類
。
 

藤
 
田
 
百
 
城
 
 

一 二
三
 



神
 
戶
市
史
 

^
錄
 

一 
近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

三
 四
 

村
 

田
 

庫
山
 

村
 

田
 

庫
山
 

名
 

は
 

常
 

道
、
 

兵
 

庫
の
 

人
に
 

し
て
 

書
道
 

を
 

藤
田
撫
 

山
に
 

學
ぶ
。
 

初
め
 

伊
藤
 

東
 

里
の
 

門
に
 

遊
び
，
 

後
 

京
都
に
 

移
，
 

9 
住
す
。
 

藤
 

田
 

百
 

城
 

等
と
 

友
た
、
 

り
。
 

文
政
 

元
年
 

三
月
 

十
六
 

日
 

猪
 

飼
 

敬
 
所
の
 
門
人
 
知
友
 
等
 
相
 
謀
 
り
、
 其
 
七
十
 
歲
の
壽
 
筵
 
を
 
京
都
 
東
 
山
 
碧
 
雲
樓
に
 
問
く
 

や
、
 會
 
す
る
 
者
 

六
十
 

餘
 

人
な
 

b
 

し
が
、
 

庫
山
 

亦
 

其
 

席
に
 

列
せ
，
 

9。
 

天
 

保
 

六
 

年
 

敬
 

所
 

阿
波
 

藩
 

宰
稻
田
 

氏
の
 

招
待
 

に
應
 

じ
て
 

淡
路
に
 

之
く
 

の
 

途
，
 

三
 

月
 

二
十
 

口
 

兵
 

扉
 

を
 

過
ぎ
て
 

雖
 

山
を
訪
 

ふ
。
 

藤
 

田
 

百
 

城
の
 

墓
 

S
I
 

は
 

庫
山
の
 

撰
 

文
に
 

か
、
 

る
-
 

庙
山
又
 

*
?
 

田
 

三
 

太
夫
の
 

爲
め
 

に
增
 

ra
 

山
 

記
 

を
 

撰
し
、
 

其
 

碑
 

今
 

尙
存
 

す
。
 

1
^
 
 

I
 

I
 

著
書
に
 

大
學
 

正
義
 

あ
 

，0
。 

歿
年
 

及
び
 

世
 

0
 

を
詳
 

に
せ
 

t
 

書
法
 
盟
 
誓
文
つ
 
百
城
存
 

I
T
 
於
多
滿
 

幾
，
 

文
壯
 
先
生
 
墓
^
銘
，
 

^
田
 
山
荘
 
聛
 

大
ゅ
 
正
義
。
 

橋
 

本
 

藤
 

左
衞
門
 

橋
 
本
家
 
は
 
其
 
先
 
楠
 
木
 
正
 
成
の
 
族
檎
本
 
八
郞
貼
 

に
 
出
 
づ
と
傳
 
へ
ら
れ
、
 
世
：
 
攝
 

吹
 
田
に
 
居
り
 

し
が
、
 

天
文
 

年
間
 

其
 

後
裔
 

移
 

b
 

來
，
 

9
 

て
ニ
ッ
 

茶
屋
 

村
に
 

住
す
。
 

其
 

始
め
 

空
 

乏
纔
に
 

魚
 

を
 

漁
し
 

て
 

生
計
 

を
營
 

み
し
 

が
、
 

後
 

業
を
轉
 

じ
て
 

商
と
 

な
 

b
 
 

、
家
 

號
を
 

木
星
と
 

稱
す
。
 

其
 

後
 

又
 

兵
 

衞
 

な
る
 



者
に
 

至
 

b
 

家
 

道
 

日
に
 

富
裕
に
、
 

遂
に
 

富
豪
と
 

し
て
 

一
 

鄕
に
 

知
ら
る
 

、 
に
 

至
れ
り
。
 

數
 

世
の
 

後
に
 

又
三
郞
 

な
 

る
 

者
 

あ
 

り
、
 

名
 

を
乘
 

邦
と
 

い
 

ひ
、
 

幼
 

名
 

を
 

藤
 

吉
と
稱
 

す
。
 

川
 

越
七
郞
 

右
衞
 

門
の
 

四
 

男
に
 

し
 

て
、
 

寬
 

保
 

元
年
 

十
二
月
 

二
十
日
 

生
 

れ
、
 

寶
 

曆
 

元
年
 

八
月
 

十
九
 

日
 

入
、
 

り
て
 

梳
 

本
家
 

を
嗣
 

ぎ
、
 

酒
 

造
 

及
び
 

航
 

運
の
 

業
に
 

從
 

ひ
、
 

家
 

道
 

を
 

中
興
す
。
 

人
と
 

爲
り
 

謹
直
に
 

し
て
 

身
 

を
 

持
す
 

る
 

こ
と
 

簡
 

素
、
 

敢
 

て
 

先
人
の
 

艱
苦
 

を
 

忘
 

れ
 

す
、
 

虔
 

ん
 

で
 

其
 

遣
 

物
 

鍵
、
 

盒
 

及
び
 

袍
の
 

四
點
を
 

奉
 

じ
 

、
積
 

を
 

造
り
て
 

之
を
藏
 

め
、
 

祖
 

先
の
 

勤
 

儉
に
鑒
 

み
て
 

子
孫
の
 

奢
侈
 

を
 

戒
め
む
 

と
 

し
、
 

村
 

瀨
 

栲
 

亭
に
囑
 

し
て
 

橋
 

本
 

氏
 

祖
先
 

器
 

服
 

記
 

を
 

作
ら
し
 

む
。
 

又
 

三
 

郞
の
子
 

を
 

藤
左
衞
 

門
と
 

い
ふ
.
 

名
 

は
 

邦
 

直
.
 

明
 

和
 

七
 

年
 

を
 

以
て
 

生
 

れ
、
 

寬
 

政
 

十
 

一
 

年
 

正
月
 

齢
 

三
十
に
 

し
て
 

家
督
 

を
 

襲
 

ひ
 

父
の
 

業
 

を
 

繼
 

ぎ
、
 

享
 

和
 

元
年
 

年
寄
 

役
と
 

な
る
。
 

藤
 

左
 

衞
門
是
 

よ
 

^
先
き
 

天
明
 

七
 

年
の
 

凶
 

歉
に
際
 

し
、
 

父
 

と
 

謀
り
 

米
 

餞
 

を
 

醵
出
し
て
 

居
 

村
の
 

窮
民
 

を
賑
恤
 

し
、
 

更
 

に
 

之
 

を
 

隣
村
に
 

も
 

及
ぼ
せ
し
 

が
、
 

享
 

和
 

二
 

年
 

淀
川
の
 

堤
防
 

決
潰
 

し
、
 

攝
 

河
 

雨
國
の
 

被
害
 

劇
 

甚
.
 

慘
 

狀
言
 

語
 

に
 

絕
 

す
る
 

や
、
 

藤
 

左
 

衞
門
又
 

米
穀
 

百
 

數
十
俵
 

を
 

出
し
て
 

之
が
 

救
 

恤
に
充
 

て
，
 

隣
 

鄕
其
惠
 

に
 

浴
せ
 

る
 

者
 

頗
る
 

多
し
。
 

文
化
 

三
年
 

幕
府
 

凶
 

歉
に
備
 

へ
む
 

が
 

爲
め
貯
 

夫
 

食
の
 

令
 

を
 

下
す
 

に
 

方
，
.
.
 

0
 

1
 

ッ 
茶
屋
 

貧
 

村
の
 

故
 

を
 

以
て
 

其
充
當
 

せ
ら
れ
し
 

千
 

五
 

餘
 

石
の
 

圍
米
を
 

爲
す
を
 

難
ん
 

せ
し
 

か
ば
、
 

藤
 

左
 

衞
門
獨
 

力
に
 

て
 

其
 

全
量
 

を
 

引
 

請
 

け
、
 

更
 

に
 

隣
村
 

走
 

水
 

村
の
 

引
 

請
 

高
 

二
百
 

七
十
 

衬
田
 

庫
山
 

橋
 

本
 

藤
 
左
衞
門
 
 

三
 

i
 



神
 
戶
市
史
 

別
 
i
^
l
 

近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

三
 六
 

石
餘
を
 
出
し
て
 
同
村
の
 
窮
厄
を
 

も
 
救
へ
 

り
。
 

加
 
之
ニ
ッ
 
茶
屋
 
村
に
 
は
 
船
舶
の
 
所
有
者
 
多
き
 

に
拘
 
は
ら
 

す
、
 適
 
當
の
 
避
難
所
な
 

く
、
 
一
 
朝
 
風
浪
に
 

し
て
 

は
 
其
 
被
 

の
 
度
量
る
 

ベ
 
か
ら
ざ
る
 

も
の
 
あ
る
 
を
 
憂
 
ひ
、
 藤
 
左
衞
門
 
巨
額
の
 
資
を
 
投
じ
て
 
防
波
堤
 

を
 
築
造
せ
 
し
か
 

ば
、
 船
 
主
 
等
爲
め
 

に
 
度
 
を
 
得
し
 
こ
と
 

小
ノ
 
か
ら
 
ざ
，
^
 

き
。
 

隣
村
 
花
 
隈
、
 神
 
5
;
 中
 
宮
 
及
び
 
宇
治
野
の
 

各
 
村
 
は
、
 土
地
 
高
爽
 
に
し
て
 
旱
害
 
を
 
被
る
 
こ
と
 
多
く
-
 

灌
漑
 
用
 
池
 
を
 
築
造
せ
 
む
と
 
欲
す
る
 

も
、
 公
 
私
 
領
相
交
 
鈴
せ
 

る
 

と
、
：
 S
 
利
害
の
 

一
 
致
せ
ざ
る
 
も
の
 

あ
る
と
の
 
爲
 
め
に
、
 

年
紛
，
 
絕
 
え
す
。
 

藤
 
左
衞
門
 
之
を
爱
 

ひ
、
 各
 
村
の
 
間
に
 
周
旋
し
て
 
多
年
 

の
 
紛
爭
を
 
調
停
 

し
、
 自
 
ら
金
ニ
 
 
w
 
兩
を
 
出
し
て
 
土
工
 
を
 
助
 
け
、
 文
 
化
 
十
三
 
年
 
八
月
 
遂
に
 
新
 
池
 
を
 

開
 
S
 
し
 
得
た
り
。
 

再
度
 
山
中
に
 
在
る
 
獲
々
 
池
 
卽
ち
是
 

な
，
 
cv。 

此
の
 
如
く
 
藤
 
左
衞
門
 

は
、
 公
 
共
の
 
爲
め
壶
 
力
す
 

る
 
こ
と
 
多
年
な
，
 
9 
し
が
、
 
年
寄
 
役
 
を
 
命
 
せ
ら
 

れ
て
以
 
來
其
德
 

一
 
鄕
を
 
風
化
 

し
、
 村
 
治
の
 
見
る
 

ベ
 
き
も
の
 
多
 
か
 
b
 
し
を
以
 

て
、
 文
 
政
 
三
年
 
事
遂
 

に
官
に
 
聞
こ
え
 
苗
字
 
を
 
允
 
さ
る
。
 

藤
 
左
 
衞
門
又
 
風
流
 
を
 
解
し
 
文
事
 
を
嗜
 
み
、
 高
 
僧
 
黄
 
泉
.
 荒
 
井
 

鳴
門
 
等
に
 
交
る
。
 

天
 
保
 
六
 
年
 
楠
 
公
 
五
 
百
年
 
忌
に
 
當
 
り
て
 
祭
祀
 
を
 
行
 
ひ
、
 搢
紳
 
S
 
に
硕
學
 
高
僧
 

の
 
詩
歌
 
を
宽
 
集
し
、
 
佐
 
藤
 

一
 
齋
愈
崎
 
小
 
竹
の
 
序
文
 
を
 
加
 
へ
 
て
 
装
 
帳
し
、
 
名
づ
 
け
て
 
嗚
呼
 
帖
と
云
 

ひ
、
 之
 
を
 
墓
前
に
 
展
す
。
 
今
廣
嚴
 
寺
の
 
什
寶
 
と
な
れ
 

る
 
も
の
 
卽
ち
是
 

な
、
 
り。 

嘉
永
 
元
年
 
十
二
 



月
 
歿
す
。
 

享
年
 
七
十
 
九
"
 

. 

橋
 
本
 
氏
 
中
興
 
先
祖
 
書
寫
リ
 

二
 
茶
屋
 
村
々
 

中
 
家
譜
。
 

二
 
茶
店
 
衬
 
改
正
 
舊
家
 

撰
。
 

f! 亭
 
三
 
稿
。
 

接
々
 
池
 
碑
 
誌
。
 

酒
造
 
御
 
觸
書
及
 
諸
 
願
寫
。
 
攝
州
八
 
部
 
郡
ニ
ッ
 
茶
屋
 
村
寄
特
 
者
の
 
儀
 
LL 付

 
申
 
上
：
 t 書

付
。
 
橋
 
本
文
 
書。 

鳴
 
呼
 

覺
巖
實
 

明
 

實
明
 

字
は
覺
 

巖
、
 

俗
 

姓
 

は
 

中
 

野
 

氏
、
 

近
 

江
 

國
高
島
 

郡
知
內
 

村
の
 

人
な
 

り
。
 

真
 

政
 

五
 

年
 

を
 

以
て
 

生
る
。
 

七
歲
 

に
し
て
 

千
 

丈
 

老
人
に
 

就
き
 

剃
 

度
し
.
 

老
人
の
 

法
 

孫
 

守
巖
に
 

師
事
す
。
 

學
 

成
り
 

道
 

を
 

得
て
 

後
 

四
方
に
 

遊
 

化
し
、
 

播
磨
國
 

明
 

石
 

郡
 

平
野
 

村
西
敎
 

寺
に
 

住
し
.
 

又
 

明
 

石
 

市
雲
晴
 

寺
に
 

遷
 

b
 

て
 

之
 

を
 

中
興
す
。
 

實
明
兵
 

庫
の
 

地
 

未
だ
 

曹
洞
 

宗
 

の
 

寺
院
 

無
き
 

を
 

見
て
，
 

托
鉢
 

數
 

年
，
 

玆
 

に
 

兵
 

庫
の
 

素
 

封
 

住
屋
吉
 

左
衞
門
 

及
び
 

喜
 

多
 

二
 

平
の
 

歸
依
を
 

得
.
 

天
台
宗
 

能
 

福
 

寺
 

所
 

屬
の
八
 

王
子
の
 

森
 

を
 

開
拓
し
、
 

天
 

保
 

十
 

年
 

吉
左
衞
 

門
 

所
有
の
 

一
 

小
屋
 

を
 

移
し
、
 

私
に
 

般
若
 

林
と
 

稱
し
、
 

後
年
 

公
稱
 

福
 

昌
 

寺
と
 

云
へ
 

り
。
 

嘉
永
 

三
年
 

九
月
 

雲
 

晴
寺
を
 

退
隱
し
 

て
、
 

近
 

江
 

國
源
昌
 

寺
に
 

轉
住
 

し
、
 

居
 

る
 

こ
と
 

半
歲
 

に
し
て
 

信
 

濃
 

國
埴
科
 

郡
 

松
 

代
 

町
大
林
 

寺
の
 

請
 

を
 

受
け
て
 

之
に
 

轉
じ
、
 

嘉
永
五
 

年
 

八
 

月
 

同
町
 

眞
田
 

侯
の
 

菩
提
 

所
長
 

國
 

寺
に
 

住
す
。
 

甞
て
江
 

駒
 

込
栴
檀
 

林
の
 

學
 

長
た
り
 

し
 

時
、
 

地
 

覺
巖
實
 
明
 
 

三
 

七
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三
 八
 

大
に
震
 

ふ
。
 
學
衆
大
 

に
 
驚
き
て
 

to- 外
に
 
出
で
 
む
と
 
す
、
 
一
喝
し
て
 

曰
 
く
、
 「
生
死
 
の
 
超
脫
を
 
旨
と
 

す
る
^
 
僧
 
何
 
を
 
か
 
狼
 
ffl す

 
る
」
 と
、
 
一
 
衆
 
忽
ち
 
定
 
ま
 
b
 
以
て
 
事
な
 
き
を
 
得
 
た
 
り
と
。
 

傳
 

へ
 
い
 
ふ
、
 

壯
年
 
行
脚
の
 

時
、
 諸
 
方
の
 
禪
 
林
に
 
到
、
 り
て
 
曰
 
く
、
 「
手
 
は
 
覺
 
巖
、
 文
 
才
は
縱
 

橫
、
 坐
 
禪
は
 
可
な
 

b. 、
か
、
 

る
 
雲
水
 
一
個
 
は
い
ら
ざ
る
 

か
」
 と
、
 自
 
ら
售
ひ
 

あ
 
b
 
き
た
，
 
0 

と
 
云
 
ふ
。
 
書
畫
を
 
能
く
 

し
、
 其
 
畫
 
く
 

所
の
 
達
磨
 
は
 

一
 
種
の
 
風
韻
 
あ
ち
て
 
世
の
 
珍
赏
 
す
る
 
所
と
 
な
る
"
 

安
政
 
四
 
年
 
十
 
 一
 
：：rM 

1
 日
 
f
t
 

國
 
寺
に
 
於
て
 
示
 
寂
す
。
 

世
壽
 
六
十
 
五
。
 
臨
終
の
 
際
豫
め
 
衆
に
 
報
じ
て
 
最
後
の
 
說
法
 
を
な
 

し
、
 

繩
 
床
に
 
坐
し
 
晏
 
然
と
し
て
 
遷
化
せ
 

b
 
と
 
云
 
ふ
。
 

雲
 
晴
寺
記
 

錄
。
 

覺
 
應
 
自
害
 
蹄
 
林
 
開
 
創
 
由
 
來
.
 
松
の
 
I
T
 
 
I
s
f
g
 
寺
 
H
i
 
鲁
類
。
 

長
國
寺
 
記
錄
。
 

油
屋
 

伊
三
郎
 

油
屋
 

伊
三
郎
 

は
 

姓
を
吉
 

田
と
 

稱
 

し
 

，
星
 

號
を
油
 

S
 

と
稱
 

す
。
 

西
宮
の
 

人
な
 

り。
 

父
 

善
右
衞
 

門
蘆
屋
 

新
田
 

開
發
の
 

後
、
 

天
 

保
 

四
 

年
 

東
 

尻
 

池
 

村
 

和
 

田
 

山
 

を
 

發
せ
 

む
と
 

欲
 

し
、
 

之
 

を
 

同
村
の
 

里
 

正
 末
 正
宗
 左
衞
 門
に
 謀
 り、 宗 左

衞
門
 歿し
、
 息 久
左
衞
 門 其
 後
 を 承
く
 る
に
 及
 び、 共 同

に
 出
 

資
し
 

善
右
衞
 

門
の
 

子
 

伊
三
郎
の
 

名
 

を
 

以
て
 

開
墾
の
 

出
願
 

を
な
 

せ
，
 

o
。
 

當
初
 

三
十
 

町
 

步
餘
を
 

開
拓
す
 

る
の
 

豫
定
 

な
り
し
 

が
、
 

西
方
 

墓
 

山
 

を
 

除
外
す
 

る
に
 

非
 

ざ
れ
ば
、
 

東
 

尻
 

池
 

村
と
の
 

交
涉
頗
 



る
 
困
難
に
 

し
 
て
、
 當
 
初
の
 
企
畫
を
 
遂
行
す
 

る
 
こ
と
 
能
 
は
ざ
る
 

を
 
察
 
し
、
 設
 
計
を
變
 
じ
て
 
二
十
 
七
 

町
歩
の
 
開
 
發
を
當
 

，
厨
 
に
 
出
願
 

し
、
 天
 
保
 
十
 
年
に
 
至
り
 
始
め
て
 
大
繩
を
 
入
る
、
 

を
 
得
た
-
.
^
。
 

當
 

時
 
幕
政
 
弛
廢
 
し
て
 
官
紀
 
嚴
肅
 
な
ら
 
ざ
 
b
 
し
を
以
 

て
、
 多
 
額
の
 
財
物
 
を
賂
と
 

し
、
 天
 
保
 
十
二
 
年
 
十
 

二
月
に
 
至
り
て
 
漸
く
 
檢
地
を
 
了
す
 

る
 
を
 
得
た
り
 

と
 
云
 
ふ
。
 

儉
 
地
の
 
結
果
 
收
穫
豫
 
定
額
 
六
十
 

八
 
石
 
四
 
升
 
五
 
合
、
 反
 
別
 
十
九
 
町
 
五
 
反
五
歃
 
十
二
 
步
と
 
定
め
ら
 

る
。
 
所
謂
 
吉
田
 
新
田
 
こ
れ
に
し
 

て
、
 吉
 
田
の
 
名
は
實
 
に
油
屋
 
伊
三
郎
の
 
姓
に
 
採
れ
る
な
 

り
。
 

吉
田
 
新
田
 
成
る
 

や
、
 先
 
づ
 
葡
 
萄
、
 林
 
檎
等
 
を
栽
植
 
せ
し
 

も
、
 南
 
風
の
 
爲
 
め
に
 
果
物
 
生
 
熟
せ
ざ
る
 

に
 
よ
 

，9、 更
 
に
 
木
棉
を
 
栽
培
し
た
 

る
 
も
、
 是
 
亦
 
地
味
に
 
適
せ
 

す
、
 已
 
む
 
を
 
得
す
 
蔬
菜
 
を
植
 
う
る
に
 

決
 
し
、
 熟
 
練
の
 
農
夫
 
を
 
物
色
 

し
、
 先
 
づ
鳴
尾
 
村
に
 
伊
平
な
る
 
者
 
を
 
得
し
 

に
、
 次
 
ぎ
て
 
半
 
兵
 
衞
.
 幸
 
助
 

等
の
 
妻
子
 
を
 
具
し
て
 
來
る
 
あ
り
。
 

是
に
 
於
て
 
是
等
數
 
人
の
 
發
意
 
に
よ
り
 
甘
 
藷
を
植
 
ゑ
し
 

が
.
 

是
亦
 
南
風
の
 
爲
 
め
に
 
收
穫
を
 
得
る
 

に
 
至
ら
 

す
、
 爲
 
め
に
 
小
作
人
の
 
離
散
 
を
 
見
む
 
と
す
る
 

に
 
至
 

る
。
 
是
の
 
如
く
に
 
し
て
 
嘉
 
永
年
間
に
 
至
る
 

ま
 
で
、
 巨
 
額
の
 
金
 
餞
 
を
 
消
耗
 

し
、
 賣
 
却
せ
 
む
と
 
欲
す
 

る
 
も
、
 之
に
 
應
 
す
る
 
者
な
 
か
り
し
 

を
 
以
て
、
 
窮
迫
の
 
餘
 
御
影
 
村
の
 
酒
造
家
 
某
と
 
約
 
し
、
 此
 
處
に
酒
 

造
の
 
計
畫
 
を
 
な
 
せ
 
し
 
が
、
 不
 
幸
に
 
し
て
 
某
の
 
火
災
に
 
罹
 
b
 
家
 
道
 
全
く
 
衰
 
ふ
る
 
あ
 
b
 
 、
爲
 
め
に
 
事
 

業
 
も
 
亦
 
中
絶
に
 
歸
し
 
、
伊
三
郎
の
 
困
 
厄
 
其
 
極
に
 
達
し
、
 
嘉
永
四
 
年
に
 
至
 
b
 
新
開
地
 

は
 
遂
に
 
久
左
 

:S 屋
 
伊
三
郎
 
 

三
 九
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 0
 

衞
 
門
の
 
實
弟
儀
 
左
衞
 
門
の
 
有
に
 

2
1
 
せ
り
。
 

當
時
 
久
左
衞
 
門
は
當
 
新
田
の
 
支
配
 
役
た
、
.
.
 
-
し
を
 

以
 
て
、
 儀
 
左
衞
門
 
を
し
て
 
其
 
所
；
^
 
主
た
ら
 
し
め
 
た
 
る
 

も
.
.
 S
 
は
 
久
左
衞
 
門
の
 
有
に
；
 
i
 
し
た
る
 

も
 

の
 
な
 
^
と
 
云
 
ふ
。
 
伊
三
郎
の
 
歿
年
世
 
壽
を
詳
 
に
せ
 

ャ
。
 

^
屋
伊
三
^
と
束
《
^
^
,
〕
衬
と
の
爲
取
}
^
?
!
^
文
-
 

攝
津
國
 

八
 
部
^
 
吉
田
 
新
田
 
檢
地
 

幔
。
 
吉
田
斩
 

a
 
開
 
》
4
六
 
十
 

年
史
。
 

眞
 
島
順
遨
 

眞
島
順
 
道
 
初
め
の
 
名
 
は
 
a
 
安
、
 于
 
石
と
 
號
す
。
 

兵
 
庫
の
 
醫
 
に
し
て
 
詩
 
を
 
善
く
 

し
、
 交
 
を
 
廣
 
瀨
 

旭
 
莊
に
結
 

び
.
 旭
 
莊
の
兵
 
庫
に
 
來
る
 
や
 、
_
a
r
 其
 家
 
に
 
宿
す
。
 

又
 
旭
 
莊
の
兵
 
扉
に
 
講
筵
を
 
開
き
、
 
或
 

は
 
愼
明
舍
 

を
 
起
こ
せ
し
 

が
 
如
 
き
、
 順
 
道
の
^
^
カ
に
俟
っ
所
尠
し
と
せ
す
。
 

順
 
道
 
嘉
永
六
 
年
 
居
 

を
 
大
阪
堂
 
島
に
 
移
し
 

• 同
年
 
六
月
 
歿
す
。
 

年
壽
 
明
か
な
ら
 

す
。
 

梅
敏
 
詩
鈔
。
 

B
 
間
琅
事
 
備
忘
。
 

增
田
三
 

太
夫
 

增
田
氏
 

は
 
家
 
號
を
網
 
屋
と
稱
 

し
、
 新
 
在
家
 
町
に
 
住
す
。
 

世
.
^
 臼
杵
 
侯
の
 
本
陣
 
を
 
勤
 
め
、
 大
 
阪
，
 江
 



へ
 
廻
 
漕
の
 
同
藩
 
產
 
物
の
 
出
納
 
を
 
管
し
、
 
五
 
人
 
扶
持
 
を
 
給
 
せ
ら
る
。
 

三
 
太
夫
 
は
 
長
 
田
 
村
の
 
里
 

正
傳
右
 
衞
門
議
 
谷
の
 
弟
に
 

し
 
て
、
 文
 
化
 
二
 
年
 
を
 
以
て
 
生
 
れ
、
 入
 

、り 
て
增
 
田
家
 
を
繼
 

ぐ
。
 

養
 
父
 
三
 

太
夫
 
甞
て
凶
 
歉
に
際
 

し
、
 施
 
與
 
す
れ
ば
 
恩
 
あ
る
 

に
 
似
た
 

り
、
 
ェ
 
事
の
 
賃
 
と
し
て
 
之
に
 
酬
い
む
 

か
.
 

敢
て
 
恩
な
 
し
と
 
云
 
ひ
、
 村
 
民
 
救
濟
の
 
一
策
と
 

し
 
て
、
 長
 
田
 
村
の
 
丘
 
阜
に
大
 
土
工
 
を
 
起
こ
 

し
、
 荆
 
棘
 

を
闢
き
 
山
莊
を
 
建
築
し
て
 
輪
 
奐
の
美
 

を
 
極
め
た
-
.
.
.
。
 

此
丘
 
も
と
 
名
な
 
か
り
し
 

が
、
 是
に
 
於
て
 

增
田
 
山
と
 
名
づ
 

け
、
 物
 
徂
徠
 
松
風
 
樓
の
 

m
i
 
額
 
を
 
得
る
 

に
 
及
 
び
、
 樓
 
を
ば
 
松
風
と
 
名
づ
 

け
、
 天
 
保
 
六
 

年
 
庭
 
中
の
 
碑
に
 
村
 
田
 
庫
山
 
撰
す
 

る
 
所
の
 
增
田
山
 
記
を
勒
 
せ
り
。
 

天
 
保
 
十
 

一
 
年
 
九
月
 
二
十
 
九
 

日
廣
瀨
 
旭
莊
兵
 
庫
に
 
遊
 
び
、
 此
 
別
業
 
を
 
過
ぎ
り
 
し
か
 

ば
、
 具
 
島
 
順
 
道
.
 松
 
尾
 
謙
 
齋
.
 藤
 
田
 
有
 
節
.
 大
 
久
 

保
奇
 
哉
.
 堀
 
元
 
仲
 
等
來
 

b
 
會
し
、
 
韻
 
を
 
分
ち
 
詩
を
賦
 

す
。
 
旭
莊
三
 
太
夫
の
 
爲
 
め
に
 
增
田
 
山
莊
記
 

を
 
作
り
て
 
之
に
 
贈
る
。
 

三
 
太
夫
 
順
 
道
と
 
議
し
講
 
席
 
を
 
兵
 
庫
に
 
開
か
む
 
と
て
 
旭
 
莊
に
乞
 

ふ
 
所
 

あ
り
し
 

か
 
ば
、
 旭
 
莊
 
之
を
諾
 

し
、
 嘉
 
永
 
二
 
年
 
十
二
月
 
十
三
 

曰
 
復
た
兵
 
庫
に
 
遊
び
 

て
、
 十
 
四
 
曰
 
三
 
太
 

夫
の
 
山
莊
に
 

至
 

同
夜
 
三
 
太
夫
の
 
家
に
 
泊
し
 
論
語
 
を
講
 

す
。
 

三
 
太
夫
 
大
 
に
 
喜
び
て
 

曰
く
.
 
道
 

は
 
此
に
在
 

b
 

と
。
 
每
月
旭
 
莊
を
兵
 
庫
に
 
聘
 
し
て
 
其
講
說
 
を
聽
 
か
む
 
こ
と
 
を
圖
 

る
。
 

同
 
三
年
 

正
月
 
二
十
 
二
日
 
三
 
太
夫
 
侯
 
家
に
 
勞
す
 
る
の
 
故
 
を
 
以
て
 
傣
五
ロ
 

を
 
加
給
 
せ
ら
る
"
 

三
 
太
夫
 
惟
 

へ
ら
く
、
 
二
れ
 
君
 
侯
の
 
殊
 
恩
と
 
祖
先
の
 
功
勞
 
と
の
 
賜
な
 

b
 
 、
之
 
を
 
子
孫
に
 
示
し
て
 
永
く
 
諼
る
 

、 

眞
島
 
順
道
增
 

三
 
太
夫
 
•

 

 

四
 
一 



祌
 

戶
市
史
 

錄
 

一 
近
世
 

人
物
 
列
傳
 
 

TO
I 

二
 

こ
と
な
か
ら
 

し
め
む
 

と
。
 

卽
ち
文
 

を
 

旭
 

莊
に
乞
 

ひ
、
 

以
 

て
 

之
 

を
 

子
孫
に
 

貽
す
"
 

旭
莊
 

自
筆
の
 

序
、
 

傳
 

へ
て
 

同
家
に
 

在
り
。
 

明
治
 

十
五
 

年
 

五
月
 

二
十
 

六
日
 

歿
す
。
 

享
年
 

七
十
 

八
。
 

增
田
三
 

太
夫
 

所
蔵
 

旭
莊
の
 

軸
。
 

梅
 

壤
詩
妙
 

^ 
日
間
 

瘰
率
 

備
忘
。
 

網
屋
 
吉
兵
衞
 

網
屋
吉
 

兵
衞
は
 

天
明
 

五
 

年
 

二
 

ッ
 

茶
屋
 

村
 

下
町
 

I
 

ひ
 

「
；
^
 

町
に
 

生
る
。
 

其
祖
吉
 

太
夫
 

肥
 

後
 

侯
の
 

船
 

手
 

頭
 

を
 

勤
め
た
，
 

9
。
 

吉
兵
衞
 

十
一
 

歲
 

に
し
て
 

兵
 

庫
三
 

軒
屋
町
 

荒
物
 

商
璺
後
 

屋
德
三
 

郞
 

方
に
 

丁
稚
奉
公
 

を
 

な
す
こ
と
 

年
 

あ
，
 

cs
。 

然
る
に
 

當
 

時
 

兵
 

庫
 

港
に
 

は
 

江
 

In
- 

迥
船
其
 

他
近
國
 

大
小
の
 

船
舶
 

輻
辏
 

し
、
 

神
 

芦
、
 

ニ
ッ
 

茶
屋
 

亦
 

船
主
 

多
 

か
，
 

9 
し
も
、
 

攝
海
 

沿
岸
に
 

船
底
 

焚
您
の
 

設
備
 

存
せ
 

ざ
，
 

し
ょ
 

是
 

等
の
 

船
舶
に
 

し
て
 

爆
 

船
せ
 

む
と
 

欲
せ
 

ば
、
 

之
 

を
 

I
S
 

岐
 

或
は
 

備
後
邊
 

に
 

求
 

め
ざ
る
 

可
か
ら
 

す
、
 

而
 

も
 

讚
 

岐
多
度
 

津
の
据
 

場
の
 

如
き
 

潮
 

沙
の
關
 

係
に
 

よ
，
 

り
您
 

船
す
 

る
 

こ
と
 

能
 

は
す
し
て
、
 

S
 

し
く
 

半
 

ヶ
月
 

を
 

費
す
 

場
合
 

稀
な
ら
 

や
、
 

其
 

不
便
 

不
利
 

尠
 

か
ら
す
と
 

聞
 

き
、
 

吉
 

兵
 

衞
 

1
^
 

々
兵
 

庫
 

築
 

島
の
 

沙
濱
に
 

出
で
、
 

潮
汐
の
 

干
満
 

を
試
査
 

し
、
 

据
場
 

築
造
の
 

考
按
 

を
^
ら
 

せ
 

,.
.^
。 

然
れ
 

ど
も
 

容
易
に
 

其
 

素
志
 

を
 

架
す
 

こ
と
 

を
 

得
 

ざ
り
 

し
を
以
 

て
、
 

S
 

に
大
阪
 

の
吳
服
 

商
に
 

奉
公
せ
 

し
め
し
 

長
男
 

吉
五
郞
 

長
 

じ
て
 

二
十
 

五
歲
に
 

達
す
る
 

に
 

及
 

び
，
 

之
 

に
 

家
業
 

を
讓
 

b
 

て
隱
 



退
 

し
.
 

己
 

は
專
ら
 

築
造
に
 

村
の
 

年
寄
 

天
 

満
屋
善
 

四
 

の
 
企
畫
を
 
以
て
せ
し
 

に
 

の
 
決
 
意
 
を
 
條
 
慂
 
す
、
 吉
 
兵
 

十
五
 

日 
神 

m-
 

村
 

方 
役
人
 

を
 
神
 

In- 村
 
字
 
安
永
 
新
田
 

一
 

日
出
 

願
し
て
 

船
燦
場
 

つ
 

公
儀
の
 

備
船
を
 

以
て
 

る
 

を
 

以
て
、
 

從
來
 

の
卒
爆
 

兵
衞
鼢
 
古
稀
に
 
達
し
、
 
財
 

典
す
 
る
の
 
已
む
を
 
得
 
ざ
 

衞
に
吳
 

服
 

代
金
の
 

未
濟
 

寺
社
 

奉
行
所
に
 

訴
 

へ
ら
 

路
 
出
府
 
を
 
憂
慮
 

し
、
 村
 
民
 

に
 其
 負
債
 を
 償
 へ 

沒
 
頭
せ
 

郞
 

及
び
 

、
二
人
 

大
 

衞
是
に
 

に
 
相
し
 

の
 
特
許
 

初
 
爆
 
を
 

の
 
方
法
 

產
旣
に
 

る
に
 

至
 

れ
、
 

出
府
 

等
 

亦
 

之
 

こ
れ
 

實
 

於 を 

1 了
 

\ィ 

を 

>9 

を 

- 
一
 

日
 

海
路
 

大
阪
に
 

赴
か
む
 

と
し
て
 

船
中
 

偶
 

< 
 

二
 

ッ
 

茶
屋
 

主
 

石
野
屋
 

德
右
衞
 

門
と
 

同
乘
 

せ
し
 

を
以
 

て
、
 

語
 

る
に
 

年
來
 

贊
意
を
 

表
 

し
、
 

著
 

阪
の
 

上
船
 

宿
 

灰
 

治
に
 

宿
泊
し
て
 

吉
兵
衞
 

て
 

宿
志
の
 

賞
 

徹
せ
む
 

こ
と
 

を
 

喜
 

び
、
 

嘉
 

永
 

七
年
閻
 

七
月
 

二
 

得
、
 

燦
 

場
 

設
置
の
 

願
書
 

を
 

代
官
 

川
 

工
事
に
 

著
 

手
 

し
 

* 著
 

々
其
 

進
涉
を
 

得
、
 

安
政
 

二
 

年
 

三
月
 

二
十
 

八
日
に
 

ひ
、
 

頗
 

る
 

良
好
の
 

成
績
 

を
收
 

め
た
 

改
良
し
 

て
 

輪
 

木
 

燦
 

の
 

仕
 

法
と
 

な
 

し
 

く
、
 

負
債
 

山
積
 

せ
 

る
 

を
 

以
 

て
 

•！
！ 

し
の
み
 

な
ら
 

す
、
 

近
 

江
 

國
神
崎
 

郡
 

W
 

す
る
 

こ
と
 

能
 

は
 

ざ
り
 

し
ょ
，
 

OS
 

訴
の
命
 

を
 

受
け
し
 

に
、
 

親
族
 

故
舊
 

憐
み
相
 

謀
，
 

0 
て
 

燦
場
を
 

村
 

方
に
 

安
政
 
六
 
年
 
十
 

一
 
月
に
 
し
て
、
 
こ
れ
 

上
 
金
 
吾
助
に
 
提
出
 

し
、
 
地
 

見
し
 

を
以
 

て
、
 

同
 

九
月
 

十
 

は
 
上
棟
式
 
を
擧
行
 

し
、
 且
 

り
 

し
 

も
、
 

尙
 

不
備
の
 

點
ぁ
 

せ
 

り
。
 

然
 

る
 

に
 

此
時
士
 

口
 

場
 

を
 

同
村
 

林
屋
和
 

助
に
 

小
 

幡
村
吳
 

服
 

問
屋
 

佐
 

兵
 

佐
 

兵
 

衞
の
爲
 

め
 

に
 

江
 

芦
 

之
 

を
 

聞
知
し
 

老
軀
の
 

遠
 

引
取
 

b
 

、
吉
 

兵
 

衞
の
爲
 

め
 

よ
，
 

CN
 

後
 

吉
兵
衞
 

は
纔
に
 

網
屋
 
吉
兵
衞
 
 

§
ニ
 



神
戶
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史
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四
 四
 

1
1
 

場
の
 

差
配
人
と
 

な
り
 

了
れ
，
 

り。
 

此
船
 

場
 

は
赏
に
 

今
の
 

神
 

H
I
 

港
 

東
 

税
關
船
 

入
場
の
 

前
身
 

に
し
て
、
 

文
久
 

三
年
 

ra
: 

月
 

二
十
 

三
日
に
 

は
將
 

fe
- 

家
 

茂
 

親
し
く
 

此
地
 

に
 

臨
み
、
 

苦
 

兵
衞
を
 

引
見
し
 

て
 

種
々
 

下
問
す
 

る
 

所
 

あ
 

b
 
 

、
其
 

勞
 

を
 

賞
 

せ
 

、り
。 

塞
に
 

吉
兵
衞
 

畢
生
の
 

面
目
と
 

稱
す
 

ベ
 

し
。
 

其
 

後
 
勝
 
安
 
i
 方 
ま
 
た
 
士
ロ
 
兵
 
衞
を
 
招
き
て
 
据
 
5
?
 
築
造
の
 
顚
末
を
 
質
問
 

し
、
 「
左
 ま
 
で
 
苦
 
辛
の
 
事
業
 

も
、
 其
 

方
の
 

名
義
 

を
 

奪
 

は
れ
た
 

る
 

は
 

誠
に
 

不
憫
の
 

至
 

な
れ
ば
、
 

如
何
に
も
 

致
し
 

其
方
の
 

も
の
と
 

爲
し
 

遣
 

す
 

ベ
 

し
」
 

と
 

約
 

し
.
 

厚
 

く
^
ふ
 

所
 

あ
、
 

9
 
 

,L
 

が
、
 

幾
 

な
 

ら
 

す
し
て
 

安
 

屛
 

居
の
 

身
 

と
 

な
 

り
、
 

此
 

約
 

終
 

に
 

酬
い
ら
 

る
、
 

に
 

至
ら
す
。
 

其
 

後
明
 

治
 

元
年
 

藤
 

俊
 

介
 

波
止
場
 

築
造
 

檢
 

分
の
 

た
め
 

此
 

海
岸
 

を
 

巡
視
せ
 

る
 

際
、
 

吉
 

兵
衞
 

施
工
の
 

蹟
 

を
 

視
、
 

彼
 

に
 

波
止
場
 

築
造
に
 

關
 

す
る
 

意
見
 

を
徵
 

せ
し
 

に
、
 

吉
 

兵
衞
 

老
骨
 

を
 

挺
し
て
 

氣
カ
を
 

凝
 

し
、
 

波
 

止
 

場
の
 

模
型
 

を
 

造
り
て
 

之
を
呈
 

せ
，
 

明
治
 

二
 

年
 

九
 

月
 
五
日
 
歿
す
。
 
享
年
 
八
十
 
五
。
 

新
規
 
船
 
11 場

 
取
 
建
 
頼
 
書
 
之
控
。
 

城
 
田
 
氏
 

系
 
gu, 

祌
戶
 
開
港
 
三
十
 
年
史
。
 

加
 

納
次
郞
 

作
 

加
 

納
次
郞
 

作
 

名
 

は
 

希
 

芝
、
 

字
 

は
 

玉
 

樹
，
 

文
 

化
 

十
 

年
 

十
月
 

二
十
四
日
 

近
 

江
國
坂
 

本
 

村
に
 

生
 

れ
、
 

入
 

、
り
-
て
 

菟
 

原
郡
齡
 

i
 

御
影
 

村
 

加
納
次
 

作
の
 

家
 

を
嗣
ぎ
 

、
幕
府
の
 

廻
船
 

用
達
 

を
 

業
と
 

す
 

J 
文
久
三
 



年
 

二
月
 

勝
 

安
芳
が
 

和
 

田
 

崎
.
 

神
 

II
V 

西
 

宮
 

等
砲
臺
 

築
造
の
 

命
を
拜
 

す
る
 

や
、
 

次
 

郞
作
 

を
し
て
 

其
ェ
 

事
 

請
負
の
 

任
に
 

當
 

ら
し
 

め
、
 

四
月
 

和
 

田
 

崎
砲
臺
 

の
ェ
を
 

起
こ
せ
し
 

に
、
 

元
 

治
 

元
年
 

八
月
 

石
堡
塔
 

先
づ
 

成
.
 

-、
 

踵
い
で
 

外
廓
 

其
 

他
の
 

殘
 

工
事
 

亦
 

完
成
 

を
 

見
る
 

を
 

得
た
り
。
 

慶
應
 

三
年
 

五
月
 

兵
 

庫
 

開
港
 

勅
許
 

後
 

は
 

次
郞
作
 

御
用
 

掛
の
 

一
 

員
と
 

し
て
 

商
社
の
 

設
立
に
 

盡
カ
 

し
、
 

六
 

月
商
 

社
 

設
立
の
 

議
其
實
 

行
 

を
 

見
し
 

や
、
 

十
四
日
 

商
社
の
 

諸
 

役
を
大
 

阪
總
會
 

所
に
 

招
き
、
 

商
人
 

一
 

人
の
 

私
利
 

を
 

旨
 

と
 

せ
 

す
、
 

西
 

洋
 

商
人
よ
り
 

高
利
の
 

金
 

餞
 

を
 

借
ら
 

す
、
 

協
 

同
 

一
 

致
し
て
 

賀
 

易
の
 

盛
大
 

を
圖
 

る
べ
 

し
 

と
 

諭
 

し
、
 

備
 

金
に
 

關
 

し
て
も
 

亦
演
 

達
す
る
 

所
 

あ
、
 

り。
 

然
る
に
 

此
 

商
社
 

幾
 

も
な
 

く
 

幕
府
の
 

解
 

共
に
 

解
散
と
 

な
る
。
 

是
 

よ
り
 

先
き
 

次
 

郞
作
幕
 

命
に
 

よ
り
 

汽
船
 

及
び
 

帆
船
の
 

委
託
 

を
 

受
け
 

て
 

運
輸
の
 

業
に
 

も
從
 

事
す
 

る
 

こ
と
 

， 
な
.
.
'
 

し
 

を
 

以
て
、
 

慶
應
 

三
年
 

十
月
 

若
年
 

寄
 

格
 

永
 

井
玄
蕃
 

頭
と
 

謀
、
 

り
て
 

幕
府
に
 

き
 

ひ
、
 

初
 

め
て
 

長
 

鯨
.
 

奇
 

捷
.
 

順
 

動
.
 

太
 

平
等
の
 

諸
 

船
 

を
 

以
て
 

江
 

tn
z 

祌
 

In
/ 

大
 

阪
 

間
の
 

定
期
 

航
路
 

を
 

開
 

き
、
 

貨
 

物
 

a
 

に
 

船
客
 

を
 

運
搬
す
。
 

こ
れ
 

本
邦
に
 

於
け
 

る
 

洋
式
 

船
舶
 

定
期
 

航
海
の
 

權
 

輿
な
 

り
。
 

維
新
 

後
 

諸
 

官
に
歷
 

任
 

し
、
 

明
 

治
 

十
 

年
 

三
月
 

正
 

七
 

位
に
 

敍
 

し
、
 

十
 

七
 

年
 

海
軍
 

權
大
 

書
記
官
に
 

任
じ
 

正
 

六
 

位
に
 

陞
敍
 

す
。
 

明
治
 

十
八
 

年
 

九
月
 

十
五
 

日
 

歿
す
。
 

享
年
 

七
十
 

三
。
 

陸
軍
 

歷
史
。
 

海
 

舟
 

日
誌
。
 

和
 

E
 

岬
 

御
 

臺
場
御
 

築
造
 

御
用
 

留
。
 

神
戶
 

開
港
 

三
十
 

年
史
。
 

德
川
慶
 

喜
 

公
傳
。
 

大
 

阪
 

市
史
。
 

加
 

納
次
郞
 

作
 

墓
碑
銘
。
 

如
,
 

tr
- 
郎
作
 
 

四
 

五
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1
 
 

E
H
 

ハ 

生
 

島
四
郎
 

太
夫
 

生
 

島
四
郞
 

太
夫
に
 

奥
 

平
野
 

村
 

乾
 

八
左
衞
 

門
の
 

子
に
 

し
て
，
 

文
化
 

四
 

年
 

を
 

以
て
 

生
 

れ
、
 

入
 

、り
 

\
 

- 

生
 

島
 

家
を
嗣
 

ぐ
。
 

生
 

島
 

家
 

は
 

世
，
^
 

四
郞
 

太
夫
と
 

稱
し
神
 

ti
; 

村
に
 

住
 

し
.
：
 

號
を
松
 

a
 

と
稱
し
 

て
 

酒 造 を 業 と し、 里 正 を 勤めた. 
9。 

慶
應
 

三
年
 

五
月
 

二
十
四
日
 

兵
 

庫
 

開
港
の
 

勅
許
 

あ
る
 

や
、
 

幕
府
 

は
 

同
月
 

二
十
 

八
日
 

大
 

阪
町
舉
 

行
柴
田
 

日
向
 

守
 

g
 

等
に
 

兵
 

庫
 

開
港
 

御
用
 

取
扱
 

を
 

命
 

じ
、
 

六
 

月
 

六
日
 

を
 

以
て
 

十
二
月
 

七
日
よ
.
 

> 

兵
 

庫
 

を
 

開
港
す
 

ベ
 

き
 

旨
 

を
 

公
布
 

し
.
 

七
 

月
日
 

向
 

守
 

を
し
て
 

兵
庫
舉
 

行
 

を
 

兼
ね
し
 

む
。
 

是
 

に
 

於
 

て
 

日
向
 

守
は
來
 

、
り
て
 

ニ
ッ
 

茶
屋
 

村
 

善
 

福
 

寺
に
 

倚
 

居
 

し
、
 

命
 

を
 

奉
じ
て
 

紳
 

to
' 

村
 

生
 

田
 

川
 

以
西
の
 

居
留
地
々
 

域
の
 

土
工
 

を
 

起
こ
し
、
 

神
 

II
； 

村
 

宮
前
濱
 

な
る
 

舊
 

海
軍
 

操
 

楝
所
附
 

建
 

物
 

を
 

以
て
 

假
 

事
務
所
に
 

充
 

て
、
 

開
 

港
 

準
備
に
 

關
 

す
る
 

事
務
 

を
董
 

せ
り
-
 

而
 

し
て
 

當
 

時
四
郞
 

太
夫
が
 

神
 

In
- 

村
 

里
 

正
の
 

職
に
 

在
 

b
 
 

、
才
 

幹
 

用
.
 

Q
 

る
に
 

足
 

，0
- 

し
 

を
 

以
て
、
 

居
留
地
の
 

土
木
工
事
 

を
ば
 

專
ら
彼
 

を
 

し
 

て
擔
 
任
せ
し
 
め
た
、
 
9。 

然
る
に
 

幾
 

も
な
/
、
 

し
て
 

大
攻
 

復
古
と
 

な
 

K
M
 

醣
四
年
 

正
月
 

三
 

口
 

伏
 

見
.
 

鳥
 

羽
の
 

戰
ぁ
 

i
 

K
 

地
方
 

玆
に
 

鎮
定
せ
 

る
 

を
 

以
 

て
、
 

長
 

州
 

藩
 

兵
の
 

一
 

隊
は
十
 

一
 

日
の
 

皮
 

海
洛
大
 

K
 

よ
り
 

到
，
 

り
て
，
 



兵
 
庫
 
警
備
の
 
任
に
 
就
け
，
 
り。 

愛
に
 
於
て
 
市
民
 
長
 
兵
に
 
倚
 
頼
せ
 
む
と
 
す
る
 

の
 
念
 
頓
に
深
 

く
、
 從
 

ひ
て
 
幕
 
命
に
 
よ
り
て
 
居
留
地
 
工
事
 
を
擔
 
任
せ
る
 
四
郞
 
太
夫
に
 
快
か
ら
 
ざ
る
 
者
 
出
 
で
、
 四
 
郞
 
太
 

夫
が
 
巨
額
の
 
工
事
費
 
金
を
藏
 

せ
、
 り
と
の
 
風
說
 
遂
に
 
長
 
兵
の
 
耳
に
 
す
る
 
所
と
 
な
 
る
。
 

當
時
新
 
政
府
 
は
 
政
 
費
 
支
辨
の
 
方
法
に
 
窮
し
、
 
幕
府
に
 
屬
 
す
る
 
領
地
 
及
び
 
金
穀
 
を
沒
收
 
す
る
 

に
 
急
 
な
 
り
 
し
 
が
、
 今
 
四
郞
 
太
夫
が
 
幕
府
の
 
金
圓
を
 
所
持
す
 
る
と
 
聞
く
 

や
、
 十
 
二
日
 
彼
 
を
 
逮
捕
し
 

て
 
其
 
屯
所
 
善
 
福
 
寺
に
 
拘
引
し
、
 
鞠
 
問
す
 

る
 
所
 
あ
，
 0 
し
も
 
彼
 
之
に
 
服
せ
 

す
。
 
乃
ち
 
四
郞
 
太
夫
の
 

家
に
 
就
て
 
搜
索
を
 
始
め
し
 

に
、
 
一
 
條
 
の
麻
繩
 
も
て
 
井
中
に
 
垂
下
せ
 

る
 
あ
 
b
 
 、
之
 
を
檢
 
す
る
 

に
 
多
 

額
の
 
貨
幣
な
 
り
し
 

か
 
ば
、
 四
 
郞
 
太
夫
 
其
 
私
財
な
る
 

を
 
辯
せ
 
し
か
 

ど
、
 宥
 
す
 
所
と
 
な
ら
 

す
、
 其
 
金
 
錢
 

は
 
悉
く
 
沒
收
 
せ
ら
 

れ
、
 四
 
郞
 
太
夫
 
亦
 
日
な
ら
 
や
し
て
 
將
に
 
斬
首
せ
ら
れ
 
む
と
 
す
。
 

會
<
 
十
四
 

日
 

伊
藤
 
俊
 
介
 
兵
 
庫
に
 
至
る
。
 
專
崎
彌
 
五
平
 
俊
 
介
の
 
知
遇
 
を
受
 
く
る
 
こ
と
 
久
し
。
 

ー
鄕
の
 
民
望
 

を
 
負
へ
 
る
四
郞
 
太
夫
の
 
斯
 
く
奇
禍
 
に
權
れ
 
る
を
憫
 

み
、
 俊
 
介
に
 
就
き
 
彼
の
 
卒
生
を
 
述
べ
 

て
 
只
 

管
 
其
 
助
命
 
を
 
乞
 
ふ
。
 

俊
 
介
肯
せ
 
ざ
り
 
し
が
，
 
彌
 
五
平
 
屈
せ
す
 
囘
護
 
頗
る
 
切
な
り
 
し
か
 

ば
、
 四
 
郞
 

太
夫
 

遂
に
 

免
る
、
 

こ
と
 

を
 

得
た
，
.
^
。
 

或
は
い
 

ふ
、
 

赦
 

さ
れ
し
 

は
 

奥
 

平
野
 

村
祥
福
 

寺
の
 

住
職
 

B
 

道
の
 
懇
請
に
 
よ
る
と
。
 

四
郞
 
太
夫
 
明
治
 
十
九
 
年
 
十
二
月
 
三
十
 
一
日
 
歿
す
。
 

享
年
 
八
十
。
 

兵
 
庫
 
外
國
人
 
居
留
地
 

一
件
 
(
繽
 
通
信
 
全
 
覽)。 

锖
德
川
 
實
紀
。
 

開
國
 
起
原
。
 

神
戶
 
開
港
 
三
十
 
年
史
。
 

德
川
魔
 
喜
 

生
 

島
四
耶
 
太
夫
 
 

四
 

七
 



神
 
戸
市
 
史
^
 

錄
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近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

W
A
 

公
傳
。
 

明
治
 
歷
史
。
 

專
崎
彌
 

五
平
 

專
崎
彌
 
五
平
 
は
 
幼
名
 
を
定
ニ
 
郞
と
稱
 

し
、
 
天
 
保
 
元
年
 
正
月
 
十
 

一
 
日
ニ
ッ
 
茶
屋
 
村
 
城
下
町
に
 

生
れ
、
 
屋
號
 
を
鐵
屋
 
と
稱
し
 
世
々
 
雑
 
業
を
營
 
め
り
。
 

彌
 
五
平
 
人
と
 
爲
，
^
 
俠
氣
 
人
に
 
絶
し
、
 
文
久
 

三
年
 
長
 
州
 
藩
が
 
攝
海
 
防
備
の
 
銜
に
當
 

る
 
や
 
其
 
用
達
と
 

な
 
b
 
 、
打
 
出
.
 
五
 
$
 
磨
 
等
の
 
陣
營
に
 

出
 

入
し
て
 
雜
事
を
 
便
す
。
 

同
年
 
八
！
：
 T: 十

八
 
日
の
 
政
變
 
に
よ
.
 
-
三
條
 
實
美
等
 
西
 
下
し
 
來
る
 

や
、
 彌
 

五
平
 
ま
た
 
長
 
藩
士
 
來
島
又
 
兵
衞
の
 
命
に
 
從
ひ
、
 
七
 
卿
の
 
乘
船
 
M
 
に
 
三
 
田
 
尻
ま
で
の
 
船
中
 
用
度
 

を
 
整
へ
、
 
窃
か
に
 
神
 

村
の
 
船
 
入
場
 
卽
ち
 
今
の
 
辨
天
濱
 

よ
 
b
 
出
船
せ
 
し
め
、
 
之
が
 
爲
 
め
に
 
幕
吏
 

の
 
迫
 
害
 
を
 
受
け
し
 

も
.
 辛
 
う
じ
て
 
死
地
 
を
脫
 
せ
り
と
 
云
 
ふ
。
 

元
 
治
 
元
年
 
長
 
兵
 
京
師
に
 
入
ら
む
 
と
し
て
 
洛
外
に
 
屯
 
集
す
 

る
 
や
、
 彌
五
；
 
牛
 
は
 
天
幕
 
其
 
他
 
を
 
供
 

給
 
し
、
 長
 
兵
戰
敗
 

れ
、
 负
 
傷
者
 
の
 
通
れ
て
 
神
 
5
,
 
に
來
 
る
に
 
及
 
び
、
 彌
 
五
平
 
竊
に
之
 

を
 
自
宅
に
 
匿
し
、
 

醫
療
を
 
加
へ
 
厚
く
 
之
 
を
 
庇
護
せ
 
る
を
以
 

て
、
 爲
 
め
に
 
會
律
 
藩
士
 
 
M
 
に
 
幕
吏
の
 
威
嚇
に
 
遭
 
ふ
こ
 

と
數
 
次
、
 遂
に
 
大
阪
 
町
奉
行
 
所
の
 
牢
獄
に
 
投
 
せ
ら
る
。
 

其
後
赦
 
さ
れ
て
 
家
に
 
簖
 
b
 
し
も
、
 
家
財
 

旣
に
 
四
散
 

し
、
 鄕
 
人
 
亦
 
幕
吏
 
を
 
憚
り
て
 
救
護
す
 

る
 
者
な
 

か
 

し
 
を
 
以
て
、
 
遂
に
 
長
 
藩
に
 
奔
る
。
 



維
新
の
 

偉
業
 

成
り
て
 

a
 

人
 

要
路
に
 

立
つ
 

に
 

及
 

び
、
 

其
眷
顧
 

に
 

浴
 

し
、
 

邸
 

宅
 

を
 

東
 

川
 

崎
 

町
に
 

構
 

へ
、
 

旅
館
 

及
び
 

廻
漕
業
 

を
營
 

み
、
 

陸
 

海
軍
の
 

用
達
 

を
 

も
 

勤
 

め
、
 

業
 

務
 

頗
る
 

盛
大
と
 

な
 

り
.
 

其
 

邸
 

は
 

明
 

治
 

十
 

年
 

西
南
 

征
討
の
 

事
 

あ
る
に
 

際
 

し
、
 

運
 

輸
 

事
務
所
に
 

充
て
 

ら
 

れ
、
 

明
 

治
 

十
八
 

年
 

行
在
所
 

御
用
 

を
 

命
せ
ら
れ
 

し
 

が
、
 

十
 

九
 

年
 

御
用
邸
と
 

し
て
 

宫
內
 

省
の
 

買
 

上
ぐ
 

る
 

所
と
 

な
れ
，
 

os
。 

爾
後
 

彌
五
 

平
 

は
 

御
用
邸
 

定
番
と
 

な
.
 

-、
 

二
十
 

一
 

年
 

八
月
 

家
事
 

を
 

其
 

孫
 

佐
 

次
 

郞
に
讓
 

b
 
 

、
隱
 

居
し
て
 

泰
 

明
と
 

號
し
、
 

二
十
 

九
 

年
 

特
旨
 

を
 

以
て
 

正
 

七
 

位
に
 

敍
 

せ
ら
る
。
 

三
十
 

四
 

年
 

八
月
 

十
二
 

日
 

歿
す
。
 

享
年
 

七
十
 

二
。
 

神
戶
 

開
港
 

三
十
 

年
史
 

j 
系
圖
-
 

り.
 

>
 
 

み
。
 

明
治
 

十
八
 

年
 

御
 

巡
幸
 

日
誌
 

井
 

奏
上
 

辔
類
 

菅
野
獨
 

介
 

菅
野
 

介
 

名
 

は
 

潔
、
 

字
 

は
 

基
 

與
、
 

通
 

稱
を
 

5
^
 

介
と
 

い
ひ
、
 

白
 

華
と
 

號
し
、
 

乾
齋
、
 

天
 

山
 

堂
 

主
人
 

等
の
 

別
號
ぁ
 

b
。
 

眞
齋
の
 

三
男
な
，
.
.
^
。
 

文
政
 

三
年
 

二
月
 

六
日
 

播
磨
國
 

高
 

砂
に
 

生
る
。
 

眞
 

齋
姬
路
 
藩
の
 
國
老
河
 
合
 
道
 
s
 
射
 
の
 
仁
 
壽
山
鱟
 
欄
 
1
^
 棚
 
報
 
の
敎
授
 
と
爲
る
 

や
.
 

介
 
年
十
餘
 
、
兄
お
 
*
 
腿
 

g
 
 

™
 

左
と
 

共
に
 

父
に
 

從
ひ
 

山
黌
の
 

側
に
 

居
る
。
 

幼
に
 

し
て
 

能
く
 

文
選
の
 

難
 

字
 

を
 

記
せ
し
 

を
 

以
て
、
 

眞
齋
 

疑
字
に
 

遭
 

ふ
 

每
に
必
 

す
 

之
 

を
 

介
に
 

賀
 

す
に
 

5
g
 

介
 

一
 

字
 

を
 

誤
ら
す
、
 

»
 

中
 

因
て
 

生
 

專
崎
彌
 

五
平
 

管
 
野
狷
介
 
 

四
 

九
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近
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物
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五
 〇
 

字引と
 

稱せ. 0 と 云 ふ。 弱冠 京攝の
 

間に 遊び、 學 成りて 姬路俠
 

に 仕 ふ。 侯の 采邑 

伊
丹
に
 

書
院
 

あ
 

り、
 

犯
 

介
 

其
 

招
に
 

應
 

じ
て
 

往
 

き
て
 

其
學
 

長
と
 

な
.
^
 

旁
 

醫
を
學
 

ぶ
、
 

時
に
 

年
 

十
九
。
 

或
 

人
 

介
 

を
 

侯
に
 

讒
 

し
て
 

曰
 

， 
、
、
彼
 

口
 

1:
1:
 

黄
吻
な
る
 

に
 

厚
顔
 

師
と
稱
 

す
.
 

今
 

に
 

し
 

て
 

禁
 

せ
 

や
 

ん
 

ば
 

必
个
藩
 

辱
 

を
 

他
方
に
 

造
 

さ
 

む
 

と
"
 

侯
 

乃
ち
 

介
 

を
 

召
還
す
。
 

居
る
 

こ
と
 

幾
 

も
 

な
 

く
し
て
 

天
 
保
 
十
 

一
 
年
 
江
 

tl; 
に
 
遊
 
び
、
 昌
 
平
餐
に
 
入
り
て
 
業
 
を
 
古
贺
侗
 
庵
に
 
受
け
、
 
在
覺
五
 

年
、
 選
ば
れ
て
 

其
舍
 

長
と
 

な
る
。
 

當
時
 

昌
平
 

覺
は
 

四
方
 

俊
秀
の
 

聚
る
 

所
に
 

し
て
，
 

仙
 

臺
の
齋
 

藤
 

竹
堂
覺
 

中
の
 

巨
擘
と
 

稱
 

せ
ら
る
。
 

而
 

し
て
 

5
g
 

介
 

之
と
 

名
を
齊
 

う
せ
り
。
 

家
書
 

父
の
 

疾
篪
 

き
を
 

報
せ
 

し
 

を
 

以
て
 

家
に
 

歸
る
 

J 
時
に
 

父
已
に
 

歿
し
て
 

其
 

葬
 

を
 

去
る
 

こ
と
 

六
日
な
.
^
。
 

犯
 

介
 

除
服
 

後
 

俊
た
 

東
行
せ
 

む
と
 

せ
し
 

に
、
 

侯
 

惜
 

み
て
 

遺
 

ら
 

や
、
 

祿
 

を
 

給
 

し
 

て
 

登
 

用
 

の
 

意
 

ぁ
 

...
^ 

し
 

も
、
 

同
 

僚
に
 

沮
 

ま
 

れ
 

て
 

行
 

は
れ
 

や
。
 

留
り
 

居
る
 

こ
と
 

一
 

歲
ぼ
 

に
 

京
阪
に
 

遊
び
し
 

も
、
 

藩
 

復
 

た
 

之
 

を
 

召
 

還
す
。
 

狷
介
 

更
に
 

乞
 

ひ
て
 

再
び
 

§5
5 

を
 

負
 

ひ
て
 

昌
平
 

费
に
入
 

り
、
 

居
 

る
 

こ
と
 

三
 

歲
、
 

嘉
 

永
 

四
 

年
 

江
 

戸
 

藩
邸
 

學
舍
 

の
敎
授
 

と
な
る
。
 

狷
 

介
性
耿
 

介
に
 

し
て
 

苟
も
 

人
と
 

交
ら
 

や
、
.
 

S
 
 

艮
 

齋
.
 

藤
 

淼
 

大
 

雅
.
 

安
 

a
 

帶
 

刀
.
 

淺
野
蔣
 

潭
.
 

小
山
 

三
溪
.
 

齋
藤
竹
 

堂
 

等
十
餘
 

人
と
 

相
 

往
來
す
 

る
に
 

過
ぎ
す
。
 

而
も
 

水
 

1
^
 

烈
公
其
 

才
學
を
 

愛
し
、
 

屢
，
^
 

使
 

を
馳
せ
 

て
國
事
 

を
垂
 

問
せ
 

b
 

と
い
 

ふ
。
 

是
 

時
に
 

方
り
 

欧
米
 

諸
 

國
使
を
 

遣
 

し
て
 

互
市
 

を
 

求
 

め
、
 

海
 

內
黨
を
 

分
ち
 

て
 

頗
る
 

騒
然
た
.
 

>。
 

S
i
 

介
憂
國
 

の
念
禁
 

す
る
 

能
 

は
 

す
、
 

藩
 



の
 

許
可
 

を
 

得
、
 

安
 

政
 

三
年
 

奧
.
 

羽
 

を
歷
て
 

蝦
夷
の
 

地
に
 

入
.
 

-
、
 

備
に
 

邊
 

防
の
 

事
 

を
 

講
究
し
 

年
 

を
 

超
 

え
て
 

歸
る
。
 

歸
後
北
 

游
乘
を
 

著
し
て
 

切
 

々
の
 

衷
情
 

を
 

吐
露
す
。
 

外
國
 

奉
行
 

堀
 

織
 

部
 

正
 

I
 

憂
 

國
 

微
衷
の
 

四
 

字
 

を
 

書
し
て
 

之
に
 

贈
れ
.
.
.
。
 

北
 

游
乘
卷
 

頭
に
 

揷
 

む
.
 

も
の
 

卽
ち
是
 

な
り
。
 

安
政
 

五
 

年
 

志
士
の
 

大
獄
 

起
こ
り
、
 

介
 

亦
 

嫌
疑
 

を
 

受
け
て
 

獄
に
 

繋
が
れ
、
 

翌
六
年
 

二
月
 

十
六
 

日
姬
路
 

に
 

禁
錮
 

せ
ら
る
。
 

文
久
 

三
年
 

正
月
 

赦
に
遇
 

ひ
、
 

藩
 

校
 

好
古
 

堂
の
 

副
 

督
學
に
 

補
 

せ
ら
る
。
 

此
間
 

隣
 

藩
に
 

使
し
て
 

海
防
の
 

策
を
說
 

き
、
 

砲
 

蹴
の
 

築
造
 

を
勸
 

め
し
 

も
、
 

其
 

議
 

遂
に
 

用
 

ゐ
ら
れ
 

ざ
り
 

し
 

と
い
.
 

ふ
。
 

慶
應
 

元
年
 

督
學
 

と
な
 

-.
. 

、
明
 

治
 

元
年
 

聘
 

せ
ら
れ
て
 

兵
 

庫
 

縣
明
親
 

館
の
 

敎
頭
 

と
な
り
、
 

同
年
 

七
月
 

創
業
 

以
來
の
 

功
 

勞
を
以
 

て
 

、
月
 

俸
 

五
 

人
口
 

を
 

給
 

せ
ら
る
。
 

二
 

年
 

十
二
月
 

職
 

を
辭
し
 

て
 

高
 

砂
に
 

歸
 

、
尋
 

で
 

外
務
省
に
.
 

徵
さ
 

れ
、
 

病
 

篤
き
 

の
 

故
 

を
 

以
て
 

辭
 

す
れ
 

ど
も
 

聽
 

か
れ
で
 

明
 

治
 

三
年
 

二
月
 

藩
侯
 

又
 

俸
 

二
十
 

五
苞
を
 

給
す
。
 

同
月
 

二
十
 

八
日
 

狷
介
 

外
務
省
の
 

徵
に
應
 

せ
む
 

が
 

た
 

め
、
 

病
 

を
 

冒
し
て
 

高
 

砂
 

を
 

發
し
兵
 

庫
に
 

來
、
 

り
し
 

も
、
 

病
 

甚
だ
し
き
 

を
 

以
て
 

同
地
の
 

喜
 

多
 

二
 

平
の
 

邸
に
 

於
て
 

療
養
せ
 

し
が
、
 

三
月
 

八
日
 

遂
に
 

歿
す
。
 

享
年
 

五
十
 

一
。
 

播
磨
高
 

砂
十
輸
 

寺
に
 

葬
る
。
 

嗣
子
な
 

き
を
 

以
て
 

妻
の
 

弟
 

正
 

盛
 

を
 

養
 

ひ
て
 

後
と
 

な
す
。
 

大
正
 

A
 

年
 

十
一
月
 

十
五
 

日
 

從
 

五
位
 

を
 

贈
ら
る
。
 

著
書
 

甚
だ
 

多
し
 

と
 

雖
，
 

多
 

く
 

は
 

散
逸
 

す
、
 

今
 

猶
存
 

す
る
 

も
の
 

は
、
 

出
 

位
 

問
 

答
、
 

藝
海
 

紺
珠
、
 

明
 

律
 

彙
纂
題
 

解
、
 

史
蟫
、
 

雪
 

窓
 

夜
話
、
 

北
 

游
乘
、
 

白
 

華
 

十
 

稿
 

甲
乙
 

編
 

等
 

あ
、
 

9。
 

就
中
 

白
 

華
 

菅
野
猜
 
介
 
 

五
一
 



祌
 
戶
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史
 

別
錄
 

一 
近
世
 
人
物
 
列
 
傅
 
 

i
 
一一 

十
 
稿
 
は
 
詩
文
 
を
宽
錄
 
せ
し
 
も
の
 
に
し
 

て
、
 兵
 
i
t
 
 W
 
親
 
館
の
 
上
梓
す
 

る
 
所
な
 

り
。
 

营
野
 
先
生
 
墓
 
表
 (
事
 
究
 
文
 
提)。 

展
歷
.
 
H
 
述
 (
白
 
華
 
十
 
稿)。 

营
野
白
 

華
、
 t
 ル 

一 集
 j 

日
本
 
敎
 
育
史
 
資
料
 

J 
明
 
親
：
^
 

類
。
 
姬
路
 
巿
史
。
 

折
 
 

田
 
 

年
；
 

折
 
田
年
秀
 
は
通
稱
 
を
耍
藏
 
と
い
 

ひ
、
 五
 
峰
と
 
號
 
し
 
、
世
 
々
鹿
 

優
に
 
仕
 
ふ
。
 
文
政
 
八
 
年
 
七
 

月
 
七
日
 
を
 
以
て
 
生
れ
.
 
幼
に
 
し
て
 
祖
父
 
田
 
中
玄
、
 
S
 
に
 
養
 
は
れ
、
 
天
 
保
 
十
 
年
 
入
、
 り
て
 
造
士
 
館
に
 
學
 

び
.
 弘
化
ニ
 
年
 
十
月
 
江
戸
に
 
出
で
、
：
 

ns 
平
 
や：： 

に
 
入
り
、
 
又
 

學
を
 
究
作
阮
 
甫
に
學
 

ぶ
。
 
嘉
永
元
 

年
 
水
 

に
 
到
.
 0 

藤
 
田
 
東
 
湖
に
會
 

し
、
 
蝦
 
爽
に
入
 

り
、
 樺
 
太
に
 
赴
 
き
、
 更
 
に
 
海
を
涉
 

て
 
黑
寵
江
 

口
 

に
 
至
，
 9 
海
外
の
 
狀
勢
を
 
視
察
せ
 
む
と
 
せ
し
 

が
、
 糧
 
食
缺
 
乏
の
爲
 
め
に
 
其
 
目
的
 
を
 
*
 
す
 
こ
と
 
を
 

得
す
し
て
 
還
 
，0. 轉

 
じ
て
 
能
 
代
に
 
到
 
b
 
 、
會
 
澤
武
 
治
の
 
志
望
に
 
應
 
じ
て
 
臼
砲
 
及
び
 
砲
 
四
 
門
を
鎮
 

造
し
、
 
發
 
射
の
 
方
法
 
を
敎
授
 

す
。
 
嘉
永
六
 
年
 
米
 
艦
 
5
^
 
贺
に
來
 

る
 
や
、
 年
秀
 
容
を
變
 
じ
て
 
水
夫
と
 

な
 
b
 
 、
飮
 
料
 
水
 
を
 
米
 
艦
に
 
運
搬
 

し
、
 竊
 
に
 
其
機
關
 
及
び
 
砲
門
 
等
 
を
 
觀
 
察
 
す
る
 
所
 
あ
 

、り、 尋
 
で
 
下
田
 

に
 
於
て
 
露
 
艦
 
修
理
の
 
事
 
あ
る
 
や
 
、
緞
 
ェ
と
爲
 
り
て
 
其
 
工
事
 
を
 
視
察
せ
 

り
。
 

安
政
 
二
 
年
 
二
月
 
水
 

烈
 
公
の
 
召
に
 
應
じ
、
 
江
 

11^ 小
 
梅
^
に
 
於
て
 
、
米
.
 露
 
艦
船
の
 
構
造
 
拉
に
其
 
海
防
 
策
に
 
つ
き
 
詳
細
 



に
 
陳
述
す
 

る
 
所
 
あ
 

，0,. 烈
 
公
之
 
を
 
賞
す
。
 

同
年
 
野
 
州
に
 
到
 
り
、
 豪
 
族
 
山
 
口
.
 

安
に
 
依
 
b
 
 、
志
 
士
 
を
 

糾
合
し
て
 
將
に
爲
 
す
 
所
 
あ
ら
む
 
と
せ
し
 

も
、
 事
 
發
覺
し
 
捕
へ
 
ら
れ
 

て
、
 江
 

11^ 西
 
町
奉
行
 
所
に
 
護
 

送
せ
ら
れ
 

し
 
が
、
 詰
 
問
 
再
三
に
 
及
ぶ
 

も
 
ロ
を
緘
 
し
て
 
語
ら
 

す
、
 獄
 
程
の
 
胴
 
板
に
 
蝦
夷
 
開
拓
の
 
急
 

務
を
 
記
し
て
 
其
 
衷
情
 
を
訴
 

ふ
。
 
後
免
さ
れ
 
て
鹿
兒
 
島
に
 
禁
錮
 
せ
ら
る
 

0 
文
久
 
三
年
 
七
月
 
薩
 

藩
英
 
艦
と
 
戰
 
ふ
や
、
 
年
 
秀
砲
臺
 
築
造
 
竝
に
 
大
砲
 
鑄
 
造
 
主
事
 
を
 
命
せ
ら
れ
.
 
尋
で
 
島
津
久
 
光
に
 
隨
 

ひ
 
て
 
入
京
す
。
 

元
 
治
 
元
年
 
久
 
光
が
 
湊
 
川
に
 
祠
 
宇
 
を
 
建
て
，
 
護
 
良
 
親
 
王
.
 北
 
畠
 
親
 
房
.
 楠
 
木
 
正
 
成
 
等
、
 

元
 
弘
.
 延
 
元
の
 
際
國
 
難
に
 
殉
 
せ
し
 
人
々
 

の
 
忠
魂
 
を
崇
祀
 
し
て
、
 
護
國
の
 
大
願
 
を
 
凝
ら
さ
む
 

こ
と
 

を
 

朝
廷
に
 

請
 

へ
 

る
 

は
、
 

蓋
 

し
 

年
 

秀
の
建
 

言
 

に
よ
る
 

も
の
な
 

久
光
攝
 

海
防
 

備
を
嚴
 

に
す
 

ベ
 

き
こ
と
 

を
 
幕
府
に
 
建
議
す
 

る
 
所
 
あ
 
る
 
や
、
 年
 
秀
は
久
 
光
の
 
命
に
 

よ
 
b
 
て
 
大
阪
に
 
下
 
り
、
 攝
 
海
 
防
 

備
の
 設
計
 を
 立
て
、
 砲
臺
 十
四
 箇
所
^
 難
 藤
 
凡 大
砲
 A
 否
 十
 門
.
 i
 
'
删
凡
 を
 造
-
 -、 尙
其
 他
城
堡
 

築
造
の
 
要
 
あ
る
 
こ
と
 
を
 
復
命
す
。
 

同
年
 
二
月
 
幕
府
 
は
 
年
秀
に
 
命
す
 
る
に
 
攝
 
海
防
 
儀
 
臺
場
築
 

造
掛
を
 

以
て
 

し
.
 

百
 

人
 

扶
持
 

を
 

給
し
 

た
れ
ば
、
 

年
 

秀
大
阪
 

土
 

佐
 

堀
に
 

僑
 

居
し
 

砲
臺
 

築
造
の
 

指
揮
 

を
な
 
す
-
 
澀
澤
榮
 

一
が
 
名
 
を
 
築
城
 
術
の
 
修
業
に
 
藉
 
b
 
て
 
彼
の
 
門
に
 
入
，
 り
し
 
は
 
正
に
 
此
 
時
に
 

あ
 
り
。
 

慶
應
四
 
年
 
正
月
 
黑
田
淸
 

綱
.
 三
 
島
通
庸
 
と
共
に
 
野
戦
 
砲
 
を
 
率
な
 

て
、
 參
與
西
 
園
 
寺
 
公
望
に
 
從
 

折
 
田
年
秀
 
 

五
三
 



神
 

戶
市
史
 

別
錄
 

1 
近
世
 

人
物
 

列
傳
 

ひ
 

丹
 

波
 

口
に
 

入
る
。
 

生
 

野
 

銀
山
 

代
官
 

土
 

兵
 

を
 

率
ゐ
て
 

官
軍
 

山
に
 

入
り
、
 

吉
田
淸
 

成
 

を
し
て
 

代
官
 

橫
田
 

之
丞
 

父
子
 

を
 

捕
 

山
の
 

諸
 

倉
庫
 

を
 

封
鎖
し
.
 

金
 

三
 

萬
 

七
 

千
 

五
 

f
a
 

兩
を
太
 

政
官
に
 

し
む
。
 

是
ょ
、
 

り 
先
き
 

兵
 

庫
 

代
官
 

所
々
 

轄
多
 

可
.
 

美
囊
兩
 

郡
の
 

す
"
 

年
秀
 

之
が
 

鎮
撫
 

を
 

命
せ
ら
れ
 

た
る
 

も
 

兵
備
な
 

き
を
 

以
 

之
に
 

薩
州
 

陣
營
と
 

大
書
 

し
、
 

夫
 

卒
 

五
十
人
 

を
し
て
 

之
 

を
 

持
し
 

軍
の
 

旨
を
揚
 

言
 

せ
 

し
 

め
、
 

且
 

っ
銃
卒
 

二
十
 

名
 

を
 

放
 

ち
，
 

各
 

地
 

に
 

二
 

拾
 

五
名
 

を
 

率
 

ゐ
て
兒
 

徒
の
 

愿
窟
を
 

街
き
、
 

首
謀
者
 

を
 

捕
へ
 

に
 

於
て
 

鎮
静
に
 

歸
 

せ
り
。
 

年
秀
 

同
年
 

二
月
 

十
八
 

日
 

を
 

以
て
 

れ
 

し
 

が
、
 

明
治
 

三
年
 

官
を
辭
 

し
 

て
 

京
都
 

に
 

店
鋪
を
 

開
き
.
 

三
國
 

を
 
鬵
 
げ
 
り
。
 

明
治
 

六
 

年
 

五
月
 

年
 

秀
湊
川
 

神
社
 

宮
司
に
 

補
せ
ら
れ
、
 

始
 

る
 

こ
と
 

を
 

得
、
 

八
 

年
 

五
月
 

正
 

七
 

位
に
 

敍
 

し
、
 

十
 

年
 

十
二
月
 

廣
 

年
秀
其
 

素
志
に
 

逢
 

ふ
の
 

故
 

を
 

以
て
 

之
を
辭
 

せ
し
 

を
 

以
て
 

る
。
 

十
五
 

年
 

十
二
月
 

從
六
 

位
に
 

敍
 

せ
ら
れ
、
 

三
十
 

年
 

十
月
 

め 田 

五
 

四
 

に
抗
 
す
る
 
の
 
報
 
あ
、
 り" 

乃
ち
 
銀
 

へ
 

し
め
、
 

之
を
播
 

磨
に
 

放
逐
し
、
 

銀
 

送
致
し
、
 

紫
獄
の
 

男
女
 

を
 

放
免
せ
 

土
 
 

E
 

蜂
起
し
 

、
其
 

勢
 

生
 

野
に
 

波
及
 

て
、
 

直
に
 

五
分
 

板
 

五
十
 

枚
 

を
 

造
り
 

• 

て
 

諸
 

郡
に
 

出
で
、
 

薩
藩
 

一
 

大
隊
 

出
 

散
 

じ
て
 

發
砲
 

せ
し
め
.
 

別
に
 

銃
卒
 

餘
黨
を
 

放
免
せ
 

し
か
ば
、
 

ニ
郡
兹
 

多
 

可
.
 

美
 

囊
 

銀
山
 

支
配
 

を
 

命
 

せ
ら
 

屋
耍
 

七
と
 

稱
し
、
 

國
產
 

及
び
 

銃
砲
 

て
 

造
 

立
 

建
 

言
 

の
 

素
志
 

を
 

神
社
 

宮
司
に
 

轉
 

補
の
 

命
 

に
湊
川
 

神
社
 

宮
司
に
 

還
，
 

赏
^
 
す
 

あ
 
り
。
 

補
 
せ
ら
 

特
 
ほ
 
を
 
以
て
 
正
 
六
 位
に
 
敍
 
せ
ら
る
。
 



同
年
 
十
 

一
 
月
 
五
日
 
湊
川
菊
 
水
 
文
庫
の
 
官
舍
に
 
歿
す
。
 

享
年
 
七
十
 

三
。
 

湊
川
 

神
社
 

記
錄
。
 

折
 

田
 

年
 

秀
翁
歷
 

傳
 

(
同
 

上)
。 

德
川
麼
 

喜
 

公
傳
。
 

攝
 

海
防
 

備
史
 

i
 

津
鄉
 

土
史
 

論)
。 

北
風
 

正
 

造
 

北
風
 
正
 
造
 
名
 
は
 
負
 
忠
、
 幼
 
名
 
は
 
尙
之
輔
 
、
小
字
 
は
憲
 
成
、
 莊
右
衞
 
門
と
 
稱
 
し
、
 後
 
正
 
造
と
 

山
城
 
國
紀
伊
 
郡
 
竹
 
田
 
村
の
 
鄕
 
士
長
 
谷
川
 
景
 
則
の
 
次
男
に
 
し
て
、
 
母
 
は
 
有
栖
川
 
宮
家
の
 

、り
。 

天
 

保
 

五
 

年
 

を
 

以
て
 

生
る
。
 

九
歲
 

よ
り
 

十
五
 

歳
に
 

至
る
 

ま
で
 

九
條
道
 

孝
に
 

近
侍
 

よ
り
 

武
技
 

を
 

因
 

州
 

藩
士
 

河
田
景
 

與
に
學
 

び
、
 

十
 

九
歲
 

に
し
て
 

兵
 

庫
津
の
 

名
主
 

北
風
 

莊
 

I
 

の
 

養
 

ふ
 

所
と
 

爲
 

り
て
 

其
 

家
を
嗣
 

ぐ
。
 

莊
右
衞
 

門
 

家
 

は
 

北
風
 

同
門
 

中
 

富
豪
 

を
 

以
て
 

店
舗
 
を
 
兵
 
庫
 
鍛
冶
屋
 
町
に
 
構
 
へ
 、
世
 <
北
國
 
廻
船
の
 
問
屋
 
を
 
業
と
 

し
、
 米
 
穀
、
 肥
 
料
 
を
販
賣
 

二
 

年
 

蝦
夷
 

地
 

御
用
 

取
扱
人
 

を
 

命
 

せ
ら
る
。
 

正
 

造
 

二
十
 

七
 

歳
に
 

し
て
 

兵
 

庫
津
の
 

名
主
 

る
。
 

是
ょ
 

b
 

先
き
 

正
 

造
の
 

養
父
 

A
 

和
 

天
 

保
 

凶
歉
に
 

際
し
 

米
穀
 

金
 

餞
 

を
 

散
 

じ
、
 

叉
 

窮
民
 

む
が
 

爲
 

め
に
、
 

之
 

を
 

役
し
て
 

海
面
 

埋
 

立
の
 

土
工
 

を
 

起
こ
 

し
、
 

粥
 

を
 

煮
て
 

役
夫
に
 

給
せ
 

、り
 

_ 

新
田
の
 

稱
是
に
 

於
て
 

始
ま
れ
り
。
 

正
 

造
 

亦
 

能
く
 

其
 

志
を
繼
 

ぎ
、
 

湊
 

川
の
 

堤
防
 

を
 

修
築
 

歲
 

末
に
 

は
 

米
穀
 

を
 

貧
民
に
 

施
與
 

す
る
 

を
 

例
と
 

せ
り
。
 

安
政
 

四
 

年
 

幕
府
 

函
館
 

產
物
會
 

北
風
 

正
 
造
 
 

H
S
 

改
む
 

老女 

し
、
 

そ
れ
 

右
衛
門
 

聞
こ
え
-
 

し
、
 

文
化
 

役
と
 
な
 

を 濟 は 

し
、
 

每
年
 所
 

を
 

起
 



神
戶
市
史
^
^
-
^
^
ー
近
世
人
物
列
博
 
 

五
六
 

- 
- 
し
、
 
翌
 
年
 
丘
 ハ
庫
北
 
濱
川
崎
 
町
に
 
其
 
出
張
所
 
を
設
 
く
る
 

や
，
 五
 
月
 
正
 
造
 
命
 
せ
 
ら
 
れ
 
て
 
其
 
用
 

と
 

な
、
 

且
 
つ
 
函
館
生
 
產
捌
方
 
取
 
稀
た
.
 
>。 

慶
應
 
三
年
 
二
月
 
正
 
造
 
等
 
兵
 
雕
の
地
 
近
年
 
用
役
 
多
端
 

と
な
れ
 
る
を
訴
 

へ
、
 其
 
费
に
充
 

つ
 
る
た
 

め
.
 S
i
 
荷
物
 
江
芦
賴
 
仲
間
 
株
 
を
 
出
願
し
て
 
許
可
す
 

る
 
所
 

と
 
な
 
る
。
 
同
年
 
正
 
造
 
商
社
 
肝
 
煎
 
を
 
命
 
せ
ら
 

る
"
 

尊
王
攘
夷
の
 

論
 
盛
に
 
典
 
こ
る
 

や
、
 正
 
造
窃
に
 
志
士
と
^
 
息
 
を
 
通
 
じ
、
 之
 
に
 
給
す
 
る
に
 
資
金
 
を
 

以
 
て
 
し
、
 京
 
師
 
に
往
來
 
す
る
 

に
 
方
，
.
^
 
て
 
も
 
事
に
 
託
し
て
 
巧
に
 
侦
 
吏
の
 
目
を
遁
 

る
。
 
家
胥
 

I
 ̂"
"
多
 

爲
介
禍
 

の
 
其
 
門
に
 
及
ば
む
 
こ
と
 
を
 
恐
れ
、
 
之
を
諫
 
む
れ
 
ど
 
も
 
聴
 
か
す
。
 

c:! 羽
.
 伏
 
見
の
 
戦
に
 
は
 

正
 
造
 
生
母
の
 
緣
故
を
 
以
て
、
 
お
 
柄
川
宮
 
の
^
 
中
に
 
在
り
。
 

山
 
^
鎮
撫
の
 
先
鋒
 
兵
錄
に
 
到
る
 

や
-
 

正
 
造
が
 
幕
 
命
に
 
よ
り
 
北
海
の
 
物
 
產
を
鬻
 
げ
る
故
 
を
 
以
 
て
 
其
 
邸
を
圍
 
み
し
 

も
，
 
親
 
王
 
實
を
毛
 
利
 

內
 
匠
に
 
告
げ
て
 
之
 
を
 
止
め
た
り
。
 

親
王
 
東
征
 
總
督
に
 
任
 
じ
，
 六
 
師
 
を
 
統
べ
 

て
 
東
征
の
 
途
に
上
 

る
 
や
、
 正
 
造
 
金
 
三
千
 
兩
を
獻
 
じ
て
 
其
 
軍
餉
に
 
充
て
.
 
且
つ
 
愛
す
る
 
所
の
 
駭
 

* ぉ
を
獻
 
じ
て
 
其
乘
用
 

に
 
供
す
。
 
慶
應
四
 
年
 
正
月
 
兵
 
庫
 
事
務
局
 
用
達
 
を
 
命
せ
ら
れ
.
 
三
月
 
命
 
を
 
受
け
 

て
 
K
 
兵
 
を
 
募
集
 

し
，
 兵
 
庫
隊
を
 
編
 
制
し
て
 
其
 
司
 
4
-
 官
 
と
な
 
i
 

藩
 
遊
 
鹱
隊
.
 

小
 
倉
宗
九
 

郞
.
 竹
 
狹
重
次
 
郞
を
敎
 

師
 
と
し
て
 
英
式
橾
 
練
 
を
傳
習
 

し
，
 尋
 
で
 
四
月
 
兵
員
の
 
墦
加
 
せ
ら
る
 

, 
に
 
及
 
び
、
：
^
 
司
令
 
敎
佐
を
 

命
せ
ら
れ
 

て
.
 市
內
の
 
S
 
邏
、
 關
 
門
の
 

備
に
 
任
 
す
。
 

正
 
造
曩
に
 
同
志
と
 
共
に
 
湊
川
 
神
社
の
 
创
 



建
 

を
 

建
議
し
、
 

議
決
す
 

る
 

や
 

四
月
 

二
十
 

七
日
 

其
造
營
 

御
用
 

掛
 

と
な
る
。
 

八
月
 

來
 

朝
の
 

英
國
皇
 

子
 
乘
艦
兵
 
庫
 
港
に
 
槃
泊
 
中
、
 正
 
造
 
率
ゐ
る
 
所
の
 
市
 
兵
 
は
 
海
陸
 
警
備
の
 
任
に
 
服
し
 
た
れ
 

ば
、
 事
 
了
 

り
て
 
金
 
六
 
千
 
疋
の
賞
 
賜
 
あ
り
。
 

正
 
造
 
は
是
ょ
 

b
 
先
き
 
三
月
 
會
計
 
裁
判
所
 
御
用
 
掛
 
を
、
 六
 
月
 
會
 

計
官
 
商
法
 
司
 
判
事
 
を
 
命
せ
ら
れ
、
 
明
治
 
元
年
 
十
 

一
 
月
商
 
法
 
司
 
判
事
 
を
 
以
て
 
市
政
 
局
に
 
出
仕
し
、
 

二
 
年
 
正
月
 
會
計
官
 
商
法
 
司
 
判
事
 
を
 
免
 
せ
ら
 
れ
、
 四
 
月
會
計
 
兼
務
 

を
、
 七
 
月
 
出
納
 
掛
を
命
 
せ
ら
る
。
 

十
月
 
政
府
 
通
 
商
.
 爲
 
換
兩
社
 

を
 
置
く
 

に
 
及
 
び
、
 其
 
頭
取
に
 
擧
 
げ
ら
 

れ
、
 同
 
月
權
大
 
屬
 
に
 
任
せ
ら
れ
、
 

四
 

年
 

二
月
 

辭
す
。
 

爾
來
カ
 

を
 

民
業
に
 

注
ぎ
、
 

七
 

年
 

新
 

川
 

社
 

を
 

起
こ
し
て
 

兵
 

庫
 

新
 

川
 

開
 

翳
 

事
業
 

に
從
 

事
し
、
 

十
 

年
 

米
商
會
 

所
.
 

第
 

七
十
 

三
國
立
 

銀
行
 

を
 

創
立
し
て
 

其
 

頭
取
に
 

擧
 

げ
ら
れ
、
 

十
 

一
 

年
 

商
法
 

會
議
 

所
の
 

設
立
に
 

盡
 

力
し
、
 

十
五
 

年
 

重
要
 

輸
出
品
の
 

一
 

た
る
 

製
茶
 

粗
 

惡
の
弊
 

益
 

t 
甚
だ
し
 

く
、
 

且
 

つ
 

最
も
 

惡
 

む
べ
 

き
 

贋
 

茶
の
 

輸
出
 

を
 

す
ら
 

見
る
 

に
 

至
り
し
 

を
 

憂
 

ひ
、
 

神
 

製
茶
 

改
良
 

會
社
 

を
 

設
 

立
 

し
、
 

製
 

茶
 

改
良
 

意
 

a
 

を
發
 

表
し
て
 

大
に
 

各
地
の
 

當
 

業
者
 

を
 

警
醒
す
 

る
に
 

努
め
た
り
。
 

な
ほ
 

同
年
 

神
 

船
橋
 

會
社
 

を
發
 

起
し
、
 

二
十
 

年
 

精
米
 

會
 

社
の
 

創
立
に
 

盡
カ
 

す
る
 

等
、
 

其
實
 

業
界
 

に
貢
獻
 
す
る
 
所
尠
少
 
に
あ
ら
 

や
。
 

正
 

造
 

俠
氣
ぁ
 

b
 
 

、
能
 

く
 

人
の
 

急
に
 

趨
く
。
 

維
新
の
 

際
 

姬
路
藩
 

其
 

向
背
 

を
 

誤
 

i
 

軍
 

城
下
に
 

薄 る や、 藩宰
高 

須 隼人
馳 

せて
 

正 造に
 

詣 b  、僕
 

固ょ
，c
^死
を惜
ます
と 

雖、
 

藩 公、
 

人 民 を 如 

北
風
 

正
 
造
 
 

五
 

七
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戸
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史
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一 
近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

五
ヌ
 

何
せ
む
 

と
 
云
 
ひ
 
て
、
 救
 
護
 
を
 
乞
 
ひ
し
 
を
 
以
て
 
、
止
 
造
 
其
 
忠
誠
に
 
成
 
じ
，
 有
 
栖
川
宮
 

に
 
陳
情
 
し
 
一
て
 
赦
 

を
 
乞
 
ひ
、
 乃
 
ち
 
軍
需
 
金
 
十
五
 
萬
 
兩
を
納
 
れ
て
事
 
無
き
 
を
 
得
し
め
 

た
り
。
 

松
 
山
 
藩
 
亦
 
尋
 
で
 
正
 
造
 

の
 
陳
情
に
 
よ
り
 
恩
赦
 
を
受
 

く
"
 

明
治
 
十
六
 
年
 
六
 

ZI- 
十
三
 

日
 
正
造
特
 

を
 
以
て
 
正
 
七
 
位
に
 
敍
 

せ
ら
れ
、
 
明
治
 
二
十
 
八
 
年
 
十
二
月
 
五
 

歿
す
。
 

享
年
 
六
十
 

二
。
 

正
 
造
 
志
 
大
，
 産
 
を
 
傾
け
て
 
之
 
を
 

國
 
事
に
 
供
せ
 

る
 
を
 
以
て
、
 
家
逍
後
 

に
 
全
く
 
 
35- 

へ
、
 兵
 
庫
は
爲
 
め
に
 
商
業
界
の
 

一
 
名
家
 
を
 
失
 
ひ
し
 

の
み
な
ら
 

す
、
 遺
族
 
亦
 
窮
乏
に
 
苦
め
 

り
。
 

明
洽
 
二
十
 
九
 
年
 
十
二
月
 
時
の
 
兵
 

iii: 縣
知
事
 
周
 
布
 
公
 

卒
發
起
 
人
と
な
り
、
 
伊
藤
博
文
 
其
 
他
お
 
志
 
者
の
 
贊
助
を
 

碑
 
を
 
兵
 
雕
能
福
 
寺
の
 
域
內
 
に
^
つ
。
 

大
正
 
四
 
年
 
十
 

一
 
月
 
特
旨
 
を
 
以
て
 
位
記
 
を
追
陛
 
せ
ら
 

れ
、
 從
 
五
位
 
を
 
附
 
ら
 
る
 

e 

北
風
 
勝
 
次
郎
文
 

f
T
 

休
 
明
 
光
記
。
 

箱
 
館
 
産
物
 
會
所
大
 
阪
兵
庫
 
御
 
仕
 
法
 
1^ 

一
件
 
留
 
井
-
一
元
 
仕
 
入
 
仮
 
仕
 
法
 
宵
 

兵
庫
隊
 
設
立
の
 

槪
 

1$- 害
。
 

官
具
 

錄.， 
北
風
 
正
 
造
 
墓
碑
銘
。
 

神
 

1:^ 開
港
 
三
十
 
年
^
。
 

大
阪
市
 

史
。
 

藤
 

田
 

積
 

中
 

藤
 
田
 
積
 
中
 
初
の
 
名
 
は
 
積
 
歲
、
 又
 
0
 
徑
、
 後
 
積
 
中
と
 
改
 
む
、
 幼
 
名
 
は
龜
藏
 
又
德
三
 

郞
、
 撫
 
山
の
 
男
に
 

し
て
 
文
政
 
十
二
 
年
 
六
月
 
二
十
 
五
日
 
を
 
以
て
 
生
る
。
 

歲
甫
 
め
て
 
十
三
、
 
廣
瀨
 
旭
莊
の
 
門
に
 
學
び
 

• 

十
七
 
歲
 
家
に
 
歸
り
、
 
父
に
 
從
 
ひ
て
 
川
 
崎
 
町
に
 
別
居
し
、
 
姓
 
を
 
金
 
生
と
 
稱
し
、
 
改
名
し
て
^
 
次
と
 

い
 



へ
り
。
 

父
の
 
f
 
後
 
木
 
e
-
 
町
に
 
移
住
せ
 

し
 
も
、
 店
 
頭
 
錙
銖
の
 
利
を
爭
 
ふ
こ
と
 

を
 
好
ま
 
ざ
，
 
9 
し
 
を
 

以
 
て
、
 別
 
家
 
十
 
兵
 
衞
 
の
 
子
 
代
 
吉
を
養
 

ひ
、
 嗣
 
子
と
 
し
て
 
業
 
及
び
 
家
 
號
、
 通
 
名
 
を
 
讓
 
り
、
 自
 
ら
金
生
 
癸
 

一
と
 
改
稱
 

し
、
 長
 
五
郎
と
 
も
稱
せ
 
し
こ
と
 
あ
り
。
 

明
治
 
元
年
 
明
 
親
 
館
授
讀
 
と
な
 

る
、
 才
 
氣
橫
溢
 

詩
文
に
 
拙
か
ら
 

す
、
 授
 
讀
 
在
任
中
 
湊
川
濯
 
餘
を
著
 

し
、
 勤
 
王
の
 
眞
義
を
 
論
じ
て
 

よ
 
り
、
 伊
 
藤
 
博
 
文
 

の
屬
 
目
す
 

る
 
所
と
 
な
り
て
 
其
眷
 
遇
を
受
 

け
、
 擢
 
ん
 
で
ら
れ
て
 

士
 
列
に
 
班
 
し
、
 兵
 
庫
 
縣
聽
攝
 
吏
に
 

任
せ
ら
れ
、
 
黌
監
を
 
兼
ね
し
 

が
、
 同
 
二
 
年
 
八
月
 
之
を
辭
 

す
。
 

九
月
 
通
商
 
少
 
佑
に
 
任
せ
ら
れ
、
 
四
 
年
 

七
月
 
ェ
部
中
 
錄
に
轉
 

じ
、
 九
 
月
鐡
 
道
中
 
馬
に
 
任
せ
ら
 

れ
、
 七
 
年
 
七
月
 
辭
職
 

し
、
 十
 
二
月
 
勸
業
寮
 
十
 

等
 
出
仕
に
 
補
せ
ら
れ
、
 
九
 
年
 
三
月
 
官
を
辭
 

す
。
 

十
 

一
 
年
 
藤
 
田
 
善
 
右
衞
門
 
M
 
死
す
 

る
 
に
 
及
び
、
 
八
 

月
 
入
り
て
 
其
 
家
を
嗣
 

ぎ
、
 明
治
 
十
二
 
年
初
 
期
の
 
縣
會
 
議
員
に
 
當
 
選
し
 

* 以
來
 
改
選
 
毎
に
 
其
 
選
に
 

當
れ
 

り
。
 

積
 
中
 
明
治
 
十
五
 
年
 
北
風
 
莊
右
衞
 
門
 
等
と
 
神
 

製
茶
 
改
良
 
會
社
を
 
起
こ
し
、
 
二
十
 
年
 

湊
川
 
流
域
 
變
更
の
 
事
 
を
企
畫
 
す
る
 
等
、
 公
共
の
 
事
業
に
 
貫
獻
 
す
る
 
所
 
多
し
 

• 
明
治
 
二
十
 

一
 
年
 

一
月
 
八
 
曰
 
歿
す
。
 

享
年
 
六
十
。
 

藤
 
田
家
 
系
圖
。
 

梅
壤
 
詩
鈔
。
 

日
間
 
瑣
事
 
備
忘
。
 

明
 
親
 
館
 
書
類
。
 

官
具
 
錄
。
 
湊
川
 
濯
餘
。
 

兵
庫
縣
 
會
史
。
 

神
 

戶
 
開
港
 
三
十
 
年
史
。
 

湊
川
附
 
換
關
係
 
書
類
。
 

藤
 
田
 
積
 
中
 
 

五
 九
 



神
戶
市
 
史
^
 

錄
 

一 
近
世
 
人
物
 
列
 
傅
 
 
•
 
 

六
 0
 

神
 

田
 

兵
 

右
衞
門
 

神
 
田
 
兵
 
右
衞
門
 
名
は
亂
 

保
、
 幼
 
名
 
を
循
助
 
又
は
 

ニ
ニ
 
郞
と
稱
 

し
、
 松
 
0
 
と
號
 
す
。
 
印
南
 
邵
大
 

鹽
 
村
の
 
大
 
庄
屋
 
梅
 
谷
 
庄
左
衞
 
門
の
 
三
男
な
 

り
。
 

天
 
保
 
十
二
 
年
 
二
月
 
十
八
 

日
 
を
 
以
て
 
生
 
れ
、
 安
 

政
 
三
年
 
六
月
 
十
六
 
歲
 
に
し
て
 
兵
 
庫
 
出
 
在
家
 
町
？
；
 
間
 
，
&
 
 I
 
兵
右
衞
 
門
の
 
嗣
 
と
な
 
^
0
 
應
 
元
 
年
 

九
月
 

家
を
嗣
 

ぐ
と
 

共
に
、
 

居
 

町
 

五
人
組
 

觫
 

頭
、
 

兵
 

庫
 

千
嫋
屋
 

仲
間
 

年
寄
！
 

H
 

に
 

H
 

屋
 

仲
間
 

年
 

行
司
 

と
 
な
 
り
、
 慶
應
三
 
年
 
四
月
 
冥
加
金
 
上
納
の
 
廉
を
 
以
て
 
苗
字
 

ゆ
 5
 
刀
 
を
 
允
 
さ
 
れ
、
 同
 
年
 
六
月
 
町
內
年
 

寄
 
役
と
 
な
 
b
 
 、
津
 
中
年
 
寄
 
上
席
に
 
進
む
。
 

此
年
 

5:11 府
は
兵
 
靡
 
を
 
開
港
 

し
、
 商
 
社
 
を
 

き
し
 

が
、
 兵
 

右
 
衞
門
は
 
其
 
世
話
役
 

を
 
命
 
せ
ら
 

れ
、
 十
 
人
 
扶
持
 
を
 
給
 
は
 
b
 
 、
大
 
阪
 
及
び
 
神
 

III 運
上
 
所
 
勤
務
 
を
 
命
 

せ
ら
る
。
 

慶
應
四
 
年
 
二
月
 
會
計
官
 
御
用
 
掛
 
と
な
 

b
 
 、
奥
 
羽
 
征
？
^
 
费
 
出
納
の
 
事
 
を
 
掌
る
。
 

戊
辰
 

の
 
役
 
姬
路
藩
 
其
 
向
背
 

を
"
.
^
,
^
、
 
將
に
其
 
封
土
 
を
沒
收
 
せ
ら
れ
む
 
と
す
。
 

藩
 
老
高
須
 
準
 
人
 
兵
 
右
 

衞
 
門
の
 
生
 
父
と
 
親
交
 
あ
り
。
 

兵
右
衞
 
門
が
 
兵
 
庫
 
駐
在
 
薩
 
藩
士
 
岩
 
下
 
佐
 
次
右
衞
 
門
の
 
眷
顧
を
 

受
 
く
る
 
を
 
聞
 
き
、
 兵
 
右
衞
 
門
を
訪
 

ひ
、
 彼
 
を
 
介
し
て
 
岩
 
下
に
 
說
 
か
し
 

め
、
 恩
 
赦
の
命
 

を
 
承
け
 
む
と
 

欲
す
。
 

兵
 
右
衞
門
 
因
り
て
 
岩
 
下
に
 
乞
 
ひ
、
 遂
 
に
 
姬
路
藩
 
を
し
て
 
奧
羽
 
征
討
 
費
 
金
 
拾
 
五
 
萬
兩
を
 

獻
納
 
せ
し
 

め
、
 以
 
て
 
其
 
罪
 
を
 
償
 
は
し
む
 

る
 
こ
と
に
 
決
 
し
、
 且
 
っ
其
辨
 
償
金
 
調
 
a
s
 
に
 
奔
走
 

し
、
 遂
 
に
 

巨
額
の
 
私
財
 
を
 
も
 
加
 

へ
 
て
 
拾
 
五
 
萬
兩
を
 

得
、
 姬
 
路
藩
 
を
し
て
 
事
 
無
き
 
を
 
得
し
め
 

た
り
。
 

姬
路
 



藩
主
 
之
を
德
 
と
し
 
傳
 
世
の
 
名
器
と
 
共
に
 
十
五
 
人
 
扶
持
 
を
 
給
し
、
 
尙
每
年
 
酒
造
 
米
 
三
千
 
懐
 
を
 
貸
 

與
 
す
る
 
こ
と
 

， 
し
て
 
之
に
 
酬
い
 
た
り
。
 

慶
應
四
 
年
 
四
月
 
兵
 
右
衞
門
 
靑
年
敎
 
化
の
 
急
務
 
を
 
當
路
に
 
建
議
せ
 
し
に
、
 
官
之
を
 
嘉
納
し
、
 
や
 

が
て
 
挙
校
を
 
兵
 
庫
に
 
起
こ
す
。
 

明
 
親
 
館
是
れ
 
な
り
。
 

兵
 
右
 
衞
門
其
 
幹
事
 
を
 
命
 
せ
ら
 

れ
、
 維
 
持
 

方
法
 
を
 
講
究
 

し
、
 官
 
金
 
五
 
千
兩
を
 
借
-
 9 
受
 
け
、
 之
 
を
 
商
家
に
 
貸
與
 

し
、
 其
 
利
子
 
を
收
 
め
て
 
經
常
月
 

費
 
を
 
維
持
す
 

る
 
こ
と
、
 

し
.
 
且
 
っ
縣
 
下
の
 
有
志
に
 
說
 
き
て
 
基
金
 
を
 
募
集
 

し
、
 益
 
 <
學
 館
 
の
 
基
礎
 
を
 

鞏
固
な
ら
 
し
む
。
 

明
治
 
二
 
年
 
三
月
 
兵
庫
縣
 
市
政
 
局
 
下
 
調
 
役
と
 
な
 
b
 
、
同
年
 
七
月
 
同
縣
 
出
納
 
掛
 

勤
務
 
を
 
命
 
せ
ら
る
。
 

同
年
 
十
月
 
政
府
 
通
 
商
.
 爲
 
換
兩
社
 

を
 
置
く
 

や
、
 其
 
頭
取
 
格
と
 

な
 
り
、
 
四
 
年
 
三
 

月
 
兵
 
庫
 
南
 
組
 
名
主
 
拉
に
學
 
校
 
幹
事
長
と
 

な
る
。
 

同
年
 
五
月
 
十
八
 
日
大
 
暴
風
雨
 

あ
 
り
、
 兵
 
庫
 
港
 

に
 
於
け
 

る
 
船
舶
の
 
難
 
波
 
五
 
百
 
餘
艘
の
 
多
き
 

に
 
上
る
。
 

然
る
に
 
古
來
 
船
舶
の
 
遭
難
 
あ
る
 
每
に
 

浦
 
仕
舞
と
 
稱
し
、
 
船
舶
の
 
大
小
と
 
荷
物
の
 
多
寡
と
 
に
應
 
じ
て
 
金
 
餞
 
を
徵
收
 
す
る
 

の
 
不
文
法
 

あ
 

り
 
て
、
 此
 
時
 
兵
 
庫
の
 
得
べ
 

き
 
浦
 
仕
舞
 
金
 
は
將
に
 
ニ
萬
圓
 
に
も
 
上
る
 

ベ
 
か
り
し
 

が
、
 不
 
幸
な
る
 
船
 

主
よ
 

斯
 
る
金
圓
 
を
徵
收
 
す
る
 
は
 
情
に
 
於
て
 
忍
び
 
難
き
 
を
以
 

て
、
 兵
 
右
 
衞
門
此
 
弊
風
 
を
 
除
去
 

せ
む
 

と
 
欲
し
、
 
縣
令
神
 
田
 
孝
 
平
に
 
面
し
て
 
備
に
 
其
 
不
仁
 
を
陳
 

ベ
、
 且
つ
 

方
 
周
旋
し
て
 
衆
 
を
 
諭
 

し
、
 遂
 
に
 
浦
 
仕
舞
 
金
 
を
納
附
 
す
る
と
 
否
と
 
は
 
遭
難
者
の
 
隨
意
 
た
る
べ
き
 
事
と
 
な
れ
り
。
 

以
後
 

种
 
田
乓
 X 右
衞
門
 
 

六
 
1 
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六
 
二
 

此
習
 
R
 
は
 
兵
 
庫
に
 
於
て
 
全
 

,、 
廢
絕
せ
 

b
 
と
い
 

ふ
。
 

兵
 
右
 
衞
門
又
 
九
月
 
兵
 
庫
に
 
洋
學
 
校
を
設
 

置
し
、
 
勸
學
 
及
び
 
講
佥
 
周
旋
 
役
と
 
な
，
 
9
、
 五
 
年
 
四
月
に
 

は
 
兵
 
ii-  ̂

 
校
主
 
事
と
 
な
 
b
 
し
 
V
 
敎
師
の
 

傭
聘
よ
り
 
維
持
の
 
方
法
に
 
至
る
 
ま
で
 
悉
く
 
其
 
努
力
に
 
成
れ
り
。
 

同
年
 
七
月
 
政
府
 

制
 
を
 
布
 

,、 
や
、
 小
 
學
校
十
 
餘
校
を
 
設
 
立
 
し
、
 
校
 
規
 
漸
く
 
革
る
 
に
從
 

ひ
、
 是
 
等
 
小
 
校
 
を
 
併
合
し
て
 

一
 
大
校
舍
 

の
 
設
立
 
を
 
計
 
b
 
、
湊
川
 
新
橋
 
以
西
の
 
荒
蕪
地
 
千
 
六
 

坪
 
を
 
購
入
し
て
 
K
 
敷
地
と
 

す
。
 
今
の
 
兵
 

庫
 
尋
常
 
高
等
 
小
學
 
校
の
 
所
在
地
 
卽
ち
是
 

な
 

h^。 
八
月
 
兵
庳
縣
 

二
 
 S
 
 
E
 
長
と
 

な
.
.
 -、 同

 
十
 

一
 
月
 
兵
 
庫
 
米
 
商
&
所
 
係
に
 
選
ば
 

れ
、
 六
 
年
 
四
月
 
第
二
 
區
々
 
長
に
 
進
む
。
 

同
 
七
月
 
兵
 
ii- 新

 
川
 
開
 

通
 
係
 
主
任
と
 
な
り
、
 
同
 
十
月
 
學
務
 
取
締
と
 
な
る
、
 
九
 
年
 

一
 
月
 
第
二
 
 
K
，
K
 
取
締
 

を
、
 同
 
三
月
 
碍
務
 

取
締
 
を
 
命
せ
 

:
>
 
 る
。
 

九
 
年
 
五
月
 
兵
 
庫
 
新
 
川
 
開
 
整
 
工
事
 
竣
成
 

し
、
 是
 
よ
.
.
 
- 
し
て
 
港
 
內
の
 
船
舶
 
は
 
安
全
な
る
 
避
難
所
 

を
 
得
し
の
 

み
 
な
 
ら
 
す
、
 貨
 
物
 
運
輸
の
 
便
 
全
く
 
面
目
 
を
 

一
 
新
せ
，
 
り。 

是
れ
 
兵
右
衞
 
門
が
 
工
事
 
百
 

般
の
 
庶
務
 
を
 
主
宰
せ
 
し
の
み
 
な
ら
 

す
、
 出
 
資
者
 
中
の
 
筆
頭
 
島
 
田
 
組
の
 
破
產
の
 
際
の
 
如
 
き
、
 
私
 
財
 

を
 
投
じ
て
 
工
事
の
 
頓
挫
 
を
 
免
れ
 
し
め
た
る
 
に
よ
り
 
竣
工
 
を
 

2:^- 
る
 
を
 
得
た
 
る
な
 

り
。
 

新
 
川
 
開
 

鑿
の
 
竣
成
と
 
共
に
，
 
兵
 
右
 
衞
門
は
 
新
 
川
兩
岸
 
及
び
 
寄
 
洲
を
埋
 
築
し
て
 
得
た
 

る
 
土
地
 
を
 
湊
西
區
 

ぉ
財
產
 
と
な
 
に
 
又
 
西
 
出
.
 東
 
出
.
 東
 
川
 
崎
 
町
 
及
び
 
南
濱
 

一
 
帶
の
地
 
先
 
を
 

理
 
せ
し
め
、
 
之
 
を
 
各
 
町
 



の
 
共
有
 
財
產
 
と
な
 

し
、
 區
 
民
.
 其
 
利
に
 
洛
 
す
る
 
所
 
頗
る
 
多
し
。
 

明
治
 

十
 

年
 

六
月
 

米
 

商
 

會
所
副
 

頭
取
と
 

な
 

ち
、
 

同
 

九
月
 

第
二
 

區
 

取
締
 

を
 

兼
 

ね
、
 

又
 

第
 

七
十
 

三
國
 

立
 

銀
行
 

を
 

創
立
し
て
 

其
取
綺
 

役
と
 

な
る
。
 

十
 

一
 

年
 

商
法
 

會
議
所
 

を
 

創
設
し
て
 

其
 

頭
取
と
 

な
 

る
。
 

同
 

十
四
 

年
 

三
月
 

選
ば
れ
て
 

縣
會
 

常
置
 

委
員
と
 

な
 

b
 

、
區
 

部
、
 

郡
 

部
經
濟
 

分
離
の
 

爲
 

め
に
 

盡
 

力
す
 

る
 

所
 

多
し
。
 

其
 

後
數
次
 

選
出
せ
ら
れ
 

て
、
 

縣
 

會
に
入
，
.
.
^
、
ニ
十
ニ
年
に
區
部
會
議
長
と
な
 

る
。
 

同
年
 

神
 

u
;
 

區
に
 

市
制
 

施
行
 

せ
ら
る
、
 

や
、
 

四
 

月
巿
會
 

議
員
に
 

當
選
 

し
、
 

兵
 

庫
 

開
港
 

請
願
 

委
 

A
 

と
な
る
。
 

兵
 

庫
の
 

神
 

と
 

相
 

び
て
 

齊
 

し
く
 

開
港
 

場
と
 

な
 

b
 
 

、
神
 

R
 

港
 

域
 

亦
 

擴
張
を
 

見
し
 

は
 

兵
 

右
 

衞
門
等
 

奔
走
の
 

カ
與
.
 

^
て
 

多
き
 

に
 

居
る
。
 

同
年
 

六
月
 

兵
 

右
衞
門
 

推
さ
れ
て
 

巿
會
議
 

長
と
 

な
 

り
、
 

市
 

政
 

調
査
 

委
員
 

會
の
 

設
け
ら
 

る
 

、 
や
、
 

其
 

委
員
た
，
.
^
。
 
 

二
十
 

三
年
 

縣
笛
議
 

員
 

に
 

選
 

ば
 

れ
、
 

市
 

部
會
 

議
長
と
 

な
る
。
 

二
十
 

九
 

年
 

兵
 

庫
 

運
河
 

株
式
 

會
社
を
 

組
織
 

し
、
 

新
 

川
よ
，
.
^
 

海
に
 

通
 

す
る
 

航
路
 

を
 

開
 

翳
し
て
 

其
 

社
長
と
 

な
る
。
 

蓋
し
 

彼
が
 

往
年
 

企
畫
 

せ
る
 

新
 

川
の
 

開
 

塾
 

を
し
て
 

更
に
 
進
む
 
こ
と
 

一
 
步
 
な
ら
し
め
 
た
る
 
も
の
な
 

り
。
 

明
治
 

三
十
 

二
 

年
 

九
月
 

十
 

一
 

日
 

藍
 

綾
 

褒
章
 

を
 

賜
 

は
 

り
、
 

四
 

十
二
 

年
 

十
二
月
 

二
十
 

八
日
 

特
旨
 

を
 

以
て
 

從
六
 

位
に
 

敍
 

せ
ら
る
。
 

兵
右
衞
 

門
が
 

此
榮
 

典
 

に
洛
 

す
る
 

や
、
 

兵
 

庫
 

南
濱
七
 

町
の
 

居
 

民
 

等
 

碑
 

を
 

和
 

田
 

神
社
 

境
內
に
 

建
て
 
 

>
 
 

其
 

德
を
頌
 

す
る
 

の
議
 

あ
り
、
 

湊
 

西
區
會
 

及
び
 

有
志
 

者
 

亦
 

之
に
 

神
 

田
 

兵
 
衞
門
 
 

さ
 

二
 



神
 
戶
市
史
 

別
 
鋒
 

一 
近
世
 
人
物
 
列
傳
 
 

六
 H
 

同
じ
、
 
四
十
 
三
年
 
ェ
を
 
起
こ
 

し
、
 
翌
 
年
 
三
月
 
を
 
以
て
 
ェ
を
竣
 

ふ
。
 

兵
 
右
衞
門
 
公
事
に
 
從
 
ふ
こ
と
 

幕
末
よ
.
 
>
 
 以
來
 
前
後
 
五
十
 
餘
 
年
、
 祌
 

市
 
ぼ
 
般
の
 

施
！
^
:
^
 

1
 
と
し
て
 
其
雙
 
W
 
に
懸
 
ら
 
ざ
 
り
し
 
は
 

な
く
、
 
谷
 
稱
圑
體
 

の
 
成
立
 
亦
 
彼
の
 
力
に
 
a
 
ふ
 
所
 
»
 
し
と
せ
 

す
、
 其
議
：
 
Z
-
 と
し
て
 
市
會
に
 
立
つ
 

こ
 

と
 
市
制
 
實
 
施
の
 
初
期
よ
り
 
し
て
 
其
 
終
焉
に
 

至
 

. ̂
、
其
 
間
 
或
は
 
市
會
 
議
長
、
 
或
 
は
巿
參
 
事
會
：
 
M
 
た
 

り
。
 
享
年
 
八
十
 
一
歳
 
を
 
以
て
 
大
正
 
十
 
年
 
一
月
 
十
三
 

日
 
歿
す
る
 

に
 
及
 
び
、
 市
 
長
 
は
 
恰
も
 
開
 
^
 
中
 

の
 
市
 
參
事
會
 

に
 
諮
 
り
、
 市
 
葬
に
 
附
す
 
る
の
 
承
認
 
を
 
得
た
 
る
を
以
 

て
、
 十
 
九
日
 
緊
 

i?.^ 市
會
を
 
召
集
 

せ
し
 

に
、
 全
會
 

一
 
致
 
を
 
以
て
 
之
 
を
 
可
決
し
 
た
れ
 

ば
、
 市
 
參
，
 
會
 
员
、
 市
 
^
 
 0
 
長
、
 同
 
副
議
 

t
t
 
は
 
葬
 
ffi 

委
員
と
 

な
 
b
 
 、
市
 
長
 
及
び
 
助
役
 
之
に
 
參
加
 

し
、
 
別
 
に
 
市
 
吏
：
 3
 
約
 
九
十
 
名
 
を
 
攀
げ
葬
 

掛
 
〔
5
 
と
し
 

て
 
準
備
に
 
從
ひ
、
 
同
 
二
十
 
二
日
 
午
後
 
二
 
時
陬
訪
 
山
麓
 
武
德
 
殿
に
 
於
て
 
式
を
舉
 
行
せ
 

り
。
 

神
 
田
 
文
書
。
 

兵
 
庫
 
開
港
 

一 
件
 ま
 
通
信
 
全
 
觉)。 

明
 
親
：
^
 
ポ
 S 類

。
 

官
 
a; 錄

。
 

神
戶
 
開
港
 
三
十
 
年
史
。
 

兵
 
座
 
^
食
 

史
。
 

松
 

化
翠
。
 

神
 

田
 

兵
 

右
 

衞
門
氏
 

市
葬
，
？
 

e
 

。
錄
。
 

ジ
ョ
ン
；
 

ル
 

シ
ャ
〃
 

(
J
o
h
n
 
 

M
a
r
s
h
a
l
l
)
 

ジ
ョ
ン
 

• 
マ
ル
 
シ
ャ
ル
 
は
 
英
國
の
 
人
に
 
し
て
、
 
開
 
港
 
後
 
幾
 
も
な
 
く
祌
 

S
S
 
に
來
 

り
、
 港
 

(
H
a
r
b
o
g
 

f
a
s
t
e
r
)
 
と
な
る
。
 

明
治
 
六
 
年
 
十
月
 
築
港
に
 
關
 
す
る
 
建
 

を
縣
 
に
^
 
出
 
し
、
 東
 
は
 
舊
生
田
 
川
 
東
 



堤
 
よ
 
b
 
 、
西
 
は
 
湊
川
北
 
堤
よ
 

b
 
波
 
止
 
を
 
築
造
せ
 
む
と
 

し
、
 縣
 
は
 
之
 
を
 
採
用
し
て
 
大
藏
 
省
に
 
上
申
 

せ
し
 

も
、
 聽
 
許
せ
ら
れ
 

ざ
 
り
き
。
 

然
れ
 
ど
も
 
後
年
 
實
施
を
 
見
し
 
神
 

III 築
港
 
は
實
に
 
彼
の
 
首
唱
 

に
 
基
く
 
も
の
な
 

り
。
 

マ 
ル
シ
；
 
又
每
曰
 
午
前
 
九
 
時
 
を
 
期
し
て
 
氣
藤
、
 
氣
溫
、
 
風
位
、
 
風
力
、
 
天
候
 
等
 

を
觀
 
測
し
、
 
其
 
表
 
を
 
作
製
し
、
 
以
て
 
神
 
tl^ 氣

象
觀
 
測
の
 
基
礎
 
を
な
 
せ
り
。
 

明
治
 
二
十
 
年
 
歿
す
。
 

神
 
戸
 
築
港
 
問
蹬
 
沿
革
 
誌
。
 

神
戶
 
開
港
 
三
十
 
年
史
。
 

神
戶
 
測
候
所
々
 
藏
觀
測
 

表
。
 

ま
 a
£
l
 
ロ
ヨ
 

KemlDiscencos 

of  on  Ancient  Mariner. 

ゝ 
^ 

マ
 

ン
.
 
ト 

口 
チ
ウ
 
ヒ 

(
H
e
r
m
a
n
 
 T-rotzlg) 

へ
 

レノ 
マ 

ン
.
ト
 

コ 
チ
ッ
ヒ
 
は
瑞
典
 
人
に
 
し
て
、
 

一
 
八
 
三
 
二
年
生
れ
 
二
 
八
 
五
 
九
 
年
 
ほ
 
I
 
長
 
崎
に
 
來
 

る
。
 

其
 
兵
 
寧
に
 

來
，
.
 >  し

 
は
 
開
港
 
草
創
の
 
際
な
 
り
し
 

が
、
 時
 
恰
も
 
居
留
地
 
取
締
 

(
ま
 p
e
r
i
n
t
e
n
d
e
n
t
 

o
f
 
 t
h
e
 
 f
w
c
i
g
n
 
 s
e
t
t
l
e
m
e
n
t
)
 

の
 
職
に
 
在
 
b
 
し
コ
ブ
 
ダ
ン
 

(
c
o
b
d
e
l
l
)
 

の
辭
 
職
す
 

る
 
あ
り
し
 

力
 
は
 

ト 
" 

チ
ッ
ヒ
 
選
ば
れ
て
 
其
 
後
 
を
 
襲
 
ひ
、
 熱
誠
 
事
に
 
當
り
、
 
盡
す
所
 
甚
だ
 
多
し
。
 

明
治
 
三
十
 
ニ
年
條
 

約
 
改
正
 
の
 
結
果
、
 
神
 

In- 居
留
地
 
行
政
の
 
兵
 
庫
縣
の
 
取
扱
 
ふ
 
所
と
 
な
る
 

や
、
 
ト 

" 
チ
ッ
ヒ
 
は
 
相
談
 
委
 

員
 

(
F
o
r
e
i
g
n
 
 A
d
v
i
s
e
r
)
 
と
し
て
 
引
績
 
き
盡
瘁
 

し
、
 大
 
正
 
八
 
年
 
七
月
 
病
 
を
 
獲
て
 
歿
す
。
 

葬
儀
の
 
節
の
 
市
長
 
弔
辭
。
 

ジ
ョ
ン
 

• マ 
ク 

シ ャ-^ 
へ 

^ 
マ 

ン- ト
ロ
 

チ
ッ
 
t
 
 

六
 五
 



角大 靑 

倉屋 木 

輿 四 楠 

m 

市衞 郞 

五 

門 門 告 名喬秀 舒 利成銕 

同 同 守 遠亮大 守播 亮大 少大 左 

江 瞎麝蹯 铺蔵門 

尼
 
崎
 

r 
戶
市
史
 

刖
錄
ー
 

近
世
 
人
物
 
列
傳
 

領
主
 
及
び
 
支
配
者
 

§
 主
 

元
 

和
 

二
 

年
 

七
月
 

二
十
 

五
日
 

近
 

江
國
搭
 

所
よ
 

リ
移
封
 

寬
.
 

水
 

十
二
 

年
 

七
月
 

二
十
 

八
日
 

美
 

濃
 

國
大
垣
 

へ
轉
封
 

寬永 十二 年 七月 二十 八日 遠， 江 國褂 川よ b 移 封 

寬
永
 
二
十
 
年
 
三
月
 
二
十
 
六
日
 
造
 
領
を
繼
 

ぐ
 

負
享
 

元
年
 

九
月
 

二
十
 

九
日
 

造
 

領
を
繼
 

ぐ
 

. 

寶
、
 
水
 
七
 
年
 
十
月
 
十
六
 

日
 
遠
頜
^
 
艇
ぐ
 

正
德
 

元
年
 

二
月
 

十
 

一 
日
 

信
 

濃
國
板
 

山
へ
 

精
 

封
 

正
德
 

元
年
 

二
月
 

十
 

一
 

日
 

遠
 

江
國
掛
 

川
よ
り
 

移
 

封
 

寶
曆
 
元
年
 
三
月
 
二
十
日
 
封
 
を
韆
ぐ
 

明
 

和
 

四
 

年
 

二
 

月
 

二
 

十
 

n3
 

遣
 

頜
.
,
 

^
堪
 

ざ
、
 

同
 

六
 

年
 

二
 

月
 

十
二
 
日
ま
で
 

兵
 
庫
.
^
 
管
す
。
 

代
官
 

明
 

和
 

六
 

年
 

六
月
よ
り
 

月
よ
 

り
 

安
永
 

七
 

年
 

十
 

天
明
 

四
 

年
 

七
月
よ
，
 

9
 

天
明
 

八
 

年
よ
 

,0 

地
方
、
 

地
 

子
方
 

同 

山
ハ
六
 

氏 忠 

辻
 

六
 

郞
左
衞
 

莴
年
七
 

郞
右
衞
 

靑 同 松 

田 お 平 

同 



天
明
 
八
 
年
 
五
月
よ
，
 
9
 

寬
政
五
 

年
 

十
 

一
月
よ
，
 

9
 

寬
政
六
 
年
 
八
月
よ
 

b
 

享
和
 
三
年
 
三
月
よ
，
 
9
 

文
化
 
七
 
年
 
八
月
よ
り
 

文
政
 
六
 
年
 
五
月
よ
り
 

文
政
 
八
 
年
 
六
月
よ
 

b
 

天
 
保
 
二
 
年
 
十
月
よ
り
 

天
 
保
 
四
 
年
 
五
月
よ
り
 

天
 

保
 

七
 

年
 

七
月
よ
，
 

9 

天
 
保
 
十
一
 
年
よ
り
 

嘉
永
ニ
 
年
よ
 

b
 

嘉
永
八
 
年
よ
り
 

• 

萬
延
 

元
年
よ
り
 

元
 

治
 

元
年
よ
，
 

- 

領
主
 

及
び
 

支
配
者
 

， 

地
 

子
方
 

地 方 

地
方
、
 地
 
子
，
 方
 

地 子方
 

地 方 

地
方
、
 

地
 

子
方
 

同 

石 屋 

竹
 

垣
 

岩
 

佐
 

石
 
原
 

池
 

田
 

小
 

堀
 

辻
 

六
 

石
 
原
 

添
 

田
 

池
 
田
 

竹
垣
 

白
 

石
 

羽田 

齊
藤
 

清
 
左
衞
門
 

1 二 
右
衞
門
 

淸
左
衞
 

門
 

仙
九
郞
 

甚
太
郞
 

主
 
 

稅
 

耶
左
衞
 

門
 

淸
左
衞
 

門
 

富 次 郞 

岩
 
之
 
丞
 

三
 

右
衞
門
 

金
 

吾
助
 

忠
 
太
夫
 

十
 
左
衞
門
 

六 六 七
 



中 M 嫌 好 棠廣 

神
 
戶
市
史
 

別
錄
 

一 
近
世
 
人
物
 
あ
^
 

兵
 
庫
舉
行
 
 

ト
ぉ
 

f
t
K
 
 

»
 

守
 

元
 
冶
 
元
年
 
十
 

一
 
月
よ
 

b
 
慶
應
 
元
年
 
正
月
に
 
至
る
 
 
，
1
1
 
 
£
 
 
" 

？
 
 

J
 
 

^
 
 
H
 
 

也
 

野
 

山
城
 

守
 

慶
應
 

元
年
 

二
月
よ
 

b
 

同
 

十
 

一
月
に
 

至
る
 
 

菜
 

田
 

日
 

向
 

守
 

慶
應
 

三
年
 

七
月
よ
り
 

同
 

四
 

年
 

正
月
 

I 
至
る
 
 

岡
 

藤
 

左
衞
門
 

g
 
應
四
年
 
任
命
せ
ら
れ
 
た
る
 

も
 
赴
任
せ
.
^
 



大
正
 

十
 

一
 

年
 

三
月
 

廿
 

五
日
 

印
刷
 

大
正
 

十
 

一
 

年
 

三
月
 

廿
 

八
日
 

發
行
 

編
纂
 

兼
 

申
 

I
t
T
 
 

O
G
 

ル
 

X
 

厅
 

發
 
行
者
 

l
i
s
-
 
戶
 

I
t
 
お
 

i
R
^
 

東
京
 

府
北
豐
 

島
 

郡
 

巢
鴨
町
 

三
 

丁
目
 

十
 

番
地
 

印
刷
者
 

大
久
保
 
秀
次
郞
 

東
京
 
市
 京
 橋
區
築
 
地
 
二
 
 丁
目
 
十
七
 
番
地
 

印
刷
所
 

I
I
 
東
京
 
築
地
 
活
版
 
製
造
所
 



fi
. 

，
錄
 

一
 

正
誤
表
 

古
代
の
 

兵
 

庫
 

及
び
；
 










